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主任研究者 川上憲人 東京大学大学院医学系研究科・教授 

 

研究要旨 

 

本研究の目的は、①労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対策について科学的根拠に基づく

(EBM)ガイドラインを作成し、②対策の浸透ツールとして、職業性ストレス簡易調査票および仕事のス

トレス判定図を拡張した新しい職業性ストレス調査票を開発・標準化し、③労使、産業保健関係者によ

るステークホルダー会議により対策の推進枠組みを確立し、④海外（WHO、欧州、米国）の推進施策

を収集・整理し、わが国における労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防を中（小）規模事業場も含

めて浸透させるツールを提供し、今後の施策について提案することである。 
本研究では３年間に以下の研究を行った。①労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対策として、

管理監督者教育、労働者個人向けストレス対策、および職場環境等の評価と改善の３つをとりあげ、国

内の研究も積極的にとりあげた包括的・体系的な文献レビューを行い、EBM ガイドラインを開発した。

さらにガイドラインに対応したマニュアルを作成した。これまでの介入研究から費用便益分析を行った。

②新職業性ストレス簡易調査票の作成のために、現行の職業性ストレス簡易調査票のユーザーに対する

調査、海外の主要調査票を参考にして尺度・項目候補の抽出を行い、インターネット調査による予備調

査により尺度の信頼性・妥当性を検討した。産業保健スタッフ等に対して尺度の優先順位に関する意見

調査を実施した。調査票の標準化のために、多段階抽出層化無作為抽出により全国の代表サンプルとな

る 20～60 歳の地域住民５千人を抽出して郵送法調査を実施し、2011 年 2 月 18 日までに 2,384 名から

回答を得た（回収率 48％）。うち労働者は 1,633 名であった。５企業約２万人の労働者に試行を行い、

調査票およびフィードバック様式の実用性、有用性を検討した。③産業保健研究教育機関、産業保健専

門職、経営団体、労働組合等の代表からなるステークホルダー会議を３年間に合計５回開催し、わが国

における労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の推進枠組みについて討議した。また事業場への意

見調査を実施した。④欧米を中心に職場のメンタルヘルスの第一次予防の先進事例を文献および研究

者・担当者からの直接の意見交換により情報収集した。 

１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と好事例の収集、普及ツールの開発：文献レビューの

結果、労働者個人向けストレス対策、管理監督者教育、および職場環境等の評価と改善がストレスの軽

減あるいはメンタルヘルス不調の予防に効果的であることが確認され、効果的な実施のための留意点も

明らかになった。これを元に、これらの対策について EBM ガイドラインを完成した。さらに実践例を

含むマニュアルを作成した。費用便益分析ではいずれの対策も便益は費用を上回り、特に労働者個人向

けストレス対策および職場環境等の評価と改善では費用に対する便益の比が高かった。 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発：新職業性ストレス簡易調査票の候補尺度は、いずれも内的

整合性による信頼性が高く、また因子分析により因子的妥当性が確認できた。産業保健スタッフ等によ

る意見調査により優先順位の高い尺度が明らかとなった。現行版職業性ストレス簡易調査票と合わせて、

最終的に仕事の負担８尺度、作業レベル資源８尺度、部署レベル資源 11 尺度、事業場レベル資源８尺

度、アウトカム 15 尺度からなる調査票を完成した。このうち推奨尺度セットとして、仕事の負担８尺

度、作業レベル資源６尺度、部署レベル資源 10 尺度、事業場レベル資源７尺度、アウトカム 11 尺度を

提案した。一部を除く推奨尺度セット尺度については１項目からなる短縮版を作成した。短縮版を使用

する場合、現行の職業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度セ

ット短縮版（23 項目）を追加した 42 尺度 80 項目の調査票となる。内的整合性による信頼性、１年間

の再テスト信頼性はおおむね良好であった。全国調査データから、尺度の平均値を全体および属性別に

求めて標準値とした。企業で本調査票および部署用フィードバックの様式による調査と結果説明を試行

し有用性を確認した。 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の推進枠組みの検討：ステークホルダー会議からは、
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わが国における労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の推進枠組みについて、健康と活気ある職場

づくりを目標にする「ポジティブアプローチ」が普及・浸透策として有効であるとの意見が出され、企

業の自主改善活動により、①労働者の健康、②労働者がいきいきと働くこと、③職場に一体感があるこ

とを目標とした「健康いきいき職場」を目的とすることに合意が得られた。この考え方に基づき、作業、

部署、事業場レベルの仕事の資源が健康いきいきアウトカムを予測する理論モデル「健康いきいき職場

モデル」を作成した。新職業性ストレス簡易調査票はこのモデルに従って健康いきいき職場を測定でき

る。ステークホルダー会議では「健康いきいき職場づくりのためのアクション」リストが提案され、こ

れをもとに健康いきいき職場づくりの推進方策を整理した。また国の果たすべき役割についても整理し

た。事業場の意見調査では回答した 191 社(回答率 21％)のうち９割以上が健康いきいき職場のメンタル

ヘルスの考え方に賛成、あるいはその導入に前向きと回答した。 
４．海外動向：デンマークの職場環境査察制度、心理社会的リスクマネジメント欧州枠組み(PRIMA-EF)、

英国国立医療技術評価機構(NICE)の公衆衛生ガイダンス No. 22「生産的で健康な職場環境による心の

健康の推進：雇用者向けガイダンス」、英国 HSE のマネジメントスタンダード、米国心理学会の健康職

場プログラムついて整理した。 

本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一次予防対策である管理監督者教育、労働者個人向けス

トレス対策、職場環境等の評価と改善について、科学的根拠に基づく EBM ガイドラインおよびマニュ

アルを作成した。またこれらの対策が費用便益にも優れていることを示した。新しいガイドライン、マ

ニュアルは効果的な第一次予防対策を推進する上で役立つと思われる。一方、わが国の職場のメンタル

ヘルス不調の第一次予防の新しい枠組みとして、自主改善型の活動としての「健康いきいき職場づくり」

が提案された。健康いきいき職場づくりは従来の第一次予防とくらべ、ポジティブな心の健康を目標と

して職場風土にまで至る組織要因の改善を進めるという特徴を有している。健康いきいき職場づくりの

考え方は大多数の事業場から支持を受けており、今後新しい職場のメンタルヘルスの枠組みとして広く

普及する可能性がある。国もこうした活動を支援する枠組みを検討する必要がある。職場のメンタルヘ

ルス第一次予防に関する欧米の動向もこうした考え方と軌を一にするものであり、わが国における具体

展開策を検討するうえで参考になる。 
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Ａ．はじめに 

本研究の目的は、①労働者のメンタルヘルス不

調の第一次予防対策について科学的根拠に基づ

く(EBM)ガイドラインを作成し、②対策の浸透ツ

ールとして、職業性ストレス簡易調査票および仕

事のストレス判定図を拡張した新しい職業性ス

トレス調査票を開発・標準化し、③労使、産業保

健関係代表者による会議により、労働者のメンタ

ルヘルス不調の第一次予防の推進枠組みを確立

し、④海外（WHO、欧州、米国）の推進施策を

収集・整理し、以上を参考に、わが国の事業場に

おける労働者のメンタルヘルス不調の第一次予

防を中（小）規模事業場も含めて浸透させる政策

を提言することである。 
わが国における労働者のメンタルヘルス不調

は増加の傾向にあり、労働者の健康の保持・増進、

事業場における安全・生産性の確保の観点から、

その未然防止（第一次予防）は労使双方にとって

優先順位の高い課題となっている。しかしながら

労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防とし

て科学的有効性が確認されている労働者への教

育研修、管理監督者の教育研修、職場環境等の評

価と改善は、なお全事業場の一部（それぞれ 17, 11, 
7％）でしか実施されていない（平成 19 年労働者

健康状況調査）。 
わが国においては、平成 11 年度労働省委託研

究費により開発された職業性ストレス簡易調査

票および仕事のストレス判定図が事業場におけ

る第一次予防活動の推進の動機付けとなってい

る。しかしこれらの有効なツールも作成から 10
年が経過し、①仕事上の報酬やハラスメント、あ

るいは組織公正などの重要なストレス要因を評

価できていないこと、②業種、職種、雇用形態（非

正規雇用を含む）を考慮した評価、判定ができな

いことなど限界が指摘されている。 
さらに海外ではこのテーマについて近年大き

な進展がみられている。デンマークでは調査票あ

るいは専門家による事業場立ち入り調査により

職場のストレス状況を評価し、事業場に自主的な

改善を勧告する制度（努力義務）が導入され、効

果をあげている。欧州全体では、本年、産業保健

専門職、労使などの関係者（ステークホルダー）

会議を経て、欧州のストレス対策の推進枠組みと

 

 

なるガイドラインが提案されている。わが国にお

ける労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防

のあり方を考える上で、こうした国際動向を踏ま

えて議論することが重要である。 
本研究班では、３年間に以下の研究を行った。

①労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対

策として、管理監督者教育、労働者個人向けスト

レス対策、および職場環境等の評価と改善の３つ

をとりあげ、科学的根拠に基づく（EBM）ガイド

ラインとこれに対応したマニュアルを作成した。

これまでの介入研究から費用便益分析も行った。

②新職業性ストレス簡易調査票を、現行の職業性

ストレス簡易調査票のユーザーに対する調査、先

行研究および海外の主要調査票、インターネット

調査による予備調査を参考に完成し、多段階抽出

層化無作為抽出により全国の代表サンプルとな

る地域住民の調査から全国標準値を求め、さらに

４つの事業場で試行して調査票およびフィード

バック様式の実用性、有用性を検討し、本調査票

を完成させた。③産業保健研究教育機関、産業保

健専門職、経営団体、労働組合等の代表からなる

ステークホルダー会議を開催し、わが国における

労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の推

進枠組みについて討議した。また事業場への意見

調査を実施した。④欧米を中心に職場のメンタル

ヘルスの第一次予防の先進事例を文献および研

究者・担当者からの直接の意見交換により情報収

集し整理した。 

 
Ｂ．対象と方法 
１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と

好事例の収集、普及ツールの開発 
１）管理監督者教育（分担：堤 明純他） 
管理監督者教育について科学的根拠に基づく

(EBM)ガイドラインを作成することを目的とし

て，内外の効果評価研究をレビューした。Pubmed，
the Cochrane Library，MEDLINE，Web of 
Science，および医学中央雑誌から，部下を含む

従業員の心理的ストレス反応をアウトカムとす

る管理監督者研修の効果評価研究 9編を抽出して

評価した。ガイドラインおよびマニュアルの原案

を作成し、原案に対する専門家の意見を聞いてこ

れらをさらに改善した。また実行可能性が高まる

ようマニュアルに好事例を追加した。 
 
２）個人向けストレス対策（分担：島津明人他） 
個人向けストレス対策について，科学的根拠に

基づく（EBM）ガイドラインを作成することを目

的として、国内外の無作為化比較試験および比較

対照試験の原著論文をレビューした。5 つのデー

タ ベ ー ス （ PsycARTICLE ， PsycINFO ，

MEDLINE (PubMed)，Web of Science，医学中

央雑誌）から，介入効果の主たるアウトカムとし

て心理的ストレス反応（抑うつ，不安を含む）を

採用した 60 編を抽出し，プログラムの内容およ

び形式（プログラム提供者，セッション数，1 回

あたりのセッション時間，セッション間のインタ

ーバル，実施形態，介入期間，ブースターセッシ

ョンの有無）について評価した。これに基づき

EBM ガイドラインを作成した。またガイドライ

ンに対応するマニュアル原案を作成し、職場のメ

ンタルヘルス専門家や研究班の意見を踏まえた

うえで最終版を作成した。 
 
３）職場環境等の評価と改善（分担：吉川 徹他） 
国内外の文献レビューを行ない、職場環境等の

評価と改善に関する科学的根拠に基づく(EBM)
ガイドライン案を作成した。職場環境の改善（組

織の再組織化）が心理社会的要因と健康要因に与

える影響を評価した 2 つの系統的レビューの 31
文献に、最近の 2文献を加えた 33文献を抽出し、

職場環境等の改善の効果評価に用いる指標と介

入内容などを評価した。また、我が国での文献・

事例報告 17 編について、その良好実践事例から

職場環境等の評価と改善の普及・浸透に有用な情

報を抽出し、ガイドラインのひな形を作成した。

このガイドライン案を多職種からなるワーキン

ググループで精査し、用語、全体の構成などを修

正して完成版を作成した。また、メンタルヘルス

不調の第一次予防策を狙いとした職場環境改善

の取り組みの良好事例の収集と分析、メンタルヘ

ルスのための職場環境改善の効果的・効率的な進

め方の検討ワーキンググループによる検討会を

開催して、マニュアルを作成した。 
 
４）「心の健康づくり計画」の効果に関する好事

例の収集（分担：川上憲人） 
職場のメンタルヘルス不調の一次予防対策を

進めるための科学的根拠に基づくEBMガイドライ

ンを開発する準備として、「心の健康づくり計画」

他の効果に関する好事例を収集した。主に医学中

央雑誌のデータベースを用い、2000 年以降に出版

された 66 件の文献を収集した。 
 
５）職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対

策の費用便益分析（協力：吉村健佑他） 
職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対

策の実施が事業者にとっての経済的利点をもた

らすかどうかを検討することを目的とし、すでに

公表されている国内の研究を文献検索し、職場環

境改善、個人向けストレスマネジメント教育、お

よび上司の教育研修の３つの手法に関する介入

研究の結果を二次的に分析することで、事業者の

視点で第一次予防対策の方法別費用便益分析を
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育研修、管理監督者の教育研修、職場環境等の評

価と改善は、なお全事業場の一部（それぞれ 17, 11, 
7％）でしか実施されていない（平成 19 年労働者

健康状況調査）。 
わが国においては、平成 11 年度労働省委託研

究費により開発された職業性ストレス簡易調査

票および仕事のストレス判定図が事業場におけ

る第一次予防活動の推進の動機付けとなってい

る。しかしこれらの有効なツールも作成から 10
年が経過し、①仕事上の報酬やハラスメント、あ

るいは組織公正などの重要なストレス要因を評

価できていないこと、②業種、職種、雇用形態（非

正規雇用を含む）を考慮した評価、判定ができな

いことなど限界が指摘されている。 
さらに海外ではこのテーマについて近年大き

な進展がみられている。デンマークでは調査票あ

るいは専門家による事業場立ち入り調査により

職場のストレス状況を評価し、事業場に自主的な

改善を勧告する制度（努力義務）が導入され、効

果をあげている。欧州全体では、本年、産業保健

専門職、労使などの関係者（ステークホルダー）

会議を経て、欧州のストレス対策の推進枠組みと

 

 

なるガイドラインが提案されている。わが国にお

ける労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防

のあり方を考える上で、こうした国際動向を踏ま

えて議論することが重要である。 
本研究班では、３年間に以下の研究を行った。

①労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対

策として、管理監督者教育、労働者個人向けスト

レス対策、および職場環境等の評価と改善の３つ

をとりあげ、科学的根拠に基づく（EBM）ガイド

ラインとこれに対応したマニュアルを作成した。

これまでの介入研究から費用便益分析も行った。

②新職業性ストレス簡易調査票を、現行の職業性

ストレス簡易調査票のユーザーに対する調査、先

行研究および海外の主要調査票、インターネット

調査による予備調査を参考に完成し、多段階抽出

層化無作為抽出により全国の代表サンプルとな

る地域住民の調査から全国標準値を求め、さらに

４つの事業場で試行して調査票およびフィード

バック様式の実用性、有用性を検討し、本調査票

を完成させた。③産業保健研究教育機関、産業保

健専門職、経営団体、労働組合等の代表からなる

ステークホルダー会議を開催し、わが国における

労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の推

進枠組みについて討議した。また事業場への意見

調査を実施した。④欧米を中心に職場のメンタル

ヘルスの第一次予防の先進事例を文献および研

究者・担当者からの直接の意見交換により情報収

集し整理した。 

 
Ｂ．対象と方法 
１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と

好事例の収集、普及ツールの開発 
１）管理監督者教育（分担：堤 明純他） 
管理監督者教育について科学的根拠に基づく

(EBM)ガイドラインを作成することを目的とし

て，内外の効果評価研究をレビューした。Pubmed，
the Cochrane Library，MEDLINE，Web of 
Science，および医学中央雑誌から，部下を含む

従業員の心理的ストレス反応をアウトカムとす

る管理監督者研修の効果評価研究 9編を抽出して

評価した。ガイドラインおよびマニュアルの原案

を作成し、原案に対する専門家の意見を聞いてこ

れらをさらに改善した。また実行可能性が高まる

ようマニュアルに好事例を追加した。 
 
２）個人向けストレス対策（分担：島津明人他） 
個人向けストレス対策について，科学的根拠に

基づく（EBM）ガイドラインを作成することを目

的として、国内外の無作為化比較試験および比較

対照試験の原著論文をレビューした。5 つのデー

タ ベ ー ス （ PsycARTICLE ， PsycINFO ，

MEDLINE (PubMed)，Web of Science，医学中

央雑誌）から，介入効果の主たるアウトカムとし

て心理的ストレス反応（抑うつ，不安を含む）を

採用した 60 編を抽出し，プログラムの内容およ

び形式（プログラム提供者，セッション数，1 回

あたりのセッション時間，セッション間のインタ

ーバル，実施形態，介入期間，ブースターセッシ

ョンの有無）について評価した。これに基づき

EBM ガイドラインを作成した。またガイドライ

ンに対応するマニュアル原案を作成し、職場のメ

ンタルヘルス専門家や研究班の意見を踏まえた

うえで最終版を作成した。 
 
３）職場環境等の評価と改善（分担：吉川 徹他） 
国内外の文献レビューを行ない、職場環境等の

評価と改善に関する科学的根拠に基づく(EBM)
ガイドライン案を作成した。職場環境の改善（組

織の再組織化）が心理社会的要因と健康要因に与

える影響を評価した 2 つの系統的レビューの 31
文献に、最近の 2文献を加えた 33文献を抽出し、

職場環境等の改善の効果評価に用いる指標と介

入内容などを評価した。また、我が国での文献・

事例報告 17 編について、その良好実践事例から

職場環境等の評価と改善の普及・浸透に有用な情

報を抽出し、ガイドラインのひな形を作成した。

このガイドライン案を多職種からなるワーキン

ググループで精査し、用語、全体の構成などを修

正して完成版を作成した。また、メンタルヘルス

不調の第一次予防策を狙いとした職場環境改善

の取り組みの良好事例の収集と分析、メンタルヘ

ルスのための職場環境改善の効果的・効率的な進

め方の検討ワーキンググループによる検討会を

開催して、マニュアルを作成した。 
 
４）「心の健康づくり計画」の効果に関する好事

例の収集（分担：川上憲人） 
職場のメンタルヘルス不調の一次予防対策を

進めるための科学的根拠に基づくEBMガイドライ

ンを開発する準備として、「心の健康づくり計画」

他の効果に関する好事例を収集した。主に医学中

央雑誌のデータベースを用い、2000 年以降に出版

された 66 件の文献を収集した。 
 
５）職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対

策の費用便益分析（協力：吉村健佑他） 
職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対

策の実施が事業者にとっての経済的利点をもた

らすかどうかを検討することを目的とし、すでに

公表されている国内の研究を文献検索し、職場環

境改善、個人向けストレスマネジメント教育、お

よび上司の教育研修の３つの手法に関する介入

研究の結果を二次的に分析することで、事業者の

視点で第一次予防対策の方法別費用便益分析を
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実施した。Pubmed を用いて検索し、2011 年 11
月 16 日の時点で公表されている職場のメンタル

ヘルスに関する論文のうち、わが国の事業所で行

われている事、第一次予防対策の手法を用いてい

る事、準実験研究または比較対照を設定した介入

研究である事、評価として疾病休業(absenteeism)
または労働生産性(presenteeism)を取り上げてい

る事、1 年単位での効果を検討するのに評価期間

が十分である事を条件に抽出した結果、3 論文が

該当した。これらの研究を対象に、論文中に示さ

れた情報および必要に応じて著者などから別途

収集できた情報に基づき、事業者の視点で費用お

よび便益を算出した。解析した研究論文はいずれ

も労働生産性の指標として HPQ (WHO Health 
and Work Performance Questionnaire)  Short 
Form 日本語版、あるいはその一部修正版を使用

していた。介入前後での HPQ 得点の変化割合を

元に、事業者が得られると想定される年間の便益

総額を算出した。 
 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発 
１）職業性ストレス簡易調査票の事業場における

活用状況と課題に関する研究（分担：下光輝一他） 
 本研究班では新しい職業性ストレス簡易調査

票の開発を計画しているが、まずは現在の職業性

ストレス簡易調査票の労働現場での活用に際し

ての利点欠点を整理し、改変や拡張の可能性を検

討した上で新しい調査票との併用を提案してい

く必要がある。そこで、職業性ストレス簡易調査

票のユーザーを対象に調査票の活用状況や調査

票の内容に対する意見を尋ねるアンケート調査

を実施し検討した。最終的に 267 通のアンケート

を回収し、分析した。 
 
２）職業性ストレス簡易調査票を用いた職場のス

トレス評価（分担：原谷隆史） 
これまでに蓄積した男性 15,933 人、女性 8,447

人の職業性ストレス簡易調査票のデータに基づ

いて、各種のストレス要因を加えて職場のストレ

ス評価を検討した。抑うつと疲労を目的変数、ス

トレス要因（量的労働負荷、質的労働負荷、身体

的労働負荷、仕事のコントロール、技能の低活用、

対人問題、職場環境、仕事の適性、働きがい、上

司の社会的支援、同僚の社会的支援）を説明変数

としてロジスティック回帰分析を行った。 
 

３）新しい職業性ストレス調査票の項目・尺度選

択・開発（分担：川上憲人、堤 明純、島津明人

他） 
 職場のストレス要因を個人レベルから組織レ

ベルまで、包括的に評価できる、新しい職業性ス

トレス調査票（以下、新調査票とする）を開発す

るために、以下の研究を実施した。１）新調査票

に含めると良いと思われる「ストレス源・資源」

および「アウトカム」に関する概念とその具体的

項目を集約し、「ストレス源・資源」に関する概

念については、各概念が着目している段階に応じ

て「作業・課題レベル」、「グループ・対人関係レ

ベル」、「組織レベル」の３段階に分類した。２）

重複する概念をまとめるとともに、「ストレス

源・資源」に関する概念について、海外での枠組

み（マネジメント基準や評価尺度）と照らし合わ

せ、わが国の現状を考慮しながら、新調査票に含

める概念に優先順位をつけた。３）現場の産業保

健専門職らにヒアリングを行い、新調査票に含め

る項目を絞り込むとともに、質問内容の分かりや

すさなどを吟味し、文言の修正を行い、プレテス

ト版の初版を作成した。４）第２回ステークホル

ダー会議のワークショップで話し合われた内容

をもとに、３）で作成した初版に項目を追加し、

プレテスト版の最終版を作成した。 
 
４）新職業性ストレス簡易調査票（予備調査版）

の信頼性・妥当性およびアウトカムとの関連性

（分担：原谷隆史他） 
新職業性ストレス簡易調査票（予備調査版）を

用いて、全国の 15 歳以上の給与所得者（含む役

職者）を対象にヤフー・バリュー・インサイトパ

ネルを利用したインターネット調査を 2010 年 3
月 17 日に実施し、1000 人（男性 687 人、女性

313 人）のデータを収集した。本年度はこのデー

タの解析を行い、新職業性ストレス簡易調査票

（予備調査版）の信頼性・妥当性およびアウトカ

ムとの関連性を検討した。 
 

５）新職業性ストレス簡易調査票候補尺度の優先

順位（分担：川上憲人他） 
 新調査票のプレテスト版に含めた項目を絞り

込むことを目的に、産業保健スタッフや人事労務

担当者等を対象に、新調査票のプレテスト版に含

めた概念のうち、「重要と思うもの」および「不

要・使いにくいと思うもの」を挙げていただくＷ

ＥＢアンケートを実施した。その結果、平成 23
年２月末までに、合計 103 名の回答が得られた。 
 
６）新職業性ストレス簡易調査票尺度の標準化の

ための全国調査（分担：川上憲人他） 
新職業性ストレス簡易調査票の候補尺度の標

準化のために、わが国の労働者の代表サンプルに

対して調査を実施した。多段階抽出層化無作為抽

出により、全国の代表サンプルとなる日本国籍を

持つ 20歳以上 60歳以下の男女地域住民５千人を

抽出した。2011 年 2 月 18 日までに 2384 名から

有効回答を収集した（回収率 47.7％）。回答者中、

 

 

労働者は男性 847 名、女性 786 名であった。全

国調査には、新職業性ストレス簡易調査票の候補

尺度として(1) 作業・課題レベルのストレス源・

資源（９尺度）、(2) グループ・対人関係レベルの

ストレス源・資源（10 尺度）、(3) 組織レベルのス

トレス源・資源（９尺度）、 (4) アウトカム（５

尺度）を使用した。現在の職業性ストレス簡易調

査票も調査票に含めた。 
 

７）新職業性ストレス簡易調査票の完成（分担：

川上憲人他） 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度の確定、推

奨尺度セットおよび短縮版の作成、信頼性の検討、

「健康いきいき職場」モデルへの理論的位置づけ、

評価基準の設定、さらにフィードバックのフォー

ムの作成を行った。 
 

８）全国調査による新職業性ストレス簡易調査票

の標準値の作成（分担：原谷隆史他） 
新職業性ストレス調査票の標準化のために、日

本の労働者の代表サンプルを抽出し、平成 22 年

度に全国調査を実施した。被雇用者 1633 名（男

性 847 名、女性 786 名）の回答を標準データとし

て、性、職種、雇用形態、産業といった属性別に

標準版と短縮版の標準値を作成した。 
 

９）新職業性ストレス簡易調査票の事業場での使

用に関する研究（協力：小田切優子他） 
新職業性ストレス簡易調査票を事業場で試用

し、調査票で測定した結果が事業場の現状を反映

しているか、問題把握に有用か否かについて調べ、

現場での適用可能性について検討した。３社に依

頼し調査票を試行した。うち１社については産業

医、保健師、管理監督者を対象として新調査票の

結果が事業場の現状を反映しているか否かヒア

リングを行った。 
 

１０）新職業性ストレス簡易調査票の部署単位で

の得点分布（分担：川上憲人他） 
２つの企業の従業員に対して、インターネット

／イントラネットを利用した Web 調査票で現行

版および新職業性ストレス簡易調査票により調

査を実施した。うち 10 人以上の回答の得られた

部署（「部」相当）合計 718 部署（回答者数 17,038
人）のデータを解析した。 

 
１１）職場のいじめ・ハラスメントの頻度と分布

（協力：津野香奈美他） 

平成 22 年度の全国調査データを用いて、新職

業性ストレス簡易調査票の尺度の中で特に職場

のいじめ・ハラスメントに関わる項目について、

標準値とは別に、「職場のいじめ・ハラスメント

を受けている」割合、「職場でいじめ・ハラスメ

ントを受けている人がいる」割合を明らかにし、

さらに個人属性や職業特性によってそれらの頻

度に差があるかどうかを検討した。 
 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の

推進枠組みの検討 
１）労働現場におけるメンタルヘルス対策の一次

予防の浸透方法―ステークホルダー会議による

提案―（分担：下光輝一） 
労働者のメンタルヘルスの一次予防対策を、中

小規模事業場を含むすべての事業場に浸透させ

るための方法について検討し、提言作成のための

資料を得ることを目的に、主要な労働安全衛生研

究機関、産業保健専門職、使用者側団体、労働側

団体等の代表者等に参加を呼び掛け、関係者（ス

テークホルダー）による参加型ワークショップ形

式の会議を開催した。 
 
２）「健康いきいき職場」の理論モデル、評価法

および推進方策（川上憲人他） 
職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさ

らに効果的なものとし、またより広く普及するも

のにするために、職場のメンタルヘルスの第一次

予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。

本研究では、わが国における職場のメンタルヘル

ス不調の第一次予防の新しい推進枠組みとして

の「健康いきいき職場づくり」についてその背景、

理論、評価方法、推進方策について検討した。国

内外の文献、本研究班の報告書、ステークホルダ

ー会議の討議結果をもとに、研究者が意見交換を

繰り返し、またステークホルダー会議の意見を聞

きながら「健康いきいき職場づくり」の理論、評

価方法、推進方策について整理した。 
 
３）健康いきいき職場づくりと第一次予防対策に

関する企業の意識調査（山岸みずほ他） 
事業場における労働者のメンタルヘルス不調

の第一次予防対策が浸透しづらい要因を明らか

にし，なおかつ新しい枠組みでメンタルヘルスの

目標となる「健康いきいき職場づくり」に対する

事業場の意見を聴取することを目的とした。2011
年 12 月に全国の企業のデータベースより従業員

数299名以下の事業場300社，従業員数300～999
名の事業場 300 社，従業員数 1000 名以上の事業

場 300 社をランダム抽出し，これらの事業場の人

事労務担当者に調査票を郵送した。 
 
４．海外動向： 
１）デンマークにおけるメンタルヘルス対策（協

力：小田切優子） 
デンマークは産業保健、とりわけメンタルヘル
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実施した。Pubmed を用いて検索し、2011 年 11
月 16 日の時点で公表されている職場のメンタル

ヘルスに関する論文のうち、わが国の事業所で行

われている事、第一次予防対策の手法を用いてい

る事、準実験研究または比較対照を設定した介入

研究である事、評価として疾病休業(absenteeism)
または労働生産性(presenteeism)を取り上げてい

る事、1 年単位での効果を検討するのに評価期間

が十分である事を条件に抽出した結果、3 論文が

該当した。これらの研究を対象に、論文中に示さ

れた情報および必要に応じて著者などから別途

収集できた情報に基づき、事業者の視点で費用お

よび便益を算出した。解析した研究論文はいずれ

も労働生産性の指標として HPQ (WHO Health 
and Work Performance Questionnaire)  Short 
Form 日本語版、あるいはその一部修正版を使用

していた。介入前後での HPQ 得点の変化割合を

元に、事業者が得られると想定される年間の便益

総額を算出した。 
 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発 
１）職業性ストレス簡易調査票の事業場における

活用状況と課題に関する研究（分担：下光輝一他） 
 本研究班では新しい職業性ストレス簡易調査

票の開発を計画しているが、まずは現在の職業性

ストレス簡易調査票の労働現場での活用に際し

ての利点欠点を整理し、改変や拡張の可能性を検

討した上で新しい調査票との併用を提案してい

く必要がある。そこで、職業性ストレス簡易調査

票のユーザーを対象に調査票の活用状況や調査

票の内容に対する意見を尋ねるアンケート調査

を実施し検討した。最終的に 267 通のアンケート

を回収し、分析した。 
 
２）職業性ストレス簡易調査票を用いた職場のス

トレス評価（分担：原谷隆史） 
これまでに蓄積した男性 15,933 人、女性 8,447

人の職業性ストレス簡易調査票のデータに基づ

いて、各種のストレス要因を加えて職場のストレ

ス評価を検討した。抑うつと疲労を目的変数、ス

トレス要因（量的労働負荷、質的労働負荷、身体

的労働負荷、仕事のコントロール、技能の低活用、

対人問題、職場環境、仕事の適性、働きがい、上

司の社会的支援、同僚の社会的支援）を説明変数

としてロジスティック回帰分析を行った。 
 

３）新しい職業性ストレス調査票の項目・尺度選

択・開発（分担：川上憲人、堤 明純、島津明人

他） 
 職場のストレス要因を個人レベルから組織レ

ベルまで、包括的に評価できる、新しい職業性ス

トレス調査票（以下、新調査票とする）を開発す

るために、以下の研究を実施した。１）新調査票

に含めると良いと思われる「ストレス源・資源」

および「アウトカム」に関する概念とその具体的

項目を集約し、「ストレス源・資源」に関する概

念については、各概念が着目している段階に応じ

て「作業・課題レベル」、「グループ・対人関係レ

ベル」、「組織レベル」の３段階に分類した。２）

重複する概念をまとめるとともに、「ストレス

源・資源」に関する概念について、海外での枠組

み（マネジメント基準や評価尺度）と照らし合わ

せ、わが国の現状を考慮しながら、新調査票に含

める概念に優先順位をつけた。３）現場の産業保

健専門職らにヒアリングを行い、新調査票に含め

る項目を絞り込むとともに、質問内容の分かりや

すさなどを吟味し、文言の修正を行い、プレテス

ト版の初版を作成した。４）第２回ステークホル

ダー会議のワークショップで話し合われた内容

をもとに、３）で作成した初版に項目を追加し、

プレテスト版の最終版を作成した。 
 
４）新職業性ストレス簡易調査票（予備調査版）

の信頼性・妥当性およびアウトカムとの関連性

（分担：原谷隆史他） 
新職業性ストレス簡易調査票（予備調査版）を

用いて、全国の 15 歳以上の給与所得者（含む役

職者）を対象にヤフー・バリュー・インサイトパ

ネルを利用したインターネット調査を 2010 年 3
月 17 日に実施し、1000 人（男性 687 人、女性

313 人）のデータを収集した。本年度はこのデー

タの解析を行い、新職業性ストレス簡易調査票

（予備調査版）の信頼性・妥当性およびアウトカ

ムとの関連性を検討した。 
 

５）新職業性ストレス簡易調査票候補尺度の優先

順位（分担：川上憲人他） 
 新調査票のプレテスト版に含めた項目を絞り

込むことを目的に、産業保健スタッフや人事労務

担当者等を対象に、新調査票のプレテスト版に含

めた概念のうち、「重要と思うもの」および「不

要・使いにくいと思うもの」を挙げていただくＷ

ＥＢアンケートを実施した。その結果、平成 23
年２月末までに、合計 103 名の回答が得られた。 
 
６）新職業性ストレス簡易調査票尺度の標準化の

ための全国調査（分担：川上憲人他） 
新職業性ストレス簡易調査票の候補尺度の標

準化のために、わが国の労働者の代表サンプルに

対して調査を実施した。多段階抽出層化無作為抽

出により、全国の代表サンプルとなる日本国籍を

持つ 20歳以上 60歳以下の男女地域住民５千人を

抽出した。2011 年 2 月 18 日までに 2384 名から

有効回答を収集した（回収率 47.7％）。回答者中、

 

 

労働者は男性 847 名、女性 786 名であった。全

国調査には、新職業性ストレス簡易調査票の候補

尺度として(1) 作業・課題レベルのストレス源・

資源（９尺度）、(2) グループ・対人関係レベルの

ストレス源・資源（10 尺度）、(3) 組織レベルのス

トレス源・資源（９尺度）、 (4) アウトカム（５

尺度）を使用した。現在の職業性ストレス簡易調

査票も調査票に含めた。 
 

７）新職業性ストレス簡易調査票の完成（分担：

川上憲人他） 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度の確定、推

奨尺度セットおよび短縮版の作成、信頼性の検討、

「健康いきいき職場」モデルへの理論的位置づけ、

評価基準の設定、さらにフィードバックのフォー

ムの作成を行った。 
 

８）全国調査による新職業性ストレス簡易調査票

の標準値の作成（分担：原谷隆史他） 
新職業性ストレス調査票の標準化のために、日

本の労働者の代表サンプルを抽出し、平成 22 年

度に全国調査を実施した。被雇用者 1633 名（男

性 847 名、女性 786 名）の回答を標準データとし

て、性、職種、雇用形態、産業といった属性別に

標準版と短縮版の標準値を作成した。 
 

９）新職業性ストレス簡易調査票の事業場での使

用に関する研究（協力：小田切優子他） 
新職業性ストレス簡易調査票を事業場で試用

し、調査票で測定した結果が事業場の現状を反映

しているか、問題把握に有用か否かについて調べ、

現場での適用可能性について検討した。３社に依

頼し調査票を試行した。うち１社については産業

医、保健師、管理監督者を対象として新調査票の

結果が事業場の現状を反映しているか否かヒア

リングを行った。 
 

１０）新職業性ストレス簡易調査票の部署単位で

の得点分布（分担：川上憲人他） 
２つの企業の従業員に対して、インターネット

／イントラネットを利用した Web 調査票で現行

版および新職業性ストレス簡易調査票により調

査を実施した。うち 10 人以上の回答の得られた

部署（「部」相当）合計 718 部署（回答者数 17,038
人）のデータを解析した。 

 
１１）職場のいじめ・ハラスメントの頻度と分布

（協力：津野香奈美他） 

平成 22 年度の全国調査データを用いて、新職

業性ストレス簡易調査票の尺度の中で特に職場

のいじめ・ハラスメントに関わる項目について、

標準値とは別に、「職場のいじめ・ハラスメント

を受けている」割合、「職場でいじめ・ハラスメ

ントを受けている人がいる」割合を明らかにし、

さらに個人属性や職業特性によってそれらの頻

度に差があるかどうかを検討した。 
 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の

推進枠組みの検討 
１）労働現場におけるメンタルヘルス対策の一次

予防の浸透方法―ステークホルダー会議による

提案―（分担：下光輝一） 
労働者のメンタルヘルスの一次予防対策を、中

小規模事業場を含むすべての事業場に浸透させ

るための方法について検討し、提言作成のための

資料を得ることを目的に、主要な労働安全衛生研

究機関、産業保健専門職、使用者側団体、労働側

団体等の代表者等に参加を呼び掛け、関係者（ス

テークホルダー）による参加型ワークショップ形

式の会議を開催した。 
 
２）「健康いきいき職場」の理論モデル、評価法

および推進方策（川上憲人他） 
職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさ

らに効果的なものとし、またより広く普及するも

のにするために、職場のメンタルヘルスの第一次

予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。

本研究では、わが国における職場のメンタルヘル

ス不調の第一次予防の新しい推進枠組みとして

の「健康いきいき職場づくり」についてその背景、

理論、評価方法、推進方策について検討した。国

内外の文献、本研究班の報告書、ステークホルダ

ー会議の討議結果をもとに、研究者が意見交換を

繰り返し、またステークホルダー会議の意見を聞

きながら「健康いきいき職場づくり」の理論、評

価方法、推進方策について整理した。 
 
３）健康いきいき職場づくりと第一次予防対策に

関する企業の意識調査（山岸みずほ他） 
事業場における労働者のメンタルヘルス不調

の第一次予防対策が浸透しづらい要因を明らか

にし，なおかつ新しい枠組みでメンタルヘルスの

目標となる「健康いきいき職場づくり」に対する

事業場の意見を聴取することを目的とした。2011
年 12 月に全国の企業のデータベースより従業員

数299名以下の事業場300社，従業員数300～999
名の事業場 300 社，従業員数 1000 名以上の事業

場 300 社をランダム抽出し，これらの事業場の人

事労務担当者に調査票を郵送した。 
 
４．海外動向： 
１）デンマークにおけるメンタルヘルス対策（協

力：小田切優子） 
デンマークは産業保健、とりわけメンタルヘル
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ス対策の一次予防が最も進んでいる国のひとつ

と言える。デンマーク政府は 2004 年に、労働環

境に関する2005 年から2010年の新しい戦略を立

ち上げた。この戦略の中で心理社会的な労働環境

要因を優先課題の一つと位置づけ、心理社会的労

働環境の問題による疾病休業を 10％減らすとい

う数値目標を示している。この目標を達成するた

めに、デンマークのすべての企業に対して心理社

会的労働環境の査察を行うことが義務付けられ

ている。デンマークの対策について情報を収集し

整理した。 
 
２）デンマークにおけるメンタルヘルス対策：ア

ップデート（協力：小田切優子） 
引き続き、デンマークの対策について継続して

情報を収集し整理した。 
 
３）職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠

組み(PRIMA-EF) （分担：川上憲人他） 
欧州共通での職業性ストレス対策の具体的な

枠組みを確立するために、欧州機関(EC)の助成を

うけて職場の心理社会的リスク管理のための欧

州 枠 組 み （ European Framework for 
Psychosocial Risk Management (PRIMA-EF)プ
ロジェクトが 2007-2008 年に実施され、国や企業

が行う職業性ストレス対策の方法やこれを評価

する指標の開発が行われている。本研究では、

PRIMA-EF に関連する文献を参考として、

PRIMA-EF の概要について整理した。 
 
４）英国 NICE ガイドライン（分担：川上憲人他） 
英 国 国 立 医 療 技 術 評 価 機 構 (National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 

NICE)の公衆衛生ガイダンス No.22「生産的で健康

な職場環境による心の健康の推進：雇用者向けガ

イダンス」(NICE Public Health guidance 22- 

Promoting mental wellbeing through productive 

and healthy working conditions: guidance for 

employers)は、働くことの健康への有用性を前提

にして、職場における心の健康を推進するための、

組織全体に対する体系的なアプローチや評価、リ

スク管理などの方法について、雇用者向けに示し

たものである。本研究では、NICE PH guidance 22

を翻訳すると同時のその特徴を整理した。 
 
５）英国健康安全省（HSE）による職業性ストレ

ス対策のガイドライン（協力：栁田亜希子） 

国際動向は第一次予防の進展に重点がシフト

され、就業条件の多様化により、効果的なメンタ

ルヘルス対策の実施が求められる中、EU では心

理社会的リスク低減を目指した枠組みの策定が

進んでいる。国際産業保健学会（ICOH）の 2009

年から 2012 年にかけての活動プランは、①すぐ

の対策実施に結びつく一次予防によるリスク管

理、②産業保健サービスをすべての労働者に、③

現場の問題解決に役立つ予防策実施ツール、④国

際ネットワークを活用した国際協力、と 4 つの柱

が掲げられた。国際標準にあわせた各国の取り組

みはより顕著となり、特に、欧州でも早くからメ

ンタルヘルス対策に取り組んでいる英国では、

2004 年、政府機関である健康安全省 The Health 
and Safety Executive（HSE）が職業性ストレス

対策のガイドラインとして、The Management 
Standards for work-related stress を公表した。

本研究ではこのガイドラインを整理、紹介した。 
 
６）米国心理学会の心理的健康職場（協力：津野

香奈美他） 
米国心理学会（APA）が実施している「心理的

健 康 職 場 （ Psychologically Healthy 
Workplaces）」作りに関する情報を収集した。 
 

Ｃ．結果 

１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と

好事例の収集、普及ツールの開発 
１）管理監督者教育 
管理監督者研修を企画・実施するにあたって，

対象の選定，研修内容・形式，研修頻度・期間の

3 つの要素について研修の有効性が認められてい

る 7 つの推奨項目と，有効性に関するコンセンサ

スが得られている 6 つのヒントを提示した。ガイ

ドラインでは，それぞれの根拠とコンセンサスお

よび研修を実施するにあたって何をなすべきか

を示した。各推奨項目とヒントには，無作為化比

較試験の成果に基づく項目（A），観察研究の成果

に基づく項目（B），研究成果はないものの多くの

専門家が有効と考えている項目（C），のように根

拠（エビデンス）の強さのレベルに応じたランク

を示した。マニュアルは，管理監督者研修を効果

的かつ容易に行うためのツールや，より詳細で具

体的な参考書となることを目的として，ガイドラ

インと対をなすように作成した。また，費用をか

けずに実施できることや，研修を企画し易いよう

に具体的な事例紹介を盛り込むなども心がけた。 
 
２）個人向けストレス対策 
マニュアルは，本体と実践編との 2 部から構成

され，本体では，セルフケアの基本的な考え方や

効果的なセルフケア教育を行うためのポイント

を解説した後，ガイドラインで推奨された内容を

実施する際のポイントを提示した。実践編では，

形式と内容が異なる 3 つの実践例を提示した。本

研究で作成したマニュアルは，科学的根拠にもと

づきながらも，事業場の実効性にも配慮した構成

 

 

となっている。 
 
３）職場環境等の評価と改善 
職場環境等の評価と改善に関する科学的根拠

に基づく(EBM)ガイドラインは、最終的に 4 つの

領域に 8項目の推奨項目と 4項目のヒント項目が

含まれる形で整理した。これらの内容は、（１）

計画・組織づくりに関する推奨項目：推奨 1「事

業場での合意形成」、推奨 2「問題解決型の取り組

み」、ヒント 1「部門責任者の主体的な関与」、（２） 

実施手順の基本ルールに関する推奨項目：推奨 3

「良好事例の活用」、推奨 4「労働者参加型で実施」、

推奨 5「職場環境に幅広く目配り」、（３）実効性

のある改善策の提案に関する推奨項目：推奨 6「現

場に合わせた提案の促進」、推奨 7「ツール提供」、

ヒント 2「職場の仕組みの活用」、ヒント 3「職場

の準備状況にあわせたアプローチ」、（４）実施継

続のための推奨項目：推奨 8「フォローアップと

評価」、ヒント 4「PDCA サイクル」である。また

職場環境等の評価と改善の普及・浸透に資するた

めの「職場環境改善の継続展開のためのファシリ

テータ・コーディネータ用ポイントマニュアル」

を作成した。 
 
４）「心の健康づくり計画」の効果に関する好事

例の収集 
収集された事例のうち 7割で「管理監督者向け

の教育・研修および情報提供」、「一般従業員向け

の教育・研修および情報提供」についての記載が

あったが、一方で「産業保健スタッフ・人事労務

担当者向けの教育・研修および情報提供」、「職場

環境等の改善」、「評価・改善」の項目については

3割以下しか記載がなかった。また、「緊急時の心

のケア」については 1割以下であった。このよう

に心の健康づくり実施状況チェックリストにの

っとり各事業場の実施状況を整理するとともに、

対策を行った結果として効果があったと記載の

あった文献については効果の部分を抜き出し、さ

らに好事例をまとめてデータベースを作成した。 
 
５）職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対

策の費用便益分析 
職場環境改善では、1 人当たりの費用が 7,660

円に対し、1 人当たりの便益は 15,200～22,800
円であり、便益が費用を上回った。個人向けスト

レスマネジメント教育では、１人当たりの費用が

9,708 円に対し、1 人当たりの便益は 15,200～
22,920 円であり、便益が費用を上回った。上司の

教育研修では、1 人当たりの費用が 5,290 円に対

し、1 人当たりの便益は 4,400～6,600 円であり、

費用と便益は概ね同一であった。いずれの介入手

法を用いても、ほとんどの場合において便益は費

用を上回り、これらの職場のメンタルヘルスの第

一次予防対策が事業者にとって経済的な利点が

あることが分かった。 
 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発 
１）職業性ストレス簡易調査票の事業場における

活用状況と課題に関する研究 
活用状況は、仕事のストレス判定図から健康リ

スクを算出し、職場のストレス要因の改善を進め

ている事業場が 40％と平成 14 年と比較して増加

しており、個人向けの対策のみならず一次予防活

動において簡易調査票の活用度が高まっている

ことが明らかとなった。簡易調査票の項目数 57
については 66％が適当と回答していた。調査票に

対する意見として、身体愁訴の項目が多い、活気

の項目が答えづらい等の意見があった。あらたに

追加する項目に関しては、努力報酬不均衡、ハラ

スメントなどが挙げられた。 
 
２）職業性ストレス簡易調査票を用いた職場のス

トレス評価 
対象者中、抑うつ 13 点以上は男性 22.7％、女

性 29.5％、疲労 9 点以上は男性 21.3％、女性 30.5％
であった。仕事のストレス判定図で使用する量的

労働負荷、仕事のコントロール、上司の社会的支

援、同僚の社会的支援の４要因とともに、各種ス

トレス要因を用いて総合的に健康リスクを評価

するための標準集団の平均値、回帰係数を示した。 
 
３）新しい職業性ストレス調査票の項目・尺度選

択・開発 
既存の調査票から「ストレス源・資源」につい

ては、合計 32 概念 142 項目が収集された。この

うち、「作業・課題レベル」に分類された概念は

12 概念 61 項目、「グループ・対人関係レベル」に

分類された概念は 13 概念 56 項目、「組織レベル」

に分類された概念は７概念 25 項目であった。「ア

ウトカム」に関する概念としては、「規定された

職務の遂行」、「創造性の発揮」、「積極的な学習」、

「ワーク・エンゲイジメント」、「仕事のパフォー

マンス」、「職務満足感」、「大うつ病エピソード」

の７概念 21 項目が収集された。 
収集された概念を集約し計 28 概念とした。こ

れらについて諸外国の調査票で採用されている

概念と照らし合わせ、新調査票に含める優先順位

を定めた。産業保健専門職へのヒアリングによっ

て優先順位の低いと思われる概念を削除した。結

果として、プレテスト版の初版は、「ストレス源・

資源」については、「作業・課題レベル」９概念

27 項目、「グループ・対人関係レベル」８概念 35
項目、「組織レベル」３概念 16 項目、「アウトカ

ム」については、５概念 20 項目の計 98 項目とな
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ス対策の一次予防が最も進んでいる国のひとつ

と言える。デンマーク政府は 2004 年に、労働環

境に関する2005 年から2010年の新しい戦略を立

ち上げた。この戦略の中で心理社会的な労働環境

要因を優先課題の一つと位置づけ、心理社会的労

働環境の問題による疾病休業を 10％減らすとい

う数値目標を示している。この目標を達成するた

めに、デンマークのすべての企業に対して心理社

会的労働環境の査察を行うことが義務付けられ

ている。デンマークの対策について情報を収集し

整理した。 
 
２）デンマークにおけるメンタルヘルス対策：ア

ップデート（協力：小田切優子） 
引き続き、デンマークの対策について継続して

情報を収集し整理した。 
 
３）職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠

組み(PRIMA-EF) （分担：川上憲人他） 
欧州共通での職業性ストレス対策の具体的な

枠組みを確立するために、欧州機関(EC)の助成を

うけて職場の心理社会的リスク管理のための欧

州 枠 組 み （ European Framework for 
Psychosocial Risk Management (PRIMA-EF)プ
ロジェクトが 2007-2008 年に実施され、国や企業

が行う職業性ストレス対策の方法やこれを評価

する指標の開発が行われている。本研究では、

PRIMA-EF に関連する文献を参考として、

PRIMA-EF の概要について整理した。 
 
４）英国 NICE ガイドライン（分担：川上憲人他） 
英 国 国 立 医 療 技 術 評 価 機 構 (National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 

NICE)の公衆衛生ガイダンス No.22「生産的で健康

な職場環境による心の健康の推進：雇用者向けガ

イダンス」(NICE Public Health guidance 22- 

Promoting mental wellbeing through productive 

and healthy working conditions: guidance for 

employers)は、働くことの健康への有用性を前提

にして、職場における心の健康を推進するための、

組織全体に対する体系的なアプローチや評価、リ

スク管理などの方法について、雇用者向けに示し

たものである。本研究では、NICE PH guidance 22

を翻訳すると同時のその特徴を整理した。 
 
５）英国健康安全省（HSE）による職業性ストレ

ス対策のガイドライン（協力：栁田亜希子） 

国際動向は第一次予防の進展に重点がシフト

され、就業条件の多様化により、効果的なメンタ

ルヘルス対策の実施が求められる中、EU では心

理社会的リスク低減を目指した枠組みの策定が

進んでいる。国際産業保健学会（ICOH）の 2009

年から 2012 年にかけての活動プランは、①すぐ

の対策実施に結びつく一次予防によるリスク管

理、②産業保健サービスをすべての労働者に、③

現場の問題解決に役立つ予防策実施ツール、④国

際ネットワークを活用した国際協力、と 4 つの柱

が掲げられた。国際標準にあわせた各国の取り組

みはより顕著となり、特に、欧州でも早くからメ

ンタルヘルス対策に取り組んでいる英国では、

2004 年、政府機関である健康安全省 The Health 
and Safety Executive（HSE）が職業性ストレス

対策のガイドラインとして、The Management 
Standards for work-related stress を公表した。

本研究ではこのガイドラインを整理、紹介した。 
 
６）米国心理学会の心理的健康職場（協力：津野

香奈美他） 
米国心理学会（APA）が実施している「心理的

健 康 職 場 （ Psychologically Healthy 
Workplaces）」作りに関する情報を収集した。 
 

Ｃ．結果 

１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と

好事例の収集、普及ツールの開発 
１）管理監督者教育 
管理監督者研修を企画・実施するにあたって，

対象の選定，研修内容・形式，研修頻度・期間の

3 つの要素について研修の有効性が認められてい

る 7 つの推奨項目と，有効性に関するコンセンサ

スが得られている 6 つのヒントを提示した。ガイ

ドラインでは，それぞれの根拠とコンセンサスお

よび研修を実施するにあたって何をなすべきか

を示した。各推奨項目とヒントには，無作為化比

較試験の成果に基づく項目（A），観察研究の成果

に基づく項目（B），研究成果はないものの多くの

専門家が有効と考えている項目（C），のように根

拠（エビデンス）の強さのレベルに応じたランク

を示した。マニュアルは，管理監督者研修を効果

的かつ容易に行うためのツールや，より詳細で具

体的な参考書となることを目的として，ガイドラ

インと対をなすように作成した。また，費用をか

けずに実施できることや，研修を企画し易いよう

に具体的な事例紹介を盛り込むなども心がけた。 
 
２）個人向けストレス対策 
マニュアルは，本体と実践編との 2 部から構成

され，本体では，セルフケアの基本的な考え方や

効果的なセルフケア教育を行うためのポイント

を解説した後，ガイドラインで推奨された内容を

実施する際のポイントを提示した。実践編では，

形式と内容が異なる 3 つの実践例を提示した。本

研究で作成したマニュアルは，科学的根拠にもと

づきながらも，事業場の実効性にも配慮した構成

 

 

となっている。 
 
３）職場環境等の評価と改善 
職場環境等の評価と改善に関する科学的根拠

に基づく(EBM)ガイドラインは、最終的に 4 つの

領域に 8項目の推奨項目と 4項目のヒント項目が

含まれる形で整理した。これらの内容は、（１）

計画・組織づくりに関する推奨項目：推奨 1「事

業場での合意形成」、推奨 2「問題解決型の取り組

み」、ヒント 1「部門責任者の主体的な関与」、（２） 

実施手順の基本ルールに関する推奨項目：推奨 3

「良好事例の活用」、推奨 4「労働者参加型で実施」、

推奨 5「職場環境に幅広く目配り」、（３）実効性

のある改善策の提案に関する推奨項目：推奨 6「現

場に合わせた提案の促進」、推奨 7「ツール提供」、

ヒント 2「職場の仕組みの活用」、ヒント 3「職場

の準備状況にあわせたアプローチ」、（４）実施継

続のための推奨項目：推奨 8「フォローアップと

評価」、ヒント 4「PDCA サイクル」である。また

職場環境等の評価と改善の普及・浸透に資するた

めの「職場環境改善の継続展開のためのファシリ

テータ・コーディネータ用ポイントマニュアル」

を作成した。 
 
４）「心の健康づくり計画」の効果に関する好事

例の収集 
収集された事例のうち 7割で「管理監督者向け

の教育・研修および情報提供」、「一般従業員向け

の教育・研修および情報提供」についての記載が

あったが、一方で「産業保健スタッフ・人事労務

担当者向けの教育・研修および情報提供」、「職場

環境等の改善」、「評価・改善」の項目については

3割以下しか記載がなかった。また、「緊急時の心

のケア」については 1割以下であった。このよう

に心の健康づくり実施状況チェックリストにの

っとり各事業場の実施状況を整理するとともに、

対策を行った結果として効果があったと記載の

あった文献については効果の部分を抜き出し、さ

らに好事例をまとめてデータベースを作成した。 
 
５）職場におけるメンタルヘルスの第一次予防対

策の費用便益分析 
職場環境改善では、1 人当たりの費用が 7,660

円に対し、1 人当たりの便益は 15,200～22,800
円であり、便益が費用を上回った。個人向けスト

レスマネジメント教育では、１人当たりの費用が

9,708 円に対し、1 人当たりの便益は 15,200～
22,920 円であり、便益が費用を上回った。上司の

教育研修では、1 人当たりの費用が 5,290 円に対

し、1 人当たりの便益は 4,400～6,600 円であり、

費用と便益は概ね同一であった。いずれの介入手

法を用いても、ほとんどの場合において便益は費

用を上回り、これらの職場のメンタルヘルスの第

一次予防対策が事業者にとって経済的な利点が

あることが分かった。 
 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発 
１）職業性ストレス簡易調査票の事業場における

活用状況と課題に関する研究 
活用状況は、仕事のストレス判定図から健康リ

スクを算出し、職場のストレス要因の改善を進め

ている事業場が 40％と平成 14 年と比較して増加

しており、個人向けの対策のみならず一次予防活

動において簡易調査票の活用度が高まっている

ことが明らかとなった。簡易調査票の項目数 57
については 66％が適当と回答していた。調査票に

対する意見として、身体愁訴の項目が多い、活気

の項目が答えづらい等の意見があった。あらたに

追加する項目に関しては、努力報酬不均衡、ハラ

スメントなどが挙げられた。 
 
２）職業性ストレス簡易調査票を用いた職場のス

トレス評価 
対象者中、抑うつ 13 点以上は男性 22.7％、女

性 29.5％、疲労 9 点以上は男性 21.3％、女性 30.5％
であった。仕事のストレス判定図で使用する量的

労働負荷、仕事のコントロール、上司の社会的支

援、同僚の社会的支援の４要因とともに、各種ス

トレス要因を用いて総合的に健康リスクを評価

するための標準集団の平均値、回帰係数を示した。 
 
３）新しい職業性ストレス調査票の項目・尺度選

択・開発 
既存の調査票から「ストレス源・資源」につい

ては、合計 32 概念 142 項目が収集された。この

うち、「作業・課題レベル」に分類された概念は

12 概念 61 項目、「グループ・対人関係レベル」に

分類された概念は 13 概念 56 項目、「組織レベル」

に分類された概念は７概念 25 項目であった。「ア

ウトカム」に関する概念としては、「規定された

職務の遂行」、「創造性の発揮」、「積極的な学習」、

「ワーク・エンゲイジメント」、「仕事のパフォー

マンス」、「職務満足感」、「大うつ病エピソード」

の７概念 21 項目が収集された。 
収集された概念を集約し計 28 概念とした。こ

れらについて諸外国の調査票で採用されている

概念と照らし合わせ、新調査票に含める優先順位

を定めた。産業保健専門職へのヒアリングによっ

て優先順位の低いと思われる概念を削除した。結

果として、プレテスト版の初版は、「ストレス源・

資源」については、「作業・課題レベル」９概念

27 項目、「グループ・対人関係レベル」８概念 35
項目、「組織レベル」３概念 16 項目、「アウトカ

ム」については、５概念 20 項目の計 98 項目とな
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った。 
第２回ステークホルダー会議のワークショッ

プで話し合われた内容をもとに最終版（計 129 項

目）を作成した。最終版は、「ストレス源・資源」

については、「作業・課題レベル」９概念 27 項目、

「グループ・対人関係レベル」10 概念 40 項目、

「組織レベル」８概念 37 項目の計 104 項目、「ア

ウトカム」については、５概念 20 項目に５項目

を追加した計 25 項目である。 
 
４）新職業性ストレス簡易調査票（予備調査版）

の信頼性・妥当性およびアウトカムとの関連性 
予備調査における内的整合性による信頼係数

（クロンバックα）は職の不安定性（安定報酬）

でやや低かったがその他の尺度のα信頼性係数

はすべて 0.73 以上であり良好であった。因子分

析により因子的妥当性が確認できた。 
 
５）新職業性ストレス簡易調査票候補尺度の優先

順位 
 産業保健スタッフや人事労務担当者等が「重要

と思うもの」と回答した割合が最も高かった概念

は「仕事の意義」で、次いで、「職場の一体感（ソ

ーシャルキャピタル）」、「役割明確さ・曖昧さ」

であった。一方、「不要・使いにくいと思うもの」

と回答した割合が最も高かった項目は「新奇性」

で、次いで、「予測可能性」、「手続きの公正性」

であった。優先順位 10 位までにあげられた尺度

（括弧内は順位）は、仕事の意義（1）、職場の一

体感（ソーシャル・キャピタル）（2）、役割明確

さ・曖昧さ、公正な人事評価（3.5）、上司の公正

な態度（5）、上司のリーダーシップ（6）、個人の

尊重（7）、ハラスメント(8)、ほめてもらえる職場

（9）、情緒的負担（10）であった。 
 
６）新職業性ストレス簡易調査票尺度の標準化の

ための全国調査 
現行の職業性ストレス簡易調査票の尺度得点

の男女別平均値、新職業性ストレス簡易調査票の

候補尺度得点の男女別平均値を計算した。 
 
７）新職業性ストレス簡易調査票の完成 
現行版職業性ストレス簡易調査票と合わせて、

最終的に仕事の負担８尺度、作業レベル資源８尺

度、部署レベル資源 11 尺度（家族・友人からの

サポートを含めた場合）、事業場レベル資源８尺

度を確定した。またアウトカムについては、15
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。このう

ち推奨尺度セットとして、仕事の負担は全８尺度、

作業レベル資源からは６尺度、部署レベル資源か

らは 10 尺度（家族・友人からのサポートを含め

た場合）、事業場レベル資源からは７尺度とした。

またアウトカム尺度からは 11 尺度（家庭満足度

を含めた場合）とした。一部を除く推奨尺度セッ

ト尺度については１項目からなる短縮版を作成

した。「短縮版」を使用する場合、現行の職業性

ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性スト

レス簡易調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項

目）を追加した 42 尺度 80 項目の調査票となる。

全国の被用者代表サンプル調査および１年間の

追跡調査から、これらの尺度の信頼性はおおむね

良好であった。評価基準として、全国標準データ

および事業場全体と比較することとし、部署用フ

ィードバックのフォームの作成を行い、２企業で

試行しその有用性を確認した。 
 
８）全国調査による新職業性ストレス簡易調査票

の標準値の作成 
全国調査データを使用して、性、職種、雇用形

態、産業といった属性別に新職業性ストレス簡易

調査票（標準版と短縮版）の標準値を作成した。

職場の調査結果をこの全国調査の標準値と比較

して、職場の状態を評価することができる。 
 
９）新職業性ストレス簡易調査票の事業場での使

用に関する研究 
試行企業の１つでは、産業医らがメンタルヘル

スの問題が生じることが多いと認識していた部

署で、作業レベルの仕事の資源である仕事の意義、

役割明確さ、部署レベルの資源である上司のサポ

ート、同僚のサポート、上司の公正な態度、ほめ

てもらえる職場の各得点が、他部署と比較して不

良であり、ワーク・エンゲイジメント、職場の一

体感が低かった。部署別の新調査票の結果は各部

署の現状をよく反映していた。また他２社につい

ても部署別の分析において尺度間に有意差が認

められた。 
 
１０）新職業性ストレス簡易調査票の部署単位で

の得点分布 
試行企業２社では、現行および新職業性ストレ

ス簡易調査票の尺度の部署別平均の平均は全国

平均値と類似していた。部署単位での仕事の負

担・資源とアウトカムとの関係では、仕事の負担

と仕事の資源がいずれも心理的ストレス反応に、

一方、主に仕事の資源がワーク・エンゲイジメン

トおよび職場の一体感に関連していることが確

認された。部署の規模、事務系・現業系の別でも

尺度のうちいくつかのもので部署別得点平均に

差がみられた。部署の規模、事務系・現業系の別

を評価の際に考慮すべきである。 
 
１１）職場のいじめ・ハラスメントの頻度と分布 

全国調査では 6.1％が職場でいじめを受けてい

 

 

る、14.8％が職場でいじめを受けている人がいる

と回答した。特に主観的社会階層と過去 1 年間の

世帯収入が低い群でより多くいじめを受けてい

ることがわかった。 
 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の

推進枠組みの検討 
１）労働現場におけるメンタルヘルス対策の一次

予防の浸透方法―ステークホルダー会議による

提案― 
ステークホルダー会議での討議を集約した結

果、第一次予防のあり方については、行政からの

政策的提言は重要であるが、さらに企業にメリッ

トがある形での普及啓発が重要である、と結論付

けられた。健康いきいき職場の心理社会的条件と

して、コミュニケーションが良好である、透明

性・公平性・納得性のある評価、経営層や上司が

企業の目標や見通しを示しそれが労働者に伝え

られ理解されており一体感がある、等の内容が挙

げられた。本会議の開催により、一次予防方策の

進め方の全体像を示すことができた。しかしさら

に、経営者および労働者の視点を加えた具体的方

策について検討していく必要があることが示さ

れた。 
第３回会議では、これまでの成果を発展させる

形で「健康いきいき職場」をキーワードとして、

メンタルヘルス対策の一次予防対策のための具

体的な方策について、第４回会議では国、企業、

部署、個人レベルで実行することが望まれるアク

ションについて、グループ討議による検討を行っ

た。アクション案の具体的な修正が行われたが、

より包括的な項目を検討し盛り込む、アクション

案の構成（軸）について人事労務制度等の観点か

らさらに検討を加える、など来年度以降も修正検

討の必要がある。一方、メンタルヘルス対策の一

次予防対策に関して、関連する法整備を進めると

ともに企業ごとの自主改善活動を推進し、個人が

やりがいをもっていきいきと働くことのみなら

ず、管理監督者と労働者の間や労使関係、あるい

は部署レベル、企業レベルでは公正や信頼や一体

感が重視しされていることが重要性であること、

等について関係者の間で合意形成がなされた。 
平成 21～22 年度の成果をうけて整理された「健

康いきいき職場づくりのためのアクション」案に

ついて検討が行われ最終確定した。メンタルヘル

スの一次予防対策については、企業の自主改善活

動を推進する形で進めることを基本的な姿勢と

し、労働者の健康が最低減守られていることや法

律に違反していないことが基本的事項として重

要であるが、それに加え労働者がいきいきと働き、

職場に一体感があり、労働者、管理監督者、経営

層の間での相互理解、信頼、公正が保たれている

ことが重要であるとのことでコンセンサスが得

られた。健康いきいき職場づくりでは管理監督者

が主な担い手として重要な役割をはたすと考え

られるが、同時に企業は健康いきいき職場づくり

をポリシーにかかげ職場づくりを支えること、労

働者一人ひとりが健康いきいき職場づくりに参

画すること、また国は法的枠組みの整備や教育を

通じて各企業における健康いきいき職場づくり

を下支えする必要がある。 

またステークホルダー会議からは、国（行政）

においても職場のメンタルヘルス対策の一次予

防を推進するためのアクションを取ることが重

要と考えられ、以下の事柄について考慮、実行し

ていくことが期待されると結論された。 
（１）労使、専門家を含めた円卓会議による日本

におけるメンタルヘルス対策の在り方、枠組みの

議論の継続的推進 
（２）就労前学校教育等を通じたメンタルヘルス

対策の推進（働くことの意義を学び考える、必要

なコミュニケーションをとることができ自己表

現ができる人物形成、多様性の享受） 
（３）職場のメンタルヘルス対策の一次予防を推

進するための関連法整備、施策の実施 
 
２）「健康いきいき職場」の理論モデル、評価法

および推進方策 
健康いきいき職場の３つの目標は、労働者の健

康、労働者の「いきいき」、および職場の一体感

である。これらの３つの目標を実現することが、

労働者と企業、双方に利益をもたらすと考えられ

る。「仕事の要求度－資源モデル」を参考に、健

康いきいき職場づくりの理論モデルである「健康

いきいき職場モデル」を示した。このモデルでは、

さまざまな仕事の負担が心身の健康に影響を与

える一方、仕事の資源には、作業レベル、部署レ

ベル、事業場（または企業）レベルのものがあり、

健康障害プロセスを緩和して心身の健康の保

持・増進に貢献すると同時に、活性化プロセスを

通じて、労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジ

メント）および職場の一体感の形成に影響する。

新職業性ストレス簡易調査票によって部署ごと

にこのモデルに対応した組織要因を評価するこ

とができる。健康いきいき職場づくりの推進は、

労働者、管理監督者、経営者が主体となって行う

ものであり、それぞれ方針の策定、健康いきいき

職場づくりのためのマネジメント、健康いきいき

職場づくりへの積極的参加が具体例としてあげ

られた。人事労務部門および産業保健部門はこれ

らの主体の活動を支援する立場と位置づけられ

る。人事労務部門は、人材育成、人的資源管理を

含む人事労務管理の専門チームとして、経営層に

よって決められた健康いきいき職場づくりの方
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った。 
第２回ステークホルダー会議のワークショッ

プで話し合われた内容をもとに最終版（計 129 項

目）を作成した。最終版は、「ストレス源・資源」

については、「作業・課題レベル」９概念 27 項目、

「グループ・対人関係レベル」10 概念 40 項目、

「組織レベル」８概念 37 項目の計 104 項目、「ア

ウトカム」については、５概念 20 項目に５項目

を追加した計 25 項目である。 
 
４）新職業性ストレス簡易調査票（予備調査版）

の信頼性・妥当性およびアウトカムとの関連性 
予備調査における内的整合性による信頼係数

（クロンバックα）は職の不安定性（安定報酬）

でやや低かったがその他の尺度のα信頼性係数

はすべて 0.73 以上であり良好であった。因子分

析により因子的妥当性が確認できた。 
 
５）新職業性ストレス簡易調査票候補尺度の優先

順位 
 産業保健スタッフや人事労務担当者等が「重要

と思うもの」と回答した割合が最も高かった概念

は「仕事の意義」で、次いで、「職場の一体感（ソ

ーシャルキャピタル）」、「役割明確さ・曖昧さ」

であった。一方、「不要・使いにくいと思うもの」

と回答した割合が最も高かった項目は「新奇性」

で、次いで、「予測可能性」、「手続きの公正性」

であった。優先順位 10 位までにあげられた尺度

（括弧内は順位）は、仕事の意義（1）、職場の一

体感（ソーシャル・キャピタル）（2）、役割明確

さ・曖昧さ、公正な人事評価（3.5）、上司の公正

な態度（5）、上司のリーダーシップ（6）、個人の

尊重（7）、ハラスメント(8)、ほめてもらえる職場

（9）、情緒的負担（10）であった。 
 
６）新職業性ストレス簡易調査票尺度の標準化の

ための全国調査 
現行の職業性ストレス簡易調査票の尺度得点

の男女別平均値、新職業性ストレス簡易調査票の

候補尺度得点の男女別平均値を計算した。 
 
７）新職業性ストレス簡易調査票の完成 
現行版職業性ストレス簡易調査票と合わせて、

最終的に仕事の負担８尺度、作業レベル資源８尺

度、部署レベル資源 11 尺度（家族・友人からの

サポートを含めた場合）、事業場レベル資源８尺

度を確定した。またアウトカムについては、15
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。このう

ち推奨尺度セットとして、仕事の負担は全８尺度、

作業レベル資源からは６尺度、部署レベル資源か

らは 10 尺度（家族・友人からのサポートを含め

た場合）、事業場レベル資源からは７尺度とした。

またアウトカム尺度からは 11 尺度（家庭満足度

を含めた場合）とした。一部を除く推奨尺度セッ

ト尺度については１項目からなる短縮版を作成

した。「短縮版」を使用する場合、現行の職業性

ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性スト

レス簡易調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項

目）を追加した 42 尺度 80 項目の調査票となる。

全国の被用者代表サンプル調査および１年間の

追跡調査から、これらの尺度の信頼性はおおむね

良好であった。評価基準として、全国標準データ

および事業場全体と比較することとし、部署用フ

ィードバックのフォームの作成を行い、２企業で

試行しその有用性を確認した。 
 
８）全国調査による新職業性ストレス簡易調査票

の標準値の作成 
全国調査データを使用して、性、職種、雇用形

態、産業といった属性別に新職業性ストレス簡易

調査票（標準版と短縮版）の標準値を作成した。

職場の調査結果をこの全国調査の標準値と比較

して、職場の状態を評価することができる。 
 
９）新職業性ストレス簡易調査票の事業場での使

用に関する研究 
試行企業の１つでは、産業医らがメンタルヘル

スの問題が生じることが多いと認識していた部

署で、作業レベルの仕事の資源である仕事の意義、

役割明確さ、部署レベルの資源である上司のサポ

ート、同僚のサポート、上司の公正な態度、ほめ

てもらえる職場の各得点が、他部署と比較して不

良であり、ワーク・エンゲイジメント、職場の一

体感が低かった。部署別の新調査票の結果は各部

署の現状をよく反映していた。また他２社につい

ても部署別の分析において尺度間に有意差が認

められた。 
 
１０）新職業性ストレス簡易調査票の部署単位で

の得点分布 
試行企業２社では、現行および新職業性ストレ

ス簡易調査票の尺度の部署別平均の平均は全国

平均値と類似していた。部署単位での仕事の負

担・資源とアウトカムとの関係では、仕事の負担

と仕事の資源がいずれも心理的ストレス反応に、

一方、主に仕事の資源がワーク・エンゲイジメン

トおよび職場の一体感に関連していることが確

認された。部署の規模、事務系・現業系の別でも

尺度のうちいくつかのもので部署別得点平均に

差がみられた。部署の規模、事務系・現業系の別

を評価の際に考慮すべきである。 
 
１１）職場のいじめ・ハラスメントの頻度と分布 

全国調査では 6.1％が職場でいじめを受けてい

 

 

る、14.8％が職場でいじめを受けている人がいる

と回答した。特に主観的社会階層と過去 1 年間の

世帯収入が低い群でより多くいじめを受けてい

ることがわかった。 
 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の

推進枠組みの検討 
１）労働現場におけるメンタルヘルス対策の一次

予防の浸透方法―ステークホルダー会議による

提案― 
ステークホルダー会議での討議を集約した結

果、第一次予防のあり方については、行政からの

政策的提言は重要であるが、さらに企業にメリッ

トがある形での普及啓発が重要である、と結論付

けられた。健康いきいき職場の心理社会的条件と

して、コミュニケーションが良好である、透明

性・公平性・納得性のある評価、経営層や上司が

企業の目標や見通しを示しそれが労働者に伝え

られ理解されており一体感がある、等の内容が挙

げられた。本会議の開催により、一次予防方策の

進め方の全体像を示すことができた。しかしさら

に、経営者および労働者の視点を加えた具体的方

策について検討していく必要があることが示さ

れた。 
第３回会議では、これまでの成果を発展させる

形で「健康いきいき職場」をキーワードとして、

メンタルヘルス対策の一次予防対策のための具

体的な方策について、第４回会議では国、企業、

部署、個人レベルで実行することが望まれるアク

ションについて、グループ討議による検討を行っ

た。アクション案の具体的な修正が行われたが、

より包括的な項目を検討し盛り込む、アクション

案の構成（軸）について人事労務制度等の観点か

らさらに検討を加える、など来年度以降も修正検

討の必要がある。一方、メンタルヘルス対策の一

次予防対策に関して、関連する法整備を進めると

ともに企業ごとの自主改善活動を推進し、個人が

やりがいをもっていきいきと働くことのみなら

ず、管理監督者と労働者の間や労使関係、あるい

は部署レベル、企業レベルでは公正や信頼や一体

感が重視しされていることが重要性であること、

等について関係者の間で合意形成がなされた。 
平成 21～22 年度の成果をうけて整理された「健

康いきいき職場づくりのためのアクション」案に

ついて検討が行われ最終確定した。メンタルヘル

スの一次予防対策については、企業の自主改善活

動を推進する形で進めることを基本的な姿勢と

し、労働者の健康が最低減守られていることや法

律に違反していないことが基本的事項として重

要であるが、それに加え労働者がいきいきと働き、

職場に一体感があり、労働者、管理監督者、経営

層の間での相互理解、信頼、公正が保たれている

ことが重要であるとのことでコンセンサスが得

られた。健康いきいき職場づくりでは管理監督者

が主な担い手として重要な役割をはたすと考え

られるが、同時に企業は健康いきいき職場づくり

をポリシーにかかげ職場づくりを支えること、労

働者一人ひとりが健康いきいき職場づくりに参

画すること、また国は法的枠組みの整備や教育を

通じて各企業における健康いきいき職場づくり

を下支えする必要がある。 

またステークホルダー会議からは、国（行政）

においても職場のメンタルヘルス対策の一次予

防を推進するためのアクションを取ることが重

要と考えられ、以下の事柄について考慮、実行し

ていくことが期待されると結論された。 
（１）労使、専門家を含めた円卓会議による日本

におけるメンタルヘルス対策の在り方、枠組みの

議論の継続的推進 
（２）就労前学校教育等を通じたメンタルヘルス

対策の推進（働くことの意義を学び考える、必要

なコミュニケーションをとることができ自己表

現ができる人物形成、多様性の享受） 
（３）職場のメンタルヘルス対策の一次予防を推

進するための関連法整備、施策の実施 
 
２）「健康いきいき職場」の理論モデル、評価法

および推進方策 
健康いきいき職場の３つの目標は、労働者の健

康、労働者の「いきいき」、および職場の一体感

である。これらの３つの目標を実現することが、

労働者と企業、双方に利益をもたらすと考えられ

る。「仕事の要求度－資源モデル」を参考に、健

康いきいき職場づくりの理論モデルである「健康

いきいき職場モデル」を示した。このモデルでは、

さまざまな仕事の負担が心身の健康に影響を与

える一方、仕事の資源には、作業レベル、部署レ

ベル、事業場（または企業）レベルのものがあり、

健康障害プロセスを緩和して心身の健康の保

持・増進に貢献すると同時に、活性化プロセスを

通じて、労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジ

メント）および職場の一体感の形成に影響する。

新職業性ストレス簡易調査票によって部署ごと

にこのモデルに対応した組織要因を評価するこ

とができる。健康いきいき職場づくりの推進は、

労働者、管理監督者、経営者が主体となって行う

ものであり、それぞれ方針の策定、健康いきいき

職場づくりのためのマネジメント、健康いきいき

職場づくりへの積極的参加が具体例としてあげ

られた。人事労務部門および産業保健部門はこれ

らの主体の活動を支援する立場と位置づけられ

る。人事労務部門は、人材育成、人的資源管理を

含む人事労務管理の専門チームとして、経営層に

よって決められた健康いきいき職場づくりの方
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針を具体的な施策に展開し、実行し、評価・改善

することが求められる。産業保健部門は、労働者

の健康と幸福に関わる専門チームとして、健康い

きいき職場づくりに積極的に関与する。産業保健

部門が有しているさまざまな技術と経験を、健康

いきいき職場づくりに提供することができると

期待される。 
 
３）健康いきいき職場づくりと第一次予防対策に

関する企業の意識調査 
全体で 191 社(回答率は 21.2％)から回答が得ら

れた。第一次予防対策が浸透しづらい理由として、

「時間が取れない」、「費用がかかる」などが要因

として明らかとなった。さらに，「健康いきいき

職場づくり」に関する項目では，健康いきいき職

場の考え方に賛成およびどちらかと言えば賛成

の事業場は全体の 96.8％であった。 
 
４．海外動向 
１）デンマークにおけるメンタルヘルス対策 
デンマークで企業に対して義務付けられてい

る心理社会的労働環境の査察を行うのは国の機

関、デンマーク労働環境監督署であり、1 事業場

に対して少なくとも 3 年に 1 回は査察が実施され

る。査察にあたっては、業種・職種別の査察用ガ

イダンスツールが作成されており、これを用いて

ヒアリングを行いながら効率よく査察が行われ

ている。初回の査察は事前通知なしで実施される。

心理社会的労働環境あるいは他の労働環境につ

いて何らかの問題があるとされた企業に対して

は、さらに詳細な査察が行われ、問題点の改善命

令を受けた企業は改善に取り組むためのアクシ

ョンプランの提出が義務付けられている。この改

善命令をうけた企業が、現実的かつ効果的な改善

アクションプランを作成できるよう、指導プログ

ラムが労働環境監督署により提供されている。ま

た査察の結果はスマイリーシステムにより WEB
上で公開されており、健康を大切にする企業イメ

ージのアピールにもなっている。このような労働

環境監督署主導による強制力のある対策はデン

マークの労働者の心理社会的労働環境と職業性

ストレスの改善に効果的に機能していると思わ

れる。 
 
２）デンマークにおけるメンタルヘルス対策：ア

ップデート 
デンマークでは事業場に対する査察に心理社

会的労働環境を含めることが決定されて以降、労

働環境監督署では、査察官の知識と査察技術の向

上、心理社会的労働環境の問題点を適切に把握す

るためのガイダンスツールの開発等を行ってき

ている。心理社会的労働環境についての査察は、

企業から概してポジティブに受け入れられてい

るが、査察の時間が限られているために、査察官

が職場の全体像を的確に把握しきれていない可

能性があるという指摘もあった。また、ガイダン

スツールは 24 業種ごとに分かれ、１）仕事の量

的負担・速度負担、２）感情負担、３）暴力やそ

の脅威、４）トラウマとなるような出来事、５）

いじめ・ハラスメント、６）夜勤交替制勤務を主

要な危険因子として扱っているが、疾病休業との

関連が強いことが指摘されている裁量度につい

ては一つの危険因子として独立しておらず、問題

の把握が十分に出来ていない可能性も指摘され、

ガイダンスツールの継続的な改善と査察官の査

察技術の更なる向上が求められている。また査察

に対する人的資源の投入がさらに望まれる一方

で、小規模事業場が多いデンマークでは、今以上

の対応は困難という意見もある。公的機関の強制

力を伴ったメンタルヘルス対策の導入を日本で

検討する場合にも同様の問題が顕在化すると考

えられ、検討の必要があると思われる。 
 
３）職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠

組み(PRIMA-EF) 
WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドに

は、心理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モ

デル、心理社会的リスク管理の主要な側面、

PRIMA-EF ステージ、PRIMA-EF 指標モデル、社

会的対話、職業性ストレスの予防と管理のための

アプローチ、職場における暴力といじめの防止、

企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対

策が記載されている。これ以外に小冊子である簡

便なガイダンスシートが作成されている。企業レ

ベルのガイドでは、PRIMA-EF モデル（心理社会

的リスクの改善プロセスの概念図）、PRIMA-EF
ステージ（対策の手順）PRIMA-EF 指標モデル（心

理社会的リスクの評価のための指標）が提案され

ている。マクロレベルのガイドでは国や社会が行

うべき対策が整理されている。PRIMA-EF は、英

国規格協会から PAS 規格として提案されており、

将来 BS 規格に昇格する可能性もある。またイタ

リアなど欧州各国でPRIMA-EFに従って職業性ス

トレス対策を進める動きがある。 
 
４）英国 NICE ガイドライン 
NICE PH guidance 22 の 5 つの提言では、平等

で公平な風土づくりの推進や、雇用方針や人事シ

ステムの確認、柔軟な働き方の機会を導入するこ

となど、組織の特性を考慮した体系的なアプロー

チを示している。また、労働者全員の心の健康を

推進するためには、労働者と協調して働きかける

ことが重要だとしている。そして、心の健康推進

を評価する機会とリスク管理や、ラインマネージ

 

 

ャーの役割に関しては、具体的な方法を示してい

る。 

 

５）英国健康安全省（HSE）による職業性ストレ

ス対策のガイドライン 

英国 HSEによる The Management Standards 
for work-related stress では、事業者による職業

性ストレスのリスクアセスメントを支援する標

準的な評価指標となる本ガイドラインは、職業性

ストレスを理解する上で重要なリスク領域を 6つ

の因子：Demands–仕事の要求度（作業負担・時

間プレッシャー・仕事環境など）、Control–個人

の裁量度、Support–職場の支援（上司や同僚から

のサポートなど）、Relationships–職場環境、Role
–職場における役割、Change–組織変革、に分け

て説明している。各々の領域における調査票とそ

の判定基準を提供し、職場改善を推進する具体的

なリスクアセスメントとして、①危険因子の特定、

②健康被害にあっている個人とその発生機序の

特定、③健康被害への危険度の評価とそれに対す

る具体的な活動、④結果の記録、⑤実施評価と組

織の取り組みの再検討、の 5 ステップを挙げた。

英国では多くの企業が本ガイドラインに準じた

対策を自主的に実施し、職場環境改善に効果的な

結果が得られたことを報告している。 
 
６）米国心理学会の心理的健康職場 
米国心理学会がホームページ上で紹介してい

る情報を元に、心理的健康職場を作る上での 5 カ

条、表彰制度についてまとめたところ、心理的健

康職場を作る上での 5 ヶ条とは「1．従業員参画」

「2．ワーク・ライフ・バランス」「3．従業員の

成長と発展」「4．健康と安全」「5．正当な評価」

であることがわかった。 
 
Ｄ．考察 
１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と

好事例の収集、普及ツールの開発 
本研究では、（１）管理監督者教育、（２）個人

向けストレス対策、（３）職場環境等の評価と改

善の３つの第一次予防対策について、根拠に基づ

く EBM ガイドラインと、これに対応したマニュ

アルを作成した。現時点での最良のエビデンスに

基づく EBM ガイドラインを作成した。ガイドラ

インは、職場のメンタルヘルス対策の企画・実施

に、直接・間接に関わる可能性のある産業医、保

健師、衛生管理者、心の健康づくり専門スタッフ

および事業場内教育研修担当者・メンタルヘルス

推進担当者等に活用してもらえるよう作成され

ている。職場のメンタルヘルス不調の第一次予防

の効果評価研究はまだ少ないものの，これまで経

験を基になされてきた研修に対して，少なくとも

エビデンスのある項目や，多くの専門家が有用と

する項目を掲載したこれらのガイドラインおよ

びこれに準拠したマニュアルおよび実施例は、職

場のメンタルヘルス第一次予防策の推進に資す

るものと考える。 
 職場のメンタルヘルス不調の第一次予防の費

用便益分析からは、特に職場環境等の評価と改善

および個人向けストレス対策については、対策に

伴う生産性の増加により投資した費用よりも多

くの便益が得られることが示された。このデータ

は、事業場で経営者にこれらの職場のメンタルヘ

ルス第一次予防のメリットを説明する上で有用

である。 
 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度を完成し

た。このうち推奨尺度セットとして、仕事の負担

は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部署

レベル資源からは 10 尺度（家族・友人からのサ

ポートを含めた場合）、事業場レベル資源からは

７尺度を標準的に使用するものとした。さらに短

縮版を使用する場合、現行の職業性ストレス簡易

調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易調査

票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加した

42 尺度 80 項目の調査票となる。現場でも使用し

やすい調査票と考えられる。 
特に新職業性ストレス簡易調査票は、職場のメ

ンタルヘルスの第一次予防の日本型枠組みとし

て提案された「健康いきいき職場」モデルに沿っ

て、現行版よりも幅広い仕事の負担および仕事の

資源、労働者の仕事へのポジティブな関わり（ワ

ーク・エンゲイジメント）、職場の一体感（職場

のソーシャルキャピタル）、職場のハラスメント

などを測定でき、今後の健康いきいき職場づくり

の中で重要なツールとして活用できる。 
さらに性別、年齢層、職種などの別の標準値得

られた。職場の調査結果をこの標準値と比較して、

より詳細に職場の状態を評価することができる。

またいじめの頻度に関する全国標準データが得

られ、新職業性ストレス簡易調査票の職場のハラ

スメント尺度を使用する際の参考となる。しかし

属性別等の層別解析には人数が少ない場合もあ

り、標準データを今後蓄積して安定した標準値を

設定することが望まれる。 
新職業性ストレス簡易調査票の事業場での試

行では、新職業性ストレス簡易調査票は仕事の資

源について、作業レベル、部署レベル、事業場レ

ベルのいずれも部署の差異をよく反映しており、

各部署の問題点の把握に役立ち、メンタルヘルス

対策を立案する際に有用な情報を提供するもの

と考えられた。また別の事業場の試行でも、尺度

の部署別平均の平均は全国平均値と類似してお
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針を具体的な施策に展開し、実行し、評価・改善

することが求められる。産業保健部門は、労働者

の健康と幸福に関わる専門チームとして、健康い

きいき職場づくりに積極的に関与する。産業保健

部門が有しているさまざまな技術と経験を、健康

いきいき職場づくりに提供することができると

期待される。 
 
３）健康いきいき職場づくりと第一次予防対策に

関する企業の意識調査 
全体で 191 社(回答率は 21.2％)から回答が得ら

れた。第一次予防対策が浸透しづらい理由として、

「時間が取れない」、「費用がかかる」などが要因

として明らかとなった。さらに，「健康いきいき

職場づくり」に関する項目では，健康いきいき職

場の考え方に賛成およびどちらかと言えば賛成

の事業場は全体の 96.8％であった。 
 
４．海外動向 
１）デンマークにおけるメンタルヘルス対策 
デンマークで企業に対して義務付けられてい

る心理社会的労働環境の査察を行うのは国の機

関、デンマーク労働環境監督署であり、1 事業場

に対して少なくとも 3 年に 1 回は査察が実施され

る。査察にあたっては、業種・職種別の査察用ガ

イダンスツールが作成されており、これを用いて

ヒアリングを行いながら効率よく査察が行われ

ている。初回の査察は事前通知なしで実施される。

心理社会的労働環境あるいは他の労働環境につ

いて何らかの問題があるとされた企業に対して

は、さらに詳細な査察が行われ、問題点の改善命

令を受けた企業は改善に取り組むためのアクシ

ョンプランの提出が義務付けられている。この改

善命令をうけた企業が、現実的かつ効果的な改善

アクションプランを作成できるよう、指導プログ

ラムが労働環境監督署により提供されている。ま

た査察の結果はスマイリーシステムにより WEB
上で公開されており、健康を大切にする企業イメ

ージのアピールにもなっている。このような労働

環境監督署主導による強制力のある対策はデン

マークの労働者の心理社会的労働環境と職業性

ストレスの改善に効果的に機能していると思わ

れる。 
 
２）デンマークにおけるメンタルヘルス対策：ア

ップデート 
デンマークでは事業場に対する査察に心理社

会的労働環境を含めることが決定されて以降、労

働環境監督署では、査察官の知識と査察技術の向

上、心理社会的労働環境の問題点を適切に把握す

るためのガイダンスツールの開発等を行ってき

ている。心理社会的労働環境についての査察は、

企業から概してポジティブに受け入れられてい

るが、査察の時間が限られているために、査察官

が職場の全体像を的確に把握しきれていない可

能性があるという指摘もあった。また、ガイダン

スツールは 24 業種ごとに分かれ、１）仕事の量

的負担・速度負担、２）感情負担、３）暴力やそ

の脅威、４）トラウマとなるような出来事、５）

いじめ・ハラスメント、６）夜勤交替制勤務を主

要な危険因子として扱っているが、疾病休業との

関連が強いことが指摘されている裁量度につい

ては一つの危険因子として独立しておらず、問題

の把握が十分に出来ていない可能性も指摘され、

ガイダンスツールの継続的な改善と査察官の査

察技術の更なる向上が求められている。また査察

に対する人的資源の投入がさらに望まれる一方

で、小規模事業場が多いデンマークでは、今以上

の対応は困難という意見もある。公的機関の強制

力を伴ったメンタルヘルス対策の導入を日本で

検討する場合にも同様の問題が顕在化すると考

えられ、検討の必要があると思われる。 
 
３）職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠

組み(PRIMA-EF) 
WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドに

は、心理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モ

デル、心理社会的リスク管理の主要な側面、

PRIMA-EF ステージ、PRIMA-EF 指標モデル、社

会的対話、職業性ストレスの予防と管理のための

アプローチ、職場における暴力といじめの防止、

企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対

策が記載されている。これ以外に小冊子である簡

便なガイダンスシートが作成されている。企業レ

ベルのガイドでは、PRIMA-EF モデル（心理社会

的リスクの改善プロセスの概念図）、PRIMA-EF
ステージ（対策の手順）PRIMA-EF 指標モデル（心

理社会的リスクの評価のための指標）が提案され

ている。マクロレベルのガイドでは国や社会が行

うべき対策が整理されている。PRIMA-EF は、英

国規格協会から PAS 規格として提案されており、

将来 BS 規格に昇格する可能性もある。またイタ

リアなど欧州各国でPRIMA-EFに従って職業性ス

トレス対策を進める動きがある。 
 
４）英国 NICE ガイドライン 
NICE PH guidance 22 の 5 つの提言では、平等

で公平な風土づくりの推進や、雇用方針や人事シ

ステムの確認、柔軟な働き方の機会を導入するこ

となど、組織の特性を考慮した体系的なアプロー

チを示している。また、労働者全員の心の健康を

推進するためには、労働者と協調して働きかける

ことが重要だとしている。そして、心の健康推進

を評価する機会とリスク管理や、ラインマネージ

 

 

ャーの役割に関しては、具体的な方法を示してい

る。 

 

５）英国健康安全省（HSE）による職業性ストレ

ス対策のガイドライン 

英国 HSEによる The Management Standards 
for work-related stress では、事業者による職業

性ストレスのリスクアセスメントを支援する標

準的な評価指標となる本ガイドラインは、職業性

ストレスを理解する上で重要なリスク領域を 6つ

の因子：Demands–仕事の要求度（作業負担・時

間プレッシャー・仕事環境など）、Control–個人

の裁量度、Support–職場の支援（上司や同僚から

のサポートなど）、Relationships–職場環境、Role
–職場における役割、Change–組織変革、に分け

て説明している。各々の領域における調査票とそ

の判定基準を提供し、職場改善を推進する具体的

なリスクアセスメントとして、①危険因子の特定、

②健康被害にあっている個人とその発生機序の

特定、③健康被害への危険度の評価とそれに対す

る具体的な活動、④結果の記録、⑤実施評価と組

織の取り組みの再検討、の 5 ステップを挙げた。

英国では多くの企業が本ガイドラインに準じた

対策を自主的に実施し、職場環境改善に効果的な

結果が得られたことを報告している。 
 
６）米国心理学会の心理的健康職場 
米国心理学会がホームページ上で紹介してい

る情報を元に、心理的健康職場を作る上での 5 カ

条、表彰制度についてまとめたところ、心理的健

康職場を作る上での 5 ヶ条とは「1．従業員参画」

「2．ワーク・ライフ・バランス」「3．従業員の

成長と発展」「4．健康と安全」「5．正当な評価」

であることがわかった。 
 
Ｄ．考察 
１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成と

好事例の収集、普及ツールの開発 
本研究では、（１）管理監督者教育、（２）個人

向けストレス対策、（３）職場環境等の評価と改

善の３つの第一次予防対策について、根拠に基づ

く EBM ガイドラインと、これに対応したマニュ

アルを作成した。現時点での最良のエビデンスに

基づく EBM ガイドラインを作成した。ガイドラ

インは、職場のメンタルヘルス対策の企画・実施

に、直接・間接に関わる可能性のある産業医、保

健師、衛生管理者、心の健康づくり専門スタッフ

および事業場内教育研修担当者・メンタルヘルス

推進担当者等に活用してもらえるよう作成され

ている。職場のメンタルヘルス不調の第一次予防

の効果評価研究はまだ少ないものの，これまで経

験を基になされてきた研修に対して，少なくとも

エビデンスのある項目や，多くの専門家が有用と

する項目を掲載したこれらのガイドラインおよ

びこれに準拠したマニュアルおよび実施例は、職

場のメンタルヘルス第一次予防策の推進に資す

るものと考える。 
 職場のメンタルヘルス不調の第一次予防の費

用便益分析からは、特に職場環境等の評価と改善

および個人向けストレス対策については、対策に

伴う生産性の増加により投資した費用よりも多

くの便益が得られることが示された。このデータ

は、事業場で経営者にこれらの職場のメンタルヘ

ルス第一次予防のメリットを説明する上で有用

である。 
 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度を完成し

た。このうち推奨尺度セットとして、仕事の負担

は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部署

レベル資源からは 10 尺度（家族・友人からのサ

ポートを含めた場合）、事業場レベル資源からは

７尺度を標準的に使用するものとした。さらに短

縮版を使用する場合、現行の職業性ストレス簡易

調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易調査

票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加した

42 尺度 80 項目の調査票となる。現場でも使用し

やすい調査票と考えられる。 
特に新職業性ストレス簡易調査票は、職場のメ

ンタルヘルスの第一次予防の日本型枠組みとし

て提案された「健康いきいき職場」モデルに沿っ

て、現行版よりも幅広い仕事の負担および仕事の

資源、労働者の仕事へのポジティブな関わり（ワ

ーク・エンゲイジメント）、職場の一体感（職場

のソーシャルキャピタル）、職場のハラスメント

などを測定でき、今後の健康いきいき職場づくり

の中で重要なツールとして活用できる。 
さらに性別、年齢層、職種などの別の標準値得

られた。職場の調査結果をこの標準値と比較して、

より詳細に職場の状態を評価することができる。

またいじめの頻度に関する全国標準データが得

られ、新職業性ストレス簡易調査票の職場のハラ

スメント尺度を使用する際の参考となる。しかし

属性別等の層別解析には人数が少ない場合もあ

り、標準データを今後蓄積して安定した標準値を

設定することが望まれる。 
新職業性ストレス簡易調査票の事業場での試

行では、新職業性ストレス簡易調査票は仕事の資

源について、作業レベル、部署レベル、事業場レ

ベルのいずれも部署の差異をよく反映しており、

各部署の問題点の把握に役立ち、メンタルヘルス

対策を立案する際に有用な情報を提供するもの

と考えられた。また別の事業場の試行でも、尺度

の部署別平均の平均は全国平均値と類似してお
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り、全国平均を用いた評価方法がこれらの企業で

も使用できると思われた。部署単位での仕事の負

担・資源とアウトカムとの関係は、「健康いきい

き職場モデルと一致していた。 

新職業性ストレス簡易調査票は、現行の職業性

ストレス簡易調査票と同様に誰でも自由に、無償

で使用できる。しかしながら本研究班は、新職業

性ストレス簡易調査票の使用によるいかなる損

害に対しても責任を負いかねる点を理解いただ

きたい。また、一部尺度について項目の再検討が

行われる可能性もあるかもしれない。 
 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の

推進枠組みの検討 
本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一

次予防の新しい枠組みとして、健康いきいき職場

づくりを提案した。健康いきいき職場を目標とし

た職場のメンタルヘルスは、組織風土要因の改善

を合わせて進めることで、従来の対策にくらべて、

労働者の心の健康の保持・増進、特にメンタルヘ

ルス不調の予防に優れた効果をもつことが期待

される。健康いきいき職場づくりは、事業場規模

によらない新しい職場のメンタルヘルスの枠組

みとして広く普及できる可能性がある。 
事業場の意見調査では、健康いきいき職場の考

え方について多くの事業場が好意的な評価をし

ており、またこれらの回答には、事業場規模によ

る差はあまりなかった。健康いきいき職場づくり

は、事業場規模によらない新しい職場のメンタル

ヘルスの枠組みとして広く普及できる可能性が

ある。 
健康いきいき職場づくりの提案、理論化におい

ては、ステークホルダー会議が重要な役割を果た

した。ステークホルダー会議では、事業場での健

康いきいき職場づくりの推進方策だけでなく、国

が法的枠組みの整備や啓発を通じて企業におけ

る健康いきいき職場づくりを支援する必要があ

るとされた。今後、この点について提言を行い、

メンタルヘルスの一次予防対策を広く展開して

いくことが重要である。ステークホルダー会議の

ような関係者が一同に会してこれからの職場の

メンタルヘルスのあり方を検討するような、継続

的な場を設置することが、わが国の職場のメンタ

ルヘルスの一層の推進に効果的である。 

 ステークホルダー会議では、健康いきいき職場

づくりの推進は法律などで規定し強制的に進め

るものではなく、各企業が自主的に行う活動とし

て位置づけることが望ましいとの結論であった。

しかし、こうした自主的な活動を促進するような

法律や制度を導入することも必要であるとの意

見があった。健康いきいき職場づくりは企業の自

主的活動と基本的には位置づけられるが、これを

側面支援するような施策を国が進めることは健

康いきいき職場づくりの普及に効果的である可

能性がある。こうした施策の例として、健康いき

いき職場づくりの表彰制度や認証評価制度の導

入なども考えられる。これも含めて、ステークホ

ルダー会議からは、国（行政）においても職場の

メンタルヘルス対策の一次予防を推進するため

のアクションを取ることが重要と考えられ、以下

の事柄について考慮、実行していくことが期待さ

れる。 
職場のメンタルヘルス第一次予防に関する欧

米の動向もこうした考え方と軌を一にするもの

であり、わが国における具体展開策を検討するう

えで参考になる。 

 

Ｅ．結論 

本研究の目的は、①労働者のメンタルヘルス不

調の第一次予防対策について科学的根拠に基づ

く(EBM)ガイドラインを作成し、②対策の浸透ツ

ールとして、職業性ストレス簡易調査票および仕

事のストレス判定図を拡張した新しい職業性ス

トレス調査票を開発・標準化し、③労使、産業保

健関係者によるステークホルダー会議により対

策の推進枠組みを確立し、④海外（WHO、欧州、

米国）の推進施策を収集・整理し、わが国におけ

る労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防を

中（小）規模事業場も含めて浸透させるツールを

提供し、行政施策を提言することである。 
３年間に以下の研究を行った。①労働者のメン

タルヘルス不調の第一次予防対策として、管理監

督者教育、労働者個人向けストレス対策、および

職場環境等の評価と改善の３つをとりあげ、国内

の研究も積極的にとりあげた包括的・体系的な文

献レビューを行い、科学的根拠に基づく（EBM）

ガイドラインを開発した。さらにガイドラインに

対応したマニュアルを作成した。これまでの介入

研究から費用便益分析を行った。②新職業性スト

レス簡易調査票の作成のために、現行の職業性ス

トレス簡易調査票のユーザーに対する調査、先行

研究および海外の主要調査票を参考にして尺

度・項目候補の抽出を行い、インターネット調査

による予備調査により候補尺度の信頼性・妥当性

を検討した。産業保健スタッフ等に対して尺度の

優先順位に関する意見調査を実施した。多段階抽

出層化無作為抽出により全国の代表サンプルと

なる日本国籍を持つ 20～60 歳の地域住民５千人

を抽出して郵送法調査を実施し、2011 年 2 月 18
日までに 2384 名から回答を得た（回収率 47.7％）。

４つの事業場で試行を行い、調査票およびフィー

ドバック様式の実用性、有用性を検討した。③産

業保健研究教育機関、産業保健専門職、経営団体、

労働組合等の代表からなるステークホルダー会

 

 

議を年２回、３年間に合計５回開催し、意見交換

およびグループ討議により、わが国における労働

者のメンタルヘルス不調の第一次予防の推進枠

組みについて討議した。また事業場への意見調査

を実施した。④欧米を中心に職場のメンタルヘル

スの第一次予防の先進事例を文献および研究

者・担当者からの直接の意見交換により情報収集

し整理した。 

１．科学的根拠による EBM ガイドラインの完成

と好事例の収集、普及ツールの開発：文献レビュ

ーの結果、労働者個人向けストレス対策、管理監

督者教育、および職場環境等の評価と改善がスト

レスの軽減あるいはメンタルヘルス不調の予防

に効果的であることが確認され、また効果的な実

施のための留意点も明らかになった。これを元に、

これら３つの対策について科学的根拠に基づく

ガイドラインを完成した。さらにこれに対応した

実践例を含むマニュアルを作成した。費用便益分

析ではいずれの対策も、多くの場合において便益

は費用を上回り、特に労働者個人向けストレス対

策および職場環境等の評価と改善では費用に対

する便益の比（ROI）が高かった。 
２．新職業性ストレス簡易調査票の開発：既存

の国内外の調査票から項目プールを収集し、専門

家による討議を経て作成された新職業性ストレ

ス簡易調査票の候補尺度は、いずれも内的整合性

による信頼性が高く、また因子分析により因子的

妥当性が確認できた。産業保健スタッフ等による

意見調査により優先順位の高い尺度が明らかと

なった。現行版職業性ストレス簡易調査票と合わ

せて、最終的に仕事の負担８尺度、作業レベル資

源８尺度、部署レベル資源 11 尺度、事業場レベ

ル資源８尺度、アウトカム 15 尺度からなる調査

票を完成した。このうち推奨尺度セットとして、

仕事の負担８尺度、作業レベル資源６尺度、部署

レベル資源 10 尺度、事業場レベル資源７尺度、

アウトカム 11 尺度を提案した。一部を除く推奨

尺度セット尺度については１項目からなる短縮

版を作成した。短縮版を使用する場合、現行の職

業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性

ストレス簡易調査票の推奨尺度セット短縮版（23
項目）を追加した 42尺度 80項目の調査票となる。

内的整合性による信頼性、１年間の再テスト信頼

性はおおむね良好であった。全国調査の回答者の

うち労働者 1,633 名のデータから、尺度の平均値

を全体および属性別に求めて標準値とした。４企

業で本調査票および部署用フィードバックの様

式による結果説明を試行し有用性を確認した。 
３．労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防

の推進枠組みの検討：ステークホルダー会議から

は、わが国における労働者のメンタルヘルス不調

の第一次予防の推進枠組みについて、健康と活気

ある職場づくりを目標にする「ポジティブアプロ

ーチ」が普及・浸透策として有効であるとの意見

が出され、企業の自主改善活動により、①労働者

の健康、②労働者がいきいきと働くこと、③職場

に一体感があることを目標とした「健康いきいき

職場づくり」の推進に合意が得られた。これらの

健康いきいきアウトカムが作業、部署、事業場レ

ベルでの仕事の資源によって主に影響を受ける

とする理論モデル「健康いきいき職場モデル」を

作成した。このモデルは新職業性ストレス簡易調

査票の尺度と対応しており、この調査票で健康い

きいき職場の測定が可能である。ステークホルダ

ー会議では「健康いきいき職場づくりのためのア

クション」リストが提案され、これをもとに健康

いきいき職場づくりの推進方策を整理した。また

これと関連して国の果たすべき役割についても

整理した。事業場の意見調査では回答した 191 社

(回答率21％)のうち９割以上が健康いきいき職場

のメンタルヘルスの考え方に賛成、あるいはその

導入に前向きと回答した。 
４．海外動向：デンマークの職場環境査察制度、

心理社会的リスクマネジメント欧州枠組み

(PRIMA-EF)、英国国立医療技術評価機構(NICE)の

公衆衛生ガイダンス No. 22「生産的で健康な職

場環境による心の健康の推進：雇用者向けガイダ

ンス」、英国 HSE のマネジメントスタンダード、

米国心理学会の健康職場プログラムついて整理

した。 

本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一

次予防対策である管理監督者教育、労働者個人向

けストレス対策、職場環境等の評価と改善につい

て、科学的根拠に基づく EBM ガイドラインおよ

びマニュアルを作成した。またこれらの対策が費

用便益にも優れていることを示した。新しいガイ

ドライン、マニュアルは効果的な第一次予防対策

を推進する上で役立つと思われる。一方、本研究

からはわが国の職場のメンタルヘルス不調の第

一次予防の新しい枠組みとして、自主改善型の活

動としての「健康いきいき職場づくり」が提案さ

れた。健康いきいき職場づくりは従来の第一次予

防とくらべ、ポジティブな心の健康を目標として

職場風土にまで至る組織要因の改善を進めると

いう特徴を有している。健康いきいき職場づくり

の考え方は大多数の事業場から支持を受けてお

り、今後新しい職場のメンタルヘルスの枠組みと

して広く普及する可能性がある。国もこうした活

動を支援する枠組みや制度を検討する必要があ

る。職場のメンタルヘルス第一次予防に関する欧

米の動向もこうした考え方と軌を一にするもの

であり、わが国における具体展開策を検討するう

えで参考になる。 
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Ｅ．結論 

本研究の目的は、①労働者のメンタルヘルス不

調の第一次予防対策について科学的根拠に基づ

く(EBM)ガイドラインを作成し、②対策の浸透ツ

ールとして、職業性ストレス簡易調査票および仕

事のストレス判定図を拡張した新しい職業性ス

トレス調査票を開発・標準化し、③労使、産業保

健関係者によるステークホルダー会議により対

策の推進枠組みを確立し、④海外（WHO、欧州、

米国）の推進施策を収集・整理し、わが国におけ

る労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防を

中（小）規模事業場も含めて浸透させるツールを

提供し、行政施策を提言することである。 
３年間に以下の研究を行った。①労働者のメン

タルヘルス不調の第一次予防対策として、管理監

督者教育、労働者個人向けストレス対策、および

職場環境等の評価と改善の３つをとりあげ、国内

の研究も積極的にとりあげた包括的・体系的な文

献レビューを行い、科学的根拠に基づく（EBM）

ガイドラインを開発した。さらにガイドラインに

対応したマニュアルを作成した。これまでの介入

研究から費用便益分析を行った。②新職業性スト

レス簡易調査票の作成のために、現行の職業性ス

トレス簡易調査票のユーザーに対する調査、先行

研究および海外の主要調査票を参考にして尺

度・項目候補の抽出を行い、インターネット調査

による予備調査により候補尺度の信頼性・妥当性

を検討した。産業保健スタッフ等に対して尺度の

優先順位に関する意見調査を実施した。多段階抽
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を抽出して郵送法調査を実施し、2011 年 2 月 18
日までに 2384 名から回答を得た（回収率 47.7％）。

４つの事業場で試行を行い、調査票およびフィー

ドバック様式の実用性、有用性を検討した。③産

業保健研究教育機関、産業保健専門職、経営団体、

労働組合等の代表からなるステークホルダー会

 

 

議を年２回、３年間に合計５回開催し、意見交換
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組みについて討議した。また事業場への意見調査

を実施した。④欧米を中心に職場のメンタルヘル

スの第一次予防の先進事例を文献および研究

者・担当者からの直接の意見交換により情報収集
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平成 21-23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

（H21-労働-一般-001）主任：川上憲人） 
分担研究報告書 

 
科学的根拠による ��� ガイドラインの�成と好事例の��、��ツールの��（�） 

管理監督者教育 
 

分担研究者 堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学・教授 
 

研究要�：労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対策のひとつである管理監督者教育について

科学的根拠に基づく(EBM)ガイドラインを作成した。具体的には，平成21年度に行った管理監督者

教育に関する効果評価研究のレビューを基に原案を作成した。続いて，原案に対する専門家の意見

を聞き，管理監督者研修を企画・実施するにあたって，対象の選定，研修内容・形式，研修頻度・

期間の3つの要素について研修の有効性が認められている7つの推奨項目と，有効性に関するコンセ

ンサスが得られている6つのヒントを提示した。ガイドラインでは，それぞれの根拠とコンセンサス

および研修を実施するにあたって何をなすべきかを示した。各推奨項目とヒントには，無作為化比

較試験の成果に基づく項目（A），観察研究の成果に基づく項目（B），研究成果はないものの多く

の専門家が有効と考えている項目（C），のように根拠（エビデンス）の強さのレベルに応じたラン

クを示した。さらに、実行可能性が高まるよう好事例を追加したマニュアルを作成した。 
 
 

研究�力者 
難波克行（中外製薬株式会社統括産業医） 
中村聡子（経団連安全衛生部会，日本アイ・ビ

ー・エム株式会社産業医） 
土肥誠太郎（三井化学株式会社本社健康管理室

長） 
宮本俊明（新日本製鐵株式会社君津製鐵所労

働・購買部主任医長） 
西山和幸（東京電力株式会社東京電力株式会社

西火力事業所総務部長） 
武田繁夫（三菱化学株式会社人事部健康支援セ

ンターGM） 
三柴丈典（近畿大学法学部准教授）    
池田智子（産業医科大学産業保健学部産業・地

域看護学講座教授）  
中谷 敦（（株）日立製作所水戸健康管理センタ） 
二ツ矢里奈（産業医科大学産業医実務研修セン

ター） 
原谷隆史（独立行政法人労働安全衛生総合研究

所 作業条件適応研究グループ部長）  
土屋政雄（労働安全衛生総合研究所） 
下光輝一（東京医科大学公衆衛生学講座主任教

授） 
大谷由美子（東京医科大学公衆衛生学講座） 
小田切優子（東京医科大学公衆衛生学講座） 
内山綾子（東京医科大学公衆衛生学講座） 

川上憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保

健学分野教授） 
井上彰臣（東京大学大学院医学系研究科精神保
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馬ノ段梨乃（東京大学大学院医学系研究科精神
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健学分野准教授）  
 
A. 研究目的 
わが国における労働者のメンタルヘルス不調

は増加の傾向にあり，その未然防止（第一次予

防）は事業場における健康管理の優先順位の高

い課題となっている。労働者のメンタルヘルス

不調の第一次予防として，労働者への教育研修，

管理監督者の教育研修，職場環境等の評価と改

善は，その科学的有効性が確認されているもの

の（川上他, 2008），我が国の事業場におけるそ

れぞれの対策の実施率は高くない（それぞれ 17, 
11, 7％；厚生労働省, 2010）。事業場でメンタル

ヘルス対策を推進できない理由として，人員の

不足とともに挙げられている要因は，「取り組み

の仕方が分からない」ということが挙げられて

いる（厚生労働省, 2010）。科学的根拠によるガ

イドラインの作成や事業場で容易に実施できる
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マニュアルの整備により，これらの活動の推進

が図られることが期待される。 
労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対

策のひとつとして広く行われている管理監督者

教育の有効性は必ずしも十分には検証されてい

ない。平成 21 年度は，管理監督者教育について

科学的根拠に基づく(EBM)ガイドラインを作成

することを目的として，内外の効果評価研究を

レビューした。これにより，管理監督者研修の

ガイドラインやマニュアル作成に当たっては，

教育の優先度の高い集団の同定，対象事業場の

ニーズや状況に焦点を合わせた教育・研修の企

画，教育への参加率の向上への工夫，プログラ

ムの繰り返し提供等が，効果的な教育のために

念頭に置くべき項目と思われた（Tsutsumi, 
2011）。 
平成 22 年度は、労働者のメンタルヘルス不調の

第一次予防対策のひとつである管理監督者教育

について内外の効果評価研究をレビューした。

Pubmed，the Cochrane Library，MEDLINE，

Web of Science，医学中央雑誌から，部下を含む

従業員の心理的ストレス反応をアウトカムとす

る管理監督者研修の効果評価研究9編を抽出し，

評価した(Tsutsumi, 2011)。 
全般的な効果評価としては，管理監督者にメ

ンタルヘルスに関する必要な情報と技術を提供

することにより，少なくとも短期的には，職業

性ストレス要因，労働者の精神的健康状態，不

眠，および仕事のパフォーマンスについて好ま

しい影響がみられること，所見は総じて仮説を

支持するものであったが，無作為化比較試験に

おける有意な所見は，プライマリアウトカムと

は異なるストレス反応やサブ解析における結果

であった。 
最終年度となる平成 23 年度は，平成 22 年度

までに作成した EBM ガイドラインを基に、エ

ビデンスを実務に容易に活かすことができるよ

うになることを目的として，エビデンスの内容

を解説し，実際に研修を行うときの工夫や事例

を盛り込んだマニュアルを作成した。 
 
B. 研究�� 

1.文献レビュー 
Pubmed，the Cochrane Library，MEDLINE，Web 

of Science において，(education OR training) AND 
(supervisor OR manager) AND (job stress OR 
mental health)のキーワードで，2000 年 1 月から

2009 年 6 月までに掲載されている文献を抽出し

た。さらに，医学中央雑誌から，同様のキーワ

ード検索により論文を抽出した。論文検討の過

程で，各研究で引用され研究目的に適当と思わ

れる文献は取り寄せた。 
選択基準：職場のストレス要因や従業員を含

むストレス反応をアウトカムとしたものを選択

した。効果判定の必要条件として，比較対照を

有する研究を選択したが，より弱い水準の根拠

についても検討の必要があると考え，比較対照

群のない研究も取り入れた。 
全体的な効果評価を行うとともに，ガイドラ

インを作成するにあたって参考となるように，

事業場の課題別（うつの予防，いじめ，長時間

労働，モラール低下[不元気]など），特性別（中

小規模事業場，分散事業場，モザイク職場 [職場

内格差]など），特殊状況（リストラ下など）に留

意しながら，文献レビューを行った。 
 
2.ガイドライン作成 
平成21年度に行った管理監督者教育に関する

効果評価研究のレビューを基に原案を作成した。

具体的には，全般的な研修の効果評価とともに，

対象の特性，研修内容・形式，研修・効果評価

期間に留意した検討を行い，ガイドライン原案

を作成した。続いて，原案に対する専門家によ

る意見を聴取し，科学的根拠のみならず，有効

とされるコンセンサスを有する推奨項目を盛り

込んだガイドラインを作成した。 
 

3. マニュアル作成 
マニュアルは，管理監督者研修を効果的かつ

容易に行うためのツールや，より詳細で具体的

な参考書となることを目的として，ガイドライ

ンと対をなすように作成した。また，費用をか

けずに実施できることや，研修を企画し易いよ

うに具体的な事例紹介を盛り込むなども心がけ

た。 
 
C. 研究結果 
1.文献レビュー 

Pubmed，the Cochrane Library，MEDLINE，Web 
of Science において，2000 年 1 月から 2009 年 6
月までに掲載されている 186 の文献（うちレビ

ュー10 編）を抽出した。この中から，部下を含

む従業員のストレス反応をアウトカムとする比

較対照研究 6 編を抽出した。さらに，医学中央

雑誌から，同様の検索により 2 編の論文を抽出

 

 

した(川上ら 1997; 河島ら，1996)。後者の 2 編

は同一の研究の報告であり，一方の記述に基づ

き結果を評価した。また，比較対照を有しない

前後比較研究 2 編を抽出した。 
 
1）抽出文献の要約：比較対照研究 
 部下の考えや感情を理解する態度，部下の個

人差を考慮した職場管理，部下の自主性を育成

するような支援のあり方についての講義を，カ

ウンセラーが全管理監督者に通年で実施した事

業場では，対照に比べて上司の支援が増加し，

事業場全体の精神的愁訴の出現頻度が減少して

いた(河島ら，1996)。 
米国北東部のヘルスケア機構所有の 4 私立病

院ののうち 2 病院で給与体系の変更により看護

師全員の減給が行われた。減給のあった病院と

なかった病院から 1 病院ずつ無作為に対象病院

が選ばれ，給与体系変更の 5 週後に，前者の看

護上司 19 人，後者の 21 人に対して，対人的公

正に関する講義，ケーススタディ，ロールプレ

イからなる 4 時間のセッションが，連続する 2
日間（就業時間内）をかけて施行された

(Skarlicki& Latham, 2005)。研修直後および 6
ヶ月後、減給の行われた病院看護師において不

眠が有意に増加したが，研修を受けた上司の下

の看護師では，不眠の訴えの上昇が抑えられた

(Greenberg , 2006)。 
あるコンピュータエンジニアリング会社の課

長が 9 人のトレーニンググループと 7 人の非ト

レーニンググループ割り付けられ，ウェブを用

いた自主学習の効果が検討された。学習内容は

「事業場における労働者の心の健康づくりのた

めの指針(以下，指針)」で管理監督者に求められ

ている知識や役割からなり，章毎のクイズで学

習内容の定着が図られた。学習終了後3ヶ月後，

非トレーニンググループの部下の上司のサポー

ト得点は大きく低下していたがトレーニンググ

ループの部下ではほとんど変化なかった。この

パタンは，部下の個人的な問題に上司が耳を傾

けるという質問項目においてとくに顕著であっ

た。同僚のサポート，心理的ストレス反応，そ

のほかの心理社会的仕事のストレス要因につて

は 2 群間で差を認めなかった(Kawakami et al, 
2005)。 
同じウェブ教材を用いた自主学習の効果が，

職場単位の無作為化比較対照試験で検討された

(Kawakami et al, 2006)。セールス，サービス関

係の事業場計 8 箇所がトレーニング職場と非ト

レーニング職場に割り付けられた。介入 3 ヵ月

後に，非トレーニング職場の部下(対照群)の仕事

の裁量度が低下していたのに対しトレーニング

職場の部下(介入群)ではほとんど変化がなく，介

入効果が観察された。また，職場内の友好的な

雰囲気が介入群で上昇していたが対照群では変

わらず，介入効果は統計学的に有意であった。

そのほかの仕事のストレス要因，上司もしくは

同僚のサポート，心理的ストレス反応には有意

な効果は見られなかった。 
ある保険会社の管理監督者に対し心理社会的

就業環境を改良するマネジメント能力を高める

教育が 1 年間にわたり隔週 2 時間(計 60 時間)行
われた(Theorell, 2001)。心理社会的就業環境は，

要求度・コントロール・サポート・努力―報酬

不均衡といった職業性ストレスモデルの要素を

カバーしていた。介入を受けた管理監督者及び

その部下には，対照の従業員に比較して血清コ

ルチゾールの低下や裁量権の増加が認められた。 
無作為に介入群に割り付けられた酒造業の管

理監督者に，管理監督者の役割と必要な知識が

「指針」に基づいて講義された。加えて，聴き

手に求められる態度や具体的な応答技法に関す

る講義と傾聴のモデルが提示された後，1 セッシ

ョン 20 分で聴き手・話し手・オブザーバーの役

割を交代しながらのロールプレイとセッション

毎の振り返りを繰り返す積極的傾聴の実習が行

われた(Takao et al 2006)。介入群，対照群それ

ぞれに人事考課される部下において，研修後 3
ヶ月の心理的ストレス反応及び仕事のパフォー

マンスに関する自己評価の変化が比較された。

全対象における検討では教育効果は認められな

かったが，就業環境に危機感の伺われた若年の

事務系男性職員には有意な効果が観察された。 
地方公共団体の管理監督者を対象に，「指針」

に示された管理監督者の役割と必要な知識，利

用可能な相談先などの情報が提供された。加え

て，管理監督者の役割としての相談対応の位置

付け，積極的傾聴の理論と技法，積極的傾聴の

効果，積極的傾聴の使えるシチュエーション，

が紹介された。教育終了 3 ヶ月後，3 分の 1 以

上の管理監督者が受講した部署の職員の心理的

ストレス反応と自覚的な仕事のパフォーマンス

は，受講率の低い部署の職員に比べ改善してい

た。教育を受けた管理監督者にはメンタルヘル

スに対する知識・態度・行動面に良好な変化が
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マニュアルの整備により，これらの活動の推進

が図られることが期待される。 
労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対

策のひとつとして広く行われている管理監督者

教育の有効性は必ずしも十分には検証されてい

ない。平成 21 年度は，管理監督者教育について

科学的根拠に基づく(EBM)ガイドラインを作成

することを目的として，内外の効果評価研究を

レビューした。これにより，管理監督者研修の

ガイドラインやマニュアル作成に当たっては，

教育の優先度の高い集団の同定，対象事業場の

ニーズや状況に焦点を合わせた教育・研修の企

画，教育への参加率の向上への工夫，プログラ

ムの繰り返し提供等が，効果的な教育のために

念頭に置くべき項目と思われた（Tsutsumi, 
2011）。 
平成 22 年度は、労働者のメンタルヘルス不調の

第一次予防対策のひとつである管理監督者教育

について内外の効果評価研究をレビューした。

Pubmed，the Cochrane Library，MEDLINE，

Web of Science，医学中央雑誌から，部下を含む

従業員の心理的ストレス反応をアウトカムとす

る管理監督者研修の効果評価研究9編を抽出し，

評価した(Tsutsumi, 2011)。 
全般的な効果評価としては，管理監督者にメ

ンタルヘルスに関する必要な情報と技術を提供

することにより，少なくとも短期的には，職業

性ストレス要因，労働者の精神的健康状態，不

眠，および仕事のパフォーマンスについて好ま

しい影響がみられること，所見は総じて仮説を

支持するものであったが，無作為化比較試験に

おける有意な所見は，プライマリアウトカムと

は異なるストレス反応やサブ解析における結果

であった。 
最終年度となる平成 23 年度は，平成 22 年度

までに作成した EBM ガイドラインを基に、エ

ビデンスを実務に容易に活かすことができるよ

うになることを目的として，エビデンスの内容

を解説し，実際に研修を行うときの工夫や事例

を盛り込んだマニュアルを作成した。 
 
B. 研究�� 

1.文献レビュー 
Pubmed，the Cochrane Library，MEDLINE，Web 

of Science において，(education OR training) AND 
(supervisor OR manager) AND (job stress OR 
mental health)のキーワードで，2000 年 1 月から

2009 年 6 月までに掲載されている文献を抽出し

た。さらに，医学中央雑誌から，同様のキーワ

ード検索により論文を抽出した。論文検討の過

程で，各研究で引用され研究目的に適当と思わ

れる文献は取り寄せた。 
選択基準：職場のストレス要因や従業員を含

むストレス反応をアウトカムとしたものを選択

した。効果判定の必要条件として，比較対照を

有する研究を選択したが，より弱い水準の根拠

についても検討の必要があると考え，比較対照

群のない研究も取り入れた。 
全体的な効果評価を行うとともに，ガイドラ

インを作成するにあたって参考となるように，

事業場の課題別（うつの予防，いじめ，長時間

労働，モラール低下[不元気]など），特性別（中

小規模事業場，分散事業場，モザイク職場 [職場

内格差]など），特殊状況（リストラ下など）に留

意しながら，文献レビューを行った。 
 
2.ガイドライン作成 
平成21年度に行った管理監督者教育に関する

効果評価研究のレビューを基に原案を作成した。

具体的には，全般的な研修の効果評価とともに，

対象の特性，研修内容・形式，研修・効果評価

期間に留意した検討を行い，ガイドライン原案

を作成した。続いて，原案に対する専門家によ

る意見を聴取し，科学的根拠のみならず，有効

とされるコンセンサスを有する推奨項目を盛り

込んだガイドラインを作成した。 
 

3. マニュアル作成 
マニュアルは，管理監督者研修を効果的かつ

容易に行うためのツールや，より詳細で具体的

な参考書となることを目的として，ガイドライ

ンと対をなすように作成した。また，費用をか

けずに実施できることや，研修を企画し易いよ

うに具体的な事例紹介を盛り込むなども心がけ

た。 
 
C. 研究結果 
1.文献レビュー 

Pubmed，the Cochrane Library，MEDLINE，Web 
of Science において，2000 年 1 月から 2009 年 6
月までに掲載されている 186 の文献（うちレビ

ュー10 編）を抽出した。この中から，部下を含

む従業員のストレス反応をアウトカムとする比

較対照研究 6 編を抽出した。さらに，医学中央

雑誌から，同様の検索により 2 編の論文を抽出

 

 

した(川上ら 1997; 河島ら，1996)。後者の 2 編

は同一の研究の報告であり，一方の記述に基づ

き結果を評価した。また，比較対照を有しない

前後比較研究 2 編を抽出した。 
 
1）抽出文献の要約：比較対照研究 
 部下の考えや感情を理解する態度，部下の個

人差を考慮した職場管理，部下の自主性を育成

するような支援のあり方についての講義を，カ

ウンセラーが全管理監督者に通年で実施した事

業場では，対照に比べて上司の支援が増加し，

事業場全体の精神的愁訴の出現頻度が減少して

いた(河島ら，1996)。 
米国北東部のヘルスケア機構所有の 4 私立病

院ののうち 2 病院で給与体系の変更により看護

師全員の減給が行われた。減給のあった病院と

なかった病院から 1 病院ずつ無作為に対象病院

が選ばれ，給与体系変更の 5 週後に，前者の看

護上司 19 人，後者の 21 人に対して，対人的公

正に関する講義，ケーススタディ，ロールプレ

イからなる 4 時間のセッションが，連続する 2
日間（就業時間内）をかけて施行された

(Skarlicki& Latham, 2005)。研修直後および 6
ヶ月後、減給の行われた病院看護師において不

眠が有意に増加したが，研修を受けた上司の下

の看護師では，不眠の訴えの上昇が抑えられた

(Greenberg , 2006)。 
あるコンピュータエンジニアリング会社の課

長が 9 人のトレーニンググループと 7 人の非ト

レーニンググループ割り付けられ，ウェブを用

いた自主学習の効果が検討された。学習内容は

「事業場における労働者の心の健康づくりのた

めの指針(以下，指針)」で管理監督者に求められ

ている知識や役割からなり，章毎のクイズで学

習内容の定着が図られた。学習終了後3ヶ月後，

非トレーニンググループの部下の上司のサポー

ト得点は大きく低下していたがトレーニンググ

ループの部下ではほとんど変化なかった。この

パタンは，部下の個人的な問題に上司が耳を傾

けるという質問項目においてとくに顕著であっ

た。同僚のサポート，心理的ストレス反応，そ

のほかの心理社会的仕事のストレス要因につて

は 2 群間で差を認めなかった(Kawakami et al, 
2005)。 
同じウェブ教材を用いた自主学習の効果が，

職場単位の無作為化比較対照試験で検討された

(Kawakami et al, 2006)。セールス，サービス関

係の事業場計 8 箇所がトレーニング職場と非ト

レーニング職場に割り付けられた。介入 3 ヵ月

後に，非トレーニング職場の部下(対照群)の仕事

の裁量度が低下していたのに対しトレーニング

職場の部下(介入群)ではほとんど変化がなく，介

入効果が観察された。また，職場内の友好的な

雰囲気が介入群で上昇していたが対照群では変

わらず，介入効果は統計学的に有意であった。

そのほかの仕事のストレス要因，上司もしくは

同僚のサポート，心理的ストレス反応には有意

な効果は見られなかった。 
ある保険会社の管理監督者に対し心理社会的

就業環境を改良するマネジメント能力を高める

教育が 1 年間にわたり隔週 2 時間(計 60 時間)行
われた(Theorell, 2001)。心理社会的就業環境は，

要求度・コントロール・サポート・努力―報酬

不均衡といった職業性ストレスモデルの要素を

カバーしていた。介入を受けた管理監督者及び

その部下には，対照の従業員に比較して血清コ

ルチゾールの低下や裁量権の増加が認められた。 
無作為に介入群に割り付けられた酒造業の管

理監督者に，管理監督者の役割と必要な知識が

「指針」に基づいて講義された。加えて，聴き

手に求められる態度や具体的な応答技法に関す

る講義と傾聴のモデルが提示された後，1 セッシ

ョン 20 分で聴き手・話し手・オブザーバーの役

割を交代しながらのロールプレイとセッション

毎の振り返りを繰り返す積極的傾聴の実習が行

われた(Takao et al 2006)。介入群，対照群それ

ぞれに人事考課される部下において，研修後 3
ヶ月の心理的ストレス反応及び仕事のパフォー

マンスに関する自己評価の変化が比較された。

全対象における検討では教育効果は認められな

かったが，就業環境に危機感の伺われた若年の

事務系男性職員には有意な効果が観察された。 
地方公共団体の管理監督者を対象に，「指針」

に示された管理監督者の役割と必要な知識，利

用可能な相談先などの情報が提供された。加え

て，管理監督者の役割としての相談対応の位置

付け，積極的傾聴の理論と技法，積極的傾聴の

効果，積極的傾聴の使えるシチュエーション，

が紹介された。教育終了 3 ヶ月後，3 分の 1 以

上の管理監督者が受講した部署の職員の心理的

ストレス反応と自覚的な仕事のパフォーマンス

は，受講率の低い部署の職員に比べ改善してい

た。教育を受けた管理監督者にはメンタルヘル

スに対する知識・態度・行動面に良好な変化が
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見られた。報告された行動のうち教育の前後で

有意に変化したものは，職場環境等の問題点の

把握と改善，問題を持つ部下の適切な施設への

紹介等，であった(Tsutsumi et al 2005)。 
 
2）抽出文献の要約：対照をおかない前後比較研

究 
部下の抱える悩みや精神的問題について聴き，

支援する態度を養成しようとする積極的傾聴の

訓練により管理監督者の部下への態度が好まし

く変化することが報告されている(Kubota et al, 
1997; 2004)。当初は計 30 時間の講習効果が示

されたが(Kubota et al, 1997)，後に，ロールプ

レイとグループディスカッションからならなる

1 日コースの講習の効果が確認されている 
(Kubota et al, 2004)。 
傾聴の態度と技術が高い管理監督者の下に従

事している労働者は，そうでない労働者に比較

して総じて心理的ストレス反応が良好であるこ

とが示されている（Mineyamaet al 2007）。管

理監督者に対する積極的傾聴研修の直接の効果

評価はなされていないが，管理監督者が積極的

傾聴法を習得することは，部下のメンタルヘル

スに良好に作用する可能性がある。 
 
3）事業場の課題別検討 
事業場の課題別（うつの予防，いじめ，長時

間労働，モラール低下[不元気]など），特性別（中

小規模事業場，分散事業場，モザイク職場 [職場

内格差]など），特殊状況（リストラ下など）に留

意しながら，知見の整理を行った。 
レビューされた研究は，いずれの対象もメン

タルヘルス対策のニーズを感じていた。 
関連製品の売上減少から将来に危惧を有して

いた中小規模製造業における研究では(Takao et 
al, 2006)，とくに就業年数の少ない男性従業

員・事務部門に職の不安定性に関する不安が大

きいことが認められていたが，この集団に対し

て管理監督者研修の効果がうかがわれた。この

ほか，海外の研究は，減給(Greenberg, 2006)や事

業の存続(Theorell et al., 2001)にかかわる文脈

で行われている介入が行われ，教育効果が示さ

れていた。 
 
4）そのほかの検討事項 
教育期間は全ての成績が 1 年以内の教育であ

った。教育効果は最大 1 年間の効果が追跡され

ていた。 

管理監督者研修における積極的傾聴を検証し

た 2 編の対照をもたない研究においては，事業

場別の課題や事情についての記載はなかったが，

積極的傾聴の研修に当たっては，受講者側の十

分なモチベーションが必要とのことであった

（三島，私信）。 
 
5）根拠の水準の判定 

準実験的研究は総じて仮説を支持するもので

あったが，無作為化比較試験の所見は，有意な

結果が得られたものでも，プライマリアウトカ

ムとなるストレス反応に対する効果ではないも

のや，対象や項目によるサブ解析の結果であっ

た。以上より，管理監督者研修に関する現存の

エビデンスは中程度の根拠が認められるレベル

と判断された。 
 対照をおかない前後比較研究において，積極

的傾聴に関する研修が，受講者の傾聴態度と技

術を向上させる可能性が示されているが，研修

により部下のメンタルヘルス向上に寄与すると

いった直接のエビデンスは存在せず、弱い水準

の根拠があると判定した。 
 
2 ガイドラインの作成 
以下，対象に関する検討，研修内容・形式に

関する検討，研修・効果評価期間に関する検討

を基に，ガイドラインのひな形を作成した。 
 
1）原案の作成 
対象に関する検討 
研修を受ける管理職の割合が高いほど有効で

あることが示されている(Tsutsumiet al 2005)。
換言すると，管理監督者のある程度の参加がな

いと組織全体の効果は限定される可能性がある

（⇒ガイドライン案１）。 
 就業の見通しに不安がある集団など，管理監

督者研修の効果が認められる集団には，メンタ

ルヘルス対策を必要とする背景がある(Takao et 
al 2006;Greenberg, 2006;Theorell, et al 2001; 
Tsutsumi, et al 2005)（⇒ガイドライン案２，３）。 
 管理職といっても，部下を持つ管理監督者も

あれば経営層もある。前者に対して部下への対

応や産業保健職との連携を教育することは意味

があるが，後者に対しては，むしろ社内のシス

テムの構築に関わる理解を得る意義などが大き

い (堤 2007)（⇒ガイドライン案４）。 
 
研修内容・形式に関する検討 

 

 

厚労省の事業場における労働者の心の健康保

持増進のための指針に示されている管理監督者

が 学ぶ べ き事 項  (Kawakami et al 2005; 
Kawakami et al 2006; Takao et al 2006; 
Tsutsumiet al 2005)，および，代表的な職業性

ストレス要因が職場環境改善の方法とともに教

授 さ れ る こ と の 有 効 性 が 示 さ れ て い る 
(Greenberg, 2006; Theorell, et al 2001)（⇒ガイ

ドライン案５）。 
研修効果は，管理監督者の知識向上と好ましい

行動変容によりもたらされる可能性がある

(Tsutsumiet al 2005)（⇒ガイドライン案６）。 
ウェブの活用により，個別の面接や集合教育で

問題となる時間や場所の制約を受けることなく，

受講者各自のペースで，必要に応じて繰り返し

て学習が可能となる (Kawakami et al 2005; 
Kawakami et al 2006)（Web は，有効な媒体と

なる可能性があるとしてヒントとして抽出）。 
積極的傾聴に関連する講義・実習が取り入れら

れ て い る (Takao et al 2006; 河 島 ら

1996;Tsutsumiet al 2005)。部下の抱える悩みや

精神的問題について聴き，支援する態度を養成

しようとする積極的傾聴の訓練により管理監督

者の部下への態度が好ましく変化することが報

告されている(Kubota et al 1997; Kubota et al 
2004)。当初は計 30 時間の講習効果が示された

が(Kubota et al 1997)，後に，ロールプレイとグ

ループディスカッションからならなる 1 日コー

スの講習の効果が確認された  (Kubota et al 
2004)。 
積極的傾聴研修の直接の効果評価はなされて

いないが，傾聴の態度と技術が高い管理監督者

下にある労働者は，そうでない労働者と比較し

て心理的ストレス反応が良好であることが示さ

れている（Mineyama et al 2007）（以上より，

積極的傾聴は，有効な研修内容となる可能性が

あるとしてヒントとして抽出）。 
 
研修・効果評価期間に関する検討 
全ての研究は 1 年以内の教育で，最大 1 年間の

効果が追跡されていた。 
管理監督者の知識・行動レベルの教育効果は半

年程度で消失する可能性が示されている

(Nishiuchi et al 2007) （⇒ガイドライン案７，

８）。 
過多な情報量は教育効果を減少させる可能性

がある(堤 2007)（⇒ガイドライン案９）。 

 
2）専門家による意見に基づく改定 
原案に挙げられた項目について，それぞれの

根拠とコンセンサスおよび研修を実施するにあ

たって何をなすべきかを示したガイドライン原

案を作成した。これを専門家に提示し改良点に

ついての意見をいただいた。 
対象となる管理・監督者を明確に定義してお

く必要があるということで，教育・研修の対象

となる管理職を，職場のメンタルヘルス対策の

キーパーソンとなるライン管理職に限定した。 
また，専門家の経験から，参加型研修の有効

例や当該事業場のデータを示して研修すること

の有効性が披露され，多くの支持を得たことか

らガイドラインに盛り込むこととした。 
エビデンスのレベルに基づき RCT の成果によ

るもの（A），観察研究の成果によるもの（B），

コンセンサスレベル（C）のランクを示すことと

した。 
加えて，想定されるガイドラインの使用者を

産業保健スタッフと規定した。さらに，管理監

督者研修の重要性とガイドラインの意義を示し，

定義のあいまいな用語の明確化と整合性を図り，

ガイドラインを完成した（付 1）。 
 
3.マニュアルの作成 
管理監督者メンタルヘルス研修に関して，根

拠に基づいたガイドラインを開発し，それにそ

ったマニュアルを作成した。 
 産業医・保健師をはじめ，衛生管理者や事業

場内教育研修担当者・メンタルヘルス推進担当

者, その他各専門施設（地域産業保健センター・

産業保健推進センター）の担当者など,メンタル

ヘルス対策に関わるほぼ全職種・職位の方を対

象とできることを想定した内容となるように心

がけて作成した。 
 本文は，管理監督者に対するメンタルヘルス

教育の効果評価研究のレビューと専門家の意見

を基に作成し，６つの大項目からなる構成とし

た。詳細は右上方の別枠(『本文の構成』)に表記

した。 
具体的な研修のイメージを掴みやすくするた

めに，推奨される内容やプレゼンテーションの

工夫等を，事例を紹介しながら提示した。また，

対応するガイドラインの項目と推奨度を各項に

明示し，根拠を確認しやすい構成に工夫した。 
実務者が理解し易すく使いやすいツールとす
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見られた。報告された行動のうち教育の前後で

有意に変化したものは，職場環境等の問題点の

把握と改善，問題を持つ部下の適切な施設への

紹介等，であった(Tsutsumi et al 2005)。 
 
2）抽出文献の要約：対照をおかない前後比較研

究 
部下の抱える悩みや精神的問題について聴き，

支援する態度を養成しようとする積極的傾聴の

訓練により管理監督者の部下への態度が好まし

く変化することが報告されている(Kubota et al, 
1997; 2004)。当初は計 30 時間の講習効果が示

されたが(Kubota et al, 1997)，後に，ロールプ

レイとグループディスカッションからならなる

1 日コースの講習の効果が確認されている 
(Kubota et al, 2004)。 
傾聴の態度と技術が高い管理監督者の下に従

事している労働者は，そうでない労働者に比較

して総じて心理的ストレス反応が良好であるこ

とが示されている（Mineyamaet al 2007）。管

理監督者に対する積極的傾聴研修の直接の効果

評価はなされていないが，管理監督者が積極的

傾聴法を習得することは，部下のメンタルヘル

スに良好に作用する可能性がある。 
 
3）事業場の課題別検討 
事業場の課題別（うつの予防，いじめ，長時

間労働，モラール低下[不元気]など），特性別（中

小規模事業場，分散事業場，モザイク職場 [職場

内格差]など），特殊状況（リストラ下など）に留

意しながら，知見の整理を行った。 
レビューされた研究は，いずれの対象もメン

タルヘルス対策のニーズを感じていた。 
関連製品の売上減少から将来に危惧を有して

いた中小規模製造業における研究では(Takao et 
al, 2006)，とくに就業年数の少ない男性従業

員・事務部門に職の不安定性に関する不安が大

きいことが認められていたが，この集団に対し

て管理監督者研修の効果がうかがわれた。この

ほか，海外の研究は，減給(Greenberg, 2006)や事

業の存続(Theorell et al., 2001)にかかわる文脈

で行われている介入が行われ，教育効果が示さ

れていた。 
 
4）そのほかの検討事項 
教育期間は全ての成績が 1 年以内の教育であ

った。教育効果は最大 1 年間の効果が追跡され

ていた。 

管理監督者研修における積極的傾聴を検証し

た 2 編の対照をもたない研究においては，事業

場別の課題や事情についての記載はなかったが，

積極的傾聴の研修に当たっては，受講者側の十

分なモチベーションが必要とのことであった

（三島，私信）。 
 
5）根拠の水準の判定 

準実験的研究は総じて仮説を支持するもので

あったが，無作為化比較試験の所見は，有意な

結果が得られたものでも，プライマリアウトカ

ムとなるストレス反応に対する効果ではないも

のや，対象や項目によるサブ解析の結果であっ

た。以上より，管理監督者研修に関する現存の

エビデンスは中程度の根拠が認められるレベル

と判断された。 
 対照をおかない前後比較研究において，積極

的傾聴に関する研修が，受講者の傾聴態度と技

術を向上させる可能性が示されているが，研修

により部下のメンタルヘルス向上に寄与すると

いった直接のエビデンスは存在せず、弱い水準

の根拠があると判定した。 
 
2 ガイドラインの作成 
以下，対象に関する検討，研修内容・形式に

関する検討，研修・効果評価期間に関する検討

を基に，ガイドラインのひな形を作成した。 
 
1）原案の作成 
対象に関する検討 

研修を受ける管理職の割合が高いほど有効で

あることが示されている(Tsutsumiet al 2005)。
換言すると，管理監督者のある程度の参加がな

いと組織全体の効果は限定される可能性がある

（⇒ガイドライン案１）。 
 就業の見通しに不安がある集団など，管理監

督者研修の効果が認められる集団には，メンタ

ルヘルス対策を必要とする背景がある(Takao et 
al 2006;Greenberg, 2006;Theorell, et al 2001; 
Tsutsumi, et al 2005)（⇒ガイドライン案２，３）。 
 管理職といっても，部下を持つ管理監督者も

あれば経営層もある。前者に対して部下への対

応や産業保健職との連携を教育することは意味

があるが，後者に対しては，むしろ社内のシス

テムの構築に関わる理解を得る意義などが大き

い (堤 2007)（⇒ガイドライン案４）。 
 
研修内容・形式に関する検討 

 

 

厚労省の事業場における労働者の心の健康保

持増進のための指針に示されている管理監督者

が 学ぶ べ き事 項  (Kawakami et al 2005; 
Kawakami et al 2006; Takao et al 2006; 
Tsutsumiet al 2005)，および，代表的な職業性

ストレス要因が職場環境改善の方法とともに教

授 さ れ る こ と の 有 効 性 が 示 さ れ て い る 
(Greenberg, 2006; Theorell, et al 2001)（⇒ガイ

ドライン案５）。 
研修効果は，管理監督者の知識向上と好ましい

行動変容によりもたらされる可能性がある

(Tsutsumiet al 2005)（⇒ガイドライン案６）。 
ウェブの活用により，個別の面接や集合教育で

問題となる時間や場所の制約を受けることなく，

受講者各自のペースで，必要に応じて繰り返し

て学習が可能となる (Kawakami et al 2005; 
Kawakami et al 2006)（Web は，有効な媒体と

なる可能性があるとしてヒントとして抽出）。 
積極的傾聴に関連する講義・実習が取り入れら

れ て い る (Takao et al 2006; 河 島 ら

1996;Tsutsumiet al 2005)。部下の抱える悩みや

精神的問題について聴き，支援する態度を養成

しようとする積極的傾聴の訓練により管理監督

者の部下への態度が好ましく変化することが報

告されている(Kubota et al 1997; Kubota et al 
2004)。当初は計 30 時間の講習効果が示された

が(Kubota et al 1997)，後に，ロールプレイとグ

ループディスカッションからならなる 1 日コー

スの講習の効果が確認された  (Kubota et al 
2004)。 
積極的傾聴研修の直接の効果評価はなされて

いないが，傾聴の態度と技術が高い管理監督者

下にある労働者は，そうでない労働者と比較し

て心理的ストレス反応が良好であることが示さ

れている（Mineyama et al 2007）（以上より，

積極的傾聴は，有効な研修内容となる可能性が

あるとしてヒントとして抽出）。 
 
研修・効果評価期間に関する検討 
全ての研究は 1 年以内の教育で，最大 1 年間の

効果が追跡されていた。 
管理監督者の知識・行動レベルの教育効果は半

年程度で消失する可能性が示されている

(Nishiuchi et al 2007) （⇒ガイドライン案７，

８）。 
過多な情報量は教育効果を減少させる可能性

がある(堤 2007)（⇒ガイドライン案９）。 

 
2）専門家による意見に基づく改定 
原案に挙げられた項目について，それぞれの

根拠とコンセンサスおよび研修を実施するにあ

たって何をなすべきかを示したガイドライン原

案を作成した。これを専門家に提示し改良点に

ついての意見をいただいた。 
対象となる管理・監督者を明確に定義してお

く必要があるということで，教育・研修の対象

となる管理職を，職場のメンタルヘルス対策の

キーパーソンとなるライン管理職に限定した。 
また，専門家の経験から，参加型研修の有効

例や当該事業場のデータを示して研修すること

の有効性が披露され，多くの支持を得たことか

らガイドラインに盛り込むこととした。 
エビデンスのレベルに基づき RCT の成果によ

るもの（A），観察研究の成果によるもの（B），

コンセンサスレベル（C）のランクを示すことと

した。 
加えて，想定されるガイドラインの使用者を

産業保健スタッフと規定した。さらに，管理監

督者研修の重要性とガイドラインの意義を示し，

定義のあいまいな用語の明確化と整合性を図り，

ガイドラインを完成した（付 1）。 
 
3.マニュアルの作成 
管理監督者メンタルヘルス研修に関して，根

拠に基づいたガイドラインを開発し，それにそ

ったマニュアルを作成した。 
 産業医・保健師をはじめ，衛生管理者や事業

場内教育研修担当者・メンタルヘルス推進担当

者, その他各専門施設（地域産業保健センター・

産業保健推進センター）の担当者など,メンタル

ヘルス対策に関わるほぼ全職種・職位の方を対

象とできることを想定した内容となるように心

がけて作成した。 
 本文は，管理監督者に対するメンタルヘルス

教育の効果評価研究のレビューと専門家の意見

を基に作成し，６つの大項目からなる構成とし

た。詳細は右上方の別枠(『本文の構成』)に表記

した。 
具体的な研修のイメージを掴みやすくするた

めに，推奨される内容やプレゼンテーションの

工夫等を，事例を紹介しながら提示した。また，

対応するガイドラインの項目と推奨度を各項に

明示し，根拠を確認しやすい構成に工夫した。 
実務者が理解し易すく使いやすいツールとす
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るために，労働者の心の健康の保持増進のため

の指針に記載されている項目や研修の効果を上

げるための工夫を盛り込み，最後に，実際に効

果の見られた具体的な好事例をご紹介した（付

2）。 
 
D. 考察 
 内外の効果評価研究のレビューを基に，管理

監督者教育についての EBM ガイドラインを作

成した。対象の選定，研修内容・形式，研修頻

度・期間の 3 つの要素について研修の有効性が

認められている 7 つの推奨項目と，有効性に関

するコンセンサスが得られた 6 つのヒントを提

示した。ガイドラインでは，それぞれの根拠と

コンセンサスおよび研修を実施するにあたって

何をなすべきかを示した。各推奨項目とヒント

には，無作為化比較試験の成果に基づく項目（A），

観察研究の成果に基づく項目（B），研究成果は

ないものの多くの専門家が有効と考えている項

目（C），のように根拠の強さのレベルに応じた

ランクを示した。 
 ガイドラインは，職場のメンタルヘルス対策

として重要な管理監督者研修を企画・実施する

際に推奨される事項を提供するものとして，主

にライン管理職を対象とした管理監督者向けメ

ンタルヘルス研修の企画・実施に，直接・間接

に関わる可能性のある産業医，保健師，衛生管

理者，心の健康づくり専門スタッフおよび事業

場内教育研修担当者・メンタルヘルス推進担当

者等に活用してもらえるようことを念頭に置い

て作成した。そのほか職場のメンタルヘルス対

策に関わる各専門施設（地域産業保健センタ

ー・産業保健推進センター）の担当者や THP の

心理相談担当者等も活用可能と考えた。 
管理監督者研修の効果評価研究はまだ少ない

ものの，これまで経験を基になされてきた研修

に対して，少なくともエビデンスのある項目や，

多くの専門家が有用とする項目を掲載した本ガ

イドラインは，取り組み方が分からないとされ

る事業場などで，メンタルヘルス第一次予防策

の推進に資するものと考えている。 
 
E. �論 
現時点でのエビデンスに基づく，メンタルヘ

ルスに関する管理監督者教育の EBM ガイドラ

インを作成した。 
 
Ｆ. 健康���� 
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るために，労働者の心の健康の保持増進のため

の指針に記載されている項目や研修の効果を上

げるための工夫を盛り込み，最後に，実際に効

果の見られた具体的な好事例をご紹介した（付

2）。 
 
D. 考察 
 内外の効果評価研究のレビューを基に，管理

監督者教育についての EBM ガイドラインを作

成した。対象の選定，研修内容・形式，研修頻

度・期間の 3 つの要素について研修の有効性が

認められている 7 つの推奨項目と，有効性に関

するコンセンサスが得られた 6 つのヒントを提

示した。ガイドラインでは，それぞれの根拠と

コンセンサスおよび研修を実施するにあたって

何をなすべきかを示した。各推奨項目とヒント

には，無作為化比較試験の成果に基づく項目（A），

観察研究の成果に基づく項目（B），研究成果は

ないものの多くの専門家が有効と考えている項

目（C），のように根拠の強さのレベルに応じた

ランクを示した。 
 ガイドラインは，職場のメンタルヘルス対策

として重要な管理監督者研修を企画・実施する

際に推奨される事項を提供するものとして，主

にライン管理職を対象とした管理監督者向けメ

ンタルヘルス研修の企画・実施に，直接・間接

に関わる可能性のある産業医，保健師，衛生管

理者，心の健康づくり専門スタッフおよび事業

場内教育研修担当者・メンタルヘルス推進担当

者等に活用してもらえるようことを念頭に置い

て作成した。そのほか職場のメンタルヘルス対

策に関わる各専門施設（地域産業保健センタ

ー・産業保健推進センター）の担当者や THP の

心理相談担当者等も活用可能と考えた。 
管理監督者研修の効果評価研究はまだ少ない

ものの，これまで経験を基になされてきた研修

に対して，少なくともエビデンスのある項目や，

多くの専門家が有用とする項目を掲載した本ガ

イドラインは，取り組み方が分からないとされ

る事業場などで，メンタルヘルス第一次予防策

の推進に資するものと考えている。 
 
E. �論 
現時点でのエビデンスに基づく，メンタルヘ

ルスに関する管理監督者教育の EBM ガイドラ

インを作成した。 
 
Ｆ. 健康���� 

 該当なし。 
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平成 21－23 年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 
「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

（H21-労働-一般-001）主任：川上憲人 
分担研究報告書 

 
科学的根拠による ��� ガイドラインの完成と�事�の収集�普及�ールの��（�） 

セルフケア教育 
 

分担研究者 島津明人（東京大学大学院医学系研究科・准教授） 
研究協力者 高田未里（東京大学大学院医学系研究科・助教） 

土屋政雄（労働安全衛生総合研究所・研究員） 
馬ノ段梨乃（京都産業メンタルヘルスセンター・臨床心理士） 

関屋裕希（筑波大学大学院人間総合科学研究科・院生） 
今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科・院生） 

 
 
研究要旨：労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対策のひとつである個人向けストレス対策（セル

フケア）について，その対策を科学的根拠にもとづいて行うための「ガイドライン」と，ガイドライン

で推奨された内容を事業所で安価で容易に実施するための「マニュアル」を作成することを目的とした。

平成 21 年度では，セルフケアの普及・浸透を促進するための要因を国内外の文献レビューに基づいて明

らかにし，9 項目からなるガイドラインのひな型を作成した。平成 22 年度では，ひな型について職場の

メンタルヘルスのステークホルダー，専門家，および分担研究者などから意見収集し，ガイドライン（暫

定版）を作成した。平成 23 年度では，ガイドライン（暫定版）の内容を精査し最終版を作成するととも

に，ガイドラインで提示された内容について，事業場で実施するためのポイント（留意すべき点，工夫

点）や資料をまとめたマニュアルを作成した。ガイドラインとマニュアルの双方の活用によって，科学

的根拠にもとづくセルフケアが，事業所にこれまで以上に普及・浸透することが期待される。 
 
 
Ａ．はじめに 

 労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防に

おいては，「労働者個人向けストレス対策」「管理

監督者教育」「職場環境等の評価と改善」の 3 つ

の主要なアプローチがある。 

このうち,労働者個人向けのストレス対策（セル

フケア）に関しては，その効果を無作為化比較試

験や比較対照試験によって検討した研究成果が

蓄積されてきた。しかしながら，それらのメタ分

析の結果を参照するだけでは，個人向けストレス

対策（セルフケア）を各事業所に普及・浸透させ

ることは難しい。すなわち，どのような形式や工

夫が各事業所への普及・浸透を促進させるのかに

ついての情報が不足しているからである。 

そこで，本分担研究では，労働者個人のストレ

ス対処能力の向上を通じてメンタルヘルス不調

を予防する「個人向けストレス対策」を科学的根

拠にもとづいて行うための「ガイドライン」と，

ガイドラインで推奨された内容を事業所で安価

で容易に実施するための「マニュアル」を作成す

ることを最終目的とした。平成 21 年度では，個

人向けストレス対策（セルフケア）の普及・浸透

を促進するための要因を国内外の文献レビュー

に基づいて明らかにし，9 項目からなるガイドラ

インのひな型を作成した（島津・高田・土屋・馬

ノ段, 2010）。平成 22 年度では，ひな型について

職場のメンタルヘルスのステークホルダー，専門

家，および分担研究者などから意見収集し，ガイ

ドライン（暫定版）を作成した（島津・高田・土

屋・馬ノ段, 2011）。平成 23 年度では，平成 23
年度では，ガイドライン（暫定版）の内容を精査

し最終版を作成するとともに，ガイドラインで提

示された内容について，事業場で実施するための

ポイント（留意すべき点，工夫点）や資料をまと

めたマニュアルを作成した（島津・関屋・今村, 

2012）。 

 

Ｂ．対象と方法 

 「文献レビュー」，「ガイドライン（ひな型）の

作成」，「ガイドライン（最終版）の作成」，「マニ

ュアルの作成」の 4 つの手順に沿って，ガイドラ

インおよびマニュアルを完成させた。 
  
 
Ｃ．結果 

1）文献レビュー（平成 21 年度） 

国内外の無作為化比較試験および比較対照試

験の原著論文をレビューした。5 つのデータベー

ス（ PsycARTICLE ， PsycINFO ， MEDLINE 
(PubMed)，Web of Science，医学中央雑誌）から，

介入効果の主要なアウトカムとして心理的スト

レス反応（抑うつ，不安を含む）を採用した 60
編を抽出し，プログラムの内容および形式（プロ

グラム提供者，セッション数，1 回あたりのセッ

ション時間，セッション間のインターバル，実施

形態，介入期間，ブースターセッションの有無）

について評価した。 
 
2）ガイドライン（ひな型）の作成（平成 21 年

度） 
プログラムの内容および形式に関する検討か

ら，個人向けストレス対策を効果的に行うための

マニュアルに必要な 9 点を取り上げ，ガイドライ

ンのひな型とした。 
 
3）ガイドライン（暫定版）の作成（平成 22 年

度） 
文献レビューに基づいて作成されたガイドラ

インのひな型について，（1）第一次予防対策の関

係者（ステークホルダー），（2）職場のメンタル

ヘルスの専門家，（3）分担研究者，から意見収集

し，項目内容の整理・統合および表現の修正を行

い，暫定版（平成 22 年度版）を作成した。 
 
4）ガイドライン（最終版）の作成（平成 23 年

度） 
ガイドライン（暫定版）に対する主任研究者お

よび分担研究者からの意見を踏まえ，ガイドライ

ン最終版（平成 23 年度版）を作成した。 
ガイドライン最終版は，「計画・準備」「内容」

「形式」「事後の対応」の 4 つの要素について，6
つの「推奨内容」と 4 つの「ヒント」から構成さ

れている。 
推奨内容に関しては，「実施回数」「ケアの提供

者」「ストレス評価の事後対応」「プログラムの構

成」「プログラムの提供形式」「フォローアップセ

ッションの設定」のそれぞれについて，その根拠

と実施のポイントが提示されている。同様に，ヒ

ントに関しては，「対象の設定」「1 回あたりの実

施時間」「その他の対策との組合せ」「活用促進の

ための工夫」のそれぞれについて，裏づけとなる

コンセンサスと実施のポイントが提示されてい

る。 
 
5）マニュアルの作成（平成 23 年度） 
セルフケアガイドラインの内容を，事業場で簡

便に，かつ正確に実施するためのマニュアルを作

成した。最初に，マニュアルの原案を作成し，次

に，事業場の産業保健スタッフや分担研究者から

の意見を求め，これらの意見をもとにマニュアル

の最終版を作成した。 
マニュアルの最終版は，マニュアル本体と実践

編の 2部から構成されている。本体では，セルフ

ケアの基本的な考え方や効果的なセルフケア教

育を行うためのポイントを解説した後，ガイドラ

インで推奨された内容を実施する際のポイント

を提示した。実践編では，形式と内容が異なる 3
つの実践例を提示した。 
 
Ｄ．考察 
1. ガイドラインの特徴 

 最終版の作成に際しては，科学的根拠にもとづ

きながらも，個人向けストレス対策に関与する実

務家からの意見も重視した。こうした手続きによ

り，実効性の高い対策がこれまで以上に普及・浸

透することにつながることが期待される。 
 
2. マニュアルの特徴 

 マニュアルの本体および附属する実践編では，

ガイドラインで推奨された事項を事業場で簡便

に，かつ正確に実施するための多面的な工夫を行

っており，科学的根拠にもとづきながらも，事業

場の実効性にも配慮した構成となっている。 
 
Ｅ．結論 
 本分担研究では，労働者個人のストレス対処能

力の向上を通じてメンタルヘルス不調を予防す

る「個人向けストレス対策」を科学的根拠にもと

づいて行うための「ガイドライン」と，ガイドラ

インで推奨された内容を事業所で安価で容易に

実施するための「マニュアル」を作成した。ガイ

ドラインとマニュアルの双方の活用によって，科

学的根拠にもとづくセルフケアが，事業所にこれ

まで以上に普及・浸透することが期待される。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
島津明人 (2011). メンタルヘルス対策を評価す

る. In: 廣尚典（編）チームで取り組む職場の

メンタルヘルス. 84-89. 東京: 診断と治療社. 
島津明人 (印刷中). 職場のメンタルヘルス対策

における第一次予防：科学的根拠にもとづく

セルフケアを中心に. 保健の科学, 54. 
Shimazu, A., Demerouti, E., Bakker, A. B., 

Shimada, K., & Kawakami, N. (2011). 
Workaholism and well-being among 
Japanese dual-earner couples: A 
spillover-crossover perspective. Social 
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分担研究報告書 
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分担研究者 島津明人（東京大学大学院医学系研究科・准教授） 
研究協力者 高田未里（東京大学大学院医学系研究科・助教） 

土屋政雄（労働安全衛生総合研究所・研究員） 
馬ノ段梨乃（京都産業メンタルヘルスセンター・臨床心理士） 

関屋裕希（筑波大学大学院人間総合科学研究科・院生） 
今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科・院生） 

 
 
研究要旨：労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防対策のひとつである個人向けストレス対策（セル

フケア）について，その対策を科学的根拠にもとづいて行うための「ガイドライン」と，ガイドライン

で推奨された内容を事業所で安価で容易に実施するための「マニュアル」を作成することを目的とした。

平成 21 年度では，セルフケアの普及・浸透を促進するための要因を国内外の文献レビューに基づいて明

らかにし，9 項目からなるガイドラインのひな型を作成した。平成 22 年度では，ひな型について職場の

メンタルヘルスのステークホルダー，専門家，および分担研究者などから意見収集し，ガイドライン（暫

定版）を作成した。平成 23 年度では，ガイドライン（暫定版）の内容を精査し最終版を作成するととも

に，ガイドラインで提示された内容について，事業場で実施するためのポイント（留意すべき点，工夫

点）や資料をまとめたマニュアルを作成した。ガイドラインとマニュアルの双方の活用によって，科学

的根拠にもとづくセルフケアが，事業所にこれまで以上に普及・浸透することが期待される。 
 
 
Ａ．はじめに 

 労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防に

おいては，「労働者個人向けストレス対策」「管理

監督者教育」「職場環境等の評価と改善」の 3 つ

の主要なアプローチがある。 

このうち,労働者個人向けのストレス対策（セル

フケア）に関しては，その効果を無作為化比較試

験や比較対照試験によって検討した研究成果が

蓄積されてきた。しかしながら，それらのメタ分

析の結果を参照するだけでは，個人向けストレス

対策（セルフケア）を各事業所に普及・浸透させ

ることは難しい。すなわち，どのような形式や工

夫が各事業所への普及・浸透を促進させるのかに

ついての情報が不足しているからである。 

そこで，本分担研究では，労働者個人のストレ

ス対処能力の向上を通じてメンタルヘルス不調

を予防する「個人向けストレス対策」を科学的根

拠にもとづいて行うための「ガイドライン」と，

ガイドラインで推奨された内容を事業所で安価

で容易に実施するための「マニュアル」を作成す

ることを最終目的とした。平成 21 年度では，個

人向けストレス対策（セルフケア）の普及・浸透

を促進するための要因を国内外の文献レビュー

に基づいて明らかにし，9 項目からなるガイドラ

インのひな型を作成した（島津・高田・土屋・馬

ノ段, 2010）。平成 22 年度では，ひな型について

職場のメンタルヘルスのステークホルダー，専門

家，および分担研究者などから意見収集し，ガイ

ドライン（暫定版）を作成した（島津・高田・土

屋・馬ノ段, 2011）。平成 23 年度では，平成 23
年度では，ガイドライン（暫定版）の内容を精査

し最終版を作成するとともに，ガイドラインで提

示された内容について，事業場で実施するための

ポイント（留意すべき点，工夫点）や資料をまと

めたマニュアルを作成した（島津・関屋・今村, 

2012）。 

 

Ｂ．対象と方法 

 「文献レビュー」，「ガイドライン（ひな型）の

作成」，「ガイドライン（最終版）の作成」，「マニ

ュアルの作成」の 4 つの手順に沿って，ガイドラ

インおよびマニュアルを完成させた。 
  
 
Ｃ．結果 

1）文献レビュー（平成 21 年度） 

国内外の無作為化比較試験および比較対照試

験の原著論文をレビューした。5 つのデータベー

ス（ PsycARTICLE ， PsycINFO ， MEDLINE 
(PubMed)，Web of Science，医学中央雑誌）から，

介入効果の主要なアウトカムとして心理的スト

レス反応（抑うつ，不安を含む）を採用した 60
編を抽出し，プログラムの内容および形式（プロ

グラム提供者，セッション数，1 回あたりのセッ

ション時間，セッション間のインターバル，実施

形態，介入期間，ブースターセッションの有無）

について評価した。 
 
2）ガイドライン（ひな型）の作成（平成 21 年

度） 
プログラムの内容および形式に関する検討か

ら，個人向けストレス対策を効果的に行うための

マニュアルに必要な 9 点を取り上げ，ガイドライ

ンのひな型とした。 
 
3）ガイドライン（暫定版）の作成（平成 22 年

度） 
文献レビューに基づいて作成されたガイドラ

インのひな型について，（1）第一次予防対策の関

係者（ステークホルダー），（2）職場のメンタル

ヘルスの専門家，（3）分担研究者，から意見収集

し，項目内容の整理・統合および表現の修正を行

い，暫定版（平成 22 年度版）を作成した。 
 
4）ガイドライン（最終版）の作成（平成 23 年

度） 
ガイドライン（暫定版）に対する主任研究者お

よび分担研究者からの意見を踏まえ，ガイドライ

ン最終版（平成 23 年度版）を作成した。 
ガイドライン最終版は，「計画・準備」「内容」

「形式」「事後の対応」の 4 つの要素について，6
つの「推奨内容」と 4 つの「ヒント」から構成さ

れている。 
推奨内容に関しては，「実施回数」「ケアの提供

者」「ストレス評価の事後対応」「プログラムの構

成」「プログラムの提供形式」「フォローアップセ

ッションの設定」のそれぞれについて，その根拠

と実施のポイントが提示されている。同様に，ヒ

ントに関しては，「対象の設定」「1 回あたりの実

施時間」「その他の対策との組合せ」「活用促進の

ための工夫」のそれぞれについて，裏づけとなる

コンセンサスと実施のポイントが提示されてい

る。 
 
5）マニュアルの作成（平成 23 年度） 
セルフケアガイドラインの内容を，事業場で簡

便に，かつ正確に実施するためのマニュアルを作

成した。最初に，マニュアルの原案を作成し，次

に，事業場の産業保健スタッフや分担研究者から

の意見を求め，これらの意見をもとにマニュアル

の最終版を作成した。 
マニュアルの最終版は，マニュアル本体と実践

編の 2部から構成されている。本体では，セルフ

ケアの基本的な考え方や効果的なセルフケア教

育を行うためのポイントを解説した後，ガイドラ

インで推奨された内容を実施する際のポイント

を提示した。実践編では，形式と内容が異なる 3
つの実践例を提示した。 
 
Ｄ．考察 
1. ガイドラインの特徴 

 最終版の作成に際しては，科学的根拠にもとづ

きながらも，個人向けストレス対策に関与する実

務家からの意見も重視した。こうした手続きによ

り，実効性の高い対策がこれまで以上に普及・浸

透することにつながることが期待される。 
 
2. マニュアルの特徴 

 マニュアルの本体および附属する実践編では，

ガイドラインで推奨された事項を事業場で簡便

に，かつ正確に実施するための多面的な工夫を行

っており，科学的根拠にもとづきながらも，事業

場の実効性にも配慮した構成となっている。 
 
Ｅ．結論 
 本分担研究では，労働者個人のストレス対処能

力の向上を通じてメンタルヘルス不調を予防す

る「個人向けストレス対策」を科学的根拠にもと

づいて行うための「ガイドライン」と，ガイドラ

インで推奨された内容を事業所で安価で容易に

実施するための「マニュアル」を作成した。ガイ

ドラインとマニュアルの双方の活用によって，科

学的根拠にもとづくセルフケアが，事業所にこれ

まで以上に普及・浸透することが期待される。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
島津明人 (2011). メンタルヘルス対策を評価す

る. In: 廣尚典（編）チームで取り組む職場の

メンタルヘルス. 84-89. 東京: 診断と治療社. 
島津明人 (印刷中). 職場のメンタルヘルス対策

における第一次予防：科学的根拠にもとづく

セルフケアを中心に. 保健の科学, 54. 
Shimazu, A., Demerouti, E., Bakker, A. B., 

Shimada, K., & Kawakami, N. (2011). 
Workaholism and well-being among 
Japanese dual-earner couples: A 
spillover-crossover perspective. Social 
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Science & Medicine, 73, 399-409. 
Shimazu, A., Sonnentag, S., Kubota, K. , & 

Kawakami, N. (in press). Validation of the 
Japanese version of Recovery Experience 
Questionnaire. Journal of Occupational 
Health. 

 
２．学会発表 
島津明人 (2011). 基調講演「これからの職場のメ

ンタルヘルス －第一次予防とワーク・エン

ゲイジメント－」，第 65 回日本交通医学会総

会. 
島津明人 (2011). 教育講演「ワーク・エンゲイジ

メントとポジティブメンタルヘルス」，産業

精神保健, 19増刊号, 第18回日本産業精神保

健学会. 
島津明人 (2011). 日本心理学会国際賞奨励賞受

賞講演「産業保健心理学：現状と今後の方向

性」，日本心理学会第 75 回大会発表論文集, 
421. 

島津明人 (2011). シンポジウム「労働と休養」，

職場のメンタルヘルスの新しい展開：個人と

組織の活性化に向けて. 第 59 回日本職業・災

害医学会学術大会, 日本職業・災害医学会会

誌, 59, 臨時増刊号, 別 116. 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 該当せず。 
 
Ｉ．引用文献 
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研究要�：労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防における職場環境等の評価と改善を容易に実

施するための EBM ガイドラインの見直し、およびマニュアルの作成・好事例の収集を行った。H21/22

年度に作成した国内外の文献レビューに基づいて作成した「職場環境等の評価と改善に関する科学

的根拠に基づく(EBM)ガイドライン案」を多職種からなるワーキンググループで項目を精査し、ワー

ディング、全体の構成などを検討して完成版を作成した。最終的に 4 つの領域に 8項目の推奨項目

と 4項目のヒント項目が含まれる形で整理した。これらの内容は、（１）計画・組織づくりに関す

る推奨項目：推奨 1「事業場での合意形成」、推奨 2「問題解決型の取り組み」、ヒント 1「部門責

任者の主体的な関与」、（２）実施手順の基本ルールに関する推奨項目：推奨 3「良好事例の活用」、

推奨 4「労働者参加型で実施」、推奨 5「職場環境に幅広く目配り」、（３）実効性のある改善策の

提案に関する推奨項目：推奨 6「現場に合わせた提案の促進」、推奨 7「ツール提供」、ヒント 2「職

場の仕組みの活用」、ヒント 3「職場の準備状況にあわせたアプローチ」、（４）実施継続のための

推奨項目：推奨 8「フォローアップと評価」、ヒント 4「PDCA サイクル」である。また、職場環境等

の評価と改善マニュアルの作成・好事例の収集では、1)メンタルヘルス不調の第一次予防策を狙い

とした職場環境改善の取り組みの良好事例の収集と分析、2)メンタルヘルスのための職場環境改善

の効果的・効率的な進め方の検討ワーキンググループによる検討会を開催して、良好事例として活

用できる情報、マニュアル作成に生かす視点を整理した。最終的に職場環境等の評価と改善の普及・

浸透に資するための「職場環境改善の継続展開のためのファシリテータ・コーディネータ用ポイン

トマニュアル」を作成した。 

 

A. 研究目的 
わが国における労働者のメンタルヘルス不調

は増加の傾向にあり、労働者の健康の保持・増

進、事業場における安全・生産性の確保の観点

から、その未然防止（第一次予防）は労使双方

にとって優先順位の高い課題となっている。し

かし、労働者のメンタルヘルス不調の第一次予

防として科学的有効性が確認されている一方で

（川上他, 産業医学レビュー, 2008）、労働者

への教育研修、管理監督者の教育研修、職場環

境等の評価と改善の我が国の事業場における実

施率は、それぞれ 17, 11, 7％と高くない（平

成 19 年労働者健康状況調査）。事業場において、

メンタルヘルス対策を推進できない理由として、

人員不足とともに挙げられている要因に「取り

組みの仕方が分からない」があり（平成 19 年労

働者健康状況調査）、科学的根拠に基づくガイ

ドラインの作成や事業場で容易に実施するため

のマニュアル整備により、これらの活動の推進

が図られることが期待される。 

これまで職場環境改善を通じたストレス対策

の効果については必ずしも結論がでていなかっ

たが、有効性を示す研究成果が蓄積されつつあ

り(川上他，2008)、また職場環境改善を通じた

ストレス対策の実施は厚労省のガイドライン等

でも推奨されている。2007 年には相次いで職場

環境改善の効果に関するレビュー論文が発表さ

れ（Egan et al.，2007; Lamontagne et al.， 

2007 ）、介入研究による効果の差異が整理され
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防として科学的有効性が確認されている一方で
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メンタルヘルス対策を推進できない理由として、

人員不足とともに挙げられている要因に「取り
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ドラインの作成や事業場で容易に実施するため

のマニュアル整備により、これらの活動の推進

が図られることが期待される。 

これまで職場環境改善を通じたストレス対策

の効果については必ずしも結論がでていなかっ

たが、有効性を示す研究成果が蓄積されつつあ

り(川上他，2008)、また職場環境改善を通じた

ストレス対策の実施は厚労省のガイドライン等

でも推奨されている。2007 年には相次いで職場

環境改善の効果に関するレビュー論文が発表さ
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チェックリスト（吉川他，2007)等が開発され、

これらのツール等を活用した職場介入研究が行

われ、その科学的根拠が蓄積されてきている

（Kobayashi Y et al, 2008; Tsutsumi A et al, 

2009）。これらの知見を統合し、どのような組

織介入がメンタルヘルス不調の一次予防策とし

て有効であったか、科学的根拠を整理する意義

は大きい。 

さらに我が国においては、メンタルヘルス不

調の改善のための職場環境改善の取り組み事例

が多く報告されるようになってきた（堤，2006; 

坂田，2006; 彌冨，2007;渡辺,2007；吉川, 

2008；真船, 2008；Ogami, 2008；Tahara, 2009

など）。これらの報告は、現場の産業保健スタ

ッフの経験や職場の経験に基づく経験知の上に

実施されており、職場で実行可能なメンタルヘ

ルス不調の一次予防策であり良好実践事例とい

える。昨今の実施プロセスを重視した産業安全

保健活動の取り組みのなかでメンタルヘルス対

策を取り上げる際、これらの介入プログラムの

立案、実施、評価には、職場環境等の評価と改

善を簡便に容易に実施しやすくする組織への働

きかけや自主的な産業保健活動にこれらを位置

づける手順などの経験が蓄積されていると考え

る。 

そこで、本分担研究では平成 21 年～平成 23

年の 3年間で、１）職場環境等の評価と改善の

普及・浸透に関する科学的根拠にもとづく（EBM）

ガイドラインを開発し、２）上記のガイドライ

ンをもとにした職場環境等の評価と改善マニュ

アルの作成・取り組み好事例の収集を行った。 

平成 21 年度は労働者のメンタルヘルス不調

の第一次予防における、職場環境等の評価と改

善を容易に実施するためのマニュアル・資料作

成のための基礎資料として、国内外の文献レビ

ューを行ない、職場環境等の評価と改善に関す

る科学的根拠に基づく(EBM)ガイドライン案を

作成した。職場環境の改善（組織の再組織化）

が心理社会的要因と健康要因に与える影響を評

価した 2 つの系統的レビューの 31 文献に、最近

の 2文献を加えた 33 文献を抽出し、職場環境等

の改善の効果評価に用いる指標と介入内容など

を評価した。また、我が国での文献・事例報告

17 編について、その良好実践事例から職場環境

等の評価と改善の普及・浸透に有用な情報を抽

出し、ガイドラインのひな形を作成した。また、

職場環境等の評価と改善のためのガイドライ

ン・マニュアル作成にあたっては、労働安全衛

生マネジメントシステムに呼応した心の健康づ

くり計画を行なうことや、自主対応産業安全保

健活動に留意することも重要と考えられると整

理できた。 

平成 22 年度には、平成 21 年度に実施した文

献レビューをもとに、労働者のメンタルヘルス

不調の第一次予防の浸透手法に関して、4 つの

大項目、11 の小項目からなる職場環境等の評価

と改善の普及・浸透にあたっての EBM ガイドラ

イン（案、2011 年 3 月版）を作成した。これら

は、１）方針・計画・組織つくり（目的の明確

化、基本アプローチ手法、組織つくり）、２）

実施手順の基本ルール（良好事例の活用、労働

者参加型の企画、多面多重リスクに目配り）、

３）実行性のある運用プログラム（現地化・ロ

ーカル化、ツール提供、一般労働条件改善と同

時改善）４）フォローアップの仕組みと評価（フ

ォローアップ計画、評価と顕彰）にまとめた。

しかし、これらの 11 の小項目の文章の一部は現

場になじみにくい言葉であること、科学的根拠

と実践とをつなげるためのわかりやすく、すぐ

に取り組める使いやすい項目を設定すべきであ

ることが指摘された。職場環境改善を通じたメ

ンタルヘルス対策の具体的なアクションポイン

トについてはイラスト入りマニュアルを出版し

た（中央労働災害防止協会、2010 年 5 月）。 

平成 23 年度は、これまでの研究成果を受けて、

より明確な科学的根拠(Evidence based, 

Evidence informed)を整理し、現場で実際にス

トレス第一次予防策に取り組んでいる実務者に

フィードバックして意見を求め、現場で利用し

やすい形に整理して、最終版として作成した。

また、職場環境等の評価と改善を容易に実施す

るためのマニュアル・資料作成にあたって、新

たに職場環境改善の経験のある実地専門家に研

究協力者として本分担研究に加わっていただき、

マニュアル作成に協力を求めた。 

最終的に、１）職場環境等の評価と改善の普

及・浸透に関する科学的根拠による EBM ガイド

ライン、および２）上記のガイドラインに依拠

した「職場環境等の評価と改善マニュアル」を

作成した。完成した EBM ガイドラインおよびマ

ニュアルの活用時における制約等を検討した。 

 
B. 方法 

1. EBM ガイドライン完成版作成手法 
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チェックリスト（吉川他，2007)等が開発され、

これらのツール等を活用した職場介入研究が行

われ、その科学的根拠が蓄積されてきている

（Kobayashi Y et al, 2008; Tsutsumi A et al, 

2009）。これらの知見を統合し、どのような組

織介入がメンタルヘルス不調の一次予防策とし

て有効であったか、科学的根拠を整理する意義

は大きい。 

さらに我が国においては、メンタルヘルス不

調の改善のための職場環境改善の取り組み事例

が多く報告されるようになってきた（堤，2006; 

坂田，2006; 彌冨，2007;渡辺,2007；吉川, 

2008；真船, 2008；Ogami, 2008；Tahara, 2009

など）。これらの報告は、現場の産業保健スタ

ッフの経験や職場の経験に基づく経験知の上に

実施されており、職場で実行可能なメンタルヘ

ルス不調の一次予防策であり良好実践事例とい

える。昨今の実施プロセスを重視した産業安全

保健活動の取り組みのなかでメンタルヘルス対

策を取り上げる際、これらの介入プログラムの

立案、実施、評価には、職場環境等の評価と改

善を簡便に容易に実施しやすくする組織への働

きかけや自主的な産業保健活動にこれらを位置

づける手順などの経験が蓄積されていると考え

る。 

そこで、本分担研究では平成 21 年～平成 23

年の 3年間で、１）職場環境等の評価と改善の

普及・浸透に関する科学的根拠にもとづく（EBM）

ガイドラインを開発し、２）上記のガイドライ

ンをもとにした職場環境等の評価と改善マニュ

アルの作成・取り組み好事例の収集を行った。 

平成 21 年度は労働者のメンタルヘルス不調

の第一次予防における、職場環境等の評価と改

善を容易に実施するためのマニュアル・資料作

成のための基礎資料として、国内外の文献レビ

ューを行ない、職場環境等の評価と改善に関す

る科学的根拠に基づく(EBM)ガイドライン案を

作成した。職場環境の改善（組織の再組織化）

が心理社会的要因と健康要因に与える影響を評

価した 2 つの系統的レビューの 31 文献に、最近

の 2文献を加えた 33 文献を抽出し、職場環境等

の改善の効果評価に用いる指標と介入内容など

を評価した。また、我が国での文献・事例報告

17 編について、その良好実践事例から職場環境

等の評価と改善の普及・浸透に有用な情報を抽

出し、ガイドラインのひな形を作成した。また、

職場環境等の評価と改善のためのガイドライ

ン・マニュアル作成にあたっては、労働安全衛

生マネジメントシステムに呼応した心の健康づ

くり計画を行なうことや、自主対応産業安全保

健活動に留意することも重要と考えられると整

理できた。 

平成 22 年度には、平成 21 年度に実施した文

献レビューをもとに、労働者のメンタルヘルス

不調の第一次予防の浸透手法に関して、4 つの

大項目、11 の小項目からなる職場環境等の評価

と改善の普及・浸透にあたっての EBM ガイドラ

イン（案、2011 年 3 月版）を作成した。これら

は、１）方針・計画・組織つくり（目的の明確

化、基本アプローチ手法、組織つくり）、２）

実施手順の基本ルール（良好事例の活用、労働

者参加型の企画、多面多重リスクに目配り）、

３）実行性のある運用プログラム（現地化・ロ

ーカル化、ツール提供、一般労働条件改善と同

時改善）４）フォローアップの仕組みと評価（フ

ォローアップ計画、評価と顕彰）にまとめた。

しかし、これらの 11 の小項目の文章の一部は現

場になじみにくい言葉であること、科学的根拠

と実践とをつなげるためのわかりやすく、すぐ

に取り組める使いやすい項目を設定すべきであ

ることが指摘された。職場環境改善を通じたメ

ンタルヘルス対策の具体的なアクションポイン

トについてはイラスト入りマニュアルを出版し

た（中央労働災害防止協会、2010 年 5 月）。 

平成 23 年度は、これまでの研究成果を受けて、

より明確な科学的根拠(Evidence based, 

Evidence informed)を整理し、現場で実際にス

トレス第一次予防策に取り組んでいる実務者に

フィードバックして意見を求め、現場で利用し

やすい形に整理して、最終版として作成した。

また、職場環境等の評価と改善を容易に実施す

るためのマニュアル・資料作成にあたって、新

たに職場環境改善の経験のある実地専門家に研

究協力者として本分担研究に加わっていただき、

マニュアル作成に協力を求めた。 

最終的に、１）職場環境等の評価と改善の普

及・浸透に関する科学的根拠による EBM ガイド

ライン、および２）上記のガイドラインに依拠

した「職場環境等の評価と改善マニュアル」を

作成した。完成した EBM ガイドラインおよびマ

ニュアルの活用時における制約等を検討した。 
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1. EBM ガイドライン完成版作成手法 

− 28− − 29−



① 第１回目意見収集と EBM ガイドライン案の

修正 

4領域 11項目の EBM ガイドライン案の項目を

エビデンスの水準に合わせて、8項目の「推奨

項目」と 3項目の「ヒント」に分類した。推奨

項目はこれまでの職場環境改善に関する研究で

有効性が確認されている項目であり、「ヒント」

は科学的根拠としては事例が多くないが、専門

家間でその有効性についてコンセンサスが得ら

れている項目として構成した。推奨項目やヒン

トとして示した項目については、それらの内容

の根拠となる研究結果を「EVIDENCE(根拠)」と

して分類・整理し、続いてそれらの項目に基づ

き職場での取り組みとして何をすべきかを「具

体的な進め方」で提示した。 

② 第２回目意見収集と EBM ガイドライン案の

修正 

第 2 回目の分担研究者等からの意見収集では、

ワーディングを含む各項目と全体構成について

確認、意見を求めた。その結果、項目の分割が

行われ、推奨項目が 8項目、ヒントが 4項目と

なり、合計 12 項目となった。また、12 項目の

裏付けとなる根拠の提示方法がわかりづらいと

の意見から、それぞれ 12 項目の根拠となる研究

結果を各項目に対応させて提示させるようにガ

イドラインを変更した。 

(4) EBM ガイドライン完成版の作成 

分担研究者等の意見をもとに EBM ガイドライ

ン案を修正し、ガイドライン完成版を作成した

（表３）。 

ガイドライン最終版は 8 つの推奨項目と 4 つ

のヒントからなる構成にした。これらを、1) 計

画・組織づくりに関する推奨項目、2) 実施手順

の基本ルールに関する推奨項目、3) 実効性のあ

る改善策の提案に関する推奨項目、4) 実施継続

のための推奨項目の 4つの領域に分けた。 

具体的な4領域とそれらに含まれる12項目は、

1) 計画・組織づくりに関する推奨項目：推奨 1

「事業場での合意形成」、推奨 2「問題解決型

の取り組み」、ヒント 1「部門責任者の主体的

な関与、2) 実施手順の基本ルールに関する推奨

項目：推奨 1「良好事例の活用」、推奨 4「労働

者参加型で実施」、推奨 5「職場環境に幅広く

目配り」、3) 実効性のある改善策の提案に関す

る推奨項目：推奨 6「現場に合わせた提案の促

進」、推奨 7「ツール提供」、ヒント 2「職場の

仕組みの活用」、ヒント 3「職場の準備状況に

あわせたアプローチ」、4) 実施継続のための推

奨項目：推奨 8「フォローアップと評価」、ヒ

ント 4「PDCA サイクル」である。 

各領域には、エビデンスの水準に応じて、推

奨項目またはヒントが示され、それぞれの項目

の根拠として文献を順番に整理したものを文献

番号で示した。領域ごとに、事業場で職場での

取り組みとして何をすべきかを「具体的な進め

方」で提示した。これらを最終的に「科学的根

拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン

（職場環境等の評価と改善の浸透・普及編）

（2012 年 4 月版）」として、資料１に添付した。 

 

ワーキンググループによるマニュアル作成を行

った。 

 

(1) マニュアル作成に関する専門家意見聴取 

① 自治体職場での職場改善活動から得られた

ヒントの整理 

日本国内の自治体を中心に行われている職場

環境改善の取り組みに参加し、担当者へヒアリ

ングを行った（研究協力者、地方公共団体産業

医杉原由紀）。Ｋ県のメンタルヘルス対策一次

予防としての職場環境等の評価と改善の取り組

みは「職場ドック」と名付けられて平成 23 年度

に大きく進展していることから、その取り組み

のポイントについて整理することで、マニュア

ル作成に有用な知見を整理した。 

② 国内外の介入事例の研究と対策の動向との

整合性の検討 

研究協力者（小木、吉川悦）から、メンタルヘ

ルスのための職場環境改善の効果的・効率的な

進め方に関連した国内外の取り組み、特に、政

労使で進める心理社会的リスク予防活動の動向

に着目し、現場状況に応じたストレスリスク低

減を目標にした職場環境改善ツールの利点を検

討した。取り上げた本研究班の平成 21 年、22

年に報告されている心理社会的リスクマネジメ

ントの欧州枠組み（PRIMA-EF）や、英国健康安

全庁(HSE)のマネジメント標準とガイダンス、Ｉ

ＬＯ職場ストレス予防チェックポイントの項目

などのうち、職場環境等の評価と改善に関する

マニュアル作成・取り組み好事例の収集に活用

できる内容を整理した。 

 

(2) メンタルヘルスのための職場環境改善の効

果的・効率的な進め方の検討ワーキンググル

ープによるマニュアル作成 

職場環境改善を効果的・効率的に進めるため

のノウハウの確立を目的として、協力研究者の

小林由佳が中心となって東京大学職場のメンタ

ルヘルス勉強会事務局主催で「メンタルヘルス

のための職場環境改善の効果的・効率的な進め

方の検討会議」を 2011 年 12 月 21 日 10 時～15

時に実施した。参加者は職場環境改善を推進し

ている 6 企業の代表者であった。会議では表１

にあげた内容を意見交換し、課題を検討した。 

 

 

 

表１ メンタルヘルスのための職場環境改善の

効果的・効率的な進め方の検討会議の議題 

1)職場環境改善を実施している事業所の実際

の進め方の現状確認 

2)導入・展開・継続それぞれの過程で効果を

高めるためのキーポイントの抽出と課題整理

3)キーポイントを進める上での課題対策の検

討 

 

�. 結果 

1. EBM ガイドライン完成版作成 

(1) 第二次 EBM ガイドライン案の作成 

平成 21/22 年度に作成した国内外の文献レビ

ューに基づき、海外 33 編、国内 17 編の文献よ

り、11 項目、4領域のエビデンス項目からなる

第二次 EBM ガイドライン案を作成した。 

(2) 職場のメンタルヘルス専門家・実務家からの

意見収集 

2011年 6月に実施した職場環境改善とメンタ

ルヘルスセミナー」の参加者、職場のメンタル

ヘルス専門家・実務家から「第二次 EBM ガイド

ライン案」について、以下のような意見が収集

された 

 

表２ 11項目 4領域からなる第二次 EBMガイド

ライン案への意見 

 全体の構成としてはプロセスに沿っていて

わかりやすい 

 ガイドラインの中に現場になじみにくい、

またあまり使用していない用語が用いられ

ている 

 科学的根拠を実践にどのように活用すれば

よいのかを具体的に示してほしい 

 グループワークの人数は何人までか、対象

部署は何名ぐらいの職場を対象にしたらよ

いか、フォローアップは何か月後がよいか、

などノウハウも盛り込んでほしい 

 

結果として、4 領域 11 項目のエビデンス項目

に関する追加や修正に関しての意見は出なかっ

たので、全体構成の変更はしないこととした。

その他、「何をすべきか」に関して事業場で実

施する際の有用なヒント項目となる意見が得ら

れた。これらの意見をもとにガイドライン案を

修正する方針とした。 

(3) 分担研究者等からの意見収集と EBM ガイド

ライン案の修正 
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① 第１回目意見収集と EBM ガイドライン案の

修正 

4領域 11項目の EBM ガイドライン案の項目を

エビデンスの水準に合わせて、8項目の「推奨

項目」と 3項目の「ヒント」に分類した。推奨

項目はこれまでの職場環境改善に関する研究で

有効性が確認されている項目であり、「ヒント」

は科学的根拠としては事例が多くないが、専門

家間でその有効性についてコンセンサスが得ら

れている項目として構成した。推奨項目やヒン

トとして示した項目については、それらの内容

の根拠となる研究結果を「EVIDENCE(根拠)」と

して分類・整理し、続いてそれらの項目に基づ

き職場での取り組みとして何をすべきかを「具

体的な進め方」で提示した。 

② 第２回目意見収集と EBM ガイドライン案の

修正 

第 2 回目の分担研究者等からの意見収集では、

ワーディングを含む各項目と全体構成について

確認、意見を求めた。その結果、項目の分割が

行われ、推奨項目が 8項目、ヒントが 4項目と

なり、合計 12 項目となった。また、12 項目の

裏付けとなる根拠の提示方法がわかりづらいと

の意見から、それぞれ 12 項目の根拠となる研究

結果を各項目に対応させて提示させるようにガ

イドラインを変更した。 

(4) EBM ガイドライン完成版の作成 

分担研究者等の意見をもとに EBM ガイドライ

ン案を修正し、ガイドライン完成版を作成した

（表３）。 

ガイドライン最終版は 8 つの推奨項目と 4 つ

のヒントからなる構成にした。これらを、1) 計

画・組織づくりに関する推奨項目、2) 実施手順

の基本ルールに関する推奨項目、3) 実効性のあ

る改善策の提案に関する推奨項目、4) 実施継続

のための推奨項目の 4つの領域に分けた。 

具体的な4領域とそれらに含まれる12項目は、

1) 計画・組織づくりに関する推奨項目：推奨 1

「事業場での合意形成」、推奨 2「問題解決型

の取り組み」、ヒント 1「部門責任者の主体的

な関与、2) 実施手順の基本ルールに関する推奨

項目：推奨 1「良好事例の活用」、推奨 4「労働

者参加型で実施」、推奨 5「職場環境に幅広く

目配り」、3) 実効性のある改善策の提案に関す

る推奨項目：推奨 6「現場に合わせた提案の促

進」、推奨 7「ツール提供」、ヒント 2「職場の

仕組みの活用」、ヒント 3「職場の準備状況に

あわせたアプローチ」、4) 実施継続のための推

奨項目：推奨 8「フォローアップと評価」、ヒ

ント 4「PDCA サイクル」である。 

各領域には、エビデンスの水準に応じて、推

奨項目またはヒントが示され、それぞれの項目

の根拠として文献を順番に整理したものを文献

番号で示した。領域ごとに、事業場で職場での

取り組みとして何をすべきかを「具体的な進め

方」で提示した。これらを最終的に「科学的根

拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン

（職場環境等の評価と改善の浸透・普及編）

（2012 年 4 月版）」として、資料１に添付した。 

 

ワーキンググループによるマニュアル作成を行

った。 

 

(1) マニュアル作成に関する専門家意見聴取 

① 自治体職場での職場改善活動から得られた

ヒントの整理 

日本国内の自治体を中心に行われている職場

環境改善の取り組みに参加し、担当者へヒアリ

ングを行った（研究協力者、地方公共団体産業

医杉原由紀）。Ｋ県のメンタルヘルス対策一次

予防としての職場環境等の評価と改善の取り組

みは「職場ドック」と名付けられて平成 23 年度

に大きく進展していることから、その取り組み

のポイントについて整理することで、マニュア

ル作成に有用な知見を整理した。 

② 国内外の介入事例の研究と対策の動向との

整合性の検討 

研究協力者（小木、吉川悦）から、メンタルヘ

ルスのための職場環境改善の効果的・効率的な

進め方に関連した国内外の取り組み、特に、政

労使で進める心理社会的リスク予防活動の動向

に着目し、現場状況に応じたストレスリスク低

減を目標にした職場環境改善ツールの利点を検

討した。取り上げた本研究班の平成 21 年、22

年に報告されている心理社会的リスクマネジメ

ントの欧州枠組み（PRIMA-EF）や、英国健康安

全庁(HSE)のマネジメント標準とガイダンス、Ｉ

ＬＯ職場ストレス予防チェックポイントの項目

などのうち、職場環境等の評価と改善に関する

マニュアル作成・取り組み好事例の収集に活用

できる内容を整理した。 

 

(2) メンタルヘルスのための職場環境改善の効

果的・効率的な進め方の検討ワーキンググル

ープによるマニュアル作成 

職場環境改善を効果的・効率的に進めるため

のノウハウの確立を目的として、協力研究者の

小林由佳が中心となって東京大学職場のメンタ

ルヘルス勉強会事務局主催で「メンタルヘルス

のための職場環境改善の効果的・効率的な進め

方の検討会議」を 2011 年 12 月 21 日 10 時～15

時に実施した。参加者は職場環境改善を推進し

ている 6 企業の代表者であった。会議では表１

にあげた内容を意見交換し、課題を検討した。 

 

 

 

表１ メンタルヘルスのための職場環境改善の

効果的・効率的な進め方の検討会議の議題 

1)職場環境改善を実施している事業所の実際

の進め方の現状確認 

2)導入・展開・継続それぞれの過程で効果を

高めるためのキーポイントの抽出と課題整理

3)キーポイントを進める上での課題対策の検

討 

 

�. 結果 

1. EBM ガイドライン完成版作成 

(1) 第二次 EBM ガイドライン案の作成 

平成 21/22 年度に作成した国内外の文献レビ

ューに基づき、海外 33 編、国内 17 編の文献よ

り、11 項目、4領域のエビデンス項目からなる

第二次 EBM ガイドライン案を作成した。 

(2) 職場のメンタルヘルス専門家・実務家からの

意見収集 

2011年 6月に実施した職場環境改善とメンタ

ルヘルスセミナー」の参加者、職場のメンタル

ヘルス専門家・実務家から「第二次 EBM ガイド

ライン案」について、以下のような意見が収集

された 

 

表２ 11項目 4領域からなる第二次 EBMガイド

ライン案への意見 

 全体の構成としてはプロセスに沿っていて

わかりやすい 

 ガイドラインの中に現場になじみにくい、

またあまり使用していない用語が用いられ

ている 

 科学的根拠を実践にどのように活用すれば

よいのかを具体的に示してほしい 

 グループワークの人数は何人までか、対象

部署は何名ぐらいの職場を対象にしたらよ

いか、フォローアップは何か月後がよいか、

などノウハウも盛り込んでほしい 

 

結果として、4 領域 11 項目のエビデンス項目

に関する追加や修正に関しての意見は出なかっ

たので、全体構成の変更はしないこととした。

その他、「何をすべきか」に関して事業場で実

施する際の有用なヒント項目となる意見が得ら

れた。これらの意見をもとにガイドライン案を

修正する方針とした。 

(3) 分担研究者等からの意見収集と EBM ガイド

ライン案の修正 
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2. 現場での意見聴取による職場環境等の評価

と改善マニュアルの作成・取り組み好事例の

収集 

(1) ガイドラインドラフトの検証、マニュアル

作成に関する専門家意見収集 

① Ｋ県の事例（杉原、2011） 

 Ｋ県は長期病休者の半数がメンタル不調とい

う状況が数年横ばいである。これまで職場のス

トレス対策はメンタル研修事業（一次予防）、

相談事業（二次予防）、職場復帰支援事業（三

次予防）と取り組んできたが、いずれも個人へ

のアプローチを中心に行ってきた。そこで、組

織へのアプローチに注目したメンタルヘルス対

策に注目、ストレスが少なく働きやすい環境つ

くり（一次予防）として、職員参加型の職場環

境改善事業の導入を立案した。平成 22 年度は 2

つのモデル職場における実践を行い、Ｋ県の職

場における進め方のひな形を作成した。 

 平成 23 年度から職員参加型の職場環境改善

事業を「職場ドック」と命名し、4 月にモデル

職場報告会と本事業説明、6月に職場ドック推

進リーダー勉強会を開催し、6月から 11 月にそ

れぞれの職場で取り組みが行われた。事務局か

ら提供されたツールの「職場ドック」マニュア

ルには、メンタルヘルスアクションチェックリ

ストをＫ県版に修正したもの、また各チェック

ポイントに対応したＫ県の良好事例の紹介、職

場で実施するグループワークの記入用紙と改善

事例報告用紙などで構成された。その結果、対

象職場約130のうち、職場ドッグ実施率は98.9%、

改善事例の報告は 228 件にのぼった。平成 24 年

2 月に職場ドッグ大賞、職場ドッグ特別賞など

が選ばれ、対象職場は知事表彰を受けた。 

取り組みにより、職場環境が目に見えて改善

しただけでなく、職員間の相互理解や職場コミ

ュニケーションが向上したと多くの職場から報

告があった。ストレス要因（働きにくさをもた

らしているもの、根本の問題）を各職場で発見、

解決し、ストレスが少なく働きやすい職場をつ

くる仕組みの確立が重要と確認された。 

Ｋ県で開発されたチェックリストの 6 領域は、

（Ａ）ミーティング・情報の共有化、（Ｂ）Ｏ

Ｎ（仕事）・ＯＦＦ（休み）のバランス、（Ｃ）

仕事のしやすさ、（Ｄ）執務内環境の整備、（Ｅ）

職場内の相互支援、（Ｆ）安心できる職場のし

くみ、であった。 

 

② 国内外の介入事例の研究と対策の動向との

整合性の検討 

研究協力者（小木、吉川悦）から、メンタル

ヘルスのための職場環境改善の効果的・効率的

な進め方に関連して、政労使で進める心理社会

的リスク予防活動の動向に着目し、現場状況に

応じたストレスリスク低減を目標にした職場環

境改善ツールの利点を検討した。 

心理社会的リスクマネジメントの欧州枠組み

（PRIMA-EF）では、仕事のストレスに関する国

際標準と指標を開発し、良好実践手引きでＥＵ

統合アプローチを推進していくことを目的に、

１）対話と事業者責任の指標の作成、２）良好

実践事例にもとづくマネジメント推進方法の記

述、３）ガイドラインと手引きシート、ウエブ

サイト情報などでの積極的な公開がされている。

特に、心理社会的リスクマネジメントを組織で

行うための３つの鍵を図２に示した。 

 

 
図２ 心理社会的リスクマネジメントの欧州

枠組みにおける成功の 3 つの鍵 

 

すなわち、①しっかりとしたイニシアティブ

（組織として変化する準備ができている）、②

現実的な介入方法（包括的な介入方法）、③継

続的な改善の支援（日常のビジネスの一部とし

て）である。また、我が国において、職場環境

等の評価と改善マニュアルの作成にあたっては、

上記を踏まえた視点を盛り込むことが望ましい。 

また、英国健康安全庁(HSE)のマネジメント標

準とガイダンス、ＩＬＯ職場ストレス予防チェ

ックポイントの項目などのうち、職場環境等の

評価と改善に関するマニュアル作成・取り組み

好事例の収集の際の重要な視点を図３にまとめ

た。 

 

 

表３ EBM ガイドライン完成版の項目一覧 

 
 

職場環境改善の評価と改善に関するガイドライン 
 

 

 

＜計画・組織づくりに関する推奨項目＞ 

職場環境改善の目的、方針、推進組織について事業場で合意形成します。 

 

問題指摘型は避け、問題解決型で取り組みます。 

職場環境改善を実施する組織ないし部門の責任者の主体的な関与を引き出します。 

 

＜実施手順の基本ルールに関する推奨項目＞ 

 

実施可能な改善策を立てるために、職場内外の良好事例を参考にします。 

 

改善策の検討や実施に労働者が参加できるように工夫します。 

 

心身の負担に関連する職場環境や労働条件に幅広く目配りして優先順位をつけ、改善策を検討しま

す。 

 

＜実効性のある改善策の提案に関する推奨項目＞ 

 

職場の状況・タイミング・資源を考慮して具体的な改善策を検討します。 

 

現場の気づきやアイデアを引き出し、行動に移しやすい提案を促すことができるツールを活用しま

す。 

 

継続的に改善の場が設定できるようにすでにある職場のしくみを活用します。（安全衛生委員会、

QC サークルなど） 

組織としての受け入れ体制や準備状況に応じた介入方法を選びます。 

 

＜実施継続のための推奨項目＞ 

職場環境改善の実施を継続させるために中間報告の提出を求めたり、期間を設定して実施状況や成

果を確認します。 

職場環境改善の取り組みを計画・実施・評価・見直しのサイクルに組み込み、継続的に実施できる

ようにします。 
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2. 現場での意見聴取による職場環境等の評価

と改善マニュアルの作成・取り組み好事例の

収集 

(1) ガイドラインドラフトの検証、マニュアル

作成に関する専門家意見収集 

① Ｋ県の事例（杉原、2011） 

 Ｋ県は長期病休者の半数がメンタル不調とい

う状況が数年横ばいである。これまで職場のス

トレス対策はメンタル研修事業（一次予防）、

相談事業（二次予防）、職場復帰支援事業（三

次予防）と取り組んできたが、いずれも個人へ

のアプローチを中心に行ってきた。そこで、組

織へのアプローチに注目したメンタルヘルス対

策に注目、ストレスが少なく働きやすい環境つ

くり（一次予防）として、職員参加型の職場環

境改善事業の導入を立案した。平成 22 年度は 2

つのモデル職場における実践を行い、Ｋ県の職

場における進め方のひな形を作成した。 

 平成 23 年度から職員参加型の職場環境改善

事業を「職場ドック」と命名し、4 月にモデル

職場報告会と本事業説明、6月に職場ドック推

進リーダー勉強会を開催し、6月から 11 月にそ

れぞれの職場で取り組みが行われた。事務局か

ら提供されたツールの「職場ドック」マニュア

ルには、メンタルヘルスアクションチェックリ

ストをＫ県版に修正したもの、また各チェック

ポイントに対応したＫ県の良好事例の紹介、職

場で実施するグループワークの記入用紙と改善

事例報告用紙などで構成された。その結果、対

象職場約130のうち、職場ドッグ実施率は98.9%、

改善事例の報告は 228 件にのぼった。平成 24 年

2 月に職場ドッグ大賞、職場ドッグ特別賞など

が選ばれ、対象職場は知事表彰を受けた。 

取り組みにより、職場環境が目に見えて改善

しただけでなく、職員間の相互理解や職場コミ

ュニケーションが向上したと多くの職場から報
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図２ 心理社会的リスクマネジメントの欧州

枠組みにおける成功の 3 つの鍵 
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図３ 職場の良好実践をもとにした複合リス

クのマネジメント手順における４つの共通点 

 

 特に、英国健康安全庁(HSE)のマネジメント標

準とガイダンスでは、シンプルなステップをと

ることを強調している。たとえば、ＨＳＥによ

る仕事関連ストレスマネジメントでは、以下の

5 つのステップを行うことを原則にしている。 

１． リスク要因を確認する 

２． 対象職場を特定する 

３． 追加予防策を実施する 

４． 実施を記録する 

５． 見直しを行う 

 

上記のステップの記録は表４に示すようなす

ぐに記入できる、簡便なものとなっている。こ

のような簡便な記録用紙などをマニュアルに盛

り込むことで、より使いやすいものになると考

えられた。

 

表４ 英国 HSE の改善計画表（アクションプランシート）※ 

標準域 期待する

状態 

現在の状

態 

実際的解

決策 

誰 が 担

当？ 

いつ？ ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

法？ 
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負担を月
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し合う 

2.全員が

管理者指

導で 

2.すぐに 2.月例会

で 

2.完了、活

動中 

※HSE は上記の記入例を例示している 

 

(2) メンタルヘルスのための職場環境改善の効

果的・効率的な進め方の検討会議によるマ

ニュアル作成 

 職場環境改善を効果的・効率的に進めるため

のノウハウの確立を目的として、2012 年 12 月

に行われた「メンタルヘルスのための職場環境

改善の効果的・効率的な進め方の検討会議」で

共有された、各組織における職場環境改善活動

への問題意識について表５に示した。 

これらの問題意識からは、職場環境改善の効

果について、提案する側は認識しているものの、

効果を実感する前に活動が頓挫する可能性が常

にあることが指摘された。職場環境改善に取り

組む事業所が活動の効果を実感できるよう、成

功する活動のポイントを具体化する必要性が指

摘された。 

 

表５ 職場環境改善活動への問題意識 

�目  

導入時

 

必要性を理解してもらえない 

担当部門の協力が得られない 

展開時 ファシリテータ不足 

ファシリテートが難しい 

本当に必要な部署が実施しない 

参加者やマネジメントの抵抗 

担当部門の役割分担・連携が難しい

時間が取れない 

継続に

関して

実施担当者が替わると続かない 

効果が見えない 

（短期的な）逆効果 
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作業チーム再編成、生産ラインの変更など）は

労働者の「要求度」を増大させ「コントロール

感」を減少させ、労働者の健康指標を悪化させ

る可能性があること、職場の環境改善の意思決

定に労働者参加のプロセスがある介入の場合は、

健康と心理社会的指標の改善のエビデンスは高

いことが明らかになった。 

一方、国内外で展開されている参加型・自主

対応型職場改善プログラム等の事例分析から、

職場の多重・多面な心身両面にわたるストレス

要因に対し、労働者参加のもと、職場の主体的

な取り組みを支援する目標設定を行い、心理社

会的要因や心身負担要因に関する多領域の改善

を取り上げ、改善報告会による良好実践事例の

共有と継続改善へとつなげる仕組みを重視する

ことが広く実施されていることが確認された。

職場環境等の評価と改善のためのガイドライ

ン・マニュアル作成にあたっては、労働安全衛

生マネジメントシステムに呼応した心の健康づ

くり計画を行なうことや、自主対応産業安全保

健活動に留意することも重要と考えられる。 

 

２）マニュアルの活用の課題 

ＥＢＭガイドラインに基づき、職場環境改善

活動のコーディネータやファシリテータに向け

て、専門知識がなくても効果的な活動を継続し

ていけるためのノウハウをまとめたマニュアル

を作成した。現段階でのマニュアルでは、ワー

クシートはまだ盛り込まれていない。今後、次

の５点が重要と考える。１）これらのマニュア

ルを活用して、対象職場で自分たちの職場に合

わせたマニュアルつくりが必要であること、２） 

また、ＥＢＭガイドライン、マニュアルの活用

のためのコーティネーター、ファシリテーター

トレーニング研修の実施、企画が必要であるこ

と、３）職場環境等の評価と改善に関して、特

に改善活動の評価のあり方と、職業性簡易スト

レス調査との併用について知見を集約し、多面

な見地からその情報を分析すること、４）現在

の労働安全衛生の法体系や政府からのガイドラ

インの情報と、事業場で行う自主対応型の産業

安全保健活動との相互の関連や、推進のための

知見の集約な必要であること、５）経験交流の

ための場を定期的に設け、ＥＢＭガイドライン

とマニュアルの見直しの機会を設けることなで

おが重要と考えらえる。 

E. �論 

本分担研究では、労働者のメンタルヘルス不

調の第一次予防における職場環境等の評価と改

善を容易に実施するための EBM ガイドラインの

見直し、およびマニュアルの作成・好事例の収

集を行った。H21/22 年度に作成した国内外の文

献レビューに基づいて作成した「職場環境等の

評価と改善に関する科学的根拠に基づく(EBM)

ガイドライン案」を多職種からなるワーキング

グループで項目を精査し、ワーディング、全体

の構成などを検討して完成版を作成した。最終

的に 4つの領域に 8 項目の推奨項目と 4項目の

ヒント項目が含まれる形で整理した。これらの

内容は、1) 計画・組織づくりに関する推奨項

目：推奨 1「事業場での合意形成」、推奨 2「問

題解決型の取り組み」、ヒント 1「部門責任者

の主体的な関与、2) 実施手順の基本ルールに関

する推奨項目：推奨 1「良好事例の活用」、推

奨 4「労働者参加型で実施」、推奨 5「職場環境

に幅広く目配り」、3) 実効性のある改善策の提

案に関する推奨項目：推奨 6「現場に合わせた

提案の促進」、推奨 7「ツール提供」、ヒント 2

「職場の仕組みの活用」、ヒント 3「職場の準

備状況にあわせたアプローチ」、4) 実施継続の

ための推奨項目：推奨 8「フォローアップと評

価」、ヒント 4「PDCA サイクル」である。また、

職場環境改善を通じたメンタルヘルス対策に関

するマニュアルの作成・好事例の収集では、1) 

職場環境改善に関連した良好事例の収集と分析、

2) メンタルヘルスのための職場環境改善の効

果的・効率的な進め方の検討ワーキンググルー

プによる検討会を通じて、好事例として活用で

きる情報、マニュアル作成に生かす視点を整理

した。最終的に職場環境等の評価と改善の普

及・浸透に資するための「職場環境改善の継続

展開のためのファシリテータ・コーディネータ

用ポイントマニュアル」を作成した。 
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作業チーム再編成、生産ラインの変更など）は

労働者の「要求度」を増大させ「コントロール

感」を減少させ、労働者の健康指標を悪化させ

る可能性があること、職場の環境改善の意思決
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会的要因や心身負担要因に関する多領域の改善
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評価と改善に関する科学的根拠に基づく(EBM)

ガイドライン案」を多職種からなるワーキング
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職場環境改善に関連した良好事例の収集と分析、

2) メンタルヘルスのための職場環境改善の効

果的・効率的な進め方の検討ワーキンググルー

プによる検討会を通じて、好事例として活用で

きる情報、マニュアル作成に生かす視点を整理

した。最終的に職場環境等の評価と改善の普

及・浸透に資するための「職場環境改善の継続

展開のためのファシリテータ・コーディネータ

用ポイントマニュアル」を作成した。 
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付２ 科学的根拠による EBM ガイドライン開発：管理監督者教育の好事例 

 
管理監督者むけのメンタルヘルス研修 マニュアル 

 

研究協力者 難波克行 中外製薬株式会社統括産業医 
 

 社内のメンタルヘルス対策、特に「不調者の早期発見・早期対応」のために、部下の健康

管理に留意する立場である、管理監督者に向けた教育研修を実施しています。 
 
管理監督者研修の実施概要 
時間：約 60 分  
講師：産業医  
対象者：管理監督者 
対象人数：30～40 人程度（5～6 人程度程度のグループに分けて着席）  
 
内容と時間配分 
内� 時間�分 
����� 5 分 
�メンタルヘルス��に�する������ 
・健康管理の������� 
・管理監督者の�� 
・メンタル不調者の�場���� 

5 分 

�部下のメンタル不調の早期発見・早期対応の�� 
・い�����部下の��に��� 
・�を�けて�を�� 
・�業場内の健康����に��� 

5 分 

�グループ��の�め��� 2 分 
グループ�� 
�� 1～�� 6 のい���の�ー�を 1 �のグループに��

�て、����の��で、管理監督者�して�の���対応

をす���い�、グループで��ス����ンする 

5 分 

�グループ��の発����、��応� 25 分 
�ま�め 3 分 
 

− 70− − 71−



付２ 科学的根拠による EBM ガイドライン開発：管理監督者教育の好事例 

 
管理監督者むけのメンタルヘルス研修 マニュアル 

 

研究協力者 難波克行 中外製薬株式会社統括産業医 
 

 社内のメンタルヘルス対策、特に「不調者の早期発見・早期対応」のために、部下の健康

管理に留意する立場である、管理監督者に向けた教育研修を実施しています。 
 
管理監督者研修の実施概要 
時間：約 60 分  
講師：産業医  
対象者：管理監督者 
対象人数：30～40 人程度（5～6 人程度程度のグループに分けて着席）  
 
内容と時間配分 
内� 時間�分 
����� 5 分 
�メンタルヘルス��に�する������ 
・健康管理の������� 
・管理監督者の�� 
・メンタル不調者の�場���� 

5 分 

�部下のメンタル不調の早期発見・早期対応の�� 
・い�����部下の��に��� 
・�を�けて�を�� 
・�業場内の健康����に��� 

5 分 

�グループ��の�め��� 2 分 
グループ�� 
�� 1～�� 6 のい���の�ー�を 1 �のグループに��

�て、����の��で、管理監督者�して�の���対応

をす���い�、グループで��ス����ンする 

5 分 

�グループ��の発����、��応� 25 分 
�ま�め 3 分 
 

− 70− − 71−



職場の上司とで連携しながら、メンタル不調で休業した社員の復職支援にあたっています。 
 

②部下のメンタル不調の早期発見・対応のための基本 
 
＜部下の「いつもと違う」様子の変化に気づく＞ 

 メンタル不調の兆候は「いつもと違う体調や行動の変化」として現れます。 
 
＜部下のいつもと違う様子の変化＞ 
（勤怠の変化）  
・ 遅刻、早退、欠勤が増える  
・ 無断欠勤がある  
・ 残業、休日出勤が不釣り合いに増える 
（仕事の変化） 
・ 仕事の能率が悪くなる  
・ 業務の結果がなかなか出てこない 
・ 報告、相談、職場での会話が無くなる 
（様子の変化）  
・ 表情や動作に元気がなくなる  
・ 不自然な言動が目立つ  

・ 作業ミスや事故が目立つ 

・ 服装が乱れたり不潔になったりする 

 
 特に、勤怠の変化ははっきりしています。最初は数回の軽い遅刻が、やがて午前半休にな

り、ついには会社に出られなくなる、など、病状の進行とともに深刻になってしまうことも

あり、注意が必要です。 
 
＜部下に声をかけて、話を聴く＞ 

 このような変化に気づいたら、管理監督者は部下に「声をかけて話を聴く」ようにします。

このとき、以下のような点に配慮が必要です。 
 
・ プライバシーの守られる会議室などで話を聴く。  
・ 30 分程度は時間をとる。  
・ 口を挟まないで、相手の話すことに耳を傾ける。 
 
 上司が「どうしたの？」と声をかけても、部下が「何でもありません」と、話をしてくれ

 
 
①メンタルヘルスケアに関する基本的な知識 
＜健康管理の基本的な仕組み＞ 

 従業員がケガや病気をしてしまい、一時的に労務の提供が困難になった場合、会社（人事

担当者）は①産業医面談を実施し、②産業医の意見を入手し、その後で、業務の減免や休業

などといった③就業上の措置を実施します。 
 
＜管理監督者の役割＞ 

 職場の上司（管理監督者）の役割は、この①～③の仕組みがスムーズに回るようにするこ

とです。具体的には、部下の様子に心配なことがあれば産業医面談につなぐ、職場での対応

について人事担当者と一緒に検討する、職場での対応を調整・実施する、といった役割を果

たします。 
 管理監督者は、会社の「安全配慮義務」の履行責任者であり、管理監督者が「何をしたか」

「何をしなかったか」によって、安全配慮義務違反や注意義務違反などの過失が問われるの

だ、ということも強調しておきます。 
 
＜メンタル不調に関する解説＞ 

 メンタル不調の代表例として「うつ病」について、その症状や治療について簡単に説明し

ます。うつ病は「誰もがかかる可能性のある病気」であり、日本人の約 6.5%が、一生に一

度はうつ病にかかると言われています。うつ病になると、気分が落ち込み、無気力感に襲わ

れ、不眠、食欲不振、頭痛、集中力の低下、不眠、下痢、興味や関心の低下など、さまざま

な症状が現れます。 
 
 うつ病の治療の基本は休息と投薬です。つまり、仕事の負荷を減らしたり、会社を休んだ

りして休息をとり、精神科に通院して薬を服用するのです。また、他の一般的な病気と異な

り、うつ病の回復には①時間がかかる、②段階的に回復する、③長期間の就業制限が必要、

という特徴があります。 
 
＜メンタル不調者の職場復帰支援＞ 

 そのため、うつ病で会社を休業する場合、一般的には 3～4 ヶ月の自宅療養が必要です。

回復には個人差があり、中には、1～2 年以上の期間が必要となるケースもあります。また、

職場に復職してきても、まだ体力や業務遂行力などは十分に回復しておらず、無理をすると

すぐに体調が悪化してしまい、再発の原因となります。そのため、職場復帰後も最低 6 ヶ月

間は、業務の軽減が必要なのです。会社では、復職支援制度を設けて、産業医・人事担当者・
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職場の上司とで連携しながら、メンタル不調で休業した社員の復職支援にあたっています。 
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ます。うつ病は「誰もがかかる可能性のある病気」であり、日本人の約 6.5%が、一生に一

度はうつ病にかかると言われています。うつ病になると、気分が落ち込み、無気力感に襲わ

れ、不眠、食欲不振、頭痛、集中力の低下、不眠、下痢、興味や関心の低下など、さまざま

な症状が現れます。 
 
 うつ病の治療の基本は休息と投薬です。つまり、仕事の負荷を減らしたり、会社を休んだ

りして休息をとり、精神科に通院して薬を服用するのです。また、他の一般的な病気と異な

り、うつ病の回復には①時間がかかる、②段階的に回復する、③長期間の就業制限が必要、

という特徴があります。 
 
＜メンタル不調者の職場復帰支援＞ 

 そのため、うつ病で会社を休業する場合、一般的には 3～4 ヶ月の自宅療養が必要です。

回復には個人差があり、中には、1～2 年以上の期間が必要となるケースもあります。また、

職場に復職してきても、まだ体力や業務遂行力などは十分に回復しておらず、無理をすると

すぐに体調が悪化してしまい、再発の原因となります。そのため、職場復帰後も最低 6 ヶ月

間は、業務の軽減が必要なのです。会社では、復職支援制度を設けて、産業医・人事担当者・
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としてのまとめ役の役割）に問題があるのではと考え、A さんの話を聴いた上で、仕事に対

するアドバイスや、職務の調整などを実施すべきではないか、という意見が出ることもあり

ます。 
 
【講師による解説のポイント】 
研修の内容をよく理解していることや、A さんのストレスの背景に理解をして対処しようと

していることなど、積極的に対応しようとしている姿勢を評価します。また、このような場

面では「その時は深追いせず、1～2 週間ほど様子をみて、もう 1 度声をかける」ことが正

解であることを伝えます。さらに、「では、もう 1 度声をかけた後も、やはり A さんが話を

してくれなかったら、どうしますか？ さらにもう 1～2 週間、様子を見ますか？」などと

問いかけをします。もちろん「様子を見るのは 1 回まで」ですから、「対応に困ったら産業

医や人事担当者に相談するように」と補足しておきましょう。 
 
事例 2： 

(事例 1 の続き) あなたは A さんと別室で話をすることになりました。 A さんは涙ぐみなが

ら「私は B さんのような知識も経験もなく、チーム全体のとりまとめをする自信がありま

せん」「仕事のことを考えると夜も眠れず、寝不足で、仕事にも集中できません。」「いつか

大きなミスをしてしまうのではと、毎日、会社に行くのが怖くて…」と言います。 
あなたは A さんに産業医に相談に行くようにすすめましたが、A さんは「本当にご心配を

おかけしてすみません。でも、私には能力も根性もないので、産業医の先生に見ていただい

ても、どうしようもありません。それに、もし病院にかかることになれば、妻がびっくりす

るし、世間体も悪いですから…。みんなにこんなに迷惑をかけて…本当に私はどうしようも

ありません」と、消え入るように言います。 
さて、こんなとき、上司であるあなたはどうしますか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
不眠などの症状が出ているため、やはりメンタル不調だと思う。病院に行くなどの対応が必

要。仕事の調整も必要かも知れない。産業医面談を行い、対応について相談する必要がある。

本人は面談を受けることを拒んでいるが、研修の内容にあったように、上司のほうが産業医

や人事担当者に相談する。 
 
【講師による解説のポイント】 
その通り、適切な対応は「上司がまず産業医と相談すること」です。その後、本人との産業

医面談を行う際には、「あなたの体調のことで、産業医に相談した結果、産業医面談を実施

ないことがあります。そのようなときは「そうか、わかった」と言って、深追いせずに引き

下がるようにします。その後も部下の様子の観察を続け、1 週間～10 日後に、再度、話を

聴くようにします。 
 
＜事業場内の健康相談窓口につなぐ＞ 

 部下の話を聴き、「背景に病気があるかもしれない」あるいは「病気があるかどうか自分

では判断できない」と感じた時には、社内の健康相談窓口につなぎ、産業医面談などを実施

してもらうようにします。 
 時には、部下が産業医面談を受けることを拒んだり、上司に話をしてくれなかったりする

場合は、まず、上司が産業医に会いに行き、部下への対応も含めて相談しましょう。 
 

③部下の不調の早期発見に関する事例検討（グループワーク） 
 メンタル不調の事例は個別性が強く、一般的な解説だけでは不十分です。「よくある事例」

を題材にグループ討議を行うことで理解が深まります。 
 
＜グループ討議の進め方＞ 
・ 1 グループ 5～6 人ずつのグループに分ける。  
・ 1 つのグループに、1 つの事例を割り当て、その場面における対応について話し合う（5

～7 分）。  
・ その後、担当グループでどんな話し合いが行われたか、順に発表してもらい、講師が解

説を加える。 
 
事例 1： 

A さんは 30 歳の既婚男性。性格はまじめで几帳面。4 月からあなたの部下になりました。

他部署に移動したベテランの B さんにかわって、リーダーとしてチームのまとめ役をする

ことになりました。ところが最近になって、A さんの元気がなくなり、事前に申し出ずに休

みを取るようになりました。あなたが「最近元気がないね」と声をかけると「ご心配をおか

けして申し訳ありません。もう大丈夫です。」と言います。ところが、しばらく様子を見て

いても、元気になる様子は無く、表情も暗いままです。こんなとき、上司であるあなたはど

うしますか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
事前の研修の内容の通り、「しばらく様子を観察したあとで、再度、声をかけて話を聴く」

という回答が多いようです。A さんの性格（きまじめで几帳面）や、職場の状況（リーダー
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としてのまとめ役の役割）に問題があるのではと考え、A さんの話を聴いた上で、仕事に対

するアドバイスや、職務の調整などを実施すべきではないか、という意見が出ることもあり

ます。 
 
【講師による解説のポイント】 
研修の内容をよく理解していることや、A さんのストレスの背景に理解をして対処しようと

していることなど、積極的に対応しようとしている姿勢を評価します。また、このような場

面では「その時は深追いせず、1～2 週間ほど様子をみて、もう 1 度声をかける」ことが正

解であることを伝えます。さらに、「では、もう 1 度声をかけた後も、やはり A さんが話を

してくれなかったら、どうしますか？ さらにもう 1～2 週間、様子を見ますか？」などと

問いかけをします。もちろん「様子を見るのは 1 回まで」ですから、「対応に困ったら産業

医や人事担当者に相談するように」と補足しておきましょう。 
 
事例 2： 

(事例 1 の続き) あなたは A さんと別室で話をすることになりました。 A さんは涙ぐみなが

ら「私は B さんのような知識も経験もなく、チーム全体のとりまとめをする自信がありま

せん」「仕事のことを考えると夜も眠れず、寝不足で、仕事にも集中できません。」「いつか

大きなミスをしてしまうのではと、毎日、会社に行くのが怖くて…」と言います。 
あなたは A さんに産業医に相談に行くようにすすめましたが、A さんは「本当にご心配を

おかけしてすみません。でも、私には能力も根性もないので、産業医の先生に見ていただい

ても、どうしようもありません。それに、もし病院にかかることになれば、妻がびっくりす

るし、世間体も悪いですから…。みんなにこんなに迷惑をかけて…本当に私はどうしようも

ありません」と、消え入るように言います。 
さて、こんなとき、上司であるあなたはどうしますか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
不眠などの症状が出ているため、やはりメンタル不調だと思う。病院に行くなどの対応が必

要。仕事の調整も必要かも知れない。産業医面談を行い、対応について相談する必要がある。

本人は面談を受けることを拒んでいるが、研修の内容にあったように、上司のほうが産業医

や人事担当者に相談する。 
 
【講師による解説のポイント】 
その通り、適切な対応は「上司がまず産業医と相談すること」です。その後、本人との産業

医面談を行う際には、「あなたの体調のことで、産業医に相談した結果、産業医面談を実施

ないことがあります。そのようなときは「そうか、わかった」と言って、深追いせずに引き

下がるようにします。その後も部下の様子の観察を続け、1 週間～10 日後に、再度、話を

聴くようにします。 
 
＜事業場内の健康相談窓口につなぐ＞ 

 部下の話を聴き、「背景に病気があるかもしれない」あるいは「病気があるかどうか自分

では判断できない」と感じた時には、社内の健康相談窓口につなぎ、産業医面談などを実施

してもらうようにします。 
 時には、部下が産業医面談を受けることを拒んだり、上司に話をしてくれなかったりする

場合は、まず、上司が産業医に会いに行き、部下への対応も含めて相談しましょう。 
 

③部下の不調の早期発見に関する事例検討（グループワーク） 
 メンタル不調の事例は個別性が強く、一般的な解説だけでは不十分です。「よくある事例」

を題材にグループ討議を行うことで理解が深まります。 
 
＜グループ討議の進め方＞ 
・ 1 グループ 5～6 人ずつのグループに分ける。  
・ 1 つのグループに、1 つの事例を割り当て、その場面における対応について話し合う（5

～7 分）。  
・ その後、担当グループでどんな話し合いが行われたか、順に発表してもらい、講師が解

説を加える。 
 
事例 1： 

A さんは 30 歳の既婚男性。性格はまじめで几帳面。4 月からあなたの部下になりました。

他部署に移動したベテランの B さんにかわって、リーダーとしてチームのまとめ役をする

ことになりました。ところが最近になって、A さんの元気がなくなり、事前に申し出ずに休

みを取るようになりました。あなたが「最近元気がないね」と声をかけると「ご心配をおか

けして申し訳ありません。もう大丈夫です。」と言います。ところが、しばらく様子を見て

いても、元気になる様子は無く、表情も暗いままです。こんなとき、上司であるあなたはど

うしますか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
事前の研修の内容の通り、「しばらく様子を観察したあとで、再度、声をかけて話を聴く」

という回答が多いようです。A さんの性格（きまじめで几帳面）や、職場の状況（リーダー
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張り切りすぎているようにも見えます。最近では、昼間に A さんがときどき眠そうにして

いる様子も見かけます。上司であるあなたは、こんな時にどうしますか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
休んでいた負い目もあり、はやく仕事に復帰したいのだろう。その気持ちはわかるが、就業

制限を守らないと、再発のおそれがあるかもしれない。しかし、張り切っている本人に「残

業するな」というと、逆にストレスになるかもしれず、言い方をどうするかは少し悩ましい。

居眠りについても、体調が悪いのか、それともメンタル不調の薬のせいなのかわからない。

指摘をするべきかどうかも迷ってしまう。 
 
【講師による解説のポイント】 
復職後の対応については、少し悩ましいようで、意見が分かれるところでもあります。しっ

かり部下と向き合って話をしようとする上司と、どのように話をすればよいか悩む上司とに

別れるようです。メンタル不調の復職支援においては、復職後の業務制限とフォローアップ

が重要です。メンタル不調の再発・再燃の理由として「仕事をしすぎる・させすぎること」

と「薬を勝手に減らしたりやめたりする」ことであることを説明します。そのため、本人に

は少し物足りないかも知れないが、そこは「復職後の再発を防ぐためには就業制限が必要だ」

と上司や産業医からよく説明した上で、就業制限を守らせるようにします。 
 居眠りについては、上司から産業医に伝えておくとよいでしょう。うっかり、「居眠りは、

メンタルのお薬の影響なのではないか」などと上司がコメントすると、本人が薬を勝手に減

らしたりして、かえって治療を妨げる結果になりかねません。薬については「主治医とよく

相談して、処方された通りに飲みなさい」というコメントに止めておくのが無難です。 
 
事例 5 

B さんという部下がいます。仕事はふつうにできるのですが、ときどき、事前の申請なしに

急に休みを取ります。そのとき、お昼前まで病欠の連絡が無いときもあります。どうやら、

忙しいときや、本人の仕事が大変になって負荷がかかったときに休みがちになるようです。

以前体調を壊して、精神科にもかかっているという話も聞いたことがあります。上司である

あなたは、B さんに注意をしたいと思っているのですが、どのようにすればよいでしょうか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
勤怠の変化があるが、背景にメンタルの問題があるかもしれない。しかし、精神科に係って

いるかどうかは伝聞であり、はっきりしていない。まずは、B さんのことを知っている周り

の人や、当時の上司などに話を聴いてみてはどうだろうか。それとも、やはり本人に直接話

することになった」と、業務命令として面談を指示します。A さんのように、「産業医面談

を行うととんでもないことになる」と不安になっている場合には、「産業医は、社員の健康

のことを安心して相談できる窓口であり、相談したことのプライバシーは守られること」や、

「調子をくずすことは誰にでもあることであり、はやく専門家に相談することが、スムーズ

な回復につながること」などを上司からも説明しておきましょう。 
 
事例 3： 

部下の A さんは体調を崩し「うつ病」の診断で、3 ヶ月ほど会社を休むことになりました。

ところが A さんは職場のことが気になるのか、毎日のように、同僚にメールを出して仕事

のことで連絡をしているといいます。あなたはこんなとき、どうしますか。休んでいる間、

職場との連絡の頻度はどのようにしたらいいと思いますか。 
 
【グループディスカッションでよく出てくる話題】 
仕事の連絡をいつまでもしていると、せっかく休んでいるのに体調が回復しない。病気の回

復に悪影響を与えているかも知れない。産業医に相談して、仕事の連絡をやめさせるよう、

手を打たないといけない。会社の PC やケータイは、休んでいるあいだは上司が預かるよう

にして、休んでいるあいだの連絡は、上司が代表して行う方がよい。 
 
【講師による解説のポイント】 
研修の内容をよく理解していると、上記のようなディスカッションになります。ここでは、

メンタル不調で会社を休んでいる人が抱きがちな「仕事や会社を離れることに対する不安」

と、「休息をとることの必要性」について説明します。会社を休むことになったら、業務の

（必要最小限の）引き継ぎを 1～2 日で行います。そして本人には「体調を回復させるため

に、仕事からはいったん離れてゆっくり休みなさい。会社からは、あえて 1 ヶ月ほど連絡は

取らない。もし、仕事でどうしても確認したいことがあれば、担当者からではなく、上司か

らメールで連絡する」と、説明しましょう。休んでいるあいだも、月に 1 度、定期的に産業

医面談を行います。本人との連絡は、その面談の前後に、メールや電話などで行うとよいで

しょう。産業医面談のために本人が来社した際に、ちょっと顔を見に来る、という対応でも

よいでしょう。 
 
事例 4： 

うつ病で会社を長期に休業していた A さんは、3 ヶ月後、職場に復帰してきました。当面は

残業させないという指示を受けています。ところが、A さんはいつも 18 時半ごろに退社し

ています。仕事はたくさんあるので、A さんが仕事をしてくれると、とても助かるのですが、
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【参考資料：事例検討用配付資料（一部）】 

 

を聴くべきだろうか。産業医などの健康管理スタッフや人事担当者などは、B さんのことに

ついて何か情報を持っているかも知れない。 
 
【講師による解説のポイント】 
「事前の申請なしに休みを取る」という、単純な制度の運用ルールの問題ですが、「メンタ

ル不調があるかもしれない」という情報が追加されるだけで、上司の方はいろいろと悩んで

しまい、周りの人にこそこそと（？）話を聞いてみようか、という意見も出てきます。 
 こうした勤怠の変化は、病気の兆候かもしれませんし、そうでないかもしれません。まず

は、部下の B さんに「事実を指摘して、体調について心配していることを伝え、話を聴く」

という対応が必要です。その後「病気の影響があるかもしれない」「病気の影響かどうかは

自分にはよくわからない」と思ったら、産業医に相談し、産業医面談などを行いましょう。 
 病気の影響であった場合には、これまで解説したような対応をとりますし、病気の影響で

はなさそうだと判断された場合には、通常の労務管理の手続きを踏みます。 
 この事例の解説では、健康問題の有無に関わらず、「事実を指摘して、話を聴いてみる」

というのは、部下の労務管理やマネジメントの基本的な行動だということを強調しておきま

しょう。 
 その上で、健康問題については、研修で解説した「基本的な枠組み」で、産業医などをま

じえて対応するようにします。「部下の変化に気づいて、声をかけて話を聴き、必要があれ

ば健康相談窓口につなぐ」というのが、どのような場面でも有効なのです。 
 
【参考資料：スライド（抜粋）】 
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個人向けストレス対策（セルフケア）の重要性と本ガイドラインの意義 
 

わが国における労働者のメンタルヘルス不調は増加の傾向にあり，その未然防止（第一次予防）は事業場にお

ける健康管理の優先順位の高い課題となっています。 
メンタルヘルス不調の第一次予防においては，「労働者個人向けストレス対策」「管理監督者教育」「職場環境

等の評価と改善」の3つの主要なアプローチがあります。このうち，個人向けストレス対策は，労働者のセルフ

ケア能力の向上を目的としており，自己のストレスに早期に気づき，適切に対処できるようになることを支援し

ます。 
個人向けストレス対策（セルフケア）の効果については，数多くの研究成果が国内外で蓄積され，どのような

対策を行えば，セルフケア能力の向上やストレス反応の低下につながるかについての科学的根拠が整理されるよ

うになってきました。しかしながら，これらの科学的根拠を参照するだけでは，対策を実際に事業場で実施する

ことが難しい状況にありました。なぜなら，どのような工夫が事業場での実効性の向上に役立つかについての情

報が不足していたからです。 
本ガイドラインは，個人向けストレス対策（セルフケア）の効果について無作為化対照試験ないし比較対照試

験によって評価した研究，およびそれらの研究をメタ分析した研究をレビューして作成されたものです。ガイド

ラインには，労働者のストレス反応の低減に有効と判断された対策を，事業場でどのように計画・準備し，どの

ように実施すればよいかについてのポイントが提示されています。本ガイドラインによって，実効性の高い個人

向けストレス対策が，これまで以上に普及・浸透することを願っています。 
 
 

ガイドラインの構成 
 

・ 本ガイドラインは，個人向けストレス対策（セルフケア）を事業場で企画・実施する流れに沿って，「計画・

準備」「内容」「形式」「事後の対応」の4つの要素から構成されています。 
・ それぞれの要素では，労働者のストレス反応の低減に有効性が認められている対策項目注 1 が「推奨内容」

として，有効性に関するコンセンサスが得られている対策項目注2が「ヒント」注3として，科学的根拠の水

準に応じて提示されています。 
・ それぞれの要素では，推奨内容で提示した項目の裏づけとなる「根拠」と，ヒントで提示した項目の裏づけ

となる「コンセンサス」が提示されています。[ ]内の番号は対応する引用文献を示しています。 
・ それぞれの要素では，推奨内容やヒントで提示された項目を事業場で円滑に実施するための工夫が「実施の

ポイント」として提示されています。 
 
注 1：有効性が認められている対策項目とは，（1）無作為化対照試験および比較対照試験のメタ分析によって有効性が確認された項目，（2）

無作為化対照試験ないし比較対照試験において研究デザインに組み込まれ，有効性が確認された項目のことを言います。（2）に関して【推

奨6：フォローアップセッションの設定】を例にとると，フォローアップセッションの有無に関する2 群を設定し，2 群間でストレス反応

の低減効果に有意差が認められたことを言います。 

注2：有効性に関するコンセンサスが得られている対策項目とは，無作為化対照試験ないし比較対照試験において，（1）ストレス反応の低減は

認められてはいるが，その項目が研究デザインに組み込まれていないもの，（2）下位分析によってのみストレス反応の低減効果に差異が認

められたもの（たとえば，仕事の裁量権の高い群でのみストレス反応の低減効果が認められた場合），などの項目を言います。 

注3：「内容」に関する要素では，「ヒント」の提示はありません。 
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労働者個人向けストレス対策（セルフケア）のガイドライン 
（最終版） 

 
 
 
 
このガイドラインは，職場のメンタルヘルス対策として重要な個人向けストレス対策（セルフケア）を企画・実

施する際に推奨される事項を，最新の科学的根拠に基づいて提示したものです。 
 
このガイドラインは，個人向けストレス対策（セルフケア）の企画・実施に直接的・間接的に関わる可能性のあ

る産業医，保健師，看護師，心の健康づくり専門スタッフ（臨床心理士，産業カウンセラー等），衛生管理者，

人事労務担当者，および事業場内教育研修担当者・メンタルヘルス推進担当者等にご活用いただけます。そのほ

か，職場のメンタルヘルス対策にかかわる各専門施設（地域産業保健センター・産業保健推進センター）やEAP
（Employee Assistance Program：従業員支援プログラム）の担当者，THP（Total Health Promotion：トー

タルヘルスプロモーション）の心理相談担当者等も活用可能です。 
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「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」研究班
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労働者個人向けストレス対策（セルフケア）のガイドライン 
（最終版） 

 
 
 
 
このガイドラインは，職場のメンタルヘルス対策として重要な個人向けストレス対策（セルフケア）を企画・実

施する際に推奨される事項を，最新の科学的根拠に基づいて提示したものです。 
 
このガイドラインは，個人向けストレス対策（セルフケア）の企画・実施に直接的・間接的に関わる可能性のあ

る産業医，保健師，看護師，心の健康づくり専門スタッフ（臨床心理士，産業カウンセラー等），衛生管理者，

人事労務担当者，および事業場内教育研修担当者・メンタルヘルス推進担当者等にご活用いただけます。そのほ

か，職場のメンタルヘルス対策にかかわる各専門施設（地域産業保健センター・産業保健推進センター）やEAP
（Employee Assistance Program：従業員支援プログラム）の担当者，THP（Total Health Promotion：トー

タルヘルスプロモーション）の心理相談担当者等も活用可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成23年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 
「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」研究班
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 ヒント 

項
目 

【ヒント 1：対象の設定】 
時間，費用，人的資源などに制約がある場合には，優先度の高い集団から実施する。 
 
【ヒント 2：1 回あたりの実施時間】 
1 回あたりの実施時間は 2 時間程度とすることが望ましい。 

コ
ン
セ
ン
サ
ス 

【ヒント 1：対象の設定】 
・ プログラムへの「参加希望者」を「ニーズ，関心あり」と判断したうえで，主要なアウトカム

である心理的ストレス反応の低減に効果が認められた研究を抽出したところ，30 件が該当した

[1, 2, 4, 6-18, 24, 26-30, 35-42] 。 
・ストレス反応の高低により下位分析を行った結果，介入前のストレス反応レベルが高い参加者ほ

ど好ましい効果が得られやすい[15, 43]。 
・ 裁量権（自分のペースで仕事ができる，自分で仕事の順番・やり方を決めることができる，職

場の仕事の方針に自分の意見を反映できる等）の高低により下位分析を行った結果，裁量権の

高い職場環境で就業している参加者ほど好ましい効果が得られやすい[30, 44, 45]。 
 
【ヒント 2：1 回あたりの実施時間】 
・ 心理的ストレス反応の低減に効果の認められた 40 件の研究において，1 回あたりの平均実施時

間は約 100 分であった。 

 
 
実施のポイント 
 
【ヒント 1：対象の設定】 
・ 優先度の設定に際しては，セルフケアへの関心の高さ，就業環境（学習内容を活用しやすい環境に

あるか），ストレス反応の高さなどを考慮して対象集団を設定します。 
・ 具体的には，セルフケアへの関心が高い集団，学習内容を活用しやすい環境（就業環境）にある労

働者，ストレス反応が高い集団には，優先してプログラムを提供するようにします。 
・ 新入社員，異動者，昇進・昇格者などストレスフルな状況に置かれている者には，優先度を高める

ことが望まれます。 
・ 心理的ストレス反応が高い労働者に限定して実施する場合には，参加者自身や周囲に偏見や誤解を

与えないような配慮や，参加者の心理的抵抗を少なくする配慮が必要です。 
 
【ヒント 2：1 回あたりの実施時間】 
・ 1 回のセッションで習得してほしいポイントを限定し，内容を詰めすぎないようにします。 

 3

（1）計画・準備 

 推奨内容 

項
目 

【推奨 1：実施回数】 
心理的ストレス反応の低減を目的としたプログラムの場合，最低 2 回の教育セッションと１回のフ

ォローアップセッション注 4を設ける。 
 
【推奨 2：ケアの提供者】 
職場のメンタルヘルスの専門家，もしくは事業場内産業保健スタッフが実施する。 
 
【推奨 3：ストレス評価の事後対応】 
労働者のストレス状況を評価する場合は，評価結果を返却するだけでなく，ストレス軽減のための

具体的な方法（教育や研修）を併せて提供する。 

根
拠 

【推奨 1：実施回数】 
・ 実施回数が 2 回以上で，かつ主要なアウトカムである心理的ストレス反応の低減に効果が認めら

れた研究として，30 件が挙げられる[1-30]。 
 
【推奨 2：ケアの提供者】 
事業場外部の臨床心理士とセルフケア教育の訓練をうけた事業場の内部スタッフとで介入効果を比

較した研究では，どちらが提供しても効果に差がないことが認められている[9]。 
 
【推奨 3：ストレス評価の事後対応】 
ストレス評価とその結果のフィードバックによる介入効果を検討した 3 つの研究では，心理的スト

レス反応への介入効果はいずれも認められていない[31-33]。しかし，結果のフィードバックの他に

心理教育（集合形式や個別形式）を併用した研究 4 件のうち 3 件[17, 23, 34]では，心理的ストレス

反応の低減が認められた。 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注 4：フォローアップセッションに関する根拠と実施のポイントについては，推奨 6（フォローアップセッションの設定）で別個に

取り上げています。 

【推奨 1：実施回数】 
・ 各セッションで習得してほしいポイントを限定し，内容を詰めすぎないようにします。 
・ 内容に応じてプログラムを複数回に分割することで，知識・技術の習得が円滑になるようにします。

・ 簡単な内容から複雑な内容へとステップアップするスモールステップ方式を採用することで，参加者

の意欲と動機づけが維持されやすくなります。 
・ 複数回のプログラムを行うことで，メンバー間で良好な関係が形成され，サポートネットワークが形

成されやすくなります。 
・プログラムを複数回に分けて実施する場合，多くの研究では 1 週間の実施間隔を設定しています。 
 
【推奨 2：ケアの提供者】 
・ 実施に際しては，必要な知識や技術を事前に習得しておくことが必要です。 
・ 実施経験が少ない場合には，専門家の助言を得ながら，技術の向上に努めます。 
 
【推奨 4：ストレス評価の事後対応】 
・ ストレス評価を行う場合には，ストレス軽減のための具体的な方法についても併せて（教育や研修に

よって）提供します。 
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・ 複数回のプログラムを行うことで，メンバー間で良好な関係が形成され，サポートネットワークが形

成されやすくなります。 
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 6

�用�解�：個人向けストレス対策（セルフケア）で用いられる 
認知・行動的アプローチおよびリラクセーションの各技法� 

・ 問題解決法： 
ズリラらが提唱した技法で，日常生活で経験する問

題のとらえ方や解決策を考え出す訓練を行い，問題

解決能力を高めることを目的とする。1）問題解決

を促進する積極的な姿勢，2）問題の明確化と目標

設定，3）解決方法の産出，4）解決策の選択，5）
解決策の実行と評価，の 5 つの段階について学習

する。個人向けストレス対策（セルフケア）で用い

られる場合には，問題解決トレーニング，問題解決

技法，問題解決アプローチとも呼ばれる。 

・ ストレス免疫訓練： 
マイケンバウムが提唱した技法で，ストレスに対す

る「免疫」，つまり心理的抵抗力や対処技能を獲得

することを目的とする。1）ストレスの概念把握，

2）技能獲得とリハーサル，3）適用とフォロース

ルー，の 3 段階から構成される。 

・ 認知的再体制化： 
自己の否定的で不合理な信念や思考に対する認識

を深め，それらを適応的で合理的なものに変容する

ことを目的とした技法。認知的再構成法とも呼ばれ

る。エリスの論理療法，ベックの認知療法などがあ

る。 

・ アサーション・トレーニング： 
周囲を尊重しながら自己の気持ちや考えを適切に

伝えるアサーションスキルの向上を目的とする。ト

レーニングでは，気持ちや考えの伝え方のパターン

（受動的，攻撃的，受動―攻撃的，主張的）を理解

したうえで，伝えたい内容を適切に伝える方法を学

び，対人関係上のストレスの低減につなげる。 

・ タイムマネジメント： 
 

時間の使い方を見直し，適切に管理する方法を身に

つけることで，日常生活でのコントロール感の向上

を図る技法。時間の使い方のモニタリングと問題点

の明確化，長期および短期目標の設定，優先順位の

設定，行動計画の作成などの要素から構成される。 

・ 漸進的筋弛緩法： 
ジェイコブソンが提唱した技法で，身体各部の筋肉

の緊張と弛緩を繰り返し行うことにより，徐々に身

体全体のリラックス状態を導くことを目的とする。

トレーニングでは，筋肉を完全に弛緩させるために，

各部位の筋肉を数秒間緊張させた後に弛緩するこ

とを繰り返す。 

・ 自律訓練法： 
シュルツが提唱した技法で，暗示文（公式）を心の

中で繰り返し唱えて自己催眠状態に導き，情動面，

生理面の過剰な賦活状態を鎮めることを目的とし

た技法。公式には，背景公式（基礎公式ともいう：

気持ちがとても落ち着いている）と，第 1 公式（手

足が重たい）～第 6 公式（額が涼しい）の合計 7
つの公式がある。 

・ 呼吸法： 
心身の安定化とコントロールを図るうえで最も簡

便な方法。ゆっくりとした腹式呼吸（1 分間あたり

6～8 回）が最もよく用いられる。呼吸と感情との

密接な関係を利用し，呼吸を意図的にコントロール

することで，感情（緊張や不安など）の変化を導く

ことができるという考えに基づく。これは，呼吸に

かかわる筋肉が骨格筋であり，横紋筋であることか

ら随意運動が可能でコントロールできるためであ

る。 

参考文献 
五十嵐透子 (2001). リラクセーション法の理論と実際. 東京: 医歯薬出版. 
Linden, W. (2005).  Stress management: From basic science to better practice. Thousand Oaks: Sage. 
中野敬子 (2005). ストレス・マネジメント入門. 東京: 金剛出版 
日本健康心理学会 (編). (1997). 健康心理学辞典. 東京: 実務教育出版. 
西本武彦・大藪泰・福澤一吉・越川房子 (編著). (2009). テキスト現代心理学入門. 東京: 川島書店. 
坂野雄二 (編). (2000). 臨床心理学キーワード. 東京: 有斐閣. 
Smith, J. C. (2002). Stress management: A comprehensive handbook of techniques and strategies. New York: 

Springer. 
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（2）内容 

 推奨内容 

項
目 

【推奨 4：プログラムの構成】 
プログラムでは，認知・行動的アプローチに基づく技法を単独で用いるか，リラクセーションと組み

合わせて実施する。 
 

根
拠 

【推奨 4：プログラムの構成】 
・ Van der Klink et al. (2001) [46] や Richardson & Rothstein （2008）[47]のメタ分析では，認知・

行動的アプローチに基づく技法，またはリラクセーションと組み合わせた技法が，他の技法に比

べて介入効果が大きい。 
・ 特に Richardson & Rothstein （2008）[47]のメタ分析では，認知・行動的アプローチを単独で

提供したプログラムの効果量が最も大きいことが示されている。 
・ 本研究のレビュー対象となった 65 件の研究の多くが，これらの技法を採用していた。 
 

 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【推奨 4：プログラムの構成】 
・ 認知・行動的アプローチに基づく技法には，問題解決法，ストレス免疫訓練，認知的再体制化，アサー

ション・トレーニング，タイムマネジメントなどの技法があります。また，リラクセーション技法には，

漸進的筋弛緩法，自律訓練法，呼吸法などがあります。 
・ プログラムで提供する技法は多すぎないように留意します。（提供技法が増えるとセッション数とそれ

に伴うコスト（時間，場所，スタッフなど）が増加するためです。セッション数が増えてもプログラム

効果の促進にはつながらないことも示されています[1, 46, 47]）。  
・ 対象者のニーズや関心に応じて，提供する技法を選択します。 
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�用�解�：個人向けストレス対策（セルフケア）で用いられる 
認知・行動的アプローチおよびリラクセーションの各技法� 

・ 問題解決法： 
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参考文献 
五十嵐透子 (2001). リラクセーション法の理論と実際. 東京: 医歯薬出版. 
Linden, W. (2005).  Stress management: From basic science to better practice. Thousand Oaks: Sage. 
中野敬子 (2005). ストレス・マネジメント入門. 東京: 金剛出版 
日本健康心理学会 (編). (1997). 健康心理学辞典. 東京: 実務教育出版. 
西本武彦・大藪泰・福澤一吉・越川房子 (編著). (2009). テキスト現代心理学入門. 東京: 川島書店. 
坂野雄二 (編). (2000). 臨床心理学キーワード. 東京: 有斐閣. 
Smith, J. C. (2002). Stress management: A comprehensive handbook of techniques and strategies. New York: 

Springer. 
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（2）内容 

 推奨内容 

項
目 

【推奨 4：プログラムの構成】 
プログラムでは，認知・行動的アプローチに基づく技法を単独で用いるか，リラクセーションと組み

合わせて実施する。 
 

根
拠 

【推奨 4：プログラムの構成】 
・ Van der Klink et al. (2001) [46] や Richardson & Rothstein （2008）[47]のメタ分析では，認知・

行動的アプローチに基づく技法，またはリラクセーションと組み合わせた技法が，他の技法に比

べて介入効果が大きい。 
・ 特に Richardson & Rothstein （2008）[47]のメタ分析では，認知・行動的アプローチを単独で

提供したプログラムの効果量が最も大きいことが示されている。 
・ 本研究のレビュー対象となった 65 件の研究の多くが，これらの技法を採用していた。 
 

 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【推奨 4：プログラムの構成】 
・ 認知・行動的アプローチに基づく技法には，問題解決法，ストレス免疫訓練，認知的再体制化，アサー

ション・トレーニング，タイムマネジメントなどの技法があります。また，リラクセーション技法には，

漸進的筋弛緩法，自律訓練法，呼吸法などがあります。 
・ プログラムで提供する技法は多すぎないように留意します。（提供技法が増えるとセッション数とそれ

に伴うコスト（時間，場所，スタッフなど）が増加するためです。セッション数が増えてもプログラム

効果の促進にはつながらないことも示されています[1, 46, 47]）。  
・ 対象者のニーズや関心に応じて，提供する技法を選択します。 
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 ヒント 

項
目 

【ヒント 3：セルフケアとその他の対策との組合せ】 
学習内容の活用を促進させるための職場環境づくりを行う（裁量権を上げるための対策を併用する）。

コ
ン
セ
ン
サ
ス 

【ヒント 3：セルフケアとその他の対策との組合せ】 
個人向けストレス対策（セルフケア）では，裁量権の多い職場環境で就業している参加者ほど好まし

い効果が得られやすい[30, 44, 45]。 

 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 

【ヒント 3：セルフケアとその他の対策との組合せ】 
・ 従業員参加型の職場環境改善活動などを行い，労働者一人ひとりの裁量権を上げるための工夫を行いま

す。 
・ 職場環境改善活動では，職業性ストレス簡易調査票，仕事のストレス判定図，メンタルヘルスアクショ

ンチェックリストなどを活用することができます。 

 7

（3）形式 

 推奨内容 

項
目 

【推奨 5：プログラムの提供形式】 
事業場や参加者の特徴・状況に応じて，提供形式（集合教育，個別教育）を選択する。 
 

根
拠 

【推奨 5：プログラムの提供形式】 
・ 集合形式による介入効果を検討した 38 論文（集合形式のみ 35 論文，個別形式との併用 3 論文）

のうち 14 論文において，グループを活用した参加型学習（グループディスカッションやグルー

プワークなど）を取り入れ，かつ心理的ストレス反応の低減に効果が認められていた[1, 2, 5-9, 12, 
13, 16, 18, 19, 22, 39]。  

・ 個人面接，電話，e メールによる個別教育（e ラーニング，日記を除く）では，7 論文において心

理的ストレス反応の低減に効果が認められていた[19, 20, 23, 24, 26, 34, 40]。 
 

 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【推奨 5：プログラムの提供形式】 
・ 集合形式の場合，グループを活用した参加型学習を取り入れるように努めます。 
・ 集合形式のプログラムで心理的ストレス反応の低減効果が認められた研究の多くは，参加型学習を取り

入れています。 
・ 参加型学習では，参加者相互の意見交換が促進され，行動や認知を修正するためのフィードバックが得

られやすくなります。 
・ 参加型学習では，同じ問題を共有する参加者の行動を観察したり，取り入れたりする機会が得られやす

くなります。 
・ グループディスカッションやグループワークでは，1 グループあたりの人数が 10 名を超えないように

配慮します。 
・ 個別教育では，参加者の心理的抵抗（周囲に対する気がね）を少なくするような工夫をします。 
・ 個別教育では，参加者のニーズに応じたプログラムを提供します。 
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− 86− − 87−



 10

 

 ヒント 

項
目 

【ヒント 4：活用促進のための工夫】 
知識や技術を定着させ，日常生活での活用を促進するための工夫を行う。 

コ
ン
セ
ン
サ
ス 

【ヒント 4：活用促進のための工夫】 
・次のセッションまでに日常生活内で取り組む課題（ホームワーク）を課し（次のセッションの予

習や介入終了後のみものは除く），かつ心理的ストレス反応の低減に効果が認められた研究として，

18 件が該当した[4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 19, 24-26, 30, 36, 37, 39, 40, 48, 49]。 
 
 
 
 

 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ヒント 4：活用促進のための工夫】 
・ 教育内容を知的に理解しても，その内容が日常生活に適用されなければ，メンタルヘルス不調の未然防

止や健康の保持・増進には結びつきません。そのため，ワークシートを配布するなど，学んだ知識を自

己の問題や状況に適用できるようにします。 
・ 複数回のセッションを提供する場合，次のセッションまでに日常生活で取り組む課題（ホームワーク）

を設け，技術の定着を促進します。 
 

 9

（4）事後の対応 

 推奨内容 

項
目 

【推奨 6：フォローアップセッションの設定】 
教育セッションの終了後にフォローアップセッションを設け，プログラムで学んだ知識や技術を振り

返る機会や日常生活での適用を促進する機会を設ける。 

根
拠 

【推奨 6：フォローアップセッションの設定】 
・ フォローアップセッション（ブースターセッション）を設けることにより，ストレス対策の効果が

より長期的に維持されることが明らかにされていた[18]。 
・ 「ブースター」という直接的な記載はなくても，最終回のセッションまでのインターバルが長く，

かつ心理的ストレス反応の低減に効果が認められた研究を抽出したところ，3 件が該当した[6, 15, 
20]。これら 3 件のうち 2 件は 3 ヶ月の間隔を有していた[6, 20]。 
 

 
 
実施のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【推奨 6：フォローアップセッションの設定】 
・ 事業場の事情に合わせて，最低 1 回はフォローアップセッションを設けます。 
・ フォローアップセッションの実施時期としては最終セッション終了後 3 ヶ月が目安となります。 
・ フォローアップセッションの回数とその効果との関連についてはまだ明らかな知見が得られていない

ため，当面は事業場の事情に合わせて実施されることが望まれます。 
・ フォローアップでは，面談，電話，メールなど個別形式を取り入れて行うことも可能です 
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1. 個人向けストレス対策（セルフケア）の基本的な考え方 
 

 個人向けストレス対策は，労働者のセルフケア能力の向上を目的としており，自己のス

トレスに早期に気づき，適切に対処できるようになることを支援します。職場でセルフケ

アの支援を行う際には，次の 2 点に留意することが重要です（島津, 2008）。 
 
1）対象者のニーズが多様である 
 事業場では，時間やコストの関係から，集合形式の教育を行うことが多いのが現状です。

しかし，教育に参加する人数や規模が大きくなるにしたがい，対象者が教育に求めるニー

ズも多様になります。したがって，教育プログラムを計画・立案する際には，対象者のニ

ーズに応じた適切な内容のプログラムを適切な形式で提供する必要があります。 
 
2）モティベーションが必ずしも高くない参加者が混在している 
 事業場内でのセルフケア教育は，治療的対応ではなく予防的対応を主な目的として行わ

れます。そこでは，従業員が現在体験している問題を教育プログラム内で解決するという

よりも，将来体験するかもしれない問題への対処能力（セルフケア能力）を向上させるこ

とが主要な焦点になります。そのため，プログラム受講の必要性を必ずしも感じていない

参加者がいる点に注意する必要があります。 
 また，業務の一部としてストレス教育が位置づけられ，プログラムに義務的に参加する

場合には，ストレス問題に「困って」自発的に参加する場合に比べて，参加へのモティベ

ーションが必ずしも高くない点にも注意が必要です。 
 
 

2. 効果的なセルフケア教育のための 2 つのポイント 
 

 セルフケア教育を効果的に行うためには，1）科学的根拠にもとづき教育効果の確認さ

れた内容を，2）適切な形式で運用する，ことが必要です(Kristensen, 2005)。このことは，

単に科学的に有効性が確認された内容を提供してもその運用が適切でない場合や（例：専

門用語の羅列，参加者の興味関心をひかない話題，一方的な講義形式など），「面白く，楽

しい」研修であっても科学的根拠が乏しい内容では（例：講師の個人的体験のみに基づい

た内容），本当に「効果的な」教育とは言えないことを意味しています。以下では，効果的

な教育のための 2 つのポイントについて，それぞれ簡単に述べていきます。 
 
1）科学的根拠にもとづいたプログラムの選択 
 労働者を対象としたセルフケア教育については，その効果についての科学的根拠（エビ

デンス）が蓄積されています。このマニュアルのもととなったガイドラインでは，労働者

のストレス反応の低減に役立つプログラムの内容と形式が提示されています。 
 
2）プログラム運用上の工夫 
 参加者の動機づけを高め，教育効果を高めるための工夫として，以下の 3 点が挙げられ

 3

はじめに：マニュアル作成の背景 
 

わが国における労働者のメンタルヘルス不調は増加の傾向にあり，その未然防止（第一

次予防）は事業場における健康管理の優先順位の高い課題となっています。 
メンタルヘルス不調の第一次予防においては，「労働者個人向けストレス対策」「管理監

督者教育」「職場環境等の評価と改善」の 3 つの主要なアプローチがあります。このうち，

個人向けストレス対策は，労働者のセルフケア能力の向上を目的としており，自己のスト

レスに早期に気づき，適切に対処できるようになることを支援します。 
個人向けストレス対策（セルフケア）の効果については，数多くの研究成果が国内外で

蓄積され，どのような対策を行えば，セルフケア能力の向上やストレス反応の低下につな

がるかについての科学的根拠が整理されるようになってきました。しかしながら，これら

の科学的根拠を参照するだけでは，対策を実際に事業場で実施することが難しい状況にあ

りました。なぜなら，どのような工夫が事業場での実効性の向上に役立つかについての情

報が不足していたからです。 
このような背景を踏まえ，厚生労働省の研究班「労働者のメンタルヘルス不調の第一次

予防の浸透手法に関する調査研究」（主任：川上憲人東京大学教授）では，個人向けストレ

ス対策（セルフケア）の効果を無作為化対照試験ないし比較対照試験によって評価した研

究，およびそれらの研究をメタ分析した研究をレビューして，セルフケアを普及・浸透さ

せるためのガイドラインを新しく作成しました。ガイドラインには，労働者のストレス反

応の低減に有効と判断された対策を，事業場でどのように計画・準備し，どのように実施

すればよいかについてのポイントが提示されています。 
本マニュアルは，ガイドラインで提示された内容を，事業場で実施するためのポイント

（留意すべき点，工夫点）を手引きとしてまとめたものです。このマニュアルを活用する

ことによって，ガイドラインの内容をより手軽に，かつ正確に実施できるようになること

が期待されます。 
 本マニュアルは，個人向けストレス対策（セルフケア）の基本的な考え方とセルフケア

教育を効果的に行うためのポイントを紹介したうえで，ガイドラインの概要（作成手順，

内容）と実施上のポイントを提示しています。 
 なお，本研究班では，このマニュアルのほかに，マニュアル（実践編）も作成し，3 つ

の異なる実践例を提示しています。これらの実践例は，参加者が勤務する企業や事業場の

規模や業種・職種，プログラムの形式や内容がそれぞれ異なっており，読者がプログラム

を提供しようとする企業や事業場の特徴に合わせて，適宜アレンジできるようになってい

ます。また，実践例には，プログラムで用いる各種資料（配布資料，ワークシートなど）

が豊富に提示されており，マニュアルの内容と手順にしたがいながら，すぐにでもセルフ

ケア教育が行えるようになっています。 
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似しているほど，より促進されることが分かっています。 

 
 

3. ガイドライン作成の手順 
 

 ガイドラインは，以下のような手順を経て作成されました。 
1）文献レビュー 

国内外の無作為化比較試験および比較対

照試験の原著論文をレビューしました。5 つ

のデータベース（PsycARTICLE，PsycINFO，

MEDLINE (PubMed)，Web of Science，医

学中央雑誌）から，介入効果の主要なアウト

カムとして心理的ストレス反応（抑うつ，不

安を含む）を採用した 60 編を抽出し，プロ

グラムの内容および形式（プログラム提供者，

セッション数，1 回あたりのセッション時間，

セッション間のインターバル，実施形態，介

入期間，ブースターセッションの有無）につ

いて評価しました。 

図1. 自己効力感理論に対応したセルフケア教育の工夫 
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図 2. ガイドライン作成の流れ 
レビューした 60 件のうち，心理的ストレ

ス反応に関して有意な介入効果が認められた研究は 37 件でした。また，副次的なアウト

カムとして考えられるストレッサー，コーピング，生活習慣，ストレスマネジメント行動，

身体的ストレス反応に関して有意な介入効果が認められた研究，および下位分析において

心理的ストレス反応に有意な介入効果が認められた研究は 17 件ありました。一方，主要

 5

ます。 
（a）到達目標の明確化 
 セルフケア教育における理想的な目標は，教育内容を参加者が理解したうえで，その内

容を日常生活の中で実践し，精神的不調の未然防止と健康の保持・増進につなげることで

す。しかし，研修回数や時間が制限された通常のセルフケア教育では，すべての参加者が

この目標に到達することは難しいのが現状です。また，教育を受けてからその効果が現れ

るまでには，ある程度の時間も必要です（Van der Klink et al., 2001）。したがって，当面

の目標は，プログラムで学んだ内容を日常生活で「実行できる」という自信，すなわち自

己効力感（Bandura, 1989）を高めることになります。そのためには，研修を通じて最低

限身につけてほしい到達目標を，参加者に対してあらかじめ明示しておくことが必要です。 
（b）教育内容の工夫 
 対象者のニーズを事前に把握し，ニーズに応じた教育内容を提供します。たとえば，職

場単位で実施するセルフケア教育では，対象者が所属する職場に特有のストレッサーをア

セスメントしたうえで，そのストレッサーへの対処方法についてトレーニングするような

プログラム構成も 1 つの方法です。このような工夫によって，参加者のニーズに応じたプ

ログラムの実施が可能になり，プログラム参加への動機づけがより高まります。 
 また，参加時点でストレス問題を有していない者には，教育内容が日常生活や職業生活

といかに関連しているかを強調することも重要です。セルフケア教育で提供される技術は，

従業員個人のストレス対処能力の向上を主な目的としたものですが，それらの技術は日常

業務の効率化やパフォーマンスの向上にも応用することが可能です（島津・島津, 2008）。
多様なニーズを有する従業員にセルフケアの技術を普及させるには，日常業務への応用可

能性という視点も対象者に提示し，参加者の受け入れやすさを高めることが必要です。 
（c）自己効力感向上のための工夫 
 教育内容を理解しても，その内容が日常生活に適用されなければ，不調の未然防止や健

康の保持・増進には結びつきません。知識を行動に移行させるには，自己効力感（Bandura, 
1989）の向上が必要です（図 1）。すなわち，セルフケア教育で習得された知識やスキル

が日常生活で活用されるためには，その技術を「じょうずに使うことができる」という自

信（＝自己効力感）の上昇が必要なのです。 
 バンデューラ（Bandura, 1989）によると，自己効力感を高める要因として，自己の成

功体験，他者の成功体験の観察，言語的説得などがあります。このうち，自己の成功体験

は，自己効力感の向上に最も有効であることが分かっていることから，セルフケア教育に

おいても，参加者にいかに成功体験を持たせるかが重要なポイントになります。学習内容

を複数回に分ける「スモール・ステップ」式の教育や，考えたり発言する機会が多い「参

加型」の教育では，参加者の理解が促進されやすく，「分かった，できそうだ」という実感

につながりやすくなります。 
 また，身近な事例を活用したりグループワークを併用することも，自己効力感の向上に

つながりやすくなります（Shimazu et al., 2006）。ストレスに上手に対処している他の参

加者（モデル）の意見を聞くことは，他者の成功体験の観察につながり，モデルの模倣を

通じて自己効力感の上昇につながります（観察効果，模倣効果）。なお，観察効果や模倣効

果は，モデルと参加者との立場や境遇（性別，年齢，地位，業種，職種，職場など）が類
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身体的ストレス反応に関して有意な介入効果が認められた研究，および下位分析において

心理的ストレス反応に有意な介入効果が認められた研究は 17 件ありました。一方，主要
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ます。 
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多様なニーズを有する従業員にセルフケアの技術を普及させるには，日常業務への応用可

能性という視点も対象者に提示し，参加者の受け入れやすさを高めることが必要です。 
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通じて自己効力感の上昇につながります（観察効果，模倣効果）。なお，観察効果や模倣効

果は，モデルと参加者との立場や境遇（性別，年齢，地位，業種，職種，職場など）が類
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4. ガイドラインの内容 
 

 ガイドラインは，個人向けストレス対策（セルフケア）を事業場で企画・実施する流れ

に沿って，「計画・準備」「内容」「形式」「事後の対応」の 4 つの要素から構成されていま

す（表 1）。 
それぞれの要素では，6 つの「推奨内容」と 4 つの「ヒント」が科学的根拠（エビデン

ス）の水準に応じて提示されています。また，推奨内容に対してはその裏づけとなる根拠

が，ヒントに対してはその裏づけとなるコンセンサスが提示されています。最後に，推奨

内容およびヒントで提示された項目を事業場で円滑に実施するための工夫が，「実施のポイ

ント」として提示されています。ガイドラインの作成に際しては，次のような工夫がなさ

れました。 
 
1）ガイドラインには全部で 10 個の項目が提示されていますが，これらの項目は対策を企

画・実施する流れに沿って配置されています。これにより，対策の企画担当者が，いつ，

何をすればよいのかが，すぐに分かるようになっています。 
 
2）ガイドラインの項目は，科学的根拠の水準に応じて「推奨内容」と「ヒント」とに区

別されています。このように，推奨する水準を区別することで，対策の企画担当者が，事

業場の状況に応じて，対策内容の優先度を設定しやすくなります。 
 
3）各項目については，推奨する内容のみを提示するだけでなく，その裏づけや実施のポ

イントを同時に提供しており，科学的根拠にもとづきながらも，事業場の実効性にも配慮

した構成となっています。 
 

および副次的アウトカムのいずれにも介入効果が認められなかった研究も 6 件存在しまし

た。 
 
2）ひな型の作成 

プログラムの内容および形式に関する検討から，個人向けストレス対策を効果的に行う

ためのマニュアルには，次の 9 点を取り上げることが望ましいと判断されました。 
（1）研修内容は，認知行動的アプローチ，リラクセーション，ないし両者を組み合わせ

たアプローチを行うことが推奨される。 
（2）プログラムの作成に際しては，参加者のニーズや関心，受け入れやすさを考慮する

ことが望ましい。 
（3）ストレスチェックを行う場合には，結果のフィードバックだけでなく，心理教育を

併用することが望ましい。 
（4）個人向けストレス対策では，プログラムが終了した一定期間後に，ブースター（フ

ォローアップ）セッションを設けることが推奨される。 
（5）個人向けストレス対策と併行して職場環境改善も行われることが望ましい。 
（6）参加者の自己効力感の向上を図るための工夫を行うようにする。 
（7）教育内容を数回に分けてステップアップする計画を立ててもよい。 
（8）教育研修では参加型のアプローチを取り入れることが望ましい。 
（9）ホームワークなどを併用することにより，知識や技術の日常生活への適用を促進す

ることが望ましい。 
 
3）意見収集・修正 

文献レビューに基づいて作成されたガイドラインのひな型について，（1）第一次予防対

策の関係者（ステークホルダー），（2）職場のメンタルヘルスの専門家，（3）分担研究者，

から意見収集し，項目内容の整理・統合および表現の修正を行いました。 
 

4）完成 
最終的に「計画・準備」「内容」「形式」「事後の対応」の 4 つの要素について，6 つの「推

奨内容」と 4 つの「ヒント」から構成されるガイドライン（資料 1）が完成しました。 
推奨内容に関しては，「実施回数」「ケアの提供者」「ストレス評価の事後対応」「プログ

ラムの構成」「プログラムの提供形式」「フォローアップセッションの設定」のそれぞれに

ついて，その根拠と実施のポイントが提示されています。同様に，ヒントに関しては，「対

象の設定」「1 回あたりの実施時間」「その他の対策との組合せ」「活用促進のための工夫」

のそれぞれについて，裏づけとなるコンセンサスと実施のポイントが提示されています。 
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5. 実施のポイント 
 

 ここでは，セルフケアの 4 つの流れ（計画，内容，形式，事後対応）に沿って，ガイド

ラインの各項目の解説を行うとともに，それぞれの項目を事業場で実施する際のポイント

を提示します。 
 
1）計画，準備 
 

 
（解説） 

セルフケア教育では，学んだ知識や技術を定着させ，日常生活での適用を促すことで，

心理的ストレス反応の低減につなげることが重要です。そのためには，1 回のみの教育セ

ッションでは十分ではなく，最低 2 回のセッションが必要なことが分かっています。さら

に，セッション終了後，学習内容を振り返り，知識や技術の定着と日常生活での適用を促

すためのフォローアップセッションを設けることが，教育効果を高めることにつながりま

す。フォローアップセッションでは，教育セッションで学んだ内容を振り返るとともに，

日常生活でのスキルの活用状況を確認したうえで，技術活用の促進要因・阻害要因につい

て確認します。 
 
（実施のポイント） 
・各セッションで習得してほしいポイントを限定し，内容を詰めすぎないようにします。 
・内容に応じてプログラムを複数回に分割することで，知識・技術の習得が円滑になるよ

うにします。 
・簡単な内容から複雑な内容へとステップアップするスモールステップ方式を採用するこ

とで，参加者の意欲と動機づけが維持されやすくなります。 
・複数回のプログラムを行うことで，メンバー間で良好な関係が形成され，サポートネッ

トワークが形成されやすくなります。 
・プログラムを複数回に分けて実施する場合，多くの研究では 1 週間の実施間隔を設定し

ています。 
 
 

 
 

（解説） 
セルフケア教育の提供は，労働者のセルフケアに詳しい専門家，もしくは事業場内の産

業保健スタッフが行います。外部の専門家がケアを提供する場合には，対象者の特徴やニ

ーズに関して事前に事業所スタッフから情報収集しておくと，効果的な教育につながりや
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5. 実施のポイント 
 

 ここでは，セルフケアの 4 つの流れ（計画，内容，形式，事後対応）に沿って，ガイド

ラインの各項目の解説を行うとともに，それぞれの項目を事業場で実施する際のポイント

を提示します。 
 
1）計画，準備 
 

 
（解説） 

セルフケア教育では，学んだ知識や技術を定着させ，日常生活での適用を促すことで，

心理的ストレス反応の低減につなげることが重要です。そのためには，1 回のみの教育セ
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度を高めることが望まれます。 
・心理的ストレス反応が高い労働者に限定して実施する場合には，参加者自身や周囲に偏

見や誤解を与えないような配慮や，参加者の心理的抵抗を少なくする配慮が必要です。 
 
 
【��� ��� ����������� ���������� � ������������

��� 

 

（解説） 

職場の状況や参加者の負担・疲労などを考慮すると，1 回あたりの実施時間は 2 時間程

度に留めておくことが望まれます。1 回のセッションでは教育時間が不足する場合には，

複数回のセッションに分けて，ケアを提供すると良いでしょう。 
 

（実施のポイント） 

・1 回のセッションの実施時間は 2 時間程度とし，長過ぎないようにします。 
・1 回のセッションでは教育時間が不足する場合には，複数回のセッションに分けて，ケ

アを提供するようにします。 
・1 回のセッションで習得してほしいポイントや到達内容を限定し，内容を詰めすぎない

ようにします。 
 
 
2）内容 
 
【�� �������������������������������������

���������������������������� 
 

（解説） 

職域での個人向けストレスマネジメント研究のレビュー論文によると（Ganster ＆ 
Murphy, 2000; Richardson＆ Rothstein, 2008; van der Klink et al., 2001），最も効果的

な技法は，認知行動トレーニング，ないし認知行動トレーニングとリラクセーションとを

組み合わせたプログラムであるとされています。しかし，認知行動トレーニングやリラク

セーションの技法には，さまざまな種類がありますので，プログラムの計画・立案時には，

対象者のニーズや状態に応じて，提供する技法を選択することが必要です。認知行動トレ

ーニングやリラクセーションの具体的な方法については，ガイドラインの 6 ページを参照

下さい。 
 

（実施のポイント） 

・プログラムで提供する技法は多すぎないように留意します。提供技法が増えると，セッ

ション数とそれに伴うコスト（時間，場所，スタッフなど）が増加します。 
・対象者のニーズや関心に応じて，提供する技法を選択します。 
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すくなります。また，セルフケアの実施経験が少ない産業保健スタッフが教育を実施する

場合には，必要な知識や技術を事前に習得しておくとともに，専門家の助言を得ながら，

技術の向上に努めると良いでしょう。 
 
（実施のポイント） 
・教育の実施前に，対象者の特徴やニーズなどを事前に把握するように努めます。 
・実施に際しては，必要な知識や技術を事前に習得しておくようにします。 
・実施経験が少ない場合には，専門家の助言を得ながら，技術の向上に努めます。 
 
 
��� �������������������������������������

����������������������������������������

��� 

 

（解説） 

 質問紙などによる労働者のストレス状況の評価は，多くの事業場で実施されていますが，

評価結果を回答者に返却しただけでは，ストレス反応の低減にはつながらないことが分か

っています。そのため，評価結果を返却した後に，ストレス軽減のための具体的な方法（教

育や研修）を併せて提供することが重要です。 
 

（実施のポイント） 
・ストレス評価を行う場合には，ストレス軽減のための具体的な方法についても併せて（教

育や研修によって）提供します。 
・教育や研修は，ガイドラインで示された内容や形式に沿って行います。 
 
 
���� ������������������������������������

���������� 

 
（解説） 
 事業場では，セルフケア教育の実施に際して，時間，費用，人的資源などさまざな制約

が出てきます。このような場合，優先度の高い集団を決め，優先度の高い集団から教育を

実施してもかまいません。優先度の設定に際しては，セルフケアへの関心の高さ，就業環

境（学習内容を活用しやすい環境にあるか），ストレス反応の高さなどを考慮するようにし

ます。 
 

（実施のポイント） 

・セルフケアへの関心が高い集団，学習内容を活用しやすい環境（就業環境）にある労働

者，ストレス反応が高い集団には，優先してプログラムを提供するようにします。 
・新入社員，異動者，昇進・昇格者などストレスフルな状況に置かれている者には，優先
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・セルフケアへの関心が高い集団，学習内容を活用しやすい環境（就業環境）にある労働

者，ストレス反応が高い集団には，優先してプログラムを提供するようにします。 
・新入社員，異動者，昇進・昇格者などストレスフルな状況に置かれている者には，優先
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で引き出されます。したがって，事業場では，学習内容の活用を促すための職場環境づく

りが大切になります。裁量権の多い職場では，学んだ知識や技術を適用できる機会が多い

ため，教育効果も得られやすくなりますので，事業場では，セルフケア教育とともに裁量

権を上げるための対策を併用することが重要です。 

 

（実施のポイント） 

・従業員参加型の職場環境改善活動などを行い，労働者一人ひとりの裁量権を上げるため

の工夫を行います。 
・職場環境改善活動では，職業性ストレス簡易調査票，仕事のストレス判定図，メンタル

ヘルスアクションチェックリストなどを活用することができます。 
  
 
4）事後対応 
 
��� �������������������������������������

����������������������������������������

����������� 

 

（解説） 

セルフケア教育では，学んだ知識や技術を参加者に定着させ，日常生活での適用を促す

ことで，心理的ストレス反応の低減につなげます。そのため，セッション終了後，学習内

容を振り返り，知識や技術の定着と日常生活での適用を促すためのフォローアップセッシ

ョンを設けることが，教育効果の向上につながります。フォローアップセッションでは，

教育セッションで学んだ内容を振り返り，日常生活での技術の活用状況を確認したうえで，

技術を活用する際の促進要因・阻害要因について確認します。 
 

（実施のポイント） 

・事業場の事情に合わせて，最低 1 回はフォローアップセッションを設けます。 
・フォローアップセッションの実施時期としては最終セッション終了後 3 ヶ月が目安とな

ります。 
・フォローアップセッションの回数とその効果との関連についてはまだ明らかな知見が得

られていないため，当面は事業場の事情に合わせて実施されることが望まれます。 
・フォローアップでは，面談，電話，メールなど個別形式を取り入れて行うことも可能で

す。 
・フォローアップセッションでは，教育セッションで学んだ内容を振り返るとともに，日

常生活でのスキルの活用状況を確認したうえで，技術活用の促進要因・阻害要因につい

て確認します。 
・日常生活での技術の活用がスムーズに行われている場合には，その促進要因に注目し，

強化するように努めます。 
・日常生活での技術の活用がスムーズに行われていない場合には，その阻害要因について
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・身近な事例を提示したり，習得したスキルが日常場面でも適用できることを強調するな

どして，対象者にプログラム内容を受け入れやすくする工夫を行います。 
 
 
3）形式 
 
【�� �������������������������������������

��������������� 

 
（解説） 

 プログラムの提供形式には，集合教育，個別教育， e ラーニングの活用などの方法があ

り，それぞれに長所と短所があります。たとえば，集合教育では，一度に多数の参加者を

対象にすることができる反面，受講態度が受身になりやすい，参加者の多様なニーズに応

じることが難しいなどの短所があります。また，プログラム提供者が参加者に対して 1 対

1 で対応する個別教育では，参加者のニーズに応じた柔軟な対応が可能になる反面，さま

ざまなコスト（人件費，場所，時間）が大きくなるという短所があります。さらに，Web

を用いた自主学習（e-ラーニング）は，個別教育や集合教育で問題となる時間や場所の制

約を受けることなく各自のペースで学習できる反面，他の参加者との相互交流の機会がな

い，コンピュータのある場所でしか学習できないなどの短所があります。 

 したがって，参加者やプログラム提供者の状況，各方法の長所と短所などを考慮しなが

ら，適切な方法を選択する必要があります。 

 

（実施のポイント） 

・集合教育の場合，グループを活用した参加型学習を取り入れるように努めます。 
・参加型学習では，参加者相互の意見交換が促進され，行動や認知を修正するためのフィ

ードバックが得られやすくなります。 
・参加型学習では，同じ問題を共有する参加者の行動を観察したり，取り入れたりする機

会が得られやすくなります。 
・グループディスカッションやグループワークでは，1 グループあたりの人数が 10 名を超

えないように配慮します。 
・個別教育では，参加者の心理的抵抗（周囲に対する気がね）を少なくするような工夫を

します。 
・個別教育では，参加者のニーズに応じたプログラムを提供します。 
 
 
【��� ������������������������������������

������������������������������ 

 

（解説） 

 セルフケアの教育効果は，学んだ知識や技術が日常生活の中で繰り返し活用されること
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Shimazu, A., Umanodan, R., ＆  Schaufeli, W. B. (2006). Effects of brief 
psycho-education in the workplace on coping skills, psychological distress and 
physical complaints: A controlled trial. International Archives of Occupational and 
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van der Klink, J. J. L., Blonk, R. W. B., Schene, A. H., & van Dijk, F. J. H. (2001). The 
benefits of interventions for work-related stress. American Journal of Public Health, 
91, 270-276. 

 

確認するだけでなく，どうすれば活用につながるか，参加者とともに検討します。その

際，できたことに目を向ける，周囲からの情報やサポートを活用する，良いモデルを見

つける，過去の経験を参考にすることなども，考慮に入れると良いでしょう。 
 
 
���� ������������������������������������

���������� 

 

（解説） 
教育内容を知的に理解しても，その内容が日常生活に適用されなければ，メンタルヘル

ス不調の未然防止や健康の保持・増進には結びつきません。そのため，セッション内でワ

ークを行ったり，ホームワークを設定するなど，学んだ知識を自己の問題や状況に適用で

きるような工夫を行います。 
 

（実施のポイント） 
・セッション内に課題やワークなどを行う時間を設定し，学んだ知識を自己の問題や状況

に適用できるようにします。 
・複数回のセッションを提供する場合，次のセッションまでに日常生活で取り組む課題（ホ

ームワーク）を設け，技術の定着を促進します。 
・ホームワークを設けた場合，その実施状況や実施内容をできるだけ早く確認し，フィー

ドバックを行います。このことが，参加者の満足感と動機づけを高めます。 
・フィードバックでは，参加者の長所（達成できた点，良かった点）に注目し，強化する

ように努めます。 
 

引用文献 
 

Bandura A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. 
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E. A. (eds.) Industrial and Organizational Psychology, Oxford, Blackwell, Pp. 34-51. 

Kristensen T.S. (2005). Intervention studies in occupational epidemiology. 
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Richardson, K. M., ＆  Rothstein, H. R. (2008). Effects of occupational stress 
management intervention programs: A meta-analysis. Journal of Occupational 
Health Psychology, 13, 69-93. 

島津明人 (2008). 職場におけるこころをつかむ健康教育：ストレス教育の実際から, 産業

ストレス研究, 15, 261-264. 
島津明人・島津美由紀  (2008). 自分でできるストレスマネジメント  －活力を引き出す 6

つのレッスン, 培風館, 東京. 
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労働者個人向けストレス対策（セルフケア）のマニュアル 
実践編 

 
 
 
 
 
労働者個人向けストレス対策（セルフケア）のマニュアル・実践編では，3 つの異なる実践

例を提示しています。これらの実践例は，参加者が勤務する企業や事業場の規模や業種・

職種，プログラムの形式や内容がそれぞれ異なっており，読者がプログラムを提供しよう

とする企業や事業場の特徴に合わせて，適宜アレンジできるようになっています。 
 
それぞれの実践例には，プログラムで用いる各種資料（配布資料，ワークシートなど）が

豊富に提示されており，マニュアルの内容と手順にしたがいながら，すぐにでもセルフケ

ア教育が行えるようになっています。 
 
本マニュアルは，個人向けストレス対策（セルフケア）の企画・実施に直接的・間接的に

関わる可能性のある産業医，保健師，看護師，心の健康づくり専門スタッフ（臨床心理士，

産業カウンセラー等），衛生管理者，人事労務担当者，および事業場内教育研修担当者・メ

ンタルヘルス推進担当者等にご活用いただけます。 
そのほか，職場のメンタルヘルス対策にかかわる各専門施設（地域産業保健センター・産

業保健推進センター）や EAP（Employee Assistance Program：従業員支援プログラム）

の担当者，THP（Total Health Promotion：トータルヘルスプロモーション）の心理相談

担当者等も活用可能です。 
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労働者個人向けストレス対策（セルフケア）のマニュアル 
実践編 

 
 
 
 
 
労働者個人向けストレス対策（セルフケア）のマニュアル・実践編では，3 つの異なる実践

例を提示しています。これらの実践例は，参加者が勤務する企業や事業場の規模や業種・

職種，プログラムの形式や内容がそれぞれ異なっており，読者がプログラムを提供しよう

とする企業や事業場の特徴に合わせて，適宜アレンジできるようになっています。 
 
それぞれの実践例には，プログラムで用いる各種資料（配布資料，ワークシートなど）が

豊富に提示されており，マニュアルの内容と手順にしたがいながら，すぐにでもセルフケ

ア教育が行えるようになっています。 
 
本マニュアルは，個人向けストレス対策（セルフケア）の企画・実施に直接的・間接的に

関わる可能性のある産業医，保健師，看護師，心の健康づくり専門スタッフ（臨床心理士，

産業カウンセラー等），衛生管理者，人事労務担当者，および事業場内教育研修担当者・メ

ンタルヘルス推進担当者等にご活用いただけます。 
そのほか，職場のメンタルヘルス対策にかかわる各専門施設（地域産業保健センター・産

業保健推進センター）や EAP（Employee Assistance Program：従業員支援プログラム）

の担当者，THP（Total Health Promotion：トータルヘルスプロモーション）の心理相談

担当者等も活用可能です。 
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いて理解を深める。 
 ワークを通してストレッサーとストレス反応の整理の仕方を確認し、自分のストレッサ

ーとストレス反応についての気づきを深める。 
②ネガティブな気分につながる自動思考を同定し、認知を再構成する方法を習得する。 

 事例を用いて認知行動モデルの解説をおこない、思考と気分のつながりについて理解を

深める。 
 個人ワークで、事例の状況での自分の思考と気分の整理と、もとの考えとは異なる考え

のリストアップに取り組み、認知再構成の方法を学習する。 
 グループワークで他の参加者の意見に触れ、異なる考え方について発想の幅を広げる。 

＜第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ＞ 
①アサーション技法について学習し、アサーティブな自己表現に取り組む 

 事例を通して４つの自己表現（攻撃的、非主張的、非主張かつ攻撃的、アサーティブ）

について確認し、自分の自己表現がどれに当てはまりやすいかを振り返ることで、自分

のコミュニケーションの特徴について洞察を促す。 
 事例場面（仕事を頼む場面、依頼を断る場面）での自分なりのアサーティブな自己表現

を個人ワークで整理し、それをもとにロールプレイ（３人一組で実施）に取り組むこと

で、アサーションスキルの向上を目指す。 
 
4. 対象者 
対象：初学者、未受講者 
人数：20-30 名程度 
グループの人数：１グループ３～６名程度 
＊グループで議論がしやすいように、以下の点に配慮して座席を配置する 
・同じ部署の参加者がなるべく同じグループに入らないようにする 
・年齢構成に大きな偏りがないようにする 

リクルートの方法：web による申込、ポスターによる周知 
 
5. プログラムの概要（内容と時間配分） 
仕事に役立つメンタルヘルス研修（全２回、１回 120 分） 
回 テーマ 目的（ねらい） 

1 仕事に役立つ上手な頭の切り替え法 

①ストレスへの気づき（45 分） 

②リラクセーション技法の体験（５分） 

③考え方のクセへの気づきと対処（60 分） 

④質疑応答、その他（10 分） 

 

①ストレスについての基本的な知識を習得し、自分のストレッ

サーとストレス反応が整理できるようになる。 

②漸進的筋弛緩法を体験する 

③ネガティブな気分につながる自動思考を同定し、認知を再

構成する方法を習得する。 

2 仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 

①コミュニケーション力を磨く（110 分） 

②質疑応答、その他（10 分） 

 

①アサーション技法について学習し、アサーティブな自己表現

に取り組む 

 

 2

セルフケアマニュアル 実践編 
実施例 1 

 
 
1. タイトル：仕事に役立つメンタルヘルス研修（全２回） 
第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法 
第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 
 
2. 実践例の概要 
本研修は、個人向けストレス対策として、大学教職員を対象に１回 120 分での実施を想定して

いる。当面は毎年同じ研修を実施し、その中でより多くの対象に受講してもらうことを意図して

作成された研修であり、全２回のうち、どちらか片方の受講や、第２回からの受講も可とする。

そのため、どちらの回を先に受講しても学習に支障のないように、第１回、第２回ともに導入部

分は同様の内容（ストレスについての基礎知識）となっている。 
 第１回では、前半部でストレスの基礎知識について学習し、ワークを通して自分のストレッサ

ーとストレス反応の整理ができるようになることを目標としている。後半部では、認知行動モデ

ルについて事例を用いて解説し、ワークを通して認知再構成に取り組むことを目標としている。 
 第２回では、導入部分でストレッサーとストレス反応について簡単に説明し、その後はアサー

ション技法についての学習とロールプレイでアサーティブな自己表現の仕方に取り組むことを目

標としている。 
どちらの回も、ワークでの実践を主眼におき、講義部分をなるべく少なくする意図で構成され

ている。ワークは主に個人ワークとグループワークであり、基本的には下記の順にワークを配置

し、受講者が取り組みやすいよう配慮している。 
＜個人ワークの配置順＞ 

①チェックリストや一般的な事例を用いたワーク 
②設定された状況でのワーク（例：○○な状況で、もしあなただったらどう考えますか？） 
③自分の事例でのワーク 

＜グループワークの配置順＞ 
①隣の人と個人ワークの結果を共有、意見交換 
②小グループでのグループワーク 
③全体での共有 

 事例を用いる場合は、参加者が状況をイメージしやすいように、なるべく職場の状況を反映し

たものが良いが、あまりにリアルな事例や重い事例は、参加者の心理的負担を増やす恐れがある

ため、避ける方が望ましい。本研修で使用した事例は、当該職場でよくみられる一般的な事例に

ついて産業保健スタッフから情報提供を頂き、職場の実情に合ったものを作成した。 
 
3. 目的（ねらい） 
＜第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法＞  
①ストレスについての基本的な知識を習得し、自分のストレッサーとストレス反応が整理できる

ようになる 
 ストレッサーとストレス反応の解説を通して、ストレスが健康に影響を及ぼす過程につ
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標としている。 
どちらの回も、ワークでの実践を主眼におき、講義部分をなるべく少なくする意図で構成され

ている。ワークは主に個人ワークとグループワークであり、基本的には下記の順にワークを配置

し、受講者が取り組みやすいよう配慮している。 
＜個人ワークの配置順＞ 
①チェックリストや一般的な事例を用いたワーク 
②設定された状況でのワーク（例：○○な状況で、もしあなただったらどう考えますか？） 
③自分の事例でのワーク 

＜グループワークの配置順＞ 
①隣の人と個人ワークの結果を共有、意見交換 
②小グループでのグループワーク 
③全体での共有 

 事例を用いる場合は、参加者が状況をイメージしやすいように、なるべく職場の状況を反映し

たものが良いが、あまりにリアルな事例や重い事例は、参加者の心理的負担を増やす恐れがある

ため、避ける方が望ましい。本研修で使用した事例は、当該職場でよくみられる一般的な事例に

ついて産業保健スタッフから情報提供を頂き、職場の実情に合ったものを作成した。 
 
3. 目的（ねらい） 
＜第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法＞  
①ストレスについての基本的な知識を習得し、自分のストレッサーとストレス反応が整理できる

ようになる 
 ストレッサーとストレス反応の解説を通して、ストレスが健康に影響を及ぼす過程につ
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7. プログラムの具体的内容（各回ごとのタイムテーブルを含む） 
【第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法】 
 タイムテーブル 

通し 

番号 
項目 内容 

時間 

（目安） 

１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク 計２５分

１ 講義１ 
講師自己紹介、本セミナーの目的、流れについて説明する。ストレッサーとストレス反

応について、ストレスと生産性の関係について説明する 
１７分 

２ ワーク１ 
職業性ストレスのしくみを説明し、配布資料【職場のストレッサーの例、ストレス反応

の例】を使ってストレッサーとストレス反応のセルフチェックを各自おこなう 
８分 

２．事例を使っての個人ワークと共有 ～ リラクセーション技法の体験 計２５分

３ ワーク２ 

配布資料【A さんの事例１】を使って、ストレッサーとストレス反応の整理の練習をする

ことを伝え、個人ワークの取り組み方について説明する。その後、各自ワークをおこ

ない、結果を隣の人と共有。２～３組から共有した内容について発表してもらう 

１５分 

４ 講義２ 

配布資料【A さんの事例１】について、ストレッサーとストレス反応の整理の例を示す。

ストレス対処法として本研修（全２回）では主に【思考の切り替え】、【コミュニケーショ

ン】に取り組むことを伝え、後半は【思考の切り替え】に取り組むことを伝える。 

５分 

５ 体験 小休憩もかねて、参加者全員でリラクセーション技法をおこなう ５分 

３．気分と思考のつながりを事例で確認 計１５分

６ 講義３ 
気分が思考の影響を受ける点を配布資料【A さんの事例２－１】で説明。状況と個人

のつながりを認知行動モデルで説明。思考が変われば気分が変わる点を説明。 
１０分 

７ ワーク３ 
配布資料【A さんの事例２－２】を使い、A さんの思考と気分を整理するワークを各自

おこなう。その後、思考と気分の整理の例を示す。 
５分 

４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践 ～ まとめ 計５５分

８ ワーク４ 

配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、以下の２点について各自ワークをお

こなう。 

①A さんと同じ状況、思考になったとしたら、自分ならどんな気分になりそうか。 

②A さんと同じ状況になったとしたら、自分ならどんな気分、思考になりそうか。 

７分 

９ 
グループ

ワーク 

ワーク４の結果を共有する。グループで、A さんの考えとは別の考えをできるだけたく

さん書き出し、２～３組からグループででた内容を発表してもらう。その後、出た案の

なかから、自分にとって一番気分が楽になる考えを各自が選び、そう考えるときの気

分をワークシートに記入。結果について、グループで共有する 

２８分 

１０ まとめ 
思考が変われば気分が変わる点、バランスのとれた考え方が大切である点を説明。

本研修の振り返りとまとめをおこない、第２回で取り組むポイント伝える 
１０分 

１１ 質問受付 残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分 

 4

ガイドラインとの対応 
要素 No. 対応状況 理由 

推奨１ 

実施回数 △ 

２回の教育セッションは設定されているが、フォローアップセッションは設定され

ていない。（２回のセッションの内容は冒頭部分のみ共通） 

希望者は毎年同様の内容を受講可能とする。 

推奨２ 

ケアの提供者 
○ 

職場のメンタルヘルスを専門とする臨床心理士および、事業場内の産業保健ス

タッフ実施する 

推奨３ 

ストレス評価 

の事後対応 

－ 

ストレス評価は実施しない 

ヒント１ 

対象の設定 
○ 

従業員全体に呼びかけをし、希望者のみが任意で受講する。 

計
画
・
準
備 

ヒント２ 

１回あたりの 

実施時間 

○ 

１、２回ともに２時間で実施する。 

内
容 

推奨４ 

プログラムの 

構成 

○ 

１、２回とも冒頭にストレス理論について簡単に解説し、第１回では認知再構成

法および漸進的筋弛緩法、第２回ではアサーティブネストレーニングを実施す

る。 

推奨５ 

プログラムの 

提供形式 

○ 

20 人規模の集合研修の形式で実施する 

形
式 ヒント３ 

セルフケアと 

その他の対策 

との組合せ 

× 

学習内容を促進させるための環境づくりは特に行わない 

推奨６ 

フォローアップ 

セッションの設定 

× 

フォローアップセッションは設定していない 

事
後
の
対
応 

ヒント４ 

活用促進の 

ための工夫 

○ 

ワークシートを事業場内ホームページよりダウンロード可とし、自主的な取り組

みを促す。 

 
6. 準備物 
・座席表（グループで討議しやすい人員構成になるよう事前に配置を検討しておく） 
・配布資料（スライド資料、ワークシート、補助資料など） 
・多色ペン、色鉛筆、マーカーなど（ワークに使用するので、持っていない参加者用に） 
・ノート PC、ポインター、プロジェクター、マイク、スクリーンなど、その他設備類 
・ホワイトボード（可能であれば） 
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7. プログラムの具体的内容（各回ごとのタイムテーブルを含む） 
【第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法】 
 タイムテーブル 

通し 

番号 
項目 内容 

時間 

（目安） 

１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク 計２５分

１ 講義１ 
講師自己紹介、本セミナーの目的、流れについて説明する。ストレッサーとストレス反

応について、ストレスと生産性の関係について説明する 
１７分 

２ ワーク１ 
職業性ストレスのしくみを説明し、配布資料【職場のストレッサーの例、ストレス反応

の例】を使ってストレッサーとストレス反応のセルフチェックを各自おこなう 
８分 

２．事例を使っての個人ワークと共有 ～ リラクセーション技法の体験 計２５分

３ ワーク２ 

配布資料【A さんの事例１】を使って、ストレッサーとストレス反応の整理の練習をする

ことを伝え、個人ワークの取り組み方について説明する。その後、各自ワークをおこ

ない、結果を隣の人と共有。２～３組から共有した内容について発表してもらう 

１５分 

４ 講義２ 

配布資料【A さんの事例１】について、ストレッサーとストレス反応の整理の例を示す。

ストレス対処法として本研修（全２回）では主に【思考の切り替え】、【コミュニケーショ

ン】に取り組むことを伝え、後半は【思考の切り替え】に取り組むことを伝える。 

５分 

５ 体験 小休憩もかねて、参加者全員でリラクセーション技法をおこなう ５分 

３．気分と思考のつながりを事例で確認 計１５分

６ 講義３ 
気分が思考の影響を受ける点を配布資料【A さんの事例２－１】で説明。状況と個人

のつながりを認知行動モデルで説明。思考が変われば気分が変わる点を説明。 
１０分 

７ ワーク３ 
配布資料【A さんの事例２－２】を使い、A さんの思考と気分を整理するワークを各自

おこなう。その後、思考と気分の整理の例を示す。 
５分 

４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践 ～ まとめ 計５５分

８ ワーク４ 

配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、以下の２点について各自ワークをお

こなう。 

①A さんと同じ状況、思考になったとしたら、自分ならどんな気分になりそうか。 

②A さんと同じ状況になったとしたら、自分ならどんな気分、思考になりそうか。 

７分 

９ 
グループ

ワーク 

ワーク４の結果を共有する。グループで、A さんの考えとは別の考えをできるだけたく

さん書き出し、２～３組からグループででた内容を発表してもらう。その後、出た案の

なかから、自分にとって一番気分が楽になる考えを各自が選び、そう考えるときの気

分をワークシートに記入。結果について、グループで共有する 

２８分 

１０ まとめ 
思考が変われば気分が変わる点、バランスのとれた考え方が大切である点を説明。

本研修の振り返りとまとめをおこない、第２回で取り組むポイント伝える 
１０分 

１１ 質問受付 残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分 
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ガイドラインとの対応 
要素 No. 対応状況 理由 

推奨１ 

実施回数 △ 

２回の教育セッションは設定されているが、フォローアップセッションは設定され

ていない。（２回のセッションの内容は冒頭部分のみ共通） 
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ストレス評価 

の事後対応 

－ 

ストレス評価は実施しない 

ヒント１ 

対象の設定 
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従業員全体に呼びかけをし、希望者のみが任意で受講する。 

計
画
・
準
備 

ヒント２ 

１回あたりの 

実施時間 

○ 

１、２回ともに２時間で実施する。 

内
容 

推奨４ 

プログラムの 

構成 

○ 

１、２回とも冒頭にストレス理論について簡単に解説し、第１回では認知再構成

法および漸進的筋弛緩法、第２回ではアサーティブネストレーニングを実施す

る。 

推奨５ 

プログラムの 

提供形式 

○ 

20 人規模の集合研修の形式で実施する 

形
式 ヒント３ 

セルフケアと 

その他の対策 

との組合せ 

× 

学習内容を促進させるための環境づくりは特に行わない 

推奨６ 

フォローアップ 

セッションの設定 

× 

フォローアップセッションは設定していない 
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活用促進の 
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ワークシートを事業場内ホームページよりダウンロード可とし、自主的な取り組

みを促す。 

 
6. 準備物 
・座席表（グループで討議しやすい人員構成になるよう事前に配置を検討しておく） 
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【２．事例を使っての個人ワークと共有 ～ リラクセーション技法の体験（計２５分）】 
 本パートでは、配布資料【A さんの事例１】の事例を読んで、主人公（A さん）のストレッサ

ー、ストレス反応と思われる個所に下線を引き、ストレッサーとストレス反応を整理するワーク

を実施する。事例は、事前に産業保健スタッフから、当該職場でみられやすいメンタル不調事例

についてヒアリングを行い、参加者がイメージしやすい事例を作成するとよい。 
 
３ ワーク２（１５分） 
ワーク実施前に、登場人物の相関図を示して概要を全体で確認、ワークの取り組み方を説明し、

事例の導入部のみ講師が読み上げた上で、ワークを実施する。 
ワーク終了後には、結果について、隣（または近く）の席の人と共有する時間を取る。その際、

最初に『名前（ニックネームでも可）』と『アイスブレイクのための話題（例：最近ハマっている

こと、など）』を一言ずつお互いが話してから、ワークの共有をおこなうよう教示する。また、共

有のポイントとして、同じところに下線をひいた部分と、違うところに下線をひいた部分に注目

するよう促す。その後、２～３組から共有しての感想を発表してもらい、主に下記の点について

フィードバックし、後半部への導入とする。 
①ストレス反応は、隣の人のワークと結果が一致することが多い。つまり、ストレス反応にど

んなものがあるかがわかっていれば、誰でも気づくことができる。 
②ストレッサーは、お互い違うところに下線をひくことも多くみられる。つまり、人それぞれ

ストレッサーと感じることが違い、同じ状況に置かれても、人によってそれがストレッサーにな

ることもならないこともあるということを示している。これは、状況に対するとらえ方（思考）

の違いから生じる。 
③研修の後半では、物事のとらえ方（思考）が気分や行動、身体の反応に与える影響について

確認し、思考の切り替え法について学ぶ。 
 
４ 講義２（５分） 
前半部のまとめとして、配布資料【A さんの事例１】についてのストレッサーとストレス反応

の整理の例（このスライドは配布資料からは抜いておく）を示して解説し、ストレスに対処ため

に、本研修（全２回）では個人要因の中のストレス対処力の向上を目指す点、後半の研修では【思

考の切り替え】に取り組むことを改めて伝える。 
 
５ 体験（５分） 
 前半部の最後に、小休憩もかねて、参加者全員で漸進的筋弛緩法をおこなう。最初に、不安や

緊張を和らげる方法として、リラクセーション技法の一つである漸進的筋弛緩法を紹介し、やり

方のポイントを説明する。その後、講師がリードして全体で実施する。（実施法の詳細は補足資料

２を参照）。終了後、リラックス効果を体感できた人に挙手してもらい（または数名から感想を聞

き）、今後も不安や緊張が強まった場面では意識的にリラクセーション技法に取り組むよう促す。

なお、漸進的筋弛緩法は、その場でリラックスを体感できる人が少ない場合もあるため、その際

には、やり方のコツなどについてコメントし、繰り返しの練習を促すとよい。 
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 プログラムの具体的内容（コメント例、ポイントの詳細などについては、補足資料を参照） 
【１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク（計２５分）】 
冒頭で、本研修を主催する担当者から講師の紹介をいただき、その後、本セミナーの目的、流

れについて説明する。 
 
１ 講義１（１７分） 
本パートでは、日常で使われやすい【ストレス】という言葉について、ストレッサーとストレ

ス反応の視点から簡単に解説し、セルフケアの重要性について理解を促すとともに、ストレス対

処の実践への導入とする。また、【ストレス＝悪いもの、無くすべきもの】という誤解を避けるた

め、ストレスと生産性の関係について説明し、【過度のストレスをマネジメントできるようになる

ことが目的】である点を強調して解説する。 

 
ストレッサーとストレス反応の説明例 

 
２ ワーク１（８分） 
次に、職業性ストレスモデルを用いて職場のストレスのしくみを解説し、配布資料【職場のス

トレッサーの例、ストレス反応の例】を用いてストレッサーとストレス反応のセルフチェックを

おこなう。このワークは自身のストレッサーとストレス反応への気づきを促すことを狙いとして

おり、セルフチェック後には、自身のストレッサーとストレス反応に早めに気付いて対処するこ

とが上手なストレスマネジメントのポイントである点、ストレス対処のための具体的な方法を今

回の研修で学んでストレス対処力の向上に取り組む点を伝える。加えて、不調感が強いときは、

自分だけで解決しようとせず、当該健康相談窓口へ相談するよう促す。 

 
職業性ストレスモデルの説明例 
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【２．事例を使っての個人ワークと共有 ～ リラクセーション技法の体験（計２５分）】 
 本パートでは、配布資料【A さんの事例１】の事例を読んで、主人公（A さん）のストレッサ

ー、ストレス反応と思われる個所に下線を引き、ストレッサーとストレス反応を整理するワーク

を実施する。事例は、事前に産業保健スタッフから、当該職場でみられやすいメンタル不調事例

についてヒアリングを行い、参加者がイメージしやすい事例を作成するとよい。 
 
３ ワーク２（１５分） 
ワーク実施前に、登場人物の相関図を示して概要を全体で確認、ワークの取り組み方を説明し、

事例の導入部のみ講師が読み上げた上で、ワークを実施する。 
ワーク終了後には、結果について、隣（または近く）の席の人と共有する時間を取る。その際、

最初に『名前（ニックネームでも可）』と『アイスブレイクのための話題（例：最近ハマっている

こと、など）』を一言ずつお互いが話してから、ワークの共有をおこなうよう教示する。また、共

有のポイントとして、同じところに下線をひいた部分と、違うところに下線をひいた部分に注目

するよう促す。その後、２～３組から共有しての感想を発表してもらい、主に下記の点について

フィードバックし、後半部への導入とする。 
①ストレス反応は、隣の人のワークと結果が一致することが多い。つまり、ストレス反応にど

んなものがあるかがわかっていれば、誰でも気づくことができる。 
②ストレッサーは、お互い違うところに下線をひくことも多くみられる。つまり、人それぞれ

ストレッサーと感じることが違い、同じ状況に置かれても、人によってそれがストレッサーにな

ることもならないこともあるということを示している。これは、状況に対するとらえ方（思考）

の違いから生じる。 
③研修の後半では、物事のとらえ方（思考）が気分や行動、身体の反応に与える影響について

確認し、思考の切り替え法について学ぶ。 
 
４ 講義２（５分） 
前半部のまとめとして、配布資料【A さんの事例１】についてのストレッサーとストレス反応

の整理の例（このスライドは配布資料からは抜いておく）を示して解説し、ストレスに対処ため

に、本研修（全２回）では個人要因の中のストレス対処力の向上を目指す点、後半の研修では【思

考の切り替え】に取り組むことを改めて伝える。 
 
５ 体験（５分） 
 前半部の最後に、小休憩もかねて、参加者全員で漸進的筋弛緩法をおこなう。最初に、不安や

緊張を和らげる方法として、リラクセーション技法の一つである漸進的筋弛緩法を紹介し、やり

方のポイントを説明する。その後、講師がリードして全体で実施する。（実施法の詳細は補足資料

２を参照）。終了後、リラックス効果を体感できた人に挙手してもらい（または数名から感想を聞

き）、今後も不安や緊張が強まった場面では意識的にリラクセーション技法に取り組むよう促す。

なお、漸進的筋弛緩法は、その場でリラックスを体感できる人が少ない場合もあるため、その際

には、やり方のコツなどについてコメントし、繰り返しの練習を促すとよい。 
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 プログラムの具体的内容（コメント例、ポイントの詳細などについては、補足資料を参照） 
【１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク（計２５分）】 
冒頭で、本研修を主催する担当者から講師の紹介をいただき、その後、本セミナーの目的、流

れについて説明する。 
 
１ 講義１（１７分） 
本パートでは、日常で使われやすい【ストレス】という言葉について、ストレッサーとストレ

ス反応の視点から簡単に解説し、セルフケアの重要性について理解を促すとともに、ストレス対

処の実践への導入とする。また、【ストレス＝悪いもの、無くすべきもの】という誤解を避けるた

め、ストレスと生産性の関係について説明し、【過度のストレスをマネジメントできるようになる

ことが目的】である点を強調して解説する。 

 
ストレッサーとストレス反応の説明例 

 
２ ワーク１（８分） 
次に、職業性ストレスモデルを用いて職場のストレスのしくみを解説し、配布資料【職場のス

トレッサーの例、ストレス反応の例】を用いてストレッサーとストレス反応のセルフチェックを

おこなう。このワークは自身のストレッサーとストレス反応への気づきを促すことを狙いとして

おり、セルフチェック後には、自身のストレッサーとストレス反応に早めに気付いて対処するこ

とが上手なストレスマネジメントのポイントである点、ストレス対処のための具体的な方法を今

回の研修で学んでストレス対処力の向上に取り組む点を伝える。加えて、不調感が強いときは、

自分だけで解決しようとせず、当該健康相談窓口へ相談するよう促す。 

 
職業性ストレスモデルの説明例 
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状況－思考－気分のつながりの説明例 

 
７ ワーク３（５分） 
事例ワークでは、配布資料【A さんの事例２－２】を使い、指定された状況での A さんの思考

と気分を整理するワークをおこなう。まず、配布資料【A さんの事例２－２】を講師が読み上げ、

次に、状況のみが記入され、気分と思考が空欄の図を示し、気分、思考の記入ポイントを解説し

た上で、事例から A さんの気分、思考を書き出すワークをおこなう。ワーク終了後、A さんの思

考と気分の整理の例（このスライドは配布資料からは抜いておく）を示し、改めて気分と思考の

記入のポイントを解説する。 
 
 
【４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践～まとめ（計５５分）】 
 本パートでは、事例を用いて自分自身の気分と思考の整理を練習し、気分と思考のつながりを

確認するとともに、グループで【もとの考えとは異なる考え】のアイディアを出し合うことで、

思考の幅を広げる練習をおこない、思考が変わると気分が変わることを体験するワークを行う。 
 
８ ワーク４（７分） 
初めに、配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、①A さんと同じ状況、思考になっ

たとしたら、自分ならどんな気分になりそうか、②A さんと同じ状況になったとしたら、自分な

らどんな気分、思考になりそうか、の２点についてワークをおこなう。ワーク記入のポイントと

しては、①気分は１語で記入し、0－100 点で主観的に点数を付ける、②思考は、思いつくものを

すべて記入し、もっとも気分につながる思考をひとつ選ぶ、以上２点を教示する。 
 
９ グループワーク（２８分） 
次に、グループ分け（１グループ４人程度、事前に準備しておく）をおこない、それぞれのワ

ークの結果についてグループ内で共有するよう伝える。その際、最初に『名前（ニックネームで

も可）』と『アイスブレイクのための話題（例：好きな食べ物、など）』を一言ずつお互いが話し

てから、ワークの共有をおこなうよう教示する。その後、各グループで相談し、A さんの考えと

は別の考えを、できるだけたくさんリストアップするワークをおこなう。その際に、グループ内

で出た案は、全員が自分のワークシートにすべてメモを取るよう教示する。グループワーク終了

後、２～３組からグループであがった考えを発表してもらい、挙がった意見をホワイトボードに
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【３．気分と思考のつながりを事例で確認（計１５分）】 
 本パートでは、認知行動モデルをもとに思考と気分のつながりについて主に説明し、事例ワー

クを使って思考と気分の整理のしかたを確認する。 
 
６ 講義３（１０分） 
 初めに、配布資料【A さんの事例２－１】を講師が読み上げ、A さんの事例について認知行動

モデルの５つの視点（状況、思考、気分、行動、身体反応）にそって整理した図を示す。次に、

【もしも B さんが A さんと同じ場面（状況）に遭遇したら】という設定で、A さんとは異なる B
さんの思考を示し、その後、A さんとは異なる気分、行動、身体反応を示す。 

例）状況：上司にあいさつをしたが、返事が無かった 
A さんの思考 ＝ 嫌われている 
B さんの思考 ＝ 忙しそうだな 
次に、認知行動モデル図を示して、個人の思考、気分、行動、身体反応はそれぞれつながって

いて、影響し合っていることを説明し、上記の事例について、A さんと B さんのそれぞれの思考、

気分、行動、身体反応を認知行動モデルで整理した図を示した上で、改めて A さん B さんそれぞ

れにおける思考、気分、行動、身体反応のつながりと、A さんと B さんの思考、気分、行動、身

体反応の違いを確認する。 

 
認知行動モデル図の説明例 

 
その後、状況－思考－気分のつながりを図示し、思考が変われば気分が変わることを図で説明、

主に以下の点についてコメントし、事例ワークへの導入とする。 
①ある状況での、思考、気分、行動、身体反応は、それぞれつながっていて、苦しいときほど

悪循環にはまりこんでしまっていることが多い。 
②思考、気分、行動、身体反応のうち、どれかが変われば全体が変わる可能性があり、その結

果、苦しい悪循環から抜け出すことができる。（そのなかで【身体反応】を変えようとする方法が、

さきほど体験したリラクセーション技法である） 
③これから取り組むのは、【思考】を変える方法。つらく苦しい気分や身体反応、うまくいかな

い行動につながっている思考をみつけて、その考えと少しでも異なる別の考え方（少しでも気分

が楽になるような、より現実的な考え方）をすることで、悪循環から抜け出せるようにする。 
④【思考】を変える方法は、コツをおさえて練習すれば、誰でも少しずつできるようになるの

で、これからみなさんで取り組んでみましょう。 
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状況－思考－気分のつながりの説明例 

 
７ ワーク３（５分） 
事例ワークでは、配布資料【A さんの事例２－２】を使い、指定された状況での A さんの思考

と気分を整理するワークをおこなう。まず、配布資料【A さんの事例２－２】を講師が読み上げ、

次に、状況のみが記入され、気分と思考が空欄の図を示し、気分、思考の記入ポイントを解説し

た上で、事例から A さんの気分、思考を書き出すワークをおこなう。ワーク終了後、A さんの思

考と気分の整理の例（このスライドは配布資料からは抜いておく）を示し、改めて気分と思考の

記入のポイントを解説する。 
 
 
【４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践～まとめ（計５５分）】 
 本パートでは、事例を用いて自分自身の気分と思考の整理を練習し、気分と思考のつながりを

確認するとともに、グループで【もとの考えとは異なる考え】のアイディアを出し合うことで、

思考の幅を広げる練習をおこない、思考が変わると気分が変わることを体験するワークを行う。 
 
８ ワーク４（７分） 
初めに、配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、①A さんと同じ状況、思考になっ

たとしたら、自分ならどんな気分になりそうか、②A さんと同じ状況になったとしたら、自分な

らどんな気分、思考になりそうか、の２点についてワークをおこなう。ワーク記入のポイントと

しては、①気分は１語で記入し、0－100 点で主観的に点数を付ける、②思考は、思いつくものを

すべて記入し、もっとも気分につながる思考をひとつ選ぶ、以上２点を教示する。 
 
９ グループワーク（２８分） 
次に、グループ分け（１グループ４人程度、事前に準備しておく）をおこない、それぞれのワ

ークの結果についてグループ内で共有するよう伝える。その際、最初に『名前（ニックネームで

も可）』と『アイスブレイクのための話題（例：好きな食べ物、など）』を一言ずつお互いが話し

てから、ワークの共有をおこなうよう教示する。その後、各グループで相談し、A さんの考えと

は別の考えを、できるだけたくさんリストアップするワークをおこなう。その際に、グループ内

で出た案は、全員が自分のワークシートにすべてメモを取るよう教示する。グループワーク終了

後、２～３組からグループであがった考えを発表してもらい、挙がった意見をホワイトボードに
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【３．気分と思考のつながりを事例で確認（計１５分）】 
 本パートでは、認知行動モデルをもとに思考と気分のつながりについて主に説明し、事例ワー

クを使って思考と気分の整理のしかたを確認する。 
 
６ 講義３（１０分） 
 初めに、配布資料【A さんの事例２－１】を講師が読み上げ、A さんの事例について認知行動

モデルの５つの視点（状況、思考、気分、行動、身体反応）にそって整理した図を示す。次に、

【もしも B さんが A さんと同じ場面（状況）に遭遇したら】という設定で、A さんとは異なる B
さんの思考を示し、その後、A さんとは異なる気分、行動、身体反応を示す。 

例）状況：上司にあいさつをしたが、返事が無かった 
A さんの思考 ＝ 嫌われている 
B さんの思考 ＝ 忙しそうだな 
次に、認知行動モデル図を示して、個人の思考、気分、行動、身体反応はそれぞれつながって

いて、影響し合っていることを説明し、上記の事例について、A さんと B さんのそれぞれの思考、

気分、行動、身体反応を認知行動モデルで整理した図を示した上で、改めて A さん B さんそれぞ

れにおける思考、気分、行動、身体反応のつながりと、A さんと B さんの思考、気分、行動、身

体反応の違いを確認する。 

 
認知行動モデル図の説明例 

 
その後、状況－思考－気分のつながりを図示し、思考が変われば気分が変わることを図で説明、

主に以下の点についてコメントし、事例ワークへの導入とする。 
①ある状況での、思考、気分、行動、身体反応は、それぞれつながっていて、苦しいときほど

悪循環にはまりこんでしまっていることが多い。 
②思考、気分、行動、身体反応のうち、どれかが変われば全体が変わる可能性があり、その結

果、苦しい悪循環から抜け出すことができる。（そのなかで【身体反応】を変えようとする方法が、

さきほど体験したリラクセーション技法である） 
③これから取り組むのは、【思考】を変える方法。つらく苦しい気分や身体反応、うまくいかな

い行動につながっている思考をみつけて、その考えと少しでも異なる別の考え方（少しでも気分

が楽になるような、より現実的な考え方）をすることで、悪循環から抜け出せるようにする。 
④【思考】を変える方法は、コツをおさえて練習すれば、誰でも少しずつできるようになるの

で、これからみなさんで取り組んでみましょう。 
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【第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ】 
 タイムテーブル 

通し 

番号 
項目 内容 

時間 

（目安） 

１．導入～ストレスについての簡単な説明 計５分 

１ 講義１ 
講師自己紹介、本セミナーの目的、流れについて説明する。ストレッサーとストレス

反応について、ストレスと生産性の関係、職業性ストレスのしくみを説明する。 
５分 

２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認 計２０分

２ ワーク１ 

配布資料【A さんの事例１】を使って自分の自己表現のパターンを確認することを伝

え、相関図を示して事例内容を説明。４つの自己表現の中で、普段の自分のパタ

ーンに近いものを選び、それぞれ挙手してもらう。 

１０分 

３ 講義２ 

４つの自己表現について、それぞれ具体的に解説し、アサーティブな自己表現のポ

イントについて説明。その後、配布資料【A さんの事例１】を使い、アサーティブな自

己表現のポイントを解説する。 

１０分 

３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面） 計４０分

４ ワーク２ 

配布資料【ロールプレイの場面１】を使い、ロールプレイをおこなう場面を確認。そ

の後、配布資料【アサーションワークシート１】を使い、上記場面での自分なりのア

サーティブな伝え方を記入する個人ワークに取り組む。 

１０分 

５ 
ロール 

プレイ１ 

グループ分け発表後、ロールプレイのやり方を教示し、個人ワークの内容をもとに

ロールプレイを実施。ロールプレイ終了後、振り返りの視点を教示し、グループでロ

ールプレイの振り返りをおこなう。振り返り終了後、２～３組から内容を発表してもら

い、アサーティブな自己表現の例を示して解説する。 

２５分 

６ 講義３ 上手な仕事の頼み方について、ポイントを解説する ５分 

４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ 計５５分

７ ワーク３ 

配布資料【ロールプレイの場面２】を使い、ロールプレイをおこなう場面を確認。そ

の後、配布資料【アサーションワークシート２】を使い、上記場面での自分なりのア

サーティブな伝え方を記入する個人ワークに取り組む。 

１０分 

８ 
ロール 

プレイ２ 

ロールプレイのやり方を教示し、個人ワークの内容をもとにロールプレイを実施。ロ

ールプレイ終了後、振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りを

おこなう。振り返り終了後、２～３組から内容を発表してもらい、アサーティブな自己

表現の例を示して解説する。 

２５分 

９ まとめ 

仕事を受けられないときに考えると役立つ視点について解説し、アサーティブな自

己表現のまとめと実践のポイントを説明。最後に本研修のまとめをおこない、第１

回で取り組むポイント伝える 

１０分 

１０ 質問受付 残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分 
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記入する（または PC 入力してプロジェクタで表示する）。発表時に、解決策としての考え（次は

○○すればよい、など）が多く発表された場合は、【そもそも A さんの考えが 100%事実とはいえ

ない（例：嫌われているとは限らない）】ことを示す考え方についても意見をもらうよう留意する。 
最後に、グループワークで出た案のなかから、それぞれが自分にとって一番気分が楽になる考

えを選び、そう考えるときの気分をワークシートに記入するワークをおこない、結果について、

グループで共有してもらう。ワークのポイントとして、①【そう思えたら一番気は楽になりそう

だが、そうは思えない考え】を選ぶのではなく、【少しでも気が楽になる、そう思えそうな考え】

を選ぶ、②気分の数値は想像、主観で構わない、③ワークの結果、少しでも気分の数値が下がれ

ば成功、以上を伝える。 
 
１０ まとめ（１０分） 
本研修後半部のまとめとして、①特に、ゆううつや不安など、心（＝気分）にストレス反応が

でているときに、思考の切り替えができると、ストレス反応を和らげることができる。②ストレ

ス反応が和らと、気持ちに余裕ができ、考え方や行動の幅が広がり、その結果、困りごとへの対

応がうまくできるようになる（＝悪循環から抜け出せる）。以上の点についてコメントし、実践を

促す。 
最後に研修全体の振り返りとまとめをおこない、第２回研修の内容について簡単に解説する。

具体的には、本研修では、認知行動モデルにおける【思考】と【身体反応】への取り組み方を練

習したが、次回は【行動】への取り組みとして、コミュニケーションのコツについて学ぶことを

説明し、今回学んだ思考の切り替え法と、次回学ぶ行動の工夫の両方を組み合わせることが、ス

トレスに上手に対処する上で一番効果的である点を強調して、次回の受講を促す。 
 
１１ 質問受付（１０分） 
残りの時間で、参加者からの質問を受け付け、研修を終了する。 
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【第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ】 
 タイムテーブル 

通し 

番号 
項目 内容 

時間 

（目安） 

１．導入～ストレスについての簡単な説明 計５分 

１ 講義１ 
講師自己紹介、本セミナーの目的、流れについて説明する。ストレッサーとストレス

反応について、ストレスと生産性の関係、職業性ストレスのしくみを説明する。 
５分 

２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認 計２０分

２ ワーク１ 

配布資料【A さんの事例１】を使って自分の自己表現のパターンを確認することを伝

え、相関図を示して事例内容を説明。４つの自己表現の中で、普段の自分のパタ

ーンに近いものを選び、それぞれ挙手してもらう。 

１０分 

３ 講義２ 

４つの自己表現について、それぞれ具体的に解説し、アサーティブな自己表現のポ

イントについて説明。その後、配布資料【A さんの事例１】を使い、アサーティブな自

己表現のポイントを解説する。 

１０分 

３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面） 計４０分

４ ワーク２ 

配布資料【ロールプレイの場面１】を使い、ロールプレイをおこなう場面を確認。そ

の後、配布資料【アサーションワークシート１】を使い、上記場面での自分なりのア

サーティブな伝え方を記入する個人ワークに取り組む。 

１０分 

５ 
ロール 

プレイ１ 

グループ分け発表後、ロールプレイのやり方を教示し、個人ワークの内容をもとに

ロールプレイを実施。ロールプレイ終了後、振り返りの視点を教示し、グループでロ

ールプレイの振り返りをおこなう。振り返り終了後、２～３組から内容を発表してもら

い、アサーティブな自己表現の例を示して解説する。 

２５分 

６ 講義３ 上手な仕事の頼み方について、ポイントを解説する ５分 

４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ 計５５分

７ ワーク３ 

配布資料【ロールプレイの場面２】を使い、ロールプレイをおこなう場面を確認。そ

の後、配布資料【アサーションワークシート２】を使い、上記場面での自分なりのア

サーティブな伝え方を記入する個人ワークに取り組む。 

１０分 

８ 
ロール 

プレイ２ 

ロールプレイのやり方を教示し、個人ワークの内容をもとにロールプレイを実施。ロ

ールプレイ終了後、振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りを

おこなう。振り返り終了後、２～３組から内容を発表してもらい、アサーティブな自己

表現の例を示して解説する。 

２５分 

９ まとめ 

仕事を受けられないときに考えると役立つ視点について解説し、アサーティブな自

己表現のまとめと実践のポイントを説明。最後に本研修のまとめをおこない、第１

回で取り組むポイント伝える 

１０分 

１０ 質問受付 残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分 
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記入する（または PC 入力してプロジェクタで表示する）。発表時に、解決策としての考え（次は

○○すればよい、など）が多く発表された場合は、【そもそも A さんの考えが 100%事実とはいえ

ない（例：嫌われているとは限らない）】ことを示す考え方についても意見をもらうよう留意する。 
最後に、グループワークで出た案のなかから、それぞれが自分にとって一番気分が楽になる考

えを選び、そう考えるときの気分をワークシートに記入するワークをおこない、結果について、

グループで共有してもらう。ワークのポイントとして、①【そう思えたら一番気は楽になりそう

だが、そうは思えない考え】を選ぶのではなく、【少しでも気が楽になる、そう思えそうな考え】

を選ぶ、②気分の数値は想像、主観で構わない、③ワークの結果、少しでも気分の数値が下がれ

ば成功、以上を伝える。 
 
１０ まとめ（１０分） 
本研修後半部のまとめとして、①特に、ゆううつや不安など、心（＝気分）にストレス反応が

でているときに、思考の切り替えができると、ストレス反応を和らげることができる。②ストレ

ス反応が和らと、気持ちに余裕ができ、考え方や行動の幅が広がり、その結果、困りごとへの対

応がうまくできるようになる（＝悪循環から抜け出せる）。以上の点についてコメントし、実践を

促す。 
最後に研修全体の振り返りとまとめをおこない、第２回研修の内容について簡単に解説する。

具体的には、本研修では、認知行動モデルにおける【思考】と【身体反応】への取り組み方を練

習したが、次回は【行動】への取り組みとして、コミュニケーションのコツについて学ぶことを

説明し、今回学んだ思考の切り替え法と、次回学ぶ行動の工夫の両方を組み合わせることが、ス

トレスに上手に対処する上で一番効果的である点を強調して、次回の受講を促す。 
 
１１ 質問受付（１０分） 
残りの時間で、参加者からの質問を受け付け、研修を終了する。 
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・適切（アサーティブ）な自己表現の基本は、『相手も自分も尊重し、相手が理解しやすいように

自分の考えを伝える』こと 
・会話の中に【客観的事実や状況／自分の主観や思い／具体的な提案や主張／代替案（必要に応

じて）】の４つの要素を盛り込むことで、相手に理解しやすい形で自分の主張を表現することが

できるようになる。 
・相手に何かを伝える前に、一度これらの要素を自分なりに整理しておくと主張がしやすくなる。 
・適切（アサーティブ）な自己表現をすることで、相手も自分も尊重するので関係性の悪化や欲

求不満を避けられる、相手への配慮と共に自分の主張も伝えられるので良い関係を築きやすい、

などの効果が期待できる。 
 以上を踏まえて、配布資料【A さんの事例１】を使い、適切（アサーティブ）な自己表現のポ

イントを再度確認する。 

 
適切（アサーティブ）な自己表現のポイントの説明例 

 
 
【３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面）（計４０分）】 
 本パートでは、事例（部下に仕事を依頼する場面）を用いて、自分なりの適切（アサーティブ）

な自己表現をワークシートに記入し、それをもとにロールプレイをおこなうことで、適切（アサ

ーティブ）な自己表現の体験とスキルアップに取り組む。 
 
４ ワーク２（１０分） 
 初めに、配布資料【ロールプレイの場面１】を使い、講師が場面設定を読み上げて、ロールプ

レイをおこなう場面を確認する。次に、配布資料【アサーションワークシート１】を使い、『もし

も自分が上記場面に置かれたら、どのように適切（アサーティブ）な自己表現をするか』という

視点から、自分なりのアサーティブな伝え方を記入する個人ワークを実施する。その際に、以下

の２点について教示する。 
・このワークは次のロールプレイの台本になるので、なるべく口語体（会話調）で記入する 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
５ ロールプレイ１（２５分） 
 上記ワークの終了後、グループ分け（事前に３人一組のグループを作っておく）を発表し、ロ

ールプレイの実施方法について下記の通り説明する。 
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 プログラムの具体的内容（コメント例、ポイントの詳細などについては、補足資料を参照） 
【１．導入～ストレスについての簡単な説明（計５分）】 
冒頭で、本研修を主催する担当者から講師の紹介をいただき、その後、本セミナーの目的、流

れについて説明する。 
 
１ 講義１（５分） 
本パートでは、日常で使われやすい【ストレス】という言葉について、ストレッサーとストレ

ス反応の視点から簡単に解説し、セルフケアの重要性について理解を促すとともに、ストレス対

処の実践への導入とする。また、【ストレス＝悪いもの、無くすべきもの】という誤解を避けるた

め、ストレスと生産性の関係について説明し、【過度のストレスをマネジメントできるようになる

ことが目的】である点を強調して解説する。 
 次に、職業性ストレスモデルを用いて職場のストレスのしくみを解説し、ストレスに対処ため

に、本研修（全２回）では個人要因の中のストレス対処力の向上を目指す点、本日の研修では【上

手なコミュニケーションのコツ】に取り組むことを改めて伝える。 
 
 
【２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認（計２０分）】 
 本パートでは、事例を用いて４つの自己表現（攻撃的、非主張的、非主張かつ攻撃的、適切（ア

サーティブ））の事例を確認し、自分の自己表現のパターンについて振り返り、適切（アサーティ

ブ）な自己表現のポイントを確認する。 
 
２ ワーク１（１０分） 
 最初に、配布資料【A さんの事例１】を使って『もしも自分が A さんと同じ状況に置かれたら、

４つのパターンのどれに近い自己表現をすると思うか』という視点から、自分の自己表現のパタ

ーンを確認してもらうことを伝え、相関図を示して事例の概要を説明する。その後、講師が事例

場面と４つの自己表現の事例を読み上げ、自分がどのパターンに当てはまったか挙手を促す。そ

の際に、４つの自己表現の事例は典型的な表現になっているため、完全に当てはまるものを選ぶ

必要はなく、どの傾向が強いかで選ぶよう改めて教示する。 
 
３ 講義２（１０分） 
 次に、アサーティブな自己表現を含めた４つの自己表現について、①自己表現の仕方には、４

つのパターン（攻撃的、非主張的、非主張的かつ攻撃的、適切（アサーティブ））があること、②

上手な自己表現のポイントは【自分も相手も大切にする＝適切（アサーティブ）な自己表現をす

る】こと、③まずは自分のコミュニケーションのパターンを知ることが大切であること、以上に

てついて説明し、普段の自分のコミュニケーションの仕方を振り返りながら、４つの自己表現の

特徴を確認するよう促す。 
 その後、４つの自己表現の特徴について、それぞれ具体的に説明し、コミュニケーションがう

まくいっていないときは、上記の【攻撃的な自己表現／非主張的な自己表現／非主張的かつ攻撃

的な自己表現】のどれかをしていることが多い点、意識的に【適切（アサーティブ）な自己表現】

をすることでコミュニケーションがうまくいきやすくなる点について説明し、適切（アサーティ

ブ）な自己表現をする上でのポイントと期待される効果にについて、下記の通り解説する。 
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・適切（アサーティブ）な自己表現の基本は、『相手も自分も尊重し、相手が理解しやすいように

自分の考えを伝える』こと 
・会話の中に【客観的事実や状況／自分の主観や思い／具体的な提案や主張／代替案（必要に応

じて）】の４つの要素を盛り込むことで、相手に理解しやすい形で自分の主張を表現することが

できるようになる。 
・相手に何かを伝える前に、一度これらの要素を自分なりに整理しておくと主張がしやすくなる。 
・適切（アサーティブ）な自己表現をすることで、相手も自分も尊重するので関係性の悪化や欲

求不満を避けられる、相手への配慮と共に自分の主張も伝えられるので良い関係を築きやすい、

などの効果が期待できる。 
 以上を踏まえて、配布資料【A さんの事例１】を使い、適切（アサーティブ）な自己表現のポ

イントを再度確認する。 

 
適切（アサーティブ）な自己表現のポイントの説明例 

 
 
【３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面）（計４０分）】 
 本パートでは、事例（部下に仕事を依頼する場面）を用いて、自分なりの適切（アサーティブ）

な自己表現をワークシートに記入し、それをもとにロールプレイをおこなうことで、適切（アサ

ーティブ）な自己表現の体験とスキルアップに取り組む。 
 
４ ワーク２（１０分） 
 初めに、配布資料【ロールプレイの場面１】を使い、講師が場面設定を読み上げて、ロールプ

レイをおこなう場面を確認する。次に、配布資料【アサーションワークシート１】を使い、『もし

も自分が上記場面に置かれたら、どのように適切（アサーティブ）な自己表現をするか』という

視点から、自分なりのアサーティブな伝え方を記入する個人ワークを実施する。その際に、以下

の２点について教示する。 
・このワークは次のロールプレイの台本になるので、なるべく口語体（会話調）で記入する 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
５ ロールプレイ１（２５分） 
 上記ワークの終了後、グループ分け（事前に３人一組のグループを作っておく）を発表し、ロ

ールプレイの実施方法について下記の通り説明する。 
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 プログラムの具体的内容（コメント例、ポイントの詳細などについては、補足資料を参照） 
【１．導入～ストレスについての簡単な説明（計５分）】 
冒頭で、本研修を主催する担当者から講師の紹介をいただき、その後、本セミナーの目的、流

れについて説明する。 
 
１ 講義１（５分） 
本パートでは、日常で使われやすい【ストレス】という言葉について、ストレッサーとストレ

ス反応の視点から簡単に解説し、セルフケアの重要性について理解を促すとともに、ストレス対

処の実践への導入とする。また、【ストレス＝悪いもの、無くすべきもの】という誤解を避けるた

め、ストレスと生産性の関係について説明し、【過度のストレスをマネジメントできるようになる

ことが目的】である点を強調して解説する。 
 次に、職業性ストレスモデルを用いて職場のストレスのしくみを解説し、ストレスに対処ため

に、本研修（全２回）では個人要因の中のストレス対処力の向上を目指す点、本日の研修では【上

手なコミュニケーションのコツ】に取り組むことを改めて伝える。 
 
 
【２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認（計２０分）】 
 本パートでは、事例を用いて４つの自己表現（攻撃的、非主張的、非主張かつ攻撃的、適切（ア

サーティブ））の事例を確認し、自分の自己表現のパターンについて振り返り、適切（アサーティ

ブ）な自己表現のポイントを確認する。 
 
２ ワーク１（１０分） 
 最初に、配布資料【A さんの事例１】を使って『もしも自分が A さんと同じ状況に置かれたら、

４つのパターンのどれに近い自己表現をすると思うか』という視点から、自分の自己表現のパタ

ーンを確認してもらうことを伝え、相関図を示して事例の概要を説明する。その後、講師が事例

場面と４つの自己表現の事例を読み上げ、自分がどのパターンに当てはまったか挙手を促す。そ

の際に、４つの自己表現の事例は典型的な表現になっているため、完全に当てはまるものを選ぶ

必要はなく、どの傾向が強いかで選ぶよう改めて教示する。 
 
３ 講義２（１０分） 
 次に、アサーティブな自己表現を含めた４つの自己表現について、①自己表現の仕方には、４

つのパターン（攻撃的、非主張的、非主張的かつ攻撃的、適切（アサーティブ））があること、②

上手な自己表現のポイントは【自分も相手も大切にする＝適切（アサーティブ）な自己表現をす

る】こと、③まずは自分のコミュニケーションのパターンを知ることが大切であること、以上に

てついて説明し、普段の自分のコミュニケーションの仕方を振り返りながら、４つの自己表現の

特徴を確認するよう促す。 
 その後、４つの自己表現の特徴について、それぞれ具体的に説明し、コミュニケーションがう

まくいっていないときは、上記の【攻撃的な自己表現／非主張的な自己表現／非主張的かつ攻撃

的な自己表現】のどれかをしていることが多い点、意識的に【適切（アサーティブ）な自己表現】

をすることでコミュニケーションがうまくいきやすくなる点について説明し、適切（アサーティ

ブ）な自己表現をする上でのポイントと期待される効果にについて、下記の通り解説する。 
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６ 講義３（５分） 
上手な仕事の頼み方について、以下の点からポイントを解説する。 

【上手な仕事の頼み方のポイント】 
・プロジェクト全体の概要や、依頼する仕事が全体のどの部分かを伝える（客観的事実や状況） 
・何をどこまで求めているのか、相手の責任範囲を具体的に明示する（具体的な提案や主張） 
・相手に「なぜあなたなのか」、理由を伝える（客観的事実や状況／自分の主観や思い） 
・お互いがある程度納得できる、現実的な期限を設定する（具体的な提案や主張／代替案） 
・資料、材料、情報など、必要なサポートを提供する（具体的な提案や主張／代替案） 
 
 
【４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ（計５５分）】 
 本パートでは、全パートと異なる事例（仕事の依頼を断るか調整する場面）を用いて、自分な

りの適切（アサーティブ）な自己表現をワークシートに記入し、それをもとにロールプレイをお

こなうことで、適切（アサーティブ）な自己表現のさらなるスキルアップに取り組む。基本的な

展開は、前パートと同様である。 
 
７ ワーク３（１０分） 
 初めに、配布資料【ロールプレイの場面２】を使い、講師が場面設定を読み上げて、ロールプ

レイをおこなう場面を確認する。次に、配布資料【アサーションワークシート２】を使い、『もし

も自分が上記場面に置かれたら、どのように適切（アサーティブ）な自己表現をするか』という

視点から、自分なりのアサーティブな伝え方を記入する個人ワークを実施する。その際に、以下

の２点について教示する。 
・このワークは次のロールプレイの台本になるので、なるべく口語体（会話調）で記入する 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
８ ロールプレイ２（２５分） 
 上記ワークの終了後、ロールプレイの実施方法について下記の通り説明し、前パートと同じグ

ループでロールプレイをおこなう。 
・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・仕事の依頼を断るか調整する場面のため、【相手役】が【適切（アサーティブ）な自己表現をす

る役】に声をかける（事例の該当部分を読み上げる）ところからロールプレイを開始するよう

教示する 
 また、それぞれの役割について、下記の通り説明する。 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
・アサーティブな表現を意識して相手役の仕事の依頼を断る、または、期限などについて話し合

い、現実的なものへと調整する 
【相手役】 
・すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
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・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】が【相手役】に声をかけるところからロールプレ

イを開始するよう教示する 
 また、それぞれの役割について、下記の通り説明する。 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
・アサーティブな表現を意識して相手役に仕事の依頼をする。 
【相手役】 
・すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
・素直な心で、「それなら依頼を受けてもいいかな」と思えたら O.K.する 
【観察役】 
・ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
・観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 
 以上の説明の後、ロールプレイを開始する前に、『名前（ニックネームでも可）』と『アイスブ

レイクのための話題（例：子どもの頃好きだった遊び、など）』を一言ずつお互いが話す時間を取

り、その後でロールプレイを開始する。 
ロールプレイ終了後は、振り返りの方法と視点を以下の通り教示し、グループごとにロールプ

レイの振り返りをおこなう。 
・講師が４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で、それぞれのロールプレ

イについて振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】を担当したときのコメント 
→ イメージ通りの自己表現ができたか、上手に頼めたか 

【相手役】を担当したときのコメント 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

【観察役】を担当したときのコメント 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

 尚、振り返りの際に『相手役がもっとこうすればよかった』など、相手役についてのコメント

が出る場合があるが、このロールプレイの狙いは【適切（アサーティブ）な自己表現ができてい

たかどうかを振り返る】点にあるので、ロールプレイの主役は【適切（アサーティブ）な自己表

現をする役】の人であり、【相手役】の自己表現についてはコメントの必要が無いことを強調して

伝えるとよい。 
振り返りの終了後、内容（どんな話になったか、ロールプレイをやってみての感想など）につ

いて２～３組から発表してもらい、アサーティブな自己表現の一例（このスライドは配布資料か

らは抜いておく）を示して説明する。 
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６ 講義３（５分） 
上手な仕事の頼み方について、以下の点からポイントを解説する。 

【上手な仕事の頼み方のポイント】 
・プロジェクト全体の概要や、依頼する仕事が全体のどの部分かを伝える（客観的事実や状況） 
・何をどこまで求めているのか、相手の責任範囲を具体的に明示する（具体的な提案や主張） 
・相手に「なぜあなたなのか」、理由を伝える（客観的事実や状況／自分の主観や思い） 
・お互いがある程度納得できる、現実的な期限を設定する（具体的な提案や主張／代替案） 
・資料、材料、情報など、必要なサポートを提供する（具体的な提案や主張／代替案） 
 
 
【４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ（計５５分）】 
 本パートでは、全パートと異なる事例（仕事の依頼を断るか調整する場面）を用いて、自分な

りの適切（アサーティブ）な自己表現をワークシートに記入し、それをもとにロールプレイをお

こなうことで、適切（アサーティブ）な自己表現のさらなるスキルアップに取り組む。基本的な

展開は、前パートと同様である。 
 
７ ワーク３（１０分） 
 初めに、配布資料【ロールプレイの場面２】を使い、講師が場面設定を読み上げて、ロールプ

レイをおこなう場面を確認する。次に、配布資料【アサーションワークシート２】を使い、『もし

も自分が上記場面に置かれたら、どのように適切（アサーティブ）な自己表現をするか』という

視点から、自分なりのアサーティブな伝え方を記入する個人ワークを実施する。その際に、以下

の２点について教示する。 
・このワークは次のロールプレイの台本になるので、なるべく口語体（会話調）で記入する 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
８ ロールプレイ２（２５分） 
 上記ワークの終了後、ロールプレイの実施方法について下記の通り説明し、前パートと同じグ

ループでロールプレイをおこなう。 
・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・仕事の依頼を断るか調整する場面のため、【相手役】が【適切（アサーティブ）な自己表現をす

る役】に声をかける（事例の該当部分を読み上げる）ところからロールプレイを開始するよう

教示する 
 また、それぞれの役割について、下記の通り説明する。 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
・アサーティブな表現を意識して相手役の仕事の依頼を断る、または、期限などについて話し合

い、現実的なものへと調整する 
【相手役】 
・すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
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・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】が【相手役】に声をかけるところからロールプレ

イを開始するよう教示する 
 また、それぞれの役割について、下記の通り説明する。 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
・アサーティブな表現を意識して相手役に仕事の依頼をする。 
【相手役】 
・すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
・素直な心で、「それなら依頼を受けてもいいかな」と思えたら O.K.する 
【観察役】 
・ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
・観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 
 以上の説明の後、ロールプレイを開始する前に、『名前（ニックネームでも可）』と『アイスブ

レイクのための話題（例：子どもの頃好きだった遊び、など）』を一言ずつお互いが話す時間を取

り、その後でロールプレイを開始する。 
ロールプレイ終了後は、振り返りの方法と視点を以下の通り教示し、グループごとにロールプ

レイの振り返りをおこなう。 
・講師が４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で、それぞれのロールプレ

イについて振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】を担当したときのコメント 
→ イメージ通りの自己表現ができたか、上手に頼めたか 

【相手役】を担当したときのコメント 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

【観察役】を担当したときのコメント 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

 尚、振り返りの際に『相手役がもっとこうすればよかった』など、相手役についてのコメント

が出る場合があるが、このロールプレイの狙いは【適切（アサーティブ）な自己表現ができてい

たかどうかを振り返る】点にあるので、ロールプレイの主役は【適切（アサーティブ）な自己表

現をする役】の人であり、【相手役】の自己表現についてはコメントの必要が無いことを強調して

伝えるとよい。 
振り返りの終了後、内容（どんな話になったか、ロールプレイをやってみての感想など）につ

いて２～３組から発表してもらい、アサーティブな自己表現の一例（このスライドは配布資料か

らは抜いておく）を示して説明する。 
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8. 実施上の工夫 
・解説には具体例を多く使う 
・個人ワーク、グループワーク導入時に、その後の展開を丁寧につたえる 
・参加者への問いかけや質問を入れながら研修を進める 
・重要なメッセージは繰り返し伝える 
・質問が出なければ、FAQ から質問をいくつか紹介して解説する 
・ディスカッションが適切に進んでいないグループ（議論が進んでいない、横道にそれている、

同じ人しか話していない、など）には、積極的に介入して流れを整える 
・複数のスタッフで実施する場合は、ていねいに打合せをしておく 
・事前に職場のニーズを把握し、研修の事例ワークなどに組み込む 
・外部スタッフとして実施する場合は、内部の産業保健スタッフのニーズを把握し、不調時の相

談窓口を確認しておく 
・事例の登場人物は、覚えやすい名前にすると良い（地域の地名、事業場にゆかりのある名前な

ど） 
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・素直な心で、「それなら仕方ないかな」と思えたら O.K.する 
【観察役】 
・ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
・観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 
ロールプレイ終了後は、振り返りの方法と視点を以下の通り教示し、グループごとにロールプ

レイの振り返りをおこなう。 
・講師が４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で、それぞれのロールプレ

イについて振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】を担当したときのコメント 
→ イメージ通りの自己表現ができたか 
→ 依頼を現実的なものに変えられたか、または上手に断れたか 

【相手役】を担当したときのコメント 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

【観察役】を担当したときのコメント 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

 前パートの時と同様に、振り返りの際に『相手役がもっとこうすればよかった』など、相手役

についてのコメントが出る場合があるが、このロールプレイの狙いは【適切（アサーティブ）な

自己表現ができていたかどうかを振り返る】点にあるので、ロールプレイの主役は【適切（アサ

ーティブ）な自己表現をする役】の人であり、【相手役】の自己表現についてはコメントの必要が

無いことを改めて強調して伝えるとよい。 
振り返りの終了後、内容（どんな話になったか、ロールプレイをやってみての感想など）につ

いて２～３組から発表してもらい、アサーティブな自己表現の一例（このスライドは配布資料か

らは抜いておく）を示して説明する。 
 

９ まとめ（１０分） 
どうしても仕事が受けられないときの検討点として、以下のポイントを解説する。 

【どうしても仕事が受けられないときは…】 
・他の人に任せられる仕事かどうか、状況や適任者を確認する。 
・誤解（やる気が無い、仕事の選り好みをしている、など）を防ぐため、断る場合は理由をなる

べく具体的で明確に示すようにする 
・断るだけでなく、申し訳ない気持ちや相手への配慮を伝えたり、『現状だと○○なら可能です』

というように、代替案を示した方が相手の理解も得られやすい。 
 最後に、アサーティブな自己表現のまとめと実践のポイントを説明し、本研修の振り返りまと

めをおこない、第１回の研修で取り組むポイント伝えて未受講者に受講を促す。 
 
１０ 質問受付（１０分） 
残りの時間で、参加者からの質問を受け付け、研修を終了する。 
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8. 実施上の工夫 
・解説には具体例を多く使う 
・個人ワーク、グループワーク導入時に、その後の展開を丁寧につたえる 
・参加者への問いかけや質問を入れながら研修を進める 
・重要なメッセージは繰り返し伝える 
・質問が出なければ、FAQ から質問をいくつか紹介して解説する 
・ディスカッションが適切に進んでいないグループ（議論が進んでいない、横道にそれている、

同じ人しか話していない、など）には、積極的に介入して流れを整える 
・複数のスタッフで実施する場合は、ていねいに打合せをしておく 
・事前に職場のニーズを把握し、研修の事例ワークなどに組み込む 
・外部スタッフとして実施する場合は、内部の産業保健スタッフのニーズを把握し、不調時の相

談窓口を確認しておく 
・事例の登場人物は、覚えやすい名前にすると良い（地域の地名、事業場にゆかりのある名前な

ど） 
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・素直な心で、「それなら仕方ないかな」と思えたら O.K.する 
【観察役】 
・ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
・観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 
ロールプレイ終了後は、振り返りの方法と視点を以下の通り教示し、グループごとにロールプ

レイの振り返りをおこなう。 
・講師が４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で、それぞれのロールプレ

イについて振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】を担当したときのコメント 
→ イメージ通りの自己表現ができたか 
→ 依頼を現実的なものに変えられたか、または上手に断れたか 

【相手役】を担当したときのコメント 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

【観察役】を担当したときのコメント 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

 前パートの時と同様に、振り返りの際に『相手役がもっとこうすればよかった』など、相手役

についてのコメントが出る場合があるが、このロールプレイの狙いは【適切（アサーティブ）な

自己表現ができていたかどうかを振り返る】点にあるので、ロールプレイの主役は【適切（アサ

ーティブ）な自己表現をする役】の人であり、【相手役】の自己表現についてはコメントの必要が

無いことを改めて強調して伝えるとよい。 
振り返りの終了後、内容（どんな話になったか、ロールプレイをやってみての感想など）につ

いて２～３組から発表してもらい、アサーティブな自己表現の一例（このスライドは配布資料か

らは抜いておく）を示して説明する。 
 

９ まとめ（１０分） 
どうしても仕事が受けられないときの検討点として、以下のポイントを解説する。 

【どうしても仕事が受けられないときは…】 
・他の人に任せられる仕事かどうか、状況や適任者を確認する。 
・誤解（やる気が無い、仕事の選り好みをしている、など）を防ぐため、断る場合は理由をなる

べく具体的で明確に示すようにする 
・断るだけでなく、申し訳ない気持ちや相手への配慮を伝えたり、『現状だと○○なら可能です』

というように、代替案を示した方が相手の理解も得られやすい。 
 最後に、アサーティブな自己表現のまとめと実践のポイントを説明し、本研修の振り返りまと

めをおこない、第１回の研修で取り組むポイント伝えて未受講者に受講を促す。 
 
１０ 質問受付（１０分） 
残りの時間で、参加者からの質問を受け付け、研修を終了する。 

 15

− 124− − 125−



て説明（同じ状況でも A さんと B さんでは思考、気分、行動、身体反応が異なる） 

②状況と個人のつながりについて、認知行動モデルで説明 

③上記の事例について、A さんと B さんのそれぞれを認知行動モデルで整理した

図を示す。 

④状況－思考－気分のつながりを図示し、思考が変われば気分が変わることを図

で説明 

・ ス ラ イ ド

で説明 

ワーク３ 

①配布資料【A さんの事例２－２】を使い、指定された状況での A さんの思考と気

分を整理するワークをおこなう 

★個人ワーク（３分） 

②思考と気分の整理の例を示す（このスライドは配布資料からは抜いておく） 

５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践～まとめ 計５５分  

ワーク４ 

①配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、以下の２点について個人ワー

クをおこなう 

 （１）A さんと同じ状況、思考になったとしたら、自分ならどんな気分になりそうか 

 （２）A さんと同じ状況になったとしたら、自分ならどんな気分、思考になりそうか 

★個人ワーク（５分） 

７分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

グループ

ワーク 

①グループ分けを発表し、個人ワークの結果についてグループで共有するよう伝

える。その際、最初に名前（ニックネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図した

もの）を言うように伝える 

★グループで共有（アイスブレイキング込み）（５分） 

②グループで、A さんの考えとは別の考えを、できるだけたくさん書き出す。 

＊出た案は、全員が自分のワークシートにすべてメモを取るよう教示する 

★グループワーク（５分） 

★２～３組からグループででた内容を発表（５分） 

③グループワークで出た案のなかから、自分にとって一番気分が楽になる考えを

選び、そう考えるときの気分をワークシートに記入する 

★個人ワーク（３分） 

④結果について、グループで共有する 

★グループ共有（５分） 

２８分 

・事前にグ

ル ー プ 分

け（４人程

度）をして

おく 

・タイマー

使用 

・様子を見

て回る 

・発表内容

を 白 板 ま

たはスライ

ドに列記 

まとめ 

①思考が変われば気分が変わる点、バランスのとれた考え方が大切（ネガティブ

思考もポジティブ思考もどちらも極端な思考）である点を説明。 

②本研修の振り返りとまとめをおこない、第２回で取り組むポイント伝える 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

質問受付 ①残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分  
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補足資料１ 進行表 
【第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法】 

項目 内容 時間 備考 

１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク 計２５分  

講義１ 

①講師自己紹介、本セミナーの目的、流れについて説明 

②ストレッサーとストレス反応について説明 

③ストレスと生産性の関係について説明 

１７分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

ワーク１ 

①職業性ストレスのしくみを説明し、ストレッサー、ストレス反応のチェックをするこ

とを伝える 

②配布資料【職場のストレッサーの例】を使って個人ワークをおこなう 

★セルフチェック（１分） 

③配布資料【ストレス反応（身体・心理・行動）の例】を使って個人ワークをおこなう 

★セルフチェック（１分）×３回＝３分 

８分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

２．事例を使っての個人ワークと共有（近くの席の人と）～リラクセーション技法の体験 計２５分  

ワーク２ 

①配布資料【A さんの事例１】を使って、ストレッサーとストレス反応の整理の練習

をすることを伝え、相関図を確認する 

②配布資料【A さんの事例１】を使った個人ワークの取り組み方について説明する 

★個人ワーク（５分） 

③個人ワークの結果について、隣（または近く）の席の人と共有するよう伝える。そ

の際、最初に名前（ニックネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を

言うように伝える。また、講師の狙いに応じて、必要であれば共有の視点を事前に

伝えておく。 

★近くの席の人と結果を共有（３分） 

★２～３組から共有内容について発表してもらう（３分） 

１５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

・様子を見

て回る 

講義２ 

①配布資料【A さんの事例１】について、ストレッサーとストレス反応の整理の例を

示す（このスライドは配布資料からは抜いておく） 

②職業性ストレスのしくみを再度示し、ストレスに対処ために、本研修では個人要

因の中のストレス対処力の向上を目指す点を伝える。 

③ストレス対処力の下位項目として、【思考の切り替え力】【コミュニケーション力】

など、本研修に関連する内容を列記しておき、後半は【思考の切り替え】に取り組

むことを伝える。 

５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

体験 
①リラクセーション技法の体験と、小休憩の意図から、参加者全員で漸進的筋弛

緩法（または呼吸法）をおこなう 
５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

３．気分と思考のつながりを事例で確認 計１５分  

講義３ ①気分が思考の影響を受けることについて、配布資料【A さんの事例２－１】を使っ １０分  
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て説明（同じ状況でも A さんと B さんでは思考、気分、行動、身体反応が異なる） 

②状況と個人のつながりについて、認知行動モデルで説明 

③上記の事例について、A さんと B さんのそれぞれを認知行動モデルで整理した

図を示す。 

④状況－思考－気分のつながりを図示し、思考が変われば気分が変わることを図

で説明 

・ ス ラ イ ド

で説明 

ワーク３ 

①配布資料【A さんの事例２－２】を使い、指定された状況での A さんの思考と気

分を整理するワークをおこなう 

★個人ワーク（３分） 

②思考と気分の整理の例を示す（このスライドは配布資料からは抜いておく） 

５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践～まとめ 計５５分  

ワーク４ 

①配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、以下の２点について個人ワー

クをおこなう 

 （１）A さんと同じ状況、思考になったとしたら、自分ならどんな気分になりそうか 

 （２）A さんと同じ状況になったとしたら、自分ならどんな気分、思考になりそうか 

★個人ワーク（５分） 

７分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

グループ

ワーク 

①グループ分けを発表し、個人ワークの結果についてグループで共有するよう伝

える。その際、最初に名前（ニックネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図した

もの）を言うように伝える 

★グループで共有（アイスブレイキング込み）（５分） 

②グループで、A さんの考えとは別の考えを、できるだけたくさん書き出す。 

＊出た案は、全員が自分のワークシートにすべてメモを取るよう教示する 

★グループワーク（５分） 

★２～３組からグループででた内容を発表（５分） 

③グループワークで出た案のなかから、自分にとって一番気分が楽になる考えを

選び、そう考えるときの気分をワークシートに記入する 

★個人ワーク（３分） 

④結果について、グループで共有する 

★グループ共有（５分） 

２８分 

・事前にグ

ル ー プ 分

け（４人程

度）をして

おく 

・タイマー

使用 

・様子を見

て回る 

・発表内容

を 白 板 ま

たはスライ

ドに列記 

まとめ 

①思考が変われば気分が変わる点、バランスのとれた考え方が大切（ネガティブ

思考もポジティブ思考もどちらも極端な思考）である点を説明。 

②本研修の振り返りとまとめをおこない、第２回で取り組むポイント伝える 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

質問受付 ①残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分  
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補足資料１ 進行表 
【第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法】 

項目 内容 時間 備考 

１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク 計２５分  

講義１ 

①講師自己紹介、本セミナーの目的、流れについて説明 

②ストレッサーとストレス反応について説明 

③ストレスと生産性の関係について説明 

１７分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

ワーク１ 

①職業性ストレスのしくみを説明し、ストレッサー、ストレス反応のチェックをするこ

とを伝える 

②配布資料【職場のストレッサーの例】を使って個人ワークをおこなう 

★セルフチェック（１分） 

③配布資料【ストレス反応（身体・心理・行動）の例】を使って個人ワークをおこなう 

★セルフチェック（１分）×３回＝３分 

８分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

２．事例を使っての個人ワークと共有（近くの席の人と）～リラクセーション技法の体験 計２５分  

ワーク２ 

①配布資料【A さんの事例１】を使って、ストレッサーとストレス反応の整理の練習

をすることを伝え、相関図を確認する 

②配布資料【A さんの事例１】を使った個人ワークの取り組み方について説明する 

★個人ワーク（５分） 

③個人ワークの結果について、隣（または近く）の席の人と共有するよう伝える。そ

の際、最初に名前（ニックネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を

言うように伝える。また、講師の狙いに応じて、必要であれば共有の視点を事前に

伝えておく。 

★近くの席の人と結果を共有（３分） 

★２～３組から共有内容について発表してもらう（３分） 

１５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

・様子を見

て回る 

講義２ 

①配布資料【A さんの事例１】について、ストレッサーとストレス反応の整理の例を

示す（このスライドは配布資料からは抜いておく） 

②職業性ストレスのしくみを再度示し、ストレスに対処ために、本研修では個人要

因の中のストレス対処力の向上を目指す点を伝える。 

③ストレス対処力の下位項目として、【思考の切り替え力】【コミュニケーション力】

など、本研修に関連する内容を列記しておき、後半は【思考の切り替え】に取り組

むことを伝える。 

５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

体験 
①リラクセーション技法の体験と、小休憩の意図から、参加者全員で漸進的筋弛

緩法（または呼吸法）をおこなう 
５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

３．気分と思考のつながりを事例で確認 計１５分  

講義３ ①気分が思考の影響を受けることについて、配布資料【A さんの事例２－１】を使っ １０分  
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④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 て回る 

講義３ ①上手な仕事の頼み方について、ポイントを解説する ５分  

４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ 計５５分  

ワーク３ 

①配布資料【ロールプレイの場面２】を使い、講師が場面設定を読み上げて、ロー

ルプレイをおこなう場面を確認する 

②配布資料【アサーションワークシート２】を使い、上記場面での自分なりのアサー

ティブな伝え方を記入する個人ワークに取り組む。 

★個人ワーク（５分） 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

ロール 

プレイ２ 

①ロールプレイのやり方を教示し、【個人ワーク３】でワークシートに記入した内容

をもとにロールプレイをおこなう。 

★ロールプレイ（２分）×３回＝６分 

②振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りをおこなう 

★グループディスカッション（１２分） 

③振り返りの内容について発表してもらい、全体で共有する 

★２～３組から発表してもらう（３分） 

④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 

２５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

・様子を見

て回る 

まとめ 

①仕事を受けられないときに考えると役立つ視点について解説 

②アサーティブな自己表現のまとめと実践のポイントを説明 

③本研修の振り返りまとめをおこない、第１回で取り組むポイント伝える 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

質問受付 ①残り時間で、参加者からの質問に対応する １０分  

 

 20

【第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ】 

項目 内容 
時間 

（目安） 
備考 

１．導入～ストレスについての簡単な説明 計５分  

講義１ 

①講師自己紹介、本セミナーの目的について説明 

②ストレッサーとストレス反応について説明 

③ストレスと生産性の関係について説明 

④職業性ストレスのしくみを示し、本研修では個人要因の中のストレス対処力の向

上を目的として、【コミュニケーション力アップ】に取り組むことを確認 

５分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認 計２０分  

ワーク１ 

①配布資料【A さんの事例１】を使って自分の自己表現のパターンを確認すること

を伝え、相関図を示して事例内容を説明する。 

②４つの自己表現の具体例を講師が読み上げ、普段の自分のパターンに近いも

のを選んでもらう 

★個人ワーク（１分） 

③どれに当てはまったか、それぞれ挙手してもらい傾向を確認する 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

講義２ 

①アサーティブな自己表現を含めた４つの自己表現について簡単に説明 

②４つの自己表現について、それぞれ具体的に説明 

③アサーティブな自己表現のポイントについて説明 

④配布資料【A さんの事例１】を使い、アサーティブな自己表現のポイントを解説 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面） 計４０分  

ワーク２ 

①配布資料【ロールプレイの場面１】を使い、講師が場面設定を読み上げて、ロー

ルプレイをおこなう場面を確認する 

②配布資料【アサーションワークシート１】を使い、上記場面での自分なりのアサー

ティブな伝え方を記入する個人ワークに取り組む。 

★個人ワーク（５分） 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

ロール 

プレイ１ 

①グループ分け発表後、ロールプレイのやり方を教示し、【個人ワーク２】でワーク

シートに記入した内容をもとにロールプレイをおこなう。その際、最初に名前（ニック

ネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を言うように伝える 

★自己紹介+アイスブレイク（１分） 

★ロールプレイ（２分）×３回＝６分 

②振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りをおこなう 
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③振り返りの内容について発表してもらい、全体で共有する 

★２～３組から発表してもらう（３分） 

２５分 

・事前に３

人ずつグ

ループ分

けしておく

・ ス ラ イ ド

で説明 

・タイマー

使用 

・様子を見
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④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 て回る 
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【第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ】 

項目 内容 
時間 

（目安） 
備考 

１．導入～ストレスについての簡単な説明 計５分  
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ワーク１ 

①配布資料【A さんの事例１】を使って自分の自己表現のパターンを確認すること

を伝え、相関図を示して事例内容を説明する。 

②４つの自己表現の具体例を講師が読み上げ、普段の自分のパターンに近いも

のを選んでもらう 

★個人ワーク（１分） 

③どれに当てはまったか、それぞれ挙手してもらい傾向を確認する 

１０分 

・ ス ラ イ ド

で説明 

講義２ 

①アサーティブな自己表現を含めた４つの自己表現について簡単に説明 
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みて下さい。」 
 
 
【２．事例を使っての個人ワークと共有（近くの席の人と）～リラクセーション技法の体験（計

２５分）】 
＜ワーク２（１５分）＞ 
①配布資料【A さんの事例１】を使って、ストレッサーとストレス反応の整理の練習をすること

を伝え、相関図を確認する 
 事例の設定を正しく理解してもらうため、最初に登場人物の相関図を示す。 
 登場人物同士の関係を確認した後、事例の導入部のみ講師が読み上げる。 

②配布資料【A さんの事例１】を使った個人ワークの取り組み方について説明する 
（★個人ワーク（５分）） 
 ワークの取り組み方のスライドを示し全体で確認後、個人ワークの時間を取る 

【A さんの事例１】を使ったワークの概要 
A さん事例を読み、その中から A さんのストレッサーとストレス反応に該当すると考えられる部

分に色分けして下線を引く 
③個人ワークの結果について、隣（または近く）の席の人と共有するよう伝える。 
（★近くの席の人と結果を共有（３分）） 
（★２～３組から共有内容について発表してもらう（３分）） 
 隣（または近く）の参加者と結果を共有し、結果の異同について話し合ってもらう。 
 共有を始めるときは、最初に名前＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を言うように

伝える 
コメント例）「最初に、ご自身の名前（ニックネームでも可）と、【今ハマっていること】をお互

いに伝えあってから、共有をはじめて下さい」 
 講師の狙いに応じて、必要であれば共有の視点を事前に伝えておく 
＊ 討論にならないように注意が必要 

コメント例）「特に、同じところに下線をひいた部分と、違うところに下線をひいた部分を確認し

て下さい。」 
 時間の余裕に応じて、２～３組に、共有の結果（どんなことが話し合われたか）を発表し

てもらう 
 発表内容に応じて、以下の点を全体にコメントし、後半の内容につなげる。 

コメントのポイント 
・ストレス反応は、隣の人のワークと結果が一致することが多い。つまり、ストレス反応にどん

なものがあるかがわかっていれば、気づくことができる。 
・ストレッサーは、お互い違うところに下線をひくことも多くみられる。 
・人それぞれ、その人がストレッサーだと感じることが違う。つまり、同じ状況に置かれても、

人によってそれがストレッサーになることもならないこともあるということ。 
・それは、状況に対するとらえ方（思考）が人それぞれ違うから。 
・研修の後半では、物事のとらえ方（思考）が気分や行動、身体の反応に与える影響について学

びます。 
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補足資料２ 実施マニュアル（進行表の当該個所と対応） 
【第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法】 
【１．導入～ストレスについての学習と個人ワーク（計２５分）】 
＜講義１（１７分）＞ 
②ストレッサーとストレス反応について説明  
 以下の点について解説する。 

コメントのポイント 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があります。 
・ストレッサーにさらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもありま

す。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気

に働くことができます。 
・そのための方法を本研修（全２回）で学び、ストレスに対処できるようになりましょう 
③ストレスと生産性の関係について説明 
 ストレスは常に悪いものではなく、過度のストレスをマネジメントできるようになること

が重要である点を強調して伝える 
コメント例）「ストレスに対処できるように、という話をしていると、【ストレスは悪いもの、無

くすべきもの】と理解されがちですが、実は悪い面ばかりではありません。適度なストレスがあ

ったほうが、作業のパフォーマンスが上がるという研究結果もあります。大切なのは【自分にと

って過度で辛すぎるストレスを、少しでも苦しくないようにしていく】ことです。そのための方

法を、本研修（全２回）で学んでいきましょう。」 
＊ 【適度なストレスは良いもの】という説明は気休めに受け取られることもあるので、なる

べく具体的な実例を示すと良い 
 
＜ワーク１（８分）＞ 
①配布資料【職場のストレッサーの例】を使って個人ワークをおこなう 
（★セルフチェック（１分）） 
 チェック数の多少にかかわらず、ストレス対処力向上の取り組みを促す。 

コメント例）「チェックがいくつかついた方は、具体的にどんなことがストレッサーとなっている

のか、振り返ってみて下さい。今回と次回の研修を通して、少しでも対処できるようにしていき

ましょう。チェックが少なかった方は、今のうちにストレス対処法を学んでおくと、困った時に

役立ちます。」 
＊ チェックの結果を他者へ開示することに抵抗を示す人がいると予想される場合は、結果の

共有は行わない方がよい。 
②配布資料【ストレス反応（身体・心理・行動）の例】を使って個人ワークをおこなう 
（★セルフチェック（１分）×３回＝３分） 
 不調の早期発見と、不調悪化の予防が狙いであることを伝える。 
 不調感が強い場合は、当該健康相談窓口への相談を促す。 

コメント例）「自分に出やすいストレス反応がわかっていると、ストレスに早く気付けます。早め

に気付いて早めにストレスに対処すると、不調の悪化を避けられるので、自分に出やすいストレ

ス反応を押さえておきましょう。今の時点で不調感の強い方は、社内の健康相談窓口に相談して
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みて下さい。」 
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④状況－思考－気分のつながりを図示し、思考が変われば気分が変わることを図で説明 
 ③での説明につなげて、以下の点をコメントする。 

コメントのポイント 
・ある状況での、思考、気分、行動、身体反応は、それぞれつながっている 
・どれかが変われば全体が変わる可能性がある 
・そのなかで【身体反応】を変えようとする方法が、さきほど体験したリラクセーション技法 
・これから取り組むのは、【思考】を変える方法 
・ある考え方によって、つらく苦しい気分になっているのであれば、その考えと少しでも異なる

別の考え方（少しでも気分が楽になるような、より現実的な考え方）ができれば、つらく苦し

い気分に変化が起こせる 
・この方法は、コツをおさえて練習すれば、誰でも少しずつできるようになるので、これからみ

なさんで取り組んでみましょう。 
 
＜ワーク３（５分）＞ 
①配布資料【A さんの事例２－２】を使い、指定された状況での A さんの思考と気分を整理する

ワークをおこなう 
（★個人ワーク（３分）） 
 配布資料【A さんの事例２－２】を講師が読み上げ、状況のみが記入され、気分と思考が空

欄の図を示す。 
 気分、思考の記入ポイントを解説し、事例から A さんの気分、思考を書き出す個人ワーク

をおこなう 
個人ワーク記入のポイント 
気分：A さんの気分と思われる部分を１語で記入する 
思考：A さんの思考と思われる部分をそのまま書き出す 
 
 
【４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践～まとめ（計５５分）】 
＜ワーク４（７分）＞ 
①配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、以下の２点について個人ワークをおこなう 
 （１）A さんと同じ状況、思考になったとしたら、自分ならどんな気分になりそうか 
 （２）A さんと同じ状況になったとしたら、自分ならどんな気分、思考になりそうか 

（★個人ワーク（５分）） 
 気分は１語で記入すること、主観的点数を付けることを強調する。 
 思考は、思いつくものをとりあえず記入するよう促す 

 
＜グループワーク（２８分）＞ 
①グループ分けを発表し、個人ワークの結果についてグループで共有するよう伝える。 
（★グループで共有（アイスブレイキング込み）（５分）） 
 共有を始めるときは、最初に名前＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を言うように

伝える 
コメント例）「最初に、ご自身の名前（ニックネームでも可）と、【好きな食べ物】をお互いに伝
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＜体験（５分）＞ 
①リラクセーション技法の体験と、小休憩の意図から、参加者全員で漸進的筋弛緩法（または呼

吸法）をおこなう 
 不安や緊張を和らげる方法として、リラクセーション技法を紹介する 
 実施するリラクセーション技法のやり方を示し、全体で実施する 

漸進的筋弛緩法実施のポイント 
・漸進的筋弛緩法のやり方を示し、全体で確認。その後、全体で一斉に実施する。 
・講師が合図し、緊張フェイズを実施。秒数を声に出してカウントし、弛緩フェイズに入る。 
・弛緩フェイズは秒数カウントはせず、一定時間後に合図し、弛緩フェイズを終了する。 
・終了後リラックス効果を体感できた人に挙手してもらう、または感想を聞き、コメントする 
＊漸進的筋弛緩法は、その場でリラックスを体感できる人が少ない場合もある。その際には、や

り方のコツなどについてコメントが必要となる点留意する。 
呼吸法実施のポイント 
・呼吸法のやり方を示し、全体で確認。その後、全体で一斉に実施する。 
・呼吸のリズムは任意とし、講師は開始と終了の合図のみする。 
・終了後リラックス効果を体感できた人に挙手してもらう、または感想を聞き、コメントする 
 
 
【３．気分と思考のつながりを事例で確認（計１５分）】 
＜講義３（１０分）＞ 
①気分が思考の影響を受けることについて、配布資料【A さんの事例２－１】を使って説明（同

じ状況でも A さんと B さんでは思考、気分、行動、身体反応が異なる） 
 配布資料【A さんの事例２－１】を講師が読み上げ、認知行動モデルの視点（状況、思考、

気分、行動、身体反応）にそって整理した図を示す。 
 次に、【もしも B さんが A さんと同じ場面（状況）に遭遇したら】という設定で、A さんと

は異なる思考を示す。 
例）状況：上司にあいさつをしたが、返事が無かった 
A さんの思考 ＝ 嫌われている 
B さんの思考 ＝ 忙しそうだな 
 その結果、A さんとは異なる気分、行動、身体反応になる可能性を伝える。 

②状況と個人のつながりについて、認知行動モデルで説明 
 認知行動モデル図を示し、ある状況における、個人の思考、気分、行動、身体反応はそれ

ぞれつながっていて、影響し合っていることを説明する。 
③上記の事例について、A さんと B さんのそれぞれを認知行動モデルで整理した図を示す。 
 ①での事例を、認知行動モデル図に重ねて表示し、つながりと違いを確認する。 

コメント例）「【上司にあいさつをしたが、返事が無かった】という状況で、A さんは【嫌われて

いる】と考えると【悲しい、むなしい】気分になり、【胸が苦しくなる】という身体反応があらわ

れ、【１日、上司を避ける】という行動をとりました。一方で、B さんは【忙しそうだな】と考え

て、【上司を気遣う】ような気分になり、【あとで声をかける】という行動をとりました。身体反

応は【特に何もない】という感じです。このように、思考、気分、身体反応、行動はそれぞれつ

ながり合っていて、影響しあっています。」 
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④状況－思考－気分のつながりを図示し、思考が変われば気分が変わることを図で説明 
 ③での説明につなげて、以下の点をコメントする。 

コメントのポイント 
・ある状況での、思考、気分、行動、身体反応は、それぞれつながっている 
・どれかが変われば全体が変わる可能性がある 
・そのなかで【身体反応】を変えようとする方法が、さきほど体験したリラクセーション技法 
・これから取り組むのは、【思考】を変える方法 
・ある考え方によって、つらく苦しい気分になっているのであれば、その考えと少しでも異なる

別の考え方（少しでも気分が楽になるような、より現実的な考え方）ができれば、つらく苦し

い気分に変化が起こせる 
・この方法は、コツをおさえて練習すれば、誰でも少しずつできるようになるので、これからみ

なさんで取り組んでみましょう。 
 
＜ワーク３（５分）＞ 
①配布資料【A さんの事例２－２】を使い、指定された状況での A さんの思考と気分を整理する

ワークをおこなう 
（★個人ワーク（３分）） 
 配布資料【A さんの事例２－２】を講師が読み上げ、状況のみが記入され、気分と思考が空

欄の図を示す。 
 気分、思考の記入ポイントを解説し、事例から A さんの気分、思考を書き出す個人ワーク

をおこなう 
個人ワーク記入のポイント 
気分：A さんの気分と思われる部分を１語で記入する 
思考：A さんの思考と思われる部分をそのまま書き出す 
 
 
【４．個人ワーク＋グループワークで思考の切り替えを実践～まとめ（計５５分）】 
＜ワーク４（７分）＞ 
①配布資料【思考の切り替えワークシート】を使い、以下の２点について個人ワークをおこなう 
 （１）A さんと同じ状況、思考になったとしたら、自分ならどんな気分になりそうか 
 （２）A さんと同じ状況になったとしたら、自分ならどんな気分、思考になりそうか 

（★個人ワーク（５分）） 
 気分は１語で記入すること、主観的点数を付けることを強調する。 
 思考は、思いつくものをとりあえず記入するよう促す 

 
＜グループワーク（２８分）＞ 
①グループ分けを発表し、個人ワークの結果についてグループで共有するよう伝える。 
（★グループで共有（アイスブレイキング込み）（５分）） 
 共有を始めるときは、最初に名前＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を言うように

伝える 
コメント例）「最初に、ご自身の名前（ニックネームでも可）と、【好きな食べ物】をお互いに伝
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＜体験（５分）＞ 
①リラクセーション技法の体験と、小休憩の意図から、参加者全員で漸進的筋弛緩法（または呼

吸法）をおこなう 
 不安や緊張を和らげる方法として、リラクセーション技法を紹介する 
 実施するリラクセーション技法のやり方を示し、全体で実施する 

漸進的筋弛緩法実施のポイント 
・漸進的筋弛緩法のやり方を示し、全体で確認。その後、全体で一斉に実施する。 
・講師が合図し、緊張フェイズを実施。秒数を声に出してカウントし、弛緩フェイズに入る。 
・弛緩フェイズは秒数カウントはせず、一定時間後に合図し、弛緩フェイズを終了する。 
・終了後リラックス効果を体感できた人に挙手してもらう、または感想を聞き、コメントする 
＊漸進的筋弛緩法は、その場でリラックスを体感できる人が少ない場合もある。その際には、や

り方のコツなどについてコメントが必要となる点留意する。 
呼吸法実施のポイント 
・呼吸法のやり方を示し、全体で確認。その後、全体で一斉に実施する。 
・呼吸のリズムは任意とし、講師は開始と終了の合図のみする。 
・終了後リラックス効果を体感できた人に挙手してもらう、または感想を聞き、コメントする 
 
 
【３．気分と思考のつながりを事例で確認（計１５分）】 
＜講義３（１０分）＞ 
①気分が思考の影響を受けることについて、配布資料【A さんの事例２－１】を使って説明（同

じ状況でも A さんと B さんでは思考、気分、行動、身体反応が異なる） 
 配布資料【A さんの事例２－１】を講師が読み上げ、認知行動モデルの視点（状況、思考、

気分、行動、身体反応）にそって整理した図を示す。 
 次に、【もしも B さんが A さんと同じ場面（状況）に遭遇したら】という設定で、A さんと

は異なる思考を示す。 
例）状況：上司にあいさつをしたが、返事が無かった 
A さんの思考 ＝ 嫌われている 
B さんの思考 ＝ 忙しそうだな 
 その結果、A さんとは異なる気分、行動、身体反応になる可能性を伝える。 

②状況と個人のつながりについて、認知行動モデルで説明 
 認知行動モデル図を示し、ある状況における、個人の思考、気分、行動、身体反応はそれ

ぞれつながっていて、影響し合っていることを説明する。 
③上記の事例について、A さんと B さんのそれぞれを認知行動モデルで整理した図を示す。 
 ①での事例を、認知行動モデル図に重ねて表示し、つながりと違いを確認する。 

コメント例）「【上司にあいさつをしたが、返事が無かった】という状況で、A さんは【嫌われて

いる】と考えると【悲しい、むなしい】気分になり、【胸が苦しくなる】という身体反応があらわ

れ、【１日、上司を避ける】という行動をとりました。一方で、B さんは【忙しそうだな】と考え

て、【上司を気遣う】ような気分になり、【あとで声をかける】という行動をとりました。身体反

応は【特に何もない】という感じです。このように、思考、気分、身体反応、行動はそれぞれつ

ながり合っていて、影響しあっています。」 
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る。 
・それが自分の力でできるように、ぜひこの方法を実践してください。 
【バランスのとれた考え方が大切】 
・この方法の目的は、【ネガティブ思考をポジティブ思考にしよう】ということではない。 
・なるべく現実的で、時と場に応じて柔軟な考え方ができるとよい 
・難しければ、まずはとにかく【少しでも気分が楽になれて、自分がそう思えそうな考え方】を

探してみましょう。 
②本研修の振り返りとまとめをおこない、第２回で取り組むポイント伝える 
 以下の点について説明する 

コメントのポイント 
【ストレスへの気づき】についてのまとめ 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があり、ストレッサーに

さらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもある。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気

に働くことができる。 
【上手な思考の切り替え法】についてのまとめ 
・人それぞれ、その人がストレッサーだと感じることが違う（同じ状況に置かれても、人によっ

てそれがストレッサーになることもならないこともある） 
・それは、状況に対するとらえ方（思考）が人それぞれ違うから。 
・ある考え方によって、つらく苦しい気分になっているのであれば、その考えと少しでも異なる

別の考え方（少しでも気分が楽になるような、より現実的な考え方）ができれば、つらく苦し

い気分に変化が起こせる 
・A さんと B さんの例でも確認したように、思考、気分、行動、身体反応はつながって影響し合

っているので、思考の切り替えの結果、気分、行動、身体反応にも変化が起こる可能性があり、

その結果、困った悪循環から抜け出せるようになる。 
【第２回で取り組むこと】について 
・今回は【思考】への取り組み方だったが、次回は【行動】への取り組みとして、コミュニケー

ション力と問題解決力のアップについて学ぶ 
・今回学んだ思考の切り替え法と、次回学ぶ行動の工夫の両方を組み合わせることが、ストレス

に上手に対処する上での一番のポイントになるので、ぜひ次回も受講して下さい。 
 
＜質問受付（１０分）＞ 
①残り時間で、参加者からの質問に対応する 
FAQ 
【ストレスについて】 
Q.１：ストレッサーについて考えることが逆にストレスになるような場合はどうすればいいのか 
A： 
・考えるだけで苦しくなるようなストレッサーであれば、当面は距離を置くのもよい（考えない

ようにする、気晴らしに同僚と飲みにいく、など） 
・しかし、距離を置くだけではストレッサー自体は解消されない場合が多く、結果的に不調につ

ながってしまうことも多い 
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えあってから、共有をはじめて下さい」 
②グループで、A さんの考えとは別の考えを、できるだけたくさん書き出す。 
＊出た案は、全員が自分のワークシートにすべてメモを取るよう教示する 
（★グループワーク（５分）） 
（★２～３組からグループででた内容を発表（５分）） 
 発表で出た意見は、可能であればホワイトボードに書き出すか、パワーポイントのスクリ

ーンに打ち出すとよい。 
 別の考えが、【○○ではないかもしれない】ではなく、【次は△△すればよい】というよう

に、解決策としての別の考えばかりがリストアップされる場合があるので、その場合は【そ

もそもの思考を前提としない別の考え】についても案を出すよう促す必要がある。 
例）状況：業務でミスをした、思考：ダメなやつと思われた、の場合 
・べつの考えが【次から気を付ければよい】、【ミスを減らすため、作業後のチェックをルーチン

化すればよい】などの場合、【ダメなやつと思われた】という思考はそのまま残ってしまう。 
・その場合、【ダメなやつと思われたとは限らない】という視点からの別の考えについても、案を

もらう必要がある。 
③グループワークで出た案のなかから、自分にとって一番気分が楽になる考えを選び、そう考え

るときの気分をワークシートに記入する 
（★個人ワーク（３分）） 
 【そう思えたら一番気は楽になりそうだが、そうは思えない考え】を選ぶのではなく、【少

しでも気が楽になる、そう思えそうな考え】を選ぶよう促す。 
 気分の数値は想像で構わない、主観で構わない点を伝える。 
 ワークの結果、少しでも気分が下がっていれば成功である点を伝える。 

 
＜まとめ（１０分）＞ 
①思考が変われば気分が変わる点、バランスのとれた考え方が大切（ネガティブ思考もポジティ

ブ思考もどちらも極端な思考）である点を説明。 
 以下の点について説明する 

コメントのポイント 
【思考が変われば気分が変わる】 
・ゆううつや不安など、心（気分）にストレス反応がでているときに、思考の切り替えができる

と心（気分）のストレス反応を和らげることができる。 
・しかし、【気分をすごく楽にしたい】という思いが強すぎると、あまり効果を感じられないこと

がある。（例：思考の切り替えの結果、苦しい気分が 100 から 60 に下がったとしても、【苦し

い気分を０にしたい】という思いが強ければ、【まだ 60 苦しい】というところに目が向いてし

まい、【40 は楽になれた】ことの効果を感じにくくなる） 
・この方法の目的は、【苦しい気持ちを少しでも楽にする】ことであり、【少ししか楽になれなか

った】ではなく【少しは楽になれた】に目を向けることが大切。その積み重ねで、少しずつ楽

になれていく。（仮に苦しい気分 100 を０にすることを目指すにしても、まずは 90、次に 80、
70、にできなければ、０にはできない。） 

・【少しだけ楽になれた】ことで、少しだけ気持ちに余裕ができ、少しだけ認知や行動の幅が広が

り、その結果、今までより少しだけ困りごとへの対応がうまくできるようになることにつなが
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る。 
・それが自分の力でできるように、ぜひこの方法を実践してください。 
【バランスのとれた考え方が大切】 
・この方法の目的は、【ネガティブ思考をポジティブ思考にしよう】ということではない。 
・なるべく現実的で、時と場に応じて柔軟な考え方ができるとよい 
・難しければ、まずはとにかく【少しでも気分が楽になれて、自分がそう思えそうな考え方】を

探してみましょう。 
②本研修の振り返りとまとめをおこない、第２回で取り組むポイント伝える 
 以下の点について説明する 

コメントのポイント 
【ストレスへの気づき】についてのまとめ 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があり、ストレッサーに

さらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもある。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気

に働くことができる。 
【上手な思考の切り替え法】についてのまとめ 
・人それぞれ、その人がストレッサーだと感じることが違う（同じ状況に置かれても、人によっ

てそれがストレッサーになることもならないこともある） 
・それは、状況に対するとらえ方（思考）が人それぞれ違うから。 
・ある考え方によって、つらく苦しい気分になっているのであれば、その考えと少しでも異なる

別の考え方（少しでも気分が楽になるような、より現実的な考え方）ができれば、つらく苦し

い気分に変化が起こせる 
・A さんと B さんの例でも確認したように、思考、気分、行動、身体反応はつながって影響し合

っているので、思考の切り替えの結果、気分、行動、身体反応にも変化が起こる可能性があり、

その結果、困った悪循環から抜け出せるようになる。 
【第２回で取り組むこと】について 
・今回は【思考】への取り組み方だったが、次回は【行動】への取り組みとして、コミュニケー

ション力と問題解決力のアップについて学ぶ 
・今回学んだ思考の切り替え法と、次回学ぶ行動の工夫の両方を組み合わせることが、ストレス

に上手に対処する上での一番のポイントになるので、ぜひ次回も受講して下さい。 
 
＜質問受付（１０分）＞ 
①残り時間で、参加者からの質問に対応する 
FAQ 
【ストレスについて】 
Q.１：ストレッサーについて考えることが逆にストレスになるような場合はどうすればいいのか 
A： 
・考えるだけで苦しくなるようなストレッサーであれば、当面は距離を置くのもよい（考えない

ようにする、気晴らしに同僚と飲みにいく、など） 
・しかし、距離を置くだけではストレッサー自体は解消されない場合が多く、結果的に不調につ

ながってしまうことも多い 
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えあってから、共有をはじめて下さい」 
②グループで、A さんの考えとは別の考えを、できるだけたくさん書き出す。 
＊出た案は、全員が自分のワークシートにすべてメモを取るよう教示する 
（★グループワーク（５分）） 
（★２～３組からグループででた内容を発表（５分）） 
 発表で出た意見は、可能であればホワイトボードに書き出すか、パワーポイントのスクリ

ーンに打ち出すとよい。 
 別の考えが、【○○ではないかもしれない】ではなく、【次は△△すればよい】というよう

に、解決策としての別の考えばかりがリストアップされる場合があるので、その場合は【そ

もそもの思考を前提としない別の考え】についても案を出すよう促す必要がある。 
例）状況：業務でミスをした、思考：ダメなやつと思われた、の場合 
・べつの考えが【次から気を付ければよい】、【ミスを減らすため、作業後のチェックをルーチン

化すればよい】などの場合、【ダメなやつと思われた】という思考はそのまま残ってしまう。 
・その場合、【ダメなやつと思われたとは限らない】という視点からの別の考えについても、案を

もらう必要がある。 
③グループワークで出た案のなかから、自分にとって一番気分が楽になる考えを選び、そう考え

るときの気分をワークシートに記入する 
（★個人ワーク（３分）） 
 【そう思えたら一番気は楽になりそうだが、そうは思えない考え】を選ぶのではなく、【少

しでも気が楽になる、そう思えそうな考え】を選ぶよう促す。 
 気分の数値は想像で構わない、主観で構わない点を伝える。 
 ワークの結果、少しでも気分が下がっていれば成功である点を伝える。 

 
＜まとめ（１０分）＞ 
①思考が変われば気分が変わる点、バランスのとれた考え方が大切（ネガティブ思考もポジティ

ブ思考もどちらも極端な思考）である点を説明。 
 以下の点について説明する 

コメントのポイント 
【思考が変われば気分が変わる】 
・ゆううつや不安など、心（気分）にストレス反応がでているときに、思考の切り替えができる

と心（気分）のストレス反応を和らげることができる。 
・しかし、【気分をすごく楽にしたい】という思いが強すぎると、あまり効果を感じられないこと

がある。（例：思考の切り替えの結果、苦しい気分が 100 から 60 に下がったとしても、【苦し

い気分を０にしたい】という思いが強ければ、【まだ 60 苦しい】というところに目が向いてし

まい、【40 は楽になれた】ことの効果を感じにくくなる） 
・この方法の目的は、【苦しい気持ちを少しでも楽にする】ことであり、【少ししか楽になれなか

った】ではなく【少しは楽になれた】に目を向けることが大切。その積み重ねで、少しずつ楽

になれていく。（仮に苦しい気分 100 を０にすることを目指すにしても、まずは 90、次に 80、
70、にできなければ、０にはできない。） 

・【少しだけ楽になれた】ことで、少しだけ気持ちに余裕ができ、少しだけ認知や行動の幅が広が

り、その結果、今までより少しだけ困りごとへの対応がうまくできるようになることにつなが
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事が多い。 
・ネガティブ思考もポジティブ思考もどちらも極端な考えであり、その間に位置する【現実的な

考え】ができることが、状況を現実的にとらえ、適切な行動をすることにつながり、結果的に

上手なストレスへの対処につながりやすい。 
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・短期的には距離を置くのも良いが、少し気持ちが落ち着いた段階で、ストレッサーへの積極的

な取り組みを考える必要がある。 
・その時には、今回学んだ思考の切り替え法や、次回学ぶ問題解決のコツが役立つ 
・ひとりで取り組むには負担の大きいストレッサーであれば、家族、友人、同僚、上司、社内の

産業保健スタッフなどに相談するとよい。 
Q.２：ストレッサーが複数あるときは、どれから手を付けたらいいのか 
A： 
・基本的には、取り組みやすい（解決しやすい）ストレッサーから取り組むのが良い（＝ストレ

ッサー全体の総量を減らす、という考え方） 
・完全な解決を目指すのではなく、今より少しでもストレッサーが改善されることを目指して、

対応を考えるのがポイント 
Q.３：自分ではどうしようもできないものがストレッサーの場合はどうすればいいのか 
A： 
・まずは、ストレッサーをより具体的、客観的に整理してみる。そうすることで、気づいていな

かった解決の糸口が見つかることがある。 
・次に、【完全な解決】を目指していないか、振り返ってみる。ポイントは、今より少しでもスト

レッサーが改善されることを目指すこと。 
・そのうえで、自分にできることがまったく何もなければ、思考の切り替えが有効 
・合わせて、家族、友人、同僚、上司、社内の産業保健スタッフなどに相談するとよい。 
【思考の切り替えについて】 
Q.１：別の考えが思いつかないときはどうすればいいのか 
A： 
・【もし、自分の友人から相談されたとしたら、自分ならどうアドバイスするか】という視点から、

改めてアイディアを考えてみる。 
・そう思えるかどうかの視点はさておいて、【元の考えとは少しでも違う考え】をとにかくたくさ

ん書き出してみる（突飛な考えや、まったくそうは思えない考えでも構わないので、頭の体操

と思って取り組む） 
・実際に、相談できる人に相談し、意見をもらう 
・少し時間をおいてから、改めて考えてみる 
Q.２：別の考えをしても気分が楽にならないときは 
A： 
・可能性として、【①そう思えない別の考えを選んでいる】か、【②気分が楽にならない別の考え

を選んでいる】ことが考えられるので、その視点から振り返ってみる。 
・①の場合、リストアップされた別の考えの一つ一つに、【そう思えそう度合い】を【0-100】で

点数をつけてみる。そして、その中でなるべく点数の高いものを選ぶようにすると良い。 
・②の場合、もう少し、別の考えのアイディアを増やす（Q1 の回答を参照） 
少し時間をおいてから、改めて別の考えをした時の気分を想像してみるのも良い。 

Q.３：なぜポジティブ思考ではなく、現実的な思考がよいのか 
A： 
・ネガティブ思考とポジティブ思考は正反対の考え（距離のある考え）なので、ネガティブ思考

で苦しい気分になっているときに、正反対の考え方をしようとしても、なかなかそう思えない
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事が多い。 
・ネガティブ思考もポジティブ思考もどちらも極端な考えであり、その間に位置する【現実的な

考え】ができることが、状況を現実的にとらえ、適切な行動をすることにつながり、結果的に

上手なストレスへの対処につながりやすい。 
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・短期的には距離を置くのも良いが、少し気持ちが落ち着いた段階で、ストレッサーへの積極的

な取り組みを考える必要がある。 
・その時には、今回学んだ思考の切り替え法や、次回学ぶ問題解決のコツが役立つ 
・ひとりで取り組むには負担の大きいストレッサーであれば、家族、友人、同僚、上司、社内の

産業保健スタッフなどに相談するとよい。 
Q.２：ストレッサーが複数あるときは、どれから手を付けたらいいのか 
A： 
・基本的には、取り組みやすい（解決しやすい）ストレッサーから取り組むのが良い（＝ストレ

ッサー全体の総量を減らす、という考え方） 
・完全な解決を目指すのではなく、今より少しでもストレッサーが改善されることを目指して、

対応を考えるのがポイント 
Q.３：自分ではどうしようもできないものがストレッサーの場合はどうすればいいのか 
A： 
・まずは、ストレッサーをより具体的、客観的に整理してみる。そうすることで、気づいていな

かった解決の糸口が見つかることがある。 
・次に、【完全な解決】を目指していないか、振り返ってみる。ポイントは、今より少しでもスト

レッサーが改善されることを目指すこと。 
・そのうえで、自分にできることがまったく何もなければ、思考の切り替えが有効 
・合わせて、家族、友人、同僚、上司、社内の産業保健スタッフなどに相談するとよい。 
【思考の切り替えについて】 
Q.１：別の考えが思いつかないときはどうすればいいのか 
A： 
・【もし、自分の友人から相談されたとしたら、自分ならどうアドバイスするか】という視点から、

改めてアイディアを考えてみる。 
・そう思えるかどうかの視点はさておいて、【元の考えとは少しでも違う考え】をとにかくたくさ

ん書き出してみる（突飛な考えや、まったくそうは思えない考えでも構わないので、頭の体操

と思って取り組む） 
・実際に、相談できる人に相談し、意見をもらう 
・少し時間をおいてから、改めて考えてみる 
Q.２：別の考えをしても気分が楽にならないときは 
A： 
・可能性として、【①そう思えない別の考えを選んでいる】か、【②気分が楽にならない別の考え

を選んでいる】ことが考えられるので、その視点から振り返ってみる。 
・①の場合、リストアップされた別の考えの一つ一つに、【そう思えそう度合い】を【0-100】で

点数をつけてみる。そして、その中でなるべく点数の高いものを選ぶようにすると良い。 
・②の場合、もう少し、別の考えのアイディアを増やす（Q1 の回答を参照） 
少し時間をおいてから、改めて別の考えをした時の気分を想像してみるのも良い。 

Q.３：なぜポジティブ思考ではなく、現実的な思考がよいのか 
A： 
・ネガティブ思考とポジティブ思考は正反対の考え（距離のある考え）なので、ネガティブ思考

で苦しい気分になっているときに、正反対の考え方をしようとしても、なかなかそう思えない

 27

− 136− − 137−



ンを確認していきましょう。 
②４つの自己表現について、それぞれ具体的に説明 
 以下の点について解説する。 

【攻撃的な自己表現】… 自分を大切にしているが、相手を大切にしていない伝え方 
言葉：「倒れたら課長が責任取ってくれるんですか！」  
特徴：相手のことを配慮せず、自分のことだけを主張する  
態度：キレる、語調が強まる、大声で怒鳴る、早口になる、等  
起こりうる結果：相手は不快な気持ちになり、ギスギスした関係になってしまいがち  

【非主張的な自己表現】… 相手を大切にしているが、自分を大切にしていない伝え方 
言葉：（…やっぱり今日は早く帰るのは無理か。家族に怒られるな、どうしよう。）と思いつつ

も、「そうですか。分かりました。」  
特徴：相手の意見を優先してしまい、自分の気持ちや考えを表現しない、できない  
態度：おどおど、伏し目がち、小声、どもる、等。  
起こりうる結果：自分の気持ちが相手には伝わらず、『わかってもらえなかった』という感じが

自分の中に残りやすい。ストレスや負担をため込みやすく、人と付き合うのが億劫になりがち。 
【非主張的かつ攻撃的な自己表現】… 自分も相手も大切にしていない伝え方 
言葉：（…なんだよ、いつも俺の依頼は後回しか！）と思いつつも、「分かりました、お待ちし

てます。」  
特徴：内心は相手を責める気持ちがあるが、言葉での直接的な主張はせず、態度で不満を示す  
態度：しぶしぶ、不機嫌、ため息、ぶっきらぼう、イライラ、嫌々従う、等。  
起こりうる結果：相手も自分も不快な気分になってしまいがち。 

【適切（アサーティブ）な自己表現】… 自分も相手も大切にした伝え方 
言葉：「本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが、息子のためにも今日くらいは早く帰

ってあげたいと思っています。 教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を取っていただけないで

しょうか。」  
特徴：自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを正直にその場にふさわしい方法で伝

えようとする 
態度：落ち着いた口調、歩み寄りの姿勢、等  
起こりうる結果：コミュニケーションが円滑に進みやすい  
 以下の点についてコメントする 

コメントのポイント 
・コミュニケーションがうまくいっていないときは、上記の【攻撃的な自己表現／非主張的な自

己表現／非主張的かつ攻撃的な自己表現】のどれかをしていることが多い 
・意識的に【適切（アサーティブ）な自己表現】をすることで、コミュニケーションがうまくい

きやすくなる。 
③アサーティブな自己表現のポイントについて説明 
 適切（アサーティブ）な自己表現の４つのポイントについて解説する。 

【客観的事柄や状況を伝える（＝「○○の状況で」）】 
・客観的事柄や状況など、背景事情について説明する。  
・相手と共通理解を持てるように、事実ベースで説明する。  

【自分の主観や思いを伝える（＝「私は○○なので」）】 
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【第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ】 
【１．導入～ストレスについての簡単な説明（計５分）】 
＜講義１（５分）＞ 
②ストレッサーとストレス反応について説明  
 以下の点について解説する。 

コメントのポイント 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があります。 
・ストレッサーにさらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもありま

す。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気

に働くことができます。 
・そのための方法を本研修（全２回）で学び、ストレスに対処できるようになりましょう 
③ストレスと生産性の関係について説明 
 ストレスは常に悪いものではなく、過度のストレスをマネジメントできるようになること

が重要である点を強調して伝える 
コメント例）「ストレスに対処できるように、という話をしていると、【ストレスは悪いもの、無

くすべきもの】と理解されがちですが、実は悪い面ばかりではありません。適度なストレスがあ

ったほうが、作業のパフォーマンスが上がるという研究結果もあります。大切なのは【自分にと

って過度で辛すぎるストレスを、少しでも苦しくないようにしていく】ことです。そのための方

法を、本研修（全２回）で学んでいきましょう。」 
＊ 【適度なストレスは良いもの】という説明は気休めに受け取られることもあるので、なる

べく具体的な実例を示すと良い 
 
 
【２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認（計２０分）】 
＜ワーク１（１０分）＞ 
②４つの自己表現の具体例を講師が読み上げ、普段の自分のパターンに近いものを選んでもらう 
（★個人ワーク（１分）） 
 ４つの自己表現の具体例は典型的な表現になっているため、完全に当てはまるものを選ぶ

必要はなく、【どの傾向が強いか】で選ぶよう教示する。 
 
＜講義２（１０分）＞ 
①アサーティブな自己表現を含めた４つの自己表現について簡単に説明 
 以下の点についてコメントする。 

コメントのポイント 
・上手な自己表現のポイントは、【自分も相手も大切にする】こと 
・自己表現の仕方には、４つのパターンがある（攻撃的、非主張的、非主張的かつ攻撃的、適切

（アサーティブ）） 
・コミュニケーション力アップの最初のポイントは、自分のコミュニケーションのパターンを知

ること。普段の自分のコミュニケーションの仕方を振り返りながら、４つの自己表現のパター
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ンを確認していきましょう。 
②４つの自己表現について、それぞれ具体的に説明 
 以下の点について解説する。 

【攻撃的な自己表現】… 自分を大切にしているが、相手を大切にしていない伝え方 
言葉：「倒れたら課長が責任取ってくれるんですか！」  
特徴：相手のことを配慮せず、自分のことだけを主張する  
態度：キレる、語調が強まる、大声で怒鳴る、早口になる、等  
起こりうる結果：相手は不快な気持ちになり、ギスギスした関係になってしまいがち  

【非主張的な自己表現】… 相手を大切にしているが、自分を大切にしていない伝え方 
言葉：（…やっぱり今日は早く帰るのは無理か。家族に怒られるな、どうしよう。）と思いつつ

も、「そうですか。分かりました。」  
特徴：相手の意見を優先してしまい、自分の気持ちや考えを表現しない、できない  
態度：おどおど、伏し目がち、小声、どもる、等。  
起こりうる結果：自分の気持ちが相手には伝わらず、『わかってもらえなかった』という感じが

自分の中に残りやすい。ストレスや負担をため込みやすく、人と付き合うのが億劫になりがち。 
【非主張的かつ攻撃的な自己表現】… 自分も相手も大切にしていない伝え方 
言葉：（…なんだよ、いつも俺の依頼は後回しか！）と思いつつも、「分かりました、お待ちし

てます。」  
特徴：内心は相手を責める気持ちがあるが、言葉での直接的な主張はせず、態度で不満を示す  
態度：しぶしぶ、不機嫌、ため息、ぶっきらぼう、イライラ、嫌々従う、等。  
起こりうる結果：相手も自分も不快な気分になってしまいがち。 

【適切（アサーティブ）な自己表現】… 自分も相手も大切にした伝え方 
言葉：「本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが、息子のためにも今日くらいは早く帰

ってあげたいと思っています。 教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を取っていただけないで

しょうか。」  
特徴：自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを正直にその場にふさわしい方法で伝

えようとする 
態度：落ち着いた口調、歩み寄りの姿勢、等  
起こりうる結果：コミュニケーションが円滑に進みやすい  
 以下の点についてコメントする 

コメントのポイント 
・コミュニケーションがうまくいっていないときは、上記の【攻撃的な自己表現／非主張的な自

己表現／非主張的かつ攻撃的な自己表現】のどれかをしていることが多い 
・意識的に【適切（アサーティブ）な自己表現】をすることで、コミュニケーションがうまくい

きやすくなる。 
③アサーティブな自己表現のポイントについて説明 
 適切（アサーティブ）な自己表現の４つのポイントについて解説する。 

【客観的事柄や状況を伝える（＝「○○の状況で」）】 
・客観的事柄や状況など、背景事情について説明する。  
・相手と共通理解を持てるように、事実ベースで説明する。  

【自分の主観や思いを伝える（＝「私は○○なので」）】 
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【第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ】 
【１．導入～ストレスについての簡単な説明（計５分）】 
＜講義１（５分）＞ 
②ストレッサーとストレス反応について説明  
 以下の点について解説する。 

コメントのポイント 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があります。 
・ストレッサーにさらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもありま

す。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気

に働くことができます。 
・そのための方法を本研修（全２回）で学び、ストレスに対処できるようになりましょう 
③ストレスと生産性の関係について説明 
 ストレスは常に悪いものではなく、過度のストレスをマネジメントできるようになること

が重要である点を強調して伝える 
コメント例）「ストレスに対処できるように、という話をしていると、【ストレスは悪いもの、無

くすべきもの】と理解されがちですが、実は悪い面ばかりではありません。適度なストレスがあ

ったほうが、作業のパフォーマンスが上がるという研究結果もあります。大切なのは【自分にと

って過度で辛すぎるストレスを、少しでも苦しくないようにしていく】ことです。そのための方

法を、本研修（全２回）で学んでいきましょう。」 
＊ 【適度なストレスは良いもの】という説明は気休めに受け取られることもあるので、なる

べく具体的な実例を示すと良い 
 
 
【２．事例を使って４つの自己表現の具体例とアサーティブな自己表現のコツを確認（計２０分）】 
＜ワーク１（１０分）＞ 
②４つの自己表現の具体例を講師が読み上げ、普段の自分のパターンに近いものを選んでもらう 
（★個人ワーク（１分）） 
 ４つの自己表現の具体例は典型的な表現になっているため、完全に当てはまるものを選ぶ

必要はなく、【どの傾向が強いか】で選ぶよう教示する。 
 
＜講義２（１０分）＞ 
①アサーティブな自己表現を含めた４つの自己表現について簡単に説明 
 以下の点についてコメントする。 

コメントのポイント 
・上手な自己表現のポイントは、【自分も相手も大切にする】こと 
・自己表現の仕方には、４つのパターンがある（攻撃的、非主張的、非主張的かつ攻撃的、適切

（アサーティブ）） 
・コミュニケーション力アップの最初のポイントは、自分のコミュニケーションのパターンを知

ること。普段の自分のコミュニケーションの仕方を振り返りながら、４つの自己表現のパター

 29

− 138− − 139−



 個人ワークの取り組み方について、以下の点を教示する 
・次のロールプレイの台本になるので、口語体（会話調）で記入するよう促す 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
＜ロールプレイ１（２５分）＞ 
①グループ分け発表後、ロールプレイのやり方を教示し、【ワーク２】でワークシートに記入した

内容をもとにロールプレイをおこなう。 
（★自己紹介+アイスブレイク（１分）） 
（★ロールプレイ（２分）×３回＝６分） 
 事前に３人一組のグループを作っておく 
 最初に名前（ニックネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を言うよう

に伝える 
コメント例）「最初に、ご自身の名前（ニックネームでも可）と、【子どもの頃好きだった遊び】

をお互いに伝えあってから、共有をはじめて下さい」 
 ロールプレイの実施方法について、以下の点を説明する 

・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】が【相手役】に声をかけるところからロールプレ

イを開始するよう教示する 
・それぞれの役割は以下の通り 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ アサーティブな表現を意識して相手役に仕事の依頼をする。 

【相手役】 
→ すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
→ 素直な心で、「それなら依頼を受けてもいいかな」と思えたら O.K.する 

【観察役】 
→ ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
→ 観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 

②振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りをおこなう 
（★グループディスカッション（１２分）） 
 振り返りの実施方法について、以下の点を説明する 

・講師が４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ イメージ通りの自己表現ができたか、上手に頼めたか 

【相手役】 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 
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・自分はどう思ったか、自分の気持ちを伝える。  
・相手に共感や配慮を示すことも大切 

【具体的な提案（主張）を伝える（＝「○○したい」）】 
・提案や主張を、なるべく具体的で明確に伝える。  
・あいまいな伝え方は誤解のもと。  

【必要に応じて代替案を伝える（＝「もしくは、○○ではどうか」）】 
・許容できる代替案をいくつか用意しておく  
・どこまで譲歩できるのか、事前に整理して明確にしておく。  
 適切（アサーティブ）な自己表現について、以下の点をコメントする。 

コメントのポイント 
・適切な自己表現の基本は、『相手にわかるように自分の考えを伝える』こと 
・会話の中に【客観的事実や状況／自分の主観や思い／具体的な提案や主張／代替案（必要に応

じて）】の４つの要素を盛り込むことで、相手に理解しやすい形で自分の主張を表現することが

できるようになる。 
・相手に何かを伝える前に、一度これらの要素を自分なりに整理しておくと主張がしやすくなる。 
・適切な自己表現をすることで、関係性の悪化や欲求不満を避けられる、相手への配慮と共に、

自分自身の主張も伝えることができるので、良好な人間関係を構築することに役立つ、などの

効果が期待できる。 
 【上手な伝え方の４要素】にはいくつかの覚え方があるので、任意で活用するとよい。 

『みかんていいな』 
 み：見たこと（客観的事実にもとづく状況や背景事情を説明する） 
 かん：感じたこと（自分の考えや気持ち、相手への共感を伝える） 
 てい：提案（主張したい、伝えたいことを具体的に伝える） 
 いな：否（代替案を伝え、お互いが納得できる結論を探す） 
『DESC』 
 D：Describe（客観的事実にもとづく状況や背景事情を説明する） 
 E：Express（自分の考えや気持ち、相手への共感を伝える） 
 S：Specify（主張したい、伝えたいことを具体的に伝える） 
 C：Choose(Consequence) （代替案を伝え、お互いが納得できる結論を探す） 
『客主提選』 
 客：客観的事実（客観的事実にもとづく状況や背景事情を説明する） 
 主：主観（自分の考えや気持ち、相手への共感を伝える） 
 提：提案（主張したい、伝えたいことを具体的に伝える） 
 選：選択（代替案を伝え、お互いが納得できる結論を探す） 
 
 
【３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面）（計４０分）】 
＜ワーク２（１０分）＞ 
②配布資料【アサーションワークシート１】を使い、上記場面での自分なりのアサーティブな伝

え方を記入する個人ワークに取り組む。 
（★個人ワーク（５分）） 
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 個人ワークの取り組み方について、以下の点を教示する 
・次のロールプレイの台本になるので、口語体（会話調）で記入するよう促す 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
＜ロールプレイ１（２５分）＞ 
①グループ分け発表後、ロールプレイのやり方を教示し、【ワーク２】でワークシートに記入した

内容をもとにロールプレイをおこなう。 
（★自己紹介+アイスブレイク（１分）） 
（★ロールプレイ（２分）×３回＝６分） 
 事前に３人一組のグループを作っておく 
 最初に名前（ニックネームでも可）＋一言（アイスブレイクを意図したもの）を言うよう

に伝える 
コメント例）「最初に、ご自身の名前（ニックネームでも可）と、【子どもの頃好きだった遊び】

をお互いに伝えあってから、共有をはじめて下さい」 
 ロールプレイの実施方法について、以下の点を説明する 

・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】が【相手役】に声をかけるところからロールプレ

イを開始するよう教示する 
・それぞれの役割は以下の通り 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ アサーティブな表現を意識して相手役に仕事の依頼をする。 

【相手役】 
→ すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
→ 素直な心で、「それなら依頼を受けてもいいかな」と思えたら O.K.する 

【観察役】 
→ ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
→ 観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 

②振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りをおこなう 
（★グループディスカッション（１２分）） 
 振り返りの実施方法について、以下の点を説明する 

・講師が４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ イメージ通りの自己表現ができたか、上手に頼めたか 

【相手役】 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 
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・自分はどう思ったか、自分の気持ちを伝える。  
・相手に共感や配慮を示すことも大切 

【具体的な提案（主張）を伝える（＝「○○したい」）】 
・提案や主張を、なるべく具体的で明確に伝える。  
・あいまいな伝え方は誤解のもと。  

【必要に応じて代替案を伝える（＝「もしくは、○○ではどうか」）】 
・許容できる代替案をいくつか用意しておく  
・どこまで譲歩できるのか、事前に整理して明確にしておく。  
 適切（アサーティブ）な自己表現について、以下の点をコメントする。 

コメントのポイント 
・適切な自己表現の基本は、『相手にわかるように自分の考えを伝える』こと 
・会話の中に【客観的事実や状況／自分の主観や思い／具体的な提案や主張／代替案（必要に応

じて）】の４つの要素を盛り込むことで、相手に理解しやすい形で自分の主張を表現することが

できるようになる。 
・相手に何かを伝える前に、一度これらの要素を自分なりに整理しておくと主張がしやすくなる。 
・適切な自己表現をすることで、関係性の悪化や欲求不満を避けられる、相手への配慮と共に、

自分自身の主張も伝えることができるので、良好な人間関係を構築することに役立つ、などの

効果が期待できる。 
 【上手な伝え方の４要素】にはいくつかの覚え方があるので、任意で活用するとよい。 

『みかんていいな』 
 み：見たこと（客観的事実にもとづく状況や背景事情を説明する） 
 かん：感じたこと（自分の考えや気持ち、相手への共感を伝える） 
 てい：提案（主張したい、伝えたいことを具体的に伝える） 
 いな：否（代替案を伝え、お互いが納得できる結論を探す） 
『DESC』 
 D：Describe（客観的事実にもとづく状況や背景事情を説明する） 
 E：Express（自分の考えや気持ち、相手への共感を伝える） 
 S：Specify（主張したい、伝えたいことを具体的に伝える） 
 C：Choose(Consequence) （代替案を伝え、お互いが納得できる結論を探す） 
『客主提選』 
 客：客観的事実（客観的事実にもとづく状況や背景事情を説明する） 
 主：主観（自分の考えや気持ち、相手への共感を伝える） 
 提：提案（主張したい、伝えたいことを具体的に伝える） 
 選：選択（代替案を伝え、お互いが納得できる結論を探す） 
 
 
【３．アサーションのロールプレイ１（部下に仕事を依頼する場面）（計４０分）】 
＜ワーク２（１０分）＞ 
②配布資料【アサーションワークシート１】を使い、上記場面での自分なりのアサーティブな伝

え方を記入する個人ワークに取り組む。 
（★個人ワーク（５分）） 
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 振り返りの実施方法について、以下の点を説明する 
・４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ イメージ通りの自己表現ができたか 
→ 依頼を現実的なものに変えられたか、または上手に断れたか 

【相手役】 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

【観察役】 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

＊ロールプレイの主役は【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】の人であり、【相手役】の

自己表現についてはコメントの必要が無いことを強調して伝える 
④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 
 あくまでも例の一つである点を強調し、絶対の正解は無いことを伝える必要がある 

 
＜まとめ（１０分）＞ 
②アサーティブな自己表現のまとめと実践のポイントを説明 
 以下の点についてコメントする 

コメントのポイント 
【適切（アサーティブ）な自己表現とは】 
・自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを正直にその場にふさわしい方法で伝えよう

とする自己表現の方法 
・練習次第で誰でもできるようになる 
【適切（アサーティブ）な自己表現を実践するときのポイント】 
・適切な自己表現に必要な４つの要素は、常に順番通りである必要はなく、自己表現の中にそれ

ぞれの要素が入っていることが大切 
・客観的事実と主観（自分の考えや気持ち）が混ざってしまわないように気を付ける 
・最低限伝えたいことや、許容できる範囲などを、事前に整理して明確にしておく。  
・代替案はあくまでも代替案であることを意識し、必要以上に譲歩しすぎないようにする 
・話の内容だけでなく、表情や態度も大切。話すスピードや声の大きさ、表情や態度といった非

言語の要素も意識して伝える。  
・「相手に伝わった」、「相手を理解した」と思い込まずに、お互いの理解にズレがない確認するよ

うに心がけると、誤解が生じにくくなる。  
③本研修の振り返りまとめをおこない、第１回で取り組むポイント伝える 
【ストレスへの気づき】についてのまとめ 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があり、ストレッサーに

さらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもある。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気
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【観察役】 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

＊ロールプレイの主役は【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】の人であり、【相手役】の

自己表現についてはコメントの必要が無いことを強調して伝える 
④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 
 あくまでも例の一つである点を強調し、絶対の正解は無いことを伝える必要がある 

 
 
【４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ（計５５分）】 
＜ワーク３（１０）分＞ 
②配布資料【アサーションワークシート２】を使い、上記場面での自分なりのアサーティブな伝

え方を記入する個人ワークに取り組む。 
（★個人ワーク（５分）） 
 個人ワークの取り組み方について、以下の点を教示する 

・次のロールプレイの台本になるので、口語体（会話調）で記入するよう促す 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
＜ロールプレイ２（２５分）＞ 
①ロールプレイのやり方を教示し、【個人ワーク３】でワークシートに記入した内容をもとにロー

ルプレイをおこなう。 
（★ロールプレイ（２分）×３回＝６分） 
 ロールプレイの実施方法について、以下の点を説明する 

・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・【相手役】が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】に声をかける（事例の該当部分を読

み上げる）ところからロールプレイを開始するよう教示する 
・それぞれの役割は以下の通り 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ アサーティブな表現を意識して相手役の仕事の依頼を断る 
→ または、期限などについて話し合い、現実的なものへと調整する。 

【相手役】 
→ すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
→ 素直な心で、「それなら仕方ないかな」と思えたら O.K.し、妥協点を話し合う 

【観察役】 
→ ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
→ 観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 

②振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りをおこなう 
（★グループディスカッション（１２分）） 
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 振り返りの実施方法について、以下の点を説明する 
・４分ごとに合図をするので、ロールプレイ実施時と同じ順番で振り返りをおこなう 
・それぞれが振り返りでの気づきを適宜メモするよう促す 
・自分の担当した役割について、以下の視点からそれぞれコメントするよう教示する 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ イメージ通りの自己表現ができたか 
→ 依頼を現実的なものに変えられたか、または上手に断れたか 

【相手役】 
→ 相手役をやってみて、相手の自己表現をどう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

【観察役】 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

＊ロールプレイの主役は【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】の人であり、【相手役】の

自己表現についてはコメントの必要が無いことを強調して伝える 
④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 
 あくまでも例の一つである点を強調し、絶対の正解は無いことを伝える必要がある 

 
＜まとめ（１０分）＞ 
②アサーティブな自己表現のまとめと実践のポイントを説明 
 以下の点についてコメントする 

コメントのポイント 
【適切（アサーティブ）な自己表現とは】 
・自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを正直にその場にふさわしい方法で伝えよう

とする自己表現の方法 
・練習次第で誰でもできるようになる 
【適切（アサーティブ）な自己表現を実践するときのポイント】 
・適切な自己表現に必要な４つの要素は、常に順番通りである必要はなく、自己表現の中にそれ

ぞれの要素が入っていることが大切 
・客観的事実と主観（自分の考えや気持ち）が混ざってしまわないように気を付ける 
・最低限伝えたいことや、許容できる範囲などを、事前に整理して明確にしておく。  
・代替案はあくまでも代替案であることを意識し、必要以上に譲歩しすぎないようにする 
・話の内容だけでなく、表情や態度も大切。話すスピードや声の大きさ、表情や態度といった非

言語の要素も意識して伝える。  
・「相手に伝わった」、「相手を理解した」と思い込まずに、お互いの理解にズレがない確認するよ

うに心がけると、誤解が生じにくくなる。  
③本研修の振り返りまとめをおこない、第１回で取り組むポイント伝える 
【ストレスへの気づき】についてのまとめ 
・【ストレス】には、【ストレッサー】と【ストレス反応】の２つの意味があり、ストレッサーに

さらされると、ストレス反応が生じ、その結果心身の病気になることもある。 
・自分のストレッサーとストレス反応に気づき、早めに対処することで、不調を予防でき、元気
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【観察役】 
→ 観察の結果、どう感じたか 
→ 良かった点、工夫するとさらに良くなる点はどこか 

＊ロールプレイの主役は【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】の人であり、【相手役】の

自己表現についてはコメントの必要が無いことを強調して伝える 
④アサーティブな自己表現の例を示し、説明 
 あくまでも例の一つである点を強調し、絶対の正解は無いことを伝える必要がある 

 
 
【４．アサーションのロールプレイ２（仕事の依頼を断るか調整する場面）～まとめ（計５５分）】 
＜ワーク３（１０）分＞ 
②配布資料【アサーションワークシート２】を使い、上記場面での自分なりのアサーティブな伝

え方を記入する個人ワークに取り組む。 
（★個人ワーク（５分）） 
 個人ワークの取り組み方について、以下の点を教示する 

・次のロールプレイの台本になるので、口語体（会話調）で記入するよう促す 
・事例に記入されていない部分の設定については、自由に決めて良い（現実的な範囲で） 
 
＜ロールプレイ２（２５分）＞ 
①ロールプレイのやり方を教示し、【個人ワーク３】でワークシートに記入した内容をもとにロー

ルプレイをおこなう。 
（★ロールプレイ（２分）×３回＝６分） 
 ロールプレイの実施方法について、以下の点を説明する 

・３人が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】、【相手役】、【観察役】に分かれて、ロー

ルプレイをする。 
・２分ごとに合図をするので、時計回りで役を交代する 
・ロールプレイが途中でも、時間がきたらそこでやめて役を交代する 
・【相手役】が【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】に声をかける（事例の該当部分を読

み上げる）ところからロールプレイを開始するよう教示する 
・それぞれの役割は以下の通り 
【適切（アサーティブ）な自己表現をする役】 
→ アサーティブな表現を意識して相手役の仕事の依頼を断る 
→ または、期限などについて話し合い、現実的なものへと調整する。 

【相手役】 
→ すぐには O.K.しない。かといって、頑なな態度にもしない 
→ 素直な心で、「それなら仕方ないかな」と思えたら O.K.し、妥協点を話し合う 

【観察役】 
→ ロールプレイの様子を、言語・態度の両面から観察する 
→ 観察の結果どう感じたか、良かった点、工夫するとさらに良くなる点をメモする 

②振り返りの視点を教示し、グループでロールプレイの振り返りをおこなう 
（★グループディスカッション（１２分）） 
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仕事に役立つメンタルヘルス研修

○○大学 ○○部

産業医 ○○

臨床心理士 ○○

第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法

本日のセミナーのながれ

 ストレスへの気づき

• ストレスとは

• ストレスのセルフチェック

• 事例で確認

 考え方のクセへの気づきと対処

• 事例を使って考えよう

• 状況、考え、気分の関係

• グループワークで実践

“ストレス”には２つの意味がある

• ストレッサー

ストレスのもととなっているもの

• ストレス反応

ストレッサーの結果生じる心身の不調

• ストレッサー

ストレスのもととなっているもの

• ストレス反応

ストレッサーの結果生じる心身の不調

ストレッサーの結果、ストレス反応が生じるストレッサーの結果、ストレス反応が生じる

ストレスは悪いもの？
• 適度なストレスは�フ�ー�ンスを�上させる！

ストレスの�さと�フ�ー�ンスの関係ストレスの�さと�フ�ー�ンスの関係

←
�
�
�
�
�
�
�

ストレスの�さ �

適度なストレス
不�な

ストレス

不�なストレスにどう対処�るかがポイント！不�なストレスにどう対処�るかがポイント！

�病�病

職場のストレスモデル

ストレス
反応

ストレス
反応

�人要因�人要因

職場�
の要因
職場�
の要因

��
要因
��
要因

職場での
ストレッサー

職場での
ストレッサー

・ストレス対処力
・遺伝要因
・性、年齢、など

•職場の上司や同
僚、家族や友人か
らのサポート

•プライベート
のストレス
•家族からの
要求、など

・うつ病
・適応障害
・心臓病、など

職場のストレッサーの例

�分に�ては�る��をチェック����う�分に�ては�る��をチェック����う

に働くことができる。 
【上手な自己表現のコツ】についてのまとめ 
・コミュニケーションは相互作用なので、自分のコミュニケーションが変われば相手のコミュニ

ケーションが変わる可能性は十分あり、その結果人間関係が良くなることが期待できる。（４つ

の自己表現どれをされるかで、自分の反応がどう変わりそうか想像してもらうとよい） 
・人間関係の問題は主要な職場のストレス要因であり、適切な自己表現ができることは効果的な

ストレス対処法になる 
・できる範囲で構わないので、試してみて下さい 
【第１回で取り組むこと】について 
・第１回では、ストレスについてのより詳しい内容と、ネガティブ思考にとらわれてゆううつや

不安になっているときに有効な【思考の切り替え法】について学ぶ 
・第１回で学ぶ思考の切り替え法を組み合わせると、適切（アサーティブ）な自己表現がしやす

くなるので、第１回をまだ受講されていない方はぜひ受講して下さい。 
 
＜質問受付（１０分）＞ 
①残り時間で、参加者からの質問に対応する 
FAQ 
Q.1：その場で【客観的事実や状況／自分の主観や思い／具体的な提案や主張／代替案（必要に応

じて）】の４つの要素を考えられそうにない 
A： 
・時間的余裕がある時は、事前に整理してから伝えると良い。 
・事前に整理ができていないときは、『一度持ち帰り、後ほど回答しても良いですか？』など、無

理にその場で伝えようとせず、一度整理する時間を取るとよい 
Q.2：こちらがアサーションをしても、相手のコミュニケーションが変わらなければ意味が無いの

では 
A： 
・確かに、これまでの長い関わりの中で固まってしまった関係性は、急には変わらない場合も多

い。 
・しかし、コミュニケーションは相互作用なので、こちらの関わり方が変われば、相手の反応も

変わる可能性がある、という点がポイント 
・アサーションの目的は『少しでも誤解なく自分の伝えたいことを相手に分ってもらう』ことで、

まずはその時々のコミュニケーションでそれを目指すことが大切。その結果、少しずつ関係が

良くなっていく。 
・アサーションは成功を保証する方法ではなく、あくまでも可能性を高めるための方法なので、

その意味では、有効といえる 
Q.3：どんな場面でもアサーションをしなければいけないのか 
A： 
・アサーションをする、しない（何かを伝える、伝えない）の選択は自分が決めてよい 
・その代わり、選択した結果は自分が受け止めることが必要 
・コミュニケーションの基本は『言わなければ伝わらない』なので、何かを伝えたい、分ってほ

しいのであれば、それを相手に少しでも分りやすく伝えるために、アサーションが役立つ 
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仕事に役立つメンタルヘルス研修

○○大学 ○○部
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・コミュニケーションは相互作用なので、自分のコミュニケーションが変われば相手のコミュニ
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の自己表現どれをされるかで、自分の反応がどう変わりそうか想像してもらうとよい） 
・人間関係の問題は主要な職場のストレス要因であり、適切な自己表現ができることは効果的な

ストレス対処法になる 
・できる範囲で構わないので、試してみて下さい 
【第１回で取り組むこと】について 
・第１回では、ストレスについてのより詳しい内容と、ネガティブ思考にとらわれてゆううつや

不安になっているときに有効な【思考の切り替え法】について学ぶ 
・第１回で学ぶ思考の切り替え法を組み合わせると、適切（アサーティブ）な自己表現がしやす

くなるので、第１回をまだ受講されていない方はぜひ受講して下さい。 
 
＜質問受付（１０分）＞ 
①残り時間で、参加者からの質問に対応する 
FAQ 
Q.1：その場で【客観的事実や状況／自分の主観や思い／具体的な提案や主張／代替案（必要に応

じて）】の４つの要素を考えられそうにない 
A： 
・時間的余裕がある時は、事前に整理してから伝えると良い。 
・事前に整理ができていないときは、『一度持ち帰り、後ほど回答しても良いですか？』など、無

理にその場で伝えようとせず、一度整理する時間を取るとよい 
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では 
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変わる可能性がある、という点がポイント 
・アサーションの目的は『少しでも誤解なく自分の伝えたいことを相手に分ってもらう』ことで、

まずはその時々のコミュニケーションでそれを目指すことが大切。その結果、少しずつ関係が

良くなっていく。 
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その意味では、有効といえる 
Q.3：どんな場面でもアサーションをしなければいけないのか 
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・アサーションをする、しない（何かを伝える、伝えない）の選択は自分が決めてよい 
・その代わり、選択した結果は自分が受け止めることが必要 
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しいのであれば、それを相手に少しでも分りやすく伝えるために、アサーションが役立つ 

 35

− 144− − 145−



Aさんのストレッサーとストレス反応の例

ストレッサー ストレス反応

「あまり同じことに時間を割けないから、ち
ゃんと自分でまとめてから来てくれないか」
と言われ

悲しい （心理面）

東大課長からの返事がない 不安 （心理面）

メールへの返事がない 不安 （心理面）

仕事が区切りのいいところまで終わらない 夜眠れない （身体面）

説明を要求される会議
怖い （心理面）

下痢をする （身体面）

ストレスに対処するには

仕事の
ストレッサー

ストレス
反 応

疾 病

個人要因

仕事外の要因 緩衝要因

考え方のクセ

コミュニケーション力

etc・・・

ストレス対処力

遺伝要因

性・年齢

eｔｃ・・・

ちょっと一息～リラクセーション技法の体験

• 筋肉の緊張をほぐす方法(漸進的筋弛緩法)
⇒ 力が抜ける感覚を味わうことが目的

【力を入れる】
・全力の60%～70%くらい

の強さで一気に全身に力を
入れて、5秒くらい筋肉を緊

張状態にする。

【力を抜く】
・一度に力を抜き、力の抜
ける『ジワーッ』とした感じを
体験する。(15秒くらいその
ままで過ごす)

＜力の入れ方＞
①両手を握る。
②肘を曲げて、両手を胸
に近づける。
③両肩をすぼめて、耳の
方に近づける。
④身体を丸め、脇をしめ
る。
⑤力を入れて目を閉じる。

考え方のクセ

気分は思考（考え）に影響される？

上司に挨拶をしたが、返事がなかった

悲しい、むなしい

嫌われている 忙しそうだな

気遣い

後で声をかけてみる

特になし

Aさん Bさん

状況

思考

気分

1日、上司を避ける

胸が苦しくなった

行動

身体

Aさんの事例２－

１
状況と個人のつながりを整理

状況 思考 行動

気分

身体

����

職場のストレスモデル

ストレス
反応

ストレス
反応

�人���人��

職場�
の��
職場�
の��

��
��
��
��

職場での
ストレッサー

職場での
ストレッサー

３つのストレス反応

身体面

目のかすみ、
充血、耳鳴り、

せき、たん、
のどの痛み高血圧、動悸

消化不良、胸や
け、食欲低下

下痢、便秘

関節痛

肩こり

腰痛

頭痛、めまい、
不眠、発汗

発疹、吹き出物

ストレス反応
�身体面�

ストレス反応
�身体面�

その他（ ）

ストレスを感�ると出やすい��をチェックしましょうストレスを感�ると出やすい��をチェックしましょう

だるさ、身体不調感

発汗、緊張

• 活気の低下

• おっくう感

• イライラ感

• 不安感

• 落ち込み、憂うつ感

• その他（ ）

• 酒が増える

• タバコの本数が増える

• 食べ過ぎる、食べなくなる

• 買い物しすぎる

• ギャンブルにのめりこむ

• その他（ ）

ストレス反応 �心理面�ストレス反応 �心理面� ストレス反応 ��動面�ストレス反応 ��動面�

ストレスを感�ると出やすい��をチェックしましょうストレスを感�ると出やすい��をチェックしましょう

事例で考えてみよう＜Aさんの事例１＞

登場人物

Aさん
係長 42歳

Cさん（上司）
課長 48歳

育休中で1名欠員
係員 27歳

Bさん（部下）
主任 32歳

Aさんのストレスをチェック！

• ＜Aさんの事例１＞を読み、Aさんのストレッサーと

ストレス反応をチェックしてみましょう。

ストレッサー ・・・・ 緑

ストレス反応(身体面) ・・・・ 赤

ストレス反応(心理面) ・・・・ 青

該当する文章にラインを入れてください
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etc・・・
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eｔｃ・・・
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張状態にする。
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胸が苦しくなった
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発疹、吹き出物
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だるさ、身体不調感

発汗、緊張

• 活気の低下

• おっくう感

• イライラ感

• 不安感

• 落ち込み、憂うつ感

• その他（ ）

• 酒が増える

• タバコの本数が増える

• 食べ過ぎる、食べなくなる

• 買い物しすぎる
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事例で考えてみよう＜Aさんの事例１＞

登場人物

Aさん
係長 42歳

Cさん（上司）
課長 48歳

育休中で1名欠員
係員 27歳

Bさん（部下）
主任 32歳

Aさんのストレスをチェック！

• ＜Aさんの事例１＞を読み、Aさんのストレッサーと

ストレス反応をチェックしてみましょう。

ストレッサー ・・・・ 緑

ストレス反応(身体面) ・・・・ 赤

ストレス反応(心理面) ・・・・ 青
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− 146− − 147−



＊グループで挙がった考えはすべてメモを取りましょう

グループワーク

＜Aさんの事例２－２＞ついて、グループで検討して

みましょう。

③Aさんとは異なる思考（考え）を、できるだけたくさん

あげてみましょう。

思考の切り替えに挑戦！

思考の切り替えワークシート

④グループワークで話し合った「Aさんとは別の思考」

のなかで、あなたにとって一番気分が楽になれそうな
思考をひとつ選び、そう考えたときの気分を記入しま
しょう。

＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう。
また、①、②のワークでの気分と比べてみましょう。

思考の切り替えに挑戦！

思考の切り替えワークシート

上手な頭の切り替え法のポイント

• 気分は思考(考え)に影響される！

 考え方を変えれば気分も変わる

 考え方や気分が変われば行動や結果も変えられる

• バランスのとれた思考(考え)が大事！

 ポジティブ思考が良くてネガティブ思考が悪いという
わけではない ＝ どちらも極端な考え

 時と場面に応じて柔軟な考え方ができるとGood

仕事の
ストレッサー

ストレス
反 応

疾 病

個人要因

仕事外の要因 緩衝要因

考え方のクセ

コミュニケーション力

etc・・・

ストレス対処力

遺伝要因

性・年齢

eｔｃ・・・

もし、Aさんが7時には帰りたいと
C課長に伝えられていたら・・・

応用編は
ココを強化！

本日のセミナーの振り返り

 ストレスへの気づき

• ストレスとは

• ストレスのセルフチェック

• 事例で確認

 考え方のクセへの気づきと対処

• 事例を使って考えよう

• 状況、思考、気分の関係

• グループワークで実践

ご参加ありがとうございました

第２回 コミュニケーション力アップのコツでは、

考え→行動考え→行動 にフォーカス

ご参加お待ちしております

状況 思考 行動

気分

身体

上司に挨拶をしたが、
返事がなかった

嫌われている

悲しい、むなしい

1日、上司を避ける

胸が苦しくなった

Aさんの例だと・・・

状況と個人のつながりを整理

状況 思考 行動

気分

身体

上司に挨拶をしたが、
返事がなかった

忙しそうだな

気遣い

後で声をかけてみる

特になし

Bさんの例だと・・・

状況と個人のつながりを整理

考え方をかえると気分は変わる？

ある状況である状況で

個人ワーク

＜Aさんの事例２－２＞を読んで、Aさんの

状況・思考(考え)・気分を整理しましょう。

状況
・5W1Hで
・“○○なとき”と一時点で

思考(考え)
・ふと頭に浮かんだつぶやき

・気分は記入しない

気分
・一語で表現

・「それでは教授会終
了後の5時半ではいか

がでしょうか？」と伝え
たところ、「どうかな、
今日は教授会が延び
るかもしれないな････」
と言われたとき

Aさんの事例２－

２

個人ワーク

＜Aさんの事例２－２＞を読んで、Aさんの

状況・思考(考え)・気分を整理しましょう。

状況
・5W1Hで
・“○○なとき”と一時点で

思考(考え)
・ふと頭に浮かんだつぶやき

・気分は記入しない

気分
・一語で表現

・「それでは教授会終
了後の5時半ではいか

がでしょうか？」と伝え
たところ、「どうかな、
今日は教授会が延び
るかもしれないな････」
と言われたとき

・「あぁ、やっぱりC課長は

自分のことは考えてくれ
ないんだ。自分は嫌われ
ているんだ。」

・悲しい

・つらい

Aさんの事例２－

２

思考の切り替えに挑戦！

個人ワーク

＜Aさんの事例２－２＞について、以下のワークに取り

組みましょう。

①Aさんと同じような思考（考え）を持ったら、あなたは

どんな気分になりそうですか？

②Aさんと同じ状況に置かれたと仮定すると、あなた
はどのような思考（考え）になりそうですか？ また、

そう考えたときあなたはどんな気分になりそうですか？

＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう

思考の切り替えワークシート
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＊グループで挙がった考えはすべてメモを取りましょう

グループワーク

＜Aさんの事例２－２＞ついて、グループで検討して

みましょう。

③Aさんとは異なる思考（考え）を、できるだけたくさん

あげてみましょう。

思考の切り替えに挑戦！

思考の切り替えワークシート

④グループワークで話し合った「Aさんとは別の思考」

のなかで、あなたにとって一番気分が楽になれそうな
思考をひとつ選び、そう考えたときの気分を記入しま
しょう。

＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう。
また、①、②のワークでの気分と比べてみましょう。

思考の切り替えに挑戦！

思考の切り替えワークシート

上手な頭の切り替え法のポイント

• 気分は思考(考え)に影響される！

 考え方を変えれば気分も変わる

 考え方や気分が変われば行動や結果も変えられる

• バランスのとれた思考(考え)が大事！

 ポジティブ思考が良くてネガティブ思考が悪いという
わけではない ＝ どちらも極端な考え

 時と場面に応じて柔軟な考え方ができるとGood

仕事の
ストレッサー

ストレス
反 応

疾 病

個人要因

仕事外の要因 緩衝要因

考え方のクセ

コミュニケーション力

etc・・・

ストレス対処力

遺伝要因

性・年齢

eｔｃ・・・

もし、Aさんが7時には帰りたいと
C課長に伝えられていたら・・・

応用編は
ココを強化！

本日のセミナーの振り返り

 ストレスへの気づき

• ストレスとは

• ストレスのセルフチェック

• 事例で確認

 考え方のクセへの気づきと対処

• 事例を使って考えよう

• 状況、思考、気分の関係

• グループワークで実践

ご参加ありがとうございました

第２回 コミュニケーション力アップのコツでは、

考え→行動考え→行動 にフォーカス

ご参加お待ちしております

状況 思考 行動

気分

身体

上司に挨拶をしたが、
返事がなかった

嫌われている

悲しい、むなしい

1日、上司を避ける

胸が苦しくなった

Aさんの例だと・・・

状況と個人のつながりを整理

状況 思考 行動

気分

身体

上司に挨拶をしたが、
返事がなかった

忙しそうだな

気遣い

後で声をかけてみる

特になし

Bさんの例だと・・・

状況と個人のつながりを整理

考え方をかえると気分は変わる？

ある状況である状況で

個人ワーク

＜Aさんの事例２－２＞を読んで、Aさんの

状況・思考(考え)・気分を整理しましょう。

状況
・5W1Hで
・“○○なとき”と一時点で

思考(考え)
・ふと頭に浮かんだつぶやき

・気分は記入しない

気分
・一語で表現

・「それでは教授会終
了後の5時半ではいか

がでしょうか？」と伝え
たところ、「どうかな、
今日は教授会が延び
るかもしれないな････」
と言われたとき

Aさんの事例２－

２

個人ワーク

＜Aさんの事例２－２＞を読んで、Aさんの

状況・思考(考え)・気分を整理しましょう。

状況
・5W1Hで
・“○○なとき”と一時点で

思考(考え)
・ふと頭に浮かんだつぶやき

・気分は記入しない

気分
・一語で表現

・「それでは教授会終
了後の5時半ではいか

がでしょうか？」と伝え
たところ、「どうかな、
今日は教授会が延び
るかもしれないな････」
と言われたとき

・「あぁ、やっぱりC課長は

自分のことは考えてくれ
ないんだ。自分は嫌われ
ているんだ。」

・悲しい

・つらい

Aさんの事例２－

２

思考の切り替えに挑戦！

個人ワーク

＜Aさんの事例２－２＞について、以下のワークに取り

組みましょう。

①Aさんと同じような思考（考え）を持ったら、あなたは

どんな気分になりそうですか？

②Aさんと同じ状況に置かれたと仮定すると、あなた
はどのような思考（考え）になりそうですか？ また、

そう考えたときあなたはどんな気分になりそうですか？

＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう

思考の切り替えワークシート
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仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法 

A さんの事���１ 
 
ワーク：以下の場面を状況、思考、気分、��、����の�つの��から整理してみましょう 

ある日の出勤時、A さんは 10m ほど離れたところで C 課長が立ち話をしている姿をみかけました。自

分に気づいたような素振りだったので、少し近づき挨拶をしましたが、返答はありませんでした。A さ

んは、悲しくむなしい気持ちでいっぱいになり、胸が苦しくなりました。「自分は課長に嫌われているか

もしれない」そんな思いがますます強くなり、その日は C 課長を自然と避けてしまいました。 

 

 

 

 

 
A さんの事���� 
 
ワーク：下線部の状況での、A さんの気分と思考を整理してみましょう 

今日は 7 歳になる一人息子の誕生日。朝、A さんは妻と息子に「今日くらいは早く帰ってきてね」と

言われ、「8 時までには帰宅するよ。今日はお祝いだ。」と約束をして家を出ました。しかし、頭の中では

「D 先生から依頼された案件の期限が明日の午前中なのに、C 課長に決済どころか相談すらできていな

い。大丈夫だろうか。」と、仕事のことが気にかかります。 

お昼前にC課長にアポを取ろうとすると、「午後は教授会で無理だよ。分かっているだろう。」そんな返

事でした。Aさんは勇気を振り絞って「それでは教授会��後の 5 時�ではいかがでしょうか�」と伝え

たところ、「どうかな、今日は教授会が��るかもしれないな����」と言われてしまいました。Aさんは

「あぁ、やっぱりC課長は自分のことは考えてくれないんだ。自分は嫌われているんだ。」と思い、とて

も悲しくつらい気持ちになりました。8 時に帰宅するには 7 時には大学を出なければ間に合いません。し

かし、Aさんは「どうせ言ってもC課長は自分のために時間を作ってはくれないだろう。」と思い、結局、

7 時には必ず帰りたいことをC課長に伝えられませんでした。 

 

  

仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法 

A さんの事�１ 
 

Aさん（42 �、��、係長）は、物静かで自分の考えを相手に伝えるのが苦手です。Aさんは 3 ヶ月

前に現部署に異動してきました。職員数は 4 名で、そのうちの 2 名（Bさん（32 �、��、��、Aさ

んの部下）、Cさん（48 �、��、課長、Aさんの上司））が 2 年前より同部署に在籍しています。1 名

は育児休暇を取得中のため欠員となっています。欠員分の仕事を補うために一人当たりの業務分担が増

え、職員は夜 8 時頃までの残業が日常となっていました。C課長は、他部署と兼務のため離れた場所に席

があります。Bさんも忙しそうで、上司、部下ともに相談する時間がなかなかとれません。 
 
ワーク：A さんのストレッサーとストレス反応を色分けしてみましょう。 

ある日、A さんは異動直後で分からないことが多かったので、ある案件について C 課長に相談に行き

ました。すると「まず叩き台を持ってこい」と言われました。自分なりに調べて再度相談に行ったとこ

ろ「もう少しまとまってから持ってこい」とやり直しを指示されました。その後、数回のやりとりを行

いましたがうまく伝わらず、とうとう「あまり同じことに時間を割けないから、ちゃんと自分でまとめ

てから来てくれないか」と言われてしまいました。A さんはどうしていいか分からなくなり、悲しくな

りました。部下の B さんに相談してみましたが、B さんは比較的うまく C 課長とやりとりができている

ようでした。A さんは「B さんはうまくやれている。やはり自分が駄目なのだろうか。もしかして自分

は C 課長に嫌われているのだろうか。」と考えるようになりました。また、B さんより「そういえば昨日、

A 係長が休憩しているときにたまたま C 課長が来て『A はまたいないのか。仕事が進まなくて困る』っ

て呟いていましたよ。最近忙しくてピリピリしているんですかね。」と言われました。C 課長は多忙で離

席していることが多いのですが、課長が自席に来た際に A さんが偶然席にいなかったということが数回

続いたのは事実でした。その日はお昼の休憩時間になっても、C 課長が来るかもしれないと考えると不

安でなかなか席を立てませんでした。 

このような状況がしばらく続いたため、A さんは C 課長との接し方がわからず、分からないことがあ

っても直接聞かずにメールで済ませることが多くなりました。そのためか次第に C 課長との会話も減っ

ていきました。また、A さんがメールを送った後に C 課長からの返事がないと「自分のメールは上司の

気分を害しているのではないか」と不安になり、何度もメールチェックを行いました。このようなこと

が度々起こったため、A さんの業務が滞るようになりました。A さんは仕事が区切りのいいところまで

終わらないと気になって夜眠れないので、一区切りつくまで、8 時を超えて残業をする日が増えてきまし

た。休日にも仕事が気になって、家族との会話が上の空になってしまいます。 

ある日の会議でのことです。C 課長と事前の相談ができなかったために、担当の仕事をうまく説明で

きず議論が全く進まないということがありました。それ以来、説明を要求される会議の日には怖くて出

勤前に下痢をするようになりました。C 課長は自分と話をしている時には不機嫌そうにみえます。廊下

ですれ違った時に挨拶をしても返事が返ってこないことがあります。B さんと話をする時には比較的機

嫌がよさそうで、仕事が楽しいと言っている B さんを見ると、A さんは「自分に能力がないのではない

か」と思い落ち込み、憂うつになりました。 
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仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法 
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仕事に役立つメンタルヘルス研修

○○大学 ○○部

産業医 ○○

臨床心理士 ○○

第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ

本日のセミナーのながれ

 ストレスとは

• ストレスについて簡単に学習

 コミュニケーション力アップのコツ

• 自分のコミュニケーションのクセをチェック

• 上手なコミュニケーションのコツ

• 試してみよう！

上手な仕事の頼み方

上手な仕事の断り方

“ストレス”には２つの意味がある

• ストレッサー

ストレスのもととなっているもの

• ストレス反応

ストレッサーの結果生じる心身の不調

• ストレッサー

ストレスのもととなっているもの

• ストレス反応

ストレッサーの結果生じる心身の不調

ストレッサーの結果、ストレス反応が生じるストレッサーの結果、ストレス反応が生じる

ストレスは悪いもの？

• 適度なストレスは���ー�ンスを�上させる！

ストレスの�さと���ー�ンスの�係ストレスの�さと���ー�ンスの�係

←
�
�
�
�
�
�
�

ストレスの�さ �

適度なストレス
不�な

ストレス

不�なストレスに�う対処する�が��ント！不�なストレスに�う対処する�が��ント！

仕事の
ストレッサー

ストレス
反 応

疾 病

個人要因

仕事外の要因 緩衝要因

考え方のクセ

コミュニケーション力
ストレス対処力

遺伝要因

性・年齢

eｔｃ・・・

職業性ストレスに対処するには

5

etc・・・

事例で考えてみよう＜Aさんの事例１＞

登場人物

Aさん
係長 42歳

Cさん（上司）
課長 48歳

育休中で1名欠員
係員 27歳

Bさん（部下）
主任 32歳

仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第１回：仕事に役立つ上手な頭の切り替え法 

思考の切り替えワーク�ー� 
 
個人ワーク 
①A さんと同じような思考を持ったら、あなたはどんな気分になりそうですか？ 

＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう 。 
 
 
 
②A さんと同じ状況に置かれたと仮定すると、あなたはどのような思考になりそうですか？ 

また、そう考えたときあなたはどんな気分になりそうですか？  
＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう。 

 
 
 
 
グループワーク 
③A さんとは異なる思考を、できるだけたくさん挙げてみましょう。  

＊グループで挙がった考えはすべてメモを取りましょう  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④グループワークで話し合った「A さんとは別の思考」のなかで、あなたにとって一番気分が楽になれ

そうな思考をひとつ選び、そう考えたときの気分を記入しましょう。 
＊浮かんだ気分に０－１００で点数を付けてみましょう。また、①、②のワークでの気分と比べてみま

しょう。 
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アサーティブな自己表現のコツ

13

アサーティブな自己表現
～事例から～

�観�事実������

「今日は息子の7歳の誕生日で、20時までには帰宅

すると約束してしまいました。」

�観���に�してのあなたの�え、気�ちの��、相手

�の��を�す�

「本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが

、息子のためにも今日くらいは早く帰ってあげたいと
思っています。」

14

���自�が��したいこと�

「教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を取って

いただけないでしょうか。」

������の��、お�いが��できる��を�す�

「もしくは、今日の１８時半までならお待ちすることが

できますが、いかがでしょうか。」

�え����・�・�・�』
15

アサーティブな自己表現
～事例から～

＜ロールプレイの場面１＞で練習してみよう
1. あなたがAさんの立場に置かれたとき、あなたなら

どのようにアサーティブに自己表現するか、
＜アサーションワークシート１＞に記入しましょう。

2. 1.に基づいて実際に練習してみましょう。

＊全員が3つの役割を経験し、各セッション毎に振返りをしましょう

16

Aさん Bさん

オブザーバー

ロールプレイ時のそれぞれの役割

17

Aさん

Bさん

オブザーバー ・Aさんがアサーティブな自己表現がで

きていたかについて、言語・態度の両面
から観察する

・アサーティブな表現を意識してBさんに

仕事の依頼をする。

・すぐにはO.K.しない

・かといって、頑なな態度にもしない
→ 素直な心で、「それなら依頼を受け

てもいいかな」と思えたらO.K.する

＜ロールプレイの場面1＞メモ用紙

18

Aさんをやってみて

相手役、オブザーバーをやってみて

オブザーバーメモ欄

ディスカッションでの気付き

あなたの自己表現パターンのチェック

• ＜Aさんの事例１＞を読んで、あなただったらC課長

に何を伝えるか（どんな態度をとるか）、考えてみま
しょう。

• ４つの選択肢の中から、自分の対応に一番近いも
のを一つ選びましょう。

＊ぴったり当てはまらなくても構いません。

7

適切な（アサーティブな）自己表現とは

「自分を大切にし、相手も同じように大切にする」

���的 ��的

間接的表�

直接的表�

8

��的な自己表現
＜パターンA＞

9

項目 内容

言葉 「倒れたら課長が責任取ってくれるんですか！」

特徴
相手のことを配慮せず、自分のことだけを主張する

態度 キレる、語調が強まる、大声で怒鳴る、早口になる、等

起こりうる
結果

相手は不快な気持ちになり、ギスギスした関係になって
しまいがち

�主張的な自己表現
＜パターンB＞

10

項目 内容

言葉
（…やっぱり今日は早く帰るのは無理か。家族に怒られ

るな、どうしよう。）と思いつつも、「そうですか。分かりま
した。」

特徴
相手の意見を優先してしまい、自分の気持ちや考えを
表現しない、できない

態度 おどおど、伏し目がち、小声、どもる、等。

起こりうる
結果

自分の気持ちが相手には伝わらず、『わかってもらえな
かった』という感じが自分の中に残りやすい。ストレスや
負担をため込みやすく、人と付き合うのが億劫になりが
ち。

�主張的かつ��的な自己表現
＜パターンC＞

11

項目 内容

言葉
（…なんだよ、いつも俺の依頼は後回しか！）と不機嫌さ
をにじませて、「…分かりました。では課長の帰りをお待

ちしています」

特徴
内心は相手を責める気持ちがあるが、言葉での直接的
な主張はせず、態度で不満を示す

態度
しぶしぶ、不機嫌、ため息、ぶっきらぼう、イライラ、
嫌々従う、等。

起こりうる
結果

相手も自分も不快な気分になってしまいがち。

適切（アサーティブ）な自己表現
＜パターンD＞

12

項目 内容

言葉

「本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが、息
子のためにも今日くらいは早く帰ってあげたいと思って
います。教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を
取っていただけないでしょうか。」

特徴
自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを正
直にその場にふさわしい方法で伝えようとする

態度 落ち着いた口調、歩み寄りの姿勢、等

起こりうる
結果

コミュニケーションが円滑に進みやすい
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アサーティブな自己表現のコツ
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15
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2. 1.に基づいて実際に練習してみましょう。

＊全員が3つの役割を経験し、各セッション毎に振返りをしましょう

16

Aさん Bさん

オブザーバー

ロールプレイ時のそれぞれの役割

17

Aさん

Bさん

オブザーバー ・Aさんがアサーティブな自己表現がで

きていたかについて、言語・態度の両面
から観察する

・アサーティブな表現を意識してBさんに

仕事の依頼をする。

・すぐにはO.K.しない

・かといって、頑なな態度にもしない
→ 素直な心で、「それなら依頼を受け

てもいいかな」と思えたらO.K.する

＜ロールプレイの場面1＞メモ用紙

18

Aさんをやってみて

相手役、オブザーバーをやってみて

オブザーバーメモ欄

ディスカッションでの気付き

あなたの自己表現パターンのチェック

• ＜Aさんの事例１＞を読んで、あなただったらC課長

に何を伝えるか（どんな態度をとるか）、考えてみま
しょう。

• ４つの選択肢の中から、自分の対応に一番近いも
のを一つ選びましょう。

＊ぴったり当てはまらなくても構いません。

7

適切な（アサーティブな）自己表現とは

「自分を大切にし、相手も同じように大切にする」

���的 ��的

間接的表�

直接的表�

8

��的な自己表現
＜パターンA＞

9

項目 内容

言葉 「倒れたら課長が責任取ってくれるんですか！」

特徴
相手のことを配慮せず、自分のことだけを主張する

態度 キレる、語調が強まる、大声で怒鳴る、早口になる、等

起こりうる
結果

相手は不快な気持ちになり、ギスギスした関係になって
しまいがち

�主張的な自己表現
＜パターンB＞

10

項目 内容

言葉
（…やっぱり今日は早く帰るのは無理か。家族に怒られ

るな、どうしよう。）と思いつつも、「そうですか。分かりま
した。」

特徴
相手の意見を優先してしまい、自分の気持ちや考えを
表現しない、できない

態度 おどおど、伏し目がち、小声、どもる、等。

起こりうる
結果

自分の気持ちが相手には伝わらず、『わかってもらえな
かった』という感じが自分の中に残りやすい。ストレスや
負担をため込みやすく、人と付き合うのが億劫になりが
ち。

�主張的かつ��的な自己表現
＜パターンC＞

11

項目 内容

言葉
（…なんだよ、いつも俺の依頼は後回しか！）と不機嫌さ
をにじませて、「…分かりました。では課長の帰りをお待

ちしています」

特徴
内心は相手を責める気持ちがあるが、言葉での直接的
な主張はせず、態度で不満を示す

態度
しぶしぶ、不機嫌、ため息、ぶっきらぼう、イライラ、
嫌々従う、等。

起こりうる
結果

相手も自分も不快な気分になってしまいがち。

適切（アサーティブ）な自己表現
＜パターンD＞

12

項目 内容

言葉

「本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが、息
子のためにも今日くらいは早く帰ってあげたいと思って
います。教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を
取っていただけないでしょうか。」

特徴
自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを正
直にその場にふさわしい方法で伝えようとする

態度 落ち着いた口調、歩み寄りの姿勢、等

起こりうる
結果

コミュニケーションが円滑に進みやすい
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ロールプレイ時のそれぞれの役割

25

Aさん

オブザーバー ・Aさんがアサーティブな自己表現がで

きていたかについて、言語・態度の両面
から観察する

・アサーティブな表現を意識してD教授か

らの依頼を断るか、期限などについて話
し合い、現実的なものへと調整する

・すぐにはO.K.しない

・かといって、頑なな態度にもしない
→ 素直な心で、「それなら仕方ないか

な」と思えたらO.K.し、妥協点を話し合う

D教授

＜ロールプレイの場面２＞メモ用紙

26

Aさんをやってみて

相手役、オブザーバーをやってみて

オブザーバーメモ欄

ディスカッションでの気付き

振り返りのポイント

27

①Aさん

③オブザーバー

・イメージ通りの自己表現ができたか
・依頼を現実的なものに変えられた
か？(または上手に断れたか？)

・RPの感想とAさん役の人の印象を伝える
コメントの視点の例）
・Aさんの自己表現をどう感じたか
・良かった点
・工夫するとさらに良くなる点

・観察した結果をAさん役の人に伝える
コメントの視点の例）
・Aさんの自己表現をどう感じたか
・良かった点
・工夫するとさらに良くなる点

②D教授

コ
メ
ン
ト

順

アサーティブな自己表現（例）

客観的事実（状況��）

「できるだけ急ぎますが、実は今月末の繁忙期でし

て、課で急ぎの仕事があるんです。」

主観（状況に�してのあなたの�え、気��の��、相手

への�感を示す）

「D先生がお急ぎなのは最もだと思いますが、ご指
定の締切までに作成するのは難しいと思います。 」

28

場面２

アサーティブな自己表現（例）

提案（自分が主�したいこと）

「今週金曜日までとのことですが、来週金曜日まで

に期限を延ばしていただくことはできますか？」

選�（代替案の提示、お�いが�得できる結�を�す）

「もしくは、ある程度の叩き台まででしたら、今週金曜

日までに作成できると思います。それを踏まえて期
限を協議させていただけますか。また、状況により1
週間から10日かかりますので、次回から少し早めに

言っていただけると助かります。」

29

場面２ どうしても仕事が受けられないときは…

③代替案を用意する

ただ断るだけでなく、場合によっては『可能であればやりたい

のですが、、』 という相手への配慮を示すとともに、『現状だ

と○○なら可能です』というように、 代替案を示した方が相手

の理解も得られやすい。（“選”の部分）

①仕事内容の精査

本当に自分が受ける必要のある仕事か、状況や適任者の確

認する。（“客・主・堤・選”の前提となる部分）

②断る理由

なぜ断るかを、道徳的・倫理的、能力的、物理的な面で検討

する。（“客・主・堤”の部分）

30

振り返りのポイント

19

①Aさん

②Bさん

③オブザーバー

・イメージ通りの自己表現ができたか
・上手に頼めたか

・RPの感想とAさん役の人の印象を伝える
コメントの視点の例）
・Aさんの自己表現をどう感じたか
・良かった点
・工夫するとさらに良くなる点

・観察した結果をAさん役の人に伝える
コメントの視点の例）
・Aさんの自己表現をどう感じたか
・良かった点
・工夫するとさらに良くなる点

コ
メ
ン
ト

順

アサーティブな自己表現（例）

客観的事実（���明）

「我々のチームで環境安全に関するワーキングの
事務担当をすることになり、私とBさんとで分担して、
メンバーの選定や年間スケジュール、第1回のワー
キング開催までの下準備をするよう、C課長から指

示を受けました。」

主観（��に�してのあなたの�え、気��の�明、相手

への�感を示す）

「私が積極的に進めたいところですが、あいにく、私

は既存の仕事の〆切が月末に集中し、手いっぱい
です。Bさんもお忙しいとは思いますが、・・・・」

20

場面１

アサーティブな自己表現（例）

提案（自分が主�したいこと）

「Bさんに主となってやってもらいたいのですが、どう
でしょうか。 」

選択（��案の提示、お�いが納得できる結�を�す）

「それでは、私が原案を作成します。Bさんが不慣れ

なところはフォローしますので、メンバーへの声かけ
や、文書の作成、スケジュール調整などをお願いで
きますか？」

21

場面１ 上手な仕事の頼み方

• 相手に仕事を頼むには準備が必要です。

①プロジェクト全体の概要

依頼する仕事が全体のどの部分かを示すことで、相手のや
らされ感が減り、貢献意識とかかわり行動(コミットメント)が
増えます。（“客”の部分）

②依頼内容

何をどこまで求めているのか、相手の責任範囲を明示する
ことで、あいまいさから生じる不安やストレスを低減します。

（“堤”の部分）

22

③依頼相手とその理由

相手に「なぜあなたなのか」の理由を添えることで、相手の

自己存在感につながり、やる気を高めます。依頼相手の選
択はとても重要です。（“客”・“主”の部分）

④期限

双方の納得のいく、現実的な期限を設定します。一方的な

設定ではなく、相手が自己選択、自己決定する機会を設け
ることで、責任感が増します。（“堤”・“選”の部分）

⑤資料、材料、情報の提供

必要なサポートを提供することで、相手に一方的な押し付け
でないことを伝えられる。（“堤”・“選”の部分）

23

上手な仕事の頼み方
1. あなたがAさんの立場に置かれたとき、あなたなら

どのようにアサーティブに自己表現するか、
＜アサーションワークシート２＞に記入しましょう。

2. 1.に基づいて実際に練習してみましょう。

＊全員が3つの役割を経験し、各セッション毎に振返りをしましょう

24

Aさん D教授

オブザーバー

＜ロールプレイの場面２＞で練習してみよう
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ロールプレイ時のそれぞれの役割
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・アサーティブな表現を意識してD教授か

らの依頼を断るか、期限などについて話
し合い、現実的なものへと調整する

・すぐにはO.K.しない

・かといって、頑なな態度にもしない
→ 素直な心で、「それなら仕方ないか

な」と思えたらO.K.し、妥協点を話し合う

D教授
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仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 

A さんの事�� 
 

Aさん（42 歳、��、�長）は、物静かで自分の考えを相手に伝えるのが苦手です。Aさんは 3 ヶ月

前に現部署に異動してきました。職員数は 4 名で、そのうちの 2 名（Bさん（32 歳、��、�任、Aさ

んの部下）、Cさん（48 歳、��、課長、Aさんの上司））が 2 年前より同部署に在籍しています。1 名

は育児休暇を取得中のため欠員となっています。欠員分の仕事を補うために一人当たりの業務分担が増

え、職員は夜 8 時頃までの残業が日常となっていました。C課長は、他部署と兼務のため離れた場所に席

があります。Bさんも忙しそうで、上司、部下ともに相談する時間がなかなかとれません。 
 

 あなたの自己表現のパターンをチェック！ 
以下の文章を読んで、あなただったら C 課長に何を伝えるか（どんな態度をとるか）、考えてみましょう。 

今日は 7 歳になる一人息子の誕生日。朝、A さんは妻と息子に「今日くらいは早く帰ってきてね」と

言われ、「8 時までには帰宅するよ。今日はお祝いだ。」と約束をして家を出ました。しかし、頭の中では

「D 先生から依頼された案件の期限が明日の午前中なのに、C 課長に決済どころか相談すらできていな

い。大丈夫だろうか。」と、仕事のことが気にかかります。 

お昼前に C 課長にアポを取ろうとすると、「午後は教授会で無理だよ。分かっているだろう。」そんな

返事でした。A さんは勇気を振り絞って「それでは教授会終了後の 5 時半ではいかがでしょうか？」と

伝えたところ、「どうかな、今日は教授会が延びるかもしれないな････」と言われてしまいました。A さ

んは「あぁ、やっぱり C 課長は自分のことは考えてくれないんだ。自分は嫌われているんだ。」と思い、

とても悲しくつらい気持ちになりました。8 時に帰宅するには 7 時には大学を出なければ間に合いませ

ん。 

 
以下の４つの選択肢の中から、自分の対応に一番近いものを一つ選びましょう。 

＊ぴったり当てはまらなくても構いません。 

A：「ただでさえ連日夜遅くまで仕事して、このままでは過労で倒れてしまいますよ。倒れたら課長が責

任取ってくれるんですか！息子の誕生日くらい、早く帰らせてくださいよ！」とキレる。 

B：（…やっぱり今日は早く帰るのは無理か。家族に怒られるな、どうしよう）と思いつつも、C 課長に

は「そうですか。分かりました。」と返事をする。 

C：（…なんだよ、いつも俺の依頼は後回しか！）と不機嫌さをにじませて、「…分かりました。では課長

の帰りをお待ちしています」と内心しぶしぶ返事をする。 

D：落ち着いた口調で「今日は息子の 7 歳の誕生日で、8 時までには帰宅すると約束してしまいました。

本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが、息子のためにも今日くらいは早く帰ってあげた

いと思っています。 教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を取っていただけないでしょうか。も

しくは、今日の 6 時半までならお待ちすることができますが、いかがでしょうか。」と伝える。 

 

 

自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを
正直にその場にふさわしい方法で伝えようとする

自分も相手も尊重し、自分の意見や考え、気持ちを
正直にその場にふさわしい方法で伝えようとする

• アサーティブな自己表現とは

アサーティブな自己表現のまとめ

どこまでゆずれるか、そもそもどうしてそれを伝え
たいのか、自分の主張や線引きを明確に
その場に応じた適切な態度が大事
話の内容・非言語でのメッセージともに重要

以心伝心 ⇒ 言葉で伝える努力が大事以心伝心 ⇒ 言葉で伝える努力が大事

31

アサーションスキルの使用は自分の選択アサーションスキルの使用は自分の選択

→ その結果は“自分が選択した結果”となる

本日のセミナーのながれ

 ストレスとは

• ストレスについて簡単に学習

 コミュニケーション力アップのコツ

• 自分のコミュニケーションのクセをチェック

• 上手なコミュニケーションのコツ

• 試してみよう！

上手な仕事の頼み方

上手な仕事の断り方

ご参加ありがとうございました

本日のセミナーを

仕事に生かしましょう

33
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第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 
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仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 

ロールプレイの場�� 
  
あなたが A さんの立場なら、どのようにアサーティブに自己表現するか考えてみましょう 

 某月 4 日、A さんは前日、C 課長から受けた指示を次のように B さんに伝えました。 

A さん：「B さん、実は我々のチームで環境安全に関するワーキングの事務担当をすることになったよう

で、私と B さんとで業務分担するように C 課長に指示されてですね、それで、B さんに主となってやっ

てもらいたいのですが、どうでしょうか。」 

B さん：「A さん、私は WG に関わった経験ってないんですよ。環境安全の分野もあまりよくわからない

し、それに私は今月中旬締め切りの仕事が下旬まで片付かなさそうなので、これ以上、時間をとれませ

んよ。ちょっと無理ですね。」 

そう言われると A さんは何も言えなくなり、B さんに体よく断られてしまいました。 

【C 課長からの依頼内容】 

 ・A さんの部署で環境安全に関するワーキングの事務担当をする。 

 ・A さん、B さんで分担して、第 1 回のワーキングの開催（約 1 ヶ月後）までに以下のことを行う。 

メンバーの選定、年間スケジュール作成、上位会議への報告、第 1 回ワーキングの開催準備 

【A さんの思い】 

・既存の仕事の〆切が月末に集中し、手いっぱいであり、9 割がたは B さんに分担させたい。  

 

 
ロールプレイの場�２ 
 
あなたが A さんの立場なら、どのようにアサーティブに自己表現するか考えてみましょう 

ある月曜日の夕方、A さんは、担当部局の D 教授から電話を受けました。 

D教授：「新しく外部資金を取れることになったので、急いで高額機器の購入と工事の手続きをしたいん

だ。仕様書作成を至急頼みたい。資料をうちのスタッフに持っていかせるから、今週金曜日午前中まで

にはお願いするよ。」 

A さん：（実質 3 日だな…、今は急ぎの仕事があって、厳しいな。でも教授からの依頼だし…）「ええと

…、も、申し訳ないのですが、ご指定の日までには厳しいかもしれません。C 課長に確認しますので、

少しお待ちいただけませんでしょうか？」 

D 教授：「前任者の時はやってくれたよ。購入したい機器は決まっているから、そんなに時間かからない

と思うよ。なんとかお願いしたい。」 

A さん：「・・・。」 

D 教授に強引に押し切られて、A さんは何も言えなくなり、困ってしまいました。結局引き受けてし

まい、自宅に持ち帰って仕事をすることになってしまいました。 

＊ロールプレイをするときは、D 教授役の人が下線部を読み上げるところから始めます。 

仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 

＜その後のやりとりの例＞ 
 
A の場合 

ここのところ、連日の残業で疲れていた A さんは、急にうんざりして「ただでさえ連日夜遅くまで仕

事して、このままでは過労で倒れてしまいますよ。倒れたら課長が責任取ってくれるんですか！息子の

誕生日くらい、早く帰らせてくださいよ！」とキレてしまいました。C 課長は「まあ、落ち着きなさい。

できるだけ早く戻ろう。」と答え、6 時に戻ってきましたが、その後の打合せはぎこちなくやり辛い雰囲

気でした。A さんは、予定通り 8 時前に帰宅できましたが、お昼の会話でキレたことが気になってしま

い、息子のお祝いも楽しめませんでした。 
 
B の場合 

A さんは（…やっぱり今日は早く帰るのは無理か。家族に怒られるな、どうしよう）と思いつつも、C
課長には「そうですか。分かりました。」と返事をしました。そして、A さんは（課長も忙しいんだから、

自分だけわがままをいうわけにはいかないよな。）と思い、結局、7 時には必ず帰りたいことを C 課長に

伝えられませんでした。6 時に他課の教授会出席者は戻ってきたのに、C 課長が戻ってきたのは 7 時を過

ぎていました。C 課長と打合せを終えたのは 8 時半。結局、家族との約束は果たせませんでした。 
  
C の場合 
 A さんは、（…なんだよ、いつも俺の依頼は後回しか！）と不機嫌さをにじませて、「…分かりました。

では課長の帰りをお待ちしています」と内心しぶしぶ返事をしました。C 課長は 7 時過ぎに戻ってきま

した。A さんは「（やっぱり俺のことはどうでもいいんだな）」と非常に不機嫌になり、打合せのやり取

りはぶっきらぼうになりました。結局、家族との約束は果たせませんでした。 
 
D の場合 
 A さんは落ち着いた口調で「今日は息子の 7 歳の誕生日で、8 時までには帰宅すると約束してしまいま

した。本来であれば業務を終えてから帰りたいのですが、息子のためにも今日くらいは早く帰ってあげ

たいと思っています。 教授会が終わり次第、打ち合わせの時間を取っていただけないでしょうか。もし

くは、今日の 6 時半までならお待ちすることができますが、いかがでしょうか。」と伝えました。C 課長

は少し考えて、「分かった、それならできるだけ早く戻ってこよう。もし 6 時半を過ぎて私が戻らなかっ

たら、今日の打合せは無理だから明朝 9 時からにしよう。」A さんは「分かりました」と答えました。結

局、C 課長は 6 時過ぎに戻り、A さんは打合せをすることができました。7 時前には大学を出て、その夜

は息子のお祝いを楽しむことができました。 
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仕事に役立つメンタルヘルス研修 
第２回：仕事に役立つコミュニケーション力アップのコツ 

アサーション�ー�シー�２ 
 

あなたが A さんの立場なら、どのようにアサーティブに自己表現するか考えてみましょう 
客観的事実（状況説明） 
 
 
 
 
 
 
 
主観（状況に対してのあなたの考え、気持ちの説明、相手への共感を示す） 
 
 
 
 
 
 
 
提案（自分が主張したいこと） 
 
 
 
 
 
 
 
選択（代替案の提示、お互いが納得できる結論を探す）  
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機会を増加させ，抑うつ的な気分の予防・改善を試みる行動的アプローチである。また，

行動活性化技法の習得には，自分の状態に注意を向けるセルフモニタリングの要素も含ま

れている。この技法を習得することにより，ストレス問題が生じて，ストレス反応が生じ

た際に，その変化に以前よりも早い段階で気づくことができ，また，レパートリーの中に

ある行動を取り入れることで，ストレッサーから受ける影響を抑えることのできるセルフ

ケア能力の向上を期待する。 

認知再構成とは，ストレスフルな出来事が起きた場合に陥りやすい非現実的な考え方（ネ

ガティブな自動思考）に加えて，より現実的に則した考え方を取り入れることで，考えの

幅を広げ，柔軟性を高めて，抑うつ的な気分の予防・改善を試みる認知的アプローチであ

る。この技術を習得することにより，ストレス問題が生じて，ストレス反応が生じた際に，

柔軟な考え方をすることで，ストレッサーから受ける影響を抑えることのできるセルフケ

ア能力の向上を期待する。 

 

�）プログ��の提示順序（�回目�行動活性化，�回目�認知再構成）について 

行動活性化と認知再構成の提示順序についてのねらいは以下の通りである。まず，行動

活性化は，達成感・楽しさを感じられる行動を取り入れるという基本的なアプローチが分

かりやすく，初回の研修として対象者が取り組みやすいと考えられる。日常生活の場面で

取り入れる際にも，取り入れられたかどうかが「実行したか，してないか」という外的な

基準により，明確に判断することができる。また，新しい行動に取り組むという場面は，

認知再構成で扱う対象となるネガティブな自動思考が生じやすい場面でもある。そのため，

第 2 回の認知再構成の研修では，第 1 回の行動活性化の研修の参加者に対しては，各自の

ネガティブな自動思考を振り返る際に，活動実験に取り組む際に浮かんだ考えを検討して

もらうなど，第 1回のワークの内容を使うことができる。 

 

�）集合教育形式を用いるねらい 

本研修では，集合教育形式を採用する。その理由としては，経済的なコストと人的なコ

ストが安価で実施できることが挙げられる。また，集合教育形式の中で，グループワーク

や全体でのプレゼンテーションを取り入れることで，①行動や考え方をリストアップする

際に意見・アイディアが豊富に得られる，②他参加者をモデルとして良いところを模倣す

る機会が得られる，③他参加者との意見交換を通じて，自分のパターンが見えやすくなる，

④参加者間の意見交換，プレゼンテーションを通じて，行動や考え方を振り返るために役

立つフィードバックが得られる，⑤他部署のメンバーと交流することで部署を越えたつな

がりが生じる，などの効果を期待した。 

 

�）フォローアップを行うことのねらい 

 本研修では，研修後 2 週間を目安に，メールによるフォローアップを行う。そのねらい

                                                 

セルフ�アマ��アル 実践� 

実践例 2（�） 

 

                                 

 

�� タイトル 

研究開発系の事業場における個人向けストレス対策としての 

認知・行動アプローチに基づいた集合研修式講習会の実践例 

 

 

�� 実践例の�� 

 本実践例では，行動活性化技法と認知再構成技法に関する知識とスキルの習得を目的と

した全 2 回のセッションによる集合研修を紹介する。研修の対象者は，研究開発系の職場

に勤務する労働者（派遣職員約 70 名，パートタイマー約 60 名を含む約 240 名）である。  

メンタルヘルス不調の第一次予防を主眼として，職場内の健康管理室に勤務する臨床心

理士が行うメンタルヘルス講習会の実践例である。ファシリテーターとして，健康管理室

に勤務する産業医，保健師も運営に携わる。 

内容としては，認知行動的アプローチに基づいた技法として，行動活性化と認知再構成

を取り上げて，2回に分けて実施する。集合教育形式によっており，各回の実施時間は 2時

間であり，講義とグループワークから構成される。第 1 回から第 2 回までの間隔は 3 カ月

である。各回の 2週間後にメールによるフォローアップを実施する。 

 

 

�� 本研修の目的と�らい 

 

�）研修の目的 

①労働者のストレス対処能力の向上を図り、メンタルヘルス不調の未然防止や心の健康の

保持・増進，及び活き活きとした職場づくり（実施年度の健康づくり計画のひとつ）の一

助とする。 

②職場内の相談資源である健康管理室について、情報提供の機会とする。 

 

2）行動活性化と認知再構成を取り上げる�らい 

本研修では，労働者のストレス対処能力を向上させるための手法として，行動活性化と

認知再構成を採用し，プログラムを構成する。 

行動活性化とは，楽しめる行動や達成感を感じられる行動を取り入れ，行動のレパート

リーを増やすことによって，正の強化子（自発的な行動の頻度を高める刺激）を得られる
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要素 No. 対応状況 理由

推奨１
実施回数

○
2回の教育セッションを実施した上で，

各回の2週間後にメールによるフォローアップを行う。

推奨２
ケアの提供者

○
職場のメンタルヘルスを専門とする臨床心理士および，

事業場内の産業医と保健師が実施する。

推奨３
ストレス評価の

事後対応
○

健康診断において，労働者のストレス状況を
評価・返却した後に，研修を実施する。

ヒント１
対象の設定

○
従業員全体に呼びかけ，プログラムの内容について，
ニーズや関心の高い参加希望者に対して実施する。

ヒント２
1回あたりの
実施時間

○ 第1回，第2回ともに2時間で実施する。

内
容

推奨４
プログラムの

構成
○

各回とも，冒頭にストレス理論について説明し，
第1回では行動活性化，第2回では認知再評価と

認知・行動的アプローチに基づいた内容を実施する。

推奨５
プログラムの
提供形式

○
事業場の人数に応じてコスト面を考慮し，

集合教育方式を選択する。

ヒント３
セルフケアと
その他の対策

○

事業場内の管理監督者向け研修において，
セルフケア研修の位置づけと重要性を強調し，

参加や学習内容の活用が促進される職場環境づくりを行
う。

推奨６
フォローアップ
セッションの設

定
○

教育セッションの終了後に，メールによるフォローアップを
実施し，プログラムで学んだ知識や技術を振り返る機会

や
日常生活での適用を促進する機会を設ける。

ヒント４
活用促進の
ための工夫

○

各回ともに，普段の生活で取り組むワークを設定する。
また，日常生活での活用を促進する工夫として，

振り返りシートや，カレンダーや個人のスケジュール帳に
貼ることのできるリマインダー・シールを使用する。

形
式

事
後
の
対
応

計
画
・
準
備

 

 

 

�� ��者 

研究開発系の職場に勤務する労働者（派遣職員約 70 名，パートタイマー約 60 名を含む

約 240 名）に周知して，希望した職員である。 

                                                 

としては，研修で学んだ知識と技法を振り返る機会とすること，研修内容の日常生活への

取り込みを促進することが挙げられる。メールでは，研修にて設定したワークの振り返り

を促し，日常生活に応用する際のポイントを改めて示す。文末には，研修担当者が質問を

受け付ける旨を記載する。また，第 1 回のメールフォローでは，第 2 回の案内についても

告知を行い，第 2回への参加を促すことも目的とする。 

 

���イ��インとの�応 
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要素 No. 対応状況 理由
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○

教育セッションの終了後に，メールによるフォローアップを
実施し，プログラムで学んだ知識や技術を振り返る機会
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日常生活での適用を促進する機会を設ける。

ヒント４
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○

各回ともに，普段の生活で取り組むワークを設定する。
また，日常生活での活用を促進する工夫として，

振り返りシートや，カレンダーや個人のスケジュール帳に
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研究開発系の職場に勤務する労働者（派遣職員約 70 名，パートタイマー約 60 名を含む

約 240 名）に周知して，希望した職員である。 

                                                 

としては，研修で学んだ知識と技法を振り返る機会とすること，研修内容の日常生活への

取り込みを促進することが挙げられる。メールでは，研修にて設定したワークの振り返り

を促し，日常生活に応用する際のポイントを改めて示す。文末には，研修担当者が質問を
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・その他：参加カード，参加証明シール 

＊配布資料に関しては，「７．プログラムの具体的内容」に各回に準備が必要なリスト追

記する。 

 

 

７． プログラムの具体的内容（各回�とのタイムテーブルを��） 

 

�第 1 回．���の��テ��ス �行動��� 

 第１回の研修では，行動活性化技法を取り上げる。以下に，研修のタイムテーブル（表 2）

と具体的内容を示す。 

 

表 2 第 1 回研修のタイムテーブル 

流れ 形態 項目 時間 内容 備考

①イントロダクショ
ン

5分
研修の目的，講師紹介，グループ内で
自己紹介・アイスブレイクをする。

②ストレッサー
について

5分
ストレスとなりやすい問題について説明す
る。

③ストレス反応
について

10分
ストレス反応について，身体，考え，
気持ち，行動の4側面に分けて説明する。

個人
ワーク

④自己理解 10分
自分が職場で体験しているストレッサー
について，また，自分に起こりやすい
ストレス反応を，4側面に分けて振り返る。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
⑤行動活性化技

法
について

5分
行動活性化技法の概要と，行動実験に
ついて説明する。

パワーポイント
で説明

講義
パワーポイント

にて説明1
/
3
　
心
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教
育

 

                                                 

各回 30 名程度（5 人×6 グループ）である。グループ構成の際には，部署の偏りがない

ように配慮する。 

 

 

�� プログラム概要（内容と時間配�） 

 プログラムは就業時間内に行うこととする。研修に先立ち，各部署の部長が出席する会

議において，総務課課長から研修の趣旨について説明を行う。これにより，当事業場にお

ける今回の研修の位置づけを明確にする。その後，各部署に周知文を紙面にて配布，職場

内の掲示板にポスターを貼付（４箇所），職場内ホームページに掲載，職員メーリングリス

トによる周知を行う。また，第１回の研修の前には，健康診断が行われるため，その際に

案内を配布する。 

 プログラムは全２回で行う。以下に，プログラムの内容を示す（表１）。 

 

表１ 研修内容の概要：各回のテーマと目的（ねらい） 

回 テーマ 目的（ねらい） 

1 

こころのメンテナンス 

 ～行動編～ 

①ストレスの理解 

②行動活性化技法の習得 

①ストレッサー，ストレス反応，ストレスへの対処方法について

理解する。 

②自身の行動パターンを振り返り，新たに達成感を感じられ

る，楽しさ・喜びを感じられる活動を身につけ，活動のレパート

リーを増やすことで，ストレスフルな出来事があったときに，ネ

ガティブな気分が持続することや回避的な行動をとることを予

防するための技術を習得する。 

2 

こころのメンテナンス 

 ～思考編～ 

①ストレスの理解 

②認知再構成技法の習得 

①ストレッサー，ストレス反応，ストレスへの対処方法について

理解する。 

②自身の思考パターンを振り返り，非機能的な自動思考に気

づき，代わりの思考を生み出して思考の柔軟性を高めること

で，ストレスフルな出来事があったときに，ネガティブな気分や

思考が持続することを予防するための技術を習得する。 

 

  
 

�� 準備� 

 研修では，以下を準備する。 

・設備：ノートパソコン，プロジェクター，マイク（研修者用，フロア用），スクリーン，

レーザーポインター，ホワイトボード，筆記用具 

・配布資料：パワーポイントのスライド資料，補助資料，事後アンケート 
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・その他：参加カード，参加証明シール 
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1) 心理教育（4� 分�講義・個人ワーク） 

心理教育パートでは，書き込み欄を設けたパワーポイントを使いながら，ストレスにつ

いての基礎的な知識を提供し，各自のストレス反応を認知行動モデルに基づいて振り返る

個人ワークを実施する。その後，行動活性化技法について，基礎的な知識を提供する。 

 

�イント��ク��ン 

・自己紹介 

後のグループワークに向けてのアイスブレイクとして，グループ内で自己紹介をしても

らう。冒頭にて自己紹介することで，前半の講義部分においても，質問・意見を述べやす

くなるねらいがある。グループ内で自己紹介する際のモデルとして，実施者も冒頭で自己

紹介を行う。グループ内の自己紹介の際には，後のワークにて応用可能なトピックを設定

する（実施上の工夫 3参照）。 

・動機づけ 

参加者のメンタルヘルス研修に対する抵抗感を減らし，動機づけを高めるために，身体

のケアが大事であるように，精神面のケアも大事であることを強調する。 

 

�ストレッサーについて 

・ストレッサー 

 ストレスとなる問題について，人間関係の問題，身体的な問題，進路の問題，職務上の

問題に分けて説明する。 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

職務上の問題については，対象とする職場に起こりやすい問題があるならば，その問題を

重点的に取り上げる。より参加者に身近に感じてもらうことを狙いとする。 

ex.長時間労働が問題の職場では長時間労働を強調する 

・動機づけ 

(1)ストレスとなる問題は誰にでもあること，(2)対処するための技法を身につけること

でストレスから受ける影響を減らすことが出来ること，(3)予防や，同僚や部下にも応用可

能なこと，の 3点を強調することで，参加者の動機づけを高める。 

 

�ストレス反応について 

・ストレス反応  

認知行動モデルに基づき，ストレス反応を「からだ」「考え」「気持ち」「行動」の 4側面

に分けることを提示し，例を交えながら 4側面のそれぞれに起こりやすい反応を説明する。

また，具体例を用いながら，ストレッサーが 4側面に与える影響を説明する。 

                                                 

個人
ワーク

⑥活動
リストアップ１

5分

これまでに，達成感を感じる，楽しさ・喜び
を
感じるのに役立った活動をリストアップ
する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

グループ
ワーク

⑦グループ共有 10分
グループ内で，個人でリストアップした活動
を共有する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

全体
⑧グループ発表

全体共有
10分

グループ内で出たアイディアを発表し，
全体で，各グループの活動を共有する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

個人
ワーク

⑨活動
リストアップ２

5分
これまで試したことがないけれど，
達成感を感じる，楽しい・喜びを感じるのに
役立った活動をリストアップする。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

グループ
ワーク

⑩グループ共有 10分
グループ内で，個人でリストアップした
活動を共有し，他にどのような活動が
考えられるか話合う。

全体
⑪グループ発表

全体共有
10分

グループ内で出たアイディアを発表し，
全体で，各グループの活動を共有する。

講義
⑫実現可能性を

上げるコツ
5分

リストを見直す注意点と，活動の
実現可能性を上げるためのコツについて
説明をする。

パワーポイント
にて説明

個人
ワーク

⑬活動実験計画
をたてる

10分
これまで試したことがある活動から１つ，
試したことがない活動から１つ選び，
具体的な活動計画をたてる。

・活動実験
振り返りシート
・活動実験シー

ル
を使用

グループ
ワーク

⑭活動実験計画
の発表

5分
それぞれがたてた活動計画について，
グループのメンバーに発表する。

講義 ⑮まとめ 5分
活動実験計画を実行する上での注意点と
研修のまとめをする。

パワーポイント
にて説明

個人 ⑯アンケート回答 5分
今回の研修の満足度，感想についての
アンケートに回答してもらう。

アンケート用紙
使用

3
/
3
　
ま
と
め

2
/
3
　
ワ
ー

ク

 

 

＜準備物＞ 

・心理教育用パワーポイント資料（講義用，配布用） 

・活動実験振り返りシート 

・活動実験シール 

・告知用ポスター 

・アンケート用紙 
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【ポイント】 

リストアップする際には，実際に実行できそうか，コストがかかりそうか，といったことは一旦保

留にして，なるべく多くの活動を上げることを強調する。 

 

�グループ共有 

その後，グループにて，個人ワークにてリストアップした活動を共有してもらう。グル

ープワークは，30 名前後の参加者が各グループ 4～5名になるように分かれて行う。メンバ

ーの割り当ては，当日の着席により，人数が不均衡な場合には，研修担当者が調整を行う。

グループワーク中には，健康管理室勤務の産業医，保健師がファシリテーターとして，各

グループを見周り，研修担当者は全体を統括する。 

 

 

 

 

【ポイント】 

グループワーク全体の目的を説明する際には，①他の人の意見を否定しないこと，②

良し悪しや現実的か実行可能かという判断は保留にすること，を補足する。 

 

�グループ発表�全体共有 

�全体共有 

グループワークで話し合われた内容について，1 グループあたり 2 分ほどの発表を行う。

発表された内容は，その場でプロジェクター画面に表示されるように同時入力を行って，

参加者全員が視覚的に把握できるようにする。 

�コメントについて 

発表内容について研修担当者がコメントをする際には，内容に関わらず，発言したこと

自体に対して肯定的な反応を示す。また，内容についても，ポジティブな側面に焦点をあ

て，汎用性や実行可能性が広がるような視点からのコメントを心がける。行動活性化のた

めの活動として効果的でない，実行に移すにあたって望ましくないと思われる活動が発表

された場合にも，効果的，また，望ましい形へと応用できる点をフィードバックするなど，

建設的なコメントを返すように努める。 

 

＊その後，これまで実行したことのない活動のリストアップについても，同様の流れで個

人ワーク，グループワーク，全体共有と進める（⑨～⑪）。 

 

3� まとめ（30 分���，個人ワーク，グループワーク） 

 

�実現可能性を��るコ� 

 実際に試してみる活動を選択する前に，リストの見直しのための説明をプロジェクター

                                                 

 

 

 

 

�行動が一番変えやすい 

 4 側面の中で一番変えやすいのはどれか，参加者に問いかけて考えてもらう。その上で， 

【ポイント】 

4 側面のうち，気持ちと考えの区別を難しく感じる参加者が多いことが想定される。以下の

ように説明することが出来る。 

「考えは一文から出来ていて，マンガのもくもくとした吹き出しに入るようなことです。それに対

して，気持ちは，「イライラ」，「不安」，「怖い」，「嬉しい」など一言で表すことが出来ます」 

 

行動が一番変えやすいことを伝える。 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

行動が変えやすい例として，以下のような例を取り上げる。 

「テレビを見ているときに，仕事しなきゃいけないけれど，仕事する気になったらやろう，とやる

気が出るのを待っても，いつまで経ってもテレビは消せませんが，仕事のやる気は起きないま

までも，テレビのスイッチを切ることはできます。」 

 

�自�理解 

�個人ワーク 

4 側面への理解を深めることを目的とし，各自のストレス反応について，認知行動モデル

に基づいて振り返りをしてもらう個人ワークを実施する。 

�循環性と�互影響性 

4 側面がお互いに影響し合っており，悪循環に入ると，どんどんお互いに悪い影響を与え

あること，その一方で，変えやすい部分を変えるだけで，他の側面にもいい影響をもたら

すことが可能であり，全体として良い循環に転換できることを説明する。 

 

�行動活性化技法について 

 行動活性化技法の紹介では，新しい行動を試す行動活性化技法を，「活動実験」という名

前にて提案を行い，セルフモニタリングの重要性を「観察」という言葉で示し，本事業場

の参加者に理解しやすい言葉にて，説明を行う。 

 

2� ワーク�2� 分�2�個人ワーク，グループワーク，全体��� 

 

�活動リストアップ� 

行動活性化を試すために，取り入れる活動を考える個人ワークを実施する。まずは，こ

れまで実行したことのある活動をリストアップして，パワーポイント資料のメモ欄に記載

を求める。その際，①楽しい，②達成感を感じる，という 2 点に基づいて活動を選定する

よう教示する。 
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【ポイント】 

リストアップする際には，実際に実行できそうか，コストがかかりそうか，といったことは一旦保

留にして，なるべく多くの活動を上げることを強調する。 

 

�グループ共有 

その後，グループにて，個人ワークにてリストアップした活動を共有してもらう。グル

ープワークは，30 名前後の参加者が各グループ 4～5名になるように分かれて行う。メンバ

ーの割り当ては，当日の着席により，人数が不均衡な場合には，研修担当者が調整を行う。

グループワーク中には，健康管理室勤務の産業医，保健師がファシリテーターとして，各

グループを見周り，研修担当者は全体を統括する。 

 

 

 

 

【ポイント】 

グループワーク全体の目的を説明する際には，①他の人の意見を否定しないこと，②

良し悪しや現実的か実行可能かという判断は保留にすること，を補足する。 

 

�グループ発表�全体共有 

�全体共有 

グループワークで話し合われた内容について，1 グループあたり 2 分ほどの発表を行う。

発表された内容は，その場でプロジェクター画面に表示されるように同時入力を行って，

参加者全員が視覚的に把握できるようにする。 

�コメントについて 

発表内容について研修担当者がコメントをする際には，内容に関わらず，発言したこと

自体に対して肯定的な反応を示す。また，内容についても，ポジティブな側面に焦点をあ

て，汎用性や実行可能性が広がるような視点からのコメントを心がける。行動活性化のた

めの活動として効果的でない，実行に移すにあたって望ましくないと思われる活動が発表

された場合にも，効果的，また，望ましい形へと応用できる点をフィードバックするなど，

建設的なコメントを返すように努める。 

 

＊その後，これまで実行したことのない活動のリストアップについても，同様の流れで個

人ワーク，グループワーク，全体共有と進める（⑨～⑪）。 

 

3� まとめ（30 分���，個人ワーク，グループワーク） 

 

�実現可能性を��るコ� 

 実際に試してみる活動を選択する前に，リストの見直しのための説明をプロジェクター

                                                 

 

 

 

 

�行動が一番変えやすい 

 4 側面の中で一番変えやすいのはどれか，参加者に問いかけて考えてもらう。その上で， 

【ポイント】 

4 側面のうち，気持ちと考えの区別を難しく感じる参加者が多いことが想定される。以下の

ように説明することが出来る。 

「考えは一文から出来ていて，マンガのもくもくとした吹き出しに入るようなことです。それに対

して，気持ちは，「イライラ」，「不安」，「怖い」，「嬉しい」など一言で表すことが出来ます」 

 

行動が一番変えやすいことを伝える。 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

行動が変えやすい例として，以下のような例を取り上げる。 

「テレビを見ているときに，仕事しなきゃいけないけれど，仕事する気になったらやろう，とやる

気が出るのを待っても，いつまで経ってもテレビは消せませんが，仕事のやる気は起きないま

までも，テレビのスイッチを切ることはできます。」 

 

�自�理解 

�個人ワーク 

4 側面への理解を深めることを目的とし，各自のストレス反応について，認知行動モデル

に基づいて振り返りをしてもらう個人ワークを実施する。 

�循環性と�互影響性 

4 側面がお互いに影響し合っており，悪循環に入ると，どんどんお互いに悪い影響を与え

あること，その一方で，変えやすい部分を変えるだけで，他の側面にもいい影響をもたら

すことが可能であり，全体として良い循環に転換できることを説明する。 

 

�行動活性化技法について 

 行動活性化技法の紹介では，新しい行動を試す行動活性化技法を，「活動実験」という名

前にて提案を行い，セルフモニタリングの重要性を「観察」という言葉で示し，本事業場

の参加者に理解しやすい言葉にて，説明を行う。 

 

2� ワーク�2� 分�2�個人ワーク，グループワーク，全体��� 

 

�活動リストアップ� 

行動活性化を試すために，取り入れる活動を考える個人ワークを実施する。まずは，こ

れまで実行したことのある活動をリストアップして，パワーポイント資料のメモ欄に記載

を求める。その際，①楽しい，②達成感を感じる，という 2 点に基づいて活動を選定する

よう教示する。 
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また，研修の最後には，参加者から研修についての感想を求めるアンケート（任意）を

実施する。 

 

 

 

�第 2 回����の�ンテ�ン� ������ 

第 2回の研修では，認知再構成技法を取り上げる。以下に，研修のタイムテーブル（表 3）

と具体的内容を示す。 

 

表 3 第 2 回研修のタイムテーブル 

流れ 形態 項目 時間 内容 備考

①イントロダクショ
ン

5分
研修の目的，講師紹介，グループ内で
自己紹介・アイスブレイクをする。

②ストレッサー
について

5分
職場で起こるストレッサーについて
説明する。

③ストレス反応
について

10分
ストレス反応について，身体，考え，
気持ち，行動の4側面に分けて説明する。

個人
ワーク

④自己理解 10分
自分が職場で体験しているストレッサーに
ついて，また，自分に起こりやすい
ストレス反応を，4側面に分けて振り返る。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
⑤自動思考
について

10分
考えが気持ち・行動に与える影響について
説明して，自動思考の特徴を挙げる。

パワーポイント
にて説明

個人
ワーク

⑥浮かびやすい考
えをリストアップ

10分
各個人に浮かびやすい自動思考を職場，
家庭，友人関係の３領域に分けて
振り返る。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
⑦認知再構成

について
15分

認知再構成の概要と，具体的な技法
について説明する。

パワーポイント
にて説明

個人
ワーク

⑧認知再構成の
技法を試す

10分
リストアップした浮かびやすい自動思考に
対して，認知再構成の技法を
シミュレーションして試してみる。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

グループ
ワーク

⑨各技法について
ディスカッション

10分
グループ内で，どの技法が使いやすいか，
どんな使い方ができるか，
他にどんな方法が考えられるか議論する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

全体 ⑩全体共有 10分
グループ内で出たアイディアを発表し，
全体で，各グループの意見を共有する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
パワーポイント

にて説明1
/
3
　
心
理
教
育

2
/
3
　
ワ
ー
ク

 

                                                 

とパワーポイント資料にて行う。まず，①お金がかかりすぎるもの，②危険なもの，③法

律違反のもの，を除外してもらい，その後，活動の手軽さの重要性と，活性レベルの低い

活動（のんびりする系の活動，何かをやめる活動）の有用性を説明する。 

 

�活動実験計画を�てる 

�計画に�み込む活動を選� 

 個人ワークにて，これまでに実行したことがある活動からひとつ，実行したことのない

活動からひとつ選択してもらう。ねらいとしては，実行したことがある活動を取り上げる

ことで，現在の活動の効果を認知行動モデルにしたがって振り返りができること，実行可

能性が高いと考えられるため，普段の生活に研修内容を活かしてもらえる可能性が高いこ

とが挙げられる。また，実行したことのない活動を取り上げることで，活動のバリエーシ

ョンを広げることをねらいとする。 

�実行可能性を高める 

 計画の実行可能性を高めるための工夫として，計画を具体的にすることを示し，①いつ，

②どこで，③誰と，の 3 点を活動実験振り返りシートと活動実験シールに書き込むよう，

求める。活動実験振り返りシートには，活動をしてみて，①どのような気持ちや考えの変

化があったか，②発見したことは何か，③障害となったことは，④それに対抗するための

策は何か，の 4 点について振り返る欄を設ける。活動の効果を振り返り，障害とその対抗

策を考えることで，次の活動実験計画への示唆が得られることを説明する。 

活動実験シールは，日常生活に研修内容を取り込みやすくする目的で作成し，各自が普

段使用している手帳やカレンダー，デスクの目につきやすいところなどに貼付して使用可

能であることを説明する。扱った技法を日常生活に定着することが，長期的な効果を生む

ことをあわせて提示する。 

 

�活動実験計画の発表 

 最終的にたてる活動実験計画を各グループ内で発表する時間を設ける。1人 1分程度の時

間で，2つの計画について発表を行う。グループ内で，計画に対するフィードバックを得る

ことで，計画をより良いものとする，計画を日常場面で実行するモチベーションが高める

ことがねらいである。 

 

�まとめ 

 最後に，研修全体のまとめとして，認知行動モデルと，今回の行動活性化の位置づけ，

行動活性化を行うことの効果，活動実験計画を実施する上での注意点を確認する。2週間後

に，フォローアップのためのメールを送付することについても，周知する。 

  

�アン�ート 
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また，研修の最後には，参加者から研修についての感想を求めるアンケート（任意）を

実施する。 

 

 

 

�第 2 回����の�ンテ�ン� ������ 

第 2回の研修では，認知再構成技法を取り上げる。以下に，研修のタイムテーブル（表 3）

と具体的内容を示す。 

 

表 3 第 2 回研修のタイムテーブル 

流れ 形態 項目 時間 内容 備考

①イントロダクショ
ン

5分
研修の目的，講師紹介，グループ内で
自己紹介・アイスブレイクをする。

②ストレッサー
について

5分
職場で起こるストレッサーについて
説明する。

③ストレス反応
について

10分
ストレス反応について，身体，考え，
気持ち，行動の4側面に分けて説明する。

個人
ワーク

④自己理解 10分
自分が職場で体験しているストレッサーに
ついて，また，自分に起こりやすい
ストレス反応を，4側面に分けて振り返る。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
⑤自動思考
について

10分
考えが気持ち・行動に与える影響について
説明して，自動思考の特徴を挙げる。

パワーポイント
にて説明

個人
ワーク

⑥浮かびやすい考
えをリストアップ

10分
各個人に浮かびやすい自動思考を職場，
家庭，友人関係の３領域に分けて
振り返る。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
⑦認知再構成

について
15分

認知再構成の概要と，具体的な技法
について説明する。

パワーポイント
にて説明

個人
ワーク

⑧認知再構成の
技法を試す

10分
リストアップした浮かびやすい自動思考に
対して，認知再構成の技法を
シミュレーションして試してみる。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

グループ
ワーク

⑨各技法について
ディスカッション

10分
グループ内で，どの技法が使いやすいか，
どんな使い方ができるか，
他にどんな方法が考えられるか議論する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

全体 ⑩全体共有 10分
グループ内で出たアイディアを発表し，
全体で，各グループの意見を共有する。

書き込み式の
パワーポイント

資料使用

講義
パワーポイント

にて説明1
/
3
　
心
理
教
育

2
/
3
　
ワ
ー
ク

 

                                                 

とパワーポイント資料にて行う。まず，①お金がかかりすぎるもの，②危険なもの，③法

律違反のもの，を除外してもらい，その後，活動の手軽さの重要性と，活性レベルの低い

活動（のんびりする系の活動，何かをやめる活動）の有用性を説明する。 

 

�活動実験計画を�てる 

�計画に�み込む活動を選� 

 個人ワークにて，これまでに実行したことがある活動からひとつ，実行したことのない

活動からひとつ選択してもらう。ねらいとしては，実行したことがある活動を取り上げる

ことで，現在の活動の効果を認知行動モデルにしたがって振り返りができること，実行可

能性が高いと考えられるため，普段の生活に研修内容を活かしてもらえる可能性が高いこ

とが挙げられる。また，実行したことのない活動を取り上げることで，活動のバリエーシ

ョンを広げることをねらいとする。 

�実行可能性を高める 

 計画の実行可能性を高めるための工夫として，計画を具体的にすることを示し，①いつ，

②どこで，③誰と，の 3 点を活動実験振り返りシートと活動実験シールに書き込むよう，

求める。活動実験振り返りシートには，活動をしてみて，①どのような気持ちや考えの変

化があったか，②発見したことは何か，③障害となったことは，④それに対抗するための

策は何か，の 4 点について振り返る欄を設ける。活動の効果を振り返り，障害とその対抗

策を考えることで，次の活動実験計画への示唆が得られることを説明する。 

活動実験シールは，日常生活に研修内容を取り込みやすくする目的で作成し，各自が普

段使用している手帳やカレンダー，デスクの目につきやすいところなどに貼付して使用可

能であることを説明する。扱った技法を日常生活に定着することが，長期的な効果を生む

ことをあわせて提示する。 

 

�活動実験計画の発表 

 最終的にたてる活動実験計画を各グループ内で発表する時間を設ける。1人 1分程度の時

間で，2つの計画について発表を行う。グループ内で，計画に対するフィードバックを得る

ことで，計画をより良いものとする，計画を日常場面で実行するモチベーションが高める

ことがねらいである。 

 

�まとめ 

 最後に，研修全体のまとめとして，認知行動モデルと，今回の行動活性化の位置づけ，

行動活性化を行うことの効果，活動実験計画を実施する上での注意点を確認する。2週間後

に，フォローアップのためのメールを送付することについても，周知する。 

  

�アン�ート 
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 ストレスとなる問題について，人間関係の問題，身体的な問題，進路の問題，職務上の

問題の 4種類に分けて説明する。 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

職務上の問題については，対象とする職場に起こりやすい問題があるならば，その問題を

重点的に取り上げる。より参加者に身近に感じてもらうことをねらいとする。 

ex.長時間労働が問題の職場では長時間労働を強調する 

�動機づけ 

(1)ストレスとなる問題は誰にでもあること，(2)対処するための技法を身につけること

でストレスから受ける影響を減らすことが出来ること，(3)予防や，同僚や部下にも応用可

能なこと，の 3点を強調することで，参加者の動機づけを高める。 

 

�ストレス反応について 

�ストレス反応  

認知行動モデルに基づき，ストレス反応を「からだ」「考え」「気持ち」「行動」の 4側面

に分けることを提示し，例を交えながら 4側面のそれぞれに起こりやすい反応を説明する。

また，具体例を用いながら，ストレッサーが 4側面に与える影響を説明する。 

�考えが 2番目に変えやすい 

 4 側面の中で一番変えやすいものは行動であったことを振り返り，2番目に変えやすいも

のは練習が必要ではあるが，考えであることを伝える。 

 

 

 

【ポイント】 

考えが変えやすい例として，以下のような例を取り上げる。 

 

�自�理解 

�個人ワーク 

4 側面への理解を深めることを目的とし，各自のストレス反応について，認知行動モデル

に基づいて振り返りをしてもらう個人ワークを実施する。 

�循環�と�互影響� 

4 側面がお互いに影響し合っており，悪循環に入ると，どんどんお互いに悪い影響を与え

あること，その一方で，変えやすい部分を変えるだけで，他の側面にもいい影響をもたら

すことが可能であり，全体として良い循環に転換できることを説明する。 

 

�自動�考について 

�考えから他の側面への影響 

 どのようにも受け取れる曖昧な場面を示し，どのように考えられるか，どういった気持

                                                 

個人
ワーク

⑪認知再構成の
技法を選ぶ

１０分
試してみたい認知再構成の技法を選び，
振り返りシートに書き込む。

・思考バランス
振り返りシート

・ぐるぐるストップ
シール

講義 ⑫まとめ 5分
認知再構成の技法を実行する上での
注意点と研修のまとめをする。

パワーポイント
にて説明

個人 ⑬アンケート回答 5分
今回の研修の満足度，感想についての
アンケートに回答してもらう。

アンケート用紙

3
/
3
　
ま
と
め

 

 

＜準備物＞ 

・心理教育用パワーポイント資料（講義用，配布用） 

・根拠ワークシート 

・シナリオ法ワークシート 

・“考えのバランスをとる”振り返りシート 

・ぐるぐるストップシール 

・告知用ポスター 

・アンケート用紙 

  

�）心理教育（�� 分�講義・個人ワーク） 

 書き込み欄を設けたパワーポイントを使いながら，ストレスについての基礎的な知識を

提供し，各自のストレス反応を認知行動モデルに基づいて振り返る個人ワークを実施する。

その後，行動活性化技法について，基礎的な知識を提供する。 

 

�イント��クシ�ン 

・自己紹介 

後のグループワークに向けてのアイスブレイクとして，グループ内で自己紹介をしても

らう。冒頭にて自己紹介することで，前半の講義部分においても，質問・意見を述べやす

くなるねらいがある。グループ内で自己紹介する際のモデルとして，実施者も冒頭で自己

紹介を行う。グループ内の自己紹介の際には，後のワークにて応用可能なトピックを設定

する（実施上の工夫 3参照）。 

・動機づけ 

参加者のメンタルヘルス研修に対する抵抗感を減らし，動機づけを高めるために，身体

のケアが大事であるように，精神面のケアも大事であることを強調する。 

 

�ストレッ�ーについて 

・ストレッ�ー 
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 ストレスとなる問題について，人間関係の問題，身体的な問題，進路の問題，職務上の

問題の 4種類に分けて説明する。 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

職務上の問題については，対象とする職場に起こりやすい問題があるならば，その問題を

重点的に取り上げる。より参加者に身近に感じてもらうことをねらいとする。 

ex.長時間労働が問題の職場では長時間労働を強調する 

�動機づけ 

(1)ストレスとなる問題は誰にでもあること，(2)対処するための技法を身につけること

でストレスから受ける影響を減らすことが出来ること，(3)予防や，同僚や部下にも応用可

能なこと，の 3点を強調することで，参加者の動機づけを高める。 

 

�ストレス反応について 

�ストレス反応  

認知行動モデルに基づき，ストレス反応を「からだ」「考え」「気持ち」「行動」の 4側面

に分けることを提示し，例を交えながら 4側面のそれぞれに起こりやすい反応を説明する。

また，具体例を用いながら，ストレッサーが 4側面に与える影響を説明する。 

�考えが 2番目に変えやすい 

 4 側面の中で一番変えやすいものは行動であったことを振り返り，2番目に変えやすいも

のは練習が必要ではあるが，考えであることを伝える。 

 

 

 

【ポイント】 

考えが変えやすい例として，以下のような例を取り上げる。 

 

�自�理解 

�個人ワーク 

4 側面への理解を深めることを目的とし，各自のストレス反応について，認知行動モデル

に基づいて振り返りをしてもらう個人ワークを実施する。 

�循環�と�互影響� 

4 側面がお互いに影響し合っており，悪循環に入ると，どんどんお互いに悪い影響を与え

あること，その一方で，変えやすい部分を変えるだけで，他の側面にもいい影響をもたら

すことが可能であり，全体として良い循環に転換できることを説明する。 

 

�自動�考について 

�考えから他の側面への影響 

 どのようにも受け取れる曖昧な場面を示し，どのように考えられるか，どういった気持

                                                 

個人
ワーク

⑪認知再構成の
技法を選ぶ

１０分
試してみたい認知再構成の技法を選び，
振り返りシートに書き込む。

・思考バランス
振り返りシート

・ぐるぐるストップ
シール

講義 ⑫まとめ 5分
認知再構成の技法を実行する上での
注意点と研修のまとめをする。

パワーポイント
にて説明

個人 ⑬アンケート回答 5分
今回の研修の満足度，感想についての
アンケートに回答してもらう。

アンケート用紙

3
/
3
　
ま
と
め

 

 

＜準備物＞ 

・心理教育用パワーポイント資料（講義用，配布用） 

・根拠ワークシート 

・シナリオ法ワークシート 

・“考えのバランスをとる”振り返りシート 

・ぐるぐるストップシール 

・告知用ポスター 

・アンケート用紙 

  

�）心理教育（�� 分�講義・個人ワーク） 

 書き込み欄を設けたパワーポイントを使いながら，ストレスについての基礎的な知識を

提供し，各自のストレス反応を認知行動モデルに基づいて振り返る個人ワークを実施する。

その後，行動活性化技法について，基礎的な知識を提供する。 

 

�イント��クシ�ン 

・自己紹介 

後のグループワークに向けてのアイスブレイクとして，グループ内で自己紹介をしても

らう。冒頭にて自己紹介することで，前半の講義部分においても，質問・意見を述べやす

くなるねらいがある。グループ内で自己紹介する際のモデルとして，実施者も冒頭で自己

紹介を行う。グループ内の自己紹介の際には，後のワークにて応用可能なトピックを設定

する（実施上の工夫 3参照）。 

・動機づけ 

参加者のメンタルヘルス研修に対する抵抗感を減らし，動機づけを高めるために，身体

のケアが大事であるように，精神面のケアも大事であることを強調する。 

 

�ストレッ�ーについて 

・ストレッ�ー 

− 176− − 177−



                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

考えのバランスをとる＝ネガティブ思考をやめて，ポジティブ思考になること，ではなく，現

実に即した考えをすることであると強調する。考えに取り組むと言うと，ポジティブ思考や楽

観的な思考をすることを意図していると誤解を招くことがあるが，そうではないことを伝える。

以下のような例を挙げる。 

「楽観的すぎると，期限に間に合わなかったり，ポジティブに考えすぎると，ギャンブルに走

って失敗したり，良くないことも起きます。  

今回身につけてほしいのは，自分の自動思考に気づいて，それ以外にどんなふうに考えら

れそうか，他の解釈の可能性に気づいてより現実に即した考えをすることです。 」 

 

・技法の紹介 

認知再構成を試すために，考えのバランスをとる方法を，理屈系，行動系，イメージ系

の 3種類に分けて紹介する。その際，試してみたいと思った方法に○をつけてもらうよう，

指示する。 

 

�認知再構成の技法をシ���ーシ�ンする 

その後，最近ネガティブな気持ちになった状況を思い出してもらい，その状況とそのと

きに浮かんでいた考え，気持ちを書いてもらい，○をつけた方法の中から，いくつか試し

てみる個人ワークを実施する。技法を試すことでどのように気持ちが変わるかに注目して

もらう。 

 

��技法についてディス��シ�ン 

その後，(1)自分にとって使いやすい方法とその理由，(2)どんな使い方がうまくいきそ

うか，(3)新たな方法のアイディアの 3点についてグループで意見を出すグループワークを

実施する。 

＊グループワークの段取りや注意点については，第 1回と同様である。 

 

�全体共有 

グループワークで話し合われた内容について，1 グループあたり 2 分ほどの発表を行う。 

＊全体共有の段取りや発言へのコメントの仕方については，第 1回と同様である。 

 

��まとめ�2� 分���，個人ワーク� 

�認知再構成の技法を選� 

グループワークと全体共有を踏まえて，実際に試してみる手法を選択してもらう。振り

返りシートには，①どんな状況だったか，②そのときの気持ち，③そのときの考え，④ど

                                                 

ちになるか，どう行動するかを参加者に問いかける。その上で，状況に対する考え方（受

け取り方）によって，その後の気持ちと行動が変わることを提示する。 

�自動思考 

 自動思考の影響と，自動思考の特徴について説明する。 

 

�）ワーク（�� ��個人ワーク，��ー�ワーク，����） 

�浮かびやすい考えを�ス���� 

 職場，家庭，友人関係の 3 領域について，各自に浮かびやすい自動思考を振り返る個人

ワークを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

自動思考をつかまえるには，気持ちが変化したときに注目することがヒントになることを伝え

る。その場で出来る，ホットな事例として以下のような例がある。 

「それでは，誰かに答えてもらいましょう。誰がいいですかね…？今，なんとなく嫌な感じが

した方，それが気持ちが変化した瞬間です。頭にはどんなことが浮かんでいましたか？『わ

っ，答えたくないな』，『人前で話すなんてごめんだ』，『うまく答えられないかも』など…。こん

なふうに，気持ちが変化したときに注目することで，自動思考を生け捕りに出来ます」 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

第 1 回に参加した参加者に対して，自動思考をつかまえやすい場面として，活動実験に

取り組んだが実行にうつせなかった場面を振り返ってもらうことが役立つ。 

「活動実験する前に，行動を先延ばしにしたい，やらないでおきたい…となった場合，頭には

どんなことが浮かんでいたでしょうか？『めんどくさい』，『どう共有っても意味がない』，『何も変

わらないだろう』などなど…これも，立派な自動思考です」 

 

�認知再構成について 

�認知再構成 

認知再構成技法の紹介では，自動思考に捉われた状態から抜け出す方法として，「考えの

バランスをとる」という名前にて提案を行う。 
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【ポイント】 

考えのバランスをとる＝ネガティブ思考をやめて，ポジティブ思考になること，ではなく，現

実に即した考えをすることであると強調する。考えに取り組むと言うと，ポジティブ思考や楽

観的な思考をすることを意図していると誤解を招くことがあるが，そうではないことを伝える。

以下のような例を挙げる。 

「楽観的すぎると，期限に間に合わなかったり，ポジティブに考えすぎると，ギャンブルに走

って失敗したり，良くないことも起きます。  

今回身につけてほしいのは，自分の自動思考に気づいて，それ以外にどんなふうに考えら

れそうか，他の解釈の可能性に気づいてより現実に即した考えをすることです。 」 

 

・技法の紹介 

認知再構成を試すために，考えのバランスをとる方法を，理屈系，行動系，イメージ系

の 3種類に分けて紹介する。その際，試してみたいと思った方法に○をつけてもらうよう，

指示する。 

 

�認知再構成の技法をシ���ーシ�ンする 

その後，最近ネガティブな気持ちになった状況を思い出してもらい，その状況とそのと

きに浮かんでいた考え，気持ちを書いてもらい，○をつけた方法の中から，いくつか試し

てみる個人ワークを実施する。技法を試すことでどのように気持ちが変わるかに注目して

もらう。 

 

��技法についてディス��シ�ン 

その後，(1)自分にとって使いやすい方法とその理由，(2)どんな使い方がうまくいきそ

うか，(3)新たな方法のアイディアの 3点についてグループで意見を出すグループワークを

実施する。 

＊グループワークの段取りや注意点については，第 1回と同様である。 

 

�全体共有 

グループワークで話し合われた内容について，1 グループあたり 2 分ほどの発表を行う。 

＊全体共有の段取りや発言へのコメントの仕方については，第 1回と同様である。 

 

��まとめ�2� 分���，個人ワーク� 

�認知再構成の技法を選� 

グループワークと全体共有を踏まえて，実際に試してみる手法を選択してもらう。振り

返りシートには，①どんな状況だったか，②そのときの気持ち，③そのときの考え，④ど

                                                 

ちになるか，どう行動するかを参加者に問いかける。その上で，状況に対する考え方（受

け取り方）によって，その後の気持ちと行動が変わることを提示する。 

�自動思考 

 自動思考の影響と，自動思考の特徴について説明する。 

 

�）ワーク（�� ��個人ワーク，��ー�ワーク，����） 

�浮かびやすい考えを�ス���� 

 職場，家庭，友人関係の 3 領域について，各自に浮かびやすい自動思考を振り返る個人

ワークを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

自動思考をつかまえるには，気持ちが変化したときに注目することがヒントになることを伝え

る。その場で出来る，ホットな事例として以下のような例がある。 

「それでは，誰かに答えてもらいましょう。誰がいいですかね…？今，なんとなく嫌な感じが

した方，それが気持ちが変化した瞬間です。頭にはどんなことが浮かんでいましたか？『わ

っ，答えたくないな』，『人前で話すなんてごめんだ』，『うまく答えられないかも』など…。こん

なふうに，気持ちが変化したときに注目することで，自動思考を生け捕りに出来ます」 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

第 1 回に参加した参加者に対して，自動思考をつかまえやすい場面として，活動実験に

取り組んだが実行にうつせなかった場面を振り返ってもらうことが役立つ。 

「活動実験する前に，行動を先延ばしにしたい，やらないでおきたい…となった場合，頭には

どんなことが浮かんでいたでしょうか？『めんどくさい』，『どう共有っても意味がない』，『何も変

わらないだろう』などなど…これも，立派な自動思考です」 

 

�認知再構成について 

�認知再構成 

認知再構成技法の紹介では，自動思考に捉われた状態から抜け出す方法として，「考えの

バランスをとる」という名前にて提案を行う。 
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で，好きなキャラクターが守るイメージを使用する，尊敬する人だったらどう言うか考え

る，など応用して使用できそうなテーマにする。 

 

�）使用する事例 

心理教育の際に使用する事例は，実施する事業場内でよく起こることなど，各事業場・

部署に合った例を用いる。 

 

�）使用する語句 

心理教育の際に使用する語句は，専門用語を頻用せず，実施する事業所の勤務者が受け

入れやすい語句を用いる。 

 例） 

研究色の強い事業所においては，なじみがあると考えられる語句を使用する。 

⇒「実験」「観察」 

 

�）使用するキャラクターや登場人物 

心理教育の際の資料にて使用するキャラクターや登場人物の服装は，各事業所に合わせ

る。 

 例） 

服装が自由であり，私服勤務者が多い事業所⇒スーツ着用でないキャラクターを使用する。 

 

�）グループワークを観察する 

グループワーク中，各グループをまわって，どのような意見が出ているかを把握してお

く。そうすることで，全体で各グループの意見を共有するときに，どのようにコメントす

るかに役立てる。 

 

�）参加者の発言に対して 

参加者が意見，質問，感想を発言した際には，内容について触れる前に，発言したこと

そのものに対して，ポジティブなフィードバックを行う。 

 

�）ワークの設定について 

講習会終了後に各自で実施してもらうワークについては，出来る限り，具体的な計画に

する。 

例） 

活動の計画をたてる⇒いつ，どこで，誰と，何をするのか，具体的に設定する。 

 

�）���活に�り��でもらう�� 

                                                 

の手法を使用したか，⑤どのような変化があったか，（うまくいかなかった場合のみ）⑥今

後に活かせそうなこと，の 6 点について振り返る欄を設ける。試してみた考えのバランス

をとる方法の効果を振り返り，うまくいった場合には，なぜうまくいったのか，うまくい

かなかった場合には，なぜうまくいかなかったのかを言語化することで，次に自動思考が

浮かんだときの対策に役立てることができることを説明する。 

ぐるぐるシールは，日常生活に研修内容を取り込みやすくする目的で作成し，各自が普

段使用している手帳やカレンダー，デスクの目につきやすいところなどに貼付して使用可

能であることを説明する。また，扱った技法を日常生活に定着することが，長期的な効果

を生むことをあわせて提示する。 

 

�まとめ 

  最後に，研修全体のまとめとして，認知行動モデルと，今回の認知再構成の位置づけ，

認知再構成を行うことの効果，考えのバランスをとる方法を試す上での注意点を確認する。

2週間後に，フォローアップのためのメールを送付することについても，周知する。 

 

 

�アンケート 

研修の最後には，参加者から研修についての感想を求めるアンケート（任意）を実施す

る。 

 

 

�� 実施上の�� 

�）周知の際，ネガティブな語�を�ける 

事業所内に，講習会について周知する際，「ストレス」や「うつ」，「落ち込み」といった

ネガティブな印象の強い言葉は使用せず，予防のための位置づけを示すことで，対象者か

らの抵抗感を防ぐ。 

 

�）グループ内での自己紹介 

グループディスカッションが活性化するには，グループがどれだけアイスブレイクして

いるかが鍵となる。そこで，講習会の最初に，グループ内で，ただの自己紹介ではなく，

テーマを設定して自己紹介をしてもらう。その際のテーマは，研修内容にも役立つものを

選ぶ。 

例） 

①行動活性化⇒「昔やっていたことで楽しめていたこと」，「自慢できること」といった，

活動実験で活動をリストアップする際に役立つテーマにする。 

②認知再構成⇒「好きなアニメや映画」，「尊敬する人」といった，認知再構成の技法の中
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で，好きなキャラクターが守るイメージを使用する，尊敬する人だったらどう言うか考え

る，など応用して使用できそうなテーマにする。 

 

�）使用する事例 

心理教育の際に使用する事例は，実施する事業場内でよく起こることなど，各事業場・

部署に合った例を用いる。 

 

�）使用する語句 

心理教育の際に使用する語句は，専門用語を頻用せず，実施する事業所の勤務者が受け

入れやすい語句を用いる。 

 例） 

研究色の強い事業所においては，なじみがあると考えられる語句を使用する。 

⇒「実験」「観察」 

 

�）使用するキャラクターや登場人物 

心理教育の際の資料にて使用するキャラクターや登場人物の服装は，各事業所に合わせ

る。 

 例） 

服装が自由であり，私服勤務者が多い事業所⇒スーツ着用でないキャラクターを使用する。 

 

�）グループワークを観察する 

グループワーク中，各グループをまわって，どのような意見が出ているかを把握してお

く。そうすることで，全体で各グループの意見を共有するときに，どのようにコメントす

るかに役立てる。 

 

�）参加者の発言に対して 

参加者が意見，質問，感想を発言した際には，内容について触れる前に，発言したこと

そのものに対して，ポジティブなフィードバックを行う。 

 

�）ワークの設定について 

講習会終了後に各自で実施してもらうワークについては，出来る限り，具体的な計画に

する。 

例） 

活動の計画をたてる⇒いつ，どこで，誰と，何をするのか，具体的に設定する。 

 

�）���活に�り��でもらう�� 

                                                 

の手法を使用したか，⑤どのような変化があったか，（うまくいかなかった場合のみ）⑥今

後に活かせそうなこと，の 6 点について振り返る欄を設ける。試してみた考えのバランス

をとる方法の効果を振り返り，うまくいった場合には，なぜうまくいったのか，うまくい

かなかった場合には，なぜうまくいかなかったのかを言語化することで，次に自動思考が

浮かんだときの対策に役立てることができることを説明する。 

ぐるぐるシールは，日常生活に研修内容を取り込みやすくする目的で作成し，各自が普

段使用している手帳やカレンダー，デスクの目につきやすいところなどに貼付して使用可

能であることを説明する。また，扱った技法を日常生活に定着することが，長期的な効果

を生むことをあわせて提示する。 

 

�まとめ 

  最後に，研修全体のまとめとして，認知行動モデルと，今回の認知再構成の位置づけ，

認知再構成を行うことの効果，考えのバランスをとる方法を試す上での注意点を確認する。

2週間後に，フォローアップのためのメールを送付することについても，周知する。 

 

 

�アンケート 

研修の最後には，参加者から研修についての感想を求めるアンケート（任意）を実施す

る。 

 

 

�� 実施上の�� 

�）周知の際，ネガティブな語�を�ける 

事業所内に，講習会について周知する際，「ストレス」や「うつ」，「落ち込み」といった

ネガティブな印象の強い言葉は使用せず，予防のための位置づけを示すことで，対象者か

らの抵抗感を防ぐ。 

 

�）グループ内での自己紹介 

グループディスカッションが活性化するには，グループがどれだけアイスブレイクして

いるかが鍵となる。そこで，講習会の最初に，グループ内で，ただの自己紹介ではなく，

テーマを設定して自己紹介をしてもらう。その際のテーマは，研修内容にも役立つものを

選ぶ。 

例） 

①行動活性化⇒「昔やっていたことで楽しめていたこと」，「自慢できること」といった，

活動実験で活動をリストアップする際に役立つテーマにする。 

②認知再構成⇒「好きなアニメや映画」，「尊敬する人」といった，認知再構成の技法の中
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・受講カード 

 連続して受講することへの動機づけをねらいとしたカード。スタンプカードと同様の仕

組みである。 

 

＜第 2回＞ 

2-1.心理教育用パワーポイント資料（配布用） 

スクリーンに映し出す資料と基本的に同様の構成の資料を配布する。書き込みが可能な

ように，スペースをとって印刷する。 

2-2.根拠ワークシート 

 認知再構成の技法のうち，「根拠法」を実行する上で使用する紙である。 

2-3.シナリオ法ワークシート 

 認知再構成の技法のうち，「シナリオ法」を実行する上で使用する紙である。 

2-4.“考えのバランスをとる”振り返りシート 

認知再構成の技法を試してみて，どうであったか振り返るためのシート。技法を試した

状況、使用した技法、そのときの考え・気持ち、技法を試してどうなったかについて振り

返りをするものである。研修後に使用する。 

2-5.ぐるぐるストップシール 

認知再構成技法のリマインダー用に，目につくところに貼ることのできる形式のシール

を用意する。研修時に書き込み，研修後に各自で貼ってもらう。 

2-6.告知用ポスター 

告知用のポスター。健康管理室，各部署，所内掲示板に貼付する。 

2-7.アンケート用紙 

 研修に対するフィードバックを得るためのアンケート用紙。 

2-8.メールフォロー文例 

 研修後にフォローアップのために参加者に送るメールの文例である。 

・受講カード 

 連続して受講することへの動機づけをねらいとしたカード。スタンプカードと同様の仕

組みである。 

 

                                                 

講習会にて得た知識を日常生活に取り込んでもらえるように，研修資料とは別に，日常

生活で目に触れやすい様式のリマインダーを設ける。 

 例） 

各自のスケジュール帳やカレンダー，デスクの見やすい場所に貼ることのできる小さいサ

イズのシールを配布し，活動実験の計画を書き込んで，リマインダーとして使用してもら

う。 

 

1�）アンケートに�する�� 

次回の講習会に活かすために，「もっとこうすれば良くなると思う点」をアンケートの項

目に入れ，記入してもらう。 

 

11）メールによるフォローアップ 

希望者を対象に実施しているため，全く同じ集団に対して，フォローアップセッション

を実施することは難しい場合もある。その場合には，研修後に，研修のおさらいと，研修

後に実施する予定のワークについて様子を聞くフォローメールを各個人に送信する。 

 

12）参加カード 

メンタルヘルス講習会に参加した際には，参加した回のシールを配布し，カードにシール

が溜まっていく形式をとり，参加の動機づけを高める。 

 

�� 資料 

＜第 1回＞ 

1-1.心理教育用パワーポイント資料（配布用） 

スクリーンに映し出す資料と基本的に同様の構成の資料を配布する。書き込みが可能な

ように，スペースをとって印刷する。 

1-2.活動実験振り返りシート 

 活動実験をしてみて，どうであったか振り返るためのシート。研修後に使用する。 

1-3.活動実験シール 

 活動実験のリマインダー用に，目につくところに貼ることのできる形式のシールを用意

する。研修時に書き込み，研修後に各自で貼ってもらう。 

1-4.告知用ポスター 

 告知用のポスター。健康管理室，各部署，所内掲示板に貼付する。 

1-5.アンケート 

 研修に対するフィードバックを得るためのアンケート用紙。 

1-6.メールフォロー文例 

 研修後にフォローアップのために参加者に送るメールの文例である。 
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・受講カード 

 連続して受講することへの動機づけをねらいとしたカード。スタンプカードと同様の仕

組みである。 

 

＜第 2回＞ 

2-1.心理教育用パワーポイント資料（配布用） 

スクリーンに映し出す資料と基本的に同様の構成の資料を配布する。書き込みが可能な

ように，スペースをとって印刷する。 

2-2.根拠ワークシート 

 認知再構成の技法のうち，「根拠法」を実行する上で使用する紙である。 

2-3.シナリオ法ワークシート 

 認知再構成の技法のうち，「シナリオ法」を実行する上で使用する紙である。 

2-4.“考えのバランスをとる”振り返りシート 

認知再構成の技法を試してみて，どうであったか振り返るためのシート。技法を試した

状況、使用した技法、そのときの考え・気持ち、技法を試してどうなったかについて振り

返りをするものである。研修後に使用する。 

2-5.ぐるぐるストップシール 

認知再構成技法のリマインダー用に，目につくところに貼ることのできる形式のシール

を用意する。研修時に書き込み，研修後に各自で貼ってもらう。 

2-6.告知用ポスター 

告知用のポスター。健康管理室，各部署，所内掲示板に貼付する。 

2-7.アンケート用紙 

 研修に対するフィードバックを得るためのアンケート用紙。 

2-8.メールフォロー文例 

 研修後にフォローアップのために参加者に送るメールの文例である。 

・受講カード 

 連続して受講することへの動機づけをねらいとしたカード。スタンプカードと同様の仕

組みである。 

 

                                                 

講習会にて得た知識を日常生活に取り込んでもらえるように，研修資料とは別に，日常

生活で目に触れやすい様式のリマインダーを設ける。 

 例） 

各自のスケジュール帳やカレンダー，デスクの見やすい場所に貼ることのできる小さいサ

イズのシールを配布し，活動実験の計画を書き込んで，リマインダーとして使用してもら

う。 

 

1�）アンケートに�する�� 

次回の講習会に活かすために，「もっとこうすれば良くなると思う点」をアンケートの項

目に入れ，記入してもらう。 

 

11）メールによるフォローアップ 

希望者を対象に実施しているため，全く同じ集団に対して，フォローアップセッション

を実施することは難しい場合もある。その場合には，研修後に，研修のおさらいと，研修

後に実施する予定のワークについて様子を聞くフォローメールを各個人に送信する。 

 

12）参加カード 

メンタルヘルス講習会に参加した際には，参加した回のシールを配布し，カードにシール

が溜まっていく形式をとり，参加の動機づけを高める。 

 

�� 資料 

＜第 1回＞ 

1-1.心理教育用パワーポイント資料（配布用） 

スクリーンに映し出す資料と基本的に同様の構成の資料を配布する。書き込みが可能な

ように，スペースをとって印刷する。 

1-2.活動実験振り返りシート 

 活動実験をしてみて，どうであったか振り返るためのシート。研修後に使用する。 

1-3.活動実験シール 

 活動実験のリマインダー用に，目につくところに貼ることのできる形式のシールを用意

する。研修時に書き込み，研修後に各自で貼ってもらう。 

1-4.告知用ポスター 

 告知用のポスター。健康管理室，各部署，所内掲示板に貼付する。 

1-5.アンケート 

 研修に対するフィードバックを得るためのアンケート用紙。 

1-6.メールフォロー文例 

 研修後にフォローアップのために参加者に送るメールの文例である。 
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表 1 プログラムの内容および形式とガイドラインとの対応 

要素 No. 

ガイド

ライン

との対

応状況 

理由 

推奨１ 

実施回数 
× 1 回のみ（単一セッション）である。 

推奨２ 

ケアの提供者 
○ 

職場のメンタルヘルスおよびストレスマネジメントに詳しい臨床心

理士が講師を務め，事業場内産業保健スタッフ（看護師，総務担当

者）がグループワークのファシリテーターを務める。 

推奨３ 

ストレス評価

の事後対応 

○ 

研修実施前にストレス調査を実施し，個人別の結果を返却した後に，

本研修が実施される。これにより，ストレス軽減のための具体的方

法が研修によって提供されることになる。 

ヒント１ 

対象の設定 
○ 

他部署に比べて高稼動状態にあり多忙な職場で働く従業員が対象で

ある。 

計
画
・
準
備 

ヒント２ 

1 回あたりの実

施時間 

○ 講義とグループワークを含めて 2 時間である。 

内
容 

推奨４ 

プログラムの

構成 

○ 
認知・行動アプローチの主要な技法である問題解決法を採用してい

る。 

推奨５ 

プログラムの

提供形式 

○ 

従業員どうしの普段のコミュニケーションが少ないことから，従業

員相互の意見交換を目的としたグループワークを取り入れた集合研

修を実施する。 
形
式 ヒント３ 

セルフケアと

その他の対策

との組合せ 

○ 
学習内容の職場での活用を促進させるために，職場環境改善のグル

ープワークも併せて行う。 

推奨６ 

フォローアッ

プセッション

の設定 

× 
単一セッションのため，フォローアップセッションは設定されてい

ない。 
事
後
の
対
応 

ヒント４ 

活用促進の 

ための工夫 

○ 

日常場面での知識・技術の適用を促進するために，ワークシートを

含むテキストを研修内で配布し，研修後にワークシートへの記入を

求める。 

 
 
4. 対象者 
 建設機械製造業の開発部門に勤務する従業員約 300 名で，契約形態（正社員，派遣社員）

に関わらずすべての従業員が参加する。対象者は 30～40 名の 8 グループに分けられ，各

グループの参加者は，主催者（総務部）が指定した日時に研修を受けるよう連絡がなされ

る。各グループには同じ内容のプログラムを提供する（実施者としては，合計 8 回，同一

プログラムを提供することになる）。1 回あたりの参加者を 30～40 名に制限する理由とし

て，1）大人数の参加者を収容できる会場がないこと，2）同一部署に所属するすべての従

業員が一斉に業務から離れることが難しいこと，3）グループワークでの活発な意見交換

を重視すること，の 3 点を挙げることができる。 

 2

セルフケアマニュアル 実践編 
実施例 3 

 
1. タイトル 

問題解決スキルの向上を目的とした単一セッションによる集合研修の例 
 
2. 実践例の概要 

 本実践例では，問題解決法に関する知識とスキルの習得を目的とした単一セッショ

ンによる集合研修を紹介する。研修の対象者は某企業の開発部門に勤務する従業員約

300 名であり，8 回（1 回あたり 30～40 名）に分けて実施される。研修 1 回あたりの

実施時間は 2 時間であり，講義とグループワークから構成される。研修では，職場の

メンタルヘルスおよびストレスマネジメントに詳しい企業外の臨床心理士が講師を務

め，対象企業の産業保健スタッフ（看護師，総務担当者）がグループワークのファシ

リテーターを務める。 
 
3. 本研修の目的とねらい 

 本研修では，従業員のストレス対処能力を向上させるための手法として問題解決法

が採用され，プログラムが構成されている。問題解決法とは，日常生活で経験する問

題のとらえ方や解決策を考え出す訓練である。この技術を習得することにより，日常

生活で経験するさまざまなストレス問題を自ら解決することのできるセルフケア能力

の向上が期待できる。 
 研修の中には，グループワークが取り入れられている。これにより，1）同じ問題を

共有する参加者の行動を観察・模倣する機会が得られる，2）問題解決を上手に行って

いる身近なモデルを設定できる，3）参加者相互の意見交換を通じて，行動や考え方を

修正するためのフィードバックが得られる，4）メンバー間で良好な関係が形成され，

サポートネットワークの形成につながる，などの効果を期待することができる。 
 集合教育を採用する理由として，経済的コストや人的コストが個別教育に比べて安

価である，実施回数が少なくてすむ，などを挙げることができる。 
 本研修のセッション数は，1 回である（単一セッション）。ガイドラインでは，最低

2 回のセッション数が推奨されているが，本実践例では 1 回に限定することとする。

これは，業務が多忙な職場では，セッション数が制限されることが多いという事情を

考慮したためである。これにより，研修で学んだ知識や技術が定着しないおそれがあ

る一方で，複数セッションに参加することによる業務への負担とそれに伴う不満とを

軽減することが期待できる。 
 本研修の内容および形式とガイドラインとの関連は，以下の表に示すとおりである。

実施回数（推奨 1）とフォローアップセッション（推奨 6）に関する項目以外は，すべ

てガイドラインで推奨されている内容と対応している。 
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表 1 プログラムの内容および形式とガイドラインとの対応 

要素 No. 

ガイド

ライン

との対

応状況 

理由 

推奨１ 

実施回数 
× 1 回のみ（単一セッション）である。 

推奨２ 

ケアの提供者 
○ 

職場のメンタルヘルスおよびストレスマネジメントに詳しい臨床心

理士が講師を務め，事業場内産業保健スタッフ（看護師，総務担当

者）がグループワークのファシリテーターを務める。 

推奨３ 

ストレス評価

の事後対応 

○ 

研修実施前にストレス調査を実施し，個人別の結果を返却した後に，

本研修が実施される。これにより，ストレス軽減のための具体的方

法が研修によって提供されることになる。 

ヒント１ 

対象の設定 
○ 

他部署に比べて高稼動状態にあり多忙な職場で働く従業員が対象で

ある。 

計
画
・
準
備 

ヒント２ 

1 回あたりの実

施時間 

○ 講義とグループワークを含めて 2 時間である。 

内
容 

推奨４ 

プログラムの

構成 

○ 
認知・行動アプローチの主要な技法である問題解決法を採用してい

る。 

推奨５ 

プログラムの

提供形式 

○ 

従業員どうしの普段のコミュニケーションが少ないことから，従業

員相互の意見交換を目的としたグループワークを取り入れた集合研

修を実施する。 
形
式 ヒント３ 

セルフケアと

その他の対策

との組合せ 

○ 
学習内容の職場での活用を促進させるために，職場環境改善のグル

ープワークも併せて行う。 

推奨６ 

フォローアッ

プセッション

の設定 

× 
単一セッションのため，フォローアップセッションは設定されてい

ない。 
事
後
の
対
応 

ヒント４ 

活用促進の 

ための工夫 

○ 

日常場面での知識・技術の適用を促進するために，ワークシートを

含むテキストを研修内で配布し，研修後にワークシートへの記入を
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4. 対象者 
 建設機械製造業の開発部門に勤務する従業員約 300 名で，契約形態（正社員，派遣社員）

に関わらずすべての従業員が参加する。対象者は 30～40 名の 8 グループに分けられ，各

グループの参加者は，主催者（総務部）が指定した日時に研修を受けるよう連絡がなされ

る。各グループには同じ内容のプログラムを提供する（実施者としては，合計 8 回，同一

プログラムを提供することになる）。1 回あたりの参加者を 30～40 名に制限する理由とし

て，1）大人数の参加者を収容できる会場がないこと，2）同一部署に所属するすべての従

業員が一斉に業務から離れることが難しいこと，3）グループワークでの活発な意見交換

を重視すること，の 3 点を挙げることができる。 

 2

セルフケアマニュアル 実践編 
実施例 3 

 
1. タイトル 

問題解決スキルの向上を目的とした単一セッションによる集合研修の例 
 
2. 実践例の概要 

 本実践例では，問題解決法に関する知識とスキルの習得を目的とした単一セッショ

ンによる集合研修を紹介する。研修の対象者は某企業の開発部門に勤務する従業員約

300 名であり，8 回（1 回あたり 30～40 名）に分けて実施される。研修 1 回あたりの

実施時間は 2 時間であり，講義とグループワークから構成される。研修では，職場の

メンタルヘルスおよびストレスマネジメントに詳しい企業外の臨床心理士が講師を務

め，対象企業の産業保健スタッフ（看護師，総務担当者）がグループワークのファシ

リテーターを務める。 
 
3. 本研修の目的とねらい 

 本研修では，従業員のストレス対処能力を向上させるための手法として問題解決法

が採用され，プログラムが構成されている。問題解決法とは，日常生活で経験する問

題のとらえ方や解決策を考え出す訓練である。この技術を習得することにより，日常

生活で経験するさまざまなストレス問題を自ら解決することのできるセルフケア能力

の向上が期待できる。 
 研修の中には，グループワークが取り入れられている。これにより，1）同じ問題を

共有する参加者の行動を観察・模倣する機会が得られる，2）問題解決を上手に行って

いる身近なモデルを設定できる，3）参加者相互の意見交換を通じて，行動や考え方を

修正するためのフィードバックが得られる，4）メンバー間で良好な関係が形成され，

サポートネットワークの形成につながる，などの効果を期待することができる。 
 集合教育を採用する理由として，経済的コストや人的コストが個別教育に比べて安

価である，実施回数が少なくてすむ，などを挙げることができる。 
 本研修のセッション数は，1 回である（単一セッション）。ガイドラインでは，最低

2 回のセッション数が推奨されているが，本実践例では 1 回に限定することとする。

これは，業務が多忙な職場では，セッション数が制限されることが多いという事情を

考慮したためである。これにより，研修で学んだ知識や技術が定着しないおそれがあ

る一方で，複数セッションに参加することによる業務への負担とそれに伴う不満とを

軽減することが期待できる。 
 本研修の内容および形式とガイドラインとの関連は，以下の表に示すとおりである。

実施回数（推奨 1）とフォローアップセッション（推奨 6）に関する項目以外は，すべ

てガイドラインで推奨されている内容と対応している。 
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1）講義（20 分） 
 パワーポイント（資料 1）と参考テキストを使いながら，ストレスおよび問題解決法の

基礎的な知識を提供する。 
 導入部では，参加者の動機づけを高めるために，（1）研修で学ぶスキルがなぜ重要なの

か，（2）そのスキルを使うとどんなメリットがあるのか，（3）そのスキルを使わないとど

んなデメリットがあるのか，（4）そのスキルは現在困っている問題だけでなく，将来体験

するかもしれない問題への備えとなること，（5）そのスキルはストレス問題だけでなく日

常業務にも応用可能なこと，を強調する。 
 次に，事例を用いながら，心理学的ストレスモデルの概要を説明する。ストレス問題で

困っている労働者には，自己の問題を整理できていない（構造化できていない）ために，

上手な問題解決につながらないケースが多く認められる。そのため，心理学的ストレスモ

デルの鍵概念である「ストレッサー」「対処方法（コーピング）」「ストレス反応」の 3 つ

を紹介したうえで，自己の問題をこの 3 つに分けて考えること，解決にはストレッサーの

内容に見合った対処方法を工夫することが重要なことを伝える。そのうえで，じょうずな

対処方法を生み出すための方法として問題解決法があることを紹介する。 
 問題解決法の紹介では，ストレッサーの検討（分解，優先順位づけ），対処方法の検討（リ

ストアップ，長所と短所の検討，実行する候補の絞込み），対処方法の実行の 3 つの具体

的な内容を，フローチャートを用いながら説明する（図 1）。 
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島津「上手なストレス対処のためのトレーニングブック」法研  
図 1：問題解決のフローチャート 

 
2）グループワークの目的と手順の説明（5 分） 
 グループワークは，30～40 名の参加者が 4 つのグループ（1 グループあたり約 6～8 名）

 4

 
5. 準備物 
 講義には，ノート PC，プロジェクター，レーザーポインター，パワーポイント配布資

料（資料 1）を準備する。グループワークには，進行表（資料 2），記入シート（資料 3-5），
卓上用進行メニュー（写真 1），茶菓，書画カメラを準備する。参考テキストとして，「じ

ょうずなストレス対処のためのトレーニングブック」（島津, 2003）を 1 人 1 冊ずつ配布す

る。 
 
6. プログラムの具体的内容 
 プログラムは就業時間内に行うこととする。これは，研修が業務の一部として扱われて

いることを意味しており，事業所が従業員のセルフケアを含めたメンタルヘルス対策を重

視しているというメッセージを，従業員に伝えることができる。 
 研修に先立ち，主催者側の代表（事業所長，総務部長など）が研修の趣旨を説明する。

これにより，事業所でのメンタルヘルス対策における本研修の位置づけを明確にすること

ができる。 
 プログラムは，講義とグループワークから構成される。以下に，プログラムの具体的な

内容を示す（表 1）。 
 

表 2 研修内容の概要と流れ 
No. 項 目 内 容 時間 備考 

（機材，準備

物など） 

1 講義 

ストレスに関する基礎知識を提供する。 
ストレスへの解決（対処）方法が，健康を決めるう
えで重要な働きをすることを理解してもらう。 

20 分 パワーポイン

トと参考テキ

ストで説明 
2 グループワークの目的と手順の説明。 5 分 

3 
（課題 1）職場で体験するストレッサーをリストア
ップし，その中から，対処方法について話し合いた
いストレッサーを１つ選択する。 

10 分 

4 （課題 2）グループ内で，できるだけ沢山の解決方
法・対処方法をリストアップする。 

10 分 

5 

グルー

プワー

ク 
（課題 3）実行に移したい対処方法を 3 つ選択し，
それぞれについて，具体的なシナリオを考える。 

15 分 

進行表， 
課題シート①

②③を準備 

6 
プレゼ

ンテー

ション 

グループワークの内容を発表 .。 
各班 10 分（質疑を含む）。 

40 分 
書画カメラを

使用 

7 
全体討

論 

プレゼンテーションの内容について討論。 
15 分 

 

8 まとめ 研修の振り返り。 
日常生活に実行に移すためのポイントを提示。 5 分  
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 パワーポイント（資料 1）と参考テキストを使いながら，ストレスおよび問題解決法の

基礎的な知識を提供する。 
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2）グループワークの目的と手順の説明（5 分） 
 グループワークは，30～40 名の参加者が 4 つのグループ（1 グループあたり約 6～8 名）
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ょうずなストレス対処のためのトレーニングブック」（島津, 2003）を 1 人 1 冊ずつ配布す

る。 
 
6. プログラムの具体的内容 
 プログラムは就業時間内に行うこととする。これは，研修が業務の一部として扱われて

いることを意味しており，事業所が従業員のセルフケアを含めたメンタルヘルス対策を重

視しているというメッセージを，従業員に伝えることができる。 
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これにより，事業所でのメンタルヘルス対策における本研修の位置づけを明確にすること

ができる。 
 プログラムは，講義とグループワークから構成される。以下に，プログラムの具体的な
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3）課題①：ストレッサーのリストアップ（10 分）（写真 3） 
 最初に，以下の内容の教示を行い，課題①のシートに記入するように求める（資料 3）。 
「ここ 1～2 週間でイライラしたこと，不安に思ったこと，憂うつな気分をひきおこして

いること，気がかりなこと，困っていること，うまくいかないこと，改善したいこと，を

リストアップして下さい」 
「その中で，対処方法について話し合いたい内容を 1 つ決め，番号に○をつけて下さい」 
「発表では，なぜその問題を選んだかの理由も話して下さい」 
 
 次に，課題①で取り上げる内容について，自分が実際に悩んでいたりストレスを感じて

いる内容でなくてもよいことを，再度確認する。つまり，身近な困りごと（例：職場の忘

年会の幹事を急に任された），架空の問題，こんなふうになりたいといった目標，などでも

かまわないことを強調する。 
 ストレッサーのリストアップの手順については，各グループに一任する。講師からの過

剰な指示によって，グループの自発性が損なわれることを避けるためである。筆者のこれ

までの経験では，全員で話し合いながらリストアップを共同して行うグループ，各自が自

分のワークシートに記入した後に全員で記入内容を共有するグループ，などさまざまなリ

ストアップ方法が認められている。 
 
4）課題②：対処方法のリストアップ（10 分） 
 最初に，以下の内容の教示を行い，課題②のシートに記入するように求める（資料 4）。 
「課題①で選んだストレッサーを解決するには，どう行動したらよいか，どう考えたらよ

いか，どんなことが必要か，をできるだけ沢山リストアップして下さい」 
 なお，解決方法のリストアップを行う際には，次の 3 つの原則に基づくことが良いアイ

ディアにつながることを補足する。 
（1）量の原則（アイディアの数が多いほど，より良いものが得られる） 
（2）多様性の原則（アイディアの幅や多様性が大きいほど，より良いものが得られる。

突飛な発想でもかまわない） 
（3）判断保留の原則（アイディアを生み出しているときは，その良し悪しを判断しよう

としない。評価を保留することで，より沢山の質の高いアイディアが得られる） 
 
5）課題③：具体的な対処プランの作成（15 分） 
 課題②でリストアップした対処方法の中から，問題解決につながりそうなもの 3 つを取

り上げ，それぞれについて具体的な対処プランをシートに記入するよう教示する（資料 5）。
課題③は，学んだスキルを日常生活に実行するうえで最も重要な課題である。 
 対処方法を 3 つに絞り込む際には，（1）それぞれの対処方法の長所と短所を比較し，長

所が短所を上回るものを選ぶことが問題解決につながりやすいこと，（2）すぐに実行でき

そうな方法を最低 1 つは含めておくと実行にとりかかりやすいこと，などを説明する。 
 対処プランの作成に際しては，その対処方法を実行するのにどんなことが必要か（誰が，

どんな状況で，何を，どのようにするか？）を具体的に検討するように求める。具体的な

 6

に分かれて行る。メンバーの割り当ては事前に主催者が決めており，講義の聴講もグルー

プに分かれて行う。各グループには，対象企業の産業保健スタッフ（看護師，総務担当者）

が 1 名ずつファシリテーターとして加わり，講師はグループワーク全体を統括する。 
 最初に，進行表を用いながら（資料 2），グループワーク全体の目的を説明する。具体的

には，ワークの主目的は問題解決のための「方法」を体験的に学ぶことであり，自分が直

面している現実の問題をその場で解決することではないことを強調する。そうでないと，

問題の自己開示をワークの中で迫られてしまい，ワーク内での発言が抑制されるおそれが

ある。 
 次に，3 つの課題（課題①，課題②，課題③）それぞれの概要を説明する。本研修では，

3 つの課題を連続して行うのではなく，各課題ごとに制限時間を設定し，そのつど課題内

容を説明する形式を採用する。3 つの課題を一度に連続して行うと時間配分が難しくなり，

すべての課題を研修時間内に終えることが難しくなるためである。 
 最後に，グループワークの進め方について説明を行う。特に役割分担（司会，発表者，

書記，タイムキーパー）を事前に行うことが重要なことを伝える。初対面の参加者が多い

場合には，簡単な自己紹介から始めることがメンバーの心理的緊張を低減させ，活発なグ

ループワークにつながることを伝える。 
 その他，進行メニュー（写真 1）を各グループのテーブルに置き，各課題の内容・流れ，・

時間配分が分かるように工夫するほか，茶菓を準備するなど（写真 2），リラックスできる

雰囲気の醸成に努める。 
 

＜写真 1：進行メニュー＞ 
 

 
＜写真 2：茶菓の準備＞ 
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3）課題①：ストレッサーのリストアップ（10 分）（写真 3） 
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「ここ 1～2 週間でイライラしたこと，不安に思ったこと，憂うつな気分をひきおこして

いること，気がかりなこと，困っていること，うまくいかないこと，改善したいこと，を

リストアップして下さい」 
「その中で，対処方法について話し合いたい内容を 1 つ決め，番号に○をつけて下さい」 
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 次に，課題①で取り上げる内容について，自分が実際に悩んでいたりストレスを感じて
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課題③は，学んだスキルを日常生活に実行するうえで最も重要な課題である。 
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 6

に分かれて行る。メンバーの割り当ては事前に主催者が決めており，講義の聴講もグルー

プに分かれて行う。各グループには，対象企業の産業保健スタッフ（看護師，総務担当者）

が 1 名ずつファシリテーターとして加わり，講師はグループワーク全体を統括する。 
 最初に，進行表を用いながら（資料 2），グループワーク全体の目的を説明する。具体的

には，ワークの主目的は問題解決のための「方法」を体験的に学ぶことであり，自分が直

面している現実の問題をその場で解決することではないことを強調する。そうでないと，

問題の自己開示をワークの中で迫られてしまい，ワーク内での発言が抑制されるおそれが

ある。 
 次に，3 つの課題（課題①，課題②，課題③）それぞれの概要を説明する。本研修では，

3 つの課題を連続して行うのではなく，各課題ごとに制限時間を設定し，そのつど課題内

容を説明する形式を採用する。3 つの課題を一度に連続して行うと時間配分が難しくなり，

すべての課題を研修時間内に終えることが難しくなるためである。 
 最後に，グループワークの進め方について説明を行う。特に役割分担（司会，発表者，

書記，タイムキーパー）を事前に行うことが重要なことを伝える。初対面の参加者が多い

場合には，簡単な自己紹介から始めることがメンバーの心理的緊張を低減させ，活発なグ

ループワークにつながることを伝える。 
 その他，進行メニュー（写真 1）を各グループのテーブルに置き，各課題の内容・流れ，・

時間配分が分かるように工夫するほか，茶菓を準備するなど（写真 2），リラックスできる

雰囲気の醸成に努める。 
 

＜写真 1：進行メニュー＞ 
 

 
＜写真 2：茶菓の準備＞ 

 5

− 214− − 215−



その理由を尋ねる質問をしたり，建設的なフィードバック（「こうすればもっとよくなると

思う」など）を行ったりするなど，否定的なフィードバック（「そんな方法は役に立たない」

など）は行わないように心がける。これによって，質疑応答を活性化させるとともに，学

んだスキルを日常場面で実行してみようという動機づけを高めることにつながる。 
 

 

＜写真 4：プレゼンテーションの様子＞ 

者が内容をまとめ過ぎると参加者からの意見が出にくくな

り入れてみたいと思う方法」を

加者に尋ね，意見が出やすくするための工夫を行う。 

決法を習得することの必要性とそのメリットを再提示し，問題

を行いながら自分自身の問題につ

て対処方法を検討し実行してみることを推奨する。 

日常生活での適用するためのポイントとして，あらかじめ以下の

 
7）全体討論（15 分）  
 各グループからの発表終了後，全体討論に移行する。導入部分では，各グループから提

案された対処方法の内容を振り返り，良かった点やユニークな点を中心に簡単なまとめを

行う。ただし，導入部分で司会

るので，注意が必要である。 
 次に，参加者全体から，グループワークの内容を中心に研修全体に関する意見を求める。

自発的な意見が出にくい場合には，「他のグループの発表を聞いて良さそうだと思った方

法」や「これならできそうだと思う方法」，「日常生活で取

参

 
8）まとめ（5 分） 
 研修全体のまとめを行う。導入部分では，研修の目的（問題解決の知識と技術を習得）

を振り返りながら，問題解

解決の流れを確認する。 
 次に，実践上の留意点について提示する。学んだスキルが日常生活場面で使用され（般

化），それが長期間維持され，参加者の対処レパートリーの中に定着されることで，ストレ

ス反応が低下し，精神的健康状態の維持・向上につながる。そこで，配布した参考テキス

トを研修後に読み直してみること，テキスト内のワーク

い

 
 なお，学んだスキルを

2 点を提示しておく。 
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計画（シナリオ）を作成することは，学んだスキルを日常生活で適用しやすくする（般化

を促進する）うえで有効であると言われている。 
 シートでは，それぞれの対処方法を選んだ理由（長所）も併せて記入することを求める。

対処方法の中には問題解決までに時間のかかるものがあり，即効性の小さい対処方法は途

中で実行されなくなるおそれがある。そのため，その対処方法を行うことの理由や長所を

明記することで，自己の長期的目標（自分はどうしたいのか，どうなりたいのか，どんな

状態にしたいのか）が再確認され，問題解決への動機づけが長期間維持されることが期待

される。 
 なお，この課題③は 3 つの課題の中で最も時間を要するため，講師，ファシリテーター,
タイムキーパーは，特に時間配分に注意することが必要である。そのため，課題に取りか

かる際には，時間配分に注意することを，あらかじめ参加者に伝えておく。時間が不足し

そうな場合には，作成するシナリオを 1 種類に限定するなどして，柔軟に対応する。 
 

 
＜写真 3：グループワークの様子＞ 

 
6）プレゼンテーション（40 分）（写真 4） 
 グループワークで話し合われた内容について，1 グループあたり 10 分程度（質疑応答を

含む）の発表を行う。発表は，シート①～③（資料 2～4）の内容を説明する形式で行う。

発表時間が限られているため，課題①と②の内容については簡単に紹介する程度に留め，

課題③の内容を中心に発表することを教示すると良い。発表するグループの順序は，参加

者に一任することが多いが，グループワークが活発になされたグループを最初に指名し，

参加者間の意見交換を積極的に促す場合もある。なお，グループ数が多い場合には，残り

時間に応じて発表するグループ数を限定しても良い。 
 各グループの発表が終わった後，司会者（本研修の場合は講師）はグループ内の他のメ

ンバーからの追加発言や他のグループメンバーからの質問を受け付ける。 
 発表内容について司会者がコメントする際には，良かった点を中心に取り上げ，それを

賞賛して強化するように努める。問題解決にとって効果的でないと思われたり，望ましく

ないと思われる対処方法が提示された場合でも，なぜそのような対処方法を提示したのか，
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時間に応じて発表するグループ数を限定しても良い。 
 各グループの発表が終わった後，司会者（本研修の場合は講師）はグループ内の他のメ

ンバーからの追加発言や他のグループメンバーからの質問を受け付ける。 
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 10

キルはストレ

ス問題だけでなく日常業務にも応用可能なこと，を強調すると良い。 

修で新しいことを学んだ」という達成感につながること

期待されるからである。 

設定する。これは，参加者が緊張感を持って

討論に集中するのを促すためである。 

関与する。また，茶菓を用意することで，リラックスした雰囲気の醸成に役立

つ。 

フィードバックを行うなど，否定的な

フィードバックを行わないように心がける。 

する，対処方法を見直してみる）を，研修終了時にあらかじめ提示してくと

良い。 

 研修への動機づけ 
参加者の動機づけを高めるために，研修の導入部分で（1）研修で学ぶスキルがなぜ重

要なのか，（2）そのスキルを使うとどんなメリットがあるのか，（3）そのスキルを使

わないとどんなデメリットがあるのか，（4）そのスキルは現在困っている問題だけで

なく，将来体験するかもしれない問題への備えとなること，（5）そのス

 
 専門用語の回避 

専門用語を多用すると，研修への心理的抵抗感が高まってしまう。そのため，難解な

専門用語は避け，参加者に分かりやすい言葉づかいに努める。ただし，少数のキーワ

ードについては（本研修の場合は，ストレッサー，コーピング，ストレス反応），その

まま用いる。これにより「研

が

 
 時間配分 

参加者の受動的な態度を回避するため，講義時間は短めにする。また，グループワー

クでの各課題の時間配分は，やや短めに

 
 グループディスカッションの活性化 

グループワークの進行は基本的に司会者に委ねられるが，メンバーからの積極的な発

言が少ない場合，発言が否定的な内容に偏っている場合（「こんな方法は意味がない」

など），発言者が限定され他のメンバーが発言しづらそうな場合，ファシリテーターが

適宜，

 
 討論（プレゼンテーション，全体討論）の活発化 

発表内容について司会者がコメントする際には，良かった点を中心に取り上げ，それ

を強化するように努める。問題解決にとって効果的でないと思われたり，望ましくな

いと思われる対処方法が提示された場合でも，なぜそのような対処方法を提示したの

か，その理由を尋ねる質問をしたり，建設的な

 
 日常生活での適用の促進 

学んだスキルを日常生活での適用するためのポイント（実行を計画している対処方法

の長所を思い出してみる，すぐにできそうな対処方法から実行してみる）や，問題解

決がはかどらない時の対応方法（できたことに目を向ける，周囲からの情報やサポー

トを活用

（1）実行を計画している対処方法の長所を思い出してみる 
2）すぐにできそうな対処方法から実行してみる 

い時の対応方法として，以下の 3 点を提示しておく。 

を活用する 
3）対処方法を見直してみる 

より，学んだスキルを日常生活で実行しようとする動機づけを高めることにつなが

。 

修を効率的に進め，研修効果をより高めるために行う工夫を，以下に列挙する。 

部として研修が行われているというメッセージを，従業員に伝えることがで

きる。 

者相互のコミュニケーションが促進され，相互理解

につながることが期待される。 

バ

ーが入るようにすることで，多様な視点にもとづく意見が交換されやすくなる。 

自分がいま実際に

困っているものでなくてもよいことを伝えることも重要である。 

（

 
 また，問題解決がはかどらな

（1）できたことに目を向ける 
（2）周囲からの情報やサポート

（

 
 時間に余裕がある場合には，参加者から研修への感想を求めても良い。その際，「研修を

通じて何を学んだか」というように研修内容を肯定的に振り返るような教示を行うと良い。

これに

る

 
7. 実施上の工夫 

研

 
 参加しやすい時間や場所の設定 

可能な限り就業時間内に行うようにする。就業後に行う場合，業務上の疲れから研修

に集中できないことが考えられるためである。また，就業時間内に行うことにより，

業務の一

 
 対象者の特徴に応じた研修形式を採用 

日常業務において従業員相互のコミュニケーションが希薄な場合には，グループワー

クを取り入れることにより，参加

 
 グループワークでの構成メンバー 

グループワークで活発な意見交換が行われるためには，グループの構成メンバーにも

注意する必要がある。そのため，主催者はあらかじめ参加者を把握しておき，人間関

係が悪化している参加者，威圧的な発言をしやすい上司などの配置に気をつける必要

がある。なお，1 つのグループに異なる背景（職場，性別，職位など）を持つメン

 
 リラックスした雰囲気づくり 

研修全体を活性化するためには，講師の講義もリラックスした雰囲気で始めることが

重要である。初対面の参加者が多い場合，グループワークの導入部分で自己紹介の時

間を設定すると良い。その他，グループワークの中で扱う問題は，
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2

太郎さんの悩み
（３５歳，係長）

最近，部署の中で意見の対立が多く，険悪な雰囲気
になってるなあ．

でも，いったんこじれた人間関係なんて変えられっこ
ないんだから，今の状況をだまって受け入れるしか
ないんだろうなあ．

最近はなんだか気分も晴れないし，食欲も出ないん
だよなあ．なんとかならないかなあ．

部�の
人間関係

太郎さんの悩みを
分解してみると．．．

�理�的ストレス���
を��化

こじれた人間
関係は変えら
れない

受け入れるし
かない

気分が晴れ
ない

食欲の��

ストレッサー ストレス反応
対処方法

問題を先送りする
��と�制

これも自分にはよい経験だと思うようにする��の��

問題に関係する人を責める他�を�き�んだ
��対処

何か気持ちが落ち着くことをする気分��

信頼できる人に解決策を相談する問題解決のため
の相談

原因を調べ解決しようとする積極的問題解決

項目例� �

さま�まな対処方法

（影山他, 2004）

ストレスと��に�き�うには�

ストレッサー 対処方法 ストレス
反応

����ーション

�え方を��する

��を��する

��なストレス����ント技法
（Smith (2002) Stress management）

原因再帰属

認知再体制化

問題解決技法

時間管理

アサーション

積極的傾聴法

自律訓練法
漸進的筋弛緩法

呼吸法
睡眠

��を��する
�こんな人に�すすめ��

・優先順位がつけられない

・問題をいつも先送りしがち

・いつも時間に追われている

問題解決方法を��するには．．．

できることから�ってみよう�

1

ストレスとの上�な付き�い��
����の��による

ストレスの��

資料1 ストレスとは�

�ストレッ�ーとストレス���

��を押さ�る力

ストレッ�ー

��の��

ストレス��

ストレッ�ーの例

��関�（言うことを聞かない部下，無理を押し
付ける上司）

仕事上の��（終わらない仕事，あいまいな指
示）

家�の��（家族とのトラブル，思うようにいか
ない子育て）

心理・社会的

公害物質，薬物，酸素欠乏・過剰，一酸化炭素
など

化学的

暑さ，寒さ，騒音，混雑など物理的

具体例内容

ストレス��の例

仕事の能率低下，満足感（職務・生活）の低
下，喫煙，飲酒，欠勤

行動面

動悸，胃腸障害，睡眠障害，血圧上昇，

免疫力低下，食欲低下，頭痛，発汗
身体面

活気の低下，イライラ感，疲労感，不安感，
抑うつ感

心理面

具体例内 容

ストレス関連疾患（心身症）

ストレスによる発生し
やすくなる，あるいは
悪化する病気

（日本心身医学会教育研修
委員会, 1991）をもとに作成

ストレスは本�に悪なのか�
�ストレスの��レ�ル�

低 � 高
ストレスレ�ル

生
産
性

生産性が上
がらない状態

イライラ，肩こり
などの症状

胃潰瘍，高血圧，
心臓病，がんな
どのストレス関

連疾患

記憶力・ひらめきの向上，冷
静な判断，機敏な行動，プ

レッシャーへの抵抗
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資料2

問題解決�法のグループ�ー� 

 

 

 

�研修の�的と�らい� 

・ ストレスへの上手な付き合い方を学ぶ 

・ 研修でセルフケア研修を進める際のノウハウ持

ち帰る 

�何が�につく？� 

・ 日常生活での問題に上手に対処するための「問

題解決スキル」 

・ 効率よく仕事を進めるための「段取りスキル」 

・ 良いアイディアを生むための「発想スキル」 

・  

�研修の内容� 

1� 講�：ストレスの仕�み（35分） 

・ ストレッサーとストレス反応 

・ 決め手はコーピング（対処方法）！ 

2� 対処方法のグループ�ー�（��分） 

�は�めに� 

・ 役割（司会，発表者，書記，タイムキーパー）

とグループ名の決定 

�課題1� ストレッサーのリストアップ （1�分） 

・ ここ1～2週間でイライラしたこと，不安に思っ

たこと，憂うつな気分をひきおこしていること，

気がかりなこと，困っていること，うまくいか

ないこと，改善したいこと，をリストアップ． 

・ その中で，対処方法について話し合いたい内容

を1つ決め，番号に○をつける． 

・ 発表では，なぜその問題を選んだかの理由も話

して下さい． 

・ 課題 1 で選んだストレッサーを解決するには，

どう行動したらよいか，どう考えたらよいか，

どんなことが必要か，をできるだけ沢山リスト

アップする（「ここがポイント！」参照）． 

�課題3� 具体的な対処プランを立てる （15分） 

・ 課題 2 でリストアップした対処方法のうち，よ

さそうなもの3つを取り上げる． 

・ それぞれの対処方法について，具体的なプラン

を立てる：その対処方法を実行するのにどんな

ことが必要か？（誰が，どんな状況で，何を，

どのようにするか？） 

・ すぐに実行できそうなものを最低 1 つは含めて

おくと良い． 

3� グループ�ー�の��発表（��分） 

・ 1グループあたり5分発表，5分質疑応答．次の

3つの内容を発表． 

1） どんな問題がリストアップされたか？ 取

り上げた問題は何か（1 つ）？ なぜその

問題を取り上げたのか？（OHPシート①） 

2） どんな対処方法がリストアップされたか？

（OHPシート②） 

3） 良さそうな対処方法は何か（3 つ）？ そ

の対処方法を選んだ理由（長所）は？ 3

つの対処方法に関する具体的なプランは？

（誰が，どんな状況で，何を，どのように

するか？ 実行にはどんなことが必要

か？）（OHPシート③） 

�� まとめ（5分） 

・ 学んだスキルを日常生活で活かすには？ 

�課題2� 対処方法のリストアップ （1�分） 

ここがポイント！ よい良いアイディアを生むための3つの原則 

�1� 量の原則：アイディアの数が多いほど，より良いものが得られる． 

�2� 多様性の原則：アイディアの幅や多様性が大きいほど，より良いものが得られる．
突飛な発想でもかまわない． 

�3� 判断保留の原則：アイディアを生み出しているときは，その良し悪しを判断しよ
うとしない．評価を保留することで，より沢山の質の高いアイディアが得られる．

3

ストレッサーの��
��解 �����

対処方法の��
�リスト�ップ
���と��の��
���を�る

対処方法の実行

解決？

�の������に
対処

�の対処方法を
リスト�ップ

ＹｅｓNo

問題解決の�ロー��ート

島津「上手なストレス対処のためのトレーニングブック」法研

問題解決のワークに
��レンジ����う

• 自信のある方法，取りかかりやすい
方法から実行に移す

• 観察する，まねる

• リハーサル
言語，行動（ロールプレイ），イメージトレー
ニング

対処方法の実行
�ス�ー�に実行するには�

まとめ

1. 上手なストレス対処への第一歩は，ストレ
スに気づき，その性質を知ることです。

2. ストレスの対処方法には，リラクゼーション，
考え方を工夫する，行動を工夫する，の３
つがあります。

3. 今日のグループワークでは，「行動を工夫
する」方法のうち，問題解決技法を学びま
す。
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�� まとめ（5分） 

・ 学んだスキルを日常生活で活かすには？ 

�課題2� 対処方法のリストアップ （1�分） 

ここがポイント！ よい良いアイディアを生むための3つの原則 

�1� 量の原則：アイディアの数が多いほど，より良いものが得られる． 

�2� 多様性の原則：アイディアの幅や多様性が大きいほど，より良いものが得られる．
突飛な発想でもかまわない． 

�3� 判断保留の原則：アイディアを生み出しているときは，その良し悪しを判断しよ
うとしない．評価を保留することで，より沢山の質の高いアイディアが得られる．

3

ストレッサーの��
��解 �����

対処方法の��
�リスト�ップ
���と��の��
���を�る

対処方法の実行

解決？

�の������に
対処

�の対処方法を
リスト�ップ

ＹｅｓNo

問題解決の�ロー��ート

島津「上手なストレス対処のためのトレーニングブック」法研

問題解決のワークに
��レンジ����う

• 自信のある方法，取りかかりやすい
方法から実行に移す

• 観察する，まねる

• リハーサル
言語，行動（ロールプレイ），イメージトレー
ニング

対処方法の実行
�ス�ー�に実行するには�

まとめ

1. 上手なストレス対処への第一歩は，ストレ
スに気づき，その性質を知ることです。

2. ストレスの対処方法には，リラクゼーション，
考え方を工夫する，行動を工夫する，の３
つがあります。

3. 今日のグループワークでは，「行動を工夫
する」方法のうち，問題解決技法を学びま
す。
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＜はじめに＞ 

本ガイドラインは、職場のメンタルヘルス対策における第一次予防として実施する「職場環境等

の評価と改善」を企画・実施する際に推奨される事項を、最新の科学的根拠に基づいてまとめたも

のです。 

現場の産業保健スタッフ、管理監督者、産業保健サービス提供者等が活用できる情報としてまと

めました。本ガイドラインの活用により、国際水準に見合った実効性のある職場のストレス対策が

進むことを願っています。 
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職場のメンタルヘルス対策における職場環境改善が注目されています。メンタルヘルス不調の未

然防止の１つとして、労働者の心身へのストレスの原因となる職場環境を改善し、快適に働くこと

のできる職場づくりの豊富な経験が積み重ねられています[厚生労働省, 2006]。この職場環境改善

には、部屋の明るさや暑さ寒さ、トイレや休憩室の有無といった狭い意味での職場環境だけでなく、

個人の能力を最大限に発揮できるような、やりがいのある働きやすい労働環境や労働条件改善など

を行うことも含まれます。例えば、作業方法や労働時間、人員や勤務体制、仕事の質と量などの仕

事の再デザイン、同僚や職場間の支援、ハラスメントのない職場、仮に体調を悪くしても安心して

休むことができ、スムーズに職場復帰できるプログラムの整備なども含まれます。 

職場のメンタルヘルス対策における職場環境改善とは、心身への負担・ストレスの背景となる働

き方全般に目配りし、労働者一人一人がいきいきと、楽しく、仕事にやりがいをもって、健康的な

労働生活そのものに注目する職場づくりといえます。最近では、労働者のメンタルヘルス不調の第

一次予防策として行われた職場環境改善によって、健康状態やメンタルヘルス不調が改善した科学

的根拠が積み上げられています[川上, 島津, 土屋, 堤, 2008]。 

実効性のある産業安全保健活動の取り組み方として、近年、良好事例に学び、職場の自主的な取

り組みを支援する枠組みづくり（＝職場環境改善のプロセス支援）が重視されてきています[吉川 小

木, 2009]。これは、職場の労働者が主体的・自主的に参加して職場の良好点を確認し、自分や同僚、

同業種の良好事例（Good Practice:GP）に学びながら、改善が必要な点は無いか洗い出し、すぐの

改善を実施する取り組みです。そこでは、健康障害に関連した職場のリスクを見つけ出し、現場の

慣行の上に積み上げながら、事業場内の計画(P)―評価(D)―実施(C)―見直し(A)というＰＤＣＡサ

イクルに沿った改善が期待されています。 

本ガイドラインは、労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防における「職場環境等の評価と改

善」を企画・実施する際に推奨される事項を、最新の科学的根拠に基づいてまとめたものです。本

ガイドラインは、現場の産業安全保健スタッフ、管理監督者、産業保健サービス提供者等による取

り組みにおいて活用できる資料としてまとめました。本ガイドラインの活用により、実効性のある

職場のストレス対策が進むことを願っています。 

 

 

本ガイドラインは、労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防における職場環境等の評価と改善

にあたって推奨される 8 項目の推奨項目と 4項目のヒントを、4 つの領域に整理しています。推奨項

目は、これまでの職場環境改善等のプログラムで有効性が確認されている研究成果から整理してい

ます。また、ヒントとして、研究成果は多くないものの専門家間でその有効性のコンセンサスが得

られている項目をまとめました。これらの推奨項目とヒントをもとに、実際に何をなすべきか必要

な点につき具体的な取り組みを示しました。 

科学的根拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン（職場環境等の評価と改善） 

吉川徹、川上憲人ほか 
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職場環境改善の評価と改善に関するガイドライン 
 

����������������2012年 4月 3����� 

 

 

＜計画・組織づくりに関する推奨項目＞ 

��� （��場�の����） 

職場環境改善の目的、方針、推進組織について事業場で合意形成します。 

��� （�����の����） 

問題指摘型は避け、問題解決型で取り組みます。 

�ン�� （�����の��的���） 

職場環境改善を実施する組織ないし部門の責任者の主体的な関与を引き出します。 

 

＜実施手順の基本ルールに関する推奨項目＞ 

��� （����の��） 

実施可能な改善策を立てるために、職場内外の良好事例を参考にします。 

��� （���������） 

改善策の検討や実施に労働者が参加できるように工夫します。 

��� （職場環境に��く���） 

心身の負担に関連する職場環境や労働条件に幅広く目配りして優先順位をつけ、改善策を検討しま

す。 

 

＜実効性のある改善策の提案に関する推奨項目＞ 

��� （�場に������の��） 

職場の状況・タイミング・資源を考慮して具体的な改善策を検討します。 

��� （��ル��） 

現場の気づきやアイデアを引き出し、行動に移しやすい提案を促すことができるツールを活用しま

す。 

�ン�� （職場の���の��）  

継続的に改善の場が設定できるようにすでにある職場のしくみを活用します。（安全衛生委員会、

QC サークルなど） 

�ン�� （職場の����に���������） 

組織としての受け入れ体制や準備状況に応じた介入方法を選びます。 

 

＜実施継続のための推奨項目＞ 

��� （�������と評価） 

職場環境改善の実施を継続させるために中間報告の提出を求めたり、期間を設定して実施状況や成

果を確認します。 

�ン�� （���� �イ�ル） 

職場環境改善の取り組みを計画・実施・評価・見直しのサイクルに組み込み、継続的に実施できる

ようにします。 
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��� （��ル��） 

現場の気づきやアイデアを引き出し、行動に移しやすい提案を促すことができるツールを活用しま

す。 

�ン�� （職場の���の��）  

継続的に改善の場が設定できるようにすでにある職場のしくみを活用します。（安全衛生委員会、

QC サークルなど） 

�ン�� （職場の����に���������） 

組織としての受け入れ体制や準備状況に応じた介入方法を選びます。 

 

＜実施継続のための推奨項目＞ 

��� （�������と評価） 

職場環境改善の実施を継続させるために中間報告の提出を求めたり、期間を設定して実施状況や成

果を確認します。 

�ン�� （���� �イ�ル） 

職場環境改善の取り組みを計画・実施・評価・見直しのサイクルに組み込み、継続的に実施できる

ようにします。 
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����������������推奨��� 

��� （��場�の����） 

職場環境改善の目的、方針、推進組織について事業場で合意形成します。 

��� （�����の����） 

問題指摘型は避け、問題解決型で取り組みます。 

�ン�� （�����の�体的な��） 

職場環境改善を実施する組織ないし部門の責任者の主体的な関与を引き出します。 

 

EVIDENCE（根拠） 

推奨１の根拠 
・ 職場環境改善に取り組む組織は、方針設定、計画づくり、実施チームづくりと実施・評価など共通の

プロセスで進むことが確認されました 38)。 
・ 労働者を対象に職場環境改善等を通じて介入、評価を行った研究から 、仕事の再設計、労働負

担の軽減、コミュニケーションの改善等の取り組みなど、組織に対するシステムアプローチにより、

労働者の健康が改善することが明らかになりました。9)。 
・ 職場環境改善を円滑に継続的に行っていくために、職場環境改善のための社内の仕組みづくり、すなわち

社内の方針の明確化と体制づくりと役割分担を行いました 36)。 
・ 職場環境改善の意思決定プロセスにおいて、労働者参加型で職場環境改善を伴う介入では、心理

社会的指標と健康指標が改善することが明らかになりました 9),15),17),16),35)。 
・ 管理監督者、人事・産業保健スタッフからなる職場ストレス低減のための「仕事委員会」を開催し、

大小様々なチーム等を作り、段階を追った作業手順と指揮系統の改善により、抑うつ症状や欠勤が改

善しました 15)。 

・ 改善活動に参加する従業員の割合が多いほど、メンタルヘルス向上に効果がありました 16)。 

推奨２の根拠 

・ 国内 14 事例の職場環境改善レビューから、職場環境改善に取り組む組織は、問題解決型のアプロー

チをとることに力点が置かれていることが明らかになりました 38)。 

・ 日本の製造業ラインに従事する労働者集団での、段階を追った問題解決型の参加型職場改善活動では、

自覚的な仕事のパフォーマンスも向上しました 35)。 

ヒント１の根拠 

・ 職場における職場環境改善を通じたストレス一次予防策の重要な手順のひとつとして、社長や工場

長などトップマネジメント層の支持や意思表明、があげられました 35), 38)。 
・ 職場環境改善を開始するにあたり、経営部門や人事部門と職場環境改善に関するニーズを話し合う

ことが推奨されました 35)。 

・ 組織や職場の理解を得るために、職場環境改善活動の意義やメリットを示し、段階的に進めること

が重要なことが指摘されました 41)。 

 

具体的な進め方 

・ 経営トップ等による意思表明の場を設け、職場環境改善の目的や方針について文書を作成します。 

・ 職場環境改善を進める担当部門を決めます。または、関連部門のスタッフから成るチームをつくりま

す。 

・ 職場環境改善の評価と改善の実施にあたっては評価のための指標を明確にします。目的はメンタルヘ

ルス改善と位置づけ、関連する指標としては人事部門（生産性向上、仕事の意義、欠勤率等）、健康

管理部門（ストレス調査結果、自覚症調査等での心身の訴え）などを検討します。 
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吉川徹、川上憲人ほか 
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・ 職場環境改善活動を始める前に、管理監督者を対象とした集合研修などで職場環境改善がメンタルヘ

ルスに与える意義について情報提供します。 

・ プログラム立案では、ストレス調査等で労働者の健康状態の評価のみを実施する問題指摘型の取り組

みは避け、現状改善が問題解決型のアプローチをとることに力点を置きます。 

・ 職場環境改善活動への労働者の参加率が半数以上となるように工夫し、労働者参加型で対策への合意

形成が行われる方式（グループワーク、小集団・職場単位での参加など）で企画します。 

 

BOX 記事 

 

 

Case1：製造業における事例（日本）35) 

 

製造業の中規模事業場においてラインに従事する従業員を対象にストレス調査票と職場環境改善のため

のヒント集を活用した参加型職場環境改善活動によるメンタルヘルス改善効果を検討した。調査研究中に業

務量増大に伴う就業環境の悪化対象企業における生産活動が増加した結果、対照群では精神健康調査得点

（GHQ 得点）が悪化していた一方で、職場環境改善群では精神健康調査得点が悪化することなく、また，自

覚的な仕事のパフォーマンスも向上していることが確認された。 

（科学的根拠：推奨１、２、ヒント１） 

 

 
 
 

Case2: 鉄鋼業における事例（日本）16) 

 

日本の大手製造業の技術・事務・研究開発の 45 部門を対象として労働者参加型の職場環境改善プログラム

を実施した。介入前後のストレス要因およびストレス反応を評価したところ、職場環境改善プログラムへの

参加を希望した 9部署が他の 36 部署と比べると、ホワイトカラーの女性において、技術の活用度、上司と同

僚のサポート、心身の訴え、職務満足感が良好に変化したことが認められた。指標の改善の程度は，場環境

改善活動への参加率が 50%以上の部署においてより顕著であり、改善活動に参加する従業員の割合が高いほ

ど、メンタルヘルス向上の効果も高い可能性が指摘された。 

（科学的根拠：推奨１、ヒント１、推奨４、ヒント３） 
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����������������推奨��� 

��� （��場�の����） 

職場環境改善の目的、方針、推進組織について事業場で合意形成します。 

��� （�����の����） 

問題指摘型は避け、問題解決型で取り組みます。 

�ン�� （�����の�体的な��） 

職場環境改善を実施する組織ないし部門の責任者の主体的な関与を引き出します。 

 

EVIDENCE（根拠） 

推奨１の根拠 
・ 職場環境改善に取り組む組織は、方針設定、計画づくり、実施チームづくりと実施・評価など共通の

プロセスで進むことが確認されました 38)。 
・ 労働者を対象に職場環境改善等を通じて介入、評価を行った研究から 、仕事の再設計、労働負

担の軽減、コミュニケーションの改善等の取り組みなど、組織に対するシステムアプローチにより、

労働者の健康が改善することが明らかになりました。9)。 
・ 職場環境改善を円滑に継続的に行っていくために、職場環境改善のための社内の仕組みづくり、すなわち

社内の方針の明確化と体制づくりと役割分担を行いました 36)。 
・ 職場環境改善の意思決定プロセスにおいて、労働者参加型で職場環境改善を伴う介入では、心理

社会的指標と健康指標が改善することが明らかになりました 9),15),17),16),35)。 
・ 管理監督者、人事・産業保健スタッフからなる職場ストレス低減のための「仕事委員会」を開催し、

大小様々なチーム等を作り、段階を追った作業手順と指揮系統の改善により、抑うつ症状や欠勤が改

善しました 15)。 

・ 改善活動に参加する従業員の割合が多いほど、メンタルヘルス向上に効果がありました 16)。 

推奨２の根拠 

・ 国内 14 事例の職場環境改善レビューから、職場環境改善に取り組む組織は、問題解決型のアプロー

チをとることに力点が置かれていることが明らかになりました 38)。 

・ 日本の製造業ラインに従事する労働者集団での、段階を追った問題解決型の参加型職場改善活動では、

自覚的な仕事のパフォーマンスも向上しました 35)。 

ヒント１の根拠 

・ 職場における職場環境改善を通じたストレス一次予防策の重要な手順のひとつとして、社長や工場

長などトップマネジメント層の支持や意思表明、があげられました 35), 38)。 
・ 職場環境改善を開始するにあたり、経営部門や人事部門と職場環境改善に関するニーズを話し合う

ことが推奨されました 35)。 

・ 組織や職場の理解を得るために、職場環境改善活動の意義やメリットを示し、段階的に進めること

が重要なことが指摘されました 41)。 

 

具体的な進め方 

・ 経営トップ等による意思表明の場を設け、職場環境改善の目的や方針について文書を作成します。 

・ 職場環境改善を進める担当部門を決めます。または、関連部門のスタッフから成るチームをつくりま

す。 

・ 職場環境改善の評価と改善の実施にあたっては評価のための指標を明確にします。目的はメンタルヘ

ルス改善と位置づけ、関連する指標としては人事部門（生産性向上、仕事の意義、欠勤率等）、健康

管理部門（ストレス調査結果、自覚症調査等での心身の訴え）などを検討します。 
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・ 職場環境改善活動を始める前に、管理監督者を対象とした集合研修などで職場環境改善がメンタルヘ

ルスに与える意義について情報提供します。 

・ プログラム立案では、ストレス調査等で労働者の健康状態の評価のみを実施する問題指摘型の取り組

みは避け、現状改善が問題解決型のアプローチをとることに力点を置きます。 

・ 職場環境改善活動への労働者の参加率が半数以上となるように工夫し、労働者参加型で対策への合意

形成が行われる方式（グループワーク、小集団・職場単位での参加など）で企画します。 

 

BOX 記事 

 

 

Case1：製造業における事例（日本）35) 

 

製造業の中規模事業場においてラインに従事する従業員を対象にストレス調査票と職場環境改善のため

のヒント集を活用した参加型職場環境改善活動によるメンタルヘルス改善効果を検討した。調査研究中に業

務量増大に伴う就業環境の悪化対象企業における生産活動が増加した結果、対照群では精神健康調査得点

（GHQ 得点）が悪化していた一方で、職場環境改善群では精神健康調査得点が悪化することなく、また，自

覚的な仕事のパフォーマンスも向上していることが確認された。 

（科学的根拠：推奨１、２、ヒント１） 

 

 
 
 

Case2: 鉄鋼業における事例（日本）16) 

 

日本の大手製造業の技術・事務・研究開発の 45 部門を対象として労働者参加型の職場環境改善プログラム

を実施した。介入前後のストレス要因およびストレス反応を評価したところ、職場環境改善プログラムへの

参加を希望した 9部署が他の 36 部署と比べると、ホワイトカラーの女性において、技術の活用度、上司と同

僚のサポート、心身の訴え、職務満足感が良好に変化したことが認められた。指標の改善の程度は，場環境

改善活動への参加率が 50%以上の部署においてより顕著であり、改善活動に参加する従業員の割合が高いほ

ど、メンタルヘルス向上の効果も高い可能性が指摘された。 

（科学的根拠：推奨１、ヒント１、推奨４、ヒント３） 
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第二章＜実施手順の基本ルールに関する推奨項目＞ 

��� （����の��） 

実施可能な改善策を立てるために、職場内外の良好事例を参考にします。 

��� （���������） 

改善策の検討や実施に労働者が参加できるように工夫します。 

��� （職場環境に��く���） 

心身の負担に関連する職場環境や労働条件に幅広く目配りして優先順位をつけ改善策を検討しま

す。 

 

EVIDENCE（根拠） 

推奨 3の根拠 

・ 職場環境改善を通じたストレス予防策に共通のステップとして、職場や同業種・職種の良好事例に学

ぶことが重要なポイントであることが明らかになりました 38)。 

・ 職場環境改善の具体例を示すために、すでに実施されている良好実践事例を収集し、改善活動に生か

しました 28）。 

・ 管理監督者研修において、職場環境改善の良好事例を情報提供しました 35）。 

推奨 4の根拠 

・ 労働者参加型の職場環境改善は、組織と個人の健康にともによい影響を与える科学的根拠が明らにな

りました 6),7),9),10),14),15),16),19),20),21),23),24),25),26),27),28),29),30),32),33),35),36),38),39),40),41)。 

・ 外部コンサルタント（職場のメンタルヘルスの専門家）が企画した労働者による委員会での職場環境

改善活動により、心理社会的指標（コントロール感、主観的パフォーマンスなど）や健康指標（心身

の健康状況改善、仕事ストレスの改善、欠勤率減少など）に効果がありました 3),4),18),21),25),34)。 

・ ドイツの“Health Circles”モデルに基づいた参加型介入では、小集団をいくつか作り、 2 週間に 1

回会議をして心理社会的ストレッサーを特定し，従業員と管理職に解決策を提言した結果、裁量権を

除く多くのストレス要因が良好な値を示しました 34)。 

・ 日本の製造業で対策群の職場上司と健康管理スタッフが会合を持ち、職場のストレス問題のリストア

ップと可能な対策案を検討し、対策を実行したところ介入群では抑うつの平均得点が非介群より有意

に低下しました 15)。 

推奨 5の根拠 

・ 心身の負担に関連する職場環境や労働条件に幅広く目を向けた改善により、健康指標の改善し、

比較群より低下率が低く抑えられました 6,21,24,34)。 

 英国の病院で個人レベルのストレスマネジメントトレーニングと職場のストレスを減らすための

改革案を提案するためのセッションを行った結果、個人の改革への意思（イノベーション）が有意

に改善し、仕事関連のストレインと精神的健康度が改善しました 6)。 

 オランダの製造業で健康増進プログラム（喫煙と運動）と心理社会的スキルトレーニングを組み合

わせた研究では、心理的要求度、コントロール、人間工学的環境が改善しました 21)。 

 ノルウェーの病院で作業手順、コミュニケーション、上司からのフィードバックの改善を参加型

ミーティングで提案することで仕事のストレスが改善しました 24)。 

 英国の警察官を対象とした、固定した12時間シフトのスケジュールに対する労働時間の柔軟化は、

ローテーションへの満足、精神的健健康の改善に寄与しました 34)。 

・ レビュー論文から、労働者参加型を用いない作業課題の再構築（見直し）による介入研究、たと

えば、多能工化（ひとりで複数の異なる作業や工程を遂行する技能の獲得）、権限の付与、作業

チーム再編成、生産ラインの変更のみの介入では、健康指標の改善につながらない場合や、むし

ろ悪化する可能性があることも示唆されました 2）。 
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具体的な進め方 

・ 対象とする組織/同業種にある良好実践から学びます。 

・ 産業医や産業保健スタッフによる職場巡視の際に、労働者のメンタルヘルス改善に役立っている、職

場ですでに行われている良好事例を収集し、整理します。 

・ 対策を実施する際には、次の改善のヒントとなるような改善事例良好実践集を作成、活用します。 

・ 小集団での活動や大小様々なチームでの従業員参加型活動の取り組みを推奨し、対象となった職場で

は、その半数以上の労働者が改善活動に参加する仕組みを作ります。 

・ 現場の心身の負担に対するさまざまな改善策を広くとりあげます。例えば際、作業計画への参加と情

報の共有、勤務時間と作業編成、円滑な作業手順、作業場環境、職場内の相互支援、安心できる職場

のしくみなどに注目します。 
・ 従業員参加型の職場改善を進める際には、外部コンサルタント（職場のメンタルヘルスの専門家等）

の協力を得ることを検討することもよいでしょう。 

 

BOX記事 
 

 

Case3：金融・保険業における事例（日本）28) 

 

日本の保険・金融業で管理監督者教育の一部として、職場環境改善ヒント集を利用した職場環境改善支援ワ

ークショップを開催し、ワークショップにて管理職が提案した職場環境改善の実施状況とその効果につい

て、6 ヵ月後にフォローアップ評価を行うプログラムを実施した。その結果、管理職自らが提案した改善策

の中で、ストレスの少ない働きやすい職場づくりに効果の高かったものとして、１）気軽にトイレに行くこ

とができる、または休憩できる状況を確保する、２）掲示板、業務計画表、日ごとの分担表などを活用して、

必要な情報が全員に伝わるようにする、３）パソコン機器を置く机の上や、足まわりにある書類や物を整理

整頓し、作業スペースを確保する、などが確認された。 

（科学的根拠：ヒント１、推奨 3、推奨 4、推奨 5、推奨 7、推奨 8） 

 

 

Case4: 医療サービス業における事例（日本）32) 

 

日本の 600 床の地域中核総合病院でメンタルヘルス対策に重点をおいた参加型職場環境改善プログラムを

開発・実施し、評価した。職場改善ヒント集と良好実践例を用いて医療従事者のグループ討議方式による改

善活動を病棟ごと実施したところ、1)安全確保対策・人間工学的改善、2)労働時間・勤務時間の再検討、3)

職場内外コミュニケーションの促進など 85 件以上の改善が行われた。ファシリテーターによる改善プロセ

ス評価の結果、段階を追った支援、多面的な低コスト改善とツール提供、現場の自主性重視が重要なステッ

プであることが明らかとなり、検討課題として自主的改善へのイニシアティブ支援のための時間の確保、事

例報告会の定期開催、担当者の負担感を軽減するための手順の標準化が課題とされた。 

（科学的根拠：推奨１、推奨 3、推奨 4、推奨 5、推奨７、ヒント 2、ヒント 3、推奨 8、ヒント 4） 
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第二章＜実施手順の基本ルールに関する推奨項目＞ 

��� （����の��） 

実施可能な改善策を立てるために、職場内外の良好事例を参考にします。 

��� （���������） 

改善策の検討や実施に労働者が参加できるように工夫します。 

��� （職場環境に��く���） 

心身の負担に関連する職場環境や労働条件に幅広く目配りして優先順位をつけ改善策を検討しま

す。 

 

EVIDENCE（根拠） 

推奨 3の根拠 

・ 職場環境改善を通じたストレス予防策に共通のステップとして、職場や同業種・職種の良好事例に学

ぶことが重要なポイントであることが明らかになりました 38)。 

・ 職場環境改善の具体例を示すために、すでに実施されている良好実践事例を収集し、改善活動に生か

しました 28）。 

・ 管理監督者研修において、職場環境改善の良好事例を情報提供しました 35）。 

推奨 4の根拠 

・ 労働者参加型の職場環境改善は、組織と個人の健康にともによい影響を与える科学的根拠が明らにな

りました 6),7),9),10),14),15),16),19),20),21),23),24),25),26),27),28),29),30),32),33),35),36),38),39),40),41)。 

・ 外部コンサルタント（職場のメンタルヘルスの専門家）が企画した労働者による委員会での職場環境

改善活動により、心理社会的指標（コントロール感、主観的パフォーマンスなど）や健康指標（心身

の健康状況改善、仕事ストレスの改善、欠勤率減少など）に効果がありました 3),4),18),21),25),34)。 

・ ドイツの“Health Circles”モデルに基づいた参加型介入では、小集団をいくつか作り、 2 週間に 1

回会議をして心理社会的ストレッサーを特定し，従業員と管理職に解決策を提言した結果、裁量権を

除く多くのストレス要因が良好な値を示しました 34)。 

・ 日本の製造業で対策群の職場上司と健康管理スタッフが会合を持ち、職場のストレス問題のリストア

ップと可能な対策案を検討し、対策を実行したところ介入群では抑うつの平均得点が非介群より有意

に低下しました 15)。 

推奨 5の根拠 

・ 心身の負担に関連する職場環境や労働条件に幅広く目を向けた改善により、健康指標の改善し、

比較群より低下率が低く抑えられました 6,21,24,34)。 

 英国の病院で個人レベルのストレスマネジメントトレーニングと職場のストレスを減らすための

改革案を提案するためのセッションを行った結果、個人の改革への意思（イノベーション）が有意

に改善し、仕事関連のストレインと精神的健康度が改善しました 6)。 

 オランダの製造業で健康増進プログラム（喫煙と運動）と心理社会的スキルトレーニングを組み合

わせた研究では、心理的要求度、コントロール、人間工学的環境が改善しました 21)。 

 ノルウェーの病院で作業手順、コミュニケーション、上司からのフィードバックの改善を参加型

ミーティングで提案することで仕事のストレスが改善しました 24)。 

 英国の警察官を対象とした、固定した12時間シフトのスケジュールに対する労働時間の柔軟化は、

ローテーションへの満足、精神的健健康の改善に寄与しました 34)。 

・ レビュー論文から、労働者参加型を用いない作業課題の再構築（見直し）による介入研究、たと

えば、多能工化（ひとりで複数の異なる作業や工程を遂行する技能の獲得）、権限の付与、作業

チーム再編成、生産ラインの変更のみの介入では、健康指標の改善につながらない場合や、むし

ろ悪化する可能性があることも示唆されました 2）。 
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具体的な進め方 

・ 対象とする組織/同業種にある良好実践から学びます。 

・ 産業医や産業保健スタッフによる職場巡視の際に、労働者のメンタルヘルス改善に役立っている、職

場ですでに行われている良好事例を収集し、整理します。 

・ 対策を実施する際には、次の改善のヒントとなるような改善事例良好実践集を作成、活用します。 

・ 小集団での活動や大小様々なチームでの従業員参加型活動の取り組みを推奨し、対象となった職場で

は、その半数以上の労働者が改善活動に参加する仕組みを作ります。 

・ 現場の心身の負担に対するさまざまな改善策を広くとりあげます。例えば際、作業計画への参加と情

報の共有、勤務時間と作業編成、円滑な作業手順、作業場環境、職場内の相互支援、安心できる職場

のしくみなどに注目します。 
・ 従業員参加型の職場改善を進める際には、外部コンサルタント（職場のメンタルヘルスの専門家等）

の協力を得ることを検討することもよいでしょう。 

 

BOX記事 
 

 

Case3：金融・保険業における事例（日本）28) 

 

日本の保険・金融業で管理監督者教育の一部として、職場環境改善ヒント集を利用した職場環境改善支援ワ

ークショップを開催し、ワークショップにて管理職が提案した職場環境改善の実施状況とその効果につい

て、6 ヵ月後にフォローアップ評価を行うプログラムを実施した。その結果、管理職自らが提案した改善策

の中で、ストレスの少ない働きやすい職場づくりに効果の高かったものとして、１）気軽にトイレに行くこ

とができる、または休憩できる状況を確保する、２）掲示板、業務計画表、日ごとの分担表などを活用して、

必要な情報が全員に伝わるようにする、３）パソコン機器を置く机の上や、足まわりにある書類や物を整理

整頓し、作業スペースを確保する、などが確認された。 

（科学的根拠：ヒント１、推奨 3、推奨 4、推奨 5、推奨 7、推奨 8） 

 

 

Case4: 医療サービス業における事例（日本）32) 

 

日本の 600 床の地域中核総合病院でメンタルヘルス対策に重点をおいた参加型職場環境改善プログラムを

開発・実施し、評価した。職場改善ヒント集と良好実践例を用いて医療従事者のグループ討議方式による改

善活動を病棟ごと実施したところ、1)安全確保対策・人間工学的改善、2)労働時間・勤務時間の再検討、3)

職場内外コミュニケーションの促進など 85 件以上の改善が行われた。ファシリテーターによる改善プロセ

ス評価の結果、段階を追った支援、多面的な低コスト改善とツール提供、現場の自主性重視が重要なステッ

プであることが明らかとなり、検討課題として自主的改善へのイニシアティブ支援のための時間の確保、事

例報告会の定期開催、担当者の負担感を軽減するための手順の標準化が課題とされた。 

（科学的根拠：推奨１、推奨 3、推奨 4、推奨 5、推奨７、ヒント 2、ヒント 3、推奨 8、ヒント 4） 
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�������の�����の������推奨��� 

��� （�場に������の��） 

職場の状況・タイミング・資源を考慮して具体的な改善策を検討します。 

��� （��ル��） 

現場の気づきやアイデアを引き出し、行動に移しやすい提案を促すことができるツールを活用し

ます。 

�ン�� （職場の���の��）  

継続的に改善の場が設定できるようにすでにある職場のしくみを活用します。（安全衛生委員会、

QC サークルなど） 

�ン�� （職場の����に���������） 

組織としての受け入れ体制や準備状況に応じた介入方法を選びます。 

 

EVIDENCE（根拠） 

推奨 6の根拠 

・ 職場環境改善を担当する部門は、職場の状況などを考慮しながら、研修や会議のスケジュールを設定

しました 35)。 

・ 職場が経営改善のためリストラを行うなど、経営状況が悪化する際に行われる参加型改善では健康指

標の改善効果が得られないことも指摘されました 12),13),25)。経営状況など外的要因が悪化している場

合の従業員参加型の取り組みの科学的根拠は弱い 35)と言えます。 

・ 組織編成が予定されている職場での介入は見合わせました 35)。 

・ 外部コンサルタント（職場のメンタルヘルスの専門家）が企画、設定した自発的参加の労働者主導の

委員会を活用して職場環境改善活動を進めました 3),4),15),16),18),25),32),35),38),41)。 

・ 人事，仕事のスケジューリング，トレーニング，部分的な予算管理の権限を与えられた，看護師によ

る委員会を開催し改善策を検討しました 8)。 

推奨 7の根拠 

・ 労働者参加型を促進するツールである良好事例、アクションチェックリストの活用、参加型のグル

ープ討議により、職場からの積極的な提言が得られました。また、自主提案であることから実施さ

れやすく、報告も関心を呼び、継続的改善に結び付けやすいことが確認されました 38)。 

・ 職場の話し合いやグループでの検討において、現場の気づきやアイデアを引き出すことに、アク

ションチェックリスト（職場ごとの主なリスクを洗い出して導き、低コストで効果的な改善策を具

体的に提案する参加型の取り組みを支援するツール）を活用しました 15),16),28),32),35),37),38),41)。 

・ 良好実践事例を示すことも職場環境改善を進めるツールであることが確認されました 28),35),37),38)。 

ヒント 2の根拠 

・ 安全衛生委員会を活用して、参加型職場環境改善の取り組みについて情報提供をしました 36),41)。 

・ 健康管理部門のスタッフが中心となって参加型職場環境改善プログラムの企画を立案しました 28),41)。 

・ 上司，人事スタッフ，医療スタッフからなる，ストレス低減「仕事委員会」を開催しました 15)。 

・ 職場の安全衛生研修や管理監督者研修に合わせて参加型職場環境改善のプログラムを開始しました
28),38)。 

ヒント 3の根拠 

・ 職場の受け入れや準備状況に合わせて段階的に職場環境改善を進めることでプログラム運営に役立

ちました 35),38),41)。 
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・ 米国の小売店では、それぞれの介入職場において、従業員代表者らが管理職と従業員の間の連絡係と

なり、チームコミュニケーション、仕事のスケジューリング、従業員間の衝突等が改善することで、

関連する健康指標が改善しました 30)。 

・ ノルウェーの病院で外部コンサルタント（職場のメンタルヘルス専門家）が司会となった従業員主導

の委員会を開催して、個人レベルのストレスマネジメントと身体負担軽減策を合わせた改善活動でメ

ンタルヘルスが向上しました 24)。 

・ オランダの製造工場では諮問委員会（従業員，管理職，研究者）で組織改革について討議し改善を進

めたところ、心理社会的尺度の改善、欠勤率の低下がみられました 21)。 

・ スウェーデンの公務員において、労働者の自律性やサポートを増加させ、ストレス源の減少を目指

すアクションプランを小集団による参加型活動で作成したところ、裁量度が改善し、身体的な健

康度も改善しました 29）。 

 

具体的な進め方 

・ 個人や職場の状況に見合った改善が行えるように、活動を始める際の宣言（キックオフ宣言）、グル

ープ討議の場の設定、発表会、評価などのスケジュールについてプログラムをきめ細かく設定し、運

用します。 

・ 衛生委員会、職場委員会、健康サークル、朝のミーティングなど、すでにある職場の話し合いの場面

を活用します。 

・ 問題のある職場に注目しすぎたり、職場のストレス対策のみに注目せず、一般的な労働条件改善の意

識を持ちながら、活動が進むように企画します。 

・ 改善を実施しやすく、職場の気づきや行動を促すことができるツールとして、職場条件に合わせた改

善ヒント集（チェックリスト）や、良好実例などを活用します。 

・ グループ討議結果や改善活動を記録しやすいようなワークシートを作成して活用します。 

・ 産業保健スタッフは、ツールを現地や現場で使われている言葉に書き換えるなどし、言葉を平易化し

ます。 

 

BOX 記事 

 

 

Case5: 職場ストレス対策の実情に対応しながら対策を進めた事例（現地化、地元化）（日本）41） 

 

自治体職場における職員のメンタルヘルス対策として一次予防を目的とした取り組みを企画した。 

職場環境改善によるストレス対策に取り組んだ初年度は、「忙しくて時間がない」「人員不足が問題

だ」などの声が噴出し、また「メンタルヘルス対策は専門家に任せるもの」との認識が強かった。その

ため、職員の健康管理室が中心となって、部局ごとに設置している安全衛生委員会（10 委員会）や関係

者に対して本取り組みの意義を積極的に説明し、実践の主体は職場であること、産業保健スタッフがサ

ポートしながら進めることを確認した。2 年次は職場でストレス対策を進める「グループリーダー」の

養成研修を実施し、徐々に対策が進んだ。3 年次は、本取り組みを労働安全衛生マネジメントシステム

（OSHMS）の一環と位置づけ、安全衛生委員などを対象に、職場のストレス要因に焦点をあてたストレ

スリスクアセスメント研修を実施するとともに、所属長等を対象に、グループリーダー養成研修を重点

的に実施した。 

仕事のストレス判定図や作業環境等とストレス反応の関係図や、職場環境改善のためのヒント集を活

用し、「働きやすい職場環境」をイメージしてもらいながら「何をどう改善すれば働きやすくなるか・

そのために自分たちでどのようなことができるか」という視点でグループワークを行った。職場での実

際の作業は「できるものからできる範囲で進めること」を基本に、強い目標管理を行わず職場の自発的

な取り組みを尊重して、職場環境改善の成果をあげることを狙いとした。 

3 年間で 91 職場のうち 43 職場から「233 の良好事例」の報告と「226 の改善提案」が行われた。健康

指標も改善した。 

（科学的根拠：推奨 1、ヒント 1、推奨 3、推奨 4、推奨 6、ヒント 2、ヒント 3、推奨 8、ヒント 4） 
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�������の�����の������推奨��� 

��� （�場に������の��） 

職場の状況・タイミング・資源を考慮して具体的な改善策を検討します。 

��� （��ル��） 

現場の気づきやアイデアを引き出し、行動に移しやすい提案を促すことができるツールを活用し

ます。 

�ン�� （職場の���の��）  

継続的に改善の場が設定できるようにすでにある職場のしくみを活用します。（安全衛生委員会、

QC サークルなど） 

�ン�� （職場の����に���������） 

組織としての受け入れ体制や準備状況に応じた介入方法を選びます。 

 

EVIDENCE（根拠） 

推奨 6の根拠 

・ 職場環境改善を担当する部門は、職場の状況などを考慮しながら、研修や会議のスケジュールを設定

しました 35)。 

・ 職場が経営改善のためリストラを行うなど、経営状況が悪化する際に行われる参加型改善では健康指

標の改善効果が得られないことも指摘されました 12),13),25)。経営状況など外的要因が悪化している場

合の従業員参加型の取り組みの科学的根拠は弱い 35)と言えます。 

・ 組織編成が予定されている職場での介入は見合わせました 35)。 

・ 外部コンサルタント（職場のメンタルヘルスの専門家）が企画、設定した自発的参加の労働者主導の

委員会を活用して職場環境改善活動を進めました 3),4),15),16),18),25),32),35),38),41)。 

・ 人事，仕事のスケジューリング，トレーニング，部分的な予算管理の権限を与えられた，看護師によ

る委員会を開催し改善策を検討しました 8)。 

推奨 7の根拠 

・ 労働者参加型を促進するツールである良好事例、アクションチェックリストの活用、参加型のグル

ープ討議により、職場からの積極的な提言が得られました。また、自主提案であることから実施さ

れやすく、報告も関心を呼び、継続的改善に結び付けやすいことが確認されました 38)。 

・ 職場の話し合いやグループでの検討において、現場の気づきやアイデアを引き出すことに、アク

ションチェックリスト（職場ごとの主なリスクを洗い出して導き、低コストで効果的な改善策を具

体的に提案する参加型の取り組みを支援するツール）を活用しました 15),16),28),32),35),37),38),41)。 

・ 良好実践事例を示すことも職場環境改善を進めるツールであることが確認されました 28),35),37),38)。 

ヒント 2の根拠 

・ 安全衛生委員会を活用して、参加型職場環境改善の取り組みについて情報提供をしました 36),41)。 

・ 健康管理部門のスタッフが中心となって参加型職場環境改善プログラムの企画を立案しました 28),41)。 

・ 上司，人事スタッフ，医療スタッフからなる，ストレス低減「仕事委員会」を開催しました 15)。 

・ 職場の安全衛生研修や管理監督者研修に合わせて参加型職場環境改善のプログラムを開始しました
28),38)。 

ヒント 3の根拠 

・ 職場の受け入れや準備状況に合わせて段階的に職場環境改善を進めることでプログラム運営に役立

ちました 35),38),41)。 
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・ 米国の小売店では、それぞれの介入職場において、従業員代表者らが管理職と従業員の間の連絡係と

なり、チームコミュニケーション、仕事のスケジューリング、従業員間の衝突等が改善することで、

関連する健康指標が改善しました 30)。 

・ ノルウェーの病院で外部コンサルタント（職場のメンタルヘルス専門家）が司会となった従業員主導

の委員会を開催して、個人レベルのストレスマネジメントと身体負担軽減策を合わせた改善活動でメ

ンタルヘルスが向上しました 24)。 

・ オランダの製造工場では諮問委員会（従業員，管理職，研究者）で組織改革について討議し改善を進

めたところ、心理社会的尺度の改善、欠勤率の低下がみられました 21)。 

・ スウェーデンの公務員において、労働者の自律性やサポートを増加させ、ストレス源の減少を目指

すアクションプランを小集団による参加型活動で作成したところ、裁量度が改善し、身体的な健

康度も改善しました 29）。 

 

具体的な進め方 

・ 個人や職場の状況に見合った改善が行えるように、活動を始める際の宣言（キックオフ宣言）、グル

ープ討議の場の設定、発表会、評価などのスケジュールについてプログラムをきめ細かく設定し、運

用します。 

・ 衛生委員会、職場委員会、健康サークル、朝のミーティングなど、すでにある職場の話し合いの場面

を活用します。 

・ 問題のある職場に注目しすぎたり、職場のストレス対策のみに注目せず、一般的な労働条件改善の意

識を持ちながら、活動が進むように企画します。 

・ 改善を実施しやすく、職場の気づきや行動を促すことができるツールとして、職場条件に合わせた改

善ヒント集（チェックリスト）や、良好実例などを活用します。 

・ グループ討議結果や改善活動を記録しやすいようなワークシートを作成して活用します。 

・ 産業保健スタッフは、ツールを現地や現場で使われている言葉に書き換えるなどし、言葉を平易化し

ます。 

 

BOX 記事 

 

 

Case5: 職場ストレス対策の実情に対応しながら対策を進めた事例（現地化、地元化）（日本）41） 

 

自治体職場における職員のメンタルヘルス対策として一次予防を目的とした取り組みを企画した。 

職場環境改善によるストレス対策に取り組んだ初年度は、「忙しくて時間がない」「人員不足が問題

だ」などの声が噴出し、また「メンタルヘルス対策は専門家に任せるもの」との認識が強かった。その

ため、職員の健康管理室が中心となって、部局ごとに設置している安全衛生委員会（10 委員会）や関係

者に対して本取り組みの意義を積極的に説明し、実践の主体は職場であること、産業保健スタッフがサ

ポートしながら進めることを確認した。2 年次は職場でストレス対策を進める「グループリーダー」の

養成研修を実施し、徐々に対策が進んだ。3 年次は、本取り組みを労働安全衛生マネジメントシステム

（OSHMS）の一環と位置づけ、安全衛生委員などを対象に、職場のストレス要因に焦点をあてたストレ

スリスクアセスメント研修を実施するとともに、所属長等を対象に、グループリーダー養成研修を重点

的に実施した。 

仕事のストレス判定図や作業環境等とストレス反応の関係図や、職場環境改善のためのヒント集を活

用し、「働きやすい職場環境」をイメージしてもらいながら「何をどう改善すれば働きやすくなるか・

そのために自分たちでどのようなことができるか」という視点でグループワークを行った。職場での実

際の作業は「できるものからできる範囲で進めること」を基本に、強い目標管理を行わず職場の自発的

な取り組みを尊重して、職場環境改善の成果をあげることを狙いとした。 

3 年間で 91 職場のうち 43 職場から「233 の良好事例」の報告と「226 の改善提案」が行われた。健康

指標も改善した。 

（科学的根拠：推奨 1、ヒント 1、推奨 3、推奨 4、推奨 6、ヒント 2、ヒント 3、推奨 8、ヒント 4） 
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������������推奨��� 

��� （�������と評価） 

職場環境改善の実施を継続させるために中間報告の提出を求めたり、期間を設定して実施状況

や成果を確認します。 

�ン�� （���� �イ�ル） 

職場環境改善の取り組みを計画・実施・評価・見直しのサイクルに組み込み、継続的に実施で

きるようにします。 
 

EVIDENCE（根拠） 

推奨 8 

・ 日本の製造業ラインに従事する労働者における段階を追った問題解決型の参加型職場改善活動によ

り、仕事のパフォーマンスが向上しました 35）。 

・ 管理監督者教育の一部として職場環境改善支援ワークショップを開催し、6 か月後にフォローアップ

評価を行うワークショップを開催しました 28）。 

・ 職種が異なった従業員代表者による小集団を職場のメンタルヘルス専門家等の外部スタッフが運営

し、2週間に 1回会議をして心理社会的ストレッサーを特定、従業員と管理職に解決策を提言しまし

た 4）。 

・ 行われた改善について表彰をしました 32）。 

ヒント 4 

・ 実施されている労働者参加型プログラムは、心身両面にわたるさまざまな職場のストレス要因に対し、

１）職場の合意形成、２）多領域の改善、３）改善報告会による継続改善が行われており、労働安全

衛生マネジメントシステム OSH-MS における計画、リスク評価・低減、記録と見直しに活用すること

ができることが確認されました 38)。 

・ 職場環境改善の取り組みを労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）の一環と位置づけ、企画、

実施、評価しました 36,41)。 

・ 職場環境改善の取り組みを労働安全衛生マネジメントシステム（OSH-MS）に基づき、「計画(P)－実施(D)

－評価(C)－改善(A)」という一連の過程をベースに、連続的かつ継続的に活動を推進しました 36)。 

 

 

具体的な進め方 

・ 職場環境改善の実施と評価は、初めから完璧な改善成果を求めずに段階的（ステップ・バイ・ス

テップ）に進め、必ずフォローアップ期間を設けます。フォローアップ期間は職場の状況に合わ

せて設定しますが、3～6 か月の期間が推奨されます。 
・ 成果を報告しあい、関係者全員に広くフィードバックします。 
・ 良好な取り組みは表彰するなどして、次への改善とつなげます。 
・ 職場環境改善を、事業場における心の健康づくり計画に位置付けます。労働安全衛生マネジメントシ

ステムが運用されているところは、その仕組みに乗せられるようにします。 
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BOX 記事 

 

 

 

Case6: 労働安全衛生マネジメントシステムにあわせた運用事例（日本）36) 

 

日本のＡ事業所では 2003 年より職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスアセスメントを行い、その結果

に基づき各職場で管理職を中心に職場の問題点を検討、改善活動を実施している。職場環境改善を円滑に継

続的に行っていくためには、職場環境改善の仕組みづくりと教育、特にキーパーソンである各職場の管理職

教育が重要と位置づけている。そこでは、労働安全衛生マネジメントシステム（OSH-MS）に基づき、社内の

方針を明確にして、組織づくりと役割分担を行う点や「計画(P)－実施(D)－評価(C)－改善(A)」という一連

の過程を基本に、連続的かつ継続的に活動を推進している。具体的には、年間計画に基づき実施、総務部安

全防災課が中心となって、各職場の対策案の実施、対策終了後の確認を行っている。本プログラムを開始し

た初年度は管理監督者対象に仕事のストレス判定図の見方と職場環境改善の具体的な進め方について集合教

育を行い、以降は、毎年新任管理職研修で職場環境改善に関する教育を実施している。また、職場構造や職

務内容に対応し対策を行いやすいように職場検討会や管理監督者からの要望を考慮して職場調査の単位を決

定し、事業所全体の調査結果は安全衛生委員会で報告されておる。各職場ではストレス調査結果の報告後、

職場単位で検討会が行われている。その結果、事業所全体の職業性ストレス簡易調査票による総合健康リス

ク指標は調査開始時（2003）の「111」から 2009 年度には「98」へ減少した。 

（科学的根拠：推奨１、２、ヒント１、推奨５、ヒント２、推奨８） 

 
 

 

 

Case7:自治体職場での年間労働安全衛生研修に合わせた取り組み 38) 

 

Ａ市が毎年実施している安全衛生研修において、メンタルヘルスアクションチェックリスト（MHACL）を利用

した職場改善活動の取り組みが行われた。6 ヶ月にわたる安全衛生研修の期間中、参加職場の労使の代表者

は、5日間の集合研修に参加し、労働安全衛生に関する基本知識の習得と、MHACL を活用した職場環境改善に

取り組み、活動経験を交流した。5日間の研修日程は、導入研修(2 日間)、2回の中間報告会(各 1日間)、最

終発表会(1日間)であった。研修 6ヶ月後には、15職場にて計 45 事例の職場環境改善が行われたことが報告

された。そのうち、研修で提案した職場環境改善を実施していた職場は 11 職場（73％）であり、45 例の職

場環境改善事例のうち研修で提案した職場環境改善は 33 事例（73％）であった。MHACL の利用と 6ヶ月間の

フォローアップで、職場環境改善を支援できることが確認された。 

（科学的根拠：ヒント１、推奨３、推奨５、ヒント２） 
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������������推奨��� 

��� （�������と評価） 

職場環境改善の実施を継続させるために中間報告の提出を求めたり、期間を設定して実施状況

や成果を確認します。 

�ン�� （���� �イ�ル） 

職場環境改善の取り組みを計画・実施・評価・見直しのサイクルに組み込み、継続的に実施で

きるようにします。 
 

EVIDENCE（根拠） 

推奨 8 

・ 日本の製造業ラインに従事する労働者における段階を追った問題解決型の参加型職場改善活動によ

り、仕事のパフォーマンスが向上しました 35）。 

・ 管理監督者教育の一部として職場環境改善支援ワークショップを開催し、6 か月後にフォローアップ

評価を行うワークショップを開催しました 28）。 

・ 職種が異なった従業員代表者による小集団を職場のメンタルヘルス専門家等の外部スタッフが運営

し、2週間に 1回会議をして心理社会的ストレッサーを特定、従業員と管理職に解決策を提言しまし

た 4）。 

・ 行われた改善について表彰をしました 32）。 

ヒント 4 

・ 実施されている労働者参加型プログラムは、心身両面にわたるさまざまな職場のストレス要因に対し、

１）職場の合意形成、２）多領域の改善、３）改善報告会による継続改善が行われており、労働安全

衛生マネジメントシステム OSH-MS における計画、リスク評価・低減、記録と見直しに活用すること

ができることが確認されました 38)。 

・ 職場環境改善の取り組みを労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）の一環と位置づけ、企画、

実施、評価しました 36,41)。 

・ 職場環境改善の取り組みを労働安全衛生マネジメントシステム（OSH-MS）に基づき、「計画(P)－実施(D)

－評価(C)－改善(A)」という一連の過程をベースに、連続的かつ継続的に活動を推進しました 36)。 

 

 

具体的な進め方 

・ 職場環境改善の実施と評価は、初めから完璧な改善成果を求めずに段階的（ステップ・バイ・ス

テップ）に進め、必ずフォローアップ期間を設けます。フォローアップ期間は職場の状況に合わ

せて設定しますが、3～6 か月の期間が推奨されます。 
・ 成果を報告しあい、関係者全員に広くフィードバックします。 
・ 良好な取り組みは表彰するなどして、次への改善とつなげます。 
・ 職場環境改善を、事業場における心の健康づくり計画に位置付けます。労働安全衛生マネジメントシ

ステムが運用されているところは、その仕組みに乗せられるようにします。 
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BOX 記事 

 

 

 

Case6: 労働安全衛生マネジメントシステムにあわせた運用事例（日本）36) 

 

日本のＡ事業所では 2003 年より職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスアセスメントを行い、その結果

に基づき各職場で管理職を中心に職場の問題点を検討、改善活動を実施している。職場環境改善を円滑に継

続的に行っていくためには、職場環境改善の仕組みづくりと教育、特にキーパーソンである各職場の管理職

教育が重要と位置づけている。そこでは、労働安全衛生マネジメントシステム（OSH-MS）に基づき、社内の

方針を明確にして、組織づくりと役割分担を行う点や「計画(P)－実施(D)－評価(C)－改善(A)」という一連

の過程を基本に、連続的かつ継続的に活動を推進している。具体的には、年間計画に基づき実施、総務部安

全防災課が中心となって、各職場の対策案の実施、対策終了後の確認を行っている。本プログラムを開始し

た初年度は管理監督者対象に仕事のストレス判定図の見方と職場環境改善の具体的な進め方について集合教

育を行い、以降は、毎年新任管理職研修で職場環境改善に関する教育を実施している。また、職場構造や職

務内容に対応し対策を行いやすいように職場検討会や管理監督者からの要望を考慮して職場調査の単位を決

定し、事業所全体の調査結果は安全衛生委員会で報告されておる。各職場ではストレス調査結果の報告後、

職場単位で検討会が行われている。その結果、事業所全体の職業性ストレス簡易調査票による総合健康リス

ク指標は調査開始時（2003）の「111」から 2009 年度には「98」へ減少した。 

（科学的根拠：推奨１、２、ヒント１、推奨５、ヒント２、推奨８） 

 
 

 

 

Case7:自治体職場での年間労働安全衛生研修に合わせた取り組み 38) 

 

Ａ市が毎年実施している安全衛生研修において、メンタルヘルスアクションチェックリスト（MHACL）を利用

した職場改善活動の取り組みが行われた。6 ヶ月にわたる安全衛生研修の期間中、参加職場の労使の代表者

は、5日間の集合研修に参加し、労働安全衛生に関する基本知識の習得と、MHACL を活用した職場環境改善に

取り組み、活動経験を交流した。5日間の研修日程は、導入研修(2 日間)、2回の中間報告会(各 1日間)、最

終発表会(1日間)であった。研修 6ヶ月後には、15職場にて計 45 事例の職場環境改善が行われたことが報告

された。そのうち、研修で提案した職場環境改善を実施していた職場は 11 職場（73％）であり、45 例の職

場環境改善事例のうち研修で提案した職場環境改善は 33 事例（73％）であった。MHACL の利用と 6ヶ月間の

フォローアップで、職場環境改善を支援できることが確認された。 

（科学的根拠：ヒント１、推奨３、推奨５、ヒント２） 
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はじめに 
 
職場環境改善活動の推進は、平成 14 年度～16 年度の厚生労働省科学研究費補助金労

働安全衛生総合研究事業「職場環境等の改善等によるメンタルヘルス対策に関する研究」

において、その方法が整理・開発され、成果物として実践的なマニュアルがまとめられて

います。導入時には「職場環境等の改善対策の導入・展開のためのマニュアル」、職場の

ストレス評価には「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニ

ュアル」、有効な展開のための「職場環境改善のためのヒント集」、「職場環境改善ファ

シリテータの手引き」を活用することができます。 
しかし現状としては、職場環境改善を実施する事業所は回答事業所の 20.5％と、教育

研修などの他施策と比べて低く（平成 19 年労働者健康状況調査）、浸透に課題がありま

す。メンタルヘルスケアに取り組んでいない事業所の理由として「専門スタッフがいない」

「取り組み方がわからない」が挙げられていることから、職場環境改善においても、より

わかりやすく、職場の人で進められるノウハウを整備することが必要と考えられます。ま

た、活動の継続展開が難しいという声もありますので、継続するためのポイントも押さえ

る必要があります。 
 研究報告がまとめられた平成 16 年度以降も、職場環境改善活動を実施した事業所や

職場ではその有効性がさらに確認されており、平成 21 年度～23 年度の同研究事業「職場

のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」では、各国の研究成果

をまとめて科学的根拠に基づく職場環境等の評価と改善の普及・浸透のためのガイドライ

ンがまとめられています。 
 本マニュアルは、職場環境改善活動のコーディネータやファシリテータに向けて、

専門知識がなくても効果的な活動を継続していけるためのノウハウをまとめたものです。

前提として、本マニュアルでは「参加型」の検討会を用いた職場環境改善の実施を念頭に

おいています。労働者参加型の職場環境改善活動は、パフォーマンスの向上やストレス低

減などに効果がみとめられており、ガイドラインでも推奨されています。そして、活動継

続のために特に重要と思われるポイントへの解説を中心にして、全体の進め方をご紹介し

ています。これらのポイントは、既に職場環境改善活動を実施している企業との意見交換

を経て抽出されました。これから参加型職場環境改善活動を進める事業所も、すでに取り

組み始めた事業所でも、本マニュアルが効果的な職場環境改善のための一助となれば幸い

です。 
 
 
メンタルヘルスのための職場環境改善の効果的・効率的な進め方の検討ワーキンググループ 

（職場環境改善の継続展開のためのファシリテータ・コーディネータ用ポイントマニュアル作成チーム） 

◎小林由佳、川上憲人、島津明人、津野香奈美、今村幸太郎、〇吉川徹 
（◎は本マニュアル作成代表者、○は分担研究者） 
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１�職場環境改善活動の��の�� 

職場環境改善の進め方は、基本的に「①対策の合意形成」→「②参加と周知」→「③

対策の討議と立案」→「④対策の実施と記録」→「⑤経営の見地での見直し」の順に進め

ていきます（マニュアル、吉川ら 2010）。これらのプロセスに期間の目安を加えて図に

したものが図１です。ここでは、「評価」段階や「上司教育」の段階も含めています。評

価段階では、職場のストレス判定図などの職業性ストレス調査から職場の状況を明らかに

しておくことにより、「参加と周知」を促し、「対策の討議と立案」の際の参考資料とす

ることをねらいとしています。上司教育段階は、職場環境改善のキーパーソンである所属

長の理解と意識づけのために設けています。ここでは、職業性ストレス評価の結果のフィ

ードバックとして、「調査の目的と概要」「結果とその見方」「結果に基づく職場環境改

善活動についての説明」などを職場の管理監督者（所属長）に説明し、職場環境改善方法

の教育をすることができます。所属長への事前ヒアリングや職場の準備状態については、

後の項目で解説します。対策討議と立案後は、計画を周知し、1 ヵ月後、3 ヶ月後、6 ヵ月

後を目安にフォローアップをすることが、対策の実効性を高めることに役立ちます。これ

らの流れをＰＤＣＡサイクルとして一年に一回まわしていきます。労働衛生マネジメント

システムの一部として設定するのも有効です。 
合意形成の段階における方法やツールの詳細は「職場環境等の改善対策の導入・展開

のためのマニュアル」、職業性ストレスの評価方法、結果のフィードバックの方法につい

ては「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」、参

加型職場環境改善検討会の内容と方法については「職場環境改善ファシリテータの手引

き」もご参照ください。 
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２���的�活動��のた�の 4 �の���� 

 職場環境改善活動の継続が難しい理由として、「時間が取れない」「ファシリテー

タをできる人がいない」「対応の必要な部署が実施しない／マネジメントサイドの意欲が

低い」「担当部門の役割分担と連携が難しい／実施担当者が替わると続かない」「すぐに

大きな効果が見えない」といったことが挙げられます。これらの課題に対応するために、

ここでは職場環境改善活動を継続するために必要なポイントを４つにまとめていきます。 
 

２－１ 活動の目的と位置づけおよび推進部署間の役割分担と連携の明確化 

（ガイドラインとの対応：推奨１（事業場での合意形成）） 
合意形成の段階で、職場環境改善活動で何を目指し、どのような活動として位置づけ

るかは、その後の運用に影響します。継続可能で実効的な取り組みとするためには、事業

所のビジョンと合致した活動・施策として位置づけ、目的を明記し、体制を組むことが必

須です。事業所のビジョンと合致した活動・施策とは、具体的には疾病予防（ストレス低

減）、生産性向上（活性化、コミュニケーション）、リスクマネジメント（休業・離職予

防）などが挙げられます。これらを組み合わせて設定することもありますが、重点をどこ

に置くかを検討したほうがいいでしょう。重点をどこに置くかにより、施策の位置づけと

関わる部門が定まります。疾病予防であれば産業保健スタッフが中心になりますし、生産

性向上やリスクマネジメントであれば人事部門が中心となって設定する必要が出てくる

でしょう。職場環境改善活動は、働き方や人材マネジメントのあり方、ストレスおよび生

産性に広く関わる活動ですので、例えば全体の計画を人事部門が、専門的な支援を産業保

健スタッフや外部専門家が担当するなど、関係部門の連携が必要になります。 
 

２－２ 管理監督者の意識づけと職場の改善準備状態に合わせた対応 

（ガイドラインとの対応：ヒント１（部門責任者の主体的な関与）、 
ヒント３（職場の準備状況にあわせたアプローチ）） 

職場環境改善活動は、そのキーパーソンである管理監督者（所属長）の関心と職場の

ストレス状態および人間関係によって活動の成否が異なります。なかでも、管理監督者の

意識づけは重要なポイントです。職場環境改善活動で管理監督者がメンバーの意見を聞か

なければ現実的な対策にはつながりませんし、提案された対策が実行されなければ（所属

員が実行するためのサポートがなければ）、所属員は失望し、改善意欲と信頼感を低下さ

せてしまいます。 
ここでは、管理監督者への意識づけのための工夫として、職場ヒアリングの方法と、

職場の状態に合わせた対応を行うための「改善準備状態」の評価の目安をご紹介します。 
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１）職場ヒアリング 

いきなり職場環境改善検討会を実施する前に、管理監督者（所属長）と事前打ち合わ

せを兼ねたヒアリングを行うことが、その後の検討会を充実させます。職場を良くしてい

くために、管理監督者（所属長）も日々マネジメントを行っているところであり、その日

頃の取り組みに配慮することが大切です。そのうえで、所属員によるグループワークを行

うことで、所属員の課題意識の具体的な把握がでること、当事者意識が醸成され課題対策

の実行性が高まること（集団での目的意識と責任感につながる）、職場サポートが向上す

ること（本音で語り合うことによりサポートしやすい土壌ができる）を説明します。また、

所属長がマネジメントに苦慮している点もあるでしょうから、それらを充分聞き取り、一

緒に解決していこうとする姿勢も必要です。 
その他、意識を促すために、声かけを誰がするか、職業性ストレスの評価などの数値

結果を用いるかなど、実施サイドのチームで検討しておきましょう。以下に、職場ヒアリ

ングの一例をご紹介します。 
 
【職場ヒアリングの目的】 

 １．所属の状況・状態を把握し、今後の支援に役立てるため 
 ２．所属長の考えや訴えを聞き取り、必要な情報提供と対策の提案をするため 
 ３．改善の方向性を共有し、検討会において効率的な議論運びをするため 
  

【参加者と対応者】 
参加者： 所属長と管理監督者（任意） 
対応者： 産業保健スタッフ 
 

図２ 職場ヒアリングの流れ 

 

対象職場の
選定

• ※ファシリテータが中心となってセッティング

• 改善準備状況、希望有無などから選定

• ヒアリング日時・場所の設定

ヒアリング実
施

• ストレスチェックなどからみた状況の説明と所属長の受け止めのヒアリング

• 背景、職場の状況のヒアリング

• 現在取り組んでいること、今後の取り組みの構想・プランのヒアリング

• 職場環境改善検討会の希望

• ⇒ありの場合は、事前打ち合わせへ／なしの場合は所属長による対応のヒアリング

検討会の事
前打ち合わ

せ

• 大まかな流れの説明

• 検討会のテーマ（検討内容）と目標

• （ストレスチェックの結果がある場合）参加者に公表する結果

• グループ編成

• 準備事項
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健スタッフや外部専門家が担当するなど、関係部門の連携が必要になります。 
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なければ現実的な対策にはつながりませんし、提案された対策が実行されなければ（所属

員が実行するためのサポートがなければ）、所属員は失望し、改善意欲と信頼感を低下さ

せてしまいます。 
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２）職場環境改善準備状態に合わせた対応 

職場環境改善活動の継続のためにもうひとつ重要な点は、職場の状態に合わせた対応

をすることです。一律に全員集合して職場について話し合おうとしても、目の前の明らか

に改善すべき問題が手付かずの場合や、所属員の間にマネジメントに対する不信感や不満

感が高まっている状態だと、前向きに検討する気持ちになりません。議論をしたとしても、

表面的な、体裁を整えるだけの対策案になってしまうことでしょう。そのような職場では、

まず目の前の問題解決に向けて着手し、時機を見て所属員間での意識共有や課題抽出を図

るようにすることが必要です。また、問題が生じてもマネジメント機能として管理監督者

が率先して対応し、所属員間でも自発的に意見を出し合う風土ができている職場では、職

場環境改善の検討会を業務の一部として取り込むことができます。通常行っていることが

体系化されたにすぎず、スムーズに受け入れられることでしょう。 
このように、職場の状態によって必要な対応が異なってきますので、この状態を「職

場環境改善準備状態」として設定し、その段階ごとに望ましい対応を整理しました。状態

をとらえるための考え方を図３に、各状態での対応の目安を表１に示しています。 
 

図３ 職場環境改善準備状態の捉え方 

明確な問題※があるか？

高いストレス反応※を示しているか？

noyes

noyes

yesno

マネジメントは
機能※しているか？

マネジメントは
機能※しているか？

yesno

改善準
備状態

問題への
対処

感情の
吐き出し

課題抽出
と共有

仕事の棚卸しと業
務分担の明確化

全員関与の
職場づくり

対応策

①問題顕在
化の状態

②不満鬱積
状態

③組織の疲弊
状態

④個別の改善準
備良好の状態

⑤組織の改善準
備良好の状態

 
≪補足≫ 
※「明確な問題」 

メンタルヘルス不調による休復職を繰り返す人がいて周囲が対応に困っている、人

間関係のこじれがあるなど、協働作業を行う前に解決することが必要な問題 
※「高いストレス反応」 

ストレス調査などにより、職場全体で疲労感、イライラ感、不安感、抑うつ感、活

気の低さなどが見られている状態 
※「マネジメントの機能」 

普段の聞き取り、人員配置状況、ストレス調査による上司の支援指標などから総合

的に判断（上司が多忙で席にいない、部下の数が多すぎる、分散職場、上司の専門

分野でない業務などではマネジメントの機能が低下しやすい） 
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表１．職場環境改善準備状態への対応 

職場環境改善準備

状態による対応策 
目標 方法 

参加型職場環境改善

検討会の留意点 
専門職の関与

①問題への対処 問題となっている事

象の解決・周囲への

影響のコントロール

マネジメントによる

個別対応 
問題の解決段階によ

り時期と参加メンバ

ーを考慮 

必要 

②感情の吐き出し マネジメントの意識

づけと、メンバーの

感情の吐き出しおよ

び課題の把握 

マネジメントによる

個別対応、または参

加型職場環境改善検

討会 

ガス抜き・情報共有

を目的として実施 
参加メンバーを考慮 

必要 

③課題抽出と共有 職場の課題の抽出・

共有と対策検討 
参加型職場環境改善

検討会 
繁忙期などの時機を

考慮 
（望ましい） 

④仕事の棚卸しと

業務分担明確化 
お互いの作業状況、

困りごとの共有、相

互理解と対策検討 

参加型職場環境改善

検討会 
業務の一部として組

み込み 
必要 

⑤全員関与の職場

づくり 
より働きやすく働き

がいのある職場に向

けての創意工夫 

参加型職場環境改善

検討会 
業務の一部として組

み込み 
（望ましい） 

 
参加型職場環境改善を実施する際には、希望する職場を対象に行うか、全ての職場で

行うかも検討の必要なところです。希望する職場を対象にする場合は、モチベーションが

高い職場で行うことになるため、成功しやすいというメリットがありますが、対応が必要

な職場が希望するとは限らず、実施につながらない可能性もあります。全体で実施する場

合は、対応の必要な職場でも取り組まれますが、「やらされ感」につながるリスクがあり

ます。そうならないためには、事業所の施策として明確に位置づけ、職場環境改善活動を

続けることが職場にとっても利益が大きいことを全員が理解していることが必要です。 
また、③、④、⑤の状態で参加型職場環境改善を実施する際は、所属員全員で検討会

に参加することが効果的です（Kobayashi et.al., 2008）。改善点の検討、対策方法の検討

において、関係する所属員で合意が得られていなければ、対策を実施する段階で協力が得

られなかったり反対の声が出たりして停滞してしまうことが考えられます。 
 

２－３ ファシリテータを中心とした、実効性の高い取り組みの展開 

（ガイドラインとの対応：推奨２（問題解決型の取り組み）、推奨４（労働者参加型で実

施）、推奨８（フォローアップと評価）） 

１）各担当の役割 

職場環境改善活動の継続を難しくする実施側の要因として、ファシリテータやコーデ

ィネータの役割が不明確であることもあります。基本的には、全体の企画をする「コーデ

ィネータ」、議論を促す「ファシリテータ」、対策の実施をサポートする「推進担当者」

に分けられます。それぞれの役割を表２でご確認ください。 

− 246− − 247−



平成 23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」研究班 

科学的根拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン（職場環境等の評価と改善の浸透・普及編） 

 

 6

２）職場環境改善準備状態に合わせた対応 

職場環境改善活動の継続のためにもうひとつ重要な点は、職場の状態に合わせた対応

をすることです。一律に全員集合して職場について話し合おうとしても、目の前の明らか

に改善すべき問題が手付かずの場合や、所属員の間にマネジメントに対する不信感や不満

感が高まっている状態だと、前向きに検討する気持ちになりません。議論をしたとしても、

表面的な、体裁を整えるだけの対策案になってしまうことでしょう。そのような職場では、

まず目の前の問題解決に向けて着手し、時機を見て所属員間での意識共有や課題抽出を図

るようにすることが必要です。また、問題が生じてもマネジメント機能として管理監督者

が率先して対応し、所属員間でも自発的に意見を出し合う風土ができている職場では、職

場環境改善の検討会を業務の一部として取り込むことができます。通常行っていることが

体系化されたにすぎず、スムーズに受け入れられることでしょう。 
このように、職場の状態によって必要な対応が異なってきますので、この状態を「職

場環境改善準備状態」として設定し、その段階ごとに望ましい対応を整理しました。状態

をとらえるための考え方を図３に、各状態での対応の目安を表１に示しています。 
 

図３ 職場環境改善準備状態の捉え方 
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メンタルヘルス不調による休復職を繰り返す人がいて周囲が対応に困っている、人

間関係のこじれがあるなど、協働作業を行う前に解決することが必要な問題 
※「高いストレス反応」 

ストレス調査などにより、職場全体で疲労感、イライラ感、不安感、抑うつ感、活

気の低さなどが見られている状態 
※「マネジメントの機能」 

普段の聞き取り、人員配置状況、ストレス調査による上司の支援指標などから総合

的に判断（上司が多忙で席にいない、部下の数が多すぎる、分散職場、上司の専門
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平成 23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」研究班 

科学的根拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン（職場環境等の評価と改善の浸透・普及編） 

 

 7

表１．職場環境改善準備状態への対応 
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ーを考慮 

必要 
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施）、推奨８（フォローアップと評価）） 

１）各担当の役割 

職場環境改善活動の継続を難しくする実施側の要因として、ファシリテータやコーデ

ィネータの役割が不明確であることもあります。基本的には、全体の企画をする「コーデ

ィネータ」、議論を促す「ファシリテータ」、対策の実施をサポートする「推進担当者」

に分けられます。それぞれの役割を表２でご確認ください。 
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表２ 各担当者の役割 

段階 

コーディネータ 
�全体の企画推進� 

（人事担当者、安全衛生担当者、

産業保健の専門職など） 

ファシリテータ 
�検討会の推進� 

（産業保健スタッフ、産業保健

の専門職、職場の担当者など）

推進担当者 
（職場の担当者など） 

または所属長 
�対策の進捗管理�

合意形成 ・事業所の活動としての位置

づけ、企画 
・ファシリテータ設定と教育

・ファシリテータ教育受

講 
 

事前準備 
（評価、 
上司教

育） 

※コーディネータとファシリテータで分担 
・各職場の状況把握 
・結果のフィードバックと上司教育 
・職場ヒアリングと職場環境改善状態の検討 
・検討会の進め方について所属長と事前検討 

・事前に担当役割付

与 

対策討議

と立案 
・事業所全体の対策推進事項

の管理とサポート 
・参加型職場環境改善の

推進（参加者への教育と

グループワークのファシ

リテーション） 

・推進事項の実施に

関する記録 
・所属員への推進の

促し 
状況確認 ・対策進捗状況のとりまとめ

・取り組みの効果評価 
・推進事項の進捗状況の

確認 
・取り組みの効果評価 

・推進事項の進捗状

況の管理 

 
コーディネータとファシリテータ、ファシリテータと推進担当者はそれぞれ重なる役

割がありますが、事業所の体制によって分担を調整することになります。 
これらの役割の中でも、特に重要なのは現場と直に接するファシリテータの役割です。

ファシリテータが効果的なワークショップのプランニング、適切な参加者の選定、グルー

プワークの進行と議論の活性化を行うことで、参加型職場環境改善の議論の質や対策の実

行可能性が左右されます。有効なファシリテーションを行うためには、専門知識とともに

これらのスキルをもち、改善を持続させるための効果的なフォローアップと活動評価を行

うことが求められます（Kogi, 1996, Tsutsumi et.al., 2008）。ただし、他業務と兼任で行

うファシリテータが殆どでしょうから、次項を参考に、効率的にファシリテーションスキ

ルのポイントを押さえてください。 
コーディネータは、ファシリテータや推進担当者のモチベーション維持にも留意して

ください。職場環境改善検討会には事前、事後の作業が多く、かつ短期的な効果が見られ

ない場合もありますので、結果により得られる達成感のみでなく、ファシリテーションの

経験を業務評価の対象に入れる、定期的な交流会を図る、などのモチベーション管理の工

夫が必要です。また、担当者が替わるときは、活動の意義も含めてきちんと引継ぎがなさ

れるよう配慮しましょう。 
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２）議論を活性化するファシリテーティングスキルのポイント 

ここでは、職場環境改善検討会の準備から、フォローアップまでの流れの中で、職場環

境改善検討会での議論を活性化するためのポイントをまとめます。 

【実施前】 

A．参加者への実施の周知 
・実施の 1 週間前までに、検討会実施日時、場所、主旨を事前に説明します。 
・検討会の主旨と流れをまとめた事前配布資料を作ったり、「職場環境改善のための

ヒント集」を事前に配布して記入してもらうことも、当日の議論を円滑に進めるコ

ツです。 
 

B．部屋、機材の準備 
・GW のための部屋の確保をしておきます。可能であれば、他グループの検討内容に

引きずられないよう、グループごとに部屋を確保することが望ましいですが、それ

が難しければ、お互いが議論の邪魔にならないよう距離を置いて設定します。 
・機材（説明用・結果発表用の PC とプロジェクタまたは OHP、ポインタ、マイクな

ど）を準備します。 
 
C．説明用資料の作成 
・当日説明する資料を作ります。資料には、事業所における活動の目的と位置づけ、

職業性ストレスの考え方、職業性ストレスの評価結果（開示内容は所属長と事前検

討）、職場環境改善の方法と改善事例、ツールの使い方、GW の進め方とルール、

などの内容を入れ込むことが有効です。 
 
D．喋りやすくする演出 
・リラックスして話しやすい環境づくりのために、飲み物やお菓子を用意しておきま

す。 
・所属長との事前検討により、グループ編成を工夫します（役職等が同等の立場の人

でグループを作る、話しにくい人を離して設定する、など） 
 

【検討会当日】 

A．資料の配布 
・講義資料他当日配布用資料、改善対策シート、アンケート（実施する場合）を持参

し配布します。 
 ※GW で PC を使う場合、改善対策シートはデータファイルの状態で直接議論を打

ち込むようにすると、まとめが楽になります 
 
B．グループワークのルール設定 
・GW の進行上の役割分担とチーム名を設定するようにして、アイスブレイクができ

るようにします。このとき、「少し笑えるチーム名」を設定するなど、リラックス
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表２ 各担当者の役割 
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これらのスキルをもち、改善を持続させるための効果的なフォローアップと活動評価を行

うことが求められます（Kogi, 1996, Tsutsumi et.al., 2008）。ただし、他業務と兼任で行
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・機材（説明用・結果発表用の PC とプロジェクタまたは OHP、ポインタ、マイクな

ど）を準備します。 
 
C．説明用資料の作成 
・当日説明する資料を作ります。資料には、事業所における活動の目的と位置づけ、

職業性ストレスの考え方、職業性ストレスの評価結果（開示内容は所属長と事前検

討）、職場環境改善の方法と改善事例、ツールの使い方、GW の進め方とルール、

などの内容を入れ込むことが有効です。 
 
D．喋りやすくする演出 
・リラックスして話しやすい環境づくりのために、飲み物やお菓子を用意しておきま

す。 
・所属長との事前検討により、グループ編成を工夫します（役職等が同等の立場の人

でグループを作る、話しにくい人を離して設定する、など） 
 

【検討会当日】 

A．資料の配布 
・講義資料他当日配布用資料、改善対策シート、アンケート（実施する場合）を持参

し配布します。 
 ※GW で PC を使う場合、改善対策シートはデータファイルの状態で直接議論を打

ち込むようにすると、まとめが楽になります 
 
B．グループワークのルール設定 
・GW の進行上の役割分担とチーム名を設定するようにして、アイスブレイクができ

るようにします。このとき、「少し笑えるチーム名」を設定するなど、リラックス
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できるよう配慮します。また、進行、書記、タイムキーパー、発表などの役割があ

ることで、責任を持って議論に加わることが促されます。 
・意見の引き出しを阻害する言動を抑えます。発言の独占、批判、個人攻撃、評論家

的態度をしないことを発言のルールにします。 
 ・GW での作業内容、検討の手順と到達点を明確にします。「職場環境改善のための

ヒント集」、改善対策シート、職業性ストレスの評価結果などを用いて、「何を」

「どこまで」「どのように」議論するかを明確にします。また、検討の手順をタイ

ムテーブルにして示し、いつでも見える場所に置いておくといった工夫や、タイム

テーブルの中に「職場環境改善のためのヒント集」への意見を共有する時間を盛り

込むことで、「意見を出さないわけにいかない仕掛け」をつくることもできます。 
 
C．議論の進行のサポート 
・発言していない人には発言の機会を与えるなどして、皆が発言できるよう促します。 

  ・出てきた意見を復唱して、活発な雰囲気を作り出したり、発言をさえぎらないよう

留意することで、「自分の意見が受け止められている」という空気を作ります。 
  ・発言が活発になってからは、余計な口を挟まないようにし、取りまとめ役に徹する

ようにします。 
  ・議論が脱線したときは、簡単に議論を要約してそれまでの議論をまとめ、次の展開

を促すなどして、軌道修正します。 
  ・批判や個人攻撃など、発言のルール違反が出たら、「この状況で、自分たちにでき

ることは何でしょうか」などと解決のための意見を出すよう促し、建設的な意見に

変換します。 
  ・抽象的な議論になったら、具体例を確認するなどして現実的な議論に立ち返るよう

促します。 
・曖昧な対策は、質問で具体化・明確化し、抽象度を下げていくよう促します。 

 
D．ファシリテータの姿勢 
・ファシリテータ自身がにこやかに柔らかく振舞うよう心がけます。 
・ファシリテータの発言は最小限に抑えます。進行のサポート・助言をするときも、

個人的意見は抑えて、簡潔に短く発言するようにします。 
 
E．対策の決定 

  ・各グループから出された職場環境改善のアイディアをリストアップします。そして、

検討会の最後または実施後できるだけ早い時期に、管理監督者（所属長）が実際に

進める対策を決定し、参加者に周知するよう促します。 
  ・職場環境改善の推進担当者と対策の実施時期を決めます。 

 

【フォローアップ】 

A．進捗状況の確認とフォロー 
・推進担当者と連携して、1 ヵ月後、3 ヵ月後にどのくらい対策が進んでいるかを確

認します。 
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・対策が進んでいないところは、その理由を検討し、方法の調整を行います。 
・安全衛生委員会にも実施状況を報告します。 

 

２－４ 継続のための良好事例の活用・ツール整備 

（ガイドラインとの対応：推奨３（良好事例の活用）、推奨６（現場に合わせた提案

の促進）、推奨７（ツール提供）） 
職場環境改善検討会での教育や職業性ストレスの評価結果説明会などの場で良好事

例を示すことで、具体的な対策の想像がつきやすくなります。職場環境改善の導入当初は

マニュアルや他社事例から良い取り組みを参考にし、社内の事例が増えてきたら取りまと

めて、共有（水平展開）するようにします。良好事例が普段から見られるように、イント

ラに載せる、配布するなどの工夫もできます。 
「職場環境改善のためのヒント集」も、業種や職場の特徴に応じて改廃することで、

より実態に近いヒント集となります。また、社内特有の名称、言い回しにあわせることで

親しみをもたれるようにする工夫もあるといいでしょう。 
評価と表彰の機会設定も重要です。会議の場などを利用して職場環境改善活動の成果

発表会を設定し、実際に取り組んだ人に紹介してもらえるようにすると効果的です。 

����め��������のため� 

本マニュアルでは、効果的な職場環境改善活動を継続展開するために必要なポイント

をご紹介しました。この他、「変化に対する心理的な抵抗」にも留意する必要があります。

職場環境改善活動により全体的には有益な方向へ変わることになっても、一部の人の利害

が侵されることもあります。この抵抗感から活動が停滞してしまわないよう、継続的なフ

ォローを大切にし、事業所からのバックアップを示すことが重要です。合わせて、活動に

よるメリットの具体例を示す、楽しく実施できるようプログラムを組む、といった工夫も

有効です。本マニュアルで挙げた点に留意していただき、円滑に運用を進めることにより、

より働きがいのある働きやすい職場づくりが進むことを願っています。 

４��用�� 
1） 吉川徹他．科学的根拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン（職場環境等の評価と改善の

浸透・普及編）（2012 年 4 月版）分担研究報告書「(3)職場環境等の評価と改善マニュアルの作

成・好事例の収集」平成 23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業「労働者のメンタル

ヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究（H21-労働-一般-001）主任：川上憲人）」 
2） Kobayashi Y, Kaneyoshi A, Yokota A, Kawakami N (2008). Effects of a worker participatory program 

for improving work environments on job stressors and mental health among workers: a controlled trial. J 
Occup Health. 50:455-470. 

3） Tsutsumi A, Nagami M, Yoshikawa T, Kogi K, Kawakami N (2009 ). Participatory intervention for 
workplace improvements on mental health and job performance among blue-collar workers: a cluster 
randomized controlled trial. J Occup Environ Med. 51:554-563 

4） Kogi K (2006). Participatory methods effective for ergonomic workplace improvement．Applied 
Ergonomics, 37: 547–554． 
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できるよう配慮します。また、進行、書記、タイムキーパー、発表などの役割があ

ることで、責任を持って議論に加わることが促されます。 
・意見の引き出しを阻害する言動を抑えます。発言の独占、批判、個人攻撃、評論家

的態度をしないことを発言のルールにします。 
 ・GW での作業内容、検討の手順と到達点を明確にします。「職場環境改善のための

ヒント集」、改善対策シート、職業性ストレスの評価結果などを用いて、「何を」

「どこまで」「どのように」議論するかを明確にします。また、検討の手順をタイ

ムテーブルにして示し、いつでも見える場所に置いておくといった工夫や、タイム

テーブルの中に「職場環境改善のためのヒント集」への意見を共有する時間を盛り

込むことで、「意見を出さないわけにいかない仕掛け」をつくることもできます。 
 
C．議論の進行のサポート 
・発言していない人には発言の機会を与えるなどして、皆が発言できるよう促します。 

  ・出てきた意見を復唱して、活発な雰囲気を作り出したり、発言をさえぎらないよう

留意することで、「自分の意見が受け止められている」という空気を作ります。 
  ・発言が活発になってからは、余計な口を挟まないようにし、取りまとめ役に徹する

ようにします。 
  ・議論が脱線したときは、簡単に議論を要約してそれまでの議論をまとめ、次の展開

を促すなどして、軌道修正します。 
  ・批判や個人攻撃など、発言のルール違反が出たら、「この状況で、自分たちにでき

ることは何でしょうか」などと解決のための意見を出すよう促し、建設的な意見に

変換します。 
  ・抽象的な議論になったら、具体例を確認するなどして現実的な議論に立ち返るよう

促します。 
・曖昧な対策は、質問で具体化・明確化し、抽象度を下げていくよう促します。 

 
D．ファシリテータの姿勢 
・ファシリテータ自身がにこやかに柔らかく振舞うよう心がけます。 
・ファシリテータの発言は最小限に抑えます。進行のサポート・助言をするときも、

個人的意見は抑えて、簡潔に短く発言するようにします。 
 
E．対策の決定 

  ・各グループから出された職場環境改善のアイディアをリストアップします。そして、

検討会の最後または実施後できるだけ早い時期に、管理監督者（所属長）が実際に

進める対策を決定し、参加者に周知するよう促します。 
  ・職場環境改善の推進担当者と対策の実施時期を決めます。 

 

【フォローアップ】 

A．進捗状況の確認とフォロー 
・推進担当者と連携して、1 ヵ月後、3 ヵ月後にどのくらい対策が進んでいるかを確

認します。 
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・対策が進んでいないところは、その理由を検討し、方法の調整を行います。 
・安全衛生委員会にも実施状況を報告します。 

 

２－４ 継続のための良好事例の活用・ツール整備 

（ガイドラインとの対応：推奨３（良好事例の活用）、推奨６（現場に合わせた提案

の促進）、推奨７（ツール提供）） 
職場環境改善検討会での教育や職業性ストレスの評価結果説明会などの場で良好事

例を示すことで、具体的な対策の想像がつきやすくなります。職場環境改善の導入当初は

マニュアルや他社事例から良い取り組みを参考にし、社内の事例が増えてきたら取りまと

めて、共有（水平展開）するようにします。良好事例が普段から見られるように、イント

ラに載せる、配布するなどの工夫もできます。 
「職場環境改善のためのヒント集」も、業種や職場の特徴に応じて改廃することで、

より実態に近いヒント集となります。また、社内特有の名称、言い回しにあわせることで

親しみをもたれるようにする工夫もあるといいでしょう。 
評価と表彰の機会設定も重要です。会議の場などを利用して職場環境改善活動の成果

発表会を設定し、実際に取り組んだ人に紹介してもらえるようにすると効果的です。 

����め��������のため� 

本マニュアルでは、効果的な職場環境改善活動を継続展開するために必要なポイント

をご紹介しました。この他、「変化に対する心理的な抵抗」にも留意する必要があります。

職場環境改善活動により全体的には有益な方向へ変わることになっても、一部の人の利害

が侵されることもあります。この抵抗感から活動が停滞してしまわないよう、継続的なフ

ォローを大切にし、事業所からのバックアップを示すことが重要です。合わせて、活動に

よるメリットの具体例を示す、楽しく実施できるようプログラムを組む、といった工夫も

有効です。本マニュアルで挙げた点に留意していただき、円滑に運用を進めることにより、

より働きがいのある働きやすい職場づくりが進むことを願っています。 

４��用�� 
1） 吉川徹他．科学的根拠に基づくメンタルヘルス対策ガイドライン（職場環境等の評価と改善の

浸透・普及編）（2012 年 4 月版）分担研究報告書「(3)職場環境等の評価と改善マニュアルの作

成・好事例の収集」平成 23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業「労働者のメンタル

ヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究（H21-労働-一般-001）主任：川上憲人）」 
2） Kobayashi Y, Kaneyoshi A, Yokota A, Kawakami N (2008). Effects of a worker participatory program 

for improving work environments on job stressors and mental health among workers: a controlled trial. J 
Occup Health. 50:455-470. 

3） Tsutsumi A, Nagami M, Yoshikawa T, Kogi K, Kawakami N (2009 ). Participatory intervention for 
workplace improvements on mental health and job performance among blue-collar workers: a cluster 
randomized controlled trial. J Occup Environ Med. 51:554-563 

4） Kogi K (2006). Participatory methods effective for ergonomic workplace improvement．Applied 
Ergonomics, 37: 547–554． 
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5） 吉川徹，小木和孝(2010). ストレス対策を目的とした職場環境へのアプローチのコツ：ストレス

予防における職場環境改善良好実践と改善支援ツールの役割．産業ストレス研究. 17: 267－274. 
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平成 21-23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

（H21-労働-一般-001）主任：川上憲人） 
分担研究報告書 

 

新職業性ストレス簡易調査票の開発（１） 

新職業性ストレス簡易調査票の�成 
 

主任研究者 川上 憲人 東京大学大学院医学系研究科・教授 

分担研究者 下光 輝一 東京医科大学公衆衛生学講座・教授 

原谷 隆史 独立行政法人労働安全衛生総合研究所・部長 
堤  明純 北里大学医学部公衆衛生学教室・教授 

島津 明人 東京大学大学院医学系研究科・准教授 
吉川  徹 財団法人労働科学研究所・副所長 

研究協力者 小田切優子 東京医科大学公衆衛生学講座・講師 
井上 彰臣 産業医科大学産業生態科学研究所・助教 

 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度の確定、推奨尺度セットおよび短縮版の作成、信頼性の検討、「健

康いきいき職場」モデルへの理論的位置づけ、評価基準の設定、さらにフィードバックのフォームの作

成を行った。現行版職業性ストレス簡易調査票と合わせて、最終的に仕事の負担８尺度、作業レベル資

源８尺度、部署レベル資源 11 尺度（家族・友人からのサポートを含めた場合）、事業場レベル資源８

尺度を確定した。またアウトカムについては、15 尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。このうち推

奨尺度セットとして、仕事の負担は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部署レベル資源からは 10
尺度（家族・友人からのサポートを含めた場合）、事業場レベル資源からは７尺度とした。またアウト

カム尺度からは 11 尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。一部を除く推奨尺度セット尺度について

は１項目からなる短縮版を作成した。「短縮版」を使用する場合、現行の職業性ストレス簡易調査票（57
項目）に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加した 42 尺度 80 項

目の調査票となる。全国の被用者代表サンプル調査および１年間の追跡調査から、これらの尺度の信頼

性はおおむね良好であった。評価基準として、全国標準データおよび事業場全体と比較することとし、

部署用フィードバックのフォームの作成を行い、２企業で試行しその有用性を確認した。新職業性スト

レス簡易調査票は、職場のメンタルヘルスの第一次予防の日本型枠組みとして提案された「健康いきい

き職場」モデルに沿って、現行版よりも幅広い仕事の負担および仕事の資源、労働者の仕事へのポジテ

ィブな関わり（ワーク・エンゲイジメント）、職場の一体感（職場のソーシャルキャピタル）、職場のハ

ラスメントなどを測定でき、今後の健康いきいき職場づくりの中で重要なツールとして活用できると考

える。 
 
Ａ．はじめに 
 本研究では、これまでの職業性ストレス簡易調

査票（以下、現行調査票とする）に新たに尺度を

追加し、職場のストレス要因を個人レベルから組

織レベルまで包括的に評価できる、新しい職業性

ストレス調査票（以下、新調査票とする）を開発

する。初年度は新調査票に含める項目を選定し、

プレテスト版を作成して予備調査を実施した。昨

年度は新職業性ストレス簡易調査票の候補尺度

を用いて全国調査を実施し、その男女別標準値を

求めた。最終年度の本年度は、新職業性ストレス

簡易調査票の尺度の確定、推奨尺度セットおよび

短縮版の作成、信頼性の検討、「健康いきいき職

場」モデルへの理論的位置づけ、評価基準の設定、

さらにフィードバックのフォームの作成を行っ

た。 
 

Ｂ．研究の方法 
平成 22 年度までに作成された新職業性ストレ

ス簡易調査票の候補尺度から尺度を確定し、推奨

尺度セットおよび短縮版の作成、信頼性の検討、

「健康いきいき職場」モデルへの理論的位置づけ、

評価基準の設定、さらにフィードバックのフォー

ムの作成を行った。尺度の最終修正、尺度のモデ

ル化、フィードバックのフォーム例の作成は、研

究者による意見交換を繰り行って実施した。フィ

ードバックのフォーム例については研究者がひ

な形を作成した後、２社で新職業性ストレス簡易

調査票による調査を試行し、フォーム例を使って

結果を人事労務担当者に報告し意見をもらうこ

とでその適切さを検討し、さらに修正を加えた。 
また尺度の修正、信頼性の確認は、平成 22 年

度に実施した全国調査データに基づいて行った。

この調査は、多段階抽出層化無作為抽出により、
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全国の代表サンプルとなる日本国籍を持つ 20 歳

以上 60 歳以下の男女地域住民５千人を抽出し、

2010年 11月 25日に 5000名に対して調査票を送

付して 2011 年 2 月 18 日までに 2400 名から調査

票を回収し、有効回収数は 2384 名（回収率 47.7％）

であった。このうち現行および新職業性ストレス

簡易調査票に回答した被雇用者 1633名（男性 847
名、女性 786 名）のデータを解析した。さらに、

これらの被雇用者のうち、今後の調査にも回答し

てもよいと回答した 479 名に 2011 年 11 月 11 日

に同一の調査票による追跡調査への回答を依頼

し、2011年12月22日までに417名（回収率87％）

から回答を得た。このデータを用いて、新職業性

ストレス簡易調査票の尺度の１年間の再テスト

信頼性を確認した。 
 
Ｃ．結果 
１．尺度の確定 
尺度の確定について最終の修正作業を行った。

ワーク・エンゲイジメントについては、これまで

「活力」「熱意・誇り」「仕事への没頭」の３項目

を使用した３項目版を検討してきた。しかし産業

保健スタッフからの意見に仕事に没頭しすぎる

ことを懸念するものがあった。また近年ワーク・

エンゲイジメントの中核概念は「活力」であると

指摘されていること、「仕事への没頭」の項目が

ワーカホリズムの概念と重複していることも指

摘された。さらに予備的な解析において、有意で

はないものの「活力」「熱意・誇り」の２側面は

うつ病の発症に予防的に働き、一方「仕事への没

頭」は促進的に働く傾向が認められた。以上から、

ワーク・エンゲイジメントについては、「活力」「熱

意・誇り」の２項目で測定することとした。 
 職場の一体感（ソーシャルキャピタル）につい

てはこれまで３，４，６項目版が検討されていた

が、協同の規範、相互理解、情報共有というソー

シャルキャピタルの基本が３項目版で十分カバ

ーされている点、予備調査でも信頼性が十分であ

ることから３項目版を採用することとした。 
２．採点方法について 
 各項目の項目得点は回答選択肢が４つのため、

１から４点になる。尺度により項目数が異なるた

めそのまま項目得点を合計すると尺度得点の範

囲が大きく異なって理解しづらい。このため新職

業性ストレス簡易調査票を使用する場合には、尺

度得点を尺度項目数で除して、尺度得点を最初１

から最大４点の範囲に収めることとした。また企

業での試行において、尺度得点の意味を解釈する

場合に、得点が全て高いと良好な状態を示すよう

に統一することが望ましいとの意見があり、また

英国 HSE のマネジメントスタンダード調査票で

も同様の得点計算が採用されていることから、全

ての尺度について良好な状態（仕事の負担に関す

る尺度においては負担の少ない場合、仕事の資源

においては資源の多い場合）に、点数が高くなる

ように得点を変換して使用することとした。 
３．尺度の領域区分 
新職業性ストレス簡易調査票の開発にあたっ

ては、その尺度候補の収集の際から、おおむね作

業の負担（作業にともなって生じる要求や困難な

どのストレス要因）、作業レベルの資源(作業や業

務内容の特徴によって形成されるポジティブな

資源)、グループレベルの資源（部課や作業グルー

プなど職場での作業単位において得られる資源）、

事業場・企業レベルの資源（経営や人事労務施策

の１単位として得られる資源）の４つの領域に区

別して、尺度を収集、整理してきた。この考え方

を踏襲し、現行版の職業性ストレス簡易調査票の

尺度と合わせて、負担・資源にあたる尺度を仕事

の負担(job demands)、作業レベル資源（task-level 
job resources）、部署レベル資源(workplace [or 
work group-level] job resources)、事業場レベル

資源(company-level job resources)に分類するこ

ととした。 
この領域区分の妥当性を検討するため、平成 22

年度の全国調査の完全回答者 1422 名のデータを

用いて尺度の因子分析（主成分分析、オブリミン

回転）を実施した（参考表１）。部署レベル資源

尺度と事業場レベル資源尺度とはともに第一因

子に負荷を示す傾向があり、特に事業場レベル資

源尺度および経済報酬と安定報酬が第一因子へ

の負荷量が高かった。一方、部署レベル資源尺度

のうち上司のサポート、尊重報酬、上司のリーダ

ーシップ、上司の公正な態度などについては第４

因子への負荷量の方がやや大きく、部署レベル資

源のうち上司の機能に関連する因子と考えられ

た。第２因子には、仕事の負担尺度がおおむね高

い因子負荷量を示したが、当初仕事の負担に含め

ていなかったワーク・セルフ・バランス（ネガテ

ィブ）がこの因子に因子負荷量が高かった。また

身体的負担度、職場環境は第２因子ではなく、第

５因子の方に負荷量が大きかった。第３因子は、

仕事の適性、技能の活用度、仕事の意義、成長の

機会などの作業レベル資源尺度が因子負荷量が

高かった。しかし役割明確さは第７因子にのみ因

子負荷量が高かった。以上から、当初の理論的区

分により４つの領域に尺度を分類することにつ

いてはおおむね妥当と考えた。ただし、ワーク・

セルフ・バランス（ネガティブ）についは、仕事

の負担に分類することとした。また部署レベル資

源と事業場レベル資源は強い関連性があり、１つ

の資源にすることもあり得る選択ではあるが、実

際の対策を進める上では部署レベルで改善でき

るものと、より上位の事業場・企業レベルでの意

思決定が関与するものがあるので、現時点ではこ

のままとした。ただし、いくつか見られた例外に

ついては今後領域分類を再考する必要があるか

もしれない。 
また、職場の一体感（ソーシャルキャピタル）

についてはこれまで部署レベルの仕事の資源と

して検討されてきたが、その項目が職場の協同、

相互理解、情報共有の認知的側面を評価している

と考えられる点、またステークホルダー会議から

検討されてきた「健康いきいき職場モデル」にお

いて職場の一体感が単なる要因ではなく、活動目

標の１つ、すなわち集団としての「いきいき」状

態の指標として整理されたことから、部署レベル

資源からアウトカムへとその区分を変更した。 
結果として仕事の負担８尺度、作業レベル資源

８尺度、部署レベル資源 11 尺度（家族・友人か

らのサポートを含めた場合）、事業場レベル資源

８尺度とした。またアウトカム尺度については、

現行版職業性ストレス簡易調査票と合わせて 15
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。これら

の一覧は、資料２「現行および新職業性ストレス

簡易調査票尺度一覧」を参照のこと。 
３．推奨尺度セットの作成 
１）推奨尺度セットの作成 
しかし新職業性ストレス簡易調査票の全ての

尺度が常に調査に必要というわけではなく、これ

らの尺度は業種や職種、事業場の特性に合わせて、

使用する者が必要な尺度を選択して使用すれば

よい。しかし平成 23 年度研究から、優先順位の

高い尺度について意見収集がなされており、これ

を参考に「推奨尺度セット」という優先度の高い

尺度の標準的なセットを作成し、使用を推奨する

こととした。 
現行版職業性ストレス簡易調査票の尺度は原

則、推奨尺度セットに含めることとし、仕事の負

担は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部

署レベル資源からは 10 尺度（家族・友人からの

サポートを含めた場合）、事業場レベル資源から

は７尺度とした。またアウトカム尺度からは 11
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。推奨尺

度の一覧は、資料２「現行および新職業性ストレ

ス簡易調査票尺度一覧」を参照のこと。また尺度

の内容解説は資料３「現行および新職業性ストレ

ス簡易調査票 推奨尺度の説明」を、尺度項目（質

問文）は資料４－１「職業性ストレス簡易調査票

(現行＋新調査票推奨尺度セット標準版)」を、尺

度得点の計算法は、資料５「現行および新職業性

ストレス簡易調査票の得点計算」を参照のこと。 
２）推奨尺度セットと「健康いきいき職場」モデ

ル 
 新職業性ストレス簡易調査票は、本研究班のス

テークホルダー会議から職場のメンタルヘルス

の第一次予防の日本型枠組みとして提案された

「健康いきいき職場」モデルと密接に関係する。

前述の検討から、新職業性ストレス簡易調査票の

推奨尺度セットを、図１のように「健康いきいき

職場」モデルの中に位置づけた。新職業性ストレ

ス簡易調査票による評価結果は、このモデルに沿

って解釈し「健康いきいき職場」づくりにつなげ

ることになる。 
４．「短縮版」尺度の作成 
作成した新職業性ストレス簡易調査票では、１

つの尺度が２～５項目からなっており、現行の職

業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性

ストレス簡易調査票の推奨尺度セット標準版（63
項目）を追加した 42 尺度の場合、120 項目の調

査票となり、現場で「利用しにくい」との声が上

がる可能性があると考えられた。デンマークの

COPSOQ 調査票では、この点を考慮し、複数項

目からなる調査研究用の尺度に加え、このうち１

項目をえらんで現場用の一項目尺度を別途に作

成している。これにならい、１つの尺度が２～５

項目からなる「標準版」に加えて、１尺度１～２

項目ならなる「短縮版」を作成することとした。 
「短縮版」の作成においては、「標準版」の尺

度の項目－得点相関(item-total correlation)を計

算し、これを参考に①原則、もっとも項目－得点

相関の高かった項目を一項目尺度に採用、②しか

しその項目の内容が特定場面に限定的であった

りするなどの場合には、作成者らが合議の上、項

目－得点相関の大きさが次点の項目を選択する

こともあった。またワーク・エンゲイジメントに

ついては重要なアウトカムであることから、「標

準版」のまま２項目で測定することとした。 

「短縮版」を使用する場合、現行の職業性スト

レス簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス

簡易調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を

追加した 42 尺度 80 項目の調査票となる。作成さ

れた「短縮版」の尺度一覧は、資料２「現行およ

び新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧」を、尺

度項目（質問文）は資料４－２「職業性ストレス

簡易調査票(現行版＋新版推奨尺度セット短縮

版)」を、尺度得点の計算法は、資料５「現行お

よび新職業性ストレス簡易調査票の得点計算」を

参照のこと。 

５．最終尺度の信頼性 

平成 22 年度全国調査に回答した被雇用者 1633
名（男性 847 名、女性 786 名）では、ほとんどの

尺度について、内的整合性による信頼性（クロン

バックα係数）は 0.75 以上であった（表２）。役

割明確さおよび職場の一体感についてはクロン

バックα係数は 0.5 台であり、やや低かった。１

年後の追跡調査に回答した 417 名では、ほとんど

の尺度で再テスト信頼性（ピアソン相関係数）は
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全国の代表サンプルとなる日本国籍を持つ 20 歳

以上 60 歳以下の男女地域住民５千人を抽出し、

2010年 11月 25日に 5000名に対して調査票を送

付して 2011 年 2 月 18 日までに 2400 名から調査

票を回収し、有効回収数は 2384 名（回収率 47.7％）

であった。このうち現行および新職業性ストレス

簡易調査票に回答した被雇用者 1633名（男性 847
名、女性 786 名）のデータを解析した。さらに、

これらの被雇用者のうち、今後の調査にも回答し

てもよいと回答した 479 名に 2011 年 11 月 11 日

に同一の調査票による追跡調査への回答を依頼

し、2011年12月22日までに417名（回収率87％）

から回答を得た。このデータを用いて、新職業性

ストレス簡易調査票の尺度の１年間の再テスト

信頼性を確認した。 
 
Ｃ．結果 
１．尺度の確定 
尺度の確定について最終の修正作業を行った。

ワーク・エンゲイジメントについては、これまで

「活力」「熱意・誇り」「仕事への没頭」の３項目

を使用した３項目版を検討してきた。しかし産業

保健スタッフからの意見に仕事に没頭しすぎる

ことを懸念するものがあった。また近年ワーク・

エンゲイジメントの中核概念は「活力」であると

指摘されていること、「仕事への没頭」の項目が

ワーカホリズムの概念と重複していることも指

摘された。さらに予備的な解析において、有意で

はないものの「活力」「熱意・誇り」の２側面は

うつ病の発症に予防的に働き、一方「仕事への没

頭」は促進的に働く傾向が認められた。以上から、

ワーク・エンゲイジメントについては、「活力」「熱

意・誇り」の２項目で測定することとした。 
 職場の一体感（ソーシャルキャピタル）につい

てはこれまで３，４，６項目版が検討されていた

が、協同の規範、相互理解、情報共有というソー

シャルキャピタルの基本が３項目版で十分カバ

ーされている点、予備調査でも信頼性が十分であ

ることから３項目版を採用することとした。 
２．採点方法について 
 各項目の項目得点は回答選択肢が４つのため、

１から４点になる。尺度により項目数が異なるた

めそのまま項目得点を合計すると尺度得点の範

囲が大きく異なって理解しづらい。このため新職

業性ストレス簡易調査票を使用する場合には、尺

度得点を尺度項目数で除して、尺度得点を最初１

から最大４点の範囲に収めることとした。また企

業での試行において、尺度得点の意味を解釈する

場合に、得点が全て高いと良好な状態を示すよう

に統一することが望ましいとの意見があり、また

英国 HSE のマネジメントスタンダード調査票で

も同様の得点計算が採用されていることから、全

ての尺度について良好な状態（仕事の負担に関す

る尺度においては負担の少ない場合、仕事の資源

においては資源の多い場合）に、点数が高くなる

ように得点を変換して使用することとした。 
３．尺度の領域区分 
新職業性ストレス簡易調査票の開発にあたっ

ては、その尺度候補の収集の際から、おおむね作

業の負担（作業にともなって生じる要求や困難な

どのストレス要因）、作業レベルの資源(作業や業

務内容の特徴によって形成されるポジティブな

資源)、グループレベルの資源（部課や作業グルー

プなど職場での作業単位において得られる資源）、

事業場・企業レベルの資源（経営や人事労務施策

の１単位として得られる資源）の４つの領域に区

別して、尺度を収集、整理してきた。この考え方

を踏襲し、現行版の職業性ストレス簡易調査票の

尺度と合わせて、負担・資源にあたる尺度を仕事

の負担(job demands)、作業レベル資源（task-level 
job resources）、部署レベル資源(workplace [or 
work group-level] job resources)、事業場レベル

資源(company-level job resources)に分類するこ

ととした。 
この領域区分の妥当性を検討するため、平成 22

年度の全国調査の完全回答者 1422 名のデータを

用いて尺度の因子分析（主成分分析、オブリミン

回転）を実施した（参考表１）。部署レベル資源

尺度と事業場レベル資源尺度とはともに第一因

子に負荷を示す傾向があり、特に事業場レベル資

源尺度および経済報酬と安定報酬が第一因子へ

の負荷量が高かった。一方、部署レベル資源尺度

のうち上司のサポート、尊重報酬、上司のリーダ

ーシップ、上司の公正な態度などについては第４

因子への負荷量の方がやや大きく、部署レベル資

源のうち上司の機能に関連する因子と考えられ

た。第２因子には、仕事の負担尺度がおおむね高

い因子負荷量を示したが、当初仕事の負担に含め

ていなかったワーク・セルフ・バランス（ネガテ

ィブ）がこの因子に因子負荷量が高かった。また

身体的負担度、職場環境は第２因子ではなく、第

５因子の方に負荷量が大きかった。第３因子は、

仕事の適性、技能の活用度、仕事の意義、成長の

機会などの作業レベル資源尺度が因子負荷量が

高かった。しかし役割明確さは第７因子にのみ因

子負荷量が高かった。以上から、当初の理論的区

分により４つの領域に尺度を分類することにつ

いてはおおむね妥当と考えた。ただし、ワーク・

セルフ・バランス（ネガティブ）についは、仕事

の負担に分類することとした。また部署レベル資

源と事業場レベル資源は強い関連性があり、１つ

の資源にすることもあり得る選択ではあるが、実

際の対策を進める上では部署レベルで改善でき

るものと、より上位の事業場・企業レベルでの意

思決定が関与するものがあるので、現時点ではこ

のままとした。ただし、いくつか見られた例外に

ついては今後領域分類を再考する必要があるか

もしれない。 
また、職場の一体感（ソーシャルキャピタル）

についてはこれまで部署レベルの仕事の資源と

して検討されてきたが、その項目が職場の協同、

相互理解、情報共有の認知的側面を評価している

と考えられる点、またステークホルダー会議から

検討されてきた「健康いきいき職場モデル」にお

いて職場の一体感が単なる要因ではなく、活動目

標の１つ、すなわち集団としての「いきいき」状

態の指標として整理されたことから、部署レベル

資源からアウトカムへとその区分を変更した。 
結果として仕事の負担８尺度、作業レベル資源

８尺度、部署レベル資源 11 尺度（家族・友人か

らのサポートを含めた場合）、事業場レベル資源

８尺度とした。またアウトカム尺度については、

現行版職業性ストレス簡易調査票と合わせて 15
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。これら

の一覧は、資料２「現行および新職業性ストレス

簡易調査票尺度一覧」を参照のこと。 
３．推奨尺度セットの作成 
１）推奨尺度セットの作成 
しかし新職業性ストレス簡易調査票の全ての

尺度が常に調査に必要というわけではなく、これ

らの尺度は業種や職種、事業場の特性に合わせて、

使用する者が必要な尺度を選択して使用すれば

よい。しかし平成 23 年度研究から、優先順位の

高い尺度について意見収集がなされており、これ

を参考に「推奨尺度セット」という優先度の高い

尺度の標準的なセットを作成し、使用を推奨する

こととした。 
現行版職業性ストレス簡易調査票の尺度は原

則、推奨尺度セットに含めることとし、仕事の負

担は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部

署レベル資源からは 10 尺度（家族・友人からの

サポートを含めた場合）、事業場レベル資源から

は７尺度とした。またアウトカム尺度からは 11
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。推奨尺

度の一覧は、資料２「現行および新職業性ストレ

ス簡易調査票尺度一覧」を参照のこと。また尺度

の内容解説は資料３「現行および新職業性ストレ

ス簡易調査票 推奨尺度の説明」を、尺度項目（質

問文）は資料４－１「職業性ストレス簡易調査票

(現行＋新調査票推奨尺度セット標準版)」を、尺

度得点の計算法は、資料５「現行および新職業性

ストレス簡易調査票の得点計算」を参照のこと。 
２）推奨尺度セットと「健康いきいき職場」モデ

ル 
 新職業性ストレス簡易調査票は、本研究班のス

テークホルダー会議から職場のメンタルヘルス

の第一次予防の日本型枠組みとして提案された

「健康いきいき職場」モデルと密接に関係する。

前述の検討から、新職業性ストレス簡易調査票の

推奨尺度セットを、図１のように「健康いきいき

職場」モデルの中に位置づけた。新職業性ストレ

ス簡易調査票による評価結果は、このモデルに沿

って解釈し「健康いきいき職場」づくりにつなげ

ることになる。 
４．「短縮版」尺度の作成 
作成した新職業性ストレス簡易調査票では、１

つの尺度が２～５項目からなっており、現行の職

業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性

ストレス簡易調査票の推奨尺度セット標準版（63
項目）を追加した 42 尺度の場合、120 項目の調

査票となり、現場で「利用しにくい」との声が上

がる可能性があると考えられた。デンマークの

COPSOQ 調査票では、この点を考慮し、複数項

目からなる調査研究用の尺度に加え、このうち１

項目をえらんで現場用の一項目尺度を別途に作

成している。これにならい、１つの尺度が２～５

項目からなる「標準版」に加えて、１尺度１～２

項目ならなる「短縮版」を作成することとした。 
「短縮版」の作成においては、「標準版」の尺

度の項目－得点相関(item-total correlation)を計

算し、これを参考に①原則、もっとも項目－得点

相関の高かった項目を一項目尺度に採用、②しか

しその項目の内容が特定場面に限定的であった

りするなどの場合には、作成者らが合議の上、項

目－得点相関の大きさが次点の項目を選択する

こともあった。またワーク・エンゲイジメントに

ついては重要なアウトカムであることから、「標

準版」のまま２項目で測定することとした。 

「短縮版」を使用する場合、現行の職業性スト

レス簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス

簡易調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を

追加した 42 尺度 80 項目の調査票となる。作成さ

れた「短縮版」の尺度一覧は、資料２「現行およ

び新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧」を、尺

度項目（質問文）は資料４－２「職業性ストレス

簡易調査票(現行版＋新版推奨尺度セット短縮

版)」を、尺度得点の計算法は、資料５「現行お

よび新職業性ストレス簡易調査票の得点計算」を

参照のこと。 

５．最終尺度の信頼性 

平成 22 年度全国調査に回答した被雇用者 1633
名（男性 847 名、女性 786 名）では、ほとんどの

尺度について、内的整合性による信頼性（クロン

バックα係数）は 0.75 以上であった（表２）。役

割明確さおよび職場の一体感についてはクロン

バックα係数は 0.5 台であり、やや低かった。１

年後の追跡調査に回答した 417 名では、ほとんど

の尺度で再テスト信頼性（ピアソン相関係数）は

− 254− − 255−



0.5 以上であった。役割明確さおよび職場の一体

感の短縮版尺度では、ピアソン相関係数がやや低

い傾向にあった。 
６．調査結果の評価とフィードバック様式の作成 
１）評価基準の設定 
新職業性ストレス簡易調査票は、組織レベル

（事業場や部署）での評価を主目的として作成さ

れている。当面、新職業性ストレス簡易調査票か

らのフィードバック様式は、現在のところ組織レ

ベル用（事業場や部署別集計）のみを作成するこ

ことした。 
新職業性ストレス簡易調査票では、調査結果を

2010 年時点での全国調査の平均を標準データと

して、これと比較して評価することとした。この

ために現行版を含め各尺度の平均値と標準偏差

を計算し公表した（表３）。標準偏差は現在のと

ころ調査結果の評価には使用しないが、より詳細

な分析を行いたいというユーザーのために参考

として公表することとした。また性別、年齢層、

職種別の各尺度の平均値も計算し、詳細資料とし

て報告書に掲載することとした。 
 全国標準値との比較での高低（良否）のみでは、

良好な就労環境や組織運営が行われている企業

では全ての尺度値が良好となり、評価がしづらく

なることを考慮し、これ以外の判定基準を開発す

ることも試行的に検討された。例えば、英国 HSE
のマネジメントスタンダードでは、英国のトップ

20％の優良企業の値を目標値と設定し、これに向

けて各企業・職場に努力するよう求めている。し

かしながら現段階では企業・事業場の代表サンプ

ルに対する調査を実施していないため、新職業性

ストレス簡易調査票についてこのような目標値

を設定することはできなかった。今後、目標値の

設定のための作業が行われるべきである。 
 上記以外で重要な判定基準値は、その企業全体

の平均値であり、これにくらべて、当該職場の高

低（良否）を判断するものである。これはこれま

での仕事のストレス判定図でも頻繁に使用され

ており、新職業性ストレス簡易調査票でも採用す

ることとなった。 
２）フィードバック様式の作成と試行 
 資料７に、本研究班で作成した新職業性ストレ

ス簡易調査票の職場向けフィードバックの例を

示した。このフィードバックでは、「健康いきい

き職場」モデルにしたがって、仕事の負担、資源

およびアウトカムを部署別あるいは事業場別に

集計してその平均値を示した。すでに述べたよう

に得点は１～４の間の値をとり、全て高い方が好

ましい状態を示すように変換されている。また 

全国の標準データおよび当該企業全体と比較し

て、当該部署の特徴を知ることができるようにし

た。 

 今回作成したフィードバック様式では、まず、

いきいきプロフィール全体図で、いきいきアウト

カムにあたる個人のいきいき（ワーク・エンゲイ

ジメント）および職場のいきいき（職場の一体感）

の状態を確認するようにした。その上で、これら

の背景となる仕事の負担および仕事の資源の状

態を領域別のレーダーチャートで確認し、おおま

なか傾向をつかめるようにした。さらに領域別の

尺度別の解析結果を続けて表示し、いきいきプロ

フィール全体図で一定の傾向のみられた領域に

ついて、その領域の結果を見て、具体的にどの要

因がその傾向の原因となっているかを確認でき

るようにした。 
 このフィードバック様式を用いて、２つの企業

の調査結果を試行的に作成し人事労務担当者に

説明した。人事労務担当者からは理解しやすいと

のコメントをいただいた。しかしながら、この結

果からどうアクションをとるべきかについては、

このフィードバックからは直接には示されない

ため、その点について補足が必要との指摘があっ

た。この点は今後の課題である。 
 
D．考察 
新職業性ストレス簡易調査票を、現行の職業性

ストレス簡易調査票に追加して使用することと

した。その主要な用途は、「健康いきいき職場」

モデルに従い、部署または事業場単位での集団で

の社会心理的な職場環境およびアウトカムを評

価することである。 
 本研究により、現行版および新職業性ストレス

簡易調査票の各尺度は、本研究班のステークホル

ダー会議から職場のメンタルヘルスの第一次予

防の日本型枠組みとして提案された「健康いきい

き職場」モデルの中に明確に位置づけられた。新

職業性ストレス簡易調査票の尺度は、「健康いき

いき職場」づくりの推進のための職場や組織の社

会心理的要因とアウトカム評価のためのアセス

メントツールとして使用できる。一方、新職業性

ストレス簡易調査票の尺度は、他の職業性ストレ

スのモデルに合わせて使用することができる。例

えば、３つの報酬（経済・地位報酬、尊重報酬、

安定報酬）を合計し、仕事の報酬得点として努

力・報酬不均衡モデルによる職業性ストレスの評

価に使用することも将来は考えられる。 
新職業性ストレス簡易調査票により、仕事の負

担に関する尺度が拡張され、情緒的負担や役割葛

藤が測定できるようになった。また、仕事の資源

に関する尺度として、作業レベル（仕事の意義、

役割明確さ、成長の機会など）、部署レベル（仕

事の報酬、上司のリーダーシップなど）、事業場

レベル（経営層との信頼関係、人事評価の公正さ、

個人の尊重など）が追加され、職場環境要因をよ

り広い側面から測定できるようになった。さらに

アウトカムとして、労働者の仕事へのポジティブ

な関わり（ワーク・エンゲイジメント）、職場の

一体感（職場のソーシャルキャピタル）、職場の

ハラスメントを測定できるようになった。 
短縮版を使用する場合、現行の職業性ストレス

簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易

調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加

し 42 尺度 80 項目の調査票となる。推奨尺度セッ

ト短縮版は、現行の職業性ストレス簡易調査票と

同様、現場で使いやすい調査票であると考えられ

る。一方、１項目版尺度を含む短縮版は、その測

定精度および正確さが十分確かではなく、科学的

な調査研究には向かない。調査研究には標準版の

使用が推奨される。 
本研究で作成したフィードバックの様式は、現

場である程度使えるものであると思われた。しか

し作成し試行したフィードバックは一例である。

新職業性ストレス簡易調査票の作成意図を損な

わない範囲でユーザーが自由にフィードバック

を作成してもよく、今後のユーザーによる展開が

期待される。なお新職業性ストレス簡易調査票で

の個人レベルでの評価方法は今後の検討課題で

ある。 
新職業性ストレス簡易調査票尺度の多くは内

的整合性および再テスト法の双方で高い信頼性

を示したが、役割明確さと職場の一体感について

は他の尺度とくらべてやや信頼性が低い傾向に

あった。実際上の使用にあたっては大きな問題は

ないと考えるが、結果の解釈にあたりこれらの尺

度の精度がやや低い可能性を考慮しておくこと

は参考になる。今後これらの尺度について項目の

再検討が行われる可能性もあるかもしれない。 
新職業性ストレス簡易調査票は、平成 21-23 年

度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合

研究事業）「労働者のメンタルヘルス不調の第一

次予防の浸透手法に関する調査研究」（H21-労働-
一般-001）の研究成果である。現行の職業性スト

レス簡易調査票と同様に誰でも自由に、無償で使

用できることとする。しかしながら本研究班は、

新職業性ストレス簡易調査票の使用によるいか

なる損害に対しても責任を負いかねる点を理解

いただきたい。 
 
Ｅ．結論 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度の確定、推

奨尺度セットおよび短縮版の作成、信頼性の検討、

「健康いきいき職場」モデルへの理論的位置づけ、

評価基準の設定、さらにフィードバックのフォー

ムの作成を行った。現行版職業性ストレス簡易調

査票と合わせて、最終的に仕事の負担８尺度、作

業レベル資源８尺度、部署レベル資源 11 尺度（家

族・友人からのサポートを含めた場合）、事業場

レベル資源８尺度を確定した。またアウトカムに

ついては、15 尺度（家庭満足度を含めた場合）と

した。このうち推奨尺度セットとして、仕事の負

担は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部

署レベル資源からは 10 尺度（家族・友人からの

サポートを含めた場合）、事業場レベル資源から

は７尺度とした。またアウトカム尺度からは 11
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。一部を

除く推奨尺度セット尺度については１項目から

なる短縮版を作成した。「短縮版」を使用する場

合、現行の職業性ストレス簡易調査票（57 項目）

に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度セッ

ト短縮版（23 項目）を追加した 42 尺度 80 項目

の調査票となる。全国の被用者代表サンプル調査

および１年間の追跡調査から、これらの尺度の信

頼性はおおむね良好であった。評価基準として、

全国標準データおよび事業場全体と比較するこ

ととし、部署用フィードバックのフォームの作成

を行い、２企業で試行しその有用性を確認した。

新職業性ストレス簡易調査票は、職場のメンタル

ヘルスの第一次予防の日本型枠組みとして提案

された「健康いきいき職場」モデルに沿って、現

行版よりも幅広い仕事の負担および仕事の資源、

労働者の仕事へのポジティブな関わり（ワーク・

エンゲイジメント）、職場の一体感（職場のソー

シャルキャピタル）、職場のハラスメントなどを

測定でき、今後の「健康いきいき職場」づくりの

中で重要なツールとして活用できると考える。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
川上憲人、下光輝一、小田切優子、堤 明純、原

谷隆史、吉川 徹、島津明人、井上彰臣．職場の

メンタルヘルスの第一次予防の新しい枠組み：

「健康いきいき職場」の理論モデル、評価法およ

び推進方策．第 85 回日本産業衛生学会（名古屋）、

2012 年６月２日． 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

 該当せず。 
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0.5 以上であった。役割明確さおよび職場の一体

感の短縮版尺度では、ピアソン相関係数がやや低

い傾向にあった。 
６．調査結果の評価とフィードバック様式の作成 
１）評価基準の設定 
新職業性ストレス簡易調査票は、組織レベル

（事業場や部署）での評価を主目的として作成さ

れている。当面、新職業性ストレス簡易調査票か

らのフィードバック様式は、現在のところ組織レ

ベル用（事業場や部署別集計）のみを作成するこ

ことした。 
新職業性ストレス簡易調査票では、調査結果を

2010 年時点での全国調査の平均を標準データと

して、これと比較して評価することとした。この

ために現行版を含め各尺度の平均値と標準偏差

を計算し公表した（表３）。標準偏差は現在のと

ころ調査結果の評価には使用しないが、より詳細

な分析を行いたいというユーザーのために参考

として公表することとした。また性別、年齢層、

職種別の各尺度の平均値も計算し、詳細資料とし

て報告書に掲載することとした。 
 全国標準値との比較での高低（良否）のみでは、

良好な就労環境や組織運営が行われている企業

では全ての尺度値が良好となり、評価がしづらく

なることを考慮し、これ以外の判定基準を開発す

ることも試行的に検討された。例えば、英国 HSE
のマネジメントスタンダードでは、英国のトップ

20％の優良企業の値を目標値と設定し、これに向

けて各企業・職場に努力するよう求めている。し

かしながら現段階では企業・事業場の代表サンプ

ルに対する調査を実施していないため、新職業性

ストレス簡易調査票についてこのような目標値

を設定することはできなかった。今後、目標値の

設定のための作業が行われるべきである。 
 上記以外で重要な判定基準値は、その企業全体

の平均値であり、これにくらべて、当該職場の高

低（良否）を判断するものである。これはこれま

での仕事のストレス判定図でも頻繁に使用され

ており、新職業性ストレス簡易調査票でも採用す

ることとなった。 
２）フィードバック様式の作成と試行 
 資料７に、本研究班で作成した新職業性ストレ

ス簡易調査票の職場向けフィードバックの例を

示した。このフィードバックでは、「健康いきい

き職場」モデルにしたがって、仕事の負担、資源

およびアウトカムを部署別あるいは事業場別に

集計してその平均値を示した。すでに述べたよう

に得点は１～４の間の値をとり、全て高い方が好

ましい状態を示すように変換されている。また 

全国の標準データおよび当該企業全体と比較し

て、当該部署の特徴を知ることができるようにし

た。 

 今回作成したフィードバック様式では、まず、

いきいきプロフィール全体図で、いきいきアウト

カムにあたる個人のいきいき（ワーク・エンゲイ

ジメント）および職場のいきいき（職場の一体感）

の状態を確認するようにした。その上で、これら

の背景となる仕事の負担および仕事の資源の状

態を領域別のレーダーチャートで確認し、おおま

なか傾向をつかめるようにした。さらに領域別の

尺度別の解析結果を続けて表示し、いきいきプロ

フィール全体図で一定の傾向のみられた領域に

ついて、その領域の結果を見て、具体的にどの要

因がその傾向の原因となっているかを確認でき

るようにした。 
 このフィードバック様式を用いて、２つの企業

の調査結果を試行的に作成し人事労務担当者に

説明した。人事労務担当者からは理解しやすいと

のコメントをいただいた。しかしながら、この結

果からどうアクションをとるべきかについては、

このフィードバックからは直接には示されない

ため、その点について補足が必要との指摘があっ

た。この点は今後の課題である。 
 
D．考察 
新職業性ストレス簡易調査票を、現行の職業性

ストレス簡易調査票に追加して使用することと

した。その主要な用途は、「健康いきいき職場」

モデルに従い、部署または事業場単位での集団で

の社会心理的な職場環境およびアウトカムを評

価することである。 
 本研究により、現行版および新職業性ストレス

簡易調査票の各尺度は、本研究班のステークホル

ダー会議から職場のメンタルヘルスの第一次予

防の日本型枠組みとして提案された「健康いきい

き職場」モデルの中に明確に位置づけられた。新

職業性ストレス簡易調査票の尺度は、「健康いき

いき職場」づくりの推進のための職場や組織の社

会心理的要因とアウトカム評価のためのアセス

メントツールとして使用できる。一方、新職業性

ストレス簡易調査票の尺度は、他の職業性ストレ

スのモデルに合わせて使用することができる。例

えば、３つの報酬（経済・地位報酬、尊重報酬、

安定報酬）を合計し、仕事の報酬得点として努

力・報酬不均衡モデルによる職業性ストレスの評

価に使用することも将来は考えられる。 
新職業性ストレス簡易調査票により、仕事の負

担に関する尺度が拡張され、情緒的負担や役割葛

藤が測定できるようになった。また、仕事の資源

に関する尺度として、作業レベル（仕事の意義、

役割明確さ、成長の機会など）、部署レベル（仕

事の報酬、上司のリーダーシップなど）、事業場

レベル（経営層との信頼関係、人事評価の公正さ、

個人の尊重など）が追加され、職場環境要因をよ

り広い側面から測定できるようになった。さらに

アウトカムとして、労働者の仕事へのポジティブ

な関わり（ワーク・エンゲイジメント）、職場の

一体感（職場のソーシャルキャピタル）、職場の

ハラスメントを測定できるようになった。 
短縮版を使用する場合、現行の職業性ストレス

簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易

調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加

し 42 尺度 80 項目の調査票となる。推奨尺度セッ

ト短縮版は、現行の職業性ストレス簡易調査票と

同様、現場で使いやすい調査票であると考えられ

る。一方、１項目版尺度を含む短縮版は、その測

定精度および正確さが十分確かではなく、科学的

な調査研究には向かない。調査研究には標準版の

使用が推奨される。 
本研究で作成したフィードバックの様式は、現

場である程度使えるものであると思われた。しか

し作成し試行したフィードバックは一例である。

新職業性ストレス簡易調査票の作成意図を損な

わない範囲でユーザーが自由にフィードバック

を作成してもよく、今後のユーザーによる展開が

期待される。なお新職業性ストレス簡易調査票で

の個人レベルでの評価方法は今後の検討課題で

ある。 
新職業性ストレス簡易調査票尺度の多くは内

的整合性および再テスト法の双方で高い信頼性

を示したが、役割明確さと職場の一体感について

は他の尺度とくらべてやや信頼性が低い傾向に

あった。実際上の使用にあたっては大きな問題は

ないと考えるが、結果の解釈にあたりこれらの尺

度の精度がやや低い可能性を考慮しておくこと

は参考になる。今後これらの尺度について項目の

再検討が行われる可能性もあるかもしれない。 
新職業性ストレス簡易調査票は、平成 21-23 年

度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合

研究事業）「労働者のメンタルヘルス不調の第一

次予防の浸透手法に関する調査研究」（H21-労働-
一般-001）の研究成果である。現行の職業性スト

レス簡易調査票と同様に誰でも自由に、無償で使

用できることとする。しかしながら本研究班は、

新職業性ストレス簡易調査票の使用によるいか

なる損害に対しても責任を負いかねる点を理解

いただきたい。 
 
Ｅ．結論 
新職業性ストレス簡易調査票の尺度の確定、推

奨尺度セットおよび短縮版の作成、信頼性の検討、

「健康いきいき職場」モデルへの理論的位置づけ、

評価基準の設定、さらにフィードバックのフォー

ムの作成を行った。現行版職業性ストレス簡易調

査票と合わせて、最終的に仕事の負担８尺度、作

業レベル資源８尺度、部署レベル資源 11 尺度（家

族・友人からのサポートを含めた場合）、事業場

レベル資源８尺度を確定した。またアウトカムに

ついては、15 尺度（家庭満足度を含めた場合）と

した。このうち推奨尺度セットとして、仕事の負

担は全８尺度、作業レベル資源からは６尺度、部

署レベル資源からは 10 尺度（家族・友人からの

サポートを含めた場合）、事業場レベル資源から

は７尺度とした。またアウトカム尺度からは 11
尺度（家庭満足度を含めた場合）とした。一部を

除く推奨尺度セット尺度については１項目から

なる短縮版を作成した。「短縮版」を使用する場

合、現行の職業性ストレス簡易調査票（57 項目）

に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度セッ

ト短縮版（23 項目）を追加した 42 尺度 80 項目

の調査票となる。全国の被用者代表サンプル調査

および１年間の追跡調査から、これらの尺度の信

頼性はおおむね良好であった。評価基準として、

全国標準データおよび事業場全体と比較するこ

ととし、部署用フィードバックのフォームの作成

を行い、２企業で試行しその有用性を確認した。

新職業性ストレス簡易調査票は、職場のメンタル

ヘルスの第一次予防の日本型枠組みとして提案

された「健康いきいき職場」モデルに沿って、現

行版よりも幅広い仕事の負担および仕事の資源、

労働者の仕事へのポジティブな関わり（ワーク・

エンゲイジメント）、職場の一体感（職場のソー

シャルキャピタル）、職場のハラスメントなどを

測定でき、今後の「健康いきいき職場」づくりの

中で重要なツールとして活用できると考える。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
川上憲人、下光輝一、小田切優子、堤 明純、原

谷隆史、吉川 徹、島津明人、井上彰臣．職場の

メンタルヘルスの第一次予防の新しい枠組み：

「健康いきいき職場」の理論モデル、評価法およ

び推進方策．第 85 回日本産業衛生学会（名古屋）、

2012 年６月２日． 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

 該当せず。 
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表１－１ 現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（１／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜仕事の負担＞     

1. 仕事の量的負担 現行 ○1 3 3  

2. 仕事の質的負担 現行 ○2 3 3  

3. 身体的負担度 現行 ○3 1 1  

4. 職場での対人関係 現行 ○4 3 3  

5. 職場環境 現行 ○5 1 1  

6. 情緒的負担 新 ○6 3 1  

7. 役割葛藤 新 ○7 3 1  

8. ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 新 ○8 2 1  

＜仕事の資源：作業レベル＞     

9. 仕事のコントロール 現行 ○9 3 3  

10. 仕事の適性 現行 ○10 1 1  

11. 技能の活用度 現行 ○11 1 1  

12. 仕事の意義 新 ○12 3 1 ※3 

13. 役割明確さ 新 ○13 3 1  

14. 成長の機会 新 ○14 3 1  

15. 新奇性 新 － 3 －  

16. 予測可能性 新 － 3 －  

＜仕事の資源：部署（グループ）レベル＞     

17. 上司からのサポート 現行 ○15 3 3  

18. 同僚からのサポート 現行 ○16 3 3  

19. [家族・友人からのサポート] 現行 ○17 3 3  

20. 経済・地位報酬 新 ○18 2 1  

21. 尊重報酬 新 ○19 2 1  

22. 安定報酬 新 ○20 3 1  

23. 上司のリーダーシップ 新 ○21 3 1  

24. 上司の公正な態度 新 ○22 3 1  

25. ほめてもらえる職場 新 ○23 3 1  

26. 失敗を認める職場 新 ○24 2 1  

27. グループの有能感 新 － 3 －  

＜仕事の資源：事業場レベル＞     

28. 経営層との信頼関係 新 ○25 3 1  

29. 変化への対応 新 ○26 3 1  

30. 手続きの公正性 新 － 3 －  

31. 個人の尊重 新 ○27 3 1  

32. 公正な人事評価 新 ○28 3 1  

33. 多様な労働者への対応 新 ○29 3 1  

34. キャリア形成 新 ○30 5 1  

35. ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 新 ○31 2 1  

※1 []は職場外要因を示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 

※3 標準版では現行版に新しい２項目を追加する。短縮版は現行版の項目をそのまま使用する。 

表１－２ 現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（２／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜アウトカム＞     

36. 活気 現行 ○32 3 3  

37. イライラ感 現行 ○33 3 3  

38. 疲労感 現行 ○34 3 3  

39. 不安感 現行 ○35 3 3  

40. 抑うつ感 現行 ○36 6 6  

41. 身体愁訴 現行 ○37 11 11  

42. 仕事満足度 現行 ○38 1 1  

43. [家庭満足度] 現行 ○39 1 1  

44. 職場のハラスメント 新 ○40 2 1  

45. 職場の一体感（ソーシャル・キャピタル） 新 ○41 3 1  

46. ワーク・エンゲイジメント 新 ○42 2 2  

47. 職務の遂行 新 － 3 －  

48. 創造性の発揮 新 － 3 －  

49. 積極的な学習 新 － 3 －  

※1 []は職場外アウトカムを示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 
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表１－１ 現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（１／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜仕事の負担＞     

1. 仕事の量的負担 現行 ○1 3 3  

2. 仕事の質的負担 現行 ○2 3 3  

3. 身体的負担度 現行 ○3 1 1  

4. 職場での対人関係 現行 ○4 3 3  

5. 職場環境 現行 ○5 1 1  

6. 情緒的負担 新 ○6 3 1  

7. 役割葛藤 新 ○7 3 1  

8. ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 新 ○8 2 1  

＜仕事の資源：作業レベル＞     

9. 仕事のコントロール 現行 ○9 3 3  

10. 仕事の適性 現行 ○10 1 1  

11. 技能の活用度 現行 ○11 1 1  

12. 仕事の意義 新 ○12 3 1 ※3 

13. 役割明確さ 新 ○13 3 1  

14. 成長の機会 新 ○14 3 1  

15. 新奇性 新 － 3 －  

16. 予測可能性 新 － 3 －  

＜仕事の資源：部署（グループ）レベル＞     

17. 上司からのサポート 現行 ○15 3 3  

18. 同僚からのサポート 現行 ○16 3 3  

19. [家族・友人からのサポート] 現行 ○17 3 3  

20. 経済・地位報酬 新 ○18 2 1  

21. 尊重報酬 新 ○19 2 1  

22. 安定報酬 新 ○20 3 1  

23. 上司のリーダーシップ 新 ○21 3 1  

24. 上司の公正な態度 新 ○22 3 1  

25. ほめてもらえる職場 新 ○23 3 1  

26. 失敗を認める職場 新 ○24 2 1  

27. グループの有能感 新 － 3 －  

＜仕事の資源：事業場レベル＞     

28. 経営層との信頼関係 新 ○25 3 1  

29. 変化への対応 新 ○26 3 1  

30. 手続きの公正性 新 － 3 －  

31. 個人の尊重 新 ○27 3 1  

32. 公正な人事評価 新 ○28 3 1  

33. 多様な労働者への対応 新 ○29 3 1  

34. キャリア形成 新 ○30 5 1  

35. ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 新 ○31 2 1  

※1 []は職場外要因を示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 

※3 標準版では現行版に新しい２項目を追加する。短縮版は現行版の項目をそのまま使用する。 

表１－２ 現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（２／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜アウトカム＞     

36. 活気 現行 ○32 3 3  

37. イライラ感 現行 ○33 3 3  

38. 疲労感 現行 ○34 3 3  

39. 不安感 現行 ○35 3 3  

40. 抑うつ感 現行 ○36 6 6  

41. 身体愁訴 現行 ○37 11 11  

42. 仕事満足度 現行 ○38 1 1  

43. [家庭満足度] 現行 ○39 1 1  

44. 職場のハラスメント 新 ○40 2 1  

45. 職場の一体感（ソーシャル・キャピタル） 新 ○41 3 1  

46. ワーク・エンゲイジメント 新 ○42 2 2  

47. 職務の遂行 新 － 3 －  

48. 創造性の発揮 新 － 3 －  

49. 積極的な学習 新 － 3 －  

※1 []は職場外アウトカムを示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 
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表２ 新職業性ストレス簡易調査票の尺度の信頼性 

  
内的整合性信頼性

（Cronbach のα係数）

１年間の追跡調査での再テスト

信頼性（ピアソン相関係数） 

  全員 男性 女性 現行＋標準版 短縮版 

＜仕事の負担＞          

1.   仕事の量的負担 .770 .765 .770 .655 *** ― 

2.   仕事の質的負担 .741 .689 .787 .716 *** ― 

3.   身体的負担度 NA .699 *** ― 

4.   職場での対人関係 .690 .686 .678 .563 *** ― 

5.   職場環境 NA .637 *** ― 

6.   情緒的負担 .860 .860 .859 .628 *** .566 *** 

7.   役割葛藤 .791 .786 .785 .633 *** .549 *** 

8.   ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） .885 .882 .886 .616 *** .576 *** 

＜仕事の資源：作業レベル＞ 

9.   仕事のコントロール .717 .718 .709 .653 *** ― 

10.  仕事の適性 NA .659 *** ― 

11.  技能の活用度 NA .428 *** ― 

12.  仕事の意義 .813 .807 .824 .720 *** .660 *** 

13.  役割明確さ .646 .680 .597 .426 *** .343 *** 

14.  成長の機会 .848 .869 .827 .691 *** .623 *** 

15.  新奇性 .781 .787 .767 .575 *** ― 

16.  予測可能性 .691 .700 .686 .424 *** ― 

＜仕事の資源：部署（グループ）レベル＞ 

17.  上司からのサポート .808 .803 .812 .611 *** ― 

18.  同僚からのサポート .781 .787 .771 .541 *** ― 

19.  [家族・友人からのサポート] .832 .817 .846 .599 *** ― 

20.  経済・地位報酬 .728 .731 .721 .633 *** .633 *** 

21.  尊重報酬 .706 .669 .739 .613 *** .551 *** 

22.  安定報酬 .639 .671 .620 .620 *** .620 *** 

23.  上司のリーダーシップ .787 .806 .768 .654 *** .549 *** 

24.  上司の公正な態度 .905 .906 .904 .566 *** .516 *** 

25.  ほめてもらえる職場 .905 .897 .913 .595 *** .546 *** 

26.  失敗を認める職場 .774 .751 .798 .588 *** .562 *** 

27.  グループの有能感 .913 .917 .908 .524 *** ― 

＜仕事の資源：事業場レベル＞ 

28.  経営層との信頼関係 .851 .853 .848 .693 *** .553 *** 

29.  変化への対応 .771 .770 .774 .555 *** .439 *** 

30.  手続きの公正性 .792 .792 .791 .494 *** ― 

31.  個人の尊重 .845 .839 .853 .616 *** .587 *** 

32.  公正な人事評価 .859 .851 .869 .626 *** .524 *** 

33.  多様な労働者への対応 .685 .669 .692 .654 *** .515 *** 

34.  キャリア形成 .889 .894 .885 .733 *** .613 *** 

35.  ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） .796 .829 .762 .625 *** .578 *** 

＜アウトカム＞ 

1.   活気 .899 .900 .897 .614 *** ― 

2.   イライラ感 .910 .907 .912 .547 *** ― 

3.   疲労感 .891 .886 .896 .541 *** ― 

4.   不安感 .773 .763 .777 .603 *** ― 

5.   抑うつ感 .885 .890 .879 .630 *** ― 

6.   身体愁訴 .839 .851 .827 .689 *** ― 

7.   仕事満足度 NA .642 *** ― 

8.   [家庭満足度] NA .580 *** ― 

9.   職場のハラスメント .707 .731 .680 .478 *** .509 *** 

10.  職場の一体感（ソーシャル・キャピタル） .557 .561 .542 .620 *** .428 *** 

11.  ワーク・エンゲイジメント .752 .759 .741 .664 *** ― 

12.  職務の遂行 .781 .813 .741 .480 *** ― 

13.  創造性の発揮 .869 .869 .866 .603 *** ― 

14.  積極的な学習 .839 .833 .844 .547 *** ― 

NA:一項目尺度のため計算しなかった。*** p<0.001. －：短縮版がないので現行版＋標準版を参照のこと。
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表２ 新職業性ストレス簡易調査票の尺度の信頼性 

  
内的整合性信頼性

（Cronbach のα係数）

１年間の追跡調査での再テスト

信頼性（ピアソン相関係数） 

  全員 男性 女性 現行＋標準版 短縮版 

＜仕事の負担＞          

1.   仕事の量的負担 .770 .765 .770 .655 *** ― 

2.   仕事の質的負担 .741 .689 .787 .716 *** ― 

3.   身体的負担度 NA .699 *** ― 

4.   職場での対人関係 .690 .686 .678 .563 *** ― 

5.   職場環境 NA .637 *** ― 

6.   情緒的負担 .860 .860 .859 .628 *** .566 *** 

7.   役割葛藤 .791 .786 .785 .633 *** .549 *** 

8.   ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） .885 .882 .886 .616 *** .576 *** 

＜仕事の資源：作業レベル＞ 

9.   仕事のコントロール .717 .718 .709 .653 *** ― 

10.  仕事の適性 NA .659 *** ― 

11.  技能の活用度 NA .428 *** ― 

12.  仕事の意義 .813 .807 .824 .720 *** .660 *** 

13.  役割明確さ .646 .680 .597 .426 *** .343 *** 

14.  成長の機会 .848 .869 .827 .691 *** .623 *** 

15.  新奇性 .781 .787 .767 .575 *** ― 

16.  予測可能性 .691 .700 .686 .424 *** ― 

＜仕事の資源：部署（グループ）レベル＞ 

17.  上司からのサポート .808 .803 .812 .611 *** ― 

18.  同僚からのサポート .781 .787 .771 .541 *** ― 

19.  [家族・友人からのサポート] .832 .817 .846 .599 *** ― 

20.  経済・地位報酬 .728 .731 .721 .633 *** .633 *** 

21.  尊重報酬 .706 .669 .739 .613 *** .551 *** 

22.  安定報酬 .639 .671 .620 .620 *** .620 *** 

23.  上司のリーダーシップ .787 .806 .768 .654 *** .549 *** 

24.  上司の公正な態度 .905 .906 .904 .566 *** .516 *** 

25.  ほめてもらえる職場 .905 .897 .913 .595 *** .546 *** 

26.  失敗を認める職場 .774 .751 .798 .588 *** .562 *** 

27.  グループの有能感 .913 .917 .908 .524 *** ― 

＜仕事の資源：事業場レベル＞ 

28.  経営層との信頼関係 .851 .853 .848 .693 *** .553 *** 

29.  変化への対応 .771 .770 .774 .555 *** .439 *** 

30.  手続きの公正性 .792 .792 .791 .494 *** ― 

31.  個人の尊重 .845 .839 .853 .616 *** .587 *** 

32.  公正な人事評価 .859 .851 .869 .626 *** .524 *** 

33.  多様な労働者への対応 .685 .669 .692 .654 *** .515 *** 

34.  キャリア形成 .889 .894 .885 .733 *** .613 *** 

35.  ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） .796 .829 .762 .625 *** .578 *** 

＜アウトカム＞ 

1.   活気 .899 .900 .897 .614 *** ― 

2.   イライラ感 .910 .907 .912 .547 *** ― 

3.   疲労感 .891 .886 .896 .541 *** ― 

4.   不安感 .773 .763 .777 .603 *** ― 

5.   抑うつ感 .885 .890 .879 .630 *** ― 

6.   身体愁訴 .839 .851 .827 .689 *** ― 

7.   仕事満足度 NA .642 *** ― 

8.   [家庭満足度] NA .580 *** ― 

9.   職場のハラスメント .707 .731 .680 .478 *** .509 *** 

10.  職場の一体感（ソーシャル・キャピタル） .557 .561 .542 .620 *** .428 *** 

11.  ワーク・エンゲイジメント .752 .759 .741 .664 *** ― 

12.  職務の遂行 .781 .813 .741 .480 *** ― 

13.  創造性の発揮 .869 .869 .866 .603 *** ― 

14.  積極的な学習 .839 .833 .844 .547 *** ― 

NA:一項目尺度のため計算しなかった。*** p<0.001. －：短縮版がないので現行版＋標準版を参照のこと。
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表３ 現行および新職業性ストレス簡易調査票の尺度の全国平均値 

変数グループ 尺度名 現行＋標準版   現行＋短縮版 

 項目数 全国平均値 (標準偏差) 項目数 全国平均値 (標準偏差)

仕事の負担 仕事の量的負担 3 2.14 0.76 3 2.14 0.76 

 仕事の質的負担 3 2.16 0.71 3 2.16 0.71 

 身体的負担度 1 2.49 1.08 1 2.49 1.08 

 職場での対人関係 3 2.88 0.66 3 2.88 0.66 

 職場環境 1 2.78 0.99 1 2.78 0.99 

 情緒的負担 3 2.65 0.82 1 2.66 0.96 

 役割葛藤 3 2.78 0.77 1 2.87 0.93 

 ワーク・セルフ・バランス（ネ

ガティブ） 
2 2.78 0.86 1 2.83 0.89 

 ＊仕事の負担合計＊ 2.58 0.51   2.60 0.52 

仕事の資源（作業レ

ベル） 

仕事のコントロール 3 2.53 0.74 3 2.53 0.74 

仕事の適性 1 2.92 0.80 1 2.92 0.80 

技能の活用 1 3.00 0.85 1 3.00 0.85 

仕事の意義 3 3.09 0.67 1 2.87 0.87 

役割明確さ 3 3.16 0.59 1 3.41 0.63 

成長の機会 3 2.68 0.81 1 2.62 0.94 

新奇性※ 3 2.78 0.80 NA 

予測可能性※ 3 2.46 0.73 NA 

＊仕事の資源（作業レベル）

合計＊ 
2.90 0.49  

 
2.89 0.53 

仕事の資源（部署レ

ベル） 

上司のサポート 3 2.37 0.75 3 2.37 0.75 

同僚のサポート 3 2.68 0.70 3 2.68 0.70 

家族友人のサポート 3 3.31 0.68 3 3.31 0.68 

経済・地位報酬 2 2.41 0.79 1 2.25 0.92 

尊重報酬 2 2.72 0.67 1 2.59 0.80 

安定報酬 3 2.46 0.75 1 2.84 1.02 

上司のリーダーシップ 3 2.18 0.77 1 2.25 0.92 

上司の公正な態度 3 2.55 0.80 1 2.65 0.86 

ほめてもらえる職場 3 2.42 0.82 1 2.59 0.91 

失敗を認める職場 2 2.26 0.78 1 2.45 0.85 

グループの有能感※ 3 2.49 0.74 NA 

＊仕事の資源（部署レベル）

合計＊ 
2.45 0.54  

 
2.52 0.57 

仕事の資源（事業場

レベル） 

経営層との信頼関係 3 2.53 0.71 1 2.58 0.81 

変化への対応 3 2.48 0.72 1 2.35 0.86 

個人の尊重 3 2.12 0.72 1 2.14 0.82 

公正な人事評価 3 2.15 0.77 1 2.04 0.86 

多様な労働者への対応 3 2.52 0.70 1 2.72 0.87 

キャリア形成 5 2.19 0.74 1 2.23 0.87 

ワーク・セルフ・バランス（ポ

ジティブ） 
2 2.10 0.78 1 2.07 0.87 

手続きの公正性※ 2 2.27 0.73 NA 

＊仕事の資源（事業場レベ

ル）合計＊ 
2.29 0.56  

 
2.30 0.60 

いきいきアウトカム ワーク・エンゲイジメント 2 2.52 0.77  2 2.52 0.77 

 職場の一体感 3 2.74 0.69  1 2.66 0.77 

心身の健康 活気 3 2.26 0.79 3 2.26 0.79 

イライラ感 3 2.70 0.85 3 2.70 0.85 

疲労感 3 2.70 0.88 3 2.70 0.88 

不安感 3 2.87 0.80 3 2.87 0.80 

抑うつ感 6 3.27 0.67 6 3.27 0.67 

心理的ストレス反応合計 18 2.85 0.61 18 2.85 0.61 

身体愁訴 11 3.22 0.54 11 3.22 0.54 

職場のハラスメント 職場のハラスメント 2 3.58 0.67  1 3.70 0.63 

満足度 仕事満足度 1 2.60 0.85  1 2.60 0.85 

  家庭満足度 1 3.06 0.81  1 3.06 0.81 

仕事のパフォーマン

ス 

  

職務の遂行 3 2.98 0.57 NA 

創造性の発揮 3 2.67 0.72 NA 

積極的な学習 3 2.55 0.72  NA     

（注１）高得点ほど良好な状態を示すように変換している。（注２）得点を項目数で除している。   

（注３）※は推奨尺度以外。仕事の負担・資源の合計得点の計算には使用していない。 

（注４）NA=短縮版では採用していない尺度。 

 

参考表１短縮版の作成に参考とした新職業性ストレス簡易調査票尺度（暫定版）の項目－合計相関※ 

※平成 22 年度全国調査回答者男性 847 名、女性 786 名のデータ。下線は短縮版に採用された項目。*

のついた尺度については短縮版が作成されていない。 

  全体 男性 女性 

情緒的負担 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱されることがある .658 .662 .655 
感情面で負担になる仕事だ .804 .805 .803 
感情的に巻き込まれやすい仕事だ .748 .745 .751 

役割葛藤 自分が正しいと思うのとは違ったやり方で仕事をしなければならない .610 .603 .610 
複数の人からお互いに矛盾したことを要求される .680 .675 .668 
十分な人やモノがないまま仕事を割り当てられる .611 .603 .602 

役割明確さ 自分の職務や責任が何であるか分かっている .478 .495 .453 
自分にどれくらい権限があるのかはっきりしている .481 .562 .380 
自分の仕事で何をするべきかについて説明されている .437 .453 .410 

成長の機会 仕事で新しいことを学ぶ機会がある .654 .697 .612 
仕事で自分の長所をのばす機会がある .778 .811 .747 
職場では、自分の技能を十分に高めることができる .720 .745 .700 

新奇性* これまでしたことのない種類の仕事をすることが多い .629 .630 .620 
毎回、新しい技術や知識を必要とする仕事である .580 .596 .553 
仕事の上で、以前に経験したことのないことに出会う .647 .657 .629 

予測可能性* いつごろ、自分の仕事量が増えるか分かっている .553 .536 .571 
いつごろ、自分の仕事が一段落するか見通しがついている .569 .578 .566 
いつごろ、仕事上でトラブルが生じるか予想できる .403 .438 .377 

職場の一体感（ソーシ

ャル・キャピタル） 

私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある .761 .762 .749 
私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている .821 .818 .820 
私たちの職場では、仕事に関連した情報の共有ができている .692 .694 .678 
私たちの職場では、助け合おうという雰囲気がある .821 .815 .819 
私たちの職場では、お互いに信頼し合っている .788 .808 .765 
笑いや笑顔がある職場だ .631 .608 .640 

上司のリーダーシップ 仕事の出来ばえについて、上司からフィードバックをもらっている .507 .539 .473 
上司は、部下が能力を伸ばす機会を持てるように、取り計らってくれる .714 .716 .710 
上司は、私が自分で問題解決できるように励ましてくれる .672 .719 .633 

上司の公正な態度 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる .744 .748 .741 
上司は親切心と思いやりをもって接してくれる .842 .838 .846 
上司は誠実な態度で対応してくれる .852 .857 .846 

ほめてもらえる職場 仕事をきちんとすれば、ほめてもらえる .870 .852 .887 
努力して仕事をすれば、ほめてもらえる .882 .876 .889 
あたりまえのことでも、できたらほめてもらえる .692 .674 .708 

グループの有能感* 自分のグループは仕事の遂行能力がとても高いという自信がある .797 .810 .783 
自分のグループは不測の事態をうまく処理できるという自信がある .845 .841 .850 
自分のグループは全体的に見て、課題の解決能力が高い .833 .847 .819 

職の不安定性（安定報

酬） 

昇進の見込みは少ない .378 .448 .333 
職を失う恐れがある .523 .531 .517 
職場で、好ましくない変化を経験している。もしくは今後そういう状況が起こりうる .450 .474 .448 

経営層との信頼関係 経営層は従業員の仕事ぶりを信頼している .695 .711 .676 
経営層からの情報は信頼できる .771 .754 .789 
経営層は従業員からの提案を真剣に取り扱ってくれる .702 .708 .694 

変化への対応 職場や仕事でどんな変化があるか、上司にたずねる機会がある .561 .557 .570 
職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている .673 .676 .670 
職場や仕事の変化がある場合、事前に説明がある .586 .584 .591 

手続きの公正性 意思決定によって影響を受ける全ての関係者が、意思決定に参加している .657 .661 .653 
意思決定は一貫している（全ての従業員に対し規則が同様に適用される） .592 .586 .597 
意思決定が行われる前に、影響を受ける人たちの考えが聞かれている .653 .657 .648 

個人の尊重 一人ひとりの長所や得意分野を考えて仕事が与えられている .728 .718 .739 
一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ .749 .763 .739 
自分に合った仕事や職場を社内で見つける機会がある .659 .628 .695 

公正な人事評価 人事評価の結果について十分な説明がなされている .754 .752 .756 
仕事の方針と役割について納得できるような説明がある .735 .730 .742 
人事評価の基準が明確にされている .717 .686 .753 

多様な労働者への対応 女性、高齢者あるいは障がい者が働きやすい職場だ .484 .459 .494 
若い人が働きやすい職場だ .513 .487 .535 
職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が職場の一員として尊重されている .504 .498 .497 

キャリア形成 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている .761 .780 .744 
若いうちから将来の進路を考えて人事管理が行われている .760 .771 .750 
グループや個人ごとに、教育・訓練の目標が明確にされている .743 .748 .737 
自分の職場では、誰でも必要なときに必要な教育・訓練が受けられる .707 .735 .678 
自分の職場では、従業員を育てることが大切だと考えられている .689 .677 .705 

ワーク・セルフ・バラ

ンス 

仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない .551 .540 .552 
仕事のスケジュールのために自分の生活を充実させられない .550 .546 .545 
仕事で学んだことを活かして自分の生活を充実させている（反転） .424 .447 .398 
仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実している（反転） .489 .489 .478 

− 262− − 263−



表３ 現行および新職業性ストレス簡易調査票の尺度の全国平均値 

変数グループ 尺度名 現行＋標準版   現行＋短縮版 

 項目数 全国平均値 (標準偏差) 項目数 全国平均値 (標準偏差)

仕事の負担 仕事の量的負担 3 2.14 0.76 3 2.14 0.76 

 仕事の質的負担 3 2.16 0.71 3 2.16 0.71 

 身体的負担度 1 2.49 1.08 1 2.49 1.08 

 職場での対人関係 3 2.88 0.66 3 2.88 0.66 

 職場環境 1 2.78 0.99 1 2.78 0.99 

 情緒的負担 3 2.65 0.82 1 2.66 0.96 

 役割葛藤 3 2.78 0.77 1 2.87 0.93 

 ワーク・セルフ・バランス（ネ

ガティブ） 
2 2.78 0.86 1 2.83 0.89 

 ＊仕事の負担合計＊ 2.58 0.51   2.60 0.52 

仕事の資源（作業レ

ベル） 

仕事のコントロール 3 2.53 0.74 3 2.53 0.74 

仕事の適性 1 2.92 0.80 1 2.92 0.80 

技能の活用 1 3.00 0.85 1 3.00 0.85 

仕事の意義 3 3.09 0.67 1 2.87 0.87 

役割明確さ 3 3.16 0.59 1 3.41 0.63 

成長の機会 3 2.68 0.81 1 2.62 0.94 

新奇性※ 3 2.78 0.80 NA 

予測可能性※ 3 2.46 0.73 NA 

＊仕事の資源（作業レベル）

合計＊ 
2.90 0.49  

 
2.89 0.53 

仕事の資源（部署レ

ベル） 

上司のサポート 3 2.37 0.75 3 2.37 0.75 

同僚のサポート 3 2.68 0.70 3 2.68 0.70 

家族友人のサポート 3 3.31 0.68 3 3.31 0.68 

経済・地位報酬 2 2.41 0.79 1 2.25 0.92 

尊重報酬 2 2.72 0.67 1 2.59 0.80 

安定報酬 3 2.46 0.75 1 2.84 1.02 

上司のリーダーシップ 3 2.18 0.77 1 2.25 0.92 

上司の公正な態度 3 2.55 0.80 1 2.65 0.86 

ほめてもらえる職場 3 2.42 0.82 1 2.59 0.91 

失敗を認める職場 2 2.26 0.78 1 2.45 0.85 

グループの有能感※ 3 2.49 0.74 NA 

＊仕事の資源（部署レベル）

合計＊ 
2.45 0.54  

 
2.52 0.57 

仕事の資源（事業場

レベル） 

経営層との信頼関係 3 2.53 0.71 1 2.58 0.81 

変化への対応 3 2.48 0.72 1 2.35 0.86 

個人の尊重 3 2.12 0.72 1 2.14 0.82 

公正な人事評価 3 2.15 0.77 1 2.04 0.86 

多様な労働者への対応 3 2.52 0.70 1 2.72 0.87 

キャリア形成 5 2.19 0.74 1 2.23 0.87 

ワーク・セルフ・バランス（ポ

ジティブ） 
2 2.10 0.78 1 2.07 0.87 

手続きの公正性※ 2 2.27 0.73 NA 

＊仕事の資源（事業場レベ

ル）合計＊ 
2.29 0.56  

 
2.30 0.60 

いきいきアウトカム ワーク・エンゲイジメント 2 2.52 0.77  2 2.52 0.77 

 職場の一体感 3 2.74 0.69  1 2.66 0.77 

心身の健康 活気 3 2.26 0.79 3 2.26 0.79 

イライラ感 3 2.70 0.85 3 2.70 0.85 

疲労感 3 2.70 0.88 3 2.70 0.88 

不安感 3 2.87 0.80 3 2.87 0.80 

抑うつ感 6 3.27 0.67 6 3.27 0.67 

心理的ストレス反応合計 18 2.85 0.61 18 2.85 0.61 

身体愁訴 11 3.22 0.54 11 3.22 0.54 

職場のハラスメント 職場のハラスメント 2 3.58 0.67  1 3.70 0.63 

満足度 仕事満足度 1 2.60 0.85  1 2.60 0.85 

  家庭満足度 1 3.06 0.81  1 3.06 0.81 

仕事のパフォーマン

ス 

  

職務の遂行 3 2.98 0.57 NA 

創造性の発揮 3 2.67 0.72 NA 

積極的な学習 3 2.55 0.72  NA     

（注１）高得点ほど良好な状態を示すように変換している。（注２）得点を項目数で除している。   

（注３）※は推奨尺度以外。仕事の負担・資源の合計得点の計算には使用していない。 

（注４）NA=短縮版では採用していない尺度。 

 

参考表１短縮版の作成に参考とした新職業性ストレス簡易調査票尺度（暫定版）の項目－合計相関※ 

※平成 22 年度全国調査回答者男性 847 名、女性 786 名のデータ。下線は短縮版に採用された項目。*

のついた尺度については短縮版が作成されていない。 

  全体 男性 女性 

情緒的負担 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱されることがある .658 .662 .655 
感情面で負担になる仕事だ .804 .805 .803 
感情的に巻き込まれやすい仕事だ .748 .745 .751 

役割葛藤 自分が正しいと思うのとは違ったやり方で仕事をしなければならない .610 .603 .610 
複数の人からお互いに矛盾したことを要求される .680 .675 .668 
十分な人やモノがないまま仕事を割り当てられる .611 .603 .602 

役割明確さ 自分の職務や責任が何であるか分かっている .478 .495 .453 
自分にどれくらい権限があるのかはっきりしている .481 .562 .380 
自分の仕事で何をするべきかについて説明されている .437 .453 .410 

成長の機会 仕事で新しいことを学ぶ機会がある .654 .697 .612 
仕事で自分の長所をのばす機会がある .778 .811 .747 
職場では、自分の技能を十分に高めることができる .720 .745 .700 

新奇性* これまでしたことのない種類の仕事をすることが多い .629 .630 .620 
毎回、新しい技術や知識を必要とする仕事である .580 .596 .553 
仕事の上で、以前に経験したことのないことに出会う .647 .657 .629 

予測可能性* いつごろ、自分の仕事量が増えるか分かっている .553 .536 .571 
いつごろ、自分の仕事が一段落するか見通しがついている .569 .578 .566 
いつごろ、仕事上でトラブルが生じるか予想できる .403 .438 .377 

職場の一体感（ソーシ

ャル・キャピタル） 

私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある .761 .762 .749 
私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている .821 .818 .820 
私たちの職場では、仕事に関連した情報の共有ができている .692 .694 .678 
私たちの職場では、助け合おうという雰囲気がある .821 .815 .819 
私たちの職場では、お互いに信頼し合っている .788 .808 .765 
笑いや笑顔がある職場だ .631 .608 .640 

上司のリーダーシップ 仕事の出来ばえについて、上司からフィードバックをもらっている .507 .539 .473 
上司は、部下が能力を伸ばす機会を持てるように、取り計らってくれる .714 .716 .710 
上司は、私が自分で問題解決できるように励ましてくれる .672 .719 .633 

上司の公正な態度 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる .744 .748 .741 
上司は親切心と思いやりをもって接してくれる .842 .838 .846 
上司は誠実な態度で対応してくれる .852 .857 .846 

ほめてもらえる職場 仕事をきちんとすれば、ほめてもらえる .870 .852 .887 
努力して仕事をすれば、ほめてもらえる .882 .876 .889 
あたりまえのことでも、できたらほめてもらえる .692 .674 .708 

グループの有能感* 自分のグループは仕事の遂行能力がとても高いという自信がある .797 .810 .783 
自分のグループは不測の事態をうまく処理できるという自信がある .845 .841 .850 
自分のグループは全体的に見て、課題の解決能力が高い .833 .847 .819 

職の不安定性（安定報

酬） 

昇進の見込みは少ない .378 .448 .333 
職を失う恐れがある .523 .531 .517 
職場で、好ましくない変化を経験している。もしくは今後そういう状況が起こりうる .450 .474 .448 

経営層との信頼関係 経営層は従業員の仕事ぶりを信頼している .695 .711 .676 
経営層からの情報は信頼できる .771 .754 .789 
経営層は従業員からの提案を真剣に取り扱ってくれる .702 .708 .694 

変化への対応 職場や仕事でどんな変化があるか、上司にたずねる機会がある .561 .557 .570 
職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている .673 .676 .670 
職場や仕事の変化がある場合、事前に説明がある .586 .584 .591 

手続きの公正性 意思決定によって影響を受ける全ての関係者が、意思決定に参加している .657 .661 .653 
意思決定は一貫している（全ての従業員に対し規則が同様に適用される） .592 .586 .597 
意思決定が行われる前に、影響を受ける人たちの考えが聞かれている .653 .657 .648 

個人の尊重 一人ひとりの長所や得意分野を考えて仕事が与えられている .728 .718 .739 
一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ .749 .763 .739 
自分に合った仕事や職場を社内で見つける機会がある .659 .628 .695 

公正な人事評価 人事評価の結果について十分な説明がなされている .754 .752 .756 
仕事の方針と役割について納得できるような説明がある .735 .730 .742 
人事評価の基準が明確にされている .717 .686 .753 

多様な労働者への対応 女性、高齢者あるいは障がい者が働きやすい職場だ .484 .459 .494 
若い人が働きやすい職場だ .513 .487 .535 
職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が職場の一員として尊重されている .504 .498 .497 

キャリア形成 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている .761 .780 .744 
若いうちから将来の進路を考えて人事管理が行われている .760 .771 .750 
グループや個人ごとに、教育・訓練の目標が明確にされている .743 .748 .737 
自分の職場では、誰でも必要なときに必要な教育・訓練が受けられる .707 .735 .678 
自分の職場では、従業員を育てることが大切だと考えられている .689 .677 .705 

ワーク・セルフ・バラ

ンス 

仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない .551 .540 .552 
仕事のスケジュールのために自分の生活を充実させられない .550 .546 .545 
仕事で学んだことを活かして自分の生活を充実させている（反転） .424 .447 .398 
仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実している（反転） .489 .489 .478 
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参考表２ 新および現行職業性ストレス簡易調査票の尺度の因子分析* 

因子 1 

(事業場

レベル

資源と

経済・安

定報酬) 

因子 2 

（仕事

の負担）

因子 3 

（ 作 業

レ ベ ル

資源） 

因子 4

（部署

レベル

資源、特

に上司

機能）

因子 5 

（ 身 体

的 負 担

と 職 場

環境） 

因子 6 

（ 明 確

な 解 釈

困難） 

因子 7 

（役割

明確さ

と予測

可能性）

仕事の量的負担 0.05 0.75 -0.15 -0.04 0.23 0.10 0.03 

仕事の質的負担 -0.09 0.71 -0.39 0.02 0.11 0.16 0.02 

身体的負担度 0.02 0.29 -0.05 -0.01 0.77 0.13 0.05 

職場での対人関係 0.39 0.50 0.33 -0.54 0.18 -0.31 0.26 

職場環境 0.32 0.19 0.27 -0.27 0.58 -0.35 0.15 

情緒的負担 0.19 0.72 0.17 -0.26 0.19 -0.10 0.15 

役割葛藤 0.37 0.67 0.21 -0.37 0.18 -0.27 0.21 

ワーク・セルフ・バランス（ネ

ガティブ） 
0.21 0.68 0.18 -0.13 0.15 -0.01 0.15 

仕事のコントロール 0.28 0.36 0.36 -0.36 0.14 0.38 0.35 

仕事の適性 0.29 0.27 0.68 -0.29 -0.13 0.00 0.38 

技能の活用度 0.13 -0.09 0.64 -0.22 0.23 -0.10 0.05 

仕事の意義 0.42 -0.07 0.79 -0.41 -0.03 -0.13 0.35 

役割明確さ 0.33 0.10 0.26 -0.34 0.11 -0.25 0.72 

成長の機会 0.49 -0.11 0.72 -0.49 0.26 0.09 0.23 

新奇性 -0.14 0.53 -0.23 0.18 -0.26 -0.29 0.18 

予測可能性 0.23 0.09 0.16 -0.17 0.05 0.26 0.77 

上司からのサポート 0.41 0.15 0.34 -0.84 0.07 -0.04 0.23 

同僚からのサポート 0.26 0.13 0.33 -0.60 -0.02 -0.38 0.20 

経済・地位報酬 0.57 0.20 0.27 -0.45 0.34 -0.18 0.29 

尊重報酬 0.54 0.18 0.32 -0.66 0.22 -0.21 0.44 

安定報酬 0.51 0.20 0.33 -0.41 0.18 -0.32 -0.04 

上司のリーダーシップ 0.64 -0.06 0.32 -0.75 0.27 0.16 0.20 

上司の公正な態度 0.60 0.15 0.25 -0.82 0.23 0.07 0.24 

ほめてもらえる職場 0.59 0.11 0.25 -0.80 0.18 0.09 0.25 

失敗を認める職場 0.62 0.02 0.42 -0.62 0.22 0.19 0.29 

グループの有能感 0.48 0.08 0.36 -0.51 0.12 -0.01 0.38 

経営層との信頼関係 0.78 0.21 0.28 -0.48 0.09 -0.10 0.23 

変化への対応 0.78 0.12 0.26 -0.56 0.14 0.02 0.27 

手続きの公正性 0.81 0.12 0.21 -0.43 0.09 0.01 0.27 

個人の尊重 0.79 0.15 0.43 -0.51 0.11 0.13 0.26 

公正な人事評価 0.83 0.08 0.24 -0.46 0.20 0.00 0.26 

多様な労働者への対応 0.63 0.11 0.29 -0.36 0.38 -0.07 0.36 

キャリア形成 0.83 -0.02 0.38 -0.50 0.25 -0.03 0.27 

ワーク・セルフ・バランス（ポ

ジティブ） 
0.52 0.18 0.57 -0.38 0.09 0.16 0.21 

分散（％） 16.9 9.1 8.0 7.7 3.4 2.7 2.0

* 平成 22 年度全国調査の回答者のうち尺度に欠損のない 1442 人のデータの解析。主成分分析により固

有値 1.0 以上の７因子を抽出。オブリミン法回転後の因子構造。下線部は因子負荷量の絶対値が 0.5 を

越えたものを示した。 
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新職業性ストレス調査票の標準化のために、日本の労働者の代表サンプルを抽出

し、全国調査を実施した、被雇用者1633名（男性847名、女性786名）の回答を標準

データとして、性、職種、雇用形態、産業といった属性別に標準版と短縮版の標準値

を作成した。新職業性ストレス簡易調査票を用いた職場の調査結果をこの全国調査の

標準値と比較して、職場の状態を評価することができる。尺度平均は、属性によって

多くの有意差が認められた。標準版だけではなく短縮版でも多くの有意差が認めら

れ、項目数が少ないという制限があるが、職業性ストレスの差異を測定することが可

能であり、職業性ストレスの評価に有用と考えられる。全国調査は日本を代表するサ

ンプルであるが、属性別等の層別解析には人数の制約があった。標準データを今後蓄

積して安定した標準値を設定することが望まれる。新職業性ストレス簡易調査票は、

仕事の負担や仕事の資源等の職業性ストレスの多様な側面を包括的に評価する新しい

調査票であり、職場のメンタルヘルス対策に有用と考えられる。 

 

Ａ．研究目的 

新職業性ストレス簡易調査票の全国調査

のデータに基づいて、標準値を属性別に作

成する。 

 

Ｂ．方法 

新職業性ストレス調査票の標準化のため

に、日本の労働者の代表サンプルを対象に

全国調査を実施した。中央調査社に委託し、

多段階抽出層化無作為抽出により、日本国

籍の20歳以上60歳以下の地域住民5千人を

抽出し、2010年11月25日に調査票を送付し

た。有効回収数は2384名（47.7％）であっ

た。被雇用者は、1633名（男性847名、女

性786名）であった。 

全国調査の標準データとして、性別の平

均値と標準偏差を算出した。次に、職種、

雇用形態、産業別の平均値と標準偏差を性

別に算出した。さらに性別の2群間の差はt

検定を行い、属性別の複数の群間差を一元

− 264− − 265−



参考表２ 新および現行職業性ストレス簡易調査票の尺度の因子分析* 

因子 1 

(事業場

レベル

資源と

経済・安

定報酬) 

因子 2 

（仕事

の負担）

因子 3 

（ 作 業

レ ベ ル

資源） 

因子 4

（部署

レベル

資源、特

に上司

機能）

因子 5 

（ 身 体

的 負 担

と 職 場

環境） 

因子 6 

（ 明 確

な 解 釈

困難） 

因子 7 

（役割

明確さ

と予測

可能性）

仕事の量的負担 0.05 0.75 -0.15 -0.04 0.23 0.10 0.03 

仕事の質的負担 -0.09 0.71 -0.39 0.02 0.11 0.16 0.02 

身体的負担度 0.02 0.29 -0.05 -0.01 0.77 0.13 0.05 

職場での対人関係 0.39 0.50 0.33 -0.54 0.18 -0.31 0.26 

職場環境 0.32 0.19 0.27 -0.27 0.58 -0.35 0.15 

情緒的負担 0.19 0.72 0.17 -0.26 0.19 -0.10 0.15 

役割葛藤 0.37 0.67 0.21 -0.37 0.18 -0.27 0.21 

ワーク・セルフ・バランス（ネ

ガティブ） 
0.21 0.68 0.18 -0.13 0.15 -0.01 0.15 

仕事のコントロール 0.28 0.36 0.36 -0.36 0.14 0.38 0.35 

仕事の適性 0.29 0.27 0.68 -0.29 -0.13 0.00 0.38 

技能の活用度 0.13 -0.09 0.64 -0.22 0.23 -0.10 0.05 

仕事の意義 0.42 -0.07 0.79 -0.41 -0.03 -0.13 0.35 

役割明確さ 0.33 0.10 0.26 -0.34 0.11 -0.25 0.72 

成長の機会 0.49 -0.11 0.72 -0.49 0.26 0.09 0.23 

新奇性 -0.14 0.53 -0.23 0.18 -0.26 -0.29 0.18 

予測可能性 0.23 0.09 0.16 -0.17 0.05 0.26 0.77 

上司からのサポート 0.41 0.15 0.34 -0.84 0.07 -0.04 0.23 

同僚からのサポート 0.26 0.13 0.33 -0.60 -0.02 -0.38 0.20 

経済・地位報酬 0.57 0.20 0.27 -0.45 0.34 -0.18 0.29 

尊重報酬 0.54 0.18 0.32 -0.66 0.22 -0.21 0.44 

安定報酬 0.51 0.20 0.33 -0.41 0.18 -0.32 -0.04 

上司のリーダーシップ 0.64 -0.06 0.32 -0.75 0.27 0.16 0.20 

上司の公正な態度 0.60 0.15 0.25 -0.82 0.23 0.07 0.24 

ほめてもらえる職場 0.59 0.11 0.25 -0.80 0.18 0.09 0.25 

失敗を認める職場 0.62 0.02 0.42 -0.62 0.22 0.19 0.29 

グループの有能感 0.48 0.08 0.36 -0.51 0.12 -0.01 0.38 

経営層との信頼関係 0.78 0.21 0.28 -0.48 0.09 -0.10 0.23 

変化への対応 0.78 0.12 0.26 -0.56 0.14 0.02 0.27 

手続きの公正性 0.81 0.12 0.21 -0.43 0.09 0.01 0.27 

個人の尊重 0.79 0.15 0.43 -0.51 0.11 0.13 0.26 

公正な人事評価 0.83 0.08 0.24 -0.46 0.20 0.00 0.26 

多様な労働者への対応 0.63 0.11 0.29 -0.36 0.38 -0.07 0.36 

キャリア形成 0.83 -0.02 0.38 -0.50 0.25 -0.03 0.27 

ワーク・セルフ・バランス（ポ

ジティブ） 
0.52 0.18 0.57 -0.38 0.09 0.16 0.21 

分散（％） 16.9 9.1 8.0 7.7 3.4 2.7 2.0

* 平成 22 年度全国調査の回答者のうち尺度に欠損のない 1442 人のデータの解析。主成分分析により固

有値 1.0 以上の７因子を抽出。オブリミン法回転後の因子構造。下線部は因子負荷量の絶対値が 0.5 を

越えたものを示した。 
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新職業性ストレス調査票の標準化のために、日本の労働者の代表サンプルを抽出

し、全国調査を実施した、被雇用者1633名（男性847名、女性786名）の回答を標準

データとして、性、職種、雇用形態、産業といった属性別に標準版と短縮版の標準値

を作成した。新職業性ストレス簡易調査票を用いた職場の調査結果をこの全国調査の

標準値と比較して、職場の状態を評価することができる。尺度平均は、属性によって

多くの有意差が認められた。標準版だけではなく短縮版でも多くの有意差が認めら

れ、項目数が少ないという制限があるが、職業性ストレスの差異を測定することが可

能であり、職業性ストレスの評価に有用と考えられる。全国調査は日本を代表するサ

ンプルであるが、属性別等の層別解析には人数の制約があった。標準データを今後蓄

積して安定した標準値を設定することが望まれる。新職業性ストレス簡易調査票は、

仕事の負担や仕事の資源等の職業性ストレスの多様な側面を包括的に評価する新しい

調査票であり、職場のメンタルヘルス対策に有用と考えられる。 

 

Ａ．研究目的 

新職業性ストレス簡易調査票の全国調査

のデータに基づいて、標準値を属性別に作

成する。 

 

Ｂ．方法 

新職業性ストレス調査票の標準化のため

に、日本の労働者の代表サンプルを対象に

全国調査を実施した。中央調査社に委託し、

多段階抽出層化無作為抽出により、日本国

籍の20歳以上60歳以下の地域住民5千人を

抽出し、2010年11月25日に調査票を送付し

た。有効回収数は2384名（47.7％）であっ

た。被雇用者は、1633名（男性847名、女

性786名）であった。 

全国調査の標準データとして、性別の平

均値と標準偏差を算出した。次に、職種、

雇用形態、産業別の平均値と標準偏差を性

別に算出した。さらに性別の2群間の差はt

検定を行い、属性別の複数の群間差を一元

− 264− − 265−



 

配置の分散分析により統計学的有意差を確

認した。なお、産業別集計では、「農業、

林業、漁業」「鉱業」の回答者が少なかっ

たので「その他の業種」に併合した。 

新職業性ストレス調査票には、標準版と

短縮版があり、それぞれの尺度の得点を現

行の尺度とともに検討した。4段階の回答

を良好な方を高得点（最高4点）、悪い方

を低得点（最低1点）という方向に変換し、

尺度得点は合計を項目数で割った平均得点

を使用した。項目数に関わらず最低値1点、

最高値4点であり、高得点が良好な回答、

低得点が悪い回答である。 

 

Ｃ．結果 

全国調査の性別の平均、標準偏差、t検

定の標準版の結果を表1、短縮版の結果を

表2に示した。 

職種別の標準版男性の結果を表3-1、表3

-2に、標準版女性の結果を表4-1、表4-2に、

短縮版男性の結果を表5-1、表5-2に、短縮

版女性の結果を表6-1、表6-2に示した。 

雇用形態別の標準版男性の結果を表7-1、

表7-2に、標準版女性の結果を表8-1、表8-

2に、短縮版男性の結果を表9-1、表9-2に、

短縮版女性の結果を表10-1、表10-2に示し

た。 

産業別の標準版男性の結果を表11-1～3、

に、標準版女性の結果を表12-1～3に、短

縮版男性の結果を表13-1～3に、短縮版女

性の結果を表14-1～3に示した。 

 

Ｄ．考察 

新職業性ストレス簡易調査票の全国調査

のデータを用いて性、職種、雇用形態、産

業といった属性別の標準値を示した。新職

業性ストレス簡易調査票を用いた職場の調

査結果をこの全国調査の標準値と比較して、

職場の状態を評価することができる。 

尺度平均は、属性によって多くの有意差

が認められた。性差では、仕事の量的負担、

仕事の質的負担、役割葛藤等、女性の方が

男性よりも良好な尺度が多かった。男性の

方が良好だったのは、仕事のコントロール

や上司のリーダーシップであった。標準版

だけではなく短縮版でも多くの有意差が認

められ、項目数が少ないという制限がある

が、職業性ストレスの差異を測定すること

が可能であり、職業性ストレスの評価に有

用と考えられる。 

全国調査は日本を代表するサンプルであ

るが、属性別等の層別解析には人数の制約

があった。標準データを今後蓄積して安定

した標準値を設定することが望まれる。 

 

Ｅ．結論 

新職業性ストレス調査票の標準化のため

に、日本の労働者の代表サンプルを抽出し、

全国調査を実施した、被雇用者1633名（男

性847名、女性786名）の回答を標準データ

として、性、職種、雇用形態、産業といた

属性別に標準版と短縮版の標準値を作成し

た。 

新職業性ストレス簡易調査票は、仕事の

負担や仕事の資源等の職業性ストレスの多

様な側面を包括的に評価する新しい調査票

であり、職場のメンタルヘルス対策に有用

と考えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし。 

 

Ｇ．研究発表 

なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし。 

 

 

表1　全国調査の標準版性別尺度平均と標準偏差（SD）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD ｔ検定
仕事の量的負担 839 2.03 0.72 782 2.26 0.79 1621 2.14 0.76 ***
仕事の質的負担 840 2.07 0.65 777 2.27 0.76 1617 2.16 0.71 ***
身体的負担度 841 2.47 1.04 784 2.52 1.11 1625 2.49 1.08
職場での対人関係 836 2.78 0.65 774 2.99 0.66 1610 2.88 0.66 ***
職場環境 841 2.71 1.01 786 2.86 0.96 1627 2.78 0.99 **
情緒的負担 841 2.64 0.80 783 2.66 0.85 1624 2.65 0.82
役割葛藤 838 2.66 0.76 785 2.92 0.76 1623 2.78 0.77 ***
ワーク・セルフ・バランス
（ネガティブ）

841 2.70 0.85 783 2.86 0.87 1624 2.78 0.86 ***

仕事の負担合計 811 2.51 0.48 752 2.66 0.54 1563 2.58 0.51 ***
仕事のコントロール 837 2.62 0.72 781 2.44 0.74 1618 2.53 0.74 ***
仕事の適性 842 2.85 0.82 786 2.99 0.77 1628 2.92 0.80 ***
技能の活用 843 3.06 0.82 782 2.94 0.88 1625 3.00 0.85 **
仕事の意義 838 3.07 0.67 786 3.12 0.68 1624 3.09 0.67
役割明確さ 841 3.10 0.62 785 3.23 0.55 1626 3.16 0.59 ***
成長の機会 837 2.68 0.81 781 2.67 0.81 1618 2.68 0.81
新奇性 839 2.68 0.78 782 2.88 0.80 1621 2.78 0.80 ***
予測可能性 843 2.47 0.71 782 2.46 0.75 1625 2.46 0.73
仕事の資源（作業レベル）
合計

823 2.90 0.51 773 2.90 0.47 1596 2.90 0.49

上司のサポート 837 2.41 0.74 775 2.33 0.76 1612 2.37 0.75 *
同僚のサポート 837 2.61 0.70 778 2.75 0.70 1615 2.68 0.70 ***
家族友人のサポート 839 3.26 0.68 780 3.37 0.67 1619 3.31 0.68 **
経済・地位報酬 839 2.35 0.79 783 2.47 0.78 1622 2.41 0.79 **
尊重報酬 839 2.66 0.66 779 2.79 0.67 1618 2.72 0.67 ***
安定報酬 838 2.48 0.77 782 2.45 0.73 1620 2.46 0.75
上司のリーダーシップ 832 2.24 0.76 775 2.11 0.77 1607 2.18 0.77 ***
上司の公正な態度 837 2.51 0.78 779 2.59 0.82 1616 2.55 0.80 *
ほめてもらえる職場 842 2.39 0.79 782 2.46 0.85 1624 2.42 0.82
失敗を認める職場 838 2.28 0.76 781 2.25 0.79 1619 2.26 0.78
グループの有能感 836 2.51 0.75 780 2.48 0.73 1616 2.49 0.74
仕事の資源（部署レベル）
合計

812 2.44 0.55 751 2.47 0.53 1563 2.45 0.54

経営層との信頼関係 842 2.47 0.72 776 2.59 0.69 1618 2.53 0.71 ***
変化への対応 838 2.46 0.72 777 2.49 0.73 1615 2.48 0.72
個人の尊重 837 2.11 0.70 772 2.13 0.73 1609 2.12 0.72
公正な人事評価 836 2.14 0.77 770 2.15 0.78 1606 2.15 0.77
多様な労働者への対応 835 2.42 0.69 776 2.63 0.70 1611 2.52 0.70 ***
キャリア形成 834 2.18 0.73 775 2.21 0.74 1609 2.19 0.74
ワーク・セルフ・バランス
（ポジティブ）

841 2.03 0.76 782 2.17 0.79 1623 2.10 0.78 ***

手続きの公正性 839 2.25 0.74 772 2.29 0.72 1611 2.27 0.73
仕事の資源（事業場レベ
ル）合計

813 2.25 0.56 751 2.34 0.56 1564 2.29 0.56 **

ワーク・エンゲイジメント 839 2.45 0.77 783 2.58 0.76 1622 2.52 0.77 ***
職場の一体感 842 2.65 0.69 784 2.85 0.67 1626 2.74 0.69 ***
活気 837 2.19 0.78 779 2.33 0.80 1616 2.26 0.79 ***
イライラ感 840 2.68 0.85 778 2.72 0.85 1618 2.70 0.85
疲労感 843 2.72 0.87 781 2.68 0.89 1624 2.70 0.88
不安感 839 2.78 0.79 784 2.97 0.80 1623 2.87 0.80 ***
抑うつ感 836 3.23 0.68 782 3.32 0.65 1618 3.27 0.67 **
心理的ストレス反応合計 826 2.81 0.61 764 2.89 0.61 1590 2.85 0.61 **
身体愁訴 833 3.25 0.55 777 3.18 0.53 1610 3.22 0.54 **

職場のハラスメント 職場のハラスメント 840 3.56 0.67 784 3.60 0.66 1624 3.58 0.67
仕事満足度 844 2.55 0.89 786 2.66 0.81 1630 2.60 0.85 **
家庭満足度 844 3.10 0.80 785 3.01 0.82 1629 3.06 0.81 *
職務の遂行 838 2.96 0.59 779 3.00 0.53 1617 2.98 0.57
創造性の発揮 841 2.75 0.70 779 2.59 0.73 1620 2.67 0.72 ***
積極的な学習 838 2.56 0.71 782 2.53 0.73 1620 2.55 0.72

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

心身の健康

仕事のパフォーマン
ス

満足度

仕事の負担

仕事の資源（作業レ
ベル）

仕事の資源（部署レ
ベル）

仕事の資源（事業場
レベル）

いきいきアウトカム

男性 女性 合計
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配置の分散分析により統計学的有意差を確

認した。なお、産業別集計では、「農業、

林業、漁業」「鉱業」の回答者が少なかっ

たので「その他の業種」に併合した。 

新職業性ストレス調査票には、標準版と

短縮版があり、それぞれの尺度の得点を現

行の尺度とともに検討した。4段階の回答

を良好な方を高得点（最高4点）、悪い方

を低得点（最低1点）という方向に変換し、

尺度得点は合計を項目数で割った平均得点

を使用した。項目数に関わらず最低値1点、

最高値4点であり、高得点が良好な回答、

低得点が悪い回答である。 

 

Ｃ．結果 

全国調査の性別の平均、標準偏差、t検

定の標準版の結果を表1、短縮版の結果を

表2に示した。 

職種別の標準版男性の結果を表3-1、表3

-2に、標準版女性の結果を表4-1、表4-2に、

短縮版男性の結果を表5-1、表5-2に、短縮

版女性の結果を表6-1、表6-2に示した。 

雇用形態別の標準版男性の結果を表7-1、

表7-2に、標準版女性の結果を表8-1、表8-

2に、短縮版男性の結果を表9-1、表9-2に、

短縮版女性の結果を表10-1、表10-2に示し

た。 

産業別の標準版男性の結果を表11-1～3、

に、標準版女性の結果を表12-1～3に、短

縮版男性の結果を表13-1～3に、短縮版女

性の結果を表14-1～3に示した。 

 

Ｄ．考察 

新職業性ストレス簡易調査票の全国調査

のデータを用いて性、職種、雇用形態、産

業といった属性別の標準値を示した。新職

業性ストレス簡易調査票を用いた職場の調

査結果をこの全国調査の標準値と比較して、

職場の状態を評価することができる。 

尺度平均は、属性によって多くの有意差

が認められた。性差では、仕事の量的負担、

仕事の質的負担、役割葛藤等、女性の方が

男性よりも良好な尺度が多かった。男性の

方が良好だったのは、仕事のコントロール

や上司のリーダーシップであった。標準版

だけではなく短縮版でも多くの有意差が認

められ、項目数が少ないという制限がある

が、職業性ストレスの差異を測定すること

が可能であり、職業性ストレスの評価に有

用と考えられる。 

全国調査は日本を代表するサンプルであ

るが、属性別等の層別解析には人数の制約

があった。標準データを今後蓄積して安定

した標準値を設定することが望まれる。 

 

Ｅ．結論 

新職業性ストレス調査票の標準化のため

に、日本の労働者の代表サンプルを抽出し、

全国調査を実施した、被雇用者1633名（男

性847名、女性786名）の回答を標準データ

として、性、職種、雇用形態、産業といた

属性別に標準版と短縮版の標準値を作成し

た。 

新職業性ストレス簡易調査票は、仕事の

負担や仕事の資源等の職業性ストレスの多

様な側面を包括的に評価する新しい調査票

であり、職場のメンタルヘルス対策に有用

と考えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし。 

 

Ｇ．研究発表 

なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし。 

 

 

表1　全国調査の標準版性別尺度平均と標準偏差（SD）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD ｔ検定
仕事の量的負担 839 2.03 0.72 782 2.26 0.79 1621 2.14 0.76 ***
仕事の質的負担 840 2.07 0.65 777 2.27 0.76 1617 2.16 0.71 ***
身体的負担度 841 2.47 1.04 784 2.52 1.11 1625 2.49 1.08
職場での対人関係 836 2.78 0.65 774 2.99 0.66 1610 2.88 0.66 ***
職場環境 841 2.71 1.01 786 2.86 0.96 1627 2.78 0.99 **
情緒的負担 841 2.64 0.80 783 2.66 0.85 1624 2.65 0.82
役割葛藤 838 2.66 0.76 785 2.92 0.76 1623 2.78 0.77 ***
ワーク・セルフ・バランス
（ネガティブ）

841 2.70 0.85 783 2.86 0.87 1624 2.78 0.86 ***

仕事の負担合計 811 2.51 0.48 752 2.66 0.54 1563 2.58 0.51 ***
仕事のコントロール 837 2.62 0.72 781 2.44 0.74 1618 2.53 0.74 ***
仕事の適性 842 2.85 0.82 786 2.99 0.77 1628 2.92 0.80 ***
技能の活用 843 3.06 0.82 782 2.94 0.88 1625 3.00 0.85 **
仕事の意義 838 3.07 0.67 786 3.12 0.68 1624 3.09 0.67
役割明確さ 841 3.10 0.62 785 3.23 0.55 1626 3.16 0.59 ***
成長の機会 837 2.68 0.81 781 2.67 0.81 1618 2.68 0.81
新奇性 839 2.68 0.78 782 2.88 0.80 1621 2.78 0.80 ***
予測可能性 843 2.47 0.71 782 2.46 0.75 1625 2.46 0.73
仕事の資源（作業レベル）
合計

823 2.90 0.51 773 2.90 0.47 1596 2.90 0.49

上司のサポート 837 2.41 0.74 775 2.33 0.76 1612 2.37 0.75 *
同僚のサポート 837 2.61 0.70 778 2.75 0.70 1615 2.68 0.70 ***
家族友人のサポート 839 3.26 0.68 780 3.37 0.67 1619 3.31 0.68 **
経済・地位報酬 839 2.35 0.79 783 2.47 0.78 1622 2.41 0.79 **
尊重報酬 839 2.66 0.66 779 2.79 0.67 1618 2.72 0.67 ***
安定報酬 838 2.48 0.77 782 2.45 0.73 1620 2.46 0.75
上司のリーダーシップ 832 2.24 0.76 775 2.11 0.77 1607 2.18 0.77 ***
上司の公正な態度 837 2.51 0.78 779 2.59 0.82 1616 2.55 0.80 *
ほめてもらえる職場 842 2.39 0.79 782 2.46 0.85 1624 2.42 0.82
失敗を認める職場 838 2.28 0.76 781 2.25 0.79 1619 2.26 0.78
グループの有能感 836 2.51 0.75 780 2.48 0.73 1616 2.49 0.74
仕事の資源（部署レベル）
合計

812 2.44 0.55 751 2.47 0.53 1563 2.45 0.54

経営層との信頼関係 842 2.47 0.72 776 2.59 0.69 1618 2.53 0.71 ***
変化への対応 838 2.46 0.72 777 2.49 0.73 1615 2.48 0.72
個人の尊重 837 2.11 0.70 772 2.13 0.73 1609 2.12 0.72
公正な人事評価 836 2.14 0.77 770 2.15 0.78 1606 2.15 0.77
多様な労働者への対応 835 2.42 0.69 776 2.63 0.70 1611 2.52 0.70 ***
キャリア形成 834 2.18 0.73 775 2.21 0.74 1609 2.19 0.74
ワーク・セルフ・バランス
（ポジティブ）

841 2.03 0.76 782 2.17 0.79 1623 2.10 0.78 ***

手続きの公正性 839 2.25 0.74 772 2.29 0.72 1611 2.27 0.73
仕事の資源（事業場レベ
ル）合計

813 2.25 0.56 751 2.34 0.56 1564 2.29 0.56 **

ワーク・エンゲイジメント 839 2.45 0.77 783 2.58 0.76 1622 2.52 0.77 ***
職場の一体感 842 2.65 0.69 784 2.85 0.67 1626 2.74 0.69 ***
活気 837 2.19 0.78 779 2.33 0.80 1616 2.26 0.79 ***
イライラ感 840 2.68 0.85 778 2.72 0.85 1618 2.70 0.85
疲労感 843 2.72 0.87 781 2.68 0.89 1624 2.70 0.88
不安感 839 2.78 0.79 784 2.97 0.80 1623 2.87 0.80 ***
抑うつ感 836 3.23 0.68 782 3.32 0.65 1618 3.27 0.67 **
心理的ストレス反応合計 826 2.81 0.61 764 2.89 0.61 1590 2.85 0.61 **
身体愁訴 833 3.25 0.55 777 3.18 0.53 1610 3.22 0.54 **

職場のハラスメント 職場のハラスメント 840 3.56 0.67 784 3.60 0.66 1624 3.58 0.67
仕事満足度 844 2.55 0.89 786 2.66 0.81 1630 2.60 0.85 **
家庭満足度 844 3.10 0.80 785 3.01 0.82 1629 3.06 0.81 *
職務の遂行 838 2.96 0.59 779 3.00 0.53 1617 2.98 0.57
創造性の発揮 841 2.75 0.70 779 2.59 0.73 1620 2.67 0.72 ***
積極的な学習 838 2.56 0.71 782 2.53 0.73 1620 2.55 0.72

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

心身の健康

仕事のパフォーマン
ス

満足度

仕事の負担

仕事の資源（作業レ
ベル）

仕事の資源（部署レ
ベル）

仕事の資源（事業場
レベル）

いきいきアウトカム

男性 女性 合計
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表2　全国調査の短縮版性別尺度平均と標準偏差（SD）

短縮版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD ｔ検定
仕事の量的負担 839 2.03 0.72 782 2.26 0.79 1621 2.14 0.76 ***
仕事の質的負担 840 2.07 0.65 777 2.27 0.76 1617 2.16 0.71 ***
身体的負担度 841 2.47 1.04 784 2.52 1.11 1625 2.49 1.08
職場での対人関係 836 2.78 0.65 774 2.99 0.66 1610 2.88 0.66 ***
職場環境 841 2.71 1.01 786 2.86 0.96 1627 2.78 0.99 **
情緒的負担 843 2.65 0.93 785 2.66 0.99 1628 2.66 0.96
役割葛藤 842 2.73 0.92 786 3.01 0.91 1628 2.87 0.93 ***
ワーク・セルフ・バランス
（ネガティブ）

842 2.76 0.87 783 2.92 0.90 1625 2.83 0.89 ***

仕事の負担合計 815 2.53 0.49 755 2.68 0.54 1570 2.60 0.52 ***
仕事のコントロール 837 2.62 0.72 781 2.44 0.74 1618 2.53 0.74 ***
仕事の適性 842 2.85 0.82 786 2.99 0.77 1628 2.92 0.80 ***
技能の活用 843 3.06 0.82 782 2.94 0.88 1625 3.00 0.85 **
仕事の意義 841 2.78 0.88 786 2.96 0.84 1627 2.87 0.87 ***
役割明確さ 843 3.38 0.65 785 3.44 0.60 1628 3.41 0.63
成長の機会 843 2.60 0.93 783 2.64 0.94 1626 2.62 0.94
仕事の資源（作業レベル）
合計

829 2.88 0.55 774 2.90 0.51 1603 2.89 0.53

上司のサポート 837 2.41 0.74 775 2.33 0.76 1612 2.37 0.75 *
同僚のサポート 837 2.61 0.70 778 2.75 0.70 1615 2.68 0.70 ***
家族友人のサポート 839 3.26 0.68 780 3.37 0.67 1619 3.31 0.68 **
経済・地位報酬 841 2.20 0.92 784 2.31 0.92 1625 2.25 0.92 *
尊重報酬 841 2.52 0.81 780 2.67 0.78 1621 2.59 0.80 ***
安定報酬 840 2.83 1.02 782 2.85 1.02 1622 2.84 1.02
上司のリーダーシップ 841 2.31 0.89 782 2.19 0.94 1623 2.25 0.92 **
上司の公正な態度 842 2.61 0.84 781 2.69 0.88 1623 2.65 0.86
ほめてもらえる職場 842 2.55 0.89 782 2.62 0.93 1624 2.59 0.91
失敗を認める職場 840 2.46 0.84 782 2.44 0.86 1622 2.45 0.85
仕事の資源（部署レベル）
合計

823 2.50 0.57 761 2.54 0.56 1584 2.52 0.57

経営層との信頼関係 843 2.53 0.81 778 2.63 0.80 1621 2.58 0.81 *
変化への対応 841 2.33 0.86 780 2.37 0.86 1621 2.35 0.86
個人の尊重 841 2.10 0.81 780 2.19 0.83 1621 2.14 0.82 *
公正な人事評価 840 2.03 0.86 776 2.05 0.87 1616 2.04 0.86
多様な労働者への対応 838 2.64 0.87 781 2.81 0.86 1619 2.72 0.87 ***
キャリア形成 840 2.18 0.85 779 2.28 0.89 1619 2.23 0.87 *
ワーク・セルフ・バランス
（ポジティブ）

841 1.98 0.83 784 2.18 0.89 1625 2.07 0.87 ***

仕事の資源（事業場レベ
ル）合計

829 2.25 0.60 767 2.36 0.60 1596 2.30 0.60 ***

ワーク・エンゲイジメント 839 2.45 0.77 783 2.58 0.76 1622 2.52 0.77 ***
職場の一体感 842 2.58 0.76 785 2.75 0.76 1627 2.66 0.77 ***
活気 837 2.19 0.78 779 2.33 0.80 1616 2.26 0.79 ***
イライラ感 840 2.68 0.85 778 2.72 0.85 1618 2.70 0.85
疲労感 843 2.72 0.87 781 2.68 0.89 1624 2.70 0.88
不安感 839 2.78 0.79 784 2.97 0.80 1623 2.87 0.80 ***
抑うつ感 836 3.23 0.68 782 3.32 0.65 1618 3.27 0.67 **
心理的ストレス反応合計 826 2.81 0.61 764 2.89 0.61 1590 2.85 0.61 **
身体愁訴 833 3.25 0.55 777 3.18 0.53 1610 3.22 0.54 **

職場のハラスメント 職場のハラスメント 842 3.69 0.63 784 3.72 0.64 1626 3.70 0.63
仕事満足度 844 2.55 0.89 786 2.66 0.81 1630 2.60 0.85 **
家庭満足度 844 3.10 0.80 785 3.01 0.82 1629 3.06 0.81 *

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

男性 女性 合計

満足度

仕事の負担

仕事の資源（作業レ
ベル）

仕事の資源（部署レ
ベル）

仕事の資源（事業場
レベル）

いきいきアウトカム

心身の健康

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 136 1.88 0.65 200 1.93 0.67 78 2.10 0.73 79 1.98 0.70
仕事の質的負担 135 1.99 0.58 201 1.88 0.54 78 2.16 0.70 80 2.24 0.68
身体的負担度 136 3.03 0.93 200 2.62 1.01 78 3.26 0.76 80 2.60 0.96
職場での対人関係 136 2.88 0.55 200 2.76 0.58 78 2.87 0.62 80 2.78 0.64
職場環境 135 3.04 0.84 201 2.87 0.91 78 2.83 0.90 80 3.06 0.96
情緒的負担 136 2.61 0.75 202 2.68 0.79 78 2.73 0.79 79 2.50 0.84
役割葛藤 135 2.68 0.66 201 2.65 0.70 76 2.78 0.72 80 2.59 0.76
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 136 2.64 0.86 200 2.67 0.83 78 2.87 0.76 80 2.74 0.82
仕事の負担合計 133 2.59 0.44 196 2.50 0.43 76 2.71 0.42 78 2.56 0.49
仕事のコントロール 133 2.88 0.57 201 2.66 0.69 78 2.61 0.66 80 2.76 0.70
仕事の適性 136 2.91 0.66 201 2.92 0.79 78 2.68 0.81 80 2.80 0.79
技能の活用 135 3.18 0.71 201 3.35 0.77 78 2.95 0.75 80 2.86 0.72
仕事の意義 135 3.26 0.56 201 3.18 0.64 78 2.99 0.63 80 2.96 0.70
役割明確さ 136 3.34 0.60 201 3.05 0.60 78 3.02 0.61 80 3.09 0.55
成長の機会 134 2.86 0.72 201 2.87 0.71 78 2.56 0.76 80 2.78 0.80
新奇性 136 2.59 0.74 201 2.48 0.72 77 2.51 0.84 80 2.63 0.70
予測可能性 136 2.65 0.62 201 2.46 0.68 78 2.65 0.69 80 2.55 0.62
仕事の資源（作業レベル）合計 130 3.07 0.42 200 3.01 0.47 78 2.80 0.44 80 2.88 0.48
上司のサポート 136 2.50 0.75 202 2.48 0.71 78 2.42 0.71 80 2.53 0.81
同僚のサポート 136 2.65 0.64 201 2.67 0.71 78 2.63 0.70 80 2.74 0.67
家族友人のサポート 136 3.21 0.62 202 3.34 0.68 78 3.25 0.62 80 3.33 0.70
経済・地位報酬 136 2.66 0.70 198 2.50 0.73 78 2.40 0.76 80 2.19 0.80
尊重報酬 135 2.81 0.66 198 2.76 0.53 78 2.67 0.62 80 2.65 0.66
安定報酬 135 2.70 0.70 199 2.50 0.75 78 2.59 0.67 80 2.63 0.70
上司のリーダーシップ 136 2.52 0.72 196 2.32 0.68 77 2.30 0.81 80 2.30 0.76
上司の公正な態度 136 2.65 0.73 199 2.57 0.72 78 2.61 0.72 80 2.58 0.81
ほめてもらえる職場 136 2.63 0.76 199 2.36 0.71 78 2.49 0.74 80 2.35 0.83
失敗を認める職場 136 2.61 0.76 199 2.35 0.67 78 2.27 0.73 80 2.40 0.76
グループの有能感 135 2.73 0.65 198 2.57 0.67 77 2.59 0.73 80 2.48 0.73
仕事の資源（部署レベル）合計 135 2.64 0.52 194 2.50 0.49 77 2.49 0.53 80 2.49 0.55
経営層との信頼関係 135 2.68 0.71 201 2.52 0.64 78 2.49 0.68 80 2.36 0.74
変化への対応 135 2.67 0.66 200 2.52 0.68 78 2.47 0.74 80 2.39 0.77
個人の尊重 136 2.29 0.69 198 2.21 0.65 78 2.02 0.64 80 2.25 0.67
公正な人事評価 136 2.37 0.73 200 2.20 0.77 78 2.14 0.72 80 2.14 0.71
多様な労働者への対応 136 2.52 0.64 197 2.53 0.66 78 2.62 0.68 80 2.49 0.65
キャリア形成 136 2.48 0.69 200 2.27 0.67 78 2.15 0.67 79 2.16 0.74
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 136 2.14 0.76 200 2.14 0.72 78 1.96 0.74 80 2.17 0.73
手続きの公正性 135 2.40 0.68 200 2.32 0.74 78 2.27 0.66 79 2.17 0.71
仕事の資源（事業場レベル）合計 134 2.45 0.56 195 2.34 0.50 78 2.26 0.53 79 2.28 0.57
ワーク・エンゲイジメント 136 2.64 0.66 200 2.58 0.76 77 2.20 0.71 80 2.49 0.72
職場の一体感 136 2.86 0.65 199 2.64 0.65 78 2.69 0.69 80 2.58 0.65
活気 136 2.33 0.72 201 2.21 0.80 78 2.09 0.75 78 2.30 0.73
イライラ感 136 2.76 0.80 201 2.65 0.83 78 2.77 0.86 80 2.73 0.87
疲労感 136 2.91 0.77 201 2.74 0.87 78 2.68 0.87 80 2.68 0.92
不安感 136 2.78 0.71 201 2.76 0.81 77 2.84 0.84 80 2.69 0.79
抑うつ感 136 3.36 0.61 201 3.24 0.67 77 3.14 0.71 80 3.13 0.73
心理的ストレス反応合計 136 2.92 0.55 201 2.81 0.60 76 2.78 0.65 78 2.77 0.63
身体愁訴 134 3.29 0.53 199 3.33 0.52 78 3.22 0.53 79 3.29 0.55
職場のハラスメント 136 3.63 0.61 199 3.61 0.60 78 3.57 0.65 79 3.65 0.63
仕事満足度 136 2.78 0.88 202 2.63 0.83 78 2.44 0.82 80 2.46 0.87
家庭満足度 135 3.24 0.71 202 3.15 0.76 78 3.12 0.76 80 3.13 0.74
職務の遂行 136 2.90 0.54 200 2.92 0.59 78 2.96 0.48 80 2.89 0.59
創造性の発揮 136 2.94 0.61 200 2.82 0.62 78 2.66 0.67 80 2.72 0.65
積極的な学習 136 2.66 0.72 200 2.72 0.62 78 2.50 0.71 80 2.66 0.59
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表2　全国調査の短縮版性別尺度平均と標準偏差（SD）

短縮版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD ｔ検定
仕事の量的負担 839 2.03 0.72 782 2.26 0.79 1621 2.14 0.76 ***
仕事の質的負担 840 2.07 0.65 777 2.27 0.76 1617 2.16 0.71 ***
身体的負担度 841 2.47 1.04 784 2.52 1.11 1625 2.49 1.08
職場での対人関係 836 2.78 0.65 774 2.99 0.66 1610 2.88 0.66 ***
職場環境 841 2.71 1.01 786 2.86 0.96 1627 2.78 0.99 **
情緒的負担 843 2.65 0.93 785 2.66 0.99 1628 2.66 0.96
役割葛藤 842 2.73 0.92 786 3.01 0.91 1628 2.87 0.93 ***
ワーク・セルフ・バランス
（ネガティブ）

842 2.76 0.87 783 2.92 0.90 1625 2.83 0.89 ***

仕事の負担合計 815 2.53 0.49 755 2.68 0.54 1570 2.60 0.52 ***
仕事のコントロール 837 2.62 0.72 781 2.44 0.74 1618 2.53 0.74 ***
仕事の適性 842 2.85 0.82 786 2.99 0.77 1628 2.92 0.80 ***
技能の活用 843 3.06 0.82 782 2.94 0.88 1625 3.00 0.85 **
仕事の意義 841 2.78 0.88 786 2.96 0.84 1627 2.87 0.87 ***
役割明確さ 843 3.38 0.65 785 3.44 0.60 1628 3.41 0.63
成長の機会 843 2.60 0.93 783 2.64 0.94 1626 2.62 0.94
仕事の資源（作業レベル）
合計

829 2.88 0.55 774 2.90 0.51 1603 2.89 0.53

上司のサポート 837 2.41 0.74 775 2.33 0.76 1612 2.37 0.75 *
同僚のサポート 837 2.61 0.70 778 2.75 0.70 1615 2.68 0.70 ***
家族友人のサポート 839 3.26 0.68 780 3.37 0.67 1619 3.31 0.68 **
経済・地位報酬 841 2.20 0.92 784 2.31 0.92 1625 2.25 0.92 *
尊重報酬 841 2.52 0.81 780 2.67 0.78 1621 2.59 0.80 ***
安定報酬 840 2.83 1.02 782 2.85 1.02 1622 2.84 1.02
上司のリーダーシップ 841 2.31 0.89 782 2.19 0.94 1623 2.25 0.92 **
上司の公正な態度 842 2.61 0.84 781 2.69 0.88 1623 2.65 0.86
ほめてもらえる職場 842 2.55 0.89 782 2.62 0.93 1624 2.59 0.91
失敗を認める職場 840 2.46 0.84 782 2.44 0.86 1622 2.45 0.85
仕事の資源（部署レベル）
合計

823 2.50 0.57 761 2.54 0.56 1584 2.52 0.57

経営層との信頼関係 843 2.53 0.81 778 2.63 0.80 1621 2.58 0.81 *
変化への対応 841 2.33 0.86 780 2.37 0.86 1621 2.35 0.86
個人の尊重 841 2.10 0.81 780 2.19 0.83 1621 2.14 0.82 *
公正な人事評価 840 2.03 0.86 776 2.05 0.87 1616 2.04 0.86
多様な労働者への対応 838 2.64 0.87 781 2.81 0.86 1619 2.72 0.87 ***
キャリア形成 840 2.18 0.85 779 2.28 0.89 1619 2.23 0.87 *
ワーク・セルフ・バランス
（ポジティブ）

841 1.98 0.83 784 2.18 0.89 1625 2.07 0.87 ***

仕事の資源（事業場レベ
ル）合計

829 2.25 0.60 767 2.36 0.60 1596 2.30 0.60 ***

ワーク・エンゲイジメント 839 2.45 0.77 783 2.58 0.76 1622 2.52 0.77 ***
職場の一体感 842 2.58 0.76 785 2.75 0.76 1627 2.66 0.77 ***
活気 837 2.19 0.78 779 2.33 0.80 1616 2.26 0.79 ***
イライラ感 840 2.68 0.85 778 2.72 0.85 1618 2.70 0.85
疲労感 843 2.72 0.87 781 2.68 0.89 1624 2.70 0.88
不安感 839 2.78 0.79 784 2.97 0.80 1623 2.87 0.80 ***
抑うつ感 836 3.23 0.68 782 3.32 0.65 1618 3.27 0.67 **
心理的ストレス反応合計 826 2.81 0.61 764 2.89 0.61 1590 2.85 0.61 **
身体愁訴 833 3.25 0.55 777 3.18 0.53 1610 3.22 0.54 **

職場のハラスメント 職場のハラスメント 842 3.69 0.63 784 3.72 0.64 1626 3.70 0.63
仕事満足度 844 2.55 0.89 786 2.66 0.81 1630 2.60 0.85 **
家庭満足度 844 3.10 0.80 785 3.01 0.82 1629 3.06 0.81 *

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

男性 女性 合計

満足度

仕事の負担

仕事の資源（作業レ
ベル）

仕事の資源（部署レ
ベル）

仕事の資源（事業場
レベル）

いきいきアウトカム

心身の健康

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 136 1.88 0.65 200 1.93 0.67 78 2.10 0.73 79 1.98 0.70
仕事の質的負担 135 1.99 0.58 201 1.88 0.54 78 2.16 0.70 80 2.24 0.68
身体的負担度 136 3.03 0.93 200 2.62 1.01 78 3.26 0.76 80 2.60 0.96
職場での対人関係 136 2.88 0.55 200 2.76 0.58 78 2.87 0.62 80 2.78 0.64
職場環境 135 3.04 0.84 201 2.87 0.91 78 2.83 0.90 80 3.06 0.96
情緒的負担 136 2.61 0.75 202 2.68 0.79 78 2.73 0.79 79 2.50 0.84
役割葛藤 135 2.68 0.66 201 2.65 0.70 76 2.78 0.72 80 2.59 0.76
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 136 2.64 0.86 200 2.67 0.83 78 2.87 0.76 80 2.74 0.82
仕事の負担合計 133 2.59 0.44 196 2.50 0.43 76 2.71 0.42 78 2.56 0.49
仕事のコントロール 133 2.88 0.57 201 2.66 0.69 78 2.61 0.66 80 2.76 0.70
仕事の適性 136 2.91 0.66 201 2.92 0.79 78 2.68 0.81 80 2.80 0.79
技能の活用 135 3.18 0.71 201 3.35 0.77 78 2.95 0.75 80 2.86 0.72
仕事の意義 135 3.26 0.56 201 3.18 0.64 78 2.99 0.63 80 2.96 0.70
役割明確さ 136 3.34 0.60 201 3.05 0.60 78 3.02 0.61 80 3.09 0.55
成長の機会 134 2.86 0.72 201 2.87 0.71 78 2.56 0.76 80 2.78 0.80
新奇性 136 2.59 0.74 201 2.48 0.72 77 2.51 0.84 80 2.63 0.70
予測可能性 136 2.65 0.62 201 2.46 0.68 78 2.65 0.69 80 2.55 0.62
仕事の資源（作業レベル）合計 130 3.07 0.42 200 3.01 0.47 78 2.80 0.44 80 2.88 0.48
上司のサポート 136 2.50 0.75 202 2.48 0.71 78 2.42 0.71 80 2.53 0.81
同僚のサポート 136 2.65 0.64 201 2.67 0.71 78 2.63 0.70 80 2.74 0.67
家族友人のサポート 136 3.21 0.62 202 3.34 0.68 78 3.25 0.62 80 3.33 0.70
経済・地位報酬 136 2.66 0.70 198 2.50 0.73 78 2.40 0.76 80 2.19 0.80
尊重報酬 135 2.81 0.66 198 2.76 0.53 78 2.67 0.62 80 2.65 0.66
安定報酬 135 2.70 0.70 199 2.50 0.75 78 2.59 0.67 80 2.63 0.70
上司のリーダーシップ 136 2.52 0.72 196 2.32 0.68 77 2.30 0.81 80 2.30 0.76
上司の公正な態度 136 2.65 0.73 199 2.57 0.72 78 2.61 0.72 80 2.58 0.81
ほめてもらえる職場 136 2.63 0.76 199 2.36 0.71 78 2.49 0.74 80 2.35 0.83
失敗を認める職場 136 2.61 0.76 199 2.35 0.67 78 2.27 0.73 80 2.40 0.76
グループの有能感 135 2.73 0.65 198 2.57 0.67 77 2.59 0.73 80 2.48 0.73
仕事の資源（部署レベル）合計 135 2.64 0.52 194 2.50 0.49 77 2.49 0.53 80 2.49 0.55
経営層との信頼関係 135 2.68 0.71 201 2.52 0.64 78 2.49 0.68 80 2.36 0.74
変化への対応 135 2.67 0.66 200 2.52 0.68 78 2.47 0.74 80 2.39 0.77
個人の尊重 136 2.29 0.69 198 2.21 0.65 78 2.02 0.64 80 2.25 0.67
公正な人事評価 136 2.37 0.73 200 2.20 0.77 78 2.14 0.72 80 2.14 0.71
多様な労働者への対応 136 2.52 0.64 197 2.53 0.66 78 2.62 0.68 80 2.49 0.65
キャリア形成 136 2.48 0.69 200 2.27 0.67 78 2.15 0.67 79 2.16 0.74
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 136 2.14 0.76 200 2.14 0.72 78 1.96 0.74 80 2.17 0.73
手続きの公正性 135 2.40 0.68 200 2.32 0.74 78 2.27 0.66 79 2.17 0.71
仕事の資源（事業場レベル）合計 134 2.45 0.56 195 2.34 0.50 78 2.26 0.53 79 2.28 0.57
ワーク・エンゲイジメント 136 2.64 0.66 200 2.58 0.76 77 2.20 0.71 80 2.49 0.72
職場の一体感 136 2.86 0.65 199 2.64 0.65 78 2.69 0.69 80 2.58 0.65
活気 136 2.33 0.72 201 2.21 0.80 78 2.09 0.75 78 2.30 0.73
イライラ感 136 2.76 0.80 201 2.65 0.83 78 2.77 0.86 80 2.73 0.87
疲労感 136 2.91 0.77 201 2.74 0.87 78 2.68 0.87 80 2.68 0.92
不安感 136 2.78 0.71 201 2.76 0.81 77 2.84 0.84 80 2.69 0.79
抑うつ感 136 3.36 0.61 201 3.24 0.67 77 3.14 0.71 80 3.13 0.73
心理的ストレス反応合計 136 2.92 0.55 201 2.81 0.60 76 2.78 0.65 78 2.77 0.63
身体愁訴 134 3.29 0.53 199 3.33 0.52 78 3.22 0.53 79 3.29 0.55
職場のハラスメント 136 3.63 0.61 199 3.61 0.60 78 3.57 0.65 79 3.65 0.63
仕事満足度 136 2.78 0.88 202 2.63 0.83 78 2.44 0.82 80 2.46 0.87
家庭満足度 135 3.24 0.71 202 3.15 0.76 78 3.12 0.76 80 3.13 0.74
職務の遂行 136 2.90 0.54 200 2.92 0.59 78 2.96 0.48 80 2.89 0.59
創造性の発揮 136 2.94 0.61 200 2.82 0.62 78 2.66 0.67 80 2.72 0.65
積極的な学習 136 2.66 0.72 200 2.72 0.62 78 2.50 0.71 80 2.66 0.59
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表3-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 34 2.14 0.75 59 2.09 0.75 184 2.08 0.71 65 2.40 0.86 ***
仕事の質的負担 34 2.15 0.71 59 2.11 0.65 183 2.05 0.64 66 2.42 0.81 ***
身体的負担度 34 1.82 0.83 59 2.07 0.94 184 1.79 0.81 66 2.38 1.02 ***
職場での対人関係 33 2.84 0.65 58 2.74 0.68 181 2.68 0.72 66 2.84 0.82
職場環境 34 2.88 1.09 59 2.63 0.85 184 2.07 1.02 66 2.73 1.12 ***
情緒的負担 32 2.56 0.95 59 2.48 0.81 185 2.66 0.77 66 2.77 0.87
役割葛藤 33 2.74 0.98 59 2.58 0.82 184 2.60 0.83 66 2.73 0.83
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 34 2.66 0.94 59 2.56 0.90 184 2.69 0.85 66 2.86 0.91
仕事の負担合計 31 2.49 0.53 56 2.40 0.48 172 2.32 0.48 65 2.63 0.58 ***
仕事のコントロール 34 2.58 0.71 58 2.33 0.86 184 2.46 0.76 65 2.49 0.72 ***
仕事の適性 34 2.94 0.85 59 2.98 0.84 184 2.73 0.92 66 2.95 0.94
技能の活用 34 3.21 0.73 59 2.76 0.84 186 2.87 0.90 66 3.02 0.90 ***
仕事の意義 33 3.10 0.60 57 2.96 0.60 184 2.93 0.71 66 2.98 0.83 ***
役割明確さ 33 3.32 0.54 59 3.08 0.49 184 2.96 0.69 66 3.12 0.62 ***
成長の機会 33 2.73 0.79 59 2.40 0.76 183 2.47 0.88 65 2.51 0.90 ***
新奇性 33 2.80 0.72 59 2.97 0.73 184 2.85 0.80 65 2.93 0.86 ***
予測可能性 33 2.64 0.85 59 2.38 0.63 186 2.30 0.77 66 2.32 0.75 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 33 2.98 0.44 56 2.78 0.52 178 2.73 0.59 64 2.84 0.58 ***
上司のサポート 32 2.45 0.69 58 2.15 0.74 183 2.32 0.76 64 2.35 0.74 *
同僚のサポート 32 2.67 0.70 58 2.52 0.70 185 2.51 0.74 63 2.57 0.70
家族友人のサポート 33 3.12 0.62 58 3.27 0.76 184 3.23 0.70 64 3.30 0.69
経済・地位報酬 34 2.21 0.71 60 1.99 0.87 183 2.14 0.77 66 2.28 0.84 ***
尊重報酬 34 2.87 0.51 60 2.53 0.72 185 2.47 0.71 65 2.61 0.76 ***
安定報酬 33 2.51 0.76 60 2.18 0.83 184 2.31 0.80 65 2.43 0.78 ***
上司のリーダーシップ 34 2.28 0.76 59 1.95 0.79 181 2.06 0.73 65 2.05 0.79 ***
上司の公正な態度 34 2.82 0.71 60 2.26 0.82 181 2.30 0.81 65 2.47 0.88 ***
ほめてもらえる職場 34 2.58 0.79 60 2.29 0.81 186 2.19 0.81 65 2.47 0.90 ***
失敗を認める職場 34 2.26 0.74 59 2.02 0.74 183 2.04 0.76 65 2.19 0.83 ***
グループの有能感 34 2.48 0.80 60 2.37 0.88 183 2.37 0.80 66 2.34 0.79 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 31 2.55 0.49 57 2.23 0.56 172 2.25 0.55 62 2.39 0.61 ***
経営層との信頼関係 34 2.54 0.72 60 2.22 0.76 184 2.40 0.72 66 2.39 0.83 ***
変化への対応 34 2.59 0.67 60 2.24 0.75 183 2.36 0.70 64 2.38 0.78 ***
個人の尊重 34 2.14 0.78 60 1.82 0.66 183 1.95 0.70 65 2.02 0.81 ***
公正な人事評価 33 2.27 0.71 59 2.00 0.77 182 1.99 0.76 64 1.97 0.87 ***
多様な労働者への対応 34 2.64 0.81 59 2.14 0.69 183 2.17 0.66 64 2.34 0.66 ***
キャリア形成 32 2.32 0.74 59 1.91 0.70 181 1.97 0.73 65 2.06 0.84 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 34 2.03 0.89 59 1.74 0.63 184 1.90 0.77 66 2.02 0.86 ***
手続きの公正性 34 2.19 0.87 60 2.06 0.70 183 2.15 0.77 66 2.28 0.78 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 32 2.34 0.58 57 2.01 0.56 176 2.10 0.55 59 2.11 0.61 ***
ワーク・エンゲイジメント 34 2.47 0.77 59 2.31 0.88 183 2.32 0.81 66 2.39 0.85 ***
職場の一体感 34 2.74 0.83 60 2.51 0.63 185 2.55 0.73 66 2.60 0.75 **
活気 34 2.23 0.69 58 2.05 0.84 183 2.12 0.81 65 2.19 0.78
イライラ感 34 2.77 0.96 58 2.67 0.86 184 2.56 0.86 65 2.72 0.84
疲労感 34 2.67 0.94 59 2.50 0.90 186 2.61 0.90 65 2.86 0.78 *
不安感 34 2.77 0.82 59 2.64 0.74 184 2.77 0.82 65 2.98 0.81
抑うつ感 34 3.17 0.62 58 3.20 0.74 183 3.21 0.70 64 3.29 0.69
心理的ストレス反応合計 34 2.80 0.62 56 2.75 0.59 178 2.75 0.63 64 2.89 0.59
身体愁訴 34 3.28 0.44 59 3.04 0.66 184 3.18 0.57 63 3.32 0.50 *
職場のハラスメント 34 3.60 0.62 60 3.42 0.65 184 3.44 0.78 66 3.56 0.75
仕事満足度 33 2.42 0.83 60 2.42 0.89 186 2.41 0.94 65 2.55 0.98 **
家庭満足度 33 2.97 0.81 60 3.08 0.87 186 2.99 0.88 66 3.09 0.89
職務の遂行 34 3.05 0.53 59 3.12 0.62 183 3.00 0.64 65 2.98 0.70
創造性の発揮 34 2.71 0.60 59 2.50 0.78 184 2.67 0.78 66 2.72 0.84 **
積極的な学習 34 2.62 0.78 59 2.38 0.68 181 2.41 0.77 66 2.39 0.76 ***
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

生産工程・労務職 その他 分散
分析

サービス職 運輸・通信職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 16 2.13 0.86 161 1.87 0.69 221 2.43 0.82 90 2.28 0.84
仕事の質的負担 16 1.88 0.76 161 1.65 0.51 220 2.48 0.72 91 2.45 0.73
身体的負担度 15 2.93 0.80 161 1.94 0.97 223 3.48 0.76 91 2.48 0.95
職場での対人関係 16 3.02 0.39 159 3.03 0.57 221 2.93 0.67 88 2.99 0.72
職場環境 16 2.94 0.93 161 3.09 0.81 223 2.88 0.99 91 2.86 1.03
情緒的負担 16 2.52 0.85 160 2.37 0.78 221 2.83 0.85 91 2.56 0.88
役割葛藤 16 3.00 0.53 160 2.84 0.77 223 2.99 0.74 91 2.86 0.84
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 16 2.59 0.95 160 2.65 0.86 223 2.99 0.85 91 2.87 0.87
仕事の負担合計 15 2.58 0.36 156 2.43 0.46 214 2.87 0.54 87 2.66 0.58
仕事のコントロール 15 2.89 0.66 160 2.37 0.70 223 2.61 0.71 91 2.48 0.75
仕事の適性 16 3.13 0.62 161 3.15 0.64 223 2.87 0.78 91 2.88 0.90
技能の活用 16 3.44 0.81 161 3.52 0.68 222 2.85 0.78 91 2.81 0.98
仕事の意義 16 3.42 0.48 161 3.54 0.57 223 2.95 0.62 91 2.94 0.64
役割明確さ 16 3.46 0.53 161 3.26 0.55 222 3.20 0.54 91 3.26 0.50
成長の機会 15 3.00 0.81 161 3.05 0.71 222 2.56 0.81 90 2.70 0.71
新奇性 16 3.00 0.74 161 2.71 0.77 223 2.82 0.79 90 2.82 0.88
予測可能性 16 2.48 0.58 161 2.39 0.76 223 2.64 0.72 91 2.46 0.70
仕事の資源（作業レベル）合計 14 3.23 0.45 160 3.15 0.40 220 2.84 0.46 90 2.85 0.49
上司のサポート 15 2.33 0.68 161 2.36 0.76 221 2.36 0.81 91 2.25 0.75
同僚のサポート 15 2.73 0.62 160 2.85 0.69 222 2.65 0.74 91 2.76 0.67
家族友人のサポート 16 2.98 0.76 160 3.44 0.61 220 3.40 0.66 90 3.40 0.67
経済・地位報酬 16 2.63 0.59 161 2.56 0.76 223 2.51 0.77 91 2.43 0.86
尊重報酬 16 2.84 0.54 160 2.90 0.62 221 2.75 0.67 91 2.82 0.73
安定報酬 15 2.84 0.53 161 2.58 0.77 223 2.38 0.69 91 2.41 0.76
上司のリーダーシップ 16 2.42 0.63 160 2.28 0.79 222 2.18 0.77 90 2.13 0.81
上司の公正な態度 16 2.56 0.57 161 2.67 0.85 223 2.64 0.80 91 2.52 0.86
ほめてもらえる職場 16 2.38 0.67 161 2.50 0.88 223 2.49 0.81 91 2.58 0.91
失敗を認める職場 16 2.41 0.74 161 2.34 0.78 222 2.21 0.78 90 2.36 0.83
グループの有能感 16 2.65 0.66 161 2.53 0.69 223 2.41 0.72 90 2.52 0.77
仕事の資源（部署レベル）合計 14 2.61 0.43 158 2.56 0.51 217 2.46 0.53 89 2.47 0.62
経営層との信頼関係 16 2.71 0.53 160 2.68 0.69 221 2.58 0.66 91 2.58 0.74
変化への対応 16 2.71 0.53 161 2.60 0.69 219 2.47 0.72 91 2.50 0.83
個人の尊重 15 2.44 0.59 159 2.34 0.77 221 2.11 0.69 90 2.06 0.71
公正な人事評価 15 2.58 0.67 160 2.15 0.77 219 2.17 0.74 89 2.24 0.84
多様な労働者への対応 15 2.80 0.37 161 2.72 0.72 222 2.67 0.69 90 2.58 0.79
キャリア形成 16 2.56 0.70 161 2.39 0.73 221 2.23 0.70 89 2.22 0.85
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 16 2.34 0.68 161 2.30 0.83 222 2.11 0.72 91 2.07 0.80
手続きの公正性 16 2.65 0.63 160 2.38 0.73 220 2.25 0.70 90 2.31 0.77
仕事の資源（事業場レベル）合計 15 2.58 0.42 158 2.46 0.54 213 2.33 0.53 89 2.32 0.64
ワーク・エンゲイジメント 16 2.88 0.65 161 2.85 0.69 223 2.43 0.71 91 2.42 0.78
職場の一体感 16 2.88 0.51 161 3.00 0.57 223 2.67 0.69 90 2.80 0.78
活気 16 2.15 0.67 159 2.44 0.76 222 2.19 0.75 90 2.26 0.79
イライラ感 15 2.78 0.73 159 2.75 0.86 223 2.70 0.84 91 2.71 0.95
疲労感 16 2.67 0.81 161 2.54 0.87 222 2.84 0.88 89 2.63 0.98
不安感 16 2.94 0.94 161 2.81 0.78 223 3.01 0.81 90 2.95 0.88
抑うつ感 16 3.28 0.69 160 3.30 0.60 222 3.29 0.67 91 3.24 0.77
心理的ストレス反応合計 15 2.82 0.67 156 2.86 0.56 221 2.89 0.62 89 2.84 0.70
身体愁訴 15 3.16 0.53 157 3.17 0.46 222 3.14 0.57 91 3.14 0.59
職場のハラスメント 16 3.72 0.48 161 3.61 0.60 223 3.55 0.67 91 3.57 0.75
仕事満足度 16 2.75 0.86 161 2.72 0.79 223 2.59 0.83 91 2.58 0.88
家庭満足度 16 3.13 0.72 160 3.11 0.75 223 3.08 0.73 91 2.86 0.97
職務の遂行 16 3.02 0.51 160 2.96 0.55 222 2.99 0.50 91 2.90 0.63
創造性の発揮 16 2.85 0.66 161 2.69 0.71 223 2.53 0.70 91 2.65 0.73
積極的な学習 16 2.65 0.64 161 2.65 0.68 222 2.46 0.73 91 2.51 0.67
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表3-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 34 2.14 0.75 59 2.09 0.75 184 2.08 0.71 65 2.40 0.86 ***
仕事の質的負担 34 2.15 0.71 59 2.11 0.65 183 2.05 0.64 66 2.42 0.81 ***
身体的負担度 34 1.82 0.83 59 2.07 0.94 184 1.79 0.81 66 2.38 1.02 ***
職場での対人関係 33 2.84 0.65 58 2.74 0.68 181 2.68 0.72 66 2.84 0.82
職場環境 34 2.88 1.09 59 2.63 0.85 184 2.07 1.02 66 2.73 1.12 ***
情緒的負担 32 2.56 0.95 59 2.48 0.81 185 2.66 0.77 66 2.77 0.87
役割葛藤 33 2.74 0.98 59 2.58 0.82 184 2.60 0.83 66 2.73 0.83
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 34 2.66 0.94 59 2.56 0.90 184 2.69 0.85 66 2.86 0.91
仕事の負担合計 31 2.49 0.53 56 2.40 0.48 172 2.32 0.48 65 2.63 0.58 ***
仕事のコントロール 34 2.58 0.71 58 2.33 0.86 184 2.46 0.76 65 2.49 0.72 ***
仕事の適性 34 2.94 0.85 59 2.98 0.84 184 2.73 0.92 66 2.95 0.94
技能の活用 34 3.21 0.73 59 2.76 0.84 186 2.87 0.90 66 3.02 0.90 ***
仕事の意義 33 3.10 0.60 57 2.96 0.60 184 2.93 0.71 66 2.98 0.83 ***
役割明確さ 33 3.32 0.54 59 3.08 0.49 184 2.96 0.69 66 3.12 0.62 ***
成長の機会 33 2.73 0.79 59 2.40 0.76 183 2.47 0.88 65 2.51 0.90 ***
新奇性 33 2.80 0.72 59 2.97 0.73 184 2.85 0.80 65 2.93 0.86 ***
予測可能性 33 2.64 0.85 59 2.38 0.63 186 2.30 0.77 66 2.32 0.75 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 33 2.98 0.44 56 2.78 0.52 178 2.73 0.59 64 2.84 0.58 ***
上司のサポート 32 2.45 0.69 58 2.15 0.74 183 2.32 0.76 64 2.35 0.74 *
同僚のサポート 32 2.67 0.70 58 2.52 0.70 185 2.51 0.74 63 2.57 0.70
家族友人のサポート 33 3.12 0.62 58 3.27 0.76 184 3.23 0.70 64 3.30 0.69
経済・地位報酬 34 2.21 0.71 60 1.99 0.87 183 2.14 0.77 66 2.28 0.84 ***
尊重報酬 34 2.87 0.51 60 2.53 0.72 185 2.47 0.71 65 2.61 0.76 ***
安定報酬 33 2.51 0.76 60 2.18 0.83 184 2.31 0.80 65 2.43 0.78 ***
上司のリーダーシップ 34 2.28 0.76 59 1.95 0.79 181 2.06 0.73 65 2.05 0.79 ***
上司の公正な態度 34 2.82 0.71 60 2.26 0.82 181 2.30 0.81 65 2.47 0.88 ***
ほめてもらえる職場 34 2.58 0.79 60 2.29 0.81 186 2.19 0.81 65 2.47 0.90 ***
失敗を認める職場 34 2.26 0.74 59 2.02 0.74 183 2.04 0.76 65 2.19 0.83 ***
グループの有能感 34 2.48 0.80 60 2.37 0.88 183 2.37 0.80 66 2.34 0.79 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 31 2.55 0.49 57 2.23 0.56 172 2.25 0.55 62 2.39 0.61 ***
経営層との信頼関係 34 2.54 0.72 60 2.22 0.76 184 2.40 0.72 66 2.39 0.83 ***
変化への対応 34 2.59 0.67 60 2.24 0.75 183 2.36 0.70 64 2.38 0.78 ***
個人の尊重 34 2.14 0.78 60 1.82 0.66 183 1.95 0.70 65 2.02 0.81 ***
公正な人事評価 33 2.27 0.71 59 2.00 0.77 182 1.99 0.76 64 1.97 0.87 ***
多様な労働者への対応 34 2.64 0.81 59 2.14 0.69 183 2.17 0.66 64 2.34 0.66 ***
キャリア形成 32 2.32 0.74 59 1.91 0.70 181 1.97 0.73 65 2.06 0.84 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 34 2.03 0.89 59 1.74 0.63 184 1.90 0.77 66 2.02 0.86 ***
手続きの公正性 34 2.19 0.87 60 2.06 0.70 183 2.15 0.77 66 2.28 0.78 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 32 2.34 0.58 57 2.01 0.56 176 2.10 0.55 59 2.11 0.61 ***
ワーク・エンゲイジメント 34 2.47 0.77 59 2.31 0.88 183 2.32 0.81 66 2.39 0.85 ***
職場の一体感 34 2.74 0.83 60 2.51 0.63 185 2.55 0.73 66 2.60 0.75 **
活気 34 2.23 0.69 58 2.05 0.84 183 2.12 0.81 65 2.19 0.78
イライラ感 34 2.77 0.96 58 2.67 0.86 184 2.56 0.86 65 2.72 0.84
疲労感 34 2.67 0.94 59 2.50 0.90 186 2.61 0.90 65 2.86 0.78 *
不安感 34 2.77 0.82 59 2.64 0.74 184 2.77 0.82 65 2.98 0.81
抑うつ感 34 3.17 0.62 58 3.20 0.74 183 3.21 0.70 64 3.29 0.69
心理的ストレス反応合計 34 2.80 0.62 56 2.75 0.59 178 2.75 0.63 64 2.89 0.59
身体愁訴 34 3.28 0.44 59 3.04 0.66 184 3.18 0.57 63 3.32 0.50 *
職場のハラスメント 34 3.60 0.62 60 3.42 0.65 184 3.44 0.78 66 3.56 0.75
仕事満足度 33 2.42 0.83 60 2.42 0.89 186 2.41 0.94 65 2.55 0.98 **
家庭満足度 33 2.97 0.81 60 3.08 0.87 186 2.99 0.88 66 3.09 0.89
職務の遂行 34 3.05 0.53 59 3.12 0.62 183 3.00 0.64 65 2.98 0.70
創造性の発揮 34 2.71 0.60 59 2.50 0.78 184 2.67 0.78 66 2.72 0.84 **
積極的な学習 34 2.62 0.78 59 2.38 0.68 181 2.41 0.77 66 2.39 0.76 ***
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

生産工程・労務職 その他 分散
分析

サービス職 運輸・通信職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 16 2.13 0.86 161 1.87 0.69 221 2.43 0.82 90 2.28 0.84
仕事の質的負担 16 1.88 0.76 161 1.65 0.51 220 2.48 0.72 91 2.45 0.73
身体的負担度 15 2.93 0.80 161 1.94 0.97 223 3.48 0.76 91 2.48 0.95
職場での対人関係 16 3.02 0.39 159 3.03 0.57 221 2.93 0.67 88 2.99 0.72
職場環境 16 2.94 0.93 161 3.09 0.81 223 2.88 0.99 91 2.86 1.03
情緒的負担 16 2.52 0.85 160 2.37 0.78 221 2.83 0.85 91 2.56 0.88
役割葛藤 16 3.00 0.53 160 2.84 0.77 223 2.99 0.74 91 2.86 0.84
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 16 2.59 0.95 160 2.65 0.86 223 2.99 0.85 91 2.87 0.87
仕事の負担合計 15 2.58 0.36 156 2.43 0.46 214 2.87 0.54 87 2.66 0.58
仕事のコントロール 15 2.89 0.66 160 2.37 0.70 223 2.61 0.71 91 2.48 0.75
仕事の適性 16 3.13 0.62 161 3.15 0.64 223 2.87 0.78 91 2.88 0.90
技能の活用 16 3.44 0.81 161 3.52 0.68 222 2.85 0.78 91 2.81 0.98
仕事の意義 16 3.42 0.48 161 3.54 0.57 223 2.95 0.62 91 2.94 0.64
役割明確さ 16 3.46 0.53 161 3.26 0.55 222 3.20 0.54 91 3.26 0.50
成長の機会 15 3.00 0.81 161 3.05 0.71 222 2.56 0.81 90 2.70 0.71
新奇性 16 3.00 0.74 161 2.71 0.77 223 2.82 0.79 90 2.82 0.88
予測可能性 16 2.48 0.58 161 2.39 0.76 223 2.64 0.72 91 2.46 0.70
仕事の資源（作業レベル）合計 14 3.23 0.45 160 3.15 0.40 220 2.84 0.46 90 2.85 0.49
上司のサポート 15 2.33 0.68 161 2.36 0.76 221 2.36 0.81 91 2.25 0.75
同僚のサポート 15 2.73 0.62 160 2.85 0.69 222 2.65 0.74 91 2.76 0.67
家族友人のサポート 16 2.98 0.76 160 3.44 0.61 220 3.40 0.66 90 3.40 0.67
経済・地位報酬 16 2.63 0.59 161 2.56 0.76 223 2.51 0.77 91 2.43 0.86
尊重報酬 16 2.84 0.54 160 2.90 0.62 221 2.75 0.67 91 2.82 0.73
安定報酬 15 2.84 0.53 161 2.58 0.77 223 2.38 0.69 91 2.41 0.76
上司のリーダーシップ 16 2.42 0.63 160 2.28 0.79 222 2.18 0.77 90 2.13 0.81
上司の公正な態度 16 2.56 0.57 161 2.67 0.85 223 2.64 0.80 91 2.52 0.86
ほめてもらえる職場 16 2.38 0.67 161 2.50 0.88 223 2.49 0.81 91 2.58 0.91
失敗を認める職場 16 2.41 0.74 161 2.34 0.78 222 2.21 0.78 90 2.36 0.83
グループの有能感 16 2.65 0.66 161 2.53 0.69 223 2.41 0.72 90 2.52 0.77
仕事の資源（部署レベル）合計 14 2.61 0.43 158 2.56 0.51 217 2.46 0.53 89 2.47 0.62
経営層との信頼関係 16 2.71 0.53 160 2.68 0.69 221 2.58 0.66 91 2.58 0.74
変化への対応 16 2.71 0.53 161 2.60 0.69 219 2.47 0.72 91 2.50 0.83
個人の尊重 15 2.44 0.59 159 2.34 0.77 221 2.11 0.69 90 2.06 0.71
公正な人事評価 15 2.58 0.67 160 2.15 0.77 219 2.17 0.74 89 2.24 0.84
多様な労働者への対応 15 2.80 0.37 161 2.72 0.72 222 2.67 0.69 90 2.58 0.79
キャリア形成 16 2.56 0.70 161 2.39 0.73 221 2.23 0.70 89 2.22 0.85
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 16 2.34 0.68 161 2.30 0.83 222 2.11 0.72 91 2.07 0.80
手続きの公正性 16 2.65 0.63 160 2.38 0.73 220 2.25 0.70 90 2.31 0.77
仕事の資源（事業場レベル）合計 15 2.58 0.42 158 2.46 0.54 213 2.33 0.53 89 2.32 0.64
ワーク・エンゲイジメント 16 2.88 0.65 161 2.85 0.69 223 2.43 0.71 91 2.42 0.78
職場の一体感 16 2.88 0.51 161 3.00 0.57 223 2.67 0.69 90 2.80 0.78
活気 16 2.15 0.67 159 2.44 0.76 222 2.19 0.75 90 2.26 0.79
イライラ感 15 2.78 0.73 159 2.75 0.86 223 2.70 0.84 91 2.71 0.95
疲労感 16 2.67 0.81 161 2.54 0.87 222 2.84 0.88 89 2.63 0.98
不安感 16 2.94 0.94 161 2.81 0.78 223 3.01 0.81 90 2.95 0.88
抑うつ感 16 3.28 0.69 160 3.30 0.60 222 3.29 0.67 91 3.24 0.77
心理的ストレス反応合計 15 2.82 0.67 156 2.86 0.56 221 2.89 0.62 89 2.84 0.70
身体愁訴 15 3.16 0.53 157 3.17 0.46 222 3.14 0.57 91 3.14 0.59
職場のハラスメント 16 3.72 0.48 161 3.61 0.60 223 3.55 0.67 91 3.57 0.75
仕事満足度 16 2.75 0.86 161 2.72 0.79 223 2.59 0.83 91 2.58 0.88
家庭満足度 16 3.13 0.72 160 3.11 0.75 223 3.08 0.73 91 2.86 0.97
職務の遂行 16 3.02 0.51 160 2.96 0.55 222 2.99 0.50 91 2.90 0.63
創造性の発揮 16 2.85 0.66 161 2.69 0.71 223 2.53 0.70 91 2.65 0.73
積極的な学習 16 2.65 0.64 161 2.65 0.68 222 2.46 0.73 91 2.51 0.67
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表4-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 131 2.27 0.66 9 2.63 0.82 65 2.32 0.76 81 2.45 0.76 ***
仕事の質的負担 128 2.35 0.75 9 2.07 0.60 65 2.47 0.69 80 2.52 0.71 ***
身体的負担度 131 1.97 0.91 9 2.78 0.97 65 2.25 1.02 81 2.10 1.02 ***
職場での対人関係 129 3.02 0.70 9 2.93 0.74 66 2.98 0.62 78 3.07 0.71
職場環境 131 2.90 0.90 9 2.78 0.83 66 2.26 1.10 81 2.81 0.91 ***
情緒的負担 131 2.56 0.79 9 2.52 1.00 66 2.94 0.83 81 2.79 0.85 ***
役割葛藤 131 2.83 0.77 9 2.85 0.69 66 2.92 0.73 81 3.11 0.75
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 130 2.81 0.91 9 2.83 0.61 66 2.97 0.89 80 2.97 0.80 **
仕事の負担合計 125 2.58 0.50 9 2.67 0.52 63 2.65 0.53 76 2.71 0.49 ***
仕事のコントロール 130 2.23 0.78 9 2.22 1.13 65 2.30 0.75 80 2.41 0.69 ***
仕事の適性 131 3.05 0.75 9 2.78 1.09 66 2.89 0.68 81 3.05 0.82 *
技能の活用 131 2.89 0.87 9 2.67 0.71 66 2.48 0.85 78 2.60 0.87 ***
仕事の意義 131 3.20 0.69 9 2.85 0.50 66 2.83 0.65 81 3.00 0.72 ***
役割明確さ 131 3.27 0.53 9 3.26 0.46 66 3.13 0.67 81 3.20 0.57
成長の機会 130 2.72 0.84 9 2.44 1.07 66 2.28 0.75 80 2.45 0.82 ***
新奇性 129 2.97 0.74 9 2.70 0.92 65 3.11 0.79 81 3.07 0.77 **
予測可能性 129 2.37 0.74 9 2.30 0.42 65 2.25 0.80 80 2.38 0.76 **
仕事の資源（作業レベル）合計 129 2.90 0.45 9 2.70 0.53 65 2.65 0.43 78 2.78 0.48 ***
上司のサポート 129 2.48 0.74 9 2.26 0.55 63 2.07 0.61 78 2.26 0.77 *
同僚のサポート 129 2.79 0.70 9 2.81 0.63 65 2.69 0.65 79 2.81 0.68
家族友人のサポート 131 3.32 0.71 9 3.00 0.76 66 3.21 0.77 80 3.44 0.60 *
経済・地位報酬 129 2.45 0.75 9 2.33 0.83 66 2.36 0.78 80 2.40 0.82
尊重報酬 130 2.78 0.64 9 3.00 0.43 64 2.66 0.64 80 2.78 0.79
安定報酬 130 2.46 0.78 9 2.11 0.71 66 2.28 0.73 79 2.46 0.62 *
上司のリーダーシップ 129 2.04 0.75 9 2.07 0.46 64 1.84 0.71 78 1.85 0.74 ***
上司の公正な態度 128 2.62 0.84 9 2.63 0.54 65 2.43 0.80 78 2.47 0.77
ほめてもらえる職場 128 2.41 0.88 9 2.26 0.80 66 2.34 0.87 80 2.43 0.86
失敗を認める職場 129 2.28 0.85 9 1.94 0.58 66 2.05 0.75 80 2.13 0.77
グループの有能感 129 2.47 0.76 9 2.44 0.44 65 2.49 0.80 79 2.49 0.78
仕事の資源（部署レベル）合計 122 2.49 0.52 9 2.38 0.32 62 2.29 0.45 73 2.40 0.50 *
経営層との信頼関係 127 2.53 0.72 9 2.26 0.66 65 2.56 0.71 79 2.59 0.73
変化への対応 129 2.45 0.73 9 2.44 0.41 65 2.42 0.75 79 2.39 0.75
個人の尊重 128 2.08 0.72 9 2.11 0.73 63 1.93 0.75 79 2.02 0.72 ***
公正な人事評価 128 2.09 0.78 9 2.33 0.73 65 1.94 0.77 77 2.13 0.81
多様な労働者への対応 129 2.58 0.65 9 2.67 0.50 64 2.42 0.73 78 2.59 0.73
キャリア形成 128 2.11 0.73 9 2.09 0.66 65 1.89 0.68 78 2.05 0.73 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 130 2.34 0.83 9 2.00 0.66 66 1.82 0.74 79 2.18 0.77 ***
手続きの公正性 128 2.23 0.71 9 2.19 0.47 64 2.18 0.76 77 2.33 0.74
仕事の資源（事業場レベル）合計 124 2.32 0.57 9 2.27 0.49 61 2.15 0.55 74 2.27 0.55 *
ワーク・エンゲイジメント 129 2.74 0.81 9 2.56 0.58 66 2.34 0.73 80 2.54 0.79 ***
職場の一体感 131 2.96 0.66 9 3.11 0.60 66 2.78 0.69 80 2.88 0.66 ***
活気 128 2.48 0.83 9 2.26 0.57 66 2.13 0.79 81 2.44 0.92 **
イライラ感 129 2.71 0.80 9 2.07 0.85 65 2.69 0.88 79 2.78 0.86
疲労感 131 2.60 0.85 9 2.48 0.88 65 2.50 0.88 80 2.76 0.89 *
不安感 130 2.98 0.75 9 2.78 0.62 66 3.04 0.80 81 3.07 0.78
抑うつ感 130 3.41 0.59 9 3.30 0.74 65 3.34 0.61 81 3.35 0.62
心理的ストレス反応合計 125 2.94 0.56 9 2.70 0.58 63 2.83 0.57 78 2.95 0.63
身体愁訴 129 3.24 0.55 9 3.33 0.37 66 3.17 0.47 80 3.25 0.49
職場のハラスメント 130 3.66 0.62 9 3.22 0.62 66 3.67 0.64 80 3.60 0.74
仕事満足度 131 2.69 0.84 9 2.44 0.73 66 2.71 0.72 81 2.68 0.72
家庭満足度 131 2.93 0.86 9 2.67 1.12 66 3.00 0.76 81 2.95 0.92
職務の遂行 130 3.01 0.54 9 2.96 0.35 65 3.05 0.54 78 3.12 0.45
創造性の発揮 129 2.64 0.75 9 2.41 0.83 65 2.31 0.75 77 2.59 0.78 *
積極的な学習 130 2.62 0.77 9 2.44 0.73 65 2.35 0.72 80 2.45 0.81
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

サービス職 運輸・通信職 生産工程・労務職 その他 分散
分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 136 1.88 0.65 200 1.93 0.67 78 2.10 0.73 79 1.98 0.70
仕事の質的負担 135 1.99 0.58 201 1.88 0.54 78 2.16 0.70 80 2.24 0.68
身体的負担度 136 3.03 0.93 200 2.62 1.01 78 3.26 0.76 80 2.60 0.96
職場での対人関係 136 2.88 0.55 200 2.76 0.58 78 2.87 0.62 80 2.78 0.64
職場環境 135 3.04 0.84 201 2.87 0.91 78 2.83 0.90 80 3.06 0.96
情緒的負担 136 2.57 0.87 202 2.70 0.93 78 2.77 0.98 80 2.49 0.93
役割葛藤 135 2.76 0.80 201 2.76 0.89 78 2.83 0.95 80 2.60 0.89
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 136 2.71 0.89 200 2.74 0.85 78 2.88 0.81 80 2.78 0.86
仕事の負担合計 133 2.61 0.45 196 2.53 0.43 78 2.71 0.43 79 2.57 0.49
仕事のコントロール 133 2.88 0.57 201 2.66 0.69 78 2.61 0.66 80 2.76 0.70
仕事の適性 136 2.91 0.66 201 2.92 0.79 78 2.68 0.81 80 2.80 0.79
技能の活用 135 3.18 0.71 201 3.35 0.77 78 2.95 0.75 80 2.86 0.72
仕事の意義 135 3.07 0.75 201 2.92 0.84 78 2.54 0.78 80 2.71 0.87
役割明確さ 136 3.56 0.53 201 3.37 0.66 78 3.27 0.64 80 3.29 0.60
成長の機会 136 2.85 0.84 201 2.77 0.82 78 2.44 0.92 80 2.71 0.92
仕事の資源（作業レベル）合計 131 3.08 0.44 200 3.00 0.51 78 2.75 0.49 80 2.86 0.51
上司のサポート 136 2.50 0.75 202 2.48 0.71 78 2.42 0.71 80 2.53 0.81
同僚のサポート 136 2.65 0.64 201 2.67 0.71 78 2.63 0.70 80 2.74 0.67
家族友人のサポート 136 3.21 0.62 202 3.34 0.68 78 3.25 0.62 80 3.33 0.70
経済・地位報酬 136 2.47 0.89 199 2.35 0.90 78 2.38 0.89 80 2.01 0.89
尊重報酬 136 2.71 0.81 199 2.62 0.70 78 2.51 0.75 80 2.51 0.83
安定報酬 135 3.01 0.85 199 2.89 0.99 78 3.09 0.97 80 2.95 0.88
上司のリーダーシップ 136 2.59 0.82 200 2.37 0.78 77 2.34 0.88 80 2.35 0.94
上司の公正な態度 136 2.76 0.78 199 2.66 0.77 78 2.69 0.76 80 2.68 0.87
ほめてもらえる職場 136 2.80 0.81 199 2.57 0.83 78 2.56 0.83 80 2.53 0.93
失敗を認める職場 136 2.70 0.81 199 2.55 0.73 78 2.47 0.77 80 2.61 0.88
仕事の資源（部署レベル）合計 135 2.69 0.54 197 2.57 0.52 77 2.57 0.55 80 2.55 0.57
経営層との信頼関係 135 2.78 0.78 201 2.55 0.75 78 2.58 0.81 80 2.43 0.82
変化への対応 136 2.53 0.84 200 2.40 0.81 78 2.38 0.93 80 2.28 0.93
個人の尊重 136 2.24 0.76 199 2.20 0.78 78 2.06 0.80 80 2.25 0.79
公正な人事評価 136 2.20 0.85 200 2.11 0.88 78 2.03 0.84 80 2.03 0.81
多様な労働者への対応 136 2.71 0.77 199 2.71 0.80 78 2.73 0.75 80 2.78 0.87
キャリア形成 136 2.46 0.79 200 2.29 0.83 78 2.22 0.77 80 2.21 0.85
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 136 2.17 0.83 200 2.01 0.82 78 1.82 0.80 80 2.09 0.80
仕事の資源（事業場レベル）合計 135 2.44 0.58 198 2.32 0.55 78 2.26 0.55 80 2.29 0.60
ワーク・エンゲイジメント 136 2.64 0.66 200 2.58 0.76 77 2.20 0.71 80 2.49 0.72
職場の一体感 136 2.82 0.70 199 2.57 0.74 78 2.60 0.73 80 2.44 0.71
活気 136 2.33 0.72 201 2.21 0.80 78 2.09 0.75 78 2.30 0.73
イライラ感 136 2.76 0.80 201 2.65 0.83 78 2.77 0.86 80 2.73 0.87
疲労感 136 2.91 0.77 201 2.74 0.87 78 2.68 0.87 80 2.68 0.92
不安感 136 2.78 0.71 201 2.76 0.81 77 2.84 0.84 80 2.69 0.79
抑うつ感 136 3.36 0.61 201 3.24 0.67 77 3.14 0.71 80 3.13 0.73
心理的ストレス反応合計 136 2.92 0.55 201 2.81 0.60 76 2.78 0.65 78 2.77 0.63
身体愁訴 134 3.29 0.53 199 3.33 0.52 78 3.22 0.53 79 3.29 0.55
職場のハラスメント 136 3.72 0.58 199 3.75 0.52 78 3.63 0.65 80 3.80 0.54
仕事満足度 136 2.78 0.88 202 2.63 0.83 78 2.44 0.82 80 2.46 0.87
家庭満足度 135 3.24 0.71 202 3.15 0.76 78 3.12 0.76 80 3.13 0.74
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表4-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 131 2.27 0.66 9 2.63 0.82 65 2.32 0.76 81 2.45 0.76 ***
仕事の質的負担 128 2.35 0.75 9 2.07 0.60 65 2.47 0.69 80 2.52 0.71 ***
身体的負担度 131 1.97 0.91 9 2.78 0.97 65 2.25 1.02 81 2.10 1.02 ***
職場での対人関係 129 3.02 0.70 9 2.93 0.74 66 2.98 0.62 78 3.07 0.71
職場環境 131 2.90 0.90 9 2.78 0.83 66 2.26 1.10 81 2.81 0.91 ***
情緒的負担 131 2.56 0.79 9 2.52 1.00 66 2.94 0.83 81 2.79 0.85 ***
役割葛藤 131 2.83 0.77 9 2.85 0.69 66 2.92 0.73 81 3.11 0.75
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 130 2.81 0.91 9 2.83 0.61 66 2.97 0.89 80 2.97 0.80 **
仕事の負担合計 125 2.58 0.50 9 2.67 0.52 63 2.65 0.53 76 2.71 0.49 ***
仕事のコントロール 130 2.23 0.78 9 2.22 1.13 65 2.30 0.75 80 2.41 0.69 ***
仕事の適性 131 3.05 0.75 9 2.78 1.09 66 2.89 0.68 81 3.05 0.82 *
技能の活用 131 2.89 0.87 9 2.67 0.71 66 2.48 0.85 78 2.60 0.87 ***
仕事の意義 131 3.20 0.69 9 2.85 0.50 66 2.83 0.65 81 3.00 0.72 ***
役割明確さ 131 3.27 0.53 9 3.26 0.46 66 3.13 0.67 81 3.20 0.57
成長の機会 130 2.72 0.84 9 2.44 1.07 66 2.28 0.75 80 2.45 0.82 ***
新奇性 129 2.97 0.74 9 2.70 0.92 65 3.11 0.79 81 3.07 0.77 **
予測可能性 129 2.37 0.74 9 2.30 0.42 65 2.25 0.80 80 2.38 0.76 **
仕事の資源（作業レベル）合計 129 2.90 0.45 9 2.70 0.53 65 2.65 0.43 78 2.78 0.48 ***
上司のサポート 129 2.48 0.74 9 2.26 0.55 63 2.07 0.61 78 2.26 0.77 *
同僚のサポート 129 2.79 0.70 9 2.81 0.63 65 2.69 0.65 79 2.81 0.68
家族友人のサポート 131 3.32 0.71 9 3.00 0.76 66 3.21 0.77 80 3.44 0.60 *
経済・地位報酬 129 2.45 0.75 9 2.33 0.83 66 2.36 0.78 80 2.40 0.82
尊重報酬 130 2.78 0.64 9 3.00 0.43 64 2.66 0.64 80 2.78 0.79
安定報酬 130 2.46 0.78 9 2.11 0.71 66 2.28 0.73 79 2.46 0.62 *
上司のリーダーシップ 129 2.04 0.75 9 2.07 0.46 64 1.84 0.71 78 1.85 0.74 ***
上司の公正な態度 128 2.62 0.84 9 2.63 0.54 65 2.43 0.80 78 2.47 0.77
ほめてもらえる職場 128 2.41 0.88 9 2.26 0.80 66 2.34 0.87 80 2.43 0.86
失敗を認める職場 129 2.28 0.85 9 1.94 0.58 66 2.05 0.75 80 2.13 0.77
グループの有能感 129 2.47 0.76 9 2.44 0.44 65 2.49 0.80 79 2.49 0.78
仕事の資源（部署レベル）合計 122 2.49 0.52 9 2.38 0.32 62 2.29 0.45 73 2.40 0.50 *
経営層との信頼関係 127 2.53 0.72 9 2.26 0.66 65 2.56 0.71 79 2.59 0.73
変化への対応 129 2.45 0.73 9 2.44 0.41 65 2.42 0.75 79 2.39 0.75
個人の尊重 128 2.08 0.72 9 2.11 0.73 63 1.93 0.75 79 2.02 0.72 ***
公正な人事評価 128 2.09 0.78 9 2.33 0.73 65 1.94 0.77 77 2.13 0.81
多様な労働者への対応 129 2.58 0.65 9 2.67 0.50 64 2.42 0.73 78 2.59 0.73
キャリア形成 128 2.11 0.73 9 2.09 0.66 65 1.89 0.68 78 2.05 0.73 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 130 2.34 0.83 9 2.00 0.66 66 1.82 0.74 79 2.18 0.77 ***
手続きの公正性 128 2.23 0.71 9 2.19 0.47 64 2.18 0.76 77 2.33 0.74
仕事の資源（事業場レベル）合計 124 2.32 0.57 9 2.27 0.49 61 2.15 0.55 74 2.27 0.55 *
ワーク・エンゲイジメント 129 2.74 0.81 9 2.56 0.58 66 2.34 0.73 80 2.54 0.79 ***
職場の一体感 131 2.96 0.66 9 3.11 0.60 66 2.78 0.69 80 2.88 0.66 ***
活気 128 2.48 0.83 9 2.26 0.57 66 2.13 0.79 81 2.44 0.92 **
イライラ感 129 2.71 0.80 9 2.07 0.85 65 2.69 0.88 79 2.78 0.86
疲労感 131 2.60 0.85 9 2.48 0.88 65 2.50 0.88 80 2.76 0.89 *
不安感 130 2.98 0.75 9 2.78 0.62 66 3.04 0.80 81 3.07 0.78
抑うつ感 130 3.41 0.59 9 3.30 0.74 65 3.34 0.61 81 3.35 0.62
心理的ストレス反応合計 125 2.94 0.56 9 2.70 0.58 63 2.83 0.57 78 2.95 0.63
身体愁訴 129 3.24 0.55 9 3.33 0.37 66 3.17 0.47 80 3.25 0.49
職場のハラスメント 130 3.66 0.62 9 3.22 0.62 66 3.67 0.64 80 3.60 0.74
仕事満足度 131 2.69 0.84 9 2.44 0.73 66 2.71 0.72 81 2.68 0.72
家庭満足度 131 2.93 0.86 9 2.67 1.12 66 3.00 0.76 81 2.95 0.92
職務の遂行 130 3.01 0.54 9 2.96 0.35 65 3.05 0.54 78 3.12 0.45
創造性の発揮 129 2.64 0.75 9 2.41 0.83 65 2.31 0.75 77 2.59 0.78 *
積極的な学習 130 2.62 0.77 9 2.44 0.73 65 2.35 0.72 80 2.45 0.81
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

サービス職 運輸・通信職 生産工程・労務職 その他 分散
分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 136 1.88 0.65 200 1.93 0.67 78 2.10 0.73 79 1.98 0.70
仕事の質的負担 135 1.99 0.58 201 1.88 0.54 78 2.16 0.70 80 2.24 0.68
身体的負担度 136 3.03 0.93 200 2.62 1.01 78 3.26 0.76 80 2.60 0.96
職場での対人関係 136 2.88 0.55 200 2.76 0.58 78 2.87 0.62 80 2.78 0.64
職場環境 135 3.04 0.84 201 2.87 0.91 78 2.83 0.90 80 3.06 0.96
情緒的負担 136 2.57 0.87 202 2.70 0.93 78 2.77 0.98 80 2.49 0.93
役割葛藤 135 2.76 0.80 201 2.76 0.89 78 2.83 0.95 80 2.60 0.89
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 136 2.71 0.89 200 2.74 0.85 78 2.88 0.81 80 2.78 0.86
仕事の負担合計 133 2.61 0.45 196 2.53 0.43 78 2.71 0.43 79 2.57 0.49
仕事のコントロール 133 2.88 0.57 201 2.66 0.69 78 2.61 0.66 80 2.76 0.70
仕事の適性 136 2.91 0.66 201 2.92 0.79 78 2.68 0.81 80 2.80 0.79
技能の活用 135 3.18 0.71 201 3.35 0.77 78 2.95 0.75 80 2.86 0.72
仕事の意義 135 3.07 0.75 201 2.92 0.84 78 2.54 0.78 80 2.71 0.87
役割明確さ 136 3.56 0.53 201 3.37 0.66 78 3.27 0.64 80 3.29 0.60
成長の機会 136 2.85 0.84 201 2.77 0.82 78 2.44 0.92 80 2.71 0.92
仕事の資源（作業レベル）合計 131 3.08 0.44 200 3.00 0.51 78 2.75 0.49 80 2.86 0.51
上司のサポート 136 2.50 0.75 202 2.48 0.71 78 2.42 0.71 80 2.53 0.81
同僚のサポート 136 2.65 0.64 201 2.67 0.71 78 2.63 0.70 80 2.74 0.67
家族友人のサポート 136 3.21 0.62 202 3.34 0.68 78 3.25 0.62 80 3.33 0.70
経済・地位報酬 136 2.47 0.89 199 2.35 0.90 78 2.38 0.89 80 2.01 0.89
尊重報酬 136 2.71 0.81 199 2.62 0.70 78 2.51 0.75 80 2.51 0.83
安定報酬 135 3.01 0.85 199 2.89 0.99 78 3.09 0.97 80 2.95 0.88
上司のリーダーシップ 136 2.59 0.82 200 2.37 0.78 77 2.34 0.88 80 2.35 0.94
上司の公正な態度 136 2.76 0.78 199 2.66 0.77 78 2.69 0.76 80 2.68 0.87
ほめてもらえる職場 136 2.80 0.81 199 2.57 0.83 78 2.56 0.83 80 2.53 0.93
失敗を認める職場 136 2.70 0.81 199 2.55 0.73 78 2.47 0.77 80 2.61 0.88
仕事の資源（部署レベル）合計 135 2.69 0.54 197 2.57 0.52 77 2.57 0.55 80 2.55 0.57
経営層との信頼関係 135 2.78 0.78 201 2.55 0.75 78 2.58 0.81 80 2.43 0.82
変化への対応 136 2.53 0.84 200 2.40 0.81 78 2.38 0.93 80 2.28 0.93
個人の尊重 136 2.24 0.76 199 2.20 0.78 78 2.06 0.80 80 2.25 0.79
公正な人事評価 136 2.20 0.85 200 2.11 0.88 78 2.03 0.84 80 2.03 0.81
多様な労働者への対応 136 2.71 0.77 199 2.71 0.80 78 2.73 0.75 80 2.78 0.87
キャリア形成 136 2.46 0.79 200 2.29 0.83 78 2.22 0.77 80 2.21 0.85
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 136 2.17 0.83 200 2.01 0.82 78 1.82 0.80 80 2.09 0.80
仕事の資源（事業場レベル）合計 135 2.44 0.58 198 2.32 0.55 78 2.26 0.55 80 2.29 0.60
ワーク・エンゲイジメント 136 2.64 0.66 200 2.58 0.76 77 2.20 0.71 80 2.49 0.72
職場の一体感 136 2.82 0.70 199 2.57 0.74 78 2.60 0.73 80 2.44 0.71
活気 136 2.33 0.72 201 2.21 0.80 78 2.09 0.75 78 2.30 0.73
イライラ感 136 2.76 0.80 201 2.65 0.83 78 2.77 0.86 80 2.73 0.87
疲労感 136 2.91 0.77 201 2.74 0.87 78 2.68 0.87 80 2.68 0.92
不安感 136 2.78 0.71 201 2.76 0.81 77 2.84 0.84 80 2.69 0.79
抑うつ感 136 3.36 0.61 201 3.24 0.67 77 3.14 0.71 80 3.13 0.73
心理的ストレス反応合計 136 2.92 0.55 201 2.81 0.60 76 2.78 0.65 78 2.77 0.63
身体愁訴 134 3.29 0.53 199 3.33 0.52 78 3.22 0.53 79 3.29 0.55
職場のハラスメント 136 3.72 0.58 199 3.75 0.52 78 3.63 0.65 80 3.80 0.54
仕事満足度 136 2.78 0.88 202 2.63 0.83 78 2.44 0.82 80 2.46 0.87
家庭満足度 135 3.24 0.71 202 3.15 0.76 78 3.12 0.76 80 3.13 0.74
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表5-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 34 2.14 0.75 59 2.09 0.75 184 2.08 0.71 65 2.40 0.86 ***
仕事の質的負担 34 2.15 0.71 59 2.11 0.65 183 2.05 0.64 66 2.42 0.81 ***
身体的負担度 34 1.82 0.83 59 2.07 0.94 184 1.79 0.81 66 2.38 1.02 ***
職場での対人関係 33 2.84 0.65 58 2.74 0.68 181 2.68 0.72 66 2.84 0.82
職場環境 34 2.88 1.09 59 2.63 0.85 184 2.07 1.02 66 2.73 1.12 ***
情緒的負担 33 2.58 1.09 59 2.51 0.92 185 2.70 0.88 66 2.77 1.00
役割葛藤 33 2.79 1.02 59 2.71 0.98 186 2.66 1.00 66 2.85 0.96
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 34 2.74 0.99 60 2.63 0.92 184 2.74 0.87 66 2.92 0.90
仕事の負担合計 32 2.54 0.54 56 2.42 0.50 172 2.34 0.49 65 2.65 0.58 ***
仕事のコントロール 34 2.58 0.71 58 2.33 0.86 184 2.46 0.76 65 2.49 0.72 ***
仕事の適性 34 2.94 0.85 59 2.98 0.84 184 2.73 0.92 66 2.95 0.94
技能の活用 34 3.21 0.73 59 2.76 0.84 186 2.87 0.90 66 3.02 0.90 ***
仕事の意義 34 2.79 0.81 59 2.58 0.93 184 2.63 0.93 66 2.70 1.01 ***
役割明確さ 33 3.64 0.49 59 3.47 0.50 186 3.25 0.75 66 3.47 0.68 ***
成長の機会 33 2.67 0.92 59 2.31 0.90 186 2.34 0.99 66 2.53 1.03 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 33 2.97 0.48 57 2.76 0.56 181 2.71 0.63 65 2.85 0.58 ***
上司のサポート 32 2.45 0.69 58 2.15 0.74 183 2.32 0.76 64 2.35 0.74 *
同僚のサポート 32 2.67 0.70 58 2.52 0.70 185 2.51 0.74 63 2.57 0.70
家族友人のサポート 33 3.12 0.62 58 3.27 0.76 184 3.23 0.70 64 3.30 0.69
経済・地位報酬 34 1.88 0.91 60 1.85 0.97 184 1.99 0.89 66 2.20 0.95 ***
尊重報酬 34 2.71 0.68 60 2.38 0.80 185 2.30 0.87 65 2.48 0.87 ***
安定報酬 33 3.00 1.03 60 2.38 1.08 185 2.61 1.09 66 2.79 1.13 ***
上司のリーダーシップ 34 2.47 0.83 60 2.03 0.97 185 2.13 0.92 65 2.15 0.97 ***
上司の公正な態度 34 2.91 0.75 60 2.45 0.91 186 2.40 0.88 65 2.55 0.92 ***
ほめてもらえる職場 34 2.76 0.92 60 2.40 0.91 186 2.34 0.92 65 2.63 0.98 ***
失敗を認める職場 34 2.44 0.82 59 2.12 0.85 184 2.23 0.89 66 2.41 0.91 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 31 2.62 0.49 58 2.26 0.59 178 2.31 0.59 63 2.49 0.61 ***
経営層との信頼関係 34 2.56 0.79 60 2.23 0.85 185 2.44 0.81 66 2.50 0.88 ***
変化への対応 34 2.38 0.82 60 2.12 0.87 184 2.21 0.87 65 2.25 0.88 *
個人の尊重 34 2.24 0.92 60 1.77 0.74 184 1.95 0.81 66 2.03 0.99 ***
公正な人事評価 33 2.24 0.97 60 1.93 0.90 184 1.89 0.81 65 1.86 0.86 *
多様な労働者への対応 34 2.88 1.01 60 2.40 0.87 183 2.46 0.95 64 2.53 0.93 **
キャリア形成 33 2.12 0.96 60 1.90 0.77 183 1.95 0.86 66 2.08 0.90 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 34 1.94 0.95 59 1.73 0.72 184 1.88 0.81 66 2.03 0.94 **
仕事の資源（事業場レベル）合計 33 2.31 0.63 59 2.02 0.59 180 2.11 0.61 62 2.16 0.70 ***
ワーク・エンゲイジメント 34 2.47 0.77 59 2.31 0.88 183 2.32 0.81 66 2.39 0.85 ***
職場の一体感 34 2.68 0.88 60 2.45 0.72 185 2.49 0.83 66 2.59 0.76 **
活気 34 2.23 0.69 58 2.05 0.84 183 2.12 0.81 65 2.19 0.78
イライラ感 34 2.77 0.96 58 2.67 0.86 184 2.56 0.86 65 2.72 0.84
疲労感 34 2.67 0.94 59 2.50 0.90 186 2.61 0.90 65 2.86 0.78 *
不安感 34 2.77 0.82 59 2.64 0.74 184 2.77 0.82 65 2.98 0.81
抑うつ感 34 3.17 0.62 58 3.20 0.74 183 3.21 0.70 64 3.29 0.69
心理的ストレス反応合計 34 2.80 0.62 56 2.75 0.59 178 2.75 0.63 64 2.89 0.59
身体愁訴 34 3.28 0.44 59 3.04 0.66 184 3.18 0.57 63 3.32 0.50 *
職場のハラスメント 34 3.82 0.46 60 3.60 0.64 185 3.61 0.75 66 3.64 0.76
仕事満足度 33 2.42 0.83 60 2.42 0.89 186 2.41 0.94 65 2.55 0.98 **
家庭満足度 33 2.97 0.81 60 3.08 0.87 186 2.99 0.88 66 3.09 0.89
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

サービス職 運輸・通信職 生産工程・労務職 その他 分散
分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 16 2.13 0.86 161 1.87 0.69 221 2.43 0.82 90 2.28 0.84
仕事の質的負担 16 1.88 0.76 161 1.65 0.51 220 2.48 0.72 91 2.45 0.73
身体的負担度 15 2.93 0.80 161 1.94 0.97 223 3.48 0.76 91 2.48 0.95
職場での対人関係 16 3.02 0.39 159 3.03 0.57 221 2.93 0.67 88 2.99 0.72
職場環境 16 2.94 0.93 161 3.09 0.81 223 2.88 0.99 91 2.86 1.03
情緒的負担 16 2.44 1.03 160 2.27 0.91 223 2.90 0.97 91 2.48 0.98
役割葛藤 16 2.88 0.72 161 2.95 0.94 223 3.03 0.90 91 2.95 0.99
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 16 2.63 0.96 160 2.75 0.91 223 3.02 0.88 91 2.93 0.90
仕事の負担合計 15 2.55 0.37 157 2.44 0.47 216 2.89 0.55 87 2.66 0.59
仕事のコントロール 15 2.89 0.66 160 2.37 0.70 223 2.61 0.71 91 2.48 0.75
仕事の適性 16 3.13 0.62 161 3.15 0.64 223 2.87 0.78 91 2.88 0.90
技能の活用 16 3.44 0.81 161 3.52 0.68 222 2.85 0.78 91 2.81 0.98
仕事の意義 16 3.13 0.72 161 3.45 0.69 223 2.72 0.82 91 2.90 0.86
役割明確さ 16 3.75 0.45 161 3.55 0.58 222 3.36 0.58 91 3.48 0.52
成長の機会 16 3.06 0.77 161 2.98 0.87 222 2.49 0.93 90 2.67 0.87
仕事の資源（作業レベル）合計 15 3.24 0.46 160 3.17 0.42 220 2.82 0.50 90 2.87 0.51
上司のサポート 15 2.33 0.68 161 2.36 0.76 221 2.36 0.81 91 2.25 0.75
同僚のサポート 15 2.73 0.62 160 2.85 0.69 222 2.65 0.74 91 2.76 0.67
家族友人のサポート 16 2.98 0.76 160 3.44 0.61 220 3.40 0.66 90 3.40 0.67
経済・地位報酬 16 2.31 0.60 161 2.34 0.96 223 2.41 0.88 91 2.33 0.98
尊重報酬 16 2.75 0.58 160 2.78 0.76 221 2.66 0.74 91 2.64 0.88
安定報酬 15 3.27 0.80 161 3.07 1.00 223 2.77 0.98 91 2.79 1.05
上司のリーダーシップ 16 2.56 0.81 161 2.43 0.93 223 2.25 0.94 91 2.20 0.95
上司の公正な態度 16 2.69 0.60 161 2.80 0.90 223 2.71 0.88 91 2.66 0.91
ほめてもらえる職場 16 2.69 0.87 161 2.68 0.95 223 2.66 0.88 91 2.75 0.97
失敗を認める職場 16 2.50 0.73 161 2.50 0.87 223 2.40 0.82 90 2.57 0.87
仕事の資源（部署レベル）合計 14 2.69 0.46 159 2.65 0.54 219 2.54 0.56 90 2.54 0.64
経営層との信頼関係 16 2.69 0.60 160 2.74 0.81 221 2.63 0.77 91 2.64 0.81
変化への対応 16 2.63 0.72 161 2.51 0.88 221 2.39 0.84 91 2.33 0.90
個人の尊重 16 2.50 0.82 161 2.41 0.85 222 2.16 0.81 91 2.03 0.80
公正な人事評価 16 2.44 0.89 161 2.04 0.87 220 2.14 0.82 89 2.08 0.88
多様な労働者への対応 16 3.06 0.57 161 2.97 0.84 223 2.83 0.83 91 2.70 0.97
キャリア形成 16 2.81 0.83 161 2.52 0.90 223 2.30 0.82 90 2.24 0.96
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 16 2.38 0.81 161 2.24 0.92 223 2.14 0.84 91 2.05 0.95
仕事の資源（事業場レベル）合計 16 2.64 0.52 160 2.49 0.58 218 2.36 0.56 89 2.29 0.68
ワーク・エンゲイジメント 16 2.88 0.65 161 2.85 0.69 223 2.43 0.71 91 2.42 0.78
職場の一体感 16 2.75 0.45 161 2.88 0.67 223 2.58 0.78 91 2.69 0.87
活気 16 2.15 0.67 159 2.44 0.76 222 2.19 0.75 90 2.26 0.79
イライラ感 15 2.78 0.73 159 2.75 0.86 223 2.70 0.84 91 2.71 0.95
疲労感 16 2.67 0.81 161 2.54 0.87 222 2.84 0.88 89 2.63 0.98
不安感 16 2.94 0.94 161 2.81 0.78 223 3.01 0.81 90 2.95 0.88
抑うつ感 16 3.28 0.69 160 3.30 0.60 222 3.29 0.67 91 3.24 0.77
心理的ストレス反応合計 15 2.82 0.67 156 2.86 0.56 221 2.89 0.62 89 2.84 0.70
身体愁訴 15 3.16 0.53 157 3.17 0.46 222 3.14 0.57 91 3.14 0.59
職場のハラスメント 16 3.75 0.77 161 3.72 0.56 223 3.70 0.64 91 3.64 0.80
仕事満足度 16 2.75 0.86 161 2.72 0.79 223 2.59 0.83 91 2.58 0.88
家庭満足度 16 3.13 0.72 160 3.11 0.75 223 3.08 0.73 91 2.86 0.97
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表5-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 34 2.14 0.75 59 2.09 0.75 184 2.08 0.71 65 2.40 0.86 ***
仕事の質的負担 34 2.15 0.71 59 2.11 0.65 183 2.05 0.64 66 2.42 0.81 ***
身体的負担度 34 1.82 0.83 59 2.07 0.94 184 1.79 0.81 66 2.38 1.02 ***
職場での対人関係 33 2.84 0.65 58 2.74 0.68 181 2.68 0.72 66 2.84 0.82
職場環境 34 2.88 1.09 59 2.63 0.85 184 2.07 1.02 66 2.73 1.12 ***
情緒的負担 33 2.58 1.09 59 2.51 0.92 185 2.70 0.88 66 2.77 1.00
役割葛藤 33 2.79 1.02 59 2.71 0.98 186 2.66 1.00 66 2.85 0.96
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 34 2.74 0.99 60 2.63 0.92 184 2.74 0.87 66 2.92 0.90
仕事の負担合計 32 2.54 0.54 56 2.42 0.50 172 2.34 0.49 65 2.65 0.58 ***
仕事のコントロール 34 2.58 0.71 58 2.33 0.86 184 2.46 0.76 65 2.49 0.72 ***
仕事の適性 34 2.94 0.85 59 2.98 0.84 184 2.73 0.92 66 2.95 0.94
技能の活用 34 3.21 0.73 59 2.76 0.84 186 2.87 0.90 66 3.02 0.90 ***
仕事の意義 34 2.79 0.81 59 2.58 0.93 184 2.63 0.93 66 2.70 1.01 ***
役割明確さ 33 3.64 0.49 59 3.47 0.50 186 3.25 0.75 66 3.47 0.68 ***
成長の機会 33 2.67 0.92 59 2.31 0.90 186 2.34 0.99 66 2.53 1.03 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 33 2.97 0.48 57 2.76 0.56 181 2.71 0.63 65 2.85 0.58 ***
上司のサポート 32 2.45 0.69 58 2.15 0.74 183 2.32 0.76 64 2.35 0.74 *
同僚のサポート 32 2.67 0.70 58 2.52 0.70 185 2.51 0.74 63 2.57 0.70
家族友人のサポート 33 3.12 0.62 58 3.27 0.76 184 3.23 0.70 64 3.30 0.69
経済・地位報酬 34 1.88 0.91 60 1.85 0.97 184 1.99 0.89 66 2.20 0.95 ***
尊重報酬 34 2.71 0.68 60 2.38 0.80 185 2.30 0.87 65 2.48 0.87 ***
安定報酬 33 3.00 1.03 60 2.38 1.08 185 2.61 1.09 66 2.79 1.13 ***
上司のリーダーシップ 34 2.47 0.83 60 2.03 0.97 185 2.13 0.92 65 2.15 0.97 ***
上司の公正な態度 34 2.91 0.75 60 2.45 0.91 186 2.40 0.88 65 2.55 0.92 ***
ほめてもらえる職場 34 2.76 0.92 60 2.40 0.91 186 2.34 0.92 65 2.63 0.98 ***
失敗を認める職場 34 2.44 0.82 59 2.12 0.85 184 2.23 0.89 66 2.41 0.91 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 31 2.62 0.49 58 2.26 0.59 178 2.31 0.59 63 2.49 0.61 ***
経営層との信頼関係 34 2.56 0.79 60 2.23 0.85 185 2.44 0.81 66 2.50 0.88 ***
変化への対応 34 2.38 0.82 60 2.12 0.87 184 2.21 0.87 65 2.25 0.88 *
個人の尊重 34 2.24 0.92 60 1.77 0.74 184 1.95 0.81 66 2.03 0.99 ***
公正な人事評価 33 2.24 0.97 60 1.93 0.90 184 1.89 0.81 65 1.86 0.86 *
多様な労働者への対応 34 2.88 1.01 60 2.40 0.87 183 2.46 0.95 64 2.53 0.93 **
キャリア形成 33 2.12 0.96 60 1.90 0.77 183 1.95 0.86 66 2.08 0.90 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 34 1.94 0.95 59 1.73 0.72 184 1.88 0.81 66 2.03 0.94 **
仕事の資源（事業場レベル）合計 33 2.31 0.63 59 2.02 0.59 180 2.11 0.61 62 2.16 0.70 ***
ワーク・エンゲイジメント 34 2.47 0.77 59 2.31 0.88 183 2.32 0.81 66 2.39 0.85 ***
職場の一体感 34 2.68 0.88 60 2.45 0.72 185 2.49 0.83 66 2.59 0.76 **
活気 34 2.23 0.69 58 2.05 0.84 183 2.12 0.81 65 2.19 0.78
イライラ感 34 2.77 0.96 58 2.67 0.86 184 2.56 0.86 65 2.72 0.84
疲労感 34 2.67 0.94 59 2.50 0.90 186 2.61 0.90 65 2.86 0.78 *
不安感 34 2.77 0.82 59 2.64 0.74 184 2.77 0.82 65 2.98 0.81
抑うつ感 34 3.17 0.62 58 3.20 0.74 183 3.21 0.70 64 3.29 0.69
心理的ストレス反応合計 34 2.80 0.62 56 2.75 0.59 178 2.75 0.63 64 2.89 0.59
身体愁訴 34 3.28 0.44 59 3.04 0.66 184 3.18 0.57 63 3.32 0.50 *
職場のハラスメント 34 3.82 0.46 60 3.60 0.64 185 3.61 0.75 66 3.64 0.76
仕事満足度 33 2.42 0.83 60 2.42 0.89 186 2.41 0.94 65 2.55 0.98 **
家庭満足度 33 2.97 0.81 60 3.08 0.87 186 2.99 0.88 66 3.09 0.89
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

サービス職 運輸・通信職 生産工程・労務職 その他 分散
分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6-1　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 16 2.13 0.86 161 1.87 0.69 221 2.43 0.82 90 2.28 0.84
仕事の質的負担 16 1.88 0.76 161 1.65 0.51 220 2.48 0.72 91 2.45 0.73
身体的負担度 15 2.93 0.80 161 1.94 0.97 223 3.48 0.76 91 2.48 0.95
職場での対人関係 16 3.02 0.39 159 3.03 0.57 221 2.93 0.67 88 2.99 0.72
職場環境 16 2.94 0.93 161 3.09 0.81 223 2.88 0.99 91 2.86 1.03
情緒的負担 16 2.44 1.03 160 2.27 0.91 223 2.90 0.97 91 2.48 0.98
役割葛藤 16 2.88 0.72 161 2.95 0.94 223 3.03 0.90 91 2.95 0.99
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 16 2.63 0.96 160 2.75 0.91 223 3.02 0.88 91 2.93 0.90
仕事の負担合計 15 2.55 0.37 157 2.44 0.47 216 2.89 0.55 87 2.66 0.59
仕事のコントロール 15 2.89 0.66 160 2.37 0.70 223 2.61 0.71 91 2.48 0.75
仕事の適性 16 3.13 0.62 161 3.15 0.64 223 2.87 0.78 91 2.88 0.90
技能の活用 16 3.44 0.81 161 3.52 0.68 222 2.85 0.78 91 2.81 0.98
仕事の意義 16 3.13 0.72 161 3.45 0.69 223 2.72 0.82 91 2.90 0.86
役割明確さ 16 3.75 0.45 161 3.55 0.58 222 3.36 0.58 91 3.48 0.52
成長の機会 16 3.06 0.77 161 2.98 0.87 222 2.49 0.93 90 2.67 0.87
仕事の資源（作業レベル）合計 15 3.24 0.46 160 3.17 0.42 220 2.82 0.50 90 2.87 0.51
上司のサポート 15 2.33 0.68 161 2.36 0.76 221 2.36 0.81 91 2.25 0.75
同僚のサポート 15 2.73 0.62 160 2.85 0.69 222 2.65 0.74 91 2.76 0.67
家族友人のサポート 16 2.98 0.76 160 3.44 0.61 220 3.40 0.66 90 3.40 0.67
経済・地位報酬 16 2.31 0.60 161 2.34 0.96 223 2.41 0.88 91 2.33 0.98
尊重報酬 16 2.75 0.58 160 2.78 0.76 221 2.66 0.74 91 2.64 0.88
安定報酬 15 3.27 0.80 161 3.07 1.00 223 2.77 0.98 91 2.79 1.05
上司のリーダーシップ 16 2.56 0.81 161 2.43 0.93 223 2.25 0.94 91 2.20 0.95
上司の公正な態度 16 2.69 0.60 161 2.80 0.90 223 2.71 0.88 91 2.66 0.91
ほめてもらえる職場 16 2.69 0.87 161 2.68 0.95 223 2.66 0.88 91 2.75 0.97
失敗を認める職場 16 2.50 0.73 161 2.50 0.87 223 2.40 0.82 90 2.57 0.87
仕事の資源（部署レベル）合計 14 2.69 0.46 159 2.65 0.54 219 2.54 0.56 90 2.54 0.64
経営層との信頼関係 16 2.69 0.60 160 2.74 0.81 221 2.63 0.77 91 2.64 0.81
変化への対応 16 2.63 0.72 161 2.51 0.88 221 2.39 0.84 91 2.33 0.90
個人の尊重 16 2.50 0.82 161 2.41 0.85 222 2.16 0.81 91 2.03 0.80
公正な人事評価 16 2.44 0.89 161 2.04 0.87 220 2.14 0.82 89 2.08 0.88
多様な労働者への対応 16 3.06 0.57 161 2.97 0.84 223 2.83 0.83 91 2.70 0.97
キャリア形成 16 2.81 0.83 161 2.52 0.90 223 2.30 0.82 90 2.24 0.96
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 16 2.38 0.81 161 2.24 0.92 223 2.14 0.84 91 2.05 0.95
仕事の資源（事業場レベル）合計 16 2.64 0.52 160 2.49 0.58 218 2.36 0.56 89 2.29 0.68
ワーク・エンゲイジメント 16 2.88 0.65 161 2.85 0.69 223 2.43 0.71 91 2.42 0.78
職場の一体感 16 2.75 0.45 161 2.88 0.67 223 2.58 0.78 91 2.69 0.87
活気 16 2.15 0.67 159 2.44 0.76 222 2.19 0.75 90 2.26 0.79
イライラ感 15 2.78 0.73 159 2.75 0.86 223 2.70 0.84 91 2.71 0.95
疲労感 16 2.67 0.81 161 2.54 0.87 222 2.84 0.88 89 2.63 0.98
不安感 16 2.94 0.94 161 2.81 0.78 223 3.01 0.81 90 2.95 0.88
抑うつ感 16 3.28 0.69 160 3.30 0.60 222 3.29 0.67 91 3.24 0.77
心理的ストレス反応合計 15 2.82 0.67 156 2.86 0.56 221 2.89 0.62 89 2.84 0.70
身体愁訴 15 3.16 0.53 157 3.17 0.46 222 3.14 0.57 91 3.14 0.59
職場のハラスメント 16 3.75 0.77 161 3.72 0.56 223 3.70 0.64 91 3.64 0.80
仕事満足度 16 2.75 0.86 161 2.72 0.79 223 2.59 0.83 91 2.58 0.88
家庭満足度 16 3.13 0.72 160 3.11 0.75 223 3.08 0.73 91 2.86 0.97
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

管理職 専門技術職 事務職 営業販売職
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表6-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 131 2.27 0.66 9 2.63 0.82 65 2.32 0.76 81 2.45 0.76 ***
仕事の質的負担 128 2.35 0.75 9 2.07 0.60 65 2.47 0.69 80 2.52 0.71 ***
身体的負担度 131 1.97 0.91 9 2.78 0.97 65 2.25 1.02 81 2.10 1.02 ***
職場での対人関係 129 3.02 0.70 9 2.93 0.74 66 2.98 0.62 78 3.07 0.71
職場環境 131 2.90 0.90 9 2.78 0.83 66 2.26 1.10 81 2.81 0.91 ***
情緒的負担 131 2.56 0.91 9 2.56 1.24 66 3.12 0.95 81 2.79 0.97 ***
役割葛藤 131 2.98 0.88 9 2.78 0.83 66 3.08 0.92 81 3.25 0.83
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 130 2.88 0.94 9 3.00 0.50 66 3.03 0.93 80 3.00 0.83
仕事の負担合計 125 2.61 0.51 9 2.69 0.53 63 2.70 0.53 76 2.74 0.50 ***
仕事のコントロール 130 2.23 0.78 9 2.22 1.13 65 2.30 0.75 80 2.41 0.69 ***
仕事の適性 131 3.05 0.75 9 2.78 1.09 66 2.89 0.68 81 3.05 0.82 *
技能の活用 131 2.89 0.87 9 2.67 0.71 66 2.48 0.85 78 2.60 0.87 ***
仕事の意義 131 3.05 0.85 9 2.78 0.67 66 2.62 0.78 81 2.84 0.84 ***
役割明確さ 131 3.53 0.55 9 3.22 0.44 66 3.21 0.71 81 3.41 0.72 ***
成長の機会 130 2.75 0.99 9 2.44 1.13 66 2.17 0.90 81 2.49 0.90 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 129 2.92 0.50 9 2.69 0.57 65 2.61 0.46 78 2.79 0.51 ***
上司のサポート 129 2.48 0.74 9 2.26 0.55 63 2.07 0.61 78 2.26 0.77
同僚のサポート 129 2.79 0.70 9 2.81 0.63 65 2.69 0.65 79 2.81 0.68
家族友人のサポート 131 3.32 0.71 9 3.00 0.76 66 3.21 0.77 80 3.44 0.60 *
経済・地位報酬 130 2.25 0.94 9 2.22 0.97 66 2.18 0.91 80 2.26 0.92
尊重報酬 130 2.68 0.76 9 2.78 0.83 65 2.48 0.79 80 2.66 0.89
安定報酬 130 2.93 1.04 9 2.44 1.24 66 2.59 1.10 79 2.73 0.96 **
上司のリーダーシップ 129 2.10 0.97 9 2.11 0.93 65 1.83 0.86 80 1.94 0.89 ***
上司の公正な態度 129 2.74 0.89 9 2.67 0.50 65 2.54 0.87 79 2.51 0.85
ほめてもらえる職場 128 2.57 0.96 9 2.33 1.00 66 2.47 0.95 80 2.51 0.90
失敗を認める職場 129 2.49 0.94 9 2.11 0.60 66 2.36 0.91 80 2.35 0.81
仕事の資源（部署レベル）合計 124 2.57 0.57 9 2.42 0.36 63 2.35 0.50 75 2.46 0.53 *
経営層との信頼関係 129 2.54 0.83 9 2.33 0.87 65 2.54 0.85 79 2.61 0.81
変化への対応 130 2.31 0.84 9 1.89 0.60 65 2.28 0.88 79 2.25 0.84
個人の尊重 130 2.15 0.83 9 2.11 0.93 64 2.05 0.84 79 2.09 0.82 **
公正な人事評価 129 1.98 0.89 9 2.22 0.83 65 1.82 0.85 79 1.99 0.90
多様な労働者への対応 130 2.75 0.91 9 2.89 0.33 65 2.62 0.95 78 2.79 0.80
キャリア形成 129 2.17 0.91 9 2.22 0.67 65 1.83 0.76 78 2.15 0.87 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 130 2.32 0.94 9 2.11 0.60 66 1.86 0.86 80 2.24 0.85 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 127 2.32 0.63 9 2.25 0.54 63 2.15 0.59 77 2.30 0.58 **
ワーク・エンゲイジメント 129 2.74 0.81 9 2.56 0.58 66 2.34 0.73 80 2.54 0.79 ***
職場の一体感 131 2.86 0.77 9 3.00 0.50 66 2.68 0.79 80 2.85 0.71 **
活気 128 2.48 0.83 9 2.26 0.57 66 2.13 0.79 81 2.44 0.92 **
イライラ感 129 2.71 0.80 9 2.07 0.85 65 2.69 0.88 79 2.78 0.86
疲労感 131 2.60 0.85 9 2.48 0.88 65 2.50 0.88 80 2.76 0.89 *
不安感 130 2.98 0.75 9 2.78 0.62 66 3.04 0.80 81 3.07 0.78
抑うつ感 130 3.41 0.59 9 3.30 0.74 65 3.34 0.61 81 3.35 0.62
心理的ストレス反応合計 125 2.94 0.56 9 2.70 0.58 63 2.83 0.57 78 2.95 0.63
身体愁訴 129 3.24 0.55 9 3.33 0.37 66 3.17 0.47 80 3.25 0.49
職場のハラスメント 130 3.75 0.60 9 3.44 0.73 66 3.83 0.51 80 3.70 0.72
仕事満足度 131 2.69 0.84 9 2.44 0.73 66 2.71 0.72 81 2.68 0.72
家庭満足度 131 2.93 0.86 9 2.67 1.12 66 3.00 0.76 81 2.95 0.92
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

サービス職 運輸・通信職 生産工程・労務職 その他 分散
分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 29 2.06 0.82 717 1.99 0.70 9 2.26 0.85
仕事の質的負担 30 1.99 0.70 717 2.05 0.64 9 2.22 0.47
身体的負担度 30 2.77 1.14 719 2.49 1.03 9 2.67 1.41
職場での対人関係 30 3.19 0.61 714 2.76 0.64 9 2.26 0.80
職場環境 30 3.27 0.83 718 2.71 1.00 9 2.67 1.00
情緒的負担 30 2.83 0.85 718 2.63 0.79 9 2.07 0.91
役割葛藤 30 2.93 0.68 715 2.64 0.75 9 2.41 0.60
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 30 2.85 0.98 718 2.68 0.84 9 2.39 0.65
仕事の負担合計 29 2.72 0.52 691 2.49 0.46 9 2.37 0.51
仕事のコントロール 29 3.22 0.57 716 2.60 0.71 9 2.11 0.67
仕事の適性 30 3.30 0.75 719 2.85 0.81 9 1.89 1.05
技能の活用 30 3.53 0.78 720 3.06 0.80 9 2.22 1.09
仕事の意義 30 3.59 0.48 715 3.08 0.65 9 2.00 0.76
役割明確さ 30 3.51 0.50 719 3.09 0.61 9 2.52 0.85
成長の機会 30 3.39 0.60 715 2.68 0.78 9 1.93 0.95
新奇性 30 2.51 0.85 716 2.67 0.77 9 2.89 0.82
予測可能性 30 2.80 0.73 720 2.46 0.71 9 2.15 0.69
仕事の資源（作業レベル）合計 29 3.43 0.39 703 2.89 0.49 9 2.11 0.74
上司のサポート 29 2.90 0.74 715 2.42 0.73 9 1.96 0.90
同僚のサポート 29 2.76 0.63 715 2.63 0.70 9 2.07 0.68
家族友人のサポート 30 3.23 0.75 716 3.29 0.66 9 2.63 0.96
経済・地位報酬 30 2.88 0.73 718 2.36 0.78 9 2.06 0.88
尊重報酬 29 3.10 0.69 717 2.66 0.64 9 2.06 0.68
安定報酬 30 2.91 0.88 715 2.51 0.74 9 1.41 0.28
上司のリーダーシップ 28 2.77 0.75 711 2.24 0.74 9 2.00 0.55
上司の公正な態度 29 2.90 0.84 715 2.50 0.77 9 2.33 0.60
ほめてもらえる職場 29 2.91 0.75 720 2.37 0.77 9 2.44 0.85
失敗を認める職場 29 3.09 0.68 717 2.27 0.74 9 2.06 0.63
グループの有能感 30 2.92 0.67 713 2.51 0.74 9 2.22 0.76
仕事の資源（部署レベル）合計 28 2.94 0.58 694 2.45 0.53 9 2.04 0.48
経営層との信頼関係 30 3.11 0.73 719 2.46 0.70 9 2.26 0.70
変化への対応 29 3.07 0.66 716 2.45 0.69 9 2.07 1.08
個人の尊重 29 2.90 0.82 716 2.08 0.67 9 1.96 0.68
公正な人事評価 30 2.74 0.82 714 2.13 0.75 9 2.07 0.70
多様な労働者への対応 29 2.60 0.72 713 2.41 0.69 9 2.41 0.64
キャリア形成 29 2.77 0.73 712 2.17 0.72 9 2.02 0.69
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 30 2.57 0.86 718 2.01 0.75 9 1.72 0.57
手続きの公正性 30 2.84 0.82 716 2.23 0.73 9 2.11 0.73
仕事の資源（事業場レベル）合計 27 2.77 0.63 695 2.24 0.54 9 2.07 0.62
ワーク・エンゲイジメント 30 3.03 0.72 716 2.45 0.75 9 1.50 0.50
職場の一体感 30 3.11 0.69 719 2.64 0.69 9 2.48 0.88
活気 29 2.60 0.79 715 2.18 0.77 9 1.56 0.73
イライラ感 29 3.07 0.82 719 2.64 0.84 9 2.96 1.05
疲労感 29 2.94 0.85 721 2.70 0.86 9 2.74 1.04
不安感 29 3.05 0.62 718 2.75 0.80 9 2.52 1.02
抑うつ感 29 3.52 0.58 714 3.21 0.69 9 2.87 0.82
心理的ストレス反応合計 29 3.11 0.51 706 2.78 0.61 9 2.59 0.71
身体愁訴 29 3.35 0.61 712 3.24 0.55 9 3.13 0.44
職場のハラスメント 30 3.85 0.57 717 3.57 0.65 9 2.78 1.30
仕事満足度 30 3.20 0.85 721 2.54 0.88 9 1.78 0.97
家庭満足度 29 3.34 0.72 721 3.14 0.77 9 2.56 0.88
職務の遂行 29 3.05 0.69 716 2.95 0.58 9 2.59 0.95
創造性の発揮 30 3.16 0.71 718 2.74 0.69 9 2.33 0.83
積極的な学習 30 3.07 0.74 716 2.57 0.69 9 2.11 0.75
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表6-2　全国調査の職種別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 131 2.27 0.66 9 2.63 0.82 65 2.32 0.76 81 2.45 0.76 ***
仕事の質的負担 128 2.35 0.75 9 2.07 0.60 65 2.47 0.69 80 2.52 0.71 ***
身体的負担度 131 1.97 0.91 9 2.78 0.97 65 2.25 1.02 81 2.10 1.02 ***
職場での対人関係 129 3.02 0.70 9 2.93 0.74 66 2.98 0.62 78 3.07 0.71
職場環境 131 2.90 0.90 9 2.78 0.83 66 2.26 1.10 81 2.81 0.91 ***
情緒的負担 131 2.56 0.91 9 2.56 1.24 66 3.12 0.95 81 2.79 0.97 ***
役割葛藤 131 2.98 0.88 9 2.78 0.83 66 3.08 0.92 81 3.25 0.83
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 130 2.88 0.94 9 3.00 0.50 66 3.03 0.93 80 3.00 0.83
仕事の負担合計 125 2.61 0.51 9 2.69 0.53 63 2.70 0.53 76 2.74 0.50 ***
仕事のコントロール 130 2.23 0.78 9 2.22 1.13 65 2.30 0.75 80 2.41 0.69 ***
仕事の適性 131 3.05 0.75 9 2.78 1.09 66 2.89 0.68 81 3.05 0.82 *
技能の活用 131 2.89 0.87 9 2.67 0.71 66 2.48 0.85 78 2.60 0.87 ***
仕事の意義 131 3.05 0.85 9 2.78 0.67 66 2.62 0.78 81 2.84 0.84 ***
役割明確さ 131 3.53 0.55 9 3.22 0.44 66 3.21 0.71 81 3.41 0.72 ***
成長の機会 130 2.75 0.99 9 2.44 1.13 66 2.17 0.90 81 2.49 0.90 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 129 2.92 0.50 9 2.69 0.57 65 2.61 0.46 78 2.79 0.51 ***
上司のサポート 129 2.48 0.74 9 2.26 0.55 63 2.07 0.61 78 2.26 0.77
同僚のサポート 129 2.79 0.70 9 2.81 0.63 65 2.69 0.65 79 2.81 0.68
家族友人のサポート 131 3.32 0.71 9 3.00 0.76 66 3.21 0.77 80 3.44 0.60 *
経済・地位報酬 130 2.25 0.94 9 2.22 0.97 66 2.18 0.91 80 2.26 0.92
尊重報酬 130 2.68 0.76 9 2.78 0.83 65 2.48 0.79 80 2.66 0.89
安定報酬 130 2.93 1.04 9 2.44 1.24 66 2.59 1.10 79 2.73 0.96 **
上司のリーダーシップ 129 2.10 0.97 9 2.11 0.93 65 1.83 0.86 80 1.94 0.89 ***
上司の公正な態度 129 2.74 0.89 9 2.67 0.50 65 2.54 0.87 79 2.51 0.85
ほめてもらえる職場 128 2.57 0.96 9 2.33 1.00 66 2.47 0.95 80 2.51 0.90
失敗を認める職場 129 2.49 0.94 9 2.11 0.60 66 2.36 0.91 80 2.35 0.81
仕事の資源（部署レベル）合計 124 2.57 0.57 9 2.42 0.36 63 2.35 0.50 75 2.46 0.53 *
経営層との信頼関係 129 2.54 0.83 9 2.33 0.87 65 2.54 0.85 79 2.61 0.81
変化への対応 130 2.31 0.84 9 1.89 0.60 65 2.28 0.88 79 2.25 0.84
個人の尊重 130 2.15 0.83 9 2.11 0.93 64 2.05 0.84 79 2.09 0.82 **
公正な人事評価 129 1.98 0.89 9 2.22 0.83 65 1.82 0.85 79 1.99 0.90
多様な労働者への対応 130 2.75 0.91 9 2.89 0.33 65 2.62 0.95 78 2.79 0.80
キャリア形成 129 2.17 0.91 9 2.22 0.67 65 1.83 0.76 78 2.15 0.87 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 130 2.32 0.94 9 2.11 0.60 66 1.86 0.86 80 2.24 0.85 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 127 2.32 0.63 9 2.25 0.54 63 2.15 0.59 77 2.30 0.58 **
ワーク・エンゲイジメント 129 2.74 0.81 9 2.56 0.58 66 2.34 0.73 80 2.54 0.79 ***
職場の一体感 131 2.86 0.77 9 3.00 0.50 66 2.68 0.79 80 2.85 0.71 **
活気 128 2.48 0.83 9 2.26 0.57 66 2.13 0.79 81 2.44 0.92 **
イライラ感 129 2.71 0.80 9 2.07 0.85 65 2.69 0.88 79 2.78 0.86
疲労感 131 2.60 0.85 9 2.48 0.88 65 2.50 0.88 80 2.76 0.89 *
不安感 130 2.98 0.75 9 2.78 0.62 66 3.04 0.80 81 3.07 0.78
抑うつ感 130 3.41 0.59 9 3.30 0.74 65 3.34 0.61 81 3.35 0.62
心理的ストレス反応合計 125 2.94 0.56 9 2.70 0.58 63 2.83 0.57 78 2.95 0.63
身体愁訴 129 3.24 0.55 9 3.33 0.37 66 3.17 0.47 80 3.25 0.49
職場のハラスメント 130 3.75 0.60 9 3.44 0.73 66 3.83 0.51 80 3.70 0.72
仕事満足度 131 2.69 0.84 9 2.44 0.73 66 2.71 0.72 81 2.68 0.72
家庭満足度 131 2.93 0.86 9 2.67 1.12 66 3.00 0.76 81 2.95 0.92
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

サービス職 運輸・通信職 生産工程・労務職 その他 分散
分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 29 2.06 0.82 717 1.99 0.70 9 2.26 0.85
仕事の質的負担 30 1.99 0.70 717 2.05 0.64 9 2.22 0.47
身体的負担度 30 2.77 1.14 719 2.49 1.03 9 2.67 1.41
職場での対人関係 30 3.19 0.61 714 2.76 0.64 9 2.26 0.80
職場環境 30 3.27 0.83 718 2.71 1.00 9 2.67 1.00
情緒的負担 30 2.83 0.85 718 2.63 0.79 9 2.07 0.91
役割葛藤 30 2.93 0.68 715 2.64 0.75 9 2.41 0.60
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 30 2.85 0.98 718 2.68 0.84 9 2.39 0.65
仕事の負担合計 29 2.72 0.52 691 2.49 0.46 9 2.37 0.51
仕事のコントロール 29 3.22 0.57 716 2.60 0.71 9 2.11 0.67
仕事の適性 30 3.30 0.75 719 2.85 0.81 9 1.89 1.05
技能の活用 30 3.53 0.78 720 3.06 0.80 9 2.22 1.09
仕事の意義 30 3.59 0.48 715 3.08 0.65 9 2.00 0.76
役割明確さ 30 3.51 0.50 719 3.09 0.61 9 2.52 0.85
成長の機会 30 3.39 0.60 715 2.68 0.78 9 1.93 0.95
新奇性 30 2.51 0.85 716 2.67 0.77 9 2.89 0.82
予測可能性 30 2.80 0.73 720 2.46 0.71 9 2.15 0.69
仕事の資源（作業レベル）合計 29 3.43 0.39 703 2.89 0.49 9 2.11 0.74
上司のサポート 29 2.90 0.74 715 2.42 0.73 9 1.96 0.90
同僚のサポート 29 2.76 0.63 715 2.63 0.70 9 2.07 0.68
家族友人のサポート 30 3.23 0.75 716 3.29 0.66 9 2.63 0.96
経済・地位報酬 30 2.88 0.73 718 2.36 0.78 9 2.06 0.88
尊重報酬 29 3.10 0.69 717 2.66 0.64 9 2.06 0.68
安定報酬 30 2.91 0.88 715 2.51 0.74 9 1.41 0.28
上司のリーダーシップ 28 2.77 0.75 711 2.24 0.74 9 2.00 0.55
上司の公正な態度 29 2.90 0.84 715 2.50 0.77 9 2.33 0.60
ほめてもらえる職場 29 2.91 0.75 720 2.37 0.77 9 2.44 0.85
失敗を認める職場 29 3.09 0.68 717 2.27 0.74 9 2.06 0.63
グループの有能感 30 2.92 0.67 713 2.51 0.74 9 2.22 0.76
仕事の資源（部署レベル）合計 28 2.94 0.58 694 2.45 0.53 9 2.04 0.48
経営層との信頼関係 30 3.11 0.73 719 2.46 0.70 9 2.26 0.70
変化への対応 29 3.07 0.66 716 2.45 0.69 9 2.07 1.08
個人の尊重 29 2.90 0.82 716 2.08 0.67 9 1.96 0.68
公正な人事評価 30 2.74 0.82 714 2.13 0.75 9 2.07 0.70
多様な労働者への対応 29 2.60 0.72 713 2.41 0.69 9 2.41 0.64
キャリア形成 29 2.77 0.73 712 2.17 0.72 9 2.02 0.69
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 30 2.57 0.86 718 2.01 0.75 9 1.72 0.57
手続きの公正性 30 2.84 0.82 716 2.23 0.73 9 2.11 0.73
仕事の資源（事業場レベル）合計 27 2.77 0.63 695 2.24 0.54 9 2.07 0.62
ワーク・エンゲイジメント 30 3.03 0.72 716 2.45 0.75 9 1.50 0.50
職場の一体感 30 3.11 0.69 719 2.64 0.69 9 2.48 0.88
活気 29 2.60 0.79 715 2.18 0.77 9 1.56 0.73
イライラ感 29 3.07 0.82 719 2.64 0.84 9 2.96 1.05
疲労感 29 2.94 0.85 721 2.70 0.86 9 2.74 1.04
不安感 29 3.05 0.62 718 2.75 0.80 9 2.52 1.02
抑うつ感 29 3.52 0.58 714 3.21 0.69 9 2.87 0.82
心理的ストレス反応合計 29 3.11 0.51 706 2.78 0.61 9 2.59 0.71
身体愁訴 29 3.35 0.61 712 3.24 0.55 9 3.13 0.44
職場のハラスメント 30 3.85 0.57 717 3.57 0.65 9 2.78 1.30
仕事満足度 30 3.20 0.85 721 2.54 0.88 9 1.78 0.97
家庭満足度 29 3.34 0.72 721 3.14 0.77 9 2.56 0.88
職務の遂行 29 3.05 0.69 716 2.95 0.58 9 2.59 0.95
創造性の発揮 30 3.16 0.71 718 2.74 0.69 9 2.33 0.83
積極的な学習 30 3.07 0.74 716 2.57 0.69 9 2.11 0.75
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表7-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 42 2.31 0.80 30 2.56 0.74 9 1.63 0.75 ***
仕事の質的負担 42 2.20 0.65 30 2.52 0.80 9 1.52 0.58 ***
身体的負担度 41 2.34 1.09 30 2.20 0.92 9 1.44 1.01 *
職場での対人関係 42 2.69 0.76 29 3.02 0.58 9 3.26 0.46 ***
職場環境 42 2.55 0.99 30 2.27 1.11 9 2.78 1.39 **
情緒的負担 42 2.65 0.82 30 2.72 0.84 9 2.78 0.71
役割葛藤 42 2.61 0.89 30 2.79 0.92 9 2.81 0.85
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 42 2.71 0.95 30 3.07 0.73 9 2.83 0.83
仕事の負担合計 41 2.52 0.63 29 2.64 0.61 9 2.38 0.51
仕事のコントロール 41 2.67 0.78 30 2.41 0.82 9 2.85 0.58 ***
仕事の適性 42 2.81 0.92 30 2.63 0.67 9 3.44 0.53 ***
技能の活用 42 2.98 0.84 30 2.67 1.06 9 3.78 0.44 ***
仕事の意義 42 3.05 0.58 30 2.49 0.79 9 3.59 0.57 ***
役割明確さ 41 3.11 0.61 30 2.99 0.68 9 3.30 0.65 ***
成長の機会 41 2.54 0.87 30 2.24 0.92 9 3.22 0.60 ***
新奇性 42 2.75 0.81 30 2.97 0.89 9 2.70 0.89
予測可能性 42 2.41 0.67 30 2.53 0.73 9 2.30 0.70
仕事の資源（作業レベル）合計 40 2.88 0.52 30 2.57 0.50 9 3.36 0.39 ***
上司のサポート 42 2.27 0.77 30 2.10 0.71 9 2.74 0.60 ***
同僚のサポート 42 2.45 0.64 30 2.32 0.76 9 3.04 0.48 **
家族友人のサポート 42 3.24 0.73 30 2.96 0.77 9 3.22 1.04 *
経済・地位報酬 42 1.87 0.74 30 2.02 0.74 8 2.81 0.70 ***
尊重報酬 42 2.39 0.70 30 2.60 0.62 9 2.94 0.68 ***
安定報酬 42 2.09 0.71 30 2.01 0.66 9 2.59 1.00 ***
上司のリーダーシップ 42 2.11 0.85 30 1.89 0.69 9 2.81 0.63 ***
上司の公正な態度 42 2.43 0.91 30 2.37 0.76 9 2.93 0.86 *
ほめてもらえる職場 42 2.23 0.96 30 2.32 0.87 9 2.89 0.94 **
失敗を認める職場 42 2.10 0.76 29 2.03 0.84 9 2.78 0.62 ***
グループの有能感 42 2.42 0.79 30 2.10 0.78 9 2.85 0.56 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 42 2.22 0.62 29 2.18 0.47 8 2.78 0.57 ***
経営層との信頼関係 42 2.29 0.81 30 2.22 0.71 9 3.00 0.71 ***
変化への対応 42 2.44 0.80 30 2.28 0.83 9 2.96 0.63 ***
個人の尊重 42 2.01 0.79 29 1.91 0.68 9 2.81 0.65 ***
公正な人事評価 42 1.98 0.83 29 1.82 0.78 9 2.78 0.78 ***
多様な労働者への対応 42 2.40 0.68 30 2.52 0.59 9 2.33 0.65
キャリア形成 42 2.00 0.76 30 1.78 0.71 9 2.76 0.93 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 42 1.94 0.84 30 1.97 0.84 9 2.50 0.56 ***
手続きの公正性 42 2.19 0.74 30 2.06 0.68 9 2.78 0.58 ***
仕事の資源（事業場レベル）合計 42 2.15 0.60 28 2.06 0.58 9 2.73 0.56 ***
ワーク・エンゲイジメント 42 2.38 0.80 30 2.03 0.78 9 3.17 0.75 ***
職場の一体感 42 2.51 0.65 30 2.41 0.52 9 3.26 0.40 ***
活気 42 2.22 0.85 30 1.99 0.65 9 2.96 0.70 ***
イライラ感 42 2.71 0.90 29 2.86 0.78 9 3.19 0.53 *
疲労感 42 2.75 1.02 30 2.98 0.74 9 2.81 0.91
不安感 41 2.97 0.84 30 2.91 0.65 9 2.78 0.78
抑うつ感 42 3.35 0.69 30 3.26 0.58 9 3.50 0.46
心理的ストレス反応合計 41 2.88 0.68 29 2.90 0.41 9 3.12 0.48 *
身体愁訴 42 3.31 0.56 29 3.23 0.40 9 3.49 0.58
職場のハラスメント 42 3.32 0.85 30 3.60 0.61 9 3.50 0.71 ***
仕事満足度 42 2.45 0.83 30 2.30 0.84 9 3.00 0.87 ***
家庭満足度 42 2.90 0.98 31 2.52 0.89 9 2.89 1.05 ***
職務の遂行 42 3.03 0.55 30 3.08 0.56 9 3.19 0.85
創造性の発揮 42 2.57 0.71 30 2.66 0.84 9 2.93 0.68 **
積極的な学習 42 2.32 0.66 29 2.37 0.89 9 2.85 0.85 ***
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

分散
分析

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト

その他

 

 

表8-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 7 2.57 0.99 326 2.04 0.78 30 2.56 0.78
仕事の質的負担 7 2.24 1.05 325 2.07 0.74 29 2.47 0.69
身体的負担度 6 2.67 1.21 328 2.63 1.12 30 3.37 0.96
職場での対人関係 7 3.19 0.47 326 2.87 0.66 29 3.14 0.52
職場環境 7 3.00 0.82 328 2.84 0.95 30 3.00 1.02
情緒的負担 6 2.67 0.99 327 2.48 0.85 30 2.94 0.84
役割葛藤 7 3.57 0.46 328 2.77 0.75 30 3.03 0.73
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 7 2.43 1.24 328 2.69 0.87 30 3.02 0.81
仕事の負担合計 5 2.67 0.63 320 2.55 0.53 28 2.94 0.51
仕事のコントロール 6 2.67 0.87 327 2.46 0.72 30 2.47 0.77
仕事の適性 7 3.29 0.95 328 2.91 0.79 30 2.97 0.76
技能の活用 7 3.00 1.15 328 3.16 0.80 30 2.77 0.90
仕事の意義 7 3.38 0.71 328 3.17 0.68 30 2.97 0.61
役割明確さ 7 3.52 0.63 328 3.19 0.54 30 3.33 0.49
成長の機会 7 2.67 1.09 324 2.79 0.80 30 2.72 0.78
新奇性 7 3.14 0.72 325 2.76 0.79 30 2.73 0.70
予測可能性 7 2.38 0.85 328 2.45 0.74 30 2.47 0.68
仕事の資源（作業レベル）合計 6 3.09 0.80 323 2.95 0.47 30 2.87 0.47
上司のサポート 6 2.89 1.00 327 2.34 0.77 30 2.17 0.63
同僚のサポート 6 2.61 0.74 326 2.75 0.71 30 2.63 0.60
家族友人のサポート 7 2.95 0.76 325 3.35 0.66 30 3.29 0.62
経済・地位報酬 7 3.00 0.82 327 2.54 0.70 30 2.40 0.65
尊重報酬 7 3.07 0.98 326 2.77 0.65 30 2.77 0.54
安定報酬 7 3.05 0.68 327 2.57 0.72 30 1.99 0.63
上司のリーダーシップ 6 2.56 0.62 326 2.26 0.79 30 2.18 0.73
上司の公正な態度 7 3.00 0.77 327 2.58 0.83 30 2.69 0.88
ほめてもらえる職場 7 2.48 0.79 326 2.48 0.86 30 2.47 0.90
失敗を認める職場 7 2.00 0.87 326 2.31 0.77 30 2.25 0.67
グループの有能感 7 2.48 0.57 328 2.43 0.74 28 2.40 0.65
仕事の資源（部署レベル）合計 5 2.99 0.51 315 2.51 0.53 30 2.39 0.43
経営層との信頼関係 7 3.14 0.63 326 2.52 0.72 30 2.34 0.65
変化への対応 7 3.05 0.65 327 2.47 0.75 30 2.48 0.69
個人の尊重 7 2.81 0.86 323 2.12 0.71 29 1.95 0.60
公正な人事評価 7 2.71 0.56 324 2.16 0.80 29 2.01 0.60
多様な労働者への対応 7 2.90 0.50 325 2.64 0.70 29 2.77 0.62
キャリア形成 7 2.86 0.85 326 2.29 0.75 29 2.20 0.63
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 7 2.00 0.82 327 2.09 0.77 30 2.22 0.77
手続きの公正性 7 2.76 0.74 324 2.24 0.71 30 2.17 0.62
仕事の資源（事業場レベル）合計 7 2.78 0.62 318 2.33 0.57 29 2.28 0.40
ワーク・エンゲイジメント 7 2.79 1.04 327 2.55 0.74 30 2.37 0.88
職場の一体感 7 3.14 0.90 328 2.78 0.68 30 2.73 0.52
活気 7 2.10 0.85 326 2.23 0.79 30 2.28 0.64
イライラ感 7 2.95 0.80 325 2.64 0.87 30 2.59 0.86
疲労感 6 2.61 1.08 326 2.58 0.91 30 2.63 0.88
不安感 7 3.05 1.04 328 2.89 0.83 30 3.04 0.76
抑うつ感 6 3.28 0.70 327 3.24 0.67 30 3.29 0.65
心理的ストレス反応合計 6 2.84 0.74 320 2.81 0.63 30 2.85 0.57
身体愁訴 6 3.08 0.59 322 3.14 0.53 30 3.15 0.62
職場のハラスメント 7 4.00 0.00 328 3.55 0.73 30 3.43 0.63
仕事満足度 7 2.57 0.98 328 2.56 0.83 30 2.60 0.77
家庭満足度 7 2.86 1.07 328 3.08 0.76 30 2.97 0.81
職務の遂行 7 3.05 0.65 327 2.96 0.56 30 2.88 0.41
創造性の発揮 7 2.81 0.90 327 2.68 0.72 30 2.38 0.77
積極的な学習 7 2.76 1.08 328 2.51 0.69 30 2.54 0.83
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表7-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 42 2.31 0.80 30 2.56 0.74 9 1.63 0.75 ***
仕事の質的負担 42 2.20 0.65 30 2.52 0.80 9 1.52 0.58 ***
身体的負担度 41 2.34 1.09 30 2.20 0.92 9 1.44 1.01 *
職場での対人関係 42 2.69 0.76 29 3.02 0.58 9 3.26 0.46 ***
職場環境 42 2.55 0.99 30 2.27 1.11 9 2.78 1.39 **
情緒的負担 42 2.65 0.82 30 2.72 0.84 9 2.78 0.71
役割葛藤 42 2.61 0.89 30 2.79 0.92 9 2.81 0.85
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 42 2.71 0.95 30 3.07 0.73 9 2.83 0.83
仕事の負担合計 41 2.52 0.63 29 2.64 0.61 9 2.38 0.51
仕事のコントロール 41 2.67 0.78 30 2.41 0.82 9 2.85 0.58 ***
仕事の適性 42 2.81 0.92 30 2.63 0.67 9 3.44 0.53 ***
技能の活用 42 2.98 0.84 30 2.67 1.06 9 3.78 0.44 ***
仕事の意義 42 3.05 0.58 30 2.49 0.79 9 3.59 0.57 ***
役割明確さ 41 3.11 0.61 30 2.99 0.68 9 3.30 0.65 ***
成長の機会 41 2.54 0.87 30 2.24 0.92 9 3.22 0.60 ***
新奇性 42 2.75 0.81 30 2.97 0.89 9 2.70 0.89
予測可能性 42 2.41 0.67 30 2.53 0.73 9 2.30 0.70
仕事の資源（作業レベル）合計 40 2.88 0.52 30 2.57 0.50 9 3.36 0.39 ***
上司のサポート 42 2.27 0.77 30 2.10 0.71 9 2.74 0.60 ***
同僚のサポート 42 2.45 0.64 30 2.32 0.76 9 3.04 0.48 **
家族友人のサポート 42 3.24 0.73 30 2.96 0.77 9 3.22 1.04 *
経済・地位報酬 42 1.87 0.74 30 2.02 0.74 8 2.81 0.70 ***
尊重報酬 42 2.39 0.70 30 2.60 0.62 9 2.94 0.68 ***
安定報酬 42 2.09 0.71 30 2.01 0.66 9 2.59 1.00 ***
上司のリーダーシップ 42 2.11 0.85 30 1.89 0.69 9 2.81 0.63 ***
上司の公正な態度 42 2.43 0.91 30 2.37 0.76 9 2.93 0.86 *
ほめてもらえる職場 42 2.23 0.96 30 2.32 0.87 9 2.89 0.94 **
失敗を認める職場 42 2.10 0.76 29 2.03 0.84 9 2.78 0.62 ***
グループの有能感 42 2.42 0.79 30 2.10 0.78 9 2.85 0.56 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 42 2.22 0.62 29 2.18 0.47 8 2.78 0.57 ***
経営層との信頼関係 42 2.29 0.81 30 2.22 0.71 9 3.00 0.71 ***
変化への対応 42 2.44 0.80 30 2.28 0.83 9 2.96 0.63 ***
個人の尊重 42 2.01 0.79 29 1.91 0.68 9 2.81 0.65 ***
公正な人事評価 42 1.98 0.83 29 1.82 0.78 9 2.78 0.78 ***
多様な労働者への対応 42 2.40 0.68 30 2.52 0.59 9 2.33 0.65
キャリア形成 42 2.00 0.76 30 1.78 0.71 9 2.76 0.93 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 42 1.94 0.84 30 1.97 0.84 9 2.50 0.56 ***
手続きの公正性 42 2.19 0.74 30 2.06 0.68 9 2.78 0.58 ***
仕事の資源（事業場レベル）合計 42 2.15 0.60 28 2.06 0.58 9 2.73 0.56 ***
ワーク・エンゲイジメント 42 2.38 0.80 30 2.03 0.78 9 3.17 0.75 ***
職場の一体感 42 2.51 0.65 30 2.41 0.52 9 3.26 0.40 ***
活気 42 2.22 0.85 30 1.99 0.65 9 2.96 0.70 ***
イライラ感 42 2.71 0.90 29 2.86 0.78 9 3.19 0.53 *
疲労感 42 2.75 1.02 30 2.98 0.74 9 2.81 0.91
不安感 41 2.97 0.84 30 2.91 0.65 9 2.78 0.78
抑うつ感 42 3.35 0.69 30 3.26 0.58 9 3.50 0.46
心理的ストレス反応合計 41 2.88 0.68 29 2.90 0.41 9 3.12 0.48 *
身体愁訴 42 3.31 0.56 29 3.23 0.40 9 3.49 0.58
職場のハラスメント 42 3.32 0.85 30 3.60 0.61 9 3.50 0.71 ***
仕事満足度 42 2.45 0.83 30 2.30 0.84 9 3.00 0.87 ***
家庭満足度 42 2.90 0.98 31 2.52 0.89 9 2.89 1.05 ***
職務の遂行 42 3.03 0.55 30 3.08 0.56 9 3.19 0.85
創造性の発揮 42 2.57 0.71 30 2.66 0.84 9 2.93 0.68 **
積極的な学習 42 2.32 0.66 29 2.37 0.89 9 2.85 0.85 ***
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

分散
分析

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト

その他

 

 

表8-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 7 2.57 0.99 326 2.04 0.78 30 2.56 0.78
仕事の質的負担 7 2.24 1.05 325 2.07 0.74 29 2.47 0.69
身体的負担度 6 2.67 1.21 328 2.63 1.12 30 3.37 0.96
職場での対人関係 7 3.19 0.47 326 2.87 0.66 29 3.14 0.52
職場環境 7 3.00 0.82 328 2.84 0.95 30 3.00 1.02
情緒的負担 6 2.67 0.99 327 2.48 0.85 30 2.94 0.84
役割葛藤 7 3.57 0.46 328 2.77 0.75 30 3.03 0.73
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 7 2.43 1.24 328 2.69 0.87 30 3.02 0.81
仕事の負担合計 5 2.67 0.63 320 2.55 0.53 28 2.94 0.51
仕事のコントロール 6 2.67 0.87 327 2.46 0.72 30 2.47 0.77
仕事の適性 7 3.29 0.95 328 2.91 0.79 30 2.97 0.76
技能の活用 7 3.00 1.15 328 3.16 0.80 30 2.77 0.90
仕事の意義 7 3.38 0.71 328 3.17 0.68 30 2.97 0.61
役割明確さ 7 3.52 0.63 328 3.19 0.54 30 3.33 0.49
成長の機会 7 2.67 1.09 324 2.79 0.80 30 2.72 0.78
新奇性 7 3.14 0.72 325 2.76 0.79 30 2.73 0.70
予測可能性 7 2.38 0.85 328 2.45 0.74 30 2.47 0.68
仕事の資源（作業レベル）合計 6 3.09 0.80 323 2.95 0.47 30 2.87 0.47
上司のサポート 6 2.89 1.00 327 2.34 0.77 30 2.17 0.63
同僚のサポート 6 2.61 0.74 326 2.75 0.71 30 2.63 0.60
家族友人のサポート 7 2.95 0.76 325 3.35 0.66 30 3.29 0.62
経済・地位報酬 7 3.00 0.82 327 2.54 0.70 30 2.40 0.65
尊重報酬 7 3.07 0.98 326 2.77 0.65 30 2.77 0.54
安定報酬 7 3.05 0.68 327 2.57 0.72 30 1.99 0.63
上司のリーダーシップ 6 2.56 0.62 326 2.26 0.79 30 2.18 0.73
上司の公正な態度 7 3.00 0.77 327 2.58 0.83 30 2.69 0.88
ほめてもらえる職場 7 2.48 0.79 326 2.48 0.86 30 2.47 0.90
失敗を認める職場 7 2.00 0.87 326 2.31 0.77 30 2.25 0.67
グループの有能感 7 2.48 0.57 328 2.43 0.74 28 2.40 0.65
仕事の資源（部署レベル）合計 5 2.99 0.51 315 2.51 0.53 30 2.39 0.43
経営層との信頼関係 7 3.14 0.63 326 2.52 0.72 30 2.34 0.65
変化への対応 7 3.05 0.65 327 2.47 0.75 30 2.48 0.69
個人の尊重 7 2.81 0.86 323 2.12 0.71 29 1.95 0.60
公正な人事評価 7 2.71 0.56 324 2.16 0.80 29 2.01 0.60
多様な労働者への対応 7 2.90 0.50 325 2.64 0.70 29 2.77 0.62
キャリア形成 7 2.86 0.85 326 2.29 0.75 29 2.20 0.63
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 7 2.00 0.82 327 2.09 0.77 30 2.22 0.77
手続きの公正性 7 2.76 0.74 324 2.24 0.71 30 2.17 0.62
仕事の資源（事業場レベル）合計 7 2.78 0.62 318 2.33 0.57 29 2.28 0.40
ワーク・エンゲイジメント 7 2.79 1.04 327 2.55 0.74 30 2.37 0.88
職場の一体感 7 3.14 0.90 328 2.78 0.68 30 2.73 0.52
活気 7 2.10 0.85 326 2.23 0.79 30 2.28 0.64
イライラ感 7 2.95 0.80 325 2.64 0.87 30 2.59 0.86
疲労感 6 2.61 1.08 326 2.58 0.91 30 2.63 0.88
不安感 7 3.05 1.04 328 2.89 0.83 30 3.04 0.76
抑うつ感 6 3.28 0.70 327 3.24 0.67 30 3.29 0.65
心理的ストレス反応合計 6 2.84 0.74 320 2.81 0.63 30 2.85 0.57
身体愁訴 6 3.08 0.59 322 3.14 0.53 30 3.15 0.62
職場のハラスメント 7 4.00 0.00 328 3.55 0.73 30 3.43 0.63
仕事満足度 7 2.57 0.98 328 2.56 0.83 30 2.60 0.77
家庭満足度 7 2.86 1.07 328 3.08 0.76 30 2.97 0.81
職務の遂行 7 3.05 0.65 327 2.96 0.56 30 2.88 0.41
創造性の発揮 7 2.81 0.90 327 2.68 0.72 30 2.38 0.77
積極的な学習 7 2.76 1.08 328 2.51 0.69 30 2.54 0.83
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表8-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 57 2.34 0.73 350 2.42 0.76 11 2.21 0.92 ***
仕事の質的負担 57 2.20 0.78 347 2.45 0.73 11 2.15 0.89 ***
身体的負担度 57 2.65 1.16 351 2.31 1.06 11 2.45 1.13 ***
職場での対人関係 56 3.04 0.60 344 3.08 0.66 11 3.27 0.59 ***
職場環境 57 2.88 1.00 352 2.86 0.97 11 2.91 1.04
情緒的負担 56 2.70 0.78 352 2.79 0.82 11 2.73 0.92 ***
役割葛藤 57 3.00 0.75 351 3.01 0.77 11 3.15 0.60 ***
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 57 2.78 0.89 349 3.03 0.83 11 2.95 0.79 ***
仕事の負担合計 55 2.69 0.52 332 2.74 0.52 11 2.73 0.56 ***
仕事のコントロール 57 2.31 0.79 350 2.42 0.74 10 2.93 0.87
仕事の適性 57 3.07 0.78 352 3.04 0.74 11 3.18 0.75
技能の活用 57 2.86 0.95 348 2.78 0.89 11 2.55 1.04 ***
仕事の意義 57 3.19 0.70 352 3.05 0.67 11 3.45 0.64
役割明確さ 57 3.32 0.53 351 3.23 0.57 11 3.18 0.58
成長の機会 57 2.64 0.87 351 2.57 0.80 11 2.67 0.86 *
新奇性 57 2.88 0.94 351 3.01 0.77 11 2.73 0.88 **
予測可能性 56 2.63 0.72 349 2.43 0.76 11 2.55 0.81
仕事の資源（作業レベル）合計 57 2.90 0.51 346 2.85 0.46 10 3.02 0.55
上司のサポート 56 2.42 0.78 346 2.31 0.76 9 2.07 0.43
同僚のサポート 57 2.84 0.66 348 2.76 0.70 10 2.40 0.73
家族友人のサポート 57 3.44 0.67 349 3.39 0.69 11 3.30 0.71
経済・地位報酬 57 2.40 0.78 351 2.41 0.86 10 2.45 0.50
尊重報酬 57 2.91 0.66 349 2.79 0.70 9 2.67 0.61
安定報酬 57 2.37 0.82 350 2.38 0.71 10 2.37 0.92 ***
上司のリーダーシップ 57 2.27 0.78 345 1.94 0.74 10 2.20 0.50 ***
上司の公正な態度 57 2.75 0.79 347 2.55 0.81 10 2.87 0.23
ほめてもらえる職場 57 2.72 0.83 351 2.40 0.85 10 2.57 0.79
失敗を認める職場 57 2.37 0.90 350 2.16 0.80 10 2.55 0.83
グループの有能感 57 2.56 0.74 350 2.52 0.74 9 2.52 0.67
仕事の資源（部署レベル）合計 56 2.54 0.52 336 2.41 0.53 8 2.50 0.34 *
経営層との信頼関係 57 2.77 0.67 345 2.64 0.67 10 2.80 0.57 **
変化への対応 57 2.65 0.65 345 2.46 0.74 10 2.87 0.45
個人の尊重 56 2.18 0.72 346 2.12 0.75 10 2.57 0.61 *
公正な人事評価 57 2.32 0.73 342 2.11 0.78 10 2.17 0.72
多様な労働者への対応 57 2.82 0.58 347 2.57 0.73 10 2.33 0.77
キャリア形成 57 2.32 0.66 345 2.08 0.74 10 2.56 0.45 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 57 2.32 0.91 349 2.21 0.77 11 2.59 0.89
手続きの公正性 57 2.44 0.65 343 2.30 0.76 10 2.73 0.49 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 56 2.48 0.51 330 2.31 0.56 10 2.56 0.44
ワーク・エンゲイジメント 57 2.62 0.87 350 2.61 0.74 11 3.05 0.57
職場の一体感 57 2.87 0.59 351 2.90 0.69 10 3.00 0.35
活気 57 2.39 0.77 347 2.40 0.81 11 2.79 0.76 *
イライラ感 57 2.78 0.76 347 2.78 0.84 11 3.15 0.52
疲労感 57 2.91 0.86 350 2.74 0.86 11 2.64 0.99
不安感 57 3.02 0.76 350 3.03 0.78 11 2.88 0.70
抑うつ感 57 3.43 0.54 350 3.38 0.64 11 3.52 0.50
心理的ストレス反応合計 57 2.99 0.56 339 2.94 0.59 11 3.08 0.50
身体愁訴 57 3.28 0.55 350 3.21 0.51 11 3.17 0.55
職場のハラスメント 57 3.63 0.62 351 3.64 0.60 10 3.80 0.42
仕事満足度 57 2.72 0.86 352 2.74 0.77 11 3.00 0.63
家庭満足度 57 3.18 0.80 352 2.92 0.86 10 3.10 0.74
職務の遂行 57 3.05 0.54 346 3.04 0.50 11 3.00 0.56
創造性の発揮 57 2.51 0.78 346 2.52 0.73 11 2.91 0.63 *
積極的な学習 57 2.69 0.83 348 2.49 0.73 11 2.97 0.55
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト

その他
分散
分析

 

 

表9-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 29 2.06 0.82 717 1.99 0.70 9 2.26 0.85
仕事の質的負担 30 1.99 0.70 717 2.05 0.64 9 2.22 0.47
身体的負担度 30 2.77 1.14 719 2.49 1.03 9 2.67 1.41
職場での対人関係 30 3.19 0.61 714 2.76 0.64 9 2.26 0.80
職場環境 30 3.27 0.83 718 2.71 1.00 9 2.67 1.00
情緒的負担 30 2.83 0.87 720 2.64 0.93 9 2.11 0.93
役割葛藤 30 2.97 0.81 719 2.72 0.92 9 2.44 0.73
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 30 2.87 0.97 718 2.74 0.88 9 2.33 0.87
仕事の負担合計 29 2.73 0.52 695 2.51 0.47 9 2.37 0.56
仕事のコントロール 29 3.22 0.57 716 2.60 0.71 9 2.11 0.67
仕事の適性 30 3.30 0.75 719 2.85 0.81 9 1.89 1.05
技能の活用 30 3.53 0.78 720 3.06 0.80 9 2.22 1.09
仕事の意義 30 3.50 0.73 718 2.77 0.86 9 2.00 1.22
役割明確さ 30 3.67 0.55 720 3.39 0.63 9 2.33 0.87
成長の機会 30 3.43 0.68 720 2.58 0.91 9 1.89 1.05
仕事の資源（作業レベル）合計 29 3.45 0.44 708 2.88 0.53 9 2.07 0.74
上司のサポート 29 2.90 0.74 715 2.42 0.73 9 1.96 0.90
同僚のサポート 29 2.76 0.63 715 2.63 0.70 9 2.07 0.68
家族友人のサポート 30 3.23 0.75 716 3.29 0.66 9 2.63 0.96
経済・地位報酬 30 2.53 0.94 719 2.21 0.93 9 2.00 0.87
尊重報酬 29 3.07 0.80 719 2.53 0.79 9 1.89 0.78
安定報酬 30 3.00 1.02 717 2.90 0.98 9 1.33 0.50
上司のリーダーシップ 29 2.83 0.93 719 2.31 0.87 9 2.11 0.60
上司の公正な態度 29 2.93 0.88 720 2.61 0.84 9 2.33 0.71
ほめてもらえる職場 29 3.10 0.82 720 2.54 0.87 9 2.67 1.00
失敗を認める職場 30 3.13 0.82 718 2.45 0.82 9 2.33 0.71
仕事の資源（部署レベル）合計 29 2.93 0.61 703 2.52 0.56 9 2.08 0.50
経営層との信頼関係 30 3.17 0.83 720 2.52 0.78 9 2.56 0.73
変化への対応 30 2.93 0.78 718 2.31 0.84 9 2.11 1.05
個人の尊重 30 2.93 0.94 718 2.06 0.79 9 1.89 0.78
公正な人事評価 30 2.60 0.93 717 2.02 0.84 9 1.89 0.60
多様な労働者への対応 29 2.86 0.92 716 2.64 0.86 9 2.56 1.13
キャリア形成 30 2.73 0.91 717 2.18 0.84 9 2.00 0.71
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 30 2.60 1.00 718 1.95 0.81 9 1.89 0.93
仕事の資源（事業場レベル）合計 29 2.81 0.71 707 2.24 0.58 9 2.13 0.66
ワーク・エンゲイジメント 30 3.03 0.72 716 2.45 0.75 9 1.50 0.50
職場の一体感 30 3.13 0.68 719 2.56 0.76 9 2.44 0.88
活気 29 2.60 0.79 715 2.18 0.77 9 1.56 0.73
イライラ感 29 3.07 0.82 719 2.64 0.84 9 2.96 1.05
疲労感 29 2.94 0.85 721 2.70 0.86 9 2.74 1.04
不安感 29 3.05 0.62 718 2.75 0.80 9 2.52 1.02
抑うつ感 29 3.52 0.58 714 3.21 0.69 9 2.87 0.82
心理的ストレス反応合計 29 3.11 0.51 706 2.78 0.61 9 2.59 0.71
身体愁訴 29 3.35 0.61 712 3.24 0.55 9 3.13 0.44
職場のハラスメント 30 3.87 0.57 719 3.71 0.59 9 2.78 1.30
仕事満足度 30 3.20 0.85 721 2.54 0.88 9 1.78 0.97
家庭満足度 29 3.34 0.72 721 3.14 0.77 9 2.56 0.88
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表8-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 57 2.34 0.73 350 2.42 0.76 11 2.21 0.92 ***
仕事の質的負担 57 2.20 0.78 347 2.45 0.73 11 2.15 0.89 ***
身体的負担度 57 2.65 1.16 351 2.31 1.06 11 2.45 1.13 ***
職場での対人関係 56 3.04 0.60 344 3.08 0.66 11 3.27 0.59 ***
職場環境 57 2.88 1.00 352 2.86 0.97 11 2.91 1.04
情緒的負担 56 2.70 0.78 352 2.79 0.82 11 2.73 0.92 ***
役割葛藤 57 3.00 0.75 351 3.01 0.77 11 3.15 0.60 ***
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 57 2.78 0.89 349 3.03 0.83 11 2.95 0.79 ***
仕事の負担合計 55 2.69 0.52 332 2.74 0.52 11 2.73 0.56 ***
仕事のコントロール 57 2.31 0.79 350 2.42 0.74 10 2.93 0.87
仕事の適性 57 3.07 0.78 352 3.04 0.74 11 3.18 0.75
技能の活用 57 2.86 0.95 348 2.78 0.89 11 2.55 1.04 ***
仕事の意義 57 3.19 0.70 352 3.05 0.67 11 3.45 0.64
役割明確さ 57 3.32 0.53 351 3.23 0.57 11 3.18 0.58
成長の機会 57 2.64 0.87 351 2.57 0.80 11 2.67 0.86 *
新奇性 57 2.88 0.94 351 3.01 0.77 11 2.73 0.88 **
予測可能性 56 2.63 0.72 349 2.43 0.76 11 2.55 0.81
仕事の資源（作業レベル）合計 57 2.90 0.51 346 2.85 0.46 10 3.02 0.55
上司のサポート 56 2.42 0.78 346 2.31 0.76 9 2.07 0.43
同僚のサポート 57 2.84 0.66 348 2.76 0.70 10 2.40 0.73
家族友人のサポート 57 3.44 0.67 349 3.39 0.69 11 3.30 0.71
経済・地位報酬 57 2.40 0.78 351 2.41 0.86 10 2.45 0.50
尊重報酬 57 2.91 0.66 349 2.79 0.70 9 2.67 0.61
安定報酬 57 2.37 0.82 350 2.38 0.71 10 2.37 0.92 ***
上司のリーダーシップ 57 2.27 0.78 345 1.94 0.74 10 2.20 0.50 ***
上司の公正な態度 57 2.75 0.79 347 2.55 0.81 10 2.87 0.23
ほめてもらえる職場 57 2.72 0.83 351 2.40 0.85 10 2.57 0.79
失敗を認める職場 57 2.37 0.90 350 2.16 0.80 10 2.55 0.83
グループの有能感 57 2.56 0.74 350 2.52 0.74 9 2.52 0.67
仕事の資源（部署レベル）合計 56 2.54 0.52 336 2.41 0.53 8 2.50 0.34 *
経営層との信頼関係 57 2.77 0.67 345 2.64 0.67 10 2.80 0.57 **
変化への対応 57 2.65 0.65 345 2.46 0.74 10 2.87 0.45
個人の尊重 56 2.18 0.72 346 2.12 0.75 10 2.57 0.61 *
公正な人事評価 57 2.32 0.73 342 2.11 0.78 10 2.17 0.72
多様な労働者への対応 57 2.82 0.58 347 2.57 0.73 10 2.33 0.77
キャリア形成 57 2.32 0.66 345 2.08 0.74 10 2.56 0.45 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 57 2.32 0.91 349 2.21 0.77 11 2.59 0.89
手続きの公正性 57 2.44 0.65 343 2.30 0.76 10 2.73 0.49 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 56 2.48 0.51 330 2.31 0.56 10 2.56 0.44
ワーク・エンゲイジメント 57 2.62 0.87 350 2.61 0.74 11 3.05 0.57
職場の一体感 57 2.87 0.59 351 2.90 0.69 10 3.00 0.35
活気 57 2.39 0.77 347 2.40 0.81 11 2.79 0.76 *
イライラ感 57 2.78 0.76 347 2.78 0.84 11 3.15 0.52
疲労感 57 2.91 0.86 350 2.74 0.86 11 2.64 0.99
不安感 57 3.02 0.76 350 3.03 0.78 11 2.88 0.70
抑うつ感 57 3.43 0.54 350 3.38 0.64 11 3.52 0.50
心理的ストレス反応合計 57 2.99 0.56 339 2.94 0.59 11 3.08 0.50
身体愁訴 57 3.28 0.55 350 3.21 0.51 11 3.17 0.55
職場のハラスメント 57 3.63 0.62 351 3.64 0.60 10 3.80 0.42
仕事満足度 57 2.72 0.86 352 2.74 0.77 11 3.00 0.63
家庭満足度 57 3.18 0.80 352 2.92 0.86 10 3.10 0.74
職務の遂行 57 3.05 0.54 346 3.04 0.50 11 3.00 0.56
創造性の発揮 57 2.51 0.78 346 2.52 0.73 11 2.91 0.63 *
積極的な学習 57 2.69 0.83 348 2.49 0.73 11 2.97 0.55
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト

その他
分散
分析

 

 

表9-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 29 2.06 0.82 717 1.99 0.70 9 2.26 0.85
仕事の質的負担 30 1.99 0.70 717 2.05 0.64 9 2.22 0.47
身体的負担度 30 2.77 1.14 719 2.49 1.03 9 2.67 1.41
職場での対人関係 30 3.19 0.61 714 2.76 0.64 9 2.26 0.80
職場環境 30 3.27 0.83 718 2.71 1.00 9 2.67 1.00
情緒的負担 30 2.83 0.87 720 2.64 0.93 9 2.11 0.93
役割葛藤 30 2.97 0.81 719 2.72 0.92 9 2.44 0.73
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 30 2.87 0.97 718 2.74 0.88 9 2.33 0.87
仕事の負担合計 29 2.73 0.52 695 2.51 0.47 9 2.37 0.56
仕事のコントロール 29 3.22 0.57 716 2.60 0.71 9 2.11 0.67
仕事の適性 30 3.30 0.75 719 2.85 0.81 9 1.89 1.05
技能の活用 30 3.53 0.78 720 3.06 0.80 9 2.22 1.09
仕事の意義 30 3.50 0.73 718 2.77 0.86 9 2.00 1.22
役割明確さ 30 3.67 0.55 720 3.39 0.63 9 2.33 0.87
成長の機会 30 3.43 0.68 720 2.58 0.91 9 1.89 1.05
仕事の資源（作業レベル）合計 29 3.45 0.44 708 2.88 0.53 9 2.07 0.74
上司のサポート 29 2.90 0.74 715 2.42 0.73 9 1.96 0.90
同僚のサポート 29 2.76 0.63 715 2.63 0.70 9 2.07 0.68
家族友人のサポート 30 3.23 0.75 716 3.29 0.66 9 2.63 0.96
経済・地位報酬 30 2.53 0.94 719 2.21 0.93 9 2.00 0.87
尊重報酬 29 3.07 0.80 719 2.53 0.79 9 1.89 0.78
安定報酬 30 3.00 1.02 717 2.90 0.98 9 1.33 0.50
上司のリーダーシップ 29 2.83 0.93 719 2.31 0.87 9 2.11 0.60
上司の公正な態度 29 2.93 0.88 720 2.61 0.84 9 2.33 0.71
ほめてもらえる職場 29 3.10 0.82 720 2.54 0.87 9 2.67 1.00
失敗を認める職場 30 3.13 0.82 718 2.45 0.82 9 2.33 0.71
仕事の資源（部署レベル）合計 29 2.93 0.61 703 2.52 0.56 9 2.08 0.50
経営層との信頼関係 30 3.17 0.83 720 2.52 0.78 9 2.56 0.73
変化への対応 30 2.93 0.78 718 2.31 0.84 9 2.11 1.05
個人の尊重 30 2.93 0.94 718 2.06 0.79 9 1.89 0.78
公正な人事評価 30 2.60 0.93 717 2.02 0.84 9 1.89 0.60
多様な労働者への対応 29 2.86 0.92 716 2.64 0.86 9 2.56 1.13
キャリア形成 30 2.73 0.91 717 2.18 0.84 9 2.00 0.71
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 30 2.60 1.00 718 1.95 0.81 9 1.89 0.93
仕事の資源（事業場レベル）合計 29 2.81 0.71 707 2.24 0.58 9 2.13 0.66
ワーク・エンゲイジメント 30 3.03 0.72 716 2.45 0.75 9 1.50 0.50
職場の一体感 30 3.13 0.68 719 2.56 0.76 9 2.44 0.88
活気 29 2.60 0.79 715 2.18 0.77 9 1.56 0.73
イライラ感 29 3.07 0.82 719 2.64 0.84 9 2.96 1.05
疲労感 29 2.94 0.85 721 2.70 0.86 9 2.74 1.04
不安感 29 3.05 0.62 718 2.75 0.80 9 2.52 1.02
抑うつ感 29 3.52 0.58 714 3.21 0.69 9 2.87 0.82
心理的ストレス反応合計 29 3.11 0.51 706 2.78 0.61 9 2.59 0.71
身体愁訴 29 3.35 0.61 712 3.24 0.55 9 3.13 0.44
職場のハラスメント 30 3.87 0.57 719 3.71 0.59 9 2.78 1.30
仕事満足度 30 3.20 0.85 721 2.54 0.88 9 1.78 0.97
家庭満足度 29 3.34 0.72 721 3.14 0.77 9 2.56 0.88
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表9-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 42 2.31 0.80 30 2.56 0.74 9 1.63 0.75 ***
仕事の質的負担 42 2.20 0.65 30 2.52 0.80 9 1.52 0.58 ***
身体的負担度 41 2.34 1.09 30 2.20 0.92 9 1.44 1.01 *
職場での対人関係 42 2.69 0.76 29 3.02 0.58 9 3.26 0.46 ***
職場環境 42 2.55 0.99 30 2.27 1.11 9 2.78 1.39 **
情緒的負担 42 2.62 0.99 30 2.80 0.92 9 2.78 0.83
役割葛藤 42 2.60 0.99 30 2.93 0.98 9 3.00 1.00
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 42 2.76 0.91 31 3.03 0.71 9 2.89 0.78
仕事の負担合計 41 2.52 0.62 29 2.67 0.61 9 2.41 0.47
仕事のコントロール 41 2.67 0.78 30 2.41 0.82 9 2.85 0.58 ***
仕事の適性 42 2.81 0.92 30 2.63 0.67 9 3.44 0.53 ***
技能の活用 42 2.98 0.84 30 2.67 1.06 9 3.78 0.44 ***
仕事の意義 42 2.76 0.96 30 2.37 0.89 9 3.44 0.53 ***
役割明確さ 42 3.33 0.57 30 3.30 0.75 9 3.44 0.73 ***
成長の機会 42 2.48 0.97 30 2.27 1.01 9 3.11 0.78 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 41 2.85 0.57 30 2.61 0.52 9 3.35 0.44 ***
上司のサポート 42 2.27 0.77 30 2.10 0.71 9 2.74 0.60 ***
同僚のサポート 42 2.45 0.64 30 2.32 0.76 9 3.04 0.48 **
家族友人のサポート 42 3.24 0.73 30 2.96 0.77 9 3.22 1.04 *
経済・地位報酬 42 1.74 0.80 30 2.10 0.84 8 2.88 0.83 **
尊重報酬 42 2.17 0.88 30 2.43 0.73 9 2.67 0.87 ***
安定報酬 42 2.29 1.02 30 2.17 1.09 9 2.56 1.42 ***
上司のリーダーシップ 42 2.17 1.01 30 1.90 0.88 9 3.00 0.71 ***
上司の公正な態度 42 2.50 0.92 30 2.47 0.78 9 3.11 0.78
ほめてもらえる職場 42 2.33 1.05 30 2.40 0.93 9 3.00 1.12 **
失敗を認める職場 42 2.29 0.92 29 2.21 0.90 9 2.89 0.78 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 42 2.24 0.67 29 2.22 0.46 8 2.79 0.60 ***
経営層との信頼関係 42 2.31 0.92 30 2.30 0.92 9 3.11 0.78 ***
変化への対応 42 2.36 0.98 30 2.07 0.98 9 2.89 0.78 ***
個人の尊重 42 1.98 0.81 30 2.13 0.78 9 2.89 0.60 ***
公正な人事評価 42 2.02 0.92 30 1.80 0.85 9 2.44 1.13 **
多様な労働者への対応 42 2.67 0.90 30 2.47 0.90 9 2.33 0.87
キャリア形成 42 2.00 0.86 30 1.80 0.81 9 2.67 0.87 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 42 1.93 0.92 30 1.90 0.84 9 2.44 0.53 ***
仕事の資源（事業場レベル）合計 42 2.18 0.65 30 2.07 0.64 9 2.68 0.54 ***
ワーク・エンゲイジメント 42 2.38 0.80 30 2.03 0.78 9 3.17 0.75 ***
職場の一体感 42 2.45 0.77 30 2.50 0.63 9 3.00 0.50 ***
活気 42 2.22 0.85 30 1.99 0.65 9 2.96 0.70 ***
イライラ感 42 2.71 0.90 29 2.86 0.78 9 3.19 0.53 *
疲労感 42 2.75 1.02 30 2.98 0.74 9 2.81 0.91
不安感 41 2.97 0.84 30 2.91 0.65 9 2.78 0.78
抑うつ感 42 3.35 0.69 30 3.26 0.58 9 3.50 0.46
心理的ストレス反応合計 41 2.88 0.68 29 2.90 0.41 9 3.12 0.48 *
身体愁訴 42 3.31 0.56 29 3.23 0.40 9 3.49 0.58
職場のハラスメント 42 3.43 0.89 30 3.63 0.61 9 3.67 0.71 ***
仕事満足度 42 2.45 0.83 30 2.30 0.84 9 3.00 0.87 ***
家庭満足度 42 2.90 0.98 31 2.52 0.89 9 2.89 1.05 ***
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

分散
分析

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト
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表10-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 7 2.57 0.99 326 2.04 0.78 30 2.56 0.78
仕事の質的負担 7 2.24 1.05 325 2.07 0.74 29 2.47 0.69
身体的負担度 6 2.67 1.21 328 2.63 1.12 30 3.37 0.96
職場での対人関係 7 3.19 0.47 326 2.87 0.66 29 3.14 0.52
職場環境 7 3.00 0.82 328 2.84 0.95 30 3.00 1.02
情緒的負担 7 2.57 1.13 328 2.45 0.99 30 3.07 0.91
役割葛藤 7 3.57 0.79 328 2.86 0.92 30 2.97 0.81
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 7 2.29 1.25 328 2.77 0.91 30 3.03 0.81
仕事の負担合計 6 2.65 0.57 321 2.56 0.54 28 2.95 0.51
仕事のコントロール 6 2.67 0.87 327 2.46 0.72 30 2.47 0.77
仕事の適性 7 3.29 0.95 328 2.91 0.79 30 2.97 0.76
技能の活用 7 3.00 1.15 328 3.16 0.80 30 2.77 0.90
仕事の意義 7 3.14 1.21 328 2.96 0.87 30 2.77 0.82
役割明確さ 7 3.71 0.49 328 3.43 0.60 30 3.43 0.57
成長の機会 7 2.71 1.11 325 2.73 0.93 30 2.63 1.00
仕事の資源（作業レベル）合計 6 3.08 0.85 324 2.94 0.51 30 2.84 0.56
上司のサポート 6 2.89 1.00 327 2.34 0.77 30 2.17 0.63
同僚のサポート 6 2.61 0.74 326 2.75 0.71 30 2.63 0.60
家族友人のサポート 7 2.95 0.76 325 3.35 0.66 30 3.29 0.62
経済・地位報酬 7 2.86 0.69 328 2.32 0.89 30 2.37 0.72
尊重報酬 7 3.14 0.90 326 2.63 0.78 30 2.57 0.73
安定報酬 7 3.29 0.95 327 3.10 0.95 30 2.07 0.78
上司のリーダーシップ 6 3.00 1.10 328 2.34 0.95 30 2.20 0.89
上司の公正な態度 7 3.29 0.49 328 2.66 0.90 30 2.80 0.96
ほめてもらえる職場 7 3.00 1.15 326 2.65 0.94 30 2.60 0.97
失敗を認める職場 7 2.00 0.82 327 2.49 0.84 30 2.50 0.78
仕事の資源（部署レベル）合計 5 3.18 0.54 320 2.59 0.57 30 2.43 0.45
経営層との信頼関係 7 3.14 0.69 326 2.54 0.83 30 2.37 0.89
変化への対応 7 2.86 0.90 327 2.33 0.86 30 2.37 0.85
個人の尊重 7 2.71 1.11 327 2.17 0.83 30 2.03 0.81
公正な人事評価 7 2.57 0.79 327 2.08 0.88 29 1.97 0.82
多様な労働者への対応 7 3.57 0.53 327 2.84 0.87 30 2.70 0.75
キャリア形成 7 3.00 0.82 327 2.41 0.90 30 2.17 0.70
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 7 2.00 1.00 328 2.07 0.86 30 2.20 0.92
仕事の資源（事業場レベル）合計 7 2.84 0.69 324 2.35 0.61 29 2.25 0.51
ワーク・エンゲイジメント 7 2.79 1.04 327 2.55 0.74 30 2.37 0.88
職場の一体感 7 3.14 0.69 328 2.66 0.77 30 2.60 0.62
活気 7 2.10 0.85 326 2.23 0.79 30 2.28 0.64
イライラ感 7 2.95 0.80 325 2.64 0.87 30 2.59 0.86
疲労感 6 2.61 1.08 326 2.58 0.91 30 2.63 0.88
不安感 7 3.05 1.04 328 2.89 0.83 30 3.04 0.76
抑うつ感 6 3.28 0.70 327 3.24 0.67 30 3.29 0.65
心理的ストレス反応合計 6 2.84 0.74 320 2.81 0.63 30 2.85 0.57
身体愁訴 6 3.08 0.59 322 3.14 0.53 30 3.15 0.62
職場のハラスメント 7 4.00 0.00 328 3.63 0.72 30 3.70 0.65
仕事満足度 7 2.57 0.98 328 2.56 0.83 30 2.60 0.77
家庭満足度 7 2.86 1.07 328 3.08 0.76 30 2.97 0.81
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表9-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 42 2.31 0.80 30 2.56 0.74 9 1.63 0.75 ***
仕事の質的負担 42 2.20 0.65 30 2.52 0.80 9 1.52 0.58 ***
身体的負担度 41 2.34 1.09 30 2.20 0.92 9 1.44 1.01 *
職場での対人関係 42 2.69 0.76 29 3.02 0.58 9 3.26 0.46 ***
職場環境 42 2.55 0.99 30 2.27 1.11 9 2.78 1.39 **
情緒的負担 42 2.62 0.99 30 2.80 0.92 9 2.78 0.83
役割葛藤 42 2.60 0.99 30 2.93 0.98 9 3.00 1.00
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 42 2.76 0.91 31 3.03 0.71 9 2.89 0.78
仕事の負担合計 41 2.52 0.62 29 2.67 0.61 9 2.41 0.47
仕事のコントロール 41 2.67 0.78 30 2.41 0.82 9 2.85 0.58 ***
仕事の適性 42 2.81 0.92 30 2.63 0.67 9 3.44 0.53 ***
技能の活用 42 2.98 0.84 30 2.67 1.06 9 3.78 0.44 ***
仕事の意義 42 2.76 0.96 30 2.37 0.89 9 3.44 0.53 ***
役割明確さ 42 3.33 0.57 30 3.30 0.75 9 3.44 0.73 ***
成長の機会 42 2.48 0.97 30 2.27 1.01 9 3.11 0.78 ***
仕事の資源（作業レベル）合計 41 2.85 0.57 30 2.61 0.52 9 3.35 0.44 ***
上司のサポート 42 2.27 0.77 30 2.10 0.71 9 2.74 0.60 ***
同僚のサポート 42 2.45 0.64 30 2.32 0.76 9 3.04 0.48 **
家族友人のサポート 42 3.24 0.73 30 2.96 0.77 9 3.22 1.04 *
経済・地位報酬 42 1.74 0.80 30 2.10 0.84 8 2.88 0.83 **
尊重報酬 42 2.17 0.88 30 2.43 0.73 9 2.67 0.87 ***
安定報酬 42 2.29 1.02 30 2.17 1.09 9 2.56 1.42 ***
上司のリーダーシップ 42 2.17 1.01 30 1.90 0.88 9 3.00 0.71 ***
上司の公正な態度 42 2.50 0.92 30 2.47 0.78 9 3.11 0.78
ほめてもらえる職場 42 2.33 1.05 30 2.40 0.93 9 3.00 1.12 **
失敗を認める職場 42 2.29 0.92 29 2.21 0.90 9 2.89 0.78 ***
仕事の資源（部署レベル）合計 42 2.24 0.67 29 2.22 0.46 8 2.79 0.60 ***
経営層との信頼関係 42 2.31 0.92 30 2.30 0.92 9 3.11 0.78 ***
変化への対応 42 2.36 0.98 30 2.07 0.98 9 2.89 0.78 ***
個人の尊重 42 1.98 0.81 30 2.13 0.78 9 2.89 0.60 ***
公正な人事評価 42 2.02 0.92 30 1.80 0.85 9 2.44 1.13 **
多様な労働者への対応 42 2.67 0.90 30 2.47 0.90 9 2.33 0.87
キャリア形成 42 2.00 0.86 30 1.80 0.81 9 2.67 0.87 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 42 1.93 0.92 30 1.90 0.84 9 2.44 0.53 ***
仕事の資源（事業場レベル）合計 42 2.18 0.65 30 2.07 0.64 9 2.68 0.54 ***
ワーク・エンゲイジメント 42 2.38 0.80 30 2.03 0.78 9 3.17 0.75 ***
職場の一体感 42 2.45 0.77 30 2.50 0.63 9 3.00 0.50 ***
活気 42 2.22 0.85 30 1.99 0.65 9 2.96 0.70 ***
イライラ感 42 2.71 0.90 29 2.86 0.78 9 3.19 0.53 *
疲労感 42 2.75 1.02 30 2.98 0.74 9 2.81 0.91
不安感 41 2.97 0.84 30 2.91 0.65 9 2.78 0.78
抑うつ感 42 3.35 0.69 30 3.26 0.58 9 3.50 0.46
心理的ストレス反応合計 41 2.88 0.68 29 2.90 0.41 9 3.12 0.48 *
身体愁訴 42 3.31 0.56 29 3.23 0.40 9 3.49 0.58
職場のハラスメント 42 3.43 0.89 30 3.63 0.61 9 3.67 0.71 ***
仕事満足度 42 2.45 0.83 30 2.30 0.84 9 3.00 0.87 ***
家庭満足度 42 2.90 0.98 31 2.52 0.89 9 2.89 1.05 ***
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

分散
分析

契約社員・嘱託
臨時・パート
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表10-1　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 7 2.57 0.99 326 2.04 0.78 30 2.56 0.78
仕事の質的負担 7 2.24 1.05 325 2.07 0.74 29 2.47 0.69
身体的負担度 6 2.67 1.21 328 2.63 1.12 30 3.37 0.96
職場での対人関係 7 3.19 0.47 326 2.87 0.66 29 3.14 0.52
職場環境 7 3.00 0.82 328 2.84 0.95 30 3.00 1.02
情緒的負担 7 2.57 1.13 328 2.45 0.99 30 3.07 0.91
役割葛藤 7 3.57 0.79 328 2.86 0.92 30 2.97 0.81
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 7 2.29 1.25 328 2.77 0.91 30 3.03 0.81
仕事の負担合計 6 2.65 0.57 321 2.56 0.54 28 2.95 0.51
仕事のコントロール 6 2.67 0.87 327 2.46 0.72 30 2.47 0.77
仕事の適性 7 3.29 0.95 328 2.91 0.79 30 2.97 0.76
技能の活用 7 3.00 1.15 328 3.16 0.80 30 2.77 0.90
仕事の意義 7 3.14 1.21 328 2.96 0.87 30 2.77 0.82
役割明確さ 7 3.71 0.49 328 3.43 0.60 30 3.43 0.57
成長の機会 7 2.71 1.11 325 2.73 0.93 30 2.63 1.00
仕事の資源（作業レベル）合計 6 3.08 0.85 324 2.94 0.51 30 2.84 0.56
上司のサポート 6 2.89 1.00 327 2.34 0.77 30 2.17 0.63
同僚のサポート 6 2.61 0.74 326 2.75 0.71 30 2.63 0.60
家族友人のサポート 7 2.95 0.76 325 3.35 0.66 30 3.29 0.62
経済・地位報酬 7 2.86 0.69 328 2.32 0.89 30 2.37 0.72
尊重報酬 7 3.14 0.90 326 2.63 0.78 30 2.57 0.73
安定報酬 7 3.29 0.95 327 3.10 0.95 30 2.07 0.78
上司のリーダーシップ 6 3.00 1.10 328 2.34 0.95 30 2.20 0.89
上司の公正な態度 7 3.29 0.49 328 2.66 0.90 30 2.80 0.96
ほめてもらえる職場 7 3.00 1.15 326 2.65 0.94 30 2.60 0.97
失敗を認める職場 7 2.00 0.82 327 2.49 0.84 30 2.50 0.78
仕事の資源（部署レベル）合計 5 3.18 0.54 320 2.59 0.57 30 2.43 0.45
経営層との信頼関係 7 3.14 0.69 326 2.54 0.83 30 2.37 0.89
変化への対応 7 2.86 0.90 327 2.33 0.86 30 2.37 0.85
個人の尊重 7 2.71 1.11 327 2.17 0.83 30 2.03 0.81
公正な人事評価 7 2.57 0.79 327 2.08 0.88 29 1.97 0.82
多様な労働者への対応 7 3.57 0.53 327 2.84 0.87 30 2.70 0.75
キャリア形成 7 3.00 0.82 327 2.41 0.90 30 2.17 0.70
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 7 2.00 1.00 328 2.07 0.86 30 2.20 0.92
仕事の資源（事業場レベル）合計 7 2.84 0.69 324 2.35 0.61 29 2.25 0.51
ワーク・エンゲイジメント 7 2.79 1.04 327 2.55 0.74 30 2.37 0.88
職場の一体感 7 3.14 0.69 328 2.66 0.77 30 2.60 0.62
活気 7 2.10 0.85 326 2.23 0.79 30 2.28 0.64
イライラ感 7 2.95 0.80 325 2.64 0.87 30 2.59 0.86
疲労感 6 2.61 1.08 326 2.58 0.91 30 2.63 0.88
不安感 7 3.05 1.04 328 2.89 0.83 30 3.04 0.76
抑うつ感 6 3.28 0.70 327 3.24 0.67 30 3.29 0.65
心理的ストレス反応合計 6 2.84 0.74 320 2.81 0.63 30 2.85 0.57
身体愁訴 6 3.08 0.59 322 3.14 0.53 30 3.15 0.62
職場のハラスメント 7 4.00 0.00 328 3.63 0.72 30 3.70 0.65
仕事満足度 7 2.57 0.98 328 2.56 0.83 30 2.60 0.77
家庭満足度 7 2.86 1.07 328 3.08 0.76 30 2.97 0.81
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

経営者・役員 正社員 派遣社員
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表10-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 57 2.34 0.73 350 2.42 0.76 11 2.21 0.92 ***
仕事の質的負担 57 2.20 0.78 347 2.45 0.73 11 2.15 0.89 ***
身体的負担度 57 2.65 1.16 351 2.31 1.06 11 2.45 1.13 ***
職場での対人関係 56 3.04 0.60 344 3.08 0.66 11 3.27 0.59 ***
職場環境 57 2.88 1.00 352 2.86 0.97 11 2.91 1.04
情緒的負担 56 2.66 0.96 352 2.83 0.96 11 2.73 0.90 ***
役割葛藤 57 3.04 0.89 352 3.14 0.89 11 3.18 0.60 **
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 57 2.84 0.94 349 3.07 0.86 11 3.00 0.77 ***
仕事の負担合計 55 2.70 0.53 333 2.77 0.53 11 2.74 0.57 ***
仕事のコントロール 57 2.31 0.79 350 2.42 0.74 10 2.93 0.87
仕事の適性 57 3.07 0.78 352 3.04 0.74 11 3.18 0.75
技能の活用 57 2.86 0.95 348 2.78 0.89 11 2.55 1.04 ***
仕事の意義 57 2.98 0.90 352 2.95 0.80 11 3.55 0.69
役割明確さ 57 3.49 0.54 351 3.43 0.62 11 3.36 0.50
成長の機会 57 2.56 0.98 352 2.56 0.94 11 2.73 0.90
仕事の資源（作業レベル）合計 57 2.88 0.57 346 2.86 0.48 10 3.06 0.51
上司のサポート 56 2.42 0.78 346 2.31 0.76 9 2.07 0.43
同僚のサポート 57 2.84 0.66 348 2.76 0.70 10 2.40 0.73
家族友人のサポート 57 3.44 0.67 349 3.39 0.69 11 3.30 0.71
経済・地位報酬 57 2.37 0.86 351 2.30 0.98 10 1.80 0.79
尊重報酬 57 2.79 0.75 349 2.69 0.80 10 2.40 0.70
安定報酬 57 2.60 1.10 350 2.73 1.01 10 2.40 1.17 ***
上司のリーダーシップ 57 2.26 0.99 350 2.01 0.91 10 2.40 0.70 ***
上司の公正な態度 57 2.81 0.88 348 2.66 0.86 10 3.00 0.00
ほめてもらえる職場 57 2.88 0.89 351 2.54 0.92 10 2.80 0.79
失敗を認める職場 57 2.49 0.91 350 2.38 0.88 10 2.80 0.79
仕事の資源（部署レベル）合計 56 2.59 0.56 341 2.49 0.56 8 2.47 0.34 *
経営層との信頼関係 57 2.84 0.77 347 2.68 0.76 10 2.80 0.79 **
変化への対応 57 2.54 0.80 348 2.35 0.86 10 2.90 0.57
個人の尊重 57 2.26 0.86 348 2.18 0.83 10 2.90 0.57 *
公正な人事評価 57 2.21 0.82 345 1.99 0.86 10 2.10 0.88
多様な労働者への対応 57 3.05 0.67 349 2.76 0.89 10 2.30 0.95 **
キャリア形成 57 2.46 0.78 347 2.11 0.88 10 2.50 0.85 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 57 2.28 1.00 350 2.25 0.88 11 2.64 0.92 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 57 2.52 0.56 339 2.32 0.60 10 2.60 0.47 *
ワーク・エンゲイジメント 57 2.62 0.87 350 2.61 0.74 11 3.05 0.57
職場の一体感 57 2.74 0.72 352 2.84 0.77 10 3.00 0.47 *
活気 57 2.39 0.77 347 2.40 0.81 11 2.79 0.76 *
イライラ感 57 2.78 0.76 347 2.78 0.84 11 3.15 0.52
疲労感 57 2.91 0.86 350 2.74 0.86 11 2.64 0.99
不安感 57 3.02 0.76 350 3.03 0.78 11 2.88 0.70
抑うつ感 57 3.43 0.54 350 3.38 0.64 11 3.52 0.50
心理的ストレス反応合計 57 2.99 0.56 339 2.94 0.59 11 3.08 0.50
身体愁訴 57 3.28 0.55 350 3.21 0.51 11 3.17 0.55
職場のハラスメント 57 3.75 0.58 351 3.78 0.56 10 3.80 0.42 *
仕事満足度 57 2.72 0.86 352 2.74 0.77 11 3.00 0.63
家庭満足度 57 3.18 0.80 352 2.92 0.86 10 3.10 0.74
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト

その他
分散
分析

 

 

 

 

表11-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 86 1.95 0.68 234 2.04 0.69 29 1.70 0.65 36 2.12 0.84 60 2.13 0.74
仕事の質的負担 87 1.97 0.70 234 2.11 0.60 29 1.76 0.56 36 1.99 0.64 60 2.13 0.63
身体的負担度 88 2.10 1.09 233 2.44 1.01 29 2.45 1.18 36 3.28 0.97 60 2.20 0.95
職場での対人関係 87 2.96 0.59 230 2.68 0.65 29 2.77 0.68 36 2.81 0.56 59 2.79 0.67
職場環境 87 2.62 1.01 233 2.45 1.07 29 2.90 0.94 36 3.25 0.87 60 2.58 0.91
情緒的負担 88 2.64 0.87 234 2.69 0.74 29 2.47 0.76 36 2.69 0.81 60 2.57 0.80
役割葛藤 87 2.72 0.80 234 2.58 0.75 29 2.83 0.81 36 2.60 0.73 60 2.63 0.81
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

88 2.64 0.87 232 2.74 0.79 29 2.57 0.83 36 2.74 0.98 60 2.55 0.90

仕事の負担合計 83 2.44 0.53 223 2.47 0.45 29 2.43 0.49 36 2.69 0.51 57 2.44 0.48
仕事のコントロール 86 2.78 0.72 232 2.57 0.73 29 2.56 0.69 36 2.69 0.75 59 2.33 0.86
仕事の適性 88 3.09 0.84 233 2.73 0.79 29 2.55 0.91 36 2.69 0.98 60 2.97 0.84
技能の活用 88 3.42 0.74 235 2.94 0.87 28 3.29 0.71 36 3.14 0.76 60 2.80 0.86
仕事の意義 88 3.23 0.65 234 2.93 0.64 29 3.15 0.65 36 2.80 0.83 58 2.90 0.63
役割明確さ 88 3.27 0.53 233 2.97 0.67 29 3.26 0.69 36 3.07 0.58 60 3.09 0.51
成長の機会 85 3.04 0.70 234 2.51 0.81 29 2.71 0.77 36 2.56 0.89 60 2.43 0.79
新奇性 88 2.63 0.72 232 2.72 0.81 29 2.32 0.81 36 2.54 0.81 59 2.93 0.77
予測可能性 88 2.56 0.71 235 2.31 0.72 29 2.43 0.77 36 2.61 0.79 60 2.45 0.63
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

83 3.13 0.50 228 2.78 0.53 28 2.92 0.40 36 2.82 0.60 57 2.78 0.50

上司のサポート 87 2.59 0.83 234 2.35 0.72 28 2.69 0.80 36 2.33 0.85 59 2.19 0.71
同僚のサポート 87 2.65 0.80 233 2.55 0.66 29 2.84 0.64 36 2.69 0.59 59 2.56 0.71
家族友人のサポー
ト

87 3.29 0.73 233 3.23 0.67 29 3.33 0.55 36 3.35 0.68 58 3.25 0.74

経済・地位報酬 88 2.31 0.77 234 2.29 0.76 29 2.40 0.85 36 2.38 0.74 61 2.07 0.83
尊重報酬 88 2.68 0.63 233 2.56 0.66 29 2.67 0.70 36 2.76 0.59 61 2.55 0.69
安定報酬 88 2.39 0.76 234 2.40 0.76 28 2.69 0.75 36 2.33 0.89 61 2.21 0.80
上司のリーダーシッ
プ

88 2.30 0.69 232 2.18 0.75 27 2.30 0.83 36 2.21 0.74 60 2.02 0.82

上司の公正な態度 88 2.55 0.71 231 2.41 0.80 28 2.57 0.86 36 2.52 0.85 61 2.42 0.77
ほめてもらえる職場 88 2.46 0.75 235 2.21 0.78 29 2.55 0.88 36 2.31 0.79 61 2.40 0.73
失敗を認める職場 88 2.32 0.73 232 2.20 0.79 29 2.19 0.84 36 2.42 0.72 60 2.13 0.75
グループの有能感 87 2.68 0.70 233 2.46 0.74 29 2.64 0.90 36 2.58 0.83 60 2.27 0.86
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

87 2.48 0.53 226 2.35 0.54 24 2.57 0.63 36 2.44 0.56 58 2.31 0.52

経営層との信頼関
係

88 2.62 0.70 233 2.37 0.68 29 2.69 0.80 36 2.54 0.62 61 2.24 0.64

変化への対応 87 2.52 0.72 232 2.36 0.68 29 2.72 0.81 36 2.56 0.86 61 2.31 0.74
個人の尊重 86 2.15 0.67 232 1.98 0.67 29 2.20 0.77 36 2.24 0.76 61 1.84 0.67
公正な人事評価 87 2.16 0.74 232 2.03 0.74 29 2.31 0.87 36 2.31 0.82 60 1.99 0.75
多様な労働者への
対応

88 2.22 0.65 232 2.35 0.66 29 2.39 0.69 35 2.52 0.66 60 2.19 0.65

キャリア形成 88 2.23 0.64 233 2.09 0.72 28 2.29 0.86 36 2.28 0.84 60 1.92 0.67
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

88 2.11 0.77 232 1.91 0.74 29 1.98 0.69 36 2.19 0.75 60 1.85 0.71

手続きの公正性 87 2.32 0.67 233 2.18 0.72 29 2.33 0.87 36 2.43 0.83 61 2.15 0.70
仕事の資源（事業
場レベル）合計

86 2.29 0.54 226 2.16 0.54 28 2.38 0.62 35 2.37 0.58 58 2.05 0.52

ワーク・エンゲイジメ
ント

88 2.80 0.70 232 2.25 0.73 28 2.41 0.79 36 2.50 0.84 60 2.32 0.91

職場の一体感 88 2.78 0.71 233 2.56 0.68 29 2.63 0.73 36 2.74 0.74 61 2.50 0.60
活気 87 2.43 0.82 233 2.08 0.77 29 2.07 0.67 36 2.14 0.77 59 2.10 0.84
イライラ感 88 2.73 0.86 233 2.61 0.83 29 2.64 0.98 36 2.57 0.96 59 2.69 0.83
疲労感 88 2.73 0.94 235 2.71 0.84 29 2.85 0.70 36 2.60 0.97 60 2.51 0.91
不安感 86 2.65 0.93 234 2.79 0.73 29 2.89 0.68 36 2.46 0.81 60 2.72 0.73
抑うつ感 86 3.31 0.67 232 3.20 0.67 29 3.31 0.62 36 2.89 0.87 59 3.23 0.70
心理的ストレス反応
合計

84 2.86 0.66 229 2.77 0.57 29 2.84 0.50 36 2.59 0.75 57 2.79 0.56

身体愁訴 87 3.22 0.64 230 3.22 0.51 29 3.34 0.54 35 3.15 0.65 60 3.11 0.67
職場のハラスメント 88 3.64 0.63 232 3.54 0.69 29 3.48 0.86 36 3.58 0.74 61 3.54 0.58
仕事満足度 88 2.75 0.89 235 2.42 0.89 29 2.41 0.78 36 2.36 1.05 61 2.46 0.87
家庭満足度 88 3.14 0.90 235 3.10 0.79 29 3.00 0.89 35 3.06 0.64 61 2.95 0.90
職務の遂行 87 3.08 0.58 232 2.88 0.61 29 2.89 0.66 36 2.91 0.66 60 3.06 0.61
創造性の発揮 88 2.89 0.67 232 2.68 0.68 29 2.70 0.78 36 2.91 0.70 60 2.45 0.83
積極的な学習 87 2.72 0.72 231 2.44 0.70 29 2.69 0.67 36 2.69 0.72 60 2.38 0.76
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

建設業 製造業
電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業
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表10-2　全国調査の雇用形態別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

1項目版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 57 2.34 0.73 350 2.42 0.76 11 2.21 0.92 ***
仕事の質的負担 57 2.20 0.78 347 2.45 0.73 11 2.15 0.89 ***
身体的負担度 57 2.65 1.16 351 2.31 1.06 11 2.45 1.13 ***
職場での対人関係 56 3.04 0.60 344 3.08 0.66 11 3.27 0.59 ***
職場環境 57 2.88 1.00 352 2.86 0.97 11 2.91 1.04
情緒的負担 56 2.66 0.96 352 2.83 0.96 11 2.73 0.90 ***
役割葛藤 57 3.04 0.89 352 3.14 0.89 11 3.18 0.60 **
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 57 2.84 0.94 349 3.07 0.86 11 3.00 0.77 ***
仕事の負担合計 55 2.70 0.53 333 2.77 0.53 11 2.74 0.57 ***
仕事のコントロール 57 2.31 0.79 350 2.42 0.74 10 2.93 0.87
仕事の適性 57 3.07 0.78 352 3.04 0.74 11 3.18 0.75
技能の活用 57 2.86 0.95 348 2.78 0.89 11 2.55 1.04 ***
仕事の意義 57 2.98 0.90 352 2.95 0.80 11 3.55 0.69
役割明確さ 57 3.49 0.54 351 3.43 0.62 11 3.36 0.50
成長の機会 57 2.56 0.98 352 2.56 0.94 11 2.73 0.90
仕事の資源（作業レベル）合計 57 2.88 0.57 346 2.86 0.48 10 3.06 0.51
上司のサポート 56 2.42 0.78 346 2.31 0.76 9 2.07 0.43
同僚のサポート 57 2.84 0.66 348 2.76 0.70 10 2.40 0.73
家族友人のサポート 57 3.44 0.67 349 3.39 0.69 11 3.30 0.71
経済・地位報酬 57 2.37 0.86 351 2.30 0.98 10 1.80 0.79
尊重報酬 57 2.79 0.75 349 2.69 0.80 10 2.40 0.70
安定報酬 57 2.60 1.10 350 2.73 1.01 10 2.40 1.17 ***
上司のリーダーシップ 57 2.26 0.99 350 2.01 0.91 10 2.40 0.70 ***
上司の公正な態度 57 2.81 0.88 348 2.66 0.86 10 3.00 0.00
ほめてもらえる職場 57 2.88 0.89 351 2.54 0.92 10 2.80 0.79
失敗を認める職場 57 2.49 0.91 350 2.38 0.88 10 2.80 0.79
仕事の資源（部署レベル）合計 56 2.59 0.56 341 2.49 0.56 8 2.47 0.34 *
経営層との信頼関係 57 2.84 0.77 347 2.68 0.76 10 2.80 0.79 **
変化への対応 57 2.54 0.80 348 2.35 0.86 10 2.90 0.57
個人の尊重 57 2.26 0.86 348 2.18 0.83 10 2.90 0.57 *
公正な人事評価 57 2.21 0.82 345 1.99 0.86 10 2.10 0.88
多様な労働者への対応 57 3.05 0.67 349 2.76 0.89 10 2.30 0.95 **
キャリア形成 57 2.46 0.78 347 2.11 0.88 10 2.50 0.85 ***
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 57 2.28 1.00 350 2.25 0.88 11 2.64 0.92 *
仕事の資源（事業場レベル）合計 57 2.52 0.56 339 2.32 0.60 10 2.60 0.47 *
ワーク・エンゲイジメント 57 2.62 0.87 350 2.61 0.74 11 3.05 0.57
職場の一体感 57 2.74 0.72 352 2.84 0.77 10 3.00 0.47 *
活気 57 2.39 0.77 347 2.40 0.81 11 2.79 0.76 *
イライラ感 57 2.78 0.76 347 2.78 0.84 11 3.15 0.52
疲労感 57 2.91 0.86 350 2.74 0.86 11 2.64 0.99
不安感 57 3.02 0.76 350 3.03 0.78 11 2.88 0.70
抑うつ感 57 3.43 0.54 350 3.38 0.64 11 3.52 0.50
心理的ストレス反応合計 57 2.99 0.56 339 2.94 0.59 11 3.08 0.50
身体愁訴 57 3.28 0.55 350 3.21 0.51 11 3.17 0.55
職場のハラスメント 57 3.75 0.58 351 3.78 0.56 10 3.80 0.42 *
仕事満足度 57 2.72 0.86 352 2.74 0.77 11 3.00 0.63
家庭満足度 57 3.18 0.80 352 2.92 0.86 10 3.10 0.74
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

契約社員・嘱託
臨時・パート
・アルバイト

その他
分散
分析

 

 

 

 

表11-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 86 1.95 0.68 234 2.04 0.69 29 1.70 0.65 36 2.12 0.84 60 2.13 0.74
仕事の質的負担 87 1.97 0.70 234 2.11 0.60 29 1.76 0.56 36 1.99 0.64 60 2.13 0.63
身体的負担度 88 2.10 1.09 233 2.44 1.01 29 2.45 1.18 36 3.28 0.97 60 2.20 0.95
職場での対人関係 87 2.96 0.59 230 2.68 0.65 29 2.77 0.68 36 2.81 0.56 59 2.79 0.67
職場環境 87 2.62 1.01 233 2.45 1.07 29 2.90 0.94 36 3.25 0.87 60 2.58 0.91
情緒的負担 88 2.64 0.87 234 2.69 0.74 29 2.47 0.76 36 2.69 0.81 60 2.57 0.80
役割葛藤 87 2.72 0.80 234 2.58 0.75 29 2.83 0.81 36 2.60 0.73 60 2.63 0.81
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

88 2.64 0.87 232 2.74 0.79 29 2.57 0.83 36 2.74 0.98 60 2.55 0.90

仕事の負担合計 83 2.44 0.53 223 2.47 0.45 29 2.43 0.49 36 2.69 0.51 57 2.44 0.48
仕事のコントロール 86 2.78 0.72 232 2.57 0.73 29 2.56 0.69 36 2.69 0.75 59 2.33 0.86
仕事の適性 88 3.09 0.84 233 2.73 0.79 29 2.55 0.91 36 2.69 0.98 60 2.97 0.84
技能の活用 88 3.42 0.74 235 2.94 0.87 28 3.29 0.71 36 3.14 0.76 60 2.80 0.86
仕事の意義 88 3.23 0.65 234 2.93 0.64 29 3.15 0.65 36 2.80 0.83 58 2.90 0.63
役割明確さ 88 3.27 0.53 233 2.97 0.67 29 3.26 0.69 36 3.07 0.58 60 3.09 0.51
成長の機会 85 3.04 0.70 234 2.51 0.81 29 2.71 0.77 36 2.56 0.89 60 2.43 0.79
新奇性 88 2.63 0.72 232 2.72 0.81 29 2.32 0.81 36 2.54 0.81 59 2.93 0.77
予測可能性 88 2.56 0.71 235 2.31 0.72 29 2.43 0.77 36 2.61 0.79 60 2.45 0.63
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

83 3.13 0.50 228 2.78 0.53 28 2.92 0.40 36 2.82 0.60 57 2.78 0.50

上司のサポート 87 2.59 0.83 234 2.35 0.72 28 2.69 0.80 36 2.33 0.85 59 2.19 0.71
同僚のサポート 87 2.65 0.80 233 2.55 0.66 29 2.84 0.64 36 2.69 0.59 59 2.56 0.71
家族友人のサポー
ト

87 3.29 0.73 233 3.23 0.67 29 3.33 0.55 36 3.35 0.68 58 3.25 0.74

経済・地位報酬 88 2.31 0.77 234 2.29 0.76 29 2.40 0.85 36 2.38 0.74 61 2.07 0.83
尊重報酬 88 2.68 0.63 233 2.56 0.66 29 2.67 0.70 36 2.76 0.59 61 2.55 0.69
安定報酬 88 2.39 0.76 234 2.40 0.76 28 2.69 0.75 36 2.33 0.89 61 2.21 0.80
上司のリーダーシッ
プ

88 2.30 0.69 232 2.18 0.75 27 2.30 0.83 36 2.21 0.74 60 2.02 0.82

上司の公正な態度 88 2.55 0.71 231 2.41 0.80 28 2.57 0.86 36 2.52 0.85 61 2.42 0.77
ほめてもらえる職場 88 2.46 0.75 235 2.21 0.78 29 2.55 0.88 36 2.31 0.79 61 2.40 0.73
失敗を認める職場 88 2.32 0.73 232 2.20 0.79 29 2.19 0.84 36 2.42 0.72 60 2.13 0.75
グループの有能感 87 2.68 0.70 233 2.46 0.74 29 2.64 0.90 36 2.58 0.83 60 2.27 0.86
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

87 2.48 0.53 226 2.35 0.54 24 2.57 0.63 36 2.44 0.56 58 2.31 0.52

経営層との信頼関
係

88 2.62 0.70 233 2.37 0.68 29 2.69 0.80 36 2.54 0.62 61 2.24 0.64

変化への対応 87 2.52 0.72 232 2.36 0.68 29 2.72 0.81 36 2.56 0.86 61 2.31 0.74
個人の尊重 86 2.15 0.67 232 1.98 0.67 29 2.20 0.77 36 2.24 0.76 61 1.84 0.67
公正な人事評価 87 2.16 0.74 232 2.03 0.74 29 2.31 0.87 36 2.31 0.82 60 1.99 0.75
多様な労働者への
対応

88 2.22 0.65 232 2.35 0.66 29 2.39 0.69 35 2.52 0.66 60 2.19 0.65

キャリア形成 88 2.23 0.64 233 2.09 0.72 28 2.29 0.86 36 2.28 0.84 60 1.92 0.67
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

88 2.11 0.77 232 1.91 0.74 29 1.98 0.69 36 2.19 0.75 60 1.85 0.71

手続きの公正性 87 2.32 0.67 233 2.18 0.72 29 2.33 0.87 36 2.43 0.83 61 2.15 0.70
仕事の資源（事業
場レベル）合計

86 2.29 0.54 226 2.16 0.54 28 2.38 0.62 35 2.37 0.58 58 2.05 0.52

ワーク・エンゲイジメ
ント

88 2.80 0.70 232 2.25 0.73 28 2.41 0.79 36 2.50 0.84 60 2.32 0.91

職場の一体感 88 2.78 0.71 233 2.56 0.68 29 2.63 0.73 36 2.74 0.74 61 2.50 0.60
活気 87 2.43 0.82 233 2.08 0.77 29 2.07 0.67 36 2.14 0.77 59 2.10 0.84
イライラ感 88 2.73 0.86 233 2.61 0.83 29 2.64 0.98 36 2.57 0.96 59 2.69 0.83
疲労感 88 2.73 0.94 235 2.71 0.84 29 2.85 0.70 36 2.60 0.97 60 2.51 0.91
不安感 86 2.65 0.93 234 2.79 0.73 29 2.89 0.68 36 2.46 0.81 60 2.72 0.73
抑うつ感 86 3.31 0.67 232 3.20 0.67 29 3.31 0.62 36 2.89 0.87 59 3.23 0.70
心理的ストレス反応
合計

84 2.86 0.66 229 2.77 0.57 29 2.84 0.50 36 2.59 0.75 57 2.79 0.56

身体愁訴 87 3.22 0.64 230 3.22 0.51 29 3.34 0.54 35 3.15 0.65 60 3.11 0.67
職場のハラスメント 88 3.64 0.63 232 3.54 0.69 29 3.48 0.86 36 3.58 0.74 61 3.54 0.58
仕事満足度 88 2.75 0.89 235 2.42 0.89 29 2.41 0.78 36 2.36 1.05 61 2.46 0.87
家庭満足度 88 3.14 0.90 235 3.10 0.79 29 3.00 0.89 35 3.06 0.64 61 2.95 0.90
職務の遂行 87 3.08 0.58 232 2.88 0.61 29 2.89 0.66 36 2.91 0.66 60 3.06 0.61
創造性の発揮 88 2.89 0.67 232 2.68 0.68 29 2.70 0.78 36 2.91 0.70 60 2.45 0.83
積極的な学習 87 2.72 0.72 231 2.44 0.70 29 2.69 0.67 36 2.69 0.72 60 2.38 0.76
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

建設業 製造業
電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業
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表11-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 68 2.04 0.73 28 1.82 0.68 5 1.93 0.92 14 1.95 0.66 22 1.97 0.63
仕事の質的負担 69 2.37 0.63 28 1.67 0.48 5 1.53 0.51 14 1.81 0.47 22 2.21 0.62
身体的負担度 69 2.68 0.93 28 3.21 0.74 5 2.60 1.14 13 2.69 0.95 22 1.73 0.88
職場での対人関係 69 2.80 0.67 28 2.64 0.59 5 2.53 0.51 14 2.86 0.47 21 2.71 0.45
職場環境 69 3.00 0.97 28 3.07 0.77 5 3.60 0.55 14 2.93 0.62 22 2.68 1.13
情緒的負担 69 2.71 0.77 28 2.60 0.83 5 1.80 0.77 14 2.64 1.11 21 2.38 0.97
役割葛藤 69 2.70 0.72 28 2.51 0.64 5 2.27 0.95 14 2.86 0.62 21 2.48 0.84
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

69 2.78 0.74 28 2.29 0.85 5 2.00 1.00 14 2.86 0.79 22 2.30 0.88

仕事の負担合計 68 2.64 0.45 28 2.48 0.34 5 2.28 0.54 13 2.58 0.45 20 2.36 0.50
仕事のコントロール 68 2.81 0.63 28 2.55 0.52 5 2.67 1.18 14 2.76 0.65 22 2.79 0.69
仕事の適性 69 2.91 0.80 28 2.89 0.83 5 3.40 0.55 14 3.14 0.53 22 2.91 0.87
技能の活用 69 2.75 0.81 28 3.21 0.57 5 2.80 1.10 14 3.64 0.63 22 3.23 0.69
仕事の意義 69 2.98 0.66 28 3.11 0.74 5 3.80 0.45 14 3.36 0.51 21 2.89 0.64
役割明確さ 69 3.16 0.61 28 3.40 0.53 5 3.40 0.72 14 2.98 0.63 21 3.11 0.45
成長の機会 69 2.66 0.83 28 2.80 0.80 5 3.67 0.58 14 2.83 0.68 21 2.68 0.83
新奇性 69 2.91 0.68 28 2.70 0.70 5 2.00 0.82 14 2.40 0.59 21 2.62 0.85
予測可能性 69 2.71 0.62 28 2.55 0.75 5 2.07 0.49 14 2.33 0.63 21 2.71 0.73
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

68 2.88 0.54 28 2.99 0.44 5 3.29 0.11 14 3.12 0.41 21 2.93 0.45

上司のサポート 67 2.57 0.78 28 2.27 0.82 5 2.40 0.89 14 2.24 0.58 21 2.43 0.79
同僚のサポート 67 2.70 0.80 28 2.79 0.71 5 2.47 0.69 14 2.38 0.57 21 2.52 0.70
家族友人のサポー
ト

69 3.30 0.73 28 3.39 0.71 5 3.53 0.38 14 3.29 0.70 21 2.98 0.67

経済・地位報酬 69 2.36 0.84 28 2.66 0.94 5 2.30 0.84 14 2.46 0.87 22 1.98 0.81
尊重報酬 68 2.74 0.67 28 2.71 0.90 5 2.80 0.76 14 2.57 0.76 22 2.61 0.62
安定報酬 69 2.53 0.79 28 2.87 0.85 5 2.67 0.67 14 2.43 0.94 21 2.41 0.67
上司のリーダーシッ
プ

68 2.28 0.77 28 2.39 0.80 5 2.67 1.15 14 2.31 0.82 22 2.30 0.68

上司の公正な態度 68 2.61 0.83 28 2.43 0.84 5 2.20 1.10 14 2.52 0.69 22 2.62 0.74
ほめてもらえる職場 68 2.44 0.87 28 2.67 0.91 5 2.40 1.01 14 2.38 0.74 22 2.45 0.83
失敗を認める職場 68 2.35 0.76 28 2.41 0.86 5 3.50 0.50 14 2.43 0.62 22 2.34 0.75
グループの有能感 69 2.45 0.76 28 2.46 0.78 5 2.73 0.72 14 2.45 0.62 22 2.42 0.78
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

67 2.51 0.59 28 2.58 0.64 5 2.60 0.62 14 2.41 0.61 20 2.44 0.55

経営層との信頼関
係

69 2.47 0.80 28 2.33 0.93 5 2.60 1.09 14 2.50 0.70 22 2.38 0.68

変化への対応 68 2.45 0.77 28 2.50 0.82 5 2.47 1.12 14 2.50 0.78 22 2.55 0.70
個人の尊重 69 2.28 0.74 28 2.00 0.80 5 2.27 0.72 14 2.40 0.72 21 2.16 0.66
公正な人事評価 68 2.16 0.80 27 2.38 0.79 5 2.20 0.96 14 2.17 0.93 22 2.24 0.71
多様な労働者への
対応

69 2.54 0.73 28 2.52 0.64 5 2.27 0.55 14 2.62 0.71 22 2.32 0.73

キャリア形成 69 2.19 0.79 27 2.36 0.82 5 2.52 0.41 14 2.51 0.94 21 2.22 0.55
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

69 2.13 0.76 28 2.04 0.83 5 1.90 0.82 14 2.18 0.46 22 1.93 0.74

手続きの公正性 69 2.24 0.78 28 2.27 0.73 5 2.47 0.56 14 2.36 0.66 22 2.09 0.65
仕事の資源（事業
場レベル）合計

67 2.32 0.62 26 2.32 0.66 5 2.32 0.66 14 2.41 0.63 20 2.24 0.51

ワーク・エンゲイジメ
ント

69 2.41 0.76 28 2.41 0.84 5 2.90 0.42 14 2.68 0.61 22 2.45 0.69

職場の一体感 69 2.63 0.69 28 2.71 0.71 5 2.80 0.96 14 2.62 0.75 22 2.42 0.64
活気 67 2.34 0.78 28 2.10 0.91 5 2.07 0.83 14 1.93 0.66 22 2.21 0.70
イライラ感 69 2.77 0.90 28 2.64 0.77 5 2.40 1.14 14 2.67 0.89 22 2.45 0.91
疲労感 69 2.90 0.77 28 2.58 0.77 5 1.93 0.92 14 2.79 0.87 22 2.52 1.04
不安感 69 3.00 0.74 28 2.58 0.90 5 2.00 0.67 14 2.67 0.82 22 2.55 1.00
抑うつ感 69 3.38 0.63 28 3.07 0.73 5 2.40 0.89 14 3.31 0.63 22 2.88 0.63
心理的ストレス反応
合計

67 2.96 0.59 28 2.67 0.59 5 2.20 0.74 14 2.78 0.65 22 2.58 0.61

身体愁訴 68 3.33 0.53 28 3.40 0.41 5 2.91 0.62 14 3.37 0.59 21 3.19 0.48
職場のハラスメント 68 3.59 0.64 28 3.52 0.74 5 3.00 0.71 14 3.68 0.58 22 3.59 0.55
仕事満足度 69 2.59 0.83 28 2.50 0.92 5 2.80 0.84 14 2.64 0.93 21 2.48 0.87
家庭満足度 69 3.20 0.74 28 3.25 0.80 5 3.60 0.55 14 3.14 0.95 21 2.76 0.83
職務の遂行 68 2.97 0.60 28 2.87 0.53 5 2.53 0.38 14 2.79 0.53 22 2.95 0.64
創造性の発揮 69 2.84 0.70 28 2.69 0.75 5 2.60 0.43 14 2.90 0.62 22 2.64 0.67
積極的な学習 69 2.58 0.68 28 2.69 0.75 5 2.80 0.30 14 2.76 0.56 22 2.55 0.76

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  

 

表11-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 28 1.73 0.70 30 2.13 0.82 64 2.11 0.70 71 2.10 0.77 62 2.15 0.77
仕事の質的負担 28 1.96 0.67 31 1.94 0.67 63 2.15 0.66 71 2.05 0.71 62 2.07 0.72 ***
身体的負担度 28 2.43 0.79 31 2.10 0.94 64 2.50 1.02 71 2.75 1.05 62 2.39 1.08 ***
職場での対人関係 28 2.74 0.60 31 2.86 0.79 64 2.79 0.64 71 2.89 0.68 62 2.76 0.74
職場環境 28 2.96 0.58 31 3.00 0.86 64 2.61 1.06 71 2.75 0.95 62 2.69 1.12 ***
情緒的負担 28 2.15 0.72 31 2.45 0.93 63 2.72 0.76 71 2.72 0.78 62 2.77 0.75 *
役割葛藤 28 2.62 0.59 31 2.80 0.87 65 2.68 0.75 69 2.71 0.72 60 2.69 0.88
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

28 2.34 0.75 31 3.11 0.84 65 2.83 0.83 71 2.86 0.82 61 2.70 0.95 ***

仕事の負担合計 28 2.37 0.44 30 2.53 0.53 61 2.53 0.49 69 2.60 0.48 60 2.54 0.54 *
仕事のコントロール 28 2.63 0.78 31 2.55 0.64 64 2.60 0.64 71 2.60 0.66 62 2.63 0.77
仕事の適性 28 3.14 0.59 31 3.06 0.73 64 2.78 0.83 71 2.73 0.76 62 2.85 0.92 **
技能の活用 28 3.32 0.82 31 3.16 0.73 64 3.09 0.75 71 2.97 0.81 62 3.02 0.84 ***
仕事の意義 28 3.51 0.52 31 3.27 0.48 64 2.96 0.66 71 3.26 0.62 61 3.22 0.75 ***
役割明確さ 28 3.21 0.47 31 3.16 0.55 65 3.09 0.64 71 3.17 0.62 61 2.90 0.69 ***
成長の機会 28 3.07 0.69 31 2.82 0.68 65 2.61 0.77 71 2.74 0.72 60 2.77 0.89 ***
新奇性 28 2.39 0.75 31 2.71 0.72 65 2.76 0.71 71 2.33 0.74 61 2.86 0.85 ***
予測可能性 28 2.81 0.63 31 2.54 0.54 65 2.37 0.67 71 2.53 0.71 61 2.46 0.76 ***
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

28 3.15 0.40 31 3.00 0.40 64 2.86 0.51 71 2.91 0.43 60 2.91 0.57 ***

上司のサポート 28 2.40 0.58 31 2.39 0.77 64 2.44 0.67 71 2.35 0.62 62 2.54 0.77
同僚のサポート 28 2.87 0.76 31 2.63 0.66 64 2.55 0.63 71 2.57 0.60 62 2.60 0.81
家族友人のサポー
ト

28 3.44 0.55 31 3.42 0.53 65 3.11 0.64 71 3.29 0.68 62 3.25 0.72

経済・地位報酬 28 2.64 0.62 29 2.55 0.72 64 2.28 0.72 71 2.59 0.73 60 2.37 0.82 **
尊重報酬 28 2.93 0.35 30 2.73 0.61 64 2.67 0.59 71 2.81 0.57 60 2.63 0.78
安定報酬 28 2.52 0.62 30 2.57 0.63 64 2.54 0.71 71 2.85 0.52 60 2.37 0.84 ***
上司のリーダーシッ
プ

28 2.54 0.47 30 2.28 0.81 64 2.21 0.78 71 2.37 0.70 57 2.21 0.81

上司の公正な態度 28 2.65 0.52 30 2.64 0.82 64 2.45 0.77 71 2.65 0.71 61 2.55 0.89
ほめてもらえる職場 28 2.54 0.68 30 2.39 0.84 64 2.46 0.73 71 2.57 0.69 61 2.37 0.90
失敗を認める職場 28 2.52 0.65 30 2.40 0.84 64 2.23 0.68 71 2.27 0.65 61 2.28 0.84 *
グループの有能感 28 2.73 0.60 30 2.38 0.73 62 2.48 0.65 71 2.70 0.58 61 2.44 0.87
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

28 2.62 0.33 29 2.49 0.57 63 2.43 0.50 71 2.56 0.45 55 2.43 0.68

経営層との信頼関
係

28 2.67 0.47 30 2.53 0.79 65 2.46 0.67 71 2.60 0.66 61 2.52 0.83 *

変化への対応 28 2.64 0.56 30 2.74 0.59 64 2.46 0.61 71 2.46 0.68 61 2.48 0.79
個人の尊重 28 2.43 0.54 30 2.34 0.77 65 2.08 0.65 71 2.01 0.62 60 2.33 0.77 ***
公正な人事評価 28 2.44 0.50 29 2.23 0.77 65 2.13 0.73 71 2.13 0.72 61 2.20 0.90
多様な労働者への
対応

27 2.94 0.59 30 2.78 0.70 65 2.47 0.67 70 2.52 0.66 60 2.41 0.72 ***

キャリア形成 28 2.39 0.58 29 2.21 0.68 65 2.14 0.79 71 2.33 0.65 59 2.12 0.80 *
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

28 2.39 0.81 31 2.34 0.77 65 1.89 0.73 71 2.05 0.76 61 2.17 0.86 **

手続きの公正性 28 2.43 0.69 30 2.37 0.75 64 2.16 0.75 71 2.34 0.67 60 2.23 0.91
仕事の資源（事業
場レベル）合計

27 2.56 0.36 29 2.43 0.55 64 2.23 0.54 70 2.29 0.51 57 2.26 0.63 **

ワーク・エンゲイジメ
ント

28 2.96 0.78 31 2.61 0.72 65 2.32 0.70 71 2.55 0.67 61 2.56 0.85 ***

職場の一体感 28 2.95 0.46 30 2.64 0.71 64 2.66 0.64 71 2.79 0.71 62 2.64 0.79
活気 28 2.49 0.83 31 2.32 0.66 64 2.09 0.70 71 2.27 0.78 61 2.22 0.76 *
イライラ感 28 2.60 0.67 31 2.80 0.82 64 2.79 0.80 71 2.84 0.78 61 2.60 0.90
疲労感 28 2.52 0.82 31 2.86 0.89 64 2.84 0.79 71 2.92 0.86 61 2.56 0.93
不安感 28 2.77 0.70 31 2.75 0.80 64 2.85 0.75 71 2.89 0.80 60 2.89 0.82 *
抑うつ感 27 3.20 0.60 31 3.18 0.81 64 3.30 0.62 71 3.33 0.67 61 3.30 0.65 **
心理的ストレス反応
合計

27 2.80 0.56 31 2.85 0.66 64 2.86 0.56 71 2.93 0.61 60 2.82 0.62

身体愁訴 28 3.24 0.60 31 3.30 0.56 64 3.29 0.47 71 3.36 0.47 60 3.27 0.53
職場のハラスメント 28 3.48 0.67 30 3.45 0.67 64 3.60 0.69 71 3.54 0.66 62 3.55 0.72
仕事満足度 28 3.00 0.67 30 2.80 0.89 65 2.43 0.81 71 2.66 0.89 62 2.63 0.94 *
家庭満足度 28 3.29 0.60 31 3.23 0.76 65 2.97 0.83 71 3.25 0.77 62 3.03 0.75
職務の遂行 28 3.06 0.48 31 2.97 0.63 65 2.95 0.54 71 3.01 0.47 61 3.04 0.67
創造性の発揮 28 2.92 0.72 31 2.77 0.67 65 2.73 0.64 71 2.73 0.60 61 2.87 0.76 *
積極的な学習 28 2.86 0.77 31 2.69 0.65 65 2.49 0.60 71 2.62 0.61 61 2.57 0.87 *

その他の
サービス業

国や自治体
の機関

その他の業種
分散
分析

教育、学習支援業 医療、福祉

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  

− 286− − 287−



 

表11-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 68 2.04 0.73 28 1.82 0.68 5 1.93 0.92 14 1.95 0.66 22 1.97 0.63
仕事の質的負担 69 2.37 0.63 28 1.67 0.48 5 1.53 0.51 14 1.81 0.47 22 2.21 0.62
身体的負担度 69 2.68 0.93 28 3.21 0.74 5 2.60 1.14 13 2.69 0.95 22 1.73 0.88
職場での対人関係 69 2.80 0.67 28 2.64 0.59 5 2.53 0.51 14 2.86 0.47 21 2.71 0.45
職場環境 69 3.00 0.97 28 3.07 0.77 5 3.60 0.55 14 2.93 0.62 22 2.68 1.13
情緒的負担 69 2.71 0.77 28 2.60 0.83 5 1.80 0.77 14 2.64 1.11 21 2.38 0.97
役割葛藤 69 2.70 0.72 28 2.51 0.64 5 2.27 0.95 14 2.86 0.62 21 2.48 0.84
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

69 2.78 0.74 28 2.29 0.85 5 2.00 1.00 14 2.86 0.79 22 2.30 0.88

仕事の負担合計 68 2.64 0.45 28 2.48 0.34 5 2.28 0.54 13 2.58 0.45 20 2.36 0.50
仕事のコントロール 68 2.81 0.63 28 2.55 0.52 5 2.67 1.18 14 2.76 0.65 22 2.79 0.69
仕事の適性 69 2.91 0.80 28 2.89 0.83 5 3.40 0.55 14 3.14 0.53 22 2.91 0.87
技能の活用 69 2.75 0.81 28 3.21 0.57 5 2.80 1.10 14 3.64 0.63 22 3.23 0.69
仕事の意義 69 2.98 0.66 28 3.11 0.74 5 3.80 0.45 14 3.36 0.51 21 2.89 0.64
役割明確さ 69 3.16 0.61 28 3.40 0.53 5 3.40 0.72 14 2.98 0.63 21 3.11 0.45
成長の機会 69 2.66 0.83 28 2.80 0.80 5 3.67 0.58 14 2.83 0.68 21 2.68 0.83
新奇性 69 2.91 0.68 28 2.70 0.70 5 2.00 0.82 14 2.40 0.59 21 2.62 0.85
予測可能性 69 2.71 0.62 28 2.55 0.75 5 2.07 0.49 14 2.33 0.63 21 2.71 0.73
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

68 2.88 0.54 28 2.99 0.44 5 3.29 0.11 14 3.12 0.41 21 2.93 0.45

上司のサポート 67 2.57 0.78 28 2.27 0.82 5 2.40 0.89 14 2.24 0.58 21 2.43 0.79
同僚のサポート 67 2.70 0.80 28 2.79 0.71 5 2.47 0.69 14 2.38 0.57 21 2.52 0.70
家族友人のサポー
ト

69 3.30 0.73 28 3.39 0.71 5 3.53 0.38 14 3.29 0.70 21 2.98 0.67

経済・地位報酬 69 2.36 0.84 28 2.66 0.94 5 2.30 0.84 14 2.46 0.87 22 1.98 0.81
尊重報酬 68 2.74 0.67 28 2.71 0.90 5 2.80 0.76 14 2.57 0.76 22 2.61 0.62
安定報酬 69 2.53 0.79 28 2.87 0.85 5 2.67 0.67 14 2.43 0.94 21 2.41 0.67
上司のリーダーシッ
プ

68 2.28 0.77 28 2.39 0.80 5 2.67 1.15 14 2.31 0.82 22 2.30 0.68

上司の公正な態度 68 2.61 0.83 28 2.43 0.84 5 2.20 1.10 14 2.52 0.69 22 2.62 0.74
ほめてもらえる職場 68 2.44 0.87 28 2.67 0.91 5 2.40 1.01 14 2.38 0.74 22 2.45 0.83
失敗を認める職場 68 2.35 0.76 28 2.41 0.86 5 3.50 0.50 14 2.43 0.62 22 2.34 0.75
グループの有能感 69 2.45 0.76 28 2.46 0.78 5 2.73 0.72 14 2.45 0.62 22 2.42 0.78
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

67 2.51 0.59 28 2.58 0.64 5 2.60 0.62 14 2.41 0.61 20 2.44 0.55

経営層との信頼関
係

69 2.47 0.80 28 2.33 0.93 5 2.60 1.09 14 2.50 0.70 22 2.38 0.68

変化への対応 68 2.45 0.77 28 2.50 0.82 5 2.47 1.12 14 2.50 0.78 22 2.55 0.70
個人の尊重 69 2.28 0.74 28 2.00 0.80 5 2.27 0.72 14 2.40 0.72 21 2.16 0.66
公正な人事評価 68 2.16 0.80 27 2.38 0.79 5 2.20 0.96 14 2.17 0.93 22 2.24 0.71
多様な労働者への
対応

69 2.54 0.73 28 2.52 0.64 5 2.27 0.55 14 2.62 0.71 22 2.32 0.73

キャリア形成 69 2.19 0.79 27 2.36 0.82 5 2.52 0.41 14 2.51 0.94 21 2.22 0.55
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

69 2.13 0.76 28 2.04 0.83 5 1.90 0.82 14 2.18 0.46 22 1.93 0.74

手続きの公正性 69 2.24 0.78 28 2.27 0.73 5 2.47 0.56 14 2.36 0.66 22 2.09 0.65
仕事の資源（事業
場レベル）合計

67 2.32 0.62 26 2.32 0.66 5 2.32 0.66 14 2.41 0.63 20 2.24 0.51

ワーク・エンゲイジメ
ント

69 2.41 0.76 28 2.41 0.84 5 2.90 0.42 14 2.68 0.61 22 2.45 0.69

職場の一体感 69 2.63 0.69 28 2.71 0.71 5 2.80 0.96 14 2.62 0.75 22 2.42 0.64
活気 67 2.34 0.78 28 2.10 0.91 5 2.07 0.83 14 1.93 0.66 22 2.21 0.70
イライラ感 69 2.77 0.90 28 2.64 0.77 5 2.40 1.14 14 2.67 0.89 22 2.45 0.91
疲労感 69 2.90 0.77 28 2.58 0.77 5 1.93 0.92 14 2.79 0.87 22 2.52 1.04
不安感 69 3.00 0.74 28 2.58 0.90 5 2.00 0.67 14 2.67 0.82 22 2.55 1.00
抑うつ感 69 3.38 0.63 28 3.07 0.73 5 2.40 0.89 14 3.31 0.63 22 2.88 0.63
心理的ストレス反応
合計

67 2.96 0.59 28 2.67 0.59 5 2.20 0.74 14 2.78 0.65 22 2.58 0.61

身体愁訴 68 3.33 0.53 28 3.40 0.41 5 2.91 0.62 14 3.37 0.59 21 3.19 0.48
職場のハラスメント 68 3.59 0.64 28 3.52 0.74 5 3.00 0.71 14 3.68 0.58 22 3.59 0.55
仕事満足度 69 2.59 0.83 28 2.50 0.92 5 2.80 0.84 14 2.64 0.93 21 2.48 0.87
家庭満足度 69 3.20 0.74 28 3.25 0.80 5 3.60 0.55 14 3.14 0.95 21 2.76 0.83
職務の遂行 68 2.97 0.60 28 2.87 0.53 5 2.53 0.38 14 2.79 0.53 22 2.95 0.64
創造性の発揮 69 2.84 0.70 28 2.69 0.75 5 2.60 0.43 14 2.90 0.62 22 2.64 0.67
積極的な学習 69 2.58 0.68 28 2.69 0.75 5 2.80 0.30 14 2.76 0.56 22 2.55 0.76

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  

 

表11-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 28 1.73 0.70 30 2.13 0.82 64 2.11 0.70 71 2.10 0.77 62 2.15 0.77
仕事の質的負担 28 1.96 0.67 31 1.94 0.67 63 2.15 0.66 71 2.05 0.71 62 2.07 0.72 ***
身体的負担度 28 2.43 0.79 31 2.10 0.94 64 2.50 1.02 71 2.75 1.05 62 2.39 1.08 ***
職場での対人関係 28 2.74 0.60 31 2.86 0.79 64 2.79 0.64 71 2.89 0.68 62 2.76 0.74
職場環境 28 2.96 0.58 31 3.00 0.86 64 2.61 1.06 71 2.75 0.95 62 2.69 1.12 ***
情緒的負担 28 2.15 0.72 31 2.45 0.93 63 2.72 0.76 71 2.72 0.78 62 2.77 0.75 *
役割葛藤 28 2.62 0.59 31 2.80 0.87 65 2.68 0.75 69 2.71 0.72 60 2.69 0.88
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

28 2.34 0.75 31 3.11 0.84 65 2.83 0.83 71 2.86 0.82 61 2.70 0.95 ***

仕事の負担合計 28 2.37 0.44 30 2.53 0.53 61 2.53 0.49 69 2.60 0.48 60 2.54 0.54 *
仕事のコントロール 28 2.63 0.78 31 2.55 0.64 64 2.60 0.64 71 2.60 0.66 62 2.63 0.77
仕事の適性 28 3.14 0.59 31 3.06 0.73 64 2.78 0.83 71 2.73 0.76 62 2.85 0.92 **
技能の活用 28 3.32 0.82 31 3.16 0.73 64 3.09 0.75 71 2.97 0.81 62 3.02 0.84 ***
仕事の意義 28 3.51 0.52 31 3.27 0.48 64 2.96 0.66 71 3.26 0.62 61 3.22 0.75 ***
役割明確さ 28 3.21 0.47 31 3.16 0.55 65 3.09 0.64 71 3.17 0.62 61 2.90 0.69 ***
成長の機会 28 3.07 0.69 31 2.82 0.68 65 2.61 0.77 71 2.74 0.72 60 2.77 0.89 ***
新奇性 28 2.39 0.75 31 2.71 0.72 65 2.76 0.71 71 2.33 0.74 61 2.86 0.85 ***
予測可能性 28 2.81 0.63 31 2.54 0.54 65 2.37 0.67 71 2.53 0.71 61 2.46 0.76 ***
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

28 3.15 0.40 31 3.00 0.40 64 2.86 0.51 71 2.91 0.43 60 2.91 0.57 ***

上司のサポート 28 2.40 0.58 31 2.39 0.77 64 2.44 0.67 71 2.35 0.62 62 2.54 0.77
同僚のサポート 28 2.87 0.76 31 2.63 0.66 64 2.55 0.63 71 2.57 0.60 62 2.60 0.81
家族友人のサポー
ト

28 3.44 0.55 31 3.42 0.53 65 3.11 0.64 71 3.29 0.68 62 3.25 0.72

経済・地位報酬 28 2.64 0.62 29 2.55 0.72 64 2.28 0.72 71 2.59 0.73 60 2.37 0.82 **
尊重報酬 28 2.93 0.35 30 2.73 0.61 64 2.67 0.59 71 2.81 0.57 60 2.63 0.78
安定報酬 28 2.52 0.62 30 2.57 0.63 64 2.54 0.71 71 2.85 0.52 60 2.37 0.84 ***
上司のリーダーシッ
プ

28 2.54 0.47 30 2.28 0.81 64 2.21 0.78 71 2.37 0.70 57 2.21 0.81

上司の公正な態度 28 2.65 0.52 30 2.64 0.82 64 2.45 0.77 71 2.65 0.71 61 2.55 0.89
ほめてもらえる職場 28 2.54 0.68 30 2.39 0.84 64 2.46 0.73 71 2.57 0.69 61 2.37 0.90
失敗を認める職場 28 2.52 0.65 30 2.40 0.84 64 2.23 0.68 71 2.27 0.65 61 2.28 0.84 *
グループの有能感 28 2.73 0.60 30 2.38 0.73 62 2.48 0.65 71 2.70 0.58 61 2.44 0.87
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

28 2.62 0.33 29 2.49 0.57 63 2.43 0.50 71 2.56 0.45 55 2.43 0.68

経営層との信頼関
係

28 2.67 0.47 30 2.53 0.79 65 2.46 0.67 71 2.60 0.66 61 2.52 0.83 *

変化への対応 28 2.64 0.56 30 2.74 0.59 64 2.46 0.61 71 2.46 0.68 61 2.48 0.79
個人の尊重 28 2.43 0.54 30 2.34 0.77 65 2.08 0.65 71 2.01 0.62 60 2.33 0.77 ***
公正な人事評価 28 2.44 0.50 29 2.23 0.77 65 2.13 0.73 71 2.13 0.72 61 2.20 0.90
多様な労働者への
対応

27 2.94 0.59 30 2.78 0.70 65 2.47 0.67 70 2.52 0.66 60 2.41 0.72 ***

キャリア形成 28 2.39 0.58 29 2.21 0.68 65 2.14 0.79 71 2.33 0.65 59 2.12 0.80 *
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

28 2.39 0.81 31 2.34 0.77 65 1.89 0.73 71 2.05 0.76 61 2.17 0.86 **

手続きの公正性 28 2.43 0.69 30 2.37 0.75 64 2.16 0.75 71 2.34 0.67 60 2.23 0.91
仕事の資源（事業
場レベル）合計

27 2.56 0.36 29 2.43 0.55 64 2.23 0.54 70 2.29 0.51 57 2.26 0.63 **

ワーク・エンゲイジメ
ント

28 2.96 0.78 31 2.61 0.72 65 2.32 0.70 71 2.55 0.67 61 2.56 0.85 ***

職場の一体感 28 2.95 0.46 30 2.64 0.71 64 2.66 0.64 71 2.79 0.71 62 2.64 0.79
活気 28 2.49 0.83 31 2.32 0.66 64 2.09 0.70 71 2.27 0.78 61 2.22 0.76 *
イライラ感 28 2.60 0.67 31 2.80 0.82 64 2.79 0.80 71 2.84 0.78 61 2.60 0.90
疲労感 28 2.52 0.82 31 2.86 0.89 64 2.84 0.79 71 2.92 0.86 61 2.56 0.93
不安感 28 2.77 0.70 31 2.75 0.80 64 2.85 0.75 71 2.89 0.80 60 2.89 0.82 *
抑うつ感 27 3.20 0.60 31 3.18 0.81 64 3.30 0.62 71 3.33 0.67 61 3.30 0.65 **
心理的ストレス反応
合計

27 2.80 0.56 31 2.85 0.66 64 2.86 0.56 71 2.93 0.61 60 2.82 0.62

身体愁訴 28 3.24 0.60 31 3.30 0.56 64 3.29 0.47 71 3.36 0.47 60 3.27 0.53
職場のハラスメント 28 3.48 0.67 30 3.45 0.67 64 3.60 0.69 71 3.54 0.66 62 3.55 0.72
仕事満足度 28 3.00 0.67 30 2.80 0.89 65 2.43 0.81 71 2.66 0.89 62 2.63 0.94 *
家庭満足度 28 3.29 0.60 31 3.23 0.76 65 2.97 0.83 71 3.25 0.77 62 3.03 0.75
職務の遂行 28 3.06 0.48 31 2.97 0.63 65 2.95 0.54 71 3.01 0.47 61 3.04 0.67
創造性の発揮 28 2.92 0.72 31 2.77 0.67 65 2.73 0.64 71 2.73 0.60 61 2.87 0.76 *
積極的な学習 28 2.86 0.77 31 2.69 0.65 65 2.49 0.60 71 2.62 0.61 61 2.57 0.87 *

その他の
サービス業

国や自治体
の機関

その他の業種
分散
分析

教育、学習支援業 医療、福祉

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  

− 286− − 287−



 

表12-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 17 2.65 1.06 94 2.27 0.77 6 2.06 0.65 19 2.54 0.66 18 2.59 0.75
仕事の質的負担 17 2.78 0.97 93 2.37 0.69 6 2.50 0.59 19 2.53 0.86 18 2.72 0.60
身体的負担度 16 3.56 0.63 95 2.80 1.10 6 3.00 0.63 19 3.16 0.90 17 2.59 1.06
職場での対人関係 17 3.00 0.58 94 2.90 0.60 6 2.67 0.47 19 2.91 0.53 18 2.81 0.50
職場環境 17 3.12 0.86 95 2.42 1.07 6 2.33 1.37 19 2.68 1.06 18 2.44 0.98
情緒的負担 17 2.76 0.62 94 2.82 0.84 5 2.67 0.67 19 2.53 0.84 18 2.76 0.95
役割葛藤 17 3.08 0.52 95 2.89 0.73 6 3.11 0.89 19 2.75 0.75 18 3.00 0.70
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

17 2.74 0.83 95 2.86 0.84 6 2.67 0.26 19 2.89 0.86 18 2.89 0.98

仕事の負担合計 16 2.93 0.57 90 2.67 0.51 5 2.57 0.31 19 2.75 0.45 17 2.71 0.53
仕事のコントロール 17 2.75 0.55 93 2.51 0.75 6 2.61 0.57 19 2.49 0.87 18 2.57 0.69
仕事の適性 17 2.88 0.49 95 2.85 0.68 6 3.00 0.63 19 2.68 1.06 18 2.67 0.97
技能の活用 17 2.76 0.90 95 2.61 0.80 6 2.50 1.05 19 2.84 0.96 18 2.44 0.92
仕事の意義 17 2.88 0.53 95 2.85 0.58 6 3.00 0.67 19 2.68 0.77 18 3.02 0.89
役割明確さ 17 3.14 0.41 95 3.00 0.60 6 3.22 0.50 19 3.25 0.54 18 3.19 0.70
成長の機会 17 2.55 0.66 95 2.31 0.74 6 2.61 0.93 19 2.42 1.06 18 2.07 0.78
新奇性 17 2.71 0.73 94 3.13 0.79 6 3.00 0.70 19 2.96 0.77 18 2.70 1.00
予測可能性 17 2.71 0.51 94 2.24 0.72 6 2.50 0.98 19 2.46 0.70 18 2.39 0.93
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

17 2.83 0.39 93 2.68 0.43 6 2.82 0.59 19 2.73 0.62 18 2.66 0.50

上司のサポート 16 2.52 0.88 91 2.20 0.60 6 2.33 1.15 19 1.96 0.57 18 2.46 0.72
同僚のサポート 16 2.54 1.00 93 2.63 0.65 6 3.22 0.86 19 2.68 0.77 18 2.81 0.60
家族友人のサポー
ト

17 3.10 0.57 94 3.25 0.71 6 3.17 0.51 19 3.37 0.69 18 3.44 0.56

経済・地位報酬 17 2.26 0.85 95 2.35 0.68 6 2.58 1.02 19 2.47 0.63 18 2.42 0.81
尊重報酬 17 2.74 0.47 94 2.65 0.64 6 2.92 0.66 19 2.76 0.61 18 2.75 0.86
安定報酬 17 2.37 0.76 95 2.36 0.71 6 2.44 0.54 19 2.28 0.91 18 2.48 0.86
上司のリーダーシッ
プ

17 2.31 0.64 93 1.97 0.75 6 1.94 0.93 19 1.91 0.58 18 1.89 0.63

上司の公正な態度 17 2.75 0.58 95 2.47 0.73 6 2.56 1.03 19 2.32 0.93 18 2.48 0.71
ほめてもらえる職場 17 2.51 0.69 95 2.26 0.80 6 2.28 0.77 19 2.21 1.03 18 2.61 0.82
失敗を認める職場 17 2.26 0.62 95 1.98 0.73 6 2.08 0.58 19 2.21 0.69 17 2.32 0.71
グループの有能感 17 2.33 0.71 94 2.33 0.78 6 2.44 0.50 19 2.46 0.76 18 2.28 0.73
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

16 2.51 0.46 89 2.32 0.45 6 2.48 0.72 19 2.31 0.52 17 2.50 0.32

経営層との信頼関
係

17 2.71 0.33 94 2.47 0.67 6 2.39 1.06 19 2.42 0.82 18 2.56 0.69

変化への対応 17 2.61 0.41 94 2.37 0.72 6 2.39 0.90 19 2.40 0.75 18 2.44 0.70
個人の尊重 17 2.29 0.51 92 1.99 0.71 6 2.17 0.81 19 1.91 0.71 18 2.09 0.66
公正な人事評価 17 2.31 0.61 94 1.97 0.71 6 2.11 0.72 19 2.05 0.81 18 2.39 0.73
多様な労働者への
対応

17 2.49 0.44 94 2.45 0.69 6 2.39 0.98 19 2.77 0.67 18 2.89 0.77

キャリア形成 17 2.13 0.49 94 2.01 0.69 6 1.97 0.82 19 2.03 0.73 18 2.21 0.67
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

17 2.21 0.69 94 1.83 0.71 6 1.92 0.49 19 2.00 0.83 18 1.94 0.70

手続きの公正性 17 2.35 0.52 94 2.13 0.70 6 2.11 0.78 18 2.35 0.62 18 2.37 0.68
仕事の資源（事業
場レベル）合計

17 2.39 0.29 90 2.16 0.51 6 2.19 0.73 19 2.23 0.57 18 2.36 0.53

ワーク・エンゲイジメ
ント

17 2.38 0.74 95 2.34 0.71 6 2.33 0.68 19 2.21 0.93 18 2.56 0.68

職場の一体感 17 2.57 0.54 95 2.61 0.65 6 2.61 0.88 19 2.68 0.69 18 2.81 0.74
活気 17 2.02 0.63 95 2.03 0.76 6 1.72 0.61 19 2.12 0.80 18 2.41 0.84
イライラ感 17 2.61 0.53 94 2.55 0.82 6 2.50 0.96 19 2.67 0.82 18 2.59 0.90
疲労感 17 2.92 0.61 94 2.59 0.88 5 2.27 0.95 19 2.93 0.88 18 2.72 0.95
不安感 17 2.86 0.55 95 2.92 0.84 6 2.67 0.60 19 3.16 0.64 18 2.93 0.91
抑うつ感 17 3.09 0.44 94 3.22 0.65 5 3.13 0.46 19 3.40 0.59 18 3.30 0.72
心理的ストレス反応
合計

17 2.76 0.30 92 2.75 0.60 5 2.49 0.54 19 2.95 0.53 18 2.87 0.63

身体愁訴 17 3.07 0.49 93 3.07 0.54 6 3.20 0.36 19 3.37 0.43 18 3.07 0.78
職場のハラスメント 17 3.68 0.56 95 3.63 0.60 6 3.33 1.21 19 3.58 0.58 18 3.47 0.70
仕事満足度 17 2.47 0.80 95 2.54 0.74 6 2.50 0.55 19 2.37 1.01 18 2.50 0.99
家庭満足度 17 3.00 0.61 95 2.94 0.74 6 2.83 0.75 19 2.95 0.85 18 3.11 0.58
職務の遂行 17 2.61 0.53 94 3.02 0.50 6 3.11 0.46 19 3.14 0.39 18 3.07 0.58
創造性の発揮 17 2.51 0.69 94 2.48 0.71 6 2.67 0.87 19 2.40 0.83 18 2.74 0.86
積極的な学習 17 2.31 0.89 94 2.33 0.73 6 2.50 1.01 19 2.40 0.77 18 2.31 0.67
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

建設業 製造業
電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業

 

 

表12-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 101 2.36 0.76 49 2.07 0.76 5 2.80 1.02 4 1.92 0.42 46 2.39 0.70
仕事の質的負担 101 2.57 0.66 50 1.97 0.62 5 2.60 0.98 4 2.33 0.90 45 2.54 0.64
身体的負担度 102 2.47 0.97 50 3.30 0.81 5 3.20 0.84 4 2.75 1.26 46 1.98 0.95
職場での対人関係 101 3.03 0.68 49 2.85 0.77 5 3.00 0.71 4 2.92 0.42 44 3.02 0.77
職場環境 102 2.72 0.98 50 3.02 0.96 5 3.20 0.84 4 2.75 0.50 46 2.65 1.02
情緒的負担 102 2.79 0.80 50 2.57 0.86 5 2.73 1.06 4 2.92 0.74 46 2.83 0.80
役割葛藤 102 2.96 0.74 50 2.73 0.95 5 2.87 0.69 4 3.08 0.57 46 2.81 0.83
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

101 3.06 0.79 50 2.79 0.90 5 3.50 0.71 4 2.75 0.50 46 2.80 0.92

仕事の負担合計 98 2.73 0.54 48 2.66 0.57 5 2.99 0.55 4 2.68 0.30 43 2.63 0.53
仕事のコントロール 102 2.59 0.75 50 2.30 0.71 5 2.73 0.43 4 2.33 0.90 46 2.25 0.70
仕事の適性 102 3.13 0.70 50 2.58 0.84 5 2.60 0.55 4 2.75 0.50 46 2.85 0.82
技能の活用 101 2.83 0.91 50 3.18 0.63 5 2.80 1.10 4 3.50 0.58 46 2.72 0.86
仕事の意義 102 2.91 0.65 50 2.95 0.57 5 2.60 0.64 4 3.00 0.72 46 2.81 0.76
役割明確さ 102 3.25 0.51 50 3.24 0.46 5 3.00 0.67 4 3.00 0.38 46 3.17 0.59
成長の機会 101 2.57 0.79 50 2.77 0.70 5 2.47 0.69 4 2.67 0.90 46 2.46 0.83
新奇性 102 3.09 0.80 50 2.57 0.81 5 2.80 0.38 4 3.00 0.72 46 3.12 0.71
予測可能性 102 2.52 0.75 50 2.43 0.71 5 2.73 0.43 4 2.58 0.83 44 2.46 0.76
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

100 2.88 0.48 50 2.84 0.43 5 2.70 0.51 4 2.88 0.46 46 2.71 0.51

上司のサポート 100 2.29 0.75 50 2.17 0.83 5 2.13 0.87 4 2.67 0.98 46 2.35 0.72
同僚のサポート 101 2.76 0.71 50 2.67 0.56 5 2.27 0.43 4 3.08 0.74 46 2.77 0.70
家族友人のサポー
ト

101 3.35 0.67 48 3.37 0.73 5 2.93 1.04 4 3.75 0.50 46 3.38 0.78

経済・地位報酬 101 2.40 0.87 50 2.48 0.79 5 2.60 0.55 4 2.38 0.25 46 2.48 0.82
尊重報酬 101 2.81 0.70 50 2.72 0.71 5 2.50 0.50 3 2.83 0.76 46 2.86 0.66
安定報酬 101 2.40 0.76 50 2.54 0.80 5 2.47 0.51 4 1.83 0.69 46 2.36 0.83
上司のリーダーシッ
プ

100 2.07 0.81 50 2.29 0.83 5 1.87 0.77 4 2.08 0.69 46 1.84 0.69

上司の公正な態度 101 2.51 0.86 50 2.51 0.89 5 2.47 0.90 4 2.50 1.14 44 2.50 0.76
ほめてもらえる職場 101 2.57 0.89 50 2.43 0.85 5 2.13 0.96 4 2.50 0.33 45 2.52 0.78
失敗を認める職場 101 2.26 0.85 49 2.18 0.85 5 1.80 0.45 4 2.38 0.48 45 2.23 0.74
グループの有能感 101 2.51 0.74 50 2.33 0.75 5 2.20 0.45 4 2.17 0.88 45 2.49 0.71
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

98 2.44 0.59 49 2.44 0.58 5 2.25 0.54 3 2.60 0.42 42 2.44 0.49

経営層との信頼関
係

101 2.52 0.70 49 2.46 0.65 5 2.67 0.53 4 2.50 0.58 45 2.50 0.72

変化への対応 100 2.46 0.79 48 2.36 0.73 5 2.60 1.01 4 2.75 0.57 46 2.27 0.71
個人の尊重 101 2.18 0.78 48 1.90 0.66 5 2.13 0.38 4 2.25 0.74 46 2.04 0.72
公正な人事評価 100 2.16 0.82 49 2.34 0.82 5 2.00 0.24 4 1.92 0.69 45 2.01 0.81
多様な労働者への
対応

101 2.60 0.77 50 2.65 0.65 5 2.60 0.37 4 2.50 1.04 45 2.48 0.72

キャリア形成 100 2.16 0.86 49 2.53 0.67 5 2.12 0.81 4 1.90 0.62 45 1.92 0.77
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

101 2.17 0.76 50 2.02 0.63 5 1.40 0.55 4 2.38 0.25 46 2.18 0.85

手続きの公正性 100 2.31 0.78 49 2.13 0.61 5 2.47 0.93 4 2.25 0.69 45 2.11 0.70
仕事の資源（事業
場レベル）合計

99 2.32 0.64 47 2.31 0.54 5 2.22 0.36 4 2.31 0.57 43 2.20 0.58

ワーク・エンゲイジメ
ント

101 2.54 0.76 50 2.32 0.71 5 1.90 0.82 4 2.75 0.65 45 2.60 0.86

職場の一体感 101 2.86 0.72 50 2.57 0.69 5 2.53 0.61 4 2.50 0.84 46 2.80 0.67
活気 99 2.37 0.75 49 2.16 0.75 5 1.93 0.92 4 2.08 1.10 46 2.46 0.90
イライラ感 102 2.78 0.86 50 2.65 0.96 5 2.67 0.78 4 3.17 0.69 46 2.72 0.77
疲労感 100 2.78 0.92 50 2.53 0.98 5 3.13 0.56 4 2.50 1.04 46 2.60 0.82
不安感 101 3.16 0.77 50 2.75 0.84 5 3.33 0.41 4 2.67 0.27 45 3.07 0.70
抑うつ感 101 3.42 0.67 50 3.15 0.77 5 3.40 0.64 4 3.54 0.21 46 3.25 0.59
心理的ストレス反応
合計

98 2.99 0.61 49 2.73 0.71 5 2.98 0.45 4 2.92 0.37 45 2.89 0.56

身体愁訴 102 3.23 0.53 50 3.17 0.59 5 3.27 0.49 4 3.18 0.27 46 3.18 0.60
職場のハラスメント 101 3.69 0.60 50 3.39 0.86 5 3.50 0.50 4 3.00 1.15 46 3.64 0.63
仕事満足度 102 2.71 0.75 50 2.32 0.87 5 2.80 0.45 4 2.50 0.58 46 2.59 0.88
家庭満足度 102 2.94 0.90 50 3.12 0.87 5 2.80 1.30 4 2.50 0.58 46 2.80 0.83
職務の遂行 100 3.02 0.50 50 2.90 0.61 5 2.80 0.18 4 2.75 0.17 46 3.11 0.52
創造性の発揮 100 2.65 0.71 50 2.55 0.72 5 2.47 0.38 4 2.58 0.32 46 2.54 0.83
積極的な学習 101 2.47 0.75 50 2.55 0.70 5 2.13 0.18 4 2.58 0.50 46 2.56 0.81

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  
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表12-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 17 2.65 1.06 94 2.27 0.77 6 2.06 0.65 19 2.54 0.66 18 2.59 0.75
仕事の質的負担 17 2.78 0.97 93 2.37 0.69 6 2.50 0.59 19 2.53 0.86 18 2.72 0.60
身体的負担度 16 3.56 0.63 95 2.80 1.10 6 3.00 0.63 19 3.16 0.90 17 2.59 1.06
職場での対人関係 17 3.00 0.58 94 2.90 0.60 6 2.67 0.47 19 2.91 0.53 18 2.81 0.50
職場環境 17 3.12 0.86 95 2.42 1.07 6 2.33 1.37 19 2.68 1.06 18 2.44 0.98
情緒的負担 17 2.76 0.62 94 2.82 0.84 5 2.67 0.67 19 2.53 0.84 18 2.76 0.95
役割葛藤 17 3.08 0.52 95 2.89 0.73 6 3.11 0.89 19 2.75 0.75 18 3.00 0.70
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

17 2.74 0.83 95 2.86 0.84 6 2.67 0.26 19 2.89 0.86 18 2.89 0.98

仕事の負担合計 16 2.93 0.57 90 2.67 0.51 5 2.57 0.31 19 2.75 0.45 17 2.71 0.53
仕事のコントロール 17 2.75 0.55 93 2.51 0.75 6 2.61 0.57 19 2.49 0.87 18 2.57 0.69
仕事の適性 17 2.88 0.49 95 2.85 0.68 6 3.00 0.63 19 2.68 1.06 18 2.67 0.97
技能の活用 17 2.76 0.90 95 2.61 0.80 6 2.50 1.05 19 2.84 0.96 18 2.44 0.92
仕事の意義 17 2.88 0.53 95 2.85 0.58 6 3.00 0.67 19 2.68 0.77 18 3.02 0.89
役割明確さ 17 3.14 0.41 95 3.00 0.60 6 3.22 0.50 19 3.25 0.54 18 3.19 0.70
成長の機会 17 2.55 0.66 95 2.31 0.74 6 2.61 0.93 19 2.42 1.06 18 2.07 0.78
新奇性 17 2.71 0.73 94 3.13 0.79 6 3.00 0.70 19 2.96 0.77 18 2.70 1.00
予測可能性 17 2.71 0.51 94 2.24 0.72 6 2.50 0.98 19 2.46 0.70 18 2.39 0.93
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

17 2.83 0.39 93 2.68 0.43 6 2.82 0.59 19 2.73 0.62 18 2.66 0.50

上司のサポート 16 2.52 0.88 91 2.20 0.60 6 2.33 1.15 19 1.96 0.57 18 2.46 0.72
同僚のサポート 16 2.54 1.00 93 2.63 0.65 6 3.22 0.86 19 2.68 0.77 18 2.81 0.60
家族友人のサポー
ト

17 3.10 0.57 94 3.25 0.71 6 3.17 0.51 19 3.37 0.69 18 3.44 0.56

経済・地位報酬 17 2.26 0.85 95 2.35 0.68 6 2.58 1.02 19 2.47 0.63 18 2.42 0.81
尊重報酬 17 2.74 0.47 94 2.65 0.64 6 2.92 0.66 19 2.76 0.61 18 2.75 0.86
安定報酬 17 2.37 0.76 95 2.36 0.71 6 2.44 0.54 19 2.28 0.91 18 2.48 0.86
上司のリーダーシッ
プ

17 2.31 0.64 93 1.97 0.75 6 1.94 0.93 19 1.91 0.58 18 1.89 0.63

上司の公正な態度 17 2.75 0.58 95 2.47 0.73 6 2.56 1.03 19 2.32 0.93 18 2.48 0.71
ほめてもらえる職場 17 2.51 0.69 95 2.26 0.80 6 2.28 0.77 19 2.21 1.03 18 2.61 0.82
失敗を認める職場 17 2.26 0.62 95 1.98 0.73 6 2.08 0.58 19 2.21 0.69 17 2.32 0.71
グループの有能感 17 2.33 0.71 94 2.33 0.78 6 2.44 0.50 19 2.46 0.76 18 2.28 0.73
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

16 2.51 0.46 89 2.32 0.45 6 2.48 0.72 19 2.31 0.52 17 2.50 0.32

経営層との信頼関
係

17 2.71 0.33 94 2.47 0.67 6 2.39 1.06 19 2.42 0.82 18 2.56 0.69

変化への対応 17 2.61 0.41 94 2.37 0.72 6 2.39 0.90 19 2.40 0.75 18 2.44 0.70
個人の尊重 17 2.29 0.51 92 1.99 0.71 6 2.17 0.81 19 1.91 0.71 18 2.09 0.66
公正な人事評価 17 2.31 0.61 94 1.97 0.71 6 2.11 0.72 19 2.05 0.81 18 2.39 0.73
多様な労働者への
対応

17 2.49 0.44 94 2.45 0.69 6 2.39 0.98 19 2.77 0.67 18 2.89 0.77

キャリア形成 17 2.13 0.49 94 2.01 0.69 6 1.97 0.82 19 2.03 0.73 18 2.21 0.67
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

17 2.21 0.69 94 1.83 0.71 6 1.92 0.49 19 2.00 0.83 18 1.94 0.70

手続きの公正性 17 2.35 0.52 94 2.13 0.70 6 2.11 0.78 18 2.35 0.62 18 2.37 0.68
仕事の資源（事業
場レベル）合計

17 2.39 0.29 90 2.16 0.51 6 2.19 0.73 19 2.23 0.57 18 2.36 0.53

ワーク・エンゲイジメ
ント

17 2.38 0.74 95 2.34 0.71 6 2.33 0.68 19 2.21 0.93 18 2.56 0.68

職場の一体感 17 2.57 0.54 95 2.61 0.65 6 2.61 0.88 19 2.68 0.69 18 2.81 0.74
活気 17 2.02 0.63 95 2.03 0.76 6 1.72 0.61 19 2.12 0.80 18 2.41 0.84
イライラ感 17 2.61 0.53 94 2.55 0.82 6 2.50 0.96 19 2.67 0.82 18 2.59 0.90
疲労感 17 2.92 0.61 94 2.59 0.88 5 2.27 0.95 19 2.93 0.88 18 2.72 0.95
不安感 17 2.86 0.55 95 2.92 0.84 6 2.67 0.60 19 3.16 0.64 18 2.93 0.91
抑うつ感 17 3.09 0.44 94 3.22 0.65 5 3.13 0.46 19 3.40 0.59 18 3.30 0.72
心理的ストレス反応
合計

17 2.76 0.30 92 2.75 0.60 5 2.49 0.54 19 2.95 0.53 18 2.87 0.63

身体愁訴 17 3.07 0.49 93 3.07 0.54 6 3.20 0.36 19 3.37 0.43 18 3.07 0.78
職場のハラスメント 17 3.68 0.56 95 3.63 0.60 6 3.33 1.21 19 3.58 0.58 18 3.47 0.70
仕事満足度 17 2.47 0.80 95 2.54 0.74 6 2.50 0.55 19 2.37 1.01 18 2.50 0.99
家庭満足度 17 3.00 0.61 95 2.94 0.74 6 2.83 0.75 19 2.95 0.85 18 3.11 0.58
職務の遂行 17 2.61 0.53 94 3.02 0.50 6 3.11 0.46 19 3.14 0.39 18 3.07 0.58
創造性の発揮 17 2.51 0.69 94 2.48 0.71 6 2.67 0.87 19 2.40 0.83 18 2.74 0.86
積極的な学習 17 2.31 0.89 94 2.33 0.73 6 2.50 1.01 19 2.40 0.77 18 2.31 0.67
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

建設業 製造業
電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業

 

 

表12-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 101 2.36 0.76 49 2.07 0.76 5 2.80 1.02 4 1.92 0.42 46 2.39 0.70
仕事の質的負担 101 2.57 0.66 50 1.97 0.62 5 2.60 0.98 4 2.33 0.90 45 2.54 0.64
身体的負担度 102 2.47 0.97 50 3.30 0.81 5 3.20 0.84 4 2.75 1.26 46 1.98 0.95
職場での対人関係 101 3.03 0.68 49 2.85 0.77 5 3.00 0.71 4 2.92 0.42 44 3.02 0.77
職場環境 102 2.72 0.98 50 3.02 0.96 5 3.20 0.84 4 2.75 0.50 46 2.65 1.02
情緒的負担 102 2.79 0.80 50 2.57 0.86 5 2.73 1.06 4 2.92 0.74 46 2.83 0.80
役割葛藤 102 2.96 0.74 50 2.73 0.95 5 2.87 0.69 4 3.08 0.57 46 2.81 0.83
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

101 3.06 0.79 50 2.79 0.90 5 3.50 0.71 4 2.75 0.50 46 2.80 0.92

仕事の負担合計 98 2.73 0.54 48 2.66 0.57 5 2.99 0.55 4 2.68 0.30 43 2.63 0.53
仕事のコントロール 102 2.59 0.75 50 2.30 0.71 5 2.73 0.43 4 2.33 0.90 46 2.25 0.70
仕事の適性 102 3.13 0.70 50 2.58 0.84 5 2.60 0.55 4 2.75 0.50 46 2.85 0.82
技能の活用 101 2.83 0.91 50 3.18 0.63 5 2.80 1.10 4 3.50 0.58 46 2.72 0.86
仕事の意義 102 2.91 0.65 50 2.95 0.57 5 2.60 0.64 4 3.00 0.72 46 2.81 0.76
役割明確さ 102 3.25 0.51 50 3.24 0.46 5 3.00 0.67 4 3.00 0.38 46 3.17 0.59
成長の機会 101 2.57 0.79 50 2.77 0.70 5 2.47 0.69 4 2.67 0.90 46 2.46 0.83
新奇性 102 3.09 0.80 50 2.57 0.81 5 2.80 0.38 4 3.00 0.72 46 3.12 0.71
予測可能性 102 2.52 0.75 50 2.43 0.71 5 2.73 0.43 4 2.58 0.83 44 2.46 0.76
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

100 2.88 0.48 50 2.84 0.43 5 2.70 0.51 4 2.88 0.46 46 2.71 0.51

上司のサポート 100 2.29 0.75 50 2.17 0.83 5 2.13 0.87 4 2.67 0.98 46 2.35 0.72
同僚のサポート 101 2.76 0.71 50 2.67 0.56 5 2.27 0.43 4 3.08 0.74 46 2.77 0.70
家族友人のサポー
ト

101 3.35 0.67 48 3.37 0.73 5 2.93 1.04 4 3.75 0.50 46 3.38 0.78

経済・地位報酬 101 2.40 0.87 50 2.48 0.79 5 2.60 0.55 4 2.38 0.25 46 2.48 0.82
尊重報酬 101 2.81 0.70 50 2.72 0.71 5 2.50 0.50 3 2.83 0.76 46 2.86 0.66
安定報酬 101 2.40 0.76 50 2.54 0.80 5 2.47 0.51 4 1.83 0.69 46 2.36 0.83
上司のリーダーシッ
プ

100 2.07 0.81 50 2.29 0.83 5 1.87 0.77 4 2.08 0.69 46 1.84 0.69

上司の公正な態度 101 2.51 0.86 50 2.51 0.89 5 2.47 0.90 4 2.50 1.14 44 2.50 0.76
ほめてもらえる職場 101 2.57 0.89 50 2.43 0.85 5 2.13 0.96 4 2.50 0.33 45 2.52 0.78
失敗を認める職場 101 2.26 0.85 49 2.18 0.85 5 1.80 0.45 4 2.38 0.48 45 2.23 0.74
グループの有能感 101 2.51 0.74 50 2.33 0.75 5 2.20 0.45 4 2.17 0.88 45 2.49 0.71
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

98 2.44 0.59 49 2.44 0.58 5 2.25 0.54 3 2.60 0.42 42 2.44 0.49

経営層との信頼関
係

101 2.52 0.70 49 2.46 0.65 5 2.67 0.53 4 2.50 0.58 45 2.50 0.72

変化への対応 100 2.46 0.79 48 2.36 0.73 5 2.60 1.01 4 2.75 0.57 46 2.27 0.71
個人の尊重 101 2.18 0.78 48 1.90 0.66 5 2.13 0.38 4 2.25 0.74 46 2.04 0.72
公正な人事評価 100 2.16 0.82 49 2.34 0.82 5 2.00 0.24 4 1.92 0.69 45 2.01 0.81
多様な労働者への
対応

101 2.60 0.77 50 2.65 0.65 5 2.60 0.37 4 2.50 1.04 45 2.48 0.72

キャリア形成 100 2.16 0.86 49 2.53 0.67 5 2.12 0.81 4 1.90 0.62 45 1.92 0.77
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

101 2.17 0.76 50 2.02 0.63 5 1.40 0.55 4 2.38 0.25 46 2.18 0.85

手続きの公正性 100 2.31 0.78 49 2.13 0.61 5 2.47 0.93 4 2.25 0.69 45 2.11 0.70
仕事の資源（事業
場レベル）合計

99 2.32 0.64 47 2.31 0.54 5 2.22 0.36 4 2.31 0.57 43 2.20 0.58

ワーク・エンゲイジメ
ント

101 2.54 0.76 50 2.32 0.71 5 1.90 0.82 4 2.75 0.65 45 2.60 0.86

職場の一体感 101 2.86 0.72 50 2.57 0.69 5 2.53 0.61 4 2.50 0.84 46 2.80 0.67
活気 99 2.37 0.75 49 2.16 0.75 5 1.93 0.92 4 2.08 1.10 46 2.46 0.90
イライラ感 102 2.78 0.86 50 2.65 0.96 5 2.67 0.78 4 3.17 0.69 46 2.72 0.77
疲労感 100 2.78 0.92 50 2.53 0.98 5 3.13 0.56 4 2.50 1.04 46 2.60 0.82
不安感 101 3.16 0.77 50 2.75 0.84 5 3.33 0.41 4 2.67 0.27 45 3.07 0.70
抑うつ感 101 3.42 0.67 50 3.15 0.77 5 3.40 0.64 4 3.54 0.21 46 3.25 0.59
心理的ストレス反応
合計

98 2.99 0.61 49 2.73 0.71 5 2.98 0.45 4 2.92 0.37 45 2.89 0.56

身体愁訴 102 3.23 0.53 50 3.17 0.59 5 3.27 0.49 4 3.18 0.27 46 3.18 0.60
職場のハラスメント 101 3.69 0.60 50 3.39 0.86 5 3.50 0.50 4 3.00 1.15 46 3.64 0.63
仕事満足度 102 2.71 0.75 50 2.32 0.87 5 2.80 0.45 4 2.50 0.58 46 2.59 0.88
家庭満足度 102 2.94 0.90 50 3.12 0.87 5 2.80 1.30 4 2.50 0.58 46 2.80 0.83
職務の遂行 100 3.02 0.50 50 2.90 0.61 5 2.80 0.18 4 2.75 0.17 46 3.11 0.52
創造性の発揮 100 2.65 0.71 50 2.55 0.72 5 2.47 0.38 4 2.58 0.32 46 2.54 0.83
積極的な学習 101 2.47 0.75 50 2.55 0.70 5 2.13 0.18 4 2.58 0.50 46 2.56 0.81

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  
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表12-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 43 1.97 0.83 192 1.97 0.69 95 2.45 0.77 33 2.42 0.91 59 2.53 0.85 ***
仕事の質的負担 43 1.83 0.57 191 1.79 0.57 92 2.54 0.78 33 2.37 0.82 59 2.59 0.80 ***
身体的負担度 43 2.12 1.03 193 1.97 1.02 95 2.63 1.05 33 3.15 1.09 59 2.81 1.21 ***
職場での対人関係 41 3.17 0.62 193 2.98 0.60 94 3.07 0.69 33 3.16 0.72 56 2.99 0.72
職場環境 43 3.00 0.82 193 3.05 0.84 95 3.08 0.91 33 2.94 0.97 59 2.90 0.96 ***
情緒的負担 43 2.54 0.87 192 2.33 0.81 95 2.84 0.82 33 2.84 0.85 59 2.84 0.86 ***
役割葛藤 43 2.95 0.72 192 2.79 0.77 95 3.07 0.74 33 3.07 0.70 59 3.18 0.69 *
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

43 2.64 0.90 191 2.75 0.87 95 2.98 0.92 33 2.79 0.94 59 2.93 0.85

仕事の負担合計 41 2.54 0.52 186 2.45 0.46 91 2.82 0.53 33 2.84 0.57 56 2.82 0.58 ***
仕事のコントロール 43 2.53 0.78 191 2.25 0.70 94 2.46 0.79 33 2.49 0.71 59 2.63 0.77 **
仕事の適性 43 3.30 0.60 193 3.07 0.70 95 3.12 0.81 33 2.73 0.88 59 3.10 0.80 ***
技能の活用 43 3.44 0.73 193 3.33 0.70 94 2.77 0.94 33 2.88 0.82 57 2.56 0.96 ***
仕事の意義 43 3.57 0.46 193 3.50 0.54 95 3.11 0.67 33 3.12 0.62 59 3.01 0.66 ***
役割明確さ 43 3.32 0.60 193 3.28 0.53 95 3.28 0.53 33 3.21 0.57 58 3.30 0.59 *
成長の機会 42 3.20 0.67 193 2.97 0.73 94 2.58 0.74 33 2.57 0.86 57 2.71 0.93 ***
新奇性 43 2.71 0.86 191 2.72 0.72 95 2.96 0.75 33 2.76 0.87 58 2.83 0.88 ***
予測可能性 43 2.63 0.80 193 2.36 0.69 94 2.41 0.79 33 2.83 0.70 59 2.67 0.79 **
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

42 3.23 0.40 191 3.07 0.40 93 2.89 0.44 33 2.83 0.43 55 2.88 0.51 ***

上司のサポート 43 2.47 0.75 193 2.38 0.73 92 2.41 0.87 33 2.30 0.83 58 2.30 0.82
同僚のサポート 43 2.86 0.61 192 2.81 0.68 92 2.83 0.73 33 2.70 0.71 59 2.63 0.80
家族友人のサポー
ト

43 3.35 0.59 192 3.44 0.65 94 3.38 0.67 33 3.46 0.74 59 3.39 0.62

経済・地位報酬 43 2.55 0.74 191 2.52 0.76 95 2.55 0.82 33 2.59 0.82 59 2.43 0.78
尊重報酬 43 2.98 0.65 192 2.84 0.63 94 2.84 0.66 32 2.64 0.71 58 2.78 0.77
安定報酬 42 2.45 0.72 192 2.60 0.69 95 2.42 0.70 33 2.22 0.76 58 2.44 0.66
上司のリーダーシッ
プ

42 2.28 0.81 192 2.22 0.79 93 2.09 0.82 33 2.25 0.65 56 2.08 0.69

上司の公正な態度 43 2.74 0.76 192 2.66 0.81 93 2.59 0.89 33 2.81 0.69 58 2.72 0.85
ほめてもらえる職場 43 2.59 0.85 191 2.41 0.85 95 2.49 0.93 33 2.75 0.88 59 2.51 0.82
失敗を認める職場 43 2.45 0.76 192 2.23 0.75 95 2.36 0.88 33 2.23 0.84 59 2.44 0.82
グループの有能感 43 2.71 0.64 191 2.49 0.68 95 2.53 0.79 33 2.66 0.61 59 2.55 0.83
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

41 2.59 0.49 189 2.52 0.50 89 2.53 0.58 32 2.51 0.55 55 2.47 0.53

経営層との信頼関
係

43 2.84 0.64 191 2.61 0.69 92 2.69 0.68 33 2.77 0.71 58 2.63 0.77

変化への対応 43 2.54 0.63 192 2.56 0.68 94 2.51 0.78 33 2.77 0.75 57 2.51 0.82
個人の尊重 42 2.48 0.75 189 2.19 0.73 94 2.13 0.73 33 2.06 0.66 58 2.16 0.79
公正な人事評価 42 2.20 0.75 189 2.16 0.78 93 2.22 0.77 32 2.17 0.80 57 2.13 0.84
多様な労働者への
対応

42 2.87 0.59 191 2.65 0.67 94 2.68 0.66 32 2.85 0.85 58 2.55 0.76

キャリア形成 43 2.38 0.65 192 2.34 0.72 92 2.19 0.69 33 2.22 0.71 58 2.14 0.82 **
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

43 2.41 0.79 192 2.29 0.79 95 2.34 0.82 33 2.33 0.85 58 2.14 0.82 ***

手続きの公正性 43 2.32 0.65 190 2.40 0.71 95 2.29 0.70 32 2.45 0.86 55 2.26 0.86
仕事の資源（事業
場レベル）合計

42 2.52 0.44 185 2.40 0.55 90 2.40 0.55 31 2.44 0.49 55 2.32 0.64

ワーク・エンゲイジメ
ント

43 2.94 0.66 192 2.79 0.69 95 2.62 0.79 33 2.64 0.73 59 2.53 0.76 ***

職場の一体感 43 3.08 0.51 192 2.99 0.58 95 2.92 0.73 33 3.02 0.57 59 2.80 0.77 ***
活気 43 2.72 0.78 191 2.36 0.77 94 2.48 0.80 33 2.24 0.74 59 2.39 0.84 ***
イライラ感 42 3.06 0.77 190 2.62 0.85 92 2.81 0.89 33 3.11 0.73 59 2.75 0.88 *
疲労感 43 2.65 0.93 192 2.51 0.84 95 2.81 0.91 33 2.91 0.83 59 2.90 0.91 *
不安感 43 2.89 0.81 193 2.83 0.78 95 3.05 0.88 33 3.11 0.75 59 3.08 0.84 *
抑うつ感 43 3.42 0.52 192 3.31 0.60 95 3.41 0.68 33 3.43 0.71 59 3.31 0.71
心理的ストレス反応
合計

42 3.02 0.56 186 2.83 0.57 91 2.99 0.67 33 3.04 0.57 59 2.96 0.66

身体愁訴 43 3.25 0.46 189 3.16 0.47 93 3.25 0.50 33 3.28 0.61 58 3.15 0.60
職場のハラスメント 43 3.67 0.52 192 3.57 0.63 95 3.63 0.71 33 3.77 0.42 59 3.49 0.82
仕事満足度 43 2.98 0.74 193 2.71 0.80 95 2.74 0.83 33 2.76 0.75 59 2.73 0.81 *
家庭満足度 42 3.02 0.72 193 3.11 0.83 95 3.06 0.85 33 3.00 0.75 59 2.95 0.80
職務の遂行 42 2.95 0.53 192 2.99 0.53 94 3.04 0.54 32 2.98 0.61 59 2.99 0.56
創造性の発揮 43 2.84 0.58 191 2.62 0.73 94 2.64 0.76 33 2.48 0.75 58 2.48 0.78
積極的な学習 43 2.84 0.67 192 2.61 0.70 94 2.57 0.72 33 2.52 0.69 59 2.52 0.71 *

その他の
サービス業

国や自治体
の機関

その他の業種
分散
分析

教育、学習支援業 医療、福祉

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  

 

 

 

表13-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 86 1.95 0.68 234 2.04 0.69 29 1.70 0.65 36 2.12 0.84 60 2.13 0.74
仕事の質的負担 87 1.97 0.70 234 2.11 0.60 29 1.76 0.56 36 1.99 0.64 60 2.13 0.63
身体的負担度 88 2.10 1.09 233 2.44 1.01 29 2.45 1.18 36 3.28 0.97 60 2.20 0.95
職場での対人関係 87 2.96 0.59 230 2.68 0.65 29 2.77 0.68 36 2.81 0.56 59 2.79 0.67
職場環境 87 2.62 1.01 233 2.45 1.07 29 2.90 0.94 36 3.25 0.87 60 2.58 0.91
情緒的負担 88 2.70 0.98 234 2.73 0.87 29 2.48 0.83 36 2.64 0.96 60 2.60 0.91
役割葛藤 88 2.76 0.92 235 2.64 0.93 29 3.00 0.96 36 2.81 0.92 60 2.77 0.98
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

88 2.67 0.93 232 2.78 0.81 29 2.76 0.91 36 2.72 1.00 61 2.64 0.93

仕事の負担合計 83 2.46 0.54 223 2.49 0.45 29 2.48 0.48 36 2.70 0.53 57 2.47 0.50
仕事のコントロール 86 2.78 0.72 232 2.57 0.73 29 2.56 0.69 36 2.69 0.75 59 2.33 0.86
仕事の適性 88 3.09 0.84 233 2.73 0.79 29 2.55 0.91 36 2.69 0.98 60 2.97 0.84
技能の活用 88 3.42 0.74 235 2.94 0.87 28 3.29 0.71 36 3.14 0.76 60 2.80 0.86
仕事の意義 88 3.06 0.82 234 2.62 0.87 29 2.55 0.99 36 2.67 1.04 60 2.55 0.95
役割明確さ 88 3.51 0.61 235 3.26 0.71 29 3.38 0.73 36 3.31 0.58 60 3.47 0.50
成長の機会 88 2.92 0.85 235 2.42 0.94 29 2.52 0.87 36 2.53 1.00 60 2.32 0.93
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

86 3.13 0.53 230 2.76 0.57 28 2.81 0.46 36 2.84 0.61 58 2.76 0.56

上司のサポート 87 2.59 0.83 234 2.35 0.72 28 2.69 0.80 36 2.33 0.85 59 2.19 0.71
同僚のサポート 87 2.65 0.80 233 2.55 0.66 29 2.84 0.64 36 2.69 0.59 59 2.56 0.71
家族友人のサポー
ト

87 3.29 0.73 233 3.23 0.67 29 3.33 0.55 36 3.35 0.68 58 3.25 0.74

経済・地位報酬 88 2.02 0.93 234 2.17 0.90 29 2.34 1.08 36 2.19 0.89 61 1.92 0.97
尊重報酬 88 2.55 0.77 234 2.41 0.83 29 2.48 0.91 36 2.53 0.84 61 2.38 0.78
安定報酬 88 2.49 0.98 234 2.78 1.00 29 3.03 1.12 36 2.58 1.11 61 2.43 1.06
上司のリーダーシッ
プ

88 2.45 0.87 234 2.20 0.89 29 2.45 0.91 36 2.25 0.84 61 2.03 0.93

上司の公正な態度 88 2.68 0.74 235 2.52 0.89 29 2.55 0.95 36 2.50 0.91 61 2.59 0.82
ほめてもらえる職場 88 2.69 0.88 235 2.34 0.90 29 2.72 0.96 36 2.47 0.88 61 2.51 0.83
失敗を認める職場 88 2.49 0.76 233 2.38 0.88 29 2.28 0.92 36 2.67 0.83 60 2.28 0.88
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

87 2.51 0.57 228 2.41 0.57 28 2.62 0.63 36 2.47 0.59 59 2.33 0.55

経営層との信頼関
係

88 2.68 0.78 234 2.46 0.77 29 2.55 1.02 36 2.53 0.74 61 2.25 0.79

変化への対応 87 2.44 0.87 234 2.23 0.86 29 2.48 0.95 36 2.47 0.94 61 2.21 0.84
個人の尊重 87 2.10 0.76 233 1.95 0.78 29 2.21 0.82 36 2.25 0.91 61 1.84 0.78
公正な人事評価 87 2.10 0.79 234 1.90 0.82 29 2.17 0.97 36 2.22 0.87 61 1.92 0.86
多様な労働者への
対応

88 2.60 0.92 232 2.58 0.88 29 2.41 0.98 36 2.64 0.96 61 2.43 0.81

キャリア形成 88 2.24 0.76 233 2.05 0.86 29 2.31 0.93 36 2.31 1.06 61 1.85 0.73
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

88 2.05 0.83 232 1.87 0.80 29 1.90 0.72 36 2.17 0.81 60 1.85 0.78

仕事の資源（事業
場レベル）合計

87 2.31 0.57 229 2.15 0.59 29 2.29 0.71 36 2.37 0.64 60 2.06 0.55

ワーク・エンゲイジメ
ント

88 2.80 0.70 232 2.25 0.73 28 2.41 0.79 36 2.50 0.84 60 2.32 0.91

職場の一体感 88 2.69 0.75 233 2.51 0.79 29 2.55 0.83 36 2.58 0.91 61 2.39 0.71
活気 87 2.43 0.82 233 2.08 0.77 29 2.07 0.67 36 2.14 0.77 59 2.10 0.84
イライラ感 88 2.73 0.86 233 2.61 0.83 29 2.64 0.98 36 2.57 0.96 59 2.69 0.83
疲労感 88 2.73 0.94 235 2.71 0.84 29 2.85 0.70 36 2.60 0.97 60 2.51 0.91
不安感 86 2.65 0.93 234 2.79 0.73 29 2.89 0.68 36 2.46 0.81 60 2.72 0.73
抑うつ感 86 3.31 0.67 232 3.20 0.67 29 3.31 0.62 36 2.89 0.87 59 3.23 0.70
心理的ストレス反応
合計

84 2.86 0.66 229 2.77 0.57 29 2.84 0.50 36 2.59 0.75 57 2.79 0.56

身体愁訴 87 3.22 0.64 230 3.22 0.51 29 3.34 0.54 35 3.15 0.65 60 3.11 0.67
職場のハラスメント 88 3.78 0.56 233 3.67 0.66 29 3.69 0.81 36 3.61 0.77 61 3.70 0.53
仕事満足度 88 2.75 0.89 235 2.42 0.89 29 2.41 0.78 36 2.36 1.05 61 2.46 0.87
家庭満足度 88 3.14 0.90 235 3.10 0.79 29 3.00 0.89 35 3.06 0.64 61 2.95 0.90
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業建設業 製造業
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表12-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（標準版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 43 1.97 0.83 192 1.97 0.69 95 2.45 0.77 33 2.42 0.91 59 2.53 0.85 ***
仕事の質的負担 43 1.83 0.57 191 1.79 0.57 92 2.54 0.78 33 2.37 0.82 59 2.59 0.80 ***
身体的負担度 43 2.12 1.03 193 1.97 1.02 95 2.63 1.05 33 3.15 1.09 59 2.81 1.21 ***
職場での対人関係 41 3.17 0.62 193 2.98 0.60 94 3.07 0.69 33 3.16 0.72 56 2.99 0.72
職場環境 43 3.00 0.82 193 3.05 0.84 95 3.08 0.91 33 2.94 0.97 59 2.90 0.96 ***
情緒的負担 43 2.54 0.87 192 2.33 0.81 95 2.84 0.82 33 2.84 0.85 59 2.84 0.86 ***
役割葛藤 43 2.95 0.72 192 2.79 0.77 95 3.07 0.74 33 3.07 0.70 59 3.18 0.69 *
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

43 2.64 0.90 191 2.75 0.87 95 2.98 0.92 33 2.79 0.94 59 2.93 0.85

仕事の負担合計 41 2.54 0.52 186 2.45 0.46 91 2.82 0.53 33 2.84 0.57 56 2.82 0.58 ***
仕事のコントロール 43 2.53 0.78 191 2.25 0.70 94 2.46 0.79 33 2.49 0.71 59 2.63 0.77 **
仕事の適性 43 3.30 0.60 193 3.07 0.70 95 3.12 0.81 33 2.73 0.88 59 3.10 0.80 ***
技能の活用 43 3.44 0.73 193 3.33 0.70 94 2.77 0.94 33 2.88 0.82 57 2.56 0.96 ***
仕事の意義 43 3.57 0.46 193 3.50 0.54 95 3.11 0.67 33 3.12 0.62 59 3.01 0.66 ***
役割明確さ 43 3.32 0.60 193 3.28 0.53 95 3.28 0.53 33 3.21 0.57 58 3.30 0.59 *
成長の機会 42 3.20 0.67 193 2.97 0.73 94 2.58 0.74 33 2.57 0.86 57 2.71 0.93 ***
新奇性 43 2.71 0.86 191 2.72 0.72 95 2.96 0.75 33 2.76 0.87 58 2.83 0.88 ***
予測可能性 43 2.63 0.80 193 2.36 0.69 94 2.41 0.79 33 2.83 0.70 59 2.67 0.79 **
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

42 3.23 0.40 191 3.07 0.40 93 2.89 0.44 33 2.83 0.43 55 2.88 0.51 ***

上司のサポート 43 2.47 0.75 193 2.38 0.73 92 2.41 0.87 33 2.30 0.83 58 2.30 0.82
同僚のサポート 43 2.86 0.61 192 2.81 0.68 92 2.83 0.73 33 2.70 0.71 59 2.63 0.80
家族友人のサポー
ト

43 3.35 0.59 192 3.44 0.65 94 3.38 0.67 33 3.46 0.74 59 3.39 0.62

経済・地位報酬 43 2.55 0.74 191 2.52 0.76 95 2.55 0.82 33 2.59 0.82 59 2.43 0.78
尊重報酬 43 2.98 0.65 192 2.84 0.63 94 2.84 0.66 32 2.64 0.71 58 2.78 0.77
安定報酬 42 2.45 0.72 192 2.60 0.69 95 2.42 0.70 33 2.22 0.76 58 2.44 0.66
上司のリーダーシッ
プ

42 2.28 0.81 192 2.22 0.79 93 2.09 0.82 33 2.25 0.65 56 2.08 0.69

上司の公正な態度 43 2.74 0.76 192 2.66 0.81 93 2.59 0.89 33 2.81 0.69 58 2.72 0.85
ほめてもらえる職場 43 2.59 0.85 191 2.41 0.85 95 2.49 0.93 33 2.75 0.88 59 2.51 0.82
失敗を認める職場 43 2.45 0.76 192 2.23 0.75 95 2.36 0.88 33 2.23 0.84 59 2.44 0.82
グループの有能感 43 2.71 0.64 191 2.49 0.68 95 2.53 0.79 33 2.66 0.61 59 2.55 0.83
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

41 2.59 0.49 189 2.52 0.50 89 2.53 0.58 32 2.51 0.55 55 2.47 0.53

経営層との信頼関
係

43 2.84 0.64 191 2.61 0.69 92 2.69 0.68 33 2.77 0.71 58 2.63 0.77

変化への対応 43 2.54 0.63 192 2.56 0.68 94 2.51 0.78 33 2.77 0.75 57 2.51 0.82
個人の尊重 42 2.48 0.75 189 2.19 0.73 94 2.13 0.73 33 2.06 0.66 58 2.16 0.79
公正な人事評価 42 2.20 0.75 189 2.16 0.78 93 2.22 0.77 32 2.17 0.80 57 2.13 0.84
多様な労働者への
対応

42 2.87 0.59 191 2.65 0.67 94 2.68 0.66 32 2.85 0.85 58 2.55 0.76

キャリア形成 43 2.38 0.65 192 2.34 0.72 92 2.19 0.69 33 2.22 0.71 58 2.14 0.82 **
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

43 2.41 0.79 192 2.29 0.79 95 2.34 0.82 33 2.33 0.85 58 2.14 0.82 ***

手続きの公正性 43 2.32 0.65 190 2.40 0.71 95 2.29 0.70 32 2.45 0.86 55 2.26 0.86
仕事の資源（事業
場レベル）合計

42 2.52 0.44 185 2.40 0.55 90 2.40 0.55 31 2.44 0.49 55 2.32 0.64

ワーク・エンゲイジメ
ント

43 2.94 0.66 192 2.79 0.69 95 2.62 0.79 33 2.64 0.73 59 2.53 0.76 ***

職場の一体感 43 3.08 0.51 192 2.99 0.58 95 2.92 0.73 33 3.02 0.57 59 2.80 0.77 ***
活気 43 2.72 0.78 191 2.36 0.77 94 2.48 0.80 33 2.24 0.74 59 2.39 0.84 ***
イライラ感 42 3.06 0.77 190 2.62 0.85 92 2.81 0.89 33 3.11 0.73 59 2.75 0.88 *
疲労感 43 2.65 0.93 192 2.51 0.84 95 2.81 0.91 33 2.91 0.83 59 2.90 0.91 *
不安感 43 2.89 0.81 193 2.83 0.78 95 3.05 0.88 33 3.11 0.75 59 3.08 0.84 *
抑うつ感 43 3.42 0.52 192 3.31 0.60 95 3.41 0.68 33 3.43 0.71 59 3.31 0.71
心理的ストレス反応
合計

42 3.02 0.56 186 2.83 0.57 91 2.99 0.67 33 3.04 0.57 59 2.96 0.66

身体愁訴 43 3.25 0.46 189 3.16 0.47 93 3.25 0.50 33 3.28 0.61 58 3.15 0.60
職場のハラスメント 43 3.67 0.52 192 3.57 0.63 95 3.63 0.71 33 3.77 0.42 59 3.49 0.82
仕事満足度 43 2.98 0.74 193 2.71 0.80 95 2.74 0.83 33 2.76 0.75 59 2.73 0.81 *
家庭満足度 42 3.02 0.72 193 3.11 0.83 95 3.06 0.85 33 3.00 0.75 59 2.95 0.80
職務の遂行 42 2.95 0.53 192 2.99 0.53 94 3.04 0.54 32 2.98 0.61 59 2.99 0.56
創造性の発揮 43 2.84 0.58 191 2.62 0.73 94 2.64 0.76 33 2.48 0.75 58 2.48 0.78
積極的な学習 43 2.84 0.67 192 2.61 0.70 94 2.57 0.72 33 2.52 0.69 59 2.52 0.71 *

その他の
サービス業

国や自治体
の機関

その他の業種
分散
分析

教育、学習支援業 医療、福祉

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.  

 

 

 

表13-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 86 1.95 0.68 234 2.04 0.69 29 1.70 0.65 36 2.12 0.84 60 2.13 0.74
仕事の質的負担 87 1.97 0.70 234 2.11 0.60 29 1.76 0.56 36 1.99 0.64 60 2.13 0.63
身体的負担度 88 2.10 1.09 233 2.44 1.01 29 2.45 1.18 36 3.28 0.97 60 2.20 0.95
職場での対人関係 87 2.96 0.59 230 2.68 0.65 29 2.77 0.68 36 2.81 0.56 59 2.79 0.67
職場環境 87 2.62 1.01 233 2.45 1.07 29 2.90 0.94 36 3.25 0.87 60 2.58 0.91
情緒的負担 88 2.70 0.98 234 2.73 0.87 29 2.48 0.83 36 2.64 0.96 60 2.60 0.91
役割葛藤 88 2.76 0.92 235 2.64 0.93 29 3.00 0.96 36 2.81 0.92 60 2.77 0.98
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

88 2.67 0.93 232 2.78 0.81 29 2.76 0.91 36 2.72 1.00 61 2.64 0.93

仕事の負担合計 83 2.46 0.54 223 2.49 0.45 29 2.48 0.48 36 2.70 0.53 57 2.47 0.50
仕事のコントロール 86 2.78 0.72 232 2.57 0.73 29 2.56 0.69 36 2.69 0.75 59 2.33 0.86
仕事の適性 88 3.09 0.84 233 2.73 0.79 29 2.55 0.91 36 2.69 0.98 60 2.97 0.84
技能の活用 88 3.42 0.74 235 2.94 0.87 28 3.29 0.71 36 3.14 0.76 60 2.80 0.86
仕事の意義 88 3.06 0.82 234 2.62 0.87 29 2.55 0.99 36 2.67 1.04 60 2.55 0.95
役割明確さ 88 3.51 0.61 235 3.26 0.71 29 3.38 0.73 36 3.31 0.58 60 3.47 0.50
成長の機会 88 2.92 0.85 235 2.42 0.94 29 2.52 0.87 36 2.53 1.00 60 2.32 0.93
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

86 3.13 0.53 230 2.76 0.57 28 2.81 0.46 36 2.84 0.61 58 2.76 0.56

上司のサポート 87 2.59 0.83 234 2.35 0.72 28 2.69 0.80 36 2.33 0.85 59 2.19 0.71
同僚のサポート 87 2.65 0.80 233 2.55 0.66 29 2.84 0.64 36 2.69 0.59 59 2.56 0.71
家族友人のサポー
ト

87 3.29 0.73 233 3.23 0.67 29 3.33 0.55 36 3.35 0.68 58 3.25 0.74

経済・地位報酬 88 2.02 0.93 234 2.17 0.90 29 2.34 1.08 36 2.19 0.89 61 1.92 0.97
尊重報酬 88 2.55 0.77 234 2.41 0.83 29 2.48 0.91 36 2.53 0.84 61 2.38 0.78
安定報酬 88 2.49 0.98 234 2.78 1.00 29 3.03 1.12 36 2.58 1.11 61 2.43 1.06
上司のリーダーシッ
プ

88 2.45 0.87 234 2.20 0.89 29 2.45 0.91 36 2.25 0.84 61 2.03 0.93

上司の公正な態度 88 2.68 0.74 235 2.52 0.89 29 2.55 0.95 36 2.50 0.91 61 2.59 0.82
ほめてもらえる職場 88 2.69 0.88 235 2.34 0.90 29 2.72 0.96 36 2.47 0.88 61 2.51 0.83
失敗を認める職場 88 2.49 0.76 233 2.38 0.88 29 2.28 0.92 36 2.67 0.83 60 2.28 0.88
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

87 2.51 0.57 228 2.41 0.57 28 2.62 0.63 36 2.47 0.59 59 2.33 0.55

経営層との信頼関
係

88 2.68 0.78 234 2.46 0.77 29 2.55 1.02 36 2.53 0.74 61 2.25 0.79

変化への対応 87 2.44 0.87 234 2.23 0.86 29 2.48 0.95 36 2.47 0.94 61 2.21 0.84
個人の尊重 87 2.10 0.76 233 1.95 0.78 29 2.21 0.82 36 2.25 0.91 61 1.84 0.78
公正な人事評価 87 2.10 0.79 234 1.90 0.82 29 2.17 0.97 36 2.22 0.87 61 1.92 0.86
多様な労働者への
対応

88 2.60 0.92 232 2.58 0.88 29 2.41 0.98 36 2.64 0.96 61 2.43 0.81

キャリア形成 88 2.24 0.76 233 2.05 0.86 29 2.31 0.93 36 2.31 1.06 61 1.85 0.73
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

88 2.05 0.83 232 1.87 0.80 29 1.90 0.72 36 2.17 0.81 60 1.85 0.78

仕事の資源（事業
場レベル）合計

87 2.31 0.57 229 2.15 0.59 29 2.29 0.71 36 2.37 0.64 60 2.06 0.55

ワーク・エンゲイジメ
ント

88 2.80 0.70 232 2.25 0.73 28 2.41 0.79 36 2.50 0.84 60 2.32 0.91

職場の一体感 88 2.69 0.75 233 2.51 0.79 29 2.55 0.83 36 2.58 0.91 61 2.39 0.71
活気 87 2.43 0.82 233 2.08 0.77 29 2.07 0.67 36 2.14 0.77 59 2.10 0.84
イライラ感 88 2.73 0.86 233 2.61 0.83 29 2.64 0.98 36 2.57 0.96 59 2.69 0.83
疲労感 88 2.73 0.94 235 2.71 0.84 29 2.85 0.70 36 2.60 0.97 60 2.51 0.91
不安感 86 2.65 0.93 234 2.79 0.73 29 2.89 0.68 36 2.46 0.81 60 2.72 0.73
抑うつ感 86 3.31 0.67 232 3.20 0.67 29 3.31 0.62 36 2.89 0.87 59 3.23 0.70
心理的ストレス反応
合計

84 2.86 0.66 229 2.77 0.57 29 2.84 0.50 36 2.59 0.75 57 2.79 0.56

身体愁訴 87 3.22 0.64 230 3.22 0.51 29 3.34 0.54 35 3.15 0.65 60 3.11 0.67
職場のハラスメント 88 3.78 0.56 233 3.67 0.66 29 3.69 0.81 36 3.61 0.77 61 3.70 0.53
仕事満足度 88 2.75 0.89 235 2.42 0.89 29 2.41 0.78 36 2.36 1.05 61 2.46 0.87
家庭満足度 88 3.14 0.90 235 3.10 0.79 29 3.00 0.89 35 3.06 0.64 61 2.95 0.90
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業建設業 製造業
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表13-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 68 2.04 0.73 28 1.82 0.68 5 1.93 0.92 14 1.95 0.66 22 1.97 0.63
仕事の質的負担 69 2.37 0.63 28 1.67 0.48 5 1.53 0.51 14 1.81 0.47 22 2.21 0.62
身体的負担度 69 2.68 0.93 28 3.21 0.74 5 2.60 1.14 13 2.69 0.95 22 1.73 0.88
職場での対人関係 69 2.80 0.67 28 2.64 0.59 5 2.53 0.51 14 2.86 0.47 21 2.71 0.45
職場環境 69 3.00 0.97 28 3.07 0.77 5 3.60 0.55 14 2.93 0.62 22 2.68 1.13
情緒的負担 69 2.78 0.89 28 2.57 1.00 5 1.60 0.89 14 2.71 1.14 21 2.38 1.07
役割葛藤 69 2.70 0.85 28 2.71 0.90 5 2.20 0.84 14 3.00 0.55 21 2.48 0.93
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

69 2.90 0.77 28 2.29 0.94 5 2.00 1.00 14 2.86 0.86 22 2.27 0.88

仕事の負担合計 68 2.67 0.45 28 2.50 0.37 5 2.25 0.56 13 2.61 0.44 20 2.36 0.50
仕事のコントロール 68 2.81 0.63 28 2.55 0.52 5 2.67 1.18 14 2.76 0.65 22 2.79 0.69
仕事の適性 69 2.91 0.80 28 2.89 0.83 5 3.40 0.55 14 3.14 0.53 22 2.91 0.87
技能の活用 69 2.75 0.81 28 3.21 0.57 5 2.80 1.10 14 3.64 0.63 22 3.23 0.69
仕事の意義 69 2.71 0.81 28 2.96 0.84 5 3.80 0.45 14 3.07 0.92 22 2.64 0.90
役割明確さ 69 3.42 0.60 28 3.54 0.58 5 3.60 0.55 14 3.21 0.80 21 3.38 0.50
成長の機会 69 2.64 0.95 28 2.82 0.90 5 3.80 0.45 14 2.57 0.76 21 2.57 0.93
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

68 2.88 0.56 28 3.00 0.47 5 3.34 0.02 14 3.07 0.46 21 2.91 0.49

上司のサポート 67 2.57 0.78 28 2.27 0.82 5 2.40 0.89 14 2.24 0.58 21 2.43 0.79
同僚のサポート 67 2.70 0.80 28 2.79 0.71 5 2.47 0.69 14 2.38 0.57 21 2.52 0.70
家族友人のサポー
ト

69 3.30 0.73 28 3.39 0.71 5 3.53 0.38 14 3.29 0.70 21 2.98 0.67

経済・地位報酬 69 2.19 0.91 28 2.61 0.99 5 2.00 1.00 14 2.29 1.07 22 1.73 0.83
尊重報酬 68 2.69 0.74 28 2.61 1.03 5 2.60 1.14 14 2.43 0.76 22 2.55 0.80
安定報酬 69 2.72 0.98 28 3.25 1.00 5 3.20 1.10 14 2.57 0.94 21 3.00 0.84
上司のリーダーシッ
プ

68 2.28 0.90 28 2.39 0.92 5 2.80 1.30 14 2.50 0.85 22 2.41 0.73

上司の公正な態度 68 2.66 0.86 28 2.57 0.96 5 2.20 1.10 14 2.57 0.76 22 2.68 0.78
ほめてもらえる職場 68 2.54 0.95 28 2.82 0.98 5 2.60 1.14 14 2.64 0.74 22 2.64 0.95
失敗を認める職場 69 2.52 0.80 28 2.64 0.99 5 3.60 0.55 14 2.71 0.73 22 2.64 0.79
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

67 2.55 0.61 28 2.66 0.63 5 2.65 0.63 14 2.48 0.63 20 2.54 0.53

経営層との信頼関
係

69 2.59 0.88 28 2.36 0.99 5 2.80 1.10 14 2.50 0.76 22 2.41 0.73

変化への対応 69 2.30 0.94 28 2.39 1.03 5 2.60 1.34 14 2.50 0.94 22 2.50 0.91
個人の尊重 69 2.25 0.85 28 1.89 0.83 5 2.40 1.14 14 2.36 0.84 22 2.23 0.69
公正な人事評価 69 2.03 0.84 27 2.26 0.94 5 1.80 1.10 14 2.07 1.00 22 2.32 0.99
多様な労働者への
対応

69 2.83 0.80 28 2.68 0.82 5 2.80 0.84 14 2.79 0.97 22 2.59 1.01

キャリア形成 69 2.19 0.84 28 2.43 0.88 5 2.20 0.84 14 2.50 0.94 22 2.00 0.76
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

69 2.09 0.84 28 1.93 0.94 5 1.80 0.84 14 2.07 0.62 22 1.86 0.71

仕事の資源（事業
場レベル）合計

69 2.33 0.64 27 2.30 0.66 5 2.34 0.62 14 2.40 0.64 22 2.27 0.55

ワーク・エンゲイジメ
ント

69 2.41 0.76 28 2.41 0.84 5 2.90 0.42 14 2.68 0.61 22 2.45 0.69

職場の一体感 69 2.54 0.76 28 2.64 0.73 5 2.80 0.84 14 2.57 0.85 22 2.36 0.73
活気 67 2.34 0.78 28 2.10 0.91 5 2.07 0.83 14 1.93 0.66 22 2.21 0.70
イライラ感 69 2.77 0.90 28 2.64 0.77 5 2.40 1.14 14 2.67 0.89 22 2.45 0.91
疲労感 69 2.90 0.77 28 2.58 0.77 5 1.93 0.92 14 2.79 0.87 22 2.52 1.04
不安感 69 3.00 0.74 28 2.58 0.90 5 2.00 0.67 14 2.67 0.82 22 2.55 1.00
抑うつ感 69 3.38 0.63 28 3.07 0.73 5 2.40 0.89 14 3.31 0.63 22 2.88 0.63
心理的ストレス反応
合計

67 2.96 0.59 28 2.67 0.59 5 2.20 0.74 14 2.78 0.65 22 2.58 0.61

身体愁訴 68 3.33 0.53 28 3.40 0.41 5 2.91 0.62 14 3.37 0.59 21 3.19 0.48
職場のハラスメント 69 3.70 0.58 28 3.61 0.69 5 3.60 0.55 14 3.71 0.61 22 3.73 0.46
仕事満足度 69 2.59 0.83 28 2.50 0.92 5 2.80 0.84 14 2.64 0.93 21 2.48 0.87
家庭満足度 69 3.20 0.74 28 3.25 0.80 5 3.60 0.55 14 3.14 0.95 21 2.76 0.83
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業

 

 

 

 

 

 

 

表13-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 28 1.73 0.70 30 2.13 0.82 64 2.11 0.70 71 2.10 0.77 62 2.15 0.77
仕事の質的負担 28 1.96 0.67 31 1.94 0.67 63 2.15 0.66 71 2.05 0.71 62 2.07 0.72 ***
身体的負担度 28 2.43 0.79 31 2.10 0.94 64 2.50 1.02 71 2.75 1.05 62 2.39 1.08 ***
職場での対人関係 28 2.74 0.60 31 2.86 0.79 64 2.79 0.64 71 2.89 0.68 62 2.76 0.74
職場環境 28 2.96 0.58 31 3.00 0.86 64 2.61 1.06 71 2.75 0.95 62 2.69 1.12 ***
情緒的負担 28 2.04 1.00 31 2.32 0.94 65 2.71 0.90 71 2.69 0.92 62 2.81 0.88 **
役割葛藤 28 2.64 0.73 31 2.90 0.94 65 2.77 0.96 70 2.80 0.94 61 2.75 1.01
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

28 2.39 0.74 31 3.06 0.85 65 2.92 0.89 71 2.90 0.80 61 2.82 0.94 ***

仕事の負担合計 28 2.36 0.44 30 2.52 0.52 63 2.57 0.50 70 2.61 0.48 61 2.56 0.54 *
仕事のコントロール 28 2.63 0.78 31 2.55 0.64 64 2.60 0.64 71 2.60 0.66 62 2.63 0.77
仕事の適性 28 3.14 0.59 31 3.06 0.73 64 2.78 0.83 71 2.73 0.76 62 2.85 0.92 **
技能の活用 28 3.32 0.82 31 3.16 0.73 64 3.09 0.75 71 2.97 0.81 62 3.02 0.84 ***
仕事の意義 28 3.32 0.55 31 3.06 0.68 64 2.73 0.84 71 2.85 0.77 61 2.89 1.00 ***
役割明確さ 28 3.50 0.51 31 3.45 0.51 65 3.42 0.63 71 3.45 0.65 61 3.34 0.77
成長の機会 28 3.07 0.77 31 2.77 0.80 65 2.51 0.87 71 2.65 0.91 61 2.69 0.98 ***
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

28 3.16 0.44 31 3.01 0.45 64 2.86 0.52 71 2.87 0.47 60 2.91 0.62 ***

上司のサポート 28 2.40 0.58 31 2.39 0.77 64 2.44 0.67 71 2.35 0.62 62 2.54 0.77
同僚のサポート 28 2.87 0.76 31 2.63 0.66 64 2.55 0.63 71 2.57 0.60 62 2.60 0.81
家族友人のサポー
ト

28 3.44 0.55 31 3.42 0.53 65 3.11 0.64 71 3.29 0.68 62 3.25 0.72

経済・地位報酬 28 2.46 0.74 29 2.52 0.83 64 2.09 0.89 71 2.56 0.87 62 2.16 0.89 ***
尊重報酬 28 2.79 0.57 30 2.57 0.73 64 2.58 0.71 71 2.68 0.73 61 2.44 0.94
安定報酬 28 3.04 1.04 30 3.03 0.89 64 2.88 0.98 71 3.58 0.71 60 2.68 1.03 ***
上司のリーダーシッ
プ

28 2.43 0.69 30 2.47 0.97 64 2.28 0.88 71 2.46 0.86 61 2.38 0.92

上司の公正な態度 28 2.86 0.45 30 2.70 0.88 64 2.53 0.82 71 2.77 0.74 61 2.69 0.90
ほめてもらえる職場 28 2.75 0.80 30 2.50 0.90 64 2.66 0.84 71 2.75 0.73 61 2.59 0.96 *
失敗を認める職場 28 2.68 0.67 30 2.57 0.86 64 2.36 0.80 71 2.48 0.73 61 2.44 0.90 *
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

28 2.70 0.38 29 2.57 0.55 63 2.50 0.53 71 2.69 0.47 59 2.51 0.68 *

経営層との信頼関
係

28 2.82 0.61 30 2.60 0.93 65 2.51 0.77 71 2.72 0.72 61 2.51 0.87

変化への対応 28 2.39 0.74 30 2.53 0.78 64 2.31 0.73 71 2.35 0.81 61 2.30 0.88
個人の尊重 28 2.36 0.56 30 2.40 0.93 65 2.08 0.76 71 2.01 0.75 61 2.44 0.92 ***
公正な人事評価 28 2.36 0.56 29 2.10 0.90 65 2.03 0.79 71 1.96 0.87 61 2.13 0.97
多様な労働者への
対応

28 3.14 0.59 30 2.87 0.78 65 2.62 0.80 70 2.67 0.76 60 2.62 0.94

キャリア形成 28 2.50 0.84 29 2.21 0.73 65 2.20 0.85 71 2.46 0.73 61 2.15 0.95 **
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

28 2.39 0.96 31 2.26 0.86 65 1.86 0.83 71 1.99 0.84 61 2.02 0.96

仕事の資源（事業
場レベル）合計

28 2.57 0.40 29 2.39 0.56 64 2.23 0.57 70 2.30 0.55 59 2.29 0.73 *

ワーク・エンゲイジメ
ント

28 2.96 0.78 31 2.61 0.72 65 2.32 0.70 71 2.55 0.67 61 2.56 0.85 ***

職場の一体感 28 2.89 0.57 30 2.60 0.81 64 2.63 0.70 71 2.72 0.64 62 2.63 0.81
活気 28 2.49 0.83 31 2.32 0.66 64 2.09 0.70 71 2.27 0.78 61 2.22 0.76 *
イライラ感 28 2.60 0.67 31 2.80 0.82 64 2.79 0.80 71 2.84 0.78 61 2.60 0.90
疲労感 28 2.52 0.82 31 2.86 0.89 64 2.84 0.79 71 2.92 0.86 61 2.56 0.93
不安感 28 2.77 0.70 31 2.75 0.80 64 2.85 0.75 71 2.89 0.80 60 2.89 0.82 *
抑うつ感 27 3.20 0.60 31 3.18 0.81 64 3.30 0.62 71 3.33 0.67 61 3.30 0.65 **
心理的ストレス反応
合計

27 2.80 0.56 31 2.85 0.66 64 2.86 0.56 71 2.93 0.61 60 2.82 0.62

身体愁訴 28 3.24 0.60 31 3.30 0.56 64 3.29 0.47 71 3.36 0.47 60 3.27 0.53
職場のハラスメント 28 3.68 0.55 30 3.70 0.60 64 3.73 0.62 71 3.63 0.66 62 3.65 0.70
仕事満足度 28 3.00 0.67 30 2.80 0.89 65 2.43 0.81 71 2.66 0.89 62 2.63 0.94 *
家庭満足度 28 3.29 0.60 31 3.23 0.76 65 2.97 0.83 71 3.25 0.77 62 3.03 0.75
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

その他の業種
分散
分析

教育、学習支援業 医療、福祉
その他の

サービス業
国や自治体

の機関
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表13-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 68 2.04 0.73 28 1.82 0.68 5 1.93 0.92 14 1.95 0.66 22 1.97 0.63
仕事の質的負担 69 2.37 0.63 28 1.67 0.48 5 1.53 0.51 14 1.81 0.47 22 2.21 0.62
身体的負担度 69 2.68 0.93 28 3.21 0.74 5 2.60 1.14 13 2.69 0.95 22 1.73 0.88
職場での対人関係 69 2.80 0.67 28 2.64 0.59 5 2.53 0.51 14 2.86 0.47 21 2.71 0.45
職場環境 69 3.00 0.97 28 3.07 0.77 5 3.60 0.55 14 2.93 0.62 22 2.68 1.13
情緒的負担 69 2.78 0.89 28 2.57 1.00 5 1.60 0.89 14 2.71 1.14 21 2.38 1.07
役割葛藤 69 2.70 0.85 28 2.71 0.90 5 2.20 0.84 14 3.00 0.55 21 2.48 0.93
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

69 2.90 0.77 28 2.29 0.94 5 2.00 1.00 14 2.86 0.86 22 2.27 0.88

仕事の負担合計 68 2.67 0.45 28 2.50 0.37 5 2.25 0.56 13 2.61 0.44 20 2.36 0.50
仕事のコントロール 68 2.81 0.63 28 2.55 0.52 5 2.67 1.18 14 2.76 0.65 22 2.79 0.69
仕事の適性 69 2.91 0.80 28 2.89 0.83 5 3.40 0.55 14 3.14 0.53 22 2.91 0.87
技能の活用 69 2.75 0.81 28 3.21 0.57 5 2.80 1.10 14 3.64 0.63 22 3.23 0.69
仕事の意義 69 2.71 0.81 28 2.96 0.84 5 3.80 0.45 14 3.07 0.92 22 2.64 0.90
役割明確さ 69 3.42 0.60 28 3.54 0.58 5 3.60 0.55 14 3.21 0.80 21 3.38 0.50
成長の機会 69 2.64 0.95 28 2.82 0.90 5 3.80 0.45 14 2.57 0.76 21 2.57 0.93
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

68 2.88 0.56 28 3.00 0.47 5 3.34 0.02 14 3.07 0.46 21 2.91 0.49

上司のサポート 67 2.57 0.78 28 2.27 0.82 5 2.40 0.89 14 2.24 0.58 21 2.43 0.79
同僚のサポート 67 2.70 0.80 28 2.79 0.71 5 2.47 0.69 14 2.38 0.57 21 2.52 0.70
家族友人のサポー
ト

69 3.30 0.73 28 3.39 0.71 5 3.53 0.38 14 3.29 0.70 21 2.98 0.67

経済・地位報酬 69 2.19 0.91 28 2.61 0.99 5 2.00 1.00 14 2.29 1.07 22 1.73 0.83
尊重報酬 68 2.69 0.74 28 2.61 1.03 5 2.60 1.14 14 2.43 0.76 22 2.55 0.80
安定報酬 69 2.72 0.98 28 3.25 1.00 5 3.20 1.10 14 2.57 0.94 21 3.00 0.84
上司のリーダーシッ
プ

68 2.28 0.90 28 2.39 0.92 5 2.80 1.30 14 2.50 0.85 22 2.41 0.73

上司の公正な態度 68 2.66 0.86 28 2.57 0.96 5 2.20 1.10 14 2.57 0.76 22 2.68 0.78
ほめてもらえる職場 68 2.54 0.95 28 2.82 0.98 5 2.60 1.14 14 2.64 0.74 22 2.64 0.95
失敗を認める職場 69 2.52 0.80 28 2.64 0.99 5 3.60 0.55 14 2.71 0.73 22 2.64 0.79
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

67 2.55 0.61 28 2.66 0.63 5 2.65 0.63 14 2.48 0.63 20 2.54 0.53

経営層との信頼関
係

69 2.59 0.88 28 2.36 0.99 5 2.80 1.10 14 2.50 0.76 22 2.41 0.73

変化への対応 69 2.30 0.94 28 2.39 1.03 5 2.60 1.34 14 2.50 0.94 22 2.50 0.91
個人の尊重 69 2.25 0.85 28 1.89 0.83 5 2.40 1.14 14 2.36 0.84 22 2.23 0.69
公正な人事評価 69 2.03 0.84 27 2.26 0.94 5 1.80 1.10 14 2.07 1.00 22 2.32 0.99
多様な労働者への
対応

69 2.83 0.80 28 2.68 0.82 5 2.80 0.84 14 2.79 0.97 22 2.59 1.01

キャリア形成 69 2.19 0.84 28 2.43 0.88 5 2.20 0.84 14 2.50 0.94 22 2.00 0.76
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

69 2.09 0.84 28 1.93 0.94 5 1.80 0.84 14 2.07 0.62 22 1.86 0.71

仕事の資源（事業
場レベル）合計

69 2.33 0.64 27 2.30 0.66 5 2.34 0.62 14 2.40 0.64 22 2.27 0.55

ワーク・エンゲイジメ
ント

69 2.41 0.76 28 2.41 0.84 5 2.90 0.42 14 2.68 0.61 22 2.45 0.69

職場の一体感 69 2.54 0.76 28 2.64 0.73 5 2.80 0.84 14 2.57 0.85 22 2.36 0.73
活気 67 2.34 0.78 28 2.10 0.91 5 2.07 0.83 14 1.93 0.66 22 2.21 0.70
イライラ感 69 2.77 0.90 28 2.64 0.77 5 2.40 1.14 14 2.67 0.89 22 2.45 0.91
疲労感 69 2.90 0.77 28 2.58 0.77 5 1.93 0.92 14 2.79 0.87 22 2.52 1.04
不安感 69 3.00 0.74 28 2.58 0.90 5 2.00 0.67 14 2.67 0.82 22 2.55 1.00
抑うつ感 69 3.38 0.63 28 3.07 0.73 5 2.40 0.89 14 3.31 0.63 22 2.88 0.63
心理的ストレス反応
合計

67 2.96 0.59 28 2.67 0.59 5 2.20 0.74 14 2.78 0.65 22 2.58 0.61

身体愁訴 68 3.33 0.53 28 3.40 0.41 5 2.91 0.62 14 3.37 0.59 21 3.19 0.48
職場のハラスメント 69 3.70 0.58 28 3.61 0.69 5 3.60 0.55 14 3.71 0.61 22 3.73 0.46
仕事満足度 69 2.59 0.83 28 2.50 0.92 5 2.80 0.84 14 2.64 0.93 21 2.48 0.87
家庭満足度 69 3.20 0.74 28 3.25 0.80 5 3.60 0.55 14 3.14 0.95 21 2.76 0.83
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業

 

 

 

 

 

 

 

表13-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、男性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 28 1.73 0.70 30 2.13 0.82 64 2.11 0.70 71 2.10 0.77 62 2.15 0.77
仕事の質的負担 28 1.96 0.67 31 1.94 0.67 63 2.15 0.66 71 2.05 0.71 62 2.07 0.72 ***
身体的負担度 28 2.43 0.79 31 2.10 0.94 64 2.50 1.02 71 2.75 1.05 62 2.39 1.08 ***
職場での対人関係 28 2.74 0.60 31 2.86 0.79 64 2.79 0.64 71 2.89 0.68 62 2.76 0.74
職場環境 28 2.96 0.58 31 3.00 0.86 64 2.61 1.06 71 2.75 0.95 62 2.69 1.12 ***
情緒的負担 28 2.04 1.00 31 2.32 0.94 65 2.71 0.90 71 2.69 0.92 62 2.81 0.88 **
役割葛藤 28 2.64 0.73 31 2.90 0.94 65 2.77 0.96 70 2.80 0.94 61 2.75 1.01
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

28 2.39 0.74 31 3.06 0.85 65 2.92 0.89 71 2.90 0.80 61 2.82 0.94 ***

仕事の負担合計 28 2.36 0.44 30 2.52 0.52 63 2.57 0.50 70 2.61 0.48 61 2.56 0.54 *
仕事のコントロール 28 2.63 0.78 31 2.55 0.64 64 2.60 0.64 71 2.60 0.66 62 2.63 0.77
仕事の適性 28 3.14 0.59 31 3.06 0.73 64 2.78 0.83 71 2.73 0.76 62 2.85 0.92 **
技能の活用 28 3.32 0.82 31 3.16 0.73 64 3.09 0.75 71 2.97 0.81 62 3.02 0.84 ***
仕事の意義 28 3.32 0.55 31 3.06 0.68 64 2.73 0.84 71 2.85 0.77 61 2.89 1.00 ***
役割明確さ 28 3.50 0.51 31 3.45 0.51 65 3.42 0.63 71 3.45 0.65 61 3.34 0.77
成長の機会 28 3.07 0.77 31 2.77 0.80 65 2.51 0.87 71 2.65 0.91 61 2.69 0.98 ***
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

28 3.16 0.44 31 3.01 0.45 64 2.86 0.52 71 2.87 0.47 60 2.91 0.62 ***

上司のサポート 28 2.40 0.58 31 2.39 0.77 64 2.44 0.67 71 2.35 0.62 62 2.54 0.77
同僚のサポート 28 2.87 0.76 31 2.63 0.66 64 2.55 0.63 71 2.57 0.60 62 2.60 0.81
家族友人のサポー
ト

28 3.44 0.55 31 3.42 0.53 65 3.11 0.64 71 3.29 0.68 62 3.25 0.72

経済・地位報酬 28 2.46 0.74 29 2.52 0.83 64 2.09 0.89 71 2.56 0.87 62 2.16 0.89 ***
尊重報酬 28 2.79 0.57 30 2.57 0.73 64 2.58 0.71 71 2.68 0.73 61 2.44 0.94
安定報酬 28 3.04 1.04 30 3.03 0.89 64 2.88 0.98 71 3.58 0.71 60 2.68 1.03 ***
上司のリーダーシッ
プ

28 2.43 0.69 30 2.47 0.97 64 2.28 0.88 71 2.46 0.86 61 2.38 0.92

上司の公正な態度 28 2.86 0.45 30 2.70 0.88 64 2.53 0.82 71 2.77 0.74 61 2.69 0.90
ほめてもらえる職場 28 2.75 0.80 30 2.50 0.90 64 2.66 0.84 71 2.75 0.73 61 2.59 0.96 *
失敗を認める職場 28 2.68 0.67 30 2.57 0.86 64 2.36 0.80 71 2.48 0.73 61 2.44 0.90 *
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

28 2.70 0.38 29 2.57 0.55 63 2.50 0.53 71 2.69 0.47 59 2.51 0.68 *

経営層との信頼関
係

28 2.82 0.61 30 2.60 0.93 65 2.51 0.77 71 2.72 0.72 61 2.51 0.87

変化への対応 28 2.39 0.74 30 2.53 0.78 64 2.31 0.73 71 2.35 0.81 61 2.30 0.88
個人の尊重 28 2.36 0.56 30 2.40 0.93 65 2.08 0.76 71 2.01 0.75 61 2.44 0.92 ***
公正な人事評価 28 2.36 0.56 29 2.10 0.90 65 2.03 0.79 71 1.96 0.87 61 2.13 0.97
多様な労働者への
対応

28 3.14 0.59 30 2.87 0.78 65 2.62 0.80 70 2.67 0.76 60 2.62 0.94

キャリア形成 28 2.50 0.84 29 2.21 0.73 65 2.20 0.85 71 2.46 0.73 61 2.15 0.95 **
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

28 2.39 0.96 31 2.26 0.86 65 1.86 0.83 71 1.99 0.84 61 2.02 0.96

仕事の資源（事業
場レベル）合計

28 2.57 0.40 29 2.39 0.56 64 2.23 0.57 70 2.30 0.55 59 2.29 0.73 *

ワーク・エンゲイジメ
ント

28 2.96 0.78 31 2.61 0.72 65 2.32 0.70 71 2.55 0.67 61 2.56 0.85 ***

職場の一体感 28 2.89 0.57 30 2.60 0.81 64 2.63 0.70 71 2.72 0.64 62 2.63 0.81
活気 28 2.49 0.83 31 2.32 0.66 64 2.09 0.70 71 2.27 0.78 61 2.22 0.76 *
イライラ感 28 2.60 0.67 31 2.80 0.82 64 2.79 0.80 71 2.84 0.78 61 2.60 0.90
疲労感 28 2.52 0.82 31 2.86 0.89 64 2.84 0.79 71 2.92 0.86 61 2.56 0.93
不安感 28 2.77 0.70 31 2.75 0.80 64 2.85 0.75 71 2.89 0.80 60 2.89 0.82 *
抑うつ感 27 3.20 0.60 31 3.18 0.81 64 3.30 0.62 71 3.33 0.67 61 3.30 0.65 **
心理的ストレス反応
合計

27 2.80 0.56 31 2.85 0.66 64 2.86 0.56 71 2.93 0.61 60 2.82 0.62

身体愁訴 28 3.24 0.60 31 3.30 0.56 64 3.29 0.47 71 3.36 0.47 60 3.27 0.53
職場のハラスメント 28 3.68 0.55 30 3.70 0.60 64 3.73 0.62 71 3.63 0.66 62 3.65 0.70
仕事満足度 28 3.00 0.67 30 2.80 0.89 65 2.43 0.81 71 2.66 0.89 62 2.63 0.94 *
家庭満足度 28 3.29 0.60 31 3.23 0.76 65 2.97 0.83 71 3.25 0.77 62 3.03 0.75
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

その他の業種
分散
分析

教育、学習支援業 医療、福祉
その他の

サービス業
国や自治体

の機関
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表14-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 17 2.65 1.06 94 2.27 0.77 6 2.06 0.65 19 2.54 0.66 18 2.59 0.75
仕事の質的負担 17 2.78 0.97 93 2.37 0.69 6 2.50 0.59 19 2.53 0.86 18 2.72 0.60
身体的負担度 16 3.56 0.63 95 2.80 1.10 6 3.00 0.63 19 3.16 0.90 17 2.59 1.06
職場での対人関係 17 3.00 0.58 94 2.90 0.60 6 2.67 0.47 19 2.91 0.53 18 2.81 0.50
職場環境 17 3.12 0.86 95 2.42 1.07 6 2.33 1.37 19 2.68 1.06 18 2.44 0.98
情緒的負担 17 2.94 0.75 95 2.93 1.02 6 2.83 0.98 19 2.58 0.96 18 2.78 1.06
役割葛藤 17 3.12 0.60 95 3.00 0.92 6 3.33 0.82 19 2.74 0.93 18 2.94 0.87
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

17 2.71 0.85 95 2.92 0.87 6 2.50 0.55 19 3.05 0.85 18 2.89 1.02

仕事の負担合計 16 2.95 0.56 91 2.71 0.54 6 2.65 0.28 19 2.77 0.46 17 2.70 0.56
仕事のコントロール 17 2.75 0.55 93 2.51 0.75 6 2.61 0.57 19 2.49 0.87 18 2.57 0.69
仕事の適性 17 2.88 0.49 95 2.85 0.68 6 3.00 0.63 19 2.68 1.06 18 2.67 0.97
技能の活用 17 2.76 0.90 95 2.61 0.80 6 2.50 1.05 19 2.84 0.96 18 2.44 0.92
仕事の意義 17 2.71 0.85 95 2.58 0.81 6 2.67 0.82 19 2.58 1.02 18 2.72 1.02
役割明確さ 17 3.29 0.47 95 3.21 0.68 6 3.50 0.55 19 3.26 0.65 18 3.22 0.65
成長の機会 17 2.59 0.71 95 2.23 0.89 6 2.50 1.05 19 2.21 1.08 18 2.22 1.06
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

17 2.83 0.43 93 2.66 0.46 6 2.80 0.57 19 2.68 0.68 18 2.64 0.59

上司のサポート 16 2.52 0.88 91 2.20 0.60 6 2.33 1.15 19 1.96 0.57 18 2.46 0.72
同僚のサポート 16 2.54 1.00 93 2.63 0.65 6 3.22 0.86 19 2.68 0.77 18 2.81 0.60
家族友人のサポー
ト

17 3.10 0.57 94 3.25 0.71 6 3.17 0.51 19 3.37 0.69 18 3.44 0.56

経済・地位報酬 17 2.12 0.86 95 2.19 0.79 6 2.50 1.05 19 2.42 0.84 18 2.28 0.96
尊重報酬 17 2.59 0.51 95 2.49 0.76 6 2.67 1.03 19 2.42 0.77 18 2.61 0.98
安定報酬 17 2.71 0.99 95 2.76 1.02 6 2.67 1.21 19 2.58 1.07 18 2.83 1.10
上司のリーダーシッ
プ

17 2.35 0.79 95 2.01 0.89 6 2.17 1.33 19 1.79 0.71 18 1.72 0.75

上司の公正な態度 17 2.94 0.56 95 2.56 0.82 6 2.50 1.05 19 2.37 1.01 18 2.61 0.85
ほめてもらえる職場 17 2.76 0.75 95 2.43 0.88 6 2.50 1.05 19 2.32 1.11 18 2.67 0.84
失敗を認める職場 17 2.47 0.72 95 2.19 0.87 6 2.17 0.75 19 2.63 0.83 18 2.56 0.70
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

16 2.60 0.52 91 2.38 0.49 6 2.52 0.92 19 2.35 0.57 18 2.51 0.41

経営層との信頼関
係

17 2.76 0.44 94 2.45 0.80 6 2.50 1.05 19 2.42 0.96 18 2.67 0.91

変化への対応 17 2.53 0.62 94 2.29 0.84 6 2.33 0.82 19 2.16 0.96 18 2.28 0.67
個人の尊重 17 2.29 0.69 93 2.04 0.79 6 2.17 1.17 19 1.95 0.85 18 2.06 0.73
公正な人事評価 17 2.35 0.79 94 1.88 0.80 6 2.00 0.63 19 1.95 0.91 18 2.28 0.75
多様な労働者への
対応

17 2.76 0.56 94 2.63 0.92 6 2.67 1.03 19 2.89 0.88 18 3.11 0.83

キャリア形成 17 2.18 0.53 94 1.99 0.78 6 2.00 0.63 19 2.16 0.83 18 2.33 0.97
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

17 2.24 0.83 95 1.88 0.84 6 2.00 0.63 19 2.00 0.88 18 1.89 0.83

仕事の資源（事業
場レベル）合計

17 2.45 0.35 92 2.17 0.55 6 2.24 0.79 19 2.22 0.63 18 2.37 0.52

ワーク・エンゲイジメ
ント

17 2.38 0.74 95 2.34 0.71 6 2.33 0.68 19 2.21 0.93 18 2.56 0.68

職場の一体感 17 2.53 0.62 95 2.52 0.74 6 2.83 0.75 19 2.37 0.76 18 2.72 0.83
活気 17 2.02 0.63 95 2.03 0.76 6 1.72 0.61 19 2.12 0.80 18 2.41 0.84
イライラ感 17 2.61 0.53 94 2.55 0.82 6 2.50 0.96 19 2.67 0.82 18 2.59 0.90
疲労感 17 2.92 0.61 94 2.59 0.88 5 2.27 0.95 19 2.93 0.88 18 2.72 0.95
不安感 17 2.86 0.55 95 2.92 0.84 6 2.67 0.60 19 3.16 0.64 18 2.93 0.91
抑うつ感 17 3.09 0.44 94 3.22 0.65 5 3.13 0.46 19 3.40 0.59 18 3.30 0.72
心理的ストレス反応
合計

17 2.76 0.30 92 2.75 0.60 5 2.49 0.54 19 2.95 0.53 18 2.87 0.63

身体愁訴 17 3.07 0.49 93 3.07 0.54 6 3.20 0.36 19 3.37 0.43 18 3.07 0.78
職場のハラスメント 17 3.82 0.39 95 3.80 0.50 6 3.33 1.21 19 3.79 0.42 18 3.72 0.57
仕事満足度 17 2.47 0.80 95 2.54 0.74 6 2.50 0.55 19 2.37 1.01 18 2.50 0.99
家庭満足度 17 3.00 0.61 95 2.94 0.74 6 2.83 0.75 19 2.95 0.85 18 3.11 0.58
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

建設業 製造業
電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業

 

 

 

 

 

 

 

表14-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 101 2.36 0.76 49 2.07 0.76 5 2.80 1.02 4 1.92 0.42 46 2.39 0.70
仕事の質的負担 101 2.57 0.66 50 1.97 0.62 5 2.60 0.98 4 2.33 0.90 45 2.54 0.64
身体的負担度 102 2.47 0.97 50 3.30 0.81 5 3.20 0.84 4 2.75 1.26 46 1.98 0.95
職場での対人関係 101 3.03 0.68 49 2.85 0.77 5 3.00 0.71 4 2.92 0.42 44 3.02 0.77
職場環境 102 2.72 0.98 50 3.02 0.96 5 3.20 0.84 4 2.75 0.50 46 2.65 1.02
情緒的負担 102 2.80 0.93 50 2.54 0.99 5 2.40 1.14 4 3.00 0.82 46 2.91 0.91
役割葛藤 102 3.07 0.85 50 2.70 1.02 5 3.20 0.84 4 3.50 0.58 46 2.83 0.95
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

101 3.15 0.80 50 2.82 0.92 5 3.40 0.89 4 3.00 0.00 46 2.83 0.95

仕事の負担合計 98 2.76 0.54 48 2.66 0.58 5 2.98 0.58 4 2.77 0.33 43 2.65 0.55
仕事のコントロール 102 2.59 0.75 50 2.30 0.71 5 2.73 0.43 4 2.33 0.90 46 2.25 0.70
仕事の適性 102 3.13 0.70 50 2.58 0.84 5 2.60 0.55 4 2.75 0.50 46 2.85 0.82
技能の活用 101 2.83 0.91 50 3.18 0.63 5 2.80 1.10 4 3.50 0.58 46 2.72 0.86
仕事の意義 102 2.88 0.81 50 2.68 0.74 5 2.40 0.89 4 2.75 0.96 46 2.67 0.87
役割明確さ 102 3.50 0.52 50 3.36 0.53 5 3.60 0.55 4 3.25 0.50 46 3.41 0.69
成長の機会 101 2.60 0.92 50 2.58 0.91 5 2.40 0.55 4 2.50 1.00 46 2.50 1.01
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

100 2.93 0.49 50 2.78 0.49 5 2.76 0.52 4 2.85 0.54 46 2.73 0.56

上司のサポート 100 2.29 0.75 50 2.17 0.83 5 2.13 0.87 4 2.67 0.98 46 2.35 0.72
同僚のサポート 101 2.76 0.71 50 2.67 0.56 5 2.27 0.43 4 3.08 0.74 46 2.77 0.70
家族友人のサポー
ト

101 3.35 0.67 48 3.37 0.73 5 2.93 1.04 4 3.75 0.50 46 3.38 0.78

経済・地位報酬 101 2.23 0.95 50 2.40 0.90 5 3.00 0.71 4 2.50 0.58 46 2.35 0.97
尊重報酬 101 2.62 0.83 50 2.62 0.83 5 2.40 0.55 3 2.67 0.58 46 2.80 0.72
安定報酬 101 2.74 1.01 50 2.92 1.03 5 3.00 0.71 4 2.25 0.96 46 2.74 1.08
上司のリーダーシッ
プ

101 2.12 0.96 50 2.30 1.05 5 2.00 1.22 4 2.25 0.96 46 1.89 0.85

上司の公正な態度 101 2.63 0.89 50 2.60 1.01 5 2.60 1.14 4 2.50 1.29 45 2.60 0.84
ほめてもらえる職場 101 2.73 0.96 50 2.60 0.97 5 2.20 1.10 4 3.00 0.00 45 2.67 0.88
失敗を認める職場 101 2.49 0.90 49 2.24 0.95 5 2.20 0.45 4 2.75 0.50 45 2.51 0.87
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

99 2.50 0.61 49 2.49 0.61 5 2.42 0.63 3 2.77 0.51 43 2.53 0.52

経営層との信頼関
係

101 2.60 0.75 49 2.51 0.79 5 2.60 0.55 4 2.75 0.50 46 2.50 0.81

変化への対応 101 2.33 0.90 48 2.19 0.82 5 2.40 1.14 4 3.00 0.82 46 2.17 0.88
個人の尊重 101 2.18 0.86 49 2.02 0.83 5 1.80 0.45 4 2.25 0.96 46 1.98 0.80
公正な人事評価 100 2.03 0.87 50 2.36 0.88 5 2.00 0.00 4 2.00 0.82 46 1.96 0.94
多様な労働者への
対応

101 2.72 0.94 50 2.66 0.96 5 3.00 0.71 4 2.75 1.26 46 2.52 1.03

キャリア形成 100 2.16 0.97 50 2.48 0.86 5 2.00 1.00 4 2.25 0.96 45 1.89 0.88
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

101 2.20 0.92 50 2.02 0.80 5 1.40 0.55 4 2.00 0.00 46 2.15 0.92

仕事の資源（事業
場レベル）合計

100 2.31 0.67 48 2.31 0.60 5 2.17 0.36 4 2.43 0.71 45 2.17 0.65

ワーク・エンゲイジメ
ント

101 2.54 0.76 50 2.32 0.71 5 1.90 0.82 4 2.75 0.65 45 2.60 0.86

職場の一体感 102 2.77 0.79 50 2.42 0.81 5 2.20 0.84 4 2.50 0.58 46 2.78 0.73
活気 99 2.37 0.75 49 2.16 0.75 5 1.93 0.92 4 2.08 1.10 46 2.46 0.90
イライラ感 102 2.78 0.86 50 2.65 0.96 5 2.67 0.78 4 3.17 0.69 46 2.72 0.77
疲労感 100 2.78 0.92 50 2.53 0.98 5 3.13 0.56 4 2.50 1.04 46 2.60 0.82
不安感 101 3.16 0.77 50 2.75 0.84 5 3.33 0.41 4 2.67 0.27 45 3.07 0.70
抑うつ感 101 3.42 0.67 50 3.15 0.77 5 3.40 0.64 4 3.54 0.21 46 3.25 0.59
心理的ストレス反応
合計

98 2.99 0.61 49 2.73 0.71 5 2.98 0.45 4 2.92 0.37 45 2.89 0.56

身体愁訴 102 3.23 0.53 50 3.17 0.59 5 3.27 0.49 4 3.18 0.27 46 3.18 0.60
職場のハラスメント 101 3.76 0.65 50 3.48 0.86 5 3.80 0.45 4 3.00 1.15 46 3.72 0.69
仕事満足度 102 2.71 0.75 50 2.32 0.87 5 2.80 0.45 4 2.50 0.58 46 2.59 0.88
家庭満足度 102 2.94 0.90 50 3.12 0.87 5 2.80 1.30 4 2.50 0.58 46 2.80 0.83
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業
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表14-1　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 17 2.65 1.06 94 2.27 0.77 6 2.06 0.65 19 2.54 0.66 18 2.59 0.75
仕事の質的負担 17 2.78 0.97 93 2.37 0.69 6 2.50 0.59 19 2.53 0.86 18 2.72 0.60
身体的負担度 16 3.56 0.63 95 2.80 1.10 6 3.00 0.63 19 3.16 0.90 17 2.59 1.06
職場での対人関係 17 3.00 0.58 94 2.90 0.60 6 2.67 0.47 19 2.91 0.53 18 2.81 0.50
職場環境 17 3.12 0.86 95 2.42 1.07 6 2.33 1.37 19 2.68 1.06 18 2.44 0.98
情緒的負担 17 2.94 0.75 95 2.93 1.02 6 2.83 0.98 19 2.58 0.96 18 2.78 1.06
役割葛藤 17 3.12 0.60 95 3.00 0.92 6 3.33 0.82 19 2.74 0.93 18 2.94 0.87
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

17 2.71 0.85 95 2.92 0.87 6 2.50 0.55 19 3.05 0.85 18 2.89 1.02

仕事の負担合計 16 2.95 0.56 91 2.71 0.54 6 2.65 0.28 19 2.77 0.46 17 2.70 0.56
仕事のコントロール 17 2.75 0.55 93 2.51 0.75 6 2.61 0.57 19 2.49 0.87 18 2.57 0.69
仕事の適性 17 2.88 0.49 95 2.85 0.68 6 3.00 0.63 19 2.68 1.06 18 2.67 0.97
技能の活用 17 2.76 0.90 95 2.61 0.80 6 2.50 1.05 19 2.84 0.96 18 2.44 0.92
仕事の意義 17 2.71 0.85 95 2.58 0.81 6 2.67 0.82 19 2.58 1.02 18 2.72 1.02
役割明確さ 17 3.29 0.47 95 3.21 0.68 6 3.50 0.55 19 3.26 0.65 18 3.22 0.65
成長の機会 17 2.59 0.71 95 2.23 0.89 6 2.50 1.05 19 2.21 1.08 18 2.22 1.06
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

17 2.83 0.43 93 2.66 0.46 6 2.80 0.57 19 2.68 0.68 18 2.64 0.59

上司のサポート 16 2.52 0.88 91 2.20 0.60 6 2.33 1.15 19 1.96 0.57 18 2.46 0.72
同僚のサポート 16 2.54 1.00 93 2.63 0.65 6 3.22 0.86 19 2.68 0.77 18 2.81 0.60
家族友人のサポー
ト

17 3.10 0.57 94 3.25 0.71 6 3.17 0.51 19 3.37 0.69 18 3.44 0.56

経済・地位報酬 17 2.12 0.86 95 2.19 0.79 6 2.50 1.05 19 2.42 0.84 18 2.28 0.96
尊重報酬 17 2.59 0.51 95 2.49 0.76 6 2.67 1.03 19 2.42 0.77 18 2.61 0.98
安定報酬 17 2.71 0.99 95 2.76 1.02 6 2.67 1.21 19 2.58 1.07 18 2.83 1.10
上司のリーダーシッ
プ

17 2.35 0.79 95 2.01 0.89 6 2.17 1.33 19 1.79 0.71 18 1.72 0.75

上司の公正な態度 17 2.94 0.56 95 2.56 0.82 6 2.50 1.05 19 2.37 1.01 18 2.61 0.85
ほめてもらえる職場 17 2.76 0.75 95 2.43 0.88 6 2.50 1.05 19 2.32 1.11 18 2.67 0.84
失敗を認める職場 17 2.47 0.72 95 2.19 0.87 6 2.17 0.75 19 2.63 0.83 18 2.56 0.70
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

16 2.60 0.52 91 2.38 0.49 6 2.52 0.92 19 2.35 0.57 18 2.51 0.41

経営層との信頼関
係

17 2.76 0.44 94 2.45 0.80 6 2.50 1.05 19 2.42 0.96 18 2.67 0.91

変化への対応 17 2.53 0.62 94 2.29 0.84 6 2.33 0.82 19 2.16 0.96 18 2.28 0.67
個人の尊重 17 2.29 0.69 93 2.04 0.79 6 2.17 1.17 19 1.95 0.85 18 2.06 0.73
公正な人事評価 17 2.35 0.79 94 1.88 0.80 6 2.00 0.63 19 1.95 0.91 18 2.28 0.75
多様な労働者への
対応

17 2.76 0.56 94 2.63 0.92 6 2.67 1.03 19 2.89 0.88 18 3.11 0.83

キャリア形成 17 2.18 0.53 94 1.99 0.78 6 2.00 0.63 19 2.16 0.83 18 2.33 0.97
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

17 2.24 0.83 95 1.88 0.84 6 2.00 0.63 19 2.00 0.88 18 1.89 0.83

仕事の資源（事業
場レベル）合計

17 2.45 0.35 92 2.17 0.55 6 2.24 0.79 19 2.22 0.63 18 2.37 0.52

ワーク・エンゲイジメ
ント

17 2.38 0.74 95 2.34 0.71 6 2.33 0.68 19 2.21 0.93 18 2.56 0.68

職場の一体感 17 2.53 0.62 95 2.52 0.74 6 2.83 0.75 19 2.37 0.76 18 2.72 0.83
活気 17 2.02 0.63 95 2.03 0.76 6 1.72 0.61 19 2.12 0.80 18 2.41 0.84
イライラ感 17 2.61 0.53 94 2.55 0.82 6 2.50 0.96 19 2.67 0.82 18 2.59 0.90
疲労感 17 2.92 0.61 94 2.59 0.88 5 2.27 0.95 19 2.93 0.88 18 2.72 0.95
不安感 17 2.86 0.55 95 2.92 0.84 6 2.67 0.60 19 3.16 0.64 18 2.93 0.91
抑うつ感 17 3.09 0.44 94 3.22 0.65 5 3.13 0.46 19 3.40 0.59 18 3.30 0.72
心理的ストレス反応
合計

17 2.76 0.30 92 2.75 0.60 5 2.49 0.54 19 2.95 0.53 18 2.87 0.63

身体愁訴 17 3.07 0.49 93 3.07 0.54 6 3.20 0.36 19 3.37 0.43 18 3.07 0.78
職場のハラスメント 17 3.82 0.39 95 3.80 0.50 6 3.33 1.21 19 3.79 0.42 18 3.72 0.57
仕事満足度 17 2.47 0.80 95 2.54 0.74 6 2.50 0.55 19 2.37 1.01 18 2.50 0.99
家庭満足度 17 3.00 0.61 95 2.94 0.74 6 2.83 0.75 19 2.95 0.85 18 3.11 0.58
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

建設業 製造業
電気・ガス
・水道業

情報通信業 運輸業

 

 

 

 

 

 

 

表14-2　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 101 2.36 0.76 49 2.07 0.76 5 2.80 1.02 4 1.92 0.42 46 2.39 0.70
仕事の質的負担 101 2.57 0.66 50 1.97 0.62 5 2.60 0.98 4 2.33 0.90 45 2.54 0.64
身体的負担度 102 2.47 0.97 50 3.30 0.81 5 3.20 0.84 4 2.75 1.26 46 1.98 0.95
職場での対人関係 101 3.03 0.68 49 2.85 0.77 5 3.00 0.71 4 2.92 0.42 44 3.02 0.77
職場環境 102 2.72 0.98 50 3.02 0.96 5 3.20 0.84 4 2.75 0.50 46 2.65 1.02
情緒的負担 102 2.80 0.93 50 2.54 0.99 5 2.40 1.14 4 3.00 0.82 46 2.91 0.91
役割葛藤 102 3.07 0.85 50 2.70 1.02 5 3.20 0.84 4 3.50 0.58 46 2.83 0.95
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

101 3.15 0.80 50 2.82 0.92 5 3.40 0.89 4 3.00 0.00 46 2.83 0.95

仕事の負担合計 98 2.76 0.54 48 2.66 0.58 5 2.98 0.58 4 2.77 0.33 43 2.65 0.55
仕事のコントロール 102 2.59 0.75 50 2.30 0.71 5 2.73 0.43 4 2.33 0.90 46 2.25 0.70
仕事の適性 102 3.13 0.70 50 2.58 0.84 5 2.60 0.55 4 2.75 0.50 46 2.85 0.82
技能の活用 101 2.83 0.91 50 3.18 0.63 5 2.80 1.10 4 3.50 0.58 46 2.72 0.86
仕事の意義 102 2.88 0.81 50 2.68 0.74 5 2.40 0.89 4 2.75 0.96 46 2.67 0.87
役割明確さ 102 3.50 0.52 50 3.36 0.53 5 3.60 0.55 4 3.25 0.50 46 3.41 0.69
成長の機会 101 2.60 0.92 50 2.58 0.91 5 2.40 0.55 4 2.50 1.00 46 2.50 1.01
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

100 2.93 0.49 50 2.78 0.49 5 2.76 0.52 4 2.85 0.54 46 2.73 0.56

上司のサポート 100 2.29 0.75 50 2.17 0.83 5 2.13 0.87 4 2.67 0.98 46 2.35 0.72
同僚のサポート 101 2.76 0.71 50 2.67 0.56 5 2.27 0.43 4 3.08 0.74 46 2.77 0.70
家族友人のサポー
ト

101 3.35 0.67 48 3.37 0.73 5 2.93 1.04 4 3.75 0.50 46 3.38 0.78

経済・地位報酬 101 2.23 0.95 50 2.40 0.90 5 3.00 0.71 4 2.50 0.58 46 2.35 0.97
尊重報酬 101 2.62 0.83 50 2.62 0.83 5 2.40 0.55 3 2.67 0.58 46 2.80 0.72
安定報酬 101 2.74 1.01 50 2.92 1.03 5 3.00 0.71 4 2.25 0.96 46 2.74 1.08
上司のリーダーシッ
プ

101 2.12 0.96 50 2.30 1.05 5 2.00 1.22 4 2.25 0.96 46 1.89 0.85

上司の公正な態度 101 2.63 0.89 50 2.60 1.01 5 2.60 1.14 4 2.50 1.29 45 2.60 0.84
ほめてもらえる職場 101 2.73 0.96 50 2.60 0.97 5 2.20 1.10 4 3.00 0.00 45 2.67 0.88
失敗を認める職場 101 2.49 0.90 49 2.24 0.95 5 2.20 0.45 4 2.75 0.50 45 2.51 0.87
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

99 2.50 0.61 49 2.49 0.61 5 2.42 0.63 3 2.77 0.51 43 2.53 0.52

経営層との信頼関
係

101 2.60 0.75 49 2.51 0.79 5 2.60 0.55 4 2.75 0.50 46 2.50 0.81

変化への対応 101 2.33 0.90 48 2.19 0.82 5 2.40 1.14 4 3.00 0.82 46 2.17 0.88
個人の尊重 101 2.18 0.86 49 2.02 0.83 5 1.80 0.45 4 2.25 0.96 46 1.98 0.80
公正な人事評価 100 2.03 0.87 50 2.36 0.88 5 2.00 0.00 4 2.00 0.82 46 1.96 0.94
多様な労働者への
対応

101 2.72 0.94 50 2.66 0.96 5 3.00 0.71 4 2.75 1.26 46 2.52 1.03

キャリア形成 100 2.16 0.97 50 2.48 0.86 5 2.00 1.00 4 2.25 0.96 45 1.89 0.88
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

101 2.20 0.92 50 2.02 0.80 5 1.40 0.55 4 2.00 0.00 46 2.15 0.92

仕事の資源（事業
場レベル）合計

100 2.31 0.67 48 2.31 0.60 5 2.17 0.36 4 2.43 0.71 45 2.17 0.65

ワーク・エンゲイジメ
ント

101 2.54 0.76 50 2.32 0.71 5 1.90 0.82 4 2.75 0.65 45 2.60 0.86

職場の一体感 102 2.77 0.79 50 2.42 0.81 5 2.20 0.84 4 2.50 0.58 46 2.78 0.73
活気 99 2.37 0.75 49 2.16 0.75 5 1.93 0.92 4 2.08 1.10 46 2.46 0.90
イライラ感 102 2.78 0.86 50 2.65 0.96 5 2.67 0.78 4 3.17 0.69 46 2.72 0.77
疲労感 100 2.78 0.92 50 2.53 0.98 5 3.13 0.56 4 2.50 1.04 46 2.60 0.82
不安感 101 3.16 0.77 50 2.75 0.84 5 3.33 0.41 4 2.67 0.27 45 3.07 0.70
抑うつ感 101 3.42 0.67 50 3.15 0.77 5 3.40 0.64 4 3.54 0.21 46 3.25 0.59
心理的ストレス反応
合計

98 2.99 0.61 49 2.73 0.71 5 2.98 0.45 4 2.92 0.37 45 2.89 0.56

身体愁訴 102 3.23 0.53 50 3.17 0.59 5 3.27 0.49 4 3.18 0.27 46 3.18 0.60
職場のハラスメント 101 3.76 0.65 50 3.48 0.86 5 3.80 0.45 4 3.00 1.15 46 3.72 0.69
仕事満足度 102 2.71 0.75 50 2.32 0.87 5 2.80 0.45 4 2.50 0.58 46 2.59 0.88
家庭満足度 102 2.94 0.90 50 3.12 0.87 5 2.80 1.30 4 2.50 0.58 46 2.80 0.83
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.

卸売・小売業 金融・保険業 不動産業
調査研究、専門・
技術コンサル業

宿泊、飲食、
娯楽業
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表14-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 43 1.97 0.83 192 1.97 0.69 95 2.45 0.77 33 2.42 0.91 59 2.53 0.85 ***
仕事の質的負担 43 1.83 0.57 191 1.79 0.57 92 2.54 0.78 33 2.37 0.82 59 2.59 0.80 ***
身体的負担度 43 2.12 1.03 193 1.97 1.02 95 2.63 1.05 33 3.15 1.09 59 2.81 1.21 ***
職場での対人関係 41 3.17 0.62 193 2.98 0.60 94 3.07 0.69 33 3.16 0.72 56 2.99 0.72
職場環境 43 3.00 0.82 193 3.05 0.84 95 3.08 0.91 33 2.94 0.97 59 2.90 0.96 ***
情緒的負担 43 2.40 0.95 192 2.24 0.92 95 2.84 0.97 33 2.91 0.98 59 2.90 0.96 ***
役割葛藤 43 3.09 0.89 193 2.88 0.95 95 3.17 0.87 33 3.42 0.71 59 3.24 0.86 **
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

43 2.70 0.96 191 2.86 0.89 95 2.99 0.95 33 2.85 0.97 59 2.98 0.88

仕事の負担合計 41 2.55 0.54 187 2.47 0.47 91 2.83 0.55 33 2.90 0.56 56 2.85 0.58 ***
仕事のコントロール 43 2.53 0.78 191 2.25 0.70 94 2.46 0.79 33 2.49 0.71 59 2.63 0.77 **
仕事の適性 43 3.30 0.60 193 3.07 0.70 95 3.12 0.81 33 2.73 0.88 59 3.10 0.80 ***
技能の活用 43 3.44 0.73 193 3.33 0.70 94 2.77 0.94 33 2.88 0.82 57 2.56 0.96 ***
仕事の意義 43 3.56 0.59 193 3.34 0.70 95 2.96 0.85 33 2.88 0.74 59 2.90 0.86 ***
役割明確さ 43 3.58 0.54 193 3.54 0.54 95 3.51 0.62 33 3.39 0.61 58 3.43 0.73 **
成長の機会 43 3.23 0.84 193 2.90 0.87 94 2.56 0.87 33 2.45 1.00 58 2.76 1.03 ***
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

43 3.27 0.44 191 3.08 0.41 93 2.90 0.48 33 2.80 0.47 55 2.88 0.56 ***

上司のサポート 43 2.47 0.75 193 2.38 0.73 92 2.41 0.87 33 2.30 0.83 58 2.30 0.82
同僚のサポート 43 2.86 0.61 192 2.81 0.68 92 2.83 0.73 33 2.70 0.71 59 2.63 0.80
家族友人のサポー
ト

43 3.35 0.59 192 3.44 0.65 94 3.38 0.67 33 3.46 0.74 59 3.39 0.62

経済・地位報酬 43 2.40 0.98 192 2.31 0.94 95 2.39 0.98 33 2.55 0.94 59 2.19 0.94
尊重報酬 43 2.93 0.70 192 2.73 0.75 94 2.73 0.82 32 2.50 0.76 58 2.71 0.84
安定報酬 42 2.88 0.97 192 3.15 0.91 95 2.71 1.05 33 2.48 1.30 58 2.84 0.97 *
上司のリーダーシッ
プ

43 2.40 0.98 192 2.36 0.93 94 2.13 0.96 33 2.42 0.97 58 2.24 0.90 *

上司の公正な態度 43 2.84 0.81 192 2.76 0.86 94 2.69 0.95 33 2.94 0.75 58 2.76 0.86
ほめてもらえる職場 43 2.72 0.88 191 2.61 0.94 95 2.62 1.00 33 2.88 0.93 59 2.61 0.85
失敗を認める職場 43 2.58 0.76 192 2.42 0.85 95 2.52 0.90 33 2.52 0.91 59 2.63 0.83
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

42 2.67 0.51 190 2.61 0.52 90 2.58 0.63 32 2.60 0.58 57 2.54 0.57

経営層との信頼関
係

43 2.88 0.73 191 2.66 0.82 93 2.69 0.79 33 2.88 0.82 58 2.62 0.85

変化への対応 43 2.42 0.85 192 2.44 0.86 95 2.40 0.86 33 2.61 0.86 58 2.41 0.88
個人の尊重 43 2.56 0.85 192 2.31 0.79 95 2.19 0.87 33 2.09 0.84 58 2.24 0.88 *
公正な人事評価 43 2.05 0.75 190 2.05 0.89 94 2.10 0.90 32 2.03 0.90 58 2.02 0.89
多様な労働者への
対応

43 3.07 0.63 192 2.91 0.80 94 2.86 0.77 33 2.97 0.88 58 2.84 0.89

キャリア形成 43 2.56 0.83 192 2.51 0.88 94 2.20 0.81 33 2.39 0.90 58 2.24 0.94 ***
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

43 2.42 0.85 192 2.20 0.91 95 2.43 0.88 33 2.39 0.93 59 2.20 0.92 **

仕事の資源（事業
場レベル）合計

43 2.56 0.47 188 2.44 0.60 92 2.41 0.57 32 2.46 0.52 58 2.37 0.65 *

ワーク・エンゲイジメ
ント

43 2.94 0.66 192 2.79 0.69 95 2.62 0.79 33 2.64 0.73 59 2.53 0.76 ***

職場の一体感 43 3.02 0.64 192 2.86 0.68 95 2.83 0.85 33 3.03 0.59 59 2.75 0.82 ***
活気 43 2.72 0.78 191 2.36 0.77 94 2.48 0.80 33 2.24 0.74 59 2.39 0.84 ***
イライラ感 42 3.06 0.77 190 2.62 0.85 92 2.81 0.89 33 3.11 0.73 59 2.75 0.88 *
疲労感 43 2.65 0.93 192 2.51 0.84 95 2.81 0.91 33 2.91 0.83 59 2.90 0.91 *
不安感 43 2.89 0.81 193 2.83 0.78 95 3.05 0.88 33 3.11 0.75 59 3.08 0.84 *
抑うつ感 43 3.42 0.52 192 3.31 0.60 95 3.41 0.68 33 3.43 0.71 59 3.31 0.71
心理的ストレス反応
合計

42 3.02 0.56 186 2.83 0.57 91 2.99 0.67 33 3.04 0.57 59 2.96 0.66

身体愁訴 43 3.25 0.46 189 3.16 0.47 93 3.25 0.50 33 3.28 0.61 58 3.15 0.60
職場のハラスメント 43 3.81 0.59 192 3.70 0.58 95 3.75 0.67 33 3.88 0.33 59 3.58 0.81
仕事満足度 43 2.98 0.74 193 2.71 0.80 95 2.74 0.83 33 2.76 0.75 59 2.73 0.81 *
家庭満足度 42 3.02 0.72 193 3.11 0.83 95 3.06 0.85 33 3.00 0.75 59 2.95 0.80
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.
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はじめに 
 新職業性ストレス簡易調査票は、平成 21-23 年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究

事業）「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」（H21-労働-一般-001）
（以下「本研究班」）の研究成果です。労働者や職場のストレス要因やストレス反応の測定には、開発

以来、職業性ストレス簡易調査票が広く使用されてきました。しかし今日、労働者のストレスやメンタ

ルヘルスはより広い職場要因によって影響を受けています。新職業性ストレス簡易調査票(New BJSQ)
では、現行版の職業性ストレス簡易調査票 20 尺度に、22 の新しい尺度（推奨尺度セットの場合）を追

加することで、これらのより広い職場の心理社会的要因、特に部署や事業場レベルでの仕事の資源およ

び労働者の仕事へのポジティブな関わりを測定できるようになりました。 
 
新職業性ストレス簡易調査票の特徴 

 新職業性ストレス簡易調査票を、現行の職業性ストレス簡易調査票に追加して使用します。「推

奨尺度セット」として優先度の高い尺度をまとめた調査票を提供しています。しかし使用する

尺度は調査ごとに取捨選択していただいてかまいません。 
 新職業性ストレス簡易調査票では、仕事の負担に関する尺度を拡張して情緒的負担や役割葛藤

が測定できるようになったと同時に、仕事の資源に関する尺度として、作業レベル（仕事の意

義、役割明確さ、成長の機会など）、部署レベル（仕事の報酬、上司のリーダーシップなど）、

事業場レベル（経営層との信頼関係、人事評価の公正さ、個人の尊重など）を追加し、職場環

境要因をより広く測定できるようになりました。また重要なアウトカムとして、労働者の仕事

へのポジティブな関わり（ワーク・エンゲイジメント）、職場の一体感（職場のソーシャルキ

ャピタル）、職場のハラスメントなどを測定できます。 
 １つの尺度が２～５項目からなる「標準版」に加えて、１尺度１～２項目ならなる「短縮版」

が作成されています。調査研究については標準版の使用をお勧めします。短縮版は項目数が少

なく現場で導入しやすいと思われます。 
 新職業性ストレス簡易調査票は、組織レベル（事業場や部署）での評価を主目的としています。

新職業性ストレス簡易調査票からのフィードバック様式は、現在のところ組織レベル用（事業

場や部署別集計）のみが作成されています。新職業性ストレス簡易調査票では、調査結果を 2010
年時点での全国の標準データと比較して評価することができます。 
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表14-3　全国調査の産業別尺度平均と標準偏差（短縮版、女性）

標準版の尺度 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD 人数 平均 SD
仕事の量的負担 43 1.97 0.83 192 1.97 0.69 95 2.45 0.77 33 2.42 0.91 59 2.53 0.85 ***
仕事の質的負担 43 1.83 0.57 191 1.79 0.57 92 2.54 0.78 33 2.37 0.82 59 2.59 0.80 ***
身体的負担度 43 2.12 1.03 193 1.97 1.02 95 2.63 1.05 33 3.15 1.09 59 2.81 1.21 ***
職場での対人関係 41 3.17 0.62 193 2.98 0.60 94 3.07 0.69 33 3.16 0.72 56 2.99 0.72
職場環境 43 3.00 0.82 193 3.05 0.84 95 3.08 0.91 33 2.94 0.97 59 2.90 0.96 ***
情緒的負担 43 2.40 0.95 192 2.24 0.92 95 2.84 0.97 33 2.91 0.98 59 2.90 0.96 ***
役割葛藤 43 3.09 0.89 193 2.88 0.95 95 3.17 0.87 33 3.42 0.71 59 3.24 0.86 **
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ネガティブ）

43 2.70 0.96 191 2.86 0.89 95 2.99 0.95 33 2.85 0.97 59 2.98 0.88

仕事の負担合計 41 2.55 0.54 187 2.47 0.47 91 2.83 0.55 33 2.90 0.56 56 2.85 0.58 ***
仕事のコントロール 43 2.53 0.78 191 2.25 0.70 94 2.46 0.79 33 2.49 0.71 59 2.63 0.77 **
仕事の適性 43 3.30 0.60 193 3.07 0.70 95 3.12 0.81 33 2.73 0.88 59 3.10 0.80 ***
技能の活用 43 3.44 0.73 193 3.33 0.70 94 2.77 0.94 33 2.88 0.82 57 2.56 0.96 ***
仕事の意義 43 3.56 0.59 193 3.34 0.70 95 2.96 0.85 33 2.88 0.74 59 2.90 0.86 ***
役割明確さ 43 3.58 0.54 193 3.54 0.54 95 3.51 0.62 33 3.39 0.61 58 3.43 0.73 **
成長の機会 43 3.23 0.84 193 2.90 0.87 94 2.56 0.87 33 2.45 1.00 58 2.76 1.03 ***
仕事の資源（作業レ
ベル）合計

43 3.27 0.44 191 3.08 0.41 93 2.90 0.48 33 2.80 0.47 55 2.88 0.56 ***

上司のサポート 43 2.47 0.75 193 2.38 0.73 92 2.41 0.87 33 2.30 0.83 58 2.30 0.82
同僚のサポート 43 2.86 0.61 192 2.81 0.68 92 2.83 0.73 33 2.70 0.71 59 2.63 0.80
家族友人のサポー
ト

43 3.35 0.59 192 3.44 0.65 94 3.38 0.67 33 3.46 0.74 59 3.39 0.62

経済・地位報酬 43 2.40 0.98 192 2.31 0.94 95 2.39 0.98 33 2.55 0.94 59 2.19 0.94
尊重報酬 43 2.93 0.70 192 2.73 0.75 94 2.73 0.82 32 2.50 0.76 58 2.71 0.84
安定報酬 42 2.88 0.97 192 3.15 0.91 95 2.71 1.05 33 2.48 1.30 58 2.84 0.97 *
上司のリーダーシッ
プ

43 2.40 0.98 192 2.36 0.93 94 2.13 0.96 33 2.42 0.97 58 2.24 0.90 *

上司の公正な態度 43 2.84 0.81 192 2.76 0.86 94 2.69 0.95 33 2.94 0.75 58 2.76 0.86
ほめてもらえる職場 43 2.72 0.88 191 2.61 0.94 95 2.62 1.00 33 2.88 0.93 59 2.61 0.85
失敗を認める職場 43 2.58 0.76 192 2.42 0.85 95 2.52 0.90 33 2.52 0.91 59 2.63 0.83
仕事の資源（部署レ
ベル）合計

42 2.67 0.51 190 2.61 0.52 90 2.58 0.63 32 2.60 0.58 57 2.54 0.57

経営層との信頼関
係

43 2.88 0.73 191 2.66 0.82 93 2.69 0.79 33 2.88 0.82 58 2.62 0.85

変化への対応 43 2.42 0.85 192 2.44 0.86 95 2.40 0.86 33 2.61 0.86 58 2.41 0.88
個人の尊重 43 2.56 0.85 192 2.31 0.79 95 2.19 0.87 33 2.09 0.84 58 2.24 0.88 *
公正な人事評価 43 2.05 0.75 190 2.05 0.89 94 2.10 0.90 32 2.03 0.90 58 2.02 0.89
多様な労働者への
対応

43 3.07 0.63 192 2.91 0.80 94 2.86 0.77 33 2.97 0.88 58 2.84 0.89

キャリア形成 43 2.56 0.83 192 2.51 0.88 94 2.20 0.81 33 2.39 0.90 58 2.24 0.94 ***
ワーク・セルフ・バラ
ンス（ポジティブ）

43 2.42 0.85 192 2.20 0.91 95 2.43 0.88 33 2.39 0.93 59 2.20 0.92 **

仕事の資源（事業
場レベル）合計

43 2.56 0.47 188 2.44 0.60 92 2.41 0.57 32 2.46 0.52 58 2.37 0.65 *

ワーク・エンゲイジメ
ント

43 2.94 0.66 192 2.79 0.69 95 2.62 0.79 33 2.64 0.73 59 2.53 0.76 ***

職場の一体感 43 3.02 0.64 192 2.86 0.68 95 2.83 0.85 33 3.03 0.59 59 2.75 0.82 ***
活気 43 2.72 0.78 191 2.36 0.77 94 2.48 0.80 33 2.24 0.74 59 2.39 0.84 ***
イライラ感 42 3.06 0.77 190 2.62 0.85 92 2.81 0.89 33 3.11 0.73 59 2.75 0.88 *
疲労感 43 2.65 0.93 192 2.51 0.84 95 2.81 0.91 33 2.91 0.83 59 2.90 0.91 *
不安感 43 2.89 0.81 193 2.83 0.78 95 3.05 0.88 33 3.11 0.75 59 3.08 0.84 *
抑うつ感 43 3.42 0.52 192 3.31 0.60 95 3.41 0.68 33 3.43 0.71 59 3.31 0.71
心理的ストレス反応
合計

42 3.02 0.56 186 2.83 0.57 91 2.99 0.67 33 3.04 0.57 59 2.96 0.66

身体愁訴 43 3.25 0.46 189 3.16 0.47 93 3.25 0.50 33 3.28 0.61 58 3.15 0.60
職場のハラスメント 43 3.81 0.59 192 3.70 0.58 95 3.75 0.67 33 3.88 0.33 59 3.58 0.81
仕事満足度 43 2.98 0.74 193 2.71 0.80 95 2.74 0.83 33 2.76 0.75 59 2.73 0.81 *
家庭満足度 42 3.02 0.72 193 3.11 0.83 95 3.06 0.85 33 3.00 0.75 59 2.95 0.80
*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001.
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はじめに 
 新職業性ストレス簡易調査票は、平成 21-23 年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究

事業）「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」（H21-労働-一般-001）
（以下「本研究班」）の研究成果です。労働者や職場のストレス要因やストレス反応の測定には、開発

以来、職業性ストレス簡易調査票が広く使用されてきました。しかし今日、労働者のストレスやメンタ

ルヘルスはより広い職場要因によって影響を受けています。新職業性ストレス簡易調査票(New BJSQ)
では、現行版の職業性ストレス簡易調査票 20 尺度に、22 の新しい尺度（推奨尺度セットの場合）を追

加することで、これらのより広い職場の心理社会的要因、特に部署や事業場レベルでの仕事の資源およ

び労働者の仕事へのポジティブな関わりを測定できるようになりました。 
 
新職業性ストレス簡易調査票の特徴 

 新職業性ストレス簡易調査票を、現行の職業性ストレス簡易調査票に追加して使用します。「推

奨尺度セット」として優先度の高い尺度をまとめた調査票を提供しています。しかし使用する

尺度は調査ごとに取捨選択していただいてかまいません。 
 新職業性ストレス簡易調査票では、仕事の負担に関する尺度を拡張して情緒的負担や役割葛藤

が測定できるようになったと同時に、仕事の資源に関する尺度として、作業レベル（仕事の意

義、役割明確さ、成長の機会など）、部署レベル（仕事の報酬、上司のリーダーシップなど）、

事業場レベル（経営層との信頼関係、人事評価の公正さ、個人の尊重など）を追加し、職場環

境要因をより広く測定できるようになりました。また重要なアウトカムとして、労働者の仕事

へのポジティブな関わり（ワーク・エンゲイジメント）、職場の一体感（職場のソーシャルキ

ャピタル）、職場のハラスメントなどを測定できます。 
 １つの尺度が２～５項目からなる「標準版」に加えて、１尺度１～２項目ならなる「短縮版」

が作成されています。調査研究については標準版の使用をお勧めします。短縮版は項目数が少

なく現場で導入しやすいと思われます。 
 新職業性ストレス簡易調査票は、組織レベル（事業場や部署）での評価を主目的としています。

新職業性ストレス簡易調査票からのフィードバック様式は、現在のところ組織レベル用（事業

場や部署別集計）のみが作成されています。新職業性ストレス簡易調査票では、調査結果を 2010
年時点での全国の標準データと比較して評価することができます。 
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新職業性ストレス簡易調査票と「健康いきいき職場」づくり 
 本研究班におけるステークホルダー会議の議論から、わが国の労働者のメンタルヘルス不調の新しい

一次予防対策として「健康いきいき職場」づくり（仮称）が提案されました。「健康いきいき職場」づ

くりでは、健康の保持・増進に加えて労働者のいきいき、職場の一体感の増進を目標に加え、組織資源

を高める対策を実施することで、職場におけるポジティブなメンタルヘルスを実現しようとする活動で

す。「健康いきいき職場」づくりはこれまでの職場のメンタルヘルス対策に置き換わるものではありま

せんが、これを補完し拡充するものとして期待されます。「健康いきいき職場」づくりは、下図のよう

な「健康いきいき職場」モデルに従って推進されます。新職業性ストレス簡易調査票は、このモデルに

記載された職場環境要因やアウトカムを測定できるように作成されています。 
 

 
 
図 「健康いきいき職場」づくりモデルにおける仕事の負担、仕事の資源と、３つの健康いき

いきアウトカムとの関連。仕事の負担の改善に加え、仕事の資源の推進が労働者の満足・幸福

および企業・組織の生産性、イノベーションを通じて社会への貢献につながると考えられる。 
 
使用上の注意 
現行版の職業性ストレス簡易調査票と同様に、どなたでも無料で自由に使用していただけます。しか

しながら研究班では使用にあたっての無償での技術的サポートは提供しておりません。また使用による
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新職業性ストレス簡易調査票と「健康いきいき職場」づくり 
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資料２ 現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧 

 

現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（１／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜仕事の負担＞     

1. 仕事の量的負担 現行 ○1 3 3  

2. 仕事の質的負担 現行 ○2 3 3  

3. 身体的負担度 現行 ○3 1 1  

4. 職場での対人関係 現行 ○4 3 3  

5. 職場環境 現行 ○5 1 1  

6. 情緒的負担 新 ○6 3 1  

7. 役割葛藤 新 ○7 3 1  

8. ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 新 ○8 2 1  

＜仕事の資源：作業レベル＞     

9. 仕事のコントロール 現行 ○9 3 3  

10. 仕事の適性 現行 ○10 1 1  

11. 技能の活用度 現行 ○11 1 1  

12. 仕事の意義 新 ○12 3 1 ※3 

13. 役割明確さ 新 ○13 3 1  

14. 成長の機会 新 ○14 3 1  

15. 新奇性 新 － 3 －  

16. 予測可能性 新 － 3 －  

＜仕事の資源：部署（グループ）レベル＞     

17. 上司からのサポート 現行 ○15 3 3  

18. 同僚からのサポート 現行 ○16 3 3  

19. [家族・友人からのサポート] 現行 ○17 3 3  

20. 経済・地位報酬 新 ○18 2 1  

21. 尊重報酬 新 ○19 2 1  

22. 安定報酬 新 ○20 3 1  

23. 上司のリーダーシップ 新 ○21 3 1  

24. 上司の公正な態度 新 ○22 3 1  

25. ほめてもらえる職場 新 ○23 3 1  

26. 失敗を認める職場 新 ○24 2 1  

27. グループの有能感 新 － 3 －  

＜仕事の資源：事業場レベル＞     

28. 経営層との信頼関係 新 ○25 3 1  

29. 変化への対応 新 ○26 3 1  

30. 手続きの公正性 新 － 3 －  

31. 個人の尊重 新 ○27 3 1  

32. 公正な人事評価 新 ○28 3 1  

33. 多様な労働者への対応 新 ○29 3 1  

34. キャリア形成 新 ○30 5 1  

35. ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 新 ○31 2 1  

※1 []は職場外要因を示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 

※3 標準版では現行版に新しい２項目を追加する。短縮版は現行版の項目をそのまま使用する。 

現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（２／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜アウトカム＞     

36. 活気 現行 ○32 3 3  

37. イライラ感 現行 ○33 3 3  

38. 疲労感 現行 ○34 3 3  

39. 不安感 現行 ○35 3 3  

40. 抑うつ感 現行 ○36 6 6  

41. 身体愁訴 現行 ○37 11 11  

42. 仕事満足度 現行 ○38 1 1  

43. [家庭満足度] 現行 ○39 1 1  

44. 職場のハラスメント 新 ○40 2 1  

45. 職場の一体感（ソーシャル・キャピタル） 新 ○41 3 1  

46. ワーク・エンゲイジメント 新 ○42 2 2  

47. 職務の遂行 新 － 3 －  

48. 創造性の発揮 新 － 3 －  

49. 積極的な学習 新 － 3 －  

※1 []は職場外アウトカムを示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 
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資料２ 現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧 

 

現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（１／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜仕事の負担＞     

1. 仕事の量的負担 現行 ○1 3 3  

2. 仕事の質的負担 現行 ○2 3 3  

3. 身体的負担度 現行 ○3 1 1  

4. 職場での対人関係 現行 ○4 3 3  

5. 職場環境 現行 ○5 1 1  

6. 情緒的負担 新 ○6 3 1  

7. 役割葛藤 新 ○7 3 1  

8. ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 新 ○8 2 1  

＜仕事の資源：作業レベル＞     

9. 仕事のコントロール 現行 ○9 3 3  

10. 仕事の適性 現行 ○10 1 1  

11. 技能の活用度 現行 ○11 1 1  

12. 仕事の意義 新 ○12 3 1 ※3 

13. 役割明確さ 新 ○13 3 1  

14. 成長の機会 新 ○14 3 1  

15. 新奇性 新 － 3 －  

16. 予測可能性 新 － 3 －  

＜仕事の資源：部署（グループ）レベル＞     

17. 上司からのサポート 現行 ○15 3 3  

18. 同僚からのサポート 現行 ○16 3 3  

19. [家族・友人からのサポート] 現行 ○17 3 3  

20. 経済・地位報酬 新 ○18 2 1  

21. 尊重報酬 新 ○19 2 1  

22. 安定報酬 新 ○20 3 1  

23. 上司のリーダーシップ 新 ○21 3 1  

24. 上司の公正な態度 新 ○22 3 1  

25. ほめてもらえる職場 新 ○23 3 1  

26. 失敗を認める職場 新 ○24 2 1  

27. グループの有能感 新 － 3 －  

＜仕事の資源：事業場レベル＞     

28. 経営層との信頼関係 新 ○25 3 1  

29. 変化への対応 新 ○26 3 1  

30. 手続きの公正性 新 － 3 －  

31. 個人の尊重 新 ○27 3 1  

32. 公正な人事評価 新 ○28 3 1  

33. 多様な労働者への対応 新 ○29 3 1  

34. キャリア形成 新 ○30 5 1  

35. ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 新 ○31 2 1  

※1 []は職場外要因を示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 

※3 標準版では現行版に新しい２項目を追加する。短縮版は現行版の項目をそのまま使用する。 

現行および新職業性ストレス簡易調査票尺度一覧（２／２） 

尺度 ※1 

現行／

新調査

票の別 

推奨尺

度セッ

ト（○が

該当） 

現行版

＋標準

版の場

合の項

目数 

現行版

＋短縮

版の場

合の項

目数※2 

備考 

＜アウトカム＞     

36. 活気 現行 ○32 3 3  

37. イライラ感 現行 ○33 3 3  

38. 疲労感 現行 ○34 3 3  

39. 不安感 現行 ○35 3 3  

40. 抑うつ感 現行 ○36 6 6  

41. 身体愁訴 現行 ○37 11 11  

42. 仕事満足度 現行 ○38 1 1  

43. [家庭満足度] 現行 ○39 1 1  

44. 職場のハラスメント 新 ○40 2 1  

45. 職場の一体感（ソーシャル・キャピタル） 新 ○41 3 1  

46. ワーク・エンゲイジメント 新 ○42 2 2  

47. 職務の遂行 新 － 3 －  

48. 創造性の発揮 新 － 3 －  

49. 積極的な学習 新 － 3 －  

※1 []は職場外アウトカムを示す。 

※2 短縮版にない場合 － と表記している。 
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資料３ 現行および新職業性ストレス簡易調査票 推奨尺度の説明 

 

変数グルー

プ 

推奨尺度 説明 質問項目の例＊ 

仕事の負担 仕事の量的負担 仕事の量が多いことや時間内に仕事

を処理しきれないことによる業務負

担のこと 

非常にたくさんの仕事をし

なければならない 

 仕事の質的負担 仕事で求められる注意集中の程度、知

識、技術の高さなど質的な業務負担の

こと 

かなり注意を集中する必要

がある 

 身体的負担 仕事でからだを動かす必要があるな

ど身体的な業務負担のこと 

からだを大変よく使う仕事

だ 

 職場での対人関

係 

部署内での意見の相違、あるいは部署

同士の対立など対人関係に関する負

担のこと 

私の職場の雰囲気は友好的

である 

 職場環境 騒音、照明、温度、換気などの物理的

な職場環境の問題による負担のこと 

私の職場の作業環境（騒音、

照明、温度、換気など）はよ

くない 

 情緒的負担 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱さ

れるなど、感情面での業務負担のこと

感情面で負担になる仕事だ 

 役割葛藤 複数の方針や要求が互いに相容れな

いために業務の遂行が困難になるこ

とによる負担のこと 

複数の人からお互いに矛盾

したことを要求される 

 ワーク・ライフ・

バランス（ネガテ

ィブ） 

仕事の負担が、個人生活に対して好ま

しくない影響を及ぼしていること 

仕事のことを考えているた

め自分の生活を充実させら

れない 

 ＊仕事の負担合

計＊ 

仕事から生じてくる要求度や心理的

負担の合計 

 

仕事の資源

（作業レベ

ル） 

仕事のコントロ

ール 

仕事の内容や予定や手順などを自分

で決められる程度のこと。仕事の負担

の高い状況とコントロール度の低い

状況とが重なるとストレス度が高く

なる 

自分で仕事の順番・やり方を

決めることができる 

 仕事の適性 仕事の内容が自分に向いている、合っ

ていること 

仕事の内容は自分に合って

いる 

 技能の活用 持っている技術、知識、技能、資格な

どが仕事上活用されていること 

自分の技能や知識を仕事で

使うことが少ない（あるい

は、使うことはない） 

 仕事の意義 仕事の意義が認識でき、働きがいを感

じていること 

働きがいのある仕事だ 

 役割明確さ 仕事の上で果たすべき役割が明確に

理解されていること 

自分の職務や責任が何であ

るか分かっている 

 成長の機会 仕事の中で、知識や技術を得たり、そ

の他の自己成長の機会があること 

仕事で自分の長所をのばす

機会がある 

 ＊仕事の資源（作

業レベル）合計＊ 

仕事の資源のうち、作業内容と関連の

大きい仕事の資源の合計 

 

仕事の資源

（部署レベ

ル） 

上司のサポート 上司が話しかけやすく、頼りになり、

相談にのってくれるなど上司が部下

に行う支援 

（上司と）どのくらい気軽に

話ができますか？ 

2 
 

 同僚のサポート 同僚が話しをしやすく、頼りになり、

相談にのってくれるなど同僚同士で

の支援 

（同僚と）どのくらい気軽に

話ができますか？ 

 家族・友人のサポ

ート 

配偶者、家族、友人等から受けられる

支援 

困った時、次の人たちはどの

くらい頼りになりますか？

（配偶者、家族、友人等） 

 経済・地位報酬 仕事上の努力や達成度に対し金銭的

あるいは処遇を適切に受けているこ

と。尊重報酬、安定報酬とともに仕事

の三大報酬の１つ 

自分の仕事に見合う給料や

ボーナスをもらっている 

 尊重報酬 上司や同僚から、仕事上の努力や達成

度にふさわしい尊敬や処遇を受けて

いること 

私は上司からふさわしい評

価を受けている 

 安定報酬 仕事が不安定であり、将来の見込みが

ないなど、職を失う可能性のあること

職を失う恐れがある 

 上司のリーダー

シップ 

上司が、仕事の出来について適切なフ

ィードバックを行い、部下の能力発揮

を助け、自ら問題解決できるよう指導

していること 

上司は、部下が能力をのばす

機会を持てるように、取り計

らってくれる 

 上司の公正な態

度 

上司が、偏見を持ったり独りよがりだ

ったりせず、部下に思いやりと誠実さ

を持って対応してくれる（態度でい

る）こと 

上司は誠実な態度で対応し

てくれる 

 ほめてもらえる

職場 

業務の結果に対して、上司や同僚から

のねぎらいや感謝の言葉など、ポジテ

ィブな評価を受けることができる雰

囲気が職場にあること。表彰制度など

も含まれる。 

努力して仕事をすれば、ほめ

てもらえる 

 失敗を認める職

場 

仕事上で失敗しても、それを取り戻す

機会があったり、失敗を転じて成功に

導くことができる雰囲気が職場にあ

ること。 

失敗しても挽回(ばんかい)

するチャンスがある職場だ 

 仕事の資源（部署

レベル）合計 

主に部署内の組織、風土や人間関係と

関係する仕事の資源の合計 

 

仕事の資源

（事業場レ

ベル） 

経営層との信頼

関係 

経営層と従業員の間に相互の信頼関

係があること 

経営層からの情報は信頼で

きる 

 変化への対応 職場や仕事でどんな変化があるか説

明があったり、たずねることができた

りと、変化がある際の準備が組織的に

できていること 

職場や仕事で変化があると

きには、従業員の意見が聞か

れている 

 個人の尊重 一人ひとりの長所や得意分野、価値観

などを考えて仕事が与えられる風土

や方針があること 

一人ひとりの価値観を大事

にしてくれる職場だ 

 公正な人事評価 人事評価の方針、基準について情報が

提供され、個別の人事評価結果につい

て納得できる説明がなされる風土や

方針があること 

人事評価の結果について十

分な説明がなされている 

 多様な労働者へ

の対応 

女性、高齢者、若年者、雇用形態別の

さまざまな従業員が職場の一員とし

て尊重される風土や方針があること 

職場では、（正規、非正規、

アルバイトなど）いろいろな

立場の人が職場の一員とし

て尊重されている 

− 302− − 303−
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資料３ 現行および新職業性ストレス簡易調査票 推奨尺度の説明 

 

変数グルー

プ 

推奨尺度 説明 質問項目の例＊ 

仕事の負担 仕事の量的負担 仕事の量が多いことや時間内に仕事

を処理しきれないことによる業務負

担のこと 

非常にたくさんの仕事をし

なければならない 

 仕事の質的負担 仕事で求められる注意集中の程度、知

識、技術の高さなど質的な業務負担の

こと 

かなり注意を集中する必要

がある 

 身体的負担 仕事でからだを動かす必要があるな

ど身体的な業務負担のこと 

からだを大変よく使う仕事

だ 

 職場での対人関

係 

部署内での意見の相違、あるいは部署

同士の対立など対人関係に関する負

担のこと 

私の職場の雰囲気は友好的

である 

 職場環境 騒音、照明、温度、換気などの物理的

な職場環境の問題による負担のこと 

私の職場の作業環境（騒音、

照明、温度、換気など）はよ

くない 

 情緒的負担 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱さ

れるなど、感情面での業務負担のこと
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仕事の資源
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（上司と）どのくらい気軽に

話ができますか？ 
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 同僚のサポート 同僚が話しをしやすく、頼りになり、

相談にのってくれるなど同僚同士で

の支援 
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ート 
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る）こと 
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できていること 

職場や仕事で変化があると

きには、従業員の意見が聞か

れている 

 個人の尊重 一人ひとりの長所や得意分野、価値観

などを考えて仕事が与えられる風土

や方針があること 

一人ひとりの価値観を大事

にしてくれる職場だ 

 公正な人事評価 人事評価の方針、基準について情報が

提供され、個別の人事評価結果につい

て納得できる説明がなされる風土や

方針があること 

人事評価の結果について十

分な説明がなされている 

 多様な労働者へ

の対応 

女性、高齢者、若年者、雇用形態別の

さまざまな従業員が職場の一員とし

て尊重される風土や方針があること 

職場では、（正規、非正規、

アルバイトなど）いろいろな

立場の人が職場の一員とし

て尊重されている 
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 キャリア形成 従業員のキャリアについて、人事方針

や目標が明確にされ、教育・訓練が提

供されていること 

意欲を引き出したり、キャリ

アに役立つ教育が行われて

いる 

 ワーク・ライフ・

バランス（ポジテ

ィブ） 

仕事から得たものにより、個人生活を

豊かにすることができる風土や方針

があること 

仕事でエネルギーをもらう

ことで、自分の生活がさらに

充実している 

 仕事の資源（事業

場レベル）合計 

人材育成方針や人事評価制度など主

に事業場あるいは企業レベルで決め

られる仕事の資源の合計 

 

いきいきア

ウトカム 

ワーク・エンゲイ

ジメント 

仕事から活力を得て、仕事に誇りを感

じ、従業員がいきいきと仕事をしてい

る状態。健康いきいき職場づくりの達

成目標の１つ。 

仕事をしていると、活力がみ

なぎるように感じる 

 職場の一体感 職場のメンバーが情報共有、相互理解

や信頼、助け合いの気持ちをもって業

務を遂行している状態。ワーク・エン

ゲイジメントが個人の活性度の指標

であるのに対して、職場組織の健康

度・活性度の指標であり、健康いきい

き職場づくりの達成目標の１つ。 

私たちの職場では、お互いに

理解し認め合っている 

心身の健康 活気 活気、元気、いきいきなどのポジティ

ブな感情。ワーク・エンゲイジメント

と異なり、必ずしも仕事と関連した活

気ではない 

活気がわいてくる 

 イライラ感 怒り、立腹、イライラなどの症状。 イライラしている 

 疲労感 疲れ、へとへと、だるさなどの疲労に

関連した症状 

へとへとだ 

 不安感 気がはりつめている、不安、落ち着か

ないなどの不安に関する症状 

落着かない 

 抑うつ感 憂うつ感、おっくうさ、集中力の低下

など、気分と気力の低下に関する症状

ゆううつだ 

 心理的ストレス

反応合計 

活気（のなさ）、イライラ感、疲労感、

不安感、抑うつ感の症状の合計 

 

 身体愁訴 身体的な症状の合計 めまいがする、よく眠れない

職場のハラ

スメント 

職場のハラスメ

ント 

職場でいじめ、嫌がらせがあるかどう

か。セクシャルハラスメント、パワー

ハラスメントなどを含めてたずねて

いる。 

職場で自分がいじめにあっ

ている (セクハラ、パワハラ

を含む) 

満足度 仕事満足度 仕事に関する全般的な満足度 仕事に満足だ 

 家庭満足度 家庭生活に関する全般的な満足度 家庭生活に満足だ 

＊：解説のために一部言葉が追加されているものがあります。正式な項目については別資料を参照して

ください。 
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資料４－１ 職業性ストレス簡易調査票(現行＋新調査票推奨尺度��ト���) 

 

 現行の職業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度��ト�

��（63 項目）を追加した 42 尺度 120 項目の調査票のサンプルです。 

 Ａ～Ｄまでは現行の職業性ストレス簡易調査票、ＥからＨまでは新職業性ストレス簡易調査票にな

っています。質問番号が飛んでいる場合がありますが、これは推奨尺度以外の項目を除いているた

めです。 

 尺度の一覧、説明、採点方法は別途資料をご覧ください。 

 

Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ

や
や
ち
が
う

ち
が
う 

 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない-------------------- １ ２ ３ ４ 

2. 時間内に仕事が処理しきれない-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

3. 一生懸命働かなければならない-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

4. かなり注意を集中する必要がある------------------------------ １ ２ ３ ４ 

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ-------------------- １ ２ ３ ４ 

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない------ １ ２ ３ ４ 

7. からだを大変よく使う仕事だ---------------------------------- １ ２ ３ ４ 

8. 自分のペースで仕事ができる---------------------------------- １ ２ ３ ４ 

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる---------------- １ ２ ３ ４ 

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる------------------- １ ２ ３ ４ 

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない------------------- １ ２ ３ ４ 

12. 私の部署内で意見のくい違いがある--------------------------- １ ２ ３ ４ 

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない----------------------- １ ２ ３ ４ 

14. 私の職場の雰囲気は友好的である----------------------------- １ ２ ３ ４ 

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない- １ ２ ３ ４ 

16. 仕事の内容は自分にあっている------------------------------- １ ２ ３ ４ 

17. 働きがいのある仕事だ--------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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 キャリア形成 従業員のキャリアについて、人事方針

や目標が明確にされ、教育・訓練が提
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意欲を引き出したり、キャリ

アに役立つ教育が行われて

いる 

 ワーク・ライフ・

バランス（ポジテ

ィブ） 

仕事から得たものにより、個人生活を

豊かにすることができる風土や方針

があること 

仕事でエネルギーをもらう

ことで、自分の生活がさらに

充実している 

 仕事の資源（事業

場レベル）合計 

人材育成方針や人事評価制度など主

に事業場あるいは企業レベルで決め

られる仕事の資源の合計 
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ウトカム 

ワーク・エンゲイ

ジメント 

仕事から活力を得て、仕事に誇りを感

じ、従業員がいきいきと仕事をしてい

る状態。健康いきいき職場づくりの達

成目標の１つ。 

仕事をしていると、活力がみ

なぎるように感じる 

 職場の一体感 職場のメンバーが情報共有、相互理解

や信頼、助け合いの気持ちをもって業

務を遂行している状態。ワーク・エン

ゲイジメントが個人の活性度の指標

であるのに対して、職場組織の健康

度・活性度の指標であり、健康いきい

き職場づくりの達成目標の１つ。 

私たちの職場では、お互いに

理解し認め合っている 

心身の健康 活気 活気、元気、いきいきなどのポジティ

ブな感情。ワーク・エンゲイジメント

と異なり、必ずしも仕事と関連した活

気ではない 

活気がわいてくる 

 イライラ感 怒り、立腹、イライラなどの症状。 イライラしている 

 疲労感 疲れ、へとへと、だるさなどの疲労に

関連した症状 

へとへとだ 

 不安感 気がはりつめている、不安、落ち着か

ないなどの不安に関する症状 

落着かない 

 抑うつ感 憂うつ感、おっくうさ、集中力の低下

など、気分と気力の低下に関する症状

ゆううつだ 

 心理的ストレス

反応合計 

活気（のなさ）、イライラ感、疲労感、

不安感、抑うつ感の症状の合計 

 

 身体愁訴 身体的な症状の合計 めまいがする、よく眠れない

職場のハラ

スメント 

職場のハラスメ

ント 

職場でいじめ、嫌がらせがあるかどう

か。セクシャルハラスメント、パワー

ハラスメントなどを含めてたずねて
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＊：解説のために一部言葉が追加されているものがあります。正式な項目については別資料を参照して
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9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる---------------- １ ２ ３ ４ 

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる------------------- １ ２ ３ ４ 

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない------------------- １ ２ ３ ４ 
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Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてくだ 

さい。 

 
ほ
と
ん
ど 

 
 

な
か
っ
た 

と
き
ど
き あ

っ
た 

し
ば
し
ば あ

っ
た 

ほ
と
ん
ど 

 

い
つ
も
あ
っ
た 

 

18. 活気がわいてくる------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

19. 元気がいっぱいだ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

20. 生き生きする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

21. 怒りを感じる----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

22. 内心腹立たしい--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

23. イライラしている------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

24. ひどく疲れた----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

25. へとへとだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

26. だるい----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

27. 気がはりつめている----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

28. 不安だ----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

29. 落着かない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

30. ゆううつだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

31. 何をするのも面倒だ-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

32. 物事に集中できない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

33. 気分が晴れない--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

34. 仕事が手につかない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

35. 悲しいと感じる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

36. めまいがする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

37. 体のふしぶしが痛む----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

38. 頭が重かったり頭痛がする----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

39. 首筋や肩がこる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

40. 腰が痛い--------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

41. 目が疲れる------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

42. 動悸や息切れがする----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

43. 胃腸の具合が悪い------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

44. 食欲がない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

45. 便秘や下痢をする------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

46. よく眠れない----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

3 
 

Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

47. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

48. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

49. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？     

50. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

51. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

52. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて

くれますか？ 

    

53. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

54. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

55. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

Ｄ．満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

 

56. 仕事に満足だ----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

57. 家庭生活に満足だ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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2 
 

Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてくだ 

さい。 

 
ほ
と
ん
ど 

 
 

な
か
っ
た 

と
き
ど
き あ

っ
た 

し
ば
し
ば あ

っ
た 

ほ
と
ん
ど 

 

い
つ
も
あ
っ
た 

 

18. 活気がわいてくる------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

19. 元気がいっぱいだ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

20. 生き生きする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

21. 怒りを感じる----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

22. 内心腹立たしい--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

23. イライラしている------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

24. ひどく疲れた----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

25. へとへとだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

26. だるい----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

27. 気がはりつめている----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

28. 不安だ----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

29. 落着かない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

30. ゆううつだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

31. 何をするのも面倒だ-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

32. 物事に集中できない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

33. 気分が晴れない--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

34. 仕事が手につかない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

35. 悲しいと感じる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

36. めまいがする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

37. 体のふしぶしが痛む----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

38. 頭が重かったり頭痛がする----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

39. 首筋や肩がこる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

40. 腰が痛い--------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

41. 目が疲れる------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

42. 動悸や息切れがする----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

43. 胃腸の具合が悪い------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

44. 食欲がない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

45. 便秘や下痢をする------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

46. よく眠れない----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

3 
 

Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

47. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

48. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

49. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？     

50. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

51. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

52. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて

くれますか？ 

    

53. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

54. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

55. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

Ｄ．満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

 

56. 仕事に満足だ----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

57. 家庭生活に満足だ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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4 
 

Ｅ．あなたのお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてくださ

い。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

58. 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱されることがある------------ １ ２ ３ ４ 

59. 感情面で負担になる仕事だ ----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

60. 感情的に巻き込まれやすい仕事だ------------------------------ １ ２ ３ ４ 

61. 自分が正しいと思うのとは違ったやり方で仕事をしなければならな

い----------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

62. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される --------------- １ ２ ３ ４ 

63. 十分な人やモノがないまま仕事を割り当てられる---------------- １ ２ ３ ４ 

64. 自分の仕事は意味のあるものだ-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

65. 自分の仕事は重要だと思う------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

66. 自分の職務や責任が何であるか分かっている ------------------- １ ２ ３ ４ 

67. 自分にどれくらい権限があるのかはっきりしている-------------- １ ２ ３ ４ 

68. 自分の仕事で何をするべきかについて説明されている------------ １ ２ ３ ４ 

69. 仕事で新しいことを学ぶ機会がある---------------------------- １ ２ ３ ４ 

70. 仕事で自分の長所をのばす機会がある ------------------------- １ ２ ３ ４ 

71. 職場では、自分の技能を十分に高めることができる-------------- １ ２ ３ ４ 

 

5 
 

Ｆ．あなたの働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

78. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている -------------- １ ２ ３ ４ 

79. 自分の能力や経験に見合った地位・職務に就いている-------------- １ ２ ３ ４ 

80. 私は上司からふさわしい評価を受けている ---------------------- １ ２ ３ ４ 

81. 同僚から、自分の仕事上のふさわしい扱いを受けている------------ １ ２ ３ ４ 

82. 昇進の見込みは少ない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

83. 職を失う恐れがある ------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

84. 職場で、好ましくない変化を経験している。もしくは今後そういう状

況が起こりうる-----------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

85. 仕事の出来ばえについて、上司からフィードバックをもらっている-- １ ２ ３ ４ 

86. 上司は、部下が能力をのばす機会を持てるように、取り計らってくれ

る ----------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

87. 上司は、私が自分で問題解決できるように励ましてくれる---------- １ ２ ３ ４ 

88. 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる--- １ ２ ３ ４ 

89. 上司は親切心と思いやりをもって接してくれる------------------- １ ２ ３ ４ 

90. 上司は誠実な態度で対応してくれる ---------------------------- １ ２ ３ ４ 

91. 仕事をきちんとすれば、ほめてもらえる-------------------------- １ ２ ３ ４ 

92. 努力して仕事をすれば、ほめてもらえる ------------------------- １ ２ ３ ４ 

93. あたりまえのことでも、できたらほめてもらえる----------------- １ ２ ３ ４ 

94. ピンチをチャンスに変えられる職場だ--------------------------- １ ２ ３ ４ 

95. 失敗しても挽回(ばんかい)するチャンスがある職場だ ------------ １ ２ ３ ４ 
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4 
 

Ｅ．あなたのお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてくださ

い。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

58. 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱されることがある------------ １ ２ ３ ４ 

59. 感情面で負担になる仕事だ ----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

60. 感情的に巻き込まれやすい仕事だ------------------------------ １ ２ ３ ４ 

61. 自分が正しいと思うのとは違ったやり方で仕事をしなければならな

い----------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

62. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される --------------- １ ２ ３ ４ 

63. 十分な人やモノがないまま仕事を割り当てられる---------------- １ ２ ３ ４ 

64. 自分の仕事は意味のあるものだ-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

65. 自分の仕事は重要だと思う------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

66. 自分の職務や責任が何であるか分かっている ------------------- １ ２ ３ ４ 

67. 自分にどれくらい権限があるのかはっきりしている-------------- １ ２ ３ ４ 

68. 自分の仕事で何をするべきかについて説明されている------------ １ ２ ３ ４ 

69. 仕事で新しいことを学ぶ機会がある---------------------------- １ ２ ３ ４ 

70. 仕事で自分の長所をのばす機会がある ------------------------- １ ２ ３ ４ 

71. 職場では、自分の技能を十分に高めることができる-------------- １ ２ ３ ４ 

 

5 
 

Ｆ．あなたの働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

78. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている -------------- １ ２ ３ ４ 

79. 自分の能力や経験に見合った地位・職務に就いている-------------- １ ２ ３ ４ 

80. 私は上司からふさわしい評価を受けている ---------------------- １ ２ ３ ４ 

81. 同僚から、自分の仕事上のふさわしい扱いを受けている------------ １ ２ ３ ４ 

82. 昇進の見込みは少ない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

83. 職を失う恐れがある ------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

84. 職場で、好ましくない変化を経験している。もしくは今後そういう状

況が起こりうる-----------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

85. 仕事の出来ばえについて、上司からフィードバックをもらっている-- １ ２ ３ ４ 

86. 上司は、部下が能力をのばす機会を持てるように、取り計らってくれ

る ----------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

87. 上司は、私が自分で問題解決できるように励ましてくれる---------- １ ２ ３ ４ 

88. 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる--- １ ２ ３ ４ 

89. 上司は親切心と思いやりをもって接してくれる------------------- １ ２ ３ ４ 

90. 上司は誠実な態度で対応してくれる ---------------------------- １ ２ ３ ４ 

91. 仕事をきちんとすれば、ほめてもらえる-------------------------- １ ２ ３ ４ 

92. 努力して仕事をすれば、ほめてもらえる ------------------------- １ ２ ３ ４ 

93. あたりまえのことでも、できたらほめてもらえる----------------- １ ２ ３ ４ 

94. ピンチをチャンスに変えられる職場だ--------------------------- １ ２ ３ ４ 

95. 失敗しても挽回(ばんかい)するチャンスがある職場だ ------------ １ ２ ３ ４ 

 

 

− 308− − 309−



6 
 

Ｇ．あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

99. 経営層は従業員の仕事ぶりを信頼している----------------------- １ ２ ３ ４ 

100. 経営層からの情報は信頼できる-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

101. 経営層は従業員からの提案を真剣に取り扱ってくれる------------ １ ２ ３ ４ 

102. 職場や仕事でどんな変化があるか、上司にたずねる機会がある---- １ ２ ３ ４ 

103. 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている--- １ ２ ３ ４ 

104. 職場や仕事の変化がある場合、事前に説明がある---------------- １ ２ ３ ４ 

108. 一人ひとりの長所や得意分野を考えて仕事が与えられている------ １ ２ ３ ４ 

109. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ ----------------- １ ２ ３ ４ 

110. 自分に合った仕事や職場を社内で見つける機会がある------------ １ ２ ３ ４ 

111. 人事評価の結果について十分な説明がなされている ------------- １ ２ ３ ４ 

112. 仕事の方針と役割について納得できるような説明がある---------- １ ２ ３ ４ 

113. 人事評価の基準が明確にされている---------------------------- １ ２ ３ ４ 

114. 女性、高齢者あるいは障がい者が働きやすい職場だ-------------- １ ２ ３ ４ 

115. 若い人が働きやすい職場だ------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

116. 職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が

職場の一員として尊重されている ------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

117. 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている ----- １ ２ ３ ４ 

118. 若いうちから将来の進路を考えて人事管理が行われている-------- １ ２ ３ ４ 

119. グループや個人ごとに、教育・訓練の目標が明確にされている---- １ ２ ３ ４ 

120. 自分の職場では、誰でも必要なときに必要な教育・訓練が受けられ

る-----------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

121. 自分の職場では、従業員を育てることが大切だと考えられている-- １ ２ ３ ４ 

122. 仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない ----- １ ２ ３ ４ 

123. 仕事のスケジュールのために自分の生活を充実させられない------ １ ２ ３ ４ 

124. 仕事で学んだことを活かして自分の生活を充実させている-------- １ ２ ３ ４ 

125. 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実してい

る --------------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

7 
 

Ｈ．あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

126. 職場で自分がいじめにあっている (セクハラ、パワハラを含む)--- １ ２ ３ ４ 

127. 職場でいじめにあっている人がいる (セクハラ、パワハラを含む)-- １ ２ ３ ４ 

128. 私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある--------------- １ ２ ３ ４ 

129. 私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている -------------- １ ２ ３ ４ 

130. 私たちの職場では、仕事に関連した情報の共有ができている------- １ ２ ３ ４ 

131. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる -- ------------- １ ２ ３ ４ 

132. 自分の仕事に誇りを感じる ----------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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6 
 

Ｇ．あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

99. 経営層は従業員の仕事ぶりを信頼している----------------------- １ ２ ３ ４ 

100. 経営層からの情報は信頼できる-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

101. 経営層は従業員からの提案を真剣に取り扱ってくれる------------ １ ２ ３ ４ 

102. 職場や仕事でどんな変化があるか、上司にたずねる機会がある---- １ ２ ３ ４ 

103. 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている--- １ ２ ３ ４ 

104. 職場や仕事の変化がある場合、事前に説明がある---------------- １ ２ ３ ４ 

108. 一人ひとりの長所や得意分野を考えて仕事が与えられている------ １ ２ ３ ４ 

109. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ ----------------- １ ２ ３ ４ 

110. 自分に合った仕事や職場を社内で見つける機会がある------------ １ ２ ３ ４ 

111. 人事評価の結果について十分な説明がなされている ------------- １ ２ ３ ４ 

112. 仕事の方針と役割について納得できるような説明がある---------- １ ２ ３ ４ 

113. 人事評価の基準が明確にされている---------------------------- １ ２ ３ ４ 

114. 女性、高齢者あるいは障がい者が働きやすい職場だ-------------- １ ２ ３ ４ 

115. 若い人が働きやすい職場だ------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

116. 職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が

職場の一員として尊重されている ------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

117. 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている ----- １ ２ ３ ４ 

118. 若いうちから将来の進路を考えて人事管理が行われている-------- １ ２ ３ ４ 

119. グループや個人ごとに、教育・訓練の目標が明確にされている---- １ ２ ３ ４ 

120. 自分の職場では、誰でも必要なときに必要な教育・訓練が受けられ

る-----------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

121. 自分の職場では、従業員を育てることが大切だと考えられている-- １ ２ ３ ４ 

122. 仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない ----- １ ２ ３ ４ 

123. 仕事のスケジュールのために自分の生活を充実させられない------ １ ２ ３ ４ 

124. 仕事で学んだことを活かして自分の生活を充実させている-------- １ ２ ３ ４ 

125. 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実してい

る --------------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 
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Ｈ．あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

126. 職場で自分がいじめにあっている (セクハラ、パワハラを含む)--- １ ２ ３ ４ 

127. 職場でいじめにあっている人がいる (セクハラ、パワハラを含む)-- １ ２ ３ ４ 

128. 私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある--------------- １ ２ ３ ４ 

129. 私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている -------------- １ ２ ３ ４ 

130. 私たちの職場では、仕事に関連した情報の共有ができている------- １ ２ ３ ４ 

131. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる -- ------------- １ ２ ３ ４ 

132. 自分の仕事に誇りを感じる ----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

− 310− − 311−
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資料４－２ 職業性ストレス簡易調査票(現行版＋新版��尺度��ト��版) 

 

 現行の職業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易調査票の��尺度��ト�

�版（23 項目）を追加した 42 尺度 80 項目の調査票のサンプルです。 

 Ａ～Ｄまでは現行の職業性ストレス簡易調査票、ＥからＨまでは新職業性ストレス簡易調査票にな

っています。 

 尺度の一覧、説明、採点方法は別途資料をご覧ください。 

 

Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ

や
や
ち
が
う

ち
が
う 

 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない--------------------- １ ２ ３ ４ 

2. 時間内に仕事が処理しきれない--------------------------------- １ ２ ３ ４ 

3. 一生懸命働かなければならない--------------------------------- １ ２ ３ ４ 

4. かなり注意を集中する必要がある------------------------------- １ ２ ３ ４ 

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ--------------------- １ ２ ３ ４ 

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない------- １ ２ ３ ４ 

7. からだを大変よく使う仕事だ----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

8. 自分のペースで仕事ができる----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる----------------- １ ２ ３ ４ 

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる-------------------- １ ２ ３ ４ 

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない-------------------- １ ２ ３ ４ 

12. 私の部署内で意見のくい違いがある---------------------------- １ ２ ３ ４ 

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない------------------------ １ ２ ３ ４ 

14. 私の職場の雰囲気は友好的である------------------------------ １ ２ ３ ４ 

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない------- １ ２ ３ ４ 

16. 仕事の内容は自分にあっている-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

17. 働きがいのある仕事だ---------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 
 

2 
 

Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてくだ 

さい。 

 

ほ
と
ん
ど 

 
 

な
か
っ
た 

と
き
ど
き あ

っ
た 

し
ば
し
ば あ

っ
た 

ほ
と
ん
ど 

 

い
つ
も
あ
っ
た 

 

18. 活気がわいてくる------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

19. 元気がいっぱいだ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

20. 生き生きする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

21. 怒りを感じる----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

22. 内心腹立たしい--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

23. イライラしている------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

24. ひどく疲れた----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

25. へとへとだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

26. だるい----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

27. 気がはりつめている----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

28. 不安だ----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

29. 落着かない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

30. ゆううつだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

31. 何をするのも面倒だ----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

32. 物事に集中できない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

33. 気分が晴れない--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

34. 仕事が手につかない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

35. 悲しいと感じる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

36. めまいがする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

37. 体のふしぶしが痛む----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

38. 頭が重かったり頭痛がする----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

39. 首筋や肩がこる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

40. 腰が痛い--------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

41. 目が疲れる------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

42. 動悸や息切れがする----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

43. 胃腸の具合が悪い------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

44. 食欲がない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

45. 便秘や下痢をする------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

46. よく眠れない----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

− 312− − 313−
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資料４－２ 職業性ストレス簡易調査票(現行版＋新版��尺度��ト��版) 

 

 現行の職業性ストレス簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易調査票の��尺度��ト�

�版（23 項目）を追加した 42 尺度 80 項目の調査票のサンプルです。 

 Ａ～Ｄまでは現行の職業性ストレス簡易調査票、ＥからＨまでは新職業性ストレス簡易調査票にな

っています。 

 尺度の一覧、説明、採点方法は別途資料をご覧ください。 

 

Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ

や
や
ち
が
う

ち
が
う 

 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない--------------------- １ ２ ３ ４ 

2. 時間内に仕事が処理しきれない--------------------------------- １ ２ ３ ４ 

3. 一生懸命働かなければならない--------------------------------- １ ２ ３ ４ 

4. かなり注意を集中する必要がある------------------------------- １ ２ ３ ４ 

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ--------------------- １ ２ ３ ４ 

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない------- １ ２ ３ ４ 

7. からだを大変よく使う仕事だ----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

8. 自分のペースで仕事ができる----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる----------------- １ ２ ３ ４ 

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる-------------------- １ ２ ３ ４ 

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない-------------------- １ ２ ３ ４ 

12. 私の部署内で意見のくい違いがある---------------------------- １ ２ ３ ４ 

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない------------------------ １ ２ ３ ４ 

14. 私の職場の雰囲気は友好的である------------------------------ １ ２ ３ ４ 

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない------- １ ２ ３ ４ 

16. 仕事の内容は自分にあっている-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

17. 働きがいのある仕事だ---------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてくだ 

さい。 

 

ほ
と
ん
ど 

 
 

な
か
っ
た 

と
き
ど
き あ

っ
た 

し
ば
し
ば あ

っ
た 

ほ
と
ん
ど 

 

い
つ
も
あ
っ
た 

 

18. 活気がわいてくる------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

19. 元気がいっぱいだ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

20. 生き生きする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

21. 怒りを感じる----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

22. 内心腹立たしい--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

23. イライラしている------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

24. ひどく疲れた----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

25. へとへとだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

26. だるい----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

27. 気がはりつめている----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

28. 不安だ----------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

29. 落着かない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

30. ゆううつだ------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

31. 何をするのも面倒だ----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

32. 物事に集中できない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

33. 気分が晴れない--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

34. 仕事が手につかない----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

35. 悲しいと感じる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

36. めまいがする----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

37. 体のふしぶしが痛む----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

38. 頭が重かったり頭痛がする----------------------------------- １ ２ ３ ４ 

39. 首筋や肩がこる--------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

40. 腰が痛い--------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

41. 目が疲れる------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

42. 動悸や息切れがする----------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

43. 胃腸の具合が悪い------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

44. 食欲がない------------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

45. 便秘や下痢をする------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

46. よく眠れない----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

− 312− − 313−
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Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

47. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

48. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

49. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？     

50. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

51. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

52. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて

くれますか？ 

    

53. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

54. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

55. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

Ｄ．満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

 

56. 仕事に満足だ----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

57. 家庭生活に満足だ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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Ｅ．あなた自身のお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてく

ださい。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

58. 感情面で負担になる仕事だ------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

59. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される---------------- １ ２ ３ ４ 

60. 自分の職務や責任が何であるか分かっている-------------------- １ ２ ３ ４ 

61. 仕事で自分の長所をのばす機会がある-------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

Ｆ．あなたが働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

62. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている--------------- １ ２ ３ ４ 

63. 私は上司からふさわしい評価を受けている----------------------- １ ２ ３ ４ 

64. 職を失う恐れがある------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

65. 上司は、部下が能力を伸ばす機会を持てるように、取り計らってくれ

る---------------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

66. 上司は誠実な態度で対応してくれる----------------------------- １ ２ ３ ４ 

67. 努力して仕事をすれば、ほめてもらえる-------------------------- １ ２ ３ ４ 

68. 失敗しても挽回(ばんかい)するチャンスがある職場だ------------ １ ２ ３ ４ 

 

 

− 314− − 315−
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Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

47. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

48. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

49. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？     

50. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

51. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

52. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて

くれますか？ 

    

53. 上司------------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

54. 職場の同僚------------------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

55. 配偶者、家族、友人等-------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

Ｄ．満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

 

56. 仕事に満足だ----------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

57. 家庭生活に満足だ------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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Ｅ．あなた自身のお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてく

ださい。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

58. 感情面で負担になる仕事だ------------------------------------ １ ２ ３ ４ 

59. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される---------------- １ ２ ３ ４ 

60. 自分の職務や責任が何であるか分かっている-------------------- １ ２ ３ ４ 

61. 仕事で自分の長所をのばす機会がある-------------------------- １ ２ ３ ４ 

 

 

Ｆ．あなたが働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

62. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている--------------- １ ２ ３ ４ 

63. 私は上司からふさわしい評価を受けている----------------------- １ ２ ３ ４ 

64. 職を失う恐れがある------------------------------------------- １ ２ ３ ４ 

65. 上司は、部下が能力を伸ばす機会を持てるように、取り計らってくれ

る---------------------------------------------------------------

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

66. 上司は誠実な態度で対応してくれる----------------------------- １ ２ ３ ４ 

67. 努力して仕事をすれば、ほめてもらえる-------------------------- １ ２ ３ ４ 

68. 失敗しても挽回(ばんかい)するチャンスがある職場だ------------ １ ２ ３ ４ 

 

 

− 314− − 315−
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Ｇ．あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

69. 経営層からの情報は信頼できる-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

70. 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている-- １ ２ ３ ４ 

71. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ------------------ １ ２ ３ ４ 

72. 人事評価の結果について十分な説明がなされている-------------- １ ２ ３ ４ 

73. 職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が

職場の一員として尊重されている------------------------------ 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

74. 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている------ １ ２ ３ ４ 

75. 仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない------ １ ２ ３ ４ 

76. 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実してい

る--------------------------------------------------------- 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

 

Ｈ．あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

77. 職場で自分がいじめにあっている (セクハラ、パワハラを含む)---- １ ２ ３ ４ 

78. 私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている--------------- １ ２ ３ ４ 

79. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる----------------- １ ２ ３ ４ 

80. 自分の仕事に誇りを感じる------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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資料５ 現行および新職業性ストレス簡易調査票の得点計算 

 

新職業性ストレス簡易調査票を利用した場合には、現行および新職業性ストレス簡易調査票の尺度

得点の計算を以下のように統一することにした。 

 どの尺度についても、項目の合計得点を項目数で除して、点数が１から４点の間に分布する

ようにした。 

 どの尺度についても、尺度得点は、高得点が望ましい状態を示すように点数を変換して示す

ことにした。 

 以下は各尺度について、項目ごとの項目点数と、それを用いて尺度得点を計算する計算式を示して

いる。 

 ※は、推奨版尺度であることを示す（現行調査票の尺度を含む）。 

 ○は、短縮版に採用された項目であることを示す。 

 この採点方法により計算された全国平均値を、判定基準の１つとして提供している。 

 

Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ

や
や
ち
が
う

ち
が
う 

仕事の量的負担（３項目）※ 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない-------------------- １点 ２点 ３点 ４点

2. 時間内に仕事が処理しきれない-------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

3. 一生懸命働かなければならない-------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：仕事の量的負担＝（項目１＋２＋３）／３     

仕事の質的負担（３項目）※     

4. かなり注意を集中する必要がある------------------------------ １点 ２点 ３点 ４点

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ-------------------- １点 ２点 ３点 ４点

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない------ １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：仕事の質的負担＝（項目４＋５＋６）／３     

身体的負担度（１項目）※     

7. からだを大変よく使う仕事だ---------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：身体的負担度＝項目７     

仕事のコントロール（３項目）※     

8. 自分のペースで仕事ができる---------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる----------------- ４点 ３点 ２点 １点

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：仕事のコントロール＝（項目８＋９＋10）／３     

− 316− − 317−
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Ｇ．あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

69. 経営層からの情報は信頼できる-------------------------------- １ ２ ３ ４ 

70. 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている-- １ ２ ３ ４ 

71. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ------------------ １ ２ ３ ４ 

72. 人事評価の結果について十分な説明がなされている-------------- １ ２ ３ ４ 

73. 職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が

職場の一員として尊重されている------------------------------ 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

74. 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている------ １ ２ ３ ４ 

75. 仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない------ １ ２ ３ ４ 

76. 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実してい

る--------------------------------------------------------- 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

 

Ｈ．あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

 

77. 職場で自分がいじめにあっている (セクハラ、パワハラを含む)---- １ ２ ３ ４ 

78. 私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている--------------- １ ２ ３ ４ 

79. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる----------------- １ ２ ３ ４ 

80. 自分の仕事に誇りを感じる------------------------------------- １ ２ ３ ４ 
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資料５ 現行および新職業性ストレス簡易調査票の得点計算 

 

新職業性ストレス簡易調査票を利用した場合には、現行および新職業性ストレス簡易調査票の尺度

得点の計算を以下のように統一することにした。 

 どの尺度についても、項目の合計得点を項目数で除して、点数が１から４点の間に分布する

ようにした。 

 どの尺度についても、尺度得点は、高得点が望ましい状態を示すように点数を変換して示す

ことにした。 

 以下は各尺度について、項目ごとの項目点数と、それを用いて尺度得点を計算する計算式を示して

いる。 

 ※は、推奨版尺度であることを示す（現行調査票の尺度を含む）。 

 ○は、短縮版に採用された項目であることを示す。 

 この採点方法により計算された全国平均値を、判定基準の１つとして提供している。 

 

Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ

や
や
ち
が
う

ち
が
う 

仕事の量的負担（３項目）※ 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない-------------------- １点 ２点 ３点 ４点

2. 時間内に仕事が処理しきれない-------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

3. 一生懸命働かなければならない-------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：仕事の量的負担＝（項目１＋２＋３）／３     

仕事の質的負担（３項目）※     

4. かなり注意を集中する必要がある------------------------------ １点 ２点 ３点 ４点

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ-------------------- １点 ２点 ３点 ４点

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない------ １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：仕事の質的負担＝（項目４＋５＋６）／３     

身体的負担度（１項目）※     

7. からだを大変よく使う仕事だ---------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：身体的負担度＝項目７     

仕事のコントロール（３項目）※     

8. 自分のペースで仕事ができる---------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる----------------- ４点 ３点 ２点 １点

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：仕事のコントロール＝（項目８＋９＋10）／３     

− 316− − 317−
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技能の活用（１項目）※     

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：技能の活用＝項目 11     

職場での対人関係（３項目）※     

12. 私の部署内で意見のくい違いがある--------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない----------------------- １点 ２点 ３点 ４点

14. 私の職場の雰囲気は友好的である----------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：職場での対人関係＝（項目 12＋13＋14）／３     

職場環境（１項目）※     

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない------ １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：職場環境＝項目 15     

仕事の適性（１項目）※     

16. 仕事の内容は自分にあっている------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：仕事の適性＝項目 16     

働きがい（１項目）（新版「仕事の意義」の２項目と合計する）※     

17. 働きがいのある仕事だ--------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

64. 自分の仕事は意味のあるものだ-------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

65. 自分の仕事は重要だと思う------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  仕事の意義＝（項目 17＋64＋65）／３ 

短縮版  仕事の意義＝項目 17 

    

 

Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 
ほ
と
ん
ど 

 
 

な
か
っ
た 

と
き
ど
き あ

っ
た 

し
ば
し
ば あ

っ
た 

ほ
と
ん
ど 

 

い
つ
も
あ
っ
た 

活気（３項目）※ 

18. 活気がわいてくる------------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

19. 元気がいっぱいだ------------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

20. 生き生きする----------------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：活気＝（項目 18＋19＋20）／３     

イライラ感（３項目）※     

21. 怒りを感じる----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

22. 内心腹立たしい--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点
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23. イライラしている------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：イライラ感＝（項目 21＋22＋23）／３     

疲労感（３項目）※     

24. ひどく疲れた----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

25. へとへとだ------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

26. だるい----------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：イライラ感＝（項目 24＋25＋26）／３     

不安感（３項目）※     

27. 気がはりつめている----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

28. 不安だ----------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

29. 落着かない------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：不安感＝（項目 27＋28＋29）／３     

抑うつ感（６項目）※     

30. ゆううつだ------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

31. 何をするのも面倒だ-------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

32. 物事に集中できない----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

33. 気分が晴れない--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

34. 仕事が手につかない----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

35. 悲しいと感じる--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：抑うつ感＝（項目 30＋31＋32＋33＋34＋35）／６     

尺度得点計算：心理的ストレス反応合計＝（項目 18～35 の合計）／18     

身体愁訴（１１項目）※     

36. めまいがする----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

37. 体のふしぶしが痛む----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

38. 頭が重かったり頭痛がする----------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

39. 首筋や肩がこる--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

40. 腰が痛い--------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

41. 目が疲れる------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

42. 動悸や息切れがする----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

43. 胃腸の具合が悪い------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

44. 食欲がない------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

45. 便秘や下痢をする------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

46. よく眠れない----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：身体愁訴＝（項目 36～46 の合計）／11     

  

Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

上司／同僚／家族・友人からのサポート（各３項目）※ 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

− 318− − 319−
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技能の活用（１項目）※     

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：技能の活用＝項目 11     

職場での対人関係（３項目）※     

12. 私の部署内で意見のくい違いがある--------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない----------------------- １点 ２点 ３点 ４点

14. 私の職場の雰囲気は友好的である----------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：職場での対人関係＝（項目 12＋13＋14）／３     

職場環境（１項目）※     

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない------ １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：職場環境＝項目 15     

仕事の適性（１項目）※     

16. 仕事の内容は自分にあっている------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：仕事の適性＝項目 16     

働きがい（１項目）（新版「仕事の意義」の２項目と合計する）※     

17. 働きがいのある仕事だ--------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

64. 自分の仕事は意味のあるものだ-------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

65. 自分の仕事は重要だと思う------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  仕事の意義＝（項目 17＋64＋65）／３ 

短縮版  仕事の意義＝項目 17 

    

 

Ｂ．最近 1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 
ほ
と
ん
ど 

 
 

な
か
っ
た 

と
き
ど
き あ

っ
た 

し
ば
し
ば あ

っ
た 

ほ
と
ん
ど 

 

い
つ
も
あ
っ
た 

活気（３項目）※ 

18. 活気がわいてくる------------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

19. 元気がいっぱいだ------------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

20. 生き生きする----------------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算：活気＝（項目 18＋19＋20）／３     

イライラ感（３項目）※     

21. 怒りを感じる----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

22. 内心腹立たしい--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点
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23. イライラしている------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：イライラ感＝（項目 21＋22＋23）／３     

疲労感（３項目）※     

24. ひどく疲れた----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

25. へとへとだ------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

26. だるい----------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：イライラ感＝（項目 24＋25＋26）／３     

不安感（３項目）※     

27. 気がはりつめている----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

28. 不安だ----------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

29. 落着かない------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：不安感＝（項目 27＋28＋29）／３     

抑うつ感（６項目）※     

30. ゆううつだ------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

31. 何をするのも面倒だ-------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

32. 物事に集中できない----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

33. 気分が晴れない--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

34. 仕事が手につかない----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

35. 悲しいと感じる--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：抑うつ感＝（項目 30＋31＋32＋33＋34＋35）／６     

尺度得点計算：心理的ストレス反応合計＝（項目 18～35 の合計）／18     

身体愁訴（１１項目）※     

36. めまいがする----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

37. 体のふしぶしが痛む----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

38. 頭が重かったり頭痛がする----------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

39. 首筋や肩がこる--------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

40. 腰が痛い--------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

41. 目が疲れる------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

42. 動悸や息切れがする----------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

43. 胃腸の具合が悪い------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

44. 食欲がない------------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

45. 便秘や下痢をする------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

46. よく眠れない----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：身体愁訴＝（項目 36～46 の合計）／11     

  

Ｃ．あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

上司／同僚／家族・友人からのサポート（各３項目）※ 

次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？ 

非
常
に 

か
な
り 

多
少 

全
く
な
い 

− 318− − 319−
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47. 上司------------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

48. 職場の同僚------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

49. 配偶者、家族、友人等---------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？     

50. 上司------------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

51. 職場の同僚------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

52. 配偶者、家族、友人等---------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて

くれますか？ 

    

53. 上司------------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

54. 職場の同僚------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

55. 配偶者、家族、友人等---------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算： 

上司の支援＝（項目 47＋50＋53）／３ 

同僚の支援＝（項目 48＋51＋54）／３ 

家族・友人の支援＝（項目 49＋52＋55）／３ 

    

  

Ｄ．満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

 

仕事の満足度※     

56. 仕事に満足だ----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：仕事の満足度＝項目 56     

家庭の満足度※     

57. 家庭生活に満足だ------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：家庭の満足度＝項目 57     

 

Ｅ．あなたのお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

情緒的負担（３項目）※ 

58. 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱されることがある------------- １点 ２点 ３点 ４点

59. 感情面で負担になる仕事だ ○ -------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

60. 感情的に巻き込まれやすい仕事だ------------------------------ １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算     
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標準版  情緒的負担＝（項目 58＋59＋60）／３ 

短縮版  情緒的負担＝項目 59 

役割葛藤（３項目）※     

61. 自分が正しいと思うのとは違ったやり方で仕事をしなければならな

い----------------------------------------------------------

１点 ２点 ３点 ４点

62. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される ○ ------------ １点 ２点 ３点 ４点

63. 十分な人やモノがないまま仕事を割り当てられる---------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  役割葛藤＝（項目 61＋62＋63）／３ 

短縮版  役割葛藤＝項目 62 

    

役割明確さ（３項目）※     

66. 自分の職務や責任が何であるか分かっている ○ ---------------- ４点 ３点 ２点 １点

67. 自分にどれくらい権限があるのかはっきりしている-------------- ４点 ３点 ２点 １点

68. 自分の仕事で何をするべきかについて説明されている------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  役割明確さ＝（項目 66＋67＋68）／３ 

短縮版  役割明確さ＝項目 66 

    

成長の機会（３項目）※     

69. 仕事で新しいことを学ぶ機会がある---------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

70. 仕事で自分の長所をのばす機会がある ○ ---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

71. 職場では、自分の技能を十分に高めることができる--------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  成長の機会＝（項目 69＋70＋71）／３ 

短縮版  成長の機会＝項目 70 

    

新奇性（３項目）     

72. これまでしたことのない種類の仕事をすることが多い------------ １点 ２点 ３点 ４点

73. 毎回、新しい技術や知識を必要とする仕事である----------------- １点 ２点 ３点 ４点

74. 仕事の上で、以前に経験したことのないことに出会う------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  新奇性＝（項目 72＋73＋74）／３ 

    

予測可能性（３項目）     

75. いつごろ、自分の仕事量が増えるか分かっている----------------- ４点 ３点 ２点 １点

76. いつごろ、自分の仕事が一段落するか見通しがついている--------- ４点 ３点 ２点 １点

77. いつごろ、仕事上でトラブルが生じるか予想できる--------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  予測可能性＝（項目 75＋76＋77）／３ 

    

− 320− − 321−
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47. 上司------------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

48. 職場の同僚------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

49. 配偶者、家族、友人等---------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか？     

50. 上司------------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

51. 職場の同僚------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

52. 配偶者、家族、友人等---------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて

くれますか？ 

    

53. 上司------------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

54. 職場の同僚------------------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

55. 配偶者、家族、友人等---------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算： 

上司の支援＝（項目 47＋50＋53）／３ 

同僚の支援＝（項目 48＋51＋54）／３ 

家族・友人の支援＝（項目 49＋52＋55）／３ 

    

  

Ｄ．満足度についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 

 

満
足 

ま
あ
満
足 

や
や
不
満
足 

不
満
足 

 

仕事の満足度※     

56. 仕事に満足だ----------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：仕事の満足度＝項目 56     

家庭の満足度※     

57. 家庭生活に満足だ------------------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算：家庭の満足度＝項目 57     

 

Ｅ．あなたのお仕事について、もう少し詳しくうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

情緒的負担（３項目）※ 

58. 仕事の上で、気持ちや感情がかき乱されることがある------------- １点 ２点 ３点 ４点

59. 感情面で負担になる仕事だ ○ -------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

60. 感情的に巻き込まれやすい仕事だ------------------------------ １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算     
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標準版  情緒的負担＝（項目 58＋59＋60）／３ 

短縮版  情緒的負担＝項目 59 

役割葛藤（３項目）※     

61. 自分が正しいと思うのとは違ったやり方で仕事をしなければならな

い----------------------------------------------------------

１点 ２点 ３点 ４点

62. 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される ○ ------------ １点 ２点 ３点 ４点

63. 十分な人やモノがないまま仕事を割り当てられる---------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  役割葛藤＝（項目 61＋62＋63）／３ 

短縮版  役割葛藤＝項目 62 

    

役割明確さ（３項目）※     

66. 自分の職務や責任が何であるか分かっている ○ ---------------- ４点 ３点 ２点 １点

67. 自分にどれくらい権限があるのかはっきりしている-------------- ４点 ３点 ２点 １点

68. 自分の仕事で何をするべきかについて説明されている------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  役割明確さ＝（項目 66＋67＋68）／３ 

短縮版  役割明確さ＝項目 66 

    

成長の機会（３項目）※     

69. 仕事で新しいことを学ぶ機会がある---------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

70. 仕事で自分の長所をのばす機会がある ○ ---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

71. 職場では、自分の技能を十分に高めることができる--------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  成長の機会＝（項目 69＋70＋71）／３ 

短縮版  成長の機会＝項目 70 

    

新奇性（３項目）     

72. これまでしたことのない種類の仕事をすることが多い------------ １点 ２点 ３点 ４点

73. 毎回、新しい技術や知識を必要とする仕事である----------------- １点 ２点 ３点 ４点

74. 仕事の上で、以前に経験したことのないことに出会う------------- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  新奇性＝（項目 72＋73＋74）／３ 

    

予測可能性（３項目）     

75. いつごろ、自分の仕事量が増えるか分かっている----------------- ４点 ３点 ２点 １点

76. いつごろ、自分の仕事が一段落するか見通しがついている--------- ４点 ３点 ２点 １点

77. いつごろ、仕事上でトラブルが生じるか予想できる--------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  予測可能性＝（項目 75＋76＋77）／３ 

    

− 320− − 321−
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Ｆ．あなたの働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

経済・地位報酬（２項目）※ 

78. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている ○ ----------- ４点 ３点 ２点 １点

79. 自分の能力や経験に見合った地位・職務に就いている-------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  経済・地位報酬＝（項目 78＋79）／２ 

短縮版  経済・地位報酬＝項目 78 

    

尊重報酬（２項目）※     

80. 私は上司からふさわしい評価を受けている ○ ------------------- ４点 ３点 ２点 １点

81. 同僚から、自分の仕事上のふさわしい扱いを受けている------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  尊重報酬＝（項目 80＋81）／２ 

短縮版  尊重報酬＝項目 80 

    

安定報酬（３項目）※     

82. 昇進の見込みは少ない----------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

83. 職を失う恐れがある ○ --------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

84. 職場で、好ましくない変化を経験している。もしくは今後そういう状

況が起こりうる-----------------------------------------------

１点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  安定報酬＝（項目 82＋83＋84）／３ 

短縮版  安定報酬＝項目 83 

    

上司のリーダーシップ（３項目）※     

85. 仕事の出来ばえについて、上司からフィードバックをもらっている-- ４点 ３点 ２点 １点

86. 上司は、部下が能力をのばす機会を持てるように、取り計らってくれ

る ○ -------------------------------------------------------

４点 ３点 ２点 １点

87. 上司は、私が自分で問題解決できるように励ましてくれる---------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  上司のリーダーシップ＝（項目 85＋86＋87）／３ 

短縮版  上司のリーダーシップ＝項目 86 

    

上司の公正な態度（３項目）※     

88. 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる--- ４点 ３点 ２点 １点

89. 上司は親切心と思いやりをもって接してくれる------------------- ４点 ３点 ２点 １点

90. 上司は誠実な態度で対応してくれる ○ ------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  上司の公正な態度＝（項目 88＋89＋90）／３ 

短縮版  上司の公正な態度＝項目 90 
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ほめてもらえる職場（３項目）※     

91. 仕事をきちんとすれば、ほめてもらえる-------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

92. 努力して仕事をすれば、ほめてもらえる ○ ---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

93. あたりまえのことでも、できたらほめてもらえる----------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  ほめてもらえる職場＝（項目 91＋92＋93）／３ 

短縮版  ほめてもらえる職場＝項目 92 

    

失敗を認める職場（２項目）※     

94. ピンチをチャンスに変えられる職場だ--------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

95. 失敗しても挽回(ばんかい)するチャンスがある職場だ ○ --------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  失敗を認める職場＝（項目 94＋95）／２ 

短縮版  失敗を認める職場＝項目 95 

    

グループの有能感（３項目）     

96. 自分のグループは仕事の遂行能力がとても高いという自信がある--- ４点 ３点 ２点 １点

97. 自分のグループは不測の事態をうまく処理できるという自信がある- ４点 ３点 ２点 １点

98. 自分のグループは全体的に見て、課題の解決能力が高い------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  グループの有能感＝（項目 96＋97＋98）／３ 

    

 

Ｇ．あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

経営層との信頼関係（３項目）※ 

99. 経営層は従業員の仕事ぶりを信頼している---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

100. 経営層からの情報は信頼できる○ --------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

101. 経営層は従業員からの提案を真剣に取り扱ってくれる----------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  経営層との信頼関係＝（項目 99＋100＋101）／３ 

短縮版  経営層との信頼関係＝項目 100 

    

変化への対応（３項目）※     

102. 職場や仕事でどんな変化があるか、上司にたずねる機会がある---- ４点 ３点 ２点 １点

103. 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている ○ ４点 ３点 ２点 １点

104. 職場や仕事の変化がある場合、事前に説明がある---------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  変化への対応＝（項目 102＋103＋104）／３ 

短縮版  変化への対応＝項目 103 

    

手続きの公正性（３項目）     

− 322− − 323−
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Ｆ．あなたの働いている職場についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

経済・地位報酬（２項目）※ 

78. 自分の仕事に見合う給料やボーナスをもらっている ○ ----------- ４点 ３点 ２点 １点

79. 自分の能力や経験に見合った地位・職務に就いている-------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  経済・地位報酬＝（項目 78＋79）／２ 

短縮版  経済・地位報酬＝項目 78 

    

尊重報酬（２項目）※     

80. 私は上司からふさわしい評価を受けている ○ ------------------- ４点 ３点 ２点 １点

81. 同僚から、自分の仕事上のふさわしい扱いを受けている------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  尊重報酬＝（項目 80＋81）／２ 

短縮版  尊重報酬＝項目 80 

    

安定報酬（３項目）※     

82. 昇進の見込みは少ない----------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

83. 職を失う恐れがある ○ --------------------------------------- １点 ２点 ３点 ４点

84. 職場で、好ましくない変化を経験している。もしくは今後そういう状

況が起こりうる-----------------------------------------------

１点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  安定報酬＝（項目 82＋83＋84）／３ 

短縮版  安定報酬＝項目 83 

    

上司のリーダーシップ（３項目）※     

85. 仕事の出来ばえについて、上司からフィードバックをもらっている-- ４点 ３点 ２点 １点

86. 上司は、部下が能力をのばす機会を持てるように、取り計らってくれ

る ○ -------------------------------------------------------

４点 ３点 ２点 １点

87. 上司は、私が自分で問題解決できるように励ましてくれる---------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  上司のリーダーシップ＝（項目 85＋86＋87）／３ 

短縮版  上司のリーダーシップ＝項目 86 

    

上司の公正な態度（３項目）※     

88. 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる--- ４点 ３点 ２点 １点

89. 上司は親切心と思いやりをもって接してくれる------------------- ４点 ３点 ２点 １点

90. 上司は誠実な態度で対応してくれる ○ ------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  上司の公正な態度＝（項目 88＋89＋90）／３ 

短縮版  上司の公正な態度＝項目 90 
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ほめてもらえる職場（３項目）※     

91. 仕事をきちんとすれば、ほめてもらえる-------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

92. 努力して仕事をすれば、ほめてもらえる ○ ---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

93. あたりまえのことでも、できたらほめてもらえる----------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  ほめてもらえる職場＝（項目 91＋92＋93）／３ 

短縮版  ほめてもらえる職場＝項目 92 

    

失敗を認める職場（２項目）※     

94. ピンチをチャンスに変えられる職場だ--------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

95. 失敗しても挽回(ばんかい)するチャンスがある職場だ ○ --------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  失敗を認める職場＝（項目 94＋95）／２ 

短縮版  失敗を認める職場＝項目 95 

    

グループの有能感（３項目）     

96. 自分のグループは仕事の遂行能力がとても高いという自信がある--- ４点 ３点 ２点 １点

97. 自分のグループは不測の事態をうまく処理できるという自信がある- ４点 ３点 ２点 １点

98. 自分のグループは全体的に見て、課題の解決能力が高い------------ ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  グループの有能感＝（項目 96＋97＋98）／３ 

    

 

Ｇ．あなたの働いている会社や組織についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

経営層との信頼関係（３項目）※ 

99. 経営層は従業員の仕事ぶりを信頼している---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

100. 経営層からの情報は信頼できる○ --------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

101. 経営層は従業員からの提案を真剣に取り扱ってくれる----------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  経営層との信頼関係＝（項目 99＋100＋101）／３ 

短縮版  経営層との信頼関係＝項目 100 

    

変化への対応（３項目）※     

102. 職場や仕事でどんな変化があるか、上司にたずねる機会がある---- ４点 ３点 ２点 １点

103. 職場や仕事で変化があるときには、従業員の意見が聞かれている ○ ４点 ３点 ２点 １点

104. 職場や仕事の変化がある場合、事前に説明がある---------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  変化への対応＝（項目 102＋103＋104）／３ 

短縮版  変化への対応＝項目 103 

    

手続きの公正性（３項目）     

− 322− − 323−
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105. 意思決定によって影響を受ける全ての関係者が、意思決定に参加し

ている------------------------------------------------------ 

４点 ３点 ２点 １点

106. 意思決定は一貫している(全ての従業員に対し規則が同様に適用さ

れる)------------------------------------------------------- 

４点 ３点 ２点 １点

107. 意思決定が行われる前に、影響を受ける人たちの考えが聞かれてい

る---------------------------------------------------------- 

４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  手続きの公正性＝（項目 105＋106＋107）／３ 

    

個人の尊重（３項目）※     

108. 一人ひとりの長所や得意分野を考えて仕事が与えられている----- ４点 ３点 ２点 １点

109. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ ○ -------------- ４点 ３点 ２点 １点

110. 自分に合った仕事や職場を社内で見つける機会がある----------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  個人の尊重＝（項目 108＋109＋110）／３ 

短縮版  個人の尊重＝項目 109 

    

公正な人事評価（３項目）※     

111. 人事評価の結果について十分な説明がなされている ○ ---------- ４点 ３点 ２点 １点

112. 仕事の方針と役割について納得できるような説明がある---------- ４点 ３点 ２点 １点

113. 人事評価の基準が明確にされている---------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  公正な人事評価＝（項目 111＋112＋113）／３ 

短縮版  公正な人事評価＝項目 111 

    

多様な労働者への対応（３項目）※     

114. 女性、高齢者あるいは障がい者が働きやすい職場だ-------------- ４点 ３点 ２点 １点

115. 若い人が働きやすい職場だ------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

116. 職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が

職場の一員として尊重されている ○ ---------------------------

４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  多様な労働者への対応＝（項目 114＋115＋116）／３ 

短縮版  多様な労働者への対応＝項目 116 

    

キャリア形成（５項目）※     

117. 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている ○ --- ４点 ３点 ２点 １点

118. 若いうちから将来の進路を考えて人事管理が行われている-------- ４点 ３点 ２点 １点

119. グループや個人ごとに、教育・訓練の目標が明確にされている----- ４点 ３点 ２点 １点

120. 自分の職場では、誰でも必要なときに必要な教育・訓練が受けられ

る-----------------------------------------------------------

４点 ３点 ２点 １点

121. 自分の職場では、従業員を育てることが大切だと考えられている-- ４点 ３点 ２点 １点

9 
 

尺度得点計算 

標準版  キャリア形成＝（項目 117＋118＋119＋120＋121）／５ 

短縮版  キャリア形成＝項目 117 

    

 

 そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）（２項目）※     

122. 仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない ○ -- １点 ２点 ２点 ４点

123. 仕事のスケジュールのために自分の生活を充実させられない------ １点 ２点 ２点 ４点

尺度得点計算 

標準版 ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）＝（項目 122＋123）

／２ 

短縮版 ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）＝項目 122 

    

ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）（２項目）※     

124. 仕事で学んだことを活かして自分の生活を充実させている-------- ４点 ３点 ２点 １点

125. 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実してい

る ○ ------------------------------------------------------

４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）＝（項目 124＋125）

／２ 

短縮版  ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）＝項目 125 

    

 

Ｈ．あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

＜アウトカム＞ 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

職場のハラスメント（２項目）※ 

126. 職場で自分がいじめにあっている (セクハラ、パワハラを含む) ○- １点 ２点 ３点 ４点

127. 職場でいじめにあっている人がいる (セクハラ、パワハラを含む)-- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  職場のハラスメント＝（項目 126＋127）／２ 

短縮版  職場のハラスメント＝項目 126 

    

職場の一体感（ソーシャル・キャピタル）（３項目）※     

128. 私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある--------------- ４点 ３点 ２点 １点

129. 私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている ○ ----------- ４点 ３点 ２点 １点

130. 私たちの職場では、仕事に関連した情報の共有ができている------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算     

− 324− − 325−
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105. 意思決定によって影響を受ける全ての関係者が、意思決定に参加し

ている------------------------------------------------------ 

４点 ３点 ２点 １点

106. 意思決定は一貫している(全ての従業員に対し規則が同様に適用さ

れる)------------------------------------------------------- 

４点 ３点 ２点 １点

107. 意思決定が行われる前に、影響を受ける人たちの考えが聞かれてい

る---------------------------------------------------------- 

４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  手続きの公正性＝（項目 105＋106＋107）／３ 

    

個人の尊重（３項目）※     

108. 一人ひとりの長所や得意分野を考えて仕事が与えられている----- ４点 ３点 ２点 １点

109. 一人ひとりの価値観を大事にしてくれる職場だ ○ -------------- ４点 ３点 ２点 １点

110. 自分に合った仕事や職場を社内で見つける機会がある----------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  個人の尊重＝（項目 108＋109＋110）／３ 

短縮版  個人の尊重＝項目 109 

    

公正な人事評価（３項目）※     

111. 人事評価の結果について十分な説明がなされている ○ ---------- ４点 ３点 ２点 １点

112. 仕事の方針と役割について納得できるような説明がある---------- ４点 ３点 ２点 １点

113. 人事評価の基準が明確にされている---------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  公正な人事評価＝（項目 111＋112＋113）／３ 

短縮版  公正な人事評価＝項目 111 

    

多様な労働者への対応（３項目）※     

114. 女性、高齢者あるいは障がい者が働きやすい職場だ-------------- ４点 ３点 ２点 １点

115. 若い人が働きやすい職場だ------------------------------------ ４点 ３点 ２点 １点

116. 職場では、（正規、非正規、アルバイトなど）いろいろな立場の人が

職場の一員として尊重されている ○ ---------------------------

４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  多様な労働者への対応＝（項目 114＋115＋116）／３ 

短縮版  多様な労働者への対応＝項目 116 

    

キャリア形成（５項目）※     

117. 意欲を引き出したり、キャリアに役立つ教育が行われている ○ --- ４点 ３点 ２点 １点

118. 若いうちから将来の進路を考えて人事管理が行われている-------- ４点 ３点 ２点 １点

119. グループや個人ごとに、教育・訓練の目標が明確にされている----- ４点 ３点 ２点 １点

120. 自分の職場では、誰でも必要なときに必要な教育・訓練が受けられ

る-----------------------------------------------------------

４点 ３点 ２点 １点

121. 自分の職場では、従業員を育てることが大切だと考えられている-- ４点 ３点 ２点 １点
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尺度得点計算 

標準版  キャリア形成＝（項目 117＋118＋119＋120＋121）／５ 

短縮版  キャリア形成＝項目 117 
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う 

ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）（２項目）※     

122. 仕事のことを考えているため自分の生活を充実させられない ○ -- １点 ２点 ２点 ４点

123. 仕事のスケジュールのために自分の生活を充実させられない------ １点 ２点 ２点 ４点

尺度得点計算 

標準版 ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）＝（項目 122＋123）

／２ 

短縮版 ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）＝項目 122 

    

ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）（２項目）※     

124. 仕事で学んだことを活かして自分の生活を充実させている-------- ４点 ３点 ２点 １点

125. 仕事でエネルギーをもらうことで、自分の生活がさらに充実してい

る ○ ------------------------------------------------------

４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）＝（項目 124＋125）

／２ 

短縮版  ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）＝項目 125 

    

 

Ｈ．あなたのお仕事の状況や成果についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。 

 

 

＜アウトカム＞ 

そ
う
だ 

ま
あ
そ
う
だ 

や
や
ち
が
う 

ち
が
う 

職場のハラスメント（２項目）※ 

126. 職場で自分がいじめにあっている (セクハラ、パワハラを含む) ○- １点 ２点 ３点 ４点

127. 職場でいじめにあっている人がいる (セクハラ、パワハラを含む)-- １点 ２点 ３点 ４点

尺度得点計算 

標準版  職場のハラスメント＝（項目 126＋127）／２ 

短縮版  職場のハラスメント＝項目 126 

    

職場の一体感（ソーシャル・キャピタル）（３項目）※     

128. 私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある--------------- ４点 ３点 ２点 １点

129. 私たちの職場では、お互いに理解し認め合っている ○ ----------- ４点 ３点 ２点 １点

130. 私たちの職場では、仕事に関連した情報の共有ができている------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算     

− 324− − 325−
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標準版  職場の一体感＝（項目 128＋129＋130）／３ 

短縮版  職場の一体感＝項目 129 

ワーク・エンゲイジメント（２項目）※     

131. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる ○ ------------- ４点 ３点 ２点 １点

132. 自分の仕事に誇りを感じる ○ -------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算（標準版／短縮版とも） 

 ワーク・エンゲイジメント＝（項目 131＋132）／２ 

    

職務の遂行（３項目）     

133. 今月の自分の仕事の出来は、他の人にくらべて良かったと思う----- ４点 ３点 ２点 １点

134. 指示された仕事をきちんとやりとげている---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

135. 自分に期待されている仕事は十分にこなしている---------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  職務の遂行＝（項目 133＋134＋135）／３ 

    

創造性の発揮（３項目）     

136. 仕事でいろいろ工夫したり、アイデアを出している--------------- ４点 ３点 ２点 １点

137. 仕事上の問題に対して新しい解決策を考えている---------------- ４点 ３点 ２点 １点

138. 仕事について新しいやり方を提案している---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  創造性の発揮＝（項目 136＋137＋138）／３ 

    

積極的な学習（３項目）     

139. 仕事で自分を上手に高めることができている-------------------- ４点 ３点 ２点 １点

140. 新しい事をマスターすることで刺激を受けている---------------- ４点 ３点 ２点 １点

141. 新しいことを経験して成長している---------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  積極的な学習＝（項目 139＋140＋141）／３ 

    

 

対策領域別合計点の計算（短縮版、標準版共通）     

仕事の負担合計=(量的負担+質的負担+身体的負担+対人関係+職場環境+情緒的負担+役割葛藤+ワーク・セ

ルフ・バランス（ネガティブ）)/8. 

作業レベル資源合計=(コントロール+仕事の適性+技能の活用+仕事の意義+役割明確さ+成長の機会)/6. 

部署レベル資源合計=(上司サポート + 同僚サポート + 経済地位報酬 + 尊重報酬 + 安定報酬 + リー

ダーシップ + 上司の公正な態度 +  ほめてもらえる職場 + 失敗を認める職場)/9. 

事業場レベル資源=(経営層との信頼関係 + 変化への対応 + 個人の尊重 + 公正な人事評価 + 多様な労

働者への対応 + キャリア形成 +ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）/7. 

 

資料６　　現行および新職業性ストレス簡易調査票の尺度の全国平均データ

変数グループ 尺度名 現行＋標準版 現行＋短縮版
項目数 全国平均 (標準偏差) 項目数 全国平均 (標準偏差)

仕事の負担 仕事の量的負担 3 2.14 0.76 3 2.14 0.76
仕事の質的負担 3 2.16 0.71 3 2.16 0.71
身体的負担度 1 2.49 1.08 1 2.49 1.08
職場での対人関係 3 2.88 0.66 3 2.88 0.66
職場環境 1 2.78 0.99 1 2.78 0.99
情緒的負担 3 2.65 0.82 1 2.66 0.96
役割葛藤 3 2.78 0.77 1 2.87 0.93
ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ） 2 2.78 0.86 1 2.83 0.89
＊仕事の負担合計＊ 2.58 0.51 2.60 0.52

仕事の資源（作業レベル） 仕事のコントロール 3 2.53 0.74 3 2.53 0.74
仕事の適性 1 2.92 0.80 1 2.92 0.80
技能の活用 1 3.00 0.85 1 3.00 0.85
仕事の意義 3 3.09 0.67 1 2.87 0.87
役割明確さ 3 3.16 0.59 1 3.41 0.63
成長の機会 3 2.68 0.81 1 2.62 0.94
新奇性※ 3 2.78 0.80 NA
予測可能性※ 3 2.46 0.73 NA
＊仕事の資源（作業レベル）合計＊ 2.90 0.49 2.89 0.53

仕事の資源（部署レベル） 上司のサポート 3 2.37 0.75 3 2.37 0.75
同僚のサポート 3 2.68 0.70 3 2.68 0.70
家族友人のサポート 3 3.31 0.68 3 3.31 0.68
経済・地位報酬 2 2.41 0.79 1 2.25 0.92
尊重報酬 2 2.72 0.67 1 2.59 0.80
安定報酬 3 2.46 0.75 1 2.84 1.02
上司のリーダーシップ 3 2.18 0.77 1 2.25 0.92
上司の公正な態度 3 2.55 0.80 1 2.65 0.86
ほめてもらえる職場 3 2.42 0.82 1 2.59 0.91
失敗を認める職場 2 2.26 0.78 1 2.45 0.85
グループの有能感※ 3 2.49 0.74 NA
＊仕事の資源（部署レベル）合計＊ 2.45 0.54 2.52 0.57

仕事の資源（事業場レベル） 経営層との信頼関係 3 2.53 0.71 1 2.58 0.81
変化への対応 3 2.48 0.72 1 2.35 0.86
個人の尊重 3 2.12 0.72 1 2.14 0.82
公正な人事評価 3 2.15 0.77 1 2.04 0.86
多様な労働者への対応 3 2.52 0.70 1 2.72 0.87
キャリア形成 5 2.19 0.74 1 2.23 0.87
ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ） 2 2.10 0.78 1 2.07 0.87
手続きの公正性※ 2 2.27 0.73 NA
＊仕事の資源（事業場レベル）合計 2.29 0.56 2.30 0.60

いきいきアウトカム ワーク・エンゲイジメント 2 2.52 0.77 2 2.52 0.77
職場の一体感 3 2.74 0.69 1 2.66 0.77

心身の健康 活気 3 2.26 0.79 3 2.26 0.79
イライラ感 3 2.70 0.85 3 2.70 0.85
疲労感 3 2.70 0.88 3 2.70 0.88
不安感 3 2.87 0.80 3 2.87 0.80
抑うつ感 6 3.27 0.67 6 3.27 0.67
心理的ストレス反応合計 18 2.85 0.61 18 2.85 0.61
身体愁訴 11 3.22 0.54 11 3.22 0.54

職場のハラスメント 職場のハラスメント 2 3.58 0.67 1 3.70 0.63
満足度 仕事満足度 1 2.60 0.85 1 2.60 0.85

家庭満足度 1 3.06 0.81 1 3.06 0.81
仕事のパフォーマンス 職務の遂行 3 2.98 0.57 NA

創造性の発揮 3 2.67 0.72 NA
積極的な学習 3 2.55 0.72 NA

（注１）高得点ほど良好な状態を示すように変換している。
（注２）得点を項目数で除している。
（注３）※は推奨尺度以外。仕事の負担・資源の合計得点の計算には使用していない。
（注４）NA=短縮版では採用していない尺度。

− 326− − 327−
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標準版  職場の一体感＝（項目 128＋129＋130）／３ 

短縮版  職場の一体感＝項目 129 

ワーク・エンゲイジメント（２項目）※     

131. 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる ○ ------------- ４点 ３点 ２点 １点

132. 自分の仕事に誇りを感じる ○ -------------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算（標準版／短縮版とも） 

 ワーク・エンゲイジメント＝（項目 131＋132）／２ 

    

職務の遂行（３項目）     

133. 今月の自分の仕事の出来は、他の人にくらべて良かったと思う----- ４点 ３点 ２点 １点

134. 指示された仕事をきちんとやりとげている---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

135. 自分に期待されている仕事は十分にこなしている---------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  職務の遂行＝（項目 133＋134＋135）／３ 

    

創造性の発揮（３項目）     

136. 仕事でいろいろ工夫したり、アイデアを出している--------------- ４点 ３点 ２点 １点

137. 仕事上の問題に対して新しい解決策を考えている---------------- ４点 ３点 ２点 １点

138. 仕事について新しいやり方を提案している---------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  創造性の発揮＝（項目 136＋137＋138）／３ 

    

積極的な学習（３項目）     

139. 仕事で自分を上手に高めることができている-------------------- ４点 ３点 ２点 １点

140. 新しい事をマスターすることで刺激を受けている---------------- ４点 ３点 ２点 １点

141. 新しいことを経験して成長している---------------------------- ４点 ３点 ２点 １点

尺度得点計算 

標準版  積極的な学習＝（項目 139＋140＋141）／３ 

    

 

対策領域別合計点の計算（短縮版、標準版共通）     

仕事の負担合計=(量的負担+質的負担+身体的負担+対人関係+職場環境+情緒的負担+役割葛藤+ワーク・セ

ルフ・バランス（ネガティブ）)/8. 

作業レベル資源合計=(コントロール+仕事の適性+技能の活用+仕事の意義+役割明確さ+成長の機会)/6. 

部署レベル資源合計=(上司サポート + 同僚サポート + 経済地位報酬 + 尊重報酬 + 安定報酬 + リー
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変数グループ 尺度名 現行＋標準版 現行＋短縮版
項目数 全国平均 (標準偏差) 項目数 全国平均 (標準偏差)

仕事の負担 仕事の量的負担 3 2.14 0.76 3 2.14 0.76
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心理的ストレス反応合計 18 2.85 0.61 18 2.85 0.61
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資料７

はじめに 
 新職業性ストレス簡易調査票は、平成21-23年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛
生総合研究事業）「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研

究」（H21-労働-一般-001）（以下「本研究班」）の研究成果です。労働者や職場のストレス要因
やストレス反応の測定には、開発以来これまで職業性ストレス簡易調査票が広く使用されて

きました。しかし今日、労働者のストレスやメンタルヘルスはより広い職場要因によって影響

を受けています。新職業性ストレス簡易調査票(New BJSQ)では、現行版の職業性ストレス簡
易調査票20尺度に、22の新しい尺度（推奨尺度セットの場合）を追加することで、より広い職
場の心理社会的要因、特に部署や事業場レベルでの仕事の資源および労働者の仕事への

ポジティブな関わりを測定できるようになりました。 

新職業性ストレス簡易調査票フィードバックについて  

新職業性ストレス簡易調査票と「健康いきいき職場」づくり 
 厚生労働省研究班におけるステークホルダー会議の議論から、わが国の労働者のメンタル

ヘルス不調の新しい一次予防対策として「健康いきいき職場」づくりが提案されました。「健康

いきいき職場」（仮）づくりでは、健康の保持・増進に加えて労働者のいきいき、職場の一体感

の増進を目標に加え、組織資源を高める対策を実施することで、職場におけるポジティブなメ

ンタルヘルスを実現しようとする活動です。「健康いきいき職場」づくりはこれまでの職場のメ

ンタルヘルス対策に置き換わるものではありませんが、これを補完し拡充するものとして期待

されます。「健康いきいき職場」づくりは、図のような「健康いきいき職場」モデルに従って推進

されます。新職業性ストレス簡易調査票は、このモデルに記載された職場環境要因やアウト

カムを測定できるように作成されています。 

図 「健康いきいき職場」モデルにおける仕事の負担、仕事の資源と、３つの主要な健
康いきいきアウトカム。これらの推進が、労働者の満足・幸福および企業・組織の生

このフィードバックは短縮版用に作成されたものです。 

2/2

このフィードバックの見方 
 この新職業性ストレス簡易調査票フィードバックでは、「健康いきいき職場」（仮）モデルにし

たがって、仕事の負担、資源およびアウトカムを部署別あるいは事業場別に集計してその平

均値を示しています。数字は全て高い方が好ましい状態を示すように変換されています。 
 わが国の全国の労働者の代表1500人を対象に行われた調査から、全国の標準データと比
較して、当該職場の特徴を知ることができます。 
 フィードバックを見る際にはまず、いきいきプロフィール全体図で、個人と職場のいきいきの

状態を確認してください。その上で、これらの背景となる仕事の負担および資源の状態を領

域別のレーダーチャートで確認し、おおまなか傾向をつかんでください。特に傾向のはっきり

していた領域について、その領域のプロフィールを見てどの要因がその傾向の原因となって

いるか確認します。 

結果から改善へ 
 これらのプロフィールから職場の強みや弱み（問題点）を把握したら、健康いきいき職場の推

進のために、強みをのばしたり、あるいは問題点を補強する対策を考えます。 
 管理職の立場では、マネジメントスタイルを見直したり、職場の役割分担や権限委譲などの

見直しをすることも考えられます。従業員をまじえた職場環境改善検討会の開催は、アイデア

を収集するのに効果的です。 
 経営者や人事労務の立場では、全社や事業場レベルで、経営層と従業員とのコミュニケー

ションのあり方を見直したり、ＣＳＲ方針、行動指針、人事評価制度、人材育成方針を検討す

ることなども考えられます。 
 何らかの改善策が実施されたら、その後再度職場を評価し、改善が効果的になされたかど
うか確認することが大事です。うまくいった場合には職場で共有し、改善が十分でない場合に
はさらに工夫を考えます。こうして日々の業務の中に、健康いきいき職場づくりのためのよい
計画－実行－評価－改善のサイクルがつくられると、本当に効果のある対策へとつながりま

新職業性ストレス簡易調査票は、平成21-23年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛
生総合研究事業）「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研

究」（H21-労働-一般-001）の研究成果です。 

− 328− − 329−



資料７
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新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（1/6）

部署名 Ａ課
回答者数 21人

作業レベル資源合計
部署レベル資源合計
事業場レベル資源合計
仕事の負担合計

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

作業レベル資源 

合計 

部署レベル資源 

合計 

事業場レベル 

資源合計 

仕事の負担合計 

1

2

3

4

当該職場 

事業場平

均 
全国平均 

1

2

3

4

1 2 3 4

個
人
の
い
き
い
き
（
ワ
ー
ク
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
）

 

職場のいきいき（職場の一体感） 

いきいき度分布図 

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

経営層との信頼関係 
変化への対応 
個人の尊重 
公正な人事評価 
多様な労働者への対応 
キャリア形成 
ワーク・セルフ・バランス 

仕事の量的負担 
仕事の質的負担 
身体的負担度 
職場での対人関

係 
職場環境 
情緒的負担 
役割葛藤 

仕事のコントロール 
仕事の適性 
技能の活用 
仕事の意義 
役割明確さ 
成長の機会 

上司のサポート 
同僚のサポート 
家族・友人のサポート 
経済・地位報酬 
尊重報酬 
安定報酬 
上司のリーダーシップ 
上司の公正な態度 
ほめてもらえる職場 
失敗を認める職場 
 

1. いきいきプロフィール全体図 

 高い 

 低い 

 高い 低い 

 よい 

 よくない 

新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（2/6）

仕事の量的負担

仕事の質的負担

身体的負担度

職場での対人関係

職場環境

情緒的負担

役割葛藤

ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

2. 仕事の負担プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

仕事でからだを動か

す必要があるなど身

体的な負担 

部署内での意見の相

違、あるいは部署同

志の対立など対人関

係に関する負担 

騒音、照明、温度、

換気などの物理的な

職場環境の問題によ

る負担 

仕事の上で気持ちや

感情がかき乱れるな

ど、感情面での負担 

方針や要求が互いに

相容れないために業

務が困難になること 

仕事が、個人生活に

対して好ましくない影

響を及ぼしていること 

仕事の量が多いことや時

間内に仕事をしきれないこ

とによる業務負担 

仕事で必要な注意集
中の程度や知識、技
術の高さなど質的な
業務負担 
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新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（1/6）

部署名 Ａ課
回答者数 21人

作業レベル資源合計
部署レベル資源合計
事業場レベル資源合計
仕事の負担合計

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

作業レベル資源 

合計 

部署レベル資源 

合計 

事業場レベル 

資源合計 

仕事の負担合計 

1

2

3

4

当該職場 

事業場平

均 
全国平均 

1

2

3

4

1 2 3 4

個
人
の
い
き
い
き
（
ワ
ー
ク
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
）

 

職場のいきいき（職場の一体感） 

いきいき度分布図 

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

経営層との信頼関係 
変化への対応 
個人の尊重 
公正な人事評価 
多様な労働者への対応 
キャリア形成 
ワーク・セルフ・バランス 

仕事の量的負担 
仕事の質的負担 
身体的負担度 
職場での対人関

係 
職場環境 
情緒的負担 
役割葛藤 

仕事のコントロール 
仕事の適性 
技能の活用 
仕事の意義 
役割明確さ 
成長の機会 

上司のサポート 
同僚のサポート 
家族・友人のサポート 
経済・地位報酬 
尊重報酬 
安定報酬 
上司のリーダーシップ 
上司の公正な態度 
ほめてもらえる職場 
失敗を認める職場 
 

1. いきいきプロフィール全体図 

 高い 

 低い 

 高い 低い 

 よい 

 よくない 

新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（2/6）

仕事の量的負担

仕事の質的負担

身体的負担度

職場での対人関係

職場環境

情緒的負担

役割葛藤

ワーク・セルフ・バランス（ネガティブ）

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

2. 仕事の負担プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

仕事でからだを動か

す必要があるなど身

体的な負担 

部署内での意見の相

違、あるいは部署同

志の対立など対人関

係に関する負担 

騒音、照明、温度、

換気などの物理的な

職場環境の問題によ

る負担 

仕事の上で気持ちや

感情がかき乱れるな

ど、感情面での負担 

方針や要求が互いに

相容れないために業

務が困難になること 

仕事が、個人生活に

対して好ましくない影

響を及ぼしていること 

仕事の量が多いことや時

間内に仕事をしきれないこ

とによる業務負担 

仕事で必要な注意集
中の程度や知識、技
術の高さなど質的な
業務負担 

− 330− − 331−



新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（3/6）

仕事のコントロール

仕事の適性

技能の活用

仕事の意義

役割明確さ

成長の機会

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

3. 仕事の資源（作業レベル）プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

仕事の内容や予定や手

順などを自分で決められ

る程度 

仕事の内容が自分に

むいている、合ってい

ること 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

 

持っている技術、知

識、技能、資格などが

仕事上活用されてい

仕事の意義が認識で

き、働きがいを感じて

いること 

仕事の上で果たすべ

き役割が明確に理解

されていること 

知識や技術を得た

り、あるいはその他

の自己成長の機会

があること 

新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（4/6）

上司のサポート

同僚のサポート

家族友人のサポート

経済・地位報酬

尊重報酬

安定報酬

上司のリーダーシップ

上司の公正な態度

ほめてもらえる職場

失敗を認める職場

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

話しかけやすく、頼りにな

り、相談にのってくれるな

ど上司から部下への支援 

話しかけやすく、頼りにな

り、相談にのってくれるな

ど同僚間の支援 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

配偶者、家族、友人

等からの支援 

上司や同僚から、仕事の

努力にふさわしい尊敬や

賞賛を受けていること 

仕事が不安定、将来の見

込みがない、職を失う可能

性のあること 

上司が、偏見を持たずく、

部下に思いやりと誠実さを

持って対応してくれること 

4. 仕事の資源（部署レベル）プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

失敗しても取り戻す機会が

あったり、失敗を転じて成

功に導くことができること 

仕事上の努力に対し金

銭的報酬や処遇を受け

ていること 

上司が、仕事の出来を

フィードバックし、部下が問

題解決できるよう指導して

いること 

ねぎらいや感謝の言葉

など、職場でポジティブ

な評価を受けられること 

− 332− − 333−



新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（3/6）

仕事のコントロール

仕事の適性

技能の活用

仕事の意義

役割明確さ

成長の機会

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

3. 仕事の資源（作業レベル）プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

仕事の内容や予定や手

順などを自分で決められ

る程度 

仕事の内容が自分に

むいている、合ってい

ること 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

 

持っている技術、知

識、技能、資格などが

仕事上活用されてい

仕事の意義が認識で

き、働きがいを感じて

いること 

仕事の上で果たすべ

き役割が明確に理解

されていること 

知識や技術を得た

り、あるいはその他

の自己成長の機会

があること 

新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（4/6）

上司のサポート

同僚のサポート

家族友人のサポート

経済・地位報酬

尊重報酬

安定報酬

上司のリーダーシップ

上司の公正な態度

ほめてもらえる職場

失敗を認める職場

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

話しかけやすく、頼りにな

り、相談にのってくれるな

ど上司から部下への支援 

話しかけやすく、頼りにな

り、相談にのってくれるな

ど同僚間の支援 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

配偶者、家族、友人

等からの支援 

上司や同僚から、仕事の

努力にふさわしい尊敬や

賞賛を受けていること 

仕事が不安定、将来の見

込みがない、職を失う可能

性のあること 

上司が、偏見を持たずく、

部下に思いやりと誠実さを

持って対応してくれること 

4. 仕事の資源（部署レベル）プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

失敗しても取り戻す機会が

あったり、失敗を転じて成

功に導くことができること 

仕事上の努力に対し金

銭的報酬や処遇を受け

ていること 

上司が、仕事の出来を

フィードバックし、部下が問

題解決できるよう指導して

いること 

ねぎらいや感謝の言葉

など、職場でポジティブ

な評価を受けられること 

− 332− − 333−



新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（5/6）

仕事の資源（部署レベル）プロフィール

経営層との信頼関係

変化への対応

個人の尊重

公正な人事評価

多様な労働者への対応

キャリア形成

ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

経営層と従業員の間

に相互の信頼関係が

あること 

職場でどんな変化がある

か説明があったり、たずね

ることができ、変化への準

備ができていること 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場… 

全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

一人ひとりの長所や得意

分野、価値観などを考え

て仕事が与えられる風土

や方針があること 

人事評価について情報が

提供され、納得できる説

明がなされること 

女性、高齢者、雇用形態

などさまざまな背景の従

業員が職場の一員として

尊重されること 

従業員のキャリア形成に

ついて方針や目標が明確

にされ、教育訓練が提供

されていること 

仕事の資源（部署レベル）プロフィール5. 仕事の資源（事業場レベル）プロフィール 

仕事により、個人生活を

豊かにすることができるこ

と 

新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（6/6）

活気

イライラ感

疲労感

不安感

抑うつ感

心理的ストレス反応合計

身体愁訴

職場のハラスメント

仕事満足度

家庭満足度

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

6. 健康および満足度プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

活気、いきいきなどのポジ

ティブな感情 

怒り、立腹、イライラなど

の症状 

疲れ、へとへと、だるさな

どの疲労に関連した症状 

気がはりつめている、不

安、落ち着かないなどの

不安に関する症状 

ゆううつ感、集中力の低

下など、抑うつ気分に関

する症状 

活気（のなさ）、イライラ

感、疲労感、不安感、抑う

つ感の症状の合計 

身体的な症状の合計 

職場でいじめ、嫌がらせ

を受けていること。セク

シャルハラスメント、パ

ワーハラスメントを含む 

仕事に関する全般的な

満足度 

家庭生活に関する全般

的な満足度 

− 334− − 335−



新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（5/6）

仕事の資源（部署レベル）プロフィール

経営層との信頼関係

変化への対応

個人の尊重

公正な人事評価

多様な労働者への対応

キャリア形成

ワーク・セルフ・バランス（ポジティブ）

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 

事業場平均 

全国平均 

経営層と従業員の間

に相互の信頼関係が

あること 

職場でどんな変化がある

か説明があったり、たずね

ることができ、変化への準

備ができていること 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場… 

全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

一人ひとりの長所や得意

分野、価値観などを考え

て仕事が与えられる風土

や方針があること 

人事評価について情報が

提供され、納得できる説

明がなされること 

女性、高齢者、雇用形態

などさまざまな背景の従

業員が職場の一員として

尊重されること 

従業員のキャリア形成に

ついて方針や目標が明確

にされ、教育訓練が提供

されていること 

5. 仕事の資源（事業場レベル）プロフィール 

仕事により、個人生活を

豊かにすることができるこ

と 

新職業性ストレス簡易調査票　部署別フィードバック（6/6）

活気

イライラ感

疲労感

不安感

抑うつ感

心理的ストレス反応合計

身体愁訴

職場のハラスメント

仕事満足度

家庭満足度

◆事業場平均：対象となった事業場全体の平均
◆得点は最高４点、最低１点になるよう変換されており、高い方が良好な状態を示す

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

6. 健康および満足度プロフィール 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

当該職場 
事業場平均 
全国平均 

活気、いきいきなどのポジ

ティブな感情 

怒り、立腹、イライラなど

の症状 

疲れ、へとへと、だるさな

どの疲労に関連した症状 

気がはりつめている、不

安、落ち着かないなどの

不安に関する症状 
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満足度 

家庭生活に関する全般
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 主任研究者 川上 憲人 東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野・教授 

 研究協力者 小田切優子 東京医科大学公衆衛生学講座・講師 

 分担研究者 原谷 隆史 独立行政法人労働安全衛生総合研究所・部長 

  堤  明純 北里大学公衆衛生学講座・教授 

  島津 明人 東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野・准教授 

  吉川  徹 財団法人労働科学研究所・副所長 

 研究協力者 井上 彰臣 産業医科大学精神保健学産業生態科学研究所・助教 

 

����：労働者のメンタルヘルスの一次予防対策を、中小規模事業場を含むすべての事業場

に浸透させるための方法について検討し、提言作成のための資料を得ることを目的に、主要な

労働安全衛生研究機関、産業保健専門職、使用者側団体、労働側団体等の代表者等に参加を呼

び掛け、関係者（ステークホルダー）による参加型ワークショップ形式の会議を開催した。平

成 21、22 年度の成果をうけて作成、整理された【健康いきいき職場づくりのためのアクション】

の案について検討が行われ最終確定した。メンタルヘルスの一次予防対策については、企業の

自主改善活動を推進する形で進めることを基本的な姿勢とし、労働者の健康が最低減守られて

いることや法律に違反していないことが基本的事項として重要であるが、それに加え労働者が

いきいきと働き、職場に一体感があり、労働者、管理監督者、経営層の間での相互理解、信頼、

公正が保たれていることが重要であるとのことでコンセンサスが得られた。健康いきいき職場

づくりでは管理監督者が主な担い手として重要な役割をはたすと考えられるが、同時に企業は

健康いきいき職場づくりをポリシーにかかげ職場づくりを支えること、労働者一人ひとりが健

康いきいき職場づくりに参画すること、また国は法的枠組みの整備や教育を通じて各企業にお

ける健康いきいき職場づくりを下支えする必要がある。この内容に基づいた提言を行い、メン

タルヘルスの一次予防対策を広く展開していくことが重要である。 
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労働者のメンタルヘルス不調は増加傾向に

あり、一次予防対策の重要性が認識されてい

る。本研究班では、すでにメンタルヘルス対

策が実施されている大規模事業場のみならず、

中小規模事業場を含めて、対策を広く浸透さ

せていくための方策を検討することを目的と

しており、科学的根拠に基づくガイドライン

 

 

の作成や、新しい職業性ストレス簡易調査票

の開発や標準化を通じたツールの開発等を行

ってきた。これら研究成果を活用し、真に意

義のあるものとして一次予防対策を広く浸透

させていくためには、対策に係るさまざまな

立場の関係者（ステークホルダー）による合

意形成と対策実施のための社会的枠組みの整

備が重要と考えられる。本分担研究は、主要

な労働安全衛生研究機関、産業保健専門職、

使用者側団体、労働側団体等の代表者による

ステークホルダー会議を参加型のワークショ

ップ形式で実施し、労働者のメンタルヘルス

不調の第一次予防の基本的推進枠組みについ

て意見交換し、コンセンサスを形成し、提言

としてまとめるための資料を得ることが目的

である。 
 

多様な背景を持つ関係者らによる会議とな

ることを目的として、主要な労働安全衛生研

究機関として産業医科大学、労働安全衛生総

合研究所、労働科学研究所、産業保健専門職

として産業医、保健師、衛生管理者、心理職、

使用者側団体として経団連、東京商工会議所、

労働側団体として連合、およびその他分野か

ら法律家、社会保険労務士に出席を依頼した。

（資料①） 
はじめに第 4 回までの会議で得られたコン

センサスとして以下の事柄が提示され、確認

された。 
メンタルヘルス対策の一次予防対策のあり

方として 

1）関連する法整備をすすめるとともに、企

業ごとの自主改善活動を推進する形で進める

ことが望ましい 

２）労働者の健康が最低減守られていること、

既存の法律に違反していないこと、は基本的

事項として重要であるが、さらにプラスの側

面を求めて対策を行うことが望まれる（これ

を“いきいき”と表現する） 

３）“いきいき”とは、労働者個人がいきい

きと働いていること、職場に一体感があるこ

と、労使関係では両者間に応分の信頼関係が

醸成されており、企業組織が労働者を大切に

し、一体感を持って業務を推進するような理

念があること、を意味する 

４）部署においては管理監督者（マネージャ

ー）が重要な役割を果たすことから、企業は

業務それのみでなく人（部下）を管理できる

マネージメントスキルをもった人材を育成し

ていく必要がある 

５）労働者、管理監督者、経営層の間での相

互理解、信頼、公正が保たれていることが重

要である 

の５つである。 
この内容を踏まえて作成された健康いきい

き職場モデル案について、本会議において主

任研究者より提示、説明が行われ（資料②）、

参加者による意見交換が行われ、その意見を

参考に反映させながらモデルの修正が行われ

た。 
また新職業性ストレス簡易調査票の結果の

提示の仕方や判定図の案についての意見交換

も行った。 
健康いきいき職場づくりのためのアクショ

ン案については、昨年までの成果として作成

された、国、企業、部署、個人レベルのアク

ション案について、より包括的な表現に整理

することが必要と指摘されていたことから、

ステークホルダー会議前の平成 23 年 6 月 2
日の研究班会議において、班員の協力のもと、

修正案を作成した。また昨年までの会議で、

個人、部署、企業のレベルは少なくとも相互

の関連性がわかるような形での提示が望まし

いとの指摘を踏まえ資料を作成し、会議の場

での検討の材料とした。 
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【健康いきいき職場づくりのモデル、推進体

制、それに関連して新職業性ストレス簡易調

査票の尺度や判定図について】 

第１グループ（産業医、産業看護職）による

討議結果 

・ 健康いきいき職場づくりの推進体制では、

従業員を要素として含め、経営と人事労

務を分けるのが良いであろうという意見

がだされ、加筆修正が行われた。 

・ 新判定図の要素を、アウトカムとポテン

シャルの図に分けたほうがよいという案

がだされた。 

・ どのような手順で物事が決まっているか

という要素は重要である。規律や規則が

整備されていてそれが遵守されているこ

とが大切である。（手続きの公正性を新

調査票の推奨セットに残す方がよいので

はないかという意見がだされた。手続き

の公正性という尺度の名称から尺度の意

味を理解しにくい点が現在の問題点であ

る。） 

第２グループ（中小規模事業場関係者）によ

る討議結果 

・ 中小規模事業場において危機管理の観点

から重要視されている事柄として、「自

助、協助、公助」がある。このような観

点をメンタルヘルス対策にも適用したり、

推進体制の枠組みの図に、労働者を加え

ることは中小企業でも重要と考えられる。 

・ 労働契約にもとづいて労働を提供するに

は、労働者の心身の健康が重要であるが、

それには自己の健康管理が欠かせない。

また一方、事業主が従業員を活用してい

くためには、事業主の意識も重要である。

事業主の意識を変容していくため産業保

健スタッフの役割は大きいが、一方で中

小企業にはその選任義務が無い。産業医

の共同選任の仕組みに助成金があったよ

うに、中小企業において仕組みづくりを

進めるためには、助成金といったインセ

ンティブは重要である。（助成金が終了

した時点で対策も終わりになる例も想像

できるかもしれないが、企業が良さ・効

果を実感できるものであればその後の継

続効果は期待できる） 

・ メンタルヘルス対策と労働コストの損失

を関連付けることは中小企業には重要で、

コスト減が期待されないと中小企業では

推進要因にならない。 

・ 新調査票を利用した後、健康いきいき職

場を中小企業でどのように推進していく

か、その運用が鍵となる。例えば、21 世

紀職業財団では、人事労務担当者や社会

封建労務士を対象としたセクシャルハラ

スメント対策推進員養成の講習会を実施

している。そのような“推進員”養成な

ども展開していくと良いのではないか。 

第 3グループ（経団連、連合、衛生管理者、

法律家）による討議結果 

・ 会社が従業員に対して何かをやってあげ

るというイメージばかりが強調されるの

ではなく、従業員が自分から行うという

意識がもっとあってもよいのではないか。

そのような点で、健康いきいき職場づく

りの推進体制の図では労働者が中心にお

かれても良いであろう。 

・ 健康いきいき職場づくりが、管理監督者

の過度の負担になることも懸念され注意

が必要と考えられる。 

・ 「新しい日本型枠組みの必要性」という

点で意見交換を行ったところ、・日本人

は、心を読んでコミュニケーションをは

かる習性があるので、それが叶わないと

「ああしてくれない」と言う不満を生じ

る場合は多いように思われる、・人事の

仕組みが成果型、フラット型に変わって

きているが、従前は帰属意識の強さがあ

った。持分仮説（ピラミッド構造はある

ものの上から下までがサラリーマンであ

る（欧米は、上にいる者が絶対的権威））

という説明もあり、こうした風土は今も

多くの職場で残っているのではない

 

 

か、・とはいえ、昔と比べて、この会社

がどうなるかわからないという危機感・

不安は強く、自分の居場所、帰属という

意識は育ちにくくなっているとも考えら

れる、・会社と従業員との間の信頼が薄

れて来ている、などが特徴または現状で

あろう、といった意見があった。 

・ 新調査票の“新規性”については企業・

部署によっては重要でないという意見、

ストレス反応部分は除いてしまってもよ

いのではないかといった意見が挙がった。

（使用の目的によってストレス反応をア

ウトカムとして含めておく方法は選択で

きる） 

・ 資料としてメンタルヘルス対策のコスト

の計算式が示されたが、企業ごとに給与

が異なるし、式を一律に適用するのは無

理もあるので、テクニカルノートのよう

に計算式を分かるようにしておけば企業

側で必要性があった場合に利用していく

ことになるであろう。（メンタルヘルス

対策の施策自体が流動的であるので、成

果を経過観察しようとしても、その間に

も施策が展開していってしまい、成果を

数値で正確に得ることが難しいと思われ

る。）（英国などの例をみても、個々の

企業での成果を数値で示している例はあ

るが、国レベルでの成果を企業レベルに

適用して評価できるまでには出来上がっ

ていないのが現状のようである） 

・ 企業で現在負担感が増しているのは必ず

しも疾病休業ばかりではなくプレゼンテ

ィーズムであるが、その辺の影響は現在

のコストパフォーマンスを提示する案に

は考慮されていない。（ただし本研究班

では扱うことはしないこととする） 

 

【アクション案】について 

第 1グループ 

・ 新調査票に含まれる尺度の“仕事の意義” 

については、上司が仕事の明確なゴール

と時期を設定し、従業員が説明できる必

要がありその要素をアクション案に含め

たほうがよいという意見があった。 

・ アクションや提言については、性善説に

立って提案する方が良い。すなわち、○

○といったアクションをとることが職場

のメンタルヘルスに寄与する可能性があ

りますよ、といったスタンスである。 

第 2グループ 

・ アクションの個人レベルの項目に、会社

の求める人物像を盛り込む（モデリング

やコンピテンシーといった概念）。会社

の求める人物像を管理監督者も提示でき

るようにし、また労働者の側もそれを目

指していくといった要素が入ると良いの

ではないか。 

・ アクションをとることによるメリットが

はっきりと見えるようにするために、モ

デル事業を実施するという方法もある。

アクションを取り入れるモデル事業に助

成金を出す。社会保険労務士の活用にも

なる。 

・ 特に中小規模事業場向けには、アクショ

ンの例が提示されていると良い。例えば

ワークライフバランスとは何か？育児休

業、介護休業など、例を示す。挿絵など

も入り、中小企業向けのアクションのパ

ンフレットを別作成しても良いかもしれ

ない。 

・ 健康保険組合を活用する。アクションの

実施が傷病手当金の減少につながる可能

性について情報提供する。健康保険組合

も含め、事業場の資源を活用していくこ

とが重要であろう。 

第 3グループ（経団連、連合、衛生管理者、

法律家） 

・ アクション案の項目はおおむね妥当であ

るが、実行しようとしても「行うは難し」

という面がある。なるべく積極的な表現

のほうが良い。 
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・ アクション案がガイドラインのように扱

われていくのであれば、行政指導の根拠

にもなるので企業にとっては重いものに

なることを考慮しておく必要がある。 

・ 組合の役割を見直してもよいのではない

か。メンタルヘルスの問題が有る労働者

の居場所を作ること、関係知識の勉強を

前提に職場内外の適当なところにつなぐ

役割も果たせるとも考えられる。 

・ 健康いきいき職場をスローガンに掲げる

ことも重要な一方で、不調に陥っている

労働者に対して適切な対応を考え、懐深

く受け入れるような安心できる体制を作

ることも大切で、アクション案に追加が

望まれる（適切なケアについて） 

以上のような討議の結果をふまえ、さらに

本ステークホルダー会議後に労働者のメンタ

ルヘルスを支援する企業との意見交換を経て、

修正版健康いきいき職場モデルが作成された。

また健康いきいき職場実現のためのアクショ

ンについて、新職業性ストレス簡易調査票の

尺度と関連するものを資料にまとめ、参加者

からの指摘を取り入れ最終決定した。 
 

���� 

健康いきいき職場づくり実現のための行動

（アクション）について計 5回の討議内容を

まとめる形で作成した。今後は、アクション

の実施によって得られる、各レベルの特に企

業におけるメリットを明らかにすること、メ

ンタルヘルスの問題による労働コスト損失の

縮小につながることを示すことが重要と考え

られる。 

また研究班で開発が行われた新職業性スト

レス簡易調査票と特に部署レベルのアクショ

ンは関連があることから、新調査票の実施後

の評価結果を活用しつつ必要なアクションを

実施していくこと方法も良いと考えられる。 

  

������

最終年度にあたり、これまでのステークホ

ルダー会議の総括にあたる第 5 回会議を開催

し、メンタルヘルスの一次予防対策について

の本会議の基本的な考え方についてコンセン

サスを形成した。それはすなわち、企業の自

主改善活動を推進する形で進めることを基本

的な姿勢とし、労働者の健康が最低減守られ

ていることや法律に違反していないことが基

本的事項として重要であるが、それに加え、

労働者がいきいきと働き、職場に一体感があ

り、労働者、管理監督者、経営層の間での相

互理解、信頼、公正が保たれていることが重

要である、というものである。 

健康いきいき職場づくりでは管理監督者が

主な担い手として重要な役割をはたすと考え

られるが、同時に企業は健康いきいき職場づ

くりをポリシーにかかげ職場づくりを支える

こと、労働者一人ひとりが健康いきいき職場

づくりに参画すること、また国は法的枠組み

の整備や教育を通じて各企業における健康い

きいき職場づくりを下支えする必要がある。

この考えに基づいた各レベルにおける健康い

きいき職場実現のためのアクションを最終決

定した（資料③）。 
  

����������

 該当なし 
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１．論文発表 

なし 

 

Ｈ. ������������� 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 
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資料① 「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 
第5回ステークホルダー会議参加者 （敬称略、順不同） 

 

使用者側団体 

経団連：中村 聡子（経団連安全衛生部会、日本アイ・ビー・エム株式会社産業医） 
     中小企業団体：新保 邦彦（東京商工会議所） 

労働側団体 市川 佳子（日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局局長）   

産業保健研究教育機関 

産業医科大学：堤  明純*（産業医実務研修センター教授）  

独立行政法人労働安全衛生総合研究所：原谷 隆史*（作業条件適応研究グループ部長）  

産業保健専門職等 

産業医：宮本 俊明（新日本製鐵株式会社君津製鐵所安全環境防災部主任医長） 

土肥誠太郎（三井化学株式会社本社健康管理室長 統括産業医） 

産業看護職：五十嵐千代（東京工科大学 医療保健学部産業保健実践研究センター長 

地域看護学・産業看護学准教授） 

池田 智子（産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学講座教授）  

衛生管理者：武田 繁夫（三菱化学株式会社人事部健康支援センターGM） 

心理職：島津 明人*（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野准教授）  

 その他 法律家：三柴 丈典（近畿大学法学部准教授）  

社会保険労務士： 中村 雅和（中村雅和 社会保険労務士事務所） 

 中辻めぐみ（中村雅和 社会保険労務士事務所） 

 

研究代表者：川上 憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野教授） 

当該分担研究者：下光 輝一（東京医科大学公衆衛生学講座主任教授） 

事務局および研究協力者 
小田切 優子（東京医科大学公衆衛生学講座） 

井上 彰臣 （産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学講座） 

土屋 政雄 （労働安全衛生総合研究所） 

津野 香奈美 （東京大学大学院医学系研究科精神保健学) 

江口 尚 （東京大学大学院医学系研究科精神保健学） 

山岸 みずほ （東京大学大学院医学系研究科精神保健学） 

大谷 由美子 （東京医科大学公衆衛生学講座） 

井上 茂 （東京医科大学公衆衛生学講座） 

 

 *：研究分担者 

 

 

資料②

第５回ステークホルダー会議の
討議にあたって

主任研究者

東京大学大学院医学系研究科

公共健康医学専攻（精神保健学）

川上憲人

平成２３年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）
「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研
究」（H21-労働-一般-001) 第５回ステークホルダー会議(2011/8/2)

平成21‐23年度厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関す
る調査研究」（H21‐労働‐一般‐001)（主任研究者 川上憲人）

 （流れ図） 

 

 

 

 

 

 

 

成 

果 
物 

 

科 学 的 根 拠 に よ る

EBM ガイドライン開発

職業性ストレス簡易調

査票・判定図の修正・拡

張 

海外の推進施策

の情報収集と整

理 

関係者（ステ ーク

ホルダー）会議 

マニュアル・好事例

の追加 

全国代表サンプルによ

る標準化・評価基準の

確立 

わが国における推

進枠組みのコンセ

ンサス形成 

現場で使える EBM

ガイドラインの完成 
メンタルヘルス不調の第一次予防

対策の推進施策の提言 

新職業性ストレス簡易

調査票・判定図の完成 

目的：事業場における労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防を中（小）規
模事業場も含めて浸透させるツールを提供し、また行政施策を提言。

新しい日本型枠組みの必要性
• 急増する職場のメンタルヘルス不調→第一次予防（未

然防止）対策の充実が重要に。
• メンタルヘルス不調が日本の企業活力にも重大な影

響→経営の一環としてのメンタルヘルス対策が重要に。
• 法的リスクのマネージメントによる職場のメンタルヘル

ス対策に限界や課題→新しい魅力的な職場のメンタル
ヘルスの推進枠組みの必要性。

• 職場のコミュニケーションや相互の助け合いが労働者
のメンタルヘルスに影響→産業保健だけなく経営・人
事の視点からの対策が必要に。

• ポジティブなメンタルヘルスを目標とする世界的な潮流
→職場のメンタルヘルスの目標を労働者のやる気や
活気に拡大することが必要に。

健康いきいき職場とは
（平成23年8月会議資料 ）

労働者の
「いきいき」

職場の「一体
感」（信頼、相
互理解、助け

合い）

労働者の
健康の保
持・増進

３つの目標の実現が労働者・企業双方に利益をもたらす。

労働者の幸福、
自己実現、社
会参加

生産性と
企業価値
の向上

健康いきいき職場づくりの推進体制
（平成23年8月会議資料）

経営
人事労務

職場の上司
（マネ－
ジャー）

産業保健
専門職

経営・人事、マネジメントと産業保健部門との連携・協力により、
自主的改善活動としての健康いきいき職場づくりを推進する。

行政
法律や制度

インセンティブ施策
助言指導

民間
認証・評価

コンサルテーション

事業場

健康いきいき職場づくりの方法
担当者 対��� ���担の例

経営
層・人
事労務

企業・事
業場全体

• 健康いきいき職場づくりを推進する経営
方針（人事評価制度、人材育成方針、安
全衛生方針など）の作成

• 健康いきいき職場づくり行動計画の策定
• 健康いきいき職場づくりの評価と改善

職場上
司

担当職場 • 健康いきいき職場づくりを推進するマネ
ジメントスタイルの学習と実践

• 労働者参加による健康いきいき職場づく
り活動

従業員 担当職場 • 健康いきいき職場づくりへの積極的な関
与と協力

産業保
健部門

企業・事
業場全体

• 健康いきいき職場づくりへの積極的な関
与と協力、一部対策の実施

− 342− − 343−



 

 

資料① 「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 
第5回ステークホルダー会議参加者 （敬称略、順不同） 
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産業保健専門職等 

産業医：宮本 俊明（新日本製鐵株式会社君津製鐵所安全環境防災部主任医長） 

土肥誠太郎（三井化学株式会社本社健康管理室長 統括産業医） 

産業看護職：五十嵐千代（東京工科大学 医療保健学部産業保健実践研究センター長 

地域看護学・産業看護学准教授） 

池田 智子（産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学講座教授）  

衛生管理者：武田 繁夫（三菱化学株式会社人事部健康支援センターGM） 

心理職：島津 明人*（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野准教授）  

 その他 法律家：三柴 丈典（近畿大学法学部准教授）  

社会保険労務士： 中村 雅和（中村雅和 社会保険労務士事務所） 

 中辻めぐみ（中村雅和 社会保険労務士事務所） 

 

研究代表者：川上 憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野教授） 

当該分担研究者：下光 輝一（東京医科大学公衆衛生学講座主任教授） 

事務局および研究協力者 
小田切 優子（東京医科大学公衆衛生学講座） 

井上 彰臣 （産業医科大学産業生態科学研究所精神保健学講座） 

土屋 政雄 （労働安全衛生総合研究所） 

津野 香奈美 （東京大学大学院医学系研究科精神保健学) 

江口 尚 （東京大学大学院医学系研究科精神保健学） 

山岸 みずほ （東京大学大学院医学系研究科精神保健学） 

大谷 由美子 （東京医科大学公衆衛生学講座） 

井上 茂 （東京医科大学公衆衛生学講座） 
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資料②
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→職場のメンタルヘルスの目標を労働者のやる気や
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資料③ 健康いきいき職場実現のためのアクション 

 

健康いきいき職場実現のためのアクションを、企業、部署（主に管理監督者）、個人のレベ

ルで以下のように提案する。 

企業（C���������ル 部署�W����������ル �人�I������������ル

C①
労働者を大切にするという企業ポ
リシーを掲げる

W①
労働者に対して情緒的、情報的、
道具的支援を行う

C①’ 労働者の相互交流を支援する

C①’

ハラスメント、過重労働などの健康
有害要因の無い職場づくりを積極
的に推進する

（従業員同士の対立を緩和、仲裁
する）

C②

管理職が職場、仕事のマネジメン
トができるよう、すべての社員を育
成、評価、支援する

W②
労働者がお互いに認め合い助け
合うような職場づくりを推進する

I①

会社や部署における自分の仕事
の位置づけ、意義を理解し、やり
がいを自ら考えながら業務を行う

W③
仕事の意義、明確なゴールを伝
え、見通しを示し、指示する

W④

部下に仕事の出来をフィードバック
し、認め評価し、失敗しても次の
チャンスを与えることにより、部下
を育成する

W⑤
労働者に裁量権を与え自律的に
仕事をさせるようにする

（Ｃ補）自企業における理想とする
社員像を明らかにし、それを示す

（Ｗ補）欠企業の求める人材を具
体的に部下に示し導く

（Ｉ補①）企業、部署の求める人材
を理解し、それを目指して仕事に
取り組む

C③

働く人たちの多様性を考慮した方
針を示し、制度を整備し、多面的
な評価を行う
（不調者に対しても適切に対応で
きる体制を整備する）

W⑥

社員の価値観、要望を考慮した
り、長所を生かすなど多様性を考
慮した人材育成を行う

C④
ワークライフバランスを考慮した働
き方のできる制度を整備する

W⑦
社員のワークライフバランスに考
慮した仕事の割り当てを行う

（Ｉ補②）自らのワークライフバラン
スを考えながら仕事を行う（自らを
犠牲にしすぎない）

C⑤ 情報を公平に開示する W⑧
管理監督者は、公正な態度につと
め、情報の透明化をはかる

C⑥
労働者が会社に意見を述べること
ができる仕組みを整える

W⑨
労働者が意見を述べやすくこれを
取り入れるような職場づくりを行う

W⑩
管理監督者自身が親しみやすく話
しかけやすい態度をこころがける

 

備考： 

１） 健康いきいき職場の実現のために上記を強制するものではなく、企業や部署の自主的な改

善の取り組みとして活用されることを期待している。 

資料②

健康いきいき職場づくりの意義

• 企業組織要因への対策を組み込むことで、従来
の労働安全衛生対策にくらべて、労働者の健康
の保持・増進に優れた効果が期待される。

• 労働者の健康（メンタルヘルス不調の未然防止）
に貢献するとともに、労働者の労働生活の質の
向上にも貢献する。

• 生産性向上、労働意欲向上より、企業価値を向
上、企業の発展・持続可能性にも貢献する。

• 労働者の幸福の実現、これを通じての社会貢献
によりCSRの推進にも貢献する。

健康いきいき職場モデル
（平成23年8月会議版）

心身の健康

ワークエン
ゲージメント

ハラスメ
ントのな
い職場

タスクレベル

仕事の量的
仕事の質的負担

身体的負担
情緒的負担
対人関係
役割葛藤

仕事のコントロール
仕事の意義
役割明確さ
成長の機会

上司の支援
同僚の支援
３つの報酬

上司のリーダーシップ
上司の公正な態度
ほめてもらえる職場
失敗を認める職場

経営層との信頼関係
変化への対応
個人の尊重

公正な人事評価
キャリア形成

ワーク・ライフ・バラン
ス

職場の一体
感

健康障害プロセス

仕事の要求度

仕事・組織の資源

従業員のウェルビィング

従
業
員
満
足
度

生
産
性
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

活性化プロセス
作
業
レ
ベ
ル

職
場
レ
ベ
ル

企
業
レ
ベ
ル

職場のウェルビィング

現行および新職業性ストレス簡易調査票
尺度一覧(1/2)

概念
推
奨

標準版
(項目
数)

短縮版
(項目
数)

＜ストレス要因＞

仕事の量的負担（現行版） ○ ３ －

仕事の質的負担（現行版） ○ ３ －

身体的負担度（現行版） ○ １ １

職場の対人関係（現行版） ○ ３ －

職場��（現行版） ○ １ １

情緒的負担 ○ ３ １

役割葛藤 ○ ３ １

＜組織資源＞�業レベル

仕事のコントロール（現行版） ○ ３ －

仕事の�性（現行版） ○ １ １

�能の活用度（現行版） ○ １ １

仕事の意義（現行版） ○ ３ １

役割明確さ ○ ３ １

成長の機会 ○ ３ １

新�性 － ３ １

予�可能性 － ３ １

概念
推
奨

標準版
(項目
数)

短縮版
(項目
数)

＜組織資源＞職場（グループ）レベ
ル

上司からの�ポート ○ ３ －

同僚からの�ポート ○ ３ －

��・�人からの�ポート ○ ３ －

報酬
経�・��報酬

○ ２ １

尊重報酬 ○ ２ １

職の不安定性（安定報酬） ○ ３ １

上司のリーダーシップ ○ ３ １

上司の公正な態度 ○ ３ １

ほめてもらえる職場 ○ ３ １

失敗を認める職場 ○ ２ １

グループの�能感 － ３ １

現行および新職業性ストレス簡易調査票
尺度一覧(2/2)

概念 推奨
標準
版(項
目数)

短縮
版(項
目数)

＜組織資源＞事業場レベル

経営層との信頼関係 ○ ３ １

変化への対応 ○ ３ １

手続きの公正性 － ３ １

個人の尊重 ○ ３ １

公正な人事評価 ○ ３ １

多様な労働者への対
応

△ ３ １

キャリア形成 ○ ５ １

ワーク・セルフ・バラン
ス（ネガティブ）

○ ２ １

ワーク・セルフ・バラン
ス（ポジティブ）

○ ２ １

概念
推
奨

標準
版(項
目数)

短縮
版(項
目数)

＜アウトカム＞

ハラスメント ○ ２ １

職場の一体感（ソーシャ
ル・キャピタル）

○ ３ １

ワーク・エンゲイジメント ○ ２ ―

職務の遂行 － ３ －

創造性の発揮 － ３ －

積極的な学習 － ３ ―

推奨セットは、職業性ストレス簡易調査票現行版に、新尺度を追加して使用する。短縮
（１項目）版を使用した場合、推奨セットは現行版と合計し合計75項目（57+19）、アウトカ
ム（ハラスメント、職場の一体感、ワーク・エンゲイジメント）を含めて80項目となる。

健康いきいき職場づくり：
残された検討課題

1. 費用便益分析の推進（予定）：モデル事業などを通
じて対策による便益(ROI)を明らかにする。

2. 企業に対する意見調査（予定） ：健康いきいき職場

を目標とした職場のメンタルヘルスの第一次予防
の新しい枠組みに対する意見を聴取する。

3. 中小規模事業場での実施方策、普及方策。

4. 新職業性ストレス簡易版調査票の試行（予定）およ
び健康いきいき職場づくりモデル事業。

5. 健康いきいき職場づくり推進における国および民
間の役割の検討。

本日のステークホルダー会議

• これまでの議論の結論となる「健康いきいき職場」に
ついての最終報告に向けて、

– その定義、推進体制、方法

– 新職業性ストレス簡易調査票の尺度案、新判定
図

– 健康いきいき職場づくりアクション案（事業場、職
場、労働者、国）

– 残された課題

について提案、意見をいただきたいと考えています。
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資料③ 健康いきいき職場実現のためのアクション 

 

健康いきいき職場実現のためのアクションを、企業、部署（主に管理監督者）、個人のレベ

ルで以下のように提案する。 

企業（C���������ル 部署�W����������ル �人�I������������ル

C①
労働者を大切にするという企業ポ
リシーを掲げる

W①
労働者に対して情緒的、情報的、
道具的支援を行う

C①’ 労働者の相互交流を支援する

C①’

ハラスメント、過重労働などの健康
有害要因の無い職場づくりを積極
的に推進する

（従業員同士の対立を緩和、仲裁
する）

C②

管理職が職場、仕事のマネジメン
トができるよう、すべての社員を育
成、評価、支援する

W②
労働者がお互いに認め合い助け
合うような職場づくりを推進する

I①

会社や部署における自分の仕事
の位置づけ、意義を理解し、やり
がいを自ら考えながら業務を行う

W③
仕事の意義、明確なゴールを伝
え、見通しを示し、指示する

W④

部下に仕事の出来をフィードバック
し、認め評価し、失敗しても次の
チャンスを与えることにより、部下
を育成する

W⑤
労働者に裁量権を与え自律的に
仕事をさせるようにする

（Ｃ補）自企業における理想とする
社員像を明らかにし、それを示す

（Ｗ補）欠企業の求める人材を具
体的に部下に示し導く

（Ｉ補①）企業、部署の求める人材
を理解し、それを目指して仕事に
取り組む

C③

働く人たちの多様性を考慮した方
針を示し、制度を整備し、多面的
な評価を行う
（不調者に対しても適切に対応で
きる体制を整備する）

W⑥

社員の価値観、要望を考慮した
り、長所を生かすなど多様性を考
慮した人材育成を行う

C④
ワークライフバランスを考慮した働
き方のできる制度を整備する

W⑦
社員のワークライフバランスに考
慮した仕事の割り当てを行う

（Ｉ補②）自らのワークライフバラン
スを考えながら仕事を行う（自らを
犠牲にしすぎない）

C⑤ 情報を公平に開示する W⑧
管理監督者は、公正な態度につと
め、情報の透明化をはかる

C⑥
労働者が会社に意見を述べること
ができる仕組みを整える

W⑨
労働者が意見を述べやすくこれを
取り入れるような職場づくりを行う

W⑩
管理監督者自身が親しみやすく話
しかけやすい態度をこころがける

 

備考： 

１） 健康いきいき職場の実現のために上記を強制するものではなく、企業や部署の自主的な改

善の取り組みとして活用されることを期待している。 

資料②

健康いきいき職場づくりの意義

• 企業組織要因への対策を組み込むことで、従来
の労働安全衛生対策にくらべて、労働者の健康
の保持・増進に優れた効果が期待される。

• 労働者の健康（メンタルヘルス不調の未然防止）
に貢献するとともに、労働者の労働生活の質の
向上にも貢献する。

• 生産性向上、労働意欲向上より、企業価値を向
上、企業の発展・持続可能性にも貢献する。

• 労働者の幸福の実現、これを通じての社会貢献
によりCSRの推進にも貢献する。

健康いきいき職場モデル
（平成23年8月会議版）

心身の健康

ワークエン
ゲージメント

ハラスメ
ントのな
い職場

タスクレベル

仕事の量的
仕事の質的負担

身体的負担
情緒的負担
対人関係
役割葛藤

仕事のコントロール
仕事の意義
役割明確さ
成長の機会

上司の支援
同僚の支援
３つの報酬

上司のリーダーシップ
上司の公正な態度
ほめてもらえる職場
失敗を認める職場

経営層との信頼関係
変化への対応
個人の尊重

公正な人事評価
キャリア形成

ワーク・ライフ・バラン
ス

職場の一体
感

健康障害プロセス

仕事の要求度

仕事・組織の資源

従業員のウェルビィング

従
業
員
満
足
度

生
産
性
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

活性化プロセス
作
業
レ
ベ
ル

職
場
レ
ベ
ル

企
業
レ
ベ
ル

職場のウェルビィング

現行および新職業性ストレス簡易調査票
尺度一覧(1/2)

概念
推
奨

標準版
(項目
数)

短縮版
(項目
数)

＜ストレス要因＞

仕事の量的負担（現行版） ○ ３ －

仕事の質的負担（現行版） ○ ３ －

身体的負担度（現行版） ○ １ １

職場の対人関係（現行版） ○ ３ －

職場��（現行版） ○ １ １

情緒的負担 ○ ３ １

役割葛藤 ○ ３ １

＜組織資源＞�業レベル

仕事のコントロール（現行版） ○ ３ －

仕事の�性（現行版） ○ １ １

�能の活用度（現行版） ○ １ １

仕事の意義（現行版） ○ ３ １

役割明確さ ○ ３ １

成長の機会 ○ ３ １

新�性 － ３ １

予�可能性 － ３ １

概念
推
奨

標準版
(項目
数)

短縮版
(項目
数)

＜組織資源＞職場（グループ）レベ
ル

上司からの�ポート ○ ３ －

同僚からの�ポート ○ ３ －

��・�人からの�ポート ○ ３ －

報酬
経�・��報酬

○ ２ １

尊重報酬 ○ ２ １

職の不安定性（安定報酬） ○ ３ １

上司のリーダーシップ ○ ３ １

上司の公正な態度 ○ ３ １

ほめてもらえる職場 ○ ３ １

失敗を認める職場 ○ ２ １

グループの�能感 － ３ １

現行および新職業性ストレス簡易調査票
尺度一覧(2/2)

概念 推奨
標準
版(項
目数)

短縮
版(項
目数)

＜組織資源＞事業場レベル

経営層との信頼関係 ○ ３ １

変化への対応 ○ ３ １

手続きの公正性 － ３ １

個人の尊重 ○ ３ １

公正な人事評価 ○ ３ １

多様な労働者への対
応

△ ３ １

キャリア形成 ○ ５ １

ワーク・セルフ・バラン
ス（ネガティブ）

○ ２ １

ワーク・セルフ・バラン
ス（ポジティブ）

○ ２ １

概念
推
奨

標準
版(項
目数)

短縮
版(項
目数)

＜アウトカム＞

ハラスメント ○ ２ １

職場の一体感（ソーシャ
ル・キャピタル）

○ ３ １

ワーク・エンゲイジメント ○ ２ ―

職務の遂行 － ３ －

創造性の発揮 － ３ －

積極的な学習 － ３ ―

推奨セットは、職業性ストレス簡易調査票現行版に、新尺度を追加して使用する。短縮
（１項目）版を使用した場合、推奨セットは現行版と合計し合計75項目（57+19）、アウトカ
ム（ハラスメント、職場の一体感、ワーク・エンゲイジメント）を含めて80項目となる。

健康いきいき職場づくり：
残された検討課題

1. 費用便益分析の推進（予定）：モデル事業などを通
じて対策による便益(ROI)を明らかにする。

2. 企業に対する意見調査（予定） ：健康いきいき職場

を目標とした職場のメンタルヘルスの第一次予防
の新しい枠組みに対する意見を聴取する。

3. 中小規模事業場での実施方策、普及方策。

4. 新職業性ストレス簡易版調査票の試行（予定）およ
び健康いきいき職場づくりモデル事業。

5. 健康いきいき職場づくり推進における国および民
間の役割の検討。

本日のステークホルダー会議

• これまでの議論の結論となる「健康いきいき職場」に
ついての最終報告に向けて、

– その定義、推進体制、方法

– 新職業性ストレス簡易調査票の尺度案、新判定
図

– 健康いきいき職場づくりアクション案（事業場、職
場、労働者、国）

– 残された課題

について提案、意見をいただきたいと考えています。
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２） 企業の規模や対策の準備・実行状況を考慮し、すでに企業が持っているメンタルヘルスの

推進の枠組みを利用するなどして、実行しやすさを考慮しつつ優先度の高いアクションか

ら着手することが望まれる。 

３） 健康いきいき職場の前提として、労働基準法、労働安全衛生法等で求められている基本的

な条件や労働環境の整備が行われていることが重要である。また、健康いきいき職場づく

りを推進すると同時に、不調を有する労働者を支援する体制を整えていくことも重要であ

る。 

 

また国（行政）においてもメンタルヘルス対策の一次予防を推進するためのアクションを取

ることが重要と考えられ、以下の事柄について考慮、実行していくことが期待される。 

① 労使、専門家を含めた円卓会議による日本におけるメンタルヘルス対策の在り方、枠組み

の議論の推進。（継続的に実施する） 

② 就労前学校教育等を通じたメンタルヘルス対策の推進（働くことの意義を学び考える、必

要なコミュニケーションをとることができ自己表現ができる人物形成、多様性の享受） 

③ 関連法整備、施策の実施 

以上

 

 

資料④ 健康いきいき職場実現のためのアクションと新職業性ストレス簡易票と関連 

 

��

��

セット

（○�

��）

一�

�版

（○�

��）

��（C���������ル 職場�W�����������ル
個人（����������）

��ル

�スト�ス���

����ル

仕事の量的負担（現行版） ○ － Ｗ③

仕事の質的負担（現行版） ○ －

身体的負担度（現行版） ○ ○

職場での対人関係（現行版） ○ － W②

職場環境（現行版） ○ ○

情緒的負担 ○ ○

役割葛藤 ○ ○

�仕事・職場の���

����ル

仕事のコントロール（現行版） ○ － Ｗ⑤

仕事の適性（現行版） ○ ○ Ｗ⑥

技能の活用度（現行版） ○ ○ Ｗ⑥

仕事の意義（現行版） ○ ○ Ｗ③ Ⅰ①

役割明確さ・曖昧さ ○ ○ Ｗ③ Ⅰ①

成長の機会 ○ ○ Ｗ④

新奇性 － ○

予測可能性 － ○ Ⅰ①

職場（グループ）��ル

上司からのサポート ○ － C② W②　W⑩

同僚からのサポート ○ － C①’

家族・友人からのサポート ○ －

報酬 C①

経済・地位報酬 ○ ○

尊重報酬 ○ C③ Ｗ④

職の安定性（安定報酬） ○ ○

上司のリーダーシップ ○ ○ Ｃ③ W⑥　W⑭

上司の公正な態度 ○ ○ C⑤ W⑧

ほめてもらえる職場 ○ ○ Ｗ④

失敗を認める職場 ○ ○ Ｗ④

グループの有能感 － ○

事�場��ル

経営層との信頼関係 ○ ○ C⑤　Ｃ⑥

変化への対応 ○ ○ （Ｃ⑥）

手続きの公正性 － ○ Ｃ⑤　Ｃ⑥ W⑨

個人の尊重 ○ ○ Ｃ③ Ｗ⑥

公正な人事評価 ○ ○ C⑤　C③ W④

多様な労働者への対応 － ○ C③ Ｗ⑥

キャリア形成 ○ ○ W④

ワーク・セルフ・バランス（ネガ） ○ ○

ワーク・セルフ・バランス（ポジ） ○ ○

�ア�ト���

ハラスメント ○ ○ C①’ W-補

職場の一体感
（ソーシャル・キャピタル）

○ ○ W②

ワーク・エンゲイジメント ○ ―

職務の遂行 － －

創造性の発揮 － －

積極的な学習 － ―

Ｉ補②W⑦C④

 
（新職業性ストレス簡易調査票は職場の資源に着目したものであるため、資料③のすべての

アクションが新調査票に必ずしも関連付けられてはいない。） 
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２） 企業の規模や対策の準備・実行状況を考慮し、すでに企業が持っているメンタルヘルスの

推進の枠組みを利用するなどして、実行しやすさを考慮しつつ優先度の高いアクションか

ら着手することが望まれる。 

３） 健康いきいき職場の前提として、労働基準法、労働安全衛生法等で求められている基本的

な条件や労働環境の整備が行われていることが重要である。また、健康いきいき職場づく

りを推進すると同時に、不調を有する労働者を支援する体制を整えていくことも重要であ

る。 

 

また国（行政）においてもメンタルヘルス対策の一次予防を推進するためのアクションを取

ることが重要と考えられ、以下の事柄について考慮、実行していくことが期待される。 
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③ 関連法整備、施策の実施 

以上
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職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさらに効果的なものとし、またより広く普及するものにす

るために、職場のメンタルヘルスの第一次予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。本研究では、

わが国における職場のメンタルヘルス不調の第一次予防の新しい推進枠組みとしての「健康いきいき職

場づくり」についてその背景、理論、評価方法、推進方策について検討した。 
国内外の文献、本研究班の報告書、ステークホルダー会議の討議結果をもとに、研究者が意見交換を

繰り返し、またステークホルダー会議の意見を聞きながら「健康いきいき職場づくり」の理論、評価方

法、推進方策について整理した。健康いきいき職場の３つの目標は、労働者の健康、労働者の「いきい

き」、および職場の一体感である。これらの３つの目標を実現することが、労働者と企業、双方に利益

をもたらすと考えられる。「仕事の要求度－資源モデル」を参考に、健康いきいき職場づくりの理論モ

デルである「健康いきいき職場モデル」を示した。このモデルでは、さまざまな仕事の負担が心身の健

康に影響を与える一方、仕事の資源には、作業レベル、部署レベル、事業場（または企業）レベルのも

のがあり、健康障害プロセスを緩和して心身の健康の保持・増進に貢献すると同時に、活性化プロセス

を通じて、労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジメント）および職場の一体感の形成に影響する。新

職業性ストレス簡易調査票によって部署ごとにこのモデルに対応した組織要因を評価することができ

る。健康いきいき職場づくりの推進は、労働者、管理監督者、経営者が主体となって行うものであり、

それぞれ方針の策定、健康いきいき職場づくりのためのマネジメント、健康いきいき職場づくりへの積

極的参加が具体例としてあげられた。人事労務部門および産業保健部門はこれらの主体の活動を支援す

る立場と位置づけられる。人事労務部門は、人材育成、人的資源管理を含む人事労務管理の専門チーム

として、経営層によって決められた健康いきいき職場づくりの方針を具体的な施策に展開し、実行し、

評価・改善することが求められる。産業保健部門は、労働者の健康と幸福に関わる専門チームとして、

健康いきいき職場づくりに積極的に関与する。産業保健部門が有しているさまざまな技術と経験を、健

康いきいき職場づくりに提供することができると期待される。 
本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一次予防の新しい枠組みとして、健康いきいき職場づく

りを提案した。健康いきいき職場を目標とした職場のメンタルヘルスは、組織風土要因の改善を合わせ

て進めることで、従来の対策にくらべて、労働者の心の健康の保持・増進、特にメンタルヘルス不調の

予防に優れた効果をもつことが期待される。健康いきいき職場づくりは、事業場規模によらない新しい

職場のメンタルヘルスの枠組みとして広く普及できる可能性がある。 
 
Ａ．はじめに 
 2000 年に厚生労働省による職場のメンタルヘ

ルスに関する指針が公表されて以来、この 10 年

間でわが国では事業場における職場のメンタル

ヘルス対策が普及してきた。しかし対策の進展に

も関わらず、職場における心の健康問題はなお増

加傾向にある。このことを背景として、近年では、

職場のメンタルヘルス不調の未然防止、すなわち

第一次予防への関心が高まっている。しかしなが

らなお職場のメンタルヘルス不調の第一次予防

の実施状況は事業場のうちの数割程度にとどま

っており、事業場規模による対策の格差はむしろ

拡大傾向にある。 
職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさ

らに効果的なものとし、またより広く普及するも

のにするために、職場のメンタルヘルスの第一次

予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。

ここでは、過去３年間のステークホルダー会議の

成果をもとに、職業性ストレスの対策を中心に、

国際動向を概観し、またわが国における職場のメ

ンタルヘルス不調の第一次予防の新しい推進枠

組みとしての「健康いきいき職場づくり」につい

てその背景、理論、評価方法、推進方策について

述べる。 
 
Ｂ．研究の方法 
１．職場のメンタルヘルスの新しい推進枠組みの

必要性 

 職場のメンタルヘルスの新しい推進枠組みの

必要性について、国内外の文献やこれまでの本研

究班の報告書をもとに整理した。海外事例では特

に、欧州 PRIMA-EF および英国 NICE の公衆衛生

ガイドライン No. 22 に注目した。 

２．ステークホルダー会議からの健康いきいき職

場づくり概念の提案 

平成 21～23 年度厚生労働科学研究費労働安全

総合研究事業「労働者のメンタルヘルス不調の第

一次予防の浸透手法に関する調査研究」では、今

度の職場のメンタルヘルスの日本型枠組みにつ

いて、第一次予防の観点から検討を進めた。この

中で年２回、定期的に開催されているステークホ

ルダー会議は、職場のメンタルへルスに関わるさ

まざまな関係者、すなわち経営団体代表者、労働

組合代表者、産業保健スタッフ（産業医、産業看

護職、臨床心理士、衛生管理者）、産業保健の教

育研究機関の代表などが集まり、職場のメンタル

ヘルスの第一次予防のあり方について意見交換

や討議を行う場である。このステークホルダー会

議におけるグループワークから提案されたさま

ざまな意見、考えをもとに、職場のメンタルヘル

スの日本型枠組みをまとめ、またこれをステーク

ホルダー会議にフィードバックし意見をもらう

ことで、新しい枠組みの理論形成を進めた。 

３．健康いきいき職場の理論モデル 

 ステークホルダー会議からの提案をもとに、研

究者が意見交換し、健康いきいき職場の目標、理

論モデルを組み立てた。理論モデルの構築にあた

っては、仕事の要求度・コントロールモデル、努

力・報酬不均衡モデル、仕事の要求度－資源モデ

ル」（Job Demand-Resource Model ）などの主要

な職業性ストレスの理論モデル、また英国 HSE 調

査票、デンマークの COPSOQ、韓国の KSOS などの

海外の主要な調査票における社会心理的要因、欧

州 PRIMA-EF インディケータモデルに採用された

指標を参考にした。 

４．健康いきいき職場の評価法 

 健康いきいき職場の評価法として、新職業性ス

トレス簡易調査票が開発されており、これを使用

して健康いきいき職場を評価することとした。 

５．健康いきいき職場づくりの推進方策 

健康いきいき職場づくりのための経営層、管理

監督者、労働者それぞれの行動指針が、ステーク

ホルダー会議の討論の結果示されている（下光輝

一、分担研究報告書「労働現場におけるメンタル

ヘルス対策の一次予防の浸透方法―ステークホ

ルダー会議による結論―」参照）。推進方策につ

いてはこれを参考に整理を進めた。 
 
Ｃ．結果 
１．職場のメンタルヘルスの新しい推進枠組みの

必要性 

１）わが国の歴史と現状からみた新しい推進枠組

みの必要性 

わが国の職場のメンタルヘルスは、1999 年に

精神障害等の業務上外の判断指針が公表され、

2000 年に過労自殺の民事訴訟の最高裁判断がで

てから、法的・行政的リスクマネジメントの時代

に入った。精神障害等の労働災害や過労自殺の民

事訴訟を未然に防止し、これによる企業の社会的

評価の低下、金銭的損失を避けるという説明は説

得力を持って、多くの企業が職場のメンタルヘル

ス活動を実施する動機づけとなった。これまでの

10 年間、法的・行政的リスクのマネジメントは我

が国の職場メンタルヘルスの主要な推進要因で

あった。しかし、こうした法的・行政的リスクマ

ネジメントの対象は企業から見るとごく一部の

従業員である。法的・行政的リスクの評価では、

業務上外の判断指針や過去の判例から見て長時

間労働に焦点があたりやすく、他の社会心理的要

因が軽視されやすい。現在の推進力である法的リ

スクのマネジメントからの視点に加えて、ポジテ

ィブな心の健康も踏まえた新しい職場のメンタ

ルヘルスの枠組みが求められる。 

今日、雇用者と従業員の関係の変化、成果主義

の導入など人事評価制度の変化などを背景とし

て、職場のサポート機能の低下が指摘されており、

こうした職場機能の低下が従業員のメンタルヘ

ルスに影響を与えている可能性も指摘されてい

る(内閣府, 2007; 天笠, 2007)。短期的な業績を重

視する傾向や極端な成果主義への反省から、従業

員のやる気や一体感を重視する経営理念が見直

される傾向にある(守島, 2010)。こうした側面への

対策は、産業保健だけでなく、経営・人事の視点

からの対策が必要になってくる。産業保健専門家

が保健以外の領域（ノンヘルスセクター）の対策

にどのように関われるかを検討する必要がある。

また経営・人事の専門家や担当者にもより積極的

に職場のメンタルヘルスに関わってもらう必要

がある。経営・人事に、職場のメンタルヘルスに

積極的に関わってもらうためには、職場のメンタ

ルヘルスが経営にとって重要な柱であり、その対

策が企業経営にメリットがあることを理解して
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デルである「健康いきいき職場モデル」を示した。このモデルでは、さまざまな仕事の負担が心身の健

康に影響を与える一方、仕事の資源には、作業レベル、部署レベル、事業場（または企業）レベルのも

のがあり、健康障害プロセスを緩和して心身の健康の保持・増進に貢献すると同時に、活性化プロセス

を通じて、労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジメント）および職場の一体感の形成に影響する。新

職業性ストレス簡易調査票によって部署ごとにこのモデルに対応した組織要因を評価することができ

る。健康いきいき職場づくりの推進は、労働者、管理監督者、経営者が主体となって行うものであり、

それぞれ方針の策定、健康いきいき職場づくりのためのマネジメント、健康いきいき職場づくりへの積

極的参加が具体例としてあげられた。人事労務部門および産業保健部門はこれらの主体の活動を支援す

る立場と位置づけられる。人事労務部門は、人材育成、人的資源管理を含む人事労務管理の専門チーム

として、経営層によって決められた健康いきいき職場づくりの方針を具体的な施策に展開し、実行し、

評価・改善することが求められる。産業保健部門は、労働者の健康と幸福に関わる専門チームとして、

健康いきいき職場づくりに積極的に関与する。産業保健部門が有しているさまざまな技術と経験を、健

康いきいき職場づくりに提供することができると期待される。 
本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一次予防の新しい枠組みとして、健康いきいき職場づく

りを提案した。健康いきいき職場を目標とした職場のメンタルヘルスは、組織風土要因の改善を合わせ

て進めることで、従来の対策にくらべて、労働者の心の健康の保持・増進、特にメンタルヘルス不調の

予防に優れた効果をもつことが期待される。健康いきいき職場づくりは、事業場規模によらない新しい

職場のメンタルヘルスの枠組みとして広く普及できる可能性がある。 
 
Ａ．はじめに 
 2000 年に厚生労働省による職場のメンタルヘ

ルスに関する指針が公表されて以来、この 10 年

間でわが国では事業場における職場のメンタル

ヘルス対策が普及してきた。しかし対策の進展に

も関わらず、職場における心の健康問題はなお増

加傾向にある。このことを背景として、近年では、

職場のメンタルヘルス不調の未然防止、すなわち

第一次予防への関心が高まっている。しかしなが

らなお職場のメンタルヘルス不調の第一次予防

の実施状況は事業場のうちの数割程度にとどま

っており、事業場規模による対策の格差はむしろ

拡大傾向にある。 
職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさ

らに効果的なものとし、またより広く普及するも

のにするために、職場のメンタルヘルスの第一次

予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。

ここでは、過去３年間のステークホルダー会議の

成果をもとに、職業性ストレスの対策を中心に、

国際動向を概観し、またわが国における職場のメ

ンタルヘルス不調の第一次予防の新しい推進枠

組みとしての「健康いきいき職場づくり」につい

てその背景、理論、評価方法、推進方策について

述べる。 
 
Ｂ．研究の方法 
１．職場のメンタルヘルスの新しい推進枠組みの

必要性 

 職場のメンタルヘルスの新しい推進枠組みの

必要性について、国内外の文献やこれまでの本研

究班の報告書をもとに整理した。海外事例では特

に、欧州 PRIMA-EF および英国 NICE の公衆衛生

ガイドライン No. 22 に注目した。 

２．ステークホルダー会議からの健康いきいき職

場づくり概念の提案 

平成 21～23 年度厚生労働科学研究費労働安全

総合研究事業「労働者のメンタルヘルス不調の第

一次予防の浸透手法に関する調査研究」では、今

度の職場のメンタルヘルスの日本型枠組みにつ

いて、第一次予防の観点から検討を進めた。この

中で年２回、定期的に開催されているステークホ

ルダー会議は、職場のメンタルへルスに関わるさ

まざまな関係者、すなわち経営団体代表者、労働

組合代表者、産業保健スタッフ（産業医、産業看

護職、臨床心理士、衛生管理者）、産業保健の教

育研究機関の代表などが集まり、職場のメンタル

ヘルスの第一次予防のあり方について意見交換

や討議を行う場である。このステークホルダー会

議におけるグループワークから提案されたさま

ざまな意見、考えをもとに、職場のメンタルヘル

スの日本型枠組みをまとめ、またこれをステーク

ホルダー会議にフィードバックし意見をもらう

ことで、新しい枠組みの理論形成を進めた。 

３．健康いきいき職場の理論モデル 

 ステークホルダー会議からの提案をもとに、研

究者が意見交換し、健康いきいき職場の目標、理

論モデルを組み立てた。理論モデルの構築にあた

っては、仕事の要求度・コントロールモデル、努

力・報酬不均衡モデル、仕事の要求度－資源モデ

ル」（Job Demand-Resource Model ）などの主要

な職業性ストレスの理論モデル、また英国 HSE 調

査票、デンマークの COPSOQ、韓国の KSOS などの

海外の主要な調査票における社会心理的要因、欧

州 PRIMA-EF インディケータモデルに採用された

指標を参考にした。 

４．健康いきいき職場の評価法 

 健康いきいき職場の評価法として、新職業性ス

トレス簡易調査票が開発されており、これを使用

して健康いきいき職場を評価することとした。 

５．健康いきいき職場づくりの推進方策 

健康いきいき職場づくりのための経営層、管理

監督者、労働者それぞれの行動指針が、ステーク

ホルダー会議の討論の結果示されている（下光輝

一、分担研究報告書「労働現場におけるメンタル

ヘルス対策の一次予防の浸透方法―ステークホ

ルダー会議による結論―」参照）。推進方策につ

いてはこれを参考に整理を進めた。 
 
Ｃ．結果 
１．職場のメンタルヘルスの新しい推進枠組みの

必要性 

１）わが国の歴史と現状からみた新しい推進枠組

みの必要性 

わが国の職場のメンタルヘルスは、1999 年に

精神障害等の業務上外の判断指針が公表され、

2000 年に過労自殺の民事訴訟の最高裁判断がで

てから、法的・行政的リスクマネジメントの時代

に入った。精神障害等の労働災害や過労自殺の民

事訴訟を未然に防止し、これによる企業の社会的

評価の低下、金銭的損失を避けるという説明は説

得力を持って、多くの企業が職場のメンタルヘル

ス活動を実施する動機づけとなった。これまでの

10 年間、法的・行政的リスクのマネジメントは我

が国の職場メンタルヘルスの主要な推進要因で

あった。しかし、こうした法的・行政的リスクマ

ネジメントの対象は企業から見るとごく一部の

従業員である。法的・行政的リスクの評価では、

業務上外の判断指針や過去の判例から見て長時

間労働に焦点があたりやすく、他の社会心理的要

因が軽視されやすい。現在の推進力である法的リ

スクのマネジメントからの視点に加えて、ポジテ

ィブな心の健康も踏まえた新しい職場のメンタ

ルヘルスの枠組みが求められる。 

今日、雇用者と従業員の関係の変化、成果主義

の導入など人事評価制度の変化などを背景とし

て、職場のサポート機能の低下が指摘されており、

こうした職場機能の低下が従業員のメンタルヘ

ルスに影響を与えている可能性も指摘されてい

る(内閣府, 2007; 天笠, 2007)。短期的な業績を重

視する傾向や極端な成果主義への反省から、従業

員のやる気や一体感を重視する経営理念が見直

される傾向にある(守島, 2010)。こうした側面への

対策は、産業保健だけでなく、経営・人事の視点

からの対策が必要になってくる。産業保健専門家

が保健以外の領域（ノンヘルスセクター）の対策

にどのように関われるかを検討する必要がある。

また経営・人事の専門家や担当者にもより積極的

に職場のメンタルヘルスに関わってもらう必要

がある。経営・人事に、職場のメンタルヘルスに

積極的に関わってもらうためには、職場のメンタ

ルヘルスが経営にとって重要な柱であり、その対

策が企業経営にメリットがあることを理解して
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もらった上で、職場のメンタルヘルス対策を、日

常のビジネスの中に組み込むことが必要である。 

２）海外の動向からみた新しい推進枠組み 

平成 22 年度総括・分担報告書で紹介した英国

NICE の公衆衛生ガイドライン  No. 22 (UK 
NICE, 2009)は、職場のメンタルヘルスを、

mental well-being として、ポジティブなメンタ

ルヘルスを目標とすべきであるとしている。国際

的な研究動向でも、ポジティブ心理学が産業保健

心理学や職場のメンタルヘルスに影響を与えて

おり、ワークエンゲイジメント(島津, 2009)など

ポジティブな労働者の態度や行動を活動目標と

する研究が進み、これを高めるための対策に関心

が集まっている。こうしたポジティブなメンタル

ヘルスを目標とする世界的な潮流に対応して、職

場のメンタルヘルスの目標を、メンタルヘルス不

調の予防だけでなく、労働者のやる気や活気の促

進にまで拡大することが必要となってきている。 

また同じく平成 22 年度総括・分担報告書で紹

介した「欧州における労働危機管理体制の手引：

雇用者と労働者のための助言」(PRIMA-EF)(Leka & 
Cox, 2009)およびこれに基づいた英国規格協会

PAS1010 では、職場のメンタルヘルス、特に職業

性ストレス対策をリスクマネジメントのサイク

ルを用いて、危害要因（職業性ストレス要因）の

同定、計画立案、対策の実施、評価と見直し、組

織としての学習と展開のステップに従い、

Plan-Do-Check-Act (PDCA)の考え方の上で体系的、

継続的に実施することが推奨されている。わが国

でも労働安全衛生施策の中でリスクマネジメン

トが重視されつつあるが、職場のメンタルヘルス

におけるリスクマネジメントの活用例はまだ一

部の企業に限られている。こうしたリスクマネジ

メントの考え方に基づいた職場のメンタルヘル

スの進め方をわが国でも検討する必要がある。 

２．ステークホルダー会議からの健康いきいき職

場づくり概念の提案 

ステークホルダー会議では、中小規模事業場で

はなお、精神障害の労働災害や過労自殺の民事訴

訟関して法を遵守し、またリスクマネジメントを

行う観点からの普及策が有効であるとの意見が

出されているしかし一方で、多くの事業場では職

場のメンタルヘルスの第一次予防を普及させる

ために新しい、ポジティブな目標が必要になって

いるとの意見が出され、賛同を得た。特に事業者

は、労働者がいきいきと働き、生産性や創造性を

発揮することを期待しており、こうした「いきい

きした」な労働者、および労働者が「いきいき働

ける」職場づくりが、職場のメンタルヘルスの第

一次予防の新しい目標として提案された。本研究

班では、この「健康いきいき職場づくり」を、職

場のメンタルヘルス不調の第一次予防の新しい

日本型枠組みとして提案する。 

この健康いきいき職場づくりの特徴は、以下に

述べるように、ポジティブなメンタルヘルスを目

標すること、仕事の負担だけでなく仕事の資源に

着目すること、ノンヘルスセクター（健康管理外

の要因）へのアプローチを含むことである。 

３．健康いきいき職場の理論モデル 

１）健康いきいき職場の３つの目標 

労働者の健康の確保、労働安全衛生法など関連

法規の遵守は最低限必要である。従って、この新

しい職場のメンタルヘルスの目標の１つはこれ

までと同じく健康の保持・増進にある。しかし国

際的にも近年、労働者のポジティブなメンタルヘ

ルスの重視が進んでいることから、労働者がいき

いき働くことを目標の１つに加えることとした。

また個々の労働者がいきいきと働くだけでなく、

その相互関係、例えば、ある部署において労働者

の信頼、相互理解、助け合いといった職場一体感

があること、あるいは企業や事業場単位で経営者

が労働者を大切にして企業活動を行うこと、経営

者と労働者との信頼関係や一体感が確立されて

いることも、いきいきした職場の条件と考えられ

る。このため、職場の一体感を健康いきいき職場

の目標の１つに追加した。なお、特に一体感につ

いては、職場の社会関係資本（ソーシャルキャピ

タル）と呼ぶこともでき(江口, 2011)、旧来の派

閥、村社会型のグループのような、排他的で、構

成メンバーの同質化を求める「内部結合型」

(bonding)ではなく、メンバーの多様性を尊重し

つつチーム形成を促す「橋渡し型」(bridging)の

一体感を形成することが重要である。 

健康いきいき職場の３つの目標は、労働者の健

康、労働者の「いきいき」、および職場の一体感

である（図２）。これらの３つの目標を実現する

ことが、労働者と企業、双方に利益をもたらすと

考えられる。例えば、労働者にとっては、その炉

同生活の質、幸福や生活満足を高め、また自ら人

生の目標を設定しこれに向かって努力するとい

う、自己実現への過程を支援することにもなる。

さらに健康いきいき職場で働くことで仕事から

個人生活へのポジティブな影響が生まれれば、労

働者が地域で社会参加し貢献するなどの社会と

しての利益にもつながる可能性がある。また企業

にとっては、労働者の健康と意欲が高まることで、

生産性が向上し、またその可能性を引き出すこと

で人的資本（ヒューマンキャピタル）を最大化で

きる。さらに労働者の創造性の発揮やイノベーシ

ョン力にもつながることで、企業価値の向上や企

業の持続可能性（サステナビリティ）につながる

可能性もある。 

２）健康いきいき職場の理論モデル 

図３には、健康いきいき職場づくりの理論モデ

ルである「健康いきいき職場モデル」を示した。

このモデルでは、さまざまな仕事の負担が心身の

健康に影響を与える。一方、仕事の資源には、作

業レベル、部署レベル、事業場（または企業）レ

ベルのものがあり、健康障害プロセスを緩和して

心身の健康の保持・増進に貢献すると同時に、活

性化プロセスを通じて、労働者のいきいき（ワー

ク・エンゲイジメント）および職場の一体感の形

成に影響するとした。 

このモデルにおいては、仕事の要求度・コント

ロールモデル、努力・報酬不均衡モデルを参考に

し、また英国 HSE 調査票、デンマークの COPSOQ、

韓国の KSOS などの海外の主要な調査票における

社会心理的要因、欧州 PRIMA-EF インディケータ

モデルに採用された指標を参考にして健康いき

いき職場環境要因が採用されている。また、部署

レベル資源のうち「ほめてもらえる職場」「失敗

を認める職場」は、ステークホルダー会議の議論

の中から提案された概念から追加している。 

理論モデル全体は、バーンアウトおよびワー

ク・エンゲイジメントの関連要因研究で現在基本

的なモデルとなっている「仕事の要求度－資源モ

デル」（Job Demand-Resource Model ）の理論を

もとにしている(Schaufeli & Bakker, 2004)。「仕

事の要求度－資源モデル」では、ネガティブな心

理的反応（バーンアウトなど）は仕事の要求度に

よって主に予測され、さらに仕事の資源と呼ばれ

る緩衝要因はその軽減に影響する。一方、ポジテ

ィブな心理的反応（ワーク・エンゲイジメント）

は主に仕事の資源によって影響を受ける。このモ

デルに従い、健康いきいき職場環境要因を、大き

く仕事の負担（仕事の要求度）と仕事の資源に大

別した。また、ポジティブなメンタルヘルスを重

視するこの健康いきいき職場づくりでは、特に仕

事の資源に着目する。そのため仕事の資源をさら

に、作業レベル資源、部署レベル資源、事業場（あ

るいは企業）レベル資源の３つに区分した。 
仕事の負担および仕事の資源は、心身の健康、

労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジメント）

および職場のいきいき（職場の一体感）の３つの

主要な目標にいずれも影響するとした。しかし理

論的には、心身の健康（例えば心理的ストレス反

応）は仕事の負担と資源の双方によって、労働者

のいきいき（ワーク・エンゲイジメント）および

職場のいきいき（職場の一体感）は主に仕事の資

源によって影響を受けると予想される。この予想

の一部は本研究班における新職業性ストレス簡

易調査票の事業場での試行でも確認されている。 

また近年職場のメンタルヘルス問題としても

注目されている職場のハラスメント（職場のセク

シャルハラスメント、パワーハラスメント、その

他のいじめ、嫌がらせなど）もこうした仕事の負

担および資源と関係があることが指摘されてき

ており、職場のハラスメント対策としても健康い

きいき職場づくりが効果的である可能性を示す

意味から、「ハラスメントのない職場」をアウト

カムの１つとしてモデルに追加している。 

健康いきいき職場モデルは、仕事の負担および

仕事の資源と主要な目標との関係を整理するこ

とで、健康いきいき職場づくりの考え方、進め方

の基礎を与えてくれる点で有用性が高い。 

４．健康いきいき職場の評価法 

モデルに対応した新職業性ストレス簡易調査

票によって部署ごとにこれらの組織要因を評価

することができ、健康いきいき職場づくりを推進

する助けになる。本研究班で開発された新職業性

ストレス簡易調査票は、現行版職業性ストレス簡

易調査票と合わせて、最終的に仕事の負担８尺度、

作業レベル資源８尺度、部署レベル資源 11 尺度

（家族・友人からのサポートを含めた場合）、事

業場レベル資源８尺度、アウトカム 15 尺度（家

庭満足度を含めた場合）となった。推奨尺度セッ

ト短縮版を使用する場合、現行の職業性ストレス

簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易

調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加

した 42 尺度 80 項目の調査票で、この健康いきい

き職場モデルの変数全てが評価できる。評価基準

として、全国標準データおよび事業場全体と比較

することのできる部署用フィードバックのフォ

ームのサンプルも作成されている。 

５．健康いきいき職場づくりの推進方策 

こうした「健康いきいき職場」づくりは、労働

者、管理監督者、経営者が主体となって行うもの

である（表１）。経営層が行う活動の例として、

健康いきいき職場づくりを推進する方針の作成、

健康いきいき職場づくりの行動計画の策定、実施、

評価と改善があげられる。ステークホルダー会議

による健康いきいき職場づくりのための経営層

の行動指針を参考に作成すべき方針の例をあげ

ると、労働者を大切にするメッセージを含んだ経

営方針や行動指針、より適切なマネジメントを実

現するための人材育成方針、労働者の多様性に配

慮した人事評価制度、ワークライフバランスを支

援する施策、労働者への公平な情報提供、および

労働者の意見を円滑に聴取する仕組みづくり、な

どがある。 
管理監督者が行う活動として、健康いきいき職

場づくりを推進するマネジメントスタイルを学

び実践することがあげられる。同様にステークホ

ルダー会議の行動指針から具体的なマネジメン

トのあり方をひろいあげてみると、部下への精神

的支援、情報提供、具体的援助などさまざまな支

援を行うこと、労働者がお互いに認め合い助け合

う職場づくりを進めること、仕事の意義・目標・
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もらった上で、職場のメンタルヘルス対策を、日

常のビジネスの中に組み込むことが必要である。 

２）海外の動向からみた新しい推進枠組み 

平成 22 年度総括・分担報告書で紹介した英国

NICE の公衆衛生ガイドライン  No. 22 (UK 
NICE, 2009)は、職場のメンタルヘルスを、

mental well-being として、ポジティブなメンタ

ルヘルスを目標とすべきであるとしている。国際

的な研究動向でも、ポジティブ心理学が産業保健

心理学や職場のメンタルヘルスに影響を与えて

おり、ワークエンゲイジメント(島津, 2009)など

ポジティブな労働者の態度や行動を活動目標と

する研究が進み、これを高めるための対策に関心

が集まっている。こうしたポジティブなメンタル

ヘルスを目標とする世界的な潮流に対応して、職

場のメンタルヘルスの目標を、メンタルヘルス不

調の予防だけでなく、労働者のやる気や活気の促

進にまで拡大することが必要となってきている。 

また同じく平成 22 年度総括・分担報告書で紹

介した「欧州における労働危機管理体制の手引：

雇用者と労働者のための助言」(PRIMA-EF)(Leka & 
Cox, 2009)およびこれに基づいた英国規格協会

PAS1010 では、職場のメンタルヘルス、特に職業

性ストレス対策をリスクマネジメントのサイク

ルを用いて、危害要因（職業性ストレス要因）の

同定、計画立案、対策の実施、評価と見直し、組

織としての学習と展開のステップに従い、

Plan-Do-Check-Act (PDCA)の考え方の上で体系的、

継続的に実施することが推奨されている。わが国

でも労働安全衛生施策の中でリスクマネジメン

トが重視されつつあるが、職場のメンタルヘルス

におけるリスクマネジメントの活用例はまだ一

部の企業に限られている。こうしたリスクマネジ

メントの考え方に基づいた職場のメンタルヘル

スの進め方をわが国でも検討する必要がある。 

２．ステークホルダー会議からの健康いきいき職

場づくり概念の提案 

ステークホルダー会議では、中小規模事業場で

はなお、精神障害の労働災害や過労自殺の民事訴

訟関して法を遵守し、またリスクマネジメントを

行う観点からの普及策が有効であるとの意見が

出されているしかし一方で、多くの事業場では職

場のメンタルヘルスの第一次予防を普及させる

ために新しい、ポジティブな目標が必要になって

いるとの意見が出され、賛同を得た。特に事業者

は、労働者がいきいきと働き、生産性や創造性を

発揮することを期待しており、こうした「いきい

きした」な労働者、および労働者が「いきいき働

ける」職場づくりが、職場のメンタルヘルスの第

一次予防の新しい目標として提案された。本研究

班では、この「健康いきいき職場づくり」を、職

場のメンタルヘルス不調の第一次予防の新しい

日本型枠組みとして提案する。 

この健康いきいき職場づくりの特徴は、以下に

述べるように、ポジティブなメンタルヘルスを目

標すること、仕事の負担だけでなく仕事の資源に

着目すること、ノンヘルスセクター（健康管理外

の要因）へのアプローチを含むことである。 

３．健康いきいき職場の理論モデル 

１）健康いきいき職場の３つの目標 

労働者の健康の確保、労働安全衛生法など関連

法規の遵守は最低限必要である。従って、この新

しい職場のメンタルヘルスの目標の１つはこれ

までと同じく健康の保持・増進にある。しかし国

際的にも近年、労働者のポジティブなメンタルヘ

ルスの重視が進んでいることから、労働者がいき

いき働くことを目標の１つに加えることとした。

また個々の労働者がいきいきと働くだけでなく、

その相互関係、例えば、ある部署において労働者

の信頼、相互理解、助け合いといった職場一体感

があること、あるいは企業や事業場単位で経営者

が労働者を大切にして企業活動を行うこと、経営

者と労働者との信頼関係や一体感が確立されて

いることも、いきいきした職場の条件と考えられ

る。このため、職場の一体感を健康いきいき職場

の目標の１つに追加した。なお、特に一体感につ

いては、職場の社会関係資本（ソーシャルキャピ

タル）と呼ぶこともでき(江口, 2011)、旧来の派

閥、村社会型のグループのような、排他的で、構

成メンバーの同質化を求める「内部結合型」

(bonding)ではなく、メンバーの多様性を尊重し

つつチーム形成を促す「橋渡し型」(bridging)の

一体感を形成することが重要である。 

健康いきいき職場の３つの目標は、労働者の健

康、労働者の「いきいき」、および職場の一体感

である（図２）。これらの３つの目標を実現する

ことが、労働者と企業、双方に利益をもたらすと

考えられる。例えば、労働者にとっては、その炉

同生活の質、幸福や生活満足を高め、また自ら人

生の目標を設定しこれに向かって努力するとい

う、自己実現への過程を支援することにもなる。

さらに健康いきいき職場で働くことで仕事から

個人生活へのポジティブな影響が生まれれば、労

働者が地域で社会参加し貢献するなどの社会と

しての利益にもつながる可能性がある。また企業

にとっては、労働者の健康と意欲が高まることで、

生産性が向上し、またその可能性を引き出すこと

で人的資本（ヒューマンキャピタル）を最大化で

きる。さらに労働者の創造性の発揮やイノベーシ

ョン力にもつながることで、企業価値の向上や企

業の持続可能性（サステナビリティ）につながる

可能性もある。 

２）健康いきいき職場の理論モデル 

図３には、健康いきいき職場づくりの理論モデ

ルである「健康いきいき職場モデル」を示した。

このモデルでは、さまざまな仕事の負担が心身の

健康に影響を与える。一方、仕事の資源には、作

業レベル、部署レベル、事業場（または企業）レ
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し、また英国 HSE 調査票、デンマークの COPSOQ、
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モデルに採用された指標を参考にして健康いき

いき職場環境要因が採用されている。また、部署

レベル資源のうち「ほめてもらえる職場」「失敗

を認める職場」は、ステークホルダー会議の議論

の中から提案された概念から追加している。 

理論モデル全体は、バーンアウトおよびワー

ク・エンゲイジメントの関連要因研究で現在基本

的なモデルとなっている「仕事の要求度－資源モ

デル」（Job Demand-Resource Model ）の理論を

もとにしている(Schaufeli & Bakker, 2004)。「仕

事の要求度－資源モデル」では、ネガティブな心

理的反応（バーンアウトなど）は仕事の要求度に

よって主に予測され、さらに仕事の資源と呼ばれ

る緩衝要因はその軽減に影響する。一方、ポジテ

ィブな心理的反応（ワーク・エンゲイジメント）

は主に仕事の資源によって影響を受ける。このモ

デルに従い、健康いきいき職場環境要因を、大き

く仕事の負担（仕事の要求度）と仕事の資源に大

別した。また、ポジティブなメンタルヘルスを重

視するこの健康いきいき職場づくりでは、特に仕

事の資源に着目する。そのため仕事の資源をさら

に、作業レベル資源、部署レベル資源、事業場（あ

るいは企業）レベル資源の３つに区分した。 
仕事の負担および仕事の資源は、心身の健康、

労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジメント）

および職場のいきいき（職場の一体感）の３つの

主要な目標にいずれも影響するとした。しかし理

論的には、心身の健康（例えば心理的ストレス反

応）は仕事の負担と資源の双方によって、労働者

のいきいき（ワーク・エンゲイジメント）および

職場のいきいき（職場の一体感）は主に仕事の資

源によって影響を受けると予想される。この予想

の一部は本研究班における新職業性ストレス簡

易調査票の事業場での試行でも確認されている。 

また近年職場のメンタルヘルス問題としても

注目されている職場のハラスメント（職場のセク

シャルハラスメント、パワーハラスメント、その

他のいじめ、嫌がらせなど）もこうした仕事の負

担および資源と関係があることが指摘されてき

ており、職場のハラスメント対策としても健康い

きいき職場づくりが効果的である可能性を示す

意味から、「ハラスメントのない職場」をアウト

カムの１つとしてモデルに追加している。 

健康いきいき職場モデルは、仕事の負担および

仕事の資源と主要な目標との関係を整理するこ

とで、健康いきいき職場づくりの考え方、進め方

の基礎を与えてくれる点で有用性が高い。 

４．健康いきいき職場の評価法 

モデルに対応した新職業性ストレス簡易調査

票によって部署ごとにこれらの組織要因を評価

することができ、健康いきいき職場づくりを推進

する助けになる。本研究班で開発された新職業性

ストレス簡易調査票は、現行版職業性ストレス簡

易調査票と合わせて、最終的に仕事の負担８尺度、

作業レベル資源８尺度、部署レベル資源 11 尺度

（家族・友人からのサポートを含めた場合）、事

業場レベル資源８尺度、アウトカム 15 尺度（家

庭満足度を含めた場合）となった。推奨尺度セッ

ト短縮版を使用する場合、現行の職業性ストレス

簡易調査票（57 項目）に、新職業性ストレス簡易

調査票の推奨尺度セット短縮版（23 項目）を追加

した 42 尺度 80 項目の調査票で、この健康いきい

き職場モデルの変数全てが評価できる。評価基準

として、全国標準データおよび事業場全体と比較

することのできる部署用フィードバックのフォ

ームのサンプルも作成されている。 

５．健康いきいき職場づくりの推進方策 

こうした「健康いきいき職場」づくりは、労働

者、管理監督者、経営者が主体となって行うもの

である（表１）。経営層が行う活動の例として、

健康いきいき職場づくりを推進する方針の作成、

健康いきいき職場づくりの行動計画の策定、実施、

評価と改善があげられる。ステークホルダー会議

による健康いきいき職場づくりのための経営層

の行動指針を参考に作成すべき方針の例をあげ

ると、労働者を大切にするメッセージを含んだ経

営方針や行動指針、より適切なマネジメントを実

現するための人材育成方針、労働者の多様性に配

慮した人事評価制度、ワークライフバランスを支

援する施策、労働者への公平な情報提供、および

労働者の意見を円滑に聴取する仕組みづくり、な

どがある。 
管理監督者が行う活動として、健康いきいき職

場づくりを推進するマネジメントスタイルを学

び実践することがあげられる。同様にステークホ

ルダー会議の行動指針から具体的なマネジメン

トのあり方をひろいあげてみると、部下への精神

的支援、情報提供、具体的援助などさまざまな支

援を行うこと、労働者がお互いに認め合い助け合

う職場づくりを進めること、仕事の意義・目標・
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役割の明確化、個別性に配慮した人材育成、ワー

クライフバランスを考慮した仕事の割り当て、公

正な態度、部下が意見をのべやすい職場づくり、

親しみやすい態度をこころがけること、などがあ

る。また自らの部署について、仕事の資源に注目

して健康いきいき職場環境をアセスメントし、こ

れに基づいた対策をＰＤＣＡにより進め、健康い

きいき職場づくりのための組織開発を継続的に

行うことが重要である。また、労働者参加型の職

場環境改善の技術を活用した、労働者参加型の健

康いきいき職場づくりも効果的な手法である可

能性があり、こうしたプログラムを活用し自らの

職場の健康いきいき職場づくりを推進すること

も管理監督者の役目の１つである。 
労働者は、健康いきいき職場づくりに積極的に

関与する必要がある。また、ステークホルダー会

議の行動指針からは、労働者もまた自らの仕事の

位置づけ・意義を理解し、やりがいを持ってこれ

を行うことが求められており、こうした仕事への

積極的な関わりを支援する教育研修やカウンセ

リングを労働者に提供することも対策の一部と

して考えられる。 
人事労務部門および産業保健部門はこれらの

主体の活動を支援する立場と位置づけられる。人

事労務部門は、人材育成、人的資源管理を含む人

事労務管理の専門チームとして、経営層によって

決められた健康いきいき職場づくりの方針を具

体的な施策に展開し、実行し、評価・改善するこ

とが求められる。また日常的に、各部署の管理監

督者と連携し、健康いきいき職場づくりのための

管理監督者によるマネジメントを支援すること

がその役割となる。 
産業保健部門は、労働者の健康と幸福に関わる

専門チームとして、健康いきいき職場づくりに積

極的に関与する。個人カウンセリング、労働者参

加型職場環境改善など産業保健部門が有してい

るさまざまな技術と経験を、健康いきいき職場づ

くりに提供することができると期待される。また

これまでの職場環境改善などのストレス対策な

どを通じて職場の心理社会的要因の改善に経験

や技術を有している点からも健康いきいき職場

づくりに関わるべき立場にある。 
 
D．考察 
 本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一

次予防の新しい枠組みとして、健康いきいき職場

づくりを提案した。健康いきいき職場を目標とし

た職場のメンタルヘルスは、組織風土要因の改善

を合わせて進めることで、従来の対策にくらべて、

労働者の心の健康の保持・増進、特にメンタルヘ

ルス不調の予防に優れた効果をもつことが期待

される。健康いきいき職場づくりは、労働者の健

康の確保および増進に貢献するとともに、労働者

の幸福、満足、生活の質の向上にも貢献すること

が期待できる。いきいきの一側面であるワーク・

エンゲイジメントは生産性とも関連することが

知られている。したがって、健康いきいき職場づ

くりは、労働者の生産性の向上や労働意欲の向上

につながることにより、企業経営、企業価値の向

上、企業の発展・持続可能性にも貢献すると期待

される。 

 本研究班で平成 23 年度に実施した事業場の意

見調査では、健康いきいき職場の考え方について

96％の事業場が「賛成」または「どちらかといえ

ば賛成」、健康いきいき職場づくりの導入につい

て 90％の事業場が「大変」あるいは「いくらか」

関心があると回答していた（川上憲人．分担報告

書尾「健康いきいき職場づくりと第一次予防対策

に関する企業の意識調査」を参照）。これらの回

答には、事業場規模による差はあまりなかった。

健康いきいき職場づくりは、事業場規模によらな

い新しい職場のメンタルヘルスの枠組みとして

広く普及できる可能性がある。 
職場のメンタルヘルス対策における、健康いき

いき職場づくりの位置づけは、図３のように考え

られる。健康いきいき職場づくりは、第一次予防

と密接に関係するが、第一次予防を２つの方向に

拡張したものである。１つは、職場組織・風土と

いうノンヘルスセクター（健康管理外の領域）に

対策を拡大した点である。もう１つは、活動の目

標をストレスの軽減に加えてポジティブな心の

健康に拡張した点である。しかし健康いきいき職

場づくりでは、医学的な問題に関する対策は十分

に扱えないという特性があると考えられるため、

第一次予防が健康いきいき職場づくりに全て包

含されるわけではない。また健康いきいき職場づ

くりには第二次予防、第三次予防対策の要素は直

接含んでいないため、これらの代替えになるわけ

ではない点にも留意したい。ただし健康いきいき

職場づくりが進むことで職場の一体感や相互支

援が増加すると、第二次予防、第三次予防がより

円滑に実施できるようになる間接的効果は期待

できる。 
 ステークホルダー会議では、健康いきいき職場

づくりの推進は法律などで規定し強制的に進め

るものではなく、各企業が自主的に行う活動とし

て位置づけることが望ましいとの結論であった。

しかし、こうした自主的な活動を促進するような

法律や制度を導入することも必要であるとの意

見があった。健康いきいき職場づくりは企業の自

主的活動と基本的には位置づけられるが、これを

側面支援するような施策を国が進めることは健

康いきいき職場づくりの普及に効果的である可

能性がある。こうした施策の例として、健康いき

いき職場づくりの表彰制度や認証評価制度の導

入なども考えられる。これも含めて、ステークホ

ルダー会議からは、国（行政）においても職場の

メンタルヘルス対策の一次予防を推進するため

のアクションを取ることが重要と考えられ、以下

の事柄について考慮、実行していくことが期待さ

れると結論されている。 
１）労使、専門家を含めた円卓会議による日本に

おけるメンタルヘルス対策の在り方、枠組みの議

論の継続的推進 
２）就労前学校教育等を通じたメンタルヘルス対

策の推進（働くことの意義を学び考える、必要な

コミュニケーションをとることができ自己表現

ができる人物形成、多様性の享受） 
３）職場のメンタルヘルス対策の一次予防を推進

するための関連法整備、施策の実施 
 
Ｅ．結論 
職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさ

らに効果的なものとし、またより広く普及するも

のにするために、職場のメンタルヘルスの第一次

予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。

本研究では、わが国における職場のメンタルヘル

ス不調の第一次予防の新しい推進枠組みとして

の「健康いきいき職場づくり」についてその背景、

理論、評価方法、推進方策について検討した。 
国内外の文献、本研究班の報告書、ステークホ

ルダー会議の討議結果をもとに、研究者が意見交

換を繰り返し、またステークホルダー会議の意見

を聞きながら「健康いきいき職場づくり」の理論、

評価方法、推進方策について整理した。健康いき

いき職場の３つの目標は、労働者の健康、労働者

の「いきいき」、および職場の一体感である。こ

れらの３つの目標を実現することが、労働者と企

業、双方に利益をもたらすと考えられる。健康い

きいき職場づくりの理論モデルである「健康いき

いき職場モデル」を示した。このモデルでは、さ

まざまな仕事の負担が心身の健康に影響を与え

る。一方、仕事の資源には、作業レベル、部署レ

ベル、事業場（または企業）レベルのものがあり、

健康障害プロセスを緩和して心身の健康の保

持・増進に貢献すると同時に、活性化プロセスを

通じて、労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジ

メント）および職場の一体感の形成に影響すると

した。モデルに対応した新職業性ストレス簡易調

査票によって部署ごとにこれらの組織要因を評

価することができ、健康いきいき職場づくりを推

進する助けになる。健康いきいき職場づくりは、

労働者、管理監督者、経営者が主体となって行う

ものであり、それぞれ方針の策定、健康いきいき

職場づくりのためのマネジメント、健康いきいき

職場づくりへの積極的参加が具体例としてあげ

られた。人事労務部門および産業保健部門はこれ

らの主体の活動を支援する立場と位置づけられ

る。人事労務部門は、人材育成、人的資源管理を

含む人事労務管理の専門チームとして、経営層に

よって決められた健康いきいき職場づくりの方

針を具体的な施策に展開し、実行し、評価・改善

することが求められる。産業保健部門は、労働者

の健康と幸福に関わる専門チームとして、健康い

きいき職場づくりに積極的に関与する。産業保健

部門が有しているさまざまな技術と経験を、健康

いきいき職場づくりに提供することができると

期待される。本研究では、職場のメンタルヘルス

不調の第一次予防の新しい枠組みとして、健康い

きいき職場づくりを提案した。 
健康いきいき職場を目標とした職場のメンタ

ルヘルスは、組織風土要因の改善を合わせて進め

ることで、従来の対策にくらべて、労働者の心の

健康の保持・増進、特にメンタルヘルス不調の予

防に優れた効果をもつことが期待される。健康い

きいき職場づくりは、事業場規模によらない新し

い職場のメンタルヘルスの枠組みとして広く普

及できる可能性がある。 
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役割の明確化、個別性に配慮した人材育成、ワー

クライフバランスを考慮した仕事の割り当て、公

正な態度、部下が意見をのべやすい職場づくり、

親しみやすい態度をこころがけること、などがあ

る。また自らの部署について、仕事の資源に注目

して健康いきいき職場環境をアセスメントし、こ

れに基づいた対策をＰＤＣＡにより進め、健康い

きいき職場づくりのための組織開発を継続的に

行うことが重要である。また、労働者参加型の職

場環境改善の技術を活用した、労働者参加型の健

康いきいき職場づくりも効果的な手法である可

能性があり、こうしたプログラムを活用し自らの

職場の健康いきいき職場づくりを推進すること

も管理監督者の役目の１つである。 
労働者は、健康いきいき職場づくりに積極的に

関与する必要がある。また、ステークホルダー会

議の行動指針からは、労働者もまた自らの仕事の

位置づけ・意義を理解し、やりがいを持ってこれ

を行うことが求められており、こうした仕事への

積極的な関わりを支援する教育研修やカウンセ

リングを労働者に提供することも対策の一部と

して考えられる。 
人事労務部門および産業保健部門はこれらの

主体の活動を支援する立場と位置づけられる。人

事労務部門は、人材育成、人的資源管理を含む人

事労務管理の専門チームとして、経営層によって

決められた健康いきいき職場づくりの方針を具

体的な施策に展開し、実行し、評価・改善するこ

とが求められる。また日常的に、各部署の管理監
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専門チームとして、健康いきいき職場づくりに積

極的に関与する。個人カウンセリング、労働者参

加型職場環境改善など産業保健部門が有してい

るさまざまな技術と経験を、健康いきいき職場づ

くりに提供することができると期待される。また

これまでの職場環境改善などのストレス対策な

どを通じて職場の心理社会的要因の改善に経験

や技術を有している点からも健康いきいき職場

づくりに関わるべき立場にある。 
 
D．考察 
 本研究では、職場のメンタルヘルス不調の第一

次予防の新しい枠組みとして、健康いきいき職場

づくりを提案した。健康いきいき職場を目標とし

た職場のメンタルヘルスは、組織風土要因の改善

を合わせて進めることで、従来の対策にくらべて、

労働者の心の健康の保持・増進、特にメンタルヘ

ルス不調の予防に優れた効果をもつことが期待

される。健康いきいき職場づくりは、労働者の健

康の確保および増進に貢献するとともに、労働者

の幸福、満足、生活の質の向上にも貢献すること

が期待できる。いきいきの一側面であるワーク・

エンゲイジメントは生産性とも関連することが

知られている。したがって、健康いきいき職場づ

くりは、労働者の生産性の向上や労働意欲の向上

につながることにより、企業経営、企業価値の向

上、企業の発展・持続可能性にも貢献すると期待

される。 

 本研究班で平成 23 年度に実施した事業場の意

見調査では、健康いきいき職場の考え方について

96％の事業場が「賛成」または「どちらかといえ

ば賛成」、健康いきいき職場づくりの導入につい

て 90％の事業場が「大変」あるいは「いくらか」

関心があると回答していた（川上憲人．分担報告

書尾「健康いきいき職場づくりと第一次予防対策

に関する企業の意識調査」を参照）。これらの回

答には、事業場規模による差はあまりなかった。

健康いきいき職場づくりは、事業場規模によらな

い新しい職場のメンタルヘルスの枠組みとして

広く普及できる可能性がある。 
職場のメンタルヘルス対策における、健康いき

いき職場づくりの位置づけは、図３のように考え

られる。健康いきいき職場づくりは、第一次予防

と密接に関係するが、第一次予防を２つの方向に

拡張したものである。１つは、職場組織・風土と

いうノンヘルスセクター（健康管理外の領域）に

対策を拡大した点である。もう１つは、活動の目

標をストレスの軽減に加えてポジティブな心の

健康に拡張した点である。しかし健康いきいき職

場づくりでは、医学的な問題に関する対策は十分

に扱えないという特性があると考えられるため、

第一次予防が健康いきいき職場づくりに全て包

含されるわけではない。また健康いきいき職場づ

くりには第二次予防、第三次予防対策の要素は直

接含んでいないため、これらの代替えになるわけ

ではない点にも留意したい。ただし健康いきいき

職場づくりが進むことで職場の一体感や相互支

援が増加すると、第二次予防、第三次予防がより

円滑に実施できるようになる間接的効果は期待

できる。 
 ステークホルダー会議では、健康いきいき職場

づくりの推進は法律などで規定し強制的に進め

るものではなく、各企業が自主的に行う活動とし

て位置づけることが望ましいとの結論であった。

しかし、こうした自主的な活動を促進するような

法律や制度を導入することも必要であるとの意

見があった。健康いきいき職場づくりは企業の自

主的活動と基本的には位置づけられるが、これを

側面支援するような施策を国が進めることは健

康いきいき職場づくりの普及に効果的である可

能性がある。こうした施策の例として、健康いき

いき職場づくりの表彰制度や認証評価制度の導

入なども考えられる。これも含めて、ステークホ

ルダー会議からは、国（行政）においても職場の

メンタルヘルス対策の一次予防を推進するため

のアクションを取ることが重要と考えられ、以下

の事柄について考慮、実行していくことが期待さ

れると結論されている。 
１）労使、専門家を含めた円卓会議による日本に

おけるメンタルヘルス対策の在り方、枠組みの議

論の継続的推進 
２）就労前学校教育等を通じたメンタルヘルス対

策の推進（働くことの意義を学び考える、必要な

コミュニケーションをとることができ自己表現

ができる人物形成、多様性の享受） 
３）職場のメンタルヘルス対策の一次予防を推進

するための関連法整備、施策の実施 
 
Ｅ．結論 
職場のメンタルヘルス不調の第一次予防をさ

らに効果的なものとし、またより広く普及するも

のにするために、職場のメンタルヘルスの第一次

予防の新しい日本型枠組みが必要とされている。

本研究では、わが国における職場のメンタルヘル

ス不調の第一次予防の新しい推進枠組みとして

の「健康いきいき職場づくり」についてその背景、

理論、評価方法、推進方策について検討した。 
国内外の文献、本研究班の報告書、ステークホ

ルダー会議の討議結果をもとに、研究者が意見交

換を繰り返し、またステークホルダー会議の意見

を聞きながら「健康いきいき職場づくり」の理論、

評価方法、推進方策について整理した。健康いき

いき職場の３つの目標は、労働者の健康、労働者

の「いきいき」、および職場の一体感である。こ

れらの３つの目標を実現することが、労働者と企

業、双方に利益をもたらすと考えられる。健康い

きいき職場づくりの理論モデルである「健康いき

いき職場モデル」を示した。このモデルでは、さ

まざまな仕事の負担が心身の健康に影響を与え

る。一方、仕事の資源には、作業レベル、部署レ

ベル、事業場（または企業）レベルのものがあり、

健康障害プロセスを緩和して心身の健康の保

持・増進に貢献すると同時に、活性化プロセスを

通じて、労働者のいきいき（ワーク・エンゲイジ

メント）および職場の一体感の形成に影響すると

した。モデルに対応した新職業性ストレス簡易調

査票によって部署ごとにこれらの組織要因を評

価することができ、健康いきいき職場づくりを推

進する助けになる。健康いきいき職場づくりは、

労働者、管理監督者、経営者が主体となって行う

ものであり、それぞれ方針の策定、健康いきいき

職場づくりのためのマネジメント、健康いきいき

職場づくりへの積極的参加が具体例としてあげ

られた。人事労務部門および産業保健部門はこれ

らの主体の活動を支援する立場と位置づけられ

る。人事労務部門は、人材育成、人的資源管理を

含む人事労務管理の専門チームとして、経営層に

よって決められた健康いきいき職場づくりの方

針を具体的な施策に展開し、実行し、評価・改善

することが求められる。産業保健部門は、労働者

の健康と幸福に関わる専門チームとして、健康い

きいき職場づくりに積極的に関与する。産業保健

部門が有しているさまざまな技術と経験を、健康

いきいき職場づくりに提供することができると

期待される。本研究では、職場のメンタルヘルス

不調の第一次予防の新しい枠組みとして、健康い

きいき職場づくりを提案した。 
健康いきいき職場を目標とした職場のメンタ

ルヘルスは、組織風土要因の改善を合わせて進め

ることで、従来の対策にくらべて、労働者の心の

健康の保持・増進、特にメンタルヘルス不調の予

防に優れた効果をもつことが期待される。健康い

きいき職場づくりは、事業場規模によらない新し

い職場のメンタルヘルスの枠組みとして広く普

及できる可能性がある。 
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場全体 ・ 経営方針、行動指針 
・ 人材育成方針 
・ 労働者の多様性に配慮した人事評価制度 
・ ワークライフバランス施策 
・ 公平な情報提供 
・ 労働者の意見を聴取する仕組みづくり、など 

• 健康いきいき職場づくりの行動計画の策定、実施、評価と改善 

管理監督

者 
担当部署 • 健康いきいき職場づくりを推進するマネジメントスタイルを学び実

践する 
・ 部下へのさまざまな支援 
・ 労働者がお互いに認め合い助け合う職場づくり 
・ 仕事の意義・目標・役割の明確化 
・ 個別性に配慮した人材育成 
・ ワークライフバランスを考慮した仕事の割り当て 
・ 公正な態度、部下が意見をのべやすい職場づくり 
・ 親しみやすい態度をこころがける、など 

• 仕事の資源に注目して健康いきいき職場環境をアセスメントし、これ

に基づいた対策をＰＤＣＡにより行う 
• 労働者参加型の健康いきいき職場づくりを推進する 

労働者 所属部署 • 健康いきいき職場づくりに積極的に関与する 
• 仕事の位置づけ・意義を理解し、やりがいを持ってこれを行うことを

学ぶ 

人事労務

部門 
企業・事業

場全体 
• 人事労務管理の専門チームとして、健康いきいき職場づくりの方針を

具体的な施策に展開し、実行し、評価・改善する 
• 健康いきいき職場づくりのための管理監督者によるマネジメントを

支援する 

産業保健

部門 
企業・事業

場全体 
• 労働者の健康と幸福に関わる専門チームとして、健康いきいき職場づ

くりに積極的に関与する 
• 個人カウンセリング、労働者参加型職場環境改善など産業保健部門が

有しているさまざまな技術と経験を、健康いきいき職場づくりに提供す
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図３ 職場のメンタルヘルス対策における「健康いきいき職場」づくりの位置づけ 
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平成 21-23 年度厚生労働科学研究労働安全衛生総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

（H21-労働-一般-001） 

研究協力報告書 

 

��の��（１） 

デンマークにおけるメンタルヘルス対策 

 

研究協力者 小田切優子  東京医科大学公衆衛生学講座  

 
：デンマークは産業保健、とりわけメンタルヘルス対策の一次予防が最も進んでいる国のひ

とつと言えよう。デンマーク政府は 2004 年に、労働環境に関する 2005 年から 2010 年の新しい戦略

を立ち上げた。この戦略の中で心理社会的な労働環境要因を優先課題の一つと位置づけ、心理社会的労

働環境の問題による疾病休業を 10％減らすという数値目標を示している。この目標を達成するために、

デンマークのすべての企業に対して心理社会的労働環境の査察を行うことが義務付けられている。査察

を行うのは国の機関、デンマーク労働環境監督署であり、1 事業場に対して少なくとも 3 年に 1 回は査

察が実施される。査察にあたっては、業種・職種別の査察用ガイダンスツールが作成されており、これ

を用いてヒアリングを行いながら効率よく査察が行われている。初回の査察は事前通知なしで実施され

る。心理社会的労働環境あるいは他の労働環境について何らかの問題があるとされた企業に対しては、

さらに詳細な査察が行われ、問題点の改善命令を受けた企業は改善に取り組むためのアクションプラン

の提出が義務付けられている。この改善命令をうけた企業が、現実的かつ効果的な改善アクションプラ

ンを作成できるよう、指導プログラムが労働環境監督署により提供されている。また査察の結果はスマ

イリーシステムにより WEB 上で公開されており、健康を大切にする企業イメージのアピールにもなっ

ている。このような労働環境監督署主導による強制力のある対策はデンマークの労働者の心理社会的労

働環境と職業性ストレスの改善に効果的に機能していると思われる。 

 
１．デンマークの産業保健の現状 
デンマークは、日本の九州とほぼ同じ広さの

国土に 550 万人が住む北欧の国である。福祉先

進国として、また最近ではクリーンエネルギー

推進国として有名である。石油や水などの物質

的資源に乏しかったデンマークでは、国にとっ

て最も大切な資源は“人”であるという考え方

が古くからある。従って、人を育てるために教

育は無料で行われ、人を大切にするために福

祉・医療を整備し、そして人的資源を守り十分

に活用するために労働環境を整えることを重視

した国策が行われている。そのような国家戦略

のもと、デンマークの産業保健対策は、2 次予

防、3 次予防もさることながら、労働環境を整

えることに重点を置いた１次予防に力が入れら

れており、先進的取り組みが行われている。 
2009 年第 4 四半期のデンマークの労働人口

は 269 万人１)であるが、その約 82％が労働組合

に加入している。米国、英国をはじめとする世

界各国が未曾有の経済危機にある中で、デン

マークの経済状態は比較的良好で、国際通貨基

金の発表による 2007 年の国民一人当たりの

GDP は世界第７位（日本は 22 位）２)、失業率

は 2009年 3月時点で 2.9％と低い数値が報告さ

れている。しかしながら 1997 年から 2005 年に

かけて、デンマークの労働者の職業性ストレス

の状況は悪化していて、仕事の速度負担が高く

なり、職場でのハラスメントやいじめが増加し
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ていることが指摘されている３）。また労働災害

の報告も少なくなく、労働環境監督署で報告を

うける事故の件数は年間４万件、職業性の健康

問題は 12,500 件に上っており、このうち中央

労働災害委員会(National Board of Industrial 
Injuries)で認定される労働災害は 13,000～
14,000 件、作業関連疾患は 2,000～3000 件に

のぼると報告されている。また男性の身体愁訴

を伴う入院の 8～15％、女性では 7～11％が広

い意味で労働環境に起因するものであるとの報

告があり、デンマークの疾病休業の約三分の一

を労働環境で説明できるといった推定もなされ

ている４)。このような状況をうけ、デンマーク

政府は労働環境に関する 2010 年までの国家戦

略をかかげ、4 つの優先課題を挙げ、関係機関

の協力を得て国全体での産業保健対策を行って

いる最中である。 
２．デンマークの産業保健に関する法的整備 

デンマークでは、1873 年に労働環境局が設置

され、労働者の保護に関する規則が定められた。

現在のデンマークの産業保健に関する法律は、

1913 年に制定された工場法を起源にしている。

これは、工場労働における事故と疾患の予防を

目的としたものであったが、1954 年にはすべて

の労働者の保護へとその範囲を拡大した労働者

保護法が制定された。さらに労働者保護のため

には労働環境の改善が重要であるとの考えのも

と、1973 年には労働環境法（Danish Working 
Environment Act）となり、あらゆる仕事、雇

用関係が生じる労働に適用される法律となった。

現在の労働環境法の枠組みは 1999 年に制定さ

れたものである。この時から、職場の物理的環

境のみならず心理社会的労働環境についても法

律に明文化されている。 
この労働環境法は、日本では労働安全衛生法

に該当し、労働衛生のフレームワークを提示し

ている。人的資源（労働者）の健康と安全の確

保のためには、心理社会的ストレスを含めた職

場環境を整えることが最優先課題とされており、

一次予防の考え方が主軸となっている。本法は、

非常に制裁力が強い。違反がみられる企業に対

しては過料や業務停止、さらには禁固刑などの

ペナルティが課されることになっている。（実

際には、過料は散見されるものの、禁固刑をう

けた例はこれまでないそうである。） 
企業内の安全衛生に関わるスタッフについて

も労働環境法により定められており、従業員 10
人以上の職場には安全衛生組織を、20 人以上の

職場には安全衛生委員会を設置することが義務

付けられている。なお、従業員 9 人以下の事業

場においても、必要と考えられる場合には内部

安全衛生組織を設置することとされている。日

本の労働安全衛生法が労働者 50 人以上の場合

に安全衛生委員会を組織していることを課して

いるのと比べ、より小規模の企業・事業場に対

しても、安全衛生に従事するスタッフの選任を

課していることになる。通常、この安全衛生の

スタッフを中心に産業保健活動が実施され、後

述する監督署による査察などに対応することに

なっている。この労働環境法および関連通達や

付随するガイドラインに従って、行政主導の産

業保健対策が行われている。 
３．労働環境の評価  
労働環境法や行政通達、関連するガイドライ

ン、特に 2002 年に発表された職場評価の準備

や評価に関するガイドライン（Guidelines to 
preparation and review of workplace 
assessment: WEA guidelines D1.1. Nov 
2002）に従い、2002 年から従業員一人以上の

すべての企業に対して労働環境の評価を実施す

ることが義務づけられている。この評価はどの

ような業種の企業でも実施しなければならず、

業務内容や作業工程の変更などがあった際には

適宜、最低でも 3 年に 1 回は実施されなければ

 

  

ならない。企業は、労働者、労働者から選出さ

れた安全衛生に関わるスタッフや産業保健専門

職と協議しながら、PDCA サイクルに則った労

働環境評価の計画、実施、フォローアップを行

い、問題点が見つかればそれを改善すること、

これらの過程を書面として所有しておくこと、

労働者がそれら文書にいつでもアクセスできる

ようにしておくことが求められている。 
査察は、就労省の配下にある労働環境監督署

（Danish Working Environment Authority: 
DWEA）が担当することになっている。労働環

境の評価について、労働者参加のもとで計画が

策定され実施されているか、がチェックされる。

2002 年のガイドラインから、労働環境の評価項

目に事故、騒音、エルゴノミクスなどに加え心

理社会的ストレスも含むこととなり、金属製品

製造、工業技術、運送、旅客輸送、販売、病院、

在宅看護、介護施設など 24 の業種では必ず実

施すべき評価項目とされてきた。現在では、心

理社会的ストレスについては全業種で評価が行

われることとされている。また職場環境評価の

方法は各企業に委ねられているものの、評価の

ための簡便なチェックリストが労働環境監督署

の WBE 上で 62 業種について提供されている。

このチェックリストは、各事柄について問題が

あるかないかをチェックするシンプルで使いや

すいもので、特に中小規模事業場では問題点の

マッピングに有用である。また、具体的にどの

ようなリスクファクターがどの程度問題なのか、

より具体的評価を行いたい場合、デンマーク国

立 労 働 環 境 研 究 所 に よ っ て 開 発 さ れ た

Copenhagen Psychosocial Questionnaire 

（COPSOQ）の短縮版の使用が推奨されている。

COPSOQ ではデンマークの労働者を代表する

サンプルを対象とした職種ごとの平均値が公表

されていて、各企業はそれを参考にして自分の

事業場のストレスの状況を把握できるように

なっている。 
４．デンマーク労働環境監督署による査察 

2004 年、デンマーク政府は 2005～2010 年の

新しい労働環境戦略に着手した。具体的には、

心理社会的労働環境を 4 つの優先課題のひとつ

に位置づけ、心理社会的労働環境の問題によっ

て生じる疾病休業を 10％減らすという目標を

打ち出した。この目標を達成するために、2007
年に国会おいて心理社会的職場環境の改善を強

力に推進することが決定された。これにより、

労働環境監督署がデンマーク国内の従業員一人

以上のすべての企業を対象に心理社会的職場環

境に関する査察を行うこととなった。2009 年に

はそのためのガイドラインも策定され公表され

ている。通常、初回の査察（スクリーニング査

察）は事前の通告なく行われ、平均約 2 時間か

けて、労働安全にかかわるスタッフ、経営層や

労働者の同席のもとで行われる。現在デンマー

クには約 20 万の企業があるが、これら企業を

約 400 名の労働環境監督署の査察員が、少なく

とも 3 年に 1 回は査察を実施することになって

いる。前回査察時に問題が指摘されていたり、

労働者からの訴えの多かった企業に対しては 3
年を待たず頻回に査察が行われるという。 
査察の実施とその後の改善計画策定の流れに

ついて図１に示した。 
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図1 デンマーク労働環境監督署による査察の流れ
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労働環境監督署は、まずスクリーニング査察を

行って職場環境に問題がないか全体像を把握す

る。心理社会的労働環境あるいは他の労働環境に

ついて何らかの問題があると判断された場合に

は、企業に通知がなされ、事実確認や問題解決の

方法を探るためのさらなる詳細な査察が実施さ

れる。実際の職場に赴き作業工程などについて巡

視するのはもちろんのこと、職場のリーダーや労

働者へのインタビューを行い、企業に義務付けら

れている職場環境評価の記録、疾病休業データ、

 

  

作業関連疾患の発生率、離職率などについての情

報を得て行われる。また、査察を効率良く効果的

に実施するために、業種別のガイダンスツール

（後述）を利用して行われる。査察の結果は、ス

マイリーシステムという、緑、黄色、赤のそれぞ

れスマイルマークで評価されるシステムにより

WEB 上で公開されている 5）。これにより、労働

者の健康と安全に対して積極的努力を行ってい

る優良な企業から改善命令を受けた企業まで、誰

もが簡単に検索できるようになっている。 
心理社会的労働環境について問題があると指

摘され黄色のスマイリーを受け取った企業は、8
週間以内に改善のためのアクションプランを作

成し提出しなければならないことになっている。

このアクションプランの内容が問題解決のため

には不十分であったり、どのように労働者参加の

もとで改善を実行していくかが示されておらず

現実的に有効なプランでないと判断されると、赤

のスマイリーを受け取ることとなり、産業保健の

専門家の指導を受けながら改善を実行していく

必要がある。改善を要する企業に対して、より良

いアクションプランを作成するための労働環境

監督署によるガイダンスも実施されている。ガイ

ダンスでは、心理社会的労働環境の改善に着手し

実行に移していくための具体的プランの作成や、

心理社会的な健康リスクの軽減を目的とした講

習が行われ、企業は 15 時間まで無料でこのガイ

ダンスを受講できる（通常は 2～3時間のミーティ

ングを 1、2 回行うことが多い）。改善命令をうけ

た多くの企業がこのガイダンスを受け改善への

手立てを行っているという。アクションプランの

作成にあたって労働環境監督署が重視している

点は、改善にあたって労働安全に関する専門家の

援助を用いるにしても、企業が自分たちで改善を

行う必要性を認識して、報告された問題に対して

具体的にどのように対応するのか、実際に改善の

プロセスに関わる人や責任者は誰なのか、といっ

た点であり、具体的に名前まで挙げさせるようで

ある。 
査察を行う労働環境監督署は、以前より行われ

ていた査察に心理社会的職場環境を含むことが

義務付けられてから、専門チームを立ち上げ、新

たな対応を行っている。専門チームの主導により、

一定水準以上の有効な査察が行われるように査

察官約400名全員のトレーニングが実施されてい

るほか、専門チームの査察官は、経験の浅い査察

官の支援を行ったり、複雑なケースへの対応、改

善命令をうけた企業のための指導等を担当して

いる。また査察員が心理社会的職場環境を評価す

るためのガイダンスツールが 23業種･職種別に作

成されている。ガイダンスツールは国立労働環境

研究所での研究成果を参考にし、①量的負担（仕

事の量的負担、速度負担）、②感情負担、③職場

での暴力や脅威、④夜勤、交替制勤務、⑤職場で

のいじめやハラスメントの 5つの主要な危険因子

をとりあげている。製造業および事務系職場のガ

イダンスツールを例として示した（資料 1～8）。
細部にわたり項目が挙げられおり、チェック形式

になっている。マネージャーや労働者とのインタ

ビューなどに際し、ガイダンスツールのすべての

項目について査察官がチェックする訳ではない。

しかし、ガイダンスツールがあることで事前に査

察時に着目すべき点について整理することが容

易になり、また査察の最後に事業場の担当者とま

とめの話し合いを行ったり査察の全体評価を行

う際にも活用されている。 
ガイダンスツールを用いた心理社会的労働環

境を評価する査察が始まって以降、心理社会的な

労働環境要因に関連した改善命令の件数は年々

増加しているという。これは、改善命令を要する

ような好ましくない労働環境が多くなっている

というより、これまで指摘されることが少なかっ

た、潜んでいた問題が指摘されるようになってき

たためと推察されている 6)。ガイダンスツールを

用いること、査察官のトレーニングや労働環境監

督署内での支援体制の充実により、効率よく、適

切かつ効果的に職業性ストレスの問題を指摘で

きている。そのような指摘により、企業に職業性

ストレスの問題に気づかせ、予防対策に取り組ま

せることができている。また、職業性ストレスの
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労働環境監督署は、まずスクリーニング査察を

行って職場環境に問題がないか全体像を把握す

る。心理社会的労働環境あるいは他の労働環境に

ついて何らかの問題があると判断された場合に

は、企業に通知がなされ、事実確認や問題解決の

方法を探るためのさらなる詳細な査察が実施さ

れる。実際の職場に赴き作業工程などについて巡

視するのはもちろんのこと、職場のリーダーや労

働者へのインタビューを行い、企業に義務付けら

れている職場環境評価の記録、疾病休業データ、

 

  

作業関連疾患の発生率、離職率などについての情
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（後述）を利用して行われる。査察の結果は、ス
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をとりあげている。製造業および事務系職場のガ

イダンスツールを例として示した（資料 1～8）。
細部にわたり項目が挙げられおり、チェック形式

になっている。マネージャーや労働者とのインタ

ビューなどに際し、ガイダンスツールのすべての

項目について査察官がチェックする訳ではない。

しかし、ガイダンスツールがあることで事前に査

察時に着目すべき点について整理することが容

易になり、また査察の最後に事業場の担当者とま
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う際にも活用されている。 
ガイダンスツールを用いた心理社会的労働環

境を評価する査察が始まって以降、心理社会的な

労働環境要因に関連した改善命令の件数は年々

増加しているという。これは、改善命令を要する

ような好ましくない労働環境が多くなっている

というより、これまで指摘されることが少なかっ

た、潜んでいた問題が指摘されるようになってき

たためと推察されている 6)。ガイダンスツールを

用いること、査察官のトレーニングや労働環境監

督署内での支援体制の充実により、効率よく、適

切かつ効果的に職業性ストレスの問題を指摘で

きている。そのような指摘により、企業に職業性

ストレスの問題に気づかせ、予防対策に取り組ま

せることができている。また、職業性ストレスの

− 362− − 363−



 

  

問題を抱える企業では、その約 60％が、労働環境

監督署が提供している労働環境改善のアクショ

ンプラン作成のための指導をうけるようになっ

た 6)。 
このように、ガイダンスツールを駆使した労働

環境監督署の査察により、職場で潜んでいた心理

社会的ストレス問題が明らかになり、企業におけ

る心理社会的ストレス対策への取り組みがより

すすんできているものと考えられる。 
また法的拘束力は持たないものの、企業がどの

ように職場の心理社会的問題に取り組めばよい

のか、ハラスメントにどう対応すべきか、職場の

暴力を防止するにはどうすべきか、といった企業

が自ら行う対策のためのガイドラインも各種公

表されていること 7,8,9)が、企業側自ら対策を行い

やすくしているものと思われる。  
５．健康職場の認証システム 
労働環境が良好な職場は、申請して許可されれ

ば、3 年間有効の良好な健康安全職場の認証

（Health and safety certificate）を受け、緑の王

冠を被ったクラウンスマイリーを得ることがで

きる。認証の申請方法には 2 通りあり、労働安全

衛生マネージメントシステムが職場で運用され

ているような大きな企業では、必要事項に関する

申請を行って認可され、少なくとも 1 年に一回は

査察を受けチェックを受けることになっている。

労働安全衛生マネージメントシステムを構築す

るほど大きくない企業では、認可のための査察を

受けることで申請をすることができる。基本的に

すべての作業工程と健康、安全に関する状況が査

察される。もちろん改善命令に当たるような問題

がある場合には認可されない。 
６．デンマークの一次予防対策の優れている点と

日本における対策への応用  
デンマークの産業ストレス対策に特徴的かつ

優れている点として、心理社会的労働環境の整備

の必要性について法律に明文化されていること、

企業内産業保健活動に対して公的な監視体制が

あること（労働環境監督署）、事前通告がない査

察が行われること、査察結果を WEB 上に公開す

るなど監視が広く公正に行われていること、など

が挙げられよう。 
このような対策がシステマティックに行われ

ている背景には、組合の組織率が高く、労働者が

単なる働き手としてだけなく意見を述べる存在

として企業に属していること、したがってすべて

の改善のステップに労働者の意見を反映させる

ことが重視され法律にも定められていること、経

営側と労働者が対等な立場で職場環境改善に取

り組もうという長年に渡って培われた風土など

が存在する。そのような国であっても、心理社会

的職場環境の査察が行われることになった際に

は、労働環境監督署には大きな負担があった。労

働環境監督署の事業自体に対する外部評価報告

書 10）では、心理社会的職場環境に焦点をあてた

査察を目的に作られたガイダンスシート、心理社

会的要因について学んだりコミュニケーション

スキルの向上を意図して行われている査察員の

研修などの内部の支援体制が非常に高く評価さ

れている。一方、すべての事業場を査察すること

に要する時間をもう少し効率良く分配できない

か、という指摘もなされている。規則に従うなら

ば、例えば問題が生じている可能性が全く想像で

きない教会などにも査察を行わなければならな

い。このことが、危険要因が多く存在することが

分かっている建設業などの事業場に対して十分

な時間を割けなくしている可能性なども挙げら

れている。また労働環境監督署のスタッフ自身も、

査察スキルのさらなる向上、ガイダンスツールの

改善、査察結果を生かしアクションプランを企業

が実行に移していくにあたってのサポートをど

のように行っていくか、などを自らの課題として

挙げ 6）、現状に満足することなく、さらに有効な

対策となるよう取り組みが行われている。 
デンマークのシステムをそのまま日本に取り

入れることは大変困難であろうし、採用するにも

様々な工夫が必要であろうが、公的機関が中立、

公正な立場で労働環境の評価や改善に加わるこ

とは、日本における産業ストレス対策のブレイク

スルーになる可能性がある。日本の産業ストレス

 

  

の一次予防対策を推進するにあたって、労働基準

監督署の持つ機能を高めていくことも一つの重

要なカギとなるかもしれない。 
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Arbejdets-udforelse/At-vejledninger-om-arbejd
ets-udforelse/D4-Psykisk-arbejdsmiljo/~/link.as
px?_id=51882AE13E1D436BA45CD919C34A8

91C&_z=z 
10）Report of the Evaluation of the Danish 
Working Environment Authority in 2008, by 
Senior Labour Inspectors Committee 2008. 
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問題を抱える企業では、その約 60％が、労働環境

監督署が提供している労働環境改善のアクショ

ンプラン作成のための指導をうけるようになっ

た 6)。 
このように、ガイダンスツールを駆使した労働

環境監督署の査察により、職場で潜んでいた心理

社会的ストレス問題が明らかになり、企業におけ

る心理社会的ストレス対策への取り組みがより

すすんできているものと考えられる。 
また法的拘束力は持たないものの、企業がどの

ように職場の心理社会的問題に取り組めばよい

のか、ハラスメントにどう対応すべきか、職場の

暴力を防止するにはどうすべきか、といった企業

が自ら行う対策のためのガイドラインも各種公

表されていること 7,8,9)が、企業側自ら対策を行い

やすくしているものと思われる。  
５．健康職場の認証システム 
労働環境が良好な職場は、申請して許可されれ

ば、3 年間有効の良好な健康安全職場の認証

（Health and safety certificate）を受け、緑の王

冠を被ったクラウンスマイリーを得ることがで

きる。認証の申請方法には 2 通りあり、労働安全

衛生マネージメントシステムが職場で運用され

ているような大きな企業では、必要事項に関する

申請を行って認可され、少なくとも 1 年に一回は

査察を受けチェックを受けることになっている。

労働安全衛生マネージメントシステムを構築す

るほど大きくない企業では、認可のための査察を

受けることで申請をすることができる。基本的に

すべての作業工程と健康、安全に関する状況が査

察される。もちろん改善命令に当たるような問題

がある場合には認可されない。 
６．デンマークの一次予防対策の優れている点と

日本における対策への応用  
デンマークの産業ストレス対策に特徴的かつ

優れている点として、心理社会的労働環境の整備

の必要性について法律に明文化されていること、

企業内産業保健活動に対して公的な監視体制が

あること（労働環境監督署）、事前通告がない査

察が行われること、査察結果を WEB 上に公開す

るなど監視が広く公正に行われていること、など

が挙げられよう。 
このような対策がシステマティックに行われ

ている背景には、組合の組織率が高く、労働者が

単なる働き手としてだけなく意見を述べる存在

として企業に属していること、したがってすべて

の改善のステップに労働者の意見を反映させる

ことが重視され法律にも定められていること、経

営側と労働者が対等な立場で職場環境改善に取

り組もうという長年に渡って培われた風土など

が存在する。そのような国であっても、心理社会

的職場環境の査察が行われることになった際に

は、労働環境監督署には大きな負担があった。労

働環境監督署の事業自体に対する外部評価報告

書 10）では、心理社会的職場環境に焦点をあてた

査察を目的に作られたガイダンスシート、心理社

会的要因について学んだりコミュニケーション

スキルの向上を意図して行われている査察員の

研修などの内部の支援体制が非常に高く評価さ

れている。一方、すべての事業場を査察すること

に要する時間をもう少し効率良く分配できない

か、という指摘もなされている。規則に従うなら

ば、例えば問題が生じている可能性が全く想像で

きない教会などにも査察を行わなければならな

い。このことが、危険要因が多く存在することが

分かっている建設業などの事業場に対して十分

な時間を割けなくしている可能性なども挙げら

れている。また労働環境監督署のスタッフ自身も、

査察スキルのさらなる向上、ガイダンスツールの

改善、査察結果を生かしアクションプランを企業

が実行に移していくにあたってのサポートをど

のように行っていくか、などを自らの課題として

挙げ 6）、現状に満足することなく、さらに有効な

対策となるよう取り組みが行われている。 
デンマークのシステムをそのまま日本に取り

入れることは大変困難であろうし、採用するにも

様々な工夫が必要であろうが、公的機関が中立、

公正な立場で労働環境の評価や改善に加わるこ

とは、日本における産業ストレス対策のブレイク

スルーになる可能性がある。日本の産業ストレス

 

  

の一次予防対策を推進するにあたって、労働基準

監督署の持つ機能を高めていくことも一つの重

要なカギとなるかもしれない。 
７．参考文献および WEBSITE 
1)http://www.danmarksstatistik.dk/homeuk.as
px  
2)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 
2008/01/weodata/weorept.aspx  
3) Pejtersen, J.H. and Kristensen, T.S. The 
development of psychosocial factors at work in 
Denmark 1997-2005, Scand J Work Environ 
Health 35, 284–293 (2009) 
4) Report on future working environment 2010- 
new priorities for the working environment. 
Danish Government, December 2005 
5）http://www.at.dk/ 
6)Mette Bøgehus Rasmussen, Nina Hedegaard 
Nielsen. The Danish Way – A National 
Strategy for Job Stress Prevention. Paper 
presented at IOCH-WOPS, 2008 
7）WEA Guidance to enterprises on how to 
assess psychosocial risks at work 
http://www.at.dk/da/REGLER/At-vejledninger-
mv/Arbejdets-udforelse/At-vejledninger-om-arb
ejdets-udforelse/D4-Psykisk-arbejdsmiljo/~/me
dia/C456C9E6759E47C1B854A29FBC0A5D23.
ashx 
8 ） WEA Guidelines to enterprises about 
bullying and sexual harassment 
http://www.at.dk/REGLER/At-vejledninger-mv/
Arbejdets-udforelse/At-vejledninger-om-arbejd
ets-udforelse/D4-Psykisk-arbejdsmiljo/~/~/medi
a/02E783AB32F44DCCA2881BF3CA1BD59F.a
shx 
9 ） WEA Guidelines to enterprises about 
violence and threats 
http://www.at.dk/REGLER/At-vejledninger-mv/
Arbejdets-udforelse/At-vejledninger-om-arbejd
ets-udforelse/D4-Psykisk-arbejdsmiljo/~/link.as
px?_id=51882AE13E1D436BA45CD919C34A8

91C&_z=z 
10）Report of the Evaluation of the Danish 
Working Environment Authority in 2008, by 
Senior Labour Inspectors Committee 2008. 
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資料１： 

製造業（工業生産）の企業に対する査察のガイダンス 

 

��ース�ー� 

工業生産を行っている企業における�理�会的労働��に関するデータ収集方法について 

 

このガイダンスは工業生産を行っている事業場と小規模事業場を分けて考えており、工業

生産を行っている比較的大企業を基本として作成されている。（工業生産を行っている企

業では、多くの従業員が同じ種類の仕事を繰り返し行っており、指示系統が一つであった

り、他のラインと明らかに分離されていることがある。このような例は伝統的な電気機器

工場、繊維工場、食品工場などでみられる。） 

このガイダンスの質問事項は小規模事業場の製造業の企業にとってはあまり意味をもたな

い場合があることに注意が必要である。例えば次のような特性をもつ企業が含まれる。 

（組織構造が簡素で格式ばっていない、手作業業務がバラエティに富む、交替性勤務や夜

勤が少ないなど） 

 

査察の最初と最後に行う安全衛生委員会/職場のリーダーへのインタビューの他に、以下に

ついて行う必要がある場合がある。 

・選ばれた労働者へのグループインタビュー 

・中間管理職へのグループインタビュー 

・労働者へのインタビュー 

・仕事そのものの査察 

 

査察時のデータの収集に関し、小規模企業場では他の方法を用いる場合があることに注意

する。例えば、グループインタビューを行うことは難しい場合がある。そのような場合、

仕事に関して個別にインタビューを行うことや個別に査察を行うことも良い方法と言える

かもしれない。 

 

  

資料２：製造業（工業生産を行っている）企業に対して査察を行う際のガイダンス 

 
���に 
 
心理社会的労働環境の管理について 
DWEA（労働環境監督署）が企業の労働環境につい

てスクリーニング査察を行う際、常に行う質問の

1 つに心理社会的労働環境についての質問がある

ことに留意してほしい。これはメンタルヘルスに

関連する問題が発生する可能性が全ての企業にあ

るためである。 

このスクリーニング査察では次のように言う場合

がある。「（例えば）あなたたちの心理社会的労働

環境について話し合いましょう。（例えば）これは

われわれの審査に必要なのです」この場合、可能

であればなぜ、その企業に対して心理社会的労働

環境の査察を行うことになったのか、再訪問の場

合はその理由について、より具体的に説明するこ

と。（スクリーニング査察で問題があった場合や、

査察時に適当な労働者とコンタクトがとれずにヒ

アリングが出来なかったため、など）（心理社会的

要因に関連して労働者からの訴えがあった場合に

は、情報源を守秘し、時には別の理由を述べるこ

ともある。例えば、｢現在、この部門を特別に訪ね

ています｣など。） 

 
最初に行う質問 
以下の質問は心理社会的労働環境についてのイン

タビューを行う上で有用である。 

企業に対する一般的な質問から始める。インタ

ビュー内容が工業生産についてなのか少量生産に

ついてなのかを明確にさせる。 

工業生産： 

（小規模事業場での）少量生産： 

 

さらに以下について、少し話すこと： 
 何を製造していますか？ 

 どのような顧客がいますか？ 

 企業はどのように構成されていますか？ど

のような部署がありますか？他部署とどの

ように連携して仕事をしていますか？お互

い協力していますか？ 

 

続いて、企業が心理社会的労働環境の整備に取り

組んでいるかどうかについて質問する。ガイダン

スシートを利用することで、「職場評価」の心理社

会的労働環境に対する取り組みについてより深く

質問するのに必要な多くのアイデアが得られる。

企業が心理社会的労働環境の整備に取り組んでい

ない場合は、ガイダンスシートを利用して心理社

会的労働環境に問題があることを明確にさせるこ

とができる。 

 
質問：「職場評価」について 
 「職場評価」にある心理社会的労働環境に取

り組んでいますか？ 

 問題は見つかりましたか？どのような問題

ですか？ 

 問題を解決するために何をしましたか？具体

的に説明してください。 
 
他の質問： 
 ここで（働いていて）幸せを感じるときはど

のようなときですか？幸せを感じています

か？ 

 仕事をするには良い場所ですか？どうしてその

ように思うのかを説明してください。 

 皆さんはここでうまくいっていますか？ 

 今現在の課題は何ですか？  

 
������������������ 
心理社会的労働環境における以下のリスクファク

ターについて質問する。 
 仕事の多さと時間的なプレッシャー 
 心的外傷となる出来事（重大災害） 
 交替性勤務と夜勤 
 
さらに企業にとって問題となっている場合は、いじ

めとセクシャルハラスメントについても質問する。 
これはこれらが各企業で深刻な問題となっている

場合があるためである。 
質問の例：職場評価で指摘されたこのような状態の

中で皆さんはどのようにして働いていますか？ 
（「職場評価」を見てください） 
（調査、査定、アクションプラン、追跡、疾病休業） 
 
���������に問���る��か�う
か 
・心理社会的労働環境に問題があり、労働者が離職

したという印象を受けたことがありますか？ 
・社員の入れ替わりが激しいですか？ 
・ストレスと心理社会的労働環境の悪さによる欠勤

があると考えていますか？ 
・近年、疾病休業に関して変化がありましたか？（統

計などを提出して下さい） 
・ストレスや仕事量が多いなど、仕事の負担が原因

で事業場で争いが起きている印象はありますか？ 
・争いが起きている場合、その争いがセクシャルハ

ラスメントを含むいじめの性格を持つものである

かどうかについての質問も行う。 
 
�ス������についての質問 
・それぞれのリスクファクターのガイダンスシート

を参照のこと 
 
最�の質問 
・これまで質問した事柄のほか、心理社会的労働環

境について問題がありますか？（例えば単調な反復

作業、騒音、照明などの悪化要素があるか） 
・労働環境監督署のインタビューに関連して、他に

重要と思われることはありますか？ 
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資料１： 

製造業（工業生産）の企業に対する査察のガイダンス 

 

��ース�ー� 

工業生産を行っている企業における�理�会的労働��に関するデータ収集方法について 

 

このガイダンスは工業生産を行っている事業場と小規模事業場を分けて考えており、工業

生産を行っている比較的大企業を基本として作成されている。（工業生産を行っている企

業では、多くの従業員が同じ種類の仕事を繰り返し行っており、指示系統が一つであった

り、他のラインと明らかに分離されていることがある。このような例は伝統的な電気機器

工場、繊維工場、食品工場などでみられる。） 

このガイダンスの質問事項は小規模事業場の製造業の企業にとってはあまり意味をもたな

い場合があることに注意が必要である。例えば次のような特性をもつ企業が含まれる。 

（組織構造が簡素で格式ばっていない、手作業業務がバラエティに富む、交替性勤務や夜

勤が少ないなど） 

 

査察の最初と最後に行う安全衛生委員会/職場のリーダーへのインタビューの他に、以下に

ついて行う必要がある場合がある。 

・選ばれた労働者へのグループインタビュー 

・中間管理職へのグループインタビュー 

・労働者へのインタビュー 

・仕事そのものの査察 

 

査察時のデータの収集に関し、小規模企業場では他の方法を用いる場合があることに注意

する。例えば、グループインタビューを行うことは難しい場合がある。そのような場合、

仕事に関して個別にインタビューを行うことや個別に査察を行うことも良い方法と言える

かもしれない。 

 

  

資料２：製造業（工業生産を行っている）企業に対して査察を行う際のガイダンス 

 
���に 
 
心理社会的労働環境の管理について 
DWEA（労働環境監督署）が企業の労働環境につい

てスクリーニング査察を行う際、常に行う質問の

1 つに心理社会的労働環境についての質問がある

ことに留意してほしい。これはメンタルヘルスに

関連する問題が発生する可能性が全ての企業にあ

るためである。 

このスクリーニング査察では次のように言う場合

がある。「（例えば）あなたたちの心理社会的労働

環境について話し合いましょう。（例えば）これは

われわれの審査に必要なのです」この場合、可能

であればなぜ、その企業に対して心理社会的労働

環境の査察を行うことになったのか、再訪問の場

合はその理由について、より具体的に説明するこ

と。（スクリーニング査察で問題があった場合や、

査察時に適当な労働者とコンタクトがとれずにヒ

アリングが出来なかったため、など）（心理社会的

要因に関連して労働者からの訴えがあった場合に

は、情報源を守秘し、時には別の理由を述べるこ

ともある。例えば、｢現在、この部門を特別に訪ね

ています｣など。） 

 
最初に行う質問 
以下の質問は心理社会的労働環境についてのイン

タビューを行う上で有用である。 

企業に対する一般的な質問から始める。インタ

ビュー内容が工業生産についてなのか少量生産に

ついてなのかを明確にさせる。 

工業生産： 

（小規模事業場での）少量生産： 

 

さらに以下について、少し話すこと： 
 何を製造していますか？ 

 どのような顧客がいますか？ 

 企業はどのように構成されていますか？ど

のような部署がありますか？他部署とどの

ように連携して仕事をしていますか？お互

い協力していますか？ 

 

続いて、企業が心理社会的労働環境の整備に取り

組んでいるかどうかについて質問する。ガイダン

スシートを利用することで、「職場評価」の心理社

会的労働環境に対する取り組みについてより深く

質問するのに必要な多くのアイデアが得られる。

企業が心理社会的労働環境の整備に取り組んでい

ない場合は、ガイダンスシートを利用して心理社

会的労働環境に問題があることを明確にさせるこ

とができる。 

 
質問：「職場評価」について 
 「職場評価」にある心理社会的労働環境に取

り組んでいますか？ 

 問題は見つかりましたか？どのような問題

ですか？ 

 問題を解決するために何をしましたか？具体

的に説明してください。 
 
他の質問： 
 ここで（働いていて）幸せを感じるときはど

のようなときですか？幸せを感じています

か？ 

 仕事をするには良い場所ですか？どうしてその

ように思うのかを説明してください。 

 皆さんはここでうまくいっていますか？ 

 今現在の課題は何ですか？  

 
������������������ 
心理社会的労働環境における以下のリスクファク

ターについて質問する。 
 仕事の多さと時間的なプレッシャー 
 心的外傷となる出来事（重大災害） 
 交替性勤務と夜勤 
 
さらに企業にとって問題となっている場合は、いじ

めとセクシャルハラスメントについても質問する。 
これはこれらが各企業で深刻な問題となっている

場合があるためである。 
質問の例：職場評価で指摘されたこのような状態の

中で皆さんはどのようにして働いていますか？ 
（「職場評価」を見てください） 
（調査、査定、アクションプラン、追跡、疾病休業） 
 
���������に問���る��か�う
か 
・心理社会的労働環境に問題があり、労働者が離職

したという印象を受けたことがありますか？ 
・社員の入れ替わりが激しいですか？ 
・ストレスと心理社会的労働環境の悪さによる欠勤

があると考えていますか？ 
・近年、疾病休業に関して変化がありましたか？（統

計などを提出して下さい） 
・ストレスや仕事量が多いなど、仕事の負担が原因

で事業場で争いが起きている印象はありますか？ 
・争いが起きている場合、その争いがセクシャルハ

ラスメントを含むいじめの性格を持つものである

かどうかについての質問も行う。 
 
�ス������についての質問 
・それぞれのリスクファクターのガイダンスシート

を参照のこと 
 
最�の質問 
・これまで質問した事柄のほか、心理社会的労働環

境について問題がありますか？（例えば単調な反復

作業、騒音、照明などの悪化要素があるか） 
・労働環境監督署のインタビューに関連して、他に

重要と思われることはありますか？ 
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資料 3：��業の危険因子：���������をチェックするためのガイダンスシート 

 
リスクファクターの有無について 
 仕事の量的負担が大きい、時間的なプ

レッシャーがある状況がどのくらいの

頻度でありますか？ 

 製造目標を達成することができます

か？ 

 できない場合、それは決まった労働者/

決まった製品に問題があるからです

か？ 

 この状況はどのくらい続きますか：                  

 

仕事の負担が大きいあるいはペースが速す

ぎるといった状況がどのくらいの頻度であ

りますか？ 
 
 それはすべての従業員にあてはまります

か？特定のグループや個人に過剰な負担

がありませんか？（あるとしたら誰？い

つ？どのくらいの頻度で？） 
 
 仕事量が多い状況やペースが速すぎると

いった状況はどのくらい長いですか？そ

れは続きそうですか？ 
 
仕事の特性について 
□ 仕事量が人数に比して多い 
□ 締め切りが短い/厳しいスケジュール 
□ 季節によって変動がある 
□ 非常に複雑（製品または製造工程など） 
□ 急な仕事/予定されていなかった仕事 
□ 仕事の中断が頻繁に起きる（技術的ツールが

故障するなど） 
□ 技術的問題が多い 
□ 労働者の監視が厳しい（製造目標の設定など） 
□ 労働者が孤立している 
□ 同僚に仕事を依存している（仕事のペースな

ど） 
□ 成功報酬型の給与形式（出来高報酬、ボーナ

スなど） 
□ 単調な仕事/変化のない仕事（組み立てライン、

監視の仕事など） 
 
 仕事の負担を大きくしている/ペースが

速すぎる理由は何だと思いますか？ 
 

予防 
 従業員の仕事が多すぎたりペースが速すぎることがな

いようにあらかじめ注意していることは何ですか？ま

たその効果は？ 
 
 労働者は上司や同僚からどのようにサポートをうけて

いますか？ 
□業務上優先すべきことを明らかにする 
□急な仕事と予定された仕事の分配など、目的に応じて業務を分

配する 
□ 仕事に対する期待が明確である 
□ 業務説明 
□ 業務の遂行を可能にする必要な情報がある 
□ 行った仕事のフィードバックがあり、仕事が正しく評価され

ている 
□ 疾病休業時や臨時労働者が必要な業務が発生した場合の人員

補充が約束されている 
□ チームワーク 
□ 充分なスペースがあり、平穏を保つための物理的環境が整っ

ている 
 
 労働者は、仕事の計画や優先順位付け、仕事のパフォー

マンスについてどの程度影響力をもっていますか？ 
□ 仕事量 
□ 休憩 
□ 仕事の分配や順番 
□ どの作業方法を使うか 
□ 交替性勤務計画およびだれと仕事をするか 
□ 目標設定 
 どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□ 定期的なミーティング 
□ チーム組織 
□ 仕事のパフォーマンスに関するマネージャーとの定期的なや

りとり 
□ その他 
 
 どのような種類の教育やトレーニングが労働者に提供

されていますか？ 
□ 仕事に関する継続的な教育やトレーニング 

□ 経験に関する継続的な情報交換 
 
 他に仕事の量的負担や速度負担を減らすために行って

いることはありますか？ 
 
 
 

 
企業組織に生じている結果について 
□ 製造目標が達成されない 
□ 一日中速いペースで仕事している 
□ 残業が多い（1 日/1 週間につきどのくらいか、時間に

ついて記述してください） 
□ 残業の代休がとれない 
□ 休暇/休日をキャンセルしないとならない 
□ 休憩がとれない 
□ 仕事での失敗の多さ/質の低さ 

□ 現行の労働環境法と労働災害補償法の順守について

問題がある（安全器具の使用または 11 時間ルールを守る

ことなど） 
□ 時間的プレッシャーが原因の事故/ヒヤリ・ハット 
□ 労働者に対する教育やトレーニングが不十分である

（新しい仕事も含む） 
□ いじめ 
□ その他 

 

  

資料４：��業の危険因子：心的外傷となる出来事（重大災害）をチェックするためのガ

イダンスシート 

 
リスクファクターの有無について
基本的に仕事には常に以下の特性が

ある。 

 
 特別な危険をもたらす可能性があ

るため、特別な方法によって予防

されなければならない 

 死亡につながる事故などを含め、

企業では重大な事故が起きる危険

性がある 

 

例えば心的外傷反応を含む重大な精

神的負担がもたらされることがある. 

 
企業が重大災害を経験しているかど

うか（機械の事故、資材の落下、電気

ショック、爆発、火災など） 

 具体例についての質問 
 企業独自の登録や事故またはヒヤ

リ・ハットなどの報告に関する質問 
 
仕事の特性について 
□特別な危険を伴う（ATEX の認証を必要

とする仕事など） 
□ 危険査定の結果、労働者が一人で行って

はいけないとされている 
□ 現行の労働環境法と労働災害補償法の

順守が難しい（仕事の性質、仕事の組織

化または時間的プレッシャーのため） 
□ 危険な行動など、労働者が現行の労働環

境法と労働災害補償法を守らないとい

う問題がある 
□ 特別な危険を伴うために労働者が離職

したまたはやむをえず離職したなど 
□ その他 
 
重大災害が起こった理由は何だと思

いますか 
 
 

予防 
災害の危険性があると考えた場合、企業に十分な予防と対策が

あるかどうかについて査定するために以下についての質問を

行う。 
 
1. 心的外傷となる出来事の予防 

災害の危険性があり、十分な予防がなされていないと考えた場

合、通常通り関連する法令を順守しなければいけません。 
時間的プレッシャーと重大な労働災害との関係に注目してく

ださい。 
 
2. 災害時の対策 

災害直後の処理 
□ 上司のサポート 
□ 誰が何をするのかという計画（救急室への付き添い、労働

者が一人で帰宅しないための配慮、身内への電話連絡、企業内

部への情報提供（間違った噂が広まらないようにするため）） 
□精神的な応急手当－知識と利用 
 
3. 心的外傷となる出来事の追跡 

□ 精神的な危機カウンセリング－負傷者、目撃者、職場全体

に対して 
□ 電話での接触、職場復帰のための特別な援助など、上司と

同僚からのサポート 
 
 心的外傷となる出来事（重大災害）を減少させる他の方法

がありますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
企業組織に生じている結果について 
心的外傷となる出来事（重大災害）の問題で、労働者が考える典型的な原因は何だと思いますか 

 

□ 特定の仕事に対する反感/恐怖 
□ 仕事への参加/意欲の欠如 
□ けがとは人生に常についてまわる危険であるという考え－「ターザン症候群」 
□ 労働者が否定的な影響を恐れ、事故やヒヤリ・ハットの報告を行わない 
□ その他 
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資料 3：��業の危険因子：���������をチェックするためのガイダンスシート 

 
リスクファクターの有無について 
 仕事の量的負担が大きい、時間的なプ

レッシャーがある状況がどのくらいの

頻度でありますか？ 

 製造目標を達成することができます

か？ 

 できない場合、それは決まった労働者/

決まった製品に問題があるからです

か？ 

 この状況はどのくらい続きますか：                  

 

仕事の負担が大きいあるいはペースが速す

ぎるといった状況がどのくらいの頻度であ

りますか？ 
 
 それはすべての従業員にあてはまります

か？特定のグループや個人に過剰な負担

がありませんか？（あるとしたら誰？い

つ？どのくらいの頻度で？） 
 
 仕事量が多い状況やペースが速すぎると

いった状況はどのくらい長いですか？そ

れは続きそうですか？ 
 
仕事の特性について 
□ 仕事量が人数に比して多い 
□ 締め切りが短い/厳しいスケジュール 
□ 季節によって変動がある 
□ 非常に複雑（製品または製造工程など） 
□ 急な仕事/予定されていなかった仕事 
□ 仕事の中断が頻繁に起きる（技術的ツールが

故障するなど） 
□ 技術的問題が多い 
□ 労働者の監視が厳しい（製造目標の設定など） 
□ 労働者が孤立している 
□ 同僚に仕事を依存している（仕事のペースな

ど） 
□ 成功報酬型の給与形式（出来高報酬、ボーナ

スなど） 
□ 単調な仕事/変化のない仕事（組み立てライン、

監視の仕事など） 
 
 仕事の負担を大きくしている/ペースが

速すぎる理由は何だと思いますか？ 
 

予防 
 従業員の仕事が多すぎたりペースが速すぎることがな

いようにあらかじめ注意していることは何ですか？ま

たその効果は？ 
 
 労働者は上司や同僚からどのようにサポートをうけて

いますか？ 
□業務上優先すべきことを明らかにする 
□急な仕事と予定された仕事の分配など、目的に応じて業務を分

配する 
□ 仕事に対する期待が明確である 
□ 業務説明 
□ 業務の遂行を可能にする必要な情報がある 
□ 行った仕事のフィードバックがあり、仕事が正しく評価され

ている 
□ 疾病休業時や臨時労働者が必要な業務が発生した場合の人員

補充が約束されている 
□ チームワーク 
□ 充分なスペースがあり、平穏を保つための物理的環境が整っ

ている 
 
 労働者は、仕事の計画や優先順位付け、仕事のパフォー

マンスについてどの程度影響力をもっていますか？ 
□ 仕事量 
□ 休憩 
□ 仕事の分配や順番 
□ どの作業方法を使うか 
□ 交替性勤務計画およびだれと仕事をするか 
□ 目標設定 
 どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□ 定期的なミーティング 
□ チーム組織 
□ 仕事のパフォーマンスに関するマネージャーとの定期的なや

りとり 
□ その他 
 
 どのような種類の教育やトレーニングが労働者に提供

されていますか？ 
□ 仕事に関する継続的な教育やトレーニング 

□ 経験に関する継続的な情報交換 
 
 他に仕事の量的負担や速度負担を減らすために行って

いることはありますか？ 
 
 
 

 
企業組織に生じている結果について 
□ 製造目標が達成されない 
□ 一日中速いペースで仕事している 
□ 残業が多い（1 日/1 週間につきどのくらいか、時間に

ついて記述してください） 
□ 残業の代休がとれない 
□ 休暇/休日をキャンセルしないとならない 
□ 休憩がとれない 
□ 仕事での失敗の多さ/質の低さ 

□ 現行の労働環境法と労働災害補償法の順守について

問題がある（安全器具の使用または 11 時間ルールを守る

ことなど） 
□ 時間的プレッシャーが原因の事故/ヒヤリ・ハット 
□ 労働者に対する教育やトレーニングが不十分である

（新しい仕事も含む） 
□ いじめ 
□ その他 

 

  

資料４：��業の危険因子：心的外傷となる出来事（重大災害）をチェックするためのガ

イダンスシート 

 
リスクファクターの有無について
基本的に仕事には常に以下の特性が

ある。 

 
 特別な危険をもたらす可能性があ

るため、特別な方法によって予防

されなければならない 

 死亡につながる事故などを含め、

企業では重大な事故が起きる危険

性がある 

 

例えば心的外傷反応を含む重大な精

神的負担がもたらされることがある. 

 
企業が重大災害を経験しているかど

うか（機械の事故、資材の落下、電気

ショック、爆発、火災など） 

 具体例についての質問 
 企業独自の登録や事故またはヒヤ

リ・ハットなどの報告に関する質問 
 
仕事の特性について 
□特別な危険を伴う（ATEX の認証を必要

とする仕事など） 
□ 危険査定の結果、労働者が一人で行って

はいけないとされている 
□ 現行の労働環境法と労働災害補償法の

順守が難しい（仕事の性質、仕事の組織

化または時間的プレッシャーのため） 
□ 危険な行動など、労働者が現行の労働環

境法と労働災害補償法を守らないとい

う問題がある 
□ 特別な危険を伴うために労働者が離職

したまたはやむをえず離職したなど 
□ その他 
 
重大災害が起こった理由は何だと思

いますか 
 
 

予防 
災害の危険性があると考えた場合、企業に十分な予防と対策が

あるかどうかについて査定するために以下についての質問を

行う。 
 
1. 心的外傷となる出来事の予防 

災害の危険性があり、十分な予防がなされていないと考えた場

合、通常通り関連する法令を順守しなければいけません。 
時間的プレッシャーと重大な労働災害との関係に注目してく

ださい。 
 
2. 災害時の対策 

災害直後の処理 
□ 上司のサポート 
□ 誰が何をするのかという計画（救急室への付き添い、労働

者が一人で帰宅しないための配慮、身内への電話連絡、企業内

部への情報提供（間違った噂が広まらないようにするため）） 
□精神的な応急手当－知識と利用 
 
3. 心的外傷となる出来事の追跡 

□ 精神的な危機カウンセリング－負傷者、目撃者、職場全体

に対して 
□ 電話での接触、職場復帰のための特別な援助など、上司と

同僚からのサポート 
 
 心的外傷となる出来事（重大災害）を減少させる他の方法

がありますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
企業組織に生じている結果について 
心的外傷となる出来事（重大災害）の問題で、労働者が考える典型的な原因は何だと思いますか 

 

□ 特定の仕事に対する反感/恐怖 
□ 仕事への参加/意欲の欠如 
□ けがとは人生に常についてまわる危険であるという考え－「ターザン症候群」 
□ 労働者が否定的な影響を恐れ、事故やヒヤリ・ハットの報告を行わない 
□ その他 
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資料５：��業の危険因子：��������をチェックするためのガイダンスシート 

 
リスクファクターの有無につい
て 
工業製品を扱う企業では、昼/夕方/

夜に仕事のシフトを組むことがあ

る 

 
 交替性勤務や夜勤を行ったりす

ることがありますか？ 

 勤務時間は決まっていますか、

それとも不規則ですか？勤務時

間が通常の勤務時間外（すなわ

ち6:00から18:00までの時間以

外）に割り込んだりまたは完全

に勤務時間外となることがあり

ますか？ 

 

 交替性勤務のスケジュールはど

のようにして決められますか？ 

勤務計画を提出してもらうこと。 

 

 交替性勤務で夜中（22:00 から

5:00）に働く頻度はどのくらい

ですか？ 

 

 交替性勤務で夜中以外に仕事を

する頻度はどのくらいですか？ 

 

仕事の特性について： 

□ 連続夜勤（22:00 から 5:00 を完

全に含むまたは一部含む勤務）があ

る。夜勤の回数： ____ 

□ 早朝の仕事がある（午前 6時前） 

□ 日中、夕方、夜中の仕事で 9 時

間以上働くことがある 

 
以下のような負担を要求される仕

事を行っていますか？ 

□ 暴力などの事故の危険性を伴う

仕事 

□ 常に早いペースでの仕事 

□ 高い集中力と注意を必要とする 

 

 

 

予防 
 交替性勤務が労働環境として適切なものとなるために行って

いることは何ですか？ 
□ 9 時間以上の夜勤がない 
□ 4 日以上連続して夜勤を行わせない 
□ 48 時間以上勤務する週がない（「週労働時間」は週中からス 
タートすることができることに注意） 

□ 労働者は通常の休みと他の休みに加えて、少なくとも毎週 1 
回、明け休みまたは代休に続きまる 1 日の休日がある。すなわ 
ち、まる 1 日の休日と休日の間が 12 日間を超えることはない。 

□ 夜勤明けから次の仕事までに寝不足を十分に解消できるだけ 
の時間がある 

□ 昼間から夕方へ、夕方から夜へと変わるように勤務のシフト 
が組まれている 

□ 11 時間ルールが順守されている 
□ 夜勤時間は計画的に作成されているため、出勤時間はほぼ同 
じ時刻である 

□ 余裕をもって�勤務スケジュールが知らされている（1 ヶ月 
前など） 

□ 予定された勤務スケジュールに変更があった場合、余裕をも 
って変更後のスケジュールが知らされている 

□ その他 
 
 労働者は交替性勤務のスケジュール決定についてどの程度影

響力をもっていますか？ 
労働者は以下の点で影響力がある： 
□ 個々の勤務スケジュールの計画 
□ 勤務スケジュール計画の原則 
□ 休憩の原則 
□ 勤務スケジュールはフレキシブルなため、夜勤の交代が可能 
 
どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□ 定期的なミーティング（夕方/夜勤労働者も参加） 
□ 組合との連絡や安全面を担当し、社内調整をして同僚との 

対話を可能にする労働者がいる 
□ チーム組織と勤務スケジュールの計画を自己管理する 
□ 個人の希望が配慮される 
 
他に予防法がありますか？ 
□ 労働者は交替性勤務での健康影響に関する確かな情報を得る

ことができる 
□ 労働者は 3 年以内ごとに夜勤の前後に健康診断を定期的に受

けることができる。 
 

 
企業組織に生じている結果について 
 

交替性勤務と夜勤の問題で、労働者が考える典型的な原因は何だと思いますか？ 

□ 著しい疲労感 
□ 起きているのが難しい 
□ 注意力の問題と反応の鈍さ 
□ 起こりうる健康への影響 
□ 労働災害およびヒヤリ・ハット 
□ その他 

 

 

  

資料６：����業��の危険因子：���������をチェックするためのガイダン

スシート 
 
リスクファクターの有無について 
 仕事の負担が大きいあるいはペー

スが速すぎるといった状況がどの

くらいの頻度でありますか？ 
 
 それはすべての従業員にあてはま

りますか？特定のグループや個人

に過剰な負担がありませんか？（あ

るとしたらだれ？いつ？どのくら

いの頻度で？） 
 
 仕事量が多い状況やペースが速す

ぎるといった状況はどのくらい長

いですか？それは続きそうです

か？ 
 
仕事の特性について 
□仕事や扱う事項が人数に比して多い 
□注意を集中する必要がある 
□仕事が難しい・複雑 
□責任がある 
□締め切りが短い・時間的プレッシャー 
□予定された仕事と急な仕事とを同時にこ

なさないとならない 
□邪魔するものが多い（電話、雑音など） 
□高負担の時期が頻回にある 
□ IT 問題が多い 
□ IT システムが整備されていない 
□ 自宅や職場外での仕事 
□きりのない・過剰な仕事 
□仕事に対する要求が異なる/反する（上司

と顧客で異なるなど） 
□電話で注意を集中する必要がある（コー

ルセンターなど） 
□その他 
 
 仕事の負担を大きくしている/ペー

スが速すぎる理由は何だと思いま

すか？ 
 
 
 
 
 
 
 

予防 
 従業員の仕事が多すぎたりペースが速すぎることがないよ

うにあらかじめ注意していることは何ですか？またその効

果は？ 
 
 労働者は上司や同僚からどのようにサポートをうけていま

すか？ 
□業務上優先すべきことを明らかにする（後回しにできる仕事がない

か？） 
□管理監督者が必要なときに居る 
□仕事の困難度や要する時間に関連して業務を合理的に分配する 
□目標、仕事内容、求められるサービスの質などについて期待されて

いるものが明確である 
□仕事の量と質の調和について述べた明確なガイドラインがある 
□業務の遂行を可能にする必要な情報がある 
□メンタリング 
□ IT 問題に対するヘルプ 
□よくできた仕事を正しく評価する 
□チーム編成 
□臨時労働者の活用（疾病休業時など） 
□顧客や市民に対する待ち時間やサービスのレベルについての明確な

情報  □その他 
 
 職場から離れた仕事（自宅での労働やセールスなど）につい

てはどのようにサポートが提供されていますか？ 
 
 労働者は、仕事の計画や優先順位付け、仕事のパフォーマン

スについてどのように影響力をもっていますか？ 
□仕事量 □どの作業方法を使うか 
□休憩 □だれと仕事をするか 
□仕事の分配や順番 □目標設定    □その他 
 
 どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□定期的なミーティング 
□チーム組織 
□仕事のパフォーマンスに関するマネージャーとの定期的なやりとり 
□その他 
 
 どのような種類の教育やトレーニングが労働者に提供され

ていますか？ 
□市民や顧客についての系統的な教育やトレーニング 
□新しい IT システム/ツールの使用や新しい法律やサービスの求めに

関するトレーニング    □その他 
 
 他に仕事の量的負担や速度負担を減らすために行っている

ことはありますか？ 
 
 

企業組織に生じている結果について 
□質や求められているサービスのレベルを保つのに問題

がある 
□重要な職務が行われていない（仕事がたまっている） 
□目標の順守に問題がある 
□締め切りが守られていない 
□一日中早いペースで仕事している 
□休憩がとれない、しばしば昼食をとれない 

□残業が多い 
□予定した休暇をキャンセルしないとならない 
□顧客、市民の待ち時間が長い 
□締め切りや法的な要求事項が守られていない 
□顧客や市民から不満が寄せられている  
□その他 
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資料５：��業の危険因子：��������をチェックするためのガイダンスシート 

 
リスクファクターの有無につい
て 
工業製品を扱う企業では、昼/夕方/

夜に仕事のシフトを組むことがあ

る 

 
 交替性勤務や夜勤を行ったりす

ることがありますか？ 

 勤務時間は決まっていますか、

それとも不規則ですか？勤務時

間が通常の勤務時間外（すなわ

ち6:00から18:00までの時間以

外）に割り込んだりまたは完全

に勤務時間外となることがあり

ますか？ 

 

 交替性勤務のスケジュールはど

のようにして決められますか？ 

勤務計画を提出してもらうこと。 

 

 交替性勤務で夜中（22:00 から

5:00）に働く頻度はどのくらい

ですか？ 

 

 交替性勤務で夜中以外に仕事を

する頻度はどのくらいですか？ 

 

仕事の特性について： 

□ 連続夜勤（22:00 から 5:00 を完

全に含むまたは一部含む勤務）があ

る。夜勤の回数： ____ 

□ 早朝の仕事がある（午前 6時前） 

□ 日中、夕方、夜中の仕事で 9 時

間以上働くことがある 

 
以下のような負担を要求される仕

事を行っていますか？ 

□ 暴力などの事故の危険性を伴う

仕事 

□ 常に早いペースでの仕事 

□ 高い集中力と注意を必要とする 

 

 

 

予防 
 交替性勤務が労働環境として適切なものとなるために行って

いることは何ですか？ 
□ 9 時間以上の夜勤がない 
□ 4 日以上連続して夜勤を行わせない 
□ 48 時間以上勤務する週がない（「週労働時間」は週中からス 
タートすることができることに注意） 

□ 労働者は通常の休みと他の休みに加えて、少なくとも毎週 1 
回、明け休みまたは代休に続きまる 1 日の休日がある。すなわ 
ち、まる 1 日の休日と休日の間が 12 日間を超えることはない。 

□ 夜勤明けから次の仕事までに寝不足を十分に解消できるだけ 
の時間がある 

□ 昼間から夕方へ、夕方から夜へと変わるように勤務のシフト 
が組まれている 

□ 11 時間ルールが順守されている 
□ 夜勤時間は計画的に作成されているため、出勤時間はほぼ同 
じ時刻である 

□ 余裕をもって�勤務スケジュールが知らされている（1 ヶ月 
前など） 

□ 予定された勤務スケジュールに変更があった場合、余裕をも 
って変更後のスケジュールが知らされている 

□ その他 
 
 労働者は交替性勤務のスケジュール決定についてどの程度影

響力をもっていますか？ 
労働者は以下の点で影響力がある： 
□ 個々の勤務スケジュールの計画 
□ 勤務スケジュール計画の原則 
□ 休憩の原則 
□ 勤務スケジュールはフレキシブルなため、夜勤の交代が可能 
 
どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□ 定期的なミーティング（夕方/夜勤労働者も参加） 
□ 組合との連絡や安全面を担当し、社内調整をして同僚との 

対話を可能にする労働者がいる 
□ チーム組織と勤務スケジュールの計画を自己管理する 
□ 個人の希望が配慮される 
 
他に予防法がありますか？ 
□ 労働者は交替性勤務での健康影響に関する確かな情報を得る

ことができる 
□ 労働者は 3 年以内ごとに夜勤の前後に健康診断を定期的に受

けることができる。 
 

 
企業組織に生じている結果について 
 

交替性勤務と夜勤の問題で、労働者が考える典型的な原因は何だと思いますか？ 

□ 著しい疲労感 
□ 起きているのが難しい 
□ 注意力の問題と反応の鈍さ 
□ 起こりうる健康への影響 
□ 労働災害およびヒヤリ・ハット 
□ その他 

 

 

  

資料６：����業��の危険因子：���������をチェックするためのガイダン

スシート 
 
リスクファクターの有無について 
 仕事の負担が大きいあるいはペー

スが速すぎるといった状況がどの

くらいの頻度でありますか？ 
 
 それはすべての従業員にあてはま

りますか？特定のグループや個人

に過剰な負担がありませんか？（あ

るとしたらだれ？いつ？どのくら

いの頻度で？） 
 
 仕事量が多い状況やペースが速す

ぎるといった状況はどのくらい長

いですか？それは続きそうです

か？ 
 
仕事の特性について 
□仕事や扱う事項が人数に比して多い 
□注意を集中する必要がある 
□仕事が難しい・複雑 
□責任がある 
□締め切りが短い・時間的プレッシャー 
□予定された仕事と急な仕事とを同時にこ

なさないとならない 
□邪魔するものが多い（電話、雑音など） 
□高負担の時期が頻回にある 
□ IT 問題が多い 
□ IT システムが整備されていない 
□ 自宅や職場外での仕事 
□きりのない・過剰な仕事 
□仕事に対する要求が異なる/反する（上司

と顧客で異なるなど） 
□電話で注意を集中する必要がある（コー

ルセンターなど） 
□その他 
 
 仕事の負担を大きくしている/ペー

スが速すぎる理由は何だと思いま

すか？ 
 
 
 
 
 
 
 

予防 
 従業員の仕事が多すぎたりペースが速すぎることがないよ

うにあらかじめ注意していることは何ですか？またその効

果は？ 
 
 労働者は上司や同僚からどのようにサポートをうけていま

すか？ 
□業務上優先すべきことを明らかにする（後回しにできる仕事がない

か？） 
□管理監督者が必要なときに居る 
□仕事の困難度や要する時間に関連して業務を合理的に分配する 
□目標、仕事内容、求められるサービスの質などについて期待されて

いるものが明確である 
□仕事の量と質の調和について述べた明確なガイドラインがある 
□業務の遂行を可能にする必要な情報がある 
□メンタリング 
□ IT 問題に対するヘルプ 
□よくできた仕事を正しく評価する 
□チーム編成 
□臨時労働者の活用（疾病休業時など） 
□顧客や市民に対する待ち時間やサービスのレベルについての明確な

情報  □その他 
 
 職場から離れた仕事（自宅での労働やセールスなど）につい

てはどのようにサポートが提供されていますか？ 
 
 労働者は、仕事の計画や優先順位付け、仕事のパフォーマン

スについてどのように影響力をもっていますか？ 
□仕事量 □どの作業方法を使うか 
□休憩 □だれと仕事をするか 
□仕事の分配や順番 □目標設定    □その他 
 
 どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□定期的なミーティング 
□チーム組織 
□仕事のパフォーマンスに関するマネージャーとの定期的なやりとり 
□その他 
 
 どのような種類の教育やトレーニングが労働者に提供され

ていますか？ 
□市民や顧客についての系統的な教育やトレーニング 
□新しい IT システム/ツールの使用や新しい法律やサービスの求めに

関するトレーニング    □その他 
 
 他に仕事の量的負担や速度負担を減らすために行っている

ことはありますか？ 
 
 

企業組織に生じている結果について 
□質や求められているサービスのレベルを保つのに問題

がある 
□重要な職務が行われていない（仕事がたまっている） 
□目標の順守に問題がある 
□締め切りが守られていない 
□一日中早いペースで仕事している 
□休憩がとれない、しばしば昼食をとれない 

□残業が多い 
□予定した休暇をキャンセルしないとならない 
□顧客、市民の待ち時間が長い 
□締め切りや法的な要求事項が守られていない 
□顧客や市民から不満が寄せられている  
□その他 
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資料７：����業職�の危険因子：����をチェックするためのガイダンスシート 

（依頼人、顧客、市民への対応がある職種） 
 
リスクファクターの有無について 
依頼人、顧客、市民との対応がある仕事

では以下のような特別な負担があるこ

とが特徴的である 
 自身の感情に対処したり、それを隠す 
 微笑み、共感的振る舞いなどの特別な

行動 
 他の人の感情を扱う 
 （衝突を避けるために）先回りして考

える 
 市民の個別な知識 
 
 あなたはどのような顧客や市民との

対応がありますか？ 
□ 困難なことを要求する顧客／市民、例え

ば薬物依存、精神疾患、経済的困窮 
□ 危機を感じている顧客 
□ 怒り、満足していない顧客 
□ その他 
 
 すべての従業員にあてはまりますか、

それとも何人か／いくつかのグルー

プに限られますか？誰が、いつ、そし

てどのくらいの頻度で？ 
 
仕事の特性について 
□顧客・市民・依頼人といつもコンタクトが

ある 
□受付やデスクで言語的攻撃を受けること

が多い 
□顧客から（状況にそぐわない）ニーズや期

待がある（ジレンマ） 
□仕事に対する要求が異なる/反する（上司

と顧客で異なるなど） 
□予定された仕事と急な仕事とを同時にこ

なさないとならない 
□困難な仕事を行っているときや集中しな

くてはならない仕事のときに邪魔が多い 
□子供であることを考慮しなくてはならな

い仕事 
□その他 
 
 もし企業の抱える感情負担の問題が

大きいなら、何が原因と考えています

か？  
 
 
 
 

予防 
 依頼人、市民、顧客との対応が労働者にとって負担が大き

いものとならないように、どのような予防策をとっていま

すか？またその効果は？ 
 
 労働者は上司や同僚からどのようにサポートをうけていま

すか？ 
□ 目標、仕事内容、求められるサービスの質などについて期待する

ところが明確である 
□ 仕事の量と質の調和について述べた明確なガイドラインがある 
□ 課題がどのように、いつ、だれによって解決されるべきか、明確

なガイドラインがある 
□ どの課題にプライオリティがあるか、の明確なガイドラインがあ

る 
□ コンフリクトマネージメントに関する明確なガイドライン 
□ 明確で現実的な目標 
□ 難しい顧客／市民に関するシステマティックで定期的なモニタリ

ング 
□ 同僚やマネージャーからのフィードバックと評価 
□ 仕事の結果を評価する 
□ 外人客と仕事をするときに通訳の補助がある 
□ 顧客や市民に対する待ち時間やサービスのレベルについての明確

な情報 
 
 顧客との対応をサポートするツールや適切な部屋がありま

すか？ 
□ 静かなところで顧客／市民と話すことができる 
□ 音質の良い効果的な電話 
□ 対応しているときに必要な情報に容易にアクセスできる 
□ コールセンターや受付などにおける情報システムや効果的な伝達 
 
 労働者は、仕事の計画や優先順位付け、仕事のパフォーマ

ンスについてどの程度影響力をもっていますか？ 
□ 休憩 □どの働き方をするか 
□ 仕事の分配や順番 □だれと仕事をするか □その他 
 
 どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□ 意志決定の権限を委譲する 
□ 定期的なミーティング 
□ 仕事のパフォーマンスに関するマネージャーとの定期的なやりと

り  □その他 
 
 どのような種類の教育やトレーニングが労働者に提供され

ていますか？ 
□ 顧客や市民についての系統的な教育やトレーニング 
□ 新しい IT システム/ツールの使用や新しい法律やサービスの求め

に関するトレーニング □その他 
 
 他に顧客／市民／依頼人との対応において負担を減らすた

めに行っていることはありますか？ 
 

企業組織に生じている結果について 
□求められるサービスの質、レベルを保つのに問題があ

る    □目標の順守に問題がある 
□従業員やサービスについての顧客や市民から不満、対

立がある 
□部門や企業の評判が悪い 

□コミットメント、仕事の楽しさの欠如 
□顧客／市民に対する重量印からのネガティブな態度 
□労働者が同僚やマネージャーから孤立している 
□離職率が高いく新しい従業員をトレーニングする負担

が常にある   □その他 

 

  

資料８：����業��の危険因子：�����をチェックするためのガイダンスシート 
 
リスクファクターの有無について 
これらの質問は、依頼人、顧客、市民

との対応がある仕事にのみ適用 
 
 従業員は暴力やその脅威にさらさ

れていますか？ 
その企業の記録や事故（インシデン

ト）の報告について尋ねる 
 
暴力や脅威（過去一年間）の頻度 
 
それは誰から、何時、どこで、どのよ

うにしてであったか？ 
 
 どのような種類の暴力、脅威がおき

ていますか？ 
□暴行あるいはそれに類似した身体的暴力 
□強盗事件 
□身体的脅威（個人の身体的限界を超えた

暴行） 
□従業員がつばをかけられる 
□言語的侮辱 
□身体的脅威（個人の身体的限界を超えた

暴行） 
□差別的発言 
□電話や e-mail での脅迫 
□従業員個人やその子供、伴侶に対する脅

威 
□従業員個人の物に対する破壊行為 
□その他 
 
 暴力や脅威は従業員が 1人で働いて

いるときにおきていますか？ 
（だれから、いつ、どこで、どのよう

にして） 
 
仕事の特性について 
□個人的、社会的、経済的に問題のある人

に対する対応や支援を行う 
□お金を扱う（依頼人にお金を持っていく

など） 
□依頼人や市民との衝突を調整することが

多い 
□その他 
 
 
 
 
 

予防 
 暴力や脅威が出来るだけ少なくなるようにあらかじめ注意

していることは何ですか？またその効果は？ 
 
 暴力や脅威、心的外傷となるような出来事を予防したりそれ

にとりくむ計画はありますか？その計画の内容はどのよう

なものですか？ 
 
予防計画 
□暴力の定義。暴力的行為や侮辱を受けたときに従業員がどのように

行動すべきか、というガイドラインを含む 
□強盗の際にどのように行動すべきかの教育（お金を渡す、強盗を捕

らえようとしない、助けをよぶ、など） 
□コンフリクトマネージメント、コミュニケーション、精神面の最初

のケア（応急的処置）についての教育 
□暴力や脅威の危険がることが分かっているところで 1 人、あるいは

２人で働く場合のガイドラインがある 
□事故の際にだれがマネージするかについてのガイドラインがある

（だれが助けを呼ぶか、脅威となっている人に誰が対応するか、等） 
□暴力の危険に対して効果がある可能性がある事柄についての情報

（顧客や市民の特別な問題について） 
□暴力を減らすことに焦点があてられた仕事 
□ ストレスのかかっている市民／依頼者の待ち時間を短くする 
□適切な身体的距離（逃げ道、攻撃的な依頼者から逃げだすためのス

ペースがある） 
□落ち着きがあり優しい感じに作業場や待合スペースが飾られている 
□適切な技術的予防策（警報、ビデオ監視、お金に時間で鍵をかける） 
□系統的、定期的メンタリング活動 
□事故の登録のガイドライン 
 
事故が起きたときにすぐとられる行動 
□マネージャーの支援（だれに知らせ、誰が状況を掌握するか） 
□精神面の最初のケア（応急処置） 
□デブリーフィング（従業員の間で） 
 
フォローアップ 
□危機カウンセリングの専門家にアクセスできる 
□予防に焦点をあてた調査、分析 
□事故が警察や他の権威機関、保険会社へ報告される 
□マネージャーのサポート（従業員への電話、職場復帰を楽にする対

策） 
 
 労働者がその計画を知り、従うようにするためにどのように

していますか？ 
 
 他に暴力や脅威を予防するために何か行っていることはあ

りますか？ 
 
 
 

企業組織に生じている結果について 
□部署、企業内に警戒意識が強い 
□暴力／脅威／強盗は仕事で避けられないものだという

雰囲気がある（軽視している） 
□悪い評判（部署、企業） 

□コミットメントの喪失、依頼人に対応しようというモ

チベーションの低下 
□１人で働くことへの不安 
□その他

− 372− − 373−



 

  

資料７：����業職�の危険因子：����をチェックするためのガイダンスシート 

（依頼人、顧客、市民への対応がある職種） 
 
リスクファクターの有無について 
依頼人、顧客、市民との対応がある仕事

では以下のような特別な負担があるこ

とが特徴的である 
 自身の感情に対処したり、それを隠す 
 微笑み、共感的振る舞いなどの特別な

行動 
 他の人の感情を扱う 
 （衝突を避けるために）先回りして考

える 
 市民の個別な知識 
 
 あなたはどのような顧客や市民との

対応がありますか？ 
□ 困難なことを要求する顧客／市民、例え

ば薬物依存、精神疾患、経済的困窮 
□ 危機を感じている顧客 
□ 怒り、満足していない顧客 
□ その他 
 
 すべての従業員にあてはまりますか、

それとも何人か／いくつかのグルー

プに限られますか？誰が、いつ、そし

てどのくらいの頻度で？ 
 
仕事の特性について 
□顧客・市民・依頼人といつもコンタクトが

ある 
□受付やデスクで言語的攻撃を受けること

が多い 
□顧客から（状況にそぐわない）ニーズや期

待がある（ジレンマ） 
□仕事に対する要求が異なる/反する（上司

と顧客で異なるなど） 
□予定された仕事と急な仕事とを同時にこ

なさないとならない 
□困難な仕事を行っているときや集中しな

くてはならない仕事のときに邪魔が多い 
□子供であることを考慮しなくてはならな

い仕事 
□その他 
 
 もし企業の抱える感情負担の問題が

大きいなら、何が原因と考えています

か？  
 
 
 
 

予防 
 依頼人、市民、顧客との対応が労働者にとって負担が大き

いものとならないように、どのような予防策をとっていま

すか？またその効果は？ 
 
 労働者は上司や同僚からどのようにサポートをうけていま

すか？ 
□ 目標、仕事内容、求められるサービスの質などについて期待する

ところが明確である 
□ 仕事の量と質の調和について述べた明確なガイドラインがある 
□ 課題がどのように、いつ、だれによって解決されるべきか、明確

なガイドラインがある 
□ どの課題にプライオリティがあるか、の明確なガイドラインがあ

る 
□ コンフリクトマネージメントに関する明確なガイドライン 
□ 明確で現実的な目標 
□ 難しい顧客／市民に関するシステマティックで定期的なモニタリ

ング 
□ 同僚やマネージャーからのフィードバックと評価 
□ 仕事の結果を評価する 
□ 外人客と仕事をするときに通訳の補助がある 
□ 顧客や市民に対する待ち時間やサービスのレベルについての明確

な情報 
 
 顧客との対応をサポートするツールや適切な部屋がありま

すか？ 
□ 静かなところで顧客／市民と話すことができる 
□ 音質の良い効果的な電話 
□ 対応しているときに必要な情報に容易にアクセスできる 
□ コールセンターや受付などにおける情報システムや効果的な伝達 
 
 労働者は、仕事の計画や優先順位付け、仕事のパフォーマ

ンスについてどの程度影響力をもっていますか？ 
□ 休憩 □どの働き方をするか 
□ 仕事の分配や順番 □だれと仕事をするか □その他 
 
 どのような方法で影響を及ぼすことが可能ですか？ 
□ 意志決定の権限を委譲する 
□ 定期的なミーティング 
□ 仕事のパフォーマンスに関するマネージャーとの定期的なやりと

り  □その他 
 
 どのような種類の教育やトレーニングが労働者に提供され

ていますか？ 
□ 顧客や市民についての系統的な教育やトレーニング 
□ 新しい IT システム/ツールの使用や新しい法律やサービスの求め

に関するトレーニング □その他 
 
 他に顧客／市民／依頼人との対応において負担を減らすた

めに行っていることはありますか？ 
 

企業組織に生じている結果について 
□求められるサービスの質、レベルを保つのに問題があ

る    □目標の順守に問題がある 
□従業員やサービスについての顧客や市民から不満、対

立がある 
□部門や企業の評判が悪い 

□コミットメント、仕事の楽しさの欠如 
□顧客／市民に対する重量印からのネガティブな態度 
□労働者が同僚やマネージャーから孤立している 
□離職率が高いく新しい従業員をトレーニングする負担

が常にある   □その他 

 

  

資料８：����業��の危険因子：�����をチェックするためのガイダンスシート 
 
リスクファクターの有無について 
これらの質問は、依頼人、顧客、市民

との対応がある仕事にのみ適用 
 
 従業員は暴力やその脅威にさらさ

れていますか？ 
その企業の記録や事故（インシデン

ト）の報告について尋ねる 
 
暴力や脅威（過去一年間）の頻度 
 
それは誰から、何時、どこで、どのよ

うにしてであったか？ 
 
 どのような種類の暴力、脅威がおき

ていますか？ 
□暴行あるいはそれに類似した身体的暴力 
□強盗事件 
□身体的脅威（個人の身体的限界を超えた

暴行） 
□従業員がつばをかけられる 
□言語的侮辱 
□身体的脅威（個人の身体的限界を超えた

暴行） 
□差別的発言 
□電話や e-mail での脅迫 
□従業員個人やその子供、伴侶に対する脅

威 
□従業員個人の物に対する破壊行為 
□その他 
 
 暴力や脅威は従業員が 1人で働いて

いるときにおきていますか？ 
（だれから、いつ、どこで、どのよう

にして） 
 
仕事の特性について 
□個人的、社会的、経済的に問題のある人

に対する対応や支援を行う 
□お金を扱う（依頼人にお金を持っていく

など） 
□依頼人や市民との衝突を調整することが

多い 
□その他 
 
 
 
 
 

予防 
 暴力や脅威が出来るだけ少なくなるようにあらかじめ注意

していることは何ですか？またその効果は？ 
 
 暴力や脅威、心的外傷となるような出来事を予防したりそれ

にとりくむ計画はありますか？その計画の内容はどのよう

なものですか？ 
 
予防計画 
□暴力の定義。暴力的行為や侮辱を受けたときに従業員がどのように

行動すべきか、というガイドラインを含む 
□強盗の際にどのように行動すべきかの教育（お金を渡す、強盗を捕

らえようとしない、助けをよぶ、など） 
□コンフリクトマネージメント、コミュニケーション、精神面の最初

のケア（応急的処置）についての教育 
□暴力や脅威の危険がることが分かっているところで 1 人、あるいは

２人で働く場合のガイドラインがある 
□事故の際にだれがマネージするかについてのガイドラインがある

（だれが助けを呼ぶか、脅威となっている人に誰が対応するか、等） 
□暴力の危険に対して効果がある可能性がある事柄についての情報

（顧客や市民の特別な問題について） 
□暴力を減らすことに焦点があてられた仕事 
□ ストレスのかかっている市民／依頼者の待ち時間を短くする 
□適切な身体的距離（逃げ道、攻撃的な依頼者から逃げだすためのス

ペースがある） 
□落ち着きがあり優しい感じに作業場や待合スペースが飾られている 
□適切な技術的予防策（警報、ビデオ監視、お金に時間で鍵をかける） 
□系統的、定期的メンタリング活動 
□事故の登録のガイドライン 
 
事故が起きたときにすぐとられる行動 
□マネージャーの支援（だれに知らせ、誰が状況を掌握するか） 
□精神面の最初のケア（応急処置） 
□デブリーフィング（従業員の間で） 
 
フォローアップ 
□危機カウンセリングの専門家にアクセスできる 
□予防に焦点をあてた調査、分析 
□事故が警察や他の権威機関、保険会社へ報告される 
□マネージャーのサポート（従業員への電話、職場復帰を楽にする対

策） 
 
 労働者がその計画を知り、従うようにするためにどのように

していますか？ 
 
 他に暴力や脅威を予防するために何か行っていることはあ

りますか？ 
 
 
 

企業組織に生じている結果について 
□部署、企業内に警戒意識が強い 
□暴力／脅威／強盗は仕事で避けられないものだという

雰囲気がある（軽視している） 
□悪い評判（部署、企業） 

□コミットメントの喪失、依頼人に対応しようというモ

チベーションの低下 
□１人で働くことへの不安 
□その他

− 372− − 373−



 

  

資料９：����業��の危険因子：いじめ��クシ����ス�ントをチェックするた

めのガイダンスシート 

（いじめに対する対策についての��がある��に�り、��な質問を行うこと） 
 
リスクファクターの有無について 
“いじめ”の定義： 
 個人あるいは複数人によって、個人／グ

ループが、繰り返し何度も何度も、あるい

は幾度かひどく、ネガティブな振る舞いに

あっていて、 

 その人／グループがその振る舞いに心を痛

めたり屈辱を感じていて、 

 その人／グループが自分自身やグループを

守るのに困難な状況にある 

“セクシャルハラスメント”の定義 
 労働者（彼あるいは彼女）の意思に反して、

一人あるいは複数人が、相手が望まないの

にしつこく言い寄ったり、性的行為を要求

すること。およびその他の性的な性質を含

む言語的あるいは身体的振る舞い。 

 

 従業員が不快ないじめやセクシャルハラスメ

ントを受けているかどうか。 

 どのような種類のことが起こっているか 

 

いじめ： 

□ 傷つけるような発言、冷やかし、陰での中傷 

□ 社会的あるいは専門的グループ（仲間や仕事に関

連したグループ）からの排斥 

□ 被害者が接触してきたときに敵意を示すあるいは

無視する 

□ 不公平／非実際的な職務の解任 

□ 不公平／非実際的に仕事・作業成果の評価を下げ

ること 

□ 年齢、性、宗教、国籍あるいは性的嗜好を理由に

した格下げ 

□ 身体的脅威あるいは強姦 

□ その他の事件 

セクシャルハラスメント： 

□ 不本意に触られる 

□ 望まない性的行為を求められる 

□ 望まない卑猥なジョークあるいは性的事柄に関す

る質問 

□ その他の事件 

 

それらが起きはじめてからどのくらい経ってい

ますか？ 

だれか関係していますか？ 

その理由は何だと思いますか？ 

 

予防 
いじめやセクシャルハラスメントのエピソードを

どのように扱っていますか？  

□ 事故をなくすための行動（管理面に焦点を当てる、対

立･争いが生じた時のマネージメント、制裁措置をとる） 

□ カウンセリングや和解・調停の利用 

□ 従業員に危機時のカウンセリングを提供する 

 

いじめやセクシャルハラスメントが発生しないよ

うにどのようにしていますか？  

□ 企業がいじめやセクシャルハラスメントを防止すると

いうポリシーを持っている 

 

ポリシーの中には以下のものが含まれる；例として 

□ いじめ、セクシャルハラスメントの定義 

□ いじめ、セクシャルハラスメントを起こさないように

するための対立･争いがどのように扱われるかについての

ガイドライン 

□ いじめやセクシャルハラスメントが容認されないとい

う明確な姿勢 

□ 許されない行為に関する記述がある 

□ 和解・調停に関するガイドライン 

□ いじめやセクシャルハラスメントに気がついたときに

それを止めさせる責務があるというマネージャーに対す

るガイドライン 

□ いじめやセクシャルハラスメントを目撃したときには

それに反応し対処するという義務があるという同僚に対

するガイドライン 

□ 特別なエピソードに対する取り扱いのガイドライン

（誰に頼るか、誰が何に対して責任があるのか、など） 

□その他 

 

従業員がポリシーを知りそれに従うことをどのよ

うに確認していますか？ 

 

その他の防止対策 

□ 好ましい振る舞いに関する対話 

□ いじめやセクシャルハラスメントおよび対立・争いを

どのように取り扱うか、についてのマネージャーや安全代

表者に対する説明やトレーニング 

□ その他 

 
 
 
 
 

企業組織に生じている結果について 
□従業員が一緒に働くことに困難がある／小集団に分断

されている 
□ ある特定の労働者やグループが自分たちの考えを聴

いてもらうのに困難がある 
□ 部署内の雰囲気が悪い 

□ 悪い評判（いじめがある部署だと企業内で知れてい

る） 
□ いじめ・セクシャルハラスメントによる長期疾病休業 
□ その他

 

  

平成 21-23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

（H21-労働-一般-001） 

研究協力報告書 

 

��の動向（２） 

デンマークにおけるメンタルヘルス対策：���デート 

 

研究協力者 小田切優子 東京医科大学公衆衛生学講座・講師 

 
：デンマークにおけるメンタルヘルス対策の現状を把握することを目的に、デンマーク労働

環境監督署が行っている事業に関する報告書等より情報を収集し検討した。事業場に対する査察に心理

社会的労働環境を含めることが決定されて以降、労働環境監督署では、査察官の知識と査察技術の向上、

心理社会的労働環境の問題点を適切に把握するためのガイダンスツールの開発等を行ってきている。心

理社会的労働環境についての査察は、企業から概してポジティブに受け入れられているが、査察の時間

が限られているために、査察官が職場の全体像を的確に把握しきれていない可能性があるという指摘も

あった。また、ガイダンスツールは 24 業種ごとに分かれ、１）仕事の量的負担・速度負担、２）感情

負担、３）暴力やその脅威、４）トラウマとなるような出来事、５）いじめ・ハラスメント、６）夜勤

交替制勤務を主要な危険因子として扱っているが、疾病休業との関連が強いことが指摘されている裁量

度については一つの危険因子として独立しておらず、問題の把握が十分に出来ていない可能性も指摘さ

れ、ガイダンスツールの継続的な改善と査察官の査察技術の更なる向上が求められている。また査察に

対する人的資源の投入がさらに望まれる一方で、小規模事業場が多いデンマークでは、今以上の対応は

困難という意見もある。公的機関の強制力を伴ったメンタルヘルス対策の導入を日本で検討する場合に

も同様の問題が顕在化すると考えられ、検討の必要があると思われる。 

 
Ａ．デンマークのメンタルヘルス対策および

本報告の概略 
本研究班の昨年度報告書において、デンマ

ークにおけるメンタルヘルス対策の概略につ

いて報告書した。その特徴は、①政府が立ち

上げた 2005 ～2010 年の労働環境に関する

新戦略の中で、心理社会的な労働環境要因を

優先課題の一つと位置づけ、心理社会的労働

環境の問題による疾病休業を 10％減らすと

いう数値目標を示したこと、②①に掲げた目

標を達成するために、デンマークのすべての

企業に対して心理社会的労働環境の査察を行

うことが義務付けられ、その査察を国の機関

であるデンマーク労働環境監督署が担って活

動していることである。2010 年は戦略の評価

年にあたり、対策の効果が期待されていると

ころである。この評価報告に関する情報は現

時点で入手できなかったため、本年度報告書

では、2010 年秋に発表されたデンマーク労働

環境監督署（DWEA）の活動に対する評価報

告書１）および同監督署の活動に関する学術誌

掲載論文 2）を参考に情報を収集し、査察の活

動状況およびその評価を中心に報告すること

とした。情報の源となった報告書 1）は、デン

マーク国内の某大手労働組合がデンマーク

Roskilde University の Centre for Working 
Environment & Working Life に依頼して、

労働環境監督署の業務評価を行ったものであ

る。報告者らの許可を得て、労働環境監督署

が行っている査察のうち特に心理社会的労働
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資料９：����業��の危険因子：いじめ��クシ����ス�ントをチェックするた

めのガイダンスシート 

（いじめに対する対策についての��がある��に�り、��な質問を行うこと） 
 
リスクファクターの有無について 
“いじめ”の定義： 
 個人あるいは複数人によって、個人／グ

ループが、繰り返し何度も何度も、あるい

は幾度かひどく、ネガティブな振る舞いに

あっていて、 

 その人／グループがその振る舞いに心を痛

めたり屈辱を感じていて、 

 その人／グループが自分自身やグループを

守るのに困難な状況にある 

“セクシャルハラスメント”の定義 
 労働者（彼あるいは彼女）の意思に反して、

一人あるいは複数人が、相手が望まないの

にしつこく言い寄ったり、性的行為を要求

すること。およびその他の性的な性質を含

む言語的あるいは身体的振る舞い。 

 

 従業員が不快ないじめやセクシャルハラスメ

ントを受けているかどうか。 

 どのような種類のことが起こっているか 

 

いじめ： 

□ 傷つけるような発言、冷やかし、陰での中傷 

□ 社会的あるいは専門的グループ（仲間や仕事に関

連したグループ）からの排斥 

□ 被害者が接触してきたときに敵意を示すあるいは

無視する 

□ 不公平／非実際的な職務の解任 

□ 不公平／非実際的に仕事・作業成果の評価を下げ

ること 

□ 年齢、性、宗教、国籍あるいは性的嗜好を理由に

した格下げ 

□ 身体的脅威あるいは強姦 

□ その他の事件 

セクシャルハラスメント： 

□ 不本意に触られる 

□ 望まない性的行為を求められる 

□ 望まない卑猥なジョークあるいは性的事柄に関す

る質問 

□ その他の事件 

 

それらが起きはじめてからどのくらい経ってい

ますか？ 

だれか関係していますか？ 

その理由は何だと思いますか？ 

 

予防 
いじめやセクシャルハラスメントのエピソードを

どのように扱っていますか？  

□ 事故をなくすための行動（管理面に焦点を当てる、対

立･争いが生じた時のマネージメント、制裁措置をとる） 

□ カウンセリングや和解・調停の利用 

□ 従業員に危機時のカウンセリングを提供する 

 

いじめやセクシャルハラスメントが発生しないよ

うにどのようにしていますか？  

□ 企業がいじめやセクシャルハラスメントを防止すると

いうポリシーを持っている 

 

ポリシーの中には以下のものが含まれる；例として 

□ いじめ、セクシャルハラスメントの定義 

□ いじめ、セクシャルハラスメントを起こさないように

するための対立･争いがどのように扱われるかについての

ガイドライン 

□ いじめやセクシャルハラスメントが容認されないとい

う明確な姿勢 

□ 許されない行為に関する記述がある 

□ 和解・調停に関するガイドライン 

□ いじめやセクシャルハラスメントに気がついたときに

それを止めさせる責務があるというマネージャーに対す

るガイドライン 

□ いじめやセクシャルハラスメントを目撃したときには

それに反応し対処するという義務があるという同僚に対

するガイドライン 

□ 特別なエピソードに対する取り扱いのガイドライン

（誰に頼るか、誰が何に対して責任があるのか、など） 

□その他 

 

従業員がポリシーを知りそれに従うことをどのよ

うに確認していますか？ 

 

その他の防止対策 

□ 好ましい振る舞いに関する対話 

□ いじめやセクシャルハラスメントおよび対立・争いを

どのように取り扱うか、についてのマネージャーや安全代

表者に対する説明やトレーニング 

□ その他 

 
 
 
 
 

企業組織に生じている結果について 
□従業員が一緒に働くことに困難がある／小集団に分断

されている 
□ ある特定の労働者やグループが自分たちの考えを聴

いてもらうのに困難がある 
□ 部署内の雰囲気が悪い 

□ 悪い評判（いじめがある部署だと企業内で知れてい

る） 
□ いじめ・セクシャルハラスメントによる長期疾病休業 
□ その他
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「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 
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研究協力報告書 

 

��の動向（２） 

デンマークにおけるメンタルヘルス対策：���デート 

 

研究協力者 小田切優子 東京医科大学公衆衛生学講座・講師 

 
：デンマークにおけるメンタルヘルス対策の現状を把握することを目的に、デンマーク労働

環境監督署が行っている事業に関する報告書等より情報を収集し検討した。事業場に対する査察に心理

社会的労働環境を含めることが決定されて以降、労働環境監督署では、査察官の知識と査察技術の向上、

心理社会的労働環境の問題点を適切に把握するためのガイダンスツールの開発等を行ってきている。心

理社会的労働環境についての査察は、企業から概してポジティブに受け入れられているが、査察の時間

が限られているために、査察官が職場の全体像を的確に把握しきれていない可能性があるという指摘も

あった。また、ガイダンスツールは 24 業種ごとに分かれ、１）仕事の量的負担・速度負担、２）感情

負担、３）暴力やその脅威、４）トラウマとなるような出来事、５）いじめ・ハラスメント、６）夜勤

交替制勤務を主要な危険因子として扱っているが、疾病休業との関連が強いことが指摘されている裁量

度については一つの危険因子として独立しておらず、問題の把握が十分に出来ていない可能性も指摘さ

れ、ガイダンスツールの継続的な改善と査察官の査察技術の更なる向上が求められている。また査察に

対する人的資源の投入がさらに望まれる一方で、小規模事業場が多いデンマークでは、今以上の対応は

困難という意見もある。公的機関の強制力を伴ったメンタルヘルス対策の導入を日本で検討する場合に

も同様の問題が顕在化すると考えられ、検討の必要があると思われる。 

 
Ａ．デンマークのメンタルヘルス対策および

本報告の概略 
本研究班の昨年度報告書において、デンマ

ークにおけるメンタルヘルス対策の概略につ

いて報告書した。その特徴は、①政府が立ち

上げた 2005 ～2010 年の労働環境に関する

新戦略の中で、心理社会的な労働環境要因を

優先課題の一つと位置づけ、心理社会的労働

環境の問題による疾病休業を 10％減らすと

いう数値目標を示したこと、②①に掲げた目

標を達成するために、デンマークのすべての

企業に対して心理社会的労働環境の査察を行

うことが義務付けられ、その査察を国の機関

であるデンマーク労働環境監督署が担って活

動していることである。2010 年は戦略の評価

年にあたり、対策の効果が期待されていると

ころである。この評価報告に関する情報は現

時点で入手できなかったため、本年度報告書

では、2010 年秋に発表されたデンマーク労働

環境監督署（DWEA）の活動に対する評価報

告書１）および同監督署の活動に関する学術誌

掲載論文 2）を参考に情報を収集し、査察の活

動状況およびその評価を中心に報告すること

とした。情報の源となった報告書 1）は、デン

マーク国内の某大手労働組合がデンマーク

Roskilde University の Centre for Working 
Environment & Working Life に依頼して、

労働環境監督署の業務評価を行ったものであ

る。報告者らの許可を得て、労働環境監督署

が行っている査察のうち特に心理社会的労働
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環境に関する査察に対する評価に関する部分

を中心に情報収集することとした。 
Ｂ．対象と方法 
デンマークでは、労働環境（職場環境）を

管理することの重要性が認識されるようにな

り、安全で働きやすい職場環境を作ろうとい

う Work Reform 2004 と称するプロジェクト

のもと、労働環境（職場）の査察が行われて

きている。2007 年からは特に心理社会的労働

環境に重点をおいた査察がデンマーク労働環

境監督署（DWEA）のアジェンダとして行わ

れていることから、特にその点に着目して報

告書が作成されることとなった。報告書作成

にあたり、外部機関や DWEA の査察官から

情報を収集したほか、報告書作成者が査察に

同行し観察することによって質的情報も入手

して報告書が作成された。また黄色あるいは

赤のスマイリーを受け取った 6 事業所の約

200 名を対象とした調査の結果も用いられた。

さらに、事業場の管理監督者や安全衛生コン

サルタントとのインタビューから得られた質

的データも含まれている。 
Ｃ．結果 
１．心理社会的労働環境の査察の実際 
 心理社会的な労働環境の多くは目にみえる

ものではないため、査察官が事業場を訪問し

て短い時間（スクリーニング査察は通常約 2
時間）で的確に把握できているのかどうか、

が問題とされる。 
≪事業場による自社のメンタルヘルスの自己

評価≫ ある調査報告によると、驚くべきこ

とに、企業は自社のメンタルヘルスの状況に

満足していて、実に回答企業の 96.3％が自社

のメンタルヘルスの状況を“非常に良好”あ

るいは“良好”と回答しているという。この

傾向は大企業よりも小規模企業で、またこの

傾向は従業員よりも管理監督者でわずかであ

るがより強い。一方、「DWEA の査察訪問の

後の関連活動に対してどの程度満足しるか」

という質問に対しては“大変満足”“ある程度

満足”が 49.7％、“やや不満”が 5.2％、“ま

ったく不満”が 39.8％となっている。このこ

とは、自社のメンタルヘルスに対する評価は、

何を評価に含めるかによって大きく異なるこ

とを示している。つまり、査察後に改善すべ

き問題点の存在に気づき、メンタルヘルスに

対する自己評価が低くなることもありうる、

ということである。従ってこのことからだけ

でも、外部の人間（DWEA）が事業場を訪れ、

労働環境に関して査察をする意義はあるとい

えるであろう。 
≪業種別ガイダンスツール≫ 
心理社会的労働環境を査察することは査察

官にとって大きな課題であることは間違いな

い。DWEA の専門部門が関与して作成したガ

イダンスツールは、査察に多いに役立ってい

る。2006 年以前の査察では、メンタルヘルス

は包括的な査察の一部としておこなわれてお

り、メンタルヘルスの問題を生じる様々なリ

スクまで細分化して把握していなかった。そ

れが 24 の業種別のツールが作成され、１）量

的負担・速度負担、２）感情負担、３）暴力

やその脅威（注：暴力とは必ずしも身体的な

ものばかりでなく、社内ではなく社外からう

ける様々なクレーム等を含めたものとして扱

われている。例えば顧客、取引会社等からの

ものである。）、４）トラウマとなるような出

来事、５）いじめ・ハラスメント、６）夜勤

交替制勤務が危険因子として挙げられている。

業種別のガイダンスシートでは、これら 6 つ

の危険因子が業種に適した形で入れ込まれて

おり、また業種に特化した他の質問項目も含

まれている。 
 査察官は、ガイダンスツールの使用につい

 

  

てポジティブで、ガイダンスツールは扱いや

すく、質問項目が具体的で、査察訪問してい

る業種の業務内容に合致しており、それと同

時に関連する有用な知識も得ることができる

としている。ガイダンスツールの使用の方法

としては、単に査察時の事業場担当者とのや

り取りに活用するばかりでなく、新しい分野

の査察を始める前の準備に、実際の査察前に、

事業場で労働者とのグループインタビューを

する際に、査察後の評価に、そして査察官が

改善命令報告書を作成する際にも活用されて

いる。 
一方、事業場を対象に行ったインタビュー

からは、事業場側は査察員が 6 つの危険因子

について質問したことをはっきりと認識して

おらず、何をどのように質問されたのかまで

は記憶していないし、尋ねられた事柄の領域

はぼんやりと覚えているものの、逆に査察官

からもっと適切なアイディア等をもらいたか

ったという意見も聞かれている。このような

発言から推察されることは、もしかすると査

察時に把握されるべき重要な問題点が指摘さ

れていない可能性もあるということである。

「査察官が労働者の時間拘束が長いことを指

摘したのでその点に集中的に回答しなければ

ならなかったが、彼らがすべてを正しく把握

しているという確信はない。その問題は組織

全体に関連することだ。」という赤のスマイリ

ーを付与された事業場の担当者の発言からも、

査察に必ずしも十分ではない点があることを

垣間見ることができる。しかしながら、査察

にかける時間、人的資源が有限であるという

点を考慮すれば、ツール類の使いやすさとそ

の有用性は特筆に価する。 
≪メンタルヘルスに関する問題の裁定通知≫ 
 査察の結果、メンタルヘルスに関する（改

善の必要性の）裁定は、危険因子の領域別に

なされる。査察によって問題点が指摘された

場合、DWEA は即刻改善が必要な場合に行う

短期間での改善のためのガイダンスと、それ

よりは長い期間での改善を目的としたプロセ

スガイダンスの両方を提供している。また、

管理監督者がアクションプランやアクション

実行のためのタイムテーブルを作成するため

の 3 時間のミーティングの機会も提供されて

いる。また、セクシャルハラスメントやいじ

めなど人間関係に問題、衝突があることが疑

われ解決が難しそうな場合には、資格をもっ

た専門家の相談を要する、という命令がでる

こともある。 
査察の結果、問題点が指摘される件数は暴

力やトラウマとなるような出来事が多い。ま

た感情負担などは 2006 年以降に指摘される

ようになった危険因子であるが、これは査察

時に心理社会的職場環境についてより細微に

わたり情報収集できるようになった結果、問

題点が明らかにされるようになってきたこと

を示している。 
≪メンタルヘルスの様々な側面の重要性≫ 
心理社会的労働環境の重要性を検討するう

えで重要な資料が、労働災害委員会から発表

されている心理社会的労働環境関連の疾病件

数報告である。件数としては多くはないが増

加していることは明らかである（図）。職場の

人間関係と量的負担が報告の主な事由であり、

トラウマとなるような経験は 3 番目であった

という点が興味深い。事由によってはその増

加率にも違いがある。DWEA が査察によって

問題があったと指摘した危険因子の最も多か

ったのが暴力であった事とは異なっている。

疾病件数の報告では量的負担が職場の人間関

係を上回り、ストレス負担が大きく増加して

いる傾向が見て取れる。一方、2005 年後半に

実施された全国コホートを対象とした大規模
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環境に関する査察に対する評価に関する部分

を中心に情報収集することとした。 
Ｂ．対象と方法 
デンマークでは、労働環境（職場環境）を

管理することの重要性が認識されるようにな

り、安全で働きやすい職場環境を作ろうとい

う Work Reform 2004 と称するプロジェクト

のもと、労働環境（職場）の査察が行われて

きている。2007 年からは特に心理社会的労働

環境に重点をおいた査察がデンマーク労働環

境監督署（DWEA）のアジェンダとして行わ

れていることから、特にその点に着目して報

告書が作成されることとなった。報告書作成

にあたり、外部機関や DWEA の査察官から

情報を収集したほか、報告書作成者が査察に

同行し観察することによって質的情報も入手

して報告書が作成された。また黄色あるいは

赤のスマイリーを受け取った 6 事業所の約

200 名を対象とした調査の結果も用いられた。

さらに、事業場の管理監督者や安全衛生コン

サルタントとのインタビューから得られた質

的データも含まれている。 
Ｃ．結果 
１．心理社会的労働環境の査察の実際 
 心理社会的な労働環境の多くは目にみえる

ものではないため、査察官が事業場を訪問し

て短い時間（スクリーニング査察は通常約 2
時間）で的確に把握できているのかどうか、

が問題とされる。 
≪事業場による自社のメンタルヘルスの自己

評価≫ ある調査報告によると、驚くべきこ

とに、企業は自社のメンタルヘルスの状況に

満足していて、実に回答企業の 96.3％が自社

のメンタルヘルスの状況を“非常に良好”あ

るいは“良好”と回答しているという。この

傾向は大企業よりも小規模企業で、またこの

傾向は従業員よりも管理監督者でわずかであ

るがより強い。一方、「DWEA の査察訪問の

後の関連活動に対してどの程度満足しるか」

という質問に対しては“大変満足”“ある程度

満足”が 49.7％、“やや不満”が 5.2％、“ま

ったく不満”が 39.8％となっている。このこ

とは、自社のメンタルヘルスに対する評価は、

何を評価に含めるかによって大きく異なるこ

とを示している。つまり、査察後に改善すべ

き問題点の存在に気づき、メンタルヘルスに

対する自己評価が低くなることもありうる、

ということである。従ってこのことからだけ

でも、外部の人間（DWEA）が事業場を訪れ、

労働環境に関して査察をする意義はあるとい

えるであろう。 
≪業種別ガイダンスツール≫ 
心理社会的労働環境を査察することは査察

官にとって大きな課題であることは間違いな

い。DWEA の専門部門が関与して作成したガ

イダンスツールは、査察に多いに役立ってい

る。2006 年以前の査察では、メンタルヘルス

は包括的な査察の一部としておこなわれてお

り、メンタルヘルスの問題を生じる様々なリ

スクまで細分化して把握していなかった。そ

れが 24 の業種別のツールが作成され、１）量

的負担・速度負担、２）感情負担、３）暴力

やその脅威（注：暴力とは必ずしも身体的な

ものばかりでなく、社内ではなく社外からう

ける様々なクレーム等を含めたものとして扱

われている。例えば顧客、取引会社等からの

ものである。）、４）トラウマとなるような出

来事、５）いじめ・ハラスメント、６）夜勤

交替制勤務が危険因子として挙げられている。

業種別のガイダンスシートでは、これら 6 つ

の危険因子が業種に適した形で入れ込まれて

おり、また業種に特化した他の質問項目も含

まれている。 
 査察官は、ガイダンスツールの使用につい

 

  

てポジティブで、ガイダンスツールは扱いや

すく、質問項目が具体的で、査察訪問してい

る業種の業務内容に合致しており、それと同

時に関連する有用な知識も得ることができる

としている。ガイダンスツールの使用の方法

としては、単に査察時の事業場担当者とのや

り取りに活用するばかりでなく、新しい分野

の査察を始める前の準備に、実際の査察前に、

事業場で労働者とのグループインタビューを

する際に、査察後の評価に、そして査察官が

改善命令報告書を作成する際にも活用されて

いる。 
一方、事業場を対象に行ったインタビュー

からは、事業場側は査察員が 6 つの危険因子

について質問したことをはっきりと認識して

おらず、何をどのように質問されたのかまで

は記憶していないし、尋ねられた事柄の領域

はぼんやりと覚えているものの、逆に査察官

からもっと適切なアイディア等をもらいたか

ったという意見も聞かれている。このような

発言から推察されることは、もしかすると査

察時に把握されるべき重要な問題点が指摘さ

れていない可能性もあるということである。

「査察官が労働者の時間拘束が長いことを指

摘したのでその点に集中的に回答しなければ

ならなかったが、彼らがすべてを正しく把握

しているという確信はない。その問題は組織

全体に関連することだ。」という赤のスマイリ

ーを付与された事業場の担当者の発言からも、

査察に必ずしも十分ではない点があることを

垣間見ることができる。しかしながら、査察

にかける時間、人的資源が有限であるという

点を考慮すれば、ツール類の使いやすさとそ

の有用性は特筆に価する。 
≪メンタルヘルスに関する問題の裁定通知≫ 
 査察の結果、メンタルヘルスに関する（改

善の必要性の）裁定は、危険因子の領域別に

なされる。査察によって問題点が指摘された

場合、DWEA は即刻改善が必要な場合に行う

短期間での改善のためのガイダンスと、それ

よりは長い期間での改善を目的としたプロセ

スガイダンスの両方を提供している。また、

管理監督者がアクションプランやアクション

実行のためのタイムテーブルを作成するため

の 3 時間のミーティングの機会も提供されて

いる。また、セクシャルハラスメントやいじ

めなど人間関係に問題、衝突があることが疑

われ解決が難しそうな場合には、資格をもっ

た専門家の相談を要する、という命令がでる

こともある。 
査察の結果、問題点が指摘される件数は暴

力やトラウマとなるような出来事が多い。ま

た感情負担などは 2006 年以降に指摘される

ようになった危険因子であるが、これは査察

時に心理社会的職場環境についてより細微に

わたり情報収集できるようになった結果、問

題点が明らかにされるようになってきたこと

を示している。 
≪メンタルヘルスの様々な側面の重要性≫ 
心理社会的労働環境の重要性を検討するう

えで重要な資料が、労働災害委員会から発表

されている心理社会的労働環境関連の疾病件

数報告である。件数としては多くはないが増

加していることは明らかである（図）。職場の

人間関係と量的負担が報告の主な事由であり、

トラウマとなるような経験は 3 番目であった

という点が興味深い。事由によってはその増

加率にも違いがある。DWEA が査察によって

問題があったと指摘した危険因子の最も多か

ったのが暴力であった事とは異なっている。

疾病件数の報告では量的負担が職場の人間関

係を上回り、ストレス負担が大きく増加して

いる傾向が見て取れる。一方、2005 年後半に

実施された全国コホートを対象とした大規模

− 376− − 377−



 

  

≪DWEA が行っているアドバイス、ガイダ

ンスについて≫ 
事業場の側は、他の同様の業務を行って

いる事業場の事例を参考に査察官が解決策

を伝授してくれるように考えていることが

多いのだが、査察官は短期の救済的な解決

策をアドバイスすることはあっても、長期

的な問題解決の方法についてはアドバイス

せず、指摘された個々の問題点について自

分たちで根本的解決をどのように行うか、

を提示させるようにしている。問題点が指

摘された後に行われるプロセスガイダンス

については、2008 年はメンタルヘルスにつ

いて改善命令をうけた 933 事業場のうち約

三分の一がこれを受けたが、このプロセス

ガイダンスとは、アクションプランや実行

に移すためのタイムテーブルを展開させる

のにどのような方法やプロセスをとること

が可能か検討してもらい、また事業場がそ

れに着手するための支援を行うことが目的

である。またこのガイダンスにおいては、

PRIMA-EF で掲げられているような改善

のための介入の成功条件、すなわち、改善

方策のプロセスに労働者や管理監督者をど

のようにして巻き込むか、誰が何を行うの

か、その内容と責任の所在を明確にしたり、

タイムフレームをどのように構成するか等

について、事業場の担当者が DWEA のスタ

ッフと議論を重ねることによって修得する

ことが可能となるという 2）。しかしながら、

このようなプロセスガイダンスも、実際の

事業場において改善に着手するステップを

支援しているわけではないので、改善策が

絵に描いた餅とならないように、何らかの

追加的支援を検討していくことも場合によ

っては必要と思われる。 

≪アクションプランを書面で作成すること

の成果≫ 
アクションプランとタイムテーブルを作

成して承認を得ること自体は比較的容易と

もいえるが、真に職場環境の改善に効果を

もたらすようなプランをどのようにしたら

作成できるのか、は大きな課題である。企

業において文書でアクションプランを作成

することは、目に見えて顕著な役割を有し

ている。心理社会的労働環境に配慮した社

内ガイドラインやプランの作成、あるいは

心理社会的労働環境の重要性を社のポリシ

ーとして掲げるなど、予防的方策をシステ

マティックに行うことが、アクションプラ

ンとタイムテーブルを作成、申告、承認を

得る過程で成果として現れる。ごく少数だ

が、とても薄いアクションプランとずさん

なタイムテーブルを申告してさらなる修正

の指示を受ける企業もあるが、ほとんどの

企業では、改善命令を深刻に受け止め、対

応している。もちろんアクションプランが

成果として文字の形で作成されて出来上が

るばかりでなく、実際にアクションプラン

に着手することが重要である。 
≪今後の修正課題≫ 
心理社会的労働環境は目に見えないもの

が多い領域であり、また多くの側面（対処

方策、認知、パーソナリティなども含め）

があり、実際に改善を行うには難しい領域

である。査察時に、暴力やその脅威、仕事

の量的負担等は、問題点として指摘され、

また改善されやすい。これは比較的目に見

えやすいものだからであろう。先に述べた

ように、疾病休業（必ずしも疾病と同等で

はないが）に関連が強い“Influence”（裁

量）について、また職場の人間関係やプレ

 
上の休業が記録される中央管理システム

DREAM  Database を利用した疾病休業

との関連を検討した結果では、先の報告と

は違う様相を示している。すなわち心理社

会的労働環境リスクの各因子について、不

良の下位 1/3 が上位 1/3 になるまで改善さ

れれば疾病休業がどの程度減少するかを示

した結果では、“Influence”（一般的には裁

量度とほぼ同意）の影響力が強く、NAK で

の自己報告による疾病休業で 14％、

DREAM  Database での疾病休業で 20％
減少すると予測された。同様に

“Predictability”（予測性）でそれぞれ 21、
13％、“感情負担”で 12、10％と推定され

た。この結果も合わせて解釈し、DWEA が

査察時に問題視すべきターゲットをリスト

化しておく必要がある。2003 年から 2006
年の問題の報告件数と重大性（即時改善命

令か通常の改善命令かで重み付けを変える

などして）を掛け合わせてリスト化した場

合、①暴力、トラウマとなるような出来事、

②量的負担・時間的プレッシャー、③その

他のメンタルヘルス、④同僚、上司からの

支援やフィードバックが無いこと、⑤感情

負担、等がリスト化された。暴力やその脅

威に関しては、疾病休業との関連は明らか

にされていないが、といって問題視するに

あたらないという意味ではない。疾病休業

が必ずしも適切、有用な指標でない可能性

もある。たとえば暴力やその脅威は職場の

同僚と一緒になって解決される可能性があ

るが、いじめを原因とする体調不良などで

は職場が原因であるがゆえに休業が必要と

なってくるため、疾病休業という形をとっ

ている可能性があるからである。DWEA の

査察は、現在、暴力とその脅威、量的負担、

同僚や上司からの支援等を中心に行われて

いるので、今後は疾病休業に大きく関連す

ると推察されている“Influence”（裁量度）

は、査察のためのツールの中で独立した危

険因子として扱われていない。裁量度につ

いては、他の危険因子の背景として存在し

ていたり、予防的方策をとる中で重要なも

のと認識されている要因であるが、今後の

査察において、問題点を抽出する際に見逃

されることが無いようにするべきである。 
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≪DWEA が行っているアドバイス、ガイダ

ンスについて≫ 
事業場の側は、他の同様の業務を行って

いる事業場の事例を参考に査察官が解決策

を伝授してくれるように考えていることが

多いのだが、査察官は短期の救済的な解決

策をアドバイスすることはあっても、長期

的な問題解決の方法についてはアドバイス

せず、指摘された個々の問題点について自

分たちで根本的解決をどのように行うか、

を提示させるようにしている。問題点が指

摘された後に行われるプロセスガイダンス

については、2008 年はメンタルヘルスにつ

いて改善命令をうけた 933 事業場のうち約

三分の一がこれを受けたが、このプロセス

ガイダンスとは、アクションプランや実行

に移すためのタイムテーブルを展開させる

のにどのような方法やプロセスをとること

が可能か検討してもらい、また事業場がそ

れに着手するための支援を行うことが目的

である。またこのガイダンスにおいては、

PRIMA-EF で掲げられているような改善

のための介入の成功条件、すなわち、改善

方策のプロセスに労働者や管理監督者をど

のようにして巻き込むか、誰が何を行うの

か、その内容と責任の所在を明確にしたり、

タイムフレームをどのように構成するか等

について、事業場の担当者が DWEA のスタ

ッフと議論を重ねることによって修得する

ことが可能となるという 2）。しかしながら、

このようなプロセスガイダンスも、実際の

事業場において改善に着手するステップを

支援しているわけではないので、改善策が

絵に描いた餅とならないように、何らかの

追加的支援を検討していくことも場合によ

っては必要と思われる。 

≪アクションプランを書面で作成すること

の成果≫ 
アクションプランとタイムテーブルを作

成して承認を得ること自体は比較的容易と

もいえるが、真に職場環境の改善に効果を

もたらすようなプランをどのようにしたら

作成できるのか、は大きな課題である。企

業において文書でアクションプランを作成

することは、目に見えて顕著な役割を有し

ている。心理社会的労働環境に配慮した社

内ガイドラインやプランの作成、あるいは

心理社会的労働環境の重要性を社のポリシ

ーとして掲げるなど、予防的方策をシステ

マティックに行うことが、アクションプラ

ンとタイムテーブルを作成、申告、承認を

得る過程で成果として現れる。ごく少数だ

が、とても薄いアクションプランとずさん

なタイムテーブルを申告してさらなる修正

の指示を受ける企業もあるが、ほとんどの

企業では、改善命令を深刻に受け止め、対

応している。もちろんアクションプランが

成果として文字の形で作成されて出来上が

るばかりでなく、実際にアクションプラン

に着手することが重要である。 
≪今後の修正課題≫ 
心理社会的労働環境は目に見えないもの

が多い領域であり、また多くの側面（対処

方策、認知、パーソナリティなども含め）

があり、実際に改善を行うには難しい領域

である。査察時に、暴力やその脅威、仕事

の量的負担等は、問題点として指摘され、

また改善されやすい。これは比較的目に見

えやすいものだからであろう。先に述べた

ように、疾病休業（必ずしも疾病と同等で

はないが）に関連が強い“Influence”（裁

量）について、また職場の人間関係やプレ

 
上の休業が記録される中央管理システム

DREAM  Database を利用した疾病休業

との関連を検討した結果では、先の報告と

は違う様相を示している。すなわち心理社

会的労働環境リスクの各因子について、不

良の下位 1/3 が上位 1/3 になるまで改善さ

れれば疾病休業がどの程度減少するかを示

した結果では、“Influence”（一般的には裁

量度とほぼ同意）の影響力が強く、NAK で

の自己報告による疾病休業で 14％、

DREAM  Database での疾病休業で 20％
減少すると予測された。同様に

“Predictability”（予測性）でそれぞれ 21、
13％、“感情負担”で 12、10％と推定され

た。この結果も合わせて解釈し、DWEA が

査察時に問題視すべきターゲットをリスト

化しておく必要がある。2003 年から 2006
年の問題の報告件数と重大性（即時改善命

令か通常の改善命令かで重み付けを変える

などして）を掛け合わせてリスト化した場

合、①暴力、トラウマとなるような出来事、

②量的負担・時間的プレッシャー、③その

他のメンタルヘルス、④同僚、上司からの

支援やフィードバックが無いこと、⑤感情

負担、等がリスト化された。暴力やその脅

威に関しては、疾病休業との関連は明らか

にされていないが、といって問題視するに

あたらないという意味ではない。疾病休業

が必ずしも適切、有用な指標でない可能性

もある。たとえば暴力やその脅威は職場の

同僚と一緒になって解決される可能性があ

るが、いじめを原因とする体調不良などで

は職場が原因であるがゆえに休業が必要と

なってくるため、疾病休業という形をとっ

ている可能性があるからである。DWEA の

査察は、現在、暴力とその脅威、量的負担、

同僚や上司からの支援等を中心に行われて

いるので、今後は疾病休業に大きく関連す

ると推察されている“Influence”（裁量度）

は、査察のためのツールの中で独立した危

険因子として扱われていない。裁量度につ

いては、他の危険因子の背景として存在し

ていたり、予防的方策をとる中で重要なも

のと認識されている要因であるが、今後の

査察において、問題点を抽出する際に見逃

されることが無いようにするべきである。 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

報
告
件
数

量的負担 職場の人間関係 トラウマになるような経験 ストレス負担 業務の組織化 プレッシャー 質的負担

調査（NAK）の心理社会的労働環境と疾病

休業の関係を評価した結果と、2～3 週間以

− 378− − 379−



 

  

ッシャーについても、事業場に潜む危険因

子として注意を払っていく必要がある。 
２．DWEA の査察活動に関する今後の課題

と展望 
メンタルヘルスに関する問題は企業でも

注目を集めつつある。実際、問題も増加し

ていると思われ、DWEA には一層の活躍と

努力が求められている。DWEA は関連分野

で最大の影響力を持っており、単に監督す

る立場から管理する立場へとその役割が移

りつつある。メンタルヘルスの問題を真剣

に捉えている企業にとっては、DWEA が有

効な存在である。しかしながら心理社会的

労働環境に対する管理に果たして十分焦点

が当てられているか、という疑問も提議さ

れている。 
DWEA の業務は事業場側から極めてポ

ジティブに評価されている。また DWEA は、

心理社会的労働環境について査察するとい

う重大な課題について、最大限の対応を行

ってきていると言える。しかし、このよう

な DWEA の活躍、努力を支援してきた一時

的な政府拠出金が停止された後、どのよう

な状況になるのかを注視していく必要があ

り、査察の次の段階を開始する時期にきて

いるとも言える。（2007 年に政策合意がな

された後、2007～2010 年は毎年 7 千万デ

ンマーククローネ、（約 1360 万ドル）の財

政支出がなされた 2）） 
また制度としては、Work Reform は労働

関連法規に付随して、より支援的な取り組

みを行うものである。DWEA の業務自体は

労働環境を整えていくことであるが、公的

な立場として支援することと、査察官が実

際に現場で公権を行使する方法について若

干の整理が必要であり、支援と管理をどの

ように補完し合うか、検討が必要という指

摘がある。 
Ｄ．考察 
 参考資料とした報告書 1）では、DWEA の

査察業務に対して概して非常にポジティブ

な評価を行っている。しかしながら心理社

会的労働環境の査察に関する評価について

は、さらにより多くの時間と人材が投入さ

れることが望ましいという記述も散見され

た。実際、2007 年から 2008 年にかけては、

査察官は約 400 人から 500 人へ増員されて

いる 2）。また、DWEA の各地区で査察員の

教育研修、査察のトレーニング、新人査察

員に経験者が同行するなどの支援、（査察や

改善命令のテンプレート等の）良好事例の

ＷＥＢ公開などが実施されている。しかし

ながら、デンマークには従業員 10 人未満の

事業場が非常に多く（従業員を有する事業

場が 20 万、内 15 万が従業員 10 人未満）、

すべての事業場に対して十分な時間を割く

ことは大変難しい。また、人的、時間的資

源を投入することが可能か否かに加え、投

入することによってどの程度、査察の効果

が上がり意義がもたらされるのか、費用対

効果の評価が難しいこともあろう。本研究

班でも、メンタルヘルスの一次予防対策を

中小規模事業場への対応も含めて検討して

いくことを目的としているが、査察が現実

的に良い方策か否か、デンマークからの情

報を参考に考察していく必要がある。 
また心理社会的労働環境は複雑でデリケ

ートな問題を含むことから、改善を目的と

した活動とはいえ、具体的な対策、特に現

場での活動には配慮が必要である。デンマ

ークは、政府、経営者、労働者側団体等が

意見交換（social dialogue）を行う素地が

 

  

長年にわたり培われてきており、心理社会

的労働環境整備の重要性について認識され、

関連する法改正にあたっては各ステークホ

ルダーによる議論が重ねられてきている。

DWEA が心理社会的労働環境を重視した

査察を行うにあたっても、心理社会的労働

環境の重要性についての認識を高めるため

のキャンペーン、周知するためのパンフレ

ットが作成された後に実施が開始された。

日本においてデンマークと同様の公的機関

の強制力を伴った対策を導入することを検

討する場合、特に中小規模事業場への対応

をどのように行っていくか、事業場側に反

発を伴わずに受け入れられ、かつ真に改善

に結びつくような手法はどのようなものが

あるか、様々な立場の関係者から意見を収

集したうえで検討していく必要があると考

えられる。 
 
Ｅ．結論 
デンマークにおけるメンタルヘルス対策

の現状を把握することを目的に、デンマー

ク労働環境監督署が行っている事業に関す

る報告書等より情報を収集し検討した。事

業場に対する査察に心理社会的労働環境を

含めることが決定されて以降、労働環境監

督署では、査察官の知識と査察技術の向上、

心理社会的労働環境の問題点を適切に把握

するためのガイダンスツールの開発等を行

ってきている。心理社会的労働環境につい

ての査察は、企業から概してポジティブに

受け入れられているが、査察の時間が限ら

れているために、査察官が職場の全体像を

的確に把握しきれていない可能性があると

いう指摘もあった。また、ガイダンスツー

ルは 24 業種ごとに分かれ、１）仕事の量的

負担・速度負担、２）感情負担、３）暴力

やその脅威、４）トラウマとなるような出

来事、５）いじめ・ハラスメント、６）夜

勤交替制勤務を主要な危険因子として扱っ

ているが、疾病休業との関連が強いことが

指摘されている裁量度については一つの危

険因子として独立しておらず、問題の把握

が十分に出来ていない可能性も指摘され、

ガイダンスツールの継続的な改善と査察官

の査察技術の更なる向上が求められている。

また査察に対する人的資源の投入がさらに

望まれる一方で、小規模事業場が多いデン

マークでは、今以上の対応は困難という意

見もある。公的機関の強制力を伴ったメン

タルヘルス対策の導入を日本で検討する場

合にも同様の問題が顕在化すると考えられ、

検討の必要があると思われる。 
 
Ｆ. 健康危機情報 

 該当なし。 

 

Ｇ. 研究発表 

 該当なし。 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3. その他 

 なし 
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�外の動向（�） 

職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠組み(�����-E�) 
 

主任研究者 川上 憲人 東京大学大学院医学系研究科・教授 

分担研究者 堤  明純 産業医科大学産業医実務研修センター・教授 

研究協力者 土屋 政雄 独立行政法人労働安全衛生総合研究所・研究員 
 
欧州共通での職業性ストレス対策の具体的な枠組みを確立するために、欧州機関(EC)の助成をうけて

職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠組み（European Framework for Psychosocial Risk 
Management (PRIMA-EF)プロジェクトが 2007-2008 年に実施され、国や企業が行う職業性ストレス対

策の方法やこれを評価する指標の開発が行われている。本研究では、PRIMA-EF に関連する文献を参

考として、PRIMA-EF の概要について整理した。WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドには、心

理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モデル、心理社会的リスク管理の主要な側面、PRIMA-EF ステ

ージ、PRIMA-EF 指標モデル、社会的対話、職業性ストレスの予防と管理のためのアプローチ、職場に

おける暴力といじめの防止、企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対策が記載されている。こ

れ以外に小冊子である簡便なガイダンスシートが作成されている。企業レベルのガイドでは、PRIMA-EF
モデル（心理社会的リスクの改善プロセスの概念図）、PRIMA-EF ステージ（対策の手順）PRIMA-EF
指標モデル（心理社会的リスクの評価のための指標）が提案されている。マクロレベルのガイドでは国

や社会が行うべき対策が整理されている。PRIMA-EF は、英国規格協会から PAS 規格として提案されて

おり、将来 BS 規格に昇格する可能性もある。またイタリアなど欧州各国で PRIMA-EF に従って職業性

ストレス対策を進める動きがある。PRIMA-EF はわが国の職業性ストレスの第一次予防対策においても

参考になる。 
 
Ａ．はじめに 
欧州全体では 4000 万人が職業性ストレスを経

験しており、過去 12 ヶ月間に６％が身体的暴力

の危険にさらされ、４％が暴力を受け、５％がい

じめ（ハラスメント）を受けているとされる。欧

州では、雇用者と労働者の代表で構成されるソー

シャルパートナーによる「社会的対話」により、

労働政策の方向性が決定されてきた。雇用者は、

「職場で働く人々の安全と健康を向上させるた

めの推進策の導入に関する欧州理事会枠組み規

則」(89/391/EEC)で、社会心理的リスクを含む労

働者の健康リスクを評価・管理する義務があると

規程されている。これに関連し、かつより労働者

のメンタルヘルスに関連する合意である「職業性

ストレスに関する枠組み合意」(2004)および「職

場におけるハラスメントと暴力に関する枠組み

合意」(2007)がその後公表され、これらの枠組み

に従い、欧州各国ごとで対策が進められてきた。 

 例えば、欧州でも熱心に職業性ストレスの対策

に取り組んでいる英国では、政府機関である健康

安全省(HSE)が職業性ストレスに対する職場での

対 策 を 示 し た Management standards for 
work-related stress を公表している。この指針で

は６つの因子（仕事の要求度、個人の裁量度、職

場の支援、職場環境、職場における役割、組織変

革）の調査票とその判定基準が提供され、改善方

法として①危険因子の特定、②健康被害にあって

いる個人の特定とその発生機序、③健康被害への

危険度の評価とそれに対する具体的な活動、④結

果の記録、⑤実施評価と組織の取り組みの再検討

があげられている。多くの企業がこれに準じたス

トレス対策を自主的に実施し、成果を報告してい

る。 

一方、デンマークでは 2002 年からすべての企

業に対して職場環境の評価を実施することが法

的に義務づけられた。１人以上従業員のいる企業

に対しては職業性ストレスを含めた職場環境が

労働環境局により事前連絡なく査察されること

になっている。特に製造、運輸、販売、病院や介

護などの業種では職業性ストレスの評価は必ず

実施すべきとされている。労働環境局による査察

結果により職場環境に問題がある場合には、企業

は改善命令を受けて改善計画を提出し、これを実

施することが義務付けられている。労働環境局は

これらのプロセスを監視する。最終的な成果は、

企業ごとに緑、黄、赤色の 3段階のシンボル（ス

マイルマーク）で評価され、労働環境局の WEB で

公開され、安全衛生への取り組みの企業の評価指

標として使用されている。 

 しかしこれまで欧州各国の職業性ストレス対
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安全省(HSE)が職業性ストレスに対する職場での

対 策 を 示 し た Management standards for 
work-related stress を公表している。この指針で
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場の支援、職場環境、職場における役割、組織変

革）の調査票とその判定基準が提供され、改善方

法として①危険因子の特定、②健康被害にあって

いる個人の特定とその発生機序、③健康被害への

危険度の評価とそれに対する具体的な活動、④結

果の記録、⑤実施評価と組織の取り組みの再検討

があげられている。多くの企業がこれに準じたス

トレス対策を自主的に実施し、成果を報告してい

る。 

一方、デンマークでは 2002 年からすべての企

業に対して職場環境の評価を実施することが法

的に義務づけられた。１人以上従業員のいる企業

に対しては職業性ストレスを含めた職場環境が

労働環境局により事前連絡なく査察されること

になっている。特に製造、運輸、販売、病院や介

護などの業種では職業性ストレスの評価は必ず

実施すべきとされている。労働環境局による査察

結果により職場環境に問題がある場合には、企業

は改善命令を受けて改善計画を提出し、これを実

施することが義務付けられている。労働環境局は

これらのプロセスを監視する。最終的な成果は、

企業ごとに緑、黄、赤色の 3段階のシンボル（ス
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策のアプローチは国ごとに異なっていた。また、

最近 EU に加盟した国ではまだ対策を十分に開始

できていないところもある。欧州共通での職業性

ストレス対策の具体的な枠組みを確立するため

に、欧州機関(EC)の助成をうけて職場の心理社会

的リスク管理のための欧州枠組み（European 
Framework for Psychosocial Risk Management 
(PRIMA-EF)プロジェクトが 2007-2008 年に実施

され、国や企業が行う職業性ストレス対策の方法

やこれを評価する指標の開発、より具体的な職業

性ストレスおよび職場の暴力・ハラスメントへの

介入方法および良好実践事例の収集がなされた。

PRIMA-EF に組み込まれたリスクマネジメントの

視点は、WHO が提唱する職業性ストレス対策の国

際ガイドラインを取り込んだものとなっている。 

 本研究では、PRIMA-EF の概要について文献を

もとにまとめた。 
 
Ｂ．研究の方法 
 PRIMA-EF に関する以下の文献を参考とし、

PRIMA-EF プロジェクトの概要、主要な成果、特

に企業レベルでの対策のあり方における

PRIMA-EF の考え方（PRIMA-EF モデルと指標

モデル）について要約した。 
 PRIMA-EF: Guidance on the European 

Framework for Psychosocial Risk 
Management: A Resource for Employers 
and Worker Representatives. WHO 
Protecting Workers' Health Series: No. 9. 
World Health Organization: Geneva 2008 
(http://prima-ef.org/) 

 Leka S, Cox T(編)、高村昇（日本語版監修）．

欧州における労働危機管理体制の手引き：雇

用者と労働者の代表に対する助言, 2009 年 5
月, pp. 23-24（上記の翻訳） 
(http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/gcoe/
publicity/prima2009.pdf) 

 矢倉尚典、川端勇樹．欧州におけるメンタル

ヘルス対策と取り組み―PRIMA-EF プロジ

ェクトの成果の概要―．損保ジャパン総研ク

ォータリー, 2009年 10月 30日発行 Vol.53, 
pp 2-32 
(http://www.sj-ri.co.jp/issue/quarterly/data/
qt53.pdf) 

 また、2010 年１月に労働安全衛生総合研究推

進事業により来日した PRIMA--EF プロジェクト

のリーダーである Stavroula Leka 准教授から収

集した情報も参考にした。 
 
Ｃ．結果 
１．PRIMA-RF プロジェクトの概要 
１）目的 
職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠

組み（PRIMA-EF）は、欧州連合（EU）の中で国

と企業レベルで政策と実践を促進するための枠

組みを提供することを目的としており、以下の５

つの具体的な目標を掲げている。 
（１）利用可能な方法論をレビューし、職場の心

理社会的リスクと職業性ストレスの頻度および

影響を評価できる知識体系を開発すること。 
（２）この問題に関連するセンシティブま情報の

収集に関する適切な手段・方法を明らかにするこ

と。 
（３）心理社会的リスクのマネジメント分野にお

ける（国同士の）調和を促進し、ビジネス現場に

おける良好実践を促進するために、職場における

ストレスと暴力に関する国際的な基準と指標を 
開発すること。 
（４）職業生活の質の改善に向けた施策を利害関

係者が実行することを可能とする、明快さと欧州

として統一されたアプローチを促進するために、

職場におけるこうした問題のマネジメントに関

する詳細な提言と、エビデンスに基づく最良の実

践のガイダンスを開発すること。 
（５）プロジェクトの成果を中小企業を含む利害

関係者やソーシャルパートナーに普及させ、認識

を高め、理解、関与・取り組み、良好実践を促進

すること。 
２）プロジェクトの実施組織 
PRIMA--EF プロジェクトは 2007-2008 年に、英国

ノッティンガム大学労働・衛生および組織研究所

（I-WHO）が中心となり実施された。プロジェク

トを推進するPRIMA-EF コンソーシアムはEUの

以下の６つの組織・機関から構成された。 
 英国ノッティンガム大学労働・衛生および織

研究所（I-WHO） 
 ドイツ連邦労働安全衛生研究所 (BAuA) 
 イタリア国立労働安全衛生研究所(ISPESL) 
 オランダ生活・労働・雇用の質に関する調査

機構(TNO) 
 ポーランド国立研究機構労働保護中央研究

所(CIOP-PIB) 
 フィンランド労働衛生研究所(FIOH) 
これに加え、アドバイザリーボードとして、

WHO 労働・環境衛生（本部および欧州事務局）、

国際産業保健学会、EU のこれ以外の研究機関も

協力している。 
３）プロジェクトの活動 

PRIMA-EF プロジェクトの活動は、4 つのフェ

ーズに分けて進められた。意見集約と中間成果の

公表・普及のため、多くのワークショップ、パー

トナー会議が開催された。 
（１）第 1 フェーズ（2007 年 1 月から同年 5 月） 

欧州における心理社会的リスクのマネジメ

ントに関するアプローチとベストプラクティス

をレビューした。 
（２）第 2 フェーズ（2007 年 6 月から 2008 年
5 月） 
第 2 フェーズでは、特に中小企業でも使用可能

な介入のツールや手法の開発、介入に関する評価

の基準を定める参考にするために、次の 9 項目に

焦点を当てて検討がなされ、また介入のベストプ

ラクティスについての包括的なレビューとケー

ススタディが行われた。 
・ 心理社会的リスクのマネジメント、職業性

ストレス、職場における暴力やハラスメントに関

連して、欧州各国に存在する社会政策、法的枠組

みと関連する社会基盤やガイダンスの分析。 
・ EU 各国における利害関係者の心理社会的リ

スクに関する認識についての分析。 
・ 職場における心理社会的な問題のマネジメ

ントに対する、社会的対話と主要な利害関係者の

参画に関する提言およびガイダンスの策定。 
・ 労働安全衛生の問題と CSR の関連について

の分析。 
・  心理社会的問題に関連する社会的対話と

CSR の主要な指標の策定。 
・ 仕事関連の心理社会的リスクおよび職業性

ストレスの発現状況と影響の大きさについての

評価方法の検討。 
・ 問題に関連するセンシティブな情報の適切

な収集方法の検討。 
・ 職場におけるストレスと暴力に関する国際

的な基準と指標の策定。 
・ 心理社会的リスク、職業性ストレス、職場

における暴力とハラスメントの影響の大きさを

考慮した費用便益分析。 
（３）第 3 フェーズ（2008 年 6 月から同年 9 月） 
作成された心理社会的リスクのマネジメント

に関する欧州組みの妥当性が検証された。また提

言やガイドラインの作成が行われた。 
・ 心理社会的リスクのマネジメント、職業性

ストレス、職場における暴力やハラスメントの問

題に対する詳細な提言とエビデンスに基づいた

最良の実践に関するガイダンスの策定。 
・ 最良な実践を、異なる状況の企業、特に中

小企業において実施するにあたっての主要な課

題の分析。 
・ 企業（雇用主）、従業員、労働組合、産業医、

一般開業医、その他の労働安全衛生関連の専門家

のためのガイドラインの策定。 
（４）第4 フェーズ（2008 年9 月から同年 12 月） 

プロジェクトの成果に関する書籍や小冊子を

作成し、WHO や ILO を通じて普及させることと

された。小冊子では、書籍の概要を示すこととし、

企業レベルで使いやすいスタイルで提供される

こととされた。 

２．PRIMA-EF の成果 
 WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドに

は、心理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モ

デル、心理社会的リスク管理の主要な側面、

PRIMA-EF ステージ、PRIMA-EF 指標モデル、社

会的対話、職業性ストレスの予防と管理のための

アプローチ、職場における暴力といじめの防止、

企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対

策が記載されている。PRIMA-EF には複数のガイ

ダンスシートが作成されておりこれらも参考に

なる。 
 以下では、PRIMA-EF のアウトプットのうち企

業レベルの心理社会的リスク管理に関連するも

のをとりあげて紹介する。 
３．PRIMA-EF における企業レベルの心理社会的

リスク管理 
１）概要 
企業レベルにおける PRIMA-EF は、職場の心理

社会的リスクの管理における主な側面とその段

階を明確にするために作成された。企業、専門家、

労働者代表は、これを職業性ストレス、職場の暴

力、ハラスメント、いじめの予防と管理のために、

関連政策、指標、アクションプランの開発の基礎

として使用することができる。 
PRIMA-EF はビジネスと直結して考えられてお

り、良い PRIMA-EF の実行は良いビジネスにつな

がるとしている。また PRIMA-EF は連続したプロ

セスで、ビジネスの通常業務の一部であるべきで

あるとされている。PRIMA-EF の実行責任は、す

べての関係者（雇用者、労働者を含む）あり、

PRIMA-EF は組織の倫理的責任、企業の社会的責

任の一部とされている。 
PRIMA-EF では原因への対策に焦点をあてたさ

まざまなレベルの介入が含まれる。PRIMA-EF は

科学的根拠に基づくべきである。しかし

PRIMA-EF の実行は、社会的対話に基づく参加型

アプローチであるべきで、それぞれ企業の状況に

合わせるべきであるとされている。特に企業の能

力と各国や地域の能力を考慮に入れなくてはい

けないとしている。 
２）PRIMA-EF モデル 

PRIMA-EF の主要な要素は以下のようである。 
（１）労働者集団、職場あるいは一連の業務を定

義し、対象を明確にすること 
（２）問題の性質とその根本的な原因を理解する

ためのリスクアセスメント 
（３）リスクの除去あるいは軽減のために策定し

たアクション(解決策)の計画と実施 
（４）アクションの評価とそこからの学習 
（５）積極的で注意深いプロセスの管理 

PRIMA モデルを企業レベルに適用した場合を

図１に示す。これに従って PRIMA の実行ステッ
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策のアプローチは国ごとに異なっていた。また、

最近 EU に加盟した国ではまだ対策を十分に開始

できていないところもある。欧州共通での職業性

ストレス対策の具体的な枠組みを確立するため

に、欧州機関(EC)の助成をうけて職場の心理社会

的リスク管理のための欧州枠組み（European 
Framework for Psychosocial Risk Management 
(PRIMA-EF)プロジェクトが 2007-2008 年に実施

され、国や企業が行う職業性ストレス対策の方法

やこれを評価する指標の開発、より具体的な職業

性ストレスおよび職場の暴力・ハラスメントへの

介入方法および良好実践事例の収集がなされた。

PRIMA-EF に組み込まれたリスクマネジメントの

視点は、WHO が提唱する職業性ストレス対策の国

際ガイドラインを取り込んだものとなっている。 

 本研究では、PRIMA-EF の概要について文献を

もとにまとめた。 
 
Ｂ．研究の方法 
 PRIMA-EF に関する以下の文献を参考とし、

PRIMA-EF プロジェクトの概要、主要な成果、特

に企業レベルでの対策のあり方における

PRIMA-EF の考え方（PRIMA-EF モデルと指標

モデル）について要約した。 
 PRIMA-EF: Guidance on the European 

Framework for Psychosocial Risk 
Management: A Resource for Employers 
and Worker Representatives. WHO 
Protecting Workers' Health Series: No. 9. 
World Health Organization: Geneva 2008 
(http://prima-ef.org/) 

 Leka S, Cox T(編)、高村昇（日本語版監修）．

欧州における労働危機管理体制の手引き：雇

用者と労働者の代表に対する助言, 2009 年 5
月, pp. 23-24（上記の翻訳） 
(http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/gcoe/
publicity/prima2009.pdf) 

 矢倉尚典、川端勇樹．欧州におけるメンタル

ヘルス対策と取り組み―PRIMA-EF プロジ

ェクトの成果の概要―．損保ジャパン総研ク

ォータリー, 2009年 10月 30日発行 Vol.53, 
pp 2-32 
(http://www.sj-ri.co.jp/issue/quarterly/data/
qt53.pdf) 

 また、2010 年１月に労働安全衛生総合研究推

進事業により来日した PRIMA--EF プロジェクト

のリーダーである Stavroula Leka 准教授から収

集した情報も参考にした。 
 
Ｃ．結果 
１．PRIMA-RF プロジェクトの概要 
１）目的 
職場の心理社会的リスク管理のための欧州枠

組み（PRIMA-EF）は、欧州連合（EU）の中で国

と企業レベルで政策と実践を促進するための枠

組みを提供することを目的としており、以下の５

つの具体的な目標を掲げている。 
（１）利用可能な方法論をレビューし、職場の心

理社会的リスクと職業性ストレスの頻度および

影響を評価できる知識体系を開発すること。 
（２）この問題に関連するセンシティブま情報の

収集に関する適切な手段・方法を明らかにするこ

と。 
（３）心理社会的リスクのマネジメント分野にお

ける（国同士の）調和を促進し、ビジネス現場に

おける良好実践を促進するために、職場における

ストレスと暴力に関する国際的な基準と指標を 
開発すること。 
（４）職業生活の質の改善に向けた施策を利害関

係者が実行することを可能とする、明快さと欧州

として統一されたアプローチを促進するために、

職場におけるこうした問題のマネジメントに関

する詳細な提言と、エビデンスに基づく最良の実

践のガイダンスを開発すること。 
（５）プロジェクトの成果を中小企業を含む利害

関係者やソーシャルパートナーに普及させ、認識

を高め、理解、関与・取り組み、良好実践を促進

すること。 
２）プロジェクトの実施組織 
PRIMA--EF プロジェクトは 2007-2008 年に、英国

ノッティンガム大学労働・衛生および組織研究所

（I-WHO）が中心となり実施された。プロジェク

トを推進するPRIMA-EF コンソーシアムはEUの

以下の６つの組織・機関から構成された。 
 英国ノッティンガム大学労働・衛生および織

研究所（I-WHO） 
 ドイツ連邦労働安全衛生研究所 (BAuA) 
 イタリア国立労働安全衛生研究所(ISPESL) 
 オランダ生活・労働・雇用の質に関する調査

機構(TNO) 
 ポーランド国立研究機構労働保護中央研究

所(CIOP-PIB) 
 フィンランド労働衛生研究所(FIOH) 
これに加え、アドバイザリーボードとして、

WHO 労働・環境衛生（本部および欧州事務局）、

国際産業保健学会、EU のこれ以外の研究機関も

協力している。 
３）プロジェクトの活動 

PRIMA-EF プロジェクトの活動は、4 つのフェ

ーズに分けて進められた。意見集約と中間成果の

公表・普及のため、多くのワークショップ、パー

トナー会議が開催された。 
（１）第 1 フェーズ（2007 年 1 月から同年 5 月） 

欧州における心理社会的リスクのマネジメ

ントに関するアプローチとベストプラクティス

をレビューした。 
（２）第 2 フェーズ（2007 年 6 月から 2008 年
5 月） 
第 2 フェーズでは、特に中小企業でも使用可能

な介入のツールや手法の開発、介入に関する評価

の基準を定める参考にするために、次の 9 項目に

焦点を当てて検討がなされ、また介入のベストプ

ラクティスについての包括的なレビューとケー

ススタディが行われた。 
・ 心理社会的リスクのマネジメント、職業性

ストレス、職場における暴力やハラスメントに関

連して、欧州各国に存在する社会政策、法的枠組

みと関連する社会基盤やガイダンスの分析。 
・ EU 各国における利害関係者の心理社会的リ

スクに関する認識についての分析。 
・ 職場における心理社会的な問題のマネジメ

ントに対する、社会的対話と主要な利害関係者の

参画に関する提言およびガイダンスの策定。 
・ 労働安全衛生の問題と CSR の関連について

の分析。 
・  心理社会的問題に関連する社会的対話と

CSR の主要な指標の策定。 
・ 仕事関連の心理社会的リスクおよび職業性

ストレスの発現状況と影響の大きさについての

評価方法の検討。 
・ 問題に関連するセンシティブな情報の適切

な収集方法の検討。 
・ 職場におけるストレスと暴力に関する国際

的な基準と指標の策定。 
・ 心理社会的リスク、職業性ストレス、職場

における暴力とハラスメントの影響の大きさを

考慮した費用便益分析。 
（３）第 3 フェーズ（2008 年 6 月から同年 9 月） 
作成された心理社会的リスクのマネジメント

に関する欧州組みの妥当性が検証された。また提

言やガイドラインの作成が行われた。 
・ 心理社会的リスクのマネジメント、職業性

ストレス、職場における暴力やハラスメントの問

題に対する詳細な提言とエビデンスに基づいた

最良の実践に関するガイダンスの策定。 
・ 最良な実践を、異なる状況の企業、特に中

小企業において実施するにあたっての主要な課

題の分析。 
・ 企業（雇用主）、従業員、労働組合、産業医、

一般開業医、その他の労働安全衛生関連の専門家

のためのガイドラインの策定。 
（４）第4 フェーズ（2008 年9 月から同年 12 月） 

プロジェクトの成果に関する書籍や小冊子を

作成し、WHO や ILO を通じて普及させることと

された。小冊子では、書籍の概要を示すこととし、

企業レベルで使いやすいスタイルで提供される

こととされた。 

２．PRIMA-EF の成果 
 WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドに

は、心理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モ

デル、心理社会的リスク管理の主要な側面、

PRIMA-EF ステージ、PRIMA-EF 指標モデル、社

会的対話、職業性ストレスの予防と管理のための

アプローチ、職場における暴力といじめの防止、

企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対

策が記載されている。PRIMA-EF には複数のガイ

ダンスシートが作成されておりこれらも参考に

なる。 
 以下では、PRIMA-EF のアウトプットのうち企

業レベルの心理社会的リスク管理に関連するも

のをとりあげて紹介する。 
３．PRIMA-EF における企業レベルの心理社会的

リスク管理 
１）概要 
企業レベルにおける PRIMA-EF は、職場の心理

社会的リスクの管理における主な側面とその段

階を明確にするために作成された。企業、専門家、

労働者代表は、これを職業性ストレス、職場の暴

力、ハラスメント、いじめの予防と管理のために、

関連政策、指標、アクションプランの開発の基礎

として使用することができる。 
PRIMA-EF はビジネスと直結して考えられてお

り、良い PRIMA-EF の実行は良いビジネスにつな

がるとしている。また PRIMA-EF は連続したプロ

セスで、ビジネスの通常業務の一部であるべきで

あるとされている。PRIMA-EF の実行責任は、す

べての関係者（雇用者、労働者を含む）あり、

PRIMA-EF は組織の倫理的責任、企業の社会的責

任の一部とされている。 
PRIMA-EF では原因への対策に焦点をあてたさ

まざまなレベルの介入が含まれる。PRIMA-EF は

科学的根拠に基づくべきである。しかし

PRIMA-EF の実行は、社会的対話に基づく参加型

アプローチであるべきで、それぞれ企業の状況に

合わせるべきであるとされている。特に企業の能

力と各国や地域の能力を考慮に入れなくてはい

けないとしている。 
２）PRIMA-EF モデル 

PRIMA-EF の主要な要素は以下のようである。 
（１）労働者集団、職場あるいは一連の業務を定

義し、対象を明確にすること 
（２）問題の性質とその根本的な原因を理解する

ためのリスクアセスメント 
（３）リスクの除去あるいは軽減のために策定し

たアクション(解決策)の計画と実施 
（４）アクションの評価とそこからの学習 
（５）積極的で注意深いプロセスの管理 

PRIMA モデルを企業レベルに適用した場合を

図１に示す。これに従って PRIMA の実行ステッ
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プをどう進めるかを次に述べる。 
３）PRIMA ステージ（実行ステップ） 
（１）リスクアセスメント 
リスクアセスメントはリスクの管理プロセス

の中心的要素で、「仕事について、負傷や危害の

原因は何か、ハザードを取り除くことができるか

どうか、取り除けない場合はリスクをコントロー

ルするための予防的あるいは保護的な対策は何

があるか、あるいはあるはずか、といったことを

検討するために実施する系統的な検査」と定義さ

れている。リスクアセスメントでは、問題の性質

や重大性、心理社会的ハザードと暴露した人々の

健康と組織の健全さ（欠勤、組織へのコミットメ

ント、労働者の満足感、離職意志、生産性のよう

な問題)への影響が検討される。リスクアセスメン

トには課題だけでなく、職場で高めるべきポジテ

ィブな側面も含まれる。 
リスクアセスメントは以下のように実施でき

るとしている。  
・調査の実施、個々人とのまたは集団での討議、

または観察により収集したデータに基づく。 
・多様性の問題を考慮に入れること。各国、業種

の特性や社会経済的、文化的な差異のような視点

も考慮すること。 
・仕事に関して、労働者の知識と専門技能を認識

し、利用するべき。 
・集団レベルの情報を扱い、労働条件に関しては

専門家の判断による評価を行う。 
特に、PRIMA-EF の心理社会的ハザードは、職

場の暴力、いじめ、ハラスメントも含んでおり、

身体的暴力のリスクアセスメントでは、職場の物

理的環境、例えば職場のデザインや安全装置を考

慮に入れる必要があるとしている。また職場のい

じめについても、心理社会的職場環境が悪い結果

と見なして議論するべきであるとしている。特に 
リーダーシップスタイルを考慮すべきであると

している。 
心理社会的ハザードと健康影響の可能性の情

報を一緒に集めることで、起こり得るリスク要因

を特定することができます。これらのリスク要因

については、それが引き起こすハザードまたは危

害の性質、ハザードと危害との関係の強さ、また

は影響を受ける集団のサイズによって、優先順位

を決めることができる。 
（２）既存の活動の監査と支援 

アクションを適切に計画する前に、どんな対策

が既に実施されており、また個人や組織への効果

はどうであるかを分析することが必要であると

している。既存の活動と従業員支援体制の確認と

分析が必要になる。この作業からの情報はリスク

アセスメントの情報と一緒に、実際の介入プロセ

スに利用する。 

（３）アクションプランの策定 
問題が十分に理解された場合には、リスクを削

減するためのアクションプラン（解決策）を策定

する。これには、何が標的か、どう行うか、誰が

実施するか、他に誰が関わるか、どのようなスケ

ジュールにするか、どのような資源（人材や予算）

が必要か、対策からどのようなメリット（健康面

とビジネス面で）が期待されるか、効果はどう測

定できるかが含まれる。 
介入では、組織またはその中の集団に焦点をあ

て、原因となる心理社会的リスク要因を修正する

ことが優先されるべきとされており、労働者個人

向けの対策は他の対策を補完したり、すでにリス

ク要因の影響を受けている従業員にとっては有

効であるとしている。 
（４）リスクの軽減（アクションプランの実施） 
リスク軽減のためのアクションプランの実施

は、慎重かつ思慮深く行うべきとしている。プラ

ンの修正や評価が必要となるかどうかやタイミ

ングをはかるために、プランの進捗を監視、記録、

検討することを推奨している。また使用者と労働

者が対策に積極的に関わり参加することが成功

につながるとしている。 
（５）アクションプランの評価 
評価では、実施のプロセスとともにアクション

プランのアウトカムを評価する。評価は、さまざ

まな種類の情報を考慮し、かつ関連する多数の視

点（例えば、スタッフ、経営者、ステークホルダ

ーなど）から情報を得ることが望ましいとしてい

る。 
（６）組織学習 
組織は、評価を、継続的改善のために、また学

習ポイントの共有（議論およびコミュニケーショ

ン）の基礎として使用するべきである。これらは

将来のリスク管理で役に立ち、また正常な組織開

発のプロセスの一部としての作業組織と職場の

（再）設計でも役に立つ。 長期的な視点が不可

欠である。学習された事項は、従来の仕事の打ち

合わせや会社内の労使の対話の一部として議論

されるべきであり、また必要なら見直もなされる

べきである。従業員への周知も重要である。最終

的に学習された情報は心理社会的リスク管理の

「次のサイクル」のためのインプットとして使用

される。 
（７）PRIMA-EF プロセスのアウトカム 

PRIMA-EF による心理社会的リスク管理による

健康な組織の形成は、良好な従業員の健康とウェ

ルビーイングだけでなく組織の生産性やパフォ

ーマンスの改善にもつながるとしている。以下は

主要なアウトカムの例である。  
・欠勤やミスによるコストおよび事故の減少、生

産性の上昇 

・医療費およびこれと関連して保険料や保険者の

負担の削減 
・仕事のプロセスとコミュニケーションの改善と、

仕事の有効性と効率性の向上 
・良い企業であること、スタッフや顧客が会社を

評価することにより会社の魅力が増加する 
・革新的で、責任があり、未来指向の企業文化を

開発すること 
・広く、地域社会における健康の増進  
４．PRIMA-EF 指標モデル 
 心理社会的リスクを監視するために、

PRIMA-EF では複数の指標を考慮した統一的な

PRIMA-EF 指標モデルを提案している。このモデ

ルは、暴露に関する指標、アウトカムに関する指

標、予防的行動／介入についての指標から構成さ

れる。このモデルは、心理社会的リスク管理のサ

イクルに対応したものであり、また個人、組織、

国レベルでの影響にも対応したものになってい

る。 
図２には、職場における心理社会的リスクに関

する指標モデルと予防的行動（介入）の関係を示

した。社会心理的リスク（職業性ストレス）は、

職場における個人的要因、組織的要因、場合によ

ってはより大きな社会的要因からも影響を受け

る。この結果、抑うつ、不安などの個人的影響、

作業効率の低下など組織的影響が生じ、マクロ的

には社会的な影響も生じ得る。予防的行動(介入)
は、この状況を予防して管理する。 
 PRIMA-EF は、暴露、アウトカム、予防的行動

（介入）について使用可能な指標を検討してまと

めている（表１）。これらの指標は必ずしも絶対

的なものではなく、国ごとに決定し使用すること

が許されている。 
５．マクロレベルにおける PRIMA-EF の活用 
 国などのマクロレベルの心理社会的リスクの

管理についてもPRIMA-EFはガイダンスを提供し

ている。マクロレベルでの PRIMA-EF モデルを図

３に、マクロレベルでの指標モデルを表２に示す。 
６．その他 
 PRIMA-EF ガイドは、以上の他、社会的対話（労

使の対話）および労働者参加の重要性（第六章）、

一般的な職業性ストレスの対策の記述（第七章）、

職場における暴力といじめの防止のガイドライ

ン（第八章）、企業の社会的責任と PRIMA-EF と

の関係（第九章）、および組織的な効果的な推進

方法（第十章）について記載している。 
 
D．考察 
 PRIMA-EF は、欧州各国での職業性ストレスの

第一次予防の枠組みをレビューし、国（マクロ）、

企業、個人レベルでの職業性ストレス（心理社会

的リスク）の対策を、その概念モデル、具体的手

順、評価指標から欧州共通の枠組みを提案したプ

ロジェクトである。イタリアでは、PRIMA-EF に

準拠したイタリア枠組みに向けて政府および国

立研究機関が検討やツールの開発を進めている。 
2011 年 1 月には、英国規格協会から一般仕様書

(PAS)の形で、PRIMA-EF に準拠した良好事例を認

証する規格の商品化を開始している（表３）。 
http://www.bsigroup.com/en/About-BSI/News-Room/
BSI-News-Content/Disciplines/Occupational-Health-a
nd-Safety/News-Content/ 
PAS は、regional standard である英国規格ではない

が、今後関係機関が関与してマネジメントシステ

ム、ベンチマークや行動規定を作成することで、

２年程度の期間を経て英国規格に昇格する可能

性がある。今後欧州で PRIMA-EF に準じた国の取

り組みが進むと予想される。また欧州にとどまら

ず、PRIMA-EF が職業性ストレス対策の世界的な

標準として認知さえる可能性もある。 
 こうした PRIMA-EF の考え方は、わが国の職場

のメンタルヘルスの第一次予防の枠組みの検討

においても有用である。特に PRIMA-EF モデルの

ように日常の生産業務の中に心理社会リスクの

マネジメントサイクルを取り入れること、暴露、

アウトカムおよび対策の３側面から心理社会リ

スク対策を評価する視点は、わが国の枠組みづく

りでも生かすことができると思われる。 
 
Ｅ．結論 
欧州共通での職業性ストレス対策の具体的な

枠組みを確立するために、欧州機関(EC)の助成を

うけて職場の心理社会的リスク管理のための欧

州 枠 組 み （ European Framework for 
Psychosocial Risk Management (PRIMA-EF)プ
ロジェクトが 2007-2008 年に実施され、国や企業

が行う職業性ストレス対策の方法やこれを評価

する指標の開発が行われている。本研究では、

PRIMA-EF に関連する文献を参考として、

PRIMA-EF の概要について整理した。 
WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドに

は、心理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モ

デル、心理社会的リスク管理の主要な側面、

PRIMA-EF ステージ、PRIMA-EF 指標モデル、社

会的対話、職業性ストレスの予防と管理のための

アプローチ、職場における暴力といじめの防止、

企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対

策が記載されている。これ以外に小冊子である簡

便なガイダンスシートが作成されている。企業レ

ベルのガイドでは、PRIMA-EF モデル（心理社会

的リスクの改善プロセスの概念図）、PRIMA-EF
ステージ（対策の手順）PRIMA-EF 指標モデル（心

理社会的リスクの評価のための指標）が提案され

ている。マクロレベルのガイドでは国や社会が行
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プをどう進めるかを次に述べる。 
３）PRIMA ステージ（実行ステップ） 
（１）リスクアセスメント 
リスクアセスメントはリスクの管理プロセス

の中心的要素で、「仕事について、負傷や危害の

原因は何か、ハザードを取り除くことができるか

どうか、取り除けない場合はリスクをコントロー

ルするための予防的あるいは保護的な対策は何

があるか、あるいはあるはずか、といったことを

検討するために実施する系統的な検査」と定義さ

れている。リスクアセスメントでは、問題の性質

や重大性、心理社会的ハザードと暴露した人々の

健康と組織の健全さ（欠勤、組織へのコミットメ

ント、労働者の満足感、離職意志、生産性のよう

な問題)への影響が検討される。リスクアセスメン

トには課題だけでなく、職場で高めるべきポジテ

ィブな側面も含まれる。 
リスクアセスメントは以下のように実施でき

るとしている。  
・調査の実施、個々人とのまたは集団での討議、

または観察により収集したデータに基づく。 
・多様性の問題を考慮に入れること。各国、業種

の特性や社会経済的、文化的な差異のような視点

も考慮すること。 
・仕事に関して、労働者の知識と専門技能を認識

し、利用するべき。 
・集団レベルの情報を扱い、労働条件に関しては

専門家の判断による評価を行う。 
特に、PRIMA-EF の心理社会的ハザードは、職

場の暴力、いじめ、ハラスメントも含んでおり、

身体的暴力のリスクアセスメントでは、職場の物

理的環境、例えば職場のデザインや安全装置を考

慮に入れる必要があるとしている。また職場のい

じめについても、心理社会的職場環境が悪い結果

と見なして議論するべきであるとしている。特に 
リーダーシップスタイルを考慮すべきであると

している。 
心理社会的ハザードと健康影響の可能性の情

報を一緒に集めることで、起こり得るリスク要因

を特定することができます。これらのリスク要因

については、それが引き起こすハザードまたは危

害の性質、ハザードと危害との関係の強さ、また

は影響を受ける集団のサイズによって、優先順位

を決めることができる。 
（２）既存の活動の監査と支援 
アクションを適切に計画する前に、どんな対策

が既に実施されており、また個人や組織への効果

はどうであるかを分析することが必要であると

している。既存の活動と従業員支援体制の確認と

分析が必要になる。この作業からの情報はリスク

アセスメントの情報と一緒に、実際の介入プロセ

スに利用する。 

（３）アクションプランの策定 
問題が十分に理解された場合には、リスクを削

減するためのアクションプラン（解決策）を策定

する。これには、何が標的か、どう行うか、誰が

実施するか、他に誰が関わるか、どのようなスケ

ジュールにするか、どのような資源（人材や予算）

が必要か、対策からどのようなメリット（健康面

とビジネス面で）が期待されるか、効果はどう測

定できるかが含まれる。 
介入では、組織またはその中の集団に焦点をあ

て、原因となる心理社会的リスク要因を修正する

ことが優先されるべきとされており、労働者個人

向けの対策は他の対策を補完したり、すでにリス

ク要因の影響を受けている従業員にとっては有

効であるとしている。 
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リスク軽減のためのアクションプランの実施

は、慎重かつ思慮深く行うべきとしている。プラ

ンの修正や評価が必要となるかどうかやタイミ

ングをはかるために、プランの進捗を監視、記録、

検討することを推奨している。また使用者と労働

者が対策に積極的に関わり参加することが成功

につながるとしている。 
（５）アクションプランの評価 
評価では、実施のプロセスとともにアクション

プランのアウトカムを評価する。評価は、さまざ

まな種類の情報を考慮し、かつ関連する多数の視

点（例えば、スタッフ、経営者、ステークホルダ

ーなど）から情報を得ることが望ましいとしてい

る。 
（６）組織学習 
組織は、評価を、継続的改善のために、また学

習ポイントの共有（議論およびコミュニケーショ

ン）の基礎として使用するべきである。これらは

将来のリスク管理で役に立ち、また正常な組織開

発のプロセスの一部としての作業組織と職場の

（再）設計でも役に立つ。 長期的な視点が不可

欠である。学習された事項は、従来の仕事の打ち

合わせや会社内の労使の対話の一部として議論

されるべきであり、また必要なら見直もなされる

べきである。従業員への周知も重要である。最終

的に学習された情報は心理社会的リスク管理の

「次のサイクル」のためのインプットとして使用

される。 
（７）PRIMA-EF プロセスのアウトカム 

PRIMA-EF による心理社会的リスク管理による

健康な組織の形成は、良好な従業員の健康とウェ

ルビーイングだけでなく組織の生産性やパフォ

ーマンスの改善にもつながるとしている。以下は

主要なアウトカムの例である。  
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産性の上昇 
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・仕事のプロセスとコミュニケーションの改善と、

仕事の有効性と効率性の向上 
・良い企業であること、スタッフや顧客が会社を

評価することにより会社の魅力が増加する 
・革新的で、責任があり、未来指向の企業文化を

開発すること 
・広く、地域社会における健康の増進  
４．PRIMA-EF 指標モデル 
 心理社会的リスクを監視するために、

PRIMA-EF では複数の指標を考慮した統一的な
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ルは、暴露に関する指標、アウトカムに関する指

標、予防的行動／介入についての指標から構成さ

れる。このモデルは、心理社会的リスク管理のサ

イクルに対応したものであり、また個人、組織、

国レベルでの影響にも対応したものになってい

る。 
図２には、職場における心理社会的リスクに関

する指標モデルと予防的行動（介入）の関係を示

した。社会心理的リスク（職業性ストレス）は、

職場における個人的要因、組織的要因、場合によ

ってはより大きな社会的要因からも影響を受け

る。この結果、抑うつ、不安などの個人的影響、

作業効率の低下など組織的影響が生じ、マクロ的

には社会的な影響も生じ得る。予防的行動(介入)
は、この状況を予防して管理する。 
 PRIMA-EF は、暴露、アウトカム、予防的行動

（介入）について使用可能な指標を検討してまと

めている（表１）。これらの指標は必ずしも絶対

的なものではなく、国ごとに決定し使用すること

が許されている。 
５．マクロレベルにおける PRIMA-EF の活用 
 国などのマクロレベルの心理社会的リスクの

管理についてもPRIMA-EFはガイダンスを提供し

ている。マクロレベルでの PRIMA-EF モデルを図

３に、マクロレベルでの指標モデルを表２に示す。 
６．その他 
 PRIMA-EF ガイドは、以上の他、社会的対話（労

使の対話）および労働者参加の重要性（第六章）、

一般的な職業性ストレスの対策の記述（第七章）、

職場における暴力といじめの防止のガイドライ

ン（第八章）、企業の社会的責任と PRIMA-EF と

の関係（第九章）、および組織的な効果的な推進

方法（第十章）について記載している。 
 
D．考察 
 PRIMA-EF は、欧州各国での職業性ストレスの

第一次予防の枠組みをレビューし、国（マクロ）、

企業、個人レベルでの職業性ストレス（心理社会

的リスク）の対策を、その概念モデル、具体的手

順、評価指標から欧州共通の枠組みを提案したプ

ロジェクトである。イタリアでは、PRIMA-EF に

準拠したイタリア枠組みに向けて政府および国

立研究機関が検討やツールの開発を進めている。 
2011 年 1 月には、英国規格協会から一般仕様書

(PAS)の形で、PRIMA-EF に準拠した良好事例を認

証する規格の商品化を開始している（表３）。 
http://www.bsigroup.com/en/About-BSI/News-Room/
BSI-News-Content/Disciplines/Occupational-Health-a
nd-Safety/News-Content/ 
PAS は、regional standard である英国規格ではない

が、今後関係機関が関与してマネジメントシステ

ム、ベンチマークや行動規定を作成することで、

２年程度の期間を経て英国規格に昇格する可能

性がある。今後欧州で PRIMA-EF に準じた国の取

り組みが進むと予想される。また欧州にとどまら

ず、PRIMA-EF が職業性ストレス対策の世界的な

標準として認知さえる可能性もある。 
 こうした PRIMA-EF の考え方は、わが国の職場

のメンタルヘルスの第一次予防の枠組みの検討

においても有用である。特に PRIMA-EF モデルの

ように日常の生産業務の中に心理社会リスクの

マネジメントサイクルを取り入れること、暴露、

アウトカムおよび対策の３側面から心理社会リ

スク対策を評価する視点は、わが国の枠組みづく

りでも生かすことができると思われる。 
 
Ｅ．結論 
欧州共通での職業性ストレス対策の具体的な

枠組みを確立するために、欧州機関(EC)の助成を

うけて職場の心理社会的リスク管理のための欧

州 枠 組 み （ European Framework for 
Psychosocial Risk Management (PRIMA-EF)プ
ロジェクトが 2007-2008 年に実施され、国や企業

が行う職業性ストレス対策の方法やこれを評価

する指標の開発が行われている。本研究では、

PRIMA-EF に関連する文献を参考として、

PRIMA-EF の概要について整理した。 
WHO から出版されている PRIMA-EF ガイドに

は、心理社会的リスク管理の総論、PRIMA-EF モ

デル、心理社会的リスク管理の主要な側面、

PRIMA-EF ステージ、PRIMA-EF 指標モデル、社

会的対話、職業性ストレスの予防と管理のための

アプローチ、職場における暴力といじめの防止、

企業の社会的責任、効率的実施のための組織的対

策が記載されている。これ以外に小冊子である簡

便なガイダンスシートが作成されている。企業レ

ベルのガイドでは、PRIMA-EF モデル（心理社会

的リスクの改善プロセスの概念図）、PRIMA-EF
ステージ（対策の手順）PRIMA-EF 指標モデル（心

理社会的リスクの評価のための指標）が提案され

ている。マクロレベルのガイドでは国や社会が行
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うべき対策が整理されている。PRIMA-EF は、英

国規格協会から PAS 規格として提案されており、

またイタリアなど欧州各国でこれに従って職業

性ストレス対策を進める動きがある。PRIMA-EF
はわが国の職業性ストレスの第一次予防対策に

おいても参考になる。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
１）学会発表 
川上憲人．職場のメンタルヘルスをめぐる国際動

向と日本の優先課題．第 18 回日本産業ストレ

ス学会（神戸市）, 2011 年 1 月 21 日. 
川上憲人．欧州における職場メンタルヘルスの推

進枠組みと日本の課題．第 83 回日本産業衛生

学会（福井市）, 2010 年 5 月 28 日. 
川上憲人．職場のメンタルヘルスの国際潮流と日

本型枠組みの確立に向けて．第 17 回日本産業

精神保健学会（金沢市）, 2010 年 7 月 17 日． 
２）論文発表 
川上憲人．職場のメンタルヘルスの国際潮流と日

本型枠組みの確立に向けて．産業精神保健 
18(4): 281-285, 2010. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

 該当せず。 

 

 
図１ PRIMA モデル：企業レベルでの心理社会的リスクの管理プロセス 
 

Leka S, Cox T(編)、高村昇（日本語版監修）．欧州における労働危機管理体制の手引き：雇用者と労働

者の代表に対する助言, 2009 年 5 月, pp. 11 
http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/gcoe/publicity/prima2009.pdf 
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ス学会（神戸市）, 2011 年 1 月 21 日. 
川上憲人．欧州における職場メンタルヘルスの推

進枠組みと日本の課題．第 83 回日本産業衛生

学会（福井市）, 2010 年 5 月 28 日. 
川上憲人．職場のメンタルヘルスの国際潮流と日

本型枠組みの確立に向けて．第 17 回日本産業

精神保健学会（金沢市）, 2010 年 7 月 17 日． 
２）論文発表 
川上憲人．職場のメンタルヘルスの国際潮流と日

本型枠組みの確立に向けて．産業精神保健 
18(4): 281-285, 2010. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

 該当せず。 
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表２ PRIMA-EF における社会心理的リスク管理の指標：マクロレベル 

分野 指標 
政府の政策への統合 ・企業での心理社会的リスクマネジメントを活性化，または促す行政事業の

利用可能性 
・組織が心理社会的リスクに対処するのを支援するためのサービスと十分に

訓練された専門家（国内）の利用可能性 
・心理社会的問題，特に SME に対し，予防的な方策を講じることへの経済

的報酬の利用可能性 
雇用者組織，またはビ

ジネス組織の方針への

統合 

・心理社会的リスクマネジメントに取り組む企業の割合 
・心理社会的リスクに領域レベルで取り組む産業領域の数 
・雇用者やビジネス組織により作られた心理社会的リスクマネジメントにつ

いての手引き 
労働組合の方針への統

合 
・心理社会的リスクマネジメントについて教育された労働者の代表者の数 
・労働組合により作られた心理社会的リスクマネジメントについての手引き

市民団体とのやりと

り，またはマスメディ

アからのメッセージへ

の統合 

・マスメディアが仕事における心理社会的なリスクや問題について注意を払

う頻度 
・心理社会的リスクマネジメントについて言及した団体協約の数 
・心理社会的リスクマネジメントや職場メンタルヘルスの推進における国家

的（3 者的）な社会的対話のレベル 
・心理社会的リスクマネジメントに関与する利害関係者（および新しいタイ

プの）の数 
教育とトレーニングへ

の統合 
・心理社会的リスクマネジメントへの気づきを組み入れ，一次，二次教育に

おいて取り上げる 
・心理社会的リスクマネジメントを教育内容として提供しているビジネスス

クールなどの割合 
・雇用者やビジネス協会により提示される心理社会的リスクマネジメントに

関する連続的な専門的成長コース 
・労働組合によって提示される心理社会的リスクマネジメントに関する連続

的な専門的成長コース 
・政府と安全衛生団体によって提示される心理社会的リスクマネジメントに

関する連続的な専門的成長コース 
・安全衛生検査官によって提供される，心理社会的リスクマネジメントに関

するトレーニング 
心理社会的リスクマネ

ジメントに関わる主要

な利害関係者 

・心理社会的リスクの予防（専用のプログラムにより）に関与する社会保障

組織（官または民） 
・企業とメンタルヘルスケア団体，または患者団体との間の提携（または財

政援助）の頻度 
・心理社会的リスクマネジメントと職場メンタルヘルスプロモーションを実

践している企業の数 
（土屋政雄、公表準備中から） 
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表２ PRIMA-EF における社会心理的リスク管理の指標：マクロレベル 

分野 指標 
政府の政策への統合 ・企業での心理社会的リスクマネジメントを活性化，または促す行政事業の

利用可能性 
・組織が心理社会的リスクに対処するのを支援するためのサービスと十分に

訓練された専門家（国内）の利用可能性 
・心理社会的問題，特に SME に対し，予防的な方策を講じることへの経済

的報酬の利用可能性 
雇用者組織，またはビ

ジネス組織の方針への

統合 

・心理社会的リスクマネジメントに取り組む企業の割合 
・心理社会的リスクに領域レベルで取り組む産業領域の数 
・雇用者やビジネス組織により作られた心理社会的リスクマネジメントにつ

いての手引き 
労働組合の方針への統

合 
・心理社会的リスクマネジメントについて教育された労働者の代表者の数 
・労働組合により作られた心理社会的リスクマネジメントについての手引き

市民団体とのやりと

り，またはマスメディ

アからのメッセージへ

の統合 

・マスメディアが仕事における心理社会的なリスクや問題について注意を払

う頻度 
・心理社会的リスクマネジメントについて言及した団体協約の数 
・心理社会的リスクマネジメントや職場メンタルヘルスの推進における国家

的（3 者的）な社会的対話のレベル 
・心理社会的リスクマネジメントに関与する利害関係者（および新しいタイ

プの）の数 
教育とトレーニングへ

の統合 
・心理社会的リスクマネジメントへの気づきを組み入れ，一次，二次教育に

おいて取り上げる 
・心理社会的リスクマネジメントを教育内容として提供しているビジネスス

クールなどの割合 
・雇用者やビジネス協会により提示される心理社会的リスクマネジメントに

関する連続的な専門的成長コース 
・労働組合によって提示される心理社会的リスクマネジメントに関する連続

的な専門的成長コース 
・政府と安全衛生団体によって提示される心理社会的リスクマネジメントに

関する連続的な専門的成長コース 
・安全衛生検査官によって提供される，心理社会的リスクマネジメントに関

するトレーニング 
心理社会的リスクマネ

ジメントに関わる主要

な利害関係者 

・心理社会的リスクの予防（専用のプログラムにより）に関与する社会保障

組織（官または民） 
・企業とメンタルヘルスケア団体，または患者団体との間の提携（または財

政援助）の頻度 
・心理社会的リスクマネジメントと職場メンタルヘルスプロモーションを実

践している企業の数 
（土屋政雄、公表準備中から） 

− 392− − 393−



表３ PRIMA-EF に基づく英国規格協会による一般仕様書(Publicly Available Specification, PAS)2010 の概

要（英国規格協会 HP から http://shop.bsigroup.com/en/） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•Scope  視点 

•Terms and definitions 用語と定義 

•Psychosocial risk management: overview, policy and key principles 心理社会的リスクマネジメント：概要、

方針および鍵となる概念 

•Setting up the psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセスをセット

アップする 

•The psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセス 

•Monitoring performance パフォーマンスのモニタリング 

•Management review マネジメント・レビュー 

•Statutory requirements and guidelines 必要条件とガイドライン 

•Work-related stress 職業性ストレス 

•Workplace harassment and third party violence 職場のハラスメントと第三者による暴力 

•Developing a policy for the management of psychosocial risks and the prevention of work-related stress  心理

社会的リスクのマネジメントと職業性ストレスの予防への方針を作成する 

•Developing a policy for the prevention and management of workplace harassment 職場のハラスメントの予

防と管理のための方針を作成する 

•Examples of psychosocial risk assessment and management tools  心理社会的リスクの評価とマネジメン

トのツールの例 

•List of figures 図の一覧 

•undefined （未定） 

•Plan-Do-Check-Act (PDCA) approach PDCA アプローチ 

•Overview of the psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセスの概要 

•Main steps in the psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセスの主

要なステップ 

•List of tables 表の一覧 

•undefined （未定） 

•Key principles of psychological risk management 心理社会的リスクマネジメントの主要原則 

•Psychosocial hazards 心理社会的危害要因 

•Key principles of risk assessment リスクアセスメントの主要原則 

•Psychosocial risk management interventions 心理社会的リスクマネジメントのための介入 

•Key issues for success in psychosocial risk management interventions 心理社会的リスクマネジメントの介

入を成功させる鍵となる事項 

•Well-designed work よくデザインされた仕事 

•Examples of interventions for the prevention and management of harassment at work 職場のハラスメントの

予防および管理のための介入の例 

•Bibliography 文献 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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英国国立医療技術評価機構 公衆衛生ガイダンス No.22 

「生産的で健康な職場環境による心の健康の推進：雇用者向けガイダンス」 
 

研究協力者 栗岡 住子 産業医科大学大学院医学研究科・院生 
主任研究者 川上 憲人 東京大学大学院医学系研究科・教授 

分担研究者 堤  明純 産業医科大学産業医実務研修センター・教授 
 

公衆衛生ガイダンス No. 22（以下、NICE  PH guidance 22）は、英国保健省（The Department of Health, 

DH)の要請のもとに、生産的で健康な職場環境づくりによって心の健康の推進を目的として、英国国立

医療技術評価機構(National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE)が、科学的根拠

に基づいて検討して、公衆衛生介入専門委員会（The Public Health Interventions Advisory Committee, 

PHIAC）が評価したうえで、2009 年に作成された。NICE PH guidance 22 は、職場において、直接的ま

たは間接的に、心の健康を推進するための役割や責任をもつ人を対象に、生産的で健康な職場環境によ

る心の健康を推進するための 5つの提言と、その必要性と実践、考察、課題を示している。我が国の職

業性ストレスの第一次予防対策においても、特に雇用者が組織的なアプローチを進めるうえで参考にな

る。 
 
Ａ．はじめに 
働くことは健康を促進する活動そのものであ

り、その効用は実証されている。しかし、英国で

は 53 万人もの人々が仕事に関連したストレス、

不安神経症、うつ病に罹患していると考えられて

いる。一方で、健康的な働き方と労働者の健康や

福祉とに投資することは、生産性を改善し事業や

社会全体にとって、費用対効果が高いことが実証

されている。  

英 国 国 立 医 療 技 術 評 価 機 構 (National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 

NICE) 公衆衛生ガイダンス No.22「生産的で健康

な職場環境による心の健康の推進：雇用者向けガ

イダンス」(NICE Public Health guidance 22- 

Promoting mental wellbeing through productive 

and healthy working conditions: guidance for 

employers)は、働くことの健康への有用性を前提

にして、職場における心の健康を推進するための、

組織全体に対する体系的なアプローチや評価、リ

スク管理などの方法について、雇用者向けに示し

たものである。また、心の健康を推進することは、

労働者の能力を高め、雇用者にとっては生産性を

高めるという、双方にとって有用であるとしてい

る。本ガイダンスは、雇用者だけでなく、人事ま

たは産業保健の専門家や労働者、労働組合の代表

や一般の人にも興味ある内容である。 

本研究では、NICE PH guidance 22 を翻訳する

と同時のその特徴を整理した。 

 

Ｂ．研究の方法 

英国 NICE の website 

(http://guidance.nice.org.uk/PH22)から NICE 

PH guidance 22 をダウンロードし、翻訳、要約し

た。 

 
Ｃ．結果 
NICE PH guidance 22 には、5 つの提言と、そ

の必要性と実践、考察と実施、研究課題などが記

載されている。本稿では 5 つの提言を中心に要約

を記す。 
1．提言 
 NICE PH guidance 22 では、心の健康を mental 

wellbeing と呼び「良好な人間関係を構築したり

地域社会に貢献することによって、個々人が潜在

能力、労働生産性や創造性を伸ばすことができる

状態であり、この状態は個人が自分の目的と社会

的な目的を果たし社会に役立っていると感じる

ことにより強化される。」と定義している。 

つまり、仕事は自尊心とアイデンティティを確

立すること、社会との関係を構築すること、収入

源としても重要である。しかし、仕事に関わるス

トレスは、「過度のプレッシャーや、他の困難な

要求に対して受けた人が示す拒否反応」と定義さ

れ、心の健康に悪い影響を与える。 

労働者の心の健康を推進することは、仕事に関

するストレスを軽減するだけでなく、仕事の満足

度を高め、生産性や業績の向上など、労働者およ

び事業や組織の双方に、経済的な利益をもたらす。 

 本ガイダンスは、心の健康を推進するために、

国の方針や雇用にかかわる多くの法令順守をサ
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表３ PRIMA-EF に基づく英国規格協会による一般仕様書(Publicly Available Specification, PAS)2010 の概

要（英国規格協会 HP から http://shop.bsigroup.com/en/） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•Scope  視点 

•Terms and definitions 用語と定義 

•Psychosocial risk management: overview, policy and key principles 心理社会的リスクマネジメント：概要、

方針および鍵となる概念 
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•The psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセス 

•Monitoring performance パフォーマンスのモニタリング 

•Management review マネジメント・レビュー 

•Statutory requirements and guidelines 必要条件とガイドライン 

•Work-related stress 職業性ストレス 

•Workplace harassment and third party violence 職場のハラスメントと第三者による暴力 

•Developing a policy for the management of psychosocial risks and the prevention of work-related stress  心理

社会的リスクのマネジメントと職業性ストレスの予防への方針を作成する 

•Developing a policy for the prevention and management of workplace harassment 職場のハラスメントの予

防と管理のための方針を作成する 

•Examples of psychosocial risk assessment and management tools  心理社会的リスクの評価とマネジメン

トのツールの例 

•List of figures 図の一覧 

•undefined （未定） 

•Plan-Do-Check-Act (PDCA) approach PDCA アプローチ 

•Overview of the psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセスの概要 

•Main steps in the psychosocial risk management process 心理社会的リスクマネジメントのプロセスの主

要なステップ 

•List of tables 表の一覧 

•undefined （未定） 

•Key principles of psychological risk management 心理社会的リスクマネジメントの主要原則 

•Psychosocial hazards 心理社会的危害要因 

•Key principles of risk assessment リスクアセスメントの主要原則 

•Psychosocial risk management interventions 心理社会的リスクマネジメントのための介入 

•Key issues for success in psychosocial risk management interventions 心理社会的リスクマネジメントの介

入を成功させる鍵となる事項 

•Well-designed work よくデザインされた仕事 

•Examples of interventions for the prevention and management of harassment at work 職場のハラスメントの

予防および管理のための介入の例 

•Bibliography 文献 
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立すること、社会との関係を構築すること、収入

源としても重要である。しかし、仕事に関わるス

トレスは、「過度のプレッシャーや、他の困難な

要求に対して受けた人が示す拒否反応」と定義さ

れ、心の健康に悪い影響を与える。 

労働者の心の健康を推進することは、仕事に関

するストレスを軽減するだけでなく、仕事の満足

度を高め、生産性や業績の向上など、労働者およ
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ポートしつつ、雇用者に向けて 5 つの提言を示し

ている。ここでいう雇用者とは、大規模組織の場

合は、最高経営責任者と役員、人事責任者と上級

マネージャーなども含まれる。一方で、零細企業

や小規模企業 の場合はオーナー経営者、中規模

企業の場合は事業マネージャーが担当する。また、

労働組合とその他従業員互助団体も含まれる。 
 
提言 1：労働者の心の健康を推進するための方針

と協調的なアプローチ 
労働者の利益のために、あらゆる規模の組織・

団体の雇用者が、労働者と協調しながら次のこと

を実施する。 
・ 労働者の権利や労働条件などの雇用方針や施

策に、心の健康推進の考えを組み込む。 
・ 仕事や労働者の特性、組織の特性を考慮して

推進する。 
・ オープンなコミュニケーションと参画に基づ

き、平等で公平な風土づくりを推進する。 
・ 心の健康問題についての差別や偏見を減らす

ように、知識と理解を促す。 
・ 仕事の設計、選択、採用、育成、査定の方法

を確認するとともに、労働者がやりがいをも

ち、創造的で発展性のある仕事をするために、

必要な技術とサポートを提供する。 
・ 心の健康を推進するためのサポートを受けづ

らい立場にある労働者団体であっても、公平

に参加できる機会を保障する。 
 
提言 2：労働者の心の健康推進を評価する機会と

リスク管理 
労働者の利益のために、あらゆる規模の組織・

団体の雇用者は、労働者の心の健康推進とリスク

管理を評価する、次のような体系的なアプローチ

を導入する。 
・ 労働者の心の健康を、評価しモニタリングす

るシステムを整備する(労働者の意識調査や

欠勤率、離職率等) 。 
・ 仕事の質と労働条件に関して、労働者に法的

な権利を与えるとともに、労働者には自らの

心の健康に配慮する責任がある事を認識させ

る。 
・ 健康安全局(Health and Safety Executive)による、

仕事に関連するストレスのための管理基準の

フレームワークを利用する。 
  
提言 3：柔軟な働き方 
労働者の利益のために、あらゆる規模の組織・

団体の雇用者は、労働者の心の健康推進のために

次のように、柔軟な働き方をサポートする。 
・ 可能であれば、労働者の要望に応じて、パー

トタイム制等の柔軟な働き方の機会を導入す

る。 
・ 柔軟な働き方をサポートして、従業員の不安

に対応するような組織文化を推進する。 
・ マネージャーは、柔軟な働き方をしているチ

ームを管理する能力を伸ばす必要がある。 
・ 小規模・零細規模の事業や組織については、

その特性に応じて、柔軟な働き方についての

独自モデルを検討する。 
 
提言 4：ラインマネージャーの役割 
ラインマネージャーと労働者の利益のために、

あらゆる規模の組織・団体の雇用者や専門機関が、

支持的なリーダーシップスタイルやマネジメン

トを通じて、次のようにラインマネージャーの役

割を強化する。 
・ 参画、委任、建設的なフィードバック、メン

タリングやコーチングを促すマネジメントス

タイルを推進する。 
・ マネージャーの採用、選別、トレーニングに

関するポリシーを明確にする。 
・ マネージャーが、労働者の業務遂行能力や職

務満足の向上が得られるような、トレーニン

グとサポートを行う。 
・ どのようなマネジメントスタイルが労働者の

心の健康を推進し、ストレスを最小限に維持

するのに役立つかの理解を促進する。 
・ マネージャーが、労働者の不安や心の健康問

題に対処できるようにする。  
・ マネージャーは、どのような時に、労働者を

サポート機関に紹介するのかを理解する。 
・ コンピテンシーのフレームワークを、マネジ

メント構築のためのツールとして考え、労働

者の心の健康推進とリスク管理を評価する体

系的なアプローチとして導入する。 
 

提言 5：中小零細事業のサポート 
中小零細事業の労働者と雇用者のために、プラ

イマリケアトラスト、企業の部門と国家主導プロ

グラムで働く人々等が、次のような活動をとおし

てサポートする。 
・ プライマリケアトラストなどが、中小零細規

模の事業者と協力し、提案やアドバイスと幅

広いサポートとサービスを行なう。 
・ 組織全体にアプローチする方法を開発・実行

するためのサポートや、アドバイスをする仕

組づくりをつくる（リスク評価、人事マネジ

メント、マネジメントの教育訓練と開発のた

めのツールと方法）。 
２．公衆衛生上の必要性と実践 
 働くこと（有給、無給に関わらず）は健康を促

進する活動そのものであり、その効用は実証され

ている。英国では 2006 年と 2007 年には 53 万人

もの人々が仕事に関連して病状を訴えるレベル

のストレス、不安神経症、うつ病に罹患している

と考えられている。その結果、フルタイムの労働

日数に換算して 1370 万労働日数分が失われてい

ることになる。低所得者層ではより劣悪な労働条

件である傾向が強く、サポート体制が限定的であ

る。したがって、仕事の質と労働条件を改善する

ことが健康格差の是正につながる。 
健康的な働き方と労働者の健康や福祉に投資

することは、生産性を改善し、事業や社会全体に

とって、費用対効果が高いことが実証されている。

研究によると、成功している組織では健康的な職

場環境が同じような特徴を持っていると報告さ

れている。 
3．公衆衛生介入専門委員会による評価 

公衆衛生介入専門委員会（The Public Health 

Interventions Advisory Committee, PHIAC）は 5
つの提言を評価する際に、次の要因と課題を考慮

した。 
1）NICE PH guidance 22 は、働くことの有用な役

割に焦点をあてているため、すでに悩みを抱え

ていたり、心の健康問題の初期症状や徴候があ

る労働者の管理や治療には注目していない。 
2）仕事と職場環境は多様であるため、この提言

は柔軟に実施していかなければならない。  
3）労働の多様化により、差別によるストレスの

可能性が増加する等、職場における心の健康に

は多くの要因が関与している。  
4）労働者の心の健康を守る対策は、事業や組織

が長期的な業績を維持するための能力あるス

タッフを保有することに貢献する。 
5）組織全体へのアプローチの効果と費用対効果

については、実用的で質が高い科学的根拠が限

られている。組織全体へのプローチは、伝統的

な経験にもとづく評価や系統的なレビューが

あてはまらないため、柔軟な評価方法が必要で

ある。 
4．実施 
労働者の心の健康を推進するために、NICE PH 

guidance 22 は、次の人々をサポートする。 
・ 労働者の心の健康を推進し、改善する全ての

規模の雇用者と部門。 
・ 労働者の健康を保護する法的な責務を有する

雇用者。 
・ 職場での心の健康を推進する労働者またはそ

の代表。  
・ 「健康増進への基準」に記載されている公衆

衛生に関する英国保健省基準に合致する国立

健康増進局の組織。 
・ 英国保健省の「運用の枠組み 2008/09」と「運

用の枠組み 2008/09－2010/11」に示されてい

る要求に合致する国立健康増進局、社会医療

と子供サービス部門。  
・ 地域社会・地方自治省の「地方自治体と地方

自治体パートナーシップとの新しい形の協力

枠組み」記載の要求に合致する国立健康増進

局、社会医療と子供サービス部門。 
・ 健康増進と健康格差を是正するための国の指

標と目的に合致する公共部門の国家機関と地

方行政機関。 
・ 地域社会の経済、社会福祉、環境整備を推進

する権限を達成しようとする地方自治体。 
・ 内容が明確なコスト削減、負の投資や資源の

移行の機会などにより恩恵を得る国立健康増

進局の地方局、地方自治体とその他の地方公

共部門パートナー組織。 
 
D．考察 
NICE PH guidance 22 は、生産的で健康な職場

環境づくりによる心の健康の推進を目的として、

雇用者向けに作成された。本ガイダンスは、「働

くことは、労働者にとって、健康を促進する活動

である」こと、そして「労働者の健康や福祉に投

資することは、事業や社会全体に有効である」と

いう根拠を前提に、労働者及び雇用者の双方にと

って、心の健康の推進が重要であるとしている。 

NICE PH guidance 22 の 5 つの提言では、平等

で公平な風土づくりの推進や、雇用方針や人事シ

ステムの確認、柔軟な働き方の機会を導入するこ

となど、組織の特性を考慮した体系的なアプロー

チを示している。また、労働者全員の心の健康を

推進するためには、労働者と協調して働きかける

ことが重要だとしている。そして、心の健康推進

を評価する機会とリスク管理や、ラインマネージ

ャーの役割に関しては、具体的な方法を示してい

る。 

好ましくない労働条件で働くことの多い低所

得者層や、サポート体制が限定的なパートタイム

労働者や中小零細の組織や事業についても、地域

社会の様々な資源を利用して、公平で幅広いサー

ビスを提供することで、社会格差の是正を思慮し

ていると考えられる。 

NICE PH guidance 22 は、我が国の職業性スト

レスの第一次予防対策においても、特に雇用者が

組織的なアプローチを進めるうえで参考になる。 

 

Ｅ．結論 

公衆衛生ガイダンス No. 22（以下、NICE PH 

guidance 22）は、英国保健省（The Department of 

Health, DH)の要請のもとに、生産的で健康な職

場環境づくりによって心の健康の推進を目的と

して、英国国立医療技術評価機構(National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 

NICE)が、科学的根拠に基づいて検討して、公衆

− 396− − 397−



ポートしつつ、雇用者に向けて 5 つの提言を示し

ている。ここでいう雇用者とは、大規模組織の場

合は、最高経営責任者と役員、人事責任者と上級

マネージャーなども含まれる。一方で、零細企業

や小規模企業 の場合はオーナー経営者、中規模

企業の場合は事業マネージャーが担当する。また、

労働組合とその他従業員互助団体も含まれる。 
 
提言 1：労働者の心の健康を推進するための方針

と協調的なアプローチ 
労働者の利益のために、あらゆる規模の組織・

団体の雇用者が、労働者と協調しながら次のこと

を実施する。 
・ 労働者の権利や労働条件などの雇用方針や施

策に、心の健康推進の考えを組み込む。 
・ 仕事や労働者の特性、組織の特性を考慮して

推進する。 
・ オープンなコミュニケーションと参画に基づ

き、平等で公平な風土づくりを推進する。 
・ 心の健康問題についての差別や偏見を減らす

ように、知識と理解を促す。 
・ 仕事の設計、選択、採用、育成、査定の方法

を確認するとともに、労働者がやりがいをも

ち、創造的で発展性のある仕事をするために、

必要な技術とサポートを提供する。 
・ 心の健康を推進するためのサポートを受けづ

らい立場にある労働者団体であっても、公平

に参加できる機会を保障する。 
 
提言 2：労働者の心の健康推進を評価する機会と

リスク管理 
労働者の利益のために、あらゆる規模の組織・

団体の雇用者は、労働者の心の健康推進とリスク

管理を評価する、次のような体系的なアプローチ

を導入する。 
・ 労働者の心の健康を、評価しモニタリングす

るシステムを整備する(労働者の意識調査や

欠勤率、離職率等) 。 
・ 仕事の質と労働条件に関して、労働者に法的

な権利を与えるとともに、労働者には自らの

心の健康に配慮する責任がある事を認識させ

る。 
・ 健康安全局(Health and Safety Executive)による、

仕事に関連するストレスのための管理基準の

フレームワークを利用する。 
  
提言 3：柔軟な働き方 
労働者の利益のために、あらゆる規模の組織・

団体の雇用者は、労働者の心の健康推進のために

次のように、柔軟な働き方をサポートする。 
・ 可能であれば、労働者の要望に応じて、パー

トタイム制等の柔軟な働き方の機会を導入す

る。 
・ 柔軟な働き方をサポートして、従業員の不安

に対応するような組織文化を推進する。 
・ マネージャーは、柔軟な働き方をしているチ

ームを管理する能力を伸ばす必要がある。 
・ 小規模・零細規模の事業や組織については、

その特性に応じて、柔軟な働き方についての

独自モデルを検討する。 
 
提言 4：ラインマネージャーの役割 
ラインマネージャーと労働者の利益のために、

あらゆる規模の組織・団体の雇用者や専門機関が、

支持的なリーダーシップスタイルやマネジメン

トを通じて、次のようにラインマネージャーの役

割を強化する。 
・ 参画、委任、建設的なフィードバック、メン

タリングやコーチングを促すマネジメントス

タイルを推進する。 
・ マネージャーの採用、選別、トレーニングに

関するポリシーを明確にする。 
・ マネージャーが、労働者の業務遂行能力や職

務満足の向上が得られるような、トレーニン

グとサポートを行う。 
・ どのようなマネジメントスタイルが労働者の

心の健康を推進し、ストレスを最小限に維持

するのに役立つかの理解を促進する。 
・ マネージャーが、労働者の不安や心の健康問

題に対処できるようにする。  
・ マネージャーは、どのような時に、労働者を

サポート機関に紹介するのかを理解する。 
・ コンピテンシーのフレームワークを、マネジ

メント構築のためのツールとして考え、労働

者の心の健康推進とリスク管理を評価する体

系的なアプローチとして導入する。 
 

提言 5：中小零細事業のサポート 
中小零細事業の労働者と雇用者のために、プラ

イマリケアトラスト、企業の部門と国家主導プロ

グラムで働く人々等が、次のような活動をとおし

てサポートする。 
・ プライマリケアトラストなどが、中小零細規

模の事業者と協力し、提案やアドバイスと幅

広いサポートとサービスを行なう。 
・ 組織全体にアプローチする方法を開発・実行

するためのサポートや、アドバイスをする仕

組づくりをつくる（リスク評価、人事マネジ

メント、マネジメントの教育訓練と開発のた

めのツールと方法）。 
２．公衆衛生上の必要性と実践 
 働くこと（有給、無給に関わらず）は健康を促

進する活動そのものであり、その効用は実証され

ている。英国では 2006 年と 2007 年には 53 万人

もの人々が仕事に関連して病状を訴えるレベル

のストレス、不安神経症、うつ病に罹患している

と考えられている。その結果、フルタイムの労働

日数に換算して 1370 万労働日数分が失われてい

ることになる。低所得者層ではより劣悪な労働条

件である傾向が強く、サポート体制が限定的であ

る。したがって、仕事の質と労働条件を改善する

ことが健康格差の是正につながる。 
健康的な働き方と労働者の健康や福祉に投資

することは、生産性を改善し、事業や社会全体に

とって、費用対効果が高いことが実証されている。

研究によると、成功している組織では健康的な職

場環境が同じような特徴を持っていると報告さ

れている。 
3．公衆衛生介入専門委員会による評価 

公衆衛生介入専門委員会（The Public Health 

Interventions Advisory Committee, PHIAC）は 5
つの提言を評価する際に、次の要因と課題を考慮

した。 
1）NICE PH guidance 22 は、働くことの有用な役

割に焦点をあてているため、すでに悩みを抱え

ていたり、心の健康問題の初期症状や徴候があ

る労働者の管理や治療には注目していない。 
2）仕事と職場環境は多様であるため、この提言

は柔軟に実施していかなければならない。  
3）労働の多様化により、差別によるストレスの

可能性が増加する等、職場における心の健康に

は多くの要因が関与している。  
4）労働者の心の健康を守る対策は、事業や組織

が長期的な業績を維持するための能力あるス

タッフを保有することに貢献する。 
5）組織全体へのアプローチの効果と費用対効果

については、実用的で質が高い科学的根拠が限

られている。組織全体へのプローチは、伝統的

な経験にもとづく評価や系統的なレビューが

あてはまらないため、柔軟な評価方法が必要で

ある。 
4．実施 

労働者の心の健康を推進するために、NICE PH 

guidance 22 は、次の人々をサポートする。 
・ 労働者の心の健康を推進し、改善する全ての

規模の雇用者と部門。 
・ 労働者の健康を保護する法的な責務を有する

雇用者。 
・ 職場での心の健康を推進する労働者またはそ

の代表。  
・ 「健康増進への基準」に記載されている公衆

衛生に関する英国保健省基準に合致する国立

健康増進局の組織。 
・ 英国保健省の「運用の枠組み 2008/09」と「運

用の枠組み 2008/09－2010/11」に示されてい

る要求に合致する国立健康増進局、社会医療

と子供サービス部門。  
・ 地域社会・地方自治省の「地方自治体と地方

自治体パートナーシップとの新しい形の協力

枠組み」記載の要求に合致する国立健康増進

局、社会医療と子供サービス部門。 
・ 健康増進と健康格差を是正するための国の指

標と目的に合致する公共部門の国家機関と地

方行政機関。 
・ 地域社会の経済、社会福祉、環境整備を推進

する権限を達成しようとする地方自治体。 
・ 内容が明確なコスト削減、負の投資や資源の

移行の機会などにより恩恵を得る国立健康増

進局の地方局、地方自治体とその他の地方公

共部門パートナー組織。 
 
D．考察 
NICE PH guidance 22 は、生産的で健康な職場

環境づくりによる心の健康の推進を目的として、

雇用者向けに作成された。本ガイダンスは、「働

くことは、労働者にとって、健康を促進する活動

である」こと、そして「労働者の健康や福祉に投

資することは、事業や社会全体に有効である」と

いう根拠を前提に、労働者及び雇用者の双方にと

って、心の健康の推進が重要であるとしている。 

NICE PH guidance 22 の 5 つの提言では、平等

で公平な風土づくりの推進や、雇用方針や人事シ

ステムの確認、柔軟な働き方の機会を導入するこ

となど、組織の特性を考慮した体系的なアプロー

チを示している。また、労働者全員の心の健康を

推進するためには、労働者と協調して働きかける

ことが重要だとしている。そして、心の健康推進

を評価する機会とリスク管理や、ラインマネージ

ャーの役割に関しては、具体的な方法を示してい

る。 

好ましくない労働条件で働くことの多い低所

得者層や、サポート体制が限定的なパートタイム

労働者や中小零細の組織や事業についても、地域

社会の様々な資源を利用して、公平で幅広いサー

ビスを提供することで、社会格差の是正を思慮し

ていると考えられる。 

NICE PH guidance 22 は、我が国の職業性スト

レスの第一次予防対策においても、特に雇用者が

組織的なアプローチを進めるうえで参考になる。 

 

Ｅ．結論 

公衆衛生ガイダンス No. 22（以下、NICE PH 

guidance 22）は、英国保健省（The Department of 

Health, DH)の要請のもとに、生産的で健康な職

場環境づくりによって心の健康の推進を目的と

して、英国国立医療技術評価機構(National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 

NICE)が、科学的根拠に基づいて検討して、公衆
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衛 生 介 入 専 門 委 員 会 （ The Public Health 

Interventions Advisory Committee, PHIAC）が

評価したうえで、2009 年に作成された。NICE PH 

guidance 22 は、職場において、直接的または間

接的に、心の健康を推進するための役割や責任を

もつ人を対象に、生産的で健康な職場環境による

心の健康を推進するための 5つの提言と、その必

要性と実践、考察、課題を示している。我が国の

職業性ストレスの第一次予防対策においても、特

に雇用者が組織的なアプローチを進めるうえで

参考になる。 

 

Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

 該当せず。 
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に雇用者が組織的なアプローチを進めるうえで
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は�めに 

The Department of Health (DH)英国保健省は National Institute for Health and 
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場環境づくりによって心の健康の推進を目的とした公衆衛生ガイダンスの作

成を要請しました。  

このガイダンスは職場において、直接的または間接的に心の健康を推進する

ための役割や責任をもつ人を対象に作成されています。これには、事業や組

織の規模、団体が公共か民間か非営利かに関わらず全ての労働者と代表が含

まれます。また、人事または産業保健の専門家や労働者労働組合の代表、一

般の人にも興味あるものになるでしょう。 

このガイダンスは NICE 英国国立医療技術評価機構の「職場における健康づ

くりと禁煙の推進とうつ病の対策に関するガイドライン」を補完するもので

ありますが差し替えするものではありません。（更なる詳細は第 7 章をご参

照ください）  

The Public Health Interventions Advisory Committee (PHIAC) 公衆衛生介入専

門委員会は、科学的根拠の評価、医療経済学的分析、専門家の助言、ステー

クホルダー（関係者）の意見、実地調査などの評価を踏まえて提言していま

す。  

PHIAC 公衆衛生介入専門委員会 の構成メンバーは付録 A にリストされてい

ます。このガイダンスを作成するのに使用された方法の一覧は付録 B にあり

ます。この文書を準備するのに参考にした文書の一覧は付録 E にあります。

実地調査データと調査活動内容そしてステークホルダーの意見とを含む詳細

な科学的根拠との照合は NICE のウェブサイトをご参照ください。サイトに

はステークホルダーの一覧と、NICE 英国国立医療技術評価機構のサポートプ

ロセスと方法のマニュアルもあります。ウェブサイトのアドレスは

www.nice.org.uk です。 

− 400− − 401−



NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 2 of 43 

 
NICE 公衆衛生ガイダンス 22 
生�的で健康な職場環�による心の健康の推進：�用者向けガイダンス 
 
�ーダー情報 
ウェブサイト www.nice.org.uk/PH22 から下記の文献をダウンロード出来ま

す。 
 NICE guidance (この文書) で、提言の全文、作成された経緯、そして科学

的根拠となる情報が附則しているもの。  
 専門家向けと一般向けのクイックガイド。 
 科学的根拠の評価や医療経済学的な分析を含む副読本。 

クイックガイドの印刷物を入手されたい方は NICE 出版課 0845 003 7783 に
電話するか publications@nice.org.uk に E-メールし注文番号 N2009 を記して

下さい。 
 
このガイダンスは、NICE が科学的根拠に基づいて検討し、見解を記したもの

です。国民保健サービス、地方自治体、国民一般、NPO 諸団体、民間企業に

従事する者は全て事業やサービス、ボランティアなどの実施にあたり、この

ガイダンス内容を考慮せねばなりません。 

このガイダンスの実施は、ローカルコミッショナー（女王陛下が任命する地

方行政機関の苦情処理部局）、およびローカルプロバイダー（地方行政機関

の苦情処理部局）が責任を持ちます。ローカルコミッショナーとローカルプ

ロバイダーは違法な差別を無くし、機会均等を促進する職務を踏まえ、現場

の状況に応じてこのガイダンスを実施する責任があります。これらの職務の

遵守を阻害するような行為によって、このガイダンスが別の内容に解釈され

てはなりません。 

英国国立医療技術評価機構 

MidCity Place 
71 High Holborn 
London  
WC1V 6NA 
 
www.nice.org.uk 
 
 
© National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. 無断転載禁止。本文書は教育目

的と非営利目的で複写使用しても構いません。営利団体による複写や営利団体への複写や営

利目的の複写は同評価機構の文書による同意が無い限り禁止します。 
 
この翻訳は、栗岡住子、川上憲人、堤 明純により平成 22 年度厚生労働科学研究費労働安

全総合研究事業「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」

（H21-労働-一般-001）主任：川上憲人）の一環として作成されたものである。翻訳について

英国国立医療技術評価機構の承認を得たものではない点に留意されたい(2011 年 3 月)。 

NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 3 of 43 

は�めに 

The Department of Health (DH)英国保健省は National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) 英国国立医療技術評価機構に、生産的で健康な職

場環境づくりによって心の健康の推進を目的とした公衆衛生ガイダンスの作

成を要請しました。  

このガイダンスは職場において、直接的または間接的に心の健康を推進する

ための役割や責任をもつ人を対象に作成されています。これには、事業や組

織の規模、団体が公共か民間か非営利かに関わらず全ての労働者と代表が含

まれます。また、人事または産業保健の専門家や労働者労働組合の代表、一

般の人にも興味あるものになるでしょう。 

このガイダンスは NICE 英国国立医療技術評価機構の「職場における健康づ

くりと禁煙の推進とうつ病の対策に関するガイドライン」を補完するもので

ありますが差し替えするものではありません。（更なる詳細は第 7 章をご参

照ください）  

The Public Health Interventions Advisory Committee (PHIAC) 公衆衛生介入専

門委員会は、科学的根拠の評価、医療経済学的分析、専門家の助言、ステー

クホルダー（関係者）の意見、実地調査などの評価を踏まえて提言していま

す。  

PHIAC 公衆衛生介入専門委員会 の構成メンバーは付録 A にリストされてい

ます。このガイダンスを作成するのに使用された方法の一覧は付録 B にあり

ます。この文書を準備するのに参考にした文書の一覧は付録 E にあります。

実地調査データと調査活動内容そしてステークホルダーの意見とを含む詳細

な科学的根拠との照合は NICE のウェブサイトをご参照ください。サイトに

はステークホルダーの一覧と、NICE 英国国立医療技術評価機構のサポートプ

ロセスと方法のマニュアルもあります。ウェブサイトのアドレスは

www.nice.org.uk です。 

− 400− − 401−



NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 4 of 43 

このガイダンスは NICE の公衆衛生的な介入プロセスを通して作成されまし

た。 
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1 提言 

本書は NICE 英国国立医療技術評価機構による公式なガイダンスであり、生

産的で健康な職場環境による心の健康の推進を目的としています。提言作成

にあたり PHIAC 公衆衛生介入専門委員会 (付録 A 参照) が有効性（実地調査

データとステークホルダーの意見も含む）を考察しました。詳細内容につい

ては www.nice.org.uk/PH22 にあります。 

本提言の科学的根拠となる報告は付録 C にあります。  

科学的根拠の評価、科学的根拠となる報告書（文献）、医療経済学的分析な

どについては www.nice.org.uk/PH22 をご参照ください。 

PHIAC 公衆衛生介入専門委員会が推奨している対策は費用対効果が高いと考

えられています。推奨される対策と実践上の問題については第 5 章と付録 D

をそれぞれご参照ください。  

国の方針と施策 

このガイダンスは、関連する国の方針とガイダンスの実施と、雇用者の配慮

義務を含む、雇用に関わる多くの法令順守をサポートするものです。その法

令とは次のとおりです。 

◎ 「健康、仕事とウェルビーイング）」（(英国労働年金省 2005; 2008).  

◎ 「英国の労働者が、将来、より健康に働けるための Dame Carol Black 氏

の改正案」（英国労働者年金省と英国保健省 2009 年）  

◎ 「心の健康と雇用方策」（英国労働者年金省と英国保健省 2009 年） 
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◎ 雇用機会の均等、差別撤廃、安全衛生、出産休暇と育児休暇および柔軟

な勤務制度のある職場環境に関する法律1。 

更に、健康保健局による業務関連ストレスの管理基準は、このガイダンスを

実施する際に有効な手段となりえるかもしれません2。 

な�仕事は、労働者の心の健康にとって重要なのでし�うか� 

このガイダンスでは心の健康を次のように定義しています。 

「心の健康とは、周りの人達との良好な人間関係を構築したり地域社会に貢

献することによって、個々人が自らの潜在能力、労働生産性、創造性を伸ば

すことができる状態である。この状態は、個人が自分の目的と社会的な目的

を果たし、社会に役立っていると感じることにより強化される」3 。 

仕事における心の健康は、職場環境や仕事の特性と個人との相互作用で決ま

ります。  

仕事は、心の健康を維持するために重要な役割を果たしますし、自尊心とア

イデンティティを確立するためにも重要なものです。仕事は充足感を与える

もので、社会との関係を築くきっかけでもありますし、多くの人にとっては

主たる収入源です。  

一方で仕事はストレスという形で心の健康に悪い影響を与えることもありま

す。仕事に関連するストレスは「過度のプレッシャーや、他の困難な要求に

対して人が示す拒否反応(拒絶反応)4」と定義されます。プレッシャーは時と

                                                 
1 英国政府 (1996) 雇用権利法 [ｵﾝﾗｲﾝ]。ウェブページは
www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960018_en_1 
英国政府(2005) 身体障害者・差別撤廃法[ｵﾝﾗｲﾝ]。ウェブページは
www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050013_en_1 
英国政府(2006) 就業家族法 [ｵﾝﾗｲﾝ]。ウェブページは 
www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060018_en.pdf 
2 健康保健局 (2008a) 労働関連管理基準。ウェブページは www.hse.gov.uk/stress/ 
3 メンタル・キャピタル（精神的資源）とウェルビーイング・プロジェクトの展望（2008）  
最終報告書。ロンドン：政府科学局 
4健康保健局  (2004)「 職場のストレスを減らすための協働：労働者雇用者用ガイドライン」

（ｵﾝﾗｲﾝ）。ウェブページは www.hse.gov.uk/pubns/indg424.pdf 
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して労働者のモチベーション（動機付け）や成績の向上につながる場合もあ

りますが、労働者が自分で対処できるレベルを超えたプレッシャーの場合に

は、ストレスという形で悪い影響を与えます。  

心の健康に悪い影響をもたらすような労働環境では、労働者は十分な裁量や

サポートを与えられることなく、過大な仕事の負荷を受けています。要求さ

れる労力とそれに対応する報酬との不均衡が明らかになった時にストレスへ

とつながります。部下管理(マネジメント)に起因する不当な処遇と不公平感

や、個人的な人間関係もストレスを増やし、心の健康を損なう要因となりま

す。その他には、汚染物質、騒音、ほこりやごみなどの物理的要因も、スト

レスを増加させる原因になります。  

ストレスは病気ではありませんが、長引くストレスは不安神経症やうつ病の

ような精神疾患だけでなく心臓病、腰痛、頭痛のような身体的疾患にも関連

していると研究で明らかにされています。 

な�、労働者の心の健康は、組織の生産性や業績にとって重要な

のでし�うか� 

労働者の心の健康を推進することは、労働者の帰属意識と仕事の満足感を高

め、労働者の確保、生産性と業績の向上、そしてアブセンティーズム（常習

的欠勤）の低減により事業や組織に経済的な利益をもたらします（詳細は脚

注の実例を参照5)。 

労働者の心の健康問題に関連するコストは、事業や組織の運営にとって重要

な課題です。これらのコストは、病欠や早期退職、労働者の離職、採用や教

育が増加することによる労働損失に関連しているからです。一方で科学的根

拠のある報告では、ストレスや心の健康問題を抱えている労働者は、仕事の

パフォーマンス(業務遂行能力)が低いため生産性が低下することが明らかに

                                                 
5 健康安全局 (2008a) 「労働関連ストレスの管理基準」（ｵﾝﾗｲﾝ）。ウェブアドレスは

www.hse.gov.uk/stress/ 。プライスウォーターハウスクーパース編(2008) 「健康な環境づく

り」（ｵﾝﾗｲﾝ）。ウェブアドレスは www.workingforhealth.gov.uk/documents/dwp-wellness-
report-public.pdf 
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されています。これはプレゼンティーイズム（出勤している労働者の健康問

題による業務遂行能力の低下）として知られています。最近のレポートでは

心の健康問題に起因した業務効率の低下により被る損失額は年間 151 億ポン

ド（約 2 兆 1140 億円（140 円／英ポンド）であり、この額はアブセンティー

ズムによる損失額 84 億ポンド（1 兆 1760 億円）の約 2 倍に相当します6 。    

�� 1: 労働者の心の健康を推進するための方針と協調�なアプロ

ーチ 

�が利���者ですか� 

労働者です 

�が�施するのでし��か� 

・あらゆる規模の組織・団体の雇用者。より大規模の組織の場合は最高経営   

責任者と役員、人事責任者と上級マネージャーなども含まれます。零細企業

や小規模企業7 の場合はオーナー経営者、中規模企業の場合は事業マネージ

ャーが担当します。 

・労働組合とその他従業員互助団体 

どのよ�な��を行な�のでし��か� 

・ 労働者全員の心の健康を推進するために、労働者と協調しながら働き

かけます。この働きかけは、労働者の権利や労働条件を含み、労働者

を管理するための全ての方針や施策に、心の健康の推進を組み込むべ

きです。 

・ 仕事や労働者の特性と、組織の特性を考慮したアプローチを保障しま

す。 

                                                 
6 Sainsbury メンタルヘルスセンター(2007) 仕事におけるメンタルヘルス：ビジネスのケース

におけるポリシーペーパーNo.8：ロンドン Sainsbury メンタルヘルスセンター 
7 10 人以下：零細企業、50 人以下：小規模企業、250 人以下：中規模企業 

− 406− − 407−
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して労働者のモチベーション（動機付け）や成績の向上につながる場合もあ

りますが、労働者が自分で対処できるレベルを超えたプレッシャーの場合に

は、ストレスという形で悪い影響を与えます。  

心の健康に悪い影響をもたらすような労働環境では、労働者は十分な裁量や

サポートを与えられることなく、過大な仕事の負荷を受けています。要求さ

れる労力とそれに対応する報酬との不均衡が明らかになった時にストレスへ

とつながります。部下管理(マネジメント)に起因する不当な処遇と不公平感

や、個人的な人間関係もストレスを増やし、心の健康を損なう要因となりま

す。その他には、汚染物質、騒音、ほこりやごみなどの物理的要因も、スト

レスを増加させる原因になります。  

ストレスは病気ではありませんが、長引くストレスは不安神経症やうつ病の

ような精神疾患だけでなく心臓病、腰痛、頭痛のような身体的疾患にも関連

していると研究で明らかにされています。 

な�、労働者の心の健康は、組織の生産性や業績にとって重要な

のでし�うか� 

労働者の心の健康を推進することは、労働者の帰属意識と仕事の満足感を高

め、労働者の確保、生産性と業績の向上、そしてアブセンティーズム（常習

的欠勤）の低減により事業や組織に経済的な利益をもたらします（詳細は脚

注の実例を参照5)。 

労働者の心の健康問題に関連するコストは、事業や組織の運営にとって重要

な課題です。これらのコストは、病欠や早期退職、労働者の離職、採用や教

育が増加することによる労働損失に関連しているからです。一方で科学的根

拠のある報告では、ストレスや心の健康問題を抱えている労働者は、仕事の

パフォーマンス(業務遂行能力)が低いため生産性が低下することが明らかに

                                                 
5 健康安全局 (2008a) 「労働関連ストレスの管理基準」（ｵﾝﾗｲﾝ）。ウェブアドレスは

www.hse.gov.uk/stress/ 。プライスウォーターハウスクーパース編(2008) 「健康な環境づく

り」（ｵﾝﾗｲﾝ）。ウェブアドレスは www.workingforhealth.gov.uk/documents/dwp-wellness-
report-public.pdf 
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されています。これはプレゼンティーイズム（出勤している労働者の健康問

題による業務遂行能力の低下）として知られています。最近のレポートでは

心の健康問題に起因した業務効率の低下により被る損失額は年間 151 億ポン

ド（約 2 兆 1140 億円（140 円／英ポンド）であり、この額はアブセンティー

ズムによる損失額 84 億ポンド（1 兆 1760 億円）の約 2 倍に相当します6 。    

�� 1: 労働者の心の健康を推進するための方針と協調�なアプロ

ーチ 

�が利���者ですか� 

労働者です 

�が�施するのでし��か� 

・あらゆる規模の組織・団体の雇用者。より大規模の組織の場合は最高経営   

責任者と役員、人事責任者と上級マネージャーなども含まれます。零細企業

や小規模企業7 の場合はオーナー経営者、中規模企業の場合は事業マネージ

ャーが担当します。 

・労働組合とその他従業員互助団体 

どのよ�な��を行な�のでし��か� 

・ 労働者全員の心の健康を推進するために、労働者と協調しながら働き

かけます。この働きかけは、労働者の権利や労働条件を含み、労働者

を管理するための全ての方針や施策に、心の健康の推進を組み込むべ

きです。 

・ 仕事や労働者の特性と、組織の特性を考慮したアプローチを保障しま

す。 

                                                 
6 Sainsbury メンタルヘルスセンター(2007) 仕事におけるメンタルヘルス：ビジネスのケース

におけるポリシーペーパーNo.8：ロンドン Sainsbury メンタルヘルスセンター 
7 10 人以下：零細企業、50 人以下：小規模企業、250 人以下：中規模企業 

− 406− − 407−
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・ オープンなコミュニケーションと参画に基づいた、平等で公平な風土

づくりを推進します。 

・ 心の健康についての知識と理解を促進し、心の健康問題に関連した差

別や偏見を減らすようにします。 

・ 心の健康と差別や偏見を減らすために、仕事の設計、選択、採用、育

成、査定の方法を確かめます。労働者は、やりがいがあり創造的で発

展性のある仕事をするために、必要な技術を持ち、サポートを受ける

必要があります。労働者は組織的が変化したり不確実な状況にある時

にも十分なサポートを受けるべきです。  

・ ストレスにさらされているにもかかわらず、心の健康を推進するため

のサポートを受けづらい立場にある労働者団体でも、公平に参加でき

る機会を保障にします。これらの団体には、パートタイム労働者や派

遣労働者や移民労働者が含まれます。  

提言 2: 労働者の心の健康推進を評価する機会と、リスク管理 

�が���受者ですか� 

労働者です 

�が実�するのでし�うか� 

 提言 1 を参照ください。 

�のような��を�なうのでし�うか� 

労働者の心の健康推進とリスク管理を評価する体系的なアプローチを導入し

ます。この働きかけの内訳は、次のようなことです。 

・労働者の心の健康を、評価しモニタリングするシステムを整備するこ

とによって、改善する領域が特定され、仕事や職場環境に起因するリ

スクを検討することができます。これには労働者の意識調査や欠勤率、

就業者の離職、教育研修への投資、フィードバックとオープンなコミ
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ュニケーションなどの情報が含まれます。小さな組織ではもっとイン

フォーマルなかたちになります。労働者の個人情報を保護し、それを

監視することは労働者への配慮として重要なことです。 

 

・仕事の質と労働条件に関して、労働者に法的な権利を与えるように

してください。労働者は自らの心の健康に配慮する責任がある事を

認識しなければなりません。例えば、労働者は職場環境のサポート

や改善に関する関心やニーズについて認識しておくことです。  

・健康安全局による、仕事に関連するストレスのための管理基準のフ

レームワークを、労働者の心の健康を推進し維持するために利用し

ます。  

・仕事や労働条件に起因するストレスについての特有のリスクを抱え

ているか、または他の理由で心の健康問題を抱えている労働者のニ

ーズに応えます。労働者の欠勤状況をうまく管理できる施策が大切

なのは、ストレスを抱えている労働者を早期に特定しサポートする

ことができるからです。サポートにはカウンセリングやストレス対

応トレーニングがありますが、これらは産業保健とプライマリケア

の専門家に任せる事になります。労働者個人への介入は組織全体へ

のアプローチによって補完されなければなりません。 

・中小零細規模の事業や組織が、心の健康を推進しリスクに対処する

には、異なるアプローチが必要になります。より小規模の事業や組

織の場合は中小企業商工会議所連合のような組織が提供するサポー

トを利用するのがよいでしょう 

(雇用者は「長期病欠と就業不能の取扱い」NICE public health guidance 

19 も参考にすることができます)     
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・ オープンなコミュニケーションと参画に基づいた、平等で公平な風土

づくりを推進します。 

・ 心の健康についての知識と理解を促進し、心の健康問題に関連した差

別や偏見を減らすようにします。 

・ 心の健康と差別や偏見を減らすために、仕事の設計、選択、採用、育

成、査定の方法を確かめます。労働者は、やりがいがあり創造的で発

展性のある仕事をするために、必要な技術を持ち、サポートを受ける

必要があります。労働者は組織的が変化したり不確実な状況にある時

にも十分なサポートを受けるべきです。  

・ ストレスにさらされているにもかかわらず、心の健康を推進するため

のサポートを受けづらい立場にある労働者団体でも、公平に参加でき

る機会を保障にします。これらの団体には、パートタイム労働者や派

遣労働者や移民労働者が含まれます。  

提言 2: 労働者の心の健康推進を評価する機会と、リスク管理 

�が���受者ですか� 

労働者です 

�が実�するのでし�うか� 

 提言 1 を参照ください。 

�のような��を�なうのでし�うか� 

労働者の心の健康推進とリスク管理を評価する体系的なアプローチを導入し

ます。この働きかけの内訳は、次のようなことです。 

・労働者の心の健康を、評価しモニタリングするシステムを整備するこ

とによって、改善する領域が特定され、仕事や職場環境に起因するリ

スクを検討することができます。これには労働者の意識調査や欠勤率、

就業者の離職、教育研修への投資、フィードバックとオープンなコミ
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ュニケーションなどの情報が含まれます。小さな組織ではもっとイン

フォーマルなかたちになります。労働者の個人情報を保護し、それを

監視することは労働者への配慮として重要なことです。 

 

・仕事の質と労働条件に関して、労働者に法的な権利を与えるように

してください。労働者は自らの心の健康に配慮する責任がある事を

認識しなければなりません。例えば、労働者は職場環境のサポート

や改善に関する関心やニーズについて認識しておくことです。  

・健康安全局による、仕事に関連するストレスのための管理基準のフ

レームワークを、労働者の心の健康を推進し維持するために利用し

ます。  

・仕事や労働条件に起因するストレスについての特有のリスクを抱え

ているか、または他の理由で心の健康問題を抱えている労働者のニ

ーズに応えます。労働者の欠勤状況をうまく管理できる施策が大切

なのは、ストレスを抱えている労働者を早期に特定しサポートする

ことができるからです。サポートにはカウンセリングやストレス対

応トレーニングがありますが、これらは産業保健とプライマリケア

の専門家に任せる事になります。労働者個人への介入は組織全体へ

のアプローチによって補完されなければなりません。 

・中小零細規模の事業や組織が、心の健康を推進しリスクに対処する

には、異なるアプローチが必要になります。より小規模の事業や組

織の場合は中小企業商工会議所連合のような組織が提供するサポー

トを利用するのがよいでしょう 

(雇用者は「長期病欠と就業不能の取扱い」NICE public health guidance 

19 も参考にすることができます)     
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提言 3�柔軟な働き方                   

�が����者ですか� 

労働者です 

�が��するのでし�うか� 

・ 提言 1 を参照ください。 

どのような活�を�なうのでし�うか� 

・可能であれば、労働者の私生活と仕事の双方の必要性と要望に応じて、

柔軟な働き方の機会を導入することも考えられます。柔軟な働き方のオ

プションとしては、パートタイム制、在宅勤務、ワークシェアリング、

フレックスタイム制などが挙げられます。このような制度があれば労働

者の自己決定感を促進し、エンゲイジメントや職務満足感を推進できま

す。  

・ 柔軟な働き方をサポートして、従業員の不安に対応するような組織文化

を推進します。マネージャーは、労働者からの柔軟な働き方の要望に一

貫性と公平性が保たれるように対応しなければなりません。マネージャ

ーは、柔軟な働き方をしているチームを管理できる能力を伸ばしていく

ことが必要となります。  

・ 小規模・零細規模の事業や組織の特性に応じて、柔軟な働き方の機会

についての独自モデルを考慮します。 

提言 ４: ラインマネージャーの�� 

�が����者ですか� 

ラインマネージャーと労働者 
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(小規模・零細事業場ではラインマネージャーはオーナー経営者に相当する場

合があります) 

�が��するのでし�うか� 

・ あらゆる規模の組織の雇用者。より大規模な組織の場合は、人事責任者

と上級マネージャーなども含まれます。小規模・零細事業場の場合はオ

ーナー経営者、中規模事業の場合は事業部マネージャー（事業部長）が

担当します。  

・ マネジメントに関するトレーニングを行う専門機関  

どのような��を行なうのでし�うか� 

支持的なリーダーシップスタイルやマネジメントを通じて、労働者の心の健

康を推進するラインマネージャーの役割を強化します。これには次のような

内容が考えられます。 

・ 参画、委任、建設的なフィードバック、メンタリングやコーチングを促

すマネジメントスタイルを推進します。 

・ マネージャーの採用、選別、トレーニングに関するポリシーが、これら

のスキルを認め、促すことを明確にします。 

・ マネージャーは労働者をやる気にさせ、彼らの業務遂行能力が向上し職

務満足が得られるような、トレーニングとサポートすることを明確にし

ます。 

・どのようなマネジメントスタイルが労働者の心の健康を推進し、ストレ

スを最小限に維持するのに役立つかの理解を促進します。 

・ マネージャーは、労働者の不安や心の健康問題の兆候を敏感に感じ取っ

て対処することを明確にします。  

・ どのような時に、労働者を産業保健サービスや他のサポート機関に紹介

するのかをマネージャーが理解することを明確にします。 
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・人材育成開発協会、健康安全局、人材認証機関によって開発されたコン

ピテンシーのフレームワークをマネジメント構築のためのツールとして

考えます8。 

提� 5: 中小零細事業のサポート 

�が利���者です�� 

中小零細事業の労働者と雇用者です。 

�が実�するのでし�う�� 

・ プライマリケアトラスト（英国で地域における医療福祉計画をたて、

予算を管理運営し、医療の質の保証、向上をになう組織）、プライマ

リケアサービス、産業保健サービス。 

・ 職場における心の健康を推進する為の政府関係、ボランティア、慈善

団体、企業の部門と国家主導プログラムで働く人々。 

・ 中小企業連盟。 

�のような�動を行なうのでし�う�� 

・ 中小零細規模の事業と協力し、提案やアドバイスと幅広いサポートと

サービスを行ないます。産業保健サービス機関の利用も考えられます

（カウンセリングサポートとストレス対処のトレーニングが含まれま

す）。 

・ 心の健康増進を組織全体にわたってアプローチする方法を開発・実行

するためのサポートやアドバイスをする仕組づくりをします。これら

にはリスク評価、人事マネジメント、マネジメントの教育訓練と開発、

のためのツールと方法が含まれます。 

                                                 
8人材育成開発協会、健康安全局、人材認証機関(2009) 職場におけるラインマネージャーの行

動とストレス（ｵﾝﾗｲﾝ）ウェブページは www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/898B09D3-6F8A-
49AF-BD11-66EC76B086D4/0/stress_at_work_updated_guidance_for_line_managers.pdf  
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2 公衆衛生�の�要性と実� 

働くこと（有給、無給に関わらず）は健康を促進する活動そのものであり、

その効用は実証されています。(Acheson 1998; Waddle and Burton 2006). 

全国調査の概要によると、英国では 2005 年だけで新たに 6400 件の仕事に関

連する心の健康問題が発生しています。しかしながら、この数値は低く見積

もられており、2006 年と 2007 年には 53 万人もの人々が、仕事に関連した

病状として、ストレスや不安神経症、うつ病に罹患していると考えられてい

ます。その結果、フルタイムの労働日数に換算して 1370 万の労働日数分が

失われていることになります。作業関連疾患の調査では、24 万 2000 人が過

去 12 ヶ月の間に仕事に関連したストレス、うつ病、不安神経症を経験したこ

とがあると報告されています(健康安全局 2008b)。 

行政職、防衛関係、教育、保健、社会福祉などの労働者は、ストレス、不安

神経症、うつ病のであると自己申告する確率が最も高いです(健康安全局

2008b)。  

低所得者層ではより劣悪な労働条件である傾向が強く、例えば仕事量を自分

で決めることができず、労働安全環境が悪く、サポート体制が限定的で、物

理的危険にさらされやすい傾向にあります。したがって、仕事の質と労働条

件を改善することが健康格差の是正につながります(Siegrist と Marmot 2004)。 

冠状動脈性心疾患、筋骨格疾患、精神疾患を含むいくつかの疾病や障害は職

場における社会的、心理的な環境と関連しています (Marmot 等。 2005)。 

健康的な働き方と労働者の健康や福祉に投資することは、生産性を改善し、

事業や社会全体にとって、費用対効果が高いことが実証されています (Coats 

及び Max 2005, Dunham 2001、メンタル・キャピタルとウェルビーイング・

プロジェクトの展望 2008)。研究によると、成功している組織では健康的な

職場環境が同じような特徴を持っています (Pfeffer 1998)。 
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3 考察 

PHIAC 公衆衛生介入専門委員会は提言をまとめる際に、いくつかの要因と課

題を考慮しました。  

3.1 PHIAC 公衆衛生介入専門委員会は、心の健康を推進するために

「働くこと」が重要であり、ガイダンスは働くことの有用な役割

に焦点をあてています。そして、このガイダンスは、すでに悩み

を抱えていたり、心の健康問題の初期症状や徴候がある労働者の

管理や治療には焦点をあてていません。 

3.2 PHIAC 公衆衛生介入専門委員会 は、仕事と職場環境の多様性を認

めており、特定の事情と状況に合わせてアプローチすべきだとし

ています。例えば、これまでは中小零細規模の事業や組織にも明

確なニーズがあることは証明されていませんでした。したがって、

この提言は柔軟に実施していかねばなりません。  

3.3 パートタイムの女性、移民労働者、高齢労働者の顕著な増加に見

受けられるような労働人口の多様化によって、差別や明らかな不

公平などによるストレスの可能性が増加しています(メンタル・キ

ャピタルとウェルビーイング・プロジェクトの展望 2008)。職場に

おける心の健康には多くの要因が関与しています。ストレスは、

職場の精神衛生に影響する重要な要素となっています。うつ病と

不安神経症は、頻繁に観察され職場に関係していると考えられま

す (その他の要因としては私生活上の出来事、例えば死別や対人関

係の悪化などもあげられます)。  

3.4 昨今の経営状況の悪化は、労働者に雇用不安や失業の心配を抱か

せて、心の健康問題が増える可能性があります。労働者の心の健

康を守る対策は、事業や組織が長期的に業績を維持するために、

必要な能力と経験を持つスタッフを保有するための助けになりま

す。 
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3.5 労働者の心の健康を促進するための、組織全体へのアプローチの

効果と費用対効果については、実用的で質が高い科学的根拠は限

られています。また、そのような組織全体へのプローチは、伝統

的な経験にもとづく評価や系統的なレビューにはあてはまりませ

ん。したがって、ガイダンスの実施を周知するために、より幅広

い科学的根拠が得られるように、より柔軟な評価方法を採用しま

した。 

4 実施 

NICE 英国国立医療技術評価機構ガイダンスは、次の人々をサポートします。 

◎ 労働者の心の健康を推進し、改善する全ての規模の雇用者と部門。労

働者の心の健康の状況を改善できれば、病欠と離職率が減り、業績と

生産性の向上が期待できます。  

◎ 労働者の健康を保護する法的な責務を有する雇用者。 

◎ 職場での心の健康を推進する労働者またはその代表。  

◎ 「健康増進への基準」（2006 年改訂）の第７節に記載されている公衆

衛生に関する  DH 英国保健省基準に合致する NHS 国立健康増進局の

組織。これらの基準に違反する行為は、「ケアの質委員会」によって

査定されます。  

◎ DH 英国保健省の「運用の枠組み 2008/09」と「運用の枠組み 2008/09

－2010/11」に示されている要求に合致する NHS 国立健康増進局、社

会医療と子供サービス部門。  

◎ 地域社会・地方自治省の「地方自治体と地方自治体パートナーシップ

との新しい形の協力枠組み」記載の要求に合致する NHS 国立健康増進

局、社会医療と子供サービス部門。 
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◎ 健康増進と健康格差を是正するための国の指標と目的に合致する公共

部門の国家機関と地方行政機関。 

◎ 地域社会の経済、社会福祉、環境整備を推進する権限を達成しようと

する地方自治体。 

◎ 内容が明確なコスト削減、負の投資や資源の移行の機会などにより恩

恵を得る NHS 国立健康増進局の地方局、地方自治体とその他の地方公

共部門パートナー組織。 

◎ 地方自治体の戦略的協力関係ように、健康増進のために他部門と連携

を取ることに重点をおいて実施します。  

NICE 英国国立医療技術評価機構は対象組織がこのガイダンスを実行に移すた

めの手順を構築しました。詳細はウェブサイト (www.nice.org.uk/PH22)をご

参照ください。 

5 研究課題の提言 

PHIAC 公衆衛生介入専門委員会 は次にあげる研究課題が生じている事を提言

しています。この文脈では「有効性」という言葉は、効果の大きさだけでな

く、費用対効果と効果の持続も含んでいます。さらに、悪影響についても考

慮します。  

1. 労働者の心の健康を推進するための組織全体へのアプローチについて、

それぞれの要素の有効性と費用対効果（方針、人事管理、労働者の参画、

マネジメントスタイルと方法を含む）はどうなっているか？ 

2. 仕事における心の健康のプラス面とマイナス面の評価や、心の健康増進

と組織の業績との関係の評価について、定義や有効な手段はどのような

ものか？ プレゼンティーイズム（出勤している労働者の健康問題によ

る業務遂行能力の低下）だけではなくアブセンティーズム及び仕事の効

率や生産などの他の指標も考慮されるべきです。 

NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 19 of 43 

3. 様々なタイプの組織環境において、組織的全体へのアプローチの費用と

効果は何か？中小零細事業の場合、どのようなモデルが心の健康を推進

する場合に有効で、費用対効果が高いか？  組織全体へのアプローチ

を行なうにあたって、どのような要因が促進になったり、実行を妨げる

のか？ 

4. 労働者の中の特定のグループ（例えば男女、年齢、人種、社会経済的立

場、身体的障害、性的指向、宗教、その他性格の違いなど）に対する有

効で費用対効果が高いアプローチはどのようなものか？ パートタイム、

派遣社員、移民労働者にはどのような働きかけが有効で、かつ費用対効

果に優れているか？ 

医療研究委員会のガイドラインの「複雑な介入の評価」の項(2008)に推

奨されているアプローチを利用すべきでしょう。評価には、事業が発展

するに従って「適切な実験」を行う機会や、労働者の心の健康を推進す

るためのアプローチ手順を考慮しなければなりません。  

このガイダンスの作製中に実証されて間に合わなかったデータの詳細は付録

D に掲載してあります。 

6 ��の更新  

このガイダンスは必要に応じて更新されます。更新経過の情報は

www.nice.org.uk/PH22 にご連絡お願いします。 

7 NICE 英国国立医療技術評価機構 に�連するガイ

ダンス�スト 

◎うつ病。 NICE 英国国立医療技術評価機構臨床ガイドライン 90 (2009)。

www.nice.org.uk/CG90 参照。 

◎長期病欠と就労不能。NICE 英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンス 

19 (2009)。 www.nice.org.uk/PH19 参照。 
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Dr David Sloan  公衆衛生事業 元代表 

Dr Stephanie Taylor  Barts and The London 医科歯科大学、健康科学センタ
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CPHE（The Centre for Public Health Excellence＝公衆衛生研究センター）代
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Jane Huntley 
副局長  
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主席アナリスト 

Andrew Hoy 
アナリスト 

Peter Shearn 
アナリスト 

Adrienne Cullum 
アナリスト  

Melanie Iddon 
アナリスト 

Patti White 
アナリスト 

Anthony Threlfall 
アナリスト 

Chris Carmona 
アナリスト 

Bhash Naidoo 
健康経済学 テクニカル アドバイザー 

������ 

審査������の�� 

審査１「職場における心の健康の推進に寄与する職場介入調査」は産業医学

研究所によってなされました。調査結果の共同執筆者は RA Gravelling, JO 

Crawford, H Cowie, C Amati and S Vohra 等です。 
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審査 2: 「（仕事における福祉を促進する）生産的で健康的な働き方をとおし

た心の健康」は健康総合研究所によって行なわれました。調査結果の共同執

筆者は S Baxter, L Goyder, K Herrmann, S Pickvance and J Chilcott 等です。 

「最終調査報告への補足情報」の共同執筆者は S Baxter, L Goyder, K 

Herrmann, S Pickvance and J Chilcott 等です。 

審査委員: 経済性分析 

「職場における心の健康を推進する公衆衛生介入の費用対効果論文の評価」

の経済性分析は Metroeconomica 誌によって行なわれました。共同著者は R 

Boyd, A Hunt, and R Ortiz 等です。 

経済性モデル化の結果は「職場における心の健康を推進する公衆衛生介入の

経済性評価」に報告されています。Metroeconomica 誌共同著者は R Boyd, A 

Hunt, and R Ortiz 等です。 

更に、公衆衛生介入専門委員会は、より広い範囲での提言実施の費用対効果

を経済性分析 するための要件を検討しています。それは、展望プロジェク

ト：メンタル・キャピタルとウェルビーイング・プロジェクトの展望(2008)

によって行なわれました。組織全体へのアプローチの費用対効果の予測は展

望プロジェクトの一つとして英国政府に報告されました。 

実地調査 

「職場における心の健康を推進するコンサルテーションについての英国国立

医療技術評価機構の提言草案」の実地調査は Greenstreet Berman 氏によって

なされました。 

�� B：�ガイダンス��に使用した方法の�要 

は�めに 

評価と経済性分析は、科学的根拠（調査方針を含む）の選択のために使用し

た方法の詳細な全内容を含み、その品質を検討しまとめるものです。  

NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 29 of 43 

公衆衛生介入専門委員会の議事録によれば、より詳細に委員会がどのように

科学的根拠を解釈し提言を作成したかが判ります。 

全ての関連書類は付録 E に一覧が記載され www.nice.org.uk/PH22 から入手

できます。 

生産的で健康的な働き方による心の健康を推進するために採用された方法は、

最近改訂された「英国国立医療技術評価機構による公衆衛生ガイダンスの作

成方法」(2009)にまとめられています。  

科学的根拠の再検討は 3 つの段階に分けられ、それらは； 

1. 介入の評価研究の実証の組織的な評価（2008 年 3 月） 

2. 研究モデルを試し、介入する選択肢（専門家対照グループによって確定

されたもの）の概念モデルの使用と科学的根拠の整合性の評価（2008 年

7 月）。 

3. ガイダンス作成の基盤として本アプローチによって得られた知見の検討

（2009 年 1 月 2 月） 
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公衆衛生介入専門委員会の議事録によれば、より詳細に委員会がどのように
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ガイダンスの作成 

この公衆衛生ガイダンスを作成する手順の概要は次のようになっています。 

1. 方針の草案をコンサルタントグループに公開 

2. 方針の草案について関係者会議を行なう 

3. 関係者の意見を草案の改訂に反映  

4. 最終方針と公の意見への返答をウェブページに公開 

5. 科学的根拠の評価と経済性分析を実施 

◎ 段階 1: 介入の評価と経済性分析の系統的なレビュー 

◎ 段階 2: 様々な異なる科学的根拠に対して概念的なフレームワークと

主題の整合性を評価 

◎ 段階 3: ガイダンスと提言の草案の作成 

6. 科学的根拠の評価と経済性分析を協議  

7. ガイダンスの草案を協議し実地調査する 

8. 公衆衛生介入専門委員会が提言を改訂  

9. 最終ガイダンスをウェブページに公開 

10. ウェブページにて、公の意見に返答する 

 

主たる課題 

方針に付随して主要な課題が生じます。それらは実例の評価の出発点となり、

公衆衛生介入専門委員会 が提言を作成するために活用されます。包括的な課

題は、次のとおりです。  

◎ 仕事と職場環境が、心の健康を推進するのにどのように作用するのか？  
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関連する課題は； 

1. どの介入が最も効果的で費用対効果が優れるているか。 

2. 有効で費用対効果が高い心の健康推進策には、どのような仕事と職場環

境の特性があるのか？  

3. 外的要因（例えば死別、家庭崩壊、借金など）によるストレス、不安神

経症、うつ病等に対処する労働者に対して、どのように組織的なサポー

トができるのか？  

4. 多様な職業グループや組織の状況に対して、どのように健康的な職場環

境をつくることができるのか？  

5. 雇用者が労働者の心の健康を推進するために、労働慣行や環境を適用し

検討するために、どのようなサポートをすればよいのか？  

6. 雇用者と労働者双方のために、職場における心の健康を推進する目的で

介入を実施する場合には、何が障害となり何が促進要素になるのか？  

7. 健康の平等性を促進する介入は、心の健康と生産性にも影響を与えるの

か?  

8. 職場における心の健康の推進は、職場環境と生産性をどのように改善す

ることができるのか？  

9. 雇用者にとって何が経費で何が経済的利益になるのか？：労働者の心の

健康を推進する事業例はどのようなものか？  

これらの質問は更に詳しく検討されました（詳細はレビューを参照くださ

い） 
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科学的根拠の評価 

段階１: 介入の有効性と経済分析の系統的な評価 

職場における心の健康を推進する目的で行なった、特定の介入研究の有効性

が評価された（レビュー１）。本評価は、仕事と職場環境による心の健康を

推進するための組織全体の方針と取り組みに対して、実施した介入について

の評価に焦点が当てられています。  

英国国立医療技術評価機構の方法に準拠して、科学的根拠の系統的な評価を

行いました。19 個のデータベースと 24 個のウェブサイトを検索し、介入研

究と評価を行いました。研究内容には、特定の職場への介入の実施とそして

有効な結果の方法の活用も含まれます。本研究では、薬理学的あるいは或い

は社会心理学的な治療を必要とすると診断された心の健康状態に介入する研

究は除外されました。 

66 個の予備研究が検討対象基準として採用されました。これらは様々な組織

全体やストレス対処への介入をカバーします。添付されている文献・書類は

英国国立医療技術評価機構の方法論チェックリストに依拠して方法論の厳格

性と品質が審査済みであり、英国国立医療技術評価機構のマニュアル「英国

国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンスの実施方法集」（付録 E 参照）に

記載されています。実証データは事例一覧に掲載されています。評価から得

られた知見はまとめられ、主要な課題に対する事例を用いた回答例として使

用されています（詳細レビューを参照）。 

評価報告全体としては、仕事と職場環境における心の健康を推進するための

組織全体の方針と取り組みに対しては比較的限定された範囲の実証となって

います。最も強力な（事例数は少ないが）介入事例はストレス対処を目的と

した個々人のケースです。  

更には、この段階では経済的効果と費用対効果分析も含まれています。経済

モデルは有効性評価データを組み込んで構成されています。  
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経済データベース EconLit と健康経済性評価データベースと国立健康増進局

経済性評価データベースを検索し有効な科学的根拠（評価１）も調査しまし

た。成人労働者の心の健康を推進する職場を基盤とした介入の全体的な経済

性評価を検索しました。50 本の報告書のうち、除外/対象基準を適用した 後

に採用された完全な評価報告書はわずか 2 本でした。  

公衆衛生介入専門委員会は、これらの 1 次検討結果をもとに、組織的アプロ

ーチ（仕事と職場環境の質）を実施には科学的根拠（実証）が不十分である

と判断し ました。しかし、公衆衛生介入専門委員会は労働者の心の健康を推

進する事は英国国立医療技術評価機構ガイダンスの重要な役割であると考え

ています。それゆえ科学的根拠の評価には、異なる種類の研究や文献を導入

して広く評価の対象にすべきだとしています。 

�� 2:概念の�レー��ークと�ーマにあてはめた評価 

公衆衛生介入専門委員会 は本ガイダンスの作成のために新しい取り組みを検

討し合意しました。  

全ての公衆衛生ガイダンスは公衆衛生研究センターのメソッド（方法）マニ

ュアル改訂版(2009)による「概念の枠組み」に準拠して公告される事になり

ます。この枠組みは職場の心の健康に適用され、さらに多様な科学的根拠を

通して試され作成されます。全国の事業場や組織、環境要因や社会文化の作

用（構造、仕組み）、「組織環境」をとおして、労働者の心の健康に影響す

るかについて、この枠組みでは幅広い要因を特定しています。  

健康な職場の主な要素を概念化することにより、より詳細なモデル化がなさ

れています。それは、基本的に心の健康を増進する特性や、ストレス要因の

ように心の健康にリスクになるという特徴がありました。（それによると、

これらの仕事の特性は基本的に心の健康を促進し「ストレス要因」として作

用するリスクを低減させることです。 ） 

公衆衛生介入専門委員会は 2008 年 7 月の会議において、科学的根拠の評価

を基礎とする目的でこのモデルを採用する事について 検討し合意しています。  
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用するリスクを低減させることです。 ） 

公衆衛生介入専門委員会は 2008 年 7 月の会議において、科学的根拠の評価

を基礎とする目的でこのモデルを採用する事について 検討し合意しています。  
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アドバイスを行なうために専門家対照グループ（同分野の研究者や専門家に

より構成される）が組織されました。このグループは研究課題（特定の研究、

対照やデータソース）に関連する適切な科学的根拠を確定するサポートを行

い、英国国立医療技術評価機構の技術チームがそのデータを使用したデータ

ベースを作成します。  

Sheffield 大学の健康総合研究所（The School of Health and Related 

Research ：ScHARR)はこの実証データの検討評価を行なう業務を任命され

ています。実証範例が広く様々な様相を呈しているので「伝統的」な組織的

評価検討方法の採用は適切とは言えません。事例を主題ごとに評価検討して

いく事によって（評価検討対象の）仕事の特性について理解を深め、心の健

康を推進するか損なうのか、そしてそれら要因がどのように関係するかが明

確になります。これは概念化モデルのテストと洗練化を目的としています。

文献類は方針趣意書や様々な研究デザインに基づいた報告書や実証研究など

を含む幅広い範囲のものです。  

健康維持に関わる経済性と事業範例は検討評価の対象となり、特に予測報告

（メンタル・キャピタルとウェルビーイング・プロジェクトの展望 2008）を

組み込んだものとなっています。 

データの定性的分析には、標準化された技法を用いてデータを分析して、主

題を確定し、論理的に説明可能な仕組みにしました。検討評価は生産性の高

い健康な組織に関連する要素の特定に焦点を当てています。特に仕事と心の

健康との「理論的な」関連（因果関係）を定義しました。 

実地調査 

実地調査によって、英国国立医療技術評価機構の提言が雇用者にとってどの

ように有効であるかと、実行に移すのに適しているかを評価しました。この

調査は、雇用者と労働者、そして労働者の健康に責任を持つ労働者の代表、

さらには保健専門家や健康推進サービス提供機関によって運営されました。

それらの人々は、公共事業、営利事業、ボランティア関係などで働いている

人を含んでいます。 

NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 35 of 43 

実地調査は次のことを含みます。 

◎ 雇用者、雇用者と労働者の代表、健康に関する専門家や健康推進サービス

提供機関からなる 8 件のワークショップをバーミンガム、ロンドン、マン

チェスターで実施。 

◎ あらかじめ、これらの業種の人事部や産業保健部門 40 箇所に電話でイン

タビューを実施。  

ワークショップと電話インタビューは、十分に広い地域をカバーするよう

に委託されています。この調査から出された課題は付録 C の実地調査によ

る知見に記載されています。実地調査の全報告は「職場における心の健康

を推進するための英国国立医療技術評価機構提言草案作成コンサルテーシ

ョン」www.nice.org.uk/PH22 をご参照ください。 

公衆衛生介入専門委員会は提言を�のように�定したのか  

2009 年 1 月と 2 月の会議において公衆衛生介入専門委員会 は提言の作成の

基盤となる実証範例の評価について検討しました。専門家対照グループと

co-optees （事務局）がこの工程表の作成を行いました。 

公衆衛生介入専門委員会は非公式の合意のもと、提言の草案を作成しました。  

公衆衛生介入専門委員会は、仕事及び労働者の心の健康の特性と業績との関

係について、概念の妥当性の根拠を同定し評価する範囲を検討しました。こ

れらはストレス要因の可能性があるので、介入する領域となります。  

これらの関連性の強さについては「三角形分割法」を用いて評価されました。

この補完的な研究は健康総合研究所によってなされ、関連性についての多く

の異なる形式の実証例が示されました。更には、他の最近の研究の遂行で明

らかになった下記の知見も検討されています。 

◎ 「事業事例におけるストレスに対するマネジメント標準法：メタ分析を

基盤とした結論」（ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ）健康安全局

(2006)  
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アドバイスを行なうために専門家対照グループ（同分野の研究者や専門家に

より構成される）が組織されました。このグループは研究課題（特定の研究、

対照やデータソース）に関連する適切な科学的根拠を確定するサポートを行

い、英国国立医療技術評価機構の技術チームがそのデータを使用したデータ

ベースを作成します。  

Sheffield 大学の健康総合研究所（The School of Health and Related 

Research ：ScHARR)はこの実証データの検討評価を行なう業務を任命され

ています。実証範例が広く様々な様相を呈しているので「伝統的」な組織的

評価検討方法の採用は適切とは言えません。事例を主題ごとに評価検討して

いく事によって（評価検討対象の）仕事の特性について理解を深め、心の健

康を推進するか損なうのか、そしてそれら要因がどのように関係するかが明

確になります。これは概念化モデルのテストと洗練化を目的としています。

文献類は方針趣意書や様々な研究デザインに基づいた報告書や実証研究など

を含む幅広い範囲のものです。  

健康維持に関わる経済性と事業範例は検討評価の対象となり、特に予測報告

（メンタル・キャピタルとウェルビーイング・プロジェクトの展望 2008）を

組み込んだものとなっています。 

データの定性的分析には、標準化された技法を用いてデータを分析して、主

題を確定し、論理的に説明可能な仕組みにしました。検討評価は生産性の高

い健康な組織に関連する要素の特定に焦点を当てています。特に仕事と心の

健康との「理論的な」関連（因果関係）を定義しました。 

実地調査 

実地調査によって、英国国立医療技術評価機構の提言が雇用者にとってどの

ように有効であるかと、実行に移すのに適しているかを評価しました。この

調査は、雇用者と労働者、そして労働者の健康に責任を持つ労働者の代表、

さらには保健専門家や健康推進サービス提供機関によって運営されました。

それらの人々は、公共事業、営利事業、ボランティア関係などで働いている

人を含んでいます。 
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実地調査は次のことを含みます。 

◎ 雇用者、雇用者と労働者の代表、健康に関する専門家や健康推進サービス

提供機関からなる 8 件のワークショップをバーミンガム、ロンドン、マン

チェスターで実施。 

◎ あらかじめ、これらの業種の人事部や産業保健部門 40 箇所に電話でイン

タビューを実施。  

ワークショップと電話インタビューは、十分に広い地域をカバーするよう

に委託されています。この調査から出された課題は付録 C の実地調査によ

る知見に記載されています。実地調査の全報告は「職場における心の健康

を推進するための英国国立医療技術評価機構提言草案作成コンサルテーシ

ョン」www.nice.org.uk/PH22 をご参照ください。 

公衆衛生介入専門委員会は提言を�のように�定したのか  

2009 年 1 月と 2 月の会議において公衆衛生介入専門委員会 は提言の作成の

基盤となる実証範例の評価について検討しました。専門家対照グループと

co-optees （事務局）がこの工程表の作成を行いました。 

公衆衛生介入専門委員会は非公式の合意のもと、提言の草案を作成しました。  

公衆衛生介入専門委員会は、仕事及び労働者の心の健康の特性と業績との関

係について、概念の妥当性の根拠を同定し評価する範囲を検討しました。こ

れらはストレス要因の可能性があるので、介入する領域となります。  

これらの関連性の強さについては「三角形分割法」を用いて評価されました。

この補完的な研究は健康総合研究所によってなされ、関連性についての多く

の異なる形式の実証例が示されました。更には、他の最近の研究の遂行で明

らかになった下記の知見も検討されています。 

◎ 「事業事例におけるストレスに対するマネジメント標準法：メタ分析を

基盤とした結論」（ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ）健康安全局

(2006)  
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◎ 「最終プロジェクト報告」精神衛生資質と福祉の展望プロジェクト

(2008) 

◎ 「Dame Carol Black 氏の調査報告。英国の労働年齢にある国民の健康。

より健全な将来への職場」健康、労働、福祉プログラム (2008)。 

この研究結果は、他の最近の体系的なレビューと合わせて判断されました。 

可能な限り、この提言は仕事の枠組みや仕事が内包するストレス要因に関連

する科学的根拠と関連付けられています（詳しくは付録 C 参照）。もし提言

が科学的根拠から推論される場合は「IDE(inference derived from the 

evidence：科学的根拠からの推論)参照」と表記されます。 

提言を含む草案ガイダンスは 2009 年 4 月にコンサルテーショングループに

公開されました。2009 年 6 月の会議において、公衆衛生介入専門委員会 が

関係者や専門家及び実地調査の意見を元にガイダンスの改訂を行いました。

ガイダンスは 2009 年 9 月に英国国立医療技術評価機構 ガイダンス局から告

示されました。 
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付録 C���的根拠 

この付録は提言の作成に活用された外部契約機関２者による有効性評価と専

門家報告とに関連づけています（下記の実証範例評価と専門家報告とを参

照）。それには経済性分析のサマリーも記載されています。 もし提言が根拠

の論評や専門家の報告から直接採用されたものではないが、実例から推論さ

れたものの場合は「IDE」という表記が下に表示されます。 

提言 1: R1 (実範例番号 5 と 6), R2, ER 1, 2, 3 

提言 2: R2, ER1, 2 

提言 3: R2, ER2 

提言 4: R2, ER1, 2 

提言 5: IDE 

��的根拠の評価検討 

評価検討 2 (R2) 

主題評価検討 (「生産的で健康な職場環境による心の健康」)により仕事内容

や仕事の枠組みの特性で、ストレス要因として作用するものを確定しました

（下記一覧表参照）。これらの特性は労働者の性格と相互に関係しています。

労働者がどの程度ストレスを感じるかは、個々人の資質と適応性だけでなく、

どの程度、適切なサポートや管理がなされているかにもよります。  
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◎ 「最終プロジェクト報告」精神衛生資質と福祉の展望プロジェクト

(2008) 

◎ 「Dame Carol Black 氏の調査報告。英国の労働年齢にある国民の健康。

より健全な将来への職場」健康、労働、福祉プログラム (2008)。 

この研究結果は、他の最近の体系的なレビューと合わせて判断されました。 

可能な限り、この提言は仕事の枠組みや仕事が内包するストレス要因に関連

する科学的根拠と関連付けられています（詳しくは付録 C 参照）。もし提言

が科学的根拠から推論される場合は「IDE(inference derived from the 

evidence：科学的根拠からの推論)参照」と表記されます。 

提言を含む草案ガイダンスは 2009 年 4 月にコンサルテーショングループに

公開されました。2009 年 6 月の会議において、公衆衛生介入専門委員会 が

関係者や専門家及び実地調査の意見を元にガイダンスの改訂を行いました。

ガイダンスは 2009 年 9 月に英国国立医療技術評価機構 ガイダンス局から告

示されました。 

NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 37 of 43 

付録 C���的根拠 

この付録は提言の作成に活用された外部契約機関２者による有効性評価と専

門家報告とに関連づけています（下記の実証範例評価と専門家報告とを参

照）。それには経済性分析のサマリーも記載されています。 もし提言が根拠

の論評や専門家の報告から直接採用されたものではないが、実例から推論さ

れたものの場合は「IDE」という表記が下に表示されます。 

提言 1: R1 (実範例番号 5 と 6), R2, ER 1, 2, 3 

提言 2: R2, ER1, 2 

提言 3: R2, ER2 

提言 4: R2, ER1, 2 

提言 5: IDE 

��的根拠の評価検討 

評価検討 2 (R2) 

主題評価検討 (「生産的で健康な職場環境による心の健康」)により仕事内容

や仕事の枠組みの特性で、ストレス要因として作用するものを確定しました

（下記一覧表参照）。これらの特性は労働者の性格と相互に関係しています。

労働者がどの程度ストレスを感じるかは、個々人の資質と適応性だけでなく、

どの程度、適切なサポートや管理がなされているかにもよります。  
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仕事と心の健康との関係�職場を��とするストレス 

仕事の環境や�態 仕事の内� 
マネジメント形態 仕事の要求度とコントロールの度合い 
組織上の公正さ 努力と報酬 
職場のサポート 役割 
参画 仕事のスケジュール 
コミュニケーション 充足感 
 安定雇用 

3 つの理論モデルが、職場と心理学的な効果との関連性の多くを実証してい

ます。努力－報酬のバランスと要求－コントロールモデルがよく利用されて

おり、社会心理学的に問題のある職場環境とは、仕事に対する高い要求と低

いコントロールがみられ、また多大な努力に対する少ない報酬があることが

立証されました。これらのモデルを発展させた組織公正モデルは、公平さ、

また業務遂行上や人間関係上で不公平な扱いを受けた経験に関連した問題を

包括している重要なモデルです。公正と公平な待遇は精神的な安心感、管理

と安定感を醸成し、不公平な処遇をうけた経験はストレスと精神衛生上のリ

スクをもたらします。 

評価検討 1 (R1) 

評価検討 1  (「職場における心の健康を推進する為の職場介入」) 主たる課

題への実証データを要約した実証範例報告書を含みます。（R2

は主題の報告であり実証報告は使わない）  

R1 実証報告書 5 

ストレス管理トレーニングがうまくいった異なる種類の事例をグレード分け

した 8 事例で、その内の 6 事例は調査票によって心の健康への正の効果が計

測されました。1 事例はオーストラリアで実施した無作為化試験で、わずか

に正の効果がありましたが、統計的に有意ではありませんでした（＋＋）。

もう 1 事例は、ドイツで実施された 54 人のドイツ人バス運転手のボランティ

アによる研究ですが、統計的に有意な結果ではありませんでした。介入の仕

方、対象人数、研究の質などの違いによって、最終的な結果は得られません

でした。しかし多面的なトレーニングによってストレスの自覚と自己対処が
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推進され、ストレス低減の有効な方策であるというる合理的な証拠が得られ

ました。 

8 事例の内 6 事例ではトレーナーや世話人が参加したトレーニングプログラ

ムが行なわれ、4 事例で心の健康に対する正の効果が見られたことが調査票

によって評価されました。2 つの小規模の無作為化試験（＋と＋）では小グ

ループによる研修が心の健康に正の効果があることがわかりました。  

米国で行なわれた 1 つの無作為化試験（＋＋）では、ウェブ上で行う管理ツ

ールよりも紙の管理ツールのほうが心の健康を改善するのに効果が高いこと

がわかりました。 

R1 実証報告� 6 

マスコミ関係企業に勤務する 90 人のボランティアを対象とする英国で行なわ

れた無作為化試験（＋）では、3 回の半日セラピーと就業時間内のカウンセ

ラー派遣が、短期間で心の健康に正の影響を与える事が調査票によって評価

できました。英国では、ストレス、不安神経症やうつ病で過去 6 ヶ月(+)に

10 日かそれ以上欠勤した国立健康増進局と地方自治体職員について 24 症例、

24 対照の無作為化試験を実施し、コンピューター認知行動療法プログラムを

用いた毎週 8 回のセラピーにより、短期間で心の健康に正の影響を与える事

が調査票によって評価しました。  

���報告 

◎ ER1: 「営利事業体におけるストレスに対するマネジメント基準：メタ分

析に基づいた結論」(ロンドン大学、ゴールドマンスミス編)、健康安全
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◎ ER2: 「最終プロジェクト報告」メンタル・キャピタルとウェルビーイン

グ・プロジェクトの展望(2008) 

◎ ER3: 「Dame Carol Black 氏の調査報告。英国の労働年齢人口の健康。

健康的な明日のための働き方（仕事）」健康、労働、福祉プログラム 
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仕事と心の健康との関係�職場を��とするストレス 
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費用対効果の評価 

全体としてみれば、営利事業体が労働者の心の健康を推進するために投資す

る事は定着してきましたが（第一章参照）、特定の介入が費用対効果の点で

有効であるという根拠は限られています。特に労働者の心の健康を組織全体

で推進することの費用対効果については科学的根拠が不足しています。  

そのために公衆衛生介入専門委員会の提言では、費用対効果の評価を実施す

る際に様々な観点から経済性の検討を行なってきました。それはメンタル・

キャピタルとウェルビーイング・プロジェクトの展望(2008) によって実施さ

れています。組織全体へのアプローチについての費用便益の分析結果は、予

測プロジェクトの一部として英国政府政策予測に活用されます。この分析は

既存の科学的根拠（あるとすれば）と専門家パネルによるガイダンスに基づ

いて行なわれています。この分析は、精神衛生及び常習欠勤、プレゼンティ

ーイズム（出勤している労働者の健康問題による業務遂行能力の低下）、生

産性向上と就労不能状態の改善を目的とした介入研究の影響をカバーしてい

ます。この分析には次に示すような要因に関係する一連の仮定が含まれてい

ます。  

◎全般的に、予測プロジェクトで行なわれた費用便益分析によると、心の健

康を推進する組織全体へのアプローチのうちある特定の取り組みは、経済的

利益を生み出す事が示唆されています。 

◎この分析によると、労働者の健康について、毎年観察を行うことで年間 1

億ポンド（140 億円：1 ポンド＝140 円で換算）規模の利益が生まれると言わ

れています。これらの利益は、監査の認定に応じて資源の投資をより予防の

ために使用すれば更に増加すると考えられます（2 億 7500 万ポンド：385 億

円に増加）。  

◎経済的総利益を推定すると、労働者に柔軟性のある働き方の機会を与える

と年間で約 1 億 6500 万ポンド（2 億 3000 万円）の利益となり、費用便益分

析上およそ 2.5 倍と計算できます。 
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◎全体としてこのような推定は、このガイダンス作成の段階１で行なった予

測と一致しています。経済性モデルは、営利事業体が職場に介入して労働者

の心の健康を推進するのに役立っています（組織全体が関わるという事とス

トレス管理介入との組み合わせ）。  

実地調査による知見 

実地調査の目的は提言を実践するに当たっての、妥当性、有用性、実現可能

性をテストする事です。公衆衛生介入専門委員会 は最終的な提言を展開する

ときにこの知見を活用します。詳細は、付録 B の実地調査のセクションと

「職場における心の健康を推進する英国国立医療技術評価機構の提言草案協

議会」を参照ください。提言は全体として積極的でかつ有益な一歩といえま

す。しかしながら、もっと検討すべき課題はたくさんあります。主たる課題

は次のようなものです。 

◎雇用法だけでなく国の他の方針との関連でこのガイダンスを明確に位置づ

ける必要性。 

◎職場における心の健康の推進を強調する一方で、「リスクの低減」にはあ

まり焦点をあてないこと。   

◎「仕事に関連するストレス」の明確な定義 

◎営利事業体における、労働者の心の健康を推進するための投資を重視する。 

◎仕事における心の健康問題に対する偏見に対処する重要性。 

◎特定の提言に関連する科学的根拠をより明確にする。 

◎適切な用語を使うなどして、中小零細事業に対してガイダンスと提言の説

明方法を考慮する必要性。 

ガイダンスの普及 と実施するためのサポートに関する多くの提案もなされて

います。 

− 438− − 439−



NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 40 of 43 

費用対効果の評価 

全体としてみれば、営利事業体が労働者の心の健康を推進するために投資す

る事は定着してきましたが（第一章参照）、特定の介入が費用対効果の点で

有効であるという根拠は限られています。特に労働者の心の健康を組織全体

で推進することの費用対効果については科学的根拠が不足しています。  

そのために公衆衛生介入専門委員会の提言では、費用対効果の評価を実施す

る際に様々な観点から経済性の検討を行なってきました。それはメンタル・

キャピタルとウェルビーイング・プロジェクトの展望(2008) によって実施さ

れています。組織全体へのアプローチについての費用便益の分析結果は、予

測プロジェクトの一部として英国政府政策予測に活用されます。この分析は

既存の科学的根拠（あるとすれば）と専門家パネルによるガイダンスに基づ

いて行なわれています。この分析は、精神衛生及び常習欠勤、プレゼンティ

ーイズム（出勤している労働者の健康問題による業務遂行能力の低下）、生

産性向上と就労不能状態の改善を目的とした介入研究の影響をカバーしてい

ます。この分析には次に示すような要因に関係する一連の仮定が含まれてい

ます。  

◎全般的に、予測プロジェクトで行なわれた費用便益分析によると、心の健

康を推進する組織全体へのアプローチのうちある特定の取り組みは、経済的

利益を生み出す事が示唆されています。 

◎この分析によると、労働者の健康について、毎年観察を行うことで年間 1

億ポンド（140 億円：1 ポンド＝140 円で換算）規模の利益が生まれると言わ

れています。これらの利益は、監査の認定に応じて資源の投資をより予防の

ために使用すれば更に増加すると考えられます（2 億 7500 万ポンド：385 億

円に増加）。  

◎経済的総利益を推定すると、労働者に柔軟性のある働き方の機会を与える

と年間で約 1 億 6500 万ポンド（2 億 3000 万円）の利益となり、費用便益分

析上およそ 2.5 倍と計算できます。 

NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 41 of 43 

◎全体としてこのような推定は、このガイダンス作成の段階１で行なった予

測と一致しています。経済性モデルは、営利事業体が職場に介入して労働者

の心の健康を推進するのに役立っています（組織全体が関わるという事とス

トレス管理介入との組み合わせ）。  

実地調査による知見 

実地調査の目的は提言を実践するに当たっての、妥当性、有用性、実現可能

性をテストする事です。公衆衛生介入専門委員会 は最終的な提言を展開する

ときにこの知見を活用します。詳細は、付録 B の実地調査のセクションと

「職場における心の健康を推進する英国国立医療技術評価機構の提言草案協

議会」を参照ください。提言は全体として積極的でかつ有益な一歩といえま

す。しかしながら、もっと検討すべき課題はたくさんあります。主たる課題

は次のようなものです。 

◎雇用法だけでなく国の他の方針との関連でこのガイダンスを明確に位置づ

ける必要性。 

◎職場における心の健康の推進を強調する一方で、「リスクの低減」にはあ

まり焦点をあてないこと。   

◎「仕事に関連するストレス」の明確な定義 

◎営利事業体における、労働者の心の健康を推進するための投資を重視する。 

◎仕事における心の健康問題に対する偏見に対処する重要性。 

◎特定の提言に関連する科学的根拠をより明確にする。 

◎適切な用語を使うなどして、中小零細事業に対してガイダンスと提言の説

明方法を考慮する必要性。 

ガイダンスの普及 と実施するためのサポートに関する多くの提案もなされて

います。 

− 438− − 439−



NICE 公衆衛生ガイダンス 22: 仕事における心の健康の推進 

Page 42 of 43 

�� D�科学的根拠のギャップ  

公衆衛生介入専門委員会は、科学的根拠に基づいた介入を行い、多くのギャ

ップ（相違）があることを認めました。それらのギャップは以下のとおりで

す。  

1. 労働者の心の健康を改善する事を目的として、異なる職種、職域、異な

る規模の労働者に対して、組織全体へのアプローチ実施について本ガイ

ダンスに記載されていますが、英国における根拠に限られています。 

2. 仕事における心の健康の良い面と悪い面の双方を有効な手段で評価する

ための共通の定義が十分ではありません。              

3. 中小零細事業の労働者の心の健康を推進するために組織全体へのアプロ

ーチを行う際に、策定と実施の助けになる、あるいは妨げになる要因に

ついての科学的根拠が十分ではありません。 

4. 異なる部門や組織の状況の労働者の心の健康（常習欠勤だけでなくプレ

ゼンティーイズムに関するコストとの関連も含み）を推進する為の組織

全体へのアプローチを行なう際に、費用と便益の科学的根拠が十分では

ありません。 

委員会は検討を要する 4 つの提言を行ない、これらは第 5 章を参照ください。 
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�� E： 関連文書（�説文書） 

関連文書類は www.nice.org.uk/PH22 に下記のようなリストがあります。 

◎評価検討： 

– 評価検討 1: 「職場における心の健康を推進する為の職場への介入研

究についての 評価検討 」 

– 評価検討 2: 「生産的で健康な職場環境による心の健康（職場におけ

る福祉の向上）」 

– 「最終評価検討について補足情報」 

◎経済性分析： 

– 「職場における心の健康を推進する公衆衛生介入の費用対効果論文

の 評価検討」  

– 「職場における心の健康を推進する公衆衛生介入の経済性評価検

討」 

◎実地調査報告：「職場における心の健康を推進するための英国国立医療技

術評価機構の提言草案についての協議」  

◎公衆衛生を含む職務権限を有する専門家と国民の利益に関与するメンバー

向けのガイダンス早見表。英国国立医療技術評価機構出版局からも取り寄

せ可能です。(0845 003 7783 或いは email publications@nice.org.uk  – 

請求番号は N2009).  

英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンスの作成方法は、  

＠「英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンス作成方法（第 2 改

訂,2009） www.nice.org.uk/phmethods にて入手可能です。 

◎「英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンス作成プロセス：公衆衛生

医、政策立案者、国民を含む関係者向け概説。（第 2 改訂,2009） 

www.nice.org.uk/phmethods にて入手可能です。 
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関連文書類は www.nice.org.uk/PH22 に下記のようなリストがあります。 

◎評価検討： 

– 評価検討 1: 「職場における心の健康を推進する為の職場への介入研

究についての 評価検討 」 

– 評価検討 2: 「生産的で健康な職場環境による心の健康（職場におけ

る福祉の向上）」 

– 「最終評価検討について補足情報」 

◎経済性分析： 

– 「職場における心の健康を推進する公衆衛生介入の費用対効果論文

の 評価検討」  

– 「職場における心の健康を推進する公衆衛生介入の経済性評価検

討」 

◎実地調査報告：「職場における心の健康を推進するための英国国立医療技

術評価機構の提言草案についての協議」  

◎公衆衛生を含む職務権限を有する専門家と国民の利益に関与するメンバー

向けのガイダンス早見表。英国国立医療技術評価機構出版局からも取り寄

せ可能です。(0845 003 7783 或いは email publications@nice.org.uk  – 

請求番号は N2009).  

英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンスの作成方法は、  

＠「英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンス作成方法（第 2 改

訂,2009） www.nice.org.uk/phmethods にて入手可能です。 

◎「英国国立医療技術評価機構公衆衛生ガイダンス作成プロセス：公衆衛生

医、政策立案者、国民を含む関係者向け概説。（第 2 改訂,2009） 

www.nice.org.uk/phmethods にて入手可能です。 
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研究協力報告書 

 

��の動向（�） 

 英国健康安全省（HSE）による職業性ストレス対策のガイドライン 
 

研究協力者 栁田 亜希子 オリックス株式会社 保健師 
 
 国際動向は第一次予防の進展に重点がシフトされ、就業条件の多様化により、効果的なメンタルヘルス対策の

実施が求められる中、EU では心理社会的リスク低減を目指した枠組みの策定が進んでいる。国際産業保健学会

（ICOH）の2009年から2012年にかけての活動プランは、①すぐの対策実施に結びつく一次予防によるリスク

管理、②産業保健サービスをすべての労働者に、③現場の問題解決に役立つ予防策実施ツール、④国際ネットワ

ークを活用した国際協力、と4つの柱が掲げられた。国際標準にあわせた各国の取り組みはより顕著となり、特

に、欧州でも早くからメンタルヘルス対策に取り組んでいる英国では、2004年、政府機関である健康安全省The 
Health and Safety Executive（HSE）が職業性ストレス対策のガイドラインとして、The Management 
Standards for work-related stressを公表した。事業者による職業性ストレスのリスクアセスメントを支援する

標準的な評価指標となる本ガイドラインは、職業性ストレスを理解する上で重要なリスク領域を 6 つの因子：

Demands–仕事の要求度（作業負担・時間プレッシャー・仕事環境など）、Control–個人の裁量度、Support–職
場の支援（上司や同僚からのサポートなど）、Relationships–職場環境、Role–職場における役割、Change–組織

変革、に分けて説明している。各々の領域における調査票とその判定基準を提供し、職場改善を推進する具体的

なリスクアセスメントとして、①危険因子の特定、②健康被害にあっている個人とその発生機序の特定、③健康

被害への危険度の評価とそれに対する具体的な活動、④結果の記録、⑤実施評価と組織の取り組みの再検討、の

5 ステップを挙げた。英国では多くの企業が本ガイドラインに準じた対策を自主的に実施し、職場環境改善に効

果的な結果が得られたことを報告している。The Management Standards for work-related stress と英国におけ

る企業の良好実践を理解することは、わが国の職場のメンタルヘルスの第一次予防に関する具体策を検討するう

えで参考になる。 
 
A. はじめに 
長期にわたる過剰なプレッシャーが健康に有害

な影響を与えることは既に幅広く認知されている。

多くの先行研究により、ストレスが心疾患、腰痛、

頭痛、胃腸障害などの身体的影響、不安障害やうつ

症状などの心理的影響に大いに関連していること

が証明され、ストレス対処が十分でないことにより

欠食、過剰飲酒、カフェインの過剰摂取、喫煙とい

った不健康な習慣に結びついていることも、メンタ

ルヘルス対策に取り組むべき理由として示されて

きた。WHO によると、2020 年までにうつ症状は、

全世界で2番目に多い重大な健康障害になる可能性

があることが示唆されていることからも、メンタル

ヘルスへの関心は社会的に高まっている。国際動向

は第一次予防の進展に重点がシフトされ、就業条件

の多様化により、効果的なメンタルヘルス対策の実

施が求められる中、EU 各国でも心理社会的リスク

低減を目指した枠組みの策定が進んでいる。 
国際産業保健学会（ICOH）の2009年から2012

年にかけての活動プランは、①すぐの対策実施に結

びつく一次予防によるリスク管理、②産業保健サー

ビスをすべての労働者に、③現場の問題解決に役立

つ予防策実施ツール、④国際ネットワークを活用し

た国際協力、と4つの柱が掲げられた。国際標準に

あわせた各国の取り組みは目覚しく、特に欧州でも

早くからメンタルヘルス対策に取り組んでいる英

国での実践は顕著である。英国の健康安全省 The 
Health and Safety Executive（HSE)の報告によれ

ば、2007年から2008年にかけて職業性ストレスに

よる社会への損害は約 40 億ポンドにのぼり、スト

レスにより損失した労働日数は 1350 万日にも及ん

でいた。また、最近の調査では約 10 人に 3 人の割

合で毎年何らかのメンタルヘルスの不調をきたし

ていることが分かった。これらのメンタルヘルスの

問題は英国の経済に大きな損害をもたらすととも

に労働者の士気の低下、離職率の悪化と、英国企業

の組織としての健康を脅かしてきた。 
これに加え、EU 各国による枠組み規則や法定整

備の動きも英国の職場におけるストレス対策が著

しく進んだ根拠に挙げられる。 
 1989 年に EC(European Commission)からの指

針 Framework Directive on the Introduction of 
Measures to Encourage Improvements in the 
Safety and Health of Workers at Workが公表され、

EU メンバー各国は、各国で定めた期間内に職場に

おける健康安全面のリスク評価・管理することを規

定した法律を制定するよう義務付けられた。英国で

はすでに、The Health and Safety at Work etc ACT
が 1974 年に制定され、職場における労働者の安全

と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成

と促進を目的とする法律として雇用者の安全配慮

義務が明示されていた。しかし 1989 年の EC から

の枠組み規則を受け、雇用者には労働者の健康リス

クを評価・管理する義務があることが定められたこ

とにより、1992年にThe Management of Health 
and Safety at Work Regulations がHSEより公表

された。その後 1999 年に改定が施され、これによ

りイギリスでは法的な縛りのもとに、雇用者は労働

者の健康と安全を守る上で必要十分なリスクアセ

スメントをすることが義務付けられた。「雇用者は

職場における危険因子を詳細に把握し評価する義

務がある。これには心理的リスクも含まれ、特定し

た危険因子に対し、労働者参画のもとリスク軽減の

ための対策を実施する必要がある」との内容が明示

された。健康・安全配慮責任を果たす包括的リスク

予防の中で心理社会的リスク予防も重点が置かれ、

現場の問題解決に役立つ予防策が求められた。 
The Management Standards for work-related 

stressは2004年にHSEが公表した一次予防を推進

するための枠組みであり、職場の良好実践をもとに

複合リスクのマネジメント手順を示したガイドライ

ンである。ガイドライン策定にあたっては‘使い易

さ’に重点が置かれ、アセスメントを通して現状と

標準レベルのギャップを明確にすることにより、改

善策を提案しやすくするなど、現場に即した具体策

の提供が特徴とされた。労使協力によって具体的な

目標を明示した一次予防計画を立てることが目的と

され、現場参加によるリスク対策と自主点検で職場

環境の継続的改善を実現可能とした The 
Management Standards は、ICOH の提唱する国

際標準に沿ったメンタルヘルス対策の取り組み実践

となった。 
 本研究では、これらの社会的背景、法的義務を踏

まえ、多様な就労条件で複合的な心理社会的リスク

低減を目標とした一次予防推進のマネジメント手

順 で あ る The Management Standards for 
work-related stressについてまとめ、英国における

良好実践の例を紹介することとした。 

 
B. 研究の方法 

The Management Standardsに関する下記URL、
資料を参考とし、The Management Standardsの
枠組み、概要とその成果として紹介されている良好

実践例を要約した。 
● HSE Website 
  http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm 
● Cox, T., Griffiths, A. & Randall, R.(2002). A Risk 

Management Approach to the Prevention of Work 
Stress. In M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst and C.L. 
Cooper (eds) Handbook of Work and Health 
Psychology. Second Edition. Chichester: Wiley & 
Sons.  

● Kerr, R., McHugh, M. & McCrory, M.(2009). 
HSE Management Standards and 
stress-related work outcomes. Occupational 
Medicine, 59, 574-579. 

● Cousins, R., Mackay, C. J., Clarke, S. D., Kelly, 
C., Kelly, P. J. & McCaig, R. H.(2004). 
‘Management Standards’ and work-related 
stress in the UK: Practical development. 
Work and Stress, 18(2), 113-136.   

また、2012 年 1 月 27 日に開催された第 19 回日

本産業ストレス学会にて「メンタルヘルスに関する

海外の研究と対策の動向」を講演した労働科学研究

所主管研究員・国際産業保健学会会長である小木 

和孝先生より提供された情報も参考にした。 
 
C. 結果 
1. 英国における職業性ストレスの意義 
組織的によいマネジメントが施されている環境下

において、仕事は個人の健康を維持促進する。しか

し組織のジョブデザインが十分に配慮されていない

場合、企業から生み出される利益は維持されなくな

り、その結果生み出されるものに職業性ストレスが

ある。 
ここで意味する職業性ストレスとは、仕事量が個

人の能力や処理能力をはるかに超えて生じる様々な

タイプの連鎖をいい、「悪い仕事の複合物」として定

義される。これらは重大な疾病の原因となり、病欠、

離職、ヒューマンエラーをはじめとしたパフォーマ

ンスの低下などに大きな影響を与える。 
職場のストレス対策には、個別アプローチとして、

ストレスにさらされている個人を特定（診断）し、

治療を加え、リハビリを施すという方法、また組織

的アプローチとして、仕事のシステムや組織自体の

問題点をアセスメントし、修復するという方法が挙

げられる。両者共に、今後発生しうる問題や予見さ

れる職業関連疾患の発生を減らすための対策である
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Standards for work-related stressを公表した。事業者による職業性ストレスのリスクアセスメントを支援する

標準的な評価指標となる本ガイドラインは、職業性ストレスを理解する上で重要なリスク領域を 6 つの因子：

Demands–仕事の要求度（作業負担・時間プレッシャー・仕事環境など）、Control–個人の裁量度、Support–職
場の支援（上司や同僚からのサポートなど）、Relationships–職場環境、Role–職場における役割、Change–組織

変革、に分けて説明している。各々の領域における調査票とその判定基準を提供し、職場改善を推進する具体的

なリスクアセスメントとして、①危険因子の特定、②健康被害にあっている個人とその発生機序の特定、③健康

被害への危険度の評価とそれに対する具体的な活動、④結果の記録、⑤実施評価と組織の取り組みの再検討、の

5 ステップを挙げた。英国では多くの企業が本ガイドラインに準じた対策を自主的に実施し、職場環境改善に効

果的な結果が得られたことを報告している。The Management Standards for work-related stress と英国におけ

る企業の良好実践を理解することは、わが国の職場のメンタルヘルスの第一次予防に関する具体策を検討するう

えで参考になる。 
 
A. はじめに 
長期にわたる過剰なプレッシャーが健康に有害

な影響を与えることは既に幅広く認知されている。

多くの先行研究により、ストレスが心疾患、腰痛、

頭痛、胃腸障害などの身体的影響、不安障害やうつ

症状などの心理的影響に大いに関連していること

が証明され、ストレス対処が十分でないことにより

欠食、過剰飲酒、カフェインの過剰摂取、喫煙とい

った不健康な習慣に結びついていることも、メンタ

ルヘルス対策に取り組むべき理由として示されて

きた。WHO によると、2020 年までにうつ症状は、

全世界で2番目に多い重大な健康障害になる可能性

があることが示唆されていることからも、メンタル

ヘルスへの関心は社会的に高まっている。国際動向

は第一次予防の進展に重点がシフトされ、就業条件

の多様化により、効果的なメンタルヘルス対策の実

施が求められる中、EU 各国でも心理社会的リスク

低減を目指した枠組みの策定が進んでいる。 
国際産業保健学会（ICOH）の2009年から2012

年にかけての活動プランは、①すぐの対策実施に結

びつく一次予防によるリスク管理、②産業保健サー

ビスをすべての労働者に、③現場の問題解決に役立

つ予防策実施ツール、④国際ネットワークを活用し

た国際協力、と4つの柱が掲げられた。国際標準に

あわせた各国の取り組みは目覚しく、特に欧州でも

早くからメンタルヘルス対策に取り組んでいる英

国での実践は顕著である。英国の健康安全省 The 
Health and Safety Executive（HSE)の報告によれ

ば、2007年から2008年にかけて職業性ストレスに

よる社会への損害は約 40 億ポンドにのぼり、スト

レスにより損失した労働日数は 1350 万日にも及ん

でいた。また、最近の調査では約 10 人に 3 人の割

合で毎年何らかのメンタルヘルスの不調をきたし

ていることが分かった。これらのメンタルヘルスの

問題は英国の経済に大きな損害をもたらすととも

に労働者の士気の低下、離職率の悪化と、英国企業

の組織としての健康を脅かしてきた。 
これに加え、EU 各国による枠組み規則や法定整

備の動きも英国の職場におけるストレス対策が著

しく進んだ根拠に挙げられる。 
 1989 年に EC(European Commission)からの指

針 Framework Directive on the Introduction of 
Measures to Encourage Improvements in the 
Safety and Health of Workers at Workが公表され、

EU メンバー各国は、各国で定めた期間内に職場に

おける健康安全面のリスク評価・管理することを規

定した法律を制定するよう義務付けられた。英国で

はすでに、The Health and Safety at Work etc ACT
が 1974 年に制定され、職場における労働者の安全

と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成

と促進を目的とする法律として雇用者の安全配慮

義務が明示されていた。しかし 1989 年の EC から

の枠組み規則を受け、雇用者には労働者の健康リス

クを評価・管理する義務があることが定められたこ

とにより、1992年にThe Management of Health 
and Safety at Work Regulations がHSEより公表

された。その後 1999 年に改定が施され、これによ

りイギリスでは法的な縛りのもとに、雇用者は労働

者の健康と安全を守る上で必要十分なリスクアセ

スメントをすることが義務付けられた。「雇用者は

職場における危険因子を詳細に把握し評価する義

務がある。これには心理的リスクも含まれ、特定し

た危険因子に対し、労働者参画のもとリスク軽減の

ための対策を実施する必要がある」との内容が明示

された。健康・安全配慮責任を果たす包括的リスク

予防の中で心理社会的リスク予防も重点が置かれ、

現場の問題解決に役立つ予防策が求められた。 
The Management Standards for work-related 

stressは2004年にHSEが公表した一次予防を推進

するための枠組みであり、職場の良好実践をもとに

複合リスクのマネジメント手順を示したガイドライ

ンである。ガイドライン策定にあたっては‘使い易

さ’に重点が置かれ、アセスメントを通して現状と

標準レベルのギャップを明確にすることにより、改

善策を提案しやすくするなど、現場に即した具体策

の提供が特徴とされた。労使協力によって具体的な

目標を明示した一次予防計画を立てることが目的と

され、現場参加によるリスク対策と自主点検で職場

環境の継続的改善を実現可能とした The 
Management Standards は、ICOH の提唱する国

際標準に沿ったメンタルヘルス対策の取り組み実践

となった。 
 本研究では、これらの社会的背景、法的義務を踏

まえ、多様な就労条件で複合的な心理社会的リスク

低減を目標とした一次予防推進のマネジメント手

順 で あ る The Management Standards for 
work-related stressについてまとめ、英国における

良好実践の例を紹介することとした。 

 
B. 研究の方法 

The Management Standardsに関する下記URL、
資料を参考とし、The Management Standardsの
枠組み、概要とその成果として紹介されている良好

実践例を要約した。 
● HSE Website 
  http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm 
● Cox, T., Griffiths, A. & Randall, R.(2002). A Risk 

Management Approach to the Prevention of Work 
Stress. In M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst and C.L. 
Cooper (eds) Handbook of Work and Health 
Psychology. Second Edition. Chichester: Wiley & 
Sons.  

● Kerr, R., McHugh, M. & McCrory, M.(2009). 
HSE Management Standards and 
stress-related work outcomes. Occupational 
Medicine, 59, 574-579. 

● Cousins, R., Mackay, C. J., Clarke, S. D., Kelly, 
C., Kelly, P. J. & McCaig, R. H.(2004). 
‘Management Standards’ and work-related 
stress in the UK: Practical development. 
Work and Stress, 18(2), 113-136.   

また、2012 年 1 月 27 日に開催された第 19 回日

本産業ストレス学会にて「メンタルヘルスに関する

海外の研究と対策の動向」を講演した労働科学研究

所主管研究員・国際産業保健学会会長である小木 

和孝先生より提供された情報も参考にした。 
 
C. 結果 
1. 英国における職業性ストレスの意義 
組織的によいマネジメントが施されている環境下

において、仕事は個人の健康を維持促進する。しか

し組織のジョブデザインが十分に配慮されていない

場合、企業から生み出される利益は維持されなくな

り、その結果生み出されるものに職業性ストレスが

ある。 
ここで意味する職業性ストレスとは、仕事量が個

人の能力や処理能力をはるかに超えて生じる様々な

タイプの連鎖をいい、「悪い仕事の複合物」として定

義される。これらは重大な疾病の原因となり、病欠、

離職、ヒューマンエラーをはじめとしたパフォーマ

ンスの低下などに大きな影響を与える。 
職場のストレス対策には、個別アプローチとして、

ストレスにさらされている個人を特定（診断）し、

治療を加え、リハビリを施すという方法、また組織

的アプローチとして、仕事のシステムや組織自体の

問題点をアセスメントし、修復するという方法が挙

げられる。両者共に、今後発生しうる問題や予見さ

れる職業関連疾患の発生を減らすための対策である
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が、仕事上のデザインやマネジメント上で引き起こ

されるストレスに配慮した組織的アプローチは、よ

り多くの対象に向けての対策であるため、経済的に

も道徳的にも好ましいとされている。最新の統計結

果では、職業性ストレスが英国国内の労働力人口で

広範囲に拡がっていることが確認され、それらは特

定の産業や部門、危険を伴う業種に限られないこと

が分かっている。このことからも、幅広い対象に向

けて取り組むアプローチが必要であることがわかる。 
そこで注目されるのが、公的機関から私的機関ま

で現代の仕事に基づいたベストプラクティスと最新

の解釈を盛り込み、職業性ストレスに対処するため

のアプローチとして策定された The Management 
Standards である。The Management Standards
は現状の組織で高いレベルの健康度、パフォーマン

スレベルが保たれているかの状態把握に役立つ。そ

もそもストレスには、生活背景・生育歴、個人のス

キルと経験、生活、生活環境、個人特性、健康状態、

人種・性別・年齢などの個別要因が深く関わってい

るものの、一方で適切な職場のストレスマネジメン

トにより、予防できることも知られている。英国に

おける職業性ストレスは、個別要因との深い関わり

を認めながらも、職場のマネジメントが大きな影響

を及ぼすものとして捉えられている。 
 
2. The Management Standards for work-related 

stressとは 
The Management Standards for work-related 

stressは2004年11月に職業性ストレスに関連した

安全配慮義務など法的義務を遂行するための一助

として HSE により公表された。職場の環境改善を

目指しリスク管理に共通する計画・改善・見直しに

良好実践を目的とした労使枠組みの具体的な手順

を提示し、目標値の良好実践としては体調不良によ

る欠勤者の減少、離職率の低下、作業効率の改善な

ど具体例が挙げられた。  
The Management Standardsでは職場の問題解

決に役立つための、使いやすく現場状況に適したツ

ールを紹介し、ストレスリスク低減を目標に、組織

ごとの問題把握をし、職場環境改善の具体策を検討

することが可能である。労使参画を協調した本取り

組みは、改善方法として5ステップのリスクアセス

メントをベースとした。 
5 ステップは、①危険因子の特定、②健康被害に

あっている個人とその発生機序の特定、③健康被害

への危険度の評価とそれに対する具体的な活動、④

結果の記録、⑤実施評価と組織の取り組みの再検討、

で構成されている。このサイクルを繰り返し行い、

The Management Standardsに掲げる評価指標に

則ってリスクアセスメントを実施することにより、

組織ごとの特徴、文化などが明確となり、対策を施

すべき改善点を的確に把握することを可能としてい

る。 
使用にあたっては、具体的な取り組みを進める上

で参考となる運用手順書や、管理職向けの資料、ツ

ールなどをウェブサイト上からダウンロードし利用

可能としていることで、実践の容易化を図った。 
1）The Management Standardsの役割 

The Management Standardsは組織がストレス

の主な原因を解決するためのパフォーマンス評価を、

組織自体で実行するための標準を定めた。これによ

り職業性ストレスのリスクアセスメントを容易にす

ることができるようにした。これには、以下の4点

を網羅した。 
・ 段階的なリスクアセスメントを通して良

好実践を明示することに役立つ。 
・ 調査やその他の技法を使って現状をアセ

スメントすることができる。 
・ 活発なディスカッションを促進し、労働者

とともに活動することにより、実践的な改

善点を導き出すことが可能となる。 
・ 主となる職業性ストレスのリスクを特定

し、雇用者が、表面化していない原因やそ

の予防策を導き出すのに役立つツールで

ある。 
2）The Management Standardsの使用者 
 使用者には以下の対象者が挙げられる。 

・ 人事担当責任者 
・ 安全衛生管理担当者 
・ 労働組合長 
・ 職場の管理者 など 

3）The Management Standards実施手順 
① 準備 

5 ステップのリスクアセスメントに取り組む前

段階として、以下の条件を満たしておく。 
・ 取り組むにあたり、労働者と管理経営層の

両者参画を確実にする。 
・ 主体となって動く運営グループを組織す

る。 
・ 計画策定をし、進捗管理する。 
・ 方針・理念を浸透させるための適切な取り

組み時期を図る。 
管理経営層には事前に取り組みの概要について

伝えるべきである。これによりビジネスにおける

ストレスマネジメントの論理的根拠と法的義務に

ついて理解を仰ぐことが可能となるためである。

対策の実施を成功させるためには管理経営層のコ

ミットメントが必須である。 
対策実施にあたり労働者へのサポート準備をす

ることも必須である。ラインマネージャーに対す

る本プロセスの説明や労働者が調査を全うする上

でのサポートなどがこれに含まれる。これらのサ

ポートを担う立場として、運営グループが機能す

ることが大いにある。 
運営グループは、対策実施をスケジュール通り、

予算通りに確実にするために非常に重要な役割を

担っている。対策実施のリーダー的立場にあり、

実務レベルでは会議の開催を仕切ったり、監査の

結果について書面上で決定事項を通達する立場を

担ったり、良好実践を監督する役割を果たす。 
模式的な構成メンバーは下記の通りである。 
・ 管理経営層のマネージャー 
・ 製造・販売など現場部門所属のラインマネ

ージャー 
・ 安全衛生の担当マネージャー 
・ 労働者代表または労働組合の安全衛生の

代表 
・ 人事部門の代表 
・ 産業保健部門の代表 
以上のことから、Step1 に進む前の準備として

下記ポイントを確認するべきである。 
・ 管理経営層のコミットメントが確保され

ている。 
・ 労働者と労働者代表のコミットメントが

確保されている。 
・ 運営の中心メンバーが組織されている。 
・ 事業計画の見直しが可能である。 
・ 適切な方策がとられている：資源とくにス

タッフの時間など確保されている。 
・ 労働者によって取り決められた計画が対

話の中で展開されている。 
・ 十分な準備がなされた段階で、組織立った

ストレスポリシーが策定され、実際に取り

組まれた内容が記録されている。 
  これらの準備は、独自の方法でリスクアセスメ

ントを進める場合も有用なチェックポイントであ

り、アセスメントを始める前の準備として整って

いるか確認することが望ましい。 
  また、着手にあたり下記内容も現状把握のため、

確認すべきである。 
・ 仕事上の労働者の責務 
・ 労働者のパフォーマンスおよび生産性 
・ 勤怠状況（出勤レベル） 
・ 労働者の採用状況と勤続状況 
・ 顧客満足度 
・ 会社の評判・企業イメージ 
・ 訴訟の可能性 
上記に加え、企業の健康・安全に関するポリシ

ーに合意していることも望ましい。  
② Step1 危険因子の特定：ストレスのリスク

ファクターを明らかにし、The Management 
Standardsを理解する 

全ての労働者がThe Management Standards
アプローチを理解するため、職場においてどのよ

うな機能をもたらすか説明する。実施者の役割や

責務を定義付ける意味で、The Management 
Standardsに示された標準を準備段階でストレス

ポリシーに具体的に盛り込んでいる組織もあるが、

このような取り組みも労働者に実施の意義を伝え

るため有用である。 
 The Management Standards では、職業性ス

トレスによるリスクを効果的に管理、コントロー

ルする上で、仕事特性を6つのエリアに分けて捉

えている。 
6つの重要因子とは、以下の通りである。 
・ Demands–仕事の要求度（作業負担・時間

プレッシャー・仕事環境など） 
・ Control–個人の裁量度 
・ Support–職場の支援（上司や同僚からのサ

ポートなど） 
・ Relationships–職場環境 
・ Role–職場における役割 
・ Change–組織変革 
それぞれのキーエリアでは良好実践事例に基づ

く組織が目指すべき方向として‘達成すべき状態’

が設定され、これらのエリアのマネジメント水準

が‘達成すべき状態’に保たれていれば、高いレ

ベルの健康度、パフォーマンスレベルにあると判

断される。‘達成すべき状態’の実例としては、「職

場は、労働時間に見合った適切な仕事量を与えて

いる」「個々人のスキルと能力に適合した仕事量を

与えている」「仕事の進め方は労働者自身の裁量で

決められる」などが挙げられる。これらの目標値

と照らし合わせ現状との乖離を調査することによ

り、組織ごとにどの部分の環境や状況が整ってい

ないのか、など問題の特定をする。 
しかし6つの広範囲にわたるリスクファクター

は、互いに少しずつ重なり合う部分があり、常に

それぞれ単独でリスクとなっているというよりは、

相互に影響しあったり結合したりして存在してい

ることが多いため単独因子として捉えるよりは、

できる限り仕事の全体像を捉えて考えることが大

切である。一度に仕事のひとつの要素だけを切り

取って、それに対しアクションをとることは避け

るべきである。全体を通し、他のリスクファクタ

ーの影響について念頭に置きながら対策を講ずる

ことが、結果として最善の結果を生み出すことに

つながる。問題の特定にはこれらの点に留意する。 
  また、この段階で重要なのは、次のステップで

ストレスに脅かされている特定の個人を抽出する
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が、仕事上のデザインやマネジメント上で引き起こ

されるストレスに配慮した組織的アプローチは、よ

り多くの対象に向けての対策であるため、経済的に

も道徳的にも好ましいとされている。最新の統計結

果では、職業性ストレスが英国国内の労働力人口で

広範囲に拡がっていることが確認され、それらは特

定の産業や部門、危険を伴う業種に限られないこと

が分かっている。このことからも、幅広い対象に向

けて取り組むアプローチが必要であることがわかる。 
そこで注目されるのが、公的機関から私的機関ま

で現代の仕事に基づいたベストプラクティスと最新

の解釈を盛り込み、職業性ストレスに対処するため

のアプローチとして策定された The Management 
Standards である。The Management Standards
は現状の組織で高いレベルの健康度、パフォーマン

スレベルが保たれているかの状態把握に役立つ。そ

もそもストレスには、生活背景・生育歴、個人のス

キルと経験、生活、生活環境、個人特性、健康状態、

人種・性別・年齢などの個別要因が深く関わってい

るものの、一方で適切な職場のストレスマネジメン

トにより、予防できることも知られている。英国に

おける職業性ストレスは、個別要因との深い関わり

を認めながらも、職場のマネジメントが大きな影響

を及ぼすものとして捉えられている。 
 
2. The Management Standards for work-related 

stressとは 
The Management Standards for work-related 

stressは2004年11月に職業性ストレスに関連した

安全配慮義務など法的義務を遂行するための一助

として HSE により公表された。職場の環境改善を

目指しリスク管理に共通する計画・改善・見直しに

良好実践を目的とした労使枠組みの具体的な手順

を提示し、目標値の良好実践としては体調不良によ

る欠勤者の減少、離職率の低下、作業効率の改善な

ど具体例が挙げられた。  
The Management Standardsでは職場の問題解

決に役立つための、使いやすく現場状況に適したツ

ールを紹介し、ストレスリスク低減を目標に、組織

ごとの問題把握をし、職場環境改善の具体策を検討

することが可能である。労使参画を協調した本取り

組みは、改善方法として5ステップのリスクアセス

メントをベースとした。 
5 ステップは、①危険因子の特定、②健康被害に

あっている個人とその発生機序の特定、③健康被害

への危険度の評価とそれに対する具体的な活動、④

結果の記録、⑤実施評価と組織の取り組みの再検討、

で構成されている。このサイクルを繰り返し行い、

The Management Standardsに掲げる評価指標に

則ってリスクアセスメントを実施することにより、

組織ごとの特徴、文化などが明確となり、対策を施

すべき改善点を的確に把握することを可能としてい

る。 
使用にあたっては、具体的な取り組みを進める上

で参考となる運用手順書や、管理職向けの資料、ツ

ールなどをウェブサイト上からダウンロードし利用

可能としていることで、実践の容易化を図った。 
1）The Management Standardsの役割 

The Management Standardsは組織がストレス

の主な原因を解決するためのパフォーマンス評価を、

組織自体で実行するための標準を定めた。これによ

り職業性ストレスのリスクアセスメントを容易にす

ることができるようにした。これには、以下の4点

を網羅した。 
・ 段階的なリスクアセスメントを通して良

好実践を明示することに役立つ。 
・ 調査やその他の技法を使って現状をアセ

スメントすることができる。 
・ 活発なディスカッションを促進し、労働者

とともに活動することにより、実践的な改

善点を導き出すことが可能となる。 
・ 主となる職業性ストレスのリスクを特定

し、雇用者が、表面化していない原因やそ

の予防策を導き出すのに役立つツールで

ある。 
2）The Management Standardsの使用者 
 使用者には以下の対象者が挙げられる。 

・ 人事担当責任者 
・ 安全衛生管理担当者 
・ 労働組合長 
・ 職場の管理者 など 

3）The Management Standards実施手順 
① 準備 

5 ステップのリスクアセスメントに取り組む前

段階として、以下の条件を満たしておく。 
・ 取り組むにあたり、労働者と管理経営層の

両者参画を確実にする。 
・ 主体となって動く運営グループを組織す

る。 
・ 計画策定をし、進捗管理する。 
・ 方針・理念を浸透させるための適切な取り

組み時期を図る。 
管理経営層には事前に取り組みの概要について

伝えるべきである。これによりビジネスにおける

ストレスマネジメントの論理的根拠と法的義務に

ついて理解を仰ぐことが可能となるためである。

対策の実施を成功させるためには管理経営層のコ

ミットメントが必須である。 
対策実施にあたり労働者へのサポート準備をす

ることも必須である。ラインマネージャーに対す

る本プロセスの説明や労働者が調査を全うする上

でのサポートなどがこれに含まれる。これらのサ

ポートを担う立場として、運営グループが機能す

ることが大いにある。 
運営グループは、対策実施をスケジュール通り、

予算通りに確実にするために非常に重要な役割を

担っている。対策実施のリーダー的立場にあり、

実務レベルでは会議の開催を仕切ったり、監査の

結果について書面上で決定事項を通達する立場を

担ったり、良好実践を監督する役割を果たす。 
模式的な構成メンバーは下記の通りである。 
・ 管理経営層のマネージャー 
・ 製造・販売など現場部門所属のラインマネ

ージャー 
・ 安全衛生の担当マネージャー 
・ 労働者代表または労働組合の安全衛生の

代表 
・ 人事部門の代表 
・ 産業保健部門の代表 
以上のことから、Step1 に進む前の準備として

下記ポイントを確認するべきである。 
・ 管理経営層のコミットメントが確保され

ている。 
・ 労働者と労働者代表のコミットメントが

確保されている。 
・ 運営の中心メンバーが組織されている。 
・ 事業計画の見直しが可能である。 
・ 適切な方策がとられている：資源とくにス

タッフの時間など確保されている。 
・ 労働者によって取り決められた計画が対

話の中で展開されている。 
・ 十分な準備がなされた段階で、組織立った

ストレスポリシーが策定され、実際に取り

組まれた内容が記録されている。 
  これらの準備は、独自の方法でリスクアセスメ

ントを進める場合も有用なチェックポイントであ

り、アセスメントを始める前の準備として整って

いるか確認することが望ましい。 
  また、着手にあたり下記内容も現状把握のため、

確認すべきである。 
・ 仕事上の労働者の責務 
・ 労働者のパフォーマンスおよび生産性 
・ 勤怠状況（出勤レベル） 
・ 労働者の採用状況と勤続状況 
・ 顧客満足度 
・ 会社の評判・企業イメージ 
・ 訴訟の可能性 
上記に加え、企業の健康・安全に関するポリシ

ーに合意していることも望ましい。  
② Step1 危険因子の特定：ストレスのリスク

ファクターを明らかにし、The Management 
Standardsを理解する 

全ての労働者がThe Management Standards
アプローチを理解するため、職場においてどのよ

うな機能をもたらすか説明する。実施者の役割や

責務を定義付ける意味で、The Management 
Standardsに示された標準を準備段階でストレス

ポリシーに具体的に盛り込んでいる組織もあるが、

このような取り組みも労働者に実施の意義を伝え

るため有用である。 
 The Management Standards では、職業性ス

トレスによるリスクを効果的に管理、コントロー

ルする上で、仕事特性を6つのエリアに分けて捉

えている。 
6つの重要因子とは、以下の通りである。 
・ Demands–仕事の要求度（作業負担・時間

プレッシャー・仕事環境など） 
・ Control–個人の裁量度 
・ Support–職場の支援（上司や同僚からのサ

ポートなど） 
・ Relationships–職場環境 
・ Role–職場における役割 
・ Change–組織変革 
それぞれのキーエリアでは良好実践事例に基づ

く組織が目指すべき方向として‘達成すべき状態’

が設定され、これらのエリアのマネジメント水準

が‘達成すべき状態’に保たれていれば、高いレ

ベルの健康度、パフォーマンスレベルにあると判

断される。‘達成すべき状態’の実例としては、「職

場は、労働時間に見合った適切な仕事量を与えて

いる」「個々人のスキルと能力に適合した仕事量を

与えている」「仕事の進め方は労働者自身の裁量で

決められる」などが挙げられる。これらの目標値

と照らし合わせ現状との乖離を調査することによ

り、組織ごとにどの部分の環境や状況が整ってい

ないのか、など問題の特定をする。 
しかし6つの広範囲にわたるリスクファクター

は、互いに少しずつ重なり合う部分があり、常に

それぞれ単独でリスクとなっているというよりは、

相互に影響しあったり結合したりして存在してい

ることが多いため単独因子として捉えるよりは、

できる限り仕事の全体像を捉えて考えることが大

切である。一度に仕事のひとつの要素だけを切り

取って、それに対しアクションをとることは避け

るべきである。全体を通し、他のリスクファクタ

ーの影響について念頭に置きながら対策を講ずる

ことが、結果として最善の結果を生み出すことに

つながる。問題の特定にはこれらの点に留意する。 
  また、この段階で重要なのは、次のステップで

ストレスに脅かされている特定の個人を抽出する
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にあたり、個人レベルではなく曝露している可能

性のあるグループレベルまたは集団といった組織

レベルでの対象に焦点を当てるということである。 
  以上のことから、次のチェックポイントの確認

をする。 
・ リスクアセスメントを進めるにあたり、労

働者がThe Management Standardsにつ

いて、または独自のリスクアセスメントの

アプローチについて明確な理解をしてい

る。 
・ 職業性ストレスに関与する6つのリスクフ

ァクターを理解している。 
・ 本アプローチが組織にもたらす有益性を

理解している。 
・ よいマネジメントが実践されたとき組織

のパフォーマンスがどのような変化を遂

げるか理解している。 
・ 職業性ストレスが特定の職場や組織で発

生しうる可能性について理解している。 
・ 職業性ストレスの発生を予防し管理する

ことが重要であること、また、組織レベル

での問題解決が重要であることを理解し

ている。 
③ Step2 健康被害にあっている個人とその発

生機序の特定：誰がどれくらいのストレスに

曝されているか明確にするための情報収集を

する 
  組織内で生じているストレスに関係している問

題の把握とその重大性を評価するため、多くの利

用可能なソースを使ってデータ収集をする。限ら

れた特定のデータを使用することは、組織の正し

い姿を把握する上で障害となることから避けるべ

きであり、より多くのデータからリスク評価する

ことが必要である。多くの企業が多様な量的・質

的データを保有していることが想定されるが、こ

れらが正しい照合・評価により管理されていれば

職場のメンタルヘルス対策を進めていくにあたり

有用な情報源となりうる。 
典型的な利用可能なデータには、既存の質問調

査票を用いた調査、病気による欠勤状況、離職率、

出口調査、産業保健職への紹介件数、労働者によ

る公開討論での意見などが含まれる。また、年 1
回の労働者を対象とした調査や、HSEが提供する

Indicator tool：マネジメント標準の指標ツールを

利用して新たに収集したデータなどがある。 
Indicator tool は 35 項目の質問表で、この 35

項目はThe Management Standardsで規定した

ストレス要因となる6エリアに関する調査内容で

構成されている。設問の例を挙げると、過去6ヶ

月以内の仕事の状況について「職場であなたに期

待されている内容は明らかである」に対し、「全く

そう思わない」「ほとんどそう思わない」「ときど

きそう思う」「よくそう思う」「いつもそう思う」

の5択から選択するといった内容である。結果は

点数化することが可能で、低い点数の項目が問題

点として導き出される。分析結果は組織上の問題

把握をするのに役立ち、分析にあたってもウェブ

サイト上に Analysis tool が提供されていること

から情報収集から分析まで容易に実施することが

可能である。しかしながら、使用にあたっては名

前の指し示すとおり問題把握のためのツールに過

ぎないことから、この質問票単一の結果で問題の

特定をするのではなく、他の調査結果から得られ

た組織の全体像をもってリスク評価および具体的

な対処法について検討をするなど注意が必要であ

る。 
いずれの手法でデータ収集をするにせよ、質問

票の利用にあたっては回答率をあげ、組織の代表

サンプルとして十分なデータを取ることが重要で

ある。 
④ Step3 健康被害への危険度の評価とそれに

対する具体的な活動：リスクを評価し問題を

明らかにすることで、解決策を導く 
収集した情報をもとに、The Management 

Standardsの評価基準に現状を照らし合わせ、構

ずるべき対策を決定する。早急に対処すべき重大

な問題や優先課題を特定する。労働者の代表メン

バーと集めた情報をもとに分析結果について話し

合い、The Management Standards に示される

‘達成すべき状態’と現状にどれほどのギャップ

があるか評価する。このギャップを小さくする解

決策を導き出すことが重要である。 
協議を進める上でフォーカスグループを決める

ことは有用な方法である。組織のサイズや構成に

応じていくつかのグループにわけ、利用可能なデ

ータや結果の分析を各々にすることによって、特

定の問題に対し推奨される実践可能なアクション

を導き出すことができる。また、多様なフォーカ

スグループを設けることで、対策実施の運営メン

バーの役割が明確となり、解決策の優先順位付け

が容易になることも注目すべき点である。フォー

カスグループによるキーとなる活動には、組織内

の様々な階層への提案による意見聴取や試験的な

アクションの実施も含まれ、組織のアクションプ

ランとして取り入れる前に、複数のフォーカスグ

ループからアクションプランに対する様々なレビ

ューを受け、具体的な活動を進めることが可能な

のはきわめて有益である。仮にフォーカスグルー

プを絞らずにこのステップを進める場合には、利

害関係者を話し合いの過程に参画させることが必

要である。 
解決策の考案には以下のポイントを整理して、

具体的な活動を検討する。 
 ●予防の段階 

第一次予防：組織上の問題点など導き出すこと

により、労働者の健康に悪影響を

及ぼしている問題が発生するのを

予防することが目的である。第一

次予防が最も理想的であり費用対

効果も期待される対策といえる。 
第二次予防：既存の問題や状況への対処を目的

とする。根本的な問題解決には至

らない。 
第三次予防：業務起因性の疾病を発症した労働

者に対し、休務中の対応や職場復

帰の際の支援、再発防止を目的と

する。 
 ●実施対象の階層 

企業レベル：組織全体を通し、労働者のパフォ

ーマンスに有害な影響を及ぼして

いる問題に対して対処する。 
マクロレベル（チームまたはグループ）：組織内

の大半のチームまたはグループに

影響している問題であるが、一部

対象から除外して対処する。 
ミクロレベル（個別）：問題は個人や組織内の一

部の労働者に限局しているため、

特定の個人に対して対処する。企

業が個の問題にも耳を傾け問題

解決に取り組む姿勢を明示する

ためにも、企業レベルでの対処同

様、重要な対応である。 
 ●実施期間 

短期：早くに効果を確認することができるため、

短期間、プラスの結果をもたらすことには

適している。 
中期：数日や数週間では結果を出すことができ

ないため、設定期間を通し労働者を前向き

に参画させるための努力を要する。 
長期：数ヶ月や数年かけてもプラスの結果が出

ない可能性がある。中期の対策同様労働者

が継続し、前向きに参画するのを促すため、

十分に考慮する必要がある。 
⑤ Step4 結果の記録：アセスメントで明らか

になったこと、所見を記録する。アクション

プラン（対処すべきこと）を熟慮の上展開す

る 
  解決策を導き出すまでの過程やどのようなステ

ップを踏んだか、どのような事柄を考慮したかな

ど話し合われた内容を含め記録する。アクション

プランの決定をし、取り組み内容を組織内に浸透

させるためにこの作業はきわめて重要である。ア

クションプランは活動の目指すべき方向を示した

ものであり、優先順位付けをする上で役立つ。ま

た、労働者の抱えている問題に対し会社が真剣に

受け止めていることを表現でき、現状を評価した

り、これまでと相対する考えを再び呼び起こした

りするための材料にもなるため、記録は必須であ

る。 
  また、アクションプランを練り上げるにあたり、

SMART （ Specific, Measurable, Achievable 
Realistic and Time-bound）な計画となっている

かを目安とするのも役立つ。つまりは、導き出さ

れた問題に対し適した内容であり、実施前後で比

較可能で、定めた期間の中で目標を達成できる実

践的な計画がなされているか検討する必要がある。 
  Step3 で頻繁に起きる現象として、チーム、部

署、部門といった組織の階層レベルの違いにより

タイムスケールが異なることがある。そのため、

Step4 ではそれぞれのアクションプランに応じた

評価するまでの期間を設定し、いつまでに達成レ

ベルの状況を目指すか考慮する必要がある。どの

ような介入が必要か、何を持って成果を計るか併

せて検討する。アクションプランを設定する際に

は労働者との対話をすることがきわめて重要であ

る。 
  また、理論を実践に活かす際に難航する問題を

解決するため、パイロットグループを対象にポリ

シーや決定事項のテストをすることは有用であり、

異なる問題を抱えた異なった部門であれば、違う

結果になる可能性があることも考慮に入れるべき

である。 
  アクションプランには規定の方法やフォーマッ

トは存在しないが、例えば以下のようなものが挙

げられる。 
・ 労働者の中で特定のグループに、従来に比

べ幅広い仕事の裁量権を与える。 
・ 部署間、マネジメントの上下間のコミュニ

ケーションを向上する。 
・ マネジメント力を向上する。特に対人関係

スキルを上げる。 
・ The Management Standardsを評価基準

として、仕事のレビューとタスクアナリシ

スを実施する。 
・ ポリシーの一部を最新のものに変えたり

問題発生時の対処手順を更新したりする。 
⑥ Step5 実施評価と組織の取り組みの再検

討：アクションプランの監視と再考を重ね、

効果を評価する 
職場における過重なプレッシャーの原因となっ
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にあたり、個人レベルではなく曝露している可能

性のあるグループレベルまたは集団といった組織

レベルでの対象に焦点を当てるということである。 
  以上のことから、次のチェックポイントの確認

をする。 
・ リスクアセスメントを進めるにあたり、労

働者がThe Management Standardsにつ

いて、または独自のリスクアセスメントの

アプローチについて明確な理解をしてい

る。 
・ 職業性ストレスに関与する6つのリスクフ

ァクターを理解している。 
・ 本アプローチが組織にもたらす有益性を

理解している。 
・ よいマネジメントが実践されたとき組織

のパフォーマンスがどのような変化を遂

げるか理解している。 
・ 職業性ストレスが特定の職場や組織で発

生しうる可能性について理解している。 
・ 職業性ストレスの発生を予防し管理する

ことが重要であること、また、組織レベル

での問題解決が重要であることを理解し

ている。 
③ Step2 健康被害にあっている個人とその発

生機序の特定：誰がどれくらいのストレスに

曝されているか明確にするための情報収集を

する 
  組織内で生じているストレスに関係している問

題の把握とその重大性を評価するため、多くの利

用可能なソースを使ってデータ収集をする。限ら

れた特定のデータを使用することは、組織の正し

い姿を把握する上で障害となることから避けるべ

きであり、より多くのデータからリスク評価する

ことが必要である。多くの企業が多様な量的・質

的データを保有していることが想定されるが、こ

れらが正しい照合・評価により管理されていれば

職場のメンタルヘルス対策を進めていくにあたり

有用な情報源となりうる。 
典型的な利用可能なデータには、既存の質問調

査票を用いた調査、病気による欠勤状況、離職率、

出口調査、産業保健職への紹介件数、労働者によ

る公開討論での意見などが含まれる。また、年 1
回の労働者を対象とした調査や、HSEが提供する

Indicator tool：マネジメント標準の指標ツールを

利用して新たに収集したデータなどがある。 
Indicator tool は 35 項目の質問表で、この 35

項目はThe Management Standardsで規定した

ストレス要因となる6エリアに関する調査内容で

構成されている。設問の例を挙げると、過去6ヶ

月以内の仕事の状況について「職場であなたに期

待されている内容は明らかである」に対し、「全く

そう思わない」「ほとんどそう思わない」「ときど

きそう思う」「よくそう思う」「いつもそう思う」

の5択から選択するといった内容である。結果は

点数化することが可能で、低い点数の項目が問題

点として導き出される。分析結果は組織上の問題

把握をするのに役立ち、分析にあたってもウェブ

サイト上に Analysis tool が提供されていること

から情報収集から分析まで容易に実施することが

可能である。しかしながら、使用にあたっては名

前の指し示すとおり問題把握のためのツールに過

ぎないことから、この質問票単一の結果で問題の

特定をするのではなく、他の調査結果から得られ

た組織の全体像をもってリスク評価および具体的

な対処法について検討をするなど注意が必要であ

る。 
いずれの手法でデータ収集をするにせよ、質問

票の利用にあたっては回答率をあげ、組織の代表

サンプルとして十分なデータを取ることが重要で

ある。 
④ Step3 健康被害への危険度の評価とそれに

対する具体的な活動：リスクを評価し問題を

明らかにすることで、解決策を導く 
収集した情報をもとに、The Management 

Standardsの評価基準に現状を照らし合わせ、構

ずるべき対策を決定する。早急に対処すべき重大

な問題や優先課題を特定する。労働者の代表メン

バーと集めた情報をもとに分析結果について話し

合い、The Management Standards に示される

‘達成すべき状態’と現状にどれほどのギャップ

があるか評価する。このギャップを小さくする解

決策を導き出すことが重要である。 
協議を進める上でフォーカスグループを決める

ことは有用な方法である。組織のサイズや構成に

応じていくつかのグループにわけ、利用可能なデ

ータや結果の分析を各々にすることによって、特

定の問題に対し推奨される実践可能なアクション

を導き出すことができる。また、多様なフォーカ

スグループを設けることで、対策実施の運営メン

バーの役割が明確となり、解決策の優先順位付け

が容易になることも注目すべき点である。フォー

カスグループによるキーとなる活動には、組織内

の様々な階層への提案による意見聴取や試験的な

アクションの実施も含まれ、組織のアクションプ

ランとして取り入れる前に、複数のフォーカスグ

ループからアクションプランに対する様々なレビ

ューを受け、具体的な活動を進めることが可能な

のはきわめて有益である。仮にフォーカスグルー

プを絞らずにこのステップを進める場合には、利

害関係者を話し合いの過程に参画させることが必

要である。 
解決策の考案には以下のポイントを整理して、

具体的な活動を検討する。 
 ●予防の段階 

第一次予防：組織上の問題点など導き出すこと

により、労働者の健康に悪影響を

及ぼしている問題が発生するのを

予防することが目的である。第一

次予防が最も理想的であり費用対

効果も期待される対策といえる。 
第二次予防：既存の問題や状況への対処を目的

とする。根本的な問題解決には至

らない。 
第三次予防：業務起因性の疾病を発症した労働

者に対し、休務中の対応や職場復

帰の際の支援、再発防止を目的と

する。 
 ●実施対象の階層 

企業レベル：組織全体を通し、労働者のパフォ

ーマンスに有害な影響を及ぼして

いる問題に対して対処する。 
マクロレベル（チームまたはグループ）：組織内

の大半のチームまたはグループに

影響している問題であるが、一部

対象から除外して対処する。 
ミクロレベル（個別）：問題は個人や組織内の一

部の労働者に限局しているため、

特定の個人に対して対処する。企

業が個の問題にも耳を傾け問題

解決に取り組む姿勢を明示する

ためにも、企業レベルでの対処同

様、重要な対応である。 
 ●実施期間 

短期：早くに効果を確認することができるため、

短期間、プラスの結果をもたらすことには

適している。 
中期：数日や数週間では結果を出すことができ

ないため、設定期間を通し労働者を前向き

に参画させるための努力を要する。 
長期：数ヶ月や数年かけてもプラスの結果が出

ない可能性がある。中期の対策同様労働者

が継続し、前向きに参画するのを促すため、

十分に考慮する必要がある。 
⑤ Step4 結果の記録：アセスメントで明らか

になったこと、所見を記録する。アクション

プラン（対処すべきこと）を熟慮の上展開す

る 
  解決策を導き出すまでの過程やどのようなステ

ップを踏んだか、どのような事柄を考慮したかな

ど話し合われた内容を含め記録する。アクション

プランの決定をし、取り組み内容を組織内に浸透

させるためにこの作業はきわめて重要である。ア

クションプランは活動の目指すべき方向を示した

ものであり、優先順位付けをする上で役立つ。ま

た、労働者の抱えている問題に対し会社が真剣に

受け止めていることを表現でき、現状を評価した

り、これまでと相対する考えを再び呼び起こした

りするための材料にもなるため、記録は必須であ

る。 
  また、アクションプランを練り上げるにあたり、

SMART （ Specific, Measurable, Achievable 
Realistic and Time-bound）な計画となっている

かを目安とするのも役立つ。つまりは、導き出さ

れた問題に対し適した内容であり、実施前後で比

較可能で、定めた期間の中で目標を達成できる実

践的な計画がなされているか検討する必要がある。 
  Step3 で頻繁に起きる現象として、チーム、部

署、部門といった組織の階層レベルの違いにより

タイムスケールが異なることがある。そのため、

Step4 ではそれぞれのアクションプランに応じた

評価するまでの期間を設定し、いつまでに達成レ

ベルの状況を目指すか考慮する必要がある。どの

ような介入が必要か、何を持って成果を計るか併

せて検討する。アクションプランを設定する際に

は労働者との対話をすることがきわめて重要であ

る。 
  また、理論を実践に活かす際に難航する問題を

解決するため、パイロットグループを対象にポリ

シーや決定事項のテストをすることは有用であり、

異なる問題を抱えた異なった部門であれば、違う

結果になる可能性があることも考慮に入れるべき

である。 
  アクションプランには規定の方法やフォーマッ

トは存在しないが、例えば以下のようなものが挙

げられる。 
・ 労働者の中で特定のグループに、従来に比

べ幅広い仕事の裁量権を与える。 
・ 部署間、マネジメントの上下間のコミュニ

ケーションを向上する。 
・ マネジメント力を向上する。特に対人関係

スキルを上げる。 
・ The Management Standardsを評価基準

として、仕事のレビューとタスクアナリシ

スを実施する。 
・ ポリシーの一部を最新のものに変えたり

問題発生時の対処手順を更新したりする。 
⑥ Step5 実施評価と組織の取り組みの再検

討：アクションプランの監視と再考を重ね、

効果を評価する 
職場における過重なプレッシャーの原因となっ
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た問題に対し、実施した対処内容をレビューする。

対処が必要と判断された対象に合わせて適切なア

クションがとられたか、それにより効果は得られ

たか、更なるアクションが必要か、そのために追

加のデータ収集が必要か、など検討する。設定し

た時間枠でアクションが実施できたか評価すべき

であり、例えば、アクションプランに組み込まれ

たミーティングが開催されていたか、は議事録な

どの根拠となる書面を通して実施確認をする。事

後評価のみでなく期間中にアクションプランの進

捗状況を確認できるようにするためにもすべての

記録を残しておくことが重要である。 
 また、効果を評価するまでの期間設定は、実施

内容により決定する。どれくらいの期間であれば

測定可能な期待する結果を得られるかを十分に考

慮し、適切な期間を見極める必要がある。 
 さらにアクションプランの再考のタイミングは、

どの時点で評価するか、ということの点のほかに、

どのくらいの期間、効果の持続性があるか、とい

う点も含めて検討する必要がある。 
 それ以外に評価の測定には、アクションプラン

に応じて、何を用いることで正しいジャッジがで

きるか見極めることも必要である。客観的なデー

タでプランの効果測定をするためには、離職状況、

傷病による欠勤状況、生産性などの変化や最近の

傾向を確認する方法がある。しかし主観的評価も

重要で、労働者にとって、解決策を講じたことに

より期待された結果が得られたか、その満足度を

確かめることも測定スケールとして利用可能であ

る。 
全プロセスに共通し、リスクアセスメントをす

るうえで実施した内容を記録することは、非常に

重要である。モニタリングをした結果、再度同じ

マネジメントアプローチの実施を繰り返すことを

求められることは大いにあり、また、見つかった

問題を振り返り、将来的に二度と起こらないよう

継続的な改善を重ねることで、問題発生後の対処

のみに留まらず事前対策としての活用が可能とな

るからである。 
 
3. Good Practice 
事例1) QVC 
 QVCは全世界で約2億世帯以上の家庭に向けて、

24 時間ノンストップで商品情報を配信している世

界最大のテレビショッピング専門チャンネルである。

アメリカ、ドイツ、日本、イタリア、イギリスで

17,000人以上の労働者を抱えている。イギリス国内

では、カスタマーオペレーションセンターと放送局、

本社で 24 時間放送をするため常時 2,000 人以上が

雇用されている。 

 ●ストレス対策に取り組んだ理由 
 QVC の企業理念の一つに「労働者にとって快適

な職場創りを」というスローガンがある。これは、

社員がいかなるエリアで業務を遂行する場合でも心

身の健康、安全、快適な職場環境を保障することを

明示したものである。そこで、職場において労働者

が経験しているストレスやプレッシャーが適切にマ

ネジメントされているか再確認することを目的とし

て、対策を講ずることとなった。 
主たる達成目標は、管理職がツールを使うことに

よりストレスのサインに気づくことができ、予防の

ためのマネジメント力を身につけることであった。

それに加え管理職に、企業が社員の健康を最重要視

していることを認識させることも課題とした。 
ストレス問題はあるもののその件数が主動力とな

って対策を講じたのではなく、職場のリーダーが労

働者の健康に関心を持つようプログラムを展開する

ことで、ワークエンゲージメントのレベル向上が見

込まれるのでは、といった期待的予測から取り組み

が実施された。 
●実施内容 
＜準備＞ 
手始めにThe Management Standardsの要とな

る管理経営層の参画を確実にするための活動を実施

した。法定の安全配慮の義務を遂行するために必要

な対策であると同時に、企業に有益である活動であ

ることを説明し、理解を得られるよう働きかけをし

た。 
 次に、リスクアセスメントの5つのキーStepに則

って以下の活動を実践した。 
＜Step1 危険因子の特定＞ 
外部機関のコンサルタントとともに職場のリーダ

ー向けのプログラムとして‘気づき’を喚起するた

めの研修を実施した。研修名を Managing 
Pressure：心身の健康へのアプローチと題し、日々

の管理とThe Management Standards に示されて

いる‘気づき’の関連性について注意喚起するとと

もに、ストレスとプレッシャーの違いについて説明

した。また、栄養や食事が人々の気分や活力に影響

を与えうる点についても併せて説明した。 
＜Step2 健康被害にあっている個人とその発生

機序の特定＞ 
様々な方法を使ってデータ収集をした。傷病によ

る欠勤状況はもとより、労働者がどのような問題を

抱えているか把握するための調査を行った。調査は

18ヶ月ごとに行い、職業性ストレスに関連する質問

項目についてはThe Management Standards の標

準に準じて内容を再考し、それらの項目に絞って調

査した。さらに人事部門のメンバーにより顧客部門

に従事する労働者の監査を実施し、チームメンバー

の態度や士気についてのフィードバックを加味する

こととした。これらの方法を組み合わせることによ

り職場に実在するリスクの理解を深めることが可能

となった。 
＜Step3 健康被害への危険度の評価とそれに対

する具体的な活動＞ 
QVC には労働組合がないため、職場リーダーが

労働者代表と近いところで働いている。そのため、

定期的な対話にて明らかになっている問題について

討議することが可能である。対話上で浮き彫りとな

った問題と労働者に実施した調査の結果は、労働者

代表を含んだフォーカスグループで討議され、取り

巻いているビジネス環境が適切な形にシフトするよ

う対策を実施した。 
＜Step4 結果の記録＞ 
傷病による欠勤についての話し合い、労働者対象

の調査結果、労働者向けに実施した事前対策プログ

ラムの評価結果などを踏まえ、情報を集約し、継続

的にプランの再考を重ねた。その結果、フォーラム

グループの代表と管理グループが協働して下記の通

り社内のビジネスソリューションを立てた。 
・ 産業保健サービスを拡大、プロセスを向上

させる。そのために人事部門と産業保健部

門の関係を強化する。 
・ Managing Pressure の研修を管理職に実

施し、労働者向けには、より内容を絞って

の Managing Pressure の研修を構成して

実施する。 
・ 評価管理システムを再考する：管理職の対

応・姿勢への評価に関する討議を推し進め

るため、評価書の運用を変更する。労働者

による上司評価ポイント制度は、労働者の

実体験にリンクするようよう工夫し、労働

者の意見を評価者の総合的なパフォーマ

ンス評価の一部に反映するよう改善する。 
・ 全労働者の声を調査に反映するため、フォ

ーラムグループと管理チーム、社内の連絡

チームと協力してコミュニケーションの

活発化を図る。 
＜Step5 実施評価と組織の取り組みの再検討＞ 

・ 評価者制度は労働者のワークエンゲージ

メントのレベルをアセスメントすること

に活用する。 
・ 定期的な監査と調査結果のレビューを実

施する。 
・ QVC の労働者による公開討論で話し合わ

れた問題についてモニタリングする。 
・ キーとなる職場の人間関係についてモニ

タリングする。 
・ 職場文化向上プログラムで得られたフィ

ードバック結果についてモニタリングす

る。 
 ●当初の課題 
 当初はストレス対策に乗り出すことに懐疑的な考

えを持つものもいた。しかしながら HSE の The 
Management Standards が日々の業務とストレス

問題を切り離して考えることができないことを明示

し、実践的なガイドラインを職場リーダーに提供し

たことで対策が進んだ。ストレスとプレッシャーの

違いをクリアに理解することができ、研修では自己

の健康管理をすることに加え、他の労働者の心身の

健康をサポートすることの重要性を理解することが

できた。 
 ●実施の影響 
 評価すべき最大のポイントは、プログラム実施後、

現場の管理職によるストレスへの気づきが向上した

ことである。フィードバックの結果、ストレスサイ

ンへの気づきが身についたように感じるという意見

が多く聞かれ、ストレスが疑われるケースに遭遇し

た場合にも自信を持って対応がとれそうである、と

の回答も得られた。 
また、人事部門からは、管理職と労働者の間で、

発生しうるストレス問題について事前対策に関する

討議が増えたことも報告された。休務前に産業保健

専門職への紹介がなされるようになったのも、事前

対策が進んでいる影響と考えられる。業務中にも、

必要なサポートを隠すことなく労働者に提供できる

ようになった。 
2009 年 1 月にリーダー向けのプログラムを開催

して以降、一部の事業所では傷病による欠勤率が低

下したことも注目すべき点である。2008 年には

5.31％であったが、2009 年の終わりには 4.96％と

なった。また、2008年から2009年にかけ、長期傷

病者の人数が20％低下した。 
最新の調査によれば、労働者の40％以上が心身の

健康プログラムが業務外の生活にもポジティブな影

響を与えたことを示している。また50％以上がワー

クライフバランスにポジティブな影響を及ぼし、

70％が健康に気をつけるようになったとの報告も

された。 
●外的機関としてトレーニングを請け負った

Denise Chiltonによる報告 
QVC は職場のリーダー向けの終日トレーニング

を提供する安全衛生のスペシャリストとして、国際

的なストレスマネジメント協会のメンバーである

Denise Chiltonに業務委託をした。 
ワークショップの中核とした Managing 

Pressureについてその重要性を強調し、ストレスと

の違いとプレッシャーが個人に与えうる様々な影響

について説明をした。職場リーダーは人々がストレ
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た問題に対し、実施した対処内容をレビューする。

対処が必要と判断された対象に合わせて適切なア

クションがとられたか、それにより効果は得られ

たか、更なるアクションが必要か、そのために追

加のデータ収集が必要か、など検討する。設定し

た時間枠でアクションが実施できたか評価すべき

であり、例えば、アクションプランに組み込まれ

たミーティングが開催されていたか、は議事録な

どの根拠となる書面を通して実施確認をする。事

後評価のみでなく期間中にアクションプランの進

捗状況を確認できるようにするためにもすべての

記録を残しておくことが重要である。 
 また、効果を評価するまでの期間設定は、実施

内容により決定する。どれくらいの期間であれば

測定可能な期待する結果を得られるかを十分に考

慮し、適切な期間を見極める必要がある。 
 さらにアクションプランの再考のタイミングは、

どの時点で評価するか、ということの点のほかに、

どのくらいの期間、効果の持続性があるか、とい

う点も含めて検討する必要がある。 
 それ以外に評価の測定には、アクションプラン

に応じて、何を用いることで正しいジャッジがで

きるか見極めることも必要である。客観的なデー

タでプランの効果測定をするためには、離職状況、

傷病による欠勤状況、生産性などの変化や最近の

傾向を確認する方法がある。しかし主観的評価も

重要で、労働者にとって、解決策を講じたことに

より期待された結果が得られたか、その満足度を

確かめることも測定スケールとして利用可能であ

る。 
全プロセスに共通し、リスクアセスメントをす

るうえで実施した内容を記録することは、非常に

重要である。モニタリングをした結果、再度同じ

マネジメントアプローチの実施を繰り返すことを

求められることは大いにあり、また、見つかった

問題を振り返り、将来的に二度と起こらないよう

継続的な改善を重ねることで、問題発生後の対処

のみに留まらず事前対策としての活用が可能とな

るからである。 
 
3. Good Practice 
事例1) QVC 
 QVCは全世界で約2億世帯以上の家庭に向けて、

24 時間ノンストップで商品情報を配信している世

界最大のテレビショッピング専門チャンネルである。

アメリカ、ドイツ、日本、イタリア、イギリスで

17,000人以上の労働者を抱えている。イギリス国内

では、カスタマーオペレーションセンターと放送局、

本社で 24 時間放送をするため常時 2,000 人以上が

雇用されている。 

 ●ストレス対策に取り組んだ理由 
 QVC の企業理念の一つに「労働者にとって快適

な職場創りを」というスローガンがある。これは、

社員がいかなるエリアで業務を遂行する場合でも心

身の健康、安全、快適な職場環境を保障することを

明示したものである。そこで、職場において労働者

が経験しているストレスやプレッシャーが適切にマ

ネジメントされているか再確認することを目的とし

て、対策を講ずることとなった。 
主たる達成目標は、管理職がツールを使うことに

よりストレスのサインに気づくことができ、予防の

ためのマネジメント力を身につけることであった。

それに加え管理職に、企業が社員の健康を最重要視

していることを認識させることも課題とした。 
ストレス問題はあるもののその件数が主動力とな

って対策を講じたのではなく、職場のリーダーが労

働者の健康に関心を持つようプログラムを展開する

ことで、ワークエンゲージメントのレベル向上が見

込まれるのでは、といった期待的予測から取り組み

が実施された。 
●実施内容 
＜準備＞ 
手始めにThe Management Standardsの要とな

る管理経営層の参画を確実にするための活動を実施

した。法定の安全配慮の義務を遂行するために必要

な対策であると同時に、企業に有益である活動であ

ることを説明し、理解を得られるよう働きかけをし

た。 
 次に、リスクアセスメントの5つのキーStepに則

って以下の活動を実践した。 
＜Step1 危険因子の特定＞ 
外部機関のコンサルタントとともに職場のリーダ

ー向けのプログラムとして‘気づき’を喚起するた

めの研修を実施した。研修名を Managing 
Pressure：心身の健康へのアプローチと題し、日々

の管理とThe Management Standards に示されて

いる‘気づき’の関連性について注意喚起するとと

もに、ストレスとプレッシャーの違いについて説明

した。また、栄養や食事が人々の気分や活力に影響

を与えうる点についても併せて説明した。 
＜Step2 健康被害にあっている個人とその発生

機序の特定＞ 
様々な方法を使ってデータ収集をした。傷病によ

る欠勤状況はもとより、労働者がどのような問題を

抱えているか把握するための調査を行った。調査は

18ヶ月ごとに行い、職業性ストレスに関連する質問

項目についてはThe Management Standards の標

準に準じて内容を再考し、それらの項目に絞って調

査した。さらに人事部門のメンバーにより顧客部門

に従事する労働者の監査を実施し、チームメンバー

の態度や士気についてのフィードバックを加味する

こととした。これらの方法を組み合わせることによ

り職場に実在するリスクの理解を深めることが可能

となった。 
＜Step3 健康被害への危険度の評価とそれに対

する具体的な活動＞ 
QVC には労働組合がないため、職場リーダーが

労働者代表と近いところで働いている。そのため、

定期的な対話にて明らかになっている問題について

討議することが可能である。対話上で浮き彫りとな

った問題と労働者に実施した調査の結果は、労働者

代表を含んだフォーカスグループで討議され、取り

巻いているビジネス環境が適切な形にシフトするよ

う対策を実施した。 
＜Step4 結果の記録＞ 
傷病による欠勤についての話し合い、労働者対象

の調査結果、労働者向けに実施した事前対策プログ

ラムの評価結果などを踏まえ、情報を集約し、継続

的にプランの再考を重ねた。その結果、フォーラム

グループの代表と管理グループが協働して下記の通

り社内のビジネスソリューションを立てた。 
・ 産業保健サービスを拡大、プロセスを向上

させる。そのために人事部門と産業保健部

門の関係を強化する。 
・ Managing Pressure の研修を管理職に実

施し、労働者向けには、より内容を絞って

の Managing Pressure の研修を構成して

実施する。 
・ 評価管理システムを再考する：管理職の対

応・姿勢への評価に関する討議を推し進め

るため、評価書の運用を変更する。労働者

による上司評価ポイント制度は、労働者の

実体験にリンクするようよう工夫し、労働

者の意見を評価者の総合的なパフォーマ

ンス評価の一部に反映するよう改善する。 
・ 全労働者の声を調査に反映するため、フォ

ーラムグループと管理チーム、社内の連絡

チームと協力してコミュニケーションの

活発化を図る。 
＜Step5 実施評価と組織の取り組みの再検討＞ 

・ 評価者制度は労働者のワークエンゲージ

メントのレベルをアセスメントすること

に活用する。 
・ 定期的な監査と調査結果のレビューを実

施する。 
・ QVC の労働者による公開討論で話し合わ

れた問題についてモニタリングする。 
・ キーとなる職場の人間関係についてモニ

タリングする。 
・ 職場文化向上プログラムで得られたフィ

ードバック結果についてモニタリングす

る。 
 ●当初の課題 
 当初はストレス対策に乗り出すことに懐疑的な考

えを持つものもいた。しかしながら HSE の The 
Management Standards が日々の業務とストレス

問題を切り離して考えることができないことを明示

し、実践的なガイドラインを職場リーダーに提供し

たことで対策が進んだ。ストレスとプレッシャーの

違いをクリアに理解することができ、研修では自己

の健康管理をすることに加え、他の労働者の心身の

健康をサポートすることの重要性を理解することが

できた。 
 ●実施の影響 
 評価すべき最大のポイントは、プログラム実施後、

現場の管理職によるストレスへの気づきが向上した

ことである。フィードバックの結果、ストレスサイ

ンへの気づきが身についたように感じるという意見

が多く聞かれ、ストレスが疑われるケースに遭遇し

た場合にも自信を持って対応がとれそうである、と

の回答も得られた。 
また、人事部門からは、管理職と労働者の間で、

発生しうるストレス問題について事前対策に関する

討議が増えたことも報告された。休務前に産業保健

専門職への紹介がなされるようになったのも、事前

対策が進んでいる影響と考えられる。業務中にも、

必要なサポートを隠すことなく労働者に提供できる

ようになった。 
2009 年 1 月にリーダー向けのプログラムを開催

して以降、一部の事業所では傷病による欠勤率が低

下したことも注目すべき点である。2008 年には

5.31％であったが、2009 年の終わりには 4.96％と

なった。また、2008年から2009年にかけ、長期傷

病者の人数が20％低下した。 
最新の調査によれば、労働者の40％以上が心身の

健康プログラムが業務外の生活にもポジティブな影

響を与えたことを示している。また50％以上がワー

クライフバランスにポジティブな影響を及ぼし、

70％が健康に気をつけるようになったとの報告も

された。 
●外的機関としてトレーニングを請け負った

Denise Chiltonによる報告 
QVC は職場のリーダー向けの終日トレーニング

を提供する安全衛生のスペシャリストとして、国際

的なストレスマネジメント協会のメンバーである

Denise Chiltonに業務委託をした。 
ワークショップの中核とした Managing 

Pressureについてその重要性を強調し、ストレスと

の違いとプレッシャーが個人に与えうる様々な影響

について説明をした。職場リーダーは人々がストレ

− 448− − 449−



ス状況に陥った際の早い段階での警告サインについ

て学び、この研修を通しQVCはThe Management 
Standardsに準じ健康安全面の留意すべき事項を再

認識し、よりフィットしたアプローチが実践される

ようになった印象を受けた。 
 
事例2) United Biscuits 
 United Biscuits はビスケットと袋詰めスナック

菓子を製造するヨーロッパを代表する製菓メーカー

である。イギリス国内に14拠点を構え、2007年の

純利益は11億に上った。 
 労働者数はイギリス国内で7,200人、拠点はスコ

ットランドとイングランドに位置している。 
●The Management Standards を使用してのス

トレス対策に取り組んだ理由 
・ 2003年から2005年にかけ、報告されたス

トレスの件数が増加していたため。 
・ 予防的なストレス対策を実施することで、

訴訟件数が減ることにつながると考えた

ため。 
・ 企業として労働者に対する健康配慮の責

任があるため。 
●実施内容 
手始めにUnited Biscuits の管理経営層を対象に

職業性ストレス対策の重要性についてプレゼンテー

ションを行い企業におけるストレスポリシーの改定

を行った。このポリシーには、United Biscuitsにお

けるストレスレベルを監査するため、毎年リスクア

セスメントを実施することが盛り込まれた。さらに

ルーチン業務として健康調査をすることとし、業務

関連性のない問題と業務関連性のある問題（精神疾

患や喘息）を区別し管理することが求められた。こ

れは、ポリシーが導入されて以降、組織の健康状態

を把握するものとして利用された。人事と産業衛生

部門は労働者の離職状況、労働者からの声、欠勤状

況、ストレス起因性の問題などデータを集約した。

個々の労働者が抱えるストレス関連性の問題につい

ては、現場の管理職、人事部門、産業保健専門職向

けに対処手順が示された（図1）。 
●The Management Standardsの実践 

 HSEの Indicator toolが2 部署にて使用された。

併せて年1回の労働者を対象とした社内調査に、リ

スクファクターの評価エリアである Demands–仕
事の要求度（作業負担・時間プレッシャー・仕事環

境など）、Control–個人の裁量度、Support–職場の

支援（上司や同僚からのサポートなど）、

Relationships–職場環境、Role–職場における役割、

Change–組織変革に配慮した質問を組み合わせた。 
 ●アクションプラン 
 具体的な取り組み内容については労働者の連絡グ

ループ内で話し合われ、結果はUnited Biscuits に
勤務するすべての労働者に共有された。このことに

よりデータ収集や管理職との定期チームミーティン

グが平易化された。さらに社内でのストレスマネジ

メントに関するトレーニングが管理職向けに案内さ

れた。 
 ●当初の課題 
 当初の課題は企業に対しストレスが重要なビジネ

ス上の問題であることを伝え、対策実施に理解を得

ることであった。また、すべての現場の管理職にス

トレスマネジメントのトレーニングを受講させるこ

とも難を極めた。後に分かったこととしては、労働

組合の代表をポリシー改定のはじめから参画させて

いれば、より効果的なアプローチができたであろう

ということである。 
 ●成功の鍵 
 企業がストレス問題、メンタルヘルス問題をきち

んと受け止めることが重要なステップであり、成功

への枠組みづくりにもつながる。The Management 
Standardsのアプローチを企業のポリシーに調和さ

せ、合意を図ったことがUnited Biscuits 内の様々

な問題に対応する上で役立った。複雑なケース（仕

事と家庭におけるプレッシャーと関連して生じたメ

ンタルヘルス上の問題など）に取り組んだり、特定

の優先課題に改善を重ねながら状況を監視していっ

たりといった過程でも、キーとなった。 
 ●もたらされた有益な結果  

・ トレーニングを受講した現場の管理職の

‘ストレスへの気づき’が向上した。 
・ 2005 年以来、職業が主たる原因となって

引き起こされたストレス件数が減少した

（図2）。 
・ クレームや裁判につながるような問題へ

の対応が改善された。 
・ ストレス関連の欠勤によるコストが減少

した。事前対応が可能となった各々のケー

スに対し、およそ4週間の賃金に相当する

関連コストが節約可能となった。ポリシー

が施行されて以来3年間を合わせると、40
週間分の欠勤によるコストが抑えられた

ことが分かった。 
 

4. The Management Standardsの有効性 
 The Management Standards のアプローチが職

場のメンタルヘルス対策を推進する上で一定レベル

の効果があることが証明されている。 
 英国国内で実施された調査の結果、Indicator tool
は職務満足感の向上にポジティブな相関関係を示し、

職業関連性の不安・抑うつの低下、仕事上のミスや

ヒヤリハット体験の低下に関連があることがわかっ

た。これらの結果は、The Management Standards
の Indicator tool が職業関連性ストレスのリスクフ

ァクターを特定し、組織がリスクマネジメントする

上で一定レベルの信頼性を兼ね備えたツールである

ことを示唆した。また、別の研究結果では、Indicator 
tool が、国の水準に対し所属する組織の平均がどの

レベルであるか比較可能であることが明らかになっ

ている。 
 これまでの調査で十分な回答率が得られていない

こと、ストレスが仕事にもたらす影響について普遍

的な結果が認められていない点は課題が残るが、職

業性ストレスの測定ツールのひとつとして有用であ

ることは評価できる。今後は更に、Indicator tool
が‘達成すべき状態’つまりは良好実践をもたらし

たか、また、対策の優先順位付けを可能としたか、

という点について調査を進めることが必要である。 
  
5. The Management Standards の今後の課題と

展望、活用について 
The Management Standardsによる職場のリス

クアセスメントは1サイクルで終了ではなく、アセ

スメントの結果を踏まえ組織のポリシーの見直しや

業務手順の見直しなど改善に役立てることが重要で

ある。当初策定されたままの状態で現状の業務形態

や理念にマッチしていないという事態は往々にして

あることから、The Management Standards は現

状の問題解決だけに活用するのではなく、組織の変

革や業務改善にあわせて継続した発展を企業にもた

らすためのリスク管理基準として活用することが可

能である。 
The Management Standardsは企業の組織力を

向上し、職場における健康問題を予防することに重

点を置いた取り組みである。したがってリスクアセ

スメントのサイクルを継続しながら、日々のマネジ

メントとして、実施状況の監視や評価を位置づける

必要がある。独自の取り組みでリスクアセスメント

をする場合も、できる限り現場の管理職の日々の責

務として活動を進めることが望ましい。HSE委託の

調査によれば、ストレス原因を減らし予防をする能

力とその他の管理職として要求される能力には重複

する部分が大いにあることが証明されている。また、

ストレスマネジメントをするためには多岐にわたる

重要な能力を兼ね備えている必要があることも強調

されている。職場のストレス対策を推進する上で管

理職が担う役割は重要であることから、キーパーソ

ンの役割評価を含めた職場のリスクアセスメントを

実践する意義は大きい。 
HSEによるThe Management Standardsの段階

的アプローチは、容易で現場状況に適したツールを

幅広く提供することから活用の有用性が認められて

いる。しかしながら多くの企業が既に独自のリスク

アセスメントアプローチを実践し、改善を重ねてス

トレス対策に取り組んでいると思われることから、

The Management Standardsに準じたアプローチ

を取り入れるかの判断は組織独自ですべきであろう。

ただし、いずれのアプローチをする場合にも‘スト

レス’という言葉を前面に出し対策をするのではな

く、‘ウェルネス：心身の快適’や‘健康的な職場’

という言葉を用いて対策を進めることが望ましい。

ポジティブな視点で職場のリスクアセスメント、マ

ネジメントを正しく行うことができれば、必要十分

なアプローチ、つまりは職場改善が見込まれるもの

と考えられている。 
 

D. 考察 
 The Management Standards は具体的な手順を

指し示したガイドラインとして活用され、職場のメ

ンタルヘルスの社会心理的リスク（要因）を実践的

に特定できるツールとして開発された。5 ステップ

の段階的アプローチに加え、フォーカスグループの

運用の仕方、各々の使用者に向けた資料などの提供

は、容易で現場状況に適したツールとして公表以降

幅広く受け入れられている。英国では多くの企業が

The Management Standardsの考え方を取り入れ

たアセスメントの実践をすることにより職場改善が

なされたことを報告した。 
HSEによるIndicator toolの信頼性を認めた調査

からも、その活用の有効性は明らかである。好事例

の提示に留まらず、提供しているツールが現場のス

トレス問題を把握する手段として適切か、調査を重

ねている点も極めて重要な視点といえる。職場のメ

ンタルヘルス対策の継続した発展と良好実践を導く

第一次予防を検討するにあたっては、本取り組みに

着眼すべき点は多い。 
以上のことから、英国 HSE における The 

Management Standards はわが国においてもメン

タルヘルスの第一次予防の観点において効果的なツ

ールとして提案される。使用にあたっての汎用性、

有用性という点からも、わが国における実践への寄

与に大いに期待される海外での良好実践（取り組み）

である。 
  

E. 結論 
 国際動向は第一次予防の進展に重点がシフトされ、

就業条件の多様化により、効果的なメンタルヘルス

対策の実施が求められる中、EU では心理社会的リ

スク低減を目指した枠組みの策定が進んでいる。国

際産業保健学会（ICOH）の2009年から2012年に

かけての活動プランは、①すぐの対策実施に結びつ

く一次予防によるリスク管理、②産業保健サービス
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ス状況に陥った際の早い段階での警告サインについ

て学び、この研修を通しQVCはThe Management 
Standardsに準じ健康安全面の留意すべき事項を再

認識し、よりフィットしたアプローチが実践される

ようになった印象を受けた。 
 
事例2) United Biscuits 
 United Biscuits はビスケットと袋詰めスナック

菓子を製造するヨーロッパを代表する製菓メーカー

である。イギリス国内に14拠点を構え、2007年の

純利益は11億に上った。 
 労働者数はイギリス国内で7,200人、拠点はスコ

ットランドとイングランドに位置している。 
●The Management Standards を使用してのス

トレス対策に取り組んだ理由 
・ 2003年から2005年にかけ、報告されたス

トレスの件数が増加していたため。 
・ 予防的なストレス対策を実施することで、

訴訟件数が減ることにつながると考えた

ため。 
・ 企業として労働者に対する健康配慮の責

任があるため。 
●実施内容 
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職業性ストレス対策の重要性についてプレゼンテー

ションを行い企業におけるストレスポリシーの改定

を行った。このポリシーには、United Biscuitsにお

けるストレスレベルを監査するため、毎年リスクア

セスメントを実施することが盛り込まれた。さらに

ルーチン業務として健康調査をすることとし、業務
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5. The Management Standards の今後の課題と
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あることから、The Management Standards は現

状の問題解決だけに活用するのではなく、組織の変

革や業務改善にあわせて継続した発展を企業にもた

らすためのリスク管理基準として活用することが可

能である。 
The Management Standardsは企業の組織力を

向上し、職場における健康問題を予防することに重
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する部分が大いにあることが証明されている。また、

ストレスマネジメントをするためには多岐にわたる
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的アプローチは、容易で現場状況に適したツールを

幅広く提供することから活用の有用性が認められて

いる。しかしながら多くの企業が既に独自のリスク

アセスメントアプローチを実践し、改善を重ねてス

トレス対策に取り組んでいると思われることから、

The Management Standardsに準じたアプローチ

を取り入れるかの判断は組織独自ですべきであろう。

ただし、いずれのアプローチをする場合にも‘スト

レス’という言葉を前面に出し対策をするのではな

く、‘ウェルネス：心身の快適’や‘健康的な職場’

という言葉を用いて対策を進めることが望ましい。

ポジティブな視点で職場のリスクアセスメント、マ

ネジメントを正しく行うことができれば、必要十分

なアプローチ、つまりは職場改善が見込まれるもの

と考えられている。 
 

D. 考察 
 The Management Standards は具体的な手順を

指し示したガイドラインとして活用され、職場のメ

ンタルヘルスの社会心理的リスク（要因）を実践的

に特定できるツールとして開発された。5 ステップ

の段階的アプローチに加え、フォーカスグループの

運用の仕方、各々の使用者に向けた資料などの提供

は、容易で現場状況に適したツールとして公表以降

幅広く受け入れられている。英国では多くの企業が

The Management Standardsの考え方を取り入れ

たアセスメントの実践をすることにより職場改善が

なされたことを報告した。 
HSEによるIndicator toolの信頼性を認めた調査

からも、その活用の有効性は明らかである。好事例

の提示に留まらず、提供しているツールが現場のス

トレス問題を把握する手段として適切か、調査を重

ねている点も極めて重要な視点といえる。職場のメ

ンタルヘルス対策の継続した発展と良好実践を導く

第一次予防を検討するにあたっては、本取り組みに

着眼すべき点は多い。 
以上のことから、英国 HSE における The 

Management Standards はわが国においてもメン

タルヘルスの第一次予防の観点において効果的なツ

ールとして提案される。使用にあたっての汎用性、

有用性という点からも、わが国における実践への寄

与に大いに期待される海外での良好実践（取り組み）

である。 
  

E. 結論 
 国際動向は第一次予防の進展に重点がシフトされ、

就業条件の多様化により、効果的なメンタルヘルス

対策の実施が求められる中、EU では心理社会的リ

スク低減を目指した枠組みの策定が進んでいる。国

際産業保健学会（ICOH）の2009年から2012年に

かけての活動プランは、①すぐの対策実施に結びつ

く一次予防によるリスク管理、②産業保健サービス
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をすべての労働者に、③現場の問題解決に役立つ予

防策実施ツール、④国際ネットワークを活用した国

際協力、と4つの柱が掲げられた。国際標準にあわ

せた各国の取り組みはより顕著となり、特に、欧州

でも早くからメンタルヘルス対策に取り組んでいる

英国では、2004年、政府機関である健康安全省The 
Health and Safety Executive（HSE）が職業性ス

トレス対策のガイドラインとして、 The 
Management Standards for work-related stress
を公表した。事業者による職業性ストレスのリスク

アセスメントを支援する標準的な評価指標となる本

ガイドラインは、職業性ストレスを理解する上で重

要なリスク領域を6つの因子：Demands–仕事の要

求度（作業負担・時間プレッシャー・仕事環境など）、

Control–個人の裁量度、Support–職場の支援（上司

や同僚からのサポートなど）、Relationships–職場環

境、Role–職場における役割、Change–組織変革、

に分けて説明している。各々の領域における調査票

とその判定基準を提供し、職場改善を推進する具体

的なリスクアセスメントとして、①危険因子の特定、

②健康被害にあっている個人とその発生機序の特定、

③健康被害への危険度の評価とそれに対する具体的

な活動、④結果の記録、⑤実施評価と組織の取り組

みの再検討、の5ステップを挙げた。英国では多く

の企業が本ガイドラインに準じた対策を自主的に実

施し、職場環境改善に効果的な結果が得られたこと

を報告している。The Management Standards for 
work-related stressと英国における企業の良好実践

を理解することは、わが国の職場のメンタルヘルス

の第一次予防に関する具体策を検討するうえで参考

になる。 
 

F. 研究発表 
1） 論文発表 

栁田 亜希子. 産業ストレスの第一次予防の

国際標準－イギリスにおける職業性ストレス

予防のためのリスクマネジメントへの取り組

み. 産業ストレス研究 16(4):223-227, 2009. 
2） 学会発表 

栁田 亜希子. 産業ストレスの第一次予防の

国際標準－英国の産業ストレス対策の現状. 
第16回日本産業ストレス学会(東京), 2008年

12月5日. 
 

G. 知的財産権の出願・登録状況 
 該当せず。 
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平成 21-23 年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業 

「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

（H21-労働-一般-001） 

研究協力報告書 

 

海外の動向（�） 

米国心理学会の心理的健康職場 
 

研究協力者 津野香奈美 東京大学大学院医学系研究科・大学院生 

主任研究者 川上憲人 東京大学大学院医学系研究科・教授 

 

本研究では、職場のメンタルヘルス不調の一次予防対策を進めるための科学的根拠に基づく EBM ガイ

ドラインを開発するための参考として、米国心理学会（APA）が実施している「心理的健康職場

（Psychologically Healthy Workplaces）」作りに関する情報を収集した。主に米国心理学会がホーム

ページ上で紹介している情報を元に、心理的健康職場を作る上での 5カ条、表彰制度についてまとめた

ところ、心理的健康職場を作る上での 5ヶ条とは「1．従業員参画」「2．ワーク・ライフ・バランス」「3．

従業員の成長と発展」「4．健康と安全」「5．正当な評価」であることがわかった。 

 

Ａ．研究目的 

本研究事業では、職場におけるメンタルヘルス

疾患の一次予防対策に関して、これまでの科学的

根拠を吟味するとともに、これらの研究成果を統

合することで、科学的根拠に基づく EBM ガイドラ

インを開発する。このうち、海外動向紹介では、

これまで国外で発表・実施されている事業場の心

の健康づくり活動の内容を収集し、現在行われて

いる一次予防対策をまとめることによって、一次

予防対策を行う効果を発表していない事業場に

とって参考となるよう資料とする。 

本稿では、米国心理学会が行なっている心理的

健康職場（Psychologically Healthy Workplaces: 

PHWP）の活動内容について紹介する。 

 

Ｂ．研究の方法 

 米国心理学会が心理的健康職場について紹介

するホームページを参照し、活動内容、提唱され

ている 5つのポイント（5カ条）、取り組み例等を

まとめた。 
 

Ｃ．結果 

（1）活動内容 
 心理的健康職場は、従業員の健康と幸福が、組

織の生産性と関連があることを雇用者団体に啓

発するために、米国心理学会と対象事業場が協同

して行うものである。この活動には、賞の授与や、

ニュースレター、ポッドキャストやブログ等によ

る情報提供、全米 56 州それぞれの地域でのイベ

ント開催、心理に関する地域の団体によるサポー

トが含まれ、地方産業界に草の根で変化をもたら

す機能が働いている。こういった地域の団体は、

これまでに北米で 450 以上にのぼっている。 
心理的に健康的な職場を作ることに関心を持

った事業場、または心理的健康職場の賞に応募し

た い と 思 っ た 事 業 場 は 、 Web サ イ ト

（http://www.phwa.org/）にアクセスすることで

情報を得ることができるようになっている。 
（2）心理的健康職場の 5 カ条  
 米国心理学会は、心理的健康職場に必要な要素

として下記の 5 つのポイントをあげている。 
1．従業員参画（Employee involvement） 
まず 1 つ目が、従業員参画と呼ばれるものであ

る。積極的に参画する従業員を増やすための取り

組みとしては、従業員を意思決定の場に参加させ

たり、仕事を進める上での自律性を高めたりする

ことが含まれる。こういった従業員参画を行なっ

た場合、業績の向上や離職者・疾病休業の減少、

商品やサービスの質の向上などの効果をもたら

すのと同時に、仕事の満足度を上げさせたり、従

業員もモラルや組織へのコミットメントを向上

させたりすることも期待できる。 
＜取り組み方法例＞ 
・自己管理された仕事のチームにする 
・従業員による対策委員会を運営する 
・持続的な改善チームを設置する 
・目安箱・意見箱を設置したり、毎月のミーティ

ングで意見を出し合ったり、討論会を開催する

など、積極的に改善点や意見を出し合える機会

を作る 
＜取り組み企業例＞ 
会社名：Steelscape 
プログラム名：（Picking Their Own Peers） 
取り組み結果： 
＋（上昇）：従業員幸福度、従業員満足度、業

績、モチベーション、コミットメント、安全

記録の更新 
 －（減少）：離職 

2．ワーク・ライフ・バランス（Work-life balance） 
ワーク・ライフ・バランスを促進する取り組み

や方針というものは、従業員には職場外において

も生活や責任があるということを認識すること、

そしてそれらの多様なデマンドに対して従業員

らがうまく対処できるように手助けすることに

ある。仕事とプライベートでの役割分担の葛藤は、

仕事とプライベート両方の質の低下をもたらし、

結果的に生産性、疾病休業、離職のような産業ア

ウトカムにも影響をもたらす。つまりワーク・ラ

イフ・バランスの向上への取り組みは、従業員の

モラル、仕事の満足度上昇や組織へのコミットメ

ントを高めることにつながるだけでなく、業績の

向上、疾病休業の減少、離職の減少にも寄与する

ことが期待されるのである。 
＜取り組み方法例＞ 
・フレックスタイム、在宅勤務などの柔軟な仕事

方法を取り入れる 
・育児・介護が必要な家族を持つ従業員に対する

援助を高める 
・従業員の経済的問題を手助けするためのリソー

スを提供する 
・従業員の家族や家庭内パートナーが利用可能な

福利厚生を構築する 
・育児介護休業法の適用を超えた柔軟性のある休

業方法を認める 
＜取り組み企業例＞ 
会社名：Silverado Senior Living – Aspen Park 
プログラム名：Senior Living for All Ages 
取り組み結果： 
上昇（+）：従業員の幸福度、組織へのコミット

メント、従業員満足度、顧客満足度、業績 
減少（-）：疾病休業、離職 

 
3．従業員の成長と発展（Employee growth & 
development） 
 成長と発展の機会があるということは、従業員

の知識、技術、能力をひろげる手助けとなり、新

しい場面に対応する社会的能力を獲得できるこ

とを意味する。新しいことができるようになった

り、新しい何かを経験する機会を得たりすること

は、従業員のモチベーションと仕事の満足度をあ

げ、仕事のストレスにうまく対処できるようにも

なる。こういった取り組みをすることによって、

事業場は従業員の仕事の上での経験の質を高め

ることができ、従業員の潜在能力をフルに開発し

ていくことができる。 
＜取り組み方法例＞ 
・継続的に研修を実施する 
・職場外での学びのための奨学金制度を設立する 
・キャリア・カウンセリングを実施する 
・社内もしくは社外研修センターによる研修を実

施する 
・昇進機会を増やす 
・コーチング、メンター制度、リーダーシップ研

修を活用する 
＜取り組み企業例＞ 
会 社 名 ：  Donald Deems, DDS, General 
Dentistry 
プログラム名：“Lunchtime Learning” 
取り組み結果： 
 上昇（＋）：従業員幸福度、従業員満足度、自

己効力感、従業員の生産性、業績、患者満足度 
 減少（―）：従業員のストレス、 離職 
 
4．Health & safety（健康と安全） 

健康と安全に関する取り組みは、考えられる健

康リスクや問題に対する一次予防、二次予防、三

次予防対策を通じて、従業員の身体的・精神的健

康を守ることを最大限にするものである。こうい

った取り組みをした場合、事業場は生産性の上昇、

医療費、疾病休業、事故率の減少といった恩恵を

受けることができる。 
＜取り組み方法例＞ 
・職場の安全と防犯に取り組むための訓練と保護

を実施する 
・ストレスマネジメント、減量、禁煙など健康的

な生活を送るための手助けを行う 
・精神医療を含んだ、適切な健康保険システムを

構築する 
・ヘルスチェックやスクリーニングを実施する 
・フィットネス、レクリエーション施設へのアク

セスしやすくする 
・グリーフカウンセリング、アルコール依存者の

ためのプログラム、EAP、精神機関への紹介な

どのリソース提供を行う 
＜取り組み方法例＞ 
会社名： ARUP Laboratories 
プログラム名：Free On-Site Health Clinic 
取り組み結果： 
上昇（＋）：従業員の幸福度、従業員の健康状

態、従業員のつなぎ留め、モラル、従業員満足

度、業績、採用の厳選化 
減少（－）：医療費 

 
5．正当な評価（Employee recognition） 
 正当な評価を与えることは、従業員の組織への

貢献度を、個人としても集団としても高めること

ができる。評価は、公式でも非公式でも、金銭を

伴うものでも伴わないものでも、様々な方法で行

なうことができる。従業員の努力を認識し、従業

員それぞれが、尊重されている、または感謝され

ていると感じることができるこうした取り組み

を行うことによって、事業場では従業員の満足度、
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本研究では、職場のメンタルヘルス不調の一次予防対策を進めるための科学的根拠に基づく EBM ガイ

ドラインを開発するための参考として、米国心理学会（APA）が実施している「心理的健康職場

（Psychologically Healthy Workplaces）」作りに関する情報を収集した。主に米国心理学会がホーム

ページ上で紹介している情報を元に、心理的健康職場を作る上での 5カ条、表彰制度についてまとめた

ところ、心理的健康職場を作る上での 5ヶ条とは「1．従業員参画」「2．ワーク・ライフ・バランス」「3．

従業員の成長と発展」「4．健康と安全」「5．正当な評価」であることがわかった。 

 

Ａ．研究目的 

本研究事業では、職場におけるメンタルヘルス

疾患の一次予防対策に関して、これまでの科学的

根拠を吟味するとともに、これらの研究成果を統

合することで、科学的根拠に基づく EBM ガイドラ

インを開発する。このうち、海外動向紹介では、

これまで国外で発表・実施されている事業場の心

の健康づくり活動の内容を収集し、現在行われて

いる一次予防対策をまとめることによって、一次

予防対策を行う効果を発表していない事業場に

とって参考となるよう資料とする。 

本稿では、米国心理学会が行なっている心理的

健康職場（Psychologically Healthy Workplaces: 

PHWP）の活動内容について紹介する。 

 

Ｂ．研究の方法 

 米国心理学会が心理的健康職場について紹介

するホームページを参照し、活動内容、提唱され

ている 5つのポイント（5カ条）、取り組み例等を

まとめた。 
 

Ｃ．結果 

（1）活動内容 
 心理的健康職場は、従業員の健康と幸福が、組

織の生産性と関連があることを雇用者団体に啓

発するために、米国心理学会と対象事業場が協同

して行うものである。この活動には、賞の授与や、

ニュースレター、ポッドキャストやブログ等によ

る情報提供、全米 56 州それぞれの地域でのイベ

ント開催、心理に関する地域の団体によるサポー

トが含まれ、地方産業界に草の根で変化をもたら

す機能が働いている。こういった地域の団体は、

これまでに北米で 450 以上にのぼっている。 
心理的に健康的な職場を作ることに関心を持

った事業場、または心理的健康職場の賞に応募し

た い と 思 っ た 事 業 場 は 、 Web サ イ ト

（http://www.phwa.org/）にアクセスすることで

情報を得ることができるようになっている。 
（2）心理的健康職場の 5 カ条  
 米国心理学会は、心理的健康職場に必要な要素

として下記の 5 つのポイントをあげている。 
1．従業員参画（Employee involvement） 
まず 1 つ目が、従業員参画と呼ばれるものであ

る。積極的に参画する従業員を増やすための取り

組みとしては、従業員を意思決定の場に参加させ

たり、仕事を進める上での自律性を高めたりする

ことが含まれる。こういった従業員参画を行なっ

た場合、業績の向上や離職者・疾病休業の減少、

商品やサービスの質の向上などの効果をもたら

すのと同時に、仕事の満足度を上げさせたり、従

業員もモラルや組織へのコミットメントを向上

させたりすることも期待できる。 
＜取り組み方法例＞ 
・自己管理された仕事のチームにする 
・従業員による対策委員会を運営する 
・持続的な改善チームを設置する 
・目安箱・意見箱を設置したり、毎月のミーティ

ングで意見を出し合ったり、討論会を開催する

など、積極的に改善点や意見を出し合える機会

を作る 
＜取り組み企業例＞ 
会社名：Steelscape 
プログラム名：（Picking Their Own Peers） 
取り組み結果： 
＋（上昇）：従業員幸福度、従業員満足度、業

績、モチベーション、コミットメント、安全

記録の更新 
 －（減少）：離職 

2．ワーク・ライフ・バランス（Work-life balance） 
ワーク・ライフ・バランスを促進する取り組み

や方針というものは、従業員には職場外において

も生活や責任があるということを認識すること、

そしてそれらの多様なデマンドに対して従業員

らがうまく対処できるように手助けすることに

ある。仕事とプライベートでの役割分担の葛藤は、

仕事とプライベート両方の質の低下をもたらし、

結果的に生産性、疾病休業、離職のような産業ア

ウトカムにも影響をもたらす。つまりワーク・ラ

イフ・バランスの向上への取り組みは、従業員の

モラル、仕事の満足度上昇や組織へのコミットメ

ントを高めることにつながるだけでなく、業績の

向上、疾病休業の減少、離職の減少にも寄与する

ことが期待されるのである。 
＜取り組み方法例＞ 
・フレックスタイム、在宅勤務などの柔軟な仕事

方法を取り入れる 
・育児・介護が必要な家族を持つ従業員に対する

援助を高める 
・従業員の経済的問題を手助けするためのリソー

スを提供する 
・従業員の家族や家庭内パートナーが利用可能な

福利厚生を構築する 
・育児介護休業法の適用を超えた柔軟性のある休

業方法を認める 
＜取り組み企業例＞ 
会社名：Silverado Senior Living – Aspen Park 
プログラム名：Senior Living for All Ages 
取り組み結果： 
上昇（+）：従業員の幸福度、組織へのコミット

メント、従業員満足度、顧客満足度、業績 
減少（-）：疾病休業、離職 

 
3．従業員の成長と発展（Employee growth & 
development） 
 成長と発展の機会があるということは、従業員

の知識、技術、能力をひろげる手助けとなり、新

しい場面に対応する社会的能力を獲得できるこ

とを意味する。新しいことができるようになった

り、新しい何かを経験する機会を得たりすること

は、従業員のモチベーションと仕事の満足度をあ

げ、仕事のストレスにうまく対処できるようにも

なる。こういった取り組みをすることによって、

事業場は従業員の仕事の上での経験の質を高め

ることができ、従業員の潜在能力をフルに開発し

ていくことができる。 
＜取り組み方法例＞ 
・継続的に研修を実施する 
・職場外での学びのための奨学金制度を設立する 
・キャリア・カウンセリングを実施する 
・社内もしくは社外研修センターによる研修を実

施する 
・昇進機会を増やす 
・コーチング、メンター制度、リーダーシップ研

修を活用する 
＜取り組み企業例＞ 
会 社 名 ：  Donald Deems, DDS, General 
Dentistry 
プログラム名：“Lunchtime Learning” 
取り組み結果： 
 上昇（＋）：従業員幸福度、従業員満足度、自

己効力感、従業員の生産性、業績、患者満足度 
 減少（―）：従業員のストレス、 離職 
 
4．Health & safety（健康と安全） 
健康と安全に関する取り組みは、考えられる健

康リスクや問題に対する一次予防、二次予防、三

次予防対策を通じて、従業員の身体的・精神的健

康を守ることを最大限にするものである。こうい

った取り組みをした場合、事業場は生産性の上昇、

医療費、疾病休業、事故率の減少といった恩恵を

受けることができる。 
＜取り組み方法例＞ 
・職場の安全と防犯に取り組むための訓練と保護

を実施する 
・ストレスマネジメント、減量、禁煙など健康的

な生活を送るための手助けを行う 
・精神医療を含んだ、適切な健康保険システムを

構築する 
・ヘルスチェックやスクリーニングを実施する 
・フィットネス、レクリエーション施設へのアク

セスしやすくする 
・グリーフカウンセリング、アルコール依存者の

ためのプログラム、EAP、精神機関への紹介な

どのリソース提供を行う 
＜取り組み方法例＞ 
会社名： ARUP Laboratories 
プログラム名：Free On-Site Health Clinic 
取り組み結果： 
上昇（＋）：従業員の幸福度、従業員の健康状

態、従業員のつなぎ留め、モラル、従業員満足

度、業績、採用の厳選化 
減少（－）：医療費 

 
5．正当な評価（Employee recognition） 
 正当な評価を与えることは、従業員の組織への

貢献度を、個人としても集団としても高めること

ができる。評価は、公式でも非公式でも、金銭を

伴うものでも伴わないものでも、様々な方法で行

なうことができる。従業員の努力を認識し、従業

員それぞれが、尊重されている、または感謝され

ていると感じることができるこうした取り組み

を行うことによって、事業場では従業員の満足度、
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モラル、自己効力感を向上させることができるの

である。それに加えて、組織そのものも、従業員

の仕事への熱意が高められることによって、生産

性が上がり、離職が減少したり、従業員の質を高

め、それを保持することができる可能性がある。 
＜取り組み方法例＞ 
・公正な賃金制度を導入する 
・競争が利益となるような仕組みを作る 
・従業員の貢献と成果を適切に評価する 
・成果に準じた賞与と給料を増やす 
・賞を授与する 
・評価式典を実施する 
＜取り組み企業例＞ 
会社名：Otsuka’s Furniture & Appliances 
プログラム名：Rewards and Reinforcement 
取り組み結果： 
 上昇（＋）：従業員満足度、従業員の生産性、

従業員のモチベーション、従業員のモラル、顧

客満足度、売上、業績 
減少（－）：なし 

 
以上が、米国心理学会が「心理的健康職場」を

つくる上でのポイントとして挙げているもので

ある。米国心理学会は、健康職場をつくるための

万能の法則はないとして、基本的には成功事例が

ベースとなるとしている。 
 
（4）効果 

以上、これまでの取り組み事例からまとめると、

心理的健康職場は従業員の健康と幸福度をあげ

る一方で、組織の生産性をもあげていることが分

かる。つまり、従業員と会社、両方にメリットが

あるのである。それぞれをまとめると、下記のよ

うになる。 
＜従業員へのメリット＞ 
・仕事の満足度の上昇 
・モラルの向上 
・身体的、精神的健康の向上 
・モチベーションの向上 
・ストレスマネジメント力の向上 
＜会社へのメリット＞ 
・質、生産性、業績の向上 
・疾病休業、プレゼンティーイズム、離職の減少 
・事故や、業務災害の減少 
・最優秀従業員を惹きつけることができること 
・顧客サービスと満足度の向上 
・医療コストの減少 

 

（5）表彰制度 

 この心理的健康職場が特徴的であることの1つ

は、表彰制度が存在することである。合計 3つの

表彰制度があり、毎年表彰式が行われ、これまで

に表彰された企業についての情報はホームペー

ジ上で参照することができる。 

① 地 域 心 理 的 健 康 組 織 表 彰 （ The Local 

Psychologically Healthy Workplace Award）：1999

年以来行なわれている、地域レベルのもの。米国

心理学会および州や地域の心理学会による支援

を受ける組織で実施されている。表彰者は 5つの

分野（従業員参画、ワーク・ライフ・バランス、

従業員の成長と発展、健康と安全、正当な評価）

の取り組みにより評価される。 

②米国心理学会全国心理的健康職場表彰（APA’s 

National Psychologically Healthy Workplace 

Award）：2006 年から実施。①の受賞者のうち、州

レベルの勝者の中から選出する。 

③米国心理学会ベストプラクティス優秀賞

（APA’s Best Practice Honors）：2003 年から実

施。心理的健康職場作りに貢献した特に革新的な

プログラムや方針を持つ、州レベルの受賞者らの

取り組みをより強調するためのもの。 

 

Ｄ．考察 

 メンタルヘルス対策の一次予防として心理的

健康職場作りに取り組む場合、事業場にとっては

まずどのようなことを行なったら良いのか迷う

ことが多いと思うが、米国心理学会のように取り

組みのデータベースを作成し、インターネット上

で公開していることは、多くの会社や組織にとっ

て役に立つだろう。また、表彰制度があることで、

受賞した場合には企業の知名度をあげたりイメ

ージ向上にもつながるため、企業にとっても大き

なメリットがあり、取り組みやすいとも言える。

メンタルヘルス対策をスムーズに進めるには、ど

のような目的をもって誰が対策を行うのか、具体

的にどのような内容の対策を行うのか等の情報

を使用者、サービス提供者、労働者が共有し、定

期的に評価・改善することが重要である。既に海

外において効果が出ていると報告されている心

理的健康職場の5カ条にそって対策を進めること

は、ある程度の効果を期待できると言えよう。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、職場のメンタルヘルス不調の一次

予防対策を進めるための科学的根拠に基づく EBM

ガイドラインを開発するための参考として、米国

心理学会（APA）が実施している「心理的健康職

場（Psychologically Healthy Workplaces）」作

りに関する情報を収集した。主に米国心理学会が

ホームページ上で紹介している情報を元に、心理

的健康職場を作る上での 5カ条、表彰制度につい

てまとめたところ、心理的健康職場を作る上での

5ヶ条とは「1．従業員参画」「2．ワーク・ライフ・

バランス」「3．従業員の成長と発展」「4．健康と

安全」「5．正当な評価」であることがわかった。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 該当なし。 

２．学会発表 

 該当なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

 該当せず。 

 

I．参考文献：米国心理学会 Psychologically 

Healthy Workplaces http://www.phwa.org/
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の特徴と活用方法． 
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川上憲人 
職場のメンタルヘルスの国

際潮流と日本型枠組みの確

立に向けて 
産業精神保健 18(4) 281-285 2010 
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における第一次予防：科学的

根拠にもとづくセルフケア

を中心に.  

保健の科学, 54  （ 印 刷
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資料① 「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」 

第１～5回ステークホルダー会議参加者 （敬称略、順不同） 
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